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明清期における禪僧の傳記資料の特徴について

1

明
清
期
に
お
け
る
禪
僧
の
傳
記
資
料
の
特
徴
に
つ
い
て

野
口
善
敬

は
じ
め
に

　

明
末
清
初
期
に
出
版
さ
れ
た
『
嘉
興
大
藏
經（　
）
1

』
に
は
、
禪
僧
の
語
録
が
、
そ
れ
以
前
の
大
藏
經
に
比
し
て
較
べ
も
の
に

な
ら
な
い
ほ
ど
大
量
に
收
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
期
の
語
録
に
は
明
初
以
前
の
語
録
類
と
は
少
し
異
な
っ
た
ス
タ

イ
ル
の
傳
記
資
料
が
數
多
く
見
え
て
い
る
。
大
筋
で
言
え
ば
、
明
初
以
前
は
〈
他
撰
〉
の
傳
記
資
料
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
明

末
清
初
期
に
は
禪
僧
が
自
ら
説
い
て
弟
子
た
ち
に
書
き
取
ら
せ
た
〈
自
述
〉、
も
し
く
は
存
命
中
に
自
ら
撰
述
し
た
〈
自
撰
〉

の
傳
記
資
料
が
大
幅
に
増
え
て
お
り
、
い
わ
ば
〈
他
撰
〉
か
ら
〈
自
述
〉・〈
自
撰
〉
へ
の
移
行
變
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
伴
い
、
從
來
、
巻
末
の
附
録
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
た
傳
記
資
料
が
、
語
録
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
も
出
て
く

る
。〈
他
撰
〉
に
し
ろ
〈
自
述
〉・〈
自
撰
〉
に
し
ろ
、
そ
の
体
裁
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
文
章
の
作
成
や
出
版
に
至
る
ま
で
の

経
緯
も
異
な
る
か
ら
、
一
概
に
資
料
的
な
價
値
の
優
劣
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
や
は
り
〈
自
述
〉・〈
自
撰
〉
の
資

料
は
内
容
が
詳
細
で
あ
る
し
信
頼
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中

國
近
世
の
禪
宗
の
在
り
方
に
つ
い
て
新
た
な
角
度
か
ら
の
發
見
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
斯
論
で
は
、
こ
れ
ら
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の
資
料
を
利
用
す
る
前
段
階
と
し
て
、
明
初
以
前
の
〈
他
撰
〉
の
傳
記
資
料
の
種
類
と
特
徴
を
概
觀
し
た
上
で
、
明
末
清
初
期

の
〈
自
述
〉・〈
自
撰
〉
の
傳
記
資
料
の
特
質
を
紹
介
し
た
い
。

一
︑
明
代
初
期
以
前
に
見
ら
れ
る
︿
他
撰
﹀
の
傳
記
資
料

　

中
國
の
禪
僧
の
傳
記
を
集
め
た
書
物
と
し
て
は
、『
景
德
傳
燈
録
』
や
『
五
燈
會
元
』
な
ど
の
燈
史
類
が
有
名
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
數
多
く
の
禪
僧
の
修
行
歴
・
悟
道
因
縁
・
説
法
な
ど
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
纏
め
て
入
れ
ら
れ
て
い
る（　
）
2

。
し
か
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
禪
僧
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
内
容
の
種
類
や
体
裁
は
必
ず
し
も
一
樣
で
は
な
く
、
詳
細
な
記
載
が
あ
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
非
常
に
簡
潔
な
場
合
も
あ
り
、
そ
の
採
入
に
當
た
っ
て
原
典
と
し
て
使
用
さ
れ
た
資
料
も
明
確
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、
個
別
の
禪
僧
の
傳
記
を
獨
立
し
て
扱
っ
た
資
料
と
し
て
、「
塔
銘
」「
行
狀
」「
行
録
」「
年
譜
」
の
類
が
殘

さ
れ
て
い
る
。
成
立
時
期
や
背
景
が
不
明
な
も
の
も
あ
り
、
内
容
構
成
も
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
い
が
、
名
稱
を
含
め
明
末
清

初
期
に
お
け
る
傳
記
資
料
の
作
成
に
大
き
な
影
響
を
與
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
以
下
、
現
存
す
る
點
數
が
多
い
「
塔
銘
」

と
「
行
狀
」
に
つ
い
て
概
論
し
、
數
が
少
な
い
「
行
録
」「
年
譜
」
な
ど
に
つ
い
て
は
〈
自
撰
〉
の
箇
所
で
簡
單
に
言
及
す
る
。

⑴
「
塔
銘
」

　

禪
僧
の
傳
記
資
料
と
し
て
信
頼
で
き
る
も
の
の
一
つ
に
「
塔
銘
」
が
あ
る
。「
塔
銘
」
は
弟
子
た
ち
が
同
時
代
の
著
名
な
文

人
・
士
大
夫
も
し
く
は
高
僧
に
撰
述
を
依
頼
し
、
そ
の
文
章
を
石
に
刻
し
て
寺
に
立
て
、
永
く
世
に
残
し
て
顕
彰
す
る
た
め
に

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
塔
銘
」
に
附
さ
れ
た
序
文
に
は
、
遷
化
し
た
僧
侶
の
傳
記
が
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
銘
文
を
掲
載
す
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る
の
が
一
般
的
な
形
式
で
あ
る
。
同
樣
の
文
章
に
は
「
道
行
碑
」「
行
業
碑
銘
」
な
ど
名
稱
を
少
し
異
に
す
る
も
の
も
あ
る
が
、

大
多
數
が
「
塔
銘
」
と
冠
さ
れ
て
い
る（　
）
3

。

　

ま
た
、
撰
者
と
し
て
は
上
述
の
よ
う
に
當
代
一
流
の
文
人
に
依
頼
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、「
序
文
」
や
「
跋
文
」
も
そ

う
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
遷
化
し
た
禪
僧
の
名
前
を
揚
げ
、『
語
録
』
の
價
値
を
高
め
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
雪
竇
重
顯
（
九
八
〇
～
一
〇
五
二
）
の
「
明
州
雪
竇
山
資
聖
寺
第
六
祖
明
覺
大
師
塔
銘
」（『
明
覺
禪
師
語
録
』
卷
六
・T47-

712a

）
の
撰
者
は
、『
新
唐
書
』
の
編
修
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
呂
夏
卿
（
一
〇
一
八
～
一
〇
七
〇
）
で
あ
る
し
、
大
慧
宗
杲

の
「
大
慧
普
覺
禪
師
塔
銘
」（『
大
慧
普
覺
禪
師
語
録
』
卷
六
・T47-836b

）
を
撰
述
し
た
の
は
、
南
宋
の
名
臣
で
同
平
章
事
兼
知

枢
密
院
に
ま
で
昇
っ
た
張
浚
（
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
）
で
あ
り
、
密
菴
咸
傑
（
一
一
一
八
～
八
六
）
の
「
塔
銘
」（『
密
菴
和
尚
語

録
』・T47-982c

）
の
撰
者
は
、
南
宋
の
左
丞
相
だ
っ
た
葛
邲
（
一
一
三
五
～
一
二
〇
〇
）、
更
に
松
源
崇
嶽
（
一
一
三
二
～
一
二
〇

二
）
の
「
塔
銘
」（『
松
源
崇
嶽
禪
師
語
録
』
卷
下
・Z121-315c

）
の
撰
者
は
、
南
宋
四
大
家
の
一
人
と
さ
れ
る
詩
人
で
あ
る
陸
游

（
一
一
二
五
～
一
二
一
〇
）
と
、
一
流
の
文
人
・
士
大
夫
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

　
「
塔
銘
」
の
類
は
明
末
清
初
期
に
至
る
ま
で
作
り
續
け
ら
れ
る
が
、
唐
代
以
降
、
明
代
初
期
ま
で
の
「
塔
銘
」
と
い
う
名
稱

に
絞
っ
て
見
て
も
、
次
に
舉
げ
た
二
十
六
人
の
禪
僧
の
『
語
録
』
に
附
録
さ
れ
て
お
り
、「
塔
銘
」
を
『
語
録
』
に
收
載
す
る

こ
と
が
、
禪
僧
の
生
涯
・
履
歴
を
紹
介
す
る
文
章
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

見
ら
れ
る
通
り
、
二
十
六
點
の
『
語
録
』
の
う
ち
、
傳
記
資
料
と
し
て
「
塔
銘
」
だ
け
が
收
載
さ
れ
た
『
語
録
』
が
二
十
點
、

「
塔
銘
」
以
外
の
「
行
狀
」
な
ど
と
併
載
さ
れ
た
も
の
が
六
點
あ
る
。
更
に
、「
塔
銘
」
が
撰
述
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ

り
な
が
ら
「
塔
銘
」
の
本
文
が
附
載
さ
れ
て
い
な
い
『
語
録
』
が
三
點
あ
る
。
尚
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
〈
自
撰
〉
の
「
塔
銘
」

が
二
點
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
二
、
⑴
〈
自
撰
〉
の
資
料
」
で
後
述
す
る
。
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🄐
『
語
録
』
に
「
塔
銘
」
の
み
收
載

　

①
雪
竇
重
顯
（
九
八
〇
～
一
〇
五
二
）：
呂
夏
卿
撰
「
明
州
雪
竇
山
資
聖
寺
第
六
祖
明
覺
大
師
塔
銘
」（『
明
覺
禪
師
語
録
』
卷
六

附
録
・T47-712a

）

　

②
仏
眼
清
遠
（
一
〇
六
七
～
一
一
二
〇
）：
李
彌
遜
述
「
宋
故
和
州
褒
山
佛
眼
禪
師
塔
銘
」（『
古
尊
宿
語
録
』
卷
三
四
『
舒
州
龍
門

佛
眼
和
尚
語
録
』
附
録
・Z118-304b

）

　

③
虎
丘
紹
隆
（
一
〇
七
七
～
一
一
三
六
）：
徐
林
撰
「
宋
臨
濟
正
傳
虎
丘
隆
和
尚
塔
銘
」（『
虎
丘
紹
隆
禪
師
語
録
』
卷
尾
・Z120-

401c

）

　

④
眞
歇
清
了
（
一
〇
八
八
～
一
一
五
一
）：
法
弟
比
丘
正
覺
撰
「
崇
先
眞
歇
了
禪
師
塔
銘
」（『
眞
州
長
蘆
了
和
尚
劫
外
録
（
眞
歇
清

了
禪
師
語
録
）』
附
録
・Z124-317a

）

　

⑤
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）：
張
浚
撰
「
大
慧
普
覺
禪
師
塔
銘
」（『
大
慧
普
覺
禪
師
語
録
』
卷
六
附
録
・T47-836b

）

　

⑥
應
菴
曇
華
（
一
一
〇
三
～
一
一
六
三
）：
李
浩
撰
「
塔
銘
（
附
）」（『
應
菴
曇
華
禪
師
語
録
』
卷
一
〇
附
録
・Z120-447d

）

　

⑦
自
得
慧
暉
（
一
〇
九
七
～
一
一
八
三
）：
法
弟
比
丘
石
窓
洪
恭
撰
「
塔
銘
」（『
淨
慈
慧
暉
禪
師
語
録
』
卷
六
附
録
・Z124-478b

）

　

⑧
密
庵
咸
傑
（
一
一
一
八
～
一
一
八
六
）：
葛
邲
撰
「
塔
銘
」（『
密
菴
和
尚
語
録
』
卷
尾
・T47-982c

）

　

⑨
松
源
崇
嶽
（
一
一
三
二
～
一
二
〇
二
）：
陸
游
撰
「
塔
銘
」（『
松
源
崇
嶽
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z121-315c

）

　

⑩
月
林
師
観
（
一
一
四
三
～
一
二
一
七
）：
陳
貴
謙
撰
「
月
林
觀
禪
師
塔
銘
」（『
月
林
師
觀
禪
師
語
録
』
附
録
・Z120-249b

）

　

⑪
無
明
慧
性
（
一
一
六
二
～
一
二
三
七
）：
顏
汝
勳
撰
「
塔
銘
」（『
無
明
慧
性
禪
師
語
録
』
附
録
・Z121-116c

）

　

⑫
西
山　

亮
（
一
一
五
三
～
一
二
四
二
）：
北
磵
居
簡
書
「
塔
銘
」（『
西
山
亮
禪
師
語
録
』
卷
尾
・Z121-54a

）

　

⑬
偃
溪
廣
聞
（
一
一
八
九
～
一
二
六
三
）：
林
希
逸
撰
「
塔
銘
」（『
偃
溪
廣
聞
禪
師
語
録
』
卷
下
・Z121-155b

）
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⑭
龍
源
介
清
（
一
二
三
九
～
一
三
〇
一
）：
牟
巘
譔
「
龍
源
和
尚
塔
銘
」（『
龍
源
介
清
禪
師
語
録
』
附
録
・Z121-240d

）

　

⑮
海
印
昭
如
（
一
二
四
六
～
一
三
一
二
）：
⑴
李
倜
撰
「
塔
銘
」（『
海
印
昭
如
禪
師
語
録
』
附
録
・Z122-304d

）・
⑵
曾
德
裕
撰

「
塔
銘
」（『
海
印
昭
如
禪
師
語
録
』
附
録
・Z122-305b

）

　

⑯
無
見
先
覩
（
一
二
六
五
～
一
三
三
四
）：
曇
噩
撰
「
無
見
覩
和
尚
塔
銘
（
并
序
）」（『
無
見
先
睹
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-

242d
）

　

⑰
元
叟
行
端
（
一
二
五
五
～
一
三
四
一
）：
黃
溍
撰
「
塔
銘
」（『
元
叟
行
端
禪
師
語
録
』
卷
八
卷
尾
・Z124-34b

）

　

⑱
石
屋
清
珙
（
一
二
七
二
～
一
三
五
二
）：
沙
門
元
旭
譔
「
福
源
石
屋
珙
禪
師
塔
銘
」（『
石
屋
清
洪
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-

326b

）

　

⑲
愚
菴
智
及
（
一
三
一
一
～
一
三
七
八
）：
宋
濂
撰
「
塔
銘
」（『
愚
菴
智
及
禪
師
語
録
』
卷
一
〇
附
録
・Z124-187c

）

　

⑳
呆
庵
普
荘
（
一
三
四
七
～
一
四
〇
三
）：
撰
者
不
明
「
塔
銘
（
有
序
）」（『
呆
菴
普
莊
禪
師
語
録
』
卷
八
附
録
・Z123-508d

）

🄑
『
語
録
』
に
「
塔
銘
」
と
「
行
狀
」
な
ど
を
併
載

　

①
普
庵
印
肅
（
一
一
一
五
～
一
一
六
九
）：「
塔
銘
」（『
普
菴
印
肅
禪
師
語
録
』
卷
一
・Z120-266d

）・「
傳
法
宗
派
圖
」（『
普
菴
印
肅

禪
師
語
録
』
卷
一
・Z120-265d

）・「
年
譜
」（『
普
菴
印
肅
禪
師
語
録
』
卷
一
・Z120-265d

）・「
悟
道
因
緣
」（『
普
菴
印
肅
禪
師

語
録
』
卷
一
・Z120-266a

）

　

②
高
峰
原
妙
（
一
二
三
八
～
一
二
九
五
）：
家
之
巽
撰
「
塔
銘
」（『
高
峰
原
妙
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-350c

）・
孝
小
師
明

初
・
嗣
法
比
丘
祖
雍
識
「
行
狀
」（『
高
峰
原
妙
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-348c

）・
撰
者
不
明
「
行
狀
」（『
高
峰
原
妙

禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-348c

）
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③
古
林
清
茂
（
一
二
六
二
～
一
三
二
九
）：
嗣
法
比
丘
梵
僊
撰
「
古
林
和
尚
碑
」（『
古
林
清
茂
禪
師
拾
遺
偈
頌
』
卷
下
附
録
・Z123-

289d

）・
嗣
法
比
丘
四
明
梵
僊
拜
手
「
古
林
和
尚
行
實
」（『
古
林
清
茂
禪
師
拾
遺
偈
頌
』
卷
下
附
録
・Z123-287d

）

　

④
笑
隱
大
訢
（
一
二
八
四
～
一
三
四
四
）：
黃
溍
撰
「
元
太
中
大
夫
廣
智
全
悟
大
禪
師
住
持
大
龍
翔
集
慶
寺
釋
教
宗
主
兼
領
五

山
寺
訢
公
塔
銘
（
并
序
）」（『
笑
隱
大
訢
禪
師
語
録
』
卷
四
附
録
・Z121-126b

）・
虞
集
記
「
元
廣
智
全
悟
太
禪
師
太
中
大
夫

住
太
龍
翔
集
慶
寺
釋
教
宗
主
兼
領
五
山
寺
笑
隱
訢
公
行
道
記
（
有
贊
）」（『
笑
隱
大
訢
禪
師
語
録
』
卷
四
附
録
・Z121-124b

）

　

⑤
曇
芳
守
忠
（
一
二
七
五
～
一
三
四
八
）：
歐
陽
玄
撰
「
元
故
大
中
大
夫
佛
海
普
印
廣
慈
圓
悟
大
禪
師
大
龍
翔
集
慶
寺
長
老
忠

公
塔
銘
」（『
曇
芳
守
忠
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z123-176a

）・
參
學
比
丘
克
新
撰
「
有
元
大
中
大
夫
佛
海
普
印
廣
慈
圓
悟

大
禪
師
忠
公
行
業
記
」（『
曇
芳
守
忠
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z123-174c

）

　

⑥
楚
石
梵
琦
（
一
二
九
六
～
一
三
七
〇
）：
宋
濂
撰
「
佛
日
普
照
慧
辯
禪
師
塔
銘
有
序
」（『
楚
石
梵
琦
禪
師
語
録
』
卷
二
〇
・Z124-

149a

）・
法
弟
至
仁
謹
狀
「
楚
石
和
尚
行
狀
」（『
楚
石
梵
琦
禪
師
語
録
』
卷
二
〇
・Z124-147c

）

🄒
『
語
録
』
に
「
塔
銘
」
は
收
載
さ
れ
て
い
な
い
が
「
塔
銘
」
が
存
在
し
た
記
載
あ
り

　

①
斷
橋
妙
倫
（
一
二
〇
一
～
一
二
六
一
）：「
余
曾
閱
『
金
湯
編
』、
有
希
逸
林
公
、
撰
師
〈
塔
銘
〉。
略
曰
…
」（『
斷
橋
妙
倫
禪

師
語
録
』
卷
下
附
録
「
斷
橋
和
尚
語
録
重
梓
序
」Z122-224a
）　

※
別
に
〈
行
狀
〉
有
り
。

　

②
環
渓
惟
一
（
一
二
〇
二
～
一
二
八
一
）：「
其
小
師
呂
禪
人
、
不
憚
三
千
里
、
持
〈
行
狀
〉
來
、
求
〈
塔
銘
〉
於
丞
相
杬
翁
。」

（『
環
溪
惟
一
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-79d

）　

※
別
に
〈
行
狀
〉
有
り
。

　

③
雲
外
雲
岫
（
一
二
四
二
～
一
三
二
四
）：「
待
制
柳
公
貫
作
〈
塔
銘
〉。」（『
雲
外
雲
岫
禪
師
語
録
』
卷
末
附
録
・
徑
山
興
聖
萬
壽
禪

寺
住
持
比
丘
吳
郡
文
琇
拜
撰
「
天
童
雲
外
禪
師
傳
」Z124-507c

）　

※
別
に
〈
傳
〉
有
り
。
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ま
た
、
元
末
明
初
期
に
數
多
く
の
「
塔
銘
」
を
殘
し
た
文
人
に
宋
濂
（
一
三
一
〇
～
一
三
八
一
）
が
い
る
が
、
彼
の
著
書
で
あ

る
『
宋
文
憲
公
護
法
録
』（
全
十
卷
）
に
は
、
卷
一
に
「
國
初
應
召
大
浮
屠
塔
銘
」
十
三
點
、
卷
二
に
「
國
初
大
浮
屠
塔
銘
」
十

五
點
、
卷
三
に
「
元
末
大
浮
屠
塔
銘
」
十
一
點
の
、
都
合
三
十
九
人
分
の
禅
僧
・
教
僧
の
「
塔
銘
」
類
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

（J21-597c
～598a

）。
個
別
の
名
稱
は
「
道
行
碑
銘
」「
行
業
碑
銘
」
な
ど
多
岐
に
亙
る
が
、
広
義
で
の
「
塔
銘
」
で
あ
る
。
こ

の
中
に
は
『
語
録
』
が
現
存
し
て
い
な
い
禅
僧
も
あ
り
、
右
記
二
十
六
人
以
外
に
も
數
多
く
の
禅
僧
の
「
塔
銘
」
の
類
が
撰
述

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

⑵
「
行
狀
」

　
「
塔
銘
」
を
撰
述
す
る
際
の
參
考
資
料
と
し
て
作
ら
れ
た
文
章
に
「
行
狀
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
無
著
道
忠
（
一
六

五
三
～
一
七
四
四
）
撰
の
『
禪
林
象
器
箋
』
卷
二
一
「
行
狀
」
條
に
、「
名
德
の
行
業
を
狀文

書書

に
し
た
も
の
を
行
狀
と
曰い

う
（
狀

書
名
德
行
業
曰
行
狀
）」（B19-606a

）
と
あ
る
通
り
、
一
生
涯
の
行
業
の
記
録
で
あ
る
。「
塔
銘
」
作
成
の
參
考
資
料
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
蹟
の
内
容
は
、
結
果
的
に
「
塔
銘
」
の
序
文
の
記
述
と
大
差
な
い
こ
と
に
な
る
が
、「
碑
文
」
と

は
違
い
石
に
刻
む
た
め
の
文
章
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
🄐
⑳
の
呆
庵
普
荘
の
「
塔
銘
」（
撰
者
名
未
詳
）
の
序
文
に
次
の
様
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　

 

後
に
〔
呆
庵
の
弟
子
の
〕
曇
頓
が
、
師
〔
呆
庵
〕
の
塔墓

に
銘
文
が
な
い
の
で
、
そ
の
行実

際
の
行
い實

を
狀文

書

に
し
て
、
予わ

た
しに

銘
文
を
つ

く
る
よ
う
要
請
し
た
。
予わ

た
しは

道
義
上
、
辭
退
で
き
ず
、
狀文

書

を
按し

ら

べ
て
そ
の
〔
生
涯
の
〕
概
略
を
掇つ

づ

り
、
そ
れ
を
直自

筆

で
書
い

た
。既

而
頓
以
師
塔
未
銘
、
狀
其
行
實
、
請
予
銘
之
。
予
義
不
可
辭
、
乃
按
狀
掇
其
大
槩
、
而
直
書
之
。（『
呆
菴
普
莊
禪
師
語
録
』
卷
八
附
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録
「
塔
銘
（
有
序
）」・Z123-508d

）

　
「
行
狀
」
が
「
塔
銘
」
作
成
の
材
料
と
し
て
の
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
塔
銘
」
が
載
せ
ら

れ
た
呆
庵
の
『
語
録
』
に
は
、
曇
頓
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
「
行
狀
」
そ
の
も
の
が
收
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、「
行

狀
」
が
參
考
資
料
に
過
ぎ
な
い
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。「
塔
銘
」
と
そ
の
文
章
を
刻
ん
だ
塔
碑
が
完
成
し

た
以
上
、「
行
狀
」
は
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
🄐
⑱
の
石
屋
清
珙
の
「
福
源
石
屋
珙
禪
師
塔
銘
」
に
も
、

撰
者
で
あ
る
元
旭
が
「
師石

屋

の
行
狀
を
も
っ
て
予わ

た
しに

銘
を
徴も

と

め
た
（
且
以
師
之
行
狀
、
徴
予
銘
之
）」（『
石
屋
清
珙
禪
師
語
録
』
卷
下
・

Z122-326b

）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
行
狀
」
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
が
、「
行
狀
」
の
文
章
そ
の
も
の
は
載
せ
ら
れ
て
い
な

い
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
行
狀
」
と
「
塔
銘
」
が
併
載
さ
れ
た
『
語
録
』
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
併
載
の
例
と
し
て
は
、
前
出
🄑
の

②
高
峰
原
妙
・
⑥
楚
石
梵
琦
の
二
例
が
あ
る
。
ま
た
、「
行
狀
」
は
作
成
し
た
も
の
の
「
塔
銘
」
の
依
頼
に
至
ら
な
か
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
、「
塔
銘
」
無
し
で
「
行
狀
」
の
み
を
載
せ
た
『
語
録
』
も
數
多
く
あ
り
、
次
の
十
四
點
が
存
し
て
い
る
。

🄓
『
語
録
』
に
「
行
狀
」
の
み
收
載

　

①
趙
州
從
諗
（
七
七
八
～
八
九
七
）：「
趙
州
眞
際
禪
師
行
狀
」：「
後
唐
保
大
十
一
年
（
九
五
三
）
孟
夏
月
旬
有
三
日
、
有
學
者

咨
問
東
都
東
院
惠
通
禪
師
趙
州
先
人
行
化
厥
由
作
禮
而
退
乃
授
筆
録
之
具
實
矣
。」（『
趙
州
和
尚
語
録
』
卷
下
附
録
・J24-

372b

）　

湛
然
圓
澄
序
刊
本

　

②
投
子
義
青
（
一
〇
三
二
～
一
〇
八
三
）：
撰
者
不
明
「
行
狀
」（『
投
子
義
青
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z124-238a

）

　

③
眞
淨
克
文
（
一
〇
二
五
～
一
一
〇
二
）：
門
人
高
安
釋
德
洪
撰
「
雲
菴
眞
淨
和
尚
行
狀
」（『
雲
菴
克
文
禪
師
語
録
』
六
卷
附
録
・
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Z120-106a

）

　

④
長
靈
守
卓
（
一
〇
六
五
～
一
一
二
三
）：
門
人
介
諶
謹
狀
「
行
狀
」（『
長
靈
守
卓
禪
師
語
録
』
巻
末
附
録
・Z120-167c

）

　

⑤
破
菴
祖
先
（
一
一
三
六
～
一
二
一
一
）：
嗣
法
宗
性
編
次
「
行
狀
」（『
破
菴
祖
先
禪
師
語
録
』
卷
末
附
録
・Z121-426d

）

　

⑥
石
田
法
薫
（
一
一
七
一
～
一
二
四
五
）：
四
明
比
丘
大
觀
謹
狀
「
行
狀
」（『
石
田
法
薰
禪
師
語
録
』
卷
四
附
録
・Z122-39d

）

　

⑦
無
準
師
範
（
一
一
七
八
～
一
二
四
九
）：
粲
無
文
撰
「
徑
山
無
準
禪
師
行
狀
」（『
佛
鑑
禪
師
語
録
』
卷
六
附
録
・Z121-485c

）

　

⑧
癡
絶
道
冲
（
一
一
六
九
～
一
二
五
〇
）：
嗣
法
弟
子
法
鑑
狀
「
徑
山
癡
絕
禪
師
行
狀
」（『
痴
絕
道
沖
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・

Z121-283c

）

　

⑨
大
川
普
濟
（
一
一
七
九
～
一
二
五
三
）：
屬
末
比
丘
大
觀
謹
狀
「
靈
隱
大
川
禪
師
行
狀
」（『
大
川
普
濟
禪
師
語
録
』
卷
末
附
録
・

Z121-174a

）

　

⑩
斷
橋
妙
倫
（
一
二
〇
一
～
一
二
六
一
）：
撰
者
名
不
明
「
行
狀
」（『
斷
橋
妙
倫
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-222b

）

　

⑪
西
巖
了
慧
（
一
一
九
八
～
一
二
六
二
）：
嗣
祖
比
丘
大
觀
狀
「
行
狀
」（『
西
巖
了
慧
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-186b

～c

）

　

⑫
虛
堂
智
愚
（
一
一
八
五
～
一
二
六
九
）：
嗣
法
小
師
法
雲
謹
狀
「
行
狀
」（『
虛
堂
和
尚
語
録
』
卷
一
〇
附
録
・T47-1063b

）

　

⑬
虛
舟
普
度
（
一
一
九
九
～
一
二
八
〇
）：
天
台
沙
門
行
端
狀
「
行
狀
」（『
虛
舟
普
度
禪
師
語
録
』
卷
末
附
録
・Z123-95a

）

　

⑭
環
溪
惟
一
（
一
二
〇
二
～
一
二
八
一
）：
嗣
法
小
師
覺
此
狀
「
行
狀
」（『
環
溪
惟
一
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・Z122-79c

）

　

こ
の
う
ち
、
明
ら
か
に
「
行
狀
」
を
用
い
て
「
塔
銘
」
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
「
塔
銘
」
が

收
載
さ
れ
ず
、「
行
狀
」
だ
け
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
實
例
と
し
て
、
🄓
⑧
が
あ
る
。
趙
若
琚
が
淳
祐
十
二
年
（
一
二
五
二
）
に
書

い
た
、
こ
の
癡
絶
道
冲
の
「
行
狀
」
の
末
尾
に
次
の
様
な
記
述
が
見
え
る
。

　
　

 〔
行
狀
の
依
頼
を
受
け
た
の
で
〕
門
人
が
編
集
し
た
「
行
實
」
か
ら
摭拾

い
集め

て
、
そ
の
間あ

い
だに

聞
い
た
こ
と
が
ら
を
參加

え
、
始全
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末体

を
緒順

序

次づ
け

た
。〔
そ
し
て
、
使
者
と
し
て
来
て
い
た
師
の
弟
子
の
〕
了
源
に
面直

接

授手
渡

し
、
持
ち
か
え
っ
て
當
代
の
大名

手文

筆家

に

銘
文
を
乞た

の

み
、
藂禪

林門

に
不永

朽遠

に
傳
え
る
よ
う
に
さ
せ
た
。
謹
ん
で
狀の

べ
る
も
の
で
あ
る
。

因
摭
門
人
所
編
行
實
、
間
參
以
所
聞
、
緒
次
始
末
。
面
授
了
源
、
使
持
以
乞
銘
于
當
世
大
手
筆
、
爲
藂
林
不
朽
之
傳
。
謹
狀
。（『
癡
絕

道
沖
禪
師
語
録
』
卷
下
・Z121-283c

）

　

理
由
は
不
明
だ
が
、
た
と
え
「
塔
銘
」
が
出
来
上
が
っ
て
い
て
も
、
諸
般
の
事
情
で
『
語
録
』
に
載
せ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
尚
、
右
の
文
中
に
「
行
實
」
と
い
う
文
書
の
種
類
を
示
す
と
思
わ
れ
る
言
葉
が
出
て
い
る
。
こ
の
「
行

實
」
は
、
後
述
す
る
樣
に
明
末
清
初
期
に
多
出
す
る
こ
と
に
な
る
文
章
の
一
形
態
で
、「
行
狀
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ
る
が
、

恐
ら
く
こ
こ
で
は
「
行
狀
」
と
同
意
で
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、「
行
狀
」
の
材
料
と
し
て
集
め
ら
れ
た
の
履
歴
資
料
集
の

意
で
あ
ろ
う
。
次
節
の
自
撰
の
「
行
實
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
︑
明
代
初
期
以
前
に
見
え
る
︿
自
撰
﹀・︿
自
述
﹀
の
傳
記
資
料
に
つ
い
て

⑴
︿
自
撰
﹀
の
資
料

　

以
上
、
取
り
上
げ
て
き
た
「
碑
銘
」「
行
狀
」
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
全
て
〈
他
撰
〉、
つ
ま

り
原
則
と
し
て
禪
僧
が
遷
化
し
た
後
、
他
人
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
文
章
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
對
し
て
明
末
清
初
期
に
は
、
こ
れ
も
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
禪
僧
が
自
ら
説
い
て
弟
子
た
ち
に
書
き
取
ら
せ
た
〈
自

述
〉、
も
し
く
は
存
命
中
に
自
ら
撰
述
し
た
〈
自
撰
〉
の
傳
記
資
料
が
多
數
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
明

初
以
前
に
も
、
數
は
少
な
い
も
の
の
禪
僧
に
よ
る
〈
自
撰
〉
の
傳
記
資
料
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
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中
峰
明
本
の
法
嗣
で
元
末
に
活
躍
し
た
天
如
惟
則
（
一
二
八
六
～
一
三
五
四
）
に
次
の
樣
な
發
言
が
あ
る
。

　
　

 

古
人
で
自
分
で
〔「
祭
文
」
を
作
っ
て
〕
祭
っ
た
者
が
い
る
し
、
自
分
で
そ
の
行
〔
狀
〕
を
狀の

べ
た
者
が
い
る
し
、
自
分

で
そ
の
塔墓

〔
の
た
め
〕
に
銘
〔
文
を
作
成
〕
し
た
者
が
い
る
が
、〔
そ
の
内
容
は
〕
皆す

べ

て
人
々
に
傳
誦
さ
せ
て
こ
の
世
に

教
化
を
垂
れ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

古
人
有
自
祭
者
、
有
自
狀
其
行
者
、
有
自
銘
其
塔
者
、
皆
足
以
傳
誦
於
人
、
而
垂
化
於
世
也
。（『
天
如
惟
則
禪
師
語
録
』
卷
四
「
水
西

原
十
首
（
并
引
）」・Z122-442a

）

　

類
似
し
た
発
言
は
明
末
の
永
覺
元
賢
（
一
五
七
八
～
一
六
五
七
）
に
も
見
え
る
。

　
　

 

古
の
祖
師
が
た
に
つ
い
て
考し

ら

べ
て
み
る
と
、
自
分
で
そ
の
行
〔
狀
〕
を
狀の

べ
た
者
が
お
り
、
自
分
で
そ
の
塔墓

〔
の
た
め
〕

に
銘
〔
文
を
作
成
〕
し
た
者
が
お
り
、
共
に
こ
の
世
に
傳
え
ら
れ
て
い
て
、〔
自
身
で
撰
述
す
る
こ
と
は
〕
非間

違
いだ

と
は
さ

れ
て
い
な
い
。

考
古
諸
師
、
有
自
狀
其
行
者
、
有
自
銘
其
塔
者
、
世
所
共
傳
、
不
以
爲
非
。（『
永
覺
元
賢
禪
師
廣
録
』
卷
一
八
「
壽
塔
銘
」・Z125-

617a

）

　
〈
自
撰
〉
の
「
祭
文
」「
行
狀
」「
塔
銘
」
が
古
く
か
ら
存
在
す
る
と
の
記
述
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
明
初
以
前
の
『
語
録
』

類
に
、〈
自
撰
〉
の
「
行
狀
」
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
祭
文
」
も
見
當
た
ら
な
い
が
、
元
代
の
渡
來
僧
で
あ
る
清

拙
正
澄
（
一
二
七
四
～
一
三
三
九
）
に
、「
示
寂
前
一
日
、
豫
代
小
師
、
作
祭
文
（
示
寂
前
一
日
に
豫

あ
ら
か
じめ

小
師
に
代
わ
っ
て
祭
文
を
作

る
）」（『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
卷
所
收
『
禅
居
集
』・p.119

）
と
題
さ
れ
た
〈
自
撰
〉
の
「
祭
文
」
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
「
塔

銘
」
に
つ
い
て
は
、
雪
峰
義
存
（
八
二
二
～
九
〇
八
）
の
「
自
制
塔
銘
并
敘
」（『
眞
覺
禪
師
語
録
』
卷
下
・Z119-485c

）
と
横
川
如

珙
（
一
二
二
二
～
一
二
八
九
）
の
自
撰
「
塔
銘
」（『
橫
川
行
珙
禪
師
語
録
』
卷
下
・Z123-205a

～b

）
の
二
點
が
殘
さ
れ
て
い
る
。「
塔
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銘
」
な
ど
の
資
料
は
『
語
録
』
所
載
の
も
の
以
外
に
、
中
國
各
地
の
寺
院
内
に
建
て
ら
れ
た
塔
や
石
碑
に
彫
ら
れ
た
形
で
存
在

す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、『
語
録
』
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
は
い
ず
れ
に
し
て
も
極
め
て
少
數
で
あ
り
、
決
し
て
數
多
く
遺
さ
れ

て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
他
の
形
で
遺
さ
れ
た
〈
自
述
〉・〈
自
撰
〉
の
傳
記
の
資
料
で
『
語
録
』
の
中
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、

〈
自
撰
〉
と
し
て
は
、
宋
末
元
初
の
高
峰
原
妙
（
一
二
三
八
～
一
二
九
五
）
が
嗣
法
師
で
あ
る
雪
巖
祖
欽
（
？
～
一
二
八
七
）
に
宛

て
た
「
通
仰
山
雪
巖
和
尚
疑
嗣
書
（
通
仰
山
老
和
尚
疑
嗣
書
）」
が
あ
り
、
こ
の
中
に
は
、
高
峰
自
身
が
出
家
し
て
か
ら
悟
道
に

至
る
ま
で
の
経
緯
が
事
細
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
高
峰
原
妙
禪
師
語
録
』
卷
上
・Z122-339d

～340c

、『
高
峰
原
妙
禪
師
禪
要
』・

Z122-361b

～362a

）。
ま
た
、
高
峰
の
弟
子
で
元
代
を
代
表
す
る
禪
僧
で
あ
る
中
峰
明
本
（
一
二
六
三
～
一
三
二
三
）
に
は
、
晩
年

六
十
歳
の
時
に
自
ら
撰
述
し
た
「
行
狀
」
に
比
す
べ
き
文
章
が
あ
る
（『
天
目
中
峰
廣
録
』
卷
一
八
「
東
語
西
話
下
」・B25-901a

～b

）。

⑵
︿
自
述
﹀
の
資
料

　

明
初
以
前
の
〈
自
述
〉
形
式
の
文
章
と
し
て
、
先
ず
思
い
付
く
の
は
『
六
祖
大
師
法
寶
壇
經
』
の
冒
頭
に
あ
る
慧
能
の
傳
記

部
分
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
「
頓
教
得
法
の
因
（
頓
教
得
法
之
因
）」（『
六
祖
大
師
法
寶
壇
經
』・T48-350a

）
を
述
べ
た
も
の
で
、
慧

能
の
出
自
か
ら
、
悟
道
、
出
家
開
法
ま
で
の
因
縁
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
六
祖
壇
經
』
に
は
種
々
の
版
本
が
あ
り
文
字
の
異

同
も
多
い
が
、
元
朝
以
降
の
禪
門
で
最
も
廣
く
讀
ま
れ
大
き
な
影
響
を
與
え
た
の
は
、
明
の
南
藏
・
北
藏
に
入
藏
さ
れ
た
宗
寶

本
（
至
元
二
十
八
年
（
一
二
三
〇
）
跋
刊
）
で
あ
り
、
傳
記
部
分
は
「
行
由
第
一
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
一
章
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
「
行
由
」
の
形
式
が
明
末
清
初
期
の
「
行
實
」
な
ど
の
祖
型
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。
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ま
た
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
な
い
が
、『
語
録
』
の
「
普
説
」
の
中
で
自
ら
の
參
歴
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

南
宋
の
大
慧
宗
杲
の
『
語
録
』
中
、「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
（
禮
侍
者
の
斷四

十

七九
日

に
普
説
を
請
う
）」（『
大
慧
普
覺
禪
師
普
説
』
卷
五
・

M
59-1009b

～1010b

、『
大
慧
普
覺
禪
師
語
録
』
卷
一
七
・T47-883a

～b

）・「
姜
機
宜
請
普
説
（
姜
機
宜
、
普
説
を
請
う
）」（『
大
慧
普

覺
禪
師
普
説
』
卷
二
・M

59-841a

～b

）・「
智
通
居
士
請
普
説
（
智
通
居
士
、
普
説
を
請
う
）」（『
大
慧
普
覺
禪
師
普
説
』
卷
三
・M

59-

902a

～b

）
と
い
う
三
つ
の
「
普
説
」
の
中
で
、
大
慧
が
圜
悟
克
勤
の
下
に
お
い
て
「
薫
風
、
南
自よ

り
來
た
り
、
殿
閣
微
涼
を

生
ず
（
薫
風
自
南
來
、
殿
閣
微
涼
生
）」
の
語
を
聞
い
て
「
忽
然
と
し
て
前
後
際
斷
（
忽
然
前
後
際
斷
）」
も
し
く
は
「
忽
然
と
し
て

悟
道
（
忽
然
悟
道
）」「
忽
然
と
し
て
漆
桶
を
打
破
（
忽
然
打
破
漆
桶
）」
し
、
そ
の
後
、
更
に
「
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に
倚
る
が

如
し
（
有
句
無
句
、
如
藤
倚
樹
）」
に
參
じ
て
修
行
し
た
経
緯
を
自
ら
詳
し
く
述
べ
て
い
る
（
そ
の
他
、
大
慧
が
「
薫
風
自
南
來
」
で

悟
っ
た
と
い
う
記
事
が
一
二
箇
所
〈『
大
慧
禪
師
普
說
』
卷
一
・M

59-791a, 795a, 798a, 810a, 822b

、
卷
二
・837a, 851b, 860b

、
卷

三
・891b, 902a

、
卷
四
・956a

～b

『
大
慧
禪
師
語
錄
』
卷
二
九
・T47-936a

〉
あ
る
）。
大
慧
以
外
に
も
、
南
宋
後
期
の
石
田
法
薫

（
一
一
七
一
～
一
二
四
五
）
や
雪
巌
祖
欽
（
？
～
一
二
八
七
）
の
「
普
説
」
に
も
自
身
の
參
歴
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
た
一
段
が
あ

る
（『
石
田
法
薰
禪
師
語
錄
』
卷
二
「
請
因
緣
普
說
」・Z122-15a

～16b

『
雪
巖
祖
欽
禪
師
語
錄
』
卷
二
「
普
説
」〈
山
僧
五
歲
出
家
〉
條
・

Z122-256d

～257b

）。

　

し
か
し
、
自
撰
に
し
ろ
自
述
に
し
ろ
、
自
ら
の
悟
道
因
縁
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
資
料
は
、
明
初
以
前
に
は
そ
う
多
く
の
數

は
遺
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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三
︑
明
末
清
初
期
に
撰
述
さ
れ
た
︿
自
述
﹀・︿
自
撰
﹀
の
傳
記
資
料

A
資
料
の
一
覧

　

こ
れ
に
對
し
て
、
明
末
清
初
期
に
は
〈
自
述
〉・〈
自
撰
〉
の
資
料
が
數
多
く
作
ら
れ
、『
語
録
』
に
收
載
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。『
嘉
興
藏
』
を
中
心
に
調
査
し
た
結
果
、
遺
漏
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
の
所
、
八
五
點
の
存
在
を
確
認
し
て
い

る
。『
嘉
興
藏
』
に
收
載
さ
れ
て
い
る
明
末
清
初
期
の
『
語
録
』
は
二
二
〇
余
り
で
あ
る
か
ら
三
割
台
後
半
の
數
の
『
語
録
』

に
資
料
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
計
算
に
な
る
。

　

内
譯
は
〈
自
述
〉
が
七
十
六
點
、〈
自
撰
〉
が
九
點
、
合
計
八
十
五
點
で
あ
る
。
題
目
の
項
目
で
分
け
れ
ば
次
の
樣
に
な
る
。

（
尚
、「
行
繇
」
の
「
繇
」
と
「
行
由
」
の
「
由
」
は
通
用
す
る
異
体
字
で
あ
る
が
、
使
い
分
け
に
何
ら
か
の
意
圖
が
存
す
る
可
能
性
も
あ
る
の

で
、
今
回
は
便
宜
的
に
分
け
て
並
べ
た
。）

【
自
述
】
七
十
六
點

⑴
「
行
實
」
五
十
五
點

　

1　

笑
巖
德
寶
（
一
五
一
二
～
一
五
八
一
）：「
行
實
」（『
月
心
笑
巖
寶
祖
南
集
』
下
・
京
都
大
學
圖
書
館
所
藏
本
・41b

～52b

）

　

2　

五
峰
如
學
（
一
五
八
五
～
一
六
三
三
）：「
行
實
」（『
大
溈
五
峰
學
禪
師
語
録
』・J25-756c

～757c

）

　

3　

萬
如
通
微
（
一
五
九
四
～
一
六
五
七
）：「
行
實
」（『
萬
如
禪
師
語
録
』
卷
一
〇
附
録
・J26-478c

～479b

）

　

4　

牧
雲
通
門
（
一
五
九
九
～
一
六
七
一
）：「
行
實
」（
二
十
卷
本
『
牧
雲
和
尚
語
録
』
卷
一
〇
・
駒
澤
大
學
圖
書
館
所
藏
本
・1a

～

20b

）
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5　

浮
石
通
賢
（
一
五
九
九
～
一
六
七
一
）：「
行
實
」（『
浮
石
禪
師
語
録
』
卷
九
・J26-615c

～616c

）

　

6　

林
野
通
奇
（
一
五
九
五
～
一
六
五
二
）：「
行
實
」（『
林
野
奇
禪
師
語
録
』
卷
六
・J26-646b

～647a

）

　

7　

古
雪
眞
喆
（
一
六
一
四
～
？
）：「
行
實
」（『
古
雪
哲
禪
師
語
録
』
卷
一
一
・J28-360b

～362b

）

　

8　

養
拙
行
明
（
？
～
一
六
四
九
）：「
行
實
」（『
大
溈
密
印
寺
養
拙
明
禪
師
語
録
』・J25-763b

～764a

）

　

9　

體
宗
道
寧
（
一
五
九
八
～
一
六
六
九
）：「
行
實
」（『
雲
峰
體
宗
寧
禪
師
語
録
』・J38-980c

～981a

）

　

10　

敏
樹
如
相
（
一
六
〇
三
～
一
六
七
二
）：「
行
實
」（『
敏
樹
禪
師
語
録
』
卷
一
〇
・J39-507c

～508c

）

　

11　

燕
居
德
申
（
一
六
一
〇
～
一
六
七
八
）：「
行
實
」（『
雲
山
燕
居
申
禪
師
語
録
』
卷
三
・J40-93b

～94c

）

　

12　

丈
雪
通
醉
（
一
六
一
〇
～
一
六
九
五
）：「
行
實
」（『
昭
覺
丈
雪
醉
禪
師
語
録
』
卷
八
・J27-339c

～340c

）

　

13　

蓮
月
道
正
（
一
六
一
四
～
一
六
九
一
）：「
行
實
」（『
蓮
月
禪
師
語
録
』
卷
五
・J29-420b

～421a

）

　

14　

密
行
寂
忍
（
生
卒
年
未
詳
）：「
行
實
」（『
密
行
忍
禪
師
語
録
』
卷
三
・J38-912b

～913b

）

　

15　

寂
光
印
豁
（
一
六
一
九
～
？
）：「
行
實
」（『
寂
光
豁
禪
師
語
録
』
卷
四
・J36-870b

～871b

）

　

16　

不
會
通
法
（
一
六
二
一
～
？
）：「
行
實
」（『
不
會
禪
師
語
録
』
卷
七
・J32-355a

～356b

）

　

17　

隱
元
隆
琦
（
一
五
九
二
～
一
六
七
三
）：「
行
實
」（『
隱
元
禪
師
語
録
』
卷
一
〇
・J27-274a

～275b

）

　

18　

百
癡
行
元
（
一
六
一
一
～
一
六
六
二
）：「
行
實
」（『
百
癡
禪
師
語
録
』
卷
二
九
・J28-153a

～c

）

　

19　

石
關
行
凌
（
一
六
一
四
～
？
）：「
行
實
」（『
石
關
禪
師
語
録
』・J38-599c

～600b

）

　

20　

季
總
明
徹
尼
（
一
六
〇
六
～
？
）：「
行
實
」（『
季
總
徹
禪
師
語
録
』
卷
二
・J28-453b

～454b

）

　

21　

大
方
行
海
（
一
六
〇
四
～
一
六
七
〇
）：「
行
實
」（『
大
方
禪
師
語
録
』
卷
六
・J36-850c

～852a

）

　

22　

自
閒
行
覺
（
一
六
〇
九
～
一
六
六
一
）：「
行
實
」（『
自
閒
覺
禪
師
語
録
』
卷
五
・J33-553b

～554b

）
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23　

笑
堂　

明
（
生
卒
年
未
詳
）：「
行
實
」（『
笑
堂
和
尚
語
録
』・J28-284b

～285a

）

　

24　

雲
峩
行
喜
（
一
六
一
三
～
一
六
七
六
）：「
行
實
」（『
雲
峨
喜
禪
師
語
録
』
卷
二
・J28-200c

～202a

）

　

25　

其
白
德
富
（
一
六
二
七
～
一
六
九
〇
）：「
行
實
」（『
玉
泉
其
白
富
禪
師
語
録
』
卷
下
・J38-967c

～968b

）

　

26　

月
幢
徹
了
（
一
六
一
四
～
一
六
六
六
）：「
行
實
」（『
月
幢
了
禪
師
語
録
』
卷
二
・J29-450b

～451a

）

　

27　

林
我　

鑑
（
一
六
一
二
～
一
六
七
九
）：「
林
我
禪
師
行
實
」（『
林
我
禪
師
語
録
』
卷
四
・J38-583c

～584b

）

　

28　

恒
秀
發
林
（
一
六
二
六
～
？
）：「
行
實
」（『
綠
蘿
恒
秀
林
禪
師
語
録
』
卷
下
・J36-557b

～558a

）

　

29　

憨
璞
性
聰
（
一
六
一
〇
～
一
六
六
六
）：「
行
實
」（『
明
覺
聰
禪
師
語
録
』
卷
一
九
・L158-297b

～301a

）

　

30　

蓮
峰　

素
（
一
六
一
二
～
？
）：「
行
實
」（『
蓮
峰
禪
師
語
録
』
卷
七
・J38-363a

～c

）

　

31　

何
一
超
自
（
生
卒
年
未
詳
）：「
行
實
」（『
何
一
自
禪
師
語
録
』
卷
下
・J39-782a

～783a

）

　

32　

香
嚴
芳
桂
（
一
六
三
一
～
一
七
〇
八
）：「
行
實
」（『
香
嚴
禪
師
語
録
』・J38-622c

～623a

）

　

33　

永
濟　

融
（
生
卒
年
未
詳
）：「
行
實
」（『
永
濟
融
禪
師
語
録
』
卷
下
・J28-418a

～419a

）

　

34　

一
揆
元
揆
（
一
六
三
四
～
？
）：「
行
實
」（『
神
鼎
一
揆
禪
師
語
録
』
卷
一
二
・J37-500a

～501c

）

　

35　

野
竹
福
慧
（
一
六
二
三
～
？
）：「
行
實
」（『
嵩
山
野
竹
禪
師
録
』
卷
一
四
・J29-157c

～158c

）

　

36　

梓
舟　

船
（
一
六
一
九
～
？
）：「
請
藏
檀
越
王
居
士
請
留
行
實
」（『
壇
溪
梓
舟
船
禪
師
語
録
』
卷
三
・J33-348c

～349a

）

　

37　

芝
巖
超
秀
（
生
卒
年
未
詳
）：「
行
實
」（『
芝
巖
秀
禪
師
語
録
』
卷
下
・J28-517b

～518a

）

　

38　

憨
予
洪
暹
（
生
卒
年
未
詳
）：「
行
實
」（『
憨
予
暹
禪
師
語
録
』
卷
六
・J33-582b

～583c

）

　

39　

古
宿
胡
尊
（
一
六
二
九
～
一
六
八
五
）：「
行
實
」（『
古
宿
尊
禪
師
語
録
』
卷
六
・J37-443a

～444c

）

　

40　

竹
峰
眞
續
（
一
六
六
〇
～
？
）：「
行
實
」（『
昭
覺
竹
峰
續
禪
師
語
録
』
卷
五
・J40-139a

～b

）
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41　

佛
敏
寂
訥
（
一
六
四
七
～
？
）：「
行
實
」（『
印
心
佛
敏
訥
禪
師
語
録
』
卷
二
・J37-76b

～77a

）

　

42　

洗
心
照
水
（
一
六
五
四
～
？
）：「
行
實
」（『
香
巖
洗
心
水
禪
師
語
録
』
卷
二
・J39-723a

～724a

）

　

43　

子
雍
成
如
尼
（
生
卒
年
未
詳
）：「
行
實
」（『
子
雍
如
禪
師
語
録
』
卷
四
・J39-831b

）

　

44　

起
宗　

眞
（
一
六
三
八
～
？
）：「
起
宗
眞
禪
師
行
實
」（『
華
嚴
起
宗
眞
禪
師
語
録
』
卷
頭
附
録
・J39-812a

～c

）

　

45　

介
菴
悟
進
（
一
六
一
二
～
一
六
七
三
）：「
行
實
」（『
介
菴
進
禪
師
語
録
』
卷
五
・J29-343a

～344a

）

　

46　

一
初
悟
元
（
一
六
一
五
～
一
六
七
八
）：「
行
實
」（『
一
初
元
禪
師
語
録
』
卷
上
・J29-387a

～388a

）

　

47　

東
巖
眞
燦
（
一
六
二
三
～
？
）：「
行
實
」（『
黃
蓮
東
巖
禪
師
語
録
』
卷
一
・J38-416c

～417c

）

　

48　

斷
愚
眞
智
（
一
六
二
二
～
一
六
七
五
）：「
行
實
」（『
嘉
興
退
菴
斷
愚
智
禪
師
語
録
』
卷
上
・J29-782a

～783a

）

　

49　

古
林
機
如
（
一
六
三
二
～
？
）：「
行
實
」（『
古
林
如
禪
師
語
録
』
卷
四
・J36-103b

～c

）

　

50　

三
山
燈
來
（
一
六
一
四
～
一
六
八
五
）：「
行
實
」（『
三
山
來
禪
師
語
録
』
卷
一
三
・J29-744c

～745c

）

　

51　

大
笑
性
崇
（
一
六
三
三
～
？
）：「
行
實
」（『
大
笑
崇
禪
師
語
録
』
卷
下
・J39-331b

～c

）

　

52　

見
如
元
謐
（
一
五
七
五
～
一
六
四
九
）：「
行
實
」（『
見
如
元
謐
禪
師
語
録
』
卷
末
・Z125-53a

～54d

）

　

53　

大
休
淨
珠
（
一
六
一
五
～
？
）：〔
目
録
は
「
行
實
」。
当
該
部
分
に
題
目
無
し
〕（『
大
休
珠
禪
師
語
録
』
卷
三
・J27-190b

～

191c

）

　

54　

別
牧　

純
（
一
六
三
八
～
？
）：「
行
實
」（『
別
牧
純
禪
師
語
録
』
一
卷
附
録
・J40-65b

～c

）

　

55　

文
穆　

念
（
一
六
三
三
～
一
六
七
七
）：「
行
實
」（『
文
穆
念
禪
師
語
録
』
卷
五
・J36-797b

～798a

）

⑵
「
行
繇
」「
行
由
」
十
六
點

　
　

◇
「
行
繇
」　

十
點
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56　

密
雲
圓
悟
（
一
五
六
六
～
一
六
四
二
）：「
行
繇
」（
費
隱
編
集
本
『
密
雲
禪
師
語
録
』
卷
六
・J10-35b

～37a

）

　

57　

費
隱
通
容
（
一
五
九
三
～
一
六
六
一
）：「
行
繇
」（
七
卷
本
『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
七
・
内
閣
文
庫
所
藏
・1a

～15b

）

　

58　

佛
寃
徹
鋼
（
一
六
二
六
～
一
六
九
三
）：「
行
繇
」（『
佛
冤
禪
師
語
録
』
卷
一
〇
・J37-52c

～53c

）

　

59　

耨
雲
眞
實
（
一
六
二
六
～
？
）：「
行
繇
」（『
草
堂
耨
雲
實
禪
師
語
録
』
卷
二
・J37-9b

～c

）

　

60　

竹
浪
徹
生
（
一
六
三
四
～
？
）：「
行
繇
」（『
青
城
竹
浪
生
禪
師
語
録
』
卷
四
・J38-884a

～885a

）

　

61　

懶
石
覺
聆
（
一
六
一
六
～
一
六
九
四
）：「
行
繇
」（『
懶
石
聆
禪
師
語
録
』
卷
三
・J28-648b

～c

）

　

62　

青
龍
德
風
（
一
六
二
二
～
？
）：「
行
繇
」（『
德
風
禪
師
般
若
語
録
』
卷
六
・J38-395a

～c

）

　

63　

奇
然
超
智
（
一
六
一
〇
～
一
六
七
四
）：「
行
繇
」（『
奇
然
智
禪
師
語
録
』
卷
下
・J36-578a

～c

）

　

64　

秀
野
明
林
（
一
六
一
四
～
？
）：「
行
繇
」（『
秀
野
林
禪
師
語
録
』
卷
三
・J36-608b

～609b

）

　

65　

竹
菴
眞
衍
（
一
六
二
一
～
一
六
七
七
）：「
師
自
述
行
繇
」（『
蘇
州
竹
庵
衍
禪
師
語
録
』
卷
下
・J36-86a

～87a8

）

　
　

◇
「
行
由
」　

六
點

　

66　

天
隱
圓
修
（
一
五
七
五
～
一
六
三
五
）：「
行
由
」（『
天
隱
和
尚
語
録
』
卷
一
五
・J25-602a

～603b

）

　

67　

虛
舟
行
省
（
一
五
九
九
～
一
六
六
八
）：「
行
由
」（『
虛
舟
省
禪
師
語
録
』
卷
四
・J33-382b

～384a

）

　

68　

空
谷
道
澄
（
一
六
一
六
～
一
六
九
二
）：「
行
由
」（『
空
谷
道
澄
禪
師
語
録
』
卷
一
五
・J39-985a

～986c

）

　

69　

赤
松
道
嶺
（
一
六
三
四
～
？
）：「
行
由
」（『
赤
松
領
禪
師
語
録
』
卷
五
・J39-529b

～c

）

　

70　

梅
溪
福
度
（
一
六
三
七
～
？
）：「
行
由
」（『
東
山
梅
溪
度
禪
師
語
録
』
卷
一
〇
・J39-421c

～422b

）

　

71　

喬
松
玄
億
（
一
六
一
九
～
？
）：「
行
由
」（『
高
峰
喬
松
億
禪
師
語
録
』・J39-276c

～277a

）

⑶
「
行
略
」　

二
點
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72　

大
庾
行
韜
（
？
～
一
六
五
二
）：「
天
台
國
清
大
庾
韜
和
尚
行
略
（
參
學
事
實
）」（『
國
清
大
庾
韜
禪
師
語
録
』
卷
末
附
録
・J34-

405b

～406a

）

　

73　

妙
雲
眞
雄
（
一
六
三
四
～
？
）：「
行
略
」〔
目
録
に
は
「
行
實
」
と
あ
り
〕（『
大
悲
妙
雲
禪
師
語
録
』
卷
四
・J38-465a

～

466b
）

⑷
「
行
脚
」　

二
點

　

74　

瑞
白
明
雪
（
一
五
八
四
～
一
六
四
一
）：「
行
腳
」（『
入
就
瑞
白
禪
師
語
録
』
卷
一
六
・J26-812a

～813b

）

　

75　

俍
亭
淨
挺
（
一
六
一
五
～
一
六
八
四
）：「
侍
者
智
淙
輩
請
説
行
腳
」（『
雲
溪
俍
亭
挺
禪
師
語
録
』
卷
一
八
・J33-798a

～800a

）

⑸
「
行
録
」　

一
點

　

76　

知
空
學
蘊
（
一
六
一
三
～
一
六
八
九
）：「
行
録
」（『
知
空
蘊
禪
師
語
録
』
卷
上
・J37-765c

～766b

）

【
自
撰
】　

九
點

⑹
「
年
譜
」　

二
點

　

77　

木
陳
道
忞
（
一
五
九
六
～
一
六
七
四
）：『
山
翁
忞
禪
師
隨
年
自
譜
』（
新
嘉
坡
『
東
方
學
報
』
第
一
卷
・
第
一
期
・1957

、『
禪

門
逸
書
續
編
』
第
十
冊
）

　

78　

憨
山
德
清
（
一
五
四
六
～
一
六
二
三
）：『
憨
山
老
人
自
序
年
譜
實
録
（
上
下
二
卷
）』（『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
卷
五
三
～
五
四
、

Z127-473d

～489c

）

⑺
「
自
傳
」　

一
點

　

79　

水
鑑
慧
海
（
一
六
二
六
～
一
六
八
九
）：「
寓
叟
自
傳
」（『
天
王
水
鑑
海
和
尚
六
會
録
』
卷
九
・J29-280b

～c

）
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⑻
「
行
實
〔
自
紀
〕」　

一
點

　

80　

方
融
如
璽
（
一
六
〇
二
～
？
）：「
行
實
〔
自
紀
〕」（『
方
融
璽
禪
師
語
録
』
卷
三
・J29-838b

～840c

）

⑼
「
自
敘
年
紀
略
」　

一
點

　

81　

覺
浪
道
盛
（
一
五
九
二
～
一
六
九
五
）：「
自
敘
年
紀
略
」（『
天
界
覺
浪
盛
禪
師
語
録
』
卷
一
二
・J25-749c

～750c

）

⑽
「
自
敘
行
略
」　

一
點

　

82　

一
揆
超
琛
尼
（
一
六
二
五
～
一
六
七
九
）：「
自
敘
行
略
訓
徒
」（『
參
同
一
揆
禪
師
語
録
』・J39-18a

）

⑾
「
自
塔
銘
」　

一
點

　

83　

繼
起
弘
儲
（
一
六
〇
五
～
一
六
七
二
）：「
退
翁
自
銘
塔
」（『
三
峰
藏
和
尚
語
録
』
卷
一
六
附
録
・J34-218b

）

⑿
「
壽
藏
銘
」　

一
點

　

84　

大
奇
（
一
六
二
五
～
一
六
七
八
）：「
壽
藏
銘
并
序
」（『
觀
濤
奇
禪
師
語
録
』
卷
六
・J36-776a

～777a

）

⒀
「
壽
塔
銘
」　

一
點

　

85　

永
覺
元
賢
（
一
五
七
八
～
一
六
五
七
）：「
壽
塔
銘
（
有
序
）」（『
永
覺
元
賢
禪
師
廣
録
』
卷
一
八
・Z125-309a

～b

）

B
當
該
禪
僧
の
法
系

　

上
述
の
八
十
五
人
の
禪
僧
の
法
系
は
、
2
頁
後
に
掲
げ
た
法
系
圖
の
通
り
と
な
る
。

　

見
て
の
通
り
、
臨
濟
宗
が
壓
倒
的
に
多
く
曹
洞
宗
が
少
な
い
。
こ
れ
は
、
明
末
清
初
期
の
禪
門
の
勢
力
の
實
情
と
、『
嘉
興

大
藏
經
』
に
收
載
さ
れ
た
『
語
録
』
の
出
版
點
数
の
多
寡
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
。
臨
濟
系
で
も
1
笑
巖
德
寶
の
下
に
連

な
る
56
密
雲
圓
悟
の
法
系
が
、
密
雲
を
含
め
て
六
十
一
名
あ
っ
て
全
體
の
七
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
中
で
も
四
川
に
教
線
を
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張
っ
た
破
山
海
明
の
法
系
が
12
丈
雪
通
醉
の
會
下
を
中
心
に
二
十
二
名
と
全
體
の
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。

C
各
項
目
の
内
容
と
特
徴

　

上
記
八
十
五
點
の
題
目
と
點
數
を
再
掲
す
れ
ば
次
の
樣
に
な
る
。

〈
自
述
〉 

七
十
六
點
＝
⑴
「
行
實
」
五
十
五
點
、
⑵
「
行
繇
」「
行
由
」
十
六
點
、
⑶
「
行
略
」
二
點
、
⑷
「
行
脚
」
二
點
、
⑸

「
行
録
」
一
點

〈
自
撰
〉 

九
點
＝
⑹
「
年
譜
」
二
點
、
⑺
「
自
傳
」
一
點
、
⑻
「
行
實
〔
自
紀
〕」、
⑼
「
自
敘
年
紀
略
」
一
點
、
⑽
「
自
敘
行

略
」
一
點
、
⑾
「
自
塔
銘
」
一
點
、
⑿
「
壽
藏
銘
」
一
點
、
⒀
「
壽
塔
銘
」
一
點

　

以
下
、
⑴
～
⑸
の
〈
自
述
〉
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
⑴
「
行
實
」
⑵
「
行
繇
（
行
由
）」
を
中
心
に
し
て
そ
の
特
徴
を
概
觀
し
、

⑹
～
⒀
の
〈
自
撰
〉
に
つ
い
て
は
「
年
譜
」
に
絞
っ
て
紹
介
し
た
い
。

　

尚
、
以
下
の
文
章
で
、
資
料
等
の
引
用
に
際
し
て
〈
自
述
〉・〈
自
撰
〉
の
八
五
點
に
據
っ
た
場
合
は
、
1
～
85
の
番
號
の
み

を
［　

］
で
括
っ
て
表
示
し
、
資
料
名
や
ペ
ー
ジ
數
は
省
略
し
た
。

⒜
〈
自
述
〉
の
⑴
「
行
實
」
か
ら
⑸
「
行
録
」
ま
で　

～
全
體
の
共
通
性
～

　

数
か
ら
言
え
ば
⑴
～
⒀
の
中
で
「
行
實
」
と
題
し
た
文
章
が
全
体
の
六
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。「
行
實
」
と
い
う
名
稱
自

體
は
宋
代
以
降
、
清
代
に
至
る
ま
で
作
成
さ
れ
續
け
た
傳
記
の
形
態
で
あ
る
。

　

清
代
初
期
の
禪
僧
で
あ
る
永
濟　

融
（
生
卒
年
不
詳
）
に
「
行
實
」
に
つ
い
て
定
義
し
た
次
の
様
な
言
葉
が
あ
る
。

　
　

 

い
わ
ゆ
る
「
行
實
」
と
は
、
年長

生
き尊

で
德高

邁徳

な
古
人
は
、
履そ

の

踐行
い

が
幽奥

微深

〔
く
て
分
か
り
に
く
い
〕
た
め
、
あ
る
い
は
自
分
で
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《
臨
濟
宗
》
Ⅰ

虎一
〇
七
七
～
一
一
三
六

丘
紹
隆
…
（
四
代
）
…
雪？

～
一
二
八
七

巖
祖
欽
…
（
九
代
）
…
無一

四
八
〇
～
一
五
四
三

聞
正
聰  

 

笑一
五
一
二
～
一
五
八
一

巖
德
寶　
１ 
 

幻一
五
四
九
～
一
六
一
四

有
正
傳 　

 
 

 
 

密一
五
六
六
～
一
六
四
二

雲
圓
悟　
57 

 

五一
五
八
五
～
一
六
三
三

峰
如
學　
２ 

 

養？
～
一
六
四
九

拙
行
明　
８ 

 

慧
山
智
海 　

 
 

古
梅
定
冽 　

 
 

起一
六
三
八
～
？

宗
　
真　
44

 
 
 

 

漢一
五
七
三
～
一
六
三
五

月
法
藏 　

 
 

繼一
六
〇
五
～
一
六
七
二

起
弘
儲　
83 

 

大？
～
一
六
五
二

庾
行
韜　
73

 
 
 

 
 

 

體一
五
九
八
～
一
六
六
九

宗
道
寧　
９ 
 

空一
六
一
六
～
一
六
九
二

谷
道
澄　
69

 
 
 

 

破一
五
九
七
～
一
六
六
六

山
海
明 　

 
 

敏一
六
〇
三
～
一
六
七
二

樹
如
相　
10 

 

赤一
六
三
四
～
？

松
道
嶺　
70

 
 
 

 
 

 

燕一
六
一
〇
～
一
六
七
八

居
德
申　
11 

 

佛一
六
二
六
～
一
六
九
三

寃
徹
鋼　
59 

 

竹一
六
六
〇
～
？

峰
真
續　
40

 
 
 

 
 

 

丈一
六
一
〇
～
一
六
九
五

雪
通
醉　
12 

 

耨一
六
二
六
～
？

雲
眞
實　
60 

 

佛一
六
四
七
～
？

敏
寂
訥　
41

 
 
 

 
 

 
 

 

竹一
六
三
四
～
？

浪
徹
生　
61

 
 
 

 
 

 

蓮一
六
一
四
～
一
六
九
一

月
道
正　
13 

 

其一
六
二
七
～
一
六
九
〇

白
德
富　
25

 
 
 

 
 

 
 

 

月一
六
一
四
～
一
六
六
六

幢
徹
了　
26

 
 
 

 
 

 
 

 

懶一
六
一
六
～
一
六
九
四

石
覺
聆　
62

 
 
 

 
 

 
靈？

～
一
六
六
七

隱
印
文 　

 
 

梅一
六
三
七
～
？

溪
福
度　
71

 
 
 

 
 

 

密
行
寂
忍　
14 

 

知一
六
一
三
～
一
六
八
九

空
學
蘊　
77

 
 
 

 
 

 

寂一
六
一
九
～
？

光
印
豁　
15

 
 
 

 
 

 

易
菴
印
師 　

 
 

林一
六
一
二
～
一
六
七
九

我　
鑑　
27

 
 
 

 
 

 

雲一
六
二
三
～
一
六
六
九

幻
印
宸 　

 
 

恒一
六
二
六
～
？

秀
發
林　
28

 
 
 

 
 

 

不一
六
二
一
～
？

會
通
法　
16

 
 
 

 

費一
五
九
三
～
一
六
六
一

隱
通
容　
58 

 

隱一
五
九
二
～
一
六
七
三

元
隆
琦　
17

 
 
 

 
 

 

百一
六
一
一
～
一
六
六
二

癡
行
元　
18 

 

憨一
六
一
〇
～
一
六
六
六

璞
性
聰　
29

 
 
 

 
 

 
 

 

蓮一
六
一
二
～
？

峰　
素　
30

 
 
 

 
 

 
 

 

青一
六
二
二
～
？

龍
德
風　
63



明清期における禪僧の傳記資料の特徴について

23

 
 
 

 
 

 

性一
六
〇
八
～
一
六
七
八

空
行
臻 　

 
 

何
一
超
自　
31

 
 
 

 
 

 

獨一
六
一
三
～
一
六
七
二

冠
行
敬 　

 
 

水一
六
二
六
～
一
六
八
九

鑑
慧
海　
80

 
 
 

 
 

 

虛一
五
九
九
～
一
六
六
八

舟
行
省　
68

 
 
 

 
 

 

石一
六
一
四
～
？

關
行
凌　
19 

 

香一
六
三
一
～
一
七
〇
八

嚴
芳
桂　
32

 
 
 

 

石一
五
九
三
～
一
六
三
八

車
通
乘 　

 
 

祇一
五
九
七
～
一
六
五
四

園
行
剛
尼　 

 

一一
六
二
五
～
一
六
七
九

揆
超
琛
尼

50

 
 
 

 

朝一
六
〇
四
～
一
六
四
八

宗
通
忍 　

 
 
 

 

萬一
五
九
四
～
一
六
五
七

如
通
微　
３ 

 

鐵
關　

能 　

 
 

象一
六
二
〇
～
一
六
九
一

林
本
眞 　

 
 

洗一
六
五
四
～
？

心
照
水　
42

 
 
 

 
 

 

介一
六
一
一
～
一
六
七
〇

為
行
舟 　

 
 

永
濟
　
融　
33

 
 
 

 
 

 

季一
六
〇
六
～
？

總
明
徹
尼

20

 
 
 

 
木一
五
九
六
～
一
六
七
四

陳
道
忞　
78 

 

遠一
六
二
二
～
一
六
八
二

菴
本
僼 　

 
 

一一
六
三
四
～
？

揆
元
揆　
34

 
 
 

 

石一
五
九
四
～
一
六
六
三

奇
通
雲 
 
 

 

古
律　

範 　

 
 

子
雍
成
如
尼

43

 
 
 

 

牧一
五
九
九
～
一
六
七
一

雲
通
門　
４ 

 

山一
六
二
一
～
一
六
八
七

暉
行
澣 　

 
 

野一
六
二
三
～
？

竹
福
慧　
35

 
 
 

 

浮一
五
九
九
～
一
六
七
一

石
通
賢　
５ 

 
大一
六
〇
四
～
一
六
七
〇

方
行
海　
21

 
 
 

 

林一
五
九
五
～
一
六
五
二

野
通
奇　
６ 

 
二一

六
〇
六
～
一
六
六
五

隱
行
謐 　

 
 

梓一
六
一
九
～
？

舟
　
船　
36

 
 
 

 

古一
六
一
四
～
？

雪
眞
喆　
７ 

 
 

 

芝
巖
超
秀　
37

 
 

天一
五
七
五
～
一
六
三
五

隱
圓
修　
67 
 
 

 

自一
六
〇
九
～
一
六
六
一

閒
行
覺　
22 

 

憨
予
洪
暹　
38

 
 
 

 
 

 

笑
堂
　
明　
23

 
 
 

 
 

 

雲一
六
一
三
～
一
六
七
六

峩
行
喜　
24 

 
古一
六
二
九
～
一
六
八
五

宿
胡
尊　
39

 
 

雪一
五
七
一
～
一
六
四
七

嶠
圓
信 

 
 

 

宕
山
行
遠 　

 
 

奇一
六
一
〇
～
一
六
七
四

然
超
智　
64 

 

秀一
六
一
四
～
？

野
明
林　
65
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《
臨
濟
宗
》
Ⅱ

《
臨
濟
宗
》
Ⅲ

虎一
〇
七
七
～
一
一
三
六

丘
紹
隆 　

應
菴
曇
華　

密
菴
咸
傑　

破
庵
祖
先　

無
準
師
範　

斷一
二
〇
一
～
一
二
六
一

橋
妙
倫　

　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毒
一
四
一
九
～
一
四
八
二

峰
本
善

　
　
　

方
山
文
寶　

無
見
先
覩　

白
雲
智
度　

八繁

峰昌　

俊　

無
際
明
悟　

月太

溪崗　

澄　
　

夷？
～
一
四
九
一

峰
方
寧　

寶？
～
一
五
一
九

芳　

進　

野
翁　

曉　

　
　
　
　

 

　
　
　
　
　

無一
四
九
一
～
一
五
八
〇

趣
如
空 　

古一
五
四
〇
～
一
六
一
一

堪
性
冲 　

南一
五
七
六
～
一
六
二
〇

明
慧
廣 　

鴛一
五
八
七
～
一
六
四
二

湖
妙
用 　
　

介一
六
一
二
～
一
六
七
三

菴
悟
進　
45　
　

東一
六
二
三
～
？

巖
眞
燦　
47

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

竹一
六
二
一
～
一
六
七
七

菴
眞
衍　
66　

古一
六
三
二
～
？

林
機
如　
49

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

妙一
六
三
四
～
？

雲
眞
雄　
74

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一一
六
一
五
～
一
六
七
八

初
悟
元　
46　
　

斷一
六
二
二
～
一
六
七
五

愚
眞
智　
48

大一
〇
八
九
～
一
一
六
三

慧
宗
杲 　

懶一
〇
九
二
～
一
一
五
三

菴
鼎
需 　

木
庵
安
永　

晦
翁
悟
明　

苦
口
良
益　

筏
渡
普
慈　

相
國
道
顯　

小
庵
行
密　

二
仰
圓
欽　

　
　
　

 

　
　
　
　

無
念
智
有　

荊
山
懐
寶　

鐵
牛
德
遠　

月一
五
七
三
～
一
六
三
八

明
聯
池 　

吹一
五
八
二
～
一
六
三
九

萬
廣
眞 　

鐵一
六
〇
三
～
一
六
六
八

壁
慧
機　
　

三一
六
一
四
～
一
六
八
五

山
燈
來　
50　

大一
六
三
三
～
？

笑
性
崇　
51

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喬一
六
一
九
～
？

松
玄
億　
72
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《
曹
洞
宗
》

《
法
系
未
詳
》

芙
蓉
道
楷
…
（
十
五
代
）
…
小一

五
〇
〇
～
一
五
六
七

山
宗
書　

　

 

　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石一
五
九
三
～
一
六
四
八

雨
明
方 　
　
　

即
念
淨
現 　
　

大一
六
一
五
～
？

休
淨
珠　
54

　
　

幻？
～
一
五
八
五

休
常
潤 　

慈一
五
五
二
～
一
五
九
四

舟
方
念 　
　

湛一
五
六
一
～
一
六
二
六

然
圓
澄 　
　

三一
五
九
九
～
一
六
六
五

宜
明
盂 　
　
　

俍一
六
一
五
～
一
六
八
四

亭
淨
挺　
76

　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瑞一
五
八
四
～
一
六
四
一

白
明
雪　
75　
　

石
澗
淨
泐 　
　

握
中　

符 　

逕一
六
二
一
～
一
六
八
四

庭
德
宗 　

別一
六
三
八
～
？

牧
　
純　
55

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無一
五
七
五
～
一
六
三
〇

異
元
來　

　
　

蘊一
五
一
四
～
一
五
八
八

空
常
忠 　

無一
五
四
八
～
一
六
一
八

明
慧
經 　
　

晦一
五
七
七
～
一
六
三
〇

臺
元
鏡 　
　

覺一
五
九
二
～
一
六
五
九

浪
道
盛　
81　
　

觀一
六
二
五
～
一
六
七
八

濤
大
奇　
84

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見一
五
七
九
～
一
六
四
九

如
元
謐　
52　
　
　
　

 　
　
　
　

方一
六
〇
二
～
？

融
如
璽　
53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永一
五
七
八
～
一
六
五
七

覺
元
賢　
85

　

憨一
五
四
六
～
一
六
二
三

山
德
清　
79　
　

文一
六
三
三
～
一
六
七
七

穆
　
念　
56
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説
い
て
後
裔
を
警い

ま
しめ

た
り
、
あ
る
い
は
〔
弟
子
た
ち
が
〕
記
録
し
て
龜手

鑑本

と
し
て
垂し

め

し
た
も
の
で
あ
る
。

所
謂
行
實
者
、
古
人
年
尊
德
邁
、
履
踐
幽
微
、
或
自
説
以
警
後
裔
、
或
記
録
以
垂
龜
鑑
。［
33
］

　

つ
ま
り
「
行
實
」
に
〈
自
述
〉
と
〈
他
撰
〉
の
二
種
類
の
存
在
を
認
め
た
発
言
で
あ
る
が
、
宋
代
か
ら
清
代
ま
で
の
「
行

實
」
の
存
在
を
合
理
的
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
他
撰
の
「
行
實
」
は
宋
代
か
ら
明
清
期
に
か
け
て
時
代
を
問
わ

ず
作
成
し
續
け
ら
れ
て
い
る（　
）
4

。

　

通
時
代
的
な
も
の
と
い
う
觀
點
か
ら
言
え
ば
「
行
狀
」
も
同
樣
で
あ
る
が
、〈
自
述
〉・〈
自
撰
〉
の
「
行
狀
」
は
存
し
て
い

な
い
の
に
對
し
、
前
述
の
ご
と
く
、
明
末
清
初
期
の
「
行
實
」
の
大
多
数
は
〈
自
述
〉
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
そ
れ
以
前
の

「
行
實
」
と
は
性
格
を
異
に
す
る
最
大
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
「
行
實
」
と
い
う
呼
稱
そ
の
も
の
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。「
行
實
」
は
⑵
以
下
の

「
行
繇
（
行
由
）」「
行
略
」「
行
脚
」「
行
録
」
と
呼
び
名
は
違
っ
て
い
る
が
、
實
質
的
な
文
章
の
内
容
形
式
に
大
差
は
無
く
、

ま
た
文
章
内
で
は
題
目
と
は
別
の
名
前
を
使
っ
て
そ
の
當
該
文
章
を
呼
ん
で
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
行
實
」
と
題
さ
れ
た
文
章
の
中
で
、
當
該
の
文
章
の
こ
と
を
別
の
表
現
を
用
い
た
例
と
し
て
、「
行
脚
」
と
呼

ん
で
い
る
も
の
が
十
二
點
［
10
・
12
・
15
・
16
・
24
・
28
・
30
・
35
・
40
・
48
・
53
・
75
］、「
行
繇
（
行
由
）」
が
十
一
點

［
7
・
8
・
14
・
23
・
26
・
27
・
37
・
38
・
43
・
49
・
51
］
あ
り
、
そ
の
他
「
參
履
始
末
」［
1
・
2
］・「
參
方
因
縁
」［
6
］・

「
入
道
因
縁
」［
11
］・「
生
平
履
歴
」［
11
］・「
所
行
事
業
」［
39
］
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　
「
行
繇
（
行
由
）」
な
ど
他
の
題
目
の
も
の
も
同
樣
で
、「
行
實
」
と
は
逆
に
、「
行
繇
（
行
由
）」
の
中
に
は
「
行
實
」［
58
・

61
］
や
「
入
道
因
縁
」［
69
］
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
し
、
本
文
は
「
行
略
」
と
題
さ
れ
て
い
る
の
に
そ
の
『
語

録
』
の
「
目
録
」
で
は
「
行
實
」
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
［
73
］
や
、「
行
狀
」
と
題
さ
れ
て
い
る
の
に
「
目
録
」
で
は
「
行
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實
」
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
［
69
］
も
あ
る
。
つ
ま
り
嚴
密
に
題
目
で
區
別
さ
れ
る
性
格
の
文
章
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⒝
〈
自
述
〉
の
「
行
實
」
な
ど
が
基
づ
い
た
祖
型

　

で
は
、「
行
實
」
な
ど
の
一
連
の
類
似
し
た
傳
記
の
文
章
は
何
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

作
成
す
る
に
當
た
っ
て
意
識
さ
れ
た
文
章
の
形
式
は
、
恐
ら
く
前
述
し
た
通
り
、
明
の
南
藏
・
北
藏
に
收
載
さ
れ
て
い
る
宗

寶
本
『
六
祖
壇
経
』
の
「
行
由
第
一
」（T48-347c

～350a

）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
壇
經
』
の
「
行
由
」
の
冒
頭
は
、
先
ず
護
法
に
よ
る
説
法
の
要
請
で
始
ま
る
。

　
　

 

そ
の
時
、〔
慧
能
〕
大
師
が
〔
曹
溪
〕
寶
林
〔
寺
〕
に
着
く
と
、
韶
州
（
廣
東
省
曲
江
縣
）
の
刺
史
（
＝
官
名
）
で
あ
る
韋

〔
名
は
璩
〕
と
官
僚
た
ち
が
山
に
入
っ
て
、
師
に
城
中
の
大
梵
寺
の
講
堂
で
、
大
衆
の
た
め
に
佛
縁
を
開
い
て
説
法
し
て

く
れ
る
よ
う
要
請
し
た
。
師
が
陞
座
す
る
と
、
刺
史
と
官
僚
三
十
餘
人
、
儒
教
の
學
士
三
十
餘
人
、
出
家
者
・
在
家
者
千

人
餘
り
が
、
同
時
に
禮
拜
し
て
、
佛
法
の
要
點
を
聞
き
た
い
と
願
い
出
た
。

時
、
大
師
至
寶
林
。
韶
州
韋
刺
史
（
名
璩
）
與
官
僚
入
山
請
師
、
出
於
城
中
大
梵
寺
講
堂
、
爲
衆
開
緣
説
法
。
師
陞
座
次
、
刺
史
官
僚

三
十
餘
人
、
儒
宗
學
士
三
十
餘
人
、
僧
尼
道
俗
一
千
餘
人
、
同
時
作
禮
、
願
聞
法
要
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
慧
能
は
次
の
樣
に
答
え
た
と
言
う
。

　
　

 〔
慧
能
〕
大
師
は
大
衆
に
告
げ
て
言
っ
た
、「
善皆

知さ

識ん

、
菩さ

と
り提

を
ひ
ら
く
自自

分
の
本
性性

は
、
本
來
清
淨
で
あ
り
、
こ
の
心
を
用
い
さ

え
す
れ
ば
、
直
ち
に
成
佛
を
完
了
す
る
の
だ
。
善皆

知さ

識ん

、
ひ
と
ま
ず
慧わ

た
し能

の
行経

由歴

、
法
を
得
た
事事

意情

を
聞
き
な
さ
い
」。

大
師
告
衆
曰
、「
善
知
識
、
菩
提
自
性
、
本
來
清
淨
。
但
用
此
心
、
直
了
成
佛
。
善
知
識
、
且
聽
惠
能
行
由
、
得
法
事
意
」。

　

こ
れ
に
續
け
て
、
慧
能
は
自
ら
の
經
歴
と
、
神
秀
と
の
遣
り
取
り
や
、
五
祖
弘
忍
か
ら
印
可
を
得
た
經
緯
に
つ
い
て
、
事
細
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か
に
述
べ
る
。
そ
し
て
、
説
法
が
終
わ
り
、
次
の
樣
に
し
て
文
章
が
結
ば
れ
る
。

　
　

一人

衆々
は
法教

え

を
聞
き
、
歡よ

ろ
こ喜

び
な
が
ら
禮
拜
を
し
て
退
出
し
た
。

一
衆
聞
法
、
歡
喜
作
禮
而
退
。

　

明
末
清
初
期
に
お
け
る
「
行
實
」「
行
繇
（
行
由
）」
の
類
も
、
要
請
→
説
示
→
禮
謝
と
い
う
、
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
體
裁
を
取

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
要
請
や
禮
謝
の
双
方
［
21
・
41
な
ど
］
も
し
く
は
禮
謝
の
部
分
の
み
［
55
・
73
な
ど
］
が
省
略
さ
れ

て
い
る
場
合
も
あ
り
、
多
少
の
差
異
が
存
す
る
し
、
簡
潔
化
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
概
ね
同
樣
の
構
成
で
あ
る
。
特
に

簡
單
明
瞭
な
例
を
二
つ
舉
げ
れ
ば
次
の
樣
な
形
で
あ
る
。

　
　

 

一あ
る
日日

、
衆弟

子

た
ち
が
方
丈
に
入
っ
て
き
て
、〔
師
に
〕
行
實
を
示
す
よ
う
請ね

が

っ
た
。
師
は
言
っ
た
、「
…
（
傳
記
の
説
示
省
略
）

…
」。
一弟

衆子

た
ち
は
感
謝
の
禮
拜
を
し
て
退
室
し
た
。

一
日
衆
入
方
丈
、
請
示
行
實
。
師
曰
、
…
（
中
略
）
…
。
一
衆
禮
謝
而
退
。［
9
］

　
　

 

一あ
る
日日

、
大弟

子

衆た
ち

が
方
丈
に
赴
い
て
、
師
に
行修

脚行

の
因
縁
に
つ
い
て
請質

問問

し
た
。
師
は
言
っ
た
、「
…
（
傳
記
の
説
示
省
略
）
…
」。

一弟

衆子

た
ち
は
感
謝
の
禮
拜
を
し
て
退
室
し
た
。

一
日
大
衆
赴
方
丈
、
請
問
師
行
腳
因
緣
。
師
云
、
…
（
中
略
）
…
。
一
衆
禮
謝
而
退
。［
15
］

　

た
だ
、『
壇
經
』
と
類
似
し
て
い
る
と
は
言
え
、『
壇
經
』
と
は
違
う
、
も
し
く
は
『
壇
經
』
に
は
無
い
二
つ
の
要
素
が
明
末

清
初
期
の
「
行
實
」
類
に
は
見
え
る
。

〈
要
素
1
〉
説
示
し
た
場
所

　
『
壇
經
』
で
は
講
堂
で
の
「
陞
座
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
右
記
の
二
例
で
は
説
い
た
場
所
が
方
丈
と
な
っ
て
い
る
。
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も
ち
ろ
ん
「
陞
座
」［
50
・
51
］
や
「
入
堂
」［
68
］
と
い
う
場
合
も
あ
る
が
、
説
示
の
場
所
が
書
か
れ
た
「
行
實
」「
行
繇

（
行
由
）」
の
ほ
と
ん
ど
が
「
方
丈
」［
4
・
9
・
12
・
15
・
16
・
20
・
22
・
24
・
25
・
27
・
28
・
31
・
40
・
42
・
47
・
49
・
57

・
59
・
60
・
61
・
64
・
69
・
70
・
71
＝
24
箇
］、「
入
室
」［
26
・
34
・
38
・
39
・
44
・
55
・
63
＝
7
箇
］、「
室
中
」［
13
］
と
な

っ
て
お
り
、
自
室
で
あ
る
方
丈
で
話
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

〈
要
素
2
〉
説
示
の
辭
退

　

こ
れ
に
は
形
式
的
な
側
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
弟
子
た
ち
か
ら
「
行
實
」「
行
繇
（
行
由
）」
を
請
わ
れ
た
際
、
師
は
す
ぐ

に
應
じ
る
こ
と
な
く
「
固
辭
」［
20
・
31
・
55
・
66
］
し
て
斷
る
ケ
ー
ス
が
目
に
付
く
。

　

た
と
え
ば
破
山
海
明
の
法
嗣
で
あ
る
14
密
行
寂
忍
の
「
行
實
」
に
は
次
の
樣
に
あ
る
。

　
　

 

師
が
坐
っ
て
い
た
折
、
旵タ

ン

拙セ
ツ

禪
人
が
衆弟

子

た
ち
を
率
い
、
禮
拜
し
て
香
を
炷た

き
、〔「
行
實
」
を
〕
説
く
よ
う
請も

と

め
た
。
師
は

顔
色
を
變
え
て
言
っ
た
、「
家
の
醜恥

を
何ど

う

し
て
外
に
揚し

め

す
の
に
堪
え
ら
れ
よ
う
か
、
蛇
を
畫
く
の
に
寧ど

う

し
て
足
を
添書

き
加え

た

り
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
山わ

た
し僧

の
惡悪

狀行

を
那ど

う

し
て
言
い
傳
え
ら
れ
よ
う
か
」。
旵
〔
拙
〕
等た

ち

は
再
拜
し
て
、
啓申

し
上げ

て
言

っ
た
、「
伏ど

望う

か
和
尚
、
慈
悲
を
吝お

し

ま
れ
る
こ
と
な
く
〔「
行
實
」
を
説
い
て
〕、
初初

心
者機

た
ち
の
矜手

式本

に
さ
せ
て
頂
き
、
兼

ね
て
魔悪

魔
　
外
道外

の
千

数
え
切
れ
な
い萬

讒讒

狺言

を
杜封

じ
込め

て
下
さ
い
」。
師
は
喟溜

息
を
つ
い然

て
言
っ
た
、「
…
（
傳
記
の
説
示
省
略
）
…
」。
旵
〔
拙
〕
禪
人
が

衆弟
子

た
ち
を
率
い
て
香
を
焚
き
禮
拜
し
よ
う
と
す
る
と
、〔
師
は
〕
拄
杖
を
拈持

ち
上げ

て
一一

時斉

に
〔
弟
子
た
ち
を
〕
打追

い

散散
ら

し
て
、

方
丈
に
歸
っ
た
。

師
坐
次
、
旵
拙
禪
人
率
衆
、
作
禮
炷
香
、
請
説
。
師
作
色
曰
、「
家
醜
何
堪
外
揚
、
畫
蛇
寧
用
添
足
。
山
僧
惡
狀
、
那
可
言
傳
」。
旵
等

再
拜
、
啓
曰
、「
伏
望
和
尚
不
吝
慈
悲
、
令
彼
初
機
有
所
矜手

本
に
す
る式

、
兼
杜
魔
外
千
萬
讒
狺
」。
師
喟
然
曰
、
…
（
中
略
）
…
。
旵
禪
人
擬
率

・
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衆
焚
香
作
禮
、
拈
拄
杖
一
時
打
散
、
歸
方
丈
。［
14
］

　

こ
こ
で
は
弟
子
た
ち
が
「
再
拜
」
し
て
願
い
出
た
の
で
、
仕
方
な
く
「
行
實
」
を
説
い
た
と
い
う
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
同

じ
よ
う
に
「
懇お

願
い求

す
る
こ
と
再二

度

に
至
る
（
懇
求
至
再
）」［
73
］
と
二
回
請
わ
れ
た
例
も
今
一
つ
あ
る
。
し
か
し
、「
三
顧
の
礼
」

を
踏
ま
え
て
で
あ
ろ
う
か
「
再
三
」［
32
・
42
・
55
・
60
・
74
］
請
わ
れ
た
と
い
う
記
述
が
多
く
、
更
に
は
「
再
四
」［
20
］
請

わ
れ
た
と
い
う
例
も
見
え
る
。

　

た
だ
、
斷こ

と
わっ

て
い
る
の
は
単
に
形
式
的
に
遠
慮
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
自
ら
の
參
歴
を
語
る
こ
と
は
、

と
も
す
れ
ば
自
ら
十
重
禁
戒
の
第
七
「
自
讃
毀
他
戒
」
に
墮
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
修
行
者
に
と
っ
て
は
飽
く
ま
で
他
人
事
で

あ
っ
て
、
己
事
究
明
に
資
さ
な
い
所
行
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
樣
な
63
奇
然
超
智
の
「
行
繇
」
の
發
言
も
、
遠
慮

し
た
言
葉
で
述
べ
な
が
ら
そ
の
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

 

こ
の
よ
う
な
〔
修
行
行
脚
の
］
説は

な
し話

〔
を
す
る
こ
と
〕
は
、
家
の
〔
中
の
〕
醜
い
事
柄
を
揚さ

ら

す
愧は

ず
べ
き
も
の
で
あ
り
、

〔
悟
り
の
〕
明眼

が
開眼

い
た
人
の
前
で
は
、
一ひ

と
つ場

の
笑お

笑
い
ぐ
さ具

だ
。

這
般
説
話
、
愧
揚
家
醜
、
明
眼
人
前
、
一
場
笑
具
。［
63
］

⒞
〈
他
撰
〉
の
「
行
狀
」
の
代
用
品
化

　

自
述
の
「
行
實
」
は
、
生
前
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
遷
化
と
そ
の
後
の
事
柄
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
「
行
實
」
に
遷
化
の
樣
子
や
そ
の
後
の
建
塔
な
ど
の
文
章
を
附
加
し
て
、
生
涯
の
記
録
と
し
た
も
の
が
い
く
つ
か

あ
る
。

　

10
敏
樹
如
相
・
11
燕
居
德
申
・
52
見
如
元
謐
・
55
文
穆
念
の
四
つ
の
「
行
實
」
が
そ
う
で
あ
り
、
彼
ら
の
『
語
録
』
に
は
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「
行
實
」
以
外
に
「
塔
銘
」
な
ど
、
當
人
の
生
涯
に
わ
た
る
傳
記
を
述
べ
た
資
料
は
一
切
附
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
行
狀
」
や

「
塔
銘
」
の
代
替
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
附
加
さ
れ
た
文
章
に
は
長
短
の
差
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
10
敏

樹
如
相
の
場
合
、「
行
實
」
の
本
文
の
末
尾
の
「
學
徒
の
微
雪
は
衆弟

子

た
ち
と
同と

も

に
禮
拜
し
て
退
出
し
た
（
微
雪
學
徒
、
同
衆
禮
拜

而
退
）」
に
續
け
て
、
次
の
樣
な
文
章
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

師
（
＝
敏
樹
）
は
一あ

る
日日

、
侍
者
を
喚
ぶ
と
、
監
院
に
傳
え
て
供
〔
養
〕
を
設
け
た
。
嗣
法
門
人
の
道
廓
が
、
衆弟

子

を
領引

き
連れ

て

寢
堂
に
供供

物

を
上そ

な

え
、
香
を
拈
じ
て
禮
〔
拜
〕
し
畢お

わ
る
と
、
師
は
云
っ
た
、「
老わ

た
し僧

の
報今

生
の
寿
命緣

は
已す

で

に
謝お

わ

り
、
今
、
衆君

た
ちと

別わ
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。
汝お

ま
え
た
ち等

は
、
士
大
夫
の
處
で
『
塔
銘
』
を
索作

つ

取て
貰

っ
て
、
名名

位聲

を
竊ぬ

す

ん
で
〔
顯
〕
彰
し
て
は
な
ら
な
い
。

各お
の

お
の
宜ど

う

か
珍お

大
事重

に
。〔
私
の
〕
偈
を
諦よ

く
聽
き
な
さ
い
」
と
。〔
偈
を
説
い
て
〕
云
っ
た
、「『
我
は
法
王
爲た

り
、
法
に
於

い
て
自
在
な
り
』〔
と
『
法
華
經
』
の
譬
喩
品
第
三
に
言
う
通
り
で
〕、〔
私
は
〕
來生

去死

自
由
、
縱
橫
無
礙
で
あ
る
」
と
。

〔
そ
し
て
〕
跏坐

趺禪

し
て
逝亡

く
なっ

た
。
春行

秋年

七
十
〔
歳
〕、夏出

家

臘し
て

四
十
五
〔
年
〕。
康
熙
の
歲年

回
り次

は
壬み

ず
の
え
ね子

〔
十
一
年
（
一
六
七
二
）〕

十
一
月
初
三
日
の
亥夜

十
時
前
後時

に
示
寂
し
た
。
塔墓

は
慈
雲
本
山
に
建
て
ら
れ
た
。

師
一
日
喚
侍
者
、
傳
監
院
、
設
供
。
嗣
法
門
人
道
廓
、
領
衆
寢
堂
上
供
、
拈
香
禮
畢
。
師
云
「
老
僧
報
緣
已
謝
、
今
與
衆
別
。
汝
等
不

可
向
士
大
夫
處
、
索
取
塔
銘
、
竊
彰
名
位
。
各
宜
珍
重
、
諦
聽
偈
」。
云
「
我
爲
法
王
、
於
法
自
在
。
來
去
自
由
、
縱
橫
無
礙
」。
跏
趺

而
逝
。
春
秋
七
十
、
夏
臘
四
十
五
。
於
康
熙
歲
次
壬
子
十
一
月
初
三
日
亥
時
示
寂
。
塔
建
慈
雲
本
山
。

　

ま
た
、
同
樣
に
生
前
に
自
撰
し
た
「
銘
」
に
文
章
を
附
加
し
た
例
が
あ
る
。
84
觀
濤
大
奇
の
「
壽
藏
銘
并
序
」
が
そ
れ
で
あ

り
、『
觀
濤
奇
禪
師
語
録
』
卷
頭
の
「
目
次
」
で
は
単
に
「
塔
銘
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
語
録
』
に
は
「
銘
」
以
外
に
、

他
撰
の
「
銘
文
」
や
「
行
狀
」
な
ど
は
附
録
さ
れ
て
い
な
い
。「
壽
藏
銘
」
に
附
加
さ
れ
た
文
章
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 

師
（
＝
觀
濤
）
は
「
行
實
」
を
説
い
た
後
、
疾や

ま
いが

復ま

た
作お

こ
っ
て
起お

き
ら
れ
な
く
な
っ
た
。〔
康
煕
十
七
年
（
一
六
七
八
）〕
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六
月
望十

五
日に

至
っ
て
、
偈
を
説
い
て
衆弟

子
達と

辭わ
か

れ
た
。〔
そ
の
〕
偈
に
云
う
、「
五
十
四
秋年

の
風
月
、
幾ほ

と

ん
ど
諸
人
の
爲
に
漏
洩

す
。
七
月
初十

十日

に
到
る
を
待
っ
て
、
者こ箇
の
時
節
を
記
取
せ
よ
」。
初九

九日

に
迄お

よ

ん
で
も
、
猶な

お
晏や

す

息ら
か

な
る
こ
と
常普

段

の
如よ

う

で

あ
っ
た
。
初十

十日

の
早あ

さ

、
湯
を
索も

と

め
て
沐
浴
し
、
衣
を
更か

え
て
端
坐
し
た
。
申

午
後
四
時を

越
え
酉

午
後
六
時に

及
ん
で
、
泊静

然か

に
逝亡

く
なっ

た
。
世行

壽年

五
十
有
四
〔
歳
〕。
僧出

家

臘し
て

三
十
有
五
〔
年
〕。〔
遺
體
を
〕
留
め
る
こ
と
七四

十

七九
日

、
荼火

毘葬

し
て
塔墓

を
建
て
た
。
皆
な
師
の
遺

囑
に
遵し

た
がっ

た
も
の
で
あ
る
。　

門
人
の
興
潤
が
〔
記
〕
録
し
、
併な

ら

び
に
識し

る

す
。

師
説
行
實
後
、
疾
復
作
、
不
起
。
至
六
月
望
、
説
偈
辭
衆
。
偈
云
「
五
十
四
秋
風
月
、
幾
爲
諸
人
漏
洩
。
待
到
七
月
初
十
、
記
取
者
箇

時
節
」。
迄
初
九
、
猶
晏
息
如
常
。
初
十
早
、
索
湯
沐
浴
、
更
衣
端
坐
。
越
申
及
酉
、
泊
然
而
逝
。
世
壽
五
十
有
四
。
僧
臘
三
十
有
五
。

留
七
七
、
茶
毘
建
塔
。
皆
遵
師
遺
囑
云
爾
。
門
人
興
潤
録
併
識
。

　

更
に
、「
行
實
」
の
末
尾
に
、
遷
化
後
に
文
章
を
書
き
足
す
準
備
を
し
た
、
も
し
く
は
正
確
な
情
報
を
得
て
後
に
追
加
し
て

文
字
を
彫
る
準
備
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
30
蓮
峰
素
の
「
行
實
」
の
末
尾
に
は
、
次
の
十
六
字
が
付
け

加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
行
實
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
『
蓮
峰
禪
師
語
録
』
に
も
、「
塔
銘
」「
行
狀
」
の
類
は
附
録
さ
れ
て

お
ら
ず
、
簡
易
的
な
「
行
狀
」
へ
の
變
更
を
睨
ん
で
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　

臘行
年

は
八
十
■
〔
歳
〕、
坐出

家

夏し
て

五
十
■
〔
年
〕。
塔墓

は
國
懽
寺
の
西
麓
に
建
て
ら
れ
た
。

臘
八
十
■
、
坐
夏
五
十
■
。
塔
建
國
懽
寺
西
麓
。

⒟
擬
似
「
自
述
」
の
「
行
實
」

　

弟
子
か
ら
依
頼
さ
れ
て
「
行
實
」
を
述
べ
た
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
主
語
が
一
人
稱
の
「
余
」「
予
」
で
は
な
く
、
な
ぜ
か

三
人
稱
の
「
師
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
22
隱
元
隆
琦
と
36
梓
舟
船
の
「
行
實
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
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隱
元
の
場
合
、
弟
子
の
請
願
の
前
置
き
の
後
、「
師
云
」
で
傳
記
の
叙
述
が
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
續
く
文
章
は
、

「
師
の
俗
諱
は
曾
昺
（
師
俗
諱
曾
昺
）」
な
ど
と
、
以
下
、
な
ぜ
か
全
て
自
稱
の
部
分
が
「
予
」
や
「
余
」
で
は
な
く
三
人
稱
の

「
師
」
と
な
っ
て
い
る
。
隱
元
の
『
語
録
』
と
し
て
は
、
平
久
保
章
編
『
新
纂
校
訂
隱
元
全
集
』（
開
明
書
院
・
一
九
七
九
年
）
に

四
十
三
種
類
が
舉
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
隱
元
の
「
行
實
」
が
收
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
嘉
興
藏
』
の
十
六
卷
本
と
、

『
全
集
』
の
底
本
と
な
っ
て
い
る
十
六
卷
本
の
唐
本
、
及
び
三
十
卷
本
の
和
刻
本
『
普
照
國
師
廣
録
』
だ
け
で
あ
る（　
）
5

。『
嘉

興
藏
』
本
と
『
全
集
』
の
底
本
と
は
、
内
容
の
相
異
は
卷
十
六
の
「
小
佛
事
」
の
有
無
だ
け
で
あ
り
、
刊
記
も
同
じ
で
、
ほ
ぼ

同
じ
刊
本
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
行
實
」
も
同
文
で
あ
る
が
、
後
に
出
さ
れ
た
『
廣
録
』
の
「
行
實
」
は
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る

も
の
の
、
文
中
の
「
師
」
の
部
分
が
全
て
「
山
僧
」
と
一
人
稱
に
變
更
さ
れ
、
整
合
性
が
取
ら
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
梓
舟
の
「
行
實
」
は
、
短
い
前
置
き
の
後
に
、「
余
は
四
川
成
都
府
直
隸
童
川
州
の
〔
出
身
で
〕、
父
の
姓
は
何
、

母
の
姓
は
李
な
り
（
余
四
川
成
都
府
直
隸
童
川
州
、
父
姓
何
、
母
姓
李
）」
で
始
ま
っ
て
お
り
、
最
初
は
「
余
」
と
い
う
一
人
稱
が

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
は
、
隱
元
の
「
行
實
」
同
樣
、「
師
云
」
な
ど
と
三
人
稱
で
語
ら
れ
て
い
る
。

　

な
ぜ
こ
の
樣
な
變
則
的
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
か
理
解
し
難
い
。
板
刻
に
は
多
大
な
經
費
を
要
す
る
し
、
編
修
の
際
の
單
な

る
手
落
ち
と
は
考
え
に
く
い
。
但
し
、
隱
元
の
「
行
實
」
の
場
合
は
、
後
の
『
語
録
』
で
訂
正
を
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
當

初
、
刊
刻
を
急
ぐ
あ
ま
り
に
目
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
可
能
性
は
殘
る
。

⒠
「
行
實
」「
行
繇
（
行
由
）」
等
に
お
け
る
文
章
の
改
變
…
…
そ
の
記
述
内
容
の
信
頼
性

　
〈
自
述
〉
の
「
行
實
」
や
「
行
繇
（
行
由
）」
の
類
の
資
料
は
、
聞
き
書
き
で
あ
る
か
ら
、
自
分
自
身
で
文
章
を
書
い
た
〈
自

撰
〉
の
資
料
に
比
し
て
そ
の
記
述
内
容
の
信
頼
性
が
低
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
弟
子
の
手
に
な
る
記
述
で
あ
る
以
上
、
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自
身
の
嗣
法
師
に
對
し
て
潤
色
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
し
、
筆
記
者
の
能
力
に
頼
る
面
が
存
す
る
か
ら
誤
記

も
あ
り
得
る
。
前
節
の
一
人
稱
の
表
示
な
ど
も
、
文
章
の
内
容
が
信
頼
に
足
る
か
ど
う
か
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
隱

元
の
「
行
實
」
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
明
末
清
初
期
の
「
行
實
」「
行
繇
（
行
由
）」
の
類
は
自
身
の
在
世
中
に
刻
出
さ
れ

た
『
語
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
口
述
し
た
直
後
に
遷
化
し
た
場
合
は
別
に
し
て
、
當
然
、
出
版

に
當
た
っ
て
本
人
が
そ
の
内
容
を
點
檢
し
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
少
な
く
と
も
刻
出
後
に
刊
本
に
目
を
通
し
て
加
筆
訂
正
等
を

行
う
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、〈
自
撰
〉
の
資
料
と
同
樣
の
價
値
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、

述
べ
た
本
人
が
點
檢
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
當
人
の
都
合
に
よ
っ
て
書
き
朁
え
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

明
末
清
初
期
の
禪
僧
が
一
人
當
た
り
生
涯
に
出
版
し
た
『
語
録
』
の
數
は
、
隱
元
の
四
十
三
種
類
は
別
格
と
し
て
も
、
一
人

で
何
度
も
出
版
し
た
ケ
ー
ス
は
數
多
い
。
在
世
中
に
次
々
に
刻
出
さ
れ
た
『
語
録
』
は
、
示
寂
後
、
弟
子
た
ち
の
手
に
よ
っ
て

一
つ
の
『
語
録
』
と
し
て
再
編
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
纏
め
ら
れ
る
以
前
の
個
別
の
『
語
録
』
が
遺
ら
な
か
っ
た
場
合

も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
複
數
の
『
語
録
』
が
遺
さ
れ
て
い
る
禪
僧
も
い
る
。
曹
洞
宗
の
無
異
元
來
（
一
五
七
五
～
一
六
三
〇
）・

永
覺
元
賢
（
一
五
七
八
～
一
六
五
七
）・
覺
浪
道
盛
（
一
五
九
二
～
一
六
九
五
）・
爲
霖
道
霈
（
一
六
一
五
～
一
七
〇
二
）、
臨
濟
宗
の
密

雲
圓
悟
（
一
五
六
六
～
一
六
四
二
）・
費
隱
通
容
（
一
五
九
三
～
一
六
六
一
）・
木
陳
道
忞
（
一
五
九
六
～
一
六
七
四
）・
牧
雲
通
門
（
一

五
九
九
～
一
六
七
一
）・
水
鑑
慧
海
（
一
六
二
六
～
一
六
八
九
）
な
ど
が
そ
う
で
あ
り
、
決
し
て
數
は
少
な
く
な
い（　
）
6

。
そ
し
て
そ

の
『
語
録
』
の
中
に
多
く
の
「
行
實
」「
行
繇
（
行
由
）」
等
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
隱
元
の
嗣
法
師
の
費
隱
通
容
の
『
語
録
』
に
載
せ
ら
れ
た
「
行
繇
」
の
存
在
で
あ
る
。
彼
に
は
次

に
示
す
四
種
類
の
『
語
録
』
が
遺
さ
れ
て
い
る（　
）
7

。

　

①
行
璣
等
録
『
費
隱
禪
師
語
録
』
七
卷
二
冊
（
内
閣
文
書
所
藏
・
崇
禎
七
年
（
一
六
三
四
）
頃
刻
本
）
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②
隆
琦
等
編
『
費
隱
禪
師
語
録
』
十
卷
二
冊
（
駒
澤
大
學
所
藏
・
崇
禎
十
二
年
（
一
六
三
九
）
頃
刻
本
）

　

③
隆
琦
等
編
『
費
隱
禪
師
語
録
』
十
六
卷
八
冊
（
駒
澤
大
學
所
藏
・
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
覆
唐
本
和
刻
本
）

　

④
隆
琦
等
編
『
費
隱
禪
師
語
録
』
十
五
卷
四
冊
（
嘉
興
藏
・
康
煕
初
年
刻
本
）　

　

こ
の
う
ち
、
④
の
嘉
興
藏
の
十
五
卷
本
が
費
隱
遷
化
後
に
最
終
的
に
編
纂
さ
れ
た
『
語
録
』
で
あ
り
、
卷
十
五
に
費
隱
の
生

涯
に
つ
い
て
詳
述
し
た
王
谷
撰
『
福
嚴
費
隱
容
禪
師
紀
年
録
』
二
卷
が
收
載
さ
れ
て
い
る
。
①
～
③
は
、
④
よ
り
以
前
、
費
隱

在
世
中
の
出
版
で
あ
り
、
遷
化
後
に
編
ま
れ
た
『
紀
年
録
』
は
も
ち
ろ
ん
附
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
「
行
繇
」
が

收
載
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
『
紀
年
録
』
が
入
れ
ら
れ
た
④
に
は
、「
行
繇
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
、『
年
譜
』
が
收

載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
類
似
し
た
傳
記
資
料
で
あ
る
「
行
繇
」
は
も
は
や
重
複
し
て
收
載
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

最
終
的
な
「
行
繇
」
の
削
除
の
是
非
は
と
も
か
く
、
問
題
は
、
同
じ
「
行
繇
」
の
文
章
で
あ
る
は
ず
な
の
に
文
章
に
變
化
が

あ
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
同
じ
「
行
繇
」
を
新
た
な
『
語
録
』
に
載
せ
る
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、
前
の
『
語
録
』
の
も
の
を

そ
の
ま
ま
轉
載
す
れ
ば
濟
む
は
ず
な
の
に
、
①
～
③
に
收
載
さ
れ
た
各
「
行
繇
」
の
間
に
は
、
文
章
の
長
さ
に
大
き
な
相
違
が

あ
る
の
で
あ
る
。
①
の
「
行
繇
」
は
十
四
丁
五
行
あ
る
が
、
②
は
十
一
丁
五
行
、
③
は
十
丁
一
行
と
翻
刻
の
度
に
段
々
と
短
く

な
っ
て
い
る
。
在
世
中
の
『
語
録
』
で
あ
る
か
ら
、
文
章
を
推
敲
す
る
際
に
自
ら
削
除
整
理
を
行
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
し
、

あ
る
い
は
編
纂
し
た
弟
子
が
そ
の
都
度
改
變
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
内
容
に
關
わ
る
看
過
で
き
な
い
大
き
な
變
更
が
存
在

し
て
い
る
。

　

以
前
、
別
の
論
攷
の
注
記
で
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が（　
）
8

、
費
隱
の
悟
道
因
縁
の
部
分
で
、
費
隱
が
嗣
法
師
で
あ
る
密
雲

圓
悟
か
ら
痛
打
を
受
け
た
表
現
に
つ
い
て
、
①
の
「
行
繇
」
で
は
「
本密

師雲

、
手
中
の
極
大
の
番
菩
提
珠
を
將も

っ
て
、
盡力

一
杯力

、
頭
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を
照め

が

け
て
一
打
す
（
本
師
將
手
中
極
大
番
菩
提
珠
、
盡
力
照
頭
一
打
）」（
巻
七
・9a

）
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
部
分
を
、
②
③
で

は
「
本
師
便
ち
打
つ
（
本
師
便
打
）」（
十
巻
本
・
巻
一
〇
・7b

、
和
刻
本
・
巻
一
六
・6b

）
と
大
き
く
削
除
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

費
隱
は
、
法
侄
で
あ
る
玉
林
通
琇
（
一
六
一
四
～
一
六
七
五
）
と
の
論
争
の
中
で
、「
後
に
我
が
本密

師雲

に
參
じ
た
が
、
接指

導

す
る
際

に
大
機
大
用
を
以も

ち

い
、
我わ

た
しは

七
棒
の
下
で
、
頭あ

た
ま顱

が
幾ほ

と
ん乎

ど
打
裂
さ
せ
ら
れ
か
け
た
（
後
參
我
本
師
、
接
以
大
機
大
用
、
使
我
七
棒

之
下
、
頭
顱
幾
乎
打
裂
）」（『
費
隠
禅
師
別
集
』
巻
九
「
又
判
狂
解
上
」・14b

～15a

）
と
言
い
、
費
隱
と
論
爭
し
た
歴
然
淨
相
（
生
卒

年
不
詳
）
も
曾
て
費
隠
に
つ
い
て
、「
自
ら
『
密
雲
老
人
の
痛
棒
に
從よ

っ
て
悟
入
し
た
』
と
謂
っ
て
い
る
。
所だ

以か

ら
一
味
に
瞎

棒
を
人
に
加
え
て
、
そ
れ
を
本
分
と
謂
っ
て
い
る
の
だ
（
自
謂
從
密
雲
老
人
痛
棒
悟
入
。
所
以
一
味
瞎
棒
加
人
、
而
謂
之
本
分
）」（『
歴

然
普
説
』
附
録
「
闢
詰
」・
和
刻
本2a
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
費
隱
は
棒
機
用
と
悟
道
因
縁
と
の
結

び
付
き
を
強
調
す
る
た
め
、
自
ら
の
「
行
繇
」
中
の
「
番
菩
提
珠
」
の
語
を
「
棒
」
に
故
意
に
書
き
替
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

「
棒
」
で
は
な
く
「
數
珠
」
で
は
都
合
が
惡
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
密
雲
の
「
番
菩
提
珠
」
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
費
隱
と
同

門
の
4
牧
雲
通
門
の
「
行
實
」
に
も
、「
老密

人雲

、
番
菩
提
の
數
珠
を
以
っ
て
、
頭
を
照め

が

け
て
便
ち
打
つ
（
老
人
以
番
菩
提
數
珠
、

照
頭
便
打
）」（
駒
澤
大
學
所
藏
『
牧
雲
和
尚
語
録
』
卷
一
〇
・6a

）
と
あ
り
、
痛
打
に
頻
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る（　
）
9

。

　

以
上
の
よ
う
な
費
隱
の
禪
の
在
り
方
に
も
關
わ
る
改
變
と
は
別
に
、
今
一
つ
、
彼
の
「
行
繇
」
が
〈
自
述
〉
な
の
か
〈
自

撰
〉
な
の
か
と
い
う
、
形
式
に
關
わ
る
大
き
な
變
更
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
費
隱
の
①
～
③
『
語
録
』
の
「
行
繇
」
に
は
あ

る
。
①
の
『
語
録
』
所
載
の
「
行
繇
」
の
冒
頭
は
次
の
樣
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

 

黄
檗
〔
で
結
冬
し
て
い
た
〕
期
〔
間
〕
内
の
〔
崇
禎
六
年
〕
十
二
月
初
四
日
の
下午

午後

、
西
堂
の
隱
元
〔
隆
〕
琦
公
が
、
慈

俊
・
不
受
・
了
一
・
時
學
・
又
度
・
白
漚
・
時
輝
・
無
得
・
龔
居
士
等な

ど

と
同一

緒

に
、
方
丈
に
到
り
、
師
（
＝
費
隱
）
に
「
行

繇
」
を
説
く
よ
う
請ね

が

っ
た
。
師
は
云
っ
た
、「《
山わ

た
し僧

は
因修

地行

中
に
は
本
分
を
守
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
敗失

闕態

が
固ま

こ
とに

多
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か
っ
た
。
一い

ち
ど時

に
説し

ゃ
べ出

っ
た
ら
、
恐
ら
く
條筋

道

貫が
通

ら
な
い
だ
ろ
う
。
謾ゆ

つ

謾く
り

と
書か

き
出あ

ら
わし

て
、
衆君

た

兄ち
皆

弟ん
な

の
た
め
に
證あ

き
ら明

か
す
る

の
を
待
ち
な
さ
い
」。
師
は
〔
部
屋
の
〕
内な

か

に
入
り
〔「
行
繇
」
を
〕
書
い
て
云
っ
た
、》「
山わ

た
し僧

の
生生

ま
れ縁

は
、
這こ

の
福
清
縣

江
陰
里
で
、
何
氏
の
子
〔
と
し
て
生
ま
れ
た
の
〕
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
山わ

た
し僧

の
往日

常頃

の
行行

徑い

に
つ
い
て
、《
敗失

闕態

を

漏も

逗ら

し
た
か
ら
、》
恐
ら
く
衆君

た

兄ち
皆

弟ん
な

の
心こ

こ
ろ田

を
塗よ

汚ご

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
今
《
既
に
山わ

た
し僧

に
説し

や
べ出

る
よ
う
に
請ね

が

っ
た
の
だ
か
ら
、
山わ

た
し僧

の
平こ

れ

昔ま
で

の
曲入

り

折組
ん

だ
葛
藤
が
こ
の
樣
に
》
甚は

な
は大

だ
羞
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知わ

か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

《
即す

ぐ

に
火
で
燒焼

き
払却

い
、
上出

板版

し
て
は
な
ら
な
い
》」。

黄
檗
期
内
十
二
月
初
四
日
下
午
、
西
堂
隱
元
琦
公
、
同
慈
俊
・
不
受
・
了
一
・
時
學
・
又
度
・
白
漚
・
時
輝
・
無
得
・
龔
居
士
等
、
到

方
丈
、
請
師
説
「
行
繇
」。
師
云
、「《
山
僧
因
地
中
、
不
守
本
分
、
敗
闕
固
多
。
一
時
説
出
、
恐
不
條
貫
。
待
謾
謾
書
出
、
與
衆
兄
弟

證
明
」。
師
入
内
書
云
、》「
山
僧
生
縁
、
便
是
這
福
清
縣
江
陰
里
、
何
（1a/b

）
氏
子
。
…
（
中
略
）
…
山
僧
往
常
行
徑
、《
漏
逗
敗

闕
、》
恐
塗
汚
衆
兄
弟
心
田
。
今
《
既
請
山
僧
説
出
、
則
知
山
僧
平
昔
葛
藤
曲
折
如
此
》
可
羞
之
甚
大
。《
即
宜
把
火
燒
却
、
不
可
上

板
》
也
」。（
①
七
巻
本
・1a

～b

／15b
）

　

文
中
の
《　

》
の
部
分
は
、
十
卷
本
・
十
六
卷
本
で
削
除
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
。
七
卷
本
の
「
行
繇
」
の
《　

》
の
部
分
に

據
れ
ば
、
費
隱
は
口
述
で
は
な
く
文
章
を
書
い
て
弟
子
た
ち
に
見
せ
た
上
で
、
出
版
を
禁
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み

に
十
卷
本
で
は
同
じ
部
分
が
次
の
樣
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

 

師
（
＝
費
隱
）
が
黄
檗
に
住
し
て
い
た
一あ

る
日日

、
西
堂
の
隱
元
〔
隆
〕
琦
公
が
、
慈
俊
・
不
受
・
了
一
・
時
學
・
又
度
・
白

漚
・
時
輝
・
無
得
・
龔
居
士
等な

ど

と
同一

緒

に
方
丈
に
到
り
、
師
に
「
行
繇
」
を
説
く
よ
う
請ね

が

っ
た
。
師
は
云
っ
た
、「
山わ

た
し僧

の

生生
ま
れ縁

は
、
者こ

の
福
清
縣
江
陰
里
で
、
何
氏
の
子
〔
と
し
て
生
ま
れ
た
〕。
…
（
中
略
）
…
山わ

た
し僧

の
往日

常頃

の
行行

徑い

〔
の
話
〕
は
、

恐
ら
く
衆君

た

兄ち
皆

弟ん
な

の
心こ

こ
ろ田

を
塗よ

汚ご

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
迫

せ
き
立
てら

れ
て
已や

む
を
獲
ず
、
一一

塲度

、
敗失

闕態

を
漏も

逗ら

し
た
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が
、
甚
だ
羞
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
」。

師
住
黄
檗
、
一
日
西
堂
隱
元
琦
公
、
同
慈
俊
・
不
受
・
了
一
・
時
學
・
又
度
・
白
漚
・
時
輝
・
無
得
・
龔
居
士
等
、
到
方
丈
、
請
師
説

「
行
繇
」。
師
云
、「
山
僧
生
縁
、
便
是
者
福
清
縣
江
陰
里
、
何
氏
子
。
…
（
中
略
）
…
山
僧
往
常
行
徑
、
恐
塗
汚
衆
兄
弟
心
田
。
今
迫

不
獲
已
、
漏
逗
敗
闕
一
塲
。
可
羞
之
甚
也
。（
②
十
卷
本
・1a

／12a

）

　

十
六
卷
本
の
「
行
繇
」
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
樣
で
あ
り（　
）
10

、〈
自
述
〉
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、
七
卷
本
の
「
行
繇
」
は
、
も
と
も
と
費
隱
自
ら
が
書
い
た
〈
自
撰
〉
の
文
章
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
「
番
菩
提
珠
」
の
部
分
も
含
め
て
信
頼
性
が
高
い
記
述
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
②
③
の
『
語
録
』

で
の
改
變
が
意
圖
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
ろ
う
。

　
「
行
繇
」
に
し
ろ
「
行
實
」
に
し
ろ
、
取
り
扱
い
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

⒡
「
行
録
」

　

尚
、「
行
繇
（
行
由
）」
以
外
に
、
唐
代
以
來
存
在
す
る
資
料
と
し
て
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
も
の
に
『
臨
濟
録
』
な
ど
に
見
え

る
⑸
「
行
録
」
が
あ
る
。
同
名
の
「
行
録
」
は
明
初
以
前
で
は
、
次
の
五
點
が
存
し
て
い
る
が
、
全
て
他
撰
の
資
料
で
あ
る
。

　

①
臨
濟
義
玄
（
？
～
八
六
七
）：
撰
者
名
無
し
「
行
録
」（『
鎮
州
臨
濟
慧
照
禪
師
語
録
』・T47-504b

）

　

②
雲
門
文
偃
（
八
六
四
～
九
四
九
）：
集
賢
殿
雷
岳
録
「
雲
門
山
光
泰
禪
院
匡
眞
大
師
行
録
」（『
雲
門
匡
眞
禪
師
廣
録
』
卷
下
・

T47-576a

）

　

③
葉
縣
歸
省
（
首
山
省
念
の
法
嗣
）：
撰
者
名
無
し
「
廣
教
勘
辯
語
并
行
録
偈
頌
」（『
古
尊
宿
語
録
』
卷
二
三
「
汝
州
葉
縣
廣
教
省

禪
師
語
録
」・Z118-232b

～c

）
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④
法
華
全
舉
（
汾
陽
善
昭
の
法
嗣
）：
撰
者
名
無
し
「
行
録
」（『
古
尊
宿
語
録
』
卷
二
六
「
舒
州
法
華
山
舉
和
尚
語
要
」・Z118-248a

）

　

⑤
中
峰
明
本
（
一
二
六
三
～
一
三
二
三
）：
法
弟
比
丘
祖
順
録
法
弟
比
丘
祖
順
録
「
元
故
天
目
山
佛
慈
圓
照
廣
慧
禪
師
中
峯
和

尚
行
録
」（『
天
目
中
峰
廣
録
』
卷
三
〇
附
録
・B25-972b

）

　

②
雲
門
文
偃
と
⑤
中
峰
明
本
の
「
行
録
」
は
、「
行
狀
」
と
同
様
の
總
合
的
な
傳
記
資
料
と
し
て
『
語
録
』
に
附
録
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
①
臨
濟
義
玄
の
「
行
録
」
は
、
黄
檗
會
下
で
の
修
行
の
有
り
樣
と
、
示
寂
に
至
る
ま
で
の
各
地
で
の
行
脚
遍
歴

を
載
せ
た
も
の
で
、
傳
記
と
言
う
よ
り
修
行
の
記
録
で
あ
り
、『
臨
濟
録
』
の
本
文
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
。
末
尾
に
「
嗣

法
小
師
風
穴
延
沼
謹
書
」
と
記
さ
れ
た
「
臨
濟
慧
照
禪
師
塔
記
」
と
呼
ば
れ
る
略
傳
が
附
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
併
せ
れ
ば
一

應
、
總
合
的
な
傳
記
資
料
と
し
て
の
體
裁
と
な
る
。
③
葉
縣
歸
省
の
「
行
録
」
は
弟
子
や
諸
方
の
禅
匠
と
の
問
答
を
集
め
た
も

の
で
あ
り
、
④
法
華
全
舉
の
「
行
録
」
は
諸
方
を
行
脚
し
て
の
問
答
の
み
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
上
記
の
「
行
録
」
は
一
定
し
た
体
裁
が
存
在
す
る
文
章
で
は
な
く
、「
修
行
の
記
録
」
を
中
心
と
し
た
資
料
と
で

も
呼
ぶ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

明
末
清
初
期
の
「
行
録
」
と
し
て
は
〈
自
述
〉
の
76
知
空
學
蘊
（
一
六
一
三
～
一
六
八
九
）
の
「
行
録
」
が
あ
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
以
外
に
、
水
鑑
慧
海
（
一
六
二
六
～
一
六
八
九
）
の
「
天
王
和
尚
行
録
」（『
天
王
水
鑑
海
和
尚
五
會
録
』
卷
六
附
録
・J29-

307a

）
と
慧
覚
照
衣
（
一
六
〇
五
～
一
六
七
三
）
の
「
清
故
湖
山
治
平
照
衣
慧
覺
和
尚
行
録
」（『
慧
覺
衣
禪
師
語
録
』
卷
三
・J35-

774c

）
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
他
撰
で
あ
り
、
知
空
の
「
行
録
」
が
珍
し
い
〈
自
述
〉
と
し
て
の
存
在
な
の
で
あ
る
。

⒢
〈
自
撰
〉
の
資
料
…
…
『
年
譜
』

　

最
後
に
な
る
が
、〈
自
撰
〉
の
資
料
と
し
て
の
『
年
譜
』
を
取
り
上
げ
た
い
。
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明
末
清
初
期
以
前
の
禪
僧
の
『
年
譜
』
と
し
て
は
、
次
に
舉
げ
る
唐
末
に
一
點
、
南
宋
に
二
點
の
三
人
の
も
の
が
存
在
す
る
。

　

①
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）：
禪
人
祖
詠
編
『
大
慧
普
覺
禪
師
年
譜
』
一
卷
（J01-793a

）

　

②
雪
峰
義
存
（
八
二
二
～
九
〇
八
）：『
雪
峰
眞
覺
大
師
年
譜
』（
崇
禎
戊
寅
序
刊
『
雪
峰
義
存
禪
師
語
録
（
眞
覺
禪
師
語
録
）』
卷
下

附
録
・Z119-487c

～491b

）

　

③
普
菴
印
肅
（
一
一
一
五
～
一
一
六
九
）：『〔
普
菴
印
肅
禪
師
〕
年
譜
』（
永
樂
二
十
一
年
序
刊
『
普
菴
印
肅
禪
師
語
録
』
卷
一
・

Z120-265d
～266a

）

　

こ
の
う
ち
、
南
宋
版
や
日
本
の
五
山
版
が
現
存
し
、
禪
僧
の
代
表
的
な
『
年
譜
』
と
し
て
著
名
な
の
が
、
①
大
慧
の
『
大
慧

普
覺
禪
師
年
譜
』
一
卷
で
あ
る
。
こ
の
『
年
譜
』
は
單
本
と
し
て
『
大
慧
普
覺
禪
師
語
録
』
と
は
別
行
さ
れ
て
お
り
、
後
に
明

末
の
『
嘉
興
藏
』
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
明
末
清
初
期
に
お
け
る
『
年
譜
』
の
手
本
的
な
存
在
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
慧
の
『
年
譜
』
に
つ
い
て
は
、
先
賢
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
で
そ
ち
ら
を
參
照
さ
れ
た
い（　
）
11

。

　

②
③
は
單
本
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
『
語
録
』
中
に
收
載
さ
れ
た
形
を
取
っ
て
い
る
。
②
雪
峰
の
『
年
譜
』
は
、
明
の
崇

禎
十
一
年
戊
寅
（
一
六
三
八
）
の
石
雨
明
方
（
一
五
九
三
～
一
六
四
八
）
撰
「
雪
峯
禪
師
語
録
序
」
を
附
し
、
翌
年
の
「
刻
雪
峰

語
録
緣
起
」
を
冠
し
て
、
林
弘
衍
が
編
次
し
た
二
卷
本
『
雪
峰
眞
覺
禪
師
語
録
』
の
末
尾
に
、
至
治
元
年
辛
酉
（
一
三
二
一
）

の
雪
峰
悟
逸
の
「
跋
文
」
に
續
け
て
收
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
撰
者
も
撰
述
の
時
期
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て

も
古
い
も
の
で
は
な
く
後
世
の
編
纂
と
思
わ
れ
、
二
卷
本
の
出
版
に
合
わ
せ
て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る（　
）
12

。

　

ま
た
、
③
普
菴
の
『
年
譜
』
は
、『
普
菴
印
肅
禪
師
語
録
』
三
卷
に
收
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
語
録
』
自
體
が
キ
チ
ン
と
し
た

體
裁
を
具
え
て
い
な
い
。『
語
録
』
の
卷
頭
に
永
樂
二
十
一
年
四
月
の
成
祖
永
樂
帝
の
「
御
製
序
（
御
製
普
菴
至
善
弘
仁
圓
通
智

慧
寂
感
妙
應
慈
濟
眞
覺
昭
貺
慧
慶
護
國
宣
教
大
德
菩
薩
實
録
序
）」
と
、
同
じ
く
成
祖
の
永
樂
十
八
年
十
二
月
の
「
封
普
菴
師
制
」
が



明清期における禪僧の傳記資料の特徴について

41

附
さ
れ
て
い
る
が
、「
序
」
と
「
制
」
の
末
尾
に
は
何
れ
も
「
右
〔
の
文
章
〕
は
『
續
文
獻
通
考
』
第
二
百
四
十
七
卷
に
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
寶
永
〔
八
年
〕
辛
卯
（
一
七
一
一
）
春
正
月
、
道わ

た
し忠

が
鈔書

き
写出

し
て
、
本
録
の
首は

じ
めに

置
い
た
（
右
『
續
文
獻
通
考
』

第
二
百
四
十
七
卷
載
。
寶
永
辛
卯
春
正
月
、
道
忠
鈔
出
、
置
本
録
之
首
）」（Z120-265b,c

）
と
い
う
無
著
道
忠
（
一
六
五
三
～
一
七
四

五
）
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
ま
た
、「
序
」「
制
」
に
續
け
て
「
傳
法
宗
派
圖
」・「
年
譜
」・「
悟
道
因
緣
」・「
塔
銘
」
が
あ
り
、

そ
の
後
に
再
び
「
御
製
普
菴
（
云
云
）
序
」
が
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
「
上
堂
示
衆
」
な
ど
の
本
文
が
始
ま
り
卷
二
・
三
へ
と
續

い
て
い
る
。
恐
ら
く
無
著
の
手
に
よ
る
編
修
途
中
の
『
語
録
』
で
あ
ろ
う
か
。『
年
譜
』
そ
の
も
の
も
非
常
に
簡
單
な
も
の
で

あ
り
、
撰
者
名
な
ど
も
無
い
。
こ
れ
も
②
同
樣
、
古
い
も
の
で
は
な
く
、
永
樂
年
間
以
降
の
編
纂
か
、
も
し
か
し
た
ら
無
著
の

作
か
も
知
れ
な
い（　
）
13

。

　

つ
ま
り
、
禪
門
の
『
年
譜
』
と
し
て
は
南
宋
代
の
大
慧
の
も
の
だ
け
が
、
明
末
以
前
で
は
來
歴
も
体
裁
も
整
っ
た
唯
一
の
も

の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
末
清
初
期
に
は
、
他
撰
の
『
年
譜
』
と
し
て
次
の
十
點
が
存
す
る
。

　

①
漢
月
法
藏
（
一
五
七
三
～
一
六
三
五
）：
吳
虎
丘
山
雲
嵒
寺
嗣
法
門
人
弘
儲
編
『
三
峰
和
尚
年
譜
』
一
卷
（『
三
峰
藏
和
尚
語

録
』
卷
一
六
附
録
・J34-203c

）

　

②
密
雲
圓
悟
（
一
五
六
六
～
一
六
四
二
）：

　
　

⒜
法
孫
晉
昌
唐
元
竑
重
訂
『
天
童
密
雲
禪
師
年
譜
』
一
卷
（
費
隠
通
容
編
『
密
雲
禪
師
語
録
』
卷
一
二
附
録
、J10-75c

）

　
　

⒝
繼
住
明
州
天
童
寺
嗣
法
門
人
道
忞
編
『
天
童
密
雲
禪
師
年
譜
』
不
分
卷
（『
進
本 

密
雲
禪
師
語
録
』
卷
9
～
10
・L154-569a

）

　

③
費
隱
通
容
（
一
五
九
三
～
一
六
六
一
）：
嗣
法
門
人
資
福
行
觀
山
陰
王
谷
仝
集
『
福
嚴
費
隱
容
禪
師
紀
年
録
』
上
下
二
巻

（『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
一
四
附
録
・J26-182b

）

　

④
破
山
海
明
（
一
五
九
七
～
一
六
六
六
）：
嗣
法
門
人
二
祖
印
巒
輯
『
雙
桂
破
山
明
禪
師
年
譜
』
一
卷
（『
破
山
禪
師
語
録
』
卷
二
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〇
附
録
・J26-93c

）

　

⑤
鐵
壁
慧
機
（
一
六
〇
三
～
一
六
六
八
）：
前
住
潭
州
萬
峰
嗣
法
門
人
至
善
編
『
治
平
鐵
壁
機
禪
師
年
譜
』
一
卷
（
二
十
卷
本

『
慶
忠
鐵
壁
機
禪
師
語
録
』
卷
二
〇
附
録
・J29-665c

）

　

⑥
顓
愚
觀
衡
（
一
五
七
九
～
一
六
四
六
）：
金
陵
紫
竹
門
人
音
乘
編
『
五
臺
顓
愚
和
尚
年
譜
』
一
卷
（
光
緒
廿
年
重
刊
本
、
上
海
圖

書
舘
所
藏
、
序
跋
無
し
・
全
九
六
丁
〈
影
印
本
＝
『
上
海
圖
書
館
藏
珍
本
年
譜
叢
刊
』
第
六
冊
・
北
京
國
家
圖
書
館
・
二
〇
一
五
年
〉）

　

⑦
玉
林
通
琇
（
一
六
一
四
～
一
六
七
五
）：
得
度
小
師
嗣
法
孫
超
琦
輯
録
『
大
覺
普
濟
能
仁
國
師
年
譜
』
上
下
二
卷
（『
普
濟
玉

琳
國
師
語
録
』
卷
一
三
～
一
四
・B27-646a

）

　

⑧
三
山
燈
來
（
一
六
一
四
～
一
六
八
五
）：
南
海
普
陀
嗣
法
門
人
性
統
編
『
高
峰
三
山
來
禪
師
年
譜
』
一
卷
（
單
本
／J2-759c

）

　

⑨
丈
雪
通
醉
（
一
六
一
〇
～
一
六
九
五
）：
嗣
法
門
人
徹
鋼
等
編
『
昭
覺
丈
雪
醉
禪
師
紀
年
録
』
一
卷
（
康
煕
庚
申
（
十
九
年
・

一
六
八
〇
）
序
刊
、
駒
澤
大
學
所
藏
十
二
卷
本
『
昭
覺
丈
雪
醉
禪
師
語
録
』
附
録
、
序
一
丁
・
本
文
四
七
丁
）

　

⑩
聖
可
德
玉
（
一
六
二
八
～
一
七
〇
一
）：
門
人
發
鳴
等
編
『
華
巖
聖
可
玉
禪
師
年
譜
』
一
卷
（
康
煕
甲
子
（
二
三
年
・
一
六
八

四
）
序
・
康
煕
四
十
二
年
刊
、
駒
澤
大
學
所
藏
十
卷
本
『
華
巖
聖
可
禪
師
語
録
』
附
録
、
序
一
丁
・
本
文
二
六
丁
）

　

こ
の
時
期
に
『
年
譜
』
の
作
成
が
流
行
し
て
い
た
事
實
が
窺
わ
れ
る
。
②
の
密
雲
の
『
年
譜
』
が
二
種
類
あ
る
の
は
、
門
下

の
法
嗣
で
あ
る
費
隱
通
容
と
木
陳
道
忞
が
對
立
し
た
こ
と
に
よ
る
結
果
で
あ
る（　
）
14

。

　

そ
し
て
、
更
に
〈
自
撰
〉
の
『
年
譜
』
も
數
は
少
な
い
も
の
の
次
の
二
點
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　

①
憨
山
德
清
（
一
五
四
六
～
一
六
二
三
）：『
憨
山
老
人
自
序
年
譜
實
録
』
上
下
二
卷
（『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
卷
五
三
～
五
四
、

Z127-473d

～489c

）

　

②
木
陳
道
忞
（
一
五
九
六
～
一
六
七
四
）：『
山
翁
忞
禪
師
隨
年
自
譜
』（
新
嘉
坡
『
東
方
學
報
』
第
一
卷
・
第
一
期
・
一
九
五
七
、
お
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よ
び
抄
本
＝
『
禅
門
逸
書
続
編
』
第
一
〇
冊
）

　
〈
自
撰
〉
の
宿
命
で
自
身
の
遷
化
の
記
事
を
書
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
書
き
續
け
て
い
る
途
中
の
段
階
で

ど
の
時
期
に
出
版
す
る
の
か
を
決
め
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
單
な
る
修
行
行
脚
の
経
歴
を
述
べ
る
「
行
實
」
な
ど
と
は
自

ず
と
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

①
憨
山
の
『
年
譜
實
録
』
は
、
遷
化
す
る
前
年
の
天
啓
二
年
（
一
六
二
二
）
七
十
七
歳
ま
で
自
筆
で
書
か
れ
て
お
り
、
す
べ

て
が
「
余
」
と
い
う
一
人
稱
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
翌
天
啓
三
年
の
條
だ
け
は
「
師
」
と
い
う
三
人
稱
で
書
か
れ

て
お
り
、
補
筆
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
末
尾
に
錢
謙
益
（
一
五
八
二
～
一
六
六
四
）
が
順
治
十
五
年
戊
戌
（
一
六
五
八
）
に
書

い
た
後
記
が
あ
り
、
こ
の
『
年
譜
』
の
由
來
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
據
れ
ば
、
憨
山
下
で
首
座
を
し
て
い
た
寄
菴
通

炯
が
所
持
し
て
い
た
「
手
筆
草
藁
」
を
、
通
炯
の
歿
後
、
法
孫
の
今
照
・
今
光
が
「
繕
寫
」
し
て
謙
益
に
「
封
寄
」
し
、
そ
れ

を
「
付
梓
」
し
た
も
の
で
、
天
啓
三
年
條
は
上
首
弟
子
の
福
善
な
ど
が
「
續
記
」
し
た
も
の
だ
と
い
う
（『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』

卷
五
四
・Z127-489a

）。
つ
ま
り
、
憨
山
の
遷
化
後
、
三
十
五
年
を
經
た
清
初
の
上
梓
で
あ
っ
て
、
憨
山
よ
り
一
世
代
下
の
禪

僧
た
ち
が
活
躍
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

　

②
木
陳
の
『
隨
年
自
譜
』
は
、
刊
本
は
現
存
せ
ず
、『
禪
門
逸
書
續
編
』
第
十
冊
（
漢
聲
出
版
社
・
一
九
八
七
）
に
收
載
さ
れ

た
寫
本
と
、
新
嘉
坡
『
東
方
學
報
』
第
一
卷
に
載
せ
ら
れ
た
活
字
本
が
存
す
る
だ
け
で
あ
る
。
内
容
は
、
木
陳
の
生
年
か
ら
崇

禎
十
三
年
（
一
六
四
〇
）
四
十
五
歳
ま
で
の
『
自
譜
』
で
あ
り
、
七
十
九
歳
で
遷
化
し
た
木
陳
の
後
半
生
の
資
料
は
載
せ
ら
れ

て
い
な
い
。
新
嘉
坡
『
東
方
學
報
』
の
編
輯
者
で
あ
る
賀
光
中
は
、
末
尾
の
識
語
の
中
で
、「
文
章
内
容
か
ら
類
推
し
て
順
治

十
三
年
（
一
六
五
六
）
六
十
歳
の
時
に
作
ら
れ
、
避
忌
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
四
十
五
歳
以
後
が
芟削

薙除

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
内
容
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る（　
）
15

。
憨
山
の
『
年
譜
』
と
は
撰
述
さ
れ
た
時
代
が
違
う
し
、
憨
山
の
よ
う
に
最
晩
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年
の
述
作
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
い
か
に
も
人
一
倍
名
譽
に
こ
だ
わ
っ
た
木
陳
ら
し
い
『
自
譜
』
撰
述
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　
〈
自
撰
〉
で
あ
る
憨
山
の
『
年
譜
』
は
順
治
十
五
年
の
刊
刻
、
木
陳
の
『
自
譜
』
は
順
治
十
三
年
の
撰
述
で
あ
り
、〈
自
述
〉

の
「
行
實
」
や
「
行
繇
（
行
由
）」
が
多
數
作
ら
れ
た
時
期
と
時
代
が
重
な
っ
て
い
る
。
費
隱
の
「
行
繇
」
の
改
變
な
ど
と
考

え
合
わ
せ
れ
ば
、
も
は
や
〈
自
述
〉
と
〈
自
撰
〉
の
區
別
も
必
要
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

む
す
び

　

以
上
、
明
末
清
初
期
に
お
け
る
〈
自
述
〉
と
〈
自
撰
〉
の
傳
記
資
料
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
見
て
き
た
。
特
に
「
行
實
」
と

い
う
形
式
を
中
心
に
し
た
一
連
の
〈
自
述
〉
の
資
料
は
、
こ
の
時
代
獨
自
に
發
達
し
た
樣
式
で
あ
り
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

　

そ
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
禪
僧
の
行
脚
・
參
究
・
悟
道
の
體
驗
に
關
す
る
記
述
は
、
誇
張
や
宣
傳
的
な
要
素

が
あ
る
に
せ
よ
、
明
清
期
の
中
國
禪
の
修
行
の
形
態
を
如
實
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
臨
濟
宗

黄
檗
派
が
日
本
に
傳
え
ら
れ
た
江
戸
期
と
時
代
的
に
重
な
っ
て
お
り
、
當
時
の
中
國
禪
の
中
に
お
け
る
黄
檗
派
の
特
殊
性
と
そ

の
位
置
付
け
、
そ
の
背
景
を
知
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
付
法
に
當
た
っ
て
數
多
く
の
公
案
に
つ
い
て
の
偈
頌
や
著
語
を
提
出
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
、
次
の
33

永
済　

融
と
39
古
宿
胡
尊
の
二
人
の
資
料
に
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
密
雲
圓
悟
の
三
傳
の
法
孫
で
あ
り
、
隱
元
よ
り
一
世

代
下
に
當
た
る
禪
僧
で
あ
る
。

　
　

 〔
端
午
の
日
の
上
堂
で
、
ひ
と
し
き
り
問
答
が
終
わ
っ
た
後
〕、
某わ

た
しは

感
謝
の
禮
拜
を
し
て
、〔

修
行
僧
た
ち

大
〕
衆
の
中
に
歸も

ど

っ
た
。
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其そ

の
後ご

、〔
師
は
〕
古
〔
德
〕
の
機
緣
や
謷難

解訛
な
公
案
を
、
一つ

ぎ

一つ
ぎ

に
舉し

出め

し
、〔

修
行
僧
た
ち

大
〕
衆
に
頌
を
拈つ

く

る
よ
う
命
じ
た
。
某わ

た
しは

便す
ぐ

に
頌
を
拈つ

く

り
、
甚非

常

に
本嗣

法
師師

〔
で
あ
る
介
爲
行
舟
禪
師
〕
の
意
に
愜か

な

っ
た
。
そ
し
て
〔
本嗣

法
師師

は
〕
源法

系
圖流

・
衣袈

裟

拂拂
子

・
拄
杖
を

一あ

并わ

せ
て
〔
某わ

た
しに

〕
付
囑
し
た
。

某
禮
謝
、
歸
衆
。
其
後
將
古
機
緣
謷
訛
公
案
、
一
一
舉
出
、
命
衆
拈
頌
。
某
便
拈
頌
、
甚
愜
本
師
之
意
。
遂
將
源
流
衣
拂
・
拄
杖
・
一

并
付
囑
。（『
永
濟
融
禪
師
語
録
』
卷
下
「
行
實
」・J28-419a

）

　
　

 〔
問
答
を
行
な
っ
た
〕
次翌

日

の
早朝

、
師
（
＝
宕
山
行
遠
）
は
二
十
則
の
公
案
を
出
し
て
余わ

た
しに

示
し
た
。
余わ

た
しは

接受
け
取得

る
と
、
是そ

の

日
の
う
ち
に
一そ

れ

一ぞ
れ

著短
評
を
付語

け
て
呈献

上上

し
た
が
、
甚非

常

に
師
の
意
に
恰か

な

っ
た
。
そ
し
て
〔
師
は
〕
從こ

れ

上ま
で

沿の
法

流系
圖

并な
ら

び
に
衣袈

裟

拂拂
子

等
の
物

を
當た

だ
ち堂

に
〔
余わ

た
しに

〕
付あ

た

え
た
。

次
早
、
師
出
公
案
二
十
則
示
余
。
余
接
得
、
是
日
一
一
著
語
呈
上
。
甚
恰
師
意
。
遂
以
從
上
沿
流
并
衣
拂
等
物
、
當
堂
付
。（『
古
宿
尊

禪
師
語
録
』
卷
六
「
行
實
」・J37-443b
）

　

卒
業
試
驗
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
あ
る
重
要
な
事
柄
も
資
料
中
に
垣
間

見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

注

 
 

今
回
使
用
し
た
『
嘉
興
大
藏
經
』
は
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
所
載
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
底
本
と
な
っ
た
『
明
版
嘉
興
大
藏
經
』
全
四

〇
冊
（
新
文
豊
出
版
公
司
・
民
國
七
六
年
（
一
九
八
七
））
は
『
脩
訂
中
華
大
藏
經
』
第
二
輯
・
全
一
六
〇
冊
（
脩
訂
中
華
大
蔵
経

会
・
民
國
五
七
年
（
一
九
六
八
）
～
六
三
年
（
一
九
七
四
））
を
縮
小
影
印
し
た
も
の
で
あ
る
。『
脩
訂
中
華
大
藏
經
』
所
收
の
「
嘉

興
藏
」
は
、
第
一
輯
の
「
磧
砂
藏
」
と
の
重
複
部
分
を
除
い
た
も
の
で
完
本
で
は
な
い
が
、
明
清
期
の
續
藏
・
又
續
藏
に
つ
い
て
は

そ
の
ま
ま
收
載
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
新
文
豊
出
版
公
司
本
は
、
印
刷
に
當
た
っ
て
版
心
を
除
去
し
て
縮
小
し
、
ま
た
影
印
本
を
更

（　

）
1
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に
影
印
し
た
こ
と
も
あ
り
、
印
刷
の
精
度
が
落
ち
文
字
が
讀
み
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
の
テ
キ
ス
ト

は
作
成
入
力
の
際
の
誤
字
が
少
な
く
な
い
。
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
新
文
豊
出
版
公
司
が
底
本
に
し
た
『
脩
訂
中
華
大
藏

經
』
第
二
輯
は
、
影
印
を
行
う
際
、
臺
北
國
立
中
央
圖
書
館
（
現
在
の
國
家
圖
書
館
）
所
藏
本
を
用
い
、
缺
け
て
い
る
部
分
を
駒
澤

大
學
所
藏
の
「
嘉
興
藏
」
本
を
用
い
て
補
遺
し
て
い
る
が
、
駒
大
の
「
嘉
興
藏
」
に
收
載
さ
れ
て
い
な
が
ら
存
在
を
見
落
と
し
た

『
語
録
』
が
存
す
る
。
そ
の
た
め
今
回
の
資
料
輯
集
に
當
た
り
、『
牧
雲
禪
師
語
録
』
二
十
巻
な
ど
一
部
の
嘉
興
藏
本
に
つ
い
て
は
、

駒
澤
大
學
所
藏
本
を
用
い
て
補
っ
た
。
ま
た
、
文
字
の
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
る
場
合
に
は
、『
脩
訂
中
華
大
藏
經
』
所
收
本
で
確

認
を
行
な
っ
た
。
尚
、
新
た
に
影
印
出
版
さ
れ
た
「
嘉
興
藏
」
と
し
て
『
徑
山
藏
』
全
二
三
〇
冊
（
北
京
圖
書
館
出
版
社
・
二
〇
一

六
年
）
が
存
し
、
正
藏
を
含
む
最
も
完
備
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
手
元
に
な
い
た
め
今
回
は
使
用
し
て
い
な
い
。

 
 

明
末
清
初
期
に
數
多
く
の
燈
録
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
濟
洞
の
爭
い
を
引
き
起
こ
し
た
費
隱
通
容
の
『
五

燈
嚴
統
』
二
十
五
卷
（
順
治
十
年
・
一
六
五
三
）
を
始
め
、『
指
月
録
』
三
十
二
卷
（
万
暦
三
十
年
・
一
六
〇
二
）・『
五
燈
會
元
續

略
』
八
卷
（
順
治
五
年
・
一
六
四
八
）・『
續
燈
存
藁
』
十
二
卷
（
康
煕
五
年
・
一
六
六
六
）・『
續
指
月
録
』
二
十
一
卷
（
康
熙
十
八

年
・
一
六
七
九
）・『
續
燈
正
統
』
四
十
二
卷
（
康
煕
三
十
年
・
一
六
九
一
）・『
五
燈
全
書
』
百
二
十
卷
（
康
熙
三
十
二
年
・
一
六
九

三
）・『
揞
黒
豆
集
』
九
卷
（
乾
隆
五
十
九
年
・
一
七
九
四
）
な
ど
枚
挙
に
暇
が
無
い
。

 
 

數
は
少
な
い
が
、「
塔
銘
」
と
似
た
文
章
に
「
行
道
記
」
が
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
は
「
銘
文
」
で
は
な
く
「
贊
文
」
が
附
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
笑
隱
大
訢
（
一
二
八
四
～
一
三
四
四
）
の
虞
集
記
「
元
廣
智
全
悟
太
禪
師
太
中
大
夫
住
太
龍
翔
集
慶
寺
釋
教
宗
主

兼
領
五
山
寺
笑
隱
訢
公
行
道
記
（
有
贊
）」（『
笑
隱
大
訢
禪
師
語
録
』
卷
四
附
録
・Z121-124b

）
や
了
菴
清
欲
（
一
二
八
八
～
一

三
六
三
）
の
宋
濂
撰
「
慈
雲
普
濟
禪
師
了
菴
欲
公
行
道
記
」（『
了
菴
清
欲
禪
師
語
録
』
卷
九
附
録
・Z123-392c

）
が
そ
れ
で
あ
る
。

 
 

管
見
の
及
ぶ
範
圍
で
宋
代
か
ら
明
清
時
代
ま
で
の
『
語
録
』
に
附
録
さ
れ
た
他
撰
の
「
行
實
」
に
は
次
の
一
五
點
が
存
在
す
る
。

見
て
の
通
り
、
①
②
が
宋
代
、
③
が
元
代
で
、
残
り
の
④
～
⑮
は
明
末
清
初
期
の
も
の
で
あ
る
。

　

①
宏
智
正
覺
（
一
〇
九
一
～
一
一
五
七
）：「
行
實
」（『
明
州
天
童
景
德
禪
寺
宏
智
覺
禪
師
語
録
』
卷
四
・J32-200c

）

　

②
運
菴
普
巖
（
一
一
五
二
？
～
一
二
二
二or

一
一
五
六
～
一
二
二
六
）：「
炎
宋
安
吉
州
道
場
山
護
聖
萬
歲
禪
寺
運
菴
禪
師
行
實
」

（　

）
2

（　

）
3

（　

）
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（『
運
菴
普
巖
禪
師
語
録
』
一
卷
附
録
・Z121-328c

）

　

③
古
林
清
茂
（
一
二
六
二
～
一
三
二
九
）：「
古
林
和
尚
行
實
」（『
古
林
清
茂
禪
師
拾
遺
偈
頌
』
卷
下
附
録
・Z123-287d

）

　

④
一
揆
超
琛
尼

（
一
六
二
五
～
一
六
七
九
）：
嗣
法
弟
子
普
明
狀
「
參
同
一
揆
禪
師
行
實
」（『
參
同
一
揆
禪
師
語
録
』
一
卷
・J39-16a

）

　

⑤
天
樹
行
植
（
一
六
三
二
～
一
六
八
〇
）：
法
侄
祖
杲
頓
首
撰
「
行
實
」（『
鶴
林
天
樹
植
禪
師
語
録
』
一
卷
・J37-757c

）

　

⑥
俍
亭
淨
挺
（
一
六
一
五
～
一
六
八
四
）：
俍
亭
撰
「
愚
庵
（
三
宜
明
盂
）
先
老
和
尚
行
實
」（『
雲
溪
俍
亭
挺
禪
師
語
録
』
卷
一
五
・

J33-792a
）

　

⑦
善
權
達
位
（
一
六
一
八
～
一
六
八
四
）：
門
人
如
純
撰
「
行
實
」（『
善
權
位
禪
師
語
録
』
二
卷
本
卷
二
末
尾
・J39-929a

）

　

⑧
了
宗
超
見
（
一
六
一
四
～
一
六
八
八
）：「
行
實
」（『
盤
山
了
宗
禪
師
語
録
』
卷
四
末
尾
・J40-38b

）

　

⑨
子
肅
超
遠
（
一
六
三
一
～
一
六
八
九
）：「
行
實
」（『
終
南
山
蟠
龍
子
肅
禪
師
語
録
』
一
卷
末
尾
・J37-733b

）

　

⑩
象
林
本
眞
（
一
六
二
〇
～
一
六
九
一
）：
門
人
照
水
述
「
行
實
」（『
白
雲
象
林
本
眞
禪
師
語
録
』
一
卷
本
卷
一
末
尾
・J39-703a

）

　

⑪
天
翼
巨
翔
（
一
六
六
二
～
一
六
九
五
）：
小
師
寂
珍
述
「
行
實
」（『
天
翼
翔
禪
師
語
録
』
卷
下
附
録
・J40-78b

）

　

⑫
天
一
大
悦
（
一
六
三
一
～
一
六
九
七
）：「
行
實
」（『
天
一
悅
禪
師
語
録
』
一
卷
・J39-933b

）

　

⑬
澹
崖
超
原
（
一
六
三
〇
～
一
六
九
八
）：
門
人
明
德
等
述
「
行
實
」（『
通
天
澹
崖
原
禪
師
語
録
』
二
卷
本
卷
二
末
尾
・J39-697c

）

　

⑭
柏
山
德
楷
（
一
六
二
九
～
一
七
〇
二
）：
圓
通
通
睿
述
「
汾
陽
龍
山
華
嚴
堂
上
傳
曹
洞
正
宗
第
三
十
一
世
柏
山
楷
禪
師
行
實
」（『
山

西
柏
山
楷
禪
師
語
録
』
五
卷
本
卷
頭
附
録
・J39-834b
）

　

⑮
善
一
如
純
（
生
卒
年
不
詳
）：
侍
者
學
正
述
「
行
實
」（『
善
一
純
禪
師
語
録
』
卷
三
末
尾
・J39-914a

）

 
 

二
種
類
の
十
六
卷
本
の
刊
記
は
、
共
に
「
癸
巳
（
順
治
十
年
・
一
六
五
三
）
仲
秋
弟
子
性
宗
募
刻
／
全
録
一
十
七（

マ
マ
）卷

／
板
藏
嘉

興
楞
嚴
經
房
流
通
」
と
な
っ
て
い
る
。
隱
元
が
日
本
に
渡
来
す
る
以
前
に
出
さ
れ
た
『
語
録
』
で
あ
り
、『
新
纂
校
訂
隱
元
全
集
』

第
一
卷
「
解
題
」
8
～
10
頁
に
説
明
が
あ
る
。
ま
た
、『
普
照
國
師
廣
録
』
三
十
卷
は
隱
元
示
寂
の
延
寶
元
年
癸
丑
（
一
六
七
三
）

以
後
、『
普
照
國
師
年
譜
』
を
編
修
し
た
南
源
性
派
が
遷
化
し
た
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
ま
で
の
間
の
開
板
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

ち
ら
に
つ
い
て
も
『
全
集
』
第
一
卷
「
解
説
」
35
頁
に
説
明
が
あ
る
。

（　

）
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明
清
期
の
『
語
録
』
に
つ
い
て
は
、
拙
編
「
明
末
清
代
仏
教
の
語
録
・
著
述
と
そ
の
法
系
」（『
東
洋
古
典
學
研
究
（
廣
島
大
學
）』

第
一
〇
集
・
二
〇
〇
〇
）
を
參
照
。

 
 

費
隱
の
『
語
録
』
の
版
本
、
並
び
に
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
明
末
清
初
僧
諍
研
究
資
料
に
つ
い
て
」（『
第
一
届
中
國
域

外
漢
籍
國
際
學
術
会
議
論
文
集
』
台
湾
聯
合
報
・
一
九
八
七
）
に
詳
し
い
。
尚
、
当
該
論
攷
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
費
隱
の

『
語
録
』
と
し
て
は
、
四
種
以
外
に
博
多
崇
福
寺
所
藏
の
唐
本
『
費
隱
禪
師
住
金
粟
山
廣
慧
禪
寺
語
録
卷
一
』
が
あ
り
、
費
隱
在
世

中
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
十
九
丁
分
だ
け
の
殘
卷
本
で
あ
る
た
め
今
回
は
省
略
し
た
。

 
 

拙
稿
「
費
隱
通
容
の
臨
濟
禪
と
そ
の
挫
折
―
木
陳
道
忞
と
の
對
立
を
巡
っ
て
―
」（『
禪
學
研
究
』
第
六
四
號
・
一
九
八
五
）
の
注

（
18
）
參
照
。

 
 

費
隱
が
「
番
菩
提
珠
」
で
打
た
れ
て
悟
道
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
嘉
興
藏
本
『
隱
元
禪
師
語
録
』
卷
九
「
源
流
頌
」
の
「
第
三

十
五
世
費
隱
容
禪
師
」
の
條
に
、「〔
密
〕
雲
、
番
菩
提
珠
を
以
っ
て
便
ち
打
つ
（
雲
以
番
菩
提
珠
便
打
）」（J27-269b

）
と
あ
り
、

ま
た
『
天
王
水
鑑
海
和
尚
住
金
粟
語
録
』
卷
二
の
「
金
粟
費
隱
容
和
尚
行
狀
」
に
「〔
圓
〕
悟
、
番
菩
提
珠
を
以
っ
て
劈
頭
に
便
ち

打
つ
（
悟
以
番
菩
提
珠
劈
頭
便
打
）」（J29-314a

）
あ
る
な
ど
、
費
隱
①
『
語
録
』
の
「
行
繇
」
の
記
述
に
沿
っ
た
形
と
な
っ
て
い

る
。

 
 

③
十
六
卷
本
で
は
、
出
だ
し
の
部
分
に
列
記
さ
れ
た
弟
子
の
中
、「
不
受
・
了
一
・
無
得
」
の
三
人
の
名
前
が
無
く
（1a

）、
終

わ
り
の
部
分
の
「
往
常
」
が
「
往
嘗
」
に
、「
可
羞
之
甚
也
」
が
「
可
羞
之
■
也
」
と
、
文
字
の
異
同
と
欠
落
が
あ
り
、
ま
た
「
敗

闕
一
塲
」
の
「
敗
闕
」
の
二
字
が
抜
け
て
い
る
（10b
～11a

）。
 

 

石
井
修
道
「
大
慧
語
録
の
基
礎
的
研
究
」（
上
）（
下
）（『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
第
三
一
號
・
三
三
號
、
一
九
七
三
・

一
九
七
五
）、
同
「
大
慧
普
覺
禪
師
年
譜
の
研
究
」（
上
）（
中
）（
下
）（『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
三
七
號
・
三
八
號
・
四

〇
號
、
一
九
八
〇
・
一
九
八
〇
・
一
九
八
二
）、
中
西
久
味
「
中
國
國
家
圖
書
館
藏
『
大
慧
普
覺
禪
師
年
譜
』
に
つ
い
て
の
覚
え
書

き
」（『
新
潟
大
學
人
文
学
部 

人
文
科
學
研
究
』
第
一
二
九
輯
・
二
〇
一
一
）、
同
「『
大
慧
普
覺
禪
師
年
譜
』
訳
注
稿
」（
一
）
～

（
六
）（『
比
較
宗
教
思
想
研
究
』
第
一
四
輯
～
第
一
九
輯
・
二
〇
一
四
～
二
〇
一
九
）
を
參
照
。

（　

）
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續
藏
本
『
雪
峰
眞
覺
禪
師
語
録
』
の
底
本
は
、
元
祿
十
五
年
（
一
七
〇
二
）、
卍
山
道
白
（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
）
が
二
卷
本

に
別
本
の
序
文
・
碑
記
文
・
贊
・
雪
峰
二
十
四
景
詩
な
ど
を
附
録
一
卷
と
し
て
加
え
て
出
版
し
た
三
卷
本
で
あ
る
。
附
録
の
末
尾
に

付
さ
れ
た
卍
山
の
後
書
き
に
據
れ
ば
、「
二
卷
録
中
有
大
師
之
年
譜
。
而
別
本
無
之
」（Z119-497a

～b

）
と
あ
る
か
ら
、
も
と
も

と
二
卷
本
に
收
載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

 
 

尚
、
普
菴
の
『
語
録
』
は
『
大
日
本
續
藏
經
（
卍
續
藏
經
）』
に
收
載
さ
れ
て
い
る
が
、
京
都
大
學
圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
い
る

『
續
藏
經
』
の
底
本
で
あ
る
「
藏
經
書
院
本
」
の
中
に
は
こ
の
『
語
録
』
の
底
本
は
殘
さ
れ
て
い
な
い
。

 
 

費
隱
と
木
陳
の
對
立
の
結
果
、
密
雲
の
十
二
卷
本
の
『
語
録
』
に
も
二
種
類
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
經
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲

の
拙
稿
「
費
隱
通
容
の
臨
濟
禪
と
そ
の
挫
折
―
木
陳
道
忞
と
の
對
立
を
巡
っ
て
―
」（『
禪
學
研
究
』
第
六
四
號
・
一
九
八
五
）
に
詳

し
い
。

 
 

賀
光
中
の
識
語
の
關
係
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 

　

是
譜
傳
自
大
埔
民
間
，
著
録
於
『
潮
州
藝
文
志
』，
無
刊
本
。
譜
中
「
校
」
作
「
較
」，「
檢
」
作
「
簡
」，
猶
避
明
諱
，
當
作
於
北

遊
之
前
。「
丙
申
一
歳
」
條
云
，「
播
北
遷
南
，
坐
不
席
暖
者
四
十
年
」。「
乙
卯
二
十
歳
」
條
云
，「
自
此
奔
走
道
途
，
歳
不
下
三
千

里
矣
」。
以
「
二
十
歳
後
」「
奔
走
四
十
年
」
推
之
，
當
作
於
順
治
十
三
年
六
十
歳
之
間
。
而
自
明
神
宗
萬
暦
二
十
四
年
丙
申
起
，
至

毅
宗
崇
禎
十
三
年
庚
辰
即
止
，
以
後
不
載
，
似
非
全
書
。
蓋
平
生
好
諍
，
自
謂
「
亦
多
譽
多
毀
」，
其
有
所
避
忌
，
移
寫
時
，
遂
芟

薙
之
歟
。（
新
嘉
坡
『
東
方
學
報
』
第
一
卷
・
第
一
期
・
一
九
五
七
、
三
〇
四
頁
）

 

　

尚
、
木
陳
の
詩
文
集
で
あ
る
『
百
城
集
』
三
十
卷
（
北
京
國
家
圖
書
館
所
藏
）
に
は
、
各
卷
の
卷
首
に
附
さ
れ
た
「
目
録
」
の
標

題
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
文
が
撰
述
さ
れ
た
年
次
と
場
所
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、『
年
譜
』
の
缺
を
あ
る
程
度
補
う
こ
と
が
で
き

る
（
但
し
卷
五
の
「
目
録
」
は
無
い
た
め
、
康
煕
九
年
か
ら
一
三
年
ま
で
の
、
平
陽
時
代
の
文
章
に
つ
い
て
は
年
次
・
場
所
が
不
明

で
あ
る
）。

（　

）
12

（　

）
13

（　

）
14

（　

）
15
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『
天
聖
広
灯
録
』
巻
八
「
黄
檗
章
」
訳
注
（
三
）

小
川
太
龍

　

拙
稿
は
『
天
聖
広
灯
録
』
巻
八
「
黄
檗
章
」
に
対
す
る
訳
注
の
第
三
回
目
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
黄
檗
章
」
の
訳
注
作

業
が
一
応
の
完
成
と
な
る
。

　

本
訳
注
稿
は
「
黄
檗
章
」
全
三
一
段
中
、
機
縁
話
を
中
心
と
す
る
前
段
一
三
段
（
前
々
号
『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』

第
一
四
号
、
二
〇
一
九
年
所
収
）
に
続
く
、
説
法
・
問
答
を
収
録
す
る
後
段
一
八
段
中
の
さ
ら
に
後
半
部
一
三
段
（
第
一
九
段
―
第

三
一
段
）
を
対
象
と
し
て
い
る
。
分
量
と
し
て
は
「
黄
檗
章
」
全
体
の
分
量
の
三
分
の
一
程
度
、
後
段
の
約
半
分
に
あ
た
る
。

な
お
後
段
の
前
半
部
五
段
（
第
一
四
段
―
第
一
八
段
）
は
、
前
号
『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
一
五
号
（
二
〇
二
〇

年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

前
々
号
収
載
の
【
前
言
】（
二
一
九
―
二
二
三
頁
）
で
述
べ
た
通
り
、
本
章
に
収
録
さ
れ
る
説
法
・
問
答
は
、
同
じ
く
黄
檗
希

運
（
？
―
八
五
〇
頃
）
の
『
伝
心
法
要
』『
宛
陵
録
』
の
内
容
と
は
重
な
ら
な
い
う
え
に
、
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
と
し
て
は
初
出

と
な
る
。
す
な
わ
ち
拙
稿
の
作
業
は
、
黄
檗
の
思
想
分
析
、
ひ
い
て
は
唐
代
禅
の
思
想
展
開
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
基
礎
と

な
る
。
な
お
略
号
・
凡
例
に
つ
い
て
も
前
々
号
の
【
略
号
・
凡
例
】（
二
二
四
―
二
二
五
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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目
次

一
九
、
見
る
と
は

二
〇
、
妄
念
を
起
こ
す
な

二
一
、
維
摩
の
一
黙

二
二
、
菩
提
に
身
を
潜
め
る

二
三
、
忍
辱
仙
人
と
歌
利
王
の
喩
え

二
四
、
然
灯
仏
授
記
が
な
さ
れ
た
時

二
五
、
得
ら
れ
る
真
理
な
ど
な
い

二
六
、
祖
師
の
心

二
七
、
真
の
仏
舎
利

二
八
、
参
禅
学
道
と
は

二
九
、
授
け
る
も
の
も
得
る
も
の
も
な
い

三
〇
、
一
切
の
分
別
を
離
れ
る
一
心
門

三
一
、
諡
号
、
塔
名

︻
一
九
︼

《
原
文
》

問
、「
既
言
、『
性
即
見
、
見
即
性
。』
秖
如
性
、
自
無
障
礙
、
無
剤
限
。
云
何
隔
物
即
不
見
。
又
於
虚
空
中
、
近
即
見
、
遠
即

不
見
者
、
如
何
。」
師
云
、「
此
是
你
妄
生
異
見
。
若
言
隔
物
不
見
、
無
物
言
見
、
便
謂
性
有
隔
礙
者
、
全
無
交
渉
。
性
且
非
見
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非
不
見
、
法
亦
非
見
非
不
見
。
若
見
性
人
、
何
処
不
是
我
之
本
性
。
所
以
六
道
四
生
・
山
河
大
地
、
総
是
我
之
性
浄
明
体
。
故

云
、『
見
色
便
見
心
。』
色
心
不
異
故
。
秖
為
取
相
作
見
聞
覚
知
、
去
却
前
物
、
始
擬
得
見
者
、
即
堕
二
乗
人
。
中
依
通
見
解
也
。

『
虚
空
中
、
近
則
見
、
遠
則
不
見
。』
此
是
外
道
中
収
。
分
明
道
、『
非
内
亦
非
外
、
非
近
亦
非
遠
。』『
近
而
不
可
見
者
、
万
物

之
性
也
。』
近
尚
不
可
見
、
更
道
遠
而
不
可
見
、
有
什
麽
意
智
。」

 

（
Ｇ
四
一
五
ｂ
―
四
一
六
ａ
）

《
訓
読
》

問
う
、「
既
に
『
性
は
即
ち
見
、
見
は
即
ち
性
』
と
言
え
る
に
、
秖た

如と

え
ば
性
、
自
ら
障
礙
無
く
、
剤
限
無
し
。
云い

か
ん何

が
物
を

隔
て
即
ち
見
ず
。
又ま

た
虚
空
中
に
於
い
て
、
近
き
は
即
ち
見
、
遠
き
は
即
ち
見
ざ
る
は
、
如い

か
ん何

」
と
。
師
云
わ
く
、「
此
は
是

れ
你
が
妄
り
に
異
見
を
生
ず
。
若も

し
物
に
隔
た
り
て
は
見
ず
と
言
い
、
物
無
く
ん
ば
見
ゆ
と
言
い
、
便す

な
わち

性
に
隔
礙
有
り
と
謂

わ
ば
、
全
く
交
渉
無
し
。
性
は
且し

ば
らく

見
に
非
ず
不
見
に
非
ず
、
法
は
亦ま

た
見
に
非
ず
不
見
に
非
ず
。
性
を
見
る
人
の
若ご

と

き
は
、

何い
ず
く処

か
我
の
本
性
に
不あ

ら
ざ是

る
。
所ゆ

以え

に
六
道
四
生
・
山
河
大
地
、
総
て
是
れ
我
の
性
浄
明
の
体
な
り
。
故
に
云
わ
く
、『
見
色

便す
な
わち

見
心
』
と
。
色
と
心
と
異
な
ら
ざ
る
故
に
。
秖た

だ
相
を
取
り
て
見
聞
覚
知
を
作な

す
に
、
前
物
を
去の

ぞ

却き
さ

り
て
、
始
め
て
見
を

擬ほ
っ

さ
ん
と
為
さ
ば
、
即
ち
二
乗
の
人
に
堕
す
。
依
通
の
見
解
に
中あ

た

る
な
り
。『
虚
空
中
に
、
近
く
ば
則
ち
見
え
、
遠
く
ば
則
ち

見
え
ず
』
と
。
此
は
是
れ
外
道
の
中
に
収
む
。
分
明
に
道い

う
『
内
に
非
ず
亦ま

た
外
に
非
ず
、
近
き
に
非
ず
亦ま

た
遠
き
に
非
ず
』

と
。『
近
き
て
見
る
べ
か
ら
ず
と
は
、
万
物
の
性
な
り
』
と
。
近
き
も
尚
お
見
る
べ
か
ら
ざ
る
に
、
更
に
遠
き
て
見
る
べ
か
ら

ず
と
道い

え
る
は
、
什な

麽ん

の
意
智
か
有
ら
ん
」
と
。
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《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「
先
ほ
ど
『
本
性
は
見
る
こ
と
で
あ
り
、
見
る
こ
と
は
本
性
で
あ
る
』
と
仰
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
本
性
は
自
ら
隔
た
り

も
、
際
限
も
な
い
と
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
で
は
、
物
質
が
遮
っ
て
見
え
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
空
間
に

お
い
て
近
く
で
は
見
え
る
が
、
遠
く
て
見
え
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
そ
の
よ
う
な
お
前
の
言
い
分
は
デ

タ
ラ
メ
で
間
違
い
だ
。
も
し
も
物
が
遮
っ
て
見
え
な
い
と
言
い
、
物
が
な
け
れ
ば
見
え
る
と
言
い
、
だ
か
ら
本
性
に
隔
た
り
が

あ
っ
て
妨
げ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
く
的
外
れ
だ
。
本
性
に
つ
い
て
言
え
ば
見
え
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
う
か
と
い

っ
て
見
え
な
い
こ
と
で
も
な
く
、
法
も
ま
た
見
え
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
見
え
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
本
性

を
見
る
と
言
う
な
ら
ば
、
ど
こ
が
自
己
の
本
性
で
は
な
い
と
い
う
の
か
。
つ
ま
り
、
ど
こ
で
あ
れ
全
世
界
す
べ
て
が
ま
る
ご
と

自
己
の
清
浄
に
し
て
円
か
な
る
本
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
色も

の

を
見
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
心
を
見
る
こ
と
だ
』
と
言
う
の
だ
。
そ

れ
は
色
と
心
と
が
異
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
特
定
の
相
を
対
象
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
し
て
、
目
の
前
の
遮
っ
て
い
る

物
を
取
り
除
い
て
、
そ
の
先
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
小
乗
の
見
解
で
あ
る
。
し
か
も
薬
で
得
る
よ
う
な
下
等
な
神
通
力
の
境
地

に
過
ぎ
な
い
。『
空
間
に
お
い
て
近
け
れ
ば
見
え
、
遠
け
れ
ば
見
え
な
い
』
と
い
う
の
は
、
仏
教
以
外
の
話
で
あ
る
。
ハ
ッ
キ

リ
と
言
う
で
は
な
い
か
、『〔
真
実
の
法
は
〕
内
で
は
な
く
、
ま
た
外
で
は
な
く
、
近
く
で
は
な
く
、
ま
た
遠
く
で
も
な
い
』
と
。

そ
し
て
『
近
く
に
あ
っ
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
物
事
の
本
質
で
あ
る
』
と
。
近
い
も
の
で
す
ら
見
え
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
や
遠
い
も
の
が
見
え
な
い
な
ど
と
言
う
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
料
簡
だ
」。

《
語
注
》

○
問
︑
既
言
︙
︙
如
何
　
質
問
者
は
性
と
見
を
一
体
と
す
る
黄
檗
の
教
示
（【
一
八
】）
を
承
け
た
う
え
で
、
①
障
害
物
の
有
無
や
、
②
距
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離
の
遠
近
に
よ
っ
て
物
が
見
え
た
り
見
え
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
問
う
。

○
師
云
︑
此
是
你
妄
生
異
見
︙
︙
全
無
交
渉
　
質
問
者
の
見
解
を
妄
見
と
し
て
退
け
る
。「
若
…
…
者
」
は
仮
定
を
導
く
句
法
。「
無
全
交

渉
」
は
肝
心
な
と
こ
ろ
と
無
関
係
、
的
外
れ
の
意
。『
宛
陵
録
』
第
一
六
段
に
も
「
若も

し
仏
道
は
是
れ
修
学
し
て
得
と
言
わ
ば
、
此か

く
の

如
き
見
解
は
全
く
交
渉
無
し
」〈
若
言
仏
道
是
修
学
而
得
、
如
此
見
解
全
無
交
渉
〉（
Ｇ
三
五
三
ｂ
―
三
五
四
ａ
）
と
見
え
る
。

○
性
且
非
見
非
不
見
︑
︙
︙
色
心
不
異
故
　
性
や
法
と
い
う
も
の
は
見
や
不
見
等
の
分
別
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
性
を
見

る
」
と
言
え
ば
、
見
え
な
い
と
い
う
立
場
を
生
み
出
し
、
分
別
の
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
見
る
と
い
う
主
体
も
見
え
る
客
体
も
一
体

で
あ
る
。『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
八
「
転
生
品
」
に
「
於
一
切
法
非
見
非
不
見
、
…
…
是
為
菩
薩
摩
訶
薩
得
浄
慧
眼
」（
Ｔ
五
・
四
三

ｂ
）
と
見
え
る
。「
六
道
四
生
・
山
河
大
地
、
総
是
我
之
性
浄
明
体
」
と
い
う
表
現
は
、【
一
四
】（
四
）
語
注
参
照
。「
見
色
便
見
心
」
は
、

目
に
見
え
る
事
象
は
心
が
現
れ
出
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
馬
祖
が
特
徴
的
に
用
い
る
（『
馬
祖
の
語
録
』
Ｃ
二
一
、
一
九
七
）。

○
秖
為
取
相
作
見
聞
覚
知
︑
︙
︙
中
依
通
見
解
也
　
質
問
の
①
障
害
物
が
あ
り
見
え
な
い
と
い
う
の
は
、
小
乗
の
見
解
だ
と
退
け
る
。

「
依
通
」
は
薬
や
護
符
に
よ
り
得
る
神
通
力
（『
宝
蔵
論
』「
離
微
体
浄
品
」
Ｔ
四
五
・
一
四
七
ｂ
）
で
、
五
通
（
道
通
・
神
通
・
依
通
・

報
通
・
妖
通
）
の
う
ち
の
一
つ
。

○
虚
空
中
︑
近
則
見
︑
遠
則
不
見
︙
︙
有
什
麽
意
智
　
質
問
の
②
距
離
の
遠
近
に
よ
り
見
え
な
い
と
い
う
の
は
、
外
道
の
見
解
だ
と
退
け

る
。「
非
内
亦
非
外
、
非
近
亦
非
遠
」
は
、『
華
厳
経
』
巻
一
二
「
菩
薩
十
無
尽
蔵
品
」
に
「
此
の
真
実
の
法
、
有
処
の
所
に
非
ず
、
無
処

の
所
に
非
ず
、
内
に
非
ず
外
に
非
ず
、
遠
に
非
ず
近
に
非
ず
」〈
此
真
実
法
非
有
処
所
、
非
無
処
所
、
非
内
非
外
、
非
遠
非
近
〉（「
六
十

華
厳
」
Ｔ
九
・
四
七
七
ａ
）
と
見
え
る
。
つ
づ
く
「
近
而
不
可
見
者
、
万
物
之
性
也
」
は
、『
肇
論
』
に
「
近
き
て
知
る
べ
か
ら
ず
と
は
、

其
れ
唯
だ
物
の
性
か
な
」〈
近
而
不
可
知
者
、
其
唯
物
性
乎
〉（
Ｔ
四
五
・
一
五
一
ａ
）
と
見
え
る
。

︻
二
〇
︼

《
原
文
》
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問
、「
学
人
不
会
。
和
尚
如
何
指
示
。」
師
云
、「
我
無
一
物
。
従
来
不
曽
将
一
物
与
人
。
你
無
始
已
来
、
秖
為
被
人
指
示
、
覓

契
覓
会
、
此
可
不
是
弟
子
与
師
倶
陥
王
難
。
你
但
知
、
一
念
不
受
、
即
是
無
受
身
、
一
念
不
想
、
即
是
無
想
身
、
決
定
不
遷
流

造
作
、
即
是
無
行
身
、
莫
思
量
卜
度
分
別
、
即
是
無
識
身
。
你
如
今
纔
瞥
起
一
念
、
即
入
十
二
因
縁
。
無
明
縁
行
、
亦
因
亦
果
。

乃
至
老
死
、
亦
因
亦
果
。
故
善
財
童
子
一
百
一
十
処
求
善
知
識
、
秖
向
十
二
因
縁
中
求
、
最
後
見
弥
勒
、
弥
勒
却
指
見
文
殊
。

文
殊
者
、
即
汝
本
地
無
明
。
若
心
心
別
異
、
向
外
求
善
知
識
者
、
一
念
纔
生
即
滅
、
纔
滅
又
生
。
所
以
汝
等
比
丘
、
亦
生
亦
老

亦
病
亦
死
。
酬
因
答
果
已
来
、
即
五
聚
之
生
滅
。
五
聚
者
五
陰
也
。
一
念
不
起
、
即
十
八
界
空
。
即
身
便
是
菩
提
花
果
、
即
心

便
是
霊
智
。
亦
云
、『
霊
台
。』
若
有
所
住
著
、
即
身
為
死
屍
。
亦
云
、『
守
死
屍
鬼
。』」

 

（
Ｇ
四
一
六
ａ
）

《
訓
読
》

問
う
、「
学
人
会
せ
ず
。
和
尚
如い

か
ん何

が
指
示
す
」
と
。
師
云
、「
我
に
一
物
無
し
。
従
来
曽
て
一
物
を
将も

っ

て
人
に
与あ

た

え
ず
。
你
、

無
始
已
来
、
秖た

だ
人
の
指
示
を
被
り
、
契
を
覓
め
会
を
覓
む
為
に
、
此こ

れ

可あ

に
是
れ
弟
子
と
師
と
倶
に
王
難
に
陥
る
に
あ
ら
ず
や
。

你
、
但
だ
知
れ
、
一
念
受
け
ざ
れ
ば
、
即
ち
是
れ
受
身
無
く
、
一
念
想
わ
ざ
れ
ば
、
即
ち
是
れ
想
身
無
く
、
決
定
し
て
遷
流
造

作
せ
ざ
れ
ば
、
即
ち
是
れ
行
身
無
く
、
思
量
卜
度
分
別
莫
く
ん
ば
、
即
ち
是
れ
識
身
無
き
こ
と
を
。
你
如い

今ま

纔
か
に
一
念
を
瞥

起
せ
ば
、
即
ち
十
二
因
縁
に
入
る
。
無
明
、
行
を
縁
じ
、
亦ま

た
因
な
り
亦ま

た
果
な
り
。
乃
至
老
死
も
、
亦ま

た
因
な
り
亦ま

た
果
な

り
。
故
に
善ぜ

ん

財ざ
い

童ど
う

子じ

、
一
百
一
十
の
処
に
善
知
識
を
求
む
る
も
、
秖た

だ
十
二
因
縁
中
向に

求
む
の
み
。
最
後
、
弥
勒
に
見ま

み

え
、
弥

勒
却
っ
て
文
殊
を
指
し
て
見ま

み

え
し
む
。
文
殊
と
は
、
即
ち
汝
が
本
地
の
無
明
な
り
。
若も

し
心
と
心
と
別
に
異
な
り
、
外
向に

善
知

識
を
求
め
な
ば
、
一
念
纔
か
に
生
ず
る
や
即
ち
滅
し
、
纔
か
に
滅
す
る
や
又ま

た
生
ず
る
な
り
。
所ゆ

以え

に
汝
等
比
丘
、
亦ま

た
生
な
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り
亦ま

た
老
な
り
亦ま

た
病
な
り
亦ま

た
死
な
り
。
因い

ん

に
酬む

く

い
果
に
答
え
て
已
来
、
即
ち
五
聚
の
生
滅
な
り
。
五
聚
と
は
五
陰
な
り
。

一
念
起
こ
ら
ざ
れ
ば
、
即
ち
十
八
界
空
な
り
。
即

ほ
か
な
らぬ

身
便す

な
わち

是
れ
菩
提
の
花
果
な
り
、
即

ほ
か
な
らぬ

心
便す

な
わち

是
れ
霊
智
な
り
。
亦ま

た
云

わ
く
、『
霊
台
』
と
。
若も

し
住
著
す
る
所
有
ら
ば
、
即
ち
身
、
死
屍
と
為な

る
。
亦ま

た
云
わ
く
、『
守
死
屍
鬼
』
と
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
和
尚
様
は
ど
の
よ
う
に
ご
教
導
く
だ
さ
い
ま
す
か
」。
師
、「
ワ
シ
は
何
も
持
ち
合
わ
せ
て

お
ら
ん
ぞ
。
こ
れ
ま
で
何
か
を
人
に
与
え
た
こ
と
な
ど
な
い
。
お
前
は
永
遠
の
過
去
か
ら
こ
れ
ま
で
、
た
だ
た
だ
人
に
教
え
を

仰
ぎ
、
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
て
来
た
た
め
に
、
こ
れ
は
ま
さ
に
『
弟
子
と
師
が
と
も
に
王
難
に
遭
う
』〔
と
喩
え
ら
れ
る
ほ

ど
の
罪
〕
で
は
な
い
か
。
お
前
は
た
だ
、
チ
ラ
リ
と
で
も
感
受
し
な
け
れ
ば
受
は
な
く
、
チ
ラ
リ
と
で
も
思
わ
な
け
れ
ば
想
は

な
く
、
決
し
て
流
れ
に
沿
っ
て
物
事
を
為
さ
な
い
な
ら
ば
行
は
な
く
、
思
慮
分
別
を
し
な
け
れ
ば
識
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
お
前
が
今
、
チ
ラ
リ
と
で
も
妄
念
を
起
こ
せ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
十
二
因
縁
に
陥
っ
て
し
ま
う
。〔
十

二
因
縁
の
始
ま
り
の
〕
無
明
（
＝
根
源
的
な
無
知
、
迷
い
）
が
行
を
生
み
、
そ
れ
は
原
因
と
な
り
結
果
と
な
る
。〔
順
々
に
十
二

因
縁
の
最
後
の
〕
老
死
ま
で
因
果
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
善
財
童
子
は
百
十
箇
所
に
師
を
求
め
ま
わ
る
も
、
結
局
は
十

二
因
縁
の
中
で
求
め
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
最
後
に
弥
勒
に
見ま

み

え
た
時
、
弥
勒
に
指
示
さ
れ
て
文
殊
に
見ま

み

え
た
。
文

殊
と
は
ほ
か
な
ら
ぬ
お
前
の
根
源
的
な
無
明
な
の
だ
。
も
し
も
心
と
心
と
が
別
で
あ
っ
て
、
外
に
師
を
求
め
る
な
ら
ば
、
一
念

が
チ
ラ
リ
と
生
じ
た
か
と
思
え
ば
た
ち
ま
ち
滅
し
、
滅
し
た
か
と
思
え
ば
ま
た
生
じ
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
お
前
た

ち
は
生
老
病
死
〔
と
い
う
十
二
因
縁
の
世
界
に
〕
に
陥
っ
て
い
る
の
だ
。
因
果
の
世
界
に
陥
い
っ
て
以
来
、
全
て
は
五
つ
の
集

ま
り
の
生
滅
で
あ
る
。
五
つ
の
集
ま
り
と
は
五
蘊
（
＝
色
・
受
・
想
・
行
・
識
）
で
あ
る
。
こ
の
一
念
さ
え
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
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た
ち
ま
ち
こ
の
世
界
は
空
と
な
る
。
他
で
も
な
い
こ
の
身
体
（
＝
色
）
こ
そ
が
悟
り
の
花
と
実
で
あ
り
、
他
で
も
な
い
こ
の
心

（
＝
受
・
想
・
行
・
識
）
こ
そ
が
こ
の
上
な
い
智
慧
で
あ
る
。
ま
た
『
霊
台
』
と
も
言
う
。
も
し
も
執
着
を
起
こ
せ
ば
、
こ
の
身

体
（
＝
色
）
は
た
だ
の
死
体
と
な
り
は
て
る
。
ま
た
〔
そ
の
心
（
＝
受
・
想
・
行
・
識
）
は
〕「
死
体
の
番
を
す
る
幽
鬼
」
と
も
言

え
よ
う
」。

《
語
注
》

○
問
︑
学
人
不
会
︒
和
尚
如
何
指
示　
質
問
者
は
【
一
八
】【
一
九
】
と
続
く
黄
檗
の
説
示
が
理
解
で
き
ず
に
、
更
な
る
教
示
を
求
め
る
。

「
学
人
不
会
」
と
述
べ
指
示
を
請
う
の
は
、
師
の
教
示
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
常
套
句
。

○
師
云
︑
我
無
一
物
︙
︙
此
可
不
是
弟
子
与
師
倶
陥
王
難
　
人
に
教
示
を
求
め
る
修
行
者
に
対
し
て
指
示
す
べ
き
も
の
な
ど
何
も
な
く
、

地
獄
行
き
だ
と
た
し
な
め
る
。「
不
曽
将
一
物
与
人
」
は
後
段
【
二
九
】
に
も
「
無
法
与
人
」
と
見
え
る
。
ま
た
、【
一
四
】（
五
）
に
同

意
表
現
の
、「
皆
見
掌
中
都
無
一
物
。
…
…
」
も
見
え
る
。
該
当
注
参
照
。「
与
え
る
も
の
な
ど
な
い
」
と
い
う
表
現
は
師
①
百
丈
の
語
録

に
も
、
弟
子
②
臨
済
の
語
録
に
も
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。
①
『
天
聖
広
灯
録
』
巻
九
「
百
丈
語
」「
別
に
法
の
人
に
与
う
る
有
る
者
、

比
外
道
と
名
づ
く
」〈
別
有
法
与
人
者
、
比
名
外
道
〉（
Ｇ
四
二
一
ａ
―
ｂ
）、
②
『
天
聖
広
灯
録
』
巻
一
一
「
臨
済
章
」「
山
僧
、
一
法
の

人
に
与
う
る
無
し
」〈
山
僧
無
一
法
与
人
〉（
Ｇ
四
四
五
ｂ
）。「
弟
子
与
師
倶
陥
王
難
」
は
、
王
難
の
具
体
的
な
内
容
は
不
明
だ
が
、
そ
の

ま
ま
の
形
が
『
首
楞
厳
経
』
巻
九
（
Ｔ
一
九
・
一
四
九
ｂ
―
一
五
一
ａ
）
に
九
箇
所
見
え
、
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
必
至
の
口
先
で
仏

法
を
貶
め
る
輩
を
指
す
。「
可
不
是
」
は
文
語
の
「
豈
不
是
」
に
あ
た
り
「
～
で
は
な
い
か
」
の
意
。

○
你
但
知
︙
︙
即
是
無
識
身
　
黄
檗
は
五
蘊
中
の
心
作
用
で
あ
る
「
受
・
想
・
行
・
識
」
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
、
そ
こ
に
心
を
傾
け
な
い
こ

と
の
み
を
知
れ
と
言
う
。「
卜
度
」
は
憶
測
に
よ
る
判
断
。
な
お
文
中
の
「
受
身
・
想
身
・
行
身
・
識
身
」
と
い
う
語
は
他
に
用
例
を
見

な
い
語
。
按
ず
る
に
以
下
の
二
種
の
可
能
性
が
あ
る
か
。
①
五
蘊
身
と
い
う
語
を
承
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
受
身
…
…
と
付
け
て
い
る
。
②
色

と
心
を
分
け
た
う
え
で
、
心
で
あ
る
「
受
・
想
・
行
・
識
」
を
そ
れ
ぞ
れ
色
で
あ
る
身
と
対
比
し
て
い
る
か
。
訳
で
は
①
の
立
場
を
取
っ
た
。
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○
你
如
今
纔
瞥
起
一
念
︙
︙
亦
生
亦
老
亦
病
亦
死
　
チ
ラ
リ
と
で
も
妄
念
を
起
こ
せ
ば
因
果
に
よ
る
輪
廻
の
苦
し
み
か
ら
抜
け
出
す
こ
と

は
叶
わ
ぬ
。
黄
檗
は
外
へ
求
め
る
こ
と
が
十
二
因
縁
の
連
環
に
陥
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
た
し
な
め
、『
華
厳
経
』「
入
法
界
品
」
に

見
え
る
善
財
童
子
の
弘
法
の
旅
と
、
十
二
因
縁
を
関
連
付
け
て
説
く
。
善
財
童
子
は
始
め
文
殊
の
勧
め
に
よ
り
求
道
の
旅
に
出
て
諸
方
を

め
ぐ
る
も
、
弥
勒
に
文
殊
こ
そ
が
真
の
善
知
識
で
あ
る
こ
と
を
教
示
さ
れ
、
再
び
文
殊
に
見
え
る
こ
と
に
よ
り
普
賢
世
界
に
入
る
。
黄
檗

は
そ
の
文
殊
が
十
二
因
縁
の
初
め
に
位
置
す
る
無
明
を
指
す
と
言
う
。
ま
た
善
財
童
子
が
百
十
箇
所
に
師
を
求
め
た
と
は
、
五
五
人
の
善

知
識
（
文
殊
は
二
回
）
が
自
ら
の
境
地
と
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
階
位
を
語
る
こ
と
に
よ
る
。「
六
十
華
厳
」
に
「
此
の
童
子
、
昔
、
頻
陀

伽
羅
城
に
お
い
て
、
文
殊
師
利
の
教
を
受
け
、
善
知
識
を
求
め
、
展
転
し
て
一
百
一
十
の
諸も

ろ

も
ろ
の
善
知
識
を
経
由
し
、
菩
薩
行
を
問

う
」〈
此
童
子
者
、
昔
於
頻
陀
伽
羅
城
、
受
文
殊
師
利
教
、
求
善
知
識
、
展
転
経
由
一
百
一
十
諸
善
知
識
、
問
菩
薩
行
〉（
巻
五
八
「
入
法

界
品
」
Ｔ
九
・
七
七
二
ｂ
）
と
見
え
、「
八
十
華
厳
」
巻
八
〇
「
入
法
界
品
」（
Ｔ
一
〇
・
四
三
九
ｂ
）
に
も
ほ
ぼ
同
意
文
が
見
え
る
。
な

お
李
通
玄
（
六
三
五
？
―
七
三
一
？
）
の
『
解
迷
顕
智
成
悲
十
明
論
』（
Ｔ
四
五
）
や
同
、『
華
厳
経
合
論
』
巻
九
二
「
入
法
界
品
」（
Ｚ

六
・
四
五
六
ａ
―
四
六
一
ｄ
）
も
善
財
童
子
の
旅
と
十
二
因
縁
を
絡
め
て
論
じ
る
が
、
善
財
童
子
の
旅
そ
の
も
の
が
十
二
因
縁
を
な
ぞ
る

と
は
言
わ
な
い
。「
若
心
心
別
異
」
は
、
本
来
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
心
を
迷
悟
の
二
心
に
分
け
る
こ
と
を
言
う
。【
一
四
】（
五
）

語
注
参
照
。

○
酬
因
答
果
已
来
︙
︙
亦
云
︑
守
死
屍
鬼
　
妄
念
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
一
切
は
空
に
帰
し
菩
提
が
現
前
す
る
。「
一
念
起
こ
ら
ざ
れ
ば
、

即
ち
十
八
界
空
な
り
…
…
即

ほ
か
な
らぬ

心
便す

な
わち

是
れ
霊
智
な
り
」
は
黄
檗
の
思
想
の
中
核
に
あ
た
り
、『
伝
心
法
要
』
第
五
段
に
「
若も

し
十
八
界

は
有
る
所
無
し
と
了
せ
ば
、
六
和
合
を
束
ね
て
一
精
明
と
為
す
。
一
精
明
と
は
即
ち
心
な
り
」〈
若
了
十
八
界
無
所
有
、
束
六
和
合
為
一

精
明
。
一
精
明
者
即
心
也
〉（
Ｇ
三
四
五
ｂ
）
と
言
う
に
同
じ
。
詳
細
は
拙
論
「『
伝
心
法
要
』
に
見
る
唐
代
禅
の
思
想
展
開

―
あ
り
の

ま
ま
の
馬
祖
禅
か
ら
空
に
回
帰
す
る
黄
檗
の
禅
へ
―
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
六
巻
一
号
、二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。「
霊
台
」

と
は
心
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
悟
り
に
喩
え
ら
れ
る
「
一
心
」
を
指
す
。『
荘
子
』「
雑
篇
、
庚
桑
楚
篇
第
二
三
」
に
「
霊
台
な
る
者

は
持
す
る
有
り
て
、
而し

か

も
其
の
持
す
る
所
を
知
ら
ず
、
而す

な
わち

持
す
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
」〈
霊
台
者
有
持
、
而
不
知
其
所
持
、
而
不
可
持

者
也
〉
と
あ
り
、
郭
象
（
二
五
二
―
三
一
二
）
の
注
に
、「
霊
台
者
、
心
也
」
と
見
え
る
（『
荘
子
集
釈
』
巻
八
上
、
王
孝
魚
点
校
、
中
華
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書
局
本
第
四
冊
、
一
九
六
一
年
、
七
九
三
―
七
九
四
頁
）。
ま
た
北
宋
の
『
御
製
秘
蔵
詮
』
に
は
「
霊
台
者
、
理
智
之
珠
」（
巻
一
五
、
Ｋ

三
五
・
八
九
〇
ａ
）、「
霊
台
者
、
真
心
也
」（
巻
二
一
、
Ｋ
三
五
・
九
二
四
ｂ
）
と
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。「
守
死
屍
鬼
」
は
死
体
の
守
を
す

る
鬼
で
、
こ
こ
で
は
相
に
執
着
し
輪
廻
に
陥
る
者
の
心
を
指
す
。「
守
屍
鬼
」
と
い
う
か
た
ち
で
『
寒
山
詩
』
に
「
饒た

と

い
你
、
得
仙
の
人

な
る
も
、
恰あ

た
かも

守
屍
の
鬼
に
似に

た
り
」〈
饒
你
得
仙
人
、
恰
似
守
屍
鬼
〉（
Ｃ
三
三
九
）
と
見
え
る
。

︻
二
一
︼

《
原
文
》

問
、「
浄
名
黙
然
、
文
殊
讃
歎
云
、『
是
真
入
不
二
法
門
。』
如
何
。」
師
云
、「
不
二
法
門
、
即
你
本
心
也
。
説
与
不
説
、
即
有

起
滅
。
無
言
説
時
、
無
所
顕
示
。
故
文
殊
讃
歎
。」
云
、「
浄
名
不
説
時
、
声
有
断
滅
否
。」
師
云
、「
語
即
黙
、
黙
即
語
。
語
黙

不
二
。
故
云
、『
声
之
実
性
亦
無
断
滅
、
文
殊
本
聞
亦
不
断
滅
。』
所
以
如
来
常
説
、
未
曽
有
不
説
時
。
如
来
説
即
是
法
、
法
即

是
説
。
法
説
不
二
故
。
乃
至
報
化
二
身
、
菩
薩
声
聞
、
山
河
大
地
、
水
鳥
樹
林
、
一
時
説
法
。
所
以
語
亦
説
、
黙
亦
説
、
終
日

説
而
未
嘗
説
。
既
若
如
是
、
但
以
黙
為
本
。」

 

（
Ｇ
四
一
六
ａ
―
ｂ
）

《
訓
読
》

問
う
、「
浄
名
黙
然
し
、
文
殊
讃
歎
し
て
云
わ
く
、『
是
れ
真
に
不
二
法
門
に
入
る
な
り
』
と
は
、
如い

か
ん何

」
と
。
師
云
わ
く
、

「
不
二
法
門
、
即

ほ
か
な
らぬ

你
が
本
心
な
り
。
説
と
不
説
と
は
、
即
ち
起
滅
有
り
。
言
説
無
き
時
、
顕
示
す
る
所
無
し
。
故
に
文
殊
讃

歎
す
」
と
。
云
わ
く
、「
浄
名
説
か
ざ
る
時
、
声
に
断
滅
有
り
否や

」
と
。
師
云
わ
く
、「
語
は
即
ち
黙
に
し
て
、
黙
は
即
ち
語
な
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り
。
語
黙
不
二
な
り
。
故
に
云
わ
く
、『
声
の
実
性
も
亦ま

た
断
滅
無
く
、
文
殊
の
本
聞
も
亦ま

た
断
滅
せ
ず
』
と
。
所ゆ

以え

に
如
来

常
に
説
き
、
未
だ
曽
て
説
か
ざ
る
時
有
ら
ず
。
如
来
の
説
は
即
ち
是
れ
法
に
し
て
、
法
は
即
ち
是
れ
説
な
り
。
法
と
説
と
不
二

の
故
に
。
乃
至
、
報
化
の
二
身
と
菩
薩
声
聞
、
山
河
大
地
と
水
鳥
樹
林
と
は
、
一
時
の
説
と
法
な
り
。
所ゆ

以え

に
語
も
亦ま

た
説
に

し
て
、
黙
も
亦ま

た
説
、
終
日
説
い
て
未
だ
嘗
て
説
か
ざ
る
な
り
。
既す

若で

に
是か

く
の
如
く
な
る
に
、
但
だ
黙
を
以
て
本
と
為
す
の

み
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「〔
経
典
に
は
〕
維
摩
が
沈
黙
し
、
文
殊
が
賛
嘆
し
て
『
こ
れ
こ
そ
誠
に
不
二
の
法
門
に
入
る
と
い
う
も
の
だ
』
と
言
っ

た
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
不
二
の
法
門
と
は
お
主
の
本
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
説
く
説
か
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
生
起
と
断
滅
が
あ
る
。〔
そ
れ
に
対
し
〕
言
説
が
無
い
時
に
は
、
説
か
れ
る
対
象
も
存

在
し
な
い
。
だ
か
ら
文
殊
は
褒
め
称
え
た
の
だ
」。
問
い
、「
で
は
、
維
摩
が
説
か
な
か
っ
た
時
に
は
、
音
声
に
断
滅
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「〔
そ
う
で
は
な
い
。〕
語
る
こ
と
こ
そ
沈
黙
で
あ
り
、
沈
黙
こ
そ
が
語
る
こ
と
だ
。
語
と
黙
と

は
二
つ
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、『
音
声
の
本
性
に
も
断
滅
は
な
く
、
文
殊
の
聴
聞
の
本
性
に
も
断
滅
は
な
い
』
と
言
う
の
だ
。

だ
か
ら
釈
迦
は
常
に
説
き
、
未
だ
か
つ
て
説
法
し
て
い
な
い
時
は
な
か
っ
た
の
だ
。
釈
迦
が
説
く
と
い
う
こ
と
〔
動
作
〕
は
、

説
か
れ
て
い
る
法
〔
対
象
〕
に
ほ
か
な
ら
ず
、
説
か
れ
て
い
る
法
〔
対
象
〕
は
、
ま
さ
し
く
説
く
と
い
う
こ
と
〔
動
作
〕
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
説
く
と
い
う
こ
と
と
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
二
つ
で
は
な
い
か
ら
だ
。
だ
か
ら
報
身
と
化
身
と
い
う

二
つ
の
仏
の
現
れ
と
、
そ
れ
を
聞
く
仏
弟
子
た
ち
、
さ
ら
に
山
河
大
地
、
鳥
や
木
々
と
い
う
の
も
、
全
て
説
き
、
説
か
れ
る
法

を
体
現
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
語
る
も
説
法
、
語
ら
ぬ
も
説
法
、
一
日
中
説
い
て
、
一
つ
も
説
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
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こ
の
よ
う
で
あ
る
以
上
、
た
だ
沈
黙
を
以
て
真
実
と
す
る
だ
け
だ
」。

《
語
注
》

○
浄
名
黙
然
︑
文
殊
讃
歎
云
︑
是
真
入
不
二
法
門
︒
如
何
　
質
問
者
は
い
わ
ゆ
る
維
摩
の
一
黙
に
つ
い
て
問
う
。
こ
の
質
問
は
『
維
摩
詰

所
説
経
』
巻
二
「
入
不
二
法
門
品
」
に
見
え
る
以
下
を
踏
ま
え
る
。
文
殊
の
主
張
を
維
摩
が
黙
し
て
示
し
、
文
殊
が
そ
れ
を
賛
嘆
し
「
不

二
の
法
門
に
入
る
と
は
、
無
言
無
説
、
無
示
無
識
に
し
て
問
答
を
離
れ
る
こ
と
だ
」
と
述
べ
る
（
Ｔ
一
四
・
五
五
一
ｃ
）。「
浄
名
」
は
維

摩
詰
（Vim

ala-kīrti
）
の
漢
訳
名
。「
不
二
法
門
」
は
相
対
の
分
別
を
絶
し
た
境
地
。

○
不
二
法
門
︑
即
你
本
心
也
︙
︙
故
文
殊
讃
歎
　
黄
檗
は
維
摩
の
沈
黙
は
自
ら
の
本
心
を
示
す
も
の
だ
と
答
え
る
。
一
心
を
得
る
に
は

「
黙
契
」
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と
は
『
伝
心
法
要
』『
宛
陵
録
』
を
通
し
て
計
六
度
説
か
れ
る
。
用
例
は
【
一
四
】（
一
）（
五
）（
六
）、

【
一
八
】
語
注
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

○
浄
名
不
説
時
︑
声
有
断
滅
否
　
説
・
不
説
に
起
滅
が
あ
る
と
い
う
黄
檗
の
説
を
承
け
て
、
維
摩
の
言
う
入
不
二
法
門
が
滅
に
あ
た
る
か

問
う
た
。

○
語
即
黙
︑
黙
即
語
︙
︙
既
若
如
是
︑
但
以
黙
為
本
　
語
と
黙
は
不
二
で
あ
り
、
ま
た
説
く
こ
と
と
、
説
か
れ
る
法
も
不
二
で
あ
り
、
世

界
が
不
可
分
で
あ
る
以
上
、
黙
契
す
る
の
み
だ
と
述
べ
る
。
語
黙
お
よ
び
一
切
を
同
一
視
し
た
例
が
『
宛
陵
録
』
第
一
〇
段
に
見
え
「
語

黙
動
静
、
一
切
声
色
、
尽
是
仏
事
」（
Ｇ
三
五
一
ｂ
―
三
五
二
ａ
）
と
言
う
。「
声
之
実
性
亦
無
断
滅
、
文
殊
本
聞
亦
不
断
滅
」
と
は
言
説

が
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
声
と
聞
の
本
性
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
言
う
。
以
下
の
『
首
楞
厳

経
』
巻
六
の
文
殊
の
偈
の
要
約
と
考
え
ら
れ
る
。「
声
無
き
を
無
聞
と
号
す
れ
ど
も
、
実
に
聞
の
性
無
き
に
は
非
ず
。
声
無
き
も
既
に
滅

す
る
無
く
、
声
有
る
も
亦ま

た
生
ず
る
に
非
ず
。
生
滅
の
二
つ
円ま

ど
かに

離
る
、
是
れ
則
ち
常
の
真
実
な
り
。
…
…
衆
生
、
本
聞
を
迷

み
う
し
ない

て
、
声

に
循し

た
がう

が
故
に
流
転
す
」〈
無
声
号
無
聞
、
非
実
聞
無
性
。
声
無
既
無
滅
、
声
有
亦
非
生
。
生
滅
二
円
離
、
是
則
常
真
実
。
…
…
衆
生
迷

本
聞
、
循
声
故
流
転
〉（
Ｔ
一
九
・
一
三
一
ａ
）。「
報
化
二
身
」
は
仏
の
三
身
の
法
身
を
除
い
た
報
身
と
化
身
の
二
身
。
法
身
は
仏
の
無
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相
の
真
理
で
あ
り
、
報
身
と
化
身
は
そ
こ
か
ら
特
定
の
相
を
取
っ
て
現
れ
た
も
の
。
報
身
は
修
行
の
果
報
に
よ
り
現
れ
た
仏
の
姿
、
化
身

は
衆
生
済
度
の
方
便
の
た
め
の
仏
の
姿
。『
伝
心
法
要
』
第
五
段
で
も
三
身
を
引
い
た
後
、
報
化
二
身
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

「
報
身
・
化
身
は
皆
な
機
に
随
い
感
じ
現
じ
、
…
…
故
に
曰
わ
く
、『
報
化
は
真
仏
に
非
ず
。
亦ま

た
説
法
す
る
者
に
非
ず
』（『
金
剛
般
若
波

羅
蜜
経
論
』
Ｔ
二
五
・
七
八
四
ｂ
）
と
」〈
報
身
・
化
身
皆
随
機
感
現
、
…
…
故
曰
、『
報
化
非
真
仏
。
亦
非
説
法
者
』〉（
Ｇ
三
四
五
ｂ
）。

「
菩
薩
声
聞
」
は
大
乗
と
小
乗
の
徒
の
意
。
先
の
「
報
化
二
身
」
と
対
と
な
り
、「
報
化
二
身
、
菩
薩
声
聞
」
で
種
々
の
仏
の
相
と
様
々
な

仏
弟
子
を
示
す
。「
水
鳥
樹
林
」
は
、『
観
無
量
寿
経
』
に
「
水
鳥
樹
林
及
び
諸
仏
と
、
出
だ
す
所
の
音
声
、
皆
な
妙
法
を
演
ぶ
」〈
水
鳥

樹
林
及
与
諸
仏
、
所
出
音
声
、
皆
演
妙
法
〉（
Ｔ
一
二
・
三
四
四
ｂ
）
と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
「
山
河
大
地
」「
水
鳥
樹
林
」
で
仏
や
仏
弟

子
だ
け
で
な
く
世
界
全
て
が
説
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。「
終
日
説
而
未
嘗
説
」
は
、
以
下
の
僧
肇
（
三
七
四
・
三
八
四
―
四
一
五
）『
注

維
摩
詰
経
』
巻
二
「
弟
子
品
」
の
説
を
踏
ま
え
る
。

「
夫
れ
法
を
説
く
と
は
、
説
く
こ
と
無
く
示
す
こ
と
な
し
。
其
れ
法
を
聴
く
と
は
、
聞
く
こ
と
無
く
得
る
こ
と
無
し
」（『
維
摩
経
』
巻
一

「
弟
子
品
」
Ｔ
一
四
・
五
四
〇
ａ
）。
肇
曰
く
、「
無
説
は
豈
に
言
わ
ざ
る
と
曰
わ
ん
や
。
能
く
其
の
説
く
所
無
き
を
謂
う
。
無
聞
は
豈
に

聴
か
ざ
る
と
曰
わ
ん
や
。
能
く
其
の
聞
く
所
無
き
を
謂
う
。
其
の
説
く
所
無
き
が
故
に
、
終
日
説
い
て
未
だ
嘗
て
説
か
ざ
る
な
り
。
其
の

聞
く
所
無
き
が
故
に
、
終
日
聞
い
て
未
だ
嘗
て
聞
か
ざ
る
な
り
。
…
…
」
と
〈「
夫
説
法
者
、
無
説
無
示
。
其
聴
法
者
、
無
聞
無
得
。」
肇

曰
、「
無
説
豈
曰
不
言
。
謂
能
無
其
所
説
。
無
聞
豈
曰
不
聴
。
謂
能
無
其
所
聞
。
無
其
所
説
故
、
終
日
説
而
未
嘗
説
也
。
無
其
所
聞
故
、

終
日
聞
而
未
嘗
聞
也
。
…
…
」〉（
Ｔ
三
八
・
三
四
七
ｂ
）。

『
宛
陵
録
』
第
一
〇
段
も
こ
れ
を
引
き
以
下
の
よ
う
に
言
う
。「
終
日
説
く
も
何
ぞ
曽
て
説
か
ん
、
終
日
聞
く
も
何
ぞ
曽
て
聞
か
ん
。
所ゆ

以え

に
釈
迦
、
四
十
九
年
説
く
も
、
未
だ
曽
て
一
字
も
説と著
か
ず
」〈
終
日
説
何
曽
説
、
終
日
聞
何
曽
聞
。
所
以
釈
迦
四
十
九
年
説
、
未
曽
説

著
一
字
〉（
Ｇ
三
五
二
ａ
）。
ま
た
『
伝
心
法
要
』
第
一
五
段
に
は
こ
れ
に
通
じ
る
、「
終
日
喫
飯
未
曽
咬
著
一
粒
米
、
終
日
行
未
曽
踏
著

一
片
地
」（
Ｇ
三
四
九
ａ
）
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
な
お
『
宛
陵
録
』
第
一
二
段
（
Ｇ
三
五
二
ｂ
）
は
、
出
典
元
と
な
る
『
維
摩
経
』

の
「
夫
説
法
者
…
…
無
聞
無
得
」
を
引
く
。
ま
た
【
三
〇
】
に
は
「
終
日
生
而
無
生
、
終
日
滅
而
無
滅
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。「
既

若
」
で
「
～
で
あ
る
か
ら
に
は
」
の
意
。
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︻
二
二
︼

《
原
文
》

問
、「『
声
聞
人
蔵
形
於
三
界
、
不
能
蔵
於
菩
提
者
。』
如
何
。」
師
云
、「
形
者
質
也
。
声
聞
人
但
能
断
三
界
見
修
。
已
離
煩
悩
、

不
能
蔵
於
菩
提
。
故
還
被
魔
王
於
菩
提
中
捉
得
、
於
林
中
宴
坐
、
還
成
微
細
見
菩
提
心
也
。
菩
薩
人
已
於
三
界
、
菩
提
決
定
不

捨
不
取
。
不
取
故
、
七
大
中
覓
他
不
得
。
不
捨
故
、
外
魔
亦
覓
他
不
得
。
你
但
擬
著
一
法
、
印
子
早
成
也
。
印
著
有
、
即
六
道

四
生
文
出
。
印
著
空
、
即
無
相
文
現
。
如
今
但
知
決
定
不
印
一
切
物
、
此
印
為
虚
空
、
不
一
不
二
。
空
本
不
空
、
印
本
不
有
。

十
方
虚
空
世
界
諸
仏
出
世
、
如
見
電
光
一
般
、
観
一
切
蠢
動
含
霊
、
如
響
一
般
。
見
十
方
微
塵
国
土
、
恰
似
海
中
一
滴
水
相
似
、

聞
一
切
甚
深
法
、
如
幻
如
化
。
心
心
不
異
、
法
法
不
異
。
乃
至
千
経
万
論
、
秖
為
你
之
一
心
。
若
能
不
取
一
切
相
、
故
言
『
如

是
一
心
中
、
方
便
勤
荘
厳
。』」

 

（
Ｇ
四
一
六
ｂ
）

《
訓
読
》

問
う
、「『
声
聞
の
人
、
形
を
三
界
に
蔵
す
も
、
菩
提
に
蔵
す
こ
と
能
わ
ず
』
と
は
、
如い

か
ん何

」
と
。
師
云
わ
く
、「
形
と
は
質
な

り
。
声
聞
の
人
は
但
だ
能
く
三
界
の
見
修
を
断
つ
。
已
に
煩
悩
を
離
れ
、
菩
提
に
蔵
す
こ
と
能
わ
ず
。
故
に
還
っ
て
魔
王
に
菩

提
中
に
捉
得
せ
ら
れ
、
林
の
中
に
宴
坐
す
る
も
、
還
っ
て
微み

細さ
い

を
成
し
菩
提
心
を
見
る
な
り
。
菩
薩
の
人
は
已
に
三
界
に
お
い

て
、
菩
提
、
決
定
し
て
捨
て
ず
取
ら
ざ
る
な
り
。
取
ら
ざ
る
故
に
、
七
大
中
に
他か

れ

を
覓
む
る
も
得
ず
。
捨
て
ざ
る
故
に
、
外げ

魔ま

も
亦ま

た
他か

れ

を
覓
む
る
も
得
ず
。
你
、
但
だ
一
法
を
擬も

著と

む
れ
ば
、
印
子
早つ

と

に
成
る
な
り
。
有
に
印お著
せ
ば
、
即
ち
六
道
四
生
文

出
し
、
空
に
印お著
せ
ば
、
即
ち
無
相
文
現
る
。
如い今
ま
但
だ
決
定
し
て
一
切
物
に
印
せ
ざ
る
こ
と
の
み
を
知
れ
ば
、
此
の
印
、
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虚
空
為た

り
て
、
一
な
ら
ず
二
な
ら
ず
。
空
は
本
と
空
な
ら
ざ
る
に
、
印
は
本
と
有
な
ら
ず
。
十
方
虚
空
世
界
の
諸
仏
出
世
は
、

電
光
の
一
般
を
見
る
が
如
く
、
一
切
の
蠢
動
含
霊
を
観
ぜ
ば
、
響
の
一
般
の
如
し
。
十
方
微
塵
国
土
を
見
る
に
、
恰あ

た
かも

海
中
の

一
滴
の
水
と
相
い
似
る
が
似ご

と

く
、
一
切
の
甚
深
の
法
を
聞
く
も
、
幻
の
如
く
化
の
如
し
。
心
と
心
と
異
な
ら
ず
、
法
と
法
と
異

な
ら
ず
。
乃
至
、
千
経
万
論
は
、
秖た

だ
你
の
一
心
為た

る
の
み
。
若も

し
能
く
一
切
の
相
を
取
ら
ざ
れ
ば
、
故
に
言
う
『
是か

く
の
如

き
一
心
の
中
に
、
方
便
し
て
勤
め
て
荘
厳
す
』
と
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「〔
良
く
言
わ
れ
る
〕『
声
聞
の
徒
は
現
象
世
界
（
＝
三
界
）
に
身
（
＝
形
）
を
潜
め
る
が
、
悟
り
に
は
潜
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
形
と
は
身
体
の
こ
と
だ
。
声
聞
の
徒
は
、
三
界
に
お
い
て
邪
悪
な
思
い

や
、
煩
悩
の
盛
ん
な
る
を
断
つ
こ
と
が
で
き
る
の
み
だ
。
煩
悩
を
す
で
に
離
れ
て
い
る
の
で
、
悟
り
に
身
を
潜
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
だ
か
ら
魔
王
に
悟
り
の
中
か
ら
引
き
ず
り
だ
さ
れ
、
静
か
に
林
の
中
で
坐
っ
て
い
て
も
、
細
か
な
煩
悩
を
生
じ
て
悟

り
を
求
め
る
心
を
見
て
し
ま
う
。〔
そ
れ
に
引
き
換
え
〕
大
乗
の
徒
は
、
こ
の
三
界
に
お
り
な
が
ら
悟
り
を
捨
て
る
こ
と
も
取

る
こ
と
も
決
し
て
し
な
い
。
取
ら
な
い
が
た
め
に
、
こ
の
世
界
を
ど
ん
な
に
細
か
く
分
析
し
て
も
彼
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
捨
て
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
た
め
、
魔
王
も
彼
を
引
き
ず
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
前
が
な
に
か
一
つ
で
も
執
着
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
ハ
ン
コ
と
い
う
も
の
が
で
き
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
有
に
押
せ
ば
、
こ
の
輪
廻
す
る
世
界
と
様
々
な

生
ま
れ
と
い
う
印
文
を
生
じ
さ
せ
、
空
に
押
せ
ば
無
相
と
い
う
印
文
が
現
れ
る
。
決
し
て
何
物
に
も
印
を
押
さ
な
い
と
い
う
こ

と
の
み
を
知
れ
ば
、
こ
の
印
は
虚
空
で
あ
っ
て
、
一
つ
で
も
二
つ
で
も
な
い
。
空
は
本
来
、
空
で
は
な
い
か
ら
、
印
は
も
と
も

と
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
十
方
に
広
が
る
こ
の
虚
空
の
世
界
に
出
現
す
る
数
多
の
仏
と
は
稲
妻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
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全
て
の
蠢
く
も
の
は
コ
ダ
マ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
の
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
世
界
と
は
、
ち
ょ
う
ど
大
海
の
中

の
一
滴
の
水
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
全
て
の
奥
深
い
教
え
を
聞
く
と
い
う
も
、
そ
れ
は
夢
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
瞬
一
瞬
の
心
は
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
の
モ
ノ
は
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
幾
千
万
も
の
経
論
に
及

ぶ
ま
で
す
べ
て
は
た
だ
お
前
の
一
心
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
相
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
こ
そ
、『
こ
の
よ
う
な
一
心
で

あ
っ
て
こ
そ
、
仏
の
方
便
や
飾
り
が
許
さ
れ
る
の
だ
』
と
言
え
る
の
だ
」。

《
語
注
》

○
問
︑
声
聞
人
蔵
形
於
三
界
︑
不
能
蔵
於
菩
提
者
︒
如
何
　
声
聞
が
三
界
に
身
を
隠
せ
て
も
、
悟
り
の
中
に
身
を
隠
せ
な
い
。
と
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
る
。
こ
の
言
葉
は
言
及
の
仕
方
か
ら
当
時
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
も
の
と
思
し
い
が
他
に
用
例
を
見
な
い
。

「
声
聞
」
は
小
乗
の
徒
で
あ
る
仏
の
教
え
を
聞
い
て
悟
る
者
。【
二
一
】
語
注
参
照
。

○
師
云
︑
形
者
質
也
︙
︙
不
捨
故
︑
外
魔
亦
覓
他
不
得
　
黄
檗
は
声
聞
の
徒
は
三
界
と
菩
提
を
分
別
す
る
か
ら
悟
り
に
身
を
隠
す
こ
と
が

で
き
ず
、
大
乗
の
徒
は
三
界
と
菩
提
を
分
別
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
悟
り
の
中
に
身
を
隠
す
こ
と
が
で
き
る
と
答
え
る
。
声
聞
道
の
至
ら
な

い
こ
と
は
『
伝
心
法
要
』
第
三
段
（
Ｇ
三
四
三
ｂ
）、
第
四
段
（
Ｇ
三
四
四
ｂ
）、
第
五
段
（
Ｇ
三
四
五
ａ
）
に
お
い
て
も
説
か
れ
る
。

「
三
界
」
は
こ
の
現
象
世
界
の
意
味
、【
一
四
】（
二
）
語
注
参
照
。「
見
修
」
は
五
つ
の
汚
れ
で
あ
る
五
濁
（
＝
劫
濁
・
見
濁
・
煩
悩
濁
・

衆
生
濁
・
命
濁
）
中
の
見
濁
（
＝
よ
こ
し
ま
な
思
想
の
は
び
こ
り
）
と
煩
悩
濁
（
＝
煩
悩
の
は
び
こ
り
）
を
指
す
。
見
修
に
つ
い
て
黄
檗

は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
道
暹
（
生
没
年
未
詳
、
唐
代
天
台
僧
）
の
『
法
華
経
文
句
輔
正
記
』
巻
四
に
「
見
修
と
は
、
見
は
即
ち

見
濁
、
修
は
即
ち
煩
悩
濁
な
り
、
専
ら
此
の
二
つ
に
由
る
な
り
」〈
見
修
者
、
見
即
見
濁
、
修
即
煩
悩
濁
、
専
由
此
二
也
〉（
Ｚ
四
五
・
六

七
ｄ
）
と
見
え
る
。「
魔
王
於
菩
提
中
捉
得
」
は
『
維
摩
経
』
巻
一
「
菩
薩
品
」
に
見
え
る
以
下
の
話
を
踏
ま
え
る
。「
静
室
」
に
居
た
持

世
菩
薩
の
所
に
、
帝
釈
天
に
化
け
た
魔
王
波
旬
が
や
っ
て
来
て
、
所
有
す
る
天
女
を
供
養
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
。
持
世
菩
薩
は
、
そ
れ

を
拒
絶
す
る
も
波
旬
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
や
っ
て
来
た
維
摩
は
、
波
旬
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
や
り
込
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め
、
見
抜
け
な
か
っ
た
持
世
菩
薩
を
た
し
な
め
る
（
Ｔ
一
四
・
五
四
三
ａ
―
ｂ
）。「
於
林
中
宴
坐
、
還
成
微
細
見
菩
提
心
」
も
同
「
弟
子

品
」
に
見
え
る
以
下
の
話
を
踏
ま
え
る
。
林
中
に
宴
坐
（
＝
静
か
な
坐
禅
）
す
る
舎
利
弗
に
、
維
摩
は
、
釈
迦
が
認
め
る
真
の
宴
坐
（
＝

「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
に
入
る
、
是
れ
宴
坐
と
為
す
〈
不
断
煩
悩
而
入
涅
槃
、
是
為
宴
坐
〉」
等
）
を
説
く
（
Ｔ
一
四
・
五
三
九
ｃ
）。

「
微
細
」
は
細
か
な
煩
悩
。【
一
四
】（
二
）
語
注
参
照
。「
不
捨
不
取
」
は
黄
檗
の
不
即
不
離
の
立
場
を
示
す
。【
一
四
】（
三
）、【
一
九
】

を
参
照
。
ま
た
「
不
取
不
捨
」
の
か
た
ち
が
【
一
四
】（
三
）
に
見
え
る
の
で
語
注
も
参
照
。「
七
大
」
は
『
首
楞
厳
経
』
巻
三
に
見
え
る
、

地
・
水
・
火
・
風
・
空
・
見
・
識
の
七
つ
の
こ
の
世
界
の
原
理
（
Ｔ
一
九
・
一
一
九
ａ
）。「
外
魔
」
は
天
魔
を
言
い
、
狭
義
に
は
第
六
天

の
王
で
あ
る
波
旬
を
指
す
。

○
你
但
擬
著
一
法
︑
印
子
早
成
也
︙
︙
印
本
不
有
　
執
着
を
起
こ
せ
ば
た
ち
ま
ち
万
法
が
生
じ
る
こ
と
を
言
う
。
決
し
て
執
着
す
る
こ
と

な
く
、
空
と
見
る
こ
と
も
執
着
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
印
と
印
文
を
、
執
着
す
る
こ
と
と
、
執
着
に
よ
り
生
じ
る
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
喩
え

る
。
こ
れ
は
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
二
七
「
師
子
吼
菩
薩
品
」
に
見
え
る
、
諸
法
の
生
じ
る
様
を
印
と
印
泥
（
＝
印
肉
）
に
よ
り
成
さ
れ
た

印
文
に
喩
え
た
一
説
を
踏
ま
え
る
（
Ｔ
一
二
・
七
八
〇
ｃ
）。
ま
た
『
宗
鏡
録
』
巻
一
一
（
Ｔ
四
八
・
四
七
七
ａ
）
に
「
黄
檗
和
尚
云
」

と
し
て
、
字
句
の
異
同
が
あ
る
も
「
你
但
擬
著
一
法
…
…
秖
為
你
之
一
心
」
の
箇
所
が
引
か
れ
る
。
な
お
『
伝
心
法
要
』
第
五
段
（
Ｇ
三

四
五
ｂ
）
に
も
印
と
印
文
の
喩
え
が
見
え
る
が
用
法
が
異
な
る
。『
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
Ｃ
五
二
―
五
三
の
該
当
箇
所
注
も
併
せ
て
参

照
。

○
十
方
虚
空
世
界
︑
諸
仏
出
世
︙
︙
如
是
一
心
中
︑
方
便
勤
荘
厳
　
一
切
は
空
で
あ
る
ゆ
え
に
夢
幻
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
心
よ
り
出
ず
る

と
述
べ
る
。
諸
仏
と
蠢
動
含
霊
を
取
り
上
げ
同
位
に
扱
う
例
が
『
伝
心
法
要
』
に
二
箇
所
（
第
一
段
Ｇ
三
四
二
ｂ
、
第
三
段
Ｇ
三
四
四

ａ
）、『
宛
陵
録
』
に
一
箇
所
（
第
一
六
段
Ｇ
三
五
二
ｂ
）
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。「
見
十
方
微
塵
国
土
、
恰
似
海
中
一
滴
水
相
似
」
は
三
千

大
千
世
界
中
の
一
世
界
を
大
海
の
ひ
と
滴
に
喩
え
る
。
こ
れ
は
永
嘉
玄
覚
（
六
六
五
―
七
一
三
）
の
『
証
道
歌
』
の
一
節
「
大
千
沙
界
は

海
中
の
漚あ

わ

、
一
切
聖
賢
は
電
払
の
如
し
」〈
大
千
沙
界
海
中
漚
、
一
切
聖
賢
如
電
払
〉（
Ｔ
四
八
・
三
九
六
ｃ
）
と
同
様
に
、
一
切
法
が
夢

幻
で
あ
る
喩
え
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
伝
心
法
要
』
第
一
三
段
（
Ｇ
三
四
八
ｂ
）
も
引
い
て
い
る
。「
心
心
不
異
、
法
法
不
異
」「
千
経

万
論
、
秖
為
你
之
一
心
」
は
同
意
表
現
が
見
え
る
、【
一
四
】（
五
）
語
注
を
合
わ
せ
て
参
照
。「
如
是
一
心
中
、
方
便
勤
荘
厳
」
は
『
梵
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網
経
』
下
巻
の
偈
文
（
Ｔ
二
四
・
一
〇
一
〇
ａ
）
で
、『
宛
陵
録
』
第
五
段
（
Ｇ
三
五
〇
ａ
）
も
引
く
。

︻
二
三
︼

《
原
文
》

問
、「
如
『
我
昔
為
歌
利
王
割
截
身
体
。』
如
何
。」
師
云
、「
仙
人
者
、
即
是
你
心
、
歌
利
王
者
、
好
求
也
。
不
守
王
位
、
謂
之

貪
利
。
如
今
学
人
積
功
累
徳
、
見
者
便
擬
学
、
与
歌
利
王
何
別
。
如
見
色
時
、
壊
却
仙
人
眼
、
聞
声
時
、
壊
却
仙
人
耳
。
乃
至

覚
知
時
、
亦
復
如
是
、
喚
作
『
節
節
支
解
』。」
云
、「
秖
如
仙
人
忍
時
、
不
合
更
有
節
節
支
解
。
不
可
一
心
忍
、
一
心
不
忍

也
。」
師
云
、「
你
作
無
生
見
・
忍
辱
解
・
無
求
解
、
総
是
傷
損
。」
云
、「
仙
人
被
割
時
、
還
知
痛
否
。」
師
云
、「
痛
。」
云
、

「
此
中
無
受
者
、
是
誰
受
痛
。」
師
云
、「
你
既
不
痛
、
出
頭
来
覓
箇
什
麽
。」

 

（
Ｇ
四
一
六
ｂ
―
四
一
七
ａ
）

《
訓
読
》

問
う
、「『
我
れ
昔
、
歌
利
王
の
為
に
身
体
を
割
截
せ
ら
る
』
と
い
う
如
き
は
、
如い

か
ん何

」
と
。
師
云
わ
く
、「
仙
人
と
は
、
即
ち

是
れ
你
の
心
に
し
て
、
歌
利
王
と
は
、
好
み
求
む
る
な
り
。
王
位
を
守
ら
ざ
る
は
、
之
を
貪
利
と
謂
う
。
如い今
ま
の
学
人
の
積

功
累
徳
し
、
見
て
は
便す

な
わち

学
を
擬ほ

っ

さ
ん
と
す
る
は
、
歌
利
王
と
何
ぞ
別
な
ら
ん
。
色
を
見
る
時
は
、
仙
人
の
眼
を
壊
却
し
、
声

を
聞
く
時
は
、
仙
人
の
耳
を
壊
却
す
る
が
如
し
。
乃
至
、
覚
知
の
時
も
、
亦ま復
た
是か

く

の
如
き
ん
ば
、
喚
び
て
『
節
節
支
解
』
と

作な

す
」
と
。
云
わ
く
、「
秖た

如と

え
ば
仙
人
の
忍た

う
る
時
、
合ま

さ

に
更
に
節
節
支
解
有
る
べ
か
ら
ず
。
一
心
も
て
忍た

う
べ
か
ら
ず
、

一
心
は
忍た

え
ざ
る
な
り
」
と
。
師
云
わ
く
、「
你
、
無
生
見
・
忍
辱
解
・
無
求
解
を
作な

さ
ば
、
総
て
是
れ
傷
損
す
」
と
。
云
わ
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く
、「
仙
人
割
せ
ら
る
る
時
、
還は

た
痛
む
を
知
る
否や

」
と
。
師
云
わ
く
、「
痛
む
」
と
。
云
わ
く
、「
此こ

中こ

に
受
く
る
者
無
し
、

是
れ
誰
か
痛
み
を
受
く
」
と
。
師
云
わ
く
、「
你
既
に
痛
ま
ざ
る
に
、
出
頭
し
来
り
て
箇
の
什な

麽に

を
か
覓
め
ん
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「〔
経
典
に
見
え
る
〕『
私
は
昔
、
歌
利
王
に
よ
り
身
体
を
斬
り
割
か
れ
た
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。
師
、

「
忍
辱
仙
人
と
い
う
の
は
、
お
前
の
一
心
に
ほ
か
な
ら
ず
、
歌
利
王
と
は
、
選
り
好
み
を
し
求
め
回
る
こ
と
だ
。
王
座
を
離
れ

る
と
は
、
貪
り
執
着
す
る
こ
と
だ
。
近
頃
の
修
行
者
の
功
徳
ば
か
り
積
み
、
何
か
見
て
は
学
び
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
歌
利

王
と
ど
こ
が
違
お
う
か
。
相
を
見
る
時
は
、
仙
人
（
＝
一
心
）
の
眼
を
潰
し
、
音
声
を
聞
く
時
は
、
仙
人
（
＝
一
心
）
の
耳
を
潰

す
、
そ
し
て
覚
知
の
時
も
同
様
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
『
身
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
』
と
言
う
の
だ
」。
問
い
、「〔
そ
う
で
あ
れ

ば
〕
仙
人
が
耐
え
忍
ん
だ
時
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。〔
そ
れ
は
〕
一
心
を
も
っ
て
耐
え
る
と
い
う
こ

と
は
な
く
、
一
心
は
耐
え
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
」。
師
、「
お
前
が
、
生
じ
な
い
、
忍
辱
、
無
求
な
ど
の
見
解
を
起
こ

す
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
〔
一
心
〕
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
」。
問
い
、「
仙
人
は
切
り
裂
か
れ
た
時
、
苦
痛
を
感
じ
た
の
で

し
ょ
う
か
」。
師
、「
痛
い
」。
問
い
、「
こ
こ
に
痛
み
を
受
け
る
者
は
い
な
い
の
に
、
誰
が
苦
痛
を
受
け
ま
し
ょ
う
か
」。
師
、

「
痛
く
な
い
と
い
う
な
ら
ば
お
前
は
、
ノ
コ
ノ
コ
や
っ
て
き
て
何
を
求
め
て
お
る
の
だ
」。

《
語
注
》

○
問
︑
如
我
昔
為
歌
利
王
割
截
身
体
︒
如
何
　
忍
辱
仙
人
が
歌
利
王
に
身
体
を
斬
り
割
か
れ
た
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
尋
ね
た
。
仏
の

前
世
で
あ
る
忍
辱
仙
人
と
歌
利
王
（kali·ngarāja

・kalirāja

）
の
以
下
の
因
縁
話
に
つ
い
て
問
う
た
。
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あ
る
時
、
歌
利
王
は
宮
女
た
ち
を
連
れ
て
遊
山
に
来
る
も
疲
れ
て
眠
っ
て
し
ま
う
。
宮
女
た
ち
は
王
が
眠
っ
た
の
で
王
の
下
を
離
れ
、
た

ま
た
ま
そ
の
山
の
修
行
者

―
仏
の
前
世

―
に
出
会
い
法
を
聞
く
。
目
覚
め
た
王
は
こ
れ
を
見
て
怒
り
、
そ
の
者
が
忍
辱
の
修
行
者
で

あ
る
こ
と
を
知
り
、
両
手
足
、
耳
鼻
を
次
々
に
斬
り
取
り
こ
れ
を
試
す
。
修
行
者
は
最
後
ま
で
忍
辱
を
捨
て
ず
、
そ
れ
に
よ
り
王
は
深
く

懺
悔
す
る
。

こ
の
話
は
、『
賢
愚
経
』
巻
二
「
羼せ

ん

提だ
い

波
梨
品
」（
Ｔ
四
・
三
五
九
ｃ
―
三
六
〇
ｂ
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
経
に
見
え
る
話
で
あ
る
も
、

「
我
昔
為
歌
利
王
割
截
身
体
」
は
『
金
剛
経
』
の
一
節
。
そ
こ
で
は
、
一
切
の
相
を
離
れ
る
こ
と
の
喩
え
と
し
て
こ
の
話
が
引
用
さ
れ
る

（
菩
薩
、
応
に
一
切
の
相
を
離
れ
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
を
発
す
べ
き
な
り
〈
菩
薩
応
離
一
切
相
、
発
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

心
〉
Ｔ
八
・
七
五
〇
ｂ
）。

○
仙
人
者
︑
即
是
你
心
︙
︙
喚
作
節
節
支
解
　
黄
檗
は
忍
辱
仙
人
と
は
一
心
で
あ
り
、
歌
利
王
と
は
分
別
し
求
め
る
こ
と
で
あ
る
と
答
え

る
。
ま
た
歌
利
王
が
忍
辱
仙
人
を
害
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
修
行
者
が
歌
利
王
が
如
く
、
求
め
回
る
ば
か
り
で
、
一
心
た
る
忍
辱
仙
人
を

得
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
も
言
う
。
無
相
な
る
一
心
と
分
別
し
求
め
れ
ば
た
ち
ま
ち
背
く
こ
と
を
、
忍
辱
仙
人
と
歌
利
王
に
そ
れ
ぞ

れ
喩
え
て
い
る
。『
宛
陵
録
』
第
一
三
段
で
も
外
に
求
め
る
こ
と
を
「
歌
利
王
の
遊
猟
を
愛
す
」〈
歌
利
王
愛
遊
猟
〉
と
言
い
、
心
を
外
に

ふ
ら
つ
か
せ
な
い
こ
と
を
忍
辱
仙
人
に
喩
え
、
身
心
が
共
に
無
で
あ
っ
て
こ
そ
仏
道
に
適
う
と
言
う
（
心
を
去
っ
て
外
に
遊
ば
ざ
る
、
即

ち
是
れ
忍
辱
仙
人
な
り
。
身
心
供
に
無
な
る
、
即
ち
是
れ
仏
道
な
り
〈
去
心
不
外
遊
、
即
是
忍
辱
仙
人
。
身
心
供
無
、
即
是
仏
道
〉
Ｇ
三

五
二
ｂ
）。「
好
求
」
は
修
行
者
が
避
け
る
べ
き
も
の
。『
林
間
録
』
巻
下
に
永
明
延
寿
（
九
〇
四
―
九
七
六
）
の
語
と
し
て
「
今
の
学
者
、

多
く
解
会
を
好
み
求
む
」〈
今
之
学
者
多
好
求
解
会
〉（
Ｚ
一
四
八
・
三
一
三
ｄ
）
と
見
え
る
。「
不
守
王
位
」
は
、
無
相
な
る
一
心
か
ら

離
れ
分
別
す
る
こ
と
を
、
王
が
王
座
か
ら
立
ち
上
が
り
離
れ
る
と
い
う
即
物
的
表
現
で
示
す
。「
見
色
時
、
…
…
、
聞
声
時
、
…
…
覚
知

時
、
…
…
」
は
無
相
な
る
一
心
が
見
聞
覚
知
す
る
時
、
個
々
の
認
識
に
よ
り
分
断
さ
れ
る
こ
と
を
節
節
支
解
に
喩
え
た
。
黄
檗
の
言
う
見

聞
覚
知
に
つ
い
て
は
【
一
四
】（
三
）
語
注
を
参
照
。
な
お
諸
経
で
は
、
歌
利
王
が
眼
を
害
し
た
こ
と
は
言
わ
な
い
。「
節
節
支
解
」
は
身

体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
こ
と
。
支
解
は
肢
解
で
あ
り
、
手
足
を
切
り
離
す
こ
と
。

○
秖
如
仙
人
忍
時
︑
︙
︙
一
心
不
忍
也
　
一
心
た
る
仙
人
は
無
相
で
あ
る
か
ら
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
こ
と
も
忍
び
耐
え
る
と
い
う
こ
と
も
な
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い
の
で
は
な
い
か
と
問
う
。
経
典
の
説
か
ら
離
れ
一
心
は
無
相
で
あ
る
の
だ
か
ら
分
節
不
可
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
。

○
你
作
無
生
見
︑
忍
辱
解
︑
無
求
解
︑
総
是
傷
損
　
生
ず
る
も
の
な
ど
な
い
、
忍
辱
、
求
め
な
い
な
ど
の
理
解
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

分
別
を
す
る
こ
と
に
な
り
一
心
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と
答
え
る
。
一
心
に
対
し
て
分
別
を
働
か
せ
る
こ
と
を
戒
め
る
。
少
し
で
も
分

別
を
働
か
せ
た
な
ら
ば
た
ち
ま
ち
に
真
理
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
黄
檗
は
、『
伝
心
法
要
』『
宛
陵
録
』
中
で
も
繰
り
返
し
て
お
り
、
例
え

ば
『
伝
心
法
要
』
第
四
段
に
以
下
の
様
に
見
え
る
。「
学
道
の
人
、
一
念
も
生
死
を
計
す
れ
ば
即
ち
魔
道
に
落
ち
、
一
念
も
諸
見
を
起
こ

さ
ば
即
ち
外
道
に
落
つ
。
…
…
」〈
学
道
人
一
念
計
生
死
即
落
魔
道
、
一
念
起
諸
見
即
落
外
道
。
…
…
〉（
Ｇ
三
四
四
ｂ
）。

○
此
中
無
受
者
︒
︙
︙
出
頭
来
覓
箇
什
麽
　
一
心
で
あ
れ
ば
痛
み
を
受
け
る
と
い
う
分
別
も
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
痛
い
と

い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
問
う
。
そ
れ
に
対
し
黄
檗
は
、
痛
く
な
い
、
つ
ま
り
お
前
は
す
で
に
一
心
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
な
ぜ
今
こ
こ

に
来
て
求
め
て
い
る
の
か
、
と
矛
盾
が
露
呈
し
た
質
問
者
を
退
け
る
。

︻
二
四
︼

《
原
文
》

問
、「
然
灯
仏
授
記
、
為
在
五
百
歲
中
、
五
百
歲
外
。」
師
云
、「
五
百
歲
中
不
得
授
記
。
所
言
授
記
者
、
你
本
心
決
定
不
忘
不

失
、
有
為
中
不
取
菩
提
、
但
以
了
世
非
世
。
亦
不
出
五
百
歳
外
別
得
授
記
、
亦
不
於
五
百
歲
中
得
授
記
。」
云
、「
了
世
非
世
、

三
際
相
可
得
已
否
。」
師
云
、「
無
一
法
可
得
。」
云
、「
何
故
言
、『
頻
経
五
百
世
、
前
後
極
時
長
。』」
師
云
、「『
五
百
世
長
遠
』、

当
知
猶
是
仙
人
。
故
然
灯
授
記
時
、『
実
無
少
法
可
得
。』」

 

（
Ｇ
四
一
七
ａ
）
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《
訓
読
》

問
う
、「
然
灯
仏
授
記
は
、
為は

た
五
百
歲
中
に
在
る
か
、
五
百
歲
外
か
」
と
。
師
云
わ
く
、「
五
百
歲
中
に
授
記
を
得
ず
。
言
う

所
の
授
記
と
は
、
你
の
本
心
決
定
し
て
忘
ぜ
ず
失
せ
ず
、
有
為
の
中
に
菩
提
を
取
ら
ず
、
但
だ
世
と
非
世
と
を
了
ず
る
以
て
す
。

亦ま

た
五
百
歳
外
を
出
で
て
別
に
授
記
を
得
ず
、
亦ま

た
五
百
歲
中
に
於
い
て
授
記
を
得
る
に
あ
ら
ず
」
と
。
云
わ
く
、「
世
と
非

世
と
を
了
ぜ
ば
、
三
際
の
相
、
得
べ
き
已や否
」
と
。
師
云
わ
く
、「
一
法
の
得
べ
き
無
し
」
と
。
云
わ
く
、「
何
が
故
に
『
頻
に

五
百
世
を
経
て
、
前
後
極
め
て
時
長
し
』
と
言
う
」
と
。
師
云
わ
く
、「『
五
百
世
長
遠
』
と
、
当
に
猶
お
是
れ
仙
人
な
る
を
知

る
べ
し
。
故
に
然
灯
授
記
す
る
の
時
、『
実
に
少
法
の
得
べ
き
無
し
』
と
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「
釈
迦
が
然
灯
仏
よ
り
授
記
さ
れ
た
の
は
、〔
釈
迦
と
し
て
生
ま
れ
る
〕
五
百
年
以
内
の
こ
と
か
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
こ

と
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
五
百
年
以
内
に
授
記
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
言
う
授
記
と
は
、
お
前
の
一
心
が
定
ま
っ
て

い
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
失
う
こ
と
は
な
い
〔
普
遍
で
あ
る
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
作
ら
れ
た
も
の
の
内
に
「
悟
り
」
を
取
っ

た
り
せ
ず
、
た
だ
世
間
と
非
世
間
を
悟
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
五
百
年
以
前
に
授
記
を
得
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
五
百
年
以

内
に
授
記
を
得
た
こ
と
も
な
い
」。
問
い
、「
世
間
と
非
世
間
を
悟
っ
た
な
ら
ば
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
相
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
一
法
た
り
と
て
得
る
も
の
は
な
い
の
だ
」。
問
い
、「
で
は
、
ど
う
し
て
〔
経
典
に
〕『
続
け
て

五
百
年
生
を
受
け
て
、
そ
の
時
間
は
極
め
て
長
い
』
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「『
五
百
世
の
長
い
時
間
』
と
い
う
の
は
、

忍
辱
仙
人
の
話
で
あ
ろ
う
。
然
灯
仏
授
記
の
時
に
は
、『
何
一
つ
得
る
こ
と
が
な
い
』
と
あ
ろ
う
が
」。
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《
語
注
》

○
然
灯
仏
授
記
︑
為
在
五
百
歲
中
︑
五
百
歲
外
　
質
問
者
は
燃
灯
仏
授
記
の
説
話
を
踏
ま
え
問
う
。
諸
経
に
釈
迦
の
過
去
世
で
あ
る
儒
童

菩
薩
は
、
燃
灯
仏
（
＝
然
灯
仏
・
定
光
仏
・
錠
光
仏
な
ど
）
に
未
来
に
お
い
て
釈
迦
仏
と
な
る
こ
と
を
予
言
さ
た
こ
と
が
見
え
る
。「
授

記
」
は
仏
が
未
来
に
お
い
て
成
仏
す
る
保
証
を
与
え
る
こ
と
。
後
に
黄
檗
も
指
摘
す
る
が
、
燃
灯
仏
授
記
が
前
世
五
百
年
中
に
行
わ
れ
た

か
否
か
と
い
う
事
は
諸
経
に
見
え
な
い
。
な
お
「
為
Ａ
、（
為
）
Ｂ
」
は
、
Ａ
・
Ｂ
ど
ち
ら
で
あ
る
か
を
問
う
選
択
疑
問
の
句
法
。

○
五
百
歲
中
不
得
授
記
︙
︙
亦
不
於
五
百
歲
中
得
授
記
　
五
百
年
以
内
に
授
記
は
な
く
、
授
記
す
る
と
は
お
前
の
一
心
が
普
遍
な
る
こ
と

で
あ
り
、
時
間
・
空
間
で
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
答
え
る
。「
不
忘
不
失
」
は
真
理
が
常
住
不
変
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、『
大
方
等

大
集
経
』
巻
三
〇
「
無
尽
意
菩
薩
品
」
に
は
「
菩
提
之
心
不
忘
不
失
」（
Ｔ
一
三
・
二
〇
七
ｃ
）
と
見
え
る
。「
了
世
非
世
」
は
世
間
、
非

世
間
を
悟
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
全
て
の
世
界
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
。『
華
厳
経
』
巻
四
四
「
十
忍
品
」
に
「
菩
薩
の
菩
提
を
求
め
、

世
と
非
世
間
と
を
了
じ
、
世
に
於
い
て
住
出
せ
ざ
る
は
、
世
の
不
可
得
な
る
を
以
て
」〈
菩
薩
求
菩
提
、
了
世
非
世
間
、
不
於
世
住
出
、

以
世
不
可
説
〉（
八
十
華
厳
、
Ｔ
一
〇
・
二
三
六
ｂ
）
と
見
え
る
。「
五
百
歲
中
不
得
授
記
」「
亦
不
出
五
百
歳
外
別
得
授
記
、
亦
不
於
五

百
歲
中
得
授
記
」
は
、
ど
こ
に
も
授
記
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
を
言
う
。

○
了
世
非
世
三
際
相
可
得
已
否
　
全
て
の
世
界
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
、
時
間
と
い
う
相
は
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
問
う
。
黄
檗
は
授
記

と
は
「
了
世
非
世
」
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
、
で
は
そ
れ
を
得
れ
ば
質
問
者
が
問
題
と
す
る
授
記
の
時
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
問
う

た
。「
三
際
」
は
前
・
中
・
後
の
三
際
で
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
こ
と
。「
已
否
」
は
已
不
、
也
無
、
以
不
と
同
様
に
句
末
に
つ
い
て
疑

問
を
あ
ら
わ
す
。

○
無
一
法
可
得
　
得
ら
れ
る
も
の
な
ど
何
一
つ
と
し
て
な
い
と
答
え
る
。【
一
四
】（
五
）
語
注
参
照
。

○
何
故
言
︑
頻
経
五
百
世
︑
前
後
極
時
長
　
で
は
な
ぜ
「
続
け
て
五
百
の
生
ま
れ
を
経
た
」
と
い
う
経
典
の
文
句
が
あ
る
の
か
問
う
。
こ

れ
は
以
下
の
唐
代
中
期
以
降
の
作
と
さ
れ
る
『
梁
朝
傅
大
士
頌
金
剛
経
』
の
弥
勒
の
頌
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
又ま

た
過
去
を
念お

も

う
に
五
百

世
に
於
い
て
忍
辱
仙
人
と
作
り
（『
金
剛
経
』
Ｔ
八
・
七
五
〇
ｂ
）、
…
…
弥
勒
頌
し
て
曰
く
、『
暴
虐
唯
だ
道
無
く
、
時
に
歌
利
王
と
称

す
。
君
の
遊
猟
に
出
ず
る
に
逢
い
、
仙
人
横
に
傷
を
被
る
。
頻
り
に
五
百
代
を
経
て
、
前
後
極
め
て
時
長
し
。
仙
、
忍
辱
の
力
を
承
わ
り
、
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今
乃
ち
真
常
を
証
す
』
と
」〈
又
念
過
去
於
五
百
世
作
忍
辱
仙
人
、
…
…
弥
勒
頌
曰
、『
暴
虐
唯
無
道
、
時
称
歌
利
王
。
逢
君
出
遊
猟
、
仙

人
横
被
傷
。
頻
経
五
百
代
、
前
後
極
時
長
。
承
仙
忍
辱
力
、
今
乃
証
真
常
』〉（
Ｔ
八
五
・
五
ｂ
）。
上
記
か
ら
質
問
者
が
持
ち
出
し
た
五

百
世
と
は
、
前
段
【
二
三
】
の
『
金
剛
経
』
の
歌
利
王
と
忍
辱
仙
人
の
話
と
な
る
。
な
お
「
頻
」
は
、
間
を
空
け
る
こ
と
な
く
続
け
て
の

意
。

○
五
百
世
長
遠
︙
︙
実
無
少
法
可
得
　
質
問
に
挙
げ
た
経
典
の
文
句
は
忍
辱
仙
人
の
話
の
も
の
で
あ
り
、
燃
灯
仏
授
記
の
話
の
も
の
で
は

な
い
と
、
質
問
者
の
引
用
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
正
し
い
出
典
か
ら
、
得
ら
れ
る
も
の
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

前
段
【
二
三
】
で
忍
辱
仙
人
が
一
心
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
た
こ
と
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
授
記
が
一
心
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
貫
く
。

「
実
無
少
法
可
得
」
は
同
じ
く
『
金
剛
経
』
の
以
下
の
燃
灯
仏
授
記
に
つ
い
て
の
記
述
に
よ
る
。

若も

し
法
の
如
来
の
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
者
を
得
る
こ
と
有
ら
ば
、
然
灯
仏
は
則
ち
我
れ
の
与
に
受
記
せ
ず
。
…
…
実
に
法
の
阿
耨
多
羅

三
藐
三
菩
提
を
得
る
有
る
こ
と
無
き
を
以
て
、
是
の
故
に
然
灯
仏
は
我
れ
の
与
に
受
記
し
、
是
の
言
を
作な

す
。
…
…
〈
若
有
法
如
来
得
阿

耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
者
、
然
灯
仏
則
不
与
我
受
記
。
…
…
以
実
無
有
法
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、
是
故
然
灯
仏
与
我
受
記
、
作
是
言
。

…
…
〉（
Ｔ
八
・
七
五
一
ａ
）。

こ
の
こ
と
か
ら
質
問
者
は
『
金
剛
経
』
に
見
え
る
両
話
を
取
り
違
え
て
お
り
、
当
初
の
質
問
か
ら
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お

『
伝
心
法
要
』
第
一
段
（
Ｇ
三
四
二
ｂ
）
と
第
一
〇
段
（
Ｇ
三
四
七
ａ
）、『
宛
陵
録
』
第
一
〇
段
（
Ｇ
三
五
二
ａ
）
も
そ
れ
ぞ
れ
右
記
の

文
意
を
引
い
て
お
り
、
例
え
ば
『
宛
陵
録
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。「
我
れ
然
灯
仏
の
所
に
於
い
て
少
法
の
得
べ
き
も
の
有
る
こ

と
無
し
、
仏
即
ち
我
れ
の
与
に
授
記
す
」〈
我
於
然
灯
仏
所
無
有
少
法
可
得
、
仏
即
与
我
授
記
〉。

︻
二
五
︼

《
原
文
》

問
、「
教
中
云
、『
銷
我
億
劫
顛
倒
想
、
不
歴
僧
秖
獲
法
身
。』
者
、
如
何
。」
師
云
、「
若
以
三
無
数
劫
修
行
、
有
所
証
得
者
、
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尽
恒
沙
劫
不
得
。
若
於
一
剎
那
中
獲
得
法
身
、
直
了
見
性
者
、
猶
是
三
乗
教
之
極
談
也
。
何
以
故
。
以
見
法
身
可
獲
故
。
皆
属

不
了
義
教
中
収
。」

 

（
Ｇ
四
一
七
ａ
）

《
訓
読
》

問
う
、「
教
中
に
云
わ
く
、『
我
が
億
劫
顛
倒
の
想
を
銷け

せ
ば
、
僧
秖
を
歴
ず
し
て
法
身
を
獲う

』
と
は
、
如い

か
ん何

」
と
。
師
云
わ
く
、

「
三さ

ん

無む

数し
ゅ

劫こ
う

の
修
行
を
以
て
、
証
得
す
る
所
有
る
が
若ご

と

き
は
、
恒
沙
劫
を
尽
く
す
と
も
得
ず
。
一
剎
那
中
に
於
い
て
法
身
を
獲

得
し
、
直
に
性
を
了
見
す
る
が
若ご

と

き
も
、
猶
お
是
れ
三
乗
教
の
極
談
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
。
法
身
を
見
る
を
獲
べ
き
を
以

て
の
故
に
。
皆
な
不
了
義
の
教
中
の
収
む
る
に
属
す
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「
経
典
に
言
う
、『
私
の
長
き
に
渡
る
輪
廻
に
お
け
る
誤
っ
た
見
解
を
消
し
去
れ
ば
、
無
限
に
近
い
〔
修
行
の
〕
時
間
を

経
ず
と
も
悟
り
を
得
る
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
そ
れ
は
、
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
の
時
間
を
か
け
て
修
行

し
て
、
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
無
限
の
時
間
を
か
け
て
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。〔
一
方
、〕
一

瞬
の
う
ち
に
真
理
を
獲
得
し
、
す
ぐ
さ
ま
本
性
を
見
て
取
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
だ
仏
教
に
お
け
る
方
便
の
至
言
で
し
か
な
い
。

ど
う
し
て
か
。
そ
れ
は
、
真
理
を
見
る
こ
と
に
よ
り
悟
り
を
得
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
は
皆
、
方
便
を
説
く
経
典
に
収

め
ら
れ
る
も
の
に
属
す
の
だ
」。
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《
語
注
》

○
教
中
云
︑
︙
︙
如
何
　『
首
楞
厳
経
』
巻
三
の
偈
（
Ｔ
一
九
・
一
一
九
ｂ
）
の
文
句
を
取
り
上
げ
、「
真
理
に
背
く
見
解
を
除
け
ば
、
長

期
間
の
修
行
を
経
ず
と
も
悟
り
に
至
る
と
い
う
」
意
味
を
問
う
。「
億
劫
」
は
百
千
万
億
劫
の
略
、
無
限
に
近
く
長
い
時
間
。「
顛
倒
想
」

は
真
理
に
背
く
見
解
、
誤
っ
た
見
方
。「
僧
秖
」
は
三
阿
僧
祇
劫
の
略
、
悟
り
を
得
る
ま
で
の
無
限
と
言
え
る
ほ
ど
の
長
い
時
間
。
こ
の

文
句
は
禅
録
に
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
。

○
若
以
三
無
数
劫
修
行
︙
︙
皆
属
不
了
義
教
中
収
　
長
い
時
間
か
け
て
修
行
し
て
も
悟
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
一
瞬
で

悟
り
を
得
、
本
性
を
見
る
と
い
う
理
解
も
退
け
る
。
そ
れ
は
本
来
、
規
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
身
を
概
念
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
見

て
取
る
と
対
象
化
す
る
か
ら
だ
と
示
す
。
幾
劫
の
修
行
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
『
伝
心
法
要
』『
宛
陵
録
』
で
も
繰
り
返
し
主
張
し
て

お
り
、【
一
四
】（
二
）、【
一
八
】
語
注
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
ま
た
一
心
を
概
念
化
し
て
得
よ
う
す
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
修
行
し
て
も
無
駄

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同
じ
く
【
一
八
】
語
注
を
参
照
。「
三
無
数
劫
」
は
三
阿
僧
祇
劫
に
同
じ
。「
恒
沙
」
は
ガ
ン
ジ
ス
の
河
砂
の
よ

う
に
無
数
な
る
様
。「
恒
沙
劫
」
の
か
た
ち
で
億
劫
に
同
じ
く
無
限
に
近
い
時
間
。「
三
乗
教
」
は
衆
生
を
導
く
方
便
で
あ
る
、
声
聞
乗
・

縁
覚
乗
・
菩
薩
乗
の
教
え
で
、【
一
四
】（
四
）
語
注
参
照
。「
不
了
義
教
」
は
ま
だ
真
理
を
充
分
に
説
き
示
し
て
い
な
い
教
え
の
意
、
方

便
を
言
う
。『
天
聖
広
灯
録
』
巻
九
「
百
丈
語
」
に
お
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
即
心
是
仏
が
不
了
義
教
の
語
で
あ
る
と
見
え
る
。「
説い

道う

な
ら
く
、
修
行
し
て
仏
を
得
、
修
有
り
証
有
り
、
是
心
是
仏
、
即
心
即
仏
、
是
れ
仏
説
に
し
て
、
是
れ
不
了
義
教
の
語
な
り
。
…
…
」

〈
説
道
修
行
得
仏
、
有
修
有
証
、
是
心
是
仏
、
即
心
即
仏
、
是
仏
説
、
是
不
了
義
教
語
。
…
…
〉（
Ｇ
四
二
一
ｂ
）。

︻
二
六
︼

《
原
文
》

問
、「
見
法
頓
了
者
、
見
祖
師
意
否
。」
師
云
、「
祖
師
心
出
虚
空
外
。」
云
、「
有
限
剤
否
。」
師
云
、「
有
無
限
剤
、
此
皆
数
量

対
待
之
法
。
祖
師
心
且
非
有
限
量
、
非
無
限
量
、
亦
非
非
有
無
限
量
。
以
絶
対
故
。
你
如
今
学
者
、
未
能
出
得
三
乗
教
外
。
争
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喚
作
禅
師
。
分
明
向
你
道
、
一
等
学
禅
、
莫
取
次
妄
生
異
見
。『
如
人
飲
水
、
冷
暖
自
知
。』
一
行
一
住
、
一
剎
那
間
、
念
念
不

異
。
若
不
如
是
、
不
免
輪
迴
。」

 

（
Ｇ
四
一
七
ａ
―
ｂ
）

《
訓
読
》

問
う
、「
法
を
見
て
頓
に
了
ず
と
は
、
祖
師
の
意
を
見
る
否や

」
と
。
師
云
わ
く
、「
祖
師
の
心
、
虚
空
の
外
に
出
ず
」
と
。
云
わ

く
、「
限
剤
有
る
否や

」
と
。
師
云
わ
く
、「
限
剤
の
有
り
無
し
、
此こ

れ

皆
な
数
量
対
待
の
法
な
り
。
祖
師
の
心
、
且
ら
く
有
の
限
量

に
非
ず
、
無
の
限
量
に
非
ず
、
亦ま

た
限
量
の
有
り
無
し
に
非
ざ
る
に
非
ず
。
対
を
絶
す
る
を
以
て
の
故
に
。
你
ら
如い

今ま

の
学
者
、

未
だ
三
乗
教
の
外
に
出
得
る
こ
と
能
わ
ず
。
争
で
か
喚
び
て
禅
師
と
作な

さ
ん
。
分
明
に
你
向に

道い

え
り
、
一
等
の
学
禅
、
取
次
に

妄
り
に
異
見
を
生
ず
る
莫
か
れ
。『
人
の
水
を
飲
む
が
如
く
、
冷
暖
自
ら
知
れ
』
と
。
一
行
一
住
、
一
剎
那
の
間
、
念
と
念
と

異
な
ら
ず
。
若も

し
是か

く
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
、
輪
迴
を
免
れ
ず
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「
現
象
を
見
て
頓
悟
す
る
と
い
う
の
が
、
祖
師
の
心
を
見
て
取
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
祖
師
の
心
と
は
、
虚
空

に
お
さ
ま
ら
な
い
」。
言
う
、「
そ
れ
に
は
限
り
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
際
限
の
有
り
無
し
と
は
、
測
ら
れ
た
相
対
的

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
祖
師
の
心
と
は
、
限
り
が
有
る
の
で
な
く
、
ま
た
限
り
が
無
い
の
で
も
な
く
、
限
り
が
有
っ
た
り
無
か

っ
た
り
し
な
い
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
対
立
を
絶
す
る
か
ら
だ
。
お
前
た
ち
の
よ
う
な
近
頃
の
修
行
者
は
、
未
だ
に
各
種
の
仏

教
の
方
便
か
ら
出
る
こ
と
が
適
わ
ぬ
。
そ
ん
な
ヤ
ツ
を
ど
う
し
て
禅
師
と
呼
べ
よ
う
か
。
お
前
に
ハ
ッ
キ
リ
と
言
お
う
、
禅
を
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学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
い
い
加
減
に
、
ま
た
妄
り
に
誤
っ
た
理
解
を
し
て
は
な
ら
な
い
。『
人
が
水
を
飲
む
よ
う
に
、
冷
暖
は

自
ら
知
れ
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
挙
手
一
投
足
、
一
瞬
一
瞬
、
一
念
一
念
の
心
に
違
い
は
な
い
。
こ
う
で
な
け
れ
ば
、
輪

廻
を
免
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
」。

《
語
注
》

○
見
法
頓
了
者
︑
見
祖
師
意
否
　
事
物
を
見
て
頓
悟
す
る
こ
と
が
、
祖
師
の
心
を
見
て
取
る
こ
と
か
問
う
。
見
法
の
正
し
い
あ
り
方
に
つ

い
て
『
伝
心
法
要
』
第
三
段
に
「
但
だ
一
切
法
に
於
い
て
有
無
の
見
を
作な

さ
ざ
れ
ば
、
即
ち
法
を
見
る
な
り
」〈
但
於
一
切
法
不
作
有
無

見
、
即
見
法
也
〉（
Ｇ
三
四
四
ａ
）
と
あ
る
。
頓
了
の
時
間
を
お
か
ず
真
理
を
悟
る
さ
ま
に
に
つ
い
て
、「
直
下
頓
了
」
と
い
う
形
で
『
伝

心
法
要
』
第
三
、
四
段
に
見
え
る
（
Ｇ
三
四
三
ｂ
、
Ｇ
三
四
四
ｂ
）。

○
祖
師
心
出
虚
空
外
　
祖
師
の
心
は
虚
空
を
超
越
し
た
も
の
だ
と
答
え
る
。『
伝
心
法
要
』『
宛
陵
録
』
で
は
繰
り
返
し
一
心
を
虚
空
に
喩

え
る
が
、
そ
の
虚
空
を
概
念
化
し
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
を
戒
め
て
『
伝
心
法
要
』
第
六
段
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。「
云
わ
く
、『
此
の

法
便す

な
わち

虚
空
に
同
ず
る
こ
と
得
べ
け
ん
否や

』
と
。
師
云
わ
く
、『
虚
空
早い

晩つ

か
你
向に

同
有
り
異
有
り
と
道い

い
し
や
。
我
暫
く
此か

く
の
如
く

説
く
に
、
你
便す

な
わち

者こ

裏こ

向に

解
を
生
ず
』
と
」〈
云
、『
此
法
可
得
便
同
虚
空
否
。』
師
云
、『
虚
空
早
晩
向
你
道
有
同
有
異
。
我
暫
如
此
説
、

你
便
向
者
裏
生
解
。』〉（
Ｇ
三
四
六
ａ
）。
な
お
前
段
【
二
五
】
と
当
段
は
、
そ
の
内
容
や
引
用
の
つ
な
が
り
か
ら
一
連
の
問
答
と
も
考
え

ら
れ
る
。

○
有
限
剤
否
　
虚
空
を
超
え
た
祖
師
の
心
に
際
限
は
あ
る
の
か
問
う
。
限
剤
は
限
量
に
お
な
じ
、
数
量
を
限
定
す
る
こ
と
、
際
限
。

○
有
無
限
剤
︙
︙
争
喚
作
禅
師
　
祖
師
の
心
は
一
切
の
分
別
を
絶
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
分
か
ら
ぬ
昨
今
の
修
行
者
を
禅
師
と
は
言

え
な
い
と
な
じ
る
。
一
心
が
い
か
な
る
分
別
を
も
っ
て
し
て
も
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
『
伝
心
法
要
』
第
一
段
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

諸
仏
と
一
切
衆
生
と
は
唯
だ
是
れ
一
心
の
み
に
し
て
、
更
に
別
に
法
無
し
。
此
の
心
は
無
始
よ
り
已
来
、
曽
て
生
ぜ
ず
曽
て
滅
せ
ず
、

…
…
有
無
に
属
せ
ず
、
…
…
一
切
の
限
量
名
言
・
縦
跡
対
待
を
超
過
し
て
、
当
体
便す

な
わち

是
れ
、
念
を
動
ず
れ
ば
即
ち
乖
く
。
猶
お
虚
空
の
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辺
際
有
る
こ
と
無
く
測
度
す
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
〈
諸
仏
与
一
切
衆
生
唯
是
一
心
、
更
無
別
法
。
此
心
無
始
已
来
、
不
曽
生
不
曽
滅
、

…
…
不
属
有
無
、
…
…
超
過
一
切
限
量
名
言
・
縦
跡
対
待
、
当
体
便
是
、
動
念
即
乖
。
猶
如
虚
空
無
有
辺
際
不
可
測
度
〉（
Ｇ
三
四
一

ａ
―
ｂ
）。
ま
た
【
一
四
】（
五
）
も
参
照
。

「
非
有
限
量
、
非
無
限
量
、
亦
非
非
有
無
限
量
」
は
、
諸
経
典
に
見
え
る
四
句
分
別
（
非
有
・
非
無
・
非
有
無
・
非
非
有
無
）
を
踏
ま
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
一
切
の
分
別
を
絶
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
。「
三
乗
教
」
は
【
一
四
】（
四
）、
前
段
【
二
五
】
語
注
参
照
。
な
お

「
三
乗
教
外
」
は
真
の
悟
り
の
あ
り
か
を
指
し
、
禅
録
に
し
ば
し
ば
見
え
る
。
例
え
ば
前
段
【
二
五
】
語
注
で
引
い
た
『
天
聖
広
灯
録
』

巻
九
「
百
丈
語
」
の
後
段
に
、
修
行
し
て
仏
を
得
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
修
無
く
、
証
無
き
、
非
心
非
仏
で
あ
る
「
了
義
語
」
の
同
義
と

し
て
「
三
乗
教
外
語
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
Ｇ
四
二
一
ｂ
）。

○
分
明
向
你
道
︙
︙
不
免
輪
迴
　
心
を
直
に
看
取
し
な
け
れ
ば
輪
廻
に
堕
す
と
た
し
な
め
る
。「
一
等
」
は
一
般
に
同
じ
く
あ
る
種
の
意
。

「
取
次
」
は
い
い
か
げ
ん
。【
一
四
】（
一
）
語
注
参
照
。「
妄
生
異
見
」
は
同
じ
用
例
の
【
一
九
】
参
照
。「
念
念
不
異
」
は
「
心
心
不

異
」
に
同
じ
、【
一
四
】（
五
）
語
注
参
照
。「
如
人
飲
水
、
冷
暖
自
知
」
は
『
六
祖
壇
経
』「
行
由
第
一
」（
Ｔ
四
八
・
三
四
九
ｂ
）
に
見

え
、『
伝
心
法
要
』
第
一
四
段
（
Ｇ
三
四
八
ｂ
）
も
引
く
。
輪
廻
に
つ
い
て
【
一
四
】
で
は
、
相
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
り
輪
廻
に
堕
ち

る
こ
と
を
言
う
。

︻
二
七
︼

《
原
文
》

問
、「『
仏
身
無
為
、
不
堕
諸
数
。』
何
故
『
仏
身
舎
利
八
斛
四
斗
。』」
師
云
、「
你
作
如
是
見
、
祗
見
仮
舎
利
、
不
見
真
舎
利
。」

云
、「
舎
利
為
是
本
有
、
為
復
功
勲
。」
師
云
、「
非
是
本
有
、
亦
非
功
勲
。」
云
、「
若
非
本
有
、
又
非
功
勲
、
何
故
、『
如
来
舎

利
、
唯
錬
唯
精
、
金
骨
常
存
。』」
師
乃
呵
云
、「
你
作
如
此
見
解
、
争
喚
作
学
禅
人
。
你
見
虚
空
、
曽
有
骨
否
。
諸
仏
心
同
太
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虚
。
覓
什
麽
骨
。」
云
、「
如
今
既
有
舎
利
、
此
是
何
法
。」
師
云
、「
此
従
你
妄
想
心
生
、
即
見
舎
利
。」
云
、「
和
尚
還
有
舎
利

否
。
請
将
出
来
看
。」
師
云
、「
真
舎
利
難
見
。
你
但
以
十
指
撮
尽
妙
高
峰
為
微
塵
、
即
見
真
舎
利
。」

 

（
Ｇ
四
一
七
ｂ
）

《
訓
読
》

問
う
、「『
仏
身
は
無
為
に
し
て
、
諸も

ろ

も
ろ
の
数
に
堕
せ
ず
』
と
い
う
に
、
何
が
故
に
か
『
仏
身
舎
利
、
八
斛こ

く

四
斗
』
と
い
う
」

と
。
師
云
わ
く
、「
你
是か

く
の
如
き
見
を
作な

せ
ば
、
祗
だ
仮
の
舎
利
を
見
る
の
み
に
し
て
、
真
の
舎
利
を
見
ず
」
と
。
云
わ
く
、

「
舎
利
、
為は是
た
本
有
か
、
為は復
た
功
勲
か
」
と
。
師
云
わ
く
、「
是
れ
本
有
に
非
ず
、
亦ま

た
功
勲
に
非
ず
」
と
。
云
わ
く
、

「
若も

し
本
有
に
非
ず
、
又ま

た
功
勲
に
非
ざ
れ
ば
、
何
が
故
に
、『
如
来
の
舎
利
、
唯
錬
唯
精
に
し
て
、
金
骨
常
存
た
る
』
と
」
と
。

師
乃
ち
呵
し
て
云
わ
く
、「
你
の
此か

く
の
如
き
の
見
解
を
作な

す
、
争
で
か
喚
び
て
学
禅
の
人
と
作な

さ
ん
や
。
你
、
虚
空
を
見
て
、

曽
て
骨
有
り
否や

。
諸
仏
の
心
、
太
虚
に
同
じ
。
什な

麽ん

の
骨
を
か
覓
め
ん
」
と
。
云
わ
く
、「
如い今
ま
既
に
舎
利
有
る
に
、
此
は

是
れ
何
の
法
ぞ
」
と
。
師
云
わ
く
、「
此こ

れ

你
の
妄
想
従よ

り
心
生
じ
、
即
ち
舎
利
を
見
る
」
と
。
云
わ
く
、「
和
尚
還は

た
舎
利
有
り

否や

。
請
う
将
ち
出
で
来
り
看
よ
」
と
。
師
云
わ
く
、「
真
の
舎
利
、
見
る
こ
と
難
し
。
你
但た

だ
十
指
を
以
て
妙
高
峰
を
撮
り
尽

し
て
微
塵
と
為
せ
ば
、
即
ち
真
の
舎
利
を
見
ん
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「『
仏
の
身
体
は
生
死
を
脱
し
た
真
理
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
計
量
を
離
れ
る
』
と
言
い
ま
す
の
に
、
ど
う
し
て
ま
た
『
仏

舎
利
（
＝
仏
の
遺
骨
）
は
八
斛こ

く

四
斗
あ
る
』
と
言
う
の
で
し
ょ
う
」。
師
、「
お
前
が
そ
の
よ
う
な
見
解
を
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
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は
仮
の
舎
利
を
見
る
だ
け
で
あ
り
、
真
の
舎
利
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
言
う
、「
舎
利
と
は
本
来
的
な
も
の
で
し
ょ
う
か
、

そ
れ
と
も
修
行
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
本
来
的
な
も
の
で
も
、
修
行
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
」。
言
う
、「
本
来
的

な
も
の
で
も
、
修
行
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
『
仏
舎
利
は
ひ
た
す
ら
精
進
す
る
か
ら
こ
そ
、
格
別
の
風
格

が
常
に
あ
る
』
と
言
う
の
で
し
ょ
う
」。
師
は
叱
り
つ
け
た
、「
お
前
の
よ
う
な
ヤ
ツ
を
ど
う
し
て
禅
僧
と
言
え
よ
う
か
。
お
前

は
虚
空
を
見
て
骨
を
見
出
す
の
か
。
諸
仏
の
心
は
虚
空
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
何
の
骨
を
求
め
る
と
言
う
の
だ
」。
言
う
、

「
す
で
に
仏
舎
利
は
ご
ざ
い
ま
す
の
に
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
そ
れ
は
お
前
の
妄
想
に
よ
り
心
が
生

じ
て
、
舎
利
を
見
て
い
る
の
だ
」。
言
う
、「
和
尚
、
舎
利
は
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
し
っ
か
り
と
ご
覧
下
さ
い
」。
師
、「
真
実
の

舎
利
と
は
見
難
い
も
の
だ
。
お
前
が
素
手
で
須
弥
山
を
粉
々
に
出
来
た
な
ら
ば
、
真
実
の
舎
利
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」。

《
語
注
》

○
仏
身
無
為
︙
︙
不
見
真
舎
利
　
仏
を
計
量
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
経
典
が
あ
る
一
方
で
、
仏
舎
利
の
分
量
を
言
う
経
典
が
あ

る
こ
と
を
挙
げ
そ
の
矛
盾
を
問
う
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
舎
利
に
つ
い
て
分
別
を
す
る
な
ら
ば
、
仮
の
舎
利
を
見
る
ば
か
り
で
真
の
舎
利
を

見
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
と
黄
檗
は
答
え
る
。「
仏
身
無
為
、
不
堕
諸
数
」
は
、『
維
摩
経
』
巻
一
「
弟
子
品
」
の
「
仏
身
は
無
漏
に
し
て
、

諸も
ろ

も
ろ
の
漏
已
に
尽
き
た
り
」〈
仏
身
無
漏
、
諸
漏
已
尽
〉（
Ｔ
一
四
・
五
四
二
ａ
）
に
続
き
見
え
る
語
。『
宛
陵
録
』
第
七
段
（
Ｇ
三
五

〇
ｂ
）
も
仏
の
相
を
分
別
に
よ
り
分
類
で
き
な
い
傍
証
と
し
て
引
用
す
る
。「
八
斛
四
斗
」
は
諸
経
に
見
え
る
仏
舎
利
の
分
量
を
指
す
語

（『
仏
母
般
泥
洹
経
』
Ｔ
二
・
八
七
〇
ｃ
等
）。
斛こ

く

は
石
に
同
じ
、
十
斗
で
一
斛
。

○
舎
利
為
是
本
有
︙
︙
亦
非
功
勲
　
仏
舎
利
と
は
本
来
的
で
あ
る
の
か
、
修
行
に
よ
り
そ
れ
と
な
る
の
か
問
う
。
そ
れ
に
対
し
本
来
的
で

も
修
行
に
よ
る
の
で
も
な
い
と
黄
檗
は
答
え
る
。「
本
有
」
は
本
来
的
な
存
在
、
も
と
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
。「
功
勲
」
は
修
行
の
果
。

こ
の
質
問
は
『
大
乗
玄
論
』
巻
三
の
類
似
し
た
以
下
の
問
答
か
ら
、
質
問
者
は
仏
舎
利
に
こ
と
寄
せ
、
仏
性
が
本
覚
で
あ
る
か
始
覚
で
あ
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る
か
を
問
う
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
取
る
と
黄
檗
は
、
真
仏
と
は
本
覚
・
始
覚
に
無
関
係
だ
と
退
け
た
こ
と
に
な
る
。

「
問
う
、『
仏
性
、
為は是
た
本
有
か
、
為は是
た
始
有
か
』
と
。
答
う
、『
経
に
両
文
有
り
』
と
」〈
問
、『
仏
性
為
是
本
有
、
為
是
始
有
。』
答
、

『
経
有
両
文
。』〉（
Ｔ
四
五
・
三
九
ａ
）。

○
若
非
本
有
︙
︙
金
骨
常
存
　
本
来
的
で
も
修
行
に
よ
る
の
で
も
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
徹
底
的
に
修
練
し
た
真
理
は
常
に
変
わ
ら
な

い
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
是
非
を
問
う
。「
金
骨
」
は
卓
越
し
た
風
格
。「
如
来
舎
利
、
唯
錬
唯
精
、
金
骨
常
存
」
の
出
典
は
未
詳
で
あ
る

が
、
以
下
の
用
例
か
ら
当
時
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
表
現
と
推
測
さ
れ
る
。
仁
宗
（
在
位
・
一
〇
二
二
―
一
〇
六
三
）
の
仏
牙
舎
利
の
讃

に
、「
惟
だ
吾
が
師
に
の
み
金
骨
有
る
在ぞ

、
曽
て
百
錬
を
経
て
色
長
新
」〈
惟
有
吾
師
金
骨
在
、
曽
経
百
錬
色
長
新
〉（『
翻
訳
名
義
集
』
巻

五
、
Ｔ
五
四
・
一
一
三
八
ｃ
）
と
見
え
る
。

○
你
作
如
此
見
解
︙
︙
覓
什
麽
骨
　
諸
仏
の
心
が
虚
空
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
仏
舎
利
に
分
別
を
働
か
せ
る
こ
と
を
退
け
る
。
仏

心
が
虚
空
で
あ
る
こ
と
は
『
伝
心
法
要
』
第
三
段
に
も
「
仏
性
同
虚
空
」（
Ｇ
三
四
四
ａ
）
と
見
え
る
。

○
如
今
既
有
舎
利
︙
︙
即
見
舎
利
　
質
問
者
は
現
実
に
仏
舎
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
反
論
す
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は

妄
想
で
あ
る
と
黄
檗
は
退
け
る
。
質
問
者
は
報
身
・
化
身
に
あ
た
る
物
質
と
し
て
の
舎
利
（
＝
仮
の
舎
利
）
と
、
法
身
に
あ
た
る
仏
性
そ

の
も
の
を
示
す
舎
利
（
＝
真
の
舎
利
）
を
同
一
視
し
て
い
る
。
報
身
・
化
身
は
【
二
一
】
語
注
参
照
。

○
和
尚
還
有
舎
利
否
︙
︙
即
見
真
舎
利
　
質
問
者
は
あ
く
ま
で
も
物
質
の
舎
利
に
執
着
し
再
び
問
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
で

は
真
の
舎
利
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
喩
え
を
用
い
て
黄
檗
は
退
け
る
。「
妙
高
峰
」
は
イ
ン
ド
仏
教
の
世
界
観
で
世
界
の
中
心
に
そ

び
え
る
高
山
、
須
弥
山
。「
以
十
指
撮
尽
妙
高
峰
為
微
塵
」
は
、
間
違
っ
た
見
解
で
あ
る
た
め
努
力
し
て
も
真
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
喩
え
た
も
の
で
あ
り
、『
宗
鏡
録
』
巻
二
三
で
は
「
如
以
十
指
爪
、
欲
壊
妙
高
之
山
」
と
い
う
形
で
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
…
…
則
ち
心
の
外
に
法
無
き
の
詮
は
、
文
有
り
理
有
り
。
空
の
外
に
色
に
執
す
る
の
見
は
、
理
無
く
文
無
し
。
設た

と

え
ば
悪
慧
邪
見
の
人

有
り
て
、
疑
を
抱
き
之
を
信
ぜ
ざ
る
は
、
狂
解
を
陳
べ
強
い
て
之
を
破
ら
ん
と
欲
す
る
に
擬な

ぞ
らう

に
、
一
蚊
の
嘴
を
将
っ
て
大
海
の
水
を
吸

わ
ん
と
擬ほ

っ

す
る
に
似
た
り
、
十
指
の
爪
を
以
て
妙
高
の
山
を
壊
さ
ん
こ
と
を
欲
す
る
が
如
し
」〈
…
…
則
心
外
無
法
之
詮
、
有
文
有
理
。

空
外
執
色
之
見
、
無
理
無
文
。
設
有
悪
慧
邪
見
之
人
、
抱
疑
不
信
之
者
、
擬
陳
狂
解
強
欲
破
之
、
似
将
一
蚊
嘴
擬
吸
大
海
之
水
、
如
以
十
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指
爪
欲
壊
妙
高
之
山
〉（
Ｔ
四
八
・
五
四
一
ｃ
）。
ま
た
『
天
聖
広
灯
録
』
巻
九
「
百
丈
語
」
で
も
、
同
趣
旨
の
文
脈
で
「
海
水
を
変
じ
て

酥
酪
と
為
す
」
や
「
四
大
海
の
水
を
摂
し
て
一
毛
孔
に
入
る
る
」
等
と
同
例
に
、「
砕
須
弥
為
微
塵
」（
Ｇ
四
二
四
ｂ
）
と
類
似
表
現
が
見

え
る
。

︻
二
八
︼

《
原
文
》

夫
参
禅
学
道
、
須
得
一
切
処
不
生
心
。
秖
論
忘
機
即
仏
道
隆
、
分
別
即
魔
軍
盛
。
畢
竟
無
毛
頭
許
少
法
可
得
。

 

（
Ｇ
四
一
七
ｂ
）

《
訓
読
》

夫
れ
参
禅
学
道
は
、
須す

べ
か得

ら
く
一
切
の
処
に
心
を
生
ぜ
ざ
る
べ
し
。
秖た

だ
論
ず
、
機
を
忘
ぜ
ば
即
ち
仏
道
隆さ

か
んに

、
分
別
せ
ば
即

ち
魔
軍
盛
ん
と
な
る
と
。
畢
竟
、
毛
頭
の
許
少
の
法
も
得
べ
き
無
し
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

禅
を
志
し
仏
道
を
学
ぶ
と
は
、
如
何
な
る
場
合
も
心
を
生
じ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
言
う
こ
と
は
、
心
を

働
か
す
こ
と
さ
え
や
め
れ
ば
仏
法
は
興
隆
し
、
分
別
心
を
働
か
せ
ば
魔
が
盛
ん
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

毛
ほ
ど
も
得
る
モ
ノ
な
ど
な
い
の
だ
。
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《
語
注
》

○
夫
参
禅
学
道
︙
︙
畢
竟
無
毛
頭
許
少
法
可
得
　
徹
底
し
て
分
別
心
を
退
け
る
。「
心
を
生
じ
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、
心
を
生
じ
さ
せ
な
け

れ
ば
是
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
後
段
【
三
〇
】
に
も
「
秖
教
你
不
生
心
。
心
若
不
生
、
自
然
成
大
智
」
と
見
え
る
。
ま
た
『
宛
陵
録
』

第
七
段
に
「
汝
若も

し
心
を
生
じ
念
を
動
か
さ
ず
ん
ば
、
自
然
に
妄
無
け
ん
」〈
汝
若
不
生
心
動
念
、
自
然
無
妄
〉（
Ｇ
三
五
一
ｂ
）
と
あ
る
。

「
忘
機
」
は
機
心
（
＝
心
の
は
た
ら
き
）
を
忘
ず
る
こ
と
。
ま
た
、「
忘
機
即
仏
道
隆
、
分
別
即
魔
軍
盛
」
は
遡
っ
て
の
出
典
は
未
詳
だ
が
、

ほ
ぼ
同
じ
形
が
『
宛
陵
録
』
第
三
段
に
見
え
（「
忘
機
即
仏
道
隆
、
分
別
則
魔
軍
熾
」
Ｇ
三
四
九
ｂ
）、
ま
た
同
第
一
六
段
に
も
「
妄
機
是

仏
道
、
分
別
是
魔
境
」（
Ｇ
三
五
四
ａ
）
と
あ
る
。「
許
少
」
は
わ
ず
か
ば
か
り
。

︻
二
九
︼

《
原
文
》

問
、「
祖
師
伝
法
、
付
与
何
人
。」
師
云
、「
無
法
与
人
。」
云
、「
何
故
二
祖
請
師
安
心
。」
師
云
、「
你
若
道
有
、
二
祖
即
合
覓

得
心
。
覓
心
不
可
得
故
、
所
以
道
、『
与
你
安
心
竟
。』
若
有
所
得
、
全
帰
生
滅
。」

 

（
Ｇ
四
一
七
ｂ
）

《
訓
読
》

問
う
、「
祖
師
法
を
伝
う
る
に
、
何な

ん

人ぴ
と

に
か
付
与
す
」
と
。
師
云
わ
く
、「
法
の
人
に
与
う
る
こ
と
無
し
」
と
。
云
わ
く
、「
何

が
故
に
二
祖
、
師
に
安
心
を
請
う
」
と
。
師
云
わ
く
、「
你
若も

し
有
り
と
道い

わ
ば
、
二
祖
即
ち
合ま

さ

に
心
を
覓
め
得
べ
し
。
心
を

覓
む
る
も
不
可
得
な
る
が
故
に
、
所ゆ

以え

に
道
う
、『
你
の
与た

め

に
安
心
し
竟
ん
ぬ
』
と
。
若も

し
得
る
所
有
ら
ば
、
全
く
生
滅
に
帰
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す
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「
達
磨
大
師
は
伝
法
に
際
し
、
誰
に
法
を
授
け
た
の
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
人
に
授
け
る
法
な
ど
な
い
」。
言
う
、「
で

は
ど
う
し
て
、
二
祖
慧
可
は
達
磨
大
師
に
安
心
を
請
う
た
の
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
お
前
が
〔
求
め
授
け
ら
れ
る
モ
ノ
が
〕
有

る
と
い
う
な
ら
ば
、
二
祖
は
心
を
求
め
て
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
を
求
め
て
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
だ
か
ら
達

磨
は
、『
す
で
に
お
前
の
た
め
に
安
心
し
終
え
て
い
る
』
と
言
っ
た
の
だ
。
も
し
得
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ

は
必
ず
生
滅
す
る
〔
有
相
の
〕
も
の
だ
」。

《
語
注
》

○
祖
師
伝
法
︙
︙
無
法
与
人
　
達
磨
の
付
法
を
問
う
質
問
者
に
対
し
て
、
黄
檗
は
人
に
与
え
る
法
は
な
い
と
答
え
る
。
当
段
は
得
る
法
な

ど
一
つ
と
し
て
無
い
と
提
示
し
た
前
段
【
二
八
】
を
承
け
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
無
法
与
人
」
は
同
意
表
現
の
「
不
曽
将
一
物
与

人
」
が
見
え
る
【
二
〇
】
語
注
参
照
。

○
何
故
二
祖
請
師
安
心
　「
達
磨
安
心
」
の
話
を
取
り
上
げ
、
求
め
得
る
法
が
あ
る
か
ら
こ
そ
慧
可
は
安
心
を
請
う
た
の
で
は
な
い
か
と

質
問
者
は
反
論
す
る
。「
達
磨
安
心
」
は
諸
録
に
見
え
る
達
磨
と
二
祖
慧
可
の
機
縁
話
。
達
磨
に
初
相
見
し
た
慧
可
が
、
自
己
の
心
を
安

心
せ
し
め
る
こ
と
を
請
い
、
達
磨
は
そ
れ
な
ら
ば
心
を
持
っ
て
こ
い
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
慧
可
は
心
を
求
め
る
も
不
可
得
で
あ
る
と
答

え
、
達
磨
は
「
我
れ
汝
が
為
に
安
心
し
竟
ん
ぬ
」
と
締
め
く
く
る
。

○
你
若
道
有
︙
︙
全
帰
生
滅
　
法
や
心
を
実
体
視
す
る
こ
と
を
黄
檗
は
退
け
る
。
心
を
求
め
る
も
不
可
得
で
あ
る
こ
と
は
、『
伝
心
法

要
』
第
四
段
で
も
「
万
法
唯
心
、
心
亦ま

た
不
可
得
な
り
」〈
万
法
唯
心
、
心
亦
不
可
得
〉（
Ｇ
三
四
四
ｂ
）
と
述
べ
る
。
ま
た
同
第
五
段
で



86

は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
そ
れ
ぞ
れ
の
心
が
不
可
得
で
あ
る
こ
と
を
言
う
（
Ｇ
三
四
五
ｂ
）。「
全
帰
生
滅
」
と
は
、
法
と
は
無
相
で
あ
り

不
可
得
で
あ
る
に
、
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
滅
す
る
有
相
の
モ
ノ
だ
と
断
じ
た
言
葉
。

︻
三
〇
︼

《
原
文
》

問
、「
仏
窮
得
無
明
否
。」
師
云
、「
無
明
即
是
一
切
諸
仏
得
道
之
処
。
所
以
『
縁
起
是
道
場
。』『
所
見
一
塵
一
色
、
便
合
無
辺

理
性
。』『
挙
足
下
足
、
不
離
道
場
。』
道
場
者
無
所
得
也
。
我
向
你
道
、『
秖
為
無
所
得
、
名
為
坐
道
場
。』」
云
、「
無
明
者
為

明
為
暗
。」
師
云
、「
非
明
非
暗
。『
明
暗
是
代
謝
之
法
。』
無
明
且
不
明
亦
不
暗
。
不
明
祇
是
本
明
。
不
明
不
暗
秖
是
本
明
。
不

明
不
暗
秖
者
一
句
子
、
乱
却
天
下
人
眼
。
所
以
道
、『
仮
使
満
世
間
、
皆
如
舎
利
弗
、
尽
思
共
度
量
、
不
能
測
仏
智
。』
其
無
礙

慧
出
過
虚
空
、
無
你
語
論
処
。『
釈
迦
量
等
三
千
大
千
世
界
、
忽
有
一
菩
薩
出
来
、
一
跨
跨
却
。』『
三
千
大
千
世
界
不
出
普
賢

一
毛
孔
。』
你
如
今
把
什
麽
本
領
擬
学
他
。」
云
、「
既
是
学
不
得
、
為
什
麽
道
『
帰
源
性
無
二
、
方
便
有
多
門
。』
如
之
何
。」

師
云
、「『
帰
源
性
無
二
』
者
、
無
明
実
性
即
諸
仏
性
。『
方
便
有
多
門
』
者
、
声
聞
人
見
無
明
生
、
亦
見
無
明
滅
、
縁
覚
人
但

見
無
明
滅
、
不
見
無
明
生
。
念
念
証
寂
滅
。
諸
仏
見
衆
生
終
日
生
而
無
生
、
終
日
滅
而
無
滅
。
無
生
無
滅
、
即
大
乗
果
。
所
以

道
、『
果
満
菩
提
円
、
花
開
世
界
起
。』
挙
足
即
仏
、
下
足
即
衆
生
。『
諸
仏
両
足
尊
』
者
、
即
理
足
・
事
足
・
衆
生
足
・
生
死

涅
槃
一
切
等
足
、
足
故
不
求
。
是
你
如
今
念
念
学
仏
、
即
嫌
著
衆
生
。
若
嫌
著
衆
生
、
即
是
謗
他
十
方
諸
仏
。
所
以
仏
出
世
来
、

執
除
糞
器
、
蠲
除
戯
論
之
糞
。
秖
教
你
除
却
従
来
学
心
見
心
。
除
得
尽
、
即
不
堕
戯
論
。
亦
云
、『
般
糞
出
。』
秖
教
你
不
生
心
。

心
若
不
生
、
自
然
成
大
智
。
大
智
者
、
決
定
不
分
別
仏
与
衆
生
。
一
切
尽
不
分
別
、
始
得
入
我
曹
渓
門
下
。
故
自
古
先
聖
云
、

『
少
人
行
我
此
法
門
。』
所
以
無
行
為
法
門
。
秖
是
一
心
門
。
一
切
人
到
者
裏
尽
不
敢
入
。
不
道
全
無
、
秖
是
少
人
得
。
得
者
即
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是
仏
。
珍
重
。」

 

（
Ｇ
四
一
七
ｂ
―
四
一
八
ｂ
）

《
訓
読
》

問
う
、「
仏
、
無
明
を
窮
め
得
る
否や

」
と
。
師
云
わ
く
、「
無
明
即
ち
是
れ
一
切
諸
仏
の
得
道
の
処
な
り
。
所ゆ

以え

に
『
縁
起
是
れ

道
場
な
り
』
と
。『
見
る
所
の
一
塵
一
色
、
便す

な
わち

無
辺
の
理
性
と
合
す
』
と
。『
挙
足
下
足
、
道
場
を
離
れ
ず
』
と
。
道
場
は
無

所
得
な
り
。
我
れ
你
向に

道
え
り
、『
秖た

だ
無
所
得
為
る
の
み
を
、
名
づ
け
て
道
場
に
坐
す
と
為
す
』
と
」
と
。
云
わ
く
、「
無
明

為は

た
明
な
る
か
為は

た
暗
な
る
か
」
と
。
師
云
わ
く
、「
明
に
非
ず
暗
に
非
ず
。『
明
暗
是
れ
代
謝
の
法
な
り
』
と
。
無
明
且
ら
く

明
な
ら
ず
亦ま

た
暗
な
ら
ず
。
不
明
は
秖た是
だ
本
明
な
る
の
み
。
不
明
不
暗
は
秖た是
だ
本
明
な
る
の
み
。
不
明
不
暗
、
秖こ者
の
一

句
子
、
天
下
の
人
の
眼
を
乱
却
せ
り
。
所ゆ

以え

に
道
え
り
、『
仮た

使と

い
満
世
間
、
皆
な
舎
利
弗
の
如
く
、
思
を
尽
く
し
て
共
に

度は

量か

る
と
も
、
仏
の
智
を
測
る
こ
と
能
わ
じ
』
と
。
其
の
無
礙
慧
、
虚
空
を
出
で
過
ぎ
、
你
の
語
論
す
る
処
無
し
。『
釈
迦
、

量
、
三
千
大
千
世
界
に
等
し
き
も
、
忽
ち
一
菩
薩
有
り
出
で
来
り
、
一
跨
に
跨
却
す
』
と
。『
三
千
大
千
世
界
、
普
賢
の
一
毛

孔
を
出
で
ず
』
と
。
你
如い今
ま
什な

麽ん

の
本
領
を
把
え
他
を
学
ば
ん
と
擬ほ

っ

す
や
」
と
。
云
わ
く
、「
既
に
是
れ
学
不
得
な
る
に
、

什な

麽ん

と
為し

て
か
『
源
に
帰
せ
ば
性
無
二
な
る
も
、
方
便
に
多
門
有
り
』
と
道い

う
。
之
を
如い

か
ん何

せ
ん
」
と
。
師
云
わ
く
、「『
源
に

帰
せ
ば
性
無
二
』
と
は
、
無
明
の
実
性
即
ち
諸
仏
の
性
な
り
。『
方
便
に
多
門
有
り
』
と
は
、
声
聞
の
人
の
無
明
の
生
ず
る
を

見
て
、
亦ま

た
無
明
の
滅
す
る
を
見
、
縁
覚
の
人
の
但
だ
無
明
の
滅
す
る
を
見
る
の
み
に
し
て
、
無
明
の
生
ず
る
を
見
ず
。
念
念

寂
滅
を
証
さ
ん
と
す
。
諸
仏
、
衆
生
の
終
日
生
じ
て
生
ず
る
無
く
、
終
日
滅
し
て
滅
す
る
無
き
を
見
る
。
無
生
無
滅
、
即
ち
大

乗
の
果
な
り
。
所ゆ

以え

に
道い

え
り
、『
果
満
ち
て
菩
提
円
か
に
、
花
開
き
世
界
起
る
』
と
。
足
を
挙
ぐ
る
は
即
ち
仏
に
し
て
、
足
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を
下
ぐ
る
は
即
ち
衆
生
な
り
。『
諸
仏
の
両
足
尊
し
』
と
は
、
即
ち
理
足
・
事
足
・
衆
生
足
・
生
死
涅
槃
一
切
等
の
足
、
足
の

故
に
求
め
ざ
る
な
り
。
是
れ
你
如い今
ま
念
念
仏
を
学
び
、
即
ち
衆
生
を
嫌
著
す
。
若も

し
衆
生
を
嫌
著
せ
ば
、
即
ち
是
れ
他
の
十

方
の
諸
仏
を
謗
る
。
所ゆ

以え

に
仏
、
世
に
出
で
来
た
り
、
糞
を
除
く
器
を
執
り
、
戯
論
の
糞
を
蠲け

ん

除じ
ょ

す
。
秖た

だ
你
を
し
て
従
来
の

心
を
学
び
心
を
見
る
を
除
去
せ
し
む
る
の
み
。
除
得
し
尽
く
せ
ば
、
即
ち
戯
論
に
堕
せ
ず
。
亦ま

た
『
糞
を
般
じ
出
す
』
と
云
う
。

秖た

だ
你
を
し
て
心
を
生
ぜ
さ
せ
ざ
る
の
み
。
心
若も

し
生
ぜ
ざ
れ
ば
、
自
然
に
大
智
を
成
す
。
大
智
と
は
、
決
定
し
て
仏
と
衆
生

と
を
分
別
せ
ず
。
一
切
尽
く
分
別
せ
ざ
れ
ば
、
始
め
て
我
が
曹
渓
門
下
に
入
る
を
得
。
故
に
古
自よ

り
先
聖
云
わ
く
、『
少わ

ず

か
の
人

我
が
此
の
法
門
を
行
ず
る
』
と
。
所ゆ

以え

に
行
ず
る
無
き
を
法
門
と
為
す
。
秖た是
だ
一
心
門
な
る
の
み
。
一
切
の
人
、
者こ

裏こ

に
到

る
も
尽
く
敢
え
て
入
ら
ず
。
全
く
無
き
と
道い

わ
ず
、
秖た是
だ
少わ

ず

か
の
人
得
る
の
み
。
得
る
者
は
即
ち
是
れ
仏
な
り
。
珍
重
」
と
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

問
い
、「
仏
は
無
明
（
＝
根
源
的
な
無
知
、
迷
い
）
を
滅
ぼ
し
尽
く
す
の
で
し
ょ
う
か
」
師
、「
無
明
と
は
一
切
の
仏
た
ち
の
悟
る

と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
『
縁
起
と
い
う
の
は
悟
り
が
顕
現
す
る
場
な
の
だ
』
と
言
う
の
だ
。
ま
た
『
こ
の
見
え
る

と
こ
ろ
の
相
は
塵
一
つ
ま
で
、
無
限
の
真
理
と
合
致
す
る
の
だ
』
と
言
い
、
さ
ら
に
『
一
挙
手
一
投
足
が
全
て
道
場
（
＝
悟
り

の
顕
現
す
る
場
）
を
離
れ
な
い
』
と
言
う
の
だ
。
道
場
と
は
得
る
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
ワ
シ
は
お
前
に

『
た
だ
得
る
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
を
、
道
場
に
坐
る
と
呼
べ
る
』
と
言
う
の
だ
。
問
い
、「
無
明
と
は
明
な
の
で
し
ょ

う
か
暗
な
の
で
し
ょ
う
か
」。
師
、「
明
で
は
な
く
、
ま
た
暗
で
も
な
い
。『
明
暗
と
い
う
の
は
変
化
で
あ
る
』。
無
明
と
は
明
で

は
な
く
ま
た
暗
で
も
な
い
。
明
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
明
で
も
暗
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
た
だ
本
来
的
な
明
で
あ
る

の
み
だ
。
明
で
も
暗
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
の
一
句
が
、
世
間
の
人
の
眼
を
乱
す
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
『
た
と
え
〔
智
慧
第
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一
の
〕
舎
利
弗
の
よ
う
な
者
が
世
間
を
満
た
し
て
、
一
つ
に
な
り
思
慮
を
巡
ら
す
と
雖
も
、
仏
の
智
慧
は
測
る
こ
と
が
で
き
な

い
』
と
い
う
の
だ
。
そ
の
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
智
慧
は
虚
空
よ
り
出
で
、
お
前
が
と
や
か
く
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。〔
だ
か

ら
経
典
に
、〕『
釈
迦
〔
の
法
身
の
〕
大
き
さ
は
、
こ
の
三
千
大
千
世
界
（
＝
全
宇
宙
）
に
等
し
い
も
の
の
、
一
人
の
菩
薩
が
出

現
し
、
一
跨
ぎ
に
し
て
し
ま
う
』
と
か
、『
こ
の
三
千
大
千
世
界
は
普
賢
の
毛
孔
の
中
だ
』
な
ど
と
言
う
の
だ
。〔
そ
れ
な
の

に
〕
お
前
は
何
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
し
、
そ
れ
を
学
ぼ
う
と
言
う
の
か
。
問
い
、「
学
び
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
な

ぜ
〔
経
典
に
〕『
本
源
に
回
帰
す
れ
ば
一
つ
で
あ
る
も
、
そ
こ
に
至
る
方
便
は
多
く
あ
る
』
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
い

か
に
解
決
な
さ
い
ま
す
か
」。
師
、「『
本
源
に
回
帰
す
れ
ば
一
つ
で
あ
る
』
と
は
、
無
明
の
本
性
が
ま
さ
し
く
諸
仏
の
本
性
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。『
そ
こ
に
至
る
方
便
は
多
く
あ
る
』
と
は
、
声
聞
（
＝
仏
の
教
え
を
聞
い
て
悟
る
者
）
は
無
明
の
生
滅
す
る

さ
ま
を
見
、
縁
覚
（
＝
独
り
で
悟
る
者
）
は
た
だ
無
明
の
消
滅
す
る
こ
と
の
み
を
見
て
、
無
明
が
生
起
す
る
こ
と
を
見
な
い
。

〔
そ
し
て
両
者
は
〕
一
念
一
念
に
煩
悩
を
離
れ
る
こ
と
を
証
そ
う
と
す
る
。
諸
仏
は
衆
生
が
一
日
中
生
起
し
て
い
な
が
ら
生
起

す
る
こ
と
が
無
く
、
一
日
中
消
滅
し
て
い
な
が
ら
消
滅
す
る
こ
と
が
無
い
こ
と
を
見
る
。
生
起
す
る
こ
と
も
消
滅
す
る
こ
と
も

な
い
、
こ
れ
こ
そ
が
大
乗
の
境
地
で
あ
る
。〔
と
い
う
異
な
る
境
地
が
あ
る
こ
と
を
指
す
の
だ
。〕
だ
か
ら
「
境
地
が
満
ち
て
悟

り
が
円
か
に
な
り
、
花
が
開
い
て
世
界
が
起
こ
る
」
と
も
言
う
の
だ
。〔
同
じ
足
で
も
〕
足
を
上
げ
れ
ば
仏
、
足
を
下
げ
れ
ば

衆
生
で
あ
る
。『
諸
仏
の
両
足
が
尊
い
』
と
い
う
の
は
、
理
足
・
事
足
、
さ
ら
に
は
衆
生
足
・
生
死
涅
槃
な
ど
一
切
の
足
を
具

え
、
足
で
あ
る
〔
足
り
て
い
る
〕
か
ら
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
な
の
に
お
前
は
、
一
念
一
念
に
仏
を
学
ぼ
う
と
し
て
、
衆

生
を
嫌
う
。
も
し
衆
生
を
嫌
う
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
数
多
の
仏
た
ち
を
誹
謗
す
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
仏
は
世
に
出
で
て
、

便
所
掃
除
の
道
具
を
手
に
取
り
、
無
意
味
な
ク
ソ
の
よ
う
な
戯
れ
言
を
取
り
除
い
た
の
だ
。
た
だ
お
前
に
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

心
を
学
び
、
心
を
見
る
と
い
う
や
り
方
を
取
り
除
か
せ
る
だ
け
だ
の
こ
と
。
取
り
除
き
尽
く
せ
ば
、
戯
れ
言
に
陥
る
こ
と
は
な
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い
。
ま
た
こ
れ
を
『
ク
ソ
を
運
び
出
す
』
と
い
う
の
だ
。
た
だ
お
前
に
心
を
生
じ
さ
せ
な
い
だ
け
の
こ
と
。
も
し
心
が
生
じ
な

け
れ
ば
、
自
然
に
大
い
な
る
智
慧
が
完
成
す
る
。
大
い
な
る
智
慧
と
は
、
決
し
て
仏
と
衆
生
を
分
別
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
だ
。

一
切
を
分
別
し
な
け
れ
ば
、
や
っ
と
我
が
慧
能
大
師
の
門
下
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
昔
か
ら
聖
者
は
、「
私
の
法
門

に
入
る
者
は
い
な
い
」
と
言
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
行
じ
な
い
と
い
う
こ
と
を
法
門
と
す
る
の
だ
。
た
だ
一
心
の
門
が
あ
る
の

み
だ
。
皆
こ
こ
ま
で
は
至
る
の
だ
が
、
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
全
く
居
な
い
と
は
言
わ
な
い
、
た
だ
極
わ
ず
か
の
者
が
得
る

だ
け
だ
。
そ
し
て
得
た
者
と
は
仏
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
上
だ
、
ご
苦
労
」。

《
語
注
》

○
仏
窮
得
無
明
否
︙
︙
名
為
坐
道
場
　
仏
と
は
無
明
を
脱
し
た
者
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
、
黄
檗
は
無
明
を
離
れ
て
悟
り
は
な
い
と
述

べ
、
求
め
る
こ
と
た
し
な
め
る
。
質
問
者
の
問
い
か
け
は
他
に
例
を
見
な
い
。「
縁
起
是
道
場
」
は
『
維
摩
詰
所
説
経
』
巻
一
「
菩
薩

品
」
に
見
え
る
（「
縁
起
は
是
れ
道
場
、
無
明
乃
至
老
死
、
皆
な
尽
く
る
こ
と
無
き
が
故
に
」〈
縁
起
是
道
場
、
無
明
乃
至
老
死
皆
無
尽

故
〉
Ｔ
一
四
・
五
四
二
ｃ
）。『
維
摩
経
』
が
述
べ
る
縁
起
が
尽
き
な
い
か
ら
道
場
で
あ
る
と
い
う
立
場
と
は
異
な
り
、
黄
檗
は
こ
れ
を
無

明
が
悟
り
と
不
離
で
あ
る
証
と
し
て
引
用
す
る
。「
所
見
一
塵
一
色
、
便
合
無
辺
理
性
」
は
全
て
が
悟
り
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
近
い
表

現
が
法
蔵
（
六
四
四
―
七
一
二
）
の
『
華
厳
発
菩
提
心
章
』
に
「
一
に
非
ら
ず
即
ち
是
れ
異
に
非
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
無
辺
の
理
性
全

く
一
塵
に
在
る
」〈
以
非
一
即
是
非
異
故
、
無
辺
理
性
全
在
一
塵
〉（
Ｔ
四
五
・
六
五
三
ａ
）
と
見
え
る
。
ま
た
『
天
聖
広
灯
録
』
巻
九

「
百
丈
語
」
に
も
仏
を
用
い
て
「
但あ

ら
ゆ是

る
一
塵
一
色
、
総
て
是
れ
一
仏
な
り
」〈
但
是
一
塵
一
色
、
総
是
一
仏
〉（
Ｇ
四
二
七
ａ
）
と
見
え

る
。「
挙
足
下
足
不
離
道
場
」
は
、
全
て
は
悟
り
の
働
き
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。『
維
摩
詰
所
説
経
』
巻
一
「
菩
薩
品
」
に
「
諸あ

ら
ゆ有

る
所
作
、

挙
足
下
足
は
、
当
に
皆
な
道
場
従よ

り
来
り
て
、
仏
法
に
住
す
る
こ
と
を
知
る
べ
し
」〈
諸
有
所
作
挙
足
下
足
、
当
知
皆
従
道
場
来
、
住
於

仏
法
矣
〉（
Ｔ
一
四
・
五
四
三
ａ
）
と
あ
る
。
ま
た
馬
祖
が
無
業
に
空
を
説
く
語
に
も
「
挙
足
下
足
、
不
離
道
場
」（『
祖
堂
集
』
巻
一
五

「
無
業
章
」
Ｋ
五
八
〇
）
と
見
え
る
。「
秖
為
無
所
得
、
名
為
坐
道
場
」
は
『
宛
陵
録
』
第
八
段
に
も
「
実
に
一
法
の
得
べ
き
無
き
を
道
場
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に
坐
す
る
と
名
づ
く
。
道
場
と
は
秖た是
だ
諸
見
を
起
こ
さ
ざ
る
な
り
。
法
の
本
と
空
な
る
を
悟
る
の
み
」〈
実
無
一
法
可
得
名
坐
道
場
。

道
場
者
秖
是
不
起
諸
見
。
悟
法
本
空
〉（
Ｇ
三
五
一
ａ
）
と
見
え
る
。

○
無
明
者
為
明
為
暗
︙
︙
乱
却
天
下
人
眼
　
無
明
と
悟
り
は
不
離
で
は
な
い
と
い
う
黄
檗
の
説
を
承
け
て
、
無
明
と
は
明
で
あ
る
の
か
暗

で
あ
る
の
か
問
う
。
そ
れ
に
対
し
て
黄
檗
は
、
無
明
は
明
や
暗
で
規
定
で
き
な
い
本
明
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
不
明
不
暗
と
い
う
表

現
に
人
々
は
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
う
と
答
え
る
。「
為
Ａ
、（
為
）
Ｂ
」
は
、
Ａ
・
Ｂ
ど
ち
ら
で
あ
る
か
を
問
う
選
択
疑
問
の
句
法
。「
非
明

非
暗
。
明
暗
是
代
謝
之
法
」
は
『
祖
堂
集
』
巻
二
「
慧
能
章
」
等
に
見
え
る
慧
能
の
語
（「
道
に
明
闇
無
く
、
明
闇
是
れ
代
謝
の
義
な

り
」〈
道
無
明
闇
、
明
闇
是
代
謝
之
義
〉
Ｋ
九
三
）。
こ
れ
は
中
宗
か
ら
の
勅
使
（
＝
薛
簡
）
が
都
に
出
て
暗
闇
の
中
の
人
々
を
法
の
灯
火

に
よ
り
明
ら
し
め
よ
と
の
言
に
対
す
る
答
え
。
な
お
こ
の
後
の
薛
簡
の
語
に
明
は
智
慧
、
暗
は
煩
悩
の
喩
え
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る

〈
明
譬
智
慧
、
闇
喩
煩
悩
〉。「
秖
者
」
は
上
の
句
を
承
け
て
、
こ
れ
こ
そ
が
の
意
。
無
明
が
明
暗
に
属
さ
な
い
こ
と
は
『
宛
陵
録
』
第
七

段
で
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
故
に
祖
師
一
切
衆
生
の
本
心
本
体
は
本
来
是
れ
仏
に
し
て
、
修
成
を
仮
ら
ず
、
漸
次
に
属
せ
ず
、
明

暗
に
不あ

是ら

ず
と
直
指
す
。
明
に
不あ

是ら

ざ
る
が
故
に
明
無
く
、
暗
に
不あ

是ら

ざ
る
が
故
に
暗
無
し
。
所ゆ

以え

に
無
明
も
無
く
亦ま

た
無
明
の
尽
く
る

こ
と
も
無
し
」〈
故
祖
師
直
指
一
切
衆
生
本
心
本
体
本
来
是
仏
、
不
仮
修
成
、
不
属
漸
次
、
不
是
明
暗
。
不
是
明
故
無
明
、
不
是
暗
故
無

暗
。
所
以
無
無
明
亦
無
無
明
尽
〉（
Ｇ
三
五
一
ａ
）。
ま
た
「
法
に
明
暗
無
き
」
と
述
べ
る
【
一
四
】（
一
）
も
参
照
。

○
所
以
道
︙
︙
你
如
今
把
什
麽
本
領
擬
学
他
　
経
典
の
引
用
か
ら
本
明
な
る
無
礙
慧
（
＝
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
智
慧
）
は
思
慮
分
別
に
よ

り
測
る
こ
と
は
で
き
ず
、
学
び
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
示
す
。「
仮
使
満
世
間
…
…
不
能
測
仏
智
」
は
『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
一

（
Ｔ
九
・
六
ａ
）
の
偈
の
一
節
。
①
「
釈
迦
量
等
三
千
大
千
世
界
、
…
…
一
跨
跨
却
」
と
、
②
「
三
千
大
千
世
界
不
出
普
賢
一
毛
孔
」
は
、

と
も
に
一
切
が
一
微
塵
た
る
真
理
に
集
約
さ
れ
る
喩
え
で
あ
り
、
黄
檗
は
真
理
が
測
る
こ
と
も
学
び
取
る
こ
と
も
で
き
な
い
傍
証
と
し
て

引
く
。
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
『
華
厳
経
』（「
八
十
華
厳
」）
の
引
用
と
思
し
い
。

①
「
譬た

如と

え
ば
大
経
巻
の
量
、
三
千
大
千
世
界
に
等
し
く
、
三
千
大
千
世
界
中
の
事
、
一
切
皆
な
尽
く
書
写
す
る
有
り
。
…
…
此
の
大
経

巻
、
復ま

た
量
、
大
千
世
界
に
等
し
と
雖
も
、
而
し
て
全
く
一
微
塵
中
に
住
在
す
。
…
…
時
に
一
人
有
り
、
智
慧
明
達
、
清
浄
の
天
眼
具
足

成
就
す
。
此
の
経
巻
の
微
塵
内
に
在
り
、
諸も

ろ

も
ろ
の
衆
生
に
於
い
て
少わ

ず

か
の
利
益
無
き
を
見
て
、
即
ち
是
の
念
を
作な

す
、『
我
れ
当
に
精
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進
力
を
以
て
、
彼
の
微
塵
を
破
り
、
此
の
経
巻
を
出
し
、
一
切
衆
生
を
饒
益
す
る
こ
と
を
得
さ
し
む
』
と
。
…
…
」〈
譬
如
有
大
経
巻
量
、

等
三
千
大
千
世
界
、
書
写
三
千
大
千
世
界
中
事
一
切
皆
尽
。
…
…
此
大
経
巻
、
雖
復
量
等
大
千
世
界
、
而
全
住
在
一
微
塵
中
。
…
…
時
有

一
人
、
智
慧
明
達
、
具
足
成
就
清
浄
天
眼
。
見
此
経
巻
在
微
塵
内
、
於
諸
衆
生
無
少
利
益
、
即
作
是
念
、「
我
当
以
精
進
力
、
破
彼
微
塵
、

出
此
経
巻
、
令
得
饒
益
一
切
衆
生
。」
…
…
〉（『
華
厳
経
』
巻
五
一
「
如
来
出
現
品
」
Ｔ
一
〇
・
二
七
二
ｃ
）。

②
「
今い

ま
普
賢
の
一
毛
孔
中
に
於
い
て
、
一
念
に
諸
仏
の
剎
海
を
入
る
所
…
…
」〈
今
於
普
賢
一
毛
孔
中
、
一
念
所
入
諸
仏
剎
海
…
…
〉

（『
華
厳
経
』
巻
八
〇
「
入
法
界
品
」
Ｔ
一
〇
・
四
四
二
ａ
）。

○
既
是
学
不
得
︙
︙
如
之
何
　
黄
檗
が
言
う
学
不
得
と
い
う
立
場
と
経
典
に
多
く
の
方
便
が
あ
る
と
い
う
文
句
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い

か
と
反
問
す
る
。「
帰
源
性
無
二
、
方
便
有
多
門
」
は
『
首
楞
厳
経
』
巻
六
の
文
殊
の
偈
の
一
節
（
Ｔ
一
九
・
一
三
〇
ａ
）。
な
お
そ
こ
で

は
「
帰
元
」
に
作
る
。

○
帰
源
性
無
二
者
︙
︙
花
開
世
界
起
　
経
文
と
は
矛
盾
し
て
お
ら
ず
、
無
明
の
本
性
と
は
仏
の
本
性
で
あ
る
と
述
べ
、
経
典
が
述
べ
る
方

便
と
は
、
無
明
に
つ
い
て
思
慮
分
別
す
る
小
乗
の
二
つ
の
立
場
と
、
無
明
を
分
別
し
な
い
大
乗
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
指
す
と
答
え
る
。

「
無
明
実
性
即
諸
仏
性
」
は
当
段
始
め
の
黄
檗
の
応
答
で
あ
る
「
無
明
即
是
一
切
諸
仏
得
道
之
処
」
に
通
じ
る
。「
声
聞
人
見
無
明
生
…
…

大
乗
果
」
ま
で
の
一
節
は
、
以
下
の
『
伝
心
法
要
』
第
四
段
に
ほ
ぼ
同
意
文
が
見
え
る
。

「
学
道
の
人
、
一
念
も
生
死
を
計
す
れ
ば
即
ち
魔
道
に
落
ち
、
一
念
も
諸
見
を
起
こ
さ
ば
即
ち
外
道
に
落
つ
。
生
有
り
と
見
て
其
の
滅
に

趣
む
か
ば
、
即
ち
声
聞
道
に
落
つ
。
生
有
り
と
見
ず
し
て
唯
だ
滅
有
り
と
の
み
見
れ
ば
、
即
ち
縁
覚
道
に
落
つ
。
法
、
本
と
生
ぜ
ず
今い

ま

亦ま

た
滅
す
る
無
し
。
二
見
を
起
さ
ず
厭い

と

わ
ず
忻ね

が

わ
ず
、
一
切
の
諸
法
、
唯
だ
是
れ
一
心
の
み
。
然
る
後
ち
乃
ち
仏
乗
た
り
」〈
学
道
人
一

念
計
生
死
即
落
魔
道
、
一
念
起
諸
見
即
落
外
道
。
見
有
生
趣
其
滅
、
即
落
声
聞
道
。
不
見
有
生
唯
見
有
滅
、
即
落
縁
覚
道
。
法
本
不
生
今

亦
無
滅
。
不
起
二
見
不
厭
不
忻
、
一
切
諸
法
唯
是
一
心
。
然
後
乃
為
仏
乗
也
〉（
Ｇ
三
四
四
ｂ
）。

「
果
満
菩
提
円
、
花
開
世
界
起
」
は
第
二
七
祖
「
般
若
多
羅
尊
者
」
の
偈
に
よ
る
（『
祖
堂
集
』
巻
二
、
Ｋ
六
二
、
等
）

○
挙
足
即
仏
︙
︙
般
糞
出
　
本
来
一
体
で
あ
る
衆
生
と
仏
を
分
別
し
、
衆
生
を
嫌
い
仏
を
求
め
る
こ
と
は
諸
仏
を
誹
謗
す
る
こ
と
で
あ
り
、

心
を
学
び
心
を
見
る
と
い
う
分
別
を
退
け
る
。「
挙
足
即
仏
、
下
足
即
衆
生
」
は
衆
生
と
仏
が
一
体
で
あ
り
相
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
こ
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と
を
、
足
の
上
げ
下
ろ
し
に
喩
え
た
も
の
。
こ
の
喩
え
は
他
に
例
を
見
な
い
が
、
凡
聖
を
掌
を
翻
す
こ
と
に
喩
え
る
【
一
四
】（
四
）
に

通
じ
る
。
当
該
語
注
参
照
。「
両
足
尊
」
は
本
来
、
二
本
足
を
持
つ
者
の
中
で
最
も
尊
い
と
い
う
こ
と
か
ら
仏
を
指
す
語
。
し
か
し
明

（
＝
知
識
）
と
行
（
＝
行
為
）
の
両
者
を
具
足
す
る
（『
雑
阿
含
経
』
巻
四
四
Ｔ
二
・
三
二
二
下
）
等
と
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
後
に
任

意
の
事
柄
を
具
え
る
こ
と
に
よ
り
仏
と
な
る
と
解
釈
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
理
・
事
」
と
い
う
、
普
遍
的
な
理
法
と
個
別
的
な

事
象
を
示
し
、
さ
ら
に
「
生
死
涅
槃
一
切
等
足
」
と
加
え
る
こ
と
で
、
一
切
は
仏
で
あ
り
対
立
す
る
概
念
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
。

こ
こ
で
は
、「
挙
足
下
足
」
と
い
う
喩
え
か
ら
経
典
に
見
え
る
両
足
の
語
を
持
ち
出
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
提
示
し
た
後
に
、「
足
」
と
い

う
語
か
ら
「
足
り
る
」
と
い
う
意
味
を
引
き
出
し
て
い
る
。「
両
足
尊
」
に
足
り
る
と
い
う
意
味
を
掛
け
た
も
の
に
、『
六
祖
大
師
法
宝
壇

経
』「
懺
悔
第
六
」
が
あ
り
以
下
の
よ
う
に
言
う
。「
自
心
、
覚
に
帰
依
し
て
、
邪
迷
生
ぜ
ず
、
欲
少
な
く
足
る
こ
と
を
知
り
、
能
く
財
色

を
離
る
る
を
、
両
足
尊
と
名
づ
く
」〈
自
心
帰
依
覚
、
邪
迷
不
生
、
少
欲
知
足
、
能
離
財
色
、
名
両
足
尊
〉（
Ｔ
四
八
・
三
五
四
中
）。「
足

故
不
求
」
は
掛
け
ら
れ
た
「
足
り
る
」
の
意
か
ら
、「
す
べ
て
が
円
満
で
足
り
て
い
る
か
ら
求
め
な
い
」
と
言
う
。
な
お
「
諸
仏
両
足

尊
」
は
『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
一
「
方
便
品
」
の
偈
（
Ｔ
九
・
九
ｂ
）
に
見
え
る
語
で
、「
生
死
涅
槃
一
切
等
足
」
は
『
古
尊
宿
語
録
』
巻

三
「
宛
陵
録
」
等
は
「
衆
生
足
・
生
死
足
・
一
切
等
足
」
に
作
る
（
Ｚ
一
一
八
・
九
九
ｃ
）。「
執
除
糞
器
」「
蠲
除
戯
論
之
糞
」
は
共
に

一
切
の
分
別
を
除
く
こ
と
を
喩
え
た
も
の
で
、
以
下
の
『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
二
「
信
解
品
」
の
「
長
者
窮
子
」
話
に
見
え
る
語
（
Ｔ
九
・

一
八
ａ
、
一
七
ｂ
）

長
者
は
五
十
年
前
に
家
出
し
困
窮
し
た
子
を
、
二
十
年
間
、
便
所
掃
除
人
と
し
て
雇
い
、
最
後
に
そ
の
資
産
を
全
て
与
え
る
。
雇
い
入
れ

る
際
、
長
者
自
身
も
掃
除
人
の
姿
に
な
り
「
除
糞
器
を
執
り
」
声
を
か
け
る
。
こ
れ
は
摩
訶
迦
葉
が
釈
迦
の
教
え
を
喩
え
て
述
べ
た
も
の

で
あ
り
、
最
後
に
長
者
と
子
は
そ
れ
ぞ
れ
釈
迦
と
衆
生
の
喩
え
で
あ
り
、
釈
迦
が
「
諸
法
戯
論
の
糞
を
蠲
除
」
せ
し
め
た
こ
と
を
述
べ
る
。

こ
れ
は
『
宛
陵
録
』
第
一
六
段
も
次
の
よ
う
に
引
く
。「
法
華
に
云
わ
く
、『
二
十
年
中
常
に
糞
を
除
か
し
む
』
と
。
秖た是
だ
心
中
の
見
解

を
作な

す
処
を
除
去
す
る
な
り
。
又ま

た
云
わ
く
、『
戯
論
の
糞
を
蠲
除
す
』
と
」〈
法
華
云
、『
二
十
年
中
常
令
除
糞
。』
秖
是
除
去
心
中
作
見

解
処
。
又
云
、『
蠲
除
戯
論
之
糞
』〉（
Ｇ
三
五
三
ｂ
）。
ま
た
「
般
糞
出
」
の
般
は
搬
に
通
じ
、『
古
尊
宿
語
録
』
巻
三
で
は
「
搬
糞
出
」

に
作
る
（
Ｚ
一
一
八
・
九
九
下
）。
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○
秖
教
你
不
生
心
︙
︙
珍
重
　
心
を
生
じ
さ
せ
ず
分
別
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
心
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
慧
能
以
来
の
禅
門
に

入
る
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
得
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
述
べ
る
。
心
を
生
じ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
表
現
は
【
二
八
】

に
も
「
須
得
一
切
処
不
生
心
」
と
見
え
る
。
該
当
語
注
も
参
照
。「
大
智
」
は
広
大
な
る
智
慧
の
意
で
、
仏
智
に
通
じ
る
。「
曹
渓
」
は
六

祖
慧
能
（
六
三
八
―
七
一
三
）
の
こ
と
で
あ
り
、
慧
能
が
弘
法
の
中
心
と
し
た
宝
林
寺
の
所
在
地
の
地
名
に
よ
る
。「
少
人
行
我
此
法

門
」
は
出
典
未
詳
。
当
箇
所
に
通
じ
る
説
法
が
『
伝
心
法
要
』
第
一
段
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
一
心
門
に
入
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
虚
無
に
陥
る
こ
と
を
恐
れ
る
た
め
と
な
る
。

無
心
と
は
一
切
の
心
無
き
な
り
。
…
…
能
所
無
く
、
方
所
無
く
、
相
貌
無
く
、
得
失
無
し
。
趨
く
者
は
敢
え
て
此
の
法
に
入
ら
ず
、
空
に

堕
ち
て
棲
泊
の
処
無
か
ら
ん
こ
と
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
故
に
崖
に
望
み
て
退
き
、
例
し
て
皆
な
広
く
知
見
を
求
む
。
所ゆ

以え

に
『
知
見
を
求

む
る
者
は
毛
の
如
く
、
道
を
悟
る
者
は
角
の
如
し
』
と
〈
無
心
者
無
一
切
心
也
。
…
…
無
能
所
、
無
方
所
、
無
相
貌
、
無
得
失
。
趨
者
不

敢
入
此
法
、
恐
落
空
無
棲
泊
処
。
故
望
崖
而
退
、
例
皆
広
求
知
見
。
所
以
『
求
知
見
者
如
毛
、
悟
道
者
如
角
』〉（
Ｇ
三
四
二
ａ
）。

な
お
右
に
見
え
る
毛
と
角
の
喩
え
は
多
と
少
の
譬
喩
表
現
で
、
馬
鳴
著
・
真
諦
訳
『
大
宗
地
玄
文
本
論
』
巻
一
「
帰
依
徳
処
無
辺
大
決
択

分
第
一
」
に
「
聖
は
角
の
如
く
尠す

く

な
く
、
凡
は
毛
の
如
く
多
し
」〈
聖
如
角
尠
、
凡
如
毛
多
〉（
Ｔ
三
二
・
六
六
九
ｃ
）
と
見
え
る
。「
珍

重
」
は
別
れ
の
挨
拶
、
お
大
事
に
の
意
。

︻
三
一
︼

《
原
文
》

師
於
大
中
年
中
終
于
本
山
。
唐
宣
宗
勅
、「
断
際
禅
師
。」
塔
曰
、「
広
業
。」

 

（
Ｇ
四
一
八
ｂ
）
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《
訓
読
》

師
、
大
中
年
中
に
本
山
に
終
わ
る
。
唐
の
宣
宗
、「
断
際
禅
師
」
と
勅
す
。
塔
、「
広
業
」
と
曰
う
。

《
現
代
日
本
語
訳
》

師
は
大
中
年
間
に
本
山
に
お
い
て
遷
化
な
さ
っ
た
。
唐
の
宣
宗
帝
は
「
断
際
禅
師
」
と
諡
号
し
た
。
ま
た
そ
の
墓
塔
は
「
広

業
」
と
言
っ
た
。

《
語
注
》

○
師
於
大
中
年
中
終
于
本
山
︙
︙
塔
曰
︑
広
業
　「
大
中
年
間
」
は
唐
の
宣
宗
の
治
世
で
用
い
ら
れ
た
年
号
で
、
八
四
七
年
か
ら
八
五
九

年
に
あ
た
る
。「
本
山
」
は
黄
檗
が
住
し
た
、
高
安
県
の
黄
檗
山
を
指
す
と
思
し
い
。
黄
檗
の
没
年
・
黄
檗
山
に
つ
い
て
は
【
一
】
語
注

参
照
。
宣
宗
（
生
卒
八
一
〇
―
八
五
九
・
在
位
八
四
六
―
八
五
九
）
は
唐
朝
一
九
代
皇
帝
。
会
昌
の
廃
仏
を
行
っ
た
武
宗
（
在
位
八
四

〇
―
八
四
六
）
の
後
を
承
け
、『
伝
心
法
要
』
を
編
ん
だ
裴
休
（
七
九
一
―
八
六
四
）
等
を
起
用
し
仏
教
を
保
護
し
た
。「
断
際
禅
師
」
は

宣
宗
が
下
賜
し
た
と
さ
れ
る
黄
檗
の
諡
号
。
そ
の
由
来
に
つ
い
て
時
代
は
下
る
が
、『
五
家
正
宗
賛
』「
黄
檗
章
」
に
「
当
初
、
宣
宗
は

『
麤
行
沙
門
』
と
下
賜
し
た
。
裴
休
は
こ
れ
を
諫
め
、「
三
回
打
っ
た
の
は
、
陛
下
の
た
め
に
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
際
を
断
つ
意
味
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
（
三
掌
為
陛
下
断
三
際
）」
と
述
べ
、
そ
れ
に
よ
り
『
断
際
』
と
改
め
た
」
と
見
え
る
（
Ｚ
一
三
五
・
四
五
七

ｄ
）。
詳
細
は
拙
論
「
黄
檗
希
運
研
究

―
思
想
と
そ
の
祖
師
増
の
変
遷

―
」
花
園
大
学
提
出
博
士
論
文
、
二
〇
一
八
年
、
第
三
章
第

二
節
第
一
項
「
黄
檗
と
麤
行
」
参
照
。「
広
業
」
は
各
種
資
料
に
黄
檗
の
墓
塔
銘
と
し
て
記
載
さ
れ
る
が
未
詳
。
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絶
対
無
と
真
の
自
己
の
現
成

清
水
大
介

　
「
絶
対
無
と
真
の
自
己
の
現
成
」
と
い
う
表
題
は
、
い
わ
ゆ
る
悟
り
の
経
験
の
二
段
階
の
階
梯
を
示
し
て
い
る
。
真
の
自
己

の
現
成
は
、
世
界
に
お
け
る
一
切
の
現
成
と
一
体
に
し
て
起
こ
る
。
真
の
自
己
の
現
成
と
一
切
現
成
と
は
同
一
事
態
で
あ
る
。

従
っ
て
、「
絶
対
無
と
真
の
自
己
の
現
成
」
と
い
う
表
題
は
、「
絶
対
無
と
一
切
現
成
」
と
い
う
表
題
に
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

こ
の
二
段
階
の
階
梯
は
、
多
く
の
場
合
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
と
転
換
す
る
の
だ
が
、
逆
に
、
真
の
自
己
の
現
成

か
ら
絶
対
無
へ
と
進
む
場
合
も
あ
る
。
第
一
の
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
と
転
換
す
る
過
程
は
、
禅
修
行
の
世
界
に

お
い
て
は
、「
大
死
一
番
、
絶
後
再
蘇
」、「
大
死
一
番
、
大
活
現
成
」、「
大
死
一
番
、
乾
坤
新
た
な
り
」、「
懸
崖
に
手
を
撒さ

つ

し

て
、
絶
後
に
甦

よ
み
が
える

」
な
ど
と
様
々
に
表
現
さ
れ
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。

1
　『
無
門
関
』
第
一
則
「
趙
州
無
字
」
無
門
評
語

　

見
性
の
二
段
階
の
階
梯
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
手
始
め
に
、『
無
門
関
』
第
一
則
「
趙
州
無
字
」（
ま
た
は
「
趙
州

狗
子
」）
で
無
門
慧
開
（
一
一
八
二
―
一
二
六
〇
）
が
本
則
を
解
説
し
た
評
語
を
検
討
し
て
み
よ
う
。「
趙
州
無
字
」
と
は
、
趙
州

従
諗
（
七
七
八
―
八
九
七
）
が
「
狗
子
に
も
還は

た
仏
性
有
り
や
」
と
問
わ
れ
て
「
無
」
と
答
え
た
と
い
う
、
そ
の
「
無
」
を
見
て
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こ
い
、
と
い
う
初
関
の
公
案
で
あ
る
。「
隻
手
音
声
」、「
本
来
面
目
」、「
柏
樹
子
」
と
並
ん
で
、「
法
身
の
則
」
と
い
わ
れ
る
。

無
門
は
こ
の
本
則
に
、
次
の
よ
う
な
評
語
を
付
し
て
い
る
。

妙
悟
は
心
路
を
窮
め
て
絶
せ
ん
こ
と
を
要
す
。（
…
）
通
身
に
箇こ

の
疑
団
を
起
し
て
、
箇
の
無
の
字
に
参
じ
、
昼
夜
に
提て

い

撕ぜ
い

せ
よ
。
虚
無
の
会え

を
作な

す
こ
と
莫な

か

れ
、
有
無
の
会
を
作
す
こ
と
莫
れ
。
箇
の
熱ね

つ

鉄て
つ

丸が
ん

を
呑ど

ん
り
よ
う

了
す
る
が
如
く
に
相
似
て
、

吐
け
ど
も
又
た
吐
き
出
さ
ず
、
従
前
の
悪
知
悪
覚
を
蕩と

う

尽じ
ん

し
、
久

き
ゆ
う
き
ゆ
う

久
に
純
熟
し
て
自
然
に
内な

い

外げ

打た
じ
よ
う成

一い
つ
ぺ
ん片

す
。
唖あ

子し

の
夢

を
得
る
が
如
く
、
只
だ
自
知
す
る
こ
と
を
許
す
。
驀ま

く

然ね
ん

と
し
て
打
発
せ
ば
、
天
を
驚
か
し
地
を
動
じ
て
、（
…
）
遊
戯
三

昧
な
ら
ん（　
）
1

。

　

ま
ず
、「
妙
悟
は
心
路
を
窮
め
て
絶
せ
ん
こ
と
を
要
す
」
は
、
究
極
の
不
可
思
議
（
妙
）
な
悟
り
に
到
る
に
は
、
ま
ず
、
心

の
あ
り
方
を
追
尋
し
抜
い
て
表
層
心
理
の
動
き
を
絶
滅
裁
断
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
心
路
を
窮
め

て
絶
す
る
と
は
、
絶
対
無
に
到
達
す
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
転
換
し
て
、
真
の
自
己
が
現
成
し
た
と
こ
ろ
が
、
妙
悟

で
あ
る
。
こ
の
一
句
で
、「
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
」
と
い
う
見
性
の
階
梯
が
い
わ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

　

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
見
性
の
階
梯
の
転
換
が
有
難
く
も
恵
み
に
よ
り
生
起
す
る
に
は
、
修
行
者
の
艱
難
辛
苦
が
要
る
。「
通

身
に
箇
の
疑
団
を
起
し
て
、
箇
の
無
の
字
に
参
じ
、
昼
夜
に
提
撕
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
全
存
在
を
挙
げ
て
（
通
身
）、

趙
州
が
「
無
」
と
い
っ
た
そ
の
「
無
」
に
、
こ
れ
何
も
の
ぞ
と
、
ま
だ
見
ぬ
当
体
へ
と
疑
い
を
肉
迫
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
疑
い
の
塊

か
た
ま
りは

、
無
意
識
化
し
て
、
昼
夜
に
、
昼
間
だ
け
で
な
く
寝
て
い
る
間
に
も
持
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ

こ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
真
正
の
悟
り
と
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。

　

趙
州
と
僧
の
問
答
の
後
半
が
宋
代
臨
済
宗
五
祖
法
演
下
で
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
趙
州
が
言
っ
た
と
さ
れ
る

「
無
」
は
、
客
体
的
な
も
の
が
何
も
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
虚
無
」
で
も
な
い
し
、
有
（
存
在
）
と
無
が
対
立
し
た
片
方
の
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相
対
的
無
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
私
た
ち
は
、
主
観
と
客
観
の
対
立
し
た
認
識
構
造
の
な
か
で
生
き
て
い
て
、
通

常
客
観
の
側
に
、
何
も
な
い
と
い
う
虚
無
や
有
無
の
対
立
し
た
無
を
見
て
い
る
。
こ
れ
が
相
対
的
無
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
主

客
対
立
の
認
識
構
造
が
崩
壊
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
、
主
客
未
分
の
三
昧
境
に
入
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
三
昧
境
に
入
る
の
に
使
わ
れ
る
の
が
、
無
字
の
公
案
な
の
で
あ
る
。
じ
っ
と
耐
え
抜
い
て
、
有
無
を
超
え
た

「
無
」
を
念
じ
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
主
客
対
立
か
ら
主
客
合
一
の
境
に
到
る
。
ひ
た
す
ら
、「
熱
鉄
丸
を
呑
了

す
る
が
如
く
」
に
て
、
こ
れ
何
も
の
ぞ
と
疑
団
（
疑
い
の
固
ま
り
）
に
な
り
き
り
、
疑
団
を
保
持
し
ぬ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

止や

め
よ
う
と
し
て
も
止
め
ら
れ
ず
、
吐
き
出
そ
う
と
し
て
も
、
吐
き
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
銀
山
鉄
壁
に
果
て
し
な
く
直
面

す
る
日
々
が
続
く
。
永
平
道
元
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）
や
久
松
真
一
（
一
八
八
九
―
一
九
八
〇
）
の
よ
う
な
天
才
的
な
人
な
ら

い
ざ
し
ら
ず
、
通
常
の
凡
庸
な
人
な
ら
、
発
心
後
疑
い
を
保
持
し
た
ま
ま
、
十
年
、
二
十
年
と
苦
難
の
道
程
が
続
く
。
人
に
は

言
え
な
い
。
変
わ
っ
た
人
だ
と
思
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
耐
え
て
、
こ
の
世
を
忍
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。「
夏
痩
せ
と
答
え
て

あ
と
は
涙
か
な
」。
懊
悩
の
悟
前
と
、
さ
ら
に
細
心
の
悟
後
へ
と
そ
れ
は
続
い
て
い
く
。「
曾
て
雪
霜
の
苦
を
経
て
、
楊
花
の
落

つ
る
に
も
也
た
驚
く（　
）
2

」。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
果
て
し
な
い
茨
の
道
を
歩
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
個
の
人
間
は
よ
う
や
く
「
従
前
の
悪
知
悪
覚
を
蕩

尽
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
は
基
本
的
に
心
理
的
存
在
で
、
迷
い
の
存
在
で
あ
る
。
自
分
の
身
体
の
内
に
心

が
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
に
自
我
が
主
宰
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
自
我
と
身
体
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

自
他
を
対
立
さ
せ
、
他
者
を
攻
撃
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
本
来
あ
る
べ
き
心
の
あ
り
方
が
歪
ん
で
い
く
。
ま
た
、
私
た
ち
は
、

幼
児
時
代
か
ら
心
の
発
達
過
程
に
お
い
て
、
深
層
心
理
に
実
に
様
々
な
歪
み
と
障
害
を
生
じ
て
大
人
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し

た
迷
い
の
苦
し
い
心
の
あ
り
方
や
動
き
が
、
果
て
し
な
い
茨
の
道
を
歩
む
内
に
、
本
人
の
自
覚
せ
ぬ
ま
ま
に
次
第
に
浄
化
さ
れ



100

て
い
く
。
如
何
に
苦
難
の
道
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
後
か
ら
思
い
返
し
て
み
て
有
り
難
い
道
行
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
苦
難
の

道
を
歩
い
た
人
が
後
か
ら
思
う
の
は
、
感
謝
で
あ
る
。
こ
の
浄
化
を
ギ
リ
シ
ア
語
で
カ
タ
ル
シ
ス
と
い
う
。

　

主
客
未
分
の
三
昧
が
持
続
さ
れ
、
カ
タ
ル
シ
ス
が
進
め
ば
、
い
つ
か
「
久
久
に
純
熟
し
て
自
然
に
内
外
打
成
一
片
す
」
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
到
達
す
る
。「
内
外
打
成
一
片
」
と
は
、
純
粋
な
三
昧
（
サ
マ
ー
デ
ィ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
成
り
切
っ
て
い

て
、
主
客
対
立
（
自
他
対
立
、
内
外
対
立
）
の
構
造
が
完
全
に
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
昧
が
、
個
々
の
事
柄
と
一

つ
に
な
る
個
別
三
昧
で
は
な
く
、
世
界
と
一
体
化
す
る
王
三
昧
に
な
れ
ば
、
主
観
と
客
観
の
対
立
が
完
全
に
亡
失
さ
れ
た
絶
対

無
の
境
地
に
入
っ
て
い
く
。
王
三
昧
に
な
り
き
れ
ば
絶
対
無
の
境
地
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
な
っ
て
い
く
も
の

な
の
だ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
く
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。「
内
外
打
成
一
片
」
と
い
う
王
三
昧
の
究
極
に
到
れ
ば
、
主
客

対
立
下
で
の
世
界
の
一
切
の
客
観
が
消
え
失
せ
、
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
自
分
だ
と
思
っ
て
い
た
認
識
主
観
も
無
く
な
る
。
こ
れ

が
相
対
の
無
で
は
な
く
、
主
客
の
構
造
を
脱
却
し
た
絶
対
の
無
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
無
は
、
主
客
対
立
の
図
式
の
中
で
の
、
客

観
の
側
で
の
何
も
な
い
と
い
う
虚
無
で
も
な
い
し
、
有
無
の
対
立
し
た
相
対
的
無
で
も
な
い
。
絶
対
無
に
お
い
て
は
、
客
観
の

側
の
有
無
が
掃
絶
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
客
観
を
見
て
い
る
認
識
主
観
が
無
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、「
内
外
打
成
一
片
」
の
絶
対
無
が
一
挙
に
覆

く
つ
が
える

と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。「
驀
然
と
し
て
打
発
せ
ば
、
天
を
驚
か
し
地

を
動
じ
る
」
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
絶
対
無
か
ら
の
何
も
な
い
強
烈
な
ま
っ
す
ぐ
さ
（
驀
然
）
で
、
一
切
の

客
観
も
な
く
、
そ
れ
ら
を
認
識
す
る
主
観
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
、
何
も
全
く
無
い
と
こ
ろ
か
ら
、
天
地
の
「
一
切
現

成
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
い
わ
れ
る
「
無
か
ら
の
創
造
（creatio ex nihilo

）」
で
あ
る
。
そ
の
現
成
す

る
世
界
の
一
切
の
事
物
と
一
体
に
、
現
成
事
物
の
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
、
真
の
自
己
が
現
成
す
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
一
切
の

現
前
す
る
事
物
は
、
自
分
と
し
て
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
そ
れ
ま
で
身
体
の
内
の
自
分
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
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が
、
裏
返
し
に
な
っ
て
、
周
囲
の
一
切
の
事
物
と
な
っ
て
現
わ
れ
出
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
内
外
の
別
が
な
く
な
る
の
で
あ

る
。
外
が
内
な
の
で
あ
る
。
一
切
は
意
識
現
象
で
あ
る
。
内
が
外
と
な
り
、
外
が
内
と
な
っ
て
現
象
す
る
一
切
の
事
物
の
そ
れ

ぞ
れ
と
一
つ
に
現
ず
る
自
分
が
、
真
の
自
己
で
あ
る
。
こ
の
一
切
の
事
物
と
真
の
自
己
と
が
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
古
人
は

僧
肇
の
「
天
地
と
我
れ
と
同
根
、
万
物
と
我
れ
と
一
体
」
と
い
う
語
を
当
て
て
い
る
。
そ
し
て
、
内
外
の
別
の
な
い
真
の
自
己

の
現
成
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
遊
戯
三
昧
」
と
い
う
禅
者
の
理
想
的
な
無
我
の
行
動
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
。

　

以
上
、
無
門
評
語
の
解
説
を
筆
者
な
り
に
試
み
た
が
、
現
代
の
大
禅
匠
に
よ
る
名
解
説
も
参
看
し
て
み
よ
う
。
同
じ
こ
と
を

い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
改
め
て
別
の
面
か
ら
別
の
表
現
を
聞
け
ば
、
理
解
が
容
易
に
な
る
。
山
田
無
文
（
一
九
〇
〇
―
一
九
八

八
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
〝
従
前
の
悪
知
悪
覚
を
蕩
尽
し
〟、
生
ま
れ
て
か
ら
覚
え
た
心
の
中
に
溜
っ
て
お
る
泥
沼
の
よ
う
な
知
識
経
験
が
、
悪
知

悪
覚
で
あ
る
。
す
べ
て
悟
り
の
妨
げ
を
す
る
有
害
不
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
悪
知
悪
覚
を
「
無
ー
ッ
無
ー
ッ
」
と
拈
提

す
る
こ
と
で
吐
き
出
し
て
、
心
の
中
の
溝ど

ぶ

浚ざ
ら

い
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
妄
念
妄
想
を
す
べ
て
外
へ
吐
き
出
し
て
し
ま
っ

て
、
始
め
て
生
れ
た
ま
ま
の
清
浄
無
垢
な
心
に
立
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
う
い
う
経
験
を
一
心
に
一
週
間
、
二
週
間
、
或
い
は
二
年
、
三
年
と
積
み
重
ね
て
い
く
と
、〝
久
々
に
純
熟
し
て
自

然
に
内
外
打
成
一
片
〟
と
な
る
。
乃
ち
天
地
と
我
れ
と
一
枚
の
「
無
」
に
な
る
。
我
も
な
く
な
り
世
界
も
な
く
な
っ
て
、

天
地
の
間
た
だ
一
片
の
「
無
」
だ
け
に
な
る
。（
…
）
し
か
し
、
ま
だ
そ
ん
な
こ
と
で
悟
り
だ
と
思
っ
て
は
な
る
ま
い
。

　
〝
驀
然
と
し
て
打
発
せ
ば
、
驚
天
動
地
、（
…
）
遊
戯
三
昧
な
ら
ん
〟。
内
外
打
成
一
片
と
い
う
と
こ
ろ
、
絶
対
無
の
境

地
は
、
た
だ
自
知
す
る
ば
か
り
の
、
実
に
素
晴
し
い
心
境
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
真
の
自
覚
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
に
は
自

さ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
創
造
的
主
体
性
、
そ
れ
自
ら
が
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
創
造
的
働
き
が
出
て
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来
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
の
内
外
打
成
一
片
の
と
こ
ろ
を
、
古
人
は
大
死
一
番
と
呼
ん
で
お
る
が
、
そ
の
大
死
一
番
か
ら

再
活
現
前
し
て
、
生
き
返
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
の
内
外
打
成
一
片
が
、
絶
対
無
が
、
ふ
と
し
た
動
機
で
爆
発
し
、

〝
驀
然
と
し
て
打
発
し
〟
て
、
仏
性
が
現
前
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

六
年
の
御
修
行
に
よ
っ
て
全
く
内
外
打
成
一
片
と
な
ら
れ
た
釈
尊
の
境
地
が
、
十
二
月
八
日
、
暁あ

け

の
明
星
を
ご
覧
に
な

っ
た
刹
那
、
驀
然
と
打
発
し
て
新
生
命
を
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
香
厳
和
尚
は
青
竹
に
瓦
片
の
当
た
る
カ
チ
ー
ン
と
い

う
音
を
聞
い
て
〝
驀
然
と
し
て
打
発
〟
し
た
の
で
あ
る
。
白
隠
和
尚
は
夜
明
け
の
鐘
の
音
を
聞
い
て
〝
驀
然
と
し
て
打

発
〟
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
〝
驚
天
動
地
〟、
天
を
驚
か
し
、
地
を
動
か
す
大
変
動
で
あ
ろ
う（　
）
3

。

　

心
の
中
の
溝
浚
い
を
し
て
、
妄
念
妄
想
を
吐
き
出
し
て
し
ま
い
、
生
れ
た
ま
ま
の
清
浄
無
垢
な
心
に
立
ち
帰
る
こ
と
が
カ
タ

ル
シ
ス
（
浄
化
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
年
月
が
必
要
で
あ
る
。
内
外
打
成
一
片
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
、
天
地
と
我
れ
と
一
枚
の

「
無
」
と
も
い
う
。
最
後
に
、
我
も
な
く
な
り
世
界
も
な
く
な
っ
て
、
天
地
の
間
た
だ
「
無
」
だ
け
と
い
う
絶
対
無
の
境
地
に

到
る
が
、
そ
れ
が
悟
り
だ
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
。
内
外
打
成
一
片
の
絶
対
無
の
と
こ
ろ
を
、
古
人
は
大
死
一
番
と
呼
ん
で
い

る
が
、
そ
の
大
死
一
番
か
ら
再
活
現
前
、
再
蘇
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
大
死
一
番
、
絶
後
再
蘇
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
内
外
打
成
一
片
の
絶
対
無
が
、
ふ
と
し
た
機
縁
で
爆
発
し
、〝
驀
然
と
し
て
打
発
し
〟
て
、
仏
性
が
現
前
し
て
来
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
切
事
物
と
一
体
に
現
前
す
る
根
源
の
当
体
が
、
こ
こ
で
は
教
理
上
仏
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
体
験

と
し
て
は
ま
さ
し
く
「
創
造
的
主
体
性
」
の
「
真
の
自
己
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る（　
）
4

。

　

釈
尊
、
香
厳
智
閑
（
？
―
八
九
八
）、
白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
五
―
一
七
六
八
）
の
「
大
悟
」
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
は
、
山
田

無
文
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。
香
厳
撃
竹
の
代
わ
り
に
霊
雲
見
桃
花
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
、
大
悟
の
典
型
例
と
し
て
、

よ
く
並
べ
て
例
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
事
情
は
全
く
変
わ
ら
な
い
。
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お
釈
迦
さ
ま
は
あ
け
の
明
星
を
見
て
、
お
悟
り
を
お
開
き
に
な
っ
た
と
申
し
ま
す
が
、
そ
の
時
の
お
釈
迦
さ
ま
の
実
感

は
、
意
識
と
星
と
が
全
く
一
つ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。「
俺
が
光
っ
て
い
る
」
と
直
観
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
意
識
が
星

を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
意
識
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

霊
雲
和
尚
は
桃
の
花
を
見
て
悟
り
を
開
い
た
と
申
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
俺
が
咲
い
て
お
る
」
と
直
観
さ
れ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
意
識
が
桃
の
花
を
見
る
こ
と
に
お
い
て
自
ら
を
意
識
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

白
隠
和
尚
は
遠
い
寺
の
鐘
の
音
を
聞
い
て
悟
り
を
開
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、「
俺
が
鳴
っ
た
」
と
聞
か
れ

た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
意
識
が
鐘
の
音
に
お
い
て
自
ら
を
意
識
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
「
禅
の
悟
り
」
と
申
し
ま
す
。
真
実
の
自
己
が
わ
か
っ
た
と
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
開
か
れ
た
悟
り

の
心
境
は
、
一
体
ど
ん
な
内
容
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。「
世
界
は
即
ち
我
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を
愛
さ
ず
に

は
お
れ
な
い
」
と
い
う
実
感
実
情
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す（　
）
5

。

　

こ
の
例
で
い
う
と
、
香
厳
の
場
合
は
、
青
竹
に
瓦
片
の
当
た
る
カ
チ
ー
ン
と
い
う
音
を
「
俺
が
鳴
っ
た
」
と
聞
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
と
き
の
「
俺
」
が
、
客
観
と
対
立
す
る
自
我
で
は
な
く
て
、
真
の
自
己
な
の
で
あ
る
。

　

山
田
無
文
は
、
悟
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
確
信
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
人
に
は
、
求
道
の

人
並
は
ず
れ
た
苦
難
と
絶
望
の
末
に
原
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
到
底
治
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
病
い
が
奇
跡
的
に
癒

え
て
、
禅
の
修
行
と
接
心
に
入
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

四
、
五
日
た
つ
と
、
わ
た
く
し
も
坐
っ
て
坐
る
こ
と
を
忘
れ
、
立
っ
て
立
つ
こ
と
を
忘
れ
、
心
身
を
忘
却
す
る
と
こ
ろ
ま

で
進
ん
だ
。
ま
こ
と
に
神
人
合
一
の
静
寂
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
第
六
日
ご
ろ
、
参
禅
の
帰
り
に
、
本
堂
の
前
の
真
黄
色
な

銀い
ち
よ
う杏

を
見
た
と
き
、
わ
た
く
し
は
飛
び
上
が
る
ほ
ど
驚
い
た
。
わ
た
く
し
の
心
は
忽こ

つ

然ね
ん

と
し
て
開
け
た
。
無
は
爆
発
し
て
、
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妙
有
の
世
界
が
現
前
し
た
で
は
な
い
か
。
隠
寮
へ
走
っ
て
参
禅
し
た
ら
、
公
案
は
直
ち
に
透
り
、
二
、
三
の
問
題
を
出
さ

れ
た
が
、
そ
の
場
で
解
決
し
て
し
ま
っ
た（　
）
6

。

　

坐
っ
て
坐
る
こ
と
を
忘
れ
、
立
っ
て
立
つ
こ
と
を
忘
れ
、
心
身
を
忘
却
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
悟
入
し
た
神
人
合
一
の
静

寂
さ
と
は
、
絶
対
無
の
境
地
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
そ
の
無
が

爆
発
し
て
妙
有
の
世
界
が
現
前
し
た
と
は
、
真
黄
色
な
銀
杏
の
木
が
自
分
と
し
て
現
前
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ

の
と
き
は
、
銀
杏
だ
け
で
は
な
く
、
周
囲
の
す
べ
て
の
も
の
が
自
己
と
し
て
無
か
ら
現
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

も
う
一
人
、
現
代
の
禅
の
巨
匠
に
援
助
を
乞
お
う
。
柴
山
全
慶
（
一
八
九
四
―
一
九
七
四
）
は
、
今
問
題
と
し
て
い
る
無
門
評

語
の
「
内
外
打
成
一
片
」
と
「
驀
然
打
発
、
驚
天
動
地
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
提
唱
し
て
い
る
。

八
面
玲
瓏
、
主
も
客
も
、
内
も
外
も
、
自
も
他
も
、
た
だ
一
枚
に
な
り
き
っ
て
、
も
は
や
そ
の
一
枚
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

臨
済
は
こ
れ
を
形
容
し
て
「
大
地
黒
漫
漫
地
」
と
言
い
、
白
隠
は
「
万
里
の
層
氷
裡
に
坐
す
る
が
如
し
」
と
言
っ
て
い
る
。

自
己
も
世
界
も
共
に
絶
す
る
と
こ
ろ
、「
心
路
を
窮
め
て
絶
す
る
」
端
的
で
あ
る
。
実
際
の
修
行
で
は
、
こ
の
絶
対
無
の

深
淵
に
あ
る
時
、
無
が
無
に
目
覚
め
る
不
思
議
な
瞬
間
が
訪
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
て
自
己
が
無
の
自
己
を
自
覚
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
不
思
議
な
転
回
は
、
唖
子
が
す
ば
ら
し
い
夢
を
見
た
よ
う
な
も
の
で
、
彼
は
身
を
も
っ
て
よ
く
よ
く
知

っ
て
い
る
の
だ
が
、
語
る
に
言
葉
が
な
い
。
絶
対
無
が
絶
対
無
を
自
覚
す
る
瞬
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
有
無
を
超
え
る
自
覚

の
瞬
間
だ
か
ら
で
あ
る（　
）
7

。

　
「
内
外
打
成
一
片
」
な
ら
ば
、
主
客
、
内
外
、
自
他
の
対
立
が
掃
絶
さ
れ
、
王
三
昧
の
一
枚
に
な
り
き
っ
て
い
る
。
旧
来
の

自
己
も
世
界
も
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
絶
対
無
の
深
淵
か
ら
、「
驀
然
打
発
、
驚
天
動
地
」
の
自
覚
の
時
節
が
訪

れ
る
。
万
象
が
現
成
し
、
そ
れ
と
一
つ
に
真
の
自
己
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
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無
門
評
語
で
は
、「
自
然
内
外
打
成
一
片
」
の
直
後
に
、「
唖
子
の
夢
を
得
る
が
如
く
、
只
だ
自
知
す
る
こ
と
を
許
す
」
と
い

う
文
が
入
っ
て
お
り
、
無
門
と
し
て
は
、「
内
外
打
成
一
片
」
の
絶
対
無
の
状
況
が
「
唖
子
が
す
ば
ら
し
い
夢
を
見
た
よ
う
な

も
の
で
、
彼
は
身
を
も
っ
て
よ
く
よ
く
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
語
る
に
言
葉
が
な
い
」
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
無

門
は
真
の
自
己
が
現
前
す
る
状
況
と
並
ん
で
、
そ
の
前
の
絶
対
無
の
状
態
を
も
高
く
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
柴
山
全
慶
は
、
む
し
ろ
「
驀
然
打
発
、
驚
天
動
地
」
の
一
切
現
成
・
真
の
自
己
の
現
前
の
ほ
う
に
、
こ
の
語
る

こ
と
が
で
き
な
い
素
晴
し
さ
と
い
う
形
容
を
も
っ
て
い
こ
う
と
し
、
そ
の
ほ
う
が
実
際
の
体
験
に
忠
実
だ
と
い
う
。

だ
が
私
は
、
こ
の
二
つ
の
文
章
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
、「
驀
然
と
し
て
打
発
せ
ば
、
天
を
驚
か
し
地
を
動
ぜ
ん
。（
け
れ

ど
も
そ
の
不
思
議
さ
は
）
唖
子
の
夢
を
得
る
が
ご
と
く
、
た
だ
自
知
す
る
こ
と
を
許
す
」
と
し
た
い
。
こ
の
ほ
う
が
実
際
の

体
験
に
忠
実
な
よ
う
に
思
う
。
禅
は
こ
の
体
験
を
妙
悟
と
言
い
、
ま
た
「
大
死
一
番
絶
後
に
甦

よ
み
が
える

」
と
言
う
。
無
門
禅
師

は
自
分
の
悟
り
の
体
験
を
「
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
眼ま

な
こを

開
い
た
」
と
歌
っ
て
い
る（　
）
8

。

　

こ
の
よ
う
な
入
れ
替
え
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
無
門
で
は
ま
だ
、
宋
代
臨
済
宗
の
一
員
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
中
国
で
の
空
と
絶
対
無
を
尊
重
す
る
影
響
が
残
っ
て
い
る
の
だ
が
、
柴
山
の
ほ
う
で
は
、「
絶
後
再
蘇
」
の
復
活
再
生

の
ほ
う
に
徹
底
し
て
い
る
、
つ
ま
り
宋
代
臨
済
宗
に
お
け
る
事
物
世
界
重
視
の
思
想
が
よ
り
徹
底
さ
れ
て
端
的
に
出
て
き
て
い

る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

無
門
の
「
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
眼
を
開
い
た
」
と
い
う
の
は
、
実
際
の
妙
悟
体
験
そ
の
も
の
で
あ
り
、
地
上
の
一
切
事

物
の
開
い
た
「
眼
」
が
現
前
す
る
真
の
自
己
な
の
で
あ
る
。

　

棲
梧
宝
嶽
（
一
八
七
五
―
一
九
四
二
）
の
『
無
字
妙
経
』
は
、
日
本
臨
済
正
宗
の
教
理
綱
要
書
と
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
序
品
第
一
、
法
身
無
相
品
第
二
、
機
関
実
相
品
第
三
、
言
詮
微
妙
品
第
四
、
難
透
正
眼
品
第
五
、
向
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上
涅
槃
品
第
六
、
五
位
法
蔵
品
第
七
、
十
重
妙
心
品
第
八
、
護
持
附
嘱
品
第
九
、
流
通
法
門
品
第
十
、
と
な
っ
て
お
り
、
白
隠

公
案
体
系
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
第
二
の
法
身
無
相
品
に
は
、
趙
州
無
字
で
大
悟
し
た
仏
光
国
師
（
無
学
祖

元
、
一
二
二
六
―
一
二
八
六
）
の
投
機
の
偈
が
適
切
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
槌つ

い

に
撃げ

き

砕さ
い

す　

精
し
よ
う
り
よ
う
く
つ

霊
窟

突と
つ
し
ゆ
つ

出
す　

那な

吒た

の
鉄て

つ

面め
ん

皮ぴ

雙
耳
聾ろ

う

の
如
く　

口
唖あ

に
似
た
り

等と
ん

閑か
ん

に
触

し
よ
く
じ
や
く

着
す
れ
ば　

火か

星せ
い

飛
ぶ（　
）
9

こ
こ
で
「
一
槌
に
撃
砕
す　

精
霊
窟
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
絶
対
無
で
あ
り
、「
突
出
す　

那
吒
の
鉄
面
皮
」
と
い
わ

れ
る
と
こ
ろ
が
、
真
の
自
己
の
現
成
で
あ
る
。
後
半
二
行
は
真
の
自
己
の
現
成
の
様
子
を
描
出
し
て
い
る
。
こ
れ
も
実
際
の
妙

悟
体
験
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

真
の
自
己
は
伝
統
的
に
は
「
本
来
の
面
目
」、
自
分
の
本
当
の
顔
、
と
呼
ば
れ
て
き
た
。「
突
出
す　

那
吒
の
鉄
面
皮
」
と
は
、

本
来
の
面
目
の
端
的
な
現
前
な
の
で
あ
る
。

　
「
本
来
の
面
目
」
の
話
頭
は
、
手
近
に
は
、
法
身
の
公
案
と
し
て
『
無
門
関
』
に
第
二
三
則
「
不
思
善
悪
」
と
し
て
載
せ
ら

れ
て
い
る
。

祖
曰
く
、「
不
思
善
、
不
思
悪
、
正し

よ
う
よ
も

与
麼
の
時
、
那な

箇こ

か
是
れ
明
上
座
が
本
来
の
面
目
」。
明み

よ
う、

当
下
に
大
悟
し
、
遍へ

ん

体た
い

汗

流
る
。
泣き

ゆ
う
る
い
さ
ら
い

涙
作
礼
し
、
問
う
て
曰
く
、「
上じ

よ
う
ら
い来

の
密
語
密
意
の
外
、
還
た
更
に
意い

旨し

あ
り
否や

」。
祖
曰
く
、「
我
、
今
汝
が

為
め
に
説
く
者こ

と

は
、
即
ち
密み

つ

に
非
ず（　
）
10

」。

　

慧
明
（
蒙
山
道
明
、
生
没
年
不
明
）
は
「
不
思
善
、
不
思
悪
」
と
い
わ
れ
て
、
推
定
す
る
に
一
点
の
念
も
な
い
ま
っ
さ
ら
な
心
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に
な
り
、
大
死
一
番
、
絶
対
無
の
状
態
に
入
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
自
分
の
回
り
の
一
切
の
も
の

が
自
己
と
し
て
現
わ
れ
出
て
い
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
脱
自
し
、
自
己
が
世
界
と
な
っ
て
い
た
。
真
の
自
己
の
現
成
、
絶
後

再
蘇
で
あ
る
。
一
切
に
現
ず
る
自
己
が
本
来
の
面
目
で
あ
る
。
そ
の
と
き
周
囲
の
一
切
に
現
じ
て
い
る
自
己
が
、
そ
れ
ま
で
日

常
私
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
の
当
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
身
体
の
内
で
、
自
分
の
行
動
を
制
御
し
て
い
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

ル
な
自
我
が
、
本
当
の
自
己
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ま
で
自
分
だ
と
思
っ
て
い
た
自
分
の
外
で
、
周
囲
の

事
物
の
一
切
の
そ
れ
ぞ
れ
に
現
じ
て
い
た
自
己
が
、
真
の
自
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
常
意
識
に
お
い
て
も
、
自
分
だ

と
い
う
真
の
自
分
の
意
識
だ
っ
た
こ
と
に
思
い
当
た
る
の
で
あ
る
。

　

慧
明
は
さ
ら
に
秘
密
は
な
い
か
と
聞
い
て
、
な
い
と
い
わ
れ
て
納
得
し
て
い
る
。
一
切
に
現
ず
る
自
己
は
、
普
段
の
自
分
の

意
識
の
根
源
層
で
あ
る
。
後
述
す
る
「
清
浄
識
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
根
源
層
は
、
相
が
無
く
、
無
的
・
超
越
的
で

あ
る
が
、
そ
れ
な
し
に
は
、
事
物
の
認
識
も
な
い
し
行
為
も
な
い
。
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
―
一
八
〇
四
）
の
、
認

識
論
に
お
け
る
超
越
論
的
主
観
性
の
意
識
一
般
（Bew

usstsein überhaupt

）
な
い
し
行
為
場
面
で
の
純
粋
実
践
理
性
（reine 

praktische Vernunft

）
そ
の
も
の
に
近
い
と
い
え
な
く
も
な
い
。
そ
の
場
合
、
後
者
の
「
理
性
（Vernunft

）」
は
、
日
本
語

で
は
「
叡
知
（
ヌ
ー
ス
）」
と
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
前
者
の
「
意
識
一
般
」
は
、
一
切
は
意
識
現
象
で
あ
る
と
い
う
、
超
越
論

的
（transzendental

）
な
脱
自
的
意
識
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
五
）
が
、
こ
の
意
識
の
根

源
層
を
無
の
場
所
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
と
比
較
し
つ
つ
究
明
し
て
い
る（　
）
11

。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八

九
―
一
九
七
六
）
で
は
「
開
け
（Lichtung

）」
と
い
わ
れ
た
も
の
に
当
た
る
。
そ
う
し
た
日
常
的
な
当
た
り
前
の
意
識
の
基
底

（
無
底
）
が
、
禅
経
験
に
お
い
て
は
万
物
と
一
体
に
本
来
の
面
目
と
し
て
現
わ
れ
出
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
元
来
秘
密
は

何
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
慧
能
は
「
密
に
非
ず
」
と
言
っ
て
い
る
。
無
門
も
頌
で
「
本
来
の
面
目
蔵か

く

す
に
処
没な

し
」
と
言
っ
て
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い
る
。
元
来
ど
こ
に
で
も
私
た
ち
の
世
界
意
識
の
背
景
と
し
て
私
た
ち
の
周
囲
の
空
気
の
よ
う
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
い
つ
も
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
敢
え
て
秘
密
と
呼
ぶ
な
ら
、「
公
開
の
秘
密
」
な
の
で
あ

る
。
王
陽
明
（
一
四
七
二
―
一
五
二
八
）
も
、「
本
来
の
面
目
」
を
「
良
知
」
と
呼
ん
で
、
自
己
の
儒
教
心
学
思
想
の
根
底
に
据

え
て
い
る（　
）
12

。
恐
ら
く
は
、
か
の
龍
場
で
、
万
物
一
体
の
真
の
自
己
の
現
成
を
体
得
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

無
門
は
続
い
て
、「
世
界
壊え

す
る
時
も
渠か

れ

は
朽
ち
ず
」
と
言
っ
て
い
る（　
）
13

。「
渠
」
と
は
人
格
的
な
特
性
を
も
つ
「
本
来
の

面
目
」
の
こ
と
で
あ
る
。
相
対
的
時
間
的
で
無
常
な
生
滅
の
事
物
世
界
か
ら
見
れ
ば
、
本
来
の
面
目
は
脱
自
し
た
世
界
意
識
の

無
的
な
根
源
層
・
基
底
と
し
て
恒
常
的
で
あ
り
、
生
滅
を
超
え
て
不
生
不
滅
で
あ
る
。
何
故
不
生
不
滅
だ
と
わ
か
る
か
と
い
う

と
、
そ
れ
は
、
真
の
自
己
が
何
も
無
い
と
こ
ろ
か
ら
万
象
と
と
も
に
、
相
対
性
や
偶
然
性
を
脱
し
て
普
く
現
出
し
て
き
、
そ
の

現
前
の
質
が
、
寂
静
と
し
て
生
滅
の
世
界
と
は
異
な
る
別
次
元
の
恒
常
性
だ
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

見
方
を
変
え
て
、
本
来
の
面
目
が
事
物
と
一
体
化
し
、
事
物
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
面
を
見
る
な
ら
ば
、
本
来
の
面
目
は
、

事
物
の
消
滅
と
と
も
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
面
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
「
大
隋
劫
火
洞
然
」
の
話
頭
を
参
看
さ
れ

た
い（　
）
14

。

　

ち
な
み
に
、
絶
対
無
（
真
の
意
味
で
何
も
無
い
）
か
ら
不
生
不
滅
の
本
来
の
面
目
が
万
象
と
一
体
に
現
出
し
て
く
る
こ
と
を
体

験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
は
死
な
な
い
」
と
い
う
確
信
が
生
み
出
さ
れ
る
。
万
象
（
世
界
）
と
一
体
の
真
の
自
己
は
死
な

な
い
。
そ
の
場
合
、
真
の
自
己
は
万
象
の
場
所
で
あ
る
。
私
の
当
体
は
別
次
元
で
の
不
生
不
滅
の
恒
常
体
で
あ
る
。
世
界
と
真

の
自
己
と
が
と
も
に
滅
び
行
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
必
ず
再
び
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
が
万
象
と
一
体
に
甦
っ
て
現
成
し
て
く

る
。
白
隠
も
、

若
ひ
衆し

ゆ

や
、
死
ぬ
が
い
や
な
ら
今
死
に
や
れ
、
一ひ

と

度た

び
し
ね
ば
、
も
ふ
死
な
ぬ
ぞ
や（　
）
15
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と
歌
い
、
大
死
一
番
し
て
生
前
に
死
な
な
い
真
の
自
己
に
目
覚
め
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
久
松
真
一
も
、
門
下
の
人
び

と
に
「
私
は
死
に
ま
せ
ん（　
）
16

」
と
言
い
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、「
無
相
の
自
己
」
を
標
傍
し
続
け
た
全
人
生
に
ふ

さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
本
来
の
面
目
」
の
問
答
は
、
早
く
『
六
祖
壇
経
』
に
割
注
の
形
式
で
出
て
く
る（　
）
17

。
六
祖
慧
能
（
六
三
八
―
七
一
三
）
以
降
、

禅
定
よ
り
も
見
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
実
際
の
体
験
と
し
て
は
、
こ
の
本
来
の
面
目
の
現
前

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
問
答
の
挿
入
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
雑
把
に

い
っ
て
、
菩
提
達
磨
（
六
世
紀
初
め
）
か
ら
五
祖
弘
忍
（
六
〇
一
―
六
七
四
）・
大
通
神
秀
（
六
〇
六
？
―
七
〇
六
）
た
ち
ま
で
の
初

期
禅
宗
と
、
及
び
八
世
紀
初
頭
に
盛
大
だ
っ
た
牛
頭
法
門
（
三
論
宗
に
由
来
す
る
）
に
お
い
て
は
、
都
市
で
発
達
し
て
い
た
般
若

空
観
の
影
響
を
受
け
て
、
空
と
絶
対
無
に
傾
く
禅
定
を
（
体
験
上
は
と
も
か
く
）
理
論
的
に
は
重
視
し
た
の
で
あ
る
が
、
六
祖
慧

能
に
至
っ
て
そ
れ
が
本
来
面
目
の
見
性
重
視
へ
と
根
本
的
に
転
換
し
、
以
降
洪

こ
う
じ
ゆ
う
し
ゆ
う

州
宗
の
発
展
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

　

北
宗
の
神
秀
ま
で
の
禅
経
験
と
禅
思
想
が
空
と
空
寂
に
片
寄
り
が
ち
だ
っ
た
の
に
対
し
、
六
祖
慧
能
か
ら
は
明
瞭
に
見
性
と

「
本
来
面
目
」
と
い
わ
れ
る
仏
性
（
清
浄
識
、
如
来
蔵
）
の
経
験
が
前
面
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
絶
後
再
蘇
に
お
い
て
現
前
す

る
も
の
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
慧
能
を
代
表
者
と
し
て
、
禅
経
験
と
禅
思
想
が
根
本
的
な
転
換
を
遂
げ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
転
換
は
、
空
観
か
ら
唯
識
・
如
来
蔵
思
想
へ
の
重
心
の
移
行
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
以
後
の
洪
州
宗
の
百
花
撩

乱
た
る
大
展
開
は
、
こ
の
根
本
的
な
転
換
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

現
代
に
お
い
て
、
禅
の
真
生
命
を
体
現
し
て
活
躍
し
た
禅
者
の
一
人
に
、
秋
月
龍り

よ
う
み
ん珉

が
い
る
。
秋
月
も
、
趙
州
無
字
の
修
行

に
お
け
る
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
に
つ
い
て
懇
切
丁
寧
に
語
っ
て
い
る
の
で
、
是
非
看
て
お
き
た
い
。
す
で
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に
山
田
無
文
や
柴
山
全
慶
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
網
羅
的
に
纏
め
て
い
る
。

　

は
じ
め
の
う
ち
は
妄
想
と
定
力
の
い
た
ち
ご
っ
こ

0

0

0

0

0

0

で
す
が
、
や
が
て
定
力
が
勝
っ
て
妄
想
の
根
が
き
れ
公
案
三ざ

ん

昧ま
い

に
な

っ
て
、
天
地
ひ
た
一
枚
の
「
無
字
」
が
現
前
し
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
た
だ
「
無
」
に
な
り
き
る

0

0

0

0

こ
と
で
す
。
そ
の
と
き

「
お
れ
は
無
に
な
っ
た
」
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
ま
た
、
一
つ
の
「
有
」（
有
と
は
有
形
無
形
一
切
の
存
在

0

0

の
意
）
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。「
無
と
い
ふ
も
あ
た
ら
言
葉
の
さ
は
り
か
な
無
と
も
思
は
ぬ
と
き
ぞ
無
と
な
る
」
で
す
。
こ
う
し
て
し
ま
い

に
は
「
無
」
も
な
く
な
っ
て
、
天
地
ひ
た
一
枚
、
胸
中
兎う

の
毛
一
本
も
な
い
、
そ
の
な
い
と
い
う
念
さ
え
も
動
か
ぬ
、
一

念
未
発
以
前
の
「
不ふ

し
よ
う生

の
場
」
に
出
ま
す
。
こ
れ
を
禅
で
は
「
打た

じ
よ
う成

一い
つ

片ぺ
ん

の
位
」
と
い
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
こ
は
ま
だ
悟
り
の
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
人
も
こ
れ
を
「
た
と
え
て
み
る
と
、
厚
い
氷
の
中
に
閉
じ
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
上
下
四
方
前
後
左
右
こ
と
ご
と
く
ス
キ
ト
オ
シ
て
い
か
に
も
見
事
な
美
し
い
も
の
で
は

あ
る
が
、
わ
が
身
は
氷
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
っ
た
く
身
動
き
が
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
さ
ら
に
退
転
せ
ず
、
た
だ
真
向
に
「
無
ー
っ
」
と
無
二
無
三
に
練
り
込
む
こ
と
が
大
事
で
す
。
す
る
と
、

い
つ
か
時
節
因
縁
当
来
し
て
、
豁か

つ

然ね
ん

と
し
て
真
の
悟
り
が
開
け
ま
す
。

　

こ
の
一
念
不
生
の
場

0

0

0

0

0

0

す
な
わ
ち
「
絶
対
無
の
場
所
」
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
た

0

0

0

0

0

（
三
昧
）
端
的
を
、
禅
で
は
「
法ほ

つ

身し
ん

の

位
」
と
申
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「
無
」
が
何
か
の
感
覚
の
縁
に
触
れ
て
爆
発

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
、「
自
他
不
二
」
と
い
う
「
無
相
の

自
己
」
が
自
覚

0

0

さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
悟
り
と
い
う
の
で
す
。（
…
）
と
ま
れ
釈
尊
は
暁
の
明
星
を
見
て
、
星
と
自
己
と

0

0

0

0

0

不
二
一
体
と
い
う
自
己

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
体
得
さ
れ
ま
し
た
。「
私
が
光
っ
て
い
る
！
」

―
し
か
し
、
こ
の
私0

が
問
題
で
す
。
そ
れ
は

た
し
か
に
い
ま

0

0

・
こ
こ

0

0

の
こ
の
私0

に
は
違
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
天
地
と
同
根
・
万
物
と
一
体
」（
肇じ

よ
う法

師
の
語
）

と
い
う
無
相
の
自
己

0

0

0

0

0

な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
す
さ
ま
じ
い
主
観
・
客
観
に
お
け
る
自
己
否
定

0

0

0

0

す
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な
わ
ち
「
絶
対
無
」
の
現げ

ん
じ
よ
う成

を
媒
介
し
て
は
じ
め
て
体
得
さ
れ
る
自
己
肯
定

0

0

0

0

で
あ
る
の
で
す
。「
手
の
舞
、
足
の
踏
む
と

こ
ろ
を
知
ら
ず
」
と
古
人
は
見
性
の
歓
喜
を
表
現
し
て
い
ま
す（　
）
18

。

　

こ
こ
で
、
絶
対
無
の
境
地
は
、「
一
念
未
発
以
前
」
の
「
不
生
の
場
」、「
打
成
一
片
の
位
」、「
法
身
の
位
」、「
絶
対
無
の
場

所
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
未
発
」
と
い
う
の
は
、
元
来
儒
教
『
中
庸
』
に
出
て
く
る
語
で
あ
り
、
宋
学
の
重
要
概
念
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
こ
で
未
発
と
い
わ
れ
る
の
は
、
絶
対
無
が
未
発
と
し
て
、
つ
ま
り
一
切
現
成
な
い
し
真
の
自
己
の
現
成
と
い
う
現

実
態
に
対
す
る
可
能
態
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
検
討
す
る
白
隠
の
『
遠
羅
天
釜
』
だ
と
、「
朕
兆
未
発

以
前
、
仏
祖
未
興
の
処
」、「
這
裡
全
く
生
死
な
く
、
涅
槃
な
く
、
煩
悩
な
く
、
菩
提
な
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
当
た
り
、

長
沙
の
「
百
尺
竿
頭
不
動
人
」
と
か
臨
済
の
「
湛
々
た
る
暗
黒
の
深じ

ん
き
よ
う坑

」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
相
当
す
る（　
）
19

。「
不

生
」
は
、「
不
生
不
滅
」
の
「
不
生
」
と
し
て
、
般
若
空
観
に
お
け
る
空
の
特
性
を
示
し
て
い
る
。
絶
対
無
の
境
地
を
「
法
身

の
位
」
だ
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
法
身
を
真
の
自
己
な
い
し
真
空
妙
有
に
で
は
な
く
、
絶
対
空
、
真
空
無
相
の
ほ
う
に
位
置

付
け
て
い
る
。
古
人
と
い
う
の
は
白
隠
の
こ
と
で
あ
り
、「
厚
い
氷
の
中
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

そ
う
し
た
絶
対
無
の
境
地
が
何
か
の
機
縁
に
触
れ
て
爆
発
し
、「
自
他
不
二
」
の
「
無
相
の
自
己
」
が
自
覚
さ
れ
る
の
が
真

の
悟
り
で
あ
る
。
絶
対
無
の
境
地
が
真
の
悟
り
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
「
自
他
不
二
」
と
い
う
の
は
、
自
他
、
内
外
、
主
観
客
観
の
対
立
が
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
ま
た
、
一
切
事
物

と
自
己
と
が
一
体
化
し
て
現
前
し
て
く
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
の
で
、
一
切
事
物
の
他
と
真
の
自
己
の
自
と
が
別
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
如
実
に
わ
か
る
か
ら
そ
う
い
わ
れ
る
。

　
「
無
相
の
自
己
」
と
は
真
の
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。
真
の
自
己
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
事
物
的
な
相
を
も
た
な
い
の
で
、

無
相
と
い
う
の
で
あ
る
。「
無
相
の
自
己
（Form

less Self

）」
と
い
う
用
語
を
思
想
の
基
幹
に
据
え
た
の
は
久
松
真
一
で
あ
り
、
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Ｆ
Ａ
Ｓ
運
動
の
第
一
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
Ｆ
と
し
た
。
Ｆ
と
は
、Form

less

の
Ｆ
で
あ
る
。
無
相
と
い
う
こ
と
で
、
真
の
自
己
が

相
を
も
っ
た
事
物
の
レ
ベ
ル
を
超
越
（Transzendenz

）
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
体
験
上
で
も
、
真
の
自

己
は
事
物
世
界
と
一
体
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
別
次
元
で
あ
る
こ
と
が
直
知
さ
れ
る
。
事
物
世
界
が
有
で
あ
る
と
す
る
と
、

真
の
自
己
自
体
は
そ
れ
を
超
え
た
無
で
あ
る
。
真
の
自
己
と
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
諸
事
物
と
は
徹
底
的
に
異
な
っ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
諸
事
物
の
有
無
を
超
え
た
超
絶
的
な
空
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
の
自
己
自
体
は
、
決
し
て
事
物
世

界
に
お
け
る
相
対
的
な
有
無
の
無
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
真
の
自
己
を
そ
の
端
的
な
無
相
性
の
故
に
、
絶
対
の
無
と
呼
ん
で
も

い
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
元
来
の
真
の
自
己
と
は
区
別
さ
れ
た
絶
対
無
は
狭
義
の
絶
対
無
、
元
来
の
絶
対
無
と
真
の
自

己
を
合
わ
せ
た
境
域
は
広
義
の
絶
対
無
と
名
付
け
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
小
論
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
絶
対
無
の
語
で
狭
義

の
絶
対
無
を
取
り
扱
う
。

　

次
に
引
用
文
中
の
「
天
地
と
同
根
・
万
物
と
一
体
」
に
つ
い
て
解
説
す
る
が
、
最
重
要
の
核
心
部
分
だ
け
に
、
暫
く
長
文
を

駄
す
る
。

　

貧
困
の
中
で
老
荘
思
想
か
ら
『
維
摩
経
』
を
経
て
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
―
四
一
三
ま
た
は
三
五
〇
―
四
〇
九
）
の
大
乗
般
若
空
観

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
天
才
的
宗
教
家
、
僧
肇
（
三
七
四
―
四
一
四
）
の
述
べ
た
「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と
一
体
」
は
、

確
か
に
『
荘
子
』
内
篇
斉
物
論
篇
の
「
天
地
も
我
れ
と
並
び
生
じ
、
而
し
て
万
物
も
我
れ
と
一
た
り
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
が（　
）
20

、
禅
の
見
性
体
験
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
の
で
、
実
地
に
悟
っ
た
人
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
句
に
行
き
当
た
る
こ

と
が
多
い
。
見
性
に
お
い
て
は
一
切
事
物
（
天
地
、
万
物
）
と
真
の
自
己
（
我
れ
）
と
が
一
体
と
な
っ
て
現
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
仏
光
国
師
の
よ
う
な
実
際
の
す
さ
ま
じ
い
体
験
か
ら
比
べ
れ
ば
、
僧
肇
の
本
句
は
す
で
に
相
当
抽
象
化
が
進
ん
だ
平

板
な
表
現
で
あ
り
、
あ
た
か
も
末
梢
的
な
影
の
よ
う
で
あ
る
。
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陸
亘
大
夫
（
七
六
四
―
八
三
四
）
が
本
句
に
到
っ
て
感
激
讃
嘆
し
た
と
こ
ろ
、
南
泉
普
願
（
七
四
八
―
八
三
四
）
か
ら
、
軽
く
た

し
な
め
ら
れ
て
い
る
。

陸
亘
大
夫
、
師
〔
南
泉
〕
に
向
か
っ
て
道
う
、「
肇
法
師
は
甚
だ
奇
怪
な
り
。
万
物
は
同
根
に
し
て
是
非
は
一
体
な
り
と

道
え
り
」。
師
、
庭
前
の
牡
丹
花
を
指
し
て
云
く
、「
大
夫
、
時
の
人
は
此
の
一
株
の
花
を
見
る
に
、
夢
の
如
く
に
相
似
た

り
」。
陸
、
測
る
こ
と
罔な

し（　
）
21

。

こ
の
問
答
に
対
し
て
、
雲
門
宗
の
雪
竇
重
顕
（
九
八
〇
―
一
〇
五
二
）
は
次
の
よ
う
な
頌
を
付
し
て
い
る
。

聞も
ん

見け
ん

覚
知
、
一
一
に
非
ず
。

山
河
は
鏡
中
の
観
に
在
ら
ず
。

霜
天
月
落
ち
て
夜
将ま

さ

に
半
ば
な
ら
ん
と
す
。

誰
ぞ
澄ち

よ
う
た
ん潭

と
共
に
影
を
照う

つ

し
て
寒す

さ
まじ

き（　
）
22

。

　
「
聞
見
覚
知
、
一
一
に
非
ず
」
と
は
、
感
覚
や
覚
知
の
働
き
は
、
別
々
で
は
な
く
全
一
の
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
山
河
は
鏡
中
の
観
に
在
ら
ず
」
と
は
、
事
物
は
第
一
次
的
に
は
鏡
に
写
す
よ
う
に
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
が
分
か
れ
て
対
立
し
、
事
物
が
鏡
に
写
さ
れ
る
よ
う
に
表
象
さ
れ
、
眼
前
に
思
い
浮
か
ば
れ
、
対
象

化
さ
れ
る
と
、
す
で
に
二
次
的
な
認
識
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
株
の
花
を
真
に
見
る
と
は
、
認
識
主
観
と
客
観
（
対

象
）
が
ま
だ
分
か
れ
な
い
と
こ
ろ
で
花
に
な
り
切
っ
て
見
る
の
で
あ
り
、
三
昧
の
境
地
で
見
る
の
で
あ
る
。
鏡
な
し
で
あ
り
、

花
が
見
て
い
る

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
認
識
主
観
は
滅
せ
ら
れ
て
い
る
。「
霜
天
月
落
ち
て
夜
将
に
半
ば
な
ら
ん
と
す
。
誰

ぞ
澄
潭
と
共
に
影
を
照
し
て
寒
じ
き
」
と
は
、
認
識
主
観
が
滅
せ
ら
れ
、
認
識
主
観
の
見
て
い
た
一
切
の
諸
対
象
も
滅
せ
ら
れ

た
絶
対
無
の
境
地
を
描
い
て
い
る
。
だ
が
、
ま
だ
絶
対
無
の
境
地
の
只
中
で
目
覚
め
て
い
る
も
の
（
未
発
の
真
の
自
己
）
が
あ
る
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の
で
、「
誰
ぞ
澄
潭
と
共
に
影
を
照
し
て
寒
じ
き
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
一
株
の
牡
丹
の
花
は
、
そ
う
し
た
絶
対
無
の
境
域
か

ら
直
接
真
の
自
己
と
し
て
現
成
す
る
。
そ
し
て
、
絶
対
無
か
ら
の
現
成
に
お
い
て
こ
そ
「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と
一

体
」
と
い
う
物
我
一
如
も
い
わ
れ
て
き
う
る
の
で
あ
る
。
本
頌
は
、
雲
門
宗
下
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う

し
た
絶
対
無
か
ら
の
花
の
現
成
を
、
宋
代
臨
済
宗
『
碧
巌
録
』
第
四
〇
則
「
垂
示
」
は
、「
休
し
去
り
歇け

つ

し
去
っ
て
」、
即
ち
大

死
一
番
し
、
絶
対
無
の
境
地
ま
で
降
り
立
っ
た
境
地
か
ら
、「
鉄
樹
花
を
開
く
」
と
形
容
し
て
い
る（　
）
23

。

　

以
上
は
陸
亘
と
南
泉
の
問
答
を
雲
門
宗
の
雪
竇
の
見
方
か
ら
説
明
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
原
理
的
に
正
鵠
を
得
て

い
る
が
、
ま
た
別
に
南
泉
本
来
の
日
常
平
常
底
の
境
涯
か
ら
見
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
南
泉
自

身
の
根
源
的
な
日
常
平
常
底
の
境
涯
と
は
、
下
降
の
道
の
究
ま
っ
た
「
癡
鈍
底
」、「
異
類
中
行
」
の
「
狸
奴
白
牯
」
の
境
涯
で

あ
る
。師

上
堂
す
る
毎
に
云
く
、（
…
）
一
个
の
癡
鈍
底
を
覓
む
る
に
得
可
か
ら
ず
。（
…
）
直
に
須
く
仏
未
だ
出
世
せ
ざ
る
已
前
、

都
て
一
切
の
名
字
無
く
、
密
用
濳
か
に
通
じ
て
人
の
覚
知
す
る
無
き
、
与
麼
の
時
に
向
か
っ
て
躰
得
し
て
方
め
て
小
分
の

相
應
有
る
べ
し
。
所
以
に
道
う
、
祖
佛
は
有
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
も
狸
奴
白
牯
却
っ
て
有
る
こ
と
を
知
る
と
。
何
を
以
て

此
く
の
如
き
や
。
他か

れ

は
却
っ
て
如
許
多
般
の
情
量
無
け
れ
ば
な
り
。
所
以
に
喚
ん
で
如
如
と
作
さ
ば
早す

是で

に
變
ぜ
り
。
直

に
須
く
異
類
中
に
向お

い
て
行
ず
べ
し（　
）
24

。

　
「
仏
未
だ
出
世
せ
ざ
る
已
前
」
と
は
、
当
時
の
禅
者
た
ち
の
共
通
の
理
解
で
は
絶
対
無
の
境
域
を
意
味
し
て
い
る
。「
都
て
一

切
の
名
字
無
く
、
密
用
濳
か
に
通
じ
て
人
の
覚
知
す
る
無
き
」
も
絶
対
無
の
境
地
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
真
の
自
己
の
レ
ベ
ル

を
も
含
ん
で
い
る
（
広
義
の
絶
対
無
）
か
も
し
れ
な
い
。
南
泉
の
場
合
は
、
絶
対
無
の
境
地
か
ら
、「
情
量
」
と
い
う
人
間
の
心

理
的
な
心
の
動
き
の
レ
ベ
ル
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
人
間
特
有
の
表
象
作
用
と
想
い
浮
か
べ
、
さ
ら
に
は
概
念
化
も
な
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し
で
、
一
挙
に
「
狸
奴
白
牯
」
の
境
地
ま
で
降
り
て
く
る
の
で
あ
る
。「
狸
奴
」
と
は
山
猫
、「
白
牯
」
と
は
去
勢
さ
れ
た
耕
牛

の
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
「
下
降
の
道
」
が
究
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
、
日
常
平
常
底
の
境
涯
に
な
る
。「
狸
奴
白
牯
」
の
境
涯

で
は
、
絶
対
無
と
真
の
自
己
（
法
王
身
、
仏
性
）
が
直
接
に
生
き
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
表
象
さ
れ
、
眼
前
に
思

い
浮
か
べ
ら
れ
、
概
念
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ
う
し
た
認
識
作
用
に
基
礎
を
置
く
「
情
量
」
に
引
き

回
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
絶
対
無
と
真
の
自
己
は
、
個
と
し
て
生
き
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
な
り
、
生
の
世
界
活
動
の
媒
体
と
し

て
背
景
に
退
く
。
そ
う
し
た
癡
鈍
人
に
ま
で
な
り
き
っ
た
ら
、
癡
鈍
人
は
花
を
見
て
ど
う
言
う
だ
ろ
う
か
。「
天
地
と
我
と
同

根
、
万
物
と
我
と
一
体
」
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
日
常
平
常
底
に
お
い
て
は
、
世
界
意
識
の
最
基
底
で
あ
る
絶
対
無
と
真
の
自
己
（
法
王
身
、
仏
性
）
は
背
後
に
隠

れ
る
。
禅
に
限
ら
ず
、
例
え
ば
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
も
「
自
然
は
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
」
と
喝
破
し
た
し（　
）
25

、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も

「
覆
蔽
（Verborgenheit

）」
と
か
「
そ
れ
自
身
を
覆
蔽
す
る
（Sichverbergen

）」
と
い
う
こ
と
を
自
ら
の
思
想
の
基
礎
と
し

て
い
る（　
）
26

。
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
お
い
て
は
、
神
な
き
「
暗
い
夜
」
と
し
て
切
実
な
問
題
に
な
っ
た
。
禅
の
思
想
史
に

お
い
て
も
、
こ
の
本
源
の
覆
蔽
は
当
然
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
日
常
性
に
お
け
る
本
源
の
覆
蔽

と
い
う
事
態
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
非
本
来
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
現
世
志
向
の
中
国
禅

に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
現
実
的
で
本
来
的
と
見
做
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
源
の
覆
蔽
の
例
と
し
て
、
青
林
師
虔
（
？
―

九
〇
四
？
、
洞
山
良
价
の
法
嗣
）
の
問
答
を
挙
げ
て
み
る
。

問
う
、「
学
人
径た

だ

ち
に
往
く
時
は
如
何
」。
師
〔
青
林
〕
云
く
、「
死し

蛇だ

、
大だ

い

路ろ

に
当
た
る
、
子な

ん
じに

勧
む
、
当と

う

頭と
う

す
る
こ
と

莫
か
れ
」。
曰
く
、「
当
頭
す
る
者
は
如
何
」。
師
曰
く
、「
子
が
命
根
を
喪
せ
ん
」。
曰
く
、「
当
頭
せ
ざ
る
者
は
如
何
」。

師
曰
く
、「
亦
た
回
避
す
る
処
無
か
ら
ん
」。
曰
く
、「
正
当
恁
麼
の
時
は
如
何
」。
師
曰
く
、「
失
却
せ
り
」。
曰
く
、「
甚
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麼
の
処
に
向
か
っ
て
か
去
る
」。
師
曰
く
、「
草
深
う
し
て
覓
む
る
に
処
無
し
」。
曰
く
、「
和
尚
も
也
た
須
ら
く
隄
防
し
て

始
め
て
得
べ
し
」。
師
、
掌
を
拊う

っ
て
曰
く
、「
一
等
に
是
れ
箇
の
毒
気
」（　
）
27

。

　
「
死
蛇
」
と
い
う
の
は
、
夾
山
善
会
（
八
〇
五
―
八
八
一
）
の
名
句
「
路
に
死
蛇
に
逢
て
打た

殺せ
つ

す
る
こ
と
莫
か
れ
、
無
底
の
籃ら

ん

子す

に
盛
り
将も

ち

て
帰
れ（　
）
28

」
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
死
ん
だ
蛇
な
の
で
は
な
く
、
禅
修
行
者
の
「
命
根
を
喪
」
し

て
、
絶
対
無
に
追
い
込
む
よ
う
な
猛
毒
の
毒
蛇
の
こ
と
を
謂
い
、
真
の
自
己
（
仏
性
）
を
指
し
示
し
て
い
る
。「
一
等
に
是
れ

箇
の
毒
気
」
と
は
、
修
行
者
は
ま
ず
お
し
な
べ
て
こ
の
毒
気
に
当
て
ら
れ
て
大
死
一
番
し
、
絶
対
無
の
境
涯
に
入
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
謂
っ
て
い
る
。
真
の
自
己
と
い
う
の
は
、「
回
避
す
る
処
無
か
ら
ん
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
死
一

番
の
後
に
絶
後
再
蘇
さ
え
す
れ
ば
、
元
来
ど
こ
に
で
も
現
出
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
悟
了
後
の
日
常
平
常
底
に
お

い
て
は
、
個
々
三
昧
（
宝
鏡
三
昧
）
中
の
世
界
意
識
の
基
盤
と
し
て
背
景
に
退
い
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
正
当
恁
麼
の
時
は
如

何
」
と
問
わ
れ
て
、「
失
却
せ
り
」
と
答
え
、
ま
た
「
甚
麼
の
処
に
向
か
っ
て
か
去
る
」
と
問
わ
れ
て
、「
草
深
う
し
て
覓
む
る

に
処
無
し
」
と
答
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
背
景
と
し
て
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
瑞ず

い

巌が
ん

師し

彦げ
ん

（
生
没
年
不
詳
、
巌
頭
の
法
嗣
）
が
、「
惺
惺
著
」
と
呼
び
か
け
、
自
分
で
「
諾
」
と
答
え
て
い
る
と

き
に
は（　
）
29

、
実
は
真
の
自
己
を
背
景
・
媒
体
・
場
所
と
し
て
覚
知
・
再
認
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
真
の

自
己
を
自
我
の
眼
前
に
思
い
浮
か
べ
、
観
念
化
し
て
、
つ
ま
り
二
つ
に
分
か
れ
て
、
呼
び
か
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
瑞
巌
は
自
受
容
三
昧
と
正
念
相
続
を
行
じ
て
い
る
。
特
に
『
十
牛
図
』
の
「
第
四
得
牛
」
の
修
練
を
行
っ
て

い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
ま
だ
南
泉
の
境
涯
ま
で
は
遠
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
世
界
意
識
の
最
基
底
（
無
底
）
は
、
日
常
平
常
底
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
対
象
化
で
き
な
い
背
景
・
媒
体
・

場
所
な
の
で
あ
っ
て
、
南
泉
が
趙
州
に
教
え
諭
し
た
よ
う
に
、「
向
か
わ
ん
と
擬
す
れ
ば
即
ち
乖そ

む

く（　
）
30

」
当
体
で
あ
り
、
眼
前



絶対無と真の自己の現成

117

に
思
い
浮
か
べ
た
り
、
概
念
化
し
て
迫
ろ
う
と
す
る
と
、
想
念
化
か
ら
逃
げ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
る
。『
十
牛
図
』

で
い
う
「
水
中
の
塩
味
、
色
裏
の
膠
青（　
）
31

」
に
他
な
ら
ず
、
目
立
た
な
い
媒
体
、
背
景
な
の
で
あ
る
。
た
だ
自
分
の
背
後
（
自

分
自
身
）
の
根
源
の
目
覚
め
て
い
る
媒
体
・
背
景
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
真
の
自
己

な
の
で
あ
る
。
眼
前
に
思
い
浮
か
べ
て
は
失
す
る
。
眼
は
眼
を
見
な
い
。
不
知
が
最
も
親
し
い
の
で
あ
る
。
真
の
自
己
（
仏

性
）
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
生
の
現
実
態
が
直
接
絶
対
無
か
ら
生
き
ら
れ
て
い
る
。
南
泉
が
陸
亘
を
た
し
な
め
た
、
庭
前

の
牡
丹
の
花
を
見
る
三
昧
境
と
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
日
常
平
常
底
の
境
涯
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
秋
月
解
説
最
後
の
「
自
己
否
定
」
の
道
と
「
自
己
肯
定
」
の
道
は
、
禅
で
は
「
掃
蕩
門
」
と
「
建
立
門
」
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、「
向
上
門
」
と
「
向
下
門
」
と
も
い
う
。
こ
の
二
分
法
は
、
浄
土
教
で
は
「
往
相
廻
向
」
と
「
還
相
廻

向
」
と
い
わ
れ
、
欧
州
、
北
米
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
圏
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
支
配
的
な
「
哲
学
（philosophia

）」
の
伝
統
で
は
、

「
上
昇
の
道
」
と
「
下
降
の
道
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
当
た
る
。
一
度
絶
対
無
な
い
し
絶
対
空
に
到
っ
た
ら
、
あ
る
い
は

極
楽
ま
で
到
っ
た
ら
、
そ
こ
か
ら
現
実
の
事
物
世
界
、
娑
婆
（
サ
ハ
ー
世
界
）
ま
で
戻
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
類
史

に
お
い
て
最
も
由
緒
あ
る
長
く
広
汎
な
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
全
体
の
体
系
に
お
い
て
上
下
の
運
動
が
い
わ
れ
て
い
る
。

哲
学
の
伝
統
の
下
に
立
つ
、
知
的
な
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
い
っ
て
、
上
昇
の
道
で
は
、
主
客
対
立
の
偽
我
の
自
己
を
否
定
し
て
事
物
世
界
を
超
越
し
て
い
く
。
下
降
の
道
で

は
、
真
の
自
己
を
肯
定
・
回
復
し
、
超
越
の
跡
を
消
し
て
再
び
事
物
世
界
の
諸
事
物
に
戻
り
、
そ
れ
ら
と
無
我
と
慈
愛
を
も
っ

て
一
体
化
し
て
働
い
て
い
く
。
そ
う
し
た
下
降
の
道
の
最
終
段
階
が
、
禅
で
は
「
悟
了
は
未
悟
に
同
じ
」
と
い
わ
れ
る
日
常
平

常
底
、
仏
向
上
（
仏
の
上
）
の
境
涯
に
な
る
。
南
泉
の
「
狸
奴
白
牯
」
の
境
涯
と
は
、
そ
う
し
た
下
降
の
道
の
至
り
つ
い
た
最

終
的
な
日
常
平
常
底
の
局
面
な
の
で
あ
る
。
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
と
い
う
転
換
は
、
そ
う
い
っ
た
上
昇
の
道
か
ら
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下
降
の
道
へ
の
転
換
点
に
当
た
る
と
い
え
る
。
真
の
自
己
の
現
成
は
、
す
で
に
自
己
肯
定
、
下
降
の
道
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

秋
月
解
説
に
戻
ろ
う
。「
手
の
舞
、
足
の
踏
む
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
」
と
は
、
本
当
に
見
性
す
る
な
ら
、
こ
ん
な
嬉
し
い
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
ふ
つ
ふ
つ
と
嬉
し
い
。
本
当
に
ほ
っ
と
す
る
。
悩
ん
で
い
た
自
我
は
な
く
な
っ
て
い
て
、
世
界
が
自
己
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
素
晴
し
い
解
放
感
で
あ
る
。
こ
ん
な
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、
嬉
し
く
な
い
な
ら
、
そ
の
と

き
に
本
当
に
見
性
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
以
前
に
無
自
覚
に
あ
る
種
の
悟
り
に
到
達
し
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
ま

だ
こ
れ
か
ら
本
当
に
見
性
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
今
日
の
実
際
の
ご
ま
か
し
の
な
い
禅
修
行
を
行

じ
て
い
る
禅
集
団
で
は
、
再
見
性
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
公
案
修
行
の
初
関
が
型
通
り
に
通
っ
て
見
性
が
認
め
ら
れ

た
と
し
て
も
、
実
は
ま
だ
ま
だ
な
の
で
あ
る
。
本
人
自
身
が
全
然
認
め
て
い
な
い
。
実
際
に
は
、
も
う
一
度
真
実
に
見
性
し
て
、

本
当
の
嬉
し
さ
を
味
わ
い
、
心
の
底
か
ら
安
堵
す
る
と
い
う
、
修
行
の
究
極
処
に
入
り
こ
む
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
初
関
と

は
実
は
究
極
の
関
な
の
で
あ
る
。
こ
の
究
極
処
を
透
過
す
る
本
物
の
探
究
者
が
、
目
立
た
な
い
が
現
代
の
禅
の
世
界
に
も
珍
し

く
な
い
。
そ
の
際
、
悟
り
に
嬉
し
さ
が
付
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
普
遍
的
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
で
悟
り
に
お
け
る
ブ
ラ

フ
マ
ン
の
本
質
規
定
を
三
つ
に
纏
め
て
「
サ
ッ
チ
ダ
ー
ナ
ン
ダ
（saccidānanda

）」
と
い
う
が
、sat

（
存
在
）
とcit

（
心
な
い

し
知
）
とānanda

の
内
、
最
後
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
悟
り
の
歓か

ん

喜ぎ

を
い
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
秋
月
は
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
に
つ
い
て
、
よ
り
簡
明
に
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

「
悟
り
」
と
い
わ
れ
る
禅
経
験
の
心
理
を
分
析
し
て
み
ま
す
と
、
必
ず
「
心
源
動
ぜ
ず
湛
と
し
て
水
の
如
し
」
と
い
う
よ

う
な
、〈
打た

じ
よ
う成

一い
つ
ぺ
ん片

〉（
絶
対
の
一
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
た
三
昧
境
）
の
境
地
に
入
り
、
そ
れ
が
た
と
え
ば
「
一
声
の
霹へ

き

靂れ
き

に

頂
門
開
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
何
ら
か
の
〈
感
覚
の
縁
に
ふ
れ
て
〉
そ
の
意
識
の
統
一
体
（
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ミ
テ
ィ
）
が
〈
驀ま

く
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然ね
ん

打た

発は
つ

〉
す
る
と
い
う
過
程
（
プ
ロ
セ
ス
）
を
と
り
ま
す
。
ま
ず
高
度
の
心
力
の
集
中
（
禅
定
・
三
昧
）
が
あ
っ
て
、
心
の

鏡
と
い
う
か
意
識
の
野
が
徹
底
的
に
払ほ

つ
し
よ
く拭

さ
れ
て
清
浄
す
な
わ
ち
空
の
心
境
が
現
前
し
て
（
打
成
一
片
）、
そ
れ
が
何
ら
か

の
感
覚
の
縁
に
ふ
れ
て
一
転
機
を
得
る
と
い
う
か
、
意
識
の
集
中
状
態
が
爆
発
す
る
（
驀
然
打
発
）。
そ
の
瞬
間
に
「
悟

り
」
経
験
す
な
わ
ち
霊
性
的
直
覚
が
体
験
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
今
ま
で
堰せ

き
止
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
俄に

わ
かに

道

が
つ
い
て
心
の
機
械
が
何
ら
の
滞

と
ど
こ
おり

な
く
自
由
に
働
く
、
そ
し
て
今
ま
で
隠
れ
て
い
た
働
き
の
主
体
が
自
覚
さ
れ
る
（
従

前
の
自
家
底
を
喚
起
す
る
）
と
い
う
意
味
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
心
に
は
こ
う
い
う
機
械
的
作
用
と
も
見
え
る
よ
う
な
も
の
が

あ
る
よ
う
で
す
。
ど
こ
か
に
う
ま
く
触
れ
る
と
、
今
ま
で
そ
の
存
在
さ
え
も
疑
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
全
面
的
に
活
動
を

始
め
ま
す
。
こ
の
心
の
機
械
の
動
き
出
す
は
ず
み

0

0

0

を
、
禅
で
は
「
悟
り
」（
見け

ん
し
よ
う性

）
と
い
う
の
で
す（　
）
32

。

　

こ
こ
で
い
う
「
働
き
の
主
体
」
が
真
の
自
己
で
あ
る
。
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
が
、
何
か
の
機
縁
に
よ
る

「
機
械
的
作
用
」、
す
な
わ
ち
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
ま
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
へ
の
転
換
が
、

「
心
の
機
械
が
動
き
出
す
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
必
然
性
を
も
っ
て
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
構
造
転
換
が
普
遍

的
で
あ
り
、
禅
以
外
で
も
哲
学
と
か
他
の
宗
教
に
お
い
て
も
見
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。「
飛
び

込
ん
だ
力
で
浮
か
ぶ
蛙
か
な
」
と
い
う
禅
の
古
句
が
あ
る
が
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
転
換
す
る
と
い
う
こ
と
が
何

故
か
必
然
的
な
成
り
行
き
で
あ
り
、
私
た
ち
の
世
界
が
根
源
的
に
そ
の
よ
う
な
構
造
・
仕
組
み
と
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
言

い
表
わ
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
以
上
、
禅
修
行
に
お
け
る
絶
対
無
と
真
の
自
己
の
現
成
に
つ
い
て
、
現
代
の
禅
匠
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
か
を
紹
介
し
た
。
解
説
中
ま
だ
注
釈
し
て
い
な
い
の
は
、
白
隠
の
「
万
里
の
層
氷
裡
に
坐
す
る
が
如
し
」（
柴
山
解
説
）
な
い

し
「
厚
い
氷
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
」（
秋
月
解
説
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
次
に
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検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

2
　
白
隠
の
『
遠
羅
天
釡
』
と
『
荊
草
毒
蘂
』
巻
四
「
弁
」

　

日
本
臨
済
宗
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
白
隠
慧
鶴
の
最
初
の
見
性
も
鮮
烈
・
痛
快
で
あ
り
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
と

い
う
構
造
転
換
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ま
ず
、
白
隠
仮
名
法
語
の
代
表
作
で
あ
る
『
遠
羅
天
釜
』
に
見
て
み
よ
う
。

二
十
四
歳
の
春
、
越え

つ

の
英え

い

巌が
ん

の
僧
舎
に
在
っ
て
苦
吟
す
。
昼
夜
眠
ら
ず
、
寝
食
共
に
忘
る
。
忽
然
と
し
て
、
大だ

い

疑ぎ

現
前
し

て
万
里
一
条
の
層そ

う

氷ひ
よ
う
り裏

に
凍
殺
せ
ら
る
ゝ
が
如
し
。
胸き

よ
う
り裏

分
外
に
清
潔
に
し
て
進
む
こ
と
得
ず
、
退
く
こ
と
得
ず
、
癡ち

ち々

呆ぼ
う

々ぼ
う

只
だ
無
の
字
あ
る
の
み
。
講
筵
に
陪ば

い

し
て
師
の
評
唱
を
聞
く
と
雖
も
、
数
十
歩
の
外
に
し
て
堂
上
の
議
論
を
聞
く
が

如
く
、
或
は
空
中
に
在
っ
て
行
く
が
如
し
。
此か

く

の
如
き
も
の
数
日
、
乍た

ち
まち

一
夜
鐘
声
を
聞
い
て
発
転
す
。
氷
盤
を
擲て

き

砕さ
い

す

る
が
如
く
、
玉
楼
を
推
倒
す
る
に
似
た
り
。
忽
然
と
し
て
蘇
息
し
来
れ
ば
、
自
身
直た

だ
ちに

こ
れ
岩
頭
和
尚
、
三
世
に
貫
通
し

て
毫ご

う

毛も
う

を
損
せ
ず
、
従
前
の
疑
惑
底
を
尽
し
て
氷
消
す
。
高こ

う
し
よ
う声

に
叫
ん
で
曰
く
、
也や

大た
い

奇き

、
也
大
奇
、
生
死
の
出
づ
べ
き

な
く
、
菩
提
の
求
む
べ
き
な
く
、
伝
燈
千
七
百
箇
の
葛
藤
一
捏ね

つ

を
消
す
る
に
足
ら
ず
と（　
）
33

。

　

白
隠
は
こ
の
と
き
、
越
後
高
田
英
巌
寺
の
僧
堂
で
接
心
に
参
加
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
一
念
発
起
、
単
独
で
開
基
戸
田
候

の
御お

霊た
ま

屋や

に
籠
り
、
七
日
間
の
断
食
独
接
心
に
入
っ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。
そ
の
七
日
満
了
の
夜
に
、
遠
方
の
鐘
の
音
を
聞
い

て
、
大
悟
し
た
の
で
あ
る（　
）
34

。

　
「
大
疑
現
前
」
の
「
大
疑
」
と
は
、
先
に
述
べ
た
「
こ
れ
何
も
の
ぞ
」
と
い
う
疑
い
で
あ
る
。「
こ
れ
何
も
の
ぞ
」
と
は
、
ま

だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
へ
の
注
意
の
方
向
性
（Aufm

erksam
keit

）
で
あ
る
。
こ
の
疑
い
が
、
い
つ
も
持
続
さ
れ
、
生
き
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て
い
る
こ
と
の
全
面
を
占
め
、
生
活
の
す
べ
て
が
疑
い
で
占
領
さ
れ
な
け
れ
ば
、
見
性
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
の
場
合
、
疑
い

は
日
常
生
活
で
常
態
化
し
、
無
意
識
下
の
も
の
に
ま
で
な
っ
て
い
て
構
わ
な
い
し
、
ま
た
そ
う
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
ぼ
ぉ

っ
と
た
だ
坐
禅
だ
け
し
て
い
て
も
、
こ
の
注
意
の
方
向
性
（
疑
い
）
が
な
け
れ
ば
、
瓦
を
磨
い
て
鏡
に
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
牛
車
を
進
め
る
の
に
、
車
を
打
っ
て
牛
を
打
た
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
大
疑
に
成
り
切
っ
た
と
こ
ろ

が
意
識
化
さ
れ
る
と
「
大
疑
現
前
」
に
な
る
。
大
死
に
な
り
、
絶
対
無
の
心
理
的
境
地
に
な
っ
て
い
く
。

　

大
死
の
状
態
は
、
こ
こ
で
は
「
万
里
一
条
の
層
氷
裏
に
凍
殺
せ
ら
る
る
が
如
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
先
の
、
柴
山
「
万
里

の
層
氷
裡
に
坐
す
る
が
如
し
」
と
秋
月
「
厚
い
氷
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
」
は
、
こ
の
白
隠
の
言
葉
か
ら

採
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、「
胸
裏
分
外
に
清
潔
に
し
て
進
む
こ
と
得
ず
、
退
く
こ
と
得
ず
、
癡
々
呆
々
」
と
も
、

絶
対
無
の
心
理
的
境
地
が
描
か
れ
て
い
る
。「
只
だ
無
の
字
あ
る
の
み
」
と
は
、
坐
禅
中
「
趙
州
無
字
」
を
念
じ
て
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。「
師
の
評
唱
を
聞
く
」
と
い
う
の
は
、
と
き
に
は
御
霊
屋
を
出
、
大
勢
の
修
行
僧
に
紛
れ
て
提
唱
を
聞
く
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
僚
は
白
隠
が
い
な
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
数
十
歩
の
外
に
し
て
堂
上
の
議
論
を

聞
く
が
如
く
、
或
は
空
中
に
在
っ
て
行
く
が
如
し
」
と
の
描
写
は
、
精
神
の
極
度
の
集
中
凝
結
状
態
、
す
な
わ
ち
無
が
主
と
な

り
現
実
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
と
っ
て
い
る
行
動
の
ほ
う
は
す
べ
て
現
実
で
は
な
く
、
夢
の
ご
と
く
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

上
の
空
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
さ
せ
る
。

　

こ
う
し
た
絶
対
無
の
心
理
的
凝
結
状
態
は
、
何
か
の
心
理
的
な
刺
激
に
触
発
さ
れ
て
、
一
気
に
破
れ
、
覆

く
つ
が
える

。
白
隠
の
場
合

は
、
遠
方
の
鐘
の
音
を
聞
い
た
の
が
機
縁
と
な
っ
た
。
凝
結
状
態
が
破
れ
、
一
切
が
転
換
す
る
こ
と
は
、「
氷
盤
擲
砕
、
玉
楼

推
倒
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
大
死
、
絶
対
無
か
ら
蘇
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
後
再
蘇
は
こ
こ
で
「
忽
然
蘇
息
」
と
い

わ
れ
て
い
る
。
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蘇
っ
て
き
て
直
知
さ
れ
た
の
は
、
白
隠
自
身
が
巌
頭
（
岩
頭
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
巌
頭
全
奯か

つ
（
八
二
八
―
八
八

七
）
は
、
唐
代
徳
山
下
の
大
傑
物
で
あ
っ
た
が
、
賊
に
襲
わ
れ
、
大
声
を
あ
げ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
若
き
白
隠
に
は
、
巌
頭

ほ
ど
の
大
禅
匠
が
大
声
を
出
す
だ
け
で
賊
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
ど
う
に
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
巌
頭
で
も
地

獄
の
責
苦
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
た（　
）
35

。
白
隠
の
出
家
の
動
機
は
、
地
獄
の
責
苦
で
あ
る
。
巌
頭
ほ
ど
の
大

禅
匠
で
も
こ
の
程
度
で
あ
る
な
ら
、
白
隠
に
と
っ
て
禅
修
行
は
地
獄
の
責
め
苦
に
耐
え
え
ず
、
全
く
の
無
意
味
と
な
る
。
恐
ら

く
、
巌
頭
横
死
が
白
隠
の
「
こ
れ
何
も
の
ぞ
」
と
い
う
疑
い
の
固
ま
り
と
な
り
、
そ
れ
が
無
意
識
下
に
沈
ん
だ
。
そ
れ
が
見
性

時
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
巌
頭
が
真
の
自
己
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
張
公
酒
を
喫
す
れ
ば
李
公
醉
う
」（『
雲

門
広
録
』）
と
か
、「
懐か

い

州
の
牛
禾か

を
喫
す
れ
ば
、
益え

き

州
の
馬
腹
張ふ

く

る
」（『
林
間
録
』）
と
い
う
の
と
大
体
に
お
い
て
同
工
異
曲
で

あ
る
。「
従
前
の
疑
惑
底
を
尽
し
て
氷
消
す
」
と
は
、
そ
う
し
た
根
底
的
な
疑
惑
が
消
失
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。

　

大
死
の
凝
結
状
態
が
飜
転
し
て
、
実
際
に
現
前
し
た
の
は
、
鐘
の
音
と
一
つ
に
な
っ
た
真
の
自
己
、
本
来
の
面
目
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。「
三
世
に
貫
通
し
て
毫
毛
を
損
せ
ず
」
と
い
う
の
は
、
時
空
と
因
果
を
超
越
し
た
真
の
自
己
、
仏
性
に
他
な
ら

な
い
。
そ
う
し
た
真
の
自
己
は
白
隠
に
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
い
つ
も
心
に
か
か
っ
て
い
た
巌
頭
に
思
え
た
。「
自
身
直
に
こ

れ
岩
頭
和
尚
」
と
い
う
の
は
、
白
隠
自
身
と
巌
頭
と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
正
確
に
は
白
隠
の
真
の
自
己
と
巌

頭
の
真
の
自
己
と
が
、
双
方
真
の
自
己
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
謂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
公
と
李
公
、

懐
州
の
牛
と
益
州
の
馬
が
真
の
自
己
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
関
係
と
変
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
真
の
自
己
が
直
知
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
、「
自
身
直
に
こ
れ
岩
頭
和
尚
」
と
い
う
言
葉
は
全
く
出
て
こ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

最
後
に
「
生
死
の
出
づ
べ
き
な
く
、
菩
提
の
求
む
べ
き
な
く
、
伝
燈
千
七
百
箇
の
葛
藤
一
捏
を
消
す
る
に
足
ら
ず
」
と
い
わ
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れ
る
の
は
、
真
の
自
己
と
万
象
の
現
成
の
現
場
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
概
念
的
構
築
体
系
が
崩
壊
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

別
次
元
の
真
の
自
己
の
超
越
に
お
い
て
は
、
時
間
性
と
因
果
性
に
お
け
る
生
死
は
出
て
こ
な
い
し
、
煩
悩
と
対
立
し
た
菩
提
と

い
う
よ
う
な
観
念
も
消
失
し
て
い
る
。
ま
し
て
千
七
百
の
公
案
な
ど
藻
屑
の
殻
で
あ
る
。
白
隠
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
体
験
を
現

象
学
的
に
そ
の
通
り
に
描
い
て
い
る
。
確
か
に
、
若
き
白
隠
は
、
こ
こ
で
痛
快
な
見
性
を
成
し
遂
げ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ま
た
白
隠
は
同
書
に
お
い
て
、
念
仏
と
公
案
の
優
劣
を
論
ず
る
つ
い
で
に
も
、「
二
十
四
歳
に
し
て
初
め
て
此
の
見
性
の
大

事
に
撞
着
す
」
と
自
分
の
体
験
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
今
年
六
十
五
歳
に
到
っ
て
、
終
に
見
性
の
大
事
に
過
ぎ

た
る
法
理
を
見
ず
」（
同
書
、
続
集
、
三
二
三
頁
）
と
ま
で
述
べ
、
四
十
二
歳
の
法
華
深じ

ん

理り

の
契か

い

当と
う

後
二
十
数
年
を
経
て
も
「
見

性
の
大
事
」
を
強
調
し
て
い
る
。
四
十
三
歳
以
降
の
果
行
格
に
お
け
る
白
隠
の
衆
生
済
度
と
は
、
人
び
と
に
見
性
し
て
も
ら
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
白
隠
は
称
名
念
仏
を
尊
重
す
る
が
、
そ
れ
も
念
仏
に
よ
っ
て
も
仏
性
に
目
覚
め
得
る
か
ら
尊
重
す
る
の
で
あ

る
。
趙
州
無
字
と
名
号
と
に
違
い
が
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、「
得
力
の
遅
速
、
見
道
の
浅
深
」
に
は
「
少
し
き
子
細
な
き
に

し
も
あ
ら
ず
」（
三
二
五
頁
以
下
）
と
述
べ
、
無
字
の
功
能
を
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
無
字
に
連
関
し
、
一
般
論
と
し
て
「
総

じ
て
参
学
は
疑
団
の
凝
結
を
以
て
至
要
と
す
」
と
前
置
き
し
、
疑
団
の
凝
結
か
ら
疑
団
の
瓦
解
ま
で
、
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て

い
る
。若

し
人
大
疑
現
前
す
る
時
、
只た

だ

四
面
空く

う

蕩と
う

々と
う

地じ

、
虚き

よ

豁か
つ

々か
つ

地じ

に
し
て
、
生
に
あ
ら
ず
、
死
に
あ
ら
ず
、
万
里
の
層
氷
裏
に

あ
る
が
如
く
、
瑠る

璃り

瓶び
よ
う
り裏

に
坐
す
る
に
似
て
、
分ぶ

ん

外げ

に
清

し
よ
う
り
よ
う

涼
に
、
分
外
に
皎こ

う

潔け
つ

な
り
。
癡
々
呆
々
、
坐
し
て
起
つ
事
を
忘

れ
、
起
っ
て
坐
す
る
事
を
忘
る
。
胸
中
一
点
の
情
念
な
く
し
て
、
た
だ
一
箇
の
無
の
字
の
み
あ
り
。
恰あ

た
かも

長
空
に
立
つ
が

如
し
。
此
の
時
恐く

怖
を
生
ぜ
ず
、
了り

よ
う
ち智

を
添
へ
ず
、
一
気
に
進
ん
で
退
か
ざ
る
と
き
ん
ば
、
忽
然
と
し
て
氷
盤
を
擲
摧
す

る
が
如
く
、
玉
楼
を
推
倒
す
る
に
似
て
、
四
十
年
来
未
だ
曾
て
見
ず
、
未
だ
曾
て
聞
ざ
る
底
の
大
歓
喜
あ
ら
ん（　
）
36

。
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こ
れ
は
ほ
ぼ
、
先
に
挙
げ
た
白
隠
個
人
の
体
験
と
同
じ
描
写
で
あ
る
。
大
疑
現
前
に
お
い
て
万
里
層
氷
裏
・
瑠
璃
瓶
裏
に
入

り
、
そ
れ
が
氷
盤
擲
摧
・
玉
楼
推
倒
し
て
、
大
転
換
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
・
大
歓
喜
へ
の
大

転
換
で
あ
る
。
大
歓
喜
は
、
真
の
自
己
の
現
成
が
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
。
大
転
換
の
前
提
と
な
る
の
は
「
こ
れ
何
も
の
ぞ
」

と
い
う
疑
い
で
あ
る
。
根
源
へ
の
注
意
の
方
向
性
が
保
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
疑
団
の
凝
結
と
大
死
は
な
く
、
従
っ
て
絶
対

無
の
現
前
も
訪
れ
ず
、
大
転
換
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
白
隠
は
「
無
の
字
は
疑
団
起
り
易
く
、
名
号
は
疑
団
起
り
難
き
」

と
述
べ
、『
往
生
要
集
』
著
者
の
恵
心
僧
都
源
信
（
九
四
二
―
一
〇
一
七
）
の
よ
う
な
優
れ
た
人
で
も
、
も
し
も
無
字
な
ど
の
公

案
に
よ
っ
た
な
ら
ば
、
疑
団
が
生
じ
や
す
く
、
四
十
年
か
け
な
く
て
も
、
一
、
二
か
月
な
い
し
一
年
半
で
自
身
真
如
と
発
明
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
量
し
、
源
信
を
称
揚
し
て
い
る（　
）
37

。
こ
こ
で
白
隠
は
、
各
宗
派
間
の
教
理
上
の
優
劣
を
論
じ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
普
遍
的
な
仏
道
修
行
実
地
上
の
現
象
学
的
な
機
能
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
真
実
の
探
究
に
お
い
て
は
、
根
源
に
到
達
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
真
正
に
出
て
く
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

外
の
宗
派
的
な
概
念
的
な
事
柄
は
二
次
的
な
こ
と
と
見
做
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
ま
た
、「
法
華
宗
の
老
尼
に
贈
り
し
書
」
で
は
「
法
華
真
の
面
目
」
す
な
わ
ち
自
心
を
徹
見
す
べ
き
こ
と
を
説
き
、

そ
の
た
め
に
法
華
三
昧
を
行
持
す
れ
ば
、
い
つ
し
か
正
念
工
夫
の
大
事
に
契
当
す
る
と
述
べ
、
大
事
の
契
当
を
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

平
生
の
心
意
識
情
都す

べ
て
行
は
れ
ず
、
金
剛
圏
に
入
る
が
如
く
、
瑠る

璃り

瓶へ
い

裏り

に
坐
す
る
に
似
て
、
一
点
の
計け

き
よ
う較

思
想
な
く
、

忽
然
と
し
て
大
死
底
の
人
と
異
な
る
事
な
け
ん
。
纔わ

ず

か
に
蘇
息
し
来
ら
ば
、
覚
へ
ず
純
一
無
雑
、
打
成
一
片
の
真
理
現
前

し
て
、
立た

ち
ど
こ
ろ処

に
法
華
真
の
面
目
に
撞
着
し
て
、
乍
ち
身
心
を
打
失
し
、
本
門
寿
量
、
久
遠
実
成
の
如
来
は
、
目
前
に
分
明

に
し
て
推お

せ
ど
も
去
ら
じ（　
）
38

。
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こ
れ
も
ま
た
、
大
死
底
・
瑠
璃
瓶
裏
か
ら
絶
後
蘇
息
と
久
遠
実
成
の
如
来
の
現
前
へ
の
転
換
を
描
写
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で

紹
介
し
て
き
た
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
へ
の
大
転
換
の
二
例
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
久
遠
実
成
の
如
来
の
現
前
と
は
、
白

隠
の
場
合
、
本
来
の
面
目
（
清
浄
識
）
の
現
前
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
大
転
換
が
法
華
三
昧
の
行
に
も
当
て
嵌
る
こ
と

を
、
白
隠
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
白
隠
は
、
諸
宗
派
の
教
理
上
の
相
異
を
超
え
、
探
究
者
の
実
存
論
的
現
象
学
的
な
「
実

処
」
の
立
場
に
立
っ
て
発
言
し
て
い
る
。

大お
お

凡よ

そ
三
教
の
聖
人
も
、
実
処
に
到
っ
て
は
大だ

い

段だ
ん

同
じ
。
其
の
進し

ん

修し
ゆ

の
浅
深
精せ

い

麤そ

に
依
り
て
、
得
力
の
高
下
は
あ
る
べ
け

れ
ど
も
、
最
初
の
一
歩
は
趣
き
等
し
。
儒
門
に
は
此
の
処
を
至
善
と
云
い
、
未
発
の
中
と
云
ふ
。
道
家
に
は
守
一
無
適
と

い
ひ
、
神
家
者
は
高た

か

間ま

が
原
と
相
伝
す（　
）
39

。

　
「
三
教
」
と
は
通
常
、
仏
教
・
儒
教
・
道
教
を
謂
う
が
、
こ
こ
で
は
儒
教
・
道
教
・
神
道
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
儒

教
中
、「
至
善
」
は
『
大
学
』
に
、「
未
発
の
中
」
は
『
中
庸
』
に
出
て
く
る
。「
守
一
無
適
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
よ
く
似

た
「
主
一
無
適
」
が
、「
敬
」
の
義
を
明
か
す
儒
教
宋
学
の
用
語
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
多
分
白
隠
は
道

教
の
文
献
に
「
守
一
無
適
」
の
語
を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
守
一
」
も
「
無
適
」
も
、
道
教
の
用
語
で
あ

る（　
）
40

。
中
国
で
は
、
道
教
に
儒
教
が
相
当
混
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
逆
に
儒
教
も
道
教
か
ら
多
大
の
影

響
を
受
け
て
い
る
。「
神
家
者
」
と
は
、
日
本
神
道
の
人
の
こ
と
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
白
隠
は
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の

現
成
へ
の
転
換
が
、
現
象
学
的
実
存
論
的
な
「
実
処
」
と
し
て
は
普
遍
的
で
あ
り
、
諸
宗
派
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た

い
の
で
あ
る
。
も
し
も
白
隠
が
現
代
に
生
ま
れ
、
活
躍
し
て
い
た
な
ら
、
恐
ら
く
は
西
洋
哲
学
や
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
れ
か
ら
イ

ス
ラ
ー
ム
の
内
に
も
、
こ
の
大
転
換
を
発
見
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
白
隠
の
思
想
的
理
論
的
な
文
章
を
集
め
た
漢
文
語
録
に
『
荊
草
毒
蘂
』
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
、
以
上
の
『
遠
羅
天
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釜
』
に
見
た
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
ず
巻
第
四
中
の
「
八
識
の
弁
」
を
見
て
み
る
。

或
い
は
趙
州
の
無
字
、
洞
山
の
麻
三
斤
等
の
一
則
を
取
り
、
専
一
に
挙こ

揚よ
う

し
去
れ
ば
、
則
ち
工
夫
次
第
に
成
熟
し
て
、
行

じ
て
行
ず
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
坐
し
て
坐
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
空
蕩
蕩
、
虚
豁か

つ

豁か
つ

、
万
里
の
層
氷
裏
に
侵
殺
す
る
が
如

く
、
瑠
璃
瓶
裏
に
坐
す
る
に
似
た
り
。
恐
怖
を
生
ぜ
ず
、
前
進
し
て
退
か
ず
ん
ば
、
則
ち
忽
然
と
し
て
氷
盤
を
擲
摧
す
る

が
如
く
、
玉
楼
を
推
倒
す
る
に
似
た
り
。
十
方
世
界
、
天
堂
地
獄
、
自
ら
の
身
心
に
和
し
て
、
一
時
に
打
破
し
了
る
。
此

れ
を
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
す
底
の
時
節
と
言
う
。
十
方
、
虚
空
無
く
、
大
地
、
寸
土
無
し
。
大
円
鏡
光
、
乍た

ち
まち

煥
発
し
、

清
浄
円
明
、
寔ま

こ
とに

等
比
無
し
、
或
い
は
此
れ
を
第
九
清

し
よ
う
じ
よ
う
し
き

浄
識
と
言
う（　
）
41

。

　

趙
州
の
無
字
、
洞
山
の
麻
三
斤
な
ど
の
公
案
を
専
一
に
挙
揚
し
、
公
案
三
昧
に
な
っ
て
公
案
に
な
り
き
っ
て
い
け
ば
、
遂
に

は
「
空
蕩
蕩
、
虚
豁
豁
」、「
万
里
の
層
氷
裏
」
な
い
し
「
瑠
璃
瓶
裏
」
と
い
う
絶
対
無
の
状
態
に
入
り
込
む
。
こ
の
と
き
、
た

じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
状
態
を
維
持
し
、
そ
の
ま
ま
進
ん
で
い
け
ば
、
忽
然
と
し
て
「
氷
盤
擲
摧
、
玉
楼
推
倒
」
と
形
容
さ
れ
る
べ

き
大
転
換
が
生
ず
る
。
そ
の
大
転
換
は
、
十
方
の
全
世
界
が
一
遍
に
打
破
さ
れ
る
よ
う
な
大
転
換
で
あ
る
。
こ
の
時
節
を
、

「
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
す
」、
す
な
わ
ち
迷
い
の
世
界
原
理
で
あ
る
根
底
の
第
八
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
切
り
込
ん
で
、
こ
れ
を
大
転

換
さ
せ
る
時
節
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
無
の
状
態
と
は
、
静
ま
り
返
っ
た
第
八
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
状
態
で
あ
る
こ
と

が
、
白
隠
の
こ
の
言
い
方
で
わ
か
る
。
こ
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
大
転
換
が
起
き
る
と
き
に
は
、
回
り
世
界
は
、「
十
方
虚
空
無
く
、

大
地
寸
土
無
し
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
全
く
何
も
無
い
絶
対
の
無
の
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ア
ー
ラ
ヤ
識
の

絶
対
の
無
の
状
態
か
ら
、
四
智
の
第
一
で
あ
る
大
円
鏡
智
の
光
が
に
わ
か
に
煥
発
す
る
。
そ
の
光
は
清
浄
円
明
で
あ
る
こ
と
比

類
が
な
い
。
こ
の
大
円
鏡
智
の
光
を
、
第
八
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
転
依
し
た
清
浄
識
と
も
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
空
蕩
蕩
虚
豁
豁
、
万
里
の
層
氷
裏
な
い
し
瑠
璃
瓶
裏
と
い
う
第
八
ア
ー
ラ
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ヤ
識
の
絶
対
の
無
の
状
態
か
ら
、
氷
盤
擲
摧
、
玉
楼
推
倒
と
も
い
う
べ
き
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
大
転
換
が
生
ず
る
が
、
そ
こ
に
お
い

て
現
前
す
る
の
は
、
大
円
鏡
智
の
光
で
あ
り
、
そ
れ
を
唯
識
理
論
で
は
清
浄
識
と
も
呼
ぶ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

検
討
し
て
き
た
白
隠
の
見
性
体
験
と
比
較
す
る
と
、
前
半
の
絶
対
無
の
描
写
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
後
半
の
現
成
す
る
真
の

自
己
が
、
大
円
鏡
智
の
光
と
清
浄
識
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
体
験
上
の
真
の
自
己
と
は
、
白
隠

の
理
解
す
る
唯
識
理
論
に
お
い
て
は
、
第
八
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
転
依
し
た
清
浄
識
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
三
昧
に

お
け
る
よ
う
な
主
客
・
自
他
・
内
外
の
別
を
絶
し
た
大
意
識
の
根
底
が
清
浄
識
な
の
だ
が
、
実
地
の
実
存
的
な
見
性
体
験
に
お

い
て
は
、
そ
れ
が
ひ
と
ま
ず
真
の
自
分
と
し
て
覚
知
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
超
越
的
な
清
浄
識
が
、
真
の

自
己
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
客
体
で
な
く
、
主
体
的
な
識
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
自
己
と
は
主
体
で
あ
る
。

　

次
に
、
同
じ
連
関
を
、『
荊
草
毒
蘂
』
巻
第
四
「
須し

ゆ

弥み

燈と
う

王お
う

如
来
の
弁
」
に
見
て
み
よ
う
。

 

行ぎ
よ
う
じ
や者

、
定

じ
よ
う
ち
ゆ
う

中
に
単
単
と
参
究
す
る
と
き
は
、
則
ち
情
念
次
第
に
空
寂
に
し
て
、
漸
く
自
ら
の
心
源
に
帰
入
す
。（
…
）
六

識
既
に
返
照
し
て
、
頼ら

耶や

八
識
の
自
体
に
帰
向
す
れ
ば
、
則
ち
頓と

ん

に
三さ

ん

細さ
い

六ろ
く

麤そ

等
の
辺
際
を
超
過
し
、
思
想
尽
き
情
念
収

ま
っ
て
、
寥
寥
と
し
て
一
点
の
過か

患げ
ん

も
無
し
。
是
れ
即
ち
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺
底
の
如
来
蔵
裏
に
帰
入
す
る
者
（
…
）

な
り
。
是
れ
今こ

ん

時じ

諸
方
、
往
々
に
し
て
錯
っ
て
自
己
本
分
の
家
山
と
称
し
、
本ほ

ん

有ぬ

円
成
の
仏
心
と
名
づ
く
る
者
、
殊
に
知

ら
ず
、
是
れ
長
沙
の
所い

謂わ

ゆ
る
「
無
量
劫
来
生
死
の
大
兆
」
に
し
て
、
臨
済
も
亦
た
怖ふ

畏い

す
る
所
の
「
湛
々
た
る
黒
暗
の

深じ
ん
き
よ
う

坑
」
な
る
こ
と
を
。
真
正
弁
道
の
上
士
は
、
此
に
到
っ
て
悟
れ
り
と
為
さ
ず
、
此
に
到
っ
て
足
れ
り
と
為
さ
ず
、
直じ

き

下げ

に
進
ん
で
退
か
ず
ん
ば
、
則
ち
久
し
か
ら
ず
し
て
一
機
、
頓
に
淵
発
す
。
之
れ
を
名
づ
け
て
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
す
底

の
時
節
と
為
す
。
何
ぞ
計
ら
ん
、
第
八
頼
耶
の
含が

ん

蔵ぞ
う

識し
き

、
乍
ち
変
じ
て
大
円
鏡
智
と
化
し
、
第
七
摩ま

那な

は
平
等
性
智
と
為

り
、
第
六
意
識
は
妙
観
察
智
と
為
り
、
眼
等
の
前
五
識
は
乍
ち
変
じ
て
成
所
作
智
と
為
る
と
は
。
始
め
て
信
ず
、
三
身
四
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智
、
体
中
に
円
か
な
る
こ
と
を
。
人じ

ん

間か
ん

天
上
の
善
果
、
豈
に
之
れ
に
如し

か
ん
や
。
此
の
時
に
当
た
っ
て
、
草
木
国
土
、
有

情
非
情
、
天
堂
地
獄
、
仏
界
魔
種
、
尽
く
是
れ
大
円
鏡
中
一
団
の
霊
光
の
み
な
り
。
是
れ
彼
の
須
弥
灯
王
如
来
に
非
ず
し

て
何
ぞ
や（　
）
42

。

　

引
用
文
を
解
説
し
て
み
よ
う
。
修
行
者
が
ひ
た
す
ら
坐
禅
を
し
て
い
く
と
、
情
念
が
次
第
に
な
く
な
り
、
や
が
て
自
己
の
心

源
た
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
帰
入
す
る
。
す
で
に
第
六
意
識
が
本
源
の
第
八
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
返
っ
て
し
ま
う
と
、
た
ち
ま
ち
三
細
六

麤
の
境
涯
を
超
え
て
、
思
想
は
尽
き
、
情
念
も
収
ま
っ
て
、
寥
々
と
し
て
一
点
の
過
ち
も
な
い
。
こ
れ
が
、
心
源
湛
寂
、
不
動

不
揺
の
如
来
蔵
の
中
に
帰
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
白
隠
が
こ
こ
で
い
う
如
来
蔵
は
、
迷
い
の
原
理
と
し
て
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺
の
と
こ
ろ
を
、
今
日
で
は
、
多
く
の
人
が
間
違
っ
て
自
己
本
来
の
住
み
家
と
見
做
し
、

本
来
具
わ
っ
た
完
全
円
満
な
仏
心
と
名
づ
け
る
の
だ
が
、
そ
う
し
て
し
ま
う
の
は
、
こ
の
と
こ
ろ
が
長
沙
景
岑
の
い
う
「
無
量

劫
来
生
死
の
大
兆
」
で
あ
り
、
臨
済
の
恐
れ
る
「
湛
々
た
る
黒
暗
の
深
坑
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
長
沙
の

「
無
量
劫
来
生
死
の
大
兆
」
と
は
元
々
「
無
始
劫
来
生
死
の
本
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
長
沙
の

「
百
尺
竿
頭
不
動
人
」
と
と
も
に
、
後
に
ま
と
め
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺
の
静
ま
り
返
っ
た
ア
ー

ラ
ヤ
識
の
状
態
が
開
悟
に
到
ら
な
い
暗
窟
で
あ
る
こ
と
を
形
容
す
る
の
に
、
臨
済
の
「
湛
々
た
る
黒
暗
の
深
坑
」
が
挙
げ
ら
れ
、

そ
の
よ
う
な
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺
の
静
ま
り
返
っ
た
心
源
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
こ
そ
が
、
輪
廻
の
迷
い
を
繰
り
返
す
長
沙
の
「
無

始
劫
来
生
死
の
本
」
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
正
弁
道
の
優
れ
た
修
行
者
は
、
こ
こ
に
到
っ
た
と

こ
ろ
で
悟
っ
た
と
せ
ず
、
満
足
せ
ず
に
、
さ
ら
に
真
っ
直
ぐ
に
進
ん
で
退
却
し
な
い
な
ら
ば
、
遠
か
ら
ず
し
て
一
つ
の
働
き
が

突
然
深
く
静
か
に
勃
発
す
る
。
こ
の
状
況
を
第
八
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
切
り
込
む
時
節
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
あ
に
計
ら
ん
や
、

心
源
の
第
八
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
本
源
の
大
円
鏡
智
に
転
換
し
、
そ
れ
を
基
に
、
狭
隘
な
自
愛
原
理
で
あ
る
第
七
マ
ナ
識
は
一
切
を
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大
円
鏡
智
の
霊
光
に
お
い
て
平
等
と
見
做
す
平
等
性
智
に
、
諸
現
象
を
表
象
す
る
第
六
意
識
は
平
等
（
大
円
鏡
智
の
霊
光
）
と
差

別
（
諸
現
象
）
を
一
体
に
妙
と
し
て
観
察
す
る
妙
観
察
智
に
、
五
感
を
基
礎
と
す
る
前
五
識
は
、
感
覚
や
感
情
に
ま
で
平
等
性

（
仏
性
）
の
浸
透
し
た
成
所
作
智
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
始
め
て
、
自
身
に
仏
の
三
身
と
四
智
が
円ま

ど

か
に
満
ち
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
間
界
と
天
上
界
に
お
い
て
、
こ
れ
に
勝
る
善
き
結
果
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
に
当
た
っ
て
、

草
木
と
国
土
、
有
情
と
非
情
、
天
堂
と
地
獄
、
仏
界
と
魔
種
な
ど
の
諸
現
象
は
、
こ
と
ご
と
く
大
円
鏡
中
の
一
団
の
霊
光
の
み

に
な
る
。
こ
の
大
円
鏡
光
こ
そ
、
あ
の
須
弥
灯
王
如
来
で
な
く
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

論
旨
の
流
れ
は
、
先
の
「
八
識
の
弁
」
と
同
じ
で
あ
る
。
修
行
が
深
ま
っ
て
い
く
と
、
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺
の
静
ま
り
返

っ
た
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
到
達
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
悟
り
で
は
な
く
、
臨
済
の
「
湛
々
た
る
黒
暗
の
深
坑
」
に
す
ぎ
ず
、
長
沙
の

「
無
始
劫
来
生
死
の
本
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
を
さ
ら
に
突
き
進
ん
で
い
く
と
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
大
円
鏡
智
に
転
換
し
、
四

智
を
成
就
し
、
諸
現
象
は
大
円
鏡
光
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
白
隠
の
場
合
、
大
円
鏡
智
が
第
九
清
浄
識
に
他
な
ら
な
い

こ
と
は
、
先
の
「
八
識
の
弁
」
で
も
わ
か
る
し
、
あ
る
い
は
「
八
王
子
の
弁
」
で
、

日
月
灯
明
〔
仏
〕
は
、
第
九
清
浄
識
な
り
、
此こ

こ

に
は
根
本
実
智
と
曰
い
、
或
い
は
此
れ
を
大
円
鏡
智
と
曰
う（　
）
43

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
須
弥
灯
王
如
来
の
弁
」
に
お
い
て
も
絶
対
無
か
ら
清
浄
識

へ
の
転
換
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
先
の
『
遠
羅
天
釜
』
で
の
、
絶
対
無
の
境
地
か
ら
真
の
自
己
の

現
成
へ
の
転
換
と
い
う
、
白
隠
自
身
の
見
性
体
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
、
白
隠
の
実
体
験
で
真
の
自
己
（
巌
頭
）
だ
っ
た

も
の
が
、
白
隠
の
理
解
す
る
唯
識
説
で
の
大
円
鏡
智
な
い
し
清
浄
識
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
と
な
る
。

　

現
代
禅
に
お
い
て
見
地
透
徹
を
も
っ
て
鳴
っ
た
大
森
曹
玄
（
一
九
〇
四
―
一
九
九
四
）
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
修
行
の
進
み
行

き
に
よ
る
寂
滅
境
の
現
出
が
、
サ
ン
サ
ー
ラ
の
「
生
死
の
本
」
で
あ
る
心
源
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
ず
、
ま
だ
「
本
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来
人
」
す
な
わ
ち
真
実
の
自
己
（
清
浄
識
）
の
現
成
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
第
七
マ
ナ
識
に
よ
る
魔
境
の
現
わ
れ
か
ら
順

に
説
き
起
こ
し
、
的
確
に
解
説
し
て
い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
坐
禅
三
昧
に
は
い
る
と
、
い
わ
ゆ
る
意
馬
心
猿
が
鎮
ま
っ
て
く
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
前

五
識
と
第
六
意
識
の
働
き
が
静
止
状
態
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
潜
在
意
識
た
る
第
七
マ
ナ
識
の
果
て
し
な
い
煩
悩
の

活
動
が
表
面
化
さ
れ
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
魔
境
を
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
の
働
き
が
休
止
し
て
、
そ
の
底
に
ひ
そ
む

無
意
識
層
の
マ
ナ
識
が
表
面
に
現
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
定
力
の
効
験
だ
と
い
っ
て
も
、
い
っ
こ
う
さ
し
つ
か
え
な

い
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
無
我
の
正
覚
に
達
し
、
真
実
の
自
己
を
悟
る
た
め
に
坐
禅
す
る
の
だ
か
ら
、
い
か
に
無
意
識
界

だ
と
い
っ
て
も
、
マ
ナ
識
の
活
動
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
「
仏
に
逢
う
て
は
仏
を
斬
り
、
祖

に
逢
う
て
は
祖
を
斬
る
」
で
、
勇
猛
心
を
ふ
る
い
起
こ
し
て
定
中
に
幻
出
す
る
一
切
の
現
象
を
破
砕
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
魔
境
も
、
つ
い
に
は
全
面
降
伏
し
休
止
静
定
し
て
一
見
無

我
と
思
わ
れ
る
白
隠
さ
ん
の
い
わ
ゆ
る
「
万
里
の
層
氷
裏
に
あ
る
」
よ
う
な
境
地
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
…
）
実
は
禅
の
正
邪
の
岐
れ
目
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
見
無
我
の
正
覚
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

寂
滅
境
は
、
マ
ナ
識
の
休
止
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
ア
ラ
ヤ
識
と
い
う
深
層
の
無
意
識
な
の
で
あ
る
。

と
、
こ
こ
で
長
沙
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
（
識
神
）
に
つ
い
て
「
無
量
劫
来
生
死
の
本
、
痴
人
は
喚
ん
で
本
来
人
と
作
す
」
と
述
べ
て

い
る
偈
を
出
し
、

ア
ラ
ヤ
識
な
る
集
合
無
意
識
は
、
一
切
の
可
能
性
を
含
蔵
す
る
「
識
神
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
直
ち
に
「
本
来
人
」
す

な
わ
ち
真
実
の
自
己
と
す
る
の
は
適
当
で
な
い
。
も
ち
ろ
ん
無
量
劫
来
の
「
生
死
の
本
」
た
る
識
神
を
離
れ
、
ア
ラ
ヤ
識
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を
離
れ
て
別
に
「
本
来
人
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
両
者
全
く
同
一
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

不
一
不
異
と
で
も
い
う
ほ
か
は
な
い
。
白
隠
禅
師
は
、
つ
ね
に
口
癖
の
よ
う
に
「
八
識
田
中
に
一
刀
を
下
せ
」
と
、
垂
誡

さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
禅
定
力
に
よ
っ
て
八
識
活
動
を
休
止
せ
し
め
、
そ
の
実
体
の
空
無
我
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

せ
よ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い（　
）
44

。

と
解
説
を
続
け
て
い
る
。

　

ア
ー
ラ
ヤ
識
の
当
体
が
現
出
し
た
「
万
里
の
層
氷
裏
」
な
い
し
「
瑠
璃
瓶
裏
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺

の
絶
対
無
の
境
地
が
転
換
し
て
、
本
来
人
た
る
真
の
自
己
が
現
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
ー

ラ
ヤ
識
と
全
く
別
の
も
の
が
真
の
自
己
な
い
し
清
浄
識
と
し
て
出
て
く
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
種
子
を
蔵
す
る
第
八
ア
ー

ラ
ヤ
識
の
無
的
な
根
底
基
盤
が
第
七
マ
ナ
識
の
支
配
を
脱
し
て
そ
の
ま
ま
現
わ
れ
出
た
の
が
、
第
九
清
浄
識
だ
と
も
い
え
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
唯
識
説
で
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
転て

ん

依ね

と
い
わ
れ
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
大
森
は
そ
こ
を
転
換
と
言
わ
ず
に
、

不
一
不
異
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
大
森
は
、
起
信
論
的
な
見
方
に
立
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
へ
の
転
換
に
お
い
て
は
、
表
層
意
識
の
下
の
無
意
識
レ
ベ
ル
で
の
或
る
「
自
己
」
意

識
で
あ
る
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
が
転
換
す
る
の
で
あ
っ
て
、
表
層
の
経
験
的
な
自
我
意
識
は
、
行
為
の
仮
想
的
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、

転
換
後
も
残
り
続
け
る
と
見
做
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
初
期
瑜
伽
行
派
の
世せ

親し
ん

（
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
）
が
頌
を
作
成
し
、
安あ

ん

慧ね

（
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
）
が
註
を
付
け
た
『
唯
識
三

十
論
』
に
も
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
が
中
心
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
第
二
八
頌
で
は
、

も
し
（
認
識
さ
れ
る
）
対
象
を
（
認
識
す
る
）
識
（
も
し
く
は
心
）
が
け
っ
し
て
表
象
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は

唯
（
現
象
）
識
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
如
性
（
の
中
心
）
に
あ
っ
て
、（
識
も
し
く
は
心
が
）
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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認
識
さ
れ
る
客
体
が
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
（
認
識
さ
れ
る
客
体
）
を
認
識
す
る
（
主
体
）
も
な
い
か
ら
で
あ
る（　
）
45

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
「
認
識
さ
れ
る
客
体
が
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
（
認
識
さ
れ
る
客
体
）
を
認
識
す
る
（
主
体
）
も

な
い
か
ら
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
安
慧
は
、

認
識
さ
れ
る
客
体
が
あ
る
と
き
に
は
、
認
識
す
る
主
体
が
あ
る
。
し
か
し
、
認
識
さ
れ
る
客
体
が
な
い
と
き
に
は
、（
認

識
す
る
主
体
は
）
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
さ
れ
る
客
体
が
な
い
と
き
に
は
認
識
す
る
主
体
が
な
い
こ
と
を

も
体
得
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
単
に
認
識
さ
れ
る
客
体
が
な
い
こ
と
だ
け
（
を
体
得
す
る
の
）
で
は
な
い
の
で
あ
る（　
）
46

。

と
註
解
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
狭
い
意
味
で
の
絶
対
無
で
あ
る
。
識
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
が

一
切
な
い
と
き
に
は
、
知
る
も
の
も
い
な
く
な
る
。
万
象
が
真
に
無
く
な
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ま
で
そ
れ
ら
を
認
識
し
て
い
た

認
識
主
観
も
消
え
う
せ
て
い
る
。
逆
に
い
う
と
、
認
識
主
観
が
無
く
な
る
か
ら
、
全
客
観
も
全
的
に
無
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
主
観
客
観
の
対
立
す
る
構
造
自
体
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
了
々
と
目
覚
め
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
に

注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
王
三
昧
の
究
極
で
あ
り
、
絶
対
の
無
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
対
象
の
枠
内
で
問
題
と
さ
れ
る
相
対
的

な
無
で
は
な
い
。
こ
れ
に
続
い
て
、
安
慧
は
、

か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
知
ら
れ
る
対
象
も
知
る
は
た
ら
き
も
、
ま
っ
た
く
平
等
に
し
て
、
い
か
な
る
構
想
も
な
く
、
衆

生
の
世
界
内
存
在
を
超
越
し
た
知
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
次
頌
に
つ
な
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
知
ら
れ
る
対
象
も
知
る
は
た
ら
き
も
、
ま
っ
た
く
平
等
に
し
て
、
い
か
な

る
構
想
も
な
く
、
衆
生
の
世
界
内
存
在
を
超
越
し
た
知
」
は
、「
所
縁
と
能
縁
と
の
平
等
平
等
な
無
分
別
の
出
世
間
智
」
と
も

訳
さ
れ
る
。
こ
の
「
無
分
別
の
出
世
間
智
」
は
、「
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
」、
す
な
わ
ち
、「
認
識
さ
れ
る
客
体
が
な
い
と
き

に
は
認
識
す
る
主
体
が
な
い
こ
と
を
も
体
得
す
る
」
と
い
う
絶
対
無
の
体
験
を
経
て
「
生
ず
る
」
の
で
あ
る
。
比
較
を
行
う
と
、
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こ
の
「
無
分
別
の
出
世
間
智
」
が
白
隠
の
指
摘
す
る
絶
後
再
蘇
の
大
円
鏡
光
に
相
当
し
、
従
っ
て
ま
た
白
隠
の
い
う
清
浄
識
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
白
隠
の
場
合
体
験
的
に
は
諸
事
物
と
一
体
の
真
の
自
己
で
あ
る
。
こ
の
知
に

お
い
て
は
、「
知
ら
れ
る
対
象
も
知
る
は
た
ら
き
も
、
ま
っ
た
く
平
等
」
な
の
で
、
知
ら
れ
る
諸
事
物
が
知
る
自
己
自
身
な
の

で
あ
る
。
続
く
第
二
九
頌
で
は
、

か
の
（
心
）
は
、（
認
識
す
る
主
体
と
し
て
の
）
心
が
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
（
無
心
）
で
あ
り
、（
認
識
さ
れ
る
客
体
と
し
て
の

対
象
を
と
ら
え
る
）
表
象
で
は
な
い
も
の
（
無
取
得
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
（
心
）
は
、
衆
生
の
世
界
内
存
在
を
超
越

し
た
知
で
あ
る
。（
か
つ
そ
れ
は
）
二
種
の
限
り
な
く
深
い
迷
い
の
有
限
性
（
麁
重
）
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
迷
い
の
存
在
の
）
存
在
根
拠
〔
ア
ー
ラ
ヤ
識
〕
が
転
換
し
、（
新
た
な
る
さ
と
り
の
存
在
の
存
在
根
拠
と
し
て
）
現
成
し
て
い
く

は
た
ら
き
（
転
依
）
で
あ
る（　
）
47

。

と
述
べ
ら
れ
、
迷
い
の
存
在
の
存
在
根
拠
で
あ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
新
た
な
る
さ
と
り
の
存
在
の
存
在
根
拠
と
し
て
現
成
し
て
い

く
転
換
が
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
転
依
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
平
等
無
分
別
の
超
越
知
と
し
て
の
心
は
、
無
心
で
あ
り
、

無
取
得
（
認
識
さ
れ
る
客
体
と
し
て
の
対
象
を
と
ら
え
る
表
象
を
離
れ
て
い
る
）
で
あ
る
が
、
先
の
第
二
八
頌
の
唯
識
（
無
境
）
で
も

あ
り
、
ま
た
最
後
の
第
三
〇
頌
で
述
べ
ら
れ
る
無
漏
界
、
解
脱
身
、
法
身
に
相
当
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、「
知
ら
れ
る
対
象
も

知
る
は
た
ら
き
も
、
ま
っ
た
く
平
等
」
な
の
で
、
体
験
的
に
「
知
ら
れ
る
対
象
」
と
し
て
の
諸
事
物
と
「
知
る
は
た
ら
き
」
と

し
て
の
真
の
自
己
と
が
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
唯
識
三
十
論
』
の
第
二
八
頌
か
ら
第
二
九
頌
に
か
け
て
は
、
絶
対
無

か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

　
「
認
識
さ
れ
る
客
体
が
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
を
認
識
す
る
主
体
も
な
い
」
と
い
う
論
理
は
、
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
お

い
て
、
す
べ
て
の
も
の
に
実
体
が
な
い
と
す
る
般
若
空
観
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
。
例
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を
挙
げ
る
と
、
龍
樹
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）
の
『
空
七
十
論
』
に
よ
れ
ば
、

認
識
は
認
識
の
対
象
と
の
依
存
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
存
在
し
な
い
。
認
識
と
認
識
の
対
象
と
が
存
在
し

な
い
か
ら
、
し
た
が
っ
て
認
識
の
主
体
も
な
い
の
で
あ
る
。（
第
五
七
詩
頌
）（　
）
48

と
い
わ
れ
て
い
る
。『
唯
識
三
十
論
』
で
は
、「
認
識
さ
れ
る
客
体
が
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
を
認
識
す
る
主
体
も
な
い
」
と
さ

れ
る
と
こ
ろ
に
、
唯
識
が
智
と
し
て
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
空
七
十
論
』
で
は
、
対
象
も
認
識
主
体
も
、

さ
ら
に
は
認
識
主
体
か
ら
対
象
へ
の
作
用
で
あ
る
認
識
も
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
初
期
瑜
伽
行
派
は
、
般
若
空
観
に
お

い
て
空
と
さ
れ
た
認
識
に
つ
い
て
、
よ
り
綿
密
な
考
察
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
般
若
経
集
団
に
お
け
る
空
の
究
明
に
お
い
て
ま

だ
取
り
残
さ
れ
て
い
た
「
認
識
」
が
、
瑜
伽
行
派
に
お
い
て
さ
ら
な
る
究
明
の
余
地
を
残
し
た
「
余
れ
る
も
の
」
と
さ
れ
、
識

が
綿
密
に
考
察
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ち
な
み
に
、
西
洋
哲
学
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
ら
を
含
め

た
広
義
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
伝
統
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
古
い
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
伝
統
が
対
象
面
に
偏
し
て
い

た
の
に
対
し
て
、
近
代
に
到
り
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
が
認
識
の
超
越
論
的
に
主
観
的
な
構
造
に
つ
い
て
精
細
な
る
考
察
を

行
い
、
そ
れ
ま
で
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
潮
流
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
り
哲
学
の
大
き
な
変
革
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
哲
学
の
変
革
を
も
た
ら
し
た
カ
ン
ト
の
認
識
構
造
の
考
察
と
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
内
で
初
期
瑜
伽
行
派
の
行
っ
た

識
の
究
明
と
は
、
あ
る
意
味
で
よ
く
似
て
い
る
。
瑜
伽
行
派
に
よ
っ
て
、
認
識
構
造
に
つ
い
て
の
実
地
の
究
明
は
徹
底
的
に
深

め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
空
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
慧
能
の
場
合
の
よ
う
に
、
遥
か
に
明
瞭
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
般
若
空
観
集
団
と
初
期
瑜
伽
行
派
と
で
は
、
同
じ
大
乗
仏
教
と
し
て
基
本
的
に
は
究
極
の
智

に
つ
い
て
の
根
本
経
験
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
無
著
（
ア
サ
ン
ガ
）
は
『
摂
大
乗
論
』
で
無
分
別
智
と
般
若
波
羅
蜜
と

は
「
名
異
義
同
」
だ
と
述
べ
て
い
る（　
）
49

。
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さ
て
、
こ
の
辺
で
、
痛
快
な
見
性
を
な
し
遂
げ
た
白
隠
に
戻
ろ
う
。
白
隠
は
、
こ
の
あ
と
、
そ
こ
の
道
場
で
出
会
っ
た
宗
格

に
連
れ
ら
れ
て
、
信
州
飯
山
の
正
受
老
人
道
鏡
慧
端
（
一
六
四
二
―
一
七
二
一
）
に
参
謁
し
、
そ
の
鉗
鎚
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

師
〔
正
受
〕
云
く
、
趙
州
の
無
字
作そ

麼も

生さ
ん

か
見
る
。
予
〔
白
隠
〕
が
曰
く
、
無
字
甚な

麼ん

の
手し

ゆ
き
や
く脚

を
着
く
る
所
か
あ
ら
ん
。

師
、
指
を
以
て
予
が
鼻
を
拗よ

う

し
て
曰
く
、
多
少
手
脚
を
着
け
了
れ
り
と
。
予
疑
義
す
。
師
大
笑
し
て
云
は
く
、
此
の
守
蔵

の
窮き

ゆ
う
き鬼

子す

と（　
）
50

。

　

正
受
の
眼
か
ら
見
て
、
こ
の
と
き
の
白
隠
は
ど
こ
が
未
到
で
あ
っ
た
の
か
。
白
隠
は
、「
自
身
直
に
こ
れ
岩
頭
和
尚
、
三
世

に
貫
通
し
て
毫
毛
を
損
せ
ず
」
と
い
う
、
こ
の
世
を
超
え
た
不
生
不
滅
の
真
の
自
己
（
清
浄
識
）
を
見
た
こ
と
は
見
た
の
だ
が
、

そ
れ
に
捉
わ
れ
て
、
そ
の
真
の
自
己
が
こ
の
世
の
鐘
の
音
と
一
体
に
現
成
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

清
浄
識
（
本
来
の
面
目
）
に
捉
わ
れ
て
、
そ
れ
が
諸
事
象
や
諸
作
用
と
一
体
に
な
っ
て
現
前
し
て
い
る
こ
と
を
捨
象

（abstrahere

）
し
、
清
浄
識
を
抽
象
化
（abstractio

）
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
諸
事
象
や
諸
作
用
と
は
別
の
次
元

に
す
っ
ぽ
り
と
包
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
諸
事
象
や
諸
作
用
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
起
こ
っ
て
い
な
い
未
発

の
絶
対
無
に
近
い
心
境
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

絶
対
無
か
ら
事
物
の
レ
ベ
ル
へ
の
既
に
下
降
の
道
に
あ
る
と
き
、
真
の
自
己
は
事
象
と
と
も
に
し
か
現
出
し
な
い
。
事
象
面

を
忘
却
し
て
い
て
は
、
真
の
自
己
は
分
別
知
に
よ
る
抽
象
化
の
産
物
に
な
り
下
が
る
。
無
字
は
立
派
に
鼻
と
し
て
手
脚
を
着
け

了
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抽
象
化
さ
れ
た
無
相
の
自
己
（
清
浄
識
）
に
の
み
注
視
す
る
こ
と
は
、
事
々
物
々
へ
と

下
り
て
い
く
衆
生
済
度
の
下
降
の
道
を
ま
だ
歩
め
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
で
は
、
悟
り
に
し
が
み
つ
く
「
守
蔵
の
窮
鬼

子
」
と
呼
ば
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
。
だ
が
、
若
き
白
隠
は
こ
こ
で
、
厳
然
と
し
た
正
受
の
指
導
に
よ
り
、
発
奮
し
て
修
行
の

や
り
直
し
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
行
き
方
を
す
る
人
は
、
誠
実
な
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
偉
丈
夫
と
い
う
べ
き
で
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あ
る
。

　
『
遠
羅
天
釜
』
で
は
「
南
泉
遷
化
」
の
公
案
を
修
し
、『
八
重
葎
』
巻
の
三
で
は
、「
疎
山
寿
塔
」
の
公
案
を
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が（　
）
51

、
実
際
に
は
、
正
受
老
人
か
ら
幾
つ
か
の
因
縁
・
話
頭
を
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。

師
憐
ん
で
数
段
の
因
縁
を
授
く
。
疎
山
寿
塔
、
牛う

し

窓そ
う

櫺れ
い

、
南
泉
遷
化
、
一い

つ
ち
ゆ
う
か

株
花
、
青
州
布ふ

衫さ
ん

、
乾か

ん

屎し

橛け
つ

。
此
の
内
若
し
一

則
を
透
過
せ
ば
、
実
に
仏
祖
の
兒
孫
と
称
す
る
に
足
れ
り（　
）
52

。

　

こ
れ
ら
の
話
頭
因
縁
以
外
に
、『
遠
羅
天
釜
』
で
打
破
直
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
相
送
れ
ば
門
に
当
っ
て
修
竹
あ
り
、
君

が
為
に
葉
々
清
風
を
起
す
」
や
「
荷
葉
団
々
」
の
頌
な
ど
現
成
公
案
の
話
頭
で
も
よ
い
の
で
あ
る（　
）
53

。

　

懊
悩
と
苦
悶
と
疑
惑
の
日
々
が
続
く
。
あ
る
日
、
飯
山
城
下
で
托
鉢
し
て
い
た
と
き
、
草
箒
で
頭
を
し
た
た
か
に
打
た
れ
、

卒
倒
し
て
気
絶
し
た
。
そ
こ
か
ら
覚
め
た
と
き
に
明
瞭
に
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

予
、
蘇
息
し
目
を
開
け
ば
、
従
上
難
解
難
透
の
毒ど

く

爪そ
う

牙げ

、
根
に
透
り
底
に
徹
し
て
乍
ち
煥
発
す
。
越

こ
こ
に
おい

て
手
を
拍
っ
て

呵
々
大
笑
す（　
）
54

。

　

推
測
す
る
に
、
息
を
吹
き
返
し
て
目
を
開
い
た
と
き
、
周
囲
の
万
象
が
真
の
自
己
と
し
て
目
に
迫
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
英
巌

の
御
霊
屋
で
は
、
聴
覚
に
き
て
悟
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
と
も
に
視
覚
に
き
た
。
視
覚
の
ほ
う
が
種
々
様
々
の
も
の

が
一
遍
に
目
に
入
る
の
で
、
万
象
に
真
の
自
己
が
現
じ
て
い
る
こ
と
が
認
識
し
や
す
い
。
真
の
自
己
と
は
事
々
物
々
で
あ
り
、

一
切
の
事
柄
、
一
切
の
働
き
の
一
つ
ひ
と
つ
で
あ
る
。
実
際
に
は
目
を
開
い
た
と
き
、
周
囲
の
万
象
が
真
の
自
己
と
し
て
目
に

迫
っ
た
と
同
時
に
、
正
受
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
た
難
解
難
透
・
毒
爪
牙
の
因
縁
話
頭
の
次
第
も
真
の
自
己
と
一
体
に
煥
発
・
現

前
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
白
隠
は
、
こ
れ
ら
の
話
頭
が
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
か
を
直
知
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

あ
と
正
受
は
、
白
隠
に
対
し
て
「
守
蔵
の
窮
鬼
子
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
止
め
て
い
る
。
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白
隠
と
い
う
人
は
、
終
り
初
物
的
な
一
度
限
り
の
悟
り
方
で
済
ん
だ
人
で
は
な
く
、
少
し
づ
つ
変
容
す
る
悟
り
を
年
月
を
置

い
て
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
く
が
、
下
降
の
道
が
実
存
的
に
深
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
見
て
よ
い
。
元
々
自
己
意
識
と
行
動
力
の

強
い
気
迫
あ
る
人
で
あ
る
が
、
悟
り
を
繰
り
返
し
て
い
く
と
い
う
タ
イ
プ
の
人
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
箇
の
人
間
と
し
て

現
代
心
理
学
理
論
か
ら
み
て
か
な
り
難
し
い
タ
イ
プ
の
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
曲
折
を
経
て
最
後

に
、
こ
お
ろ
ぎ
の
声
を
聞
い
て
『
法
華
経
』
の
真
正
奥
義
に
契
合
す
る
。
下
降
の
道
の
最
終
段
階
に
究
ま
っ
た
と
見
て
よ
い
。

そ
う
し
た
こ
と
の
検
討
は
、
小
論
で
は
行
わ
な
い
。

 

（
続
く
）

注

 
 

平
田
高
士
、
無
門
関
、
禅
の
語
録
第
一
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
五
頁
。（
…
）
は
、
引
用
文
の
省
略
箇
所
を
示
す
。

以
下
、
読
み
下
し
は
適
宜
引
用
文
献
か
ら
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

 
 

中
島
鉄
心
、
虚
堂
録
義
解
、
第
二
巻
、
虚
堂
録
義
解
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
、
八
四
頁
。
直
前
の
「
寒
灰
焔
を
発
し
、
枯
木
重
ね

て
栄
え
ん
」
と
は
、「
大
死
一
番
絶
後
再
蘇
」
を
謂
い
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る
。

 
 

山
田
無
文
、
む
も
ん
関
講
話
、
春
秋
社
、
新
装
版
、
一
九
八
三
年
、
新
装
二
刷
、
一
九
八
五
年
、
一
六
―
一
八
頁
。「
古
人
」
は
、

「
故
人
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
誤
殖
で
あ
ろ
う
。

 
 

山
田
無
文
は
、
同
書
で
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
心
墻
壁
の
如
く
に
し
て
深
く
自
己
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
、
つ
い

に
自
他
共
に
忘
却
し
て
絶
対
無
の
境
地
に
到
達
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
ま
だ
完
全
な
自
覚
で
は
な
い
。
そ
の
絶
対
無
が
ふ
と
客
観

の
色
に
触
れ
声
に
接
し
た
刹
那
、
驀
然
と
し
て
打
発
す
る
。
釈
尊
が
暁
の
明
星
を
見
ら
れ
た
如
く
、
香
厳
が
撃
竹
の
声
を
聴
い
た
如

く
、『
声
を
聞
い
て
道
を
悟
り
、
色
を
見
て
心
を
明
ら
む
る
』
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
始
め
て
仏
心
が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
山
田

無
文
、
前
掲
書
、
第
一
六
則
「
鐘
声
七
条
」、
一
三
三
頁
以
下
）。
ま
た
、
別
書
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
問
題
は
大
死
一

（　

）
1

（　

）
2

（　

）
3

（　

）
4
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番
に
あ
る
。
煩
悩
妄
想
の
一
切
を
奪
い
尽
し
て
、
清
涼
々
白
的
々
、
尽
大
地
一
塵
を
立
せ
ざ
る
境
地
に
投
入
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
こ
か
ら
驀
然
と
し
て
打
発
し
、
一
念
子
の
原
子
核
が
爆
発
す
る
な
ら
ば
、
全
宇
宙
を
掌
中
に
収
め
て
し
ま
う
ほ
ど
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
／
／
そ
の
時
、
花
の
紅
な
る
に
飛
び
上
が
る
ほ
ど
驚
喜
し
、
柳
の
緑
な
る
に
涙
の
出
る
ほ
ど
感
激
し
、

文
字
通
り
手
の
舞
い
足
の
踏
む
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
る
、
大
歓
喜
を
得
る
で
あ
ろ
う
」（
山
田
無
文
、
碧
巌
物
語
、
大
法
輪
閣
、
一
九

六
四
年
、
一
四
〇
頁
）。

 
 

山
田
無
文
、
手
を
合
わ
せ
る
、
し
ん
じ
ん
文
庫
第
三
集
、
春
秋
社
、
一
九
六
五
年
、
七
刷
、
一
九
八
一
年
、
一
二
四
頁
以
下
。

 
 

山
田
無
文
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。

 
 

柴
山
全
慶
、
工
藤
智
光
、
無
門
関
講
話
、
創
元
社
、
一
九
七
七
年
、
三
刷
、
一
九
七
八
年
、
第
一
則
「
趙
州
狗
子
」、
五
二
頁
以

下
。「
玲
瓏
」、「
層
氷
裡
」
は
夫
々
原
文
を
改
め
た
。
さ
ら
に
「
大
地
黒
漫
漫
地
」
は
、
同
じ
『
臨
済
録
』
の
「
湛
湛
た
る
黒
暗
の

深じ
ん
き
よ
う

坑
」
の
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

 
 

柴
山
全
慶
、
前
掲
書
、
五
三
頁
。
最
後
の
「
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
眼
を
開
い
た
」
の
原
文
は
、「
大
地
群
生
眼
豁
開
」
で
あ

ろ
う
。
無
門
大
悟
時
の
偈
で
あ
る
。

 
 

陸
川
堆
雲
訓
読
訳
注
、
棲
梧
宝
嶽
、
無
字
妙
経
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
三
六
年
、
二
五
頁
。
原
文
は
二
五
二
頁
。
読
み
下
し

は
、
伊
藤
探
玄
、
禅
の
一
本
道
、
明
治
書
院
、
一
九
六
八
年
、
一
一
〇
頁
に
も
あ
る
。

 
 

平
田
高
士
、
無
門
関
、
前
掲
書
、
九
〇
頁
。
他
に
、
部
分
的
な
も
の
も
含
め
て
、『
祖
堂
集
』
巻
二
弘
忍
章
、『
景
徳
伝
灯
録
』
巻

四
蒙
山
道
明
章
、
巻
八
南
泉
章
、『
洞
山
録
』
五
〇
段
、『
伝
心
法
要
』
一
六
段
、
明
蔵
本
『
六
祖
壇
経
』
行
由
第
一
な
ど
、
多
数
見

出
さ
れ
る
。

 
 

上
田
閑
照
編
、
場
所
・
私
と
汝

―
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ｉ
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、「
場
所
」、
六
七
頁
以

下
。

 
 

山
田
準
、
鈴
木
直
治
〔
訳
註
〕、
伝
習
録
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
、
六
刷
、
一
九
七
七
年
、
巻
之
中
、
答
陸
原

静
第
二
書
、
八
、
一
八
二
頁
。

（　

）
5

（　

）
6

（　

）
7

（　

）
8

（　

）
9

（　

）
10

（　

）
11

（　

）
12
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平
田
高
士
、
無
門
関
、
前
掲
書
、
同
頁
。
同
様
の
こ
と
を
、
趙
州
は
も
っ
と
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。「
未
だ
世
界
有
ら
ざ
る
に
、

早す
で

に
此
の
性
有
り
。
世
界
壊え

す
る
時
、
此
の
性
壊
せ
ず
。
一
た
び
老
僧
を
見
て
よ
り
後
は
、
更
に
是
れ
別
人
な
ら
ず
。
只
だ
是
れ
箇こ

の
主
人
公
の
み
。
者し

や

箇こ

、
更
に
外
に
向
か
っ
て
覓
め
て
作
麼
か
せ
ん
」（
秋
月
龍
珉
、
趙
州
録
、
禅
の
語
録
、
第
一
一
巻
、
筑
摩
書

房
、
一
九
七
二
年
、
三
刷
、
一
九
八
一
年
、
巻
中
、
二
〇
九
段
、
一
九
二
頁
）。

 
 

大
森
曹
玄
、
碧
巌
録
、
上
巻
、
柏
樹
社
、
一
九
七
六
年
、
七
刷
、
一
九
八
八
年
、
第
二
九
則
「
大
隋
劫
火
洞
然
」、
二
二
一
頁
以

下
。『
従
容
録
』
第
三
〇
則
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
編
註
〕、
庵
原
平
四
郎
物
語
他
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
一
四
冊
、
二
〇
〇
二
年
、
死
字
法
語
、
二
三
三
頁
。

 
 

北
原
隆
太
郎
、
覚
の
参
究
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
年
、
七
九
頁
。

 
 

「
祖
は
明
に
謂
っ
て
曰
く
、『
善
を
思
わ
ず
、
悪
を
思
わ
ず
、
正
に
与
麼
の
時
、
如
何
な
る
か
是
れ
上
座
本
来
の
面
目
』
と
。
明
大

悟
す
」（
中
川
孝
、
六
祖
壇
経
、
た
ち
ば
な
出
版
、
一
九
九
五
年
、
三
刷
、
二
〇
〇
四
年
、
六
九
頁
、
但
し
割
注
は
移
動
さ
れ
て
い

る
）。
引
用
書
は
興
聖
寺
本
で
あ
り
、
恵
昕
分
巻
本
を
祖
本
と
す
る
。
敦
煌
本
に
は
こ
の
問
答
が
な
い
（
柳
田
聖
山
編
、
禅
語
録
、

世
界
の
名
著
、
続
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、「
六
祖
壇
経
」、
一
〇
五
頁
、
一
〇
八
頁
下
段
の
柳
田
の
註
）。
中
川
に
よ

れ
ば
、
他
の
諸
理
由
に
よ
り
、
敦
煌
本
は
、
南
陽
慧
忠
（
？
―
七
七
五
）
の
指
摘
し
た
改
換
さ
れ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
か
と
疑

わ
れ
る
そ
う
だ
。『
壇
経
』
の
改
換
と
慧
忠
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
中
川
同
書
の
三
五
八
頁
以
下
で
一
応
の
解
説
が
さ
れ
て
い
る
。

見
性
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
祖
堂
集
』
慧
忠
国
師
章
に
お
け
る
無
情
説
法
の
論
議
が
手
引
き
と
な
る
。
柳
田
聖
山
訳
、
祖
堂
集
、

大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉
第
一
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
、
再
版
、
一
九
九
五
年
、
一
六
二
頁
以
下
、
及
び
柳
田
の

註
解
三
九
一
頁
以
下
を
参
照
。
神
会
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
慧
忠
の
神
会
批
判
と
『
壇
経
』
改
換
の
問
題
と
は

連
関
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

 
 

秋
月
龍
珉
著
作
集
、
第
九
巻
「
禅
の
探
究
」、
三
一
書
房
、
一
九
七
九
年
、
第
一
部
「
禅
の
探
究
」
第
三
章
「
禅
の
思
想
」（
2
）

「
無
」、
一
一
二
頁
以
下
。「
さ
は
り
」
と
「
天
地
と
同
根
、
万
物
と
一
体
」
は
原
文
を
訂
正
し
た
。
秋
月
は
、
同
じ
初
関
の
法
身
の

則
で
あ
る
隻
手
音
声
の
公
案
で
も
、
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
秋
月
龍
珉
著
作
集
、
第
一
二
巻
「
空
の
詩
」、
三
一
書
房
、
一

（　

）
13

（　

）
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）
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）
17
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）
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九
七
九
年
、
第
二
部
「
禅
の
探
究
」
五
「『
悟
り
』
の
体
験
と
は
何
か
」（
4
）「
隻
手
音
声
」、
一
八
一
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

 
 

伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
春
秋
社
、
一
九
八
五
年
、
新
装
版
、
一
九
九
九
年
、
巻
之
下
、
二
四
九
頁
以
下
。

 
 

平
井
俊
榮
訳
、
肇
論
・
三
論
玄
義
、
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
、
九
一
頁
。
金
谷
治

訳
、
荘
子
、
第
一
冊
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
八
刷
、
一
九
七
七
年
、
六
七
頁
。

 
 

入
矢
義
高
〔
監
修
〕、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
〔
編
〕、
景
徳
伝
灯
録
三
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
三
年
、
巻
八
、
南
泉
章
、
一
四

〇
頁
。

 
 

入
矢
義
高
、
梶
谷
宗
忍
、
柳
田
聖
山
、
雪
竇
頌
古
、
禅
の
語
録
第
一
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
一
一
九
頁
。

 
 

大
森
曹
玄
、
碧
巌
録
、
上
巻
、
前
掲
書
、
第
四
〇
則
「
南
泉
一
株
花
」、
三
〇
四
頁
。

 
 

柳
田
聖
山
序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
二
年
、
巻
一
六
、
南
泉
章
、
二
九
七
頁
上
段
。
古
賀
英
彦
、

訓
注
祖
堂
集
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
、
巻
一
六
、
南
泉
章
、
六
三
一
頁
。

 
 
Kranz, W

alther, Vorsokratische D
enker, o. O

.: W
eidm

ann 4. unveränderter N
achdruck 1974, S. 68.

 
 
H
eidegger, M

., Zur Sache des D
enkens, Tübingen 1969, S. 31.

 
 

能
仁
晃
道
〔
訓
読
〕、
訓
読
五
灯
会
元
、
中
巻
、
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
、
巻
一
三
、
青
林
師
虔
章
、
四
〇
四
頁
。『
従
容

録
』
第
五
九
則
「
青
林
死
蛇
」。

 
 

景
徳
伝
灯
録
、
巻
二
〇
、
仏
日
章
、
大
正
大
蔵
経
、
巻
五
一
、
三
六
二
頁
、
上
段
。

 
 

『
無
門
関
』
第
一
二
則
「
巌
喚
主
人
」。
平
田
高
士
、
無
門
関
、
前
掲
書
、
五
五
頁
以
下
。

 
 

「
異
日
問
南
泉
。
如
何
是
道
。
南
泉
曰
。
平
常
心
是
道
。
師
曰
。
還
可
趣
向
否
。
南
泉
曰
。
擬
向
即
乖
」（
景
徳
伝
灯
録
、
巻
一
〇
、

趙
州
章
、
大
正
大
蔵
経
、
巻
五
一
、
二
七
六
頁
下
段
）。
秋
月
龍
珉
、
趙
州
録
、
禅
の
語
録
第
一
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、

巻
上
、〔
一
〕、
二
一
頁
。
南
嶽
懐
譲
（
六
七
七
―
七
四
四
）
も
「
説
似
一
物
即
不
中
」（『
祖
堂
集
』
巻
三
懐
譲
章
、『
景
徳
伝
灯

録
』
巻
五
懐
譲
章
）
と
言
っ
て
い
る
。

 
 

上
田
閑
照
、
柳
田
聖
山
、
十
牛
図
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
、
第
三
見
牛
、
二
〇
四
頁
。「
色
裏
の
膠こ

う

（　

）
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青せ
い

」
と
は
「
絵
の
具
の
中
の
膠に

か
わ」

の
こ
と
で
あ
る
。

 
 

秋
月
龍
珉
著
作
集
、
第
一
二
巻
「
空
の
詩
」、
前
掲
書
、
第
三
部
「
空
の
詩
」
五
「
靖
献
公
の
『
聞
雷
の
頌
』」、
二
四
三
頁
以
下
。

「
過
程
」
は
原
文
を
訂
正
し
た
。

 
 

伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
前
掲
書
、
巻
之
下
、
二
五
八
頁
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
訳
註
〕、
壁
生
草
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
三
冊
、
一
九
九
九
年
、
巻
上
、
三
一
頁
以
下
、
一
七
二
頁
以
下
。
芳

澤
勝
弘
〔
訳
註
〕、
八
重
葎
巻
之
三
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
七
冊
、
一
九
九
九
年
、
二
七
頁
以
下
、
一
五
三
頁
以
下
。

 
 

伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
前
掲
書
、
二
五
七
頁
。

 
 

同
書
、
続
集
、
三
三
五
頁
以
下
。

 
 

同
書
、
続
集
、
三
三
七
頁
。

 
 

同
書
、
巻
之
下
、
一
九
七
頁
。

 
 

同
書
、
巻
之
下
、
一
八
八
頁
。

 
 

例
え
ば
、「
守
一
」
は
、『
抱
朴
子
』
内
篇
で
見
る
と
、
本
多
濟
、
抱
朴
子
内
篇
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
、
巻
三
対

俗
、
四
七
頁
（「
服
丹
守
一
」）、
巻
五
至
理
、
一
〇
七
頁
（「
思
神
守
一
」）、
巻
一
二
辨
問
、
二
四
六
頁
（「
知
守
一
養
神
之
要
」）、

巻
一
八
地
真
、
三
八
一
頁
（「
守
一
当
明
」）、
三
八
三
頁
（「
守
一
存
真
」）、
三
八
四
頁
（「
守
一
之
道
」、「
人
能
守
一
」、「
守
一
不

怠
」、「
忘
守
一
」、「
握
固
守
一
」）、
三
八
五
頁
（「
伏
而
守
一
」、「
能
守
一
者
」）、
三
八
六
頁
（「
守
一
兼
修
明
鏡
」）、
三
八
七
頁

（「
思
神
守
一
」）
に
見
出
さ
れ
る
。
本
書
は
現
代
語
訳
で
あ
る
の
で
、
原
文
の
語
が
そ
の
ま
ま
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

見
当
を
つ
け
れ
ば
判
断
で
き
る
と
思
う
。『
抱
朴
子
』
外
篇
に
も
、
数
箇
所
こ
の
語
が
見
ら
れ
る
。「
無
適
」
は
、
金
谷
治
〔
訳
注
〕、

荘
子
、
第
一
冊
、
内
篇
、
斉
物
論
篇
第
二
、
五
、
六
七
頁
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
守
一
」
も
「
無
適
」
も
道
教
の
用
語

で
あ
る
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
訳
注
〕、
荊
草
毒
蘂
、
乾
、
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
、
巻
第
四
侍
者
禅
恕
集
「
辨
」、「
八
識
辨
」、
七
五
二
頁
。

鎌
田
茂
雄
、
白
隠
、
日
本
の
禅
語
録
、
第
一
九
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
荊
草
毒
蘂
、
巻
第
四
、「
八
識
の
弁
」、
三
七
八
頁
以
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下
。
白
隠
和
尚
全
集
編
纂
会
編
、
白
隠
和
尚
全
集
、
第
二
巻
、
龍
吟
社
、
一
九
三
四
年
、
再
版
一
九
六
七
年
、
一
一
四
頁
以
下
。

「
洞
山
の
麻
三
斤
」
は
『
無
門
関
』
第
一
八
則
、『
碧
巌
録
』
第
一
二
則
な
ど
と
し
て
出
て
く
る
。「
辨
（
弁
）」
と
は
論
説
の
義
で
あ

る
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
訳
注
〕、
荊
草
毒
蘂
、
乾
、
前
掲
書
、
巻
第
四
侍
者
禅
恕
集
「
辨
」、「
須
弥
燈
王
如
来
辨
」、
七
二
三
頁
以
下
。
鎌
田

茂
雄
、
白
隠
、
前
掲
書
、
荊
草
毒
蘂
、
巻
第
四
、「
須
弥
燈
王
如
来
の
弁
」、
三
六
四
頁
以
下
。
白
隠
和
尚
全
集
編
纂
会
編
、
白
隠
和

尚
全
集
、
第
二
巻
、
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
以
下
。「
須
弥
燈
王
如
来
」
は
『
維
摩
経
』
に
出
て
く
る
。
長
尾
雅
人
・
丹
治
昭
義
〔
訳
〕、

維
摩
経
・
首
楞
厳
三
昧
経
、
大
乗
仏
典
第
七
巻
、
新
訂
版
、
一
九
八
〇
年
、
九
〇
頁
。「
三
細
六
麤
」
は
、『
大
乗
起
信
論
』
に
説
か

れ
る
。
阿
梨
耶
識
の
不
覚
は
根
本
不
覚
と
枝
末
不
覚
に
分
か
れ
る
が
、
こ
の
内
、
枝
末
不
覚
の
諸
相
が
、
三
細
と
六
麤
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
根
本
無
明
の
三
相
と
枝
末
無
明
の
六
相
で
あ
る
。
三
細
と
は
、
無
明
業
相
・
能
見
相
・
境
界
相
で
あ
り
、
そ
の
相
の
は
た

ら
き
が
微
細
な
の
で
細
と
呼
ば
れ
、
た
だ
始
覚
修
行
の
進
ん
だ
菩
薩
の
み
覚
知
で
き
る
。
六
麤
は
、
生
滅
流
転
の
迷
い
の
現
象
を
現

わ
し
出
し
、
そ
の
相
状
は
智
相
・
相
続
相
・
執
取
相
・
計
名
字
相
・
起
業
相
・
業
繋
苦
相
で
あ
る
が
、
粗
大
な
の
で
麤
と
呼
ば
れ
、

凡
夫
で
も
認
識
で
き
る
。
法
蔵
の
『
義
記
』
で
は
、
三
細
は
第
八
阿
頼
耶
識
に
当
た
り
、
六
麤
は
六
識
に
相
当
す
る
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、
白
隠
は
、
六
麤
を
第
七
識
に
帰
せ
し
め
て
い
る
。
か
く
し
て
三
細
六
麤
の
論
は
無
明
が
一
切
の
染
法
を
生
ず
る
こ
と
を
説
い

て
い
る
。
宇
井
伯
寿
・
高
崎
直
道
〔
訳
注
〕、
大
乗
起
信
論
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
三
四
―
三
九
頁
。
江
藤
即

応
、
大
乗
起
信
論
講
義
、
大
蔵
経
講
座
第
一
二
巻
、
名
著
出
版
、
復
刻
版
第
四
刷
、
一
九
八
五
年
、
一
九
八
―
二
一
二
頁
。「
如
来

蔵
」
と
は
、
す
べ
て
の
衆
生
に
具
わ
っ
て
い
る
悟
り
の
可
能
性
で
あ
っ
て
、
仏
性
や
自
性
清
浄
心
と
同
義
と
さ
れ
る
。
出
所
は
『
如

来
蔵
経
』
の
「
一
切
の
衆
生
は
如
来
を
胎
に
宿
し
て
い
る
」
に
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
『
勝
鬘
経
』
や
『
宝
性
論
』
に
説
か
れ
る
。

「
如
来
蔵
」
は
、『
楞
伽
経
』
や
『
大
乗
起
信
論
』
に
お
い
て
唯
識
派
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
同
一
視
さ
れ
、
白
隠
も
ほ
ぼ
そ
う
し
て
い
る

が
、
敢
え
て
正
確
さ
を
求
め
る
と
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
元
来
迷
い
の
世
界
原
理
な
の
で
あ
っ
て
、
仏
性
や
自
性
清
浄
心
で
あ
る
「
如
来

蔵
」
と
は
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
。
た
だ
し
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
も
転
依
す
れ
ば
悟
り
の
原
理
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。「
湛
々
た
る
黒
暗

の
深
坑
」
は
『
臨
済
録
』「
示
衆
」
に
お
け
る
語
。「
是
れ
你
若
し
不
動
清
浄
の
境
を
取
っ
て
是
と
為
さ
ば
、
你
即
ち
他か

の
無
明
を
認

（　

）
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め
て
郎
主
と
為
す
。
古
人
云
く
、
湛
湛
た
る
黒
暗
の
深
坑
、
実
に
怖
畏
す
べ
し
、
と
。
此
れ
是
れ
な
り
」（
入
矢
義
高
〔
訳
注
〕、
臨

済
録
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
第
一
七
刷
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
九
頁
）。
入
矢
に
よ
れ
ば
、『
百
丈
広
語
』
に
「
解
脱
の
深
坑
畏

る
べ
き
の
処
」
と
あ
り
、
も
と
は
『
大
集
経
』
十
三
の
「
解
脱
の
坑
に
堕
ち
て
自
利
お
よ
び
利
他
す
る
能
わ
ず
」
に
基
づ
く
（
同
書
、

一
一
一
頁
）。「
含
蔵
識
」
と
は
、
種
子
を
含
蔵
す
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
こ
と
で
あ
る
。
四
智
に
つ
い
て
は
、
唯
識
説
で
は
仏
智
を
大
円

鏡
智
・
平
等
性
智
・
妙
観
察
智
・
成
所
作
智
の
四
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
阿
頼
耶
識
・
末
那
識
・
意
識
・
前
五
識
が
転
依
し
て
証
得

さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
白
隠
は
こ
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
三
身
」
と
は
仏
陀
の
三
つ
の
身
体
の
こ
と
で
あ
り
、
通
常
、

法
身
・
報
身
・
応
身
を
謂
う
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
訳
注
〕、
荊
草
毒
蘂
、
乾
、
前
掲
書
、
巻
第
四
侍
者
禅
恕
集
「
辨
」、「
八
王
子
辨
」、
七
六
九
頁
。
鎌
田
茂
雄
、
白
隠
、

前
掲
書
、
荊
草
毒
蘂
、
巻
第
四
、「
八
王
子
の
弁
」、
三
八
七
頁
。
白
隠
和
尚
全
集
編
纂
会
編
、
白
隠
和
尚
全
集
、
第
二
巻
、
前
掲
書
、

一
一
九
頁
。「
根
本
実
智
」
と
は
無
分
別
智
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、〔　
　

〕
内
は
小
論
筆
者
に
よ
る
補
足
。

 
 

大
森
曹
玄
、
参
禅
入
門
〈
増
補
版
〉、
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
、
一
一
八
頁
以
下
。
大
森
曹
玄
、
参
禅
入
門
、
講
談
社
学
術
文
庫
、

講
談
社
、
一
九
八
六
年
、
一
二
二
頁
以
下
。「
万
里
の
層
氷
裏
」
は
原
文
を
修
正
し
た
。

 
 

荒
牧
典
俊
訳
、
唯
識
三
十
論
、
長
尾
雅
人
・
梶
山
雄
一
・
荒
牧
典
俊
〔
訳
〕、
世
親
論
集
、
大
乗
仏
典
第
一
五
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
六
年
、
所
収
、
一
八
二
頁
。

 
 

前
掲
書
、
一
八
三
頁
。

 
 

前
掲
書
、
一
八
三
頁
以
下
。

 
 

瓜
生
津
降
真
訳
、
空
七
十
論
（
七
十
詩
頌
の
空
性
論
）、
梶
山
雄
一
・
瓜
生
津
降
真
〔
訳
〕、
龍
樹
論
集
、
大
乗
仏
典
第
一
四
巻
、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、
一
二
六
頁
。

 
 

「
此
無
分
別
智
即
是
般
若
波
羅
蜜
。
名
異
義
同
」（
大
正
大
蔵
経
、
第
三
一
巻
、
摂
大
乗
論
、
一
二
八
頁
下
段
）。「
知
恵
の
完
成
さ

れ
た
こ
と
（
般
若
波
羅
蜜
多
）
と
無
分
別
智
と
は
、
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
」（
長
尾
雅
人
、
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
解
、
下
巻
、

講
談
社
、
一
九
八
七
年
、
二
八
七
頁
）。
禅
と
連
関
す
る
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
初
期
瑜
伽
行
派
と
般
若
空
観
の
究
明
に
つ
い
て
は
、
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小
論
で
は
論
じ
尽
く
せ
な
い
。
遺
漏
の
多
き
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
要
点
を
述
べ
る
に
留
め
た
。

 
 

伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
前
掲
書
、
巻
之
下
、
二
六
五
頁
以
下
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
訳
註
〕、
八
重
葎
巻
之
三
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
七
冊
、
前
掲
書
、
一
七
〇
頁
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
訳
註
〕、
壁
生
草
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
三
冊
、
前
掲
書
、
巻
上
、
一
八
〇
頁
。『
遠
羅
天
釜
』
で
も
、
南
泉
遷

化
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
他
の
因
縁
話
頭
も
打
発
・
透
過
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
予
覚
え
ず
南
泉
遷
化
の
話
を
打
発
す
。

其
の
余
の
数
段
の
因
縁
、
疎
山
が
寿
塔
の
話
、
大
慧
が
荷
葉
団
々
の
頌
、
自
ら
謂
へ
ら
く
、
尽
く
打
発
す
と
」（
伊
豆
山
格
堂
、
遠

羅
天
釜
、
前
掲
書
、
巻
之
下
、
二
六
六
頁
）。

 
 

伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
前
掲
書
、
巻
之
下
、
二
六
七
頁
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
訳
註
〕、
壁
生
草
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
三
冊
、
前
掲
書
、
巻
上
、
一
八
三
頁
。「
従
上
難
解
難
透
の
毒
爪
牙
」

と
は
、
先
に
正
受
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
た
因
縁
話
頭
を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
。
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雲
棲
袾
宏
『
正
訛
集
』
訳
注
（
下
）

白
川
邦
與

は
じ
め
に

　

雲
棲
袾
宏
著
『
正
訛
集
』
六
六
条
の
う
ち
、
最
初
の
三
三
条
（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派　

教
学
研
究
紀
要
』
第
九
号　

二
〇
〇
一
）
を

（
上
）、
後
半
の
前
部
分
の
一
四
条
（『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
一
五
号　

二
〇
二
〇
）
を
（
中
）
と
し
て
収
め
、
本
稿

は
そ
の
後
半
の
一
九
条
の
訳
注
で
あ
る
。

　
『
正
訛
集
』
の
撰
述
の
位
置
づ
け
、
意
図
及
び
撰
述
年
、
全
体
の
構
成
な
ど
は
（
上
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

《
目　
　

次
》

（
下
）

【
四
八
】
黄
龍
洞
賓　
　
　
【
四
九
】
仏
入
涅
槃　
　
　
【
五
〇
】
能
仁
祖

【
五
一
】
玉
皇
経　
　
　
　
【
五
二
】
亡
僧　
　
　
　
　
【
五
三
】
三
教
同
説
一
字

【
五
四
】
疑
情　
　
　
　
　
【
五
五
】
公
案　
　
　
　
　
【
五
六
】
槁
木
死
灰
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【
五
七
】
談
孔
雀　
　
　
　
【
五
八
】
礼
観
音
文　
　
　
【
五
九
】
仏
者
弗
人
也

【
六
〇
】
南
無
仏　
　
　
　
【
六
一
】
不
生
不
滅　
　
　
【
六
二
】
背
本
宗
釈

【
六
三
】
僧
称　
　
　
　
　
【
六
四
】
頭
陀　
　
　
　
　
【
六
五
】
三
衣

【
六
六
】
剃
髪
不
刺
鬚

《
訳
注
凡
例
》

○
底
本
に
は
嘉
興
大
蔵
経
に
収
載
さ
れ
た
『
雲
棲
法
彙
』
本
を
使
用
し
た
。
こ
の
本
の
巻
末
に
は
「
光
緒
二
十
四
年
（
一
八
九
八
）
冬
十
一
月

金
陵
刻
経
処
識
」
と
い
う
刊
刻
の
識
語
が
付
さ
れ
て
い
る
。『
雲
棲
法
彙
』
は
一
九
八
三
年
に
、
台
湾
の
中
華
仏
教
文
化
館
よ
り
『
蓮
池
大

師
全
集
』
四
巻
と
し
て
も
影
印
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

○
参
考
本
と
し
て
、
岡
田
武
彦
・
荒
木
見
悟
主
編
『
和
刻
本
影
印
近
世
漢
籍
叢
刊
』（
中
文
出
版
社
・
一
九
八
四
）
収
載
の
和
刻
本
を
用
い
た
。

こ
の
和
刻
本
は
刊
年
は
不
明
だ
が
、
巻
末
に
「
万
暦
歳
次
戊
午
臘
月
仏
誕
日
重
梓
」
と
あ
り
、
万
暦
四
十
六
年
戊
午
（
一
六
一
八
）
の
重
刻

本
を
模
刻
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

○
原
文
・
書
き
下
し
文
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。「
辯
」
と
「
辨
」、「
余
」
と
「
餘
」、「
欠
」
と
「
缺
」
な
ど
、
弁
別
が
必
要

と
思
わ
れ
る
字
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。

○
書
き
下
し
文
は
、
現
代
仮
名
遣
い
と
し
た
。

○
原
本
に
は
条
数
の
通
番
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
便
宜
的
に
【
四
八
】
～
【
六
六
】
の
通
番
を
付
し
た
。

○
現
代
語
訳
は
直
訳
を
心
懸
け
た
が
、
必
要
と
思
わ
れ
る
部
分
は
〔　

〕
で
適
宜
こ
と
ば
を
補
っ
た
。

○
注
に
引
用
し
た
原
典
の
内
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』『
大
日
本
続
蔵
経
（
卍
続
蔵
経
）』『
嘉
興
大
蔵
経
』『
乾
隆
蔵
』
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

「
Ｔ
」「
Ｚ
」「
Ｊ
」「
Ｌ
」
の
略
号
を
用
い
た
。
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︻
四
八
︼
黄
龍
洞
賓
（
黄
龍
と
洞
賓
）

　

道
教
の
や
か
ら
は
、「
洞
賓
が
剣
を
飛
ば
し
て
黄
龍
禅
師
を
屈
服
さ
せ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
師
が

あ
る
日
、
説
法
の
た
め
に
法
堂
の
高
座
に
つ
い
た
時
、
洞
賓
は
大
勢
の
人
に
紛
れ
込
ん
で
い
た
。
師
（
黄
龍
禅
師
）
は
神
通
力

の
眼ま

な
こで

見
つ
け
出
し
て
言
っ
た
、「
こ
の
会え

に
参
加
し
て
い
る
者
の
中
に
、
仏
法
を
ぬ
す
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
者
が
い
る
」

と
。
洞
賓
は
民
衆
か
ら
〔
進
み
〕
出
て
、「
雲
水
道
士
だ
」
と
自
分
で
言
っ
た
。
そ
こ
で
師
は
言
っ
た
、「
雲
が
消
え
散
り
水
が

乾
い
た
時
、
お
前
は
ど
う
す
る
の
か
」
と
。
洞
賓
は
返
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
師
が
代
わ
り
に
言
っ
た
、「
黄
龍
が

出
現
し
た
」
と
。〔
す
る
と
〕
洞
賓
は
怒
っ
て
夜
に
剣
を
飛
ば
し
て
師
を
脅
か
し
た
。
師
は
〔
そ
の
時
〕
剣
を
地
中
に
挿
し
て

し
ま
っ
た
の
で
、〔
洞
賓
は
、
そ
の
場
所
〕
を
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
夜
が
明
け
て
も
剣
は
地
中
か
ら
抜
け
な
か

っ
た
。〔
洞
賓
は
師
と
〕
問
答
を
数
語
交
わ
し
、
す
っ
ぱ
り
と
開
悟
し
た
。
そ
こ
で
〔
洞
賓
は
〕
黄
龍
に
嗣
法
し
た
。
こ
れ
ら

の
こ
と
は
『
伝
燈
録
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。〔
こ
の
よ
う
に
〕
世
俗
の
伝
承
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
見
識
の
あ
る
者
は
こ
の

こ
と
を
自
己
の
誡
め
と
せ
よ
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

黄
龍
洞
賓

道
流
謂
、
洞
賓
以
飛
剣
伏
黄
龍
禅
師
。
此
訛
也
。
師
、
一
日
陞
座
。
洞
賓
、
雑
稠
人
中
。
師
以
天
眼
燭
之
、
遂
云
、
会
中
有
竊

法
者
。
賓
出
衆
、
自
称
雲
水
道
人
。
師
云
、
雲
尽
水
乾
時
如
何
。
賓
不
能
対
。
師
代
云
、
黄
龍
出
現
。
賓
怒
、
夜
飛
剣
脅
師
。

師
指
剣
挿
地
。
不
得
去
。
明
至
、
抜
剣
不
起
。
問
答
数
語
。
脱
然
有
省
。
因
嗣
黄
龍
。
此
載
伝
燈
。
与
俗
伝
異
。
識
者
鑑
之
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

黄
龍
洞
賓
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道
流
謂
く
、「
洞
賓
、
剣
を
飛
ば
す
を
以
て
黄
龍
禅
師
を
伏
す
」
と
。
此
れ
訛
り
な
り
。
師
、
一
日
陞
座
。
洞
賓
、
稠ち

ゅ
う
じ
ん人

の
中

に
雑ま

じ

る
。
師
、
天
眼
を
以
て
之
を
燭て

ら
し
、
遂
に
云
く
、「
会
中
に
法
を
竊ぬ

す

む
者
有
り
」
と
。
賓
、
衆
を
出
で
て
、
自
ら
雲
水

道
人
と
称
す
。
師
云
く
、「
雲
尽
き
水
乾
く
時
、
如
何
」
と
。
賓
対
う
る
こ
と
能
わ
ず
。
師
代
わ
り
て
云
く
、「
黄
龍
出
現
す
」

と
。
賓
怒
り
、
夜
、
剣
を
飛
ば
し
て
師
を
脅お

び
やか

す
。
師
、
剣
を
指さ

し
て
地
に
挿

さ
し
は
さむ

。
去
る
こ
と
を
得
ず
。
明
に
至
り
て
、
剣
を

抜
け
ど
も
起た

た

ず
。
問
答
数
語
。
脱
然
と
し
て
省
有
り
。
因
り
て
黄
龍
に
嗣
ぐ
。
此
れ
『
伝
燈
』
に
載
す
。
俗
伝
と
異
な
り
。
識

者
之
を
鑑
み
よ
。

＊

《
語
注
》

○
黄
龍
と
洞
賓
の
問
答
は
、『
歴
朝
釈
氏
資
鑑
』
巻
八
に
「
呂
洞
賓
は
、
黄
龍
禅
師
に
参
ず
。
洞
賓
呂
岩
は
、
乃
ち
神
仙
の
人
な
り
。
…
…
洞

賓
、
衆
中
に
出
で
て
云
く
、『
一
粒
粟
中
に
世
界
を
蔵
す
、
半
升
鐺
内
に
山
川
を
煮
る
、
此
の
意
、
如
何
な
る
か
』
と
。
師
曰
く
、『
一
粒
粟

中
に
世
界
を
蔵
す
は
、
即
ち
且
く
止
め
、
如
何
な
る
か
是
れ
半
升
鐺
内
に
山
川
を
煮
る
や
』
と
。
賓
、
退
く
に
語
無
し
。
師
曰
く
、『
汝
、

只
だ
鐺
裏
底
に
煮
得
る
や
。
且
つ
鐺
外
底
に
煮
得
ざ
る
や
」
と
。
遂
に
禅
床
に
下
る
。
頭
を
挙
げ
把
定
し
て
云
く
、「
道
い
得
る
も
也
た
打

し
、
道
い
得
ざ
る
も
也
た
打
す
』
と
。
賓
怒
り
て
去
る
。
師
、
衆
に
告
げ
て
、
禅
寂
に
帰
堂
す
。
今
夜
必
ず
剣
飛
び
来
た
り
て
、
老
僧
の
頭

を
取
る
。
衆
聞
き
て
驚
訝
す
。
師
、
入
定
し
て
騎
坐
す
。
三
更
に
至
り
、
果
し
て
剣
飛
び
来
た
り
、
周
回
し
師
を
尋
ね
、
剣
、
座
前
に
至
る

も
、
師
、
一
喝
さ
る
れ
ば
、
剣
即
ち
地
に
入
る
。
翌
日
、
賓
、
師
に
見
え
来
た
る
。（
呂
洞
賓
、
参
黄
龍
禅
師
。
洞
賓
呂
岩
、
乃
神
仙
人
也
。

…
…
洞
賓
於
衆
中
出
云
、
一
粒
粟
中
蔵
世
界
、
半
升
鐺
内
煮
山
川
、
此
意
如
何
。
師
曰
、
一
粒
粟
中
蔵
世
界
即
且
止
、
如
何
是
半
升
鐺
内
煮

山
川
、
賓
退
無
語
。
師
曰
、
汝
只
煮
得
鐺
裏
底
。
且
煮
鐺
外
底
不
得
。
遂
下
禅
床
。
把
定
挙
頭
云
、
道
得
也
打
、
道
不
得
也
打
、
賓
怒
而
去
。

師
告
衆
、
帰
堂
禅
寂
。
今
夜
必
飛
剣
来
、
取
老
僧
頭
。
衆
聞
驚
訝
。
師
騎
坐
入
定
。
至
三
更
、
果
飛
剣
来
。
周
回
尋
師
、
剣
至
座
前
、
被
師

一
喝
。
剣
即
入
地
、
翌
日
賓
来
見
師
。）」（X76-214a

）
や
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
二
の
景
宗
の
章
（T49-390b

）
に
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
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の
が
見
え
る
。

○
洞
賓
＝
呂
洞
賓
＝
唐
代
の
人
。
呂
巌
・
呂
純
陽
・
孚
佑
帝
君
・
呂
祖
・
純
陽
真
人
と
も
称
す
る
。
山
西
省
蒲
坂
県
永
楽
鎮
の
人
。

○
此
載
伝
燈
＝
こ
の
黄
龍
と
洞
賓
の
問
答
を
『
伝
燈
』
に
載
す
と
あ
る
が
、
こ
の
『
伝
燈
』
は
『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
二
四
の
呂
巌
真
人
の
章

（X79-436c

）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

︻
四
九
︼
仏
入
涅
槃
（
仏
が
涅
槃
に
入
る
）

　

仏
が
入
滅
を
示
し
た
の
を
、
涅
槃
と
名
づ
け
る
。
そ
こ
で
人
び
と
は
、「
仙
人
は
〔
不
老
〕
長
寿
で
あ
る
の
に
、
仏
も
死
ぬ

の
だ
」
と
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
仙
人
で
最
も
長
命
な
の
は
天
と
〔
そ
の
寿
命
は
〕
同
じ
だ
と
い
う
。
し
か
し
天
そ
の
も
の

も
破
壊
さ
れ
る
時
が
あ
る
。
仙
人
も
ど
う
し
て
生
き
残
れ
よ
う
か
。
立
派
な
こ
と
だ
、
白
居
易
が
、「〔
自
分
の
〕
長
所
を
述
べ

て
〔
他
人
の
〕
短
所
に
く
ら
べ
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
〔
長
年
変
わ
る
こ
と
の
な
い
緑
の
〕
松
柏
を
〔
は
か
な
い
寿
命
の
〕
木
槿

の
花
と
く
ら
べ
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
言
っ
た
の
は
、
た
だ
後
れ
て
滅
び
る
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
不
滅
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。〔
そ
れ
に
比
べ
て
〕
今
、
涅
槃
と
い
う
の
は
、
不
生
不
滅
の
大
い
な
る
道
で
あ
る
。
生
死
を
双
方
と
も
空
じ
て
し
ま
っ
て

い
る
か
ら
、
た
だ
た
ん
に
死
な
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
論
説
者
は
、「
神
仙
は
不
死
で
あ
り
、
仏
は
無
生
で
あ
る
」
と

言
う
が
、
す
で
に
生
が
無
い
か
ら
に
は
、
死
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
。〔
仏
は
〕
た
だ
〔
衆
生
を
〕

教
化
す
る
縁
が
終
わ
っ
た
の
で
、
凡
夫
と
同
じ
死
滅
の
さ
ま
を
示
し
、
衆
生
を
戒
め
て
、
万
物
は
無
常
で
あ
り
、〔
生
へ
の
〕

執
着
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
分
か
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
す
ぐ
に
仏
が
本
当
に
死
ん
だ
と
す
る
の

は
、
な
ん
と
い
う
過
ち
で
あ
ろ
う
か
。
生
死
の
河
と
涅
槃
の
岸
と
は
、
相
対
し
て
言
う
も
の
で
あ
る
。
ど
う
か
試
し
に
こ
れ
ら

の
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
な
さ
い
。
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＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

仏
入
涅
槃

仏
示
入
滅
。
名
為
涅
槃
。
人
遂
謂
神
仙
長
生
。
仏
亦
有
死
。
此
訛
也
。
極
仙
之
寿
、
曰
与
天
斎
耳
。
天
自
有
壊
、
仙
将
奚
存
。

善
乎
、
白
氏
之
言
曰
、
言
長
対
短
。
如
松
柏
之
比
槿
華
。
特
云
後
滅
。
非
云
不
滅
也
。
今
謂
涅
槃
者
、
不
生
不
滅
之
大
道
也
。

双
空
生
死
。
非
止
不
死
而
已
。
而
説
者
謂
、
神
仙
不
死
。
仏
氏
無
生
。
不
知
既
無
有
生
。
何
従
有
死
。
惟
是
化
縁
既
畢
。
示
同

凡
滅
、
警
悟
衆
生
、
使
知
万
物
無
常
莫
生
貪
著
。
而
遽
以
仏
為
真
死
。
不
亦
謬
乎
。
生
死
河
、
涅
槃
岸
、
対
待
而
言
者
也
。
請

試
思
之
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

仏
涅
槃
に
入
る

仏
、
入
滅
を
示
す
。
名
づ
け
て
涅
槃
と
為
す
。
人
遂
に
謂
う
、「
神
仙
長
生
な
り
。
仏
も
亦
た
死
有
り
」
と
。
此
れ
訛
り
な
り
。

極
仙
の
寿
、
天
と
斉
し
と
曰
う
の
み
。
天
自
ら
壊
有
り
、
仙
将
た
奚な

ん

ぞ
存
せ
ん
。
善
い
か
な
、
白
氏
の
言
に
曰
く
、「
長
を
言

い
て
短
に
対
す
。
松
柏
の
槿き

ん

華か

に
比
す
る
が
如
し
」
と
。
特た

だ
に
後
に
滅
す
と
云
う
の
み
。
滅
せ
ず
と
云
う
に
は
非
ず
。
今
ま

涅
槃
と
謂
う
は
、
不
生
不
滅
の
大
道
な
り
。
生
死
を
双
べ
空
ず
。
止
だ
に
死
せ
ざ
る
の
み
に
非
ず
。
説
く
者
謂
く
、「
神
仙
は

不
死
。
仏
氏
は
無
生
」
と
。
知
ら
ず
、
既
に
生
有
る
こ
と
無
し
。
何
に
従
っ
て
か
死
有
ら
ん
。
惟
だ
是
れ
化
縁
既
に
畢
わ
り
て
、

凡
滅
に
同
じ
こ
と
を
示
し
て
、
衆
生
を
警
悟
し
、
万
物
の
無
常
な
る
こ
と
を
知
り
、
貪
著
を
生
ず
る
こ
と
莫
か
ら
し
む
。
遽に

わ

か

に
仏
を
以
て
真
死
と
為
す
。
亦
た
謬あ

や
まら

ず
や
。
生
死
の
河
、
涅
槃
の
岸
、
対
待
し
て
言
う
者
な
り
。
請
う
試
み
に
之
を
思
え
。

＊

《
語
注
》



雲棲袾宏『正訛集』訳注（下）

151

○
神
仙
長
生
。
仏
亦
有
死
＝
袾
宏
は
『
正
訛
集
』
以
前
に
著
し
て
い
る
『
往
生
集
』「
神じ

ん

鸞ら
ん

」
条
に
「
賛
に
曰
わ
く
、
黄
冠
者
、
恒
に
言
い
て

曰
わ
く
、『
釈
氏
死
有
り
。
神
仙
長
生
な
り
』
と
。
今
支
公
謂
う
、『
仏
、
長
生
有
り
。
仙
、
長
生
無
し
』
と
。
此
の
論
痛
快
に
簡
に
当
つ
。

高
く
千
古
を
出
で
て
、
鸞
法
師
、
偽
を
捨
て
真
に
帰
す
。
敝
屣
を
脱
す
が
如
し
。
豈
に
正
に
因
有
る
者
に
宿
す
る
に
非
ざ
る
か
。」（
賛
曰
、

黄
冠
者
恒
言
曰
、
釈
氏
有
死
。
神
仙
長
生
。
今
支
公
謂
、
仏
有
長
生
。
仙
無
長
生
。
此
論
痛
快
簡
当
。
高
出
千
古
、
鸞
法
師
捨
偽
帰
真
。
如

脱
敝
屣
。
豈
非
宿
有
正
因
者
哉
。）（T51-129b

）
と
述
べ
て
い
る
。

○
白
氏
＝
白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
）、
中
唐
の
詩
人
。
字
は
楽
天
、
号
は
酔
吟
先
生
、
白
香
山
、
香
山
居
士
と
称
し
た
。
幼
児
よ
り
詩
才

を
示
し
、
青
年
期
は
刻
苦
勉
励
、
二
十
九
歳
で
進
士
に
合
格
し
、
壮
年
期
は
役
人
と
な
っ
た
が
、
中
央
の
抗
争
を
嫌
い
、
地
方
官
を
希
望
し
、

晩
年
は
洛
陽
の
香
山
に
退
去
。
深
く
仏
教
を
信
仰
し
た
。
白
氏
之
言
曰
、
言
長
対
短
。
如
松
柏
之
比
槿
華
。
こ
の
典
拠
未
詳
。

○
生
死
河
涅
槃
岸
＝
こ
の
語
そ
の
も
の
は
見
え
な
い
が
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
三
六
〈
一
二
迦
葉
菩
薩
品
〉（T12-580b

）
に
「
精
勤
修
習
の
身
、

心
慧
を
戒
す
。
是
れ
故
、
名
を
得
て
生
死
の
河
を
渡
り
彼
岸
に
到
る
。」（
…
…
精
勤
修
習
身
戒
心
慧
、
是
故
得
名
渡
生
死
河
到
於
彼
岸
。

…
…
）
と
い
う
語
が
見
え
る
。

︻
五
〇
︼
能
仁
祖
（
能
仁
祖
師
に
つ
い
て
）

　

世
間
に
邪
な
師
家
が
い
て
、
広
く
邪
な
教
え
を
〔
弟
子
に
〕
授
け
、
そ
の
邪
法
を
誰
か
ら
受
け
た
か
と
質
問
す
る
と
、「
私

の
祖
師
は
能の

う

仁に
ん

と
い
う
人
で
、
釈
迦
・
老
子
・
孔
子
は
皆
な
そ
の
弟
子
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
三
教
（
仏

教
・
儒
教
・
道
教
）
の
聖
人
は
、
同
じ
時
代
に
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
〔
三
聖
人
が
〕
同
じ
師
匠
に
教
え
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
梵
語
の
釈
迦
を
、
中
国
語
で
は
能
仁
と
訳
す
る
の
で
あ
る
。
彼
（
邪
師
）
は
見
識
が

浅
く
て
学
識
も
な
く
、
能
仁
と
い
う
名
前
が
あ
る
の
は
聞
い
て
い
て
も
、
そ
の
由
来
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
名
称
を
使

っ
て
師
匠
を
偉
く
見
せ
よ
う
と
し
て
い
な
が
ら
、
能
仁
が
仏
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
と
は
、
何
と
も
お
笑
い
ぐ
さ
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で
あ
る
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

能
仁
祖

世
有
邪
師
。
広
授
邪
法
。
問
其
所
受
、
則
曰
、
吾
祖
能
仁
。
凡
釈
迦
老
耼
仲
尼
、
皆
其
弟
子
。
此
訛
也
。
三
教
聖
人
、
不
同
時

生
。
焉
得
同
師
。
且
梵
語
釈
迦
、
此
云
能
仁
。
彼
浅
陋
不
学
、
聞
有
能
仁
之
号
、
罔
知
其
繇
。
冀
取
以
尊
大
其
祖
、
不
知
能
仁

即
仏
。
一
何
可
笑
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

能
仁
祖

世
に
邪
師
有
り
。
広
く
邪
法
を
授
く
。
其
の
受
く
る
所
を
問
わ
ば
、
則
ち
曰
く
、「
吾
が
祖
能
仁
。
凡
そ
釈し

や

迦か

・
老ろ

う

耼た
ん

・
仲ち

ゆ
う
じ尼

は
、
皆
な
其
の
弟
子
な
り
」
と
。
此
れ
訛
り
な
り
。
三
教
の
聖
人
、
同
時
に
生
ぜ
ず
。
焉い

ず

く
ん
ぞ
師
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
得

ん
。
且
つ
梵
語
は
釈
迦
、
此
に
は
能
仁
と
云
う
。
彼
、
浅せ

ん

陋ろ
う

不
学
に
し
て
、
能
仁
の
号
有
る
こ
と
を
聞
け
ど
も
、
其
の
繇よ

し

を
知

る
こ
と
罔な

し
。
冀

こ
い
ね
がい

取
り
て
以
て
其
の
祖
を
尊
大
に
し
、
能
仁
即
ち
仏
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
一
に
何
ぞ
笑
う
可
き
。

＊

《
語
注
》

○
能
仁
＝
釈
迦
牟
尼
の
意
訳
。

○
釈
迦
＝
紀
元
前
五
世
紀
前
後
の
北
イ
ン
ド
の
釈
迦
族
の
王
家
に
生
ま
れ
た
が
出
家
し
、
六
年
間
の
修
行
の
の
ち
、
悟
り
を
開
い
て
仏
教
を
広

め
た
。
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
タ
ル
タ
、
仏
陀
、
釈
尊
、
瞿
雲
、
能
人
、
釈
子
と
も
。

○
老
耼
＝
老
子
と
も
い
う
。
戦
国
時
代
の
思
想
家
。
姓
名
は
は
李
耳
、
字
は
伯
陽
。
老
耼
、
柱
下
史
と
も
。
周
の
役
人
だ
っ
た
と
も
い
う
が
不
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明
。
欲
望
や
人
為
を
否
定
し
、
一
切
の
物
に
こ
だ
わ
ら
な
い
無
為
自
然
の
立
場
を
主
張
し
て
、
儒
家
の
説
く
人
為
的
な
道
徳
説
と
対
立
し
た
。

後
生
、
道
家
の
始
祖
と
さ
れ
た
。

○
仲
尼
＝
孔
子
。（
前
五
五
一
～
前
四
四
九
）
春
秋
時
代
の
思
想
家
。
儒
学
の
祖
。
名
は
丘
。
字
は
仲
。
魯
の
陬す

う

邑ゆ
う

（
山
東
省
）
の
人
。
周
公

の
政
治
を
理
想
と
し
、
仁
を
最
も
重
ん
じ
、
徳
治
主
義
を
主
張
し
た
。
言
行
録
『
論
語
』
が
あ
る
。

︻
五
一
︼
玉
皇
経
（
玉
皇
経
に
つ
い
て
）

　

こ
の
経
（『
玉
皇
経
』）
の
記
載
に
、「
天
帝
が
説
法
す
れ
ば
、
十
方
の
諸
仏
が
〔
説
法
を
〕
聞
き
に
や
っ
て
く
る
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
天
上
世
界
は
こ
れ
凡
夫
の
位
で
あ
り
、
声し

ょ
う
も
ん聞

と
い
っ
た
小
乗
の
悟
り
を
得
た
聖
者
で
さ
え
、
天
上
世
界

で
は
大
切
に
敬
わ
れ
る
。
ど
う
し
て
、
天
の
中
で
最
も
勝
れ
た
天
、
聖
人
の
中
で
最
も
勝
れ
た
聖
人
〔
で
あ
る
仏
〕
が
、
凡
夫

〔
の
世
界
の
天
帝
〕
の
説
法
を
聞
き
に
く
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
田
舎
者
の
言
葉
に
、
聞
く
者
は
抱
腹
絶
倒
す
る
も
の
だ
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
き
っ
と
天
帝
が
立
派
な
説
法
を
し
た
の
で
、
諸
仏
が
歓
喜
し
て
、
姿
を
現
し
て
加
護
し
た
に
違
い
な

い
。
思
う
に
、
こ
の
上
な
い
誠
実
さ
が
、
仏
を
感
動
さ
せ
、
仏
が
〔
天
帝
の
〕
の
た
め
に
〔
そ
の
教
え
が
真
理
で
あ
る
こ
と

を
〕
証
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
理
屈
と
し
て
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
か
ら
信
じ
て
〔
教
え
を
〕
聞
い
た

と
い
う
な
ら
ば
、
何
と
も
ひ
ど
い
間
違
っ
た
ウ
ソ
で
あ
る
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

玉
皇
経

本
経
載
。
天
帝
説
法
、
十
方
諸
仏
、
咸
至
聴
受
。
此
訛
也
。
天
是
凡
位
。
声
聞
小
聖
、
天
尚
敬
奉
。
那
得
天
中
天
、
聖
中
聖
、

而
反
聴
受
凡
法
耶
。
齊
東
之
語
、
聞
者
絶
倒
。
不
然
、
当
是
天
、
演
善
法
、
諸
仏
歓
喜
、
化
身
加
被
。
蓋
至
誠
感
仏
、
仏
為
証
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明
。
理
或
有
之
。
而
謂
信
心
聴
受
、
舛
偽
殊
甚
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

玉
皇
経

本
経
に
載
す
。
天
帝
説
法
す
れ
ば
、
十
方
の
諸
仏
、
咸み

な
至
り
て
聴
受
す
と
。
此
れ
訛
り
な
り
。
天
は
是
れ
凡
位
。
声
聞
の
小

聖
す
ら
、
天
尚
お
敬
奉
す
。
那な

ん

ぞ
天
中
の
天
、
聖
中
の
聖
に
し
て
、
反
っ
て
凡
法
を
聴
受
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
齊
東
の
語
、

聞
く
者
絶
倒
す
。
然
ら
ず
ん
ば
、
当
に
是
れ
天
、
善
法
を
演の

ぶ

れ
ば
、
諸
仏
歓
喜
し
、
化
身
加
被
す
る
な
る
べ
し
。
蓋
し
至
誠
、

仏
を
感
じ
て
、
仏
、
為
に
証
明
す
。
理
或
い
は
之
れ
有
り
。
而
れ
ど
も
信
心
に
聴
受
す
と
謂
わ
ば
、
舛せ

ん

偽ぎ

殊
に
甚
だ
し
。

＊

《
語
注
》

○
玉
皇
経
＝
「
玉
皇
経
」
は
道
教
経
典
で
あ
る
「
高
上
玉
皇
本
行
集
経
」
を
簡
称
。
撰
人
は
不
詳
、
書
が
成
立
し
た
の
は
唐
代
か
ら
宋
代
。

○
本
経
載
。
天
帝
説
法
、
十
方
諸
仏
、
咸
至
聴
受
＝
典
拠
未
詳
。
仏
典
の
中
に
「
玉
皇
経
」
は
『
正
訛
集
』
以
前
に
は
見
え
ず
、
後
の
清
代
、

真
益
願　

纂
述
『
勧
修
浄
土
切
要
』「
為
奉
道
者
勧
」
条
（X62-419c

）
に
「
浄
土
の
句
語
を
得
生
せ
ば
、
即
ち
『
玉
皇
経
』
懺
中
に
、
亦

た
是
の
語
有
り
。」（
…
…
得
生
浄
土
句
語
、
即
『
玉
皇
経
』
懺
中
、
亦
有
是
語
…
…
）
に
見
え
る
。

︻
五
二
︼
亡
僧
（
死
亡
し
た
僧
）

　

世
間
の
人
々
は
、
臨
終
で
病
気
に
苦
し
ん
で
い
る
僧
を
見
る
と
、
そ
れ
は
〔
僧
が
〕
仏
道
を
得
て
い
な
い
か
ら
だ
と
謗そ

し

る
。

こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
病
気
は
過
去
世
の
業
に
関
係
し
て
い
る
。
昔
の
聖
人
で
も
〔
病
苦
を
〕
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

仏
で
さ
え
〔
涅
槃
す
る
と
き
に
は
〕
頭
痛
を
示
さ
れ
た
。
ま
し
て
、
そ
の
他
の
人
は
〔
病
苦
を
〕
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
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病
気
に
な
っ
て
病
気
に
煩わ

ず
らわ

さ
れ
な
い
の
を
、
仏
道
を
得
た
と
呼
ぶ
。「
老わ

た
し僧

に
も
と
よ
り
〔
病
気
を
治
す
〕
安
穏
な
方
法
が

あ
り
、
八
苦
が
一
斉
に
襲
っ
て
き
て
も
、
何
の
問
題
も
な
い
」（『
緇
門
警
訓
』
巻
九
・
省
病
僧
・T48-1091b

）
と
言
っ
て
い
る
の

が
こ
れ
で
あ
る
。
坐
〔
禅
し
て
死
ん
だ
り
〕
立
〔
っ
た
ま
ま
死
ぬ
〕
と
い
っ
た
見
事
な
死
に
方
を
し
た
と
し
て
も
、
評
論
す
る

に
及
ば
な
い
。
昔
の
人
は
言
っ
て
い
る
、「
坐
禅
し
た
ま
ま
で
死
ん
だ
り
、
立
っ
た
ま
ま
で
死
ぬ
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、

先
師
（
石
霜
慶
諸
禅
師
）
の
考
え
は
、
ま
だ
夢
に
も
分
か
っ
て
い
な
い
」（『
五
燈
会
元
』
巻
六
・
瑞
州
九
峰
道
虔
禅
師
条
・Z138-

97b

）
と
。
ど
う
し
て
、
い
つ
わ
り
の
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
出
家
し
て
仏
道
を
学
ぶ
人
は
、
た
だ
生
死
大
事
〔
の
問
題
〕
を
解

決
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
だ
け
だ
。〔
死
に
方
な
ど
と
い
う
〕
外
面
的
な
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
、
間
違
っ
た
見
解
を
生
じ
て
は

な
ら
な
い
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

亡
僧

世
人
、
見
僧
有
臨
終
病
苦
者
、
便
議
其
不
得
道
。
此
訛
也
。
病
関
往
業
。
古
聖
之
所
不
免
。
仏
示
頭
痛
。
況
其
餘
乎
。
病
而
不

為
病
累
。
是
名
得
道
。
如
云
老
僧
自
有
安
間
法
。
八
苦
交
煎
、
総
不
妨
是
也
。
至
於
坐
立
吉
祥
、
亦
不
足
以
是
評
品
優
劣
。
古

謂
、
坐
脱
立
亡
則
不
無
。
先
師
意
未
夢
見
在
。
豈
虚
語
哉
。
修
行
人
、
惟
務
打
徹
生
死
大
事
。
毋
滞
外
迹
而
生
異
見
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

亡
僧

世
人
、
僧
の
臨
終
に
病
苦
す
る
者
有
る
を
見
て
、
便
ち
其
れ
道
を
得
ず
と
議
す
。
此
れ
訛
り
な
り
。
病
は
往
業
に
関あ

ず
かる

。
古
聖

の
免
れ
ざ
る
所
な
り
。
仏
、
頭
痛
を
示
す
。
況
ん
や
其
の
餘
を
や
。
病や

む
も
病や

ま
いの

為
に
累わ

ず
らわ

さ
れ
ず
。
是
れ
を
道
を
得
と
名
づ

く
。「
老
僧
に
自
ら
安
間
の
法
有
り
。
八
苦
交
煎
す
れ
ど
も
、
総
に
妨
げ
ず
」
と
云
う
が
如
き
、
是
れ
な
り
。
坐
立
吉
祥
な
る
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に
至
り
て
も
、
亦
た
是
れ
を
以
て
優
劣
を
評
品
す
る
に
足
ら
ず
。
古
に
謂
く
、「
坐
脱
立
亡
は
、
則
ち
無
き
に
は
あ
ら
ず
。
先

師
の
意
は
未
だ
夢
に
だ
も
見
ざ
る
こ
と
在
り
」
と
。
豈
に
虚
語
な
ら
ん
や
。
修
行
の
人
は
、
惟
だ
生
死
の
大
事
を
打
徹
せ
ん
こ

と
を
務
め
よ
。
外
迹
に
滞

と
ど
こ
おり

て
異
見
を
生
ず
る
こ
と
毋
か
れ
。＊

《
語
注
》

○
生
死
大
事
＝
生
死
は
一
大
事
の
事
が
ら
で
あ
る
と
い
う
、
意
。
生
き
死
に
の
こ
と
は
お
ご
そ
か
で
あ
る
。
生
死
の
問
題
は
極
め
て
重
大
で
あ

り
、
輪
廻
生
死
を
い
か
に
し
て
超
越
す
る
か
が
最
大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
五
祖
弘
忍
が
弟
子
達
を
接
化
す
る
場
合
に
用
い
た
こ
と
か
ら

始
ま
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
語
は
『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』
巻
二
二
（T47-904b

）、『
虚
堂
和
尚
語
録
』
巻
四
（T47-1017b

）
な
ど
多
く
の

語
録
に
も
み
ら
れ
る
が
、
袾
宏
の
『
禅
関
策
進
』
師
子
峰
天
如
則
禅
師
普
説
の
条
（T48-1102b

）
に
も
「
第
二
に
は
痛
く
生
死
の
大
事
を

将
っ
て
念
を
為
す
こ
と
能
わ
ず
し
て
、
悠
悠
漾よ

う

漾よ
う

、
覚
え
ず
無
事
の
甲
裏
を
打
在
す
。」（
…
…
第
二
不
能
痛
将
生
死
大
事
為
念
、
悠
悠
漾
漾
、

不
覚
打
在
無
事
甲
裏
。
…
…
）
と
生
死
の
一
大
事
が
肝
要
緊
急
の
一
大
事
で
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

○
老
僧
自
有
安
閒
法
。
八
苦
交
煎
、
總
不
妨
是
也
。
＝
『
幻
有
伝
禅
師
語
録
』
巻
二
（L153-485a

）
に
「
老
僧
に
自
ら
安
間
の
法
有
り
。
八

苦
交
煎
す
れ
ど
も
、
総
に
是
を
妨
げ
ず
な
り
。」（
…
…
老
僧
自
有
安
間
法
。
八
苦
交
煎
、
総
不
妨
是
也
。
…
…
）
と
同
じ
語
が
み
え
る
。

○
坐
脱
立
亡
則
不
無
。
先
師
意
未
夢
見
在
。
＝
古
く
は
こ
の
言
葉
は
『
宏
智
禅
師
広
録
』
巻
二
（T48-27b

）
に
「
坐
脱
立
亡
は
、
則
ち
不
無

き
に
は
あ
ら
ず
。
先
師
の
意
は
未
だ
夢
に
だ
も
見
ざ
る
こ
と
在
り
。」（
…
…
坐
脱
立
亡
則
不
無
。
先
師
意
未
夢
見
在
。
…
…
）
と
同
じ
文
章

が
み
え
る
。

︻
五
三
︼
三
教
同
説
一
字
（
三
教
は
同
じ
一
の
字
を
説
く
）

　

あ
る
人
が
言
う
、「
仏
教
で
は
『
万
法
は
一
に
帰
す
る
』
と
言
い
、
道
教
で
は
『
元
を
抱
い
て
一
を
守
る
』
と
言
い
、
儒
教
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で
は
『
一
を
も
っ
て
こ
れ
を
貫
く
』
と
言
っ
て
お
り
、
一
は
〔
三
教
に
〕
共
通
し
て
い
て
区
別
は
な
い
」
と
。
こ
れ
は
訛
り
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
万
を
守
ら
ず
に
一
だ
け
を
守
る
の
も
、
吾わ

た
しの

一
で
彼
の
万
を
貫
く
の
も
、
万
と
一
と
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。

「
万
法
が
一
に
帰
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
一
だ
け
で
あ
り
、
万
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
万
と
一
と
が
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
い
の

だ
。
ま
た
〔
道
教
・
儒
教
の
〕
二
教
は
、
た
だ
一
を
説
い
て
い
る
だ
け
だ
が
、〔
仏
教
で
は
更
に
〕「
一
は
何
処
に
帰
着
す
る
の

か
」
と
〔
続
け
て
〕
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、〔
道
教
・
儒
教
の
〕
二
教
は
、
一
を
究
極
の
哲
理
と
し
て
い
る
が
、
仏
教
は
こ

の
一
を
も
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
あ
、〔
仏
教
は
〕
何
と
奥
深
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

三
教
同
説
一
字

有
謂
、
釈
言
万
法
帰
一
、
道
言
抱
元
守
一
、
儒
言
一
以
貫
之
。
通
一
無
別
。
此
訛
也
。
夫
不
守
万
而
惟
守
一
、
以
吾
一
而
貫
彼

万
、
是
万
与
一
猶
二
也
。
万
法
帰
一
、
止
有
一
。
更
無
万
。
是
万
与
一
不
二
也
。
又
二
教
止
説
一
。
今
更
説
一
帰
何
処
。
是
二

教
以
一
為
極
、
而
仏
又
超
乎
一
之
外
也
。
鳴
呼
、
玄
哉
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

三
教
同
じ
く
一
の
字
を
説
く

有
る
人
謂
く
、「
釈
は
『
万
法
、
一
に
帰
す
』
と
言
い
、
道
は
『
元
を
抱
き
一
を
守
る
』
と
言
い
、
儒
は
『
一
以
て
之
を
貫

く
』
と
言
う
。
一
に
通
じ
て
別
無
し
」
と
。
此
れ
訛
り
な
り
。
夫
れ
万
を
守
ら
ず
し
て
惟
だ
一
を
守
る
と
、
吾
が
一
を
以
て
彼

の
万
を
貫
く
と
は
、
是
れ
万
と
一
と
猶
お
二
な
り
。
万
法
帰
一
は
、
止
だ
一
の
み
有
り
。
更
に
万
無
し
。
是
れ
万
と
一
と
不
二

な
り
。
又
た
二
教
は
止
だ
一
を
説
く
。
今
更
に
一
何
の
処
に
か
帰
す
と
説
く
。
是
れ
二
教
は
一
を
以
て
極
と
為
し
、
仏
は
又
た

一
の
外
に
超
ゆ
る
な
り
。
鳴
呼
、
玄ふ

か

い
か
な
。
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＊

《
語
注
》

○
有
謂
、
釈
言
万
法
帰
一
、
道
言
抱
元
守
一
、
儒
言
一
以
貫
之
。
通
一
無
別
＝
典
拠
未
詳
。

○
万
法
帰
一
＝
一
法
の
対
。
あ
ら
ゆ
る
事
物
。
一
切
の
存
在
。
諸
法
。
万
有
一
切
。
現
象
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
真
理
。
万
法
帰
一
の
思
想
は
こ

の
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
道
家
、
儒
家
の
思
想
に
も
見
え
る
が
、
仏
家
の
万
法
帰
一
は
『
碧
巌
録
』
第
四
五
則
の
趙
州
の
万
法
帰
一
（T48-

181c

）
の
公
案
な
ど
禅
録
・
灯
史
に
多
く
見
え
る
。
ま
た
袾
宏
の
自
著
『
禅
関
策
進
』
に
も
諸
祖
法
語
節
要
第
一
の
天
目
高
峰
妙
禅
師
示

衆
条
（T48-1100c
）、
大
乗
山
普
巌
断
岸
和
尚
示
衆
条
（T48-1103b

）、
楚
石
琦
禅
師
示
衆
条
（T48-1103c

）、
天
真
毒
峰
善
禅
師
示
衆

条
（T48-1104b

）
の
四
カ
所
に
引
用
し
、
禅
家
、
仏
家
の
そ
れ
の
積
極
的
な
特
徴
を
評
価
し
て
い
る
。

︻
五
四
︼
疑
情
（
疑
う
こ
こ
ろ
）

　

世
間
に
、「
一
は
何
処
に
帰
着
す
る
の
か
」、「
ど
う
し
て
〔
趙
州
は
〕
無
と
言
っ
た
の
か
」
と
い
っ
た
類
を
声
に
出
し
て
と

な
え
る
者
が
い
る
。
あ
る
い
は
何
度
も
繰
り
返
し
て
急
い
で
と
な
え
、
あ
る
い
は
声
を
長
く
延
ば
し
て
、
こ
れ
を
疑
情
だ
と
呼

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。〔
疑
情
の
〕
疑
と
は
、〔
公
案
を
〕
参
禅
究
明
し
て
体
験
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
き
っ
と
、「
こ
の
一
は
何
処
に
帰
着
す
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
見
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
か
な
ら
ず

「
こ
の
〔
趙
州
〕
老
漢
は
ど
う
し
て
無
と
言
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
見
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
今
、
疑
い
が

あ
る
か
ら
、
後
に
悟
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
た
だ
唱
え
る
だ
け
な
ら
疑
い
は
起
こ
ら
な
い
し
、
疑
い
が
起
こ
ら
な
け
れ

ば
悟
り
も
な
い
。
た
だ
唱
え
る
の
を
疑
だ
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
か
。「
念
仏
し
て
い
る
の
は
誰
か
」〔
と
い
う
念
仏
公
案
〕
も
、

同
じ
よ
う
な
意
図
で
あ
る
。
ま
た
愚
か
な
人
は
、
気
を
「
誰
」
と
い
う
字
に
逼
迫
さ
せ
て
丹
田
（
臍
か
ら
少
し
下
の
と
こ
ろ
）
に
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集
め
、
そ
れ
が
頭
上
に
逆
上
し
、
任
脈
と
督
脈
が
相
通
じ
る
こ
と
を
願
い
、
そ
れ
を
「
参
究
し
て
透
過
し
た
」
と
し
、「
追
究

念
仏
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
追
と
い
う
の
は
追
求
し
て
問
い
考
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
ど
う
し

て
〔
気
を
〕
丹
田
に
追
い
つ
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
訛
り
に
訛
り
を
重
ね
た
、
実
に
あ
わ
れ
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。〔
道
理

に
〕
通
達
し
た
者
は
、
口
の
禍
を
〔
恐
れ
て
、
教
示
す
る
の
を
〕
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。
あ
ま
ね
く
〔
人
々
の
〕
た
め
に
論

破
し
な
さ
い
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

疑
情

世
有
念
一
帰
何
処
、
因
甚
道
無
之
類
。
或
連
声
急
提
、
或
拖
声
長
念
喚
作
疑
情
。
此
訛
也
。
疑
是
参
究
体
察
之
意
。
決
定
要
見
、

此
一
竟
何
帰
著
。
畢
竟
要
見
。
此
老
云
何
説
無
。
因
今
有
疑
、
乃
後
有
悟
。
若
直
念
則
無
疑
。
無
疑
則
無
悟
矣
。
以
直
念
為
疑

可
乎
。
念
仏
是
誰
意
亦
如
是
。
又
愚
人
、
気
逼
誰
字
至
於
丹
田
、
冀
其
逆
上
頂
門
、
任
督
相
通
以
為
参
透
、
名
曰
追
究
念
仏
。

不
知
追
者
、
追
考
追
問
之
謂
。
豈
追
逐
至
丹
田
乎
。
訛
而
復
訛
。
真
可
憐
愍
。
達
者
逢
人
、
勿
惜
口
業
。
普
与
道
破
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

疑
情

世
に
「
一
何
れ
の
処
に
か
帰
す
」、「
甚
に
因
り
て
か
無
と
道
う
」
の
類
を
念
ず
る
も
の
有
り
。
或
い
は
声
を
連
ね
て
急
に
提
し
、

或
い
は
声
を
拖ひ

き
て
長
く
念
じ
、
喚
び
て
疑
情
と
作
す
。
此
れ
訛
り
な
り
。
疑
は
是
れ
参
究
体
察
の
意
。
決
定
し
て
見
ん
こ
と

を
要
す
、「
此
の
一
、
竟
に
何
く
に
か
帰
著
す
」
と
。
畢
竟
し
て
見
ん
こ
と
を
要
す
、「
此
の
老
云い

何か

に
し
て
無
と
説
く
」
と
。

今
疑
有
る
に
因
り
て
、
乃
ち
後
に
悟
り
有
り
。
若
し
直
念
せ
ば
則
ち
疑
無
し
。
疑
無
く
ん
ば
則
ち
悟
り
無
し
。
直
念
を
以
て
疑

と
為
し
て
可
な
ら
ん
か
。「
仏
を
念
ず
る
は
是
れ
誰
ぞ
」
の
意
も
亦
た
是
く
の
如
し
。
又
た
愚
人
、
気
、「
誰
」
の
字
に
逼
っ
て
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丹
田
に
至
り
、
其
の
頂
門
に
逆
上
す
る
を
冀

こ
い
ね
がい

、
任
督
相
い
通
じ
て
以
て
参
透
と
為
し
、
名
づ
け
て
追
究
念
仏
と
曰
う
。
知
ら

ず
、
追
は
、
追
考
追
問
の
謂い

い

な
る
こ
と
を
。
豈
に
追
逐
し
て
丹
田
に
至
ら
ん
や
。
訛
り
て
復
た
訛
る
。
真
に
憐れ

ん

愍び
ん

す
可
し
。
達

者
、
人
に
逢
い
て
、
口
業
を
惜
し
む
こ
と
勿
か
れ
。
普
く
与
に
道
破
せ
よ
。

＊

《
語
注
》

○
疑
情
＝
疑
い
の
気
持
ち
。
吹
っ
切
れ
ず
に
も
た
も
た
し
て
い
る
心
境
。
こ
の
言
葉
は
袾
宏
の
著
『
禅
関
策
進
』
の
「
諸
祖
法
語
節
要
第
一
」

章
及
び
「
諸
祖
苦
功
節
略
第
二
」
章
に
一
五
カ
所
も
見
え
、
疑
団
と
共
に
、
公
案
を
工
夫
す
る
う
ち
に
自
分
自
身
が
疑
い
の
か
た
ま
り
に
な

る
も
の
を
い
い
、
右
記
の
袁
州
雪
巌
欽
禅
師
普
説
条
（T48-1100b

）
に
は
「
参
禅
は
須
ら
く
是
れ
疑
情
を
起
こ
す
べ
し
。
小
疑
は
小
悟
し
、

大
疑
は
大
悟
す
。」（
…
…
参
禅
須
是
起
疑
情
。
小
疑
小
悟
、
大
疑
大
悟
。
…
…
）
と
参
禅
に
は
疑
情
を
起
こ
す
こ
と
が
重
要
で
、
そ
れ
に
よ

っ
て
初
め
て
悟
り
に
至
る
と
述
べ
て
い
る
。

○
参
究
念
仏
＝
こ
の
言
葉
は
、
元
の
断
雲
智
徹
（
一
三
〇
九
～
？
）
の
『
禅
宗
決
議
集
』
に
み
え
、
彼
が
「
這
念
仏
的
是
誰
」
と
い
う
問
い
を

公
案
同
様
に
用
い
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
と
言
わ
れ
る
。（
荒
木
見
悟
『
雲
棲
袾
宏
の
研
究
』・p.134

）、
ま
た
袾
宏
の
『
禅
関
策
進
』
智
徹

禅
師
浄
土
玄
門
条
（T48-1102b

）
で
「
念
仏
す
る
こ
と
一
声
、
或
い
は
三
五
七
声
、
黙
黙
と
し
て
返
問
せ
よ
。『
這
の
一
声
の
仏
、
何
れ

の
処
よ
り
起
こ
る
』
と
。
又
た
『
這
の
念
仏
す
る
的も

の

是
れ
誰
ぞ
』
と
問
い
、
疑
有
ら
ば
只
管
に
疑
い
去
れ
。
若
し
問
処
親
し
か
ら
ず
、
疑
情

切
な
ら
ず
ん
ば
、
再
び
箇
の
『
畢
竟
、
這
の
念
仏
す
る
的
是
れ
誰
ぞ
』
と
挙
せ
よ
。
前
の
一
問
に
於
い
て
、
少
問
少
疑
な
ら
ば
、
只
だ
『
念

仏
是
れ
誰
ぞ
』
に
向
か
い
て
、
諦
審
諦
問
せ
よ
。」（
念
仏
一
声
、
或
三
五
七
声
、
黙
黙
返
問
。
這
一
声
仏
、
従
何
処
起
。
又
問
這
念
仏
的
是

誰
、
有
疑
只
管
疑
去
。
若
問
処
不
親
、
疑
情
不
切
、
再
挙
箇
畢
竟
、
這
念
仏
的
是
誰
。
於
前
一
問
、
少
問
少
疑
、
只
向
念
仏
是
誰
、
諦
審
諦

問
。
…
…
）
と
述
べ
て
い
る
。

○
追
究
念
仏
＝
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
袾
宏
は
『
竹
窓
随
筆
』
二
筆
の
参
究
念
仏
条
（J33-49c

）
で
「
夫か

の
誰
の
字
を
以
て
逼ひ

気け

下
行
し
て
、

是
れ
を
追
究
念
仏
と
謂
う
者
の
若
き
は
、
此
れ
邪
に
人
を
謬
誤
す
。
罪
を
獲
る
こ
と
無
量
な
ら
ん
。）」（
…
…
若
夫
以
誰
字
逼
気
下
行
、
而
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謂
是
追
究
念
仏
者
、
此
邪
謬
誤
人
。
獲
罪
無
量
。）
と
あ
り
、
こ
れ
を
厳
し
く
評
し
て
い
る
。

︻
五
五
︼
公
案
（
公
案
に
つ
い
て
）

　

ま
た
邪
な
師
家
が
い
て
間
違
っ
た
修
行
法
を
伝
授
し
て
お
り
、
そ
れ
を
得
た
修
行
者
は
、「
公
案
・
話
頭
の
授
受
が
行
わ
れ

て
い
る
」
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
公
案
と
い
う
の
は
、
公
府
（
役
所
）
の
〔
未
決
済
の
〕
文
書
・
書
類
で
あ

る
。〔
そ
の
書
類
は
〕
是
非
を
裁
決
す
る
手
だ
て
で
あ
り
、〔
同
様
に
〕
諸
々
の
祖
師
方
の
問
答
機
縁
も
、
た
だ
生
死
〔
の
問

題
〕
を
裁
決
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
〔
公
案
と
〕
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
ど
ん
な
場
合
も
、
問
答
の
中
の
重

要
な
一
句
を
話
頭
と
さ
れ
て
い
る
。「
一
は
何
処
に
帰
着
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」、「
ど
う
し
て
〔
趙
州
は
〕
無
と
言
っ
た
の
か
」、

「
念
仏
し
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
」
と
い
っ
た
類
が
こ
れ
で
あ
る
。〔『
景
徳
伝
燈
録
』
の
〕
千
七
百
則
〔
の
公
案
〕
も
、
そ
の

他
の
多
種
多
様
な
も
の
に
至
る
ま
で
、
皆
す
べ
て
同
様
で
あ
る
。
邪
な
師
家
た
ち
は
、
古
人
の
言
葉
を
盗
用
し
な
が
ら
、
そ
の

本
当
の
内
容
に
迷
っ
て
お
り
、
そ
の
伝
授
し
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
気
を
逼
迫
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
、〔
心
を
何
も
な
い
〕

空
っ
ぽ
の
と
こ
ろ
に
陥
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
自
分
も
誤
り
、
他
人
も
誤
ら
せ
る
、
そ
の
弊
害
は
久
し
く
続
い
て
い
る
。
悲

し
い
こ
と
で
あ
る
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

公
案

又
有
邪
師
密
付
邪
功
。
学
徒
得
之
、
謂
、
為
領
公
案
伝
話
頭
。
此
訛
也
。
公
案
者
、
公
府
之
案
牘
也
。
所
以
剖
断
是
非
、
而
諸

祖
問
答
機
縁
、
亦
只
為
剖
断
生
死
。
故
以
名
之
。
総
其
問
答
中
、
緊
要
一
句
、
則
為
話
頭
。
如
一
帰
何
処
、
因
甚
道
無
、
念
仏

是
誰
之
類
是
也
。
千
七
百
則
、
乃
至
多
種
、
皆
悉
如
是
。
邪
師
輩
、
盗
用
古
語
、
而
迷
其
実
。
其
所
付
、
非
逼
気
、
即
落
空
。
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自
誤
誤
他
。
害
也
久
矣
。
悲
夫
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

公
案

又
た
邪
師
有
り
、
密
か
に
邪
功
を
付
す
。
学
徒
之
を
得
て
、
謂お

も

え
ら
く
、「
公
案
を
領
し
、
話
頭
を
伝
う
こ
と
を
為
す
」
と
。

此
れ
訛
り
な
り
。
公
案
と
は
、
公
府
の
案
牘
な
り
。
是
非
を
剖ほ

う

断だ
ん

す
る
所ゆ

え
ん以

に
し
て
、
諸
祖
の
問
答
機
縁
も
、
亦
た
只
だ
生
死

を
剖
断
せ
ん
が
為
な
り
。
故
に
以
て
之
に
名
づ
く
。
総
べ
て
其
の
問
答
の
中
、
緊
要
の
一
句
、
則
ち
話
頭
と
為
す
。「
一
何
れ

の
処
に
か
帰
す
」、「
甚な

に

に
因
り
て
か
無
と
道
う
」、「
念
仏
す
る
は
是
れ
誰
ぞ
」
の
類
の
如
き
、
是
れ
な
り
。
千
七
百
則
、
乃
至

多
種
、
皆
な
悉
く
是
く
の
如
し
。
邪
師
の
輩
、
古
語
を
盗
み
用
い
て
、
其
の
実
に
迷
う
。
其
の
付
す
る
所
、
気
に
逼
る
に
非
ざ

れ
ば
、
即
ち
空
に
落
つ
。
自
ら
誤
り
他
を
誤
る
。
害
や
久
し
。
悲
し
い
か
な
。

＊

《
語
注
》

○
公
案
＝
公
府
之
案
牘
に
た
と
え
ら
れ
、
お
お
や
け
の
法
則
条
文
を
い
い
、
私
情
を
容
れ
ず
遵
守
す
べ
き
絶
対
性
を
意
味
す
る
。
転
じ
て
禅
門

で
は
、
仏
祖
が
開
示
し
た
仏
法
の
道
理
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
学
人
が
分
別
情
識
を
払
っ
て
参
究
悟
了
す
べ
き
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
の
唱
出

は
中
国
唐
代
に
始
ま
り
、
宋
代
に
至
っ
て
盛
行
し
、
一
千
七
百
則
の
公
案
な
ど
と
い
わ
れ
る
。
明
の
大
建
較
定
の
『
禅
林
宝
訓
音
義
』
の

「
公
案
」（X64-445c

）
の
条
に
説
明
が
あ
る
。
袾
宏
は
自
著
の
『
禅
関
策
進
』
の
「
筠
州
黄
檗
運
禅
師
示
衆
」
の
評
で
「
此
後
代
提
公
案
、

看
話
頭
之
始
也
」（T48-1098b

）
と
こ
の
黄
檗
の
例
が
後
生
、
公
案
を
提
起
し
て
、
問
答
の
内
容
を
参
究
の
指
針
と
す
る
習
わ
し
の
最
初

の
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
禅
林
の
無
著
道
忠
禅
師
（
一
六
五
三
～
一
七
四
四
）
の
著
『
禅
林
象
器
箋
』「
経
録
門
」
で
袾

宏
の
『
正
訛
集
』
か
ら
こ
の
語
を
参
照
し
て
い
る
。『
禅
林
象
器
箋
』
研
究
成
果　

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所.http://iriz.hanazono.
ac.jp/shokisen.htm

l

を
参
照
。
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○
一
帰
何
処
＝
こ
の
公
案
は
『
碧
巌
録
』
の
四
五
則
の
【
本
則
】「
挙
。
僧
問
趙
州
、
万
法
帰
一
、
一
帰
何
処
。」（T48-181c

）
な
ど
多
く
の

語
録
、燈
史
に
見
え
、袾
宏
自
身
が
こ
の
公
案
に
参
禅
す
る
重
要
性
を
自
著
の
『
禅
関
策
進
』「
天
目
高
峰
妙
禅
師
示
衆
」
章
（T48-1101a

）、

「
大
乗
山
普
巌
断
岸
和
尚
示
衆
」
章
（T48-1103b

）、「
楚
石
琦
禅
師
示
衆
」
章
（T48-1104a

）、「
天
真
毒
峰
善
禅
師
示
衆
」
章
（T48-

1104b
）
の
四
カ
所
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

︻
五
六
︼
槁
木
死
灰
（
枯
れ
木
と
火
の
気
の
な
い
灰
）

　

宋
代
の
儒
者
が
言
う
、「
仏
教
で
は
心
は
心
を
枯
れ
木
や
火
の
消
え
た
灰
の
よ
う
に
さ
せ
る
だ
け
だ
」
と
。
そ
し
て
そ
の
教

義
を
、〔
実
社
会
の
役
に
立
た
な
い
〕
虚
無
寂
滅
の
異
端
の
教
え
だ
と
斥
け
て
い
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
言
う
者
は
、
恐
ら
く
仏
教
経
典
を
広
範
に
読
ん
だ
た
め
し
が
な
く
、
わ
ず
か
に
小
乗
〔
仏
教
〕
の
枯
定
（
法
味
の
な
い
禅

定
）
だ
け
を
見
て
、
禅
定
・
智
慧
の
ど
ち
ら
も
修
め
て
い
る
大
乗
の
中
道
第
一
義
諦
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
空

如
来
蔵
（
仏
が
悟
っ
た
永
遠
常
住
の
真
理
の
空
と
い
う
側
面
）
だ
け
を
見
て
、
ま
だ
不
空
如
来
蔵
（
そ
の
空
な
る
真
如
に
一
切
の
万
徳
が

具
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ど
う
し
て
中
道
〔
と
い
う
真
理
〕
は
、
そ
の
空
如
来
蔵
・
不
空
如

来
蔵
〔
の
ど
ち
ら
に
も
〕
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
の
が
分
か
る
は
ず
が
な
い
。
彼
（
儒
者
）
は
枯
れ
た
木
だ
と
す
る
が
、
私
（
仏

者
）
は
樹
々
が
生
き
生
き
と
し
た
春
で
あ
る
と
し
、
彼
は
火
が
消
え
た
灰
だ
と
す
る
が
、
私
は
太
陽
が
燦
々
と
降
り
注
い
で
い

る
と
す
る
。
見
識
の
あ
る
者
は
、
自
ら
心
を
平
静
に
し
て
〔
そ
の
両
方
を
〕
平
等
に
量
り
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。〔
先
入

観
と
し
て
〕
予

あ
ら
か
じめ

持
っ
て
い
る
意
見
や
言
葉
に
重
き
を
お
い
て
、
宋
代
の
儒
者
に
肝
心
な
こ
と
を
誤
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

槁
木
死
灰
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宋
儒
謂
、
釈
氏
只
要
心
如
槁
木
死
灰
。
遂
斥
為
異
端
虚
無
寂
滅
之
教
。
此
訛
也
。
為
此
説
者
、
蓋
未
曾
博
覧
仏
経
、
止
見
小
乗

枯
定
、
未
見
大
乗
定
慧
双
修
、
中
道
第
一
義
諦
。
止
見
空
如
来
蔵
、
未
見
不
空
如
来
蔵
。
又
何
况
中
道
不
居
。
空
不
空
如
来
蔵

耶
。
彼
以
為
槁
木
、
吾
以
為
万
樹
方
春
。
彼
以
為
死
灰
、
吾
以
為
太
陽
当
午
。
識
者
自
応
平
心
等
量
。
勿
以
先
入
之
言
為
主
、

而
被
宋
儒
誤
却
大
事
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

槁
木
死
灰

宋
儒
謂
く
、「
釈
氏
は
只
だ
心
、
槁
木
死
灰
の
如
く
な
ら
ん
こ
と
を
要
す
」
と
。
遂
に
斥
け
て
異
端
虚
無
寂
滅
の
教
と
為
す
。

此
れ
訛
り
な
り
。
此
の
説
を
為
す
は
、
蓋
し
未
だ
曾
て
仏
経
を
博
く
覧み

ず
、
止
だ
小
乗
の
枯
定
の
み
を
見
て
、
未
だ
大
乗
の
定

慧
双
修
、
中
道
第
一
義
諦
を
見
ず
。
止
だ
空
如
来
蔵
の
み
を
見
て
、
未
だ
不
空
如
来
蔵
を
見
ず
。
又
た
何
ぞ
況
ん
や
中
道
の
空

不
空
如
来
蔵
に
居
せ
ざ
る
を
や
。
彼
は
以
て
槁
木
と
為
し
、
吾
は
以
て
万
樹
方ま

さ

に
春
な
り
と
為
す
。
彼
は
以
て
死
灰
と
為
し
、

吾
は
以
て
太
陽
当
午
と
為
す
。
識
者
自
ら
応
に
心
を
平
ら
か
に
し
て
等
量
す
べ
し
。
先
入
の
言
を
以
て
主
と
為
し
て
、
宋
儒
に

大
事
を
誤
却
せ
ら
る
る
こ
と
勿
か
れ
。

＊

《
語
注
》

○
宋
儒
謂
、
釈
氏
只
要
心
如
槁
木
死
灰
。
＝
典
拠
未
詳
。
こ
の
条
で
袾
宏
は
仏
者
の
立
場
か
ら
儒
者
の
仏
教
に
対
す
る
非
難
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
袾
宏
の
著
『
竹
窓
随
筆
』
二
筆
の
儒
仏
交
非
条
（J33-45a
）
で
儒
者
は
仏
者
を
非
難
し
、
仏
者
は
儒
者
を
非
難
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
仏
者
は
こ
の
世
を
超
え
た
悟
り
の
道
を
問
題
と
し
、
儒
者
は
こ
の
世
を
治
め
る
道
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
自
体
は
間
違

っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。（
自
昔
儒
者
非
仏
、
仏
者
復
非
儒
。
予
以
為
仏
法
初
入
中
国
、
崇
仏
者
衆
。
儒
者
為
世
道
計
、
非
之
、
未
為
過
。
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儒
既
非
仏
疑
仏
者
衆
。
仏
者
為
出
世
道
計
、
反
非
之
、
亦
未
為
過
。）（J33-45a-b

）

︻
五
七
︼
孔
雀
を
談
ず
（『
孔
雀
経
』
を
論
ず
る
）

　

最
近
、
鈴れ

い

鼓こ

・
鑼ら

鈸ほ
つ

・
銅ど

う

鈸ほ
つ

等
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
『
孔
雀
明
王
経
』
を
誦と

な

え
、
こ
れ
を
「
孔
雀
を
談
ず
る
」
と
い
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。「
談
ず
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
意
義
を
論
じ
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
は
そ
の
経
文
を
誦

え
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、ど
う
し
て
意
義
を
論
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
も
し
〔「
談
」
は
発
音
が
一
緒
の
〕
吹
弾
の
「
弾
」

の
こ
と
だ
と
言
う
の
な
ら
ば
、
鈴
鈸
は
琴
〔
の
よ
う
に
「
弾
く
」
も
の
〕
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
経
文
に
曲
を
つ
け
て
、
経
文

の
区
切
り
方
を
正
確
に
し
な
い
な
ど
、
こ
れ
ほ
ど
の
無
礼
は
な
い
。
こ
の
経
典
を
誦
え
る
人
は
、
経
典
を
誦
え
る
普
通
の
や
り

方
を
見
習
い
な
さ
い
。
努
力
し
て
伝
統
の
規
則
に
戻
し
、
時
代
の
流は

行や

り
を
追
い
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

談
孔
雀

近
時
、
以
鈴
鼓
鑼
鈸
誦
孔
雀
明
王
経
。
謂
之
談
孔
雀
。
此
訛
也
。
談
者
論
其
義
。
今
止
誦
文
、
何
名
論
義
。
若
曰
吹
弾
之
弾
、

則
鈴
鈸
非
絲
桐
也
。
況
以
経
文
編
入
曲
調
、
断
章
破
句
。
褻
慢
莫
甚
焉
。
誦
斯
経
者
、
宜
照
誦
経
常
儀
。
力
反
古
規
、
毋
逐
時

尚
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

孔
雀
を
談
ず

近
時
、
鈴
鼓
鑼
鈸
を
以
て
『
孔
雀
明
王
経
』
を
誦
す
。
之
を
孔
雀
を
談
ず
と
謂
う
。
此
れ
訛
り
な
り
。
談
と
云
う
は
、
其
の
義

を
論
ず
。
今
ま
止
だ
文
を
誦
す
の
み
な
れ
ば
、
何
ぞ
義
を
論
ず
と
名
づ
け
ん
。
若
し
吹
弾
の
弾
と
曰
わ
ば
、
則
ち
鈴
鈸
は
絲
桐
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に
非
ず
。
況
ん
や
経
文
を
以
て
曲
調
を
編
入
し
、
章
を
断
ち
句
を
破
る
を
や
。
褻せ

つ

慢ま
ん

焉こ
れ

よ
り
甚
し
き
は
莫
し
。
斯
の
経
を
誦と

な

う

る
者
、
宜
し
く
誦
経
の
常
儀
に
照
ら
す
べ
し
。
力
め
て
古
規
に
反
り
て
、
時
尚
を
逐
う
こ
と
毋
か
れ
。

＊

《
語
注
》

○
孔
雀
〔
明
王
経
〕
＝
ま
た
孔
雀
王
・
仏
母
孔
雀
明
王
と
も
い
う
。
毒
蛇
を
食
う
孔
雀
を
神
格
化
し
た
明
王
。
一
面
四
臂
の
菩
薩
形
で
、
蓮
華

・
具
縁
果
・
孔
雀
羽
を
持
っ
て
孔
雀
に
の
る
。『
仏
母
大
孔
雀
明
王
経
』
の
序
に
「『
仏
母
大
孔
雀
明
王
経
』
者
、
牟
尼
大
仙
之
霊
言
也
。」

（T19-415a

）
と
あ
る
。

︻
五
八
︼
礼
観
音
文
（
観
音
を
礼
拝
す
る
経
文
）

　

昔
、「
礼ら

い
か
ん
の
ん
も
ん

観
音
文
（
観
音
を
礼
拝
す
る
文
）」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
遅
鈍
な
者
た
ち
が
そ
れ
を
学
び
あ
っ
て
、
そ
の
文
に
よ

っ
て
聡
明
な
智
慧
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
初
め
て
仏
の
道
に
入
ろ
う
と
決
意
し
て
か
ら
、
悟

り
を
得
る
に
至
る
ま
で
の
こ
と
が
、
こ
の
文
に
は
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
も
っ
ぱ
ら
聡
明
な
智
慧
を
求
め
よ

う
と
す
る
の
は
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
聡
明
と
智
慧
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
聡
明
と
い
う
の
は
、
博
学
多
聞
の
才
能
に

過
ぎ
な
い
。〔
そ
れ
に
対
し
〕
智
慧
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
心
を
悟
っ
て
迷
わ
ず
、
正
し
く
も
の
ご
と
を
見
て
と
っ
て
煩
悩
を

制
御
す
る
こ
と
が
で
き
、
無
明
を
破
る
と
い
う
〔
も
の
の
〕
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
聡
明
は
、
俗
世
間
の
取
る
に
た
ら
な
い
美

徳
で
あ
り
、
こ
れ
に
執
着
す
れ
ば
常
に
真
の
智
慧
の
障
害
と
な
る
。
智
慧
は
、〔
迷
い
の
世
界
で
あ
る
〕
世
間
を
超
出
す
る
大

き
な
因も

と

で
あ
り
、
こ
れ
を
手
に
入
れ
た
な
ら
ば
、
世
間
の
聡
明
な
ど
ど
う
し
て
貴
ぼ
う
か
。
こ
の
文
を
大
事
に
す
る
者
が
、
も

っ
ぱ
ら
聡
明
を
問
題
に
す
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
〔
小
さ
な
〕
鶏
を
切
る
の
に
〔
立
派
な
〕
牛
刀
を
使
用
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
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る
。
幼
い
子
供
の
行あ

ん
じ
ゃ者

は
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ま
だ
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
引
き
込
ま
れ
る
の
は
仕
方
が
な
か
ろ
う
が
、
久
し

く
修
行
を
行
っ
て
い
る
者
に
は
、
特
に
此
の
事
を
諭さ

と

す
べ
き
で
あ
る
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

礼
観
音
文

古
有
礼
観
音
文
。
鈍
根
相
習
、
用
以
専
求
聡
慧
。
此
訛
也
。
従
初
発
心
、
乃
至
証
果
、
悉
備
此
文
。
而
以
之
専
求
聡
慧
、
何
也
。

且
聡
与
慧
有
辯
。
聡
明
之
謂
、
不
過
博
聞
見
多
才
能
而
已
。
智
慧
則
覚
心
不
迷
。
正
見
昭
灼
、
能
制
煩
悩
、
而
破
無
明
之
謂
也
。

是
故
聡
明
者
、
世
間
之
小
美
也
。
執
之
則
毎
障
乎
真
智
。
智
慧
者
、
出
世
之
大
因
也
。
得
之
則
何
貴
乎
世
聡
。
礼
斯
文
者
、
専

以
聡
明
為
事
、
不
幾
乎
割
鶏
而
用
牛
刀
乎
。
童
行
無
知
、
不
妨
引
進
。
久
修
之
士
、
特
宜
喩
此
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

礼
観
音
の
文

古
に
礼
観
音
の
文
有
り
。
鈍
根
相
習
い
、
用
い
て
以
て
専
ら
聡
慧
を
求
む
。
此
れ
訛
り
な
り
。
初
発
心
従
り
、
乃
ち
証
果
に
至

る
ま
で
、
悉
く
此
の
文
に
備
わ
る
。
而
も
之
を
以
て
専
ら
聡
慧
を
求
る
こ
と
は
、
何
ぞ
や
。
且
つ
聡
と
慧
と
は
辯
有
り
。
聡
明

の
謂い

い

は
、
聞
見
を
博
く
し
、
才
能
を
多
く
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
智
慧
は
則
ち
心
を
覚
し
て
迷
わ
ず
。
正
見
昭
灼
、
能
く
煩

悩
を
制
し
て
、
無
明
を
破
る
の
謂い

い

な
り
。
是
の
故
に
聡
明
は
、
世
間
の
小
美
な
り
。
之
を
執
す
れ
ば
、
則
ち
毎つ

ね

に
真
智
を
障へ

だ

つ
。

智
慧
は
、
出
世
の
大
因
な
り
。
之
を
得
る
と
き
ん
ば
、
則
ち
何
ぞ
世
聡
を
貴
ば
ん
。
斯こ

の
文
を
礼
す
る
者
、
専
ら
聡
明
を
以
て

事
と
為
す
は
、
鶏

に
わ
と
りを

割さ

く
に
牛
の
刀
を
用
う
る
に
幾ち

か

か
ら
ず
や
。
童ず

ん
な
ん行

無
知
、
引
進
す
る
こ
と
を
妨
げ
ず
。
久
修
の
士
、
特
に

宜
し
く
此
れ
を
喩
す
べ
し
。

＊
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《
語
注
》

○
古
有
礼
観
音
文
＝
「
礼
観
音
文
」
は
『
緇
門
警
訓
』
巻
八
に
大
慧
禅
師
作
の
礼
観
音
文
に
「
清
浄
三
業
一
心
五
体
投
地
帰
依
。
…
…
法
界
衆

生
同
円
種
智
。」（T48-1081b

）
と
見
え
る
。
た
だ
、
袾
宏
は
『
諸
経
日
誦
集
要
巻
下
』
で
「
南
無
過
去
正
法
明
如
来
。
…
…
故
我
一
心
、

帰
命
頂
礼
。」（J32-580a

）
と
上
掲
の
大
慧
杲
禅
師
作
と
の
二
つ
の
経
文
を
紹
介
し
て
い
る
が
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
。

︻
五
九
︼
仏
者
弗
人
也
（
仏
は
人
で
は
な
い
）

　

俗
世
間
で
は
言
っ
て
い
る
、「
仏
の
字
は
、
弗
と
い
う
字
と
人
と
い
う
字
か
ら
成
っ
て
お
り
、
た
ぶ
ん
、
人
に
弗あ

ら

ず
〔
つ
ま

り
人
で
は
な
い
〕
と
い
う
こ
と
だ
。
自
分
の
〔
生
ま
れ
育
っ
た
〕
国
を
棄
て
て
君
主
を
無
視
し
、
親
元
を
離
れ
て
〔
出
家
し

て
〕
父
を
無
視
し
、
結
婚
を
し
な
い
で
子
ど
も
を
無
視
し
、
自
分
の
身
を
浄
ら
か
に
す
る
だ
け
で
〔
こ
の
世
の
〕
大
切
な
倫
理

を
乱
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
の
道
で
は
な
い
。〔
だ
か
ら
、
仏
教
を
〕
中
国
に
広
め
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」
と
。
こ
れ
は
訛

り
で
あ
る
。
人
で
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り
人
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
弗あ

ら

ず
（
人
で
な
い
）」
と
す
る
理
由
は
、
あ
な
た

が
言
っ
て
い
る
の
と
は
違
う
。
人
が
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
惑ま

ど

い
を
断
ち
切
り
、
人
が
悟
れ
な
い
智
慧
を
悟
り
、
人
が
実

践
で
き
な
い
こ
と
を
実
践
す
る
。
だ
か
ら
、〔
古
の
聖
人
で
あ
る
〕
堯
帝
、
舜
帝
、
周
公
、
孔
子
は
人
の
中
の
聖
人
で
あ
る
が
、

仏
は
聖
人
の
中
の
聖
人
な
の
で
あ
る
。
聖
人
と
い
う
こ
と
ば
さ
え
〔
仏
に
〕
名
づ
け
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
ま
し
て
人
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
日
月
や
〔
欲
界
に
あ
る
〕
四
天
王
天
（
東
方
の
持
国
天
、
南
方
の
増
長
天
、
西
方
の
広
目
天
、
北
方
の
多
聞

天
）〕
か
ら
〔
最
上
層
〕
の
無
色
界
は
、
人
界
に
対
し
て
天
界
と
呼
ば
れ
る
。
仏
は
天
界
に
対
し
て
も
〔
更
に
一
層
上
の
〕
天

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
天
で
さ
え
〔
仏
に
〕
と
名
づ
け
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
ま
し
て
人
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

〔
私
が
〕
仏
を
「
人
に
弗あ

ら

ず
」〔
つ
ま
り
人
で
は
な
い
〕
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
る
。
以
前
、〔
儒
教
・
道
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教
・
仏
教
の
〕
三
教
に
つ
い
て
ま
と
め
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
儒
教
の
儒
と
い
う
字
は
、
需
と
い
う
字
と
人
と
い
う
字
か
ら

成
っ
て
い
る
。
む
や
み
に
み
だ
れ
な
い
こ
と
を
需
と
言
う
か
ら
、
儒
者
は
も
と
も
と
心
が
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
き
、
礼
儀
作
法

が
し
っ
か
り
し
た
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
仙
と
い
う
字
は
、
山
と
い
う
字
と
人
と
い
う
字
か
ら
成
っ
て
い
る
。
市ま

井ち

を
離
れ
た
と

こ
ろ
を
山
と
い
う
か
ら
、
仙
は
そ
も
そ
も
気
ま
ま
に
さ
ま
よ
う
世
俗
外
の
人
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
〔
人
に
〕
弗あ

ら

ず
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。〔
儒
教
と
道
教
の
〕
二
教
は
高
尚
な
教
え
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
仏
は

四し
し
ょ
う生

（
す
べ
て
の
生
ま
れ
方
）
を
離
れ
、
こ
の
世
を
超
え
て
お
り
、
人
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
以
上
、
ひ
と
ま
ず
あ
な

た
の
問
い
に
従
っ
〔
て
答
え
〕
た
。
実
は
仏
と
い
う
言
葉
は
梵
語
で
あ
り
、
中
国
の
言
葉
で
は
覚
と
訳
さ
れ
る
。
ど
う
し
て

「
人
に
弗あ

ら

ず
」〔
つ
ま
り
人
で
は
な
い
〕
と
い
っ
た
意
味
に
な
ろ
う
か
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

仏
者
弗
人
也

俗
言
、
仏
字
、
従
弗
従
人
。
蓋
弗
人
也
。
以
其
棄
国
無
君
、
辞
親
無
父
、
不
娶
無
子
、
潔
其
身
而
乱
大
倫
非
人
之
道
。
不
可
施

之
中
国
。
此
訛
也
。
弗
人
則
誠
弗
人
。
而
所
以
弗
者
、
非
子
之
云
也
。
断
人
所
不
能
断
之
惑
、
証
人
所
不
能
証
之
智
、
行
人
所

不
能
行
之
行
。
是
故
堯
舜
周
孔
者
人
之
聖
。
仏
也
者
、
聖
之
聖
也
。
聖
且
不
足
以
名
之
。
況
可
謂
之
人
乎
。
日
月
四
王
乃
至
無

色
者
、
対
人
而
称
天
。
仏
也
者
、
対
天
而
称
天
者
也
。
天
且
不
足
以
名
之
。
況
可
謂
之
人
乎
。
仏
為
弗
人
其
義
如
是
。
嘗
統
論

三
教
、
儒
従
需
従
人
。
不
躁
妄
之
謂
需
。
儒
蓋
従
容
乎
礼
法
人
也
。
仙
従
山
従
人
。
離
市
井
之
謂
山
。
仙
蓋
逍
遙
乎
物
外
人
也
。

不
可
之
謂
弗
。
二
教
雖
高
猶
可
名
人
。
仏
者
出
四
生
超
三
界
。
不
可
以
人
名
也
。
以
上
姑
就
子
問
。
実
則
仏
是
梵
語
。
此
云
覚
。

奚
取
於
弗
人
。

＊
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《
書
き
下
し
文
》　　
　

仏
は
人
に
あ
ら
ず
な
り

俗
に
言
う
、「
仏
の
字
、
弗
に
従
い
人
に
従
う
。
蓋
し
人
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
国
を
棄
て
て
君
を
無な

み

し
、
親
を
辞
し
て
父

を
無な

み

し
、
娶
ら
ず
し
て
子
を
無な

み

し
、
其
の
身
を
潔
め
て
大
倫
を
乱
る
る
を
以
て
人
の
道
に
非
ず
。
之
を
中
国
に
施
す
可
か
ら

ず
」
と
。
此
れ
訛
り
な
り
。
人
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
は
、
誠
に
人
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
而
れ
ど
も
弗
と
す
る
所
以
の
者
は
、
子な

ん
じの

云
い
に
非
ず
。
人
の
断
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
所
の
惑
い
を
断
じ
、
人
の
証
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
所
の
智
を
証
し
、
人
の
行
ず
る

こ
と
能
わ
ざ
る
所
の
行
を
行
ず
。
是
の
故
に
堯
・
舜
・
周
・
孔
は
人
の
聖
。
仏
な
る
者
は
、
聖
の
聖
な
り
。
聖
す
ら
且
つ
以
て

之
に
名
づ
く
る
に
足
ら
ず
。
況
ん
や
之
を
人
と
謂
う
可
け
ん
や
。
日
月
四
王
乃
至
無
色
は
、
人
に
対
し
て
天
と
称
す
。
仏
な
る

者
は
、
天
に
対
し
て
天
と
称
す
る
者
な
り
。
天
す
ら
且
つ
以
て
之
を
名
づ
く
る
に
足
ら
ず
。
況
ん
や
之
を
人
と
謂
う
可
け
ん
や
。

仏
を
弗
人
と
為
す
、
其
の
義
是
く
の
如
し
。
嘗
て
三
教
を
統
論
す
る
に
、
儒
は
需
に
従
い
人
に
従
う
。
躁そ

う

妄も
う

な
ら
ざ
る
之
を
需

と
謂
う
。
儒
は
蓋
し
従し

ょ
う
よ
う
こ

容
乎
と
し
て
礼
法
の
人
な
り
。
仙
は
山
に
従
い
人
に
従
う
。
市
井
を
離
る
る
之
を
山
と
謂
う
。
仙
は
蓋

し
逍し

ょ
う
よ
う
こ

遙
乎
と
し
て
物
外
の
人
な
り
。
之
を
弗
と
謂
う
可
か
ら
ず
。
二
教
高
し
と
雖
も
、
猶
お
人
と
名
づ
く
可
し
。
仏
は
四
生
を

出
で
て
三
界
を
超
ゆ
。
人
を
以
て
名
づ
く
可
か
ら
ず
。
以
上
姑し

ば
らく

子な
ん
じが

問
に
就
く
。
実
は
則
ち
仏
は
是
れ
梵
語
。
此こ

こ

に
は
覚
と

云
う
。
奚な

ん

ぞ
弗
人
に
取
ら
ん
。

＊

《
語
注
》

○
嘗
統
論
三
教
、
儒
従
需
従
人
。
…
…
仙
蓋
逍
遙
乎
物
外
人
也
。
＝
典
拠
未
詳
。
三
教
の
関
係
に
つ
い
て
の
袾
宏
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
【
三

四
】「
三
教
一
家
」
条
を
参
照
。
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︻
六
〇
︼
南
無
仏
（
南
無
仏
に
つ
い
て
）

　

あ
る
ひ
と
が
言
う
、「
南
は
〔
木
火
土
金
水
の
五
行
の
中
で
〕
火
に
属
し
て
い
る
。〔
煩
悩
の
〕
火
が
滅
す
れ
ば
仏
に
な
る
の

で
、
南
無
仏
と
言
う
の
だ
」
と
。
ま
た
あ
る
ひ
と
が
言
う
、「
南
方
に
は
仏
は
無
く
、
西
方
に
だ
け
い
る
の
で
、
南
無
仏
と
言

う
の
だ
」
と
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。「
南
無
」
は
梵
語
で
あ
り
、
中
国
語
で
は
「
帰
命
」
と
訳
す
。「
曩の

う

謨ぼ

」、「
那な

摩ま

」
と
い

う
字
に
当
て
て
あ
る
の
も
皆
な
同
じ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
音
写
し
て
、
字
の
意
味
を
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
ひ
ど
い

も
の
と
な
る
と
、「
南
」
は
「
性
」
で
「
無
」
は
「
命
」
の
こ
と
だ
と
し
た
り
、「
南
」
は
「
天
」
で
「
無
」
は
「
地
」
の
こ
と

だ
と
し
た
り
、「
南
」
は
「
父
」
で
「
無
」
は
「
母
」
の
こ
と
だ
と
す
る
。
ま
た
「
阿
弥
陀
仏
」
の
四
字
に
つ
い
て
も
、
一
字

一
字
に
間
違
っ
た
説
を
た
て
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
邪
な
理
解
は
、
一
つ
一
つ
数
え
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
ど
う
か
、〔
こ

の
話
を
〕
次
々
と
伝
え
て
、
そ
の
誤
り
を
正
し
、
邪
な
も
の
を
正
し
い
も
の
に
転
換
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
末
法
の
世
に
お
け

る
仏
徳
に
た
い
す
る
報
恩
と
呼
ぶ
の
だ
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

南
無
仏

或
云
、
南
属
火
。
火
滅
即
仏
。
故
云
南
無
仏
。
或
云
、
南
方
無
仏
。
惟
西
方
有
之
。
故
云
南
無
仏
。
此
訛
也
。
南
無
梵
語
。
此

云
帰
命
。
作
曩
謨
那
摩
皆
得
。
蓋
取
音
不
取
字
耳
。
又
其
甚
者
、
以
南
為
性
。
無
為
命
。
南
為
天
、
無
為
地
。
南
為
父
、
無
為

母
。
乃
至
阿
弥
陀
仏
四
字
、
字
字
謬
為
一
説
。
如
是
邪
解
、
莫
可
枚
挙
。
願
展
転
流
通
、
正
其
訛
誤
、
匡
邪
反
正
、
是
名
末
世

報
仏
恩
徳
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

南
無
仏
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或
る
ひ
と
云
く
、「
南
は
火
に
属
す
。
火
滅
す
れ
ば
即
ち
仏
。
故
に
南
無
仏
と
云
う
」
と
。
或
る
ひ
と
云
く
、「
南
方
に
仏
無
し
。

惟
だ
西
方
に
の
み
之
有
り
。
故
に
南
無
仏
と
云
う
」
と
。
此
れ
訛
り
な
り
。
南
無
は
梵
語
。
此
に
は
帰
命
と
云
う
。
曩
謨
・
那

摩
と
作
す
も
皆
な
得
た
り
。
蓋
し
音
を
取
り
て
字
を
取
ら
ざ
る
の
み
。
又
た
其
の
甚
し
き
者
、
南
を
以
て
性
と
為
し
、
無
を
命

と
為
す
。
南
を
天
と
為
し
、
無
を
地
と
為
す
。
南
を
父
と
為
し
、
無
を
母
と
為
す
。
乃
至
阿
弥
陀
仏
の
四
字
、
字
字
謬
っ
て
一

説
を
為
す
。
是
く
の
如
き
の
邪
解
、
枚
挙
す
可
き
こ
と
莫
し
。
願
わ
く
は
展
転
流
通
し
て
、
其
の
訛
誤
を
正
し
、
邪
を
匡た

だ

し
て

正
に
反
さ
ば
、
是
れ
を
末
世
、
仏
の
恩
徳
に
報
ず
と
名
づ
く
。＊

《
語
注
》

○
南
無
仏
＝
袾
宏
は
こ
の
語
は
『
法
華
経
』〈
方
便
品
二
〉「
一
称
南
無
仏
、
皆
已
成
仏
道
」（T09-9a

）
か
ら
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

︻
六
一
︼
不
生
不
滅
（
生
ず
る
こ
と
も
な
く
滅
す
る
こ
と
も
な
い
）

　

世
間
の
人
は
、
殺
生
を
す
る
の
に
、
仏
教
経
典
の
「
不
生
不
滅
」
と
い
う
言
葉
に
か
こ
つ
け
て
、「
生
じ
な
け
れ
ば
滅
す
る

こ
と
も
な
い
。
生
が
あ
る
か
ら
滅
も
あ
る
。
だ
か
ら
殺
生
を
し
て
も
問
題
は
な
い
」
と
言
う
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
経
典
に

言
う
、「
こ
の
心
は
も
と
も
と
不
生
で
あ
り
、
ま
た
不
滅
で
あ
る
。
不
生
で
あ
る
か
ら
寂
で
あ
り
、
不
滅
で
あ
る
か
ら
照
で
あ

る
。
常
に
寂
で
常
に
照
な
の
を
常
寂
光
と
名
づ
け
る
の
だ
」
と
。
こ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
人
自
身
の
妙
な
る
心
な
の
で
あ
る
。
ど

う
し
て
こ
の
上
な
い
真
理
に
か
な
っ
た
議
論
が
、
反
っ
て
無
益
な
議
論
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
愚
か
な
人
の
誤
っ

た
説
が
、
こ
こ
に
ま
で
至
る
と
は
、
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
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＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

不
生
不
滅

世
人
殺
生
、
藉
口
仏
経
不
生
不
滅
、
而
言
不
生
則
不
滅
。
有
生
則
有
滅
。
故
殺
生
無
礙
。
此
訛
也
。
経
言
、
此
心
本
自
不
生
、

亦
復
不
滅
。
不
生
故
寂
。
不
滅
故
照
。
常
寂
常
照
、
名
常
寂
光
。
此
当
人
妙
心
也
。
如
何
将
至
理
之
談
、
翻
成
戯
論
。
愚
人
謬

説
。
一
至
於
此
。
悲
夫
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

不
生
不
滅

世
人
、
殺
生
し
て
、
口
を
仏
経
の
不
生
不
滅
に
藉か

り
て
言
う
、「
生
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
滅
せ
ず
。
生
有
れ
ば
則
ち
滅
有
り
。
故
に

殺
生
す
る
も
礙さ

ま
たげ

無
し
」
と
。
此
れ
訛
り
な
り
。『
経
』
に
言
う
、「
此
の
心
本も

自と

よ
り
不
生
、
亦ま復
た
不
滅
。
不
生
な
る
が
故

に
寂
。
不
滅
な
る
が
故
に
照
。
常
寂
常
照
を
常
寂
光
と
名
づ
く
」
と
。
此
れ
当
人
の
妙
心
な
り
。
如い

か
ん何

ぞ
至
理
の
談
を
将
て
、

翻
っ
て
戯け

論ろ
ん

と
成
す
。
愚
人
の
謬
説
、
一
に
此
に
至
る
。
悲
し
い
か
な
。

＊

《
語
注
》

○
経
言
、
此
心
本
自
不
生
、
亦
復
不
滅
。
不
生
故
寂
。
不
滅
故
照
。
常
寂
常
照
、
名
常
寂
光
。
＝
『
円
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』
巻
一
三
に
（
…
…

当
知
。
此
心
本
自
不
生
。
不
生
故
不
滅
。
不
滅
故
即
空
。
空
故
即
無
観
心
。
無
観
心
故
。
豈
有
観
境
。
故
云
境
智
双
亡
也
。
…
…
）（X09-

747c

）
と
同
じ
趣
旨
の
文
が
み
え
る
の
で
こ
こ
で
い
う
経
は
円
覚
経
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
典
拠
未
詳
。
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︻
六
二
︼
背
本
崇
釈
（
物
事
の
根
本
に
そ
む
い
て
仏
を
尊
ぶ
）

　
〔
世
間
の
〕
人
は
、
儒
経
か
ら
仏
教
に
鞍
替
え
し
た
者
が
、
口
を
極
め
て
仏
教
を
賛
嘆
し
、「〔
仏
は
〕
孔
子
の
及
ぶ
と
こ
ろ

で
は
な
い
」
と
言
う
の
を
見
て
、「
根
本
に
背
い
て
い
る
」
と
批
判
す
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
む
か
し
の
禅
僧
が
言
っ
て

い
る
、「
孔
子
は
人
間
の
〔
世
界
の
〕
中
の
聖
人
で
あ
る
が
、
仏
は
聖
人
の
〔
世
界
の
〕
中
の
聖
人
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
は
天

理
〔
を
外
れ
ず
〕
人
情
〔
に
も
か
な
っ
た
〕
究
極
の
公
平
な
議
論
で
あ
る
。
だ
か
ら
〔
鞍
替
え
し
た
と
し
て
も
〕
い
わ
ゆ
る
背

い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
今
、「
あ
な
た
の
父
と
堯
帝
・
舜
帝
で
は
、
ど
ち
ら
が
賢
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
質
問
さ
れ
た

ら
、
必
ず
「
私
の
父
が
ど
う
し
て
大
聖
人
と
比
べ
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
〔
父
を
卑
下
し
た
か
ら
と

い
っ
て
〕
根
源
の
真
理
に
背
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
天
を
欺
き
人
を
だ
ま
し
て
、「
私
の
父
は
堯
帝
・
舜
帝
よ
り
賢

い
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
、
根
本
の
真
理
に
背
い
て
い
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
孔
子
は
仏
〔
の
教
え
〕

が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
儒
教
は
こ
の
世
間
の
教
え
を
説
く
の
だ
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

超
え
る
と
、〔
世
間
を
こ
え
た
〕
出
世
間
の
教
え
に
な
る
。
世
間
と
出
世
間
の
二
つ
の
教
え
は
、
た
が
い
に
維
持
し
合
っ
て
い

る
が
、
入
り
口
は
別
々
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
禅
を
学
ぶ
僧
侶
は
、
ど
う
し
て
『
大
学
』
や
『
論
語
』
を
も
ち
い
ず
、

科
挙
の
試
験
場
の
受
験
生
は
、
ど
う
し
て
『
法
華
経
』
や
『
楞
厳
経
』
を
用
い
な
い
の
か
。
ま
し
て
、
孔
子
は
仏
教
に
言
及
し

て
は
い
な
い
が
、
そ
の
意
図
は
言
葉
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
朝
に
道
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
夕
べ
に
死
ん

で
も
構
わ
な
い
」（『
論
語
』）
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
の
道
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
西
方
に
大
聖
人
が
い
る
」（『
周
書
異

記
』）
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
聖
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
。〔
孔
子
が
〕
仏
を
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
は
、
と
て
も
は
っ

き
り
と
し
て
い
る
。
今
、
仏
教
は
儒
教
よ
り
も
奥
深
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
、
ま
さ
に
孔
子
の
細
か
い
心
づ
か
い
を
発
揚

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
恩
に
報
い
る
と
言
う
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
物
事
の
根
本
に
背
い
て
い
る
な
ど
と
で
き
よ
う
か
。
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＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

背
本
崇
釈

人
、
見
従
儒
入
釈
者
、
極
言
賛
仏
、
謂
孔
子
所
不
及
、
因
議
其
背
本
。
此
訛
也
。
先
徳
云
、
孔
子
者
人
中
之
聖
人
。
仏
者
聖
人

中
之
聖
人
也
。
此
天
理
人
情
究
極
之
公
論
也
。
非
所
謂
背
也
。
今
有
問
言
爾
父
与
堯
舜
孰
賢
、
必
将
曰
。
吾
父
安
敢
上
擬
大
聖

矣
。
是
即
為
背
本
乎
哉
。
必
欺
天
罔
人
、
而
曰
吾
父
賢
於
堯
舜
、
然
後
、
為
不
背
本
乎
哉
。
且
孔
子
非
不
知
仏
也
。
儒
談
世
間

法
、
只
合
如
是
而
止
。
過
之
則
出
世
間
法
矣
。
世
間
出
世
二
法
、
互
相
維
持
、
而
門
庭
各
別
。
不
然
、
緇
侶
学
禅
何
不
依
大
学

論
語
。
文
場
試
士
、
何
不
用
法
華
楞
厳
耶
。
況
孔
子
不
言
仏
、
而
意
寓
言
表
。
如
曰
朝
聞
道
夕
死
可
矣
、
此
何
道
也
。
西
方
有

大
聖
人
、
此
何
聖
也
。
其
尊
仏
明
甚
。
而
今
言
釈
深
於
儒
、
正
発
揚
孔
子
微
意
。
是
謂
報
恩
。
烏
得
為
背
本
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

本
に
背
い
て
釈
を
崇
ぶ

人
、
儒
従
り
釈
に
入
る
者
の
、
言
を
極
め
て
仏
を
賛
し
て
、「
孔
子
の
及
ば
ざ
る
所
」
と
謂
う
を
見
て
、
因
り
て
其
の
本
に
背

く
を
議
す
。
此
れ
訛
り
な
り
。
先
徳
云
く
、「
孔
子
は
人
中
の
聖
人
。
仏
は
聖
人
中
の
聖
人
な
り
」
と
。
此
れ
天
理
人
情
究
極

の
公
論
な
り
。
所い

わ
ゆ
る謂

背
く
に
非
ざ
る
な
り
。
今
問
い
て
「
爾
が
父
と
堯
舜
と
、
孰い

ず

れ
か
賢
な
る
」
と
言
う
こ
と
有
れ
ば
、
必
ず

将
に
曰
わ
ん
。「
吾
が
父
安い

ず

く
ん
ぞ
敢
え
て
大
聖
に
上
擬
せ
ん
」
と
。
是
れ
即
ち
本
に
背
く
と
為
さ
ん
や
。
必
ず
天
を
欺
き
人

を
罔な

み

し
て
、「
吾
が
父
、
堯
舜
よ
り
賢
な
り
」
と
曰
い
て
、
然
る
後
、
本
に
背
か
ず
と
為
さ
ん
や
。
且
つ
孔
子
仏
を
知
ら
ざ
る

に
非
ず
。
儒
は
世
間
法
を
談
ず
れ
ば
、
只
だ
合ま

さ

に
是
く
の
如
く
に
し
て
止
む
べ
し
。
之
に
過
ぐ
れ
ば
、
則
ち
出
世
間
法
な
り
。

世
間
出
世
の
二
法
、
互
い
に
相
維
持
し
て
、
門
庭
各
別
な
り
。
然
ら
ず
ん
ば
、
緇し

侶り
ょ

禅
を
学
ぶ
に
、
何
ぞ
『
大
学
』『
論
語
』

に
依
ら
ざ
る
。
文
場
、
士
を
試
み
る
に
、
何
ぞ
『
法
華
』『
楞
厳
』
を
用
い
ざ
る
や
。
況
ん
や
孔
子
、
仏
を
言
わ
ざ
る
も
、
意
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言
表
に
寓
す
。「
朝
に
道
を
聞
か
ば
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な
り
」
と
曰
う
が
如
き
、
此
れ
何
の
道
な
る
や
。「
西
方
に
大
聖
人
有

り
」
と
は
、
此
れ
何
の
聖
ぞ
や
。
其
の
仏
を
尊
ぶ
の
明
ら
か
な
る
こ
と
甚
し
。
而い

今ま

釈
は
儒
よ
り
も
深
し
と
言
わ
ば
、
正
に
孔

子
の
微
意
を
発
揚
す
。
是
れ
を
恩
を
報
ず
と
謂
う
。
烏い

ず

く
ん
ぞ
本
に
背
く
と
為
す
こ
と
を
得
ん
。

＊

《
語
注
》

○
先
徳
云
、「
孔
子
者
人
中
之
聖
人
。
仏
者
聖
人
中
之
聖
人
也
。」
＝
典
拠
未
詳
。

○
『
大
学
』
＝
四
書
の
一
つ
。
も
と
『
礼
記
』
の
一
篇
。
朱
子
が
曾
子
の
思
想
を
説
く
も
の
と
し
て
『
大
学
章
句
』
を
著
し
て
以
来
、
独
立
し

た
書
と
な
っ
た
。

○
『
論
語
』
＝
孔
子
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
言
行
録
。
二
十
編
十
巻
。
魯
論
。
四
書
十
三
経
の
一
つ
。

○
而
今
言
釈
深
於
儒
、
正
発
揚
孔
子
微
意
。
是
謂
報
恩
。
＝
こ
の
指
摘
は
袾
宏
の
著
『
竹
窓
随
筆
』
二
筆
の
儒
仏
配
合
条
（J33-52b

）
で

「
儒
仏
の
二
教
聖
人
、
其
の
化
を
設
く
る
に
各
お
の
主
と
す
る
所
有
り
。
固
よ
り
必
ら
ず
し
も
歧
ち
て
之
を
二
に
せ
ず
、
亦
た
必
ら
ず
し
も

強
い
て
之
を
合
せ
ず
。
何
ぞ
や
。
儒
は
世
を
治
む
る
を
主
と
し
、
仏
は
世
を
出
ず
る
を
主
と
す
れ
ば
な
り
。」（
儒
仏
二
教
聖
人
、
其
設
化
各

有
所
主
。
固
不
必
歧
而
二
之
、
亦
不
必
強
而
合
之
。
何
也
。
儒
主
治
世
、
仏
主
出
世
。
…
…
）
と
論
じ
て
い
る
よ
う
な
趣
旨
か
ら
で
あ
ろ
う
。

︻
六
三
︼
僧
称
（
僧
の
呼
び
名
に
つ
い
て
）

　

世
間
の
人
は
、「〔
寺
に
い
る
修
行
者
の
〕
長
老
を
僧
と
言
い
、
軽
ん
じ
る
と
き
に
は
和
尚
と
呼
ぶ
」
と
言
う
。
こ
れ
は
訛
り

で
あ
る
。
昔
の
知
識
〔
あ
る
禅
僧
〕
で
、
ど
こ
か
の
修
行
道
場
で
〔
そ
の
教
え
を
〕
主
張
し
、
多
く
の
僧
の
模
範
と
な
る
者
の

こ
と
を
、
長
老
と
呼
び
、
堂ど

う
ち
よ
う頭

大
和
尚
と
も
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
弟
子
が
〔
自
分
の
〕
師
匠
を
呼
ぶ
時
に
は
和
尚
と
も
称
し
た
。

〔
こ
の
よ
う
に
〕
そ
の
名
称
と
い
う
も
の
は
、
誠
に
分
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
世
間
の
人
は
、
確
か
に
そ
の
名
称
は
知
っ
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て
い
て
も
、
そ
の
意
味
が
良
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
今
の
僧
侶
た
ち
も
、
ま
た
長
老
和
尚
と
称
す
る
の
は
自
分
を
卑
下
す
る
こ

と
だ
と
考
え
、
お
互
い
に
老
爺
と
呼
ん
で
い
る
者
が
い
る
。
老
爺
と
は
官
庁
で
の
称
号
で
あ
り
、
僧
に
は
相ふ

さ
わ応

し
く
な
い
。
舎

利
・
目
連
・
空
生
・
迦
葉
と
い
っ
た
阿
羅
漢
た
ち
は
、
釈
迦
如
来
の
上
位
の
弟
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
は
ま
さ
に
長
老
の
呼

称
を
受
け
た
。
釈
迦
や
阿
弥
陀
は
十
種
の
力
を
そ
な
え
た
世
尊
（
＝
仏
）
で
あ
る
か
ら
、
大
昔
か
ら
本
師
和
尚
と
称
さ
れ
て
い

る
。〔
だ
か
ら
〕
僧
た
る
も
の
、
こ
の
よ
う
な
〔
長
老
や
和
尚
と
い
っ
た
〕
名
称
を
あ
て
が
わ
れ
た
ら
、
恥
ず
か
し
く
て
隠
れ

る
場
所
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
反
対
に
〔
こ
れ
ら
の
名
称
を
〕
軽
ん
じ
て
い
る
。
異
様
な
こ
と
で
あ
る
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

僧
称

世
人
泛
以
長
老
称
僧
、
又
軽
称
之
、
則
曰
和
尚
。
此
訛
也
。
古
知
識
主
張
一
方
道
場
、
表
率
衆
僧
、
其
名
曰
長
老
、
亦
名
堂
頭

大
和
尚
。
而
弟
子
称
師
亦
曰
和
尚
。
此
其
名
豈
易
当
哉
。
世
人
固
知
名
不
知
義
。
而
今
之
僧
又
復
、
以
称
長
老
和
尚
為
軽
已
、

於
是
乃
有
相
呼
為
老
爺
者
。
老
爺
官
府
之
号
。
非
僧
所
宜
也
。
夫
舎
利
目
連
空
生
迦
葉
諸
阿
羅
漢
、
皆
如
来
上
首
弟
子
、
方
受

長
老
之
称
。
而
釈
迦
弥
陀
十
力
世
尊
、
万
世
而
下
、
称
本
師
和
尚
。
僧
当
此
名
、
慚
愧
無
地
矣
。
而
反
軽
之
。
亦
異
矣
哉
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

僧
称

世
人
泛ひ

ろ

く
長
老
を
以
て
僧
を
称
し
、
又
た
軽
く
之
を
称
す
れ
ば
、
則
ち
和
尚
と
曰
う
。
此
れ
訛
り
な
り
。
古
の
知
識
、
一
方
の

道
場
に
主
張
し
、
衆
僧
に
表ひ

ゆ
う
そ
つ率

た
る
、
其
れ
を
名
づ
け
て
長
老
と
曰
い
、
亦
た
堂
頭ち

よ
う大

和
尚
と
名
づ
く
。
而
し
て
弟
子
、
師
を

称
し
て
亦
た
和
尚
と
曰
う
。
此
れ
其
の
名
、
豈
に
当
た
り
易や

す

か
ら
ん
や
。
世
人
、
固も

と

よ
り
名
を
知
り
て
義
を
知
ら
ず
。
而い

今ま

の

僧
又ま復
た
長
老
和
尚
と
称
す
る
を
以
て
已
れ
を
軽
ん
ず
と
為
し
、
是
に
於
い
て
乃
ち
相
呼
ん
で
老
爺
と
為
す
者
有
り
。
老
爺
は
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官
府
の
号
。
僧
の
宜
し
き
所
に
非
ず
。
夫
れ
舎
利
・
目
連
・
空
生
・
迦
葉
の
諸
阿
羅
漢
、
皆
な
如
来
上
首
の
弟
子
な
れ
ば
、
方

に
長
老
の
称
を
受
く
。
而
し
て
釈
迦
・
弥
陀
は
、
十
力
の
世
尊
な
れ
ば
、
万
世
よ
り
し
て
下
、
本
師
和
尚
と
称
す
。
僧
此
の
名

に
当
た
れ
ば
、
慚
愧
す
る
に
地と

こ
ろ無

し
。
而
る
に
反
っ
て
之
を
軽
ん
ず
。
亦
た
異
な
る
か
な
。

＊

《
語
注
》

○
堂
頭
大
和
尚=
こ
の
僧
称
の
語
は
『
勅
修
百
丈
清
規
』
巻
三
「
当
代
住
持
受
請
」
条
（T48-1124a

）
の
割
注
（
…
…
詞
云
（
即
日
時
令
謹

時
共
惟
。
新
命
堂
頭
大
和
尚
、
尊
候
起
居
萬
福
）
…
…
）
に
あ
る
よ
う
に
『
清
規
』
に
多
く
見
え
る
。

　

堂
頭
和
尚
、
和
尚
、
長
老
の
語
に
つ
い
て
は
「『
禅
林
象
器
箋
』
研
究
成
果　

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所.http://iriz.hanazono.

ac.jp/shokisen.htm
l

を
参
照
。

○
夫
舎
利
目
連
空
生
迦
葉
諸
阿
羅
漢
、
皆
如
来
上
首
弟
子
、
方
受
長
老
之
称
＝
こ
れ
ら
の
用
例
は
『
菩
薩
念
仏
三
昧
経
』〈
序
品
一
〉（T13-

793c

）
に
「
是
の
時
、
衆
中
の
長
老
舍
利
弗
、
長
老
大
目
犍
連
、
長
老
摩
訶
迦
葉
、」（
…
…
是
時
、
衆
中
長
老
舍
利
弗
、
長
老
大
目
犍
連
、

長
老
摩
訶
迦
葉
、
…
…
）
な
ど
に
見
え
る

︻
六
四
︼
頭
陀
（
頭
陀
に
つ
い
て
）

　

髪
を
剃
り
落
と
し
て
も
お
ら
ず
、
か
と
い
っ
て
簪

か
ん
ざ
しで

冠
を
さ
さ
え
〔
て
道
士
と
な
っ
〕
て
も
お
ら
ず
、
髪
を
眉
毛
の
所
で
揃

え
て
切
っ
て
い
な
が
ら
、
頭
陀
と
号
し
て
い
る
も
の
が
い
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
頭
陀
は
梵
語
で
あ
る
。
中
国
語
で
は
抖と

擻そ
う

（
迷
い
を
取
り
去
り
穢
れ
を
取
り
除
く
た
め
の
修
行
）
と
訳
す
。
そ
れ
は
十
二
種
類
の
苦
行
を
す
べ
て
行
な
っ
て
煩
悩
の
垢
を
振

り
払
い
、
清
ら
か
で
汚
れ
が
な
い
か
ら
、
抖
擻
と
言
う
の
で
あ
る
。
仏
は
、「
頭
陀
の
修
行
〔
を
実
践
す
る
も
の
〕
が
あ
れ
ば

我
が
仏
法
は
永
久
に
存
続
す
る
だ
ろ
う
し
、
頭
陀
の
修
行
〔
を
実
践
す
る
も
の
〕
が
な
け
れ
ば
我
が
仏
法
は
滅
び
る
で
あ
ろ
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う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
頭
陀
〔
行
の
存
否
〕
は
ま
さ
に
仏
法
の
盛
衰
に
係
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
異
色
の
〔
格
好

を
し
た
〕
人
〔
を
頭
陀
と
呼
ん
〕
で
、
そ
の
呼
び
名
を
混
乱
さ
せ
て
良
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
天
目
山
の
高
峰
原
妙
大
師
の

よ
う
に
、
死
関
（
坐
禅
修
行
の
た
め
に
、
か
ん
ぬ
き
を
か
け
て
閉
じ
こ
も
る
場
所
）
に
い
て
、〔
修
行
専
一
な
た
め
に
〕
髪
が
伸
び
て

も
剃
ら
な
い
で
い
る
の
は
、
真
の
頭
陀
で
あ
ろ
う
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

頭
陀

有
既
不
剃
落
、
又
不
簪
冠
、
翦
髪
斉
眉
、
号
曰
頭
陀
。
此
訛
也
。
頭
陀
梵
語
。
華
言
抖
擻
。
具
足
十
二
苦
行
、
擺
脱
塵
垢
、
清

浄
無
染
。
故
云
抖
擻
。
仏
言
、
有
頭
陀
行
、
則
我
法
久
存
。
無
頭
陀
行
、
則
我
法
滅
。
頭
陀
係
仏
法
盛
衰
。
而
乃
以
異
色
人
濫

其
称
乎
。
若
夫
在
死
関
而
髪
長
不
剃
。
如
天
目
高
峰
大
師
者
、
斯
真
頭
陀
矣
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

頭
陀

既
に
剃
落
せ
ず
、
又
た
簪し

ん
か
ん冠

せ
ず
、
髪
を
翦
っ
て
眉
に
斉
し
き
を
、
号
し
て
頭
陀
と
曰
う
も
の
有
り
。
此
れ
訛
り
な
り
。
頭
陀

は
梵
語
。
華
に
は
抖と

擻そ
う

と
言
う
。
十
二
の
苦
行
を
具
足
し
て
、
塵じ

ん

垢く

を
擺は

い

脱だ
つ

し
、
清
浄
無
染
な
り
。
故
に
抖
擻
と
云
う
。
仏
の

言
く
、「
頭
陀
の
行
有
れ
ば
、
則
ち
我
が
法
久
し
く
存
し
、
頭
陀
の
行
無
け
れ
ば
、
則
ち
我
が
法
滅
せ
ん
」
と
。
頭
陀
は
仏
法

の
盛
衰
に
係
れ
り
。
而
る
に
乃
ち
異
色
の
人
を
以
て
其
の
称
を
濫
ら
ん
や
。
若
し
夫
れ
死
関
に
在
り
て
髪
長
じ
て
剃
ら
ざ
る
こ

と
、
天
目
高
峰
大
師
の
如
き
は
、
斯
れ
真
の
頭
陀
な
り
。

＊
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《
語
注
》

○
頭
陀
＝
頭
陀
行
の
こ
と
。
仏
道
修
行
に
お
け
る
一
種
の
生
活
規
律
で
あ
り
、
十
二
頭
陀
行
と
呼
ば
れ
る
十
二
の
行
法
が
あ
る
。
十
二
頭
陀
行

の
内
容
は
袾
宏
の
著
『
僧
訓
日
記
』（
一
六
六
〇
）
刊
行
（J32-610c

）「
一
、
阿
蘭
若
（
今
居
蘭
若
華
言
寂
静
宜
顧
名
思
義
）、
二
、
常
乞

食
（
今
安
坐
檀
越
送
食
宜
知
慚
愧
）、
三
、
次
第
乞
（
今
送
食
須
貧
富
等
観
）、
四
、
一
食
（
今
三
時
粥
飯
宜
知
慚
愧
）、
五
、
節
量
食
（
今

独
飽
宜
分
与
禽
獣
）、
六
、
過
中
不
飲
漿
（
今
晚
食
宜
知
慚
愧
夜
分
加
倍
精
進
）、
七
、
糞
掃
衣
（
今
好
衣
宜
知
慚
愧
）、
八
、
但
三
衣
（
今

多
衣
宜
知
慚
愧
）、
九
、
塚
間
坐
（
今
住
好
屋
宜
知
慚
愧
）、
十
、
樹
下
坐
（
今
住
好
屋
宜
知
慚
愧
）、
十
一
、
露
地
坐
（
今
住
好
屋
宜
知
慚

愧
）、
十
二
、
但
坐
不
臥
（
今
開
夜
放
睡
宜
知
慚
愧
）」
と
述
べ
て
い
る
。

○
有
頭
陀
行
、
則
我
法
久
存
。
＝
袾
宏
撰
の
『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
巻
二
（X22-629a

）
に
「
迦
葉
年
老
い
る
も
、
頭
陀
を
捨
て
ず
。
仏
、
其

の
衰
え
を
憫
れ
み
、
休
息
せ
し
む
を
勧
む
。
迦
葉
頭
陀
故も

と

の
如
し
。
仏
乃
ち
深
讚
す
。
頭
陀
行
有
ら
ば
、
我
が
法
久
し
く
存
す
。
故
に
頭
陀

第
一
と
云
う
。（
…
…
迦
葉
年
老
、
不
捨
頭
陀
。
仏
憫
其
衰
、
勧
令
休
息
。
迦
葉
頭
陀
如
故
。
仏
乃
深
讚
。
有
頭
陀
行
、
我
法
久
存
。
故
云

頭
陀
第
一
。
…
…
）
と
見
え
る
。

○
天
目
高
峰
大
師
＝
【
三
五
】「
高
沙
弥
不
受
戒
」
の
条
を
参
照
。

︻
六
五
︼
三
衣
（
三
種
類
の
衣
）

　

三さ
ん

衣ね

に
つ
い
て
、
五
條
衣
は
沙
弥
の
衣
で
あ
り
、
七
條
衣
は
比
丘
の
衣
で
あ
り
、
二
十
五
條
衣
は
菩
薩
の
衣
で
あ
る
と
す
る

も
の
が
い
る
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。〔
最
初
に
出
家
し
て
〕
沙
弥
戒
を
受
け
た
時
に
、
三
衣
を
す
べ
て
用
意
し
、
一
衣
も
欠

い
て
は
な
ら
な
い
。〔
仏
教
の
〕
文お

し
え義

に
通
じ
て
い
な
い
僧
侶
が
言
う
の
な
ら
不
思
議
で
は
な
い
が
、
仏
教
〔
の
教
え
〕
が
分

か
っ
て
い
る
者
で
も
、
七
條
衣
だ
け
を
受
け
、
五
條
衣
と
二
十
五
條
衣
を
、
死
ぬ
ま
で
持
た
な
い
も
の
が
い
る
。
仏
法
が
衰
退

し
た
姿
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
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＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

三
衣

有
以
三
衣
五
條
為
沙
弥
衣
、
七
條
為
比
丘
衣
、
二
十
五
條
為
菩
薩
衣
。
此
訛
也
。
凡
沙
弥
時
、
即
当
全
具
三
衣
。
不
可
欠
一
。

此
在
不
通
文
義
僧
言
之
、
固
無
足
怪
。
而
知
教
者
、
乃
有
止
受
七
衣
、
其
五
條
二
十
五
條
、
終
其
身
不
辨
。
仏
法
之
衰
相
見
矣
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

三
衣

三
衣
を
以
て
、
五
條
を
沙
弥
衣
と
為
し
、
七
條
を
比
丘
衣
と
為
し
、
二
十
五
條
を
菩
薩
衣
と
為
す
も
の
有
り
。
此
れ
訛
り
な
り
。

凡
そ
沙
弥
の
時
、
即
ち
当
に
三
衣
を
全
具
す
べ
し
。
一
を
欠
く
可
か
ら
ず
。
此
れ
文
義
に
通
ぜ
ざ
る
僧
に
在
り
て
之
を
言
え
ば
、

固ゆ
え

に
怪
む
に
足
る
こ
と
無
し
。
而
れ
ど
も
教
を
知
る
者
も
、
乃
ち
止
だ
七
衣
を
受
け
て
、
其
の
五
條
、
二
十
五
條
は
其
の
身
を

終
う
る
ま
で
辨
ぜ
ざ
る
も
の
有
り
。
仏
法
の
衰
相
見あ

ら
わる

。

＊

《
語
注
》

○
三
衣
＝
イ
ン
ド
の
僧
団
で
個
人
の
所
有
を
許
さ
れ
た
三
種
類
の
衣
服
。『
四
分
律
』
六
卷
に
（
世
尊
、
聴
諸
比
丘
持
三
衣
）（T22-601c

）
と

見
え
る
。
大
衣
と
二
種
の
上
衣
。
大
衣
と
七
条
衣
と
五
条
衣
。
僧そ

う

伽ぎ
や

梨り

は
九
条
か
ら
二
十
五
条
の
大
衣
、
重
衣
と
も
い
わ
れ
正
装
衣
に
、
鬱う

つ

多た

羅ら

僧そ
う

は
七
条
よ
り
成
る
上
衣
と
し
て
礼
仏
や
説
法
の
聴
聞
に
着
用
し
、
安あ

ん

陀だ

会え

は
五
條
よ
り
成
る
内
衣
と
称
し
て
日
常
の
作
業
や
肌
着
用

に
用
い
ら
れ
た
。
袾
宏
よ
り
や
や
後
の
時
代
の
智
旭
（
一
五
九
九
～
一
六
五
五
）
は
『
霊
峰
蕅
益
大
師
宗
論
』
巻
五
の
戒
衣
辯
訛
章
で
袾
宏

著
『
正
訛
集
』
に
ふ
れ
、
三
衣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
（
出
家
有
戒
衣
、
猶
居
官
有
公
服
也
。
戒
既
七
衆
不
同
、
衣
豈
一
概
無
別
。
仏
為
比

丘
、
則
制
三
衣
。
一
、
僧
伽
梨
本
宜
九
條
、
或
十
二
條
。
貧
窶
無
措
、
事
不
獲
已
、
乃
用
二
十
五
條
、
名
後
後
品
、
非
上
上
品
也
。
二
、
鬱

多
羅
僧
、
惟
用
七
條
。
三
、
安
陀
会
、
惟
用
五
條
。
此
三
皆
名
袈
裟
、
以
是
壊
色
、
非
彩
色
故
、
亦
名
田
衣
。
以
其
形
似
水
田
、
又
僧
為
人
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世
福
田
也
。
…
…
）（J36-345c

）
論
じ
て
い
る
。

︻
六
六
︼
剃
髪
不
剃
鬚
（
髪
を
剃
っ
て
鬚
を
剃
ら
な
い
）

　

髪か
み

を
剃
っ
て
鬚ひ

げ

を
剃
ら
な
い
者
が
い
る
。
言
葉
た
く
み
に
、「
髪
を
剃
っ
て
煩
悩
を
除
き
、
鬚
を
伸
ば
し
て
丈じ

ょ
う
ふ夫

（
一
人
ま
え

の
男
）
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
」
と
言
う
。
こ
れ
は
訛
り
で
あ
る
。
髪
を
煩
悩
と
言
う
な
ら
ば
、
鬚
の
煩
悩
は
も
っ
と
ひ

ど
い
も
の
だ
。
鬚
が
一
人
ま
え
の
男
を
表
す
と
い
う
が
、
孟
子
が
言
う
と
こ
ろ
の
大
丈
夫
は
、
仁
義
を
身
に
体
し
、
困
窮
し
て

も
栄
達
し
て
も
慎
み
深
く
し
、
死
も
生
も
一
つ
だ
と
見
た
だ
け
で
あ
る
し
、
張
良
は
女
性
の
よ
う
な
容
貌
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

心
は
ど
ん
な
男
よ
り
も
雄
々
し
か
っ
た
。
ど
う
し
て
鬚
〔
を
伸
ば
し
た
と
い
う
こ
と
〕
で
〔
大
丈
夫
と
〕
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
仏
の
〔
定
め
た
〕
明
ら
か
な
制
度
に
相
違
し
、〔
鬚
を
伸
ば
す
と
い
う
〕
奇
異
な
こ
と
を
行
い
、
民
衆
を
惑
わ
す

輩
は
、
排
除
し
て
、
仏
教
教
団
の
中
に
紛
れ
込
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
。

＊

《
原
文
》　　
　
　
　
　

剃
髪
不
剃
鬚

有
剃
髪
不
剃
鬚
者
。
駕
言
、
剃
髪
除
煩
悩
、
留
鬚
表
丈
夫
。
此
訛
也
。
髪
云
煩
悩
、
則
鬚
之
煩
悩
尤
甚
。
鬚
表
丈
夫
、
則
孟
子

所
称
大
丈
夫
者
、
乃
在
躬
仁
義
、
貞
窮
達
、
一
死
生
而
已
。
張
良
状
貌
、
如
婦
人
女
子
、
而
心
雄
万
夫
。
奚
以
鬚
為
哉
。
如
是

違
仏
明
制
、
顕
異
惑
衆
之
流
、
擯
而
斥
之
、
毋
令
混
迹
於
緇
門
可
也
。

＊

《
書
き
下
し
文
》　　
　

髪
を
剃
り
て
鬚
を
剃
ら
ず

髪
を
剃
り
て
鬚
を
剃
ら
ざ
る
者
有
り
。
駕
言
す
、「
髪
を
剃
り
て
煩
悩
を
除
き
、
鬚
を
留
め
て
丈
夫
を
表
す
」
と
。
此
れ
訛
り
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な
り
。
髪
を
煩
悩
と
云
わ
ば
、
則
ち
鬚
の
煩
悩
尤
も
甚
だ
し
。
鬚
、
丈
夫
を
表
す
れ
ば
、
則
ち
孟
子
の
称
す
る
所
の
大
丈
夫
な

る
者
は
、
乃
ち
仁
義
を
躬み

ず
から

に
し
、
窮
達
を
貞
に
し
、
死
生
を
一
に
す
る
に
在
る
の
み
。
張
良
が
状
貌
、
婦
人
女
子
の
如
く
な

れ
ど
も
、
心
は
万
夫
に
雄
な
り
。
奚な

ん

ぞ
鬚
を
以
て
す
る
こ
と
を
為せ

ん
や
。
是
く
の
如
き
仏
の
明
制
に
違た

が

い
、
異
を
顕あ

ら
わし

衆
を
惑

す
の
流た

ぐ
いは

、
擯ひ

ん

し
て
之
を
斥
け
、
迹
を
緇
門
に
混
ぜ
し
む
る
こ
と
毋
く
ん
ば
、
可
な
り
。

＊

《
語
注
》

○
剃
髪
＝
こ
の
語
は
『
釈
氏
要
覧
』
巻
上
の
剃
髪
条
（T54-267a

）
に
「『
律
』
に
云
く
、『
其
の
形
を
毀
す
も
好
し
。
鬚
髮
を
剃
除
す
。
先

ず
業
を
即
発
せ
し
め
、
餘
の
出
家
者
と
異
な
ら
し
む
』
と
。
○
『
因
果
経
』
に
云
く
、『
過
去
諸
仏
、
無
上
の
菩
提
と
成
就
を
為
す
故
、
捨

飾
す
も
好
し
。
剃
鬚
髮
は
、
即
ち
発
願
し
て
言
う
、『
今
落
髮
す
故
、
一
切
衆
生
、
煩
脳
を
断
除
す
こ
と
を
願
与
す
。
及
び
習
障
を
以
っ
て

す
』
と
』
と
。（
此
れ
は
、
悉
達
太
子
、
剃
髮
の
時
の
言
な
り
）。」（
律
云
、
毀
其
形
好
。
剃
除
鬚
髮
。
俾
即
発
先
業
。
使
異
餘
出
家
者　

○

因
果
経
云
、
過
去
諸
仏
、
為
成
就
無
上
菩
提
故
、
捨
飾
好
。
剃
鬚
髮
、
即
発
願
言
、
今
落
髮
故
、
願
与
一
切
衆
生
断
除
煩
脳
。
及
以
習
障

（
此
悉
達
太
子
。
剃
髮
之
時
言
也
）
と
見
え
る
。
こ
の
【
六
六
】
条
の
文
は
【
六
四
】
条
の
頭
陀
の
内
容
と
と
も
に
清
代
の
弘
賛
編
『
鼎
湖

山
木
人
居
在
犙
禅
師
剰
稿
』（J35-485a

～b

）
に
は
こ
の
内
容
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。（
…
…
『
正
訛
集
』
云
、
有
既
不
剃

落
、
又
不
簪
冠
、
剪
髮
齊
眉
、
号
曰
頭
陀
、
此
訛
也
。
頭
陀
梵
語
。
華
言
抖
擻
。
具
足
十
二
苦
行
、
擺
脱
塵
垢
、
清
浄
無
染
。
故
云
抖
擻
。

仏
言
、
有
頭
陀
行
、
則
我
法
久
存
。
無
頭
陀
行
、
則
我
法
滅
。
…
…
復
有
剃
髮
不
剃
鬚
者
、
駕
言
削
髮
除
煩
悩
、
留
鬚
表
丈
夫
。
此
訛
也
。

髮
云
煩
悩
、
則
鬚
之
煩
悩
尤
甚
。
鬚
表
丈
夫
、
則
孟
子
所
称
大
丈
夫
者
、
乃
在
躬
仁
義
、
貞
窮
達
、
一
死
生
而
已
。
張
良
状
貌
、
如
婦
人
女

子
、
而
心
雄
万
夫
。
奚
以
鬚
為
哉
。
如
是
違
仏
明
制
、
顕
異
惑
衆
之
流
、
擯
而
斥
之
、
毋
令
混
入
於
緇
門
可
也
。）
と
。

○
張
良
＝
（
？
～
前
一
八
九
）。
字
は
子
房
、
諡
は
分
成
。
漢
の
高
祖
に
仕
え
た
智
謀
の
士
と
知
ら
れ
る
。





黄檗希運の出身地と語録について

185

黄
檗
希
運
の
出
身
地
と
語
録
に
つ
い
て

林　
　

觀　

潮

目

次

は
じ
め
に

一
、
福
建
福
清
林
氏
の
出
身

二
、
黄
檗
宗
の
遠
祖

三
、
語
録
の
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』

四
、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
の
添
付
問
題

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

黄
檗
希
運
（
？
―
八
五
〇
）
は
、
唐
代
の
禅
僧
で
あ
り
、『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
の
語
録
で
、
ま
た
臨
済
宗
の
祖
で

あ
る
義
玄
（
？
―
八
六
七
）
の
師
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
黄
檗
は
山
号
で
あ
り
、
希
運
が
住
し
た
黄
檗
山
を
指
す
。
希
運
は

禅
師
の
法
諱
で
あ
る
。
ま
た
、
希
運
は
そ
の
寂
後
に
唐
の
宣
宗
か
ら
「
斷
際
禪
師
」
の
諡
号
、「
廣
業
」
の
塔
名
を
勅
賜
さ
れ

た
。
こ
の
故
、
唐
宋
以
来
の
文
献
に
禅
師
は
「
黄
檗
希
運
」
と
も
、「
黄
檗
斷
際
」
と
も
称
さ
れ
る（　
）
1

。
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希
運
禅
師
の
禅
風
と
そ
の
語
録
に
つ
い
て
、
柳
田
聖
山
先
生
や
入
矢
義
高
先
生
な
ど
の
諸
先
生
は
、
既
に
素
晴
ら
し
い
論
考

を
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（　
）
2

。
諸
先
生
の
遺
照
し
た
所
に
、
こ
こ
で
拙
稿
は
希
運
禅
師
の
出
身
地
、
黄
檗
宗
の
遠
祖
、
希

運
語
録
の
二
部
構
成
、
明
版
語
録
の
添
付
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
簡
略
な
分
析
を
試
み
る
。

一
︑
福
建
福
清
林
氏
の
出
身

　

希
運
禅
師
は
唐
の
福
建
福
唐
（
今
の
福
建
省
福
州
市
福
清
市
）
の
林
氏
の
出
身
と
推
定
で
き
る
。

　

希
運
の
出
身
地
に
つ
い
て
、『
宋
高
僧
傳
』
卷
二
十
「
唐
洪
州
黄
檗
山
希
運
傳
」
に
、「
釋
希
運
、
閩
人
也
。」
と
記
し
、『
景

德
傳
燈
録
』
卷
九
「
洪
州
黄
檗
希
運
禪
師
」
に
、「
洪
州
黄
檗
希
運
禪
師
、
閩
人
也
。」
と
記
し
、
ま
た
『
古
尊
宿
語
録
』
卷
二

「
筠
州
黄
檗
斷
際
禪
師
」
に
、「
諱
希
運
。
乃
福
州
人
也
。」
と
記
し
た（　
）
3

。

　

こ
れ
ら
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
希
運
は
福
建
（
閩
）、
な
い
し
福
州
の
出
身
と
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
出
身
地
と
俗

姓
に
関
す
る
詳
し
い
記
録
は
見
え
な
か
っ
た
。
こ
の
故
、
希
運
の
出
身
地
と
俗
姓
は
学
界
に
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　

一
九
六
九
年
、
柳
田
聖
山
は
、「
黄
檗
、
い
み
な
は
希
運
で
、
福
州
閩
県
（
現
在
の
福
建
閩
侯
県
）
の
出
身
で
あ
る
が
、
す
べ

て
の
資
料
が
そ
の
俗
姓
を
逸
し
て
い
る
。（　
）
4

」
と
書
き
、
ま
た
二
〇
〇
一
年
、「
黄
檗
の
機
縁
は
、
後
か
ら
再
編
さ
れ
た
も
の

が
多
く
、
そ
の
史
伝
も
明
ら
か
で
な
い
。
生
没
年
も
知
ら
れ
ず
、
俗
姓
も
不
明
、
塔
銘
も
書
か
れ
な
か
っ
た
。
黄
檗
の
仏
法
の

所
在
は
、『
伝
心
法
要
』
の
一
巻
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
足
り
る
と
言
え
よ
う
。（　
）
5

」
と
書
き
留
め
た
。
ま
た
二

〇
一
八
年
、
小
川
太
龍
は
、
博
士
論
文
の
『
黄
檗
希
運
研
究
：
思
想
と
そ
の
祖
師
像
の
変
遷
』
に
、「
ま
ず
黄
檗
の
出
身
地
は
、
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『
天
聖
広
灯
録
』
で
は
、「
閩 

中
人
」
と
も
あ
り
（
巻
八
黄
檗
章
）、
資
料
に
よ
り
差
違
は
あ
る
が
、
各
史
伝
を
通
じ
「
閩
」
す

な
わ
ち
、
現
在
の
福
建
省
辺
出
身
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。（　
）
6

」
と
書
い
た
。

　

し
か
し
、
希
運
の
具
体
的
な
出
身
地
に
つ
い
て
、
南
宋
の
祖
琇
は
『
隆
興
佛
教
編
年
通
論
』
卷
第
二
十
六
に
、「
唐
大
中
四

年
、
黄
檗
希
運
禪
師
示
寂
。
師
福
唐
人
。」
と
記
し
た（　
）
7

。
ま
た
、
元
の
念
常
は
、『
佛
祖
歷
代
通
載
』
卷
第
十
六
に
、「
唐
大

中
己
巳
、
黄
檗
希
運
禪
師
示
寂
。
師
福
唐
人
。」
と
記
し
た（　
）
8

。
こ
の
二
つ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
希
運
禅
師
は
唐
の
福
建
福
唐

（
今
の
福
建
省
福
清
）
の
出
身
で
あ
り
、
明
の
隠
元
禅
師
（
一
五
九
二
―
一
六
七
三
）
と
同
郷
で
あ
っ
た
。『
隆
興
佛
教
編
年
通
論
』

の
記
録
に
よ
れ
ば
、
希
運
禅
師
の
寂
年
は
唐
の
大
中
四
年
（
八
五
〇
）
と
推
定
さ
れ
る
。

　

希
運
の
出
身
地
で
あ
る
福
唐
と
い
う
名
称
は
、
唐
の
玄
宗
天
寳
元
年
（
七
四
二
）
か
ら
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
前
の
唐
の
則
天

武
后
の
聖
暦
二
年
（
六
九
九
）、
萬
安
県
と
名
づ
け
ら
れ
て
独
立
し
た
行
政
単
位
と
さ
れ
た
。
後
の
五
代
十
国
の
閩
恵
帝
の
龍
啓

元
年
（
九
三
三
）
に
な
っ
て
か
ら
、
福
唐
に
代
わ
っ
て
、
福
清
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
始
め
た
。
即
ち
、
福
唐
は
福
清
の
古
称

で
あ
る
。

　

福
唐
や
福
清
と
い
う
地
名
の
歴
史
的
な
変
化
に
つ
い
て
、
明
の
嘉
靖
十
四
年
（
一
五
三
五
）、
福
清
出
身
の
進
士
郭
萬
程
は
そ

の
「
福
清
辨
」
の
文
で
、「
唐
の
聖
曆
二
年
、
長
楽
県
の
南
の
八
郷
を
割
っ
て
萬
安
県
を
置
き
、
郷
に
因
っ
て
名
づ
け
る
。
天

寶
元
年
に
福
唐
を
甲
し
た
。
元
和
三
年
に
長
楽
を
省
と
し
、
以
っ
て
入
れ
、
五
年
に
ふ
た
た
び
こ
れ
を
置
く
。
こ
れ
よ
り
二
県

は
定
め
る
。
梁
の
開
平
二
年
に
永
昌
を
甲
し
、
唐
の
同
光
元
年
に
福
唐
を
甲
し
た
。
閩
の
龍
啓
元
年
に
福
清
を
甲
し
、
山
の
永

福
里
に
自
り
、
水
の
清
源
里
に
自
り
、
治
所
に
会
う
こ
と
を
以
っ
て
名
づ
け
る
。（
唐
聖
曆
二
年
、
割
長
樂
縣
南
八
郷
置
萬
安
縣
、

因
郷
而
名
也
。
天
寶
元
年
甲
福
唐
。
元
和
三
年
、
省
長
樂
以
入
、
五
年
復
置
之
。
自
此
二
縣
定
矣
。
梁
開
平
二
年
甲
永
昌
、
唐
同
光
元
年
甲
福

唐
。
閩
龍
啟
元
年
甲
福
清
、
以
山
自
永
福
里
、
水
自
清
源
里
、
會
於
治
所
而
名
也
。）（　
）
9

」
と
説
明
を
し
て
い
た
。
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実
に
、
明
の
隠
元
な
ど
の
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
の
禅
僧
に
と
っ
て
、
希
運
が
地
元
福
唐
（
福
清
）
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は

普
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
希
運
の
俗
姓
は
林
氏
と
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

崇
禎
年
間
（
一
六
二
八
―
一
六
四
四
）
に
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
で
編
纂
さ
れ
た
『
黄
檗
寺
志
』
巻
二
「
僧
」
の
「
唐
斷
際
運

禪
師
」
の
条
目
に
、「
師
は
希
運
を
諱
と
し
、
法
は
百
丈
に
嗣
ぎ
、
閩
の
福
唐
の
人
な
り
。
幼
く
本
邑
の
黄
檗
山
に
出
家
す
。

···

。
師
の
こ
の
山
を
酷
愛
す
る
こ
と
を
以
っ
て
、
還
っ
て
黄
檗
を
以
っ
て
こ
れ
を
名
づ
け
る
。
今
に
諸
方
は
黄
檗
と
謂
う
者
有

り
、
み
な
こ
の
山
に
自
っ
て
始
ま
る
。（
師
諱
希
運
、
法
嗣
百
丈
、
閩
之
福
唐
人
也
。
幼
于
本
邑
黄
檗
山
出
家
。···

。
以
師
酷
愛
兹
山
、

還
以
黄
檗
名
之
。
今
諸
方
有
謂
黄
檗
者
、
皆
自
兹
山
始
也
。）（　
）
10

」
と
記
し
、
ま
た
南
明
永
曆
六
年
（
一
六
五
二
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
黄

檗
山
寺
志
』
巻
三
「
僧
」
の
「
唐
斷
際
運
禪
師
」
の
条
目
に
、「
師
諱
希
運
、
法
嗣
百
丈
、
閩
之
福
唐
人
也
。
幼
于
本
縣
黄
檗

山
出
家
。···

。
以
師
酷
愛
兹
山
、
還
以
黄
檗
名
之
。
今
諸
方
有
謂
黄
檗
者
、
皆
自
兹
山
始
也
。」
と
記
し
た（　
）
11

。
こ
れ
ら
の
記

録
に
よ
れ
ば
、
希
運
は
福
唐
（
福
清
）
の
出
身
で
、
唐
の
福
清
黄
檗
山
に
出
家
し
、
ま
た
故
郷
の
福
清
黄
檗
山
の
名
前
を
使
っ

て
ゆ
か
り
の
山
を
黄
檗
山
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

希
運
祖
師
と
も
、
本
師
の
隠
元
と
も
同
じ
く
福
建
福
清
の
林
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
即
非
如
一
（
一
六
一
六
―
一
六
七
一
）
は
、

長
崎
に
渡
航
し
た
後
の
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
秋
、
長
崎
奉
行
所
存
の
希
運
度
母
の
画
像
を
拝
見
し
て
感
動
し
、
奉
行
の
請
い

に
応
じ
て
、「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」
と
い
う
題
讃
を
作
っ
て
、「
黄
檗
希
運
和
尚
は
予
の
伝
法
の
三
十
四
世
祖
に
係
る
。

俗
は
同
宗
な
り
。
…
。
己
亥
の
秋
、
崎
主
は
図
を
持
っ
て
讃
を
請
っ
た
。
縁
起
を
敬
述
し
、
倂
び
に
讃
の
三
首
を
簡
端
に
繫
ぐ
。

（
黄
檗
希
運
和
尚
係
予
傳
法
三
十
四
世
祖
也
。
俗
同
宗
。
…
。
己
亥
秋
、
崎
主
持
圖
請
讃
。
敬
述
緣
起
、
倂
繫
讃
三
首
于
簡
端
。）（　
）
12

」
と
書

い
た
。

　

寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
秋
、
即
非
は
望
郷
の
思
い
で
、
開
山
で
あ
る
豊
前
国
小
倉
藩
広
寿
山
福
聚
禅
寺
（
今
の
福
岡
県
北
九
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州
市
小
倉
北
区
福
聚
寺
）
に
お
い
て
、
古
い
資
料
に
基
づ
き
、『
福
清
縣
志
續
略
』
を
編
纂
し
た（　
）
13

。

　
『
福
清
縣
志
續
略
』
卷
十
二
「
人
物
類·

僧
寶
」
に
、「
唐
黄
檗
希
運
禪
師
」
と
い
う
標
題
で
希
運
の
伝
記
を
纏
め
、
度
母
の

伝
説
を
中
心
と
し
、
文
中
に
「
師
は
邑
の
西
渓
の
林
氏
子
な
り
。
賦
質
は
魁
偉
し
、
廣
目
豐
頤
を
し
、
頂
は
肉
珠
を
隆
ま
り
、

足
は
肉
痣
を
印
し
た
。
智
慧
は
天
縦
し
、
世
縁
は
羈
ぐ
莫
れ
。
本
山
に
脱
白
し
、
百
丈
に
法
を
嗣
ぐ
。
壮
年
に
三
吳
荊
楚
豫
章

西
蜀
の
間
に
履
歴
し
た
。
…
。
宣
宗
は
聞
を
得
て
、
禁
中
に
迎
え
入
れ
、
戒
を
受
け
て
三
日
な
り
、
師
を
指
し
て
裴
相
に
謂
っ

て
曰
く
：
黄
檗
の
僧
宝
は
、
誠
に
国
宝
な
り
。
衲
衣
道
具
を
賜
い
、
中
使
を
命
じ
て
山
に
送
還
す
。
大
中
四
年
庚
午
八
月
に
円

寂
し
た
。
断
際
禅
師
と
勅
諡
し
、
塔
は
広
業
と
曰
く
。（
師
邑
之
西
溪
林
氏
子
。
賦
質
魁
偉
、
廣
目
豐
頤
、
頂
隆
肉
珠
、
足
印
肉
痣
。

智
慧
天
縱
、
世
緣
莫
羈
。
脫
白
本
山
、
嗣
法
百
丈
。
壯
年
履
歷
三
吳
荊
楚
豫
章
西
蜀
間
。
…
。
宣
宗
得
聞
、
迎
入
禁
中
、
受
戒
三
日
、
指
師
謂

裴
相
曰
：
黄
檗
僧
寶
、
誠
國
寶
也
。

賜
衲
衣
道
具
、
命
中
使
送
還
山
。

大
中
四
年
庚
午
八
月
圓
寂
。
勑
諡

斷
際
禪
師
、
塔
曰
廣
業
。）」
と
書

い
た
。

　

こ
こ
に
、
即
非
は
希
運
祖
師

を
「
邑
之
西
溪
林
氏
子
」、
即

ち
福
清
西
溪
の
林
氏
の
子
と
記

し
た
。
西
溪
は
福
清
城
外
の
西

に
流
れ
る
川
を
指
し
て
い
る
。

（「唐黄檗希運禪師」、『福清縣志續略』卷十
二「人物類 · 僧寶」。京都黄檗山萬福禅寺
存。）

（福清西溪と西澗寺の赤灯篭、小旗に「福清
茶亭西澗寺」と書く。希運禅師はこの近く
の出身と思われる。2020年12月30日撮影。）
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こ
れ
は
地
元
で
は
西
澗
と
も
呼
ば
れ
、
古
来
よ
り
福
州
へ
、
さ
ら
に
西
の
江
西
省

へ
行
く
た
め
の
交
通
要
路
で
あ
り
、
今
も
流
れ
て
い
る
。
川
辺
の
茶
亭
に
現
存
す

る
西
澗
寺
は
、
唐
代
由
来
の
古
い
寺
と
し
て
、
人
々
に
希
運
禅
師
の
度
母
の
伝
説

を
想
起
さ
せ
る
。
な
お
、
今
も
福
清
の
人
が
話
す
方
言
は
、
唐
代
言
葉
の
保
存
で

あ
る
故
に
、
希
運
語
録
の
語
句
と
一
致
す
る
所
が
多
く
あ
る
。
福
清
の
方
言
で
、

希
運
禅
師
の
語
録
を
読
め
ば
、
そ
の
リ
ズ
ム
は
現
代
の
共
通
語
よ
り
親
切
で
流
暢

で
あ
る
。

二
︑
黄
檗
宗
の
遠
祖

　

希
運
禅
師
は
明
の
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
の
隠
元
禅
師
な
ど
に
、
黄
檗
宗
の
遠
祖
と
も
仰
が
れ
て
い
た
。

　

希
運
が
唐
の
福
清
黄
檗
山
で
出
家
し
た
故
に
、
明
の
萬
曆
年
間
（
一
五
七
三
―
一
六
二
〇
）
に
な
っ
て
か
ら
、
福
清
黄
檗
山
の

萬
福
禅
寺
は
復
興
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
に
、
希
運
を
宗
祖
と
す
る
禅
風
、
い
わ
ば
黄
檗
宗
風
を
宣
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

独
自
の
主
体
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
故
、
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
は
希
運
を
開
祖
と
位
置
づ
け
て
法
系
の
源
流
を
制
定
し

た
。

　

崇
禎
年
間
（
一
六
二
八
―
一
六
四
四
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
黄
檗
寺
志
』
は
、
そ
の
巻
首
に
源
流
図
を
「
黄
檗
斷
際
希
運
禪
師
一

（「黄檗斷際希運禪師正派源流」、『新黄
檗山志』巻首。江戸時代刊本、京都黄
檗山萬福禅寺存。）
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派
源
流
圖
」
と
名
づ
け
、「
斷
際
運
―
臨
濟
玄
―
興
化
獎
―
南
院
顒
―
風
穴
沼
―
首
山
念
―
汾
陽
昭
―
石
霜
圓
―
楊
岐
會
―
白

雲
端
―
五
祖
演
―
昭
覺
勤
―
虎
丘
隆
―
應
庵
華
―
密
庵
傑
―
破
庵
先
―
無
准
範
―
雪
岩
欽
―
高
峰
妙
―
中
峰
本
―
千
岩
長
―
萬

峰
蔚
―
寶
蔵
持
―
東
明
旵
―
海
舟
慈
―
寶
峰
瑄
―
天
奇
瑞
―
無
聞
聰
―
月
心
寶
―
幻
有
傳
―
密
雲
悟
－
費
隱
容
－
隱
元
琦
」
と

序
列
し
、
希
運
を
首
位
に
置
き
、
そ
の
次
に
臨
済
義
玄
以
下
の
法
系
を
並
べ
、
隠
元
ま
で
に
至
っ
た（　
）
14

。

　

崇
禎
『
黄
檗
寺
志
』
の
源
流
図
を
受
け
継
い
で
、
隠
元
は
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
で
南
明
永
曆
六
年
（
一
六
五
二
）
に
編
纂

し
た
『
黄
檗
山
寺
志
』
に
も（　
）
15

、
京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
で
日
本
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
編
纂
し
た
『
新
黄
檗
山
志
』
に

も（　
）
16

、「
黄
檗
斷
際
希
運
禪
師
正
派
源
流
」
と
い
う
源
流
図
を
巻
頭
に
置
き
、「
正
派
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
禅
宗
の
正
統

を
担
う
意
気
込
み
を
示
し
た
。

　

隠
元
は
臨
済
宗
の
三
十
二
伝
で
、
希
運
の
三
十
三
代
目
の
法
孫
で
あ
る
故
に
、
黄
檗
宗
は
希
運
を
開
祖
と
す
る
禅
宗
の
一
流

派
の
明
朝
や
江
戸
時
代
に
お
け
る
新
し
い
発
展
と
も
言
え
る
。

三
︑
語
録
の
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』

　

希
運
の
語
録
は
、
そ
の
示
寂
後
、
弟
子
の
裴
休
な
ど
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
主
に
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
と
い
う

表
題
で
、
内
題
一
の
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
と
内
題
二
の
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
と
い
う
二
部
構
成
で
流
伝
し

た
。
希
運
の
語
録
は
、
日
中
両
国
に
亘
っ
て
、
歴
代
に
愛
読
さ
れ
、
今
日
も
そ
の
魅
力
は
衰
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
下
、「
傳
心
法
要
」
と
い
う
題
名
が
あ
り
、
し
か
も
二
部
構
成
で
あ
り
、
現
代
に
見
ら
れ
る
希
運
語
録
の
十
二
種
類
を
、

版
本
の
年
代
順
に
よ
っ
て
並
べ
る
。
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① 

『
筠
州
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題
二
）。
福
州
開
元
禪
寺
版
、『
千
字

文
』「
實
」
部
『
廣
燈
録
』
第
一
帙
卷
首
、
南
宋
紹
興
十
八
年
戊
辰
（
一
一
四
八
）
雕
造
。
京
都
知
恩
院
存
。
柳
田
聖
山
主

編
『
寶
林
傳
・
傳
燈
玉
英
集
附
録
、
天
聖
廣
燈
録
』、
禅
学
叢
書
之
五
、
京
都
中
文
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
三
四
一
―

三
五
四
頁
影
印
。

　

② 

『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題

二
）。
日
本
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
刊
本
。
大
東
急
記
念
文
庫
存
。
椎
名
宏
雄
主
編
『
五
山
版
中
国
禅
籍
叢
刊
』
第
六
巻

語
録
一
、
京
都
臨
川
書
店
、
二
〇
一
六
年
七
月
、
一
一
二
―
三
四
頁
影
印
。

　

③ 

『『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内

題
二
）。
日
本
室
町
時
代
寫
本
、
江
户
時
代
林
羅
山
原
存
。
日
本
国
立
国
会
図
書
館
存
、
請
求
記
号311-0014

。

　

④ 

『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題

二
）。
村
上
平
樂
寺
刊
、
日
本
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）。
卷
末
刊
記
：「
惟
峕
寛
永
第
九
壬
申
仲
春
甲
辰
、
於
二
條
玉
屋
町

村
上
平
樂
寺
雕
開
。」
日
本
国
立
国
会
図
書
館
存
、
請
求
記
号821-309

。

　

⑤ 

『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題

二
）。
文
臺
屋
治
郎
兵
衛
刊
、
日
本
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）。
卷
末
刊
記
：「
寛
文
拾
三
癸
丑
歳
初
夏
吉
辰
、
文
臺
屋
治

郎
兵
衛
蔵
板
。」
日
本
国
立
国
会
図
書
館
存
、
請
求
記
号821-303

。

　

⑥ 

『
黄
檗
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題
二
）。
京
都
黄
檗
山

萬
福
禪
寺
寶
蔵
院
、
日
本
江
户
時
代
版
刻
、『
千
字
文
』「
素
」
部
。
貝
葉
書
院
二
〇
一
七
年
再
印
。

　

⑦ 

『
黄
檗
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題
二
）。
南
京
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金
陵
刻
經
處
、
清
代
光
緒
十
年
（
一
八
八
四
）
四
月
版
刻
、
二
〇
一
三
年
再
印
。

　

⑧ 

『
冠
註
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
鐘
陵
録
』（
内
題
一
）、『
宛
陵
録
』（
内
題
二
）。
蘆
津
實
全
注
、
東
京
鴻
盟
社
、
日
本
明
治

十
九
年
（
一
八
八
六
）
五
月
。
日
本
国
立
国
会
図
書
館
存
、
請
求
記
号5-178

。

　

⑨ 
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』、
大
正
蔵
四
八
冊
、N

o.2012A

。

　
　
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』、
大
正
蔵
四
八
冊
、N

o.2012B

。

　

⑩ 

『
傳
心
法
要·
宛
陵
録
』（
表
題
）。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題
二
）。

入
矢
義
高
譯
註
、
東
京
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
十
二
月
。

　

⑪ 

『
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題
二
）。
慧
律
法
師

審
定
、
台
湾
高
雄
文
殊
講
堂
刊
行
、
二
〇
〇
四
年
四
月
。

　

⑫ 

『
傳
心
法
要
』（
表
題
）。『
傳
心
法
要
』（
内
題
一
）、『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』（
内
題
二
）。
淨
慧
法
師
編
、
北
京
線
裝
書

局
刊
行
、
二
〇
一
〇
年
五
月
。

　

こ
れ
ら
の
版
本
を
比
較
す
れ
ば
、『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
と
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
と
い
う
の
は
、
伝
統
的

な
題
名
と
し
て
正
確
な
用
法
で
あ
る
。

　

希
運
語
録
の
二
部
の
中
、
第
一
部
の
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
は
最
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
成
立
に
つ
い
て
、
柳
田

聖
山
は
、「
会
昌
以
後
、
裴
休
は
初
め
て
洪
州
宗
の
実
態
を
知
る
。
か
つ
て
の
宗
密
の
批
判
や
、
武
宗
の
廃
仏
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
黄
檗
の
説
法
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裴
休
は
心
機
一
転
す
る
の
で
あ
る
。
生
の
口
語
の
説
法
が
与
え
る
、
洪
州
宗
の

鮮
度
は
絶
大
だ
ろ
う
。『
伝
心
法
要
』
は
、
そ
の
記
録
で
あ
る
。
宗
密
に
学
ぶ
教
学
体
系
や
、
法
系
史
の
問
題
は
、
一
挙
に
過

去
の
こ
と
と
な
る
。
説
法
す
る
の
は
黄
檗
だ
が
、
記
録
は
裴
休
の
も
の
で
あ
る
。
唐
代
の
語
録
の
う
ち
、
説
法
者
に
そ
の
人
を
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得
、
記
録
者
に
そ
の
人
を
得
て
、
最
高
の
作
品
が
誕
生
す
る
。
馬
祖
以
来
の
示
衆
の
う
ち
、
黄
檗
と
裴
休
は
、
そ
の
記
録
化
に

成
功
し
た
、
唯
一
の
例
外
で
あ
る
。
黄
檗
の
説
法
そ
の
も
の
が
、
論
理
的
で
あ
っ
た
う
え
、
裴
休
記
録
の
力
に
よ
っ
て
、
見
事

な
構
成
を
見
せ
る
の
だ
。
裴
休
が
そ
の
序
文
の
末
に
、
門
下
僧
大
舟
・
法
建
に
草
本
を
授
け
、
旧
山
の
長
老
た
ち
が
か
つ
て
日

常
に
聞
い
た
も
の
と
、
同
異
何
如
と
問
わ
せ
る
の
は
、
満
々
た
る
自
信
の
表
明
で
あ
る
。
裴
休
は
、
単
な
る
記
録
者
の
域
に
い

な
い
。
の
ち
に
、
宋
の
天
真
が
伝
え
る
、「
裴
相
国
伝
心
偈
」
は
、
す
で
に
黄
檗
の
俗
弟
子
と
し
て
の
、
こ
の
人
の
印
信
と
い

っ
て
よ
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
が
巧
く
で
き
て
い
る
。」
と
書
き
、
説
法
者
の
希
運
と
記
録
者
の
裴
休
と
の
連
携
で
、

最
高
の
作
品
を
完
成
し
た
と
分
析
し
た（　
）
17

。

　

ま
た
、
そ
の
成
功
と
重
要
性
に
つ
い
て
、
柳
田
聖
山
は
、「『
伝
心
法
要
』
の
成
功
は
、
結
果
的
に
は
、
裴
休
の
教
養
や
、
造

寺
帰
依
の
力
、
あ
る
い
は
会
昌
の
廃
仏
と
宣
宗
の
復
仏
策
、
そ
の
ほ
か
さ
ま
ざ
ま
の
原
因
を
数
え
得
る
け
れ
ど
も
、
要
は
黄
檗

そ
の
人
の
、
心
法
の
把
握
の
透
徹
と
、
言
語
表
現
の
確
か
さ
に
あ
り
、
文
字
通
り
に
黄
檗
の
伝
心
法
要
と
な
る
。
か
つ
て
の
伝

法
偈
や
、
不
立
文
字
、
教
外
别
伝
と
い
っ
た
発
想
の
根
拠
を
、
黄
檗
あ
ら
た
め
て
心
法
の
問
題
と
し
て
把
え
直
し
、
禅
仏
教
の

体
系
化
に
成
功
す
る
の
だ
。
廃
仏
が
、
そ
う
し
た
反
省
を
強
め
る
。
復
仏
と
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
先
に
い
う
よ
う
に
、
黄

檗
の
機
縁
は
、
後
か
ら
再
編
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
史
伝
も
明
ら
か
で
な
い
。
生
没
年
も
知
ら
れ
ず
、
俗
姓
も
不
明
、
塔

銘
も
書
か
れ
な
か
っ
た
。
黄
檗
の
仏
法
の
所
在
は
、『
伝
心
法
要
』
の
一
巻
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
足
り
る
と
言

え
よ
う
。」
と
書
き
、
第
一
部
の
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
は
希
運
仏
法
の
所
在
と
讃
え
た（　
）
18

。

　

第
一
部
の
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
は
歴
代
版
本
の
内
容
に
目
立
つ
添
削
が
な
く
、
ほ
ぼ
変
化
が
な
か
っ
た
。
こ
の

た
め
に
人
々
に
信
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
部
の
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
は
、
明
代
に
な
っ
て
か
ら
、
添
付
の
問

題
が
現
わ
れ
て
き
た
。
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四
︑『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
の
添
付
問
題

　

前
文
に
列
挙
し
た
希
運
語
録
十
二
種
類
の
版
本
の
中
、
第
六
種
類
の
京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
寶
蔵
院
版
刻
の
『
黄
檗
斷
際
禪

師
宛
陵
録
』
の
文
末
に
は
、
以
前
の
五
種
類
の
版
本
と
違
っ
て
、
次
の
語
句
は
添
付
さ
れ
て
い
た
。

　

師
一
日
上
堂
、
開
示
大
眾
。
云
：
預
前
若
打
不
徹
、
臘
月
三
十
夜
到
來
、
管
取
爾
熱
亂
。
有
般
外
道
、
纔
見
人
說
做
工

夫
、
他
便
冷
笑
、
猶
有
遮
箇
在
。
我
且
問
爾
、
忽
然
臨
命
終
時
、
爾
將
何
抵
敵
生
死
。
爾
且
思
量
看
、
卻
有
箇
道
理
、
那

得
天
生
彌
勒
自
然
釋
迦
。

　

有
一
般
閑
神
野
鬼
、
纔
見
人
有
些
少
病
、
便
與
他
人
說
、
爾
只
放
下
著
。
及
至
他
有
病
、
又
卻
理
會
不
下
、
手
忙
腳
亂
。

爭
柰
爾
肉
如
利
刀
碎
割
、
做
主
宰
不
得
。
萬
般
事
須
是
閒
時
辦
得
下
、
忙
時
得
用
、
多
少
省
力
。
休
待
臨
渴
掘
井
、
做
手

腳
不
辦
。
遮
場
狼
藉
、
如
何
回
避
。
前
路
黑
暗
、
信
采
胡
鑽
亂
撞
、
苦
哉
苦
哉
。
平
日
只
學
口
頭
三
昧
、
說
禪
說
道
、
呵

佛
罵
祖
、
到
遮
裏
都
用
不
著
。
平
日
只
管
瞞
人
、
怎
知
道
今
日
自
瞞
了
也
。
阿
鼻
地
獄
中
、
決
定
放
爾
不
得
。

　

而
今
末
法
將
沉
、
全
仗
有
力
量
兄
弟
家
負
荷
、
續
佛
慧
命
、
莫
令
斷
絕
。
今
時
纔
有
一
箇
半
箇
行
腳
、
只
去
觀
山
觀
景
。

不
知
光
陰
能
有
幾
何
、
一
息
不
回
便
是
來
生
、
未
知
甚
麼
頭
面
。

　

嗚
呼
。
勸
爾
兄
弟
家
、
趁
色
力
康
健
時
、
討
取
箇
分
曉
處
、
不
被
人
瞞
底
一
段
大
事
。
遮
些
關
棙
子
、
甚
是
容
易
。
自

是
爾
不
肯
去
下
死
志
做
工
夫
、
只
管
道
：
難
了
又
難
。
好
教
爾
知
、
那
得
樹
上
自
生
底
木
杓
。
爾
也
須
自
去
做
箇
轉
變
始

得
。

　

若
是
箇
丈
夫
漢
、
看
箇
公
案
。
僧
問
趙
州
狗
子
還
有
佛
性
也
無
。
州
云
無
。
但
去
二
六
時
中
看
箇
無
字
、
晝
參
夜
參
。

行
住
坐
臥
、
著
衣
吃
飯
處
、
阿
屎
放
尿
處
、
心
心
相
顧
、
猛
著
精
彩
、
守
箇
無
字
。
日
久
月
深
、
打
成
一
片
、
忽
然
心
花
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頓
發
、
悟
佛
祖
之
機
。
便
不
被
天
下

老
和
尚
舌
頭
瞞
、
便
會
開
大
口
：
達

摩
西
來
無
風
起
浪
、
世
尊
拈
花
一
場

敗
缺
。
到
這
裏
說
甚
麼
閻
羅
老
子
、

千
聖
尚
不
柰
爾
何
。
不
信
道
直
有
遮

般
奇
特
。
為
甚
如
此
。
事
怕
有
心
人
。

頌
曰
：
塵
勞
迥
脫
事
非
常
、
緊
把
繩

頭
做
一
場
。
不
是
一
翻
寒
徹
骨
、
怎

得
梅
花
撲
鼻
香
。

　

こ
の
一
節
の
中
、
特
に
問
題
と
な
る
所

は
、「
若
是
箇
丈
夫
漢
、
看
箇
公
案
。
僧
問
趙
州
狗
子
還
有
佛
性
也
無
。
州
云
無
。
但
去
二
六
時
中
看
箇
無
字
、
晝
參
夜
參
。」

と
い
う
語
句
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
希
運
の
説
法
で
あ
れ
ば
、
彼
の
禅
は
同
輩
で
年
下
の
趙
州
從
諗
（
七
七
八
―
八
九
七
）
に
呑

み
込
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
第
一
部
の
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
に
伝
え
る
希
運
の
独
立
な
性
格
を
よ
く
考

え
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
事
実
に
合
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
一
節
の
内
容
は
、
明
の
萬
曆
年
間
（
一
五
七
三
―
一
六
二
〇
）
以
前
に
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
に
添
付
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
寶
蔵
院
版
刻
の
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
は
そ
の
流
れ
を
受
け
て
い
た
。
ま
た
、
前
文
に

列
挙
し
た
希
運
語
録
十
二
種
類
の
版
本
の
中
、
第
八
種
の
東
京
鴻
盟
社
刊
行
の
『
宛
陵
録
』、
第
九
種
の
大
正
蔵
の
『
黄
檗
斷

際
禪
師
宛
陵
録
』、
第
十
一
種
の
台
湾
高
雄
文
殊
講
堂
刊
行
の
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
も
、
こ
の
一
節
の
内
容
を
収
め
る
。

（『黄檗斷際禪師宛陵録』文末の添付部分、
「師一日上堂」より。江戸時代版刻、京都黄
檗山萬福禅寺寶蔵院。）
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実
に
、
こ
の
一
節
の
内
容
に
つ
い
て
、
明
の
萬
曆
年
間
の
在
家
居
士
の
鮑
宗
肇
、
ま
た
日
本
江
戸
時
代
の
曹
洞
宗
の
僧
で
あ

る
面
山
瑞
方
（
一
六
八
二
―
一
七
〇
三
）
は
、
既
に
鋭
い
批
判
を
し
て
希
運
の
真
面
目
を
護
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　

鮑
宗
肇
は
、
萬
曆
三
十
八
年
（
一
六
一
〇
）
に
完
成
し
た
『
天
樂
鳴
空
集
』
卷
中
に
、「
題
無
字
話
頭
之
始
辨
」
の
文
で
、
無

字
話
頭
の
希
運
と
の
無
関
係
を
分
析
し
た（　
）
19

。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
「
題
無
字
話
頭
之
始
辨
」

　

且
つ
て
無
字
話
頭
提
げ
る
こ
と
は
、
実
に
宋
の
時
に
始
ま
り
、
今
人
は
唐
の
黄
檗
運
公
に
誣
き
、
あ
に
謬
紊
な
ら
ん
や
。

禅
師
は
希
運
を
諱
と
し
、
馬
祖
の
孫
、
百
丈
の
嗣
、
臨
濟
の
父
、
趙
州
の
兄
に
係
り
、
伝
記
は
具
在
す
。（
且
提
無
字
話
頭
、

實
始
於
宋
時
、
今
人
誣
在
唐
黄
檗
運
公
、
豈
不
謬
紊
。
夫
禪
師
諱
希
運
、
係
馬
祖
之
孫
、
百
丈
之
嗣
、
臨
濟
之
父
、
趙
州
之
兄
、
傳
記

具
在
。）

　

尋
常
に
人
を
告
げ
て
曰
く
：
仏
と
衆
生
は
、
た
だ
こ
れ
一
心
な
り
。
当
体
は
便
ち
こ
れ
な
り
、
念
を
動
か
せ
れ
ば
即
ち

乖
く
。
た
だ
こ
の
一
心
は
、
更
に
微
塵
許
法
を
得
る
べ
く
こ
と
無
し
。
こ
の
心
は
即
ち
仏
な
り
。
学
人
は
了
せ
ず
、
心
上

に
心
を
生
み
、
外
に
向
っ
て
仏
を
求
む
。
こ
れ
は
惡
法
に
係
る
。（
尋
常
告
人
曰
：
佛
與
眾
生
、
唯
是
一
心
。
當
體
便
是
、
動
念

即
乖
。
唯
此
一
心
、
更
無
微
塵
許
法
可
得
。
此
心
即
佛
。
學
人
不
了
、
心
上
生
心
、
向
外
求
佛
。
此
係
惡
法
。）

　

又
曰
く
：
た
と
え
三
大
阿
僧
祇
劫
に
脩
来
す
れ
ば
、
原
来
に
た
だ
自
仏
を
証
す
る
の
み
、
向
上
に
更
に
一
物
を
添
得
せ

ず
。
言
下
に
本
法
を
認
取
す
る
こ
と
に
如
か
ず
、
三
大
劫
に
得
る
者
は
異
な
り
無
し
。
若
し
次
第
に
従
っ
て
得
ん
と
欲
せ

ば
、
従
来
に
次
第
仏
無
し
。（
又
曰
：
縱
三
大
阿
僧
祇
劫
脩
來
、
原
來
秖
證
自
佛
、
向
上
更
不
添
得
一
物
。
不
如
言
下
認
取
本
法
、

與
三
大
劫
得
者
無
異
。
若
欲
從
次
第
而
得
、
從
來
無
次
第
佛
。）

　

か
く
の
如
く
ら
の
語
は
、
人
を
し
て
毛
を
豎
て
て
汗
を
流
す
せ
し
む
。
塵
劫
の
疑
滯
は
、
当
下
に
冰
消
す
。
本
有
の
妙
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心
は
、
赫
然
に
透
露
す
。
極
め
て
功
夫
を
做
っ
て
次
第
に
従
う
者
を
呵
斥
す
。
故
に
門
下
の
臨
済
、
睦
州
ら
の
如
き
は
、

千
古
に
光
耀
す
。
五
家
の
宗
派
は
、
こ
こ
に
独
り
に
盛
ん
な
り
。（
如
是
等
語
、
令
人
毛
豎
汗
流
。
塵
劫
疑
滯
、
當
下
冰
消
。
本

有
妙
心
、
赫
然
透
露
。
極
呵
斥
做
功
夫
從
次
第
者
。
故
門
下
如
臨
濟
、
睦
州
等
、
光
耀
千
古
。
五
家
宗
派
、
於
斯
獨
盛
。）

　

向
後
に
知
ず
、
何
人
が
宋
の
時
に
黄
檗
山
に
住
す
者
の
一
段
示
衆
語
を
将
っ
て
心
要
の
後
に
贅
く
こ
と
を
。
曰
く
：
那

ん
ぞ
天
生
の
彌
勒
、
自
然
の
釋
迦
有
ら
ん
や
。
趙
州
の
無
字
話
頭
を
参
じ
る
こ
と
を
教
え
る
。
こ
れ
よ
り
一
人
は
虚
を
伝

え
れ
ば
萬
人
は
実
を
伝
え
、
遂
に
訛
っ
て
先
の
黄
檗
運
公
の
説
と
為
す
。（
向
後
不
知
何
人
將
宋
時
住
黄
檗
山
者
一
段
示
眾
語
、

贅
於
心
要
後
、
曰
：
那
有
天
生
彌
勒
、
自
然
釋
迦
。
教
參
趙
州
無
字
話
頭
。
從
此
一
人
傳
虛
、
萬
人
傳
實
、
遂
訛
為
先
黄
檗
運
公
說
矣
。）

　

且
つ
て
運
公
は
曰
く
：
当
体
は
便
ち
こ
れ
な
り
、
念
を
動
か
せ
れ
ば
即
ち
乖
く
。
次
第
仏
無
し
、
こ
の
心
は
即
ち
仏
な

り
。
言
下
に
本
法
を
認
取
す
る
こ
と
に
如
か
ず
。
而
し
て
後
に
黄
檗
は
乃
ち
曰
く
：
那
ん
ぞ
天
生
の
彌
勒
、
自
然
の
釋
迦

有
ら
ん
や
。
意
は
相
い
矛
盾
す
。
今
乃
ち
先
聖
を
塗
糊
し
、
己
の
私
懐
を
逞
し
、
天
真
本
妙
の
心
を
擯
て
ん
と
欲
し
、
有

為
造
作
の
法
を
崇
め
る
。
こ
れ
は
乃
ち
黄
檗
運
禅
師
が
人
を
教
え
て
無
字
話
頭
を
提
げ
る
こ
と
の
始
め
な
り
。（
且
運
公

曰
：
當
體
便
是
、
動
念
即
乖
。
無
次
第
佛
、
此
心
即
佛
。
不
如
言
下
認
取
本
法
。
而
後
黄
檗
乃
曰
：
那
有
天
生
彌
勒
、
自
然
釋
迦
。
意

相
矛
盾
。
今
乃
塗
糊
先
聖
、
逞
己
私
懷
、
欲
擯
天
真
本
妙
之
心
、
崇
有
為
造
作
之
法
。
此
乃
黄
檗
運
禪
師
教
人
提
無
字
話
頭
之
始
。）

　

若
し
運
公
は
実
に
こ
の
語
有
れ
ば
、
則
ち
当
時
に
門
下
の
臨
済
、
睦
州
、
裴
相
国
ら
の
如
き
は
、
何
ぞ
こ
れ
を
歯
頰
に

掛
け
ず
、
こ
れ
を
伝
記
に
録
せ
ず
こ
と
な
ら
ん
や
。
裴
公
が
集
め
る
所
の
心
要
は
、
何
ぞ
こ
れ
を
将
っ
て
前
段
に
参
じ
、

而
し
て
另
に
後
に
贅
か
ん
や
。（
若
運
公
實
有
此
語
、
則
當
時
門
下
如
臨
濟
、
睦
州
、
裴
相
國
等
、
何
不
掛
諸
齒
頰
、
録
諸
傳
記
乎
。

裴
公
所
集
心
要
、
何
不
將
此
參
諸
前
段
而
另
贅
於
後
乎
。）

　

且
つ
て
運
公
は
趙
州
の
兄
な
り
、
趙
州
は
未
だ
こ
の
語
有
り
、
あ
に
運
公
は
そ
の
言
を
預
識
し
て
人
を
し
て
こ
れ
を
参
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じ
ん
や
。
ま
た
あ
に
運
公
は
別
に
方
便
無
し
、
乃
ち
人
を
し
て
師
弟
の
剩
句
を
参
じ
せ
し
む
。
そ
の
時
を
考
え
、
そ
の
言

を
察
す
れ
ば
、
断
じ
て
運
公
の
語
に
非
ず
。
後
人
の
黄
檗
山
に
住
す
者
の
語
に
係
る
。（
且
運
公
為
趙
州
之
兄
、
趙
州
未
有
此

語
、
豈
運
公
預
識
其
言
而
令
人
參
之
乎
。
又
豈
運
公
別
無
方
便
、
乃
令
參
師
弟
之
剩
句
也
。
考
其
時
、
察
其
言
、
斷
非
運
公
語
。
係
後

人
住
黄
檗
山
者
之
語
也
。）

　

予
は
先
聖
を
誣
き
、
後
人
を
惑
わ
し
、
佛
日
不
明
、
大
法
益
晦
を
致
す
こ
と
を
恐
れ
、
故
に
為
に
仏
祖
の
出
世
の
方
便

始
末
を
述
べ
、
達
者
を
俟
ち
、
以
っ
て
真
偽
を
研
覈
す
る
こ
と
を
得
る
。（
予
恐
誣
先
聖
、
惑
後
人
、
致
佛
日
不
明
、
大
法
益
晦
、

故
為
述
佛
祖
出
世
方
便
始
末
、
俟
達
者
得
以
研
覈
真
偽
。）

　

こ
こ
に
、
鮑
宗
肇
は
希
運
の
履
歴
、「
仏
と
衆
生
は
、
た
だ
こ
れ
一
心
な
り
」
と
説
き
、「
極
め
て
功
夫
を
做
っ
て
次
第
に
従

う
者
を
呵
斥
す
」
と
い
う
希
運
の
禅
風
を
考
え
、
そ
の
師
弟
た
る
趙
州
の
無
字
話
頭
を
引
く
こ
と
は
有
り
え
な
い
と
強
調
し
た
。

ま
た
、
鮑
宗
肇
は
添
付
の
文
に
あ
る
「
那
有
天
生
彌
勒
、
自
然
釋
迦
。」
の
一
句
が
希
運
の
「
無
次
第
佛
、
此
心
即
佛
。」
な
ど

の
説
法
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
断
じ
て
運
公
の
語
に
非
ず
」
と
説
い
た
。

　

面
山
瑞
方
は
、
鮑
宗
肇
「
題
無
字
話
頭
之
始
辨
」
の
文
に
も
啓
発
さ
れ
、
そ
の
『
建
康
普
説
』
の
「
第
五
除
夜
普
说
」
に
、

更
に
詳
し
く
分
析
を
展
開
し
て
次
の
内
容
を
述
べ
た（　
）
20

。

　
　
「
第
五
除
夜
普
说
」

　

或
者
は
、「
公
案
を
提
撕
す
る
こ
と
は
、
黄
檗
希
運
禅
師
に
始
ま
る
。
あ
に
様
に
依
ら
ん
や
」
と
謂
う
。
あ
あ
、
こ
れ

は
何
の
言
な
る
や
。
も
し
古
轍
に
依
れ
ば
、
則
ち
六
年
端
坐
、
九
白
面
壁
有
り
、
な
ん
ぞ
措
か
ん
や
、
い
ず
く
ん
ぞ
希
運

を
用
い
ん
や
。
い
わ
ん
や
看
話
禅
は
宋
に
起
り
、
唐
に
聞
か
ず
。
汝
ら
は
未
だ
審
せ
ず
、
則
ち
為
に
辨
明
す
。（
或
者
謂
：

提
撕
公
案
始
乎
黄
檗
希
運
禪
師
、
豈
不
依
樣
哉
。
嗚
呼
、
是
何
言
耶
。
若
依
古
轍
、
則
有
六
年
端
坐
九
白
面
壁
何
措
、
焉
用
希
運
哉
。
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況
看
話
禪
起
於
宋
、
莫
聞
於
唐
。
汝
等
未
審
、
則
為
辨
明
。）

　

緇
門
警
訓
に
こ
の
黄
檗
禪
師
示
衆
を
載
り
、
こ
の
一
篇
中
に
、「
も
し
こ
れ
丈
夫
漢
と
な
れ
ば
、
こ
の
公
案
を
看
ろ
。

僧
は
趙
州
に
狗
子
還
有
佛
性
也
無
と
問
っ
た
。
州
は
無
し
と
曰
く
。
但
し
二
六
時
中
に
こ
の
無
の
字
を
看
ろ
、
晝
に
参
じ

て
夜
に
参
じ
よ
う
、
行
住
坐
臥
や
、
著
衣
吃
飯
の
処
に
、
屙
屎
放
尿
の
処
に
。
心
と
心
は
相
い
顧
み
、
精
彩
を
猛
著
し
、

こ
の
無
の
字
を
守
る
。
日
久
歳
深
に
な
れ
ば
、
一
片
を
打
成
す
。
忽
然
に
心
華
は
頓
発
し
、
仏
祖
の
機
を
悟
る
。
云
云
」

と
謂
う
。
こ
の
一
篇
は
但
し
黄
檗
禪
師
示
衆
と
題
し
て
曰
く
、
希
運
と
謂
わ
ず
、
こ
れ
趙
宋
の
黄
檗
に
住
す
る
漢
の
作
と

憶
う
。（
緇
門
警
訓
載
個
黄
檗
禪
師
示
眾
、
者
一
篇
中
謂
：
若
是
丈
夫
漢
看
個
公
案
。
僧
問
趙
州
狗
子
還
有
佛
性
也
無
。
州
曰
無
。
但

二
六
時
中
看
個
無
字
、
晝
參
夜
參
、
行
住
坐
臥
、
著
衣
吃
飯
處
、
屙
屎
放
尿
處
。
心
心
相
顧
、
猛
著
精
彩
、
守
個
無
字
。
日
久
歲
深
、

打
成
一
片
。
忽
然
心
華
頓
發
、
悟
佛
祖
之
機
云
云
。
此
一
篇
但
題
曰
黄
檗
禪
師
示
眾
、
不
謂
希
運
、
憶
是
趙
宋
住
黄
檗
漢
之
作
也
。）

　

然
る
に
後
来
に
雲
棲
株
宏
は
運
の
字
を
黄
檗
の
下
に
加
え
、
こ
の
法
語
を
禅
関
策
進
に
題
載
す
。
自
ら
副
語
を
し
て
曰

く
：「
こ
れ
は
後
代
の
提
公
案
看
話
頭
の
始
め
な
り
。」
よ
っ
て
後
に
永
覚
は
ま
た
謂
う
：「
話
頭
上
の
一
步
の
死
工
夫
に

至
れ
ば
、
則
ち
実
に
吾
の
臆
說
に
非
ず
。
昔
者
に
黄
檗
は
端
を
肇
め
、
諸
師
は
遵
承
し
、
而
し
て
大
慧
杲
は
こ
れ
を
主
張

す
。」（
然
後
來
雲
棲
株
宏
加
運
字
於
黄
檗
下
、
題
載
此
法
語
於
禪
關
策
進
。
自
副
語
曰
：
此
後
代
提
公
案
看
話
頭
之
始
也
。
自
後
永
覺

亦
謂
：
至
於
話
頭
上
一
步
死
工
夫
、
則
實
非
吾
之
臆
說
也
。
昔
者
黄
檗
肇
端
、
諸
師
遵
承
、
而
大
慧
杲
主
張
之
。）

　

あ
あ
。
雲
棲
、
永
覚
は
晚
明
の
秀
英
な
り
、
而
し
て
そ
の
好
む
所
に
か
た
よ
り
、
則
ち
何
ん
ぞ
か
く
の
如
き
莽
鹵
な
る

や
。（
嗚
呼
。
雲
棲
永
覺
者
晚
明
秀
英
、
而
僻
其
所
好
、
則
何
夫
如
是
莽
鹵
耶
。）

　

仰
山
は
曰
く
：
百
丈
は
大
機
を
得
、
黄
檗
は
大
用
を
得
た
。
そ
れ
運
黄
檗
の
祖
宗
に
嶢
然
な
る
こ
と
は
、
少
く
倫
匹
有

り
。
開
拓
の
丈
夫
漢
に
な
れ
ば
、
応
に
当
機
覿
面
の
手
段
有
り
、
あ
に
他
の
話
頭
を
引
い
て
こ
れ
を
繫
縛
す
る
こ
と
を
用



黄檗希運の出身地と語録について

201

い
ん
や
、
こ
の
無
の
字
を
守
っ
て
日
久
歲
深
に
な
れ
と
謂
わ
ん
や
。（
仰
山
曰
：
百
丈
得
大
機
、
黄
檗
得
大
用
。
夫
運
黄
檗
之
嶢

然
於
祖
宗
也
、
少
有
倫
匹
。
開
拓
丈
夫
漢
、
應
有
當
機
覿
面
手
段
、
豈
用
引
他
話
頭
繫
縛
之
、
謂
守
個
無
字
日
久
歲
深
哉
。）

　

い
わ
ん
や
黄
檗
の
入
寂
は
大
中
四
年
庚
午
八
月
に
な
り
、
こ
の
歳
に
趙
州
は
年
の
七
十
三
に
な
り
、
こ
れ
正
に
行
脚
の

時
に
当
る
。
趙
州
行
狀
に
按
じ
て
曰
く
：
年
は
八
十
に
至
っ
て
、
方
に
趙
州
城
東
の
觀
音
院
に
住
す
。
も
し
然
れ
ば
則
ち

開
法
の
後
に
、
正
に
狗
子
や
柏
樹
ら
の
商
量
有
り
。
趙
州
録
を
撿
え
ば
、
な
お
洞
山
や
臨
済
と
並
化
せ
ず
、
多
く
雪
峰
や

雲
居
と
唱
酬
す
。
こ
れ
に
依
っ
て
こ
れ
を
考
え
れ
ば
、
黄
檗
は
あ
に
趙
州
の
話
を
挙
用
す
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
無
根
の
甚

だ
し
さ
と
謂
う
べ
し
。（
況
黄
檗
入
寂
大
中
四
年
庚
午
八
月
、
此
歲
趙
州
年
七
十
三
、
是
正
當
行
腳
時
。
按
趙
州
行
狀
曰
：
年
至
八
十
、

方
住
趙
州
城
東
觀
音
院
。
若
然
則
開
法
之
後
、
當
有
狗
子
柏
樹
等
商
量
。
撿
趙
州
録
、
尚
不
與
洞
山
臨
濟
並
化
、
多
與
雪
峰
雲
居
唱
酬
。

依
茲
考
之
、
黄
檗
豈
有
舉
用
趙
州
話
哉
、
可
謂
無
根
之
甚
。）

　

然
る
に
世
は
一
卷
の
黄
檗
伝
心
法
要
有
り
、
こ
の
書
は
本
に
信
疑
相
半
な
り
。
そ
の
裴
休
の
序
と
雖
も
、
ま
た
こ
れ
を

円
覚
序
に
比
べ
れ
ば
、
則
ち
文
勢
は
実
に
奴
郎
の
論
な
る
や
。（
然
世
有
一
卷
黄
檗
傳
心
法
要
者
、
此
書
本
信
疑
相
半
。
雖
其
裴

休
序
、
亦
比
之
圓
覺
序
、
則
文
勢
實
奴
郎
之
論
也
。）

　

こ
の
書
は
日
本
弘
安
年
中
に
、
相
の
寿
福
寺
の
念
大
休
が
後
序
を
作
っ
て
刊
行
し
、
挙
狗
子
話
の
法
語
を
載
せ
ず
。
近

世
新
渡
の
明
蔵
は
所
收
の
傳
心
法
要
の
末
に
、
こ
の
法
語
を
加
添
し
た
。
以
っ
て
故
に
禅
雛
の
東
西
を
辨
せ
ず
者
は
、
こ

れ
に
拠
っ
て
証
と
為
し
、
実
に
看
狗
子
話
が
黄
檗
運
に
始
る
と
謂
う
。
誠
に
胡
盧
な
る
べ
し
。
一
に
こ
れ
明
人
の
為
す
所

な
り
、
大
休
の
刊
本
に
載
せ
ず
こ
と
を
以
っ
て
証
す
べ
し
。（
此
書
日
本
弘
安
年
中
、
相
之
壽
福
寺
念
大
休
作
後
序
刊
行
、
不
載

舉
狗
子
話
法
語
。
近
世
新
渡
明
蔵
所
收
傳
心
法
要
末
、
加
添
此
法
語
。
以
故
禪
雛
不
辨
東
西
者
、
據
之
為
證
、
實
謂
看
狗
子
話
始
乎
黄

檗
運
。
誠
可
胡
盧
。
一
是
明
人
所
為
、
以
不
載
大
休
刊
本
可
證
。）
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明
の
鮑
宗
肇
は
言
っ
て
謂
う
：「
大
慧
は
正
法
眼
蔵
の
末
に
、
悉
く
時
病
を
拈
じ
て
、
然
る
に
後
に
た
だ
一
句
の
無
義

味
話
頭
を
将
っ
て
参
究
す
。
こ
れ
提
無
字
話
頭
の
始
め
は
、
実
に
宋
に
起
こ
る
。
今
の
人
は
唐
黄
檗
運
公
に
誣
く
、
あ
に

謬
紊
な
ら
ん
や
。
知
ら
ず
、
何
人
が
宋
時
に
黄
檗
山
に
住
す
者
の
一
段
示
衆
語
を
将
っ
て
心
要
の
後
に
贅
す
こ
と
を
、
曰

く
：
那
ん
ぞ
天
生
の
彌
勒
、
自
然
の
釋
迦
有
ら
ん
や
。
趙
州
の
無
字
話
頭
を
参
じ
る
こ
と
を
教
え
る
。
こ
れ
よ
り
一
人
は

虚
を
伝
え
れ
ば
萬
人
は
実
を
伝
え
、
遂
に
訛
っ
て
先
の
黄
檗
運
公
の
説
と
為
す
。
云
云
。」
鮑
氏
の
説
は
ま
た
か
く
の
如

き
な
り
、
則
ち
黄
檗
は
必
ず
こ
の
語
無
し
。（
明
鮑
宗
肇
言
謂
：
大
慧
於
正
法
眼
蔵
之
末
、
悉
拈
時
病
、
然
後
唯
將
一
句
無
義
味
話

頭
參
究
。
是
提
無
字
話
頭
之
始
、
實
起
於
宋
也
。
今
人
誣
在
唐
黄
檗
運
公
、
豈
不
謬
紊
。
不
知
何
人
將
宋
時
住
黄
檗
山
者
一
段
示
眾
語

贅
於
心
要
後
、
曰
：
那
有
天
生
彌
勒
、
自
然
釋
迦
。
教
參
趙
州
無
字
話
頭
。
從
此
一
人
傳
虛
萬
人
傳
實
、
遂
訛
為
先
黄
檗
運
公
說
。
云
云
。

鮑
氏
說
亦
如
是
、
則
黄
檗
無
此
語
必
矣
。）

　

こ
こ
に
、
面
山
瑞
方
は
、「
近
世
新
渡
の
明
蔵
は
所
收
の
傳
心
法
要
の
末
に
、
こ
の
法
語
を
加
添
し
た
。」
と
指
摘
し
、
日
本

に
流
通
し
た
以
前
の
大
休
刊
本
に
「
挙
狗
子
話
の
法
語
を
載
せ
ず
」
と
言
い
、
若
い
禅
僧
た
ち
に
注
意
を
促
し
た
。
面
山
は
、

明
の
『
緇
門
警
訓
』
の
原
文
を
考
察
し
、「
こ
の
一
篇
は
但
し
黄
檗
禪
師
示
衆
と
題
し
て
曰
く
、
希
運
と
謂
わ
ず
、
こ
れ
趙
宋

の
黄
檗
に
住
す
る
漢
の
作
と
憶
う
。」
と
言
い
、
添
付
の
文
を
宋
代
黄
檗
山
に
住
し
た
禅
僧
の
説
法
と
推
定
し
た
。
更
に
、
面

山
は
、「
雲
棲
、
永
覚
は
晚
明
の
秀
英
な
り
、
而
し
て
そ
の
好
む
所
に
か
た
よ
り
、
則
ち
何
ん
ぞ
か
く
の
如
き
莽
鹵
な
る
や
。」

と
言
い
な
が
ら
、
明
の
雲
棲
株
宏
（
一
五
三
五
―
一
六
一
五
）、
永
覚
元
賢
（
一
五
七
八
―
一
六
五
七
）
の
誤
り
を
批
判
し
た
。

　

面
山
は
、
確
か
に
当
時
一
流
の
高
僧
で
あ
っ
て
、
希
運
を
よ
く
理
解
し
、「
そ
れ
運
黄
檗
の
祖
宗
に
嶢
然
な
る
こ
と
は
、
少

く
倫
匹
有
り
。
開
拓
の
丈
夫
漢
に
な
れ
ば
、
応
に
当
機
覿
面
の
手
段
有
り
、
あ
に
他
の
話
頭
を
引
い
て
こ
れ
を
繫
縛
す
る
こ
と
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を
用
い
ん
や
」
と
言
い
、
開
拓
の
丈
夫
漢
た
る
希
運
を
讃
え
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
拙
稿
は
希
運
禅
師
の
出
身
地
、
黄
檗
宗
の
遠
祖
、
希
運
語
録
の
二
部
構
成
、
明
版
語
録
の
添
付
な
ど
の
諸

点
に
つ
い
て
、
簡
略
に
分
析
を
試
み
た
。

　

希
運
禅
師
は
唐
の
福
建
福
清
林
氏
の
出
身
で
あ
り
、
今
日
も
地
元
の
人
々
に
慕
わ
れ
て
い
る
。
明
の
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺

を
復
興
し
、
京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
を
開
い
た
隠
元
な
ど
の
黄
檗
宗
の
禅
僧
は
、
希
運
を
黄
檗
宗
の
遠
祖
と
も
仰
い
で
い
た
。

　

希
運
の
語
録
は
、
内
題
一
の
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
と
内
題
二
の
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
と
い
う
二
部
を
含

め
、
日
中
両
国
に
亘
っ
て
、
今
日
も
愛
読
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
二
部
の
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
録
』
に
、
明
代
に
な
っ
て
、

添
付
の
語
句
が
現
わ
れ
た
。
希
運
の
禅
風
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
、
そ
の
添
付
の
語
句
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
ま
た
完
全
な
資
料
を
使
っ
て
詳
論
す
る
余
地
が
あ
る
。
特
に
、
明
版
『
黄
檗
斷
際
禪
師
宛

陵
録
』
の
添
付
問
題
に
関
し
て
は
、
鮑
宗
肇
や
面
山
和
尚
の
素
晴
ら
し
い
識
見
に
よ
り
な
が
ら
、
な
お
興
味
あ
る
発
見
が
多
く

待
た
れ
る
だ
ろ
う
。

註

 
 

①
『
宋
高
僧
傳
』
卷
二
十
「
唐
洪
州
黄
檗
山
希
運
傳
」：「
釋
希
運
、
閩
人
也
。
…
。
以
大
中
中
終
於
所
住
寺
。
敕
諡
斷
際
禪
師
、

塔
名
廣
業
。
語
録
而
行
於
世
。」
北
宋
贊
寧
著
。
大
正
蔵
五
〇
冊
。
②
『
景
德
傳
燈
録
』
卷
九
「
洪
州
黄
檗
希
運
禪
師
」：「
洪
州
黄

（ 

）
1
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檗
希
運
禪
師
、
閩
人
也
。
幼
於
本
州
黄
檗
山
出
家
。
…
。
唐
大
中
年
終
於
本
山
、
勅
諡
斷
際
禪
師
、
塔
曰
廣
業
。」
北
宋
道
原
纂
。

大
正
蔵
五
一
冊
。
③
『
古
尊
宿
語
録
』
卷
二
「
筠
州
黄
檗
斷
際
禪
師
」：「
諱
希
運
。
乃
福
州
人
也
。
…
。
唐
大
中
年
、
終
於
本
山
。

諡
斷
際
禪
師
、
塔
曰
廣
業
。」
北
宋
頤
蔵
主
集
。
卍
新
纂
續
蔵
經
六
十
八
冊
。

 
 

①
柳
田
聖
山
「
黄
檗
希
運
と
裴
休
の
伝
心
法
要
序
」、『
禅
文
献
の
研
究
上
』、
京
都
法
蔵
馆
、
二
〇
〇
一
年
十
月
、
第
三
六
四
頁
。

②
柳
田
聖
山
「
四
家
録
と
五
家
録
」、『
禅
文
献
の
研
究
上
』、
京
都
法
蔵
馆
、
二
〇
〇
一
年
十
月
、
第
五
七
八
頁
。
③
柳
田
聖
山

「
古
本
伝
心
法
要
三
種
の
対
校
」、
柳
田
聖
山
『
禅
文
献
の
研
究
上
』、
京
都
法
蔵
馆
、
二
〇
〇
一
年
十
月
、
第
六
四
九
頁
。
④
柳
田

聖
山
「
解
説
」、
入
矢
義
高
『
傳
心
法
要·

宛
陵
録
』、
第
一
五
一
頁
、
東
京
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
十
二
月
。
⑤
入
矢
義
高
『
傳

心
法
要·

宛
陵
録
』、
東
京
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
十
二
月
。

 
 

①
『
宋
高
僧
傳
』
卷
二
十
「
唐
洪
州
黄
檗
山
希
運
傳
」、
北
宋
贊
寧
著
。
大
正
蔵
五
〇
冊
。
②
『
景
德
傳
燈
録
』
卷
九
「
洪
州
黄

檗
希
運
禪
師
」、
北
宋
道
原
纂
。
大
正
蔵
五
一
冊
。
③
『
古
尊
宿
語
録
』
卷
二
「
筠
州
黄
檗
斷
際
禪
師
」、
北
宋
頤
蔵
主
集
。
卍
新
纂

續
蔵
經
六
十
八
冊
。

 
 

柳
田
聖
山
「
解
説
」、
入
矢
義
高
『
傳
心
法
要·

宛
陵
録
』、
第
一
六
三
頁
、
東
京
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
十
二
月
。

 
 

柳
田
聖
山
「
黄
檗
希
運
と
裴
休
の
伝
心
法
要
序
」、『
禅
文
献
の
研
究
上
』、
第
三
七
四
頁
、
京
都
法
蔵
馆
、
二
〇
〇
一
年
十
月
。

 
 

小
川
太
龍
『
黄
檗
希
運
研
究 : 

思
想
と
そ
の
祖
師
像
の
変
遷
』、
第
十
四
頁
、
博
士
論
文
、
二
〇
一
八
年
。
花
園
大
学
博
論
報
告

番
号
：
乙
第
5
号
。
日
本
國
立
國
會
圖
書
館
存
。

 
 

南
宋
祖
琇
撰
『
隆
興
佛
教
編
年
通
論
』、
二
十
九
卷
、
南
宋
孝
宗
隆
興
二
年
（
一
一
六
四
）
成
書
。
卍
新
纂
續
蔵
經
七
五
冊
。

 
 

元
代
念
常
集
『
佛
祖
歷
代
通
載
』、
二
十
二
卷
、
元
代
至
正
元
年
（
一
三
四
一
）
成
書
。
大
正
蔵
十
六
冊
。

 
 

郭
萬
程
「
福
清
辨
」、
清
代
乾
隆
年
間
版
『
福
清
縣
志
』
卷
十
一
「
藝
文
志
」。

 
 

明
朝
崇
禎
『
黄
檗
寺
志
』
巻
二
「
僧
・
唐
斷
際
運
禪
師
」。
林
觀
潮
標
註
『
中
日
黄
檗
山
志
五
本
合
刊
』、
第
四
十
頁
、
北
京
宗
教

文
化
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

 
 

南
明
永
暦
『
黄
檗
山
寺
志
』
巻
三
「
僧
・
唐
斷
際
運
禪
師
」。
林
觀
潮
標
註
『
中
日
黄
檗
山
志
五
本
合
刊
』、
第
一
一
〇
頁
。
北
京

（ 
）
2

（ 

）
3

（ 

）
4

（ 

）
5

（ 

）
6

（ 

）
7

（ 

）
8

（ 

）
9

（ 

）
10

（ 

）
11
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宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

 
 

即
非
「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」、『
新
纂
校
訂
即
非
全
集
』、
第
六
五
〇
頁
、
平
久
保
章
編
。
京
都
思
文
閣
、
一
九
九
三
年

十
二
月
。

 
 

『
福
清
縣
志
續
略
』、
即
非
如
一
編
、
日
本
寛
文
七
年
丁
未
（
一
六
六
七
）
自
序
、
江
戸
時
代
刊
本
、
京
都
黄
檗
山
萬
福
禪
寺
文
華

殿
存
。

 
 

明
朝
崇
禎
『
黄
檗
寺
志
』「
黄
檗
斷
際
希
運
禪
師
一
派
源
流
圖
」。
林
觀
潮
標
註
『
中
日
黄
檗
山
志
五
本
合
刊
』、
第
二
六
頁
、
北

京
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

 
 

南
明
永
暦
『
黄
檗
山
寺
志
』「
黄
檗
断
際
希
運
禅
師
正
派
源
流
」。
林
觀
潮
標
註
『
中
日
黄
檗
山
志
五
本
合
刊
』、
第
八
七
頁
、
北

京
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

 
 

日
本
寛
文
『
新
黄
檗
山
志
』「
黄
檗
断
際
希
運
禅
師
正
派
源
流
」。
林
觀
潮
標
註
『
中
日
黄
檗
山
志
五
本
合
刊
』、
第
三
七
三
頁
、

北
京
宗
教
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

 
 

柳
田
聖
山
「
黄
檗
希
運
と
裴
休
の
伝
心
法
要
序
」、
柳
田
聖
山
『
禅
文
献
の
研
究
上
』、
第
三
六
四
頁
。
京
都
法
蔵
馆
、
二
〇
〇
一

年
十
月
。

 
 

柳
田
聖
山
「
黄
檗
希
運
と
裴
休
の
伝
心
法
要
序
」、
柳
田
聖
山
『
禅
文
献
の
研
究
上
』、
第
三
七
四
頁
。
京
都
法
蔵
馆
、
二
〇
〇
一

年
十
月
。

 
 

『
天
樂
鳴
空
集
』、
三
卷
、
明
鮑
宗
肇
著
、
萬
曆
三
十
八
年
庚
戌
（
一
六
一
〇
）
自
序
。
明
版
嘉
興
蔵
第
二
〇
冊
、
第
一
五
八
頁
。

臺
北
新
文
豐
出
版
公
司
影
印
、
一
九
八
七
年
。

 
 

面
山
瑞
方
『
建
康
普
説
』、
門
人
本
猛
等
編
、
大
正
蔵
八
二
册
、
第
七
二
八
頁
。

◎
拙
稿
は
中
国
文
化
項
目
『
中
華
續
道
藏
』（
統
辦
函
二
〇
一
八
第
五
七
六
号
）
に
か
か
わ
る
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

（ 

）
12

（ 
）
13

（ 

）
14

（ 

）
15

（ 

）
16

（ 

）
17

（ 

）
18

（ 

）
19

（ 

）
20
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円
爾
の
修
行
・
坐
禅
論

―
『
法
華
問
答
正
義
抄
』
に
お
け
る
『
修
行
用
心
』
と
『
坐
禅
義
』

―

古
瀬
珠
水

は
じ
め
に

　

筆
者
は
近
年
『
法
華
問
答
正
義
抄
』
に
記
さ
れ
た
日
本
の
禅
籍
（『
見
性
成
仏
義
』、『
明
心
抄
』
等
）
に
つ
い
て
研
究
し
て
き

た（　
）
1

。
当
論
文
で
は
今
ま
で
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
法
華
問
答
正
義
抄
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
「
聖
一
和
尚
作
『
修
行
用

心
』」
及
び
「
聖
一
和
尚
『
坐
禅
義

（
マ
マ
）』」

に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
円
爾
関
係
の
資
料
の
中
で
こ
れ

ら
の
題
目
を
冠
し
た
書
物
は
今
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。『
修
行
用
心
』
の
引
用
文
は
、
恐
ら
く
全
体
の
一
部
で
あ
り
、
ま

た
『
坐
禅
義
』
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
三
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
修
行
や
坐
禅
関
わ
る
重
要
な
情

報
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

本
論
、「
一
、
聖
一
和
尚
作
『
修
行
用
心
』
に
つ
い
て
」
で
は
、『
法
華
問
答
正
義
抄
』
の
引
用
文
を
紹
介
し
、
同
作
『
明
心

抄
』（
又
は
『
明
心
』）
と
の
共
通
点
な
ど
を
指
摘
す
る
。「
二
、
聖
一
和
尚
『
坐
禅
義
』」
で
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
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依
拠
し
て
き
た
、
江
戸
期
に
開
版
さ
れ
た
資
料
の
翻
刻
「
円
爾
撰
『
坐
禅
論
』」
に
つ
い
て
、
書
誌
学
的
観
点
か
ら
検
討
を
試

み
る
。
ま
た
、『
法
華
問
答
正
義
抄
』
の
引
用
文
か
ら
円
爾
の
坐
禅
観
に
つ
い
て
考
察
し
、
今
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
内
容
と

の
違
い
を
示
す
。「
結
び
」
で
は
、
上
記
の
考
察
に
基
づ
き
、
円
爾
撰
『
十
宗
要
道
記
』
に
つ
い
て
私
見
を
少
し
く
述
べ
た
い

と
考
え
る
。
そ
の
結
果
、
よ
り
信
頼
性
の
高
い
資
料
を
限
定
す
る
こ
と
が
必
須
と
思
わ
れ
、
従
来
の
円
爾
の
修
行
論
・
坐
禅
観

に
対
し
疑
問
を
呈
し
た
い
。（
尚
、『
法
華
問
答
正
義
抄
』
は
『
興
風
叢
書
』
一
四
、
一
五
を
用
い
た
）

一
︑「
聖
一
和
尚
作
『
修
行
用
心
』」
に
つ
い
て

　
『
法
華
問
答
正
義
抄
』（
以
後
、『
正
義
抄
』）
は
現
在
、
東
京
都
江
戸
川
区
一
之
江
に
あ
る
日
蓮
宗
等
覚
院
の
開
祖
（
一
二
八
四

年
創
建
）
日
全
（
一
二
九
四
～
一
三
四
四
）
に
よ
っ
て
述
さ
れ
た
。
日
全
は
下
総
中
山
法
華
経
寺
で
出
家
し
、
二
世
日
高
ま
た
は

三
世
日
祐
の
弟
子
と
さ
れ
て
い
る
。
身
延
山
久
遠
寺
で
日
向
の
講
義
を
聞
き
、
そ
の
弟
子
の
三
世
日
進
か
ら
宗
義
を
修
め
、
さ

ら
に
比
叡
山
や
武
蔵
の
仙
波
檀
林
で
天
台
学
を
学
び
、
諸
宗
の
教
義
を
見
聞
し
た
。『
正
義
抄
』
は
正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
に

起
草
し
、
日
全
が
五
一
歳
で
亡
く
な
る
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
ま
で
の
十
二
年
間
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る（　
）
2

。『
正
義
抄
』

一
七
巻
、
一
八
巻
に
は
「
禅
宗
釈
」
が
あ
り
、
内
容
は
天
台
宗
ま
た
は
日
蓮
宗
教
義
か
ら
見
た
禅
宗
の
「
相
承
」
や
「
教
外
別

伝
」
の
考
え
方
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
当
時
、
仏
教
界
に
流
布
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
日
本
の
禅
籍
を

い
く
つ
か
引
用
し
て
い
る
。
円
爾
撰
（
聖
一
和
尚
作
）
は
『
明
心
抄
』、『
修
行
用
心
』、『
坐
禅
義
』
で
あ
る
。『
明
心
抄
』
に
つ

い
て
は
拙
論
で
述
べ
た
よ
う
に（　
）
3

、
五
カ
所
の
引
用
が
あ
る
が
、
現
存
す
る
称
名
寺
蔵
『
明
心
』
と
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　
『
正
義
抄
』
に
お
け
る
「
聖
一
和
尚
作
『
修
行
用
心
』」
の
引
用
部
分
は
二
カ
所
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
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修
行
用
心
。〈
同
作
〉
夫
レ

求
㆑

道
ヲ

人
ハ

拳
ノ

内
ニ

須
弥
ヲ

ニ
キ
ル
ベ
シ
。
須
弥
ヲ

拳
リ

得
ツ
レ
バ
万
法
等
一
心
タ
リ
。
為
㆓

一
心
㆒

故
ニ

心
無
。
々
シ々
テ
ハ

法
無
。
々
シ々
テ
ハ

無
㆑

道
モ

。
々
シ々
テ
ハ

道
ニ

カ
ナ
ウ
。
道
ヲ

ト々

名
ハ

此
道
ニ

非
ズ

。
知
㆓

此
心
㆒ヲ

以
㆑テ

舌
自
ラ

頂
ヲ

ナ
テ
ヨ
。
其
時
須
弥
ヲ

ニ
キ
ル
也
。
須
弥
大
ニ
シ
テ
拳
ノ

内
ニ

カ
ナ
ハ
ス
ト
云
者
、
此
ノ

須
弥
ヲ

不
㆑

知
者
也
。
又
須
弥
ニ

キ
リ
得
タ
リ
ト
云
ハ
バ
、
是
須
弥
ヲ

ニ
ギ
ラ
サ
ル
者
也
。
何
ゾ

是
言
ノ

下
ニ

不
審
ヲ

ナ
シ
筆
跡
ヲ

尋
ネ
ン
。
徒
ニ

心
病
ヲ

ナ
サ
ン
ヤ
。

是
ニ

随
テ

心
ヲ
バ

須
弥
ニ

返
セ
ヨ

。
行
ヲ
バ

少
心
ニ

行
セ
ヨ

。
須
弥
ト

サ
キ
ニ
ヨ
ン
デ
名
ト
ス
ル
カ
如
。
小
心
ト

云
ハ

昼
夜
十
二
時
起
テ

此

法
ニ

ヲ
イ
テ
暇
徒
ニ

ツ
イ
ヤ
サ
ゝ
レ
文
。（　
）
4

（
修
行
用
心
。〈
同
作（　
）
5
〉
夫
れ
、
道
を
求
む
る
人
は
拳
の
内
に
須
弥
を
に
ぎ
る
べ
し
。
須
弥
を
拳
り
得
つ
れ
ば
万
法
等
一
心
た
り
。
一

心
為
る
が
故
に
心
無
し
。
心
無
く
し
て
は
法
無
し
。
法
無
く
し
て
は
道
も
無
し
。
道
無
く
し
て
は
道
に
か
な
う
。
道
を
道
と
名
づ
く
る

は
此
の
道
に
非
ず
。
此
の
心
を
知
り
舌
を
以
て
自
ら
頂
を
な
で
よ
。
其
の
時
須
弥
を
に
ぎ
る
也
。
須
弥
大
に
し
て
拳
の
内
に
か
な
は
ず

と
云
う
は
、
此
の
須
弥
を
知
ら
ざ
る
者
也
。
又
須
弥
に
ぎ
り
得
た
り
と
云
は
ば
、
是
れ
須
弥
を
に
ぎ
ら
さ
る
者
也
。
何
ぞ
是
の
言
の
下

に
不
審
を
な
し
筆
跡
を
尋
ね
ん
。
徒
に
心
病
を
な
さ
ん
や
。
是
れ
に
随
ひ
て
心
を
ば
須
弥
に
返
せ
よ
。
行
を
ば
少
心
に
行
せ
よ
。
須
弥

と
さ
き
に
よ
ん
で
名
と
す
る
が
如
し
。
小
心
と
云
ふ
は
、
昼
夜
十
二
時
起
き
て
、
此
の
法
に
を
い
て
暇
徒
に
つ
い
や
さ
ざ
れ
文
。）

二
つ
目
は
、
恐
ら
く
上
記
の
最
後
の
文
を
繰
り
返
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

修
行
用
心
云
、
昼
夜
十
二
時
起（　
）
6

此
法
暇
ヲ

徒
ニ

ツ
イ
ヤ
サ
ゝ
レ
。（　
）
7

（
修
行
用
心
云
く
、
昼
夜
十
二
時
起
き
て
、
此
の
法
暇
を
徒
に
つ
い
や
さ
ざ
れ
。）

　

先
ず
、『
修
行
用
心
』
と
い
う
題
名
で
あ
る
が
、
円
爾
関
係
の
資
料
に
同
じ
題
名
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
『
聖
一
国
師

年
譜
』
に
依
れ
ば
、
①
「
正
元
元
年
亀
山
天
皇
文
応
元
年
庚
申
」（
師
五
十
九
歳
）
に
「
是
の
歳
、
泉
涌
寺
慧
暁
、
師
の
道
を
慕

ひ
て
至
る
。
修
行
心
要
を
問
ふ
。」（　
）
8

と
あ
る
。
ま
た
、
②
「
後
宇
多
天
皇
建
治
二
年
乙
亥
」（
師
七
十
五
歳
）
に
も
「
閏
三
月
。
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禅
林
寺
上
皇
、
修
行
心
要
を
問
ふ
。」（　
）
9

と
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
修
行
心
要
」
と
あ
り
、
円
爾
に
「
問
い
た
」
と
だ
け
あ
る
の

で
、
書
き
残
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
年
譜
に
記
さ
れ
た
「
修
行
心
要
」
が
『
正
義
抄
』
の
引
用
文
の
『
修
行
用
心
』

と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、「
修
行
」
に
つ
い
て
円
爾
の
考
え
方
と
い
う
点
で
は
、
上
記
の
（
白
雲
）
慧
暁
、
禅
林

寺
上
皇
（
＝
亀
山
上
皇
）
が
聴
い
た
円
爾
の
回
答
と
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
『
修
行
用
心
』
の
引
用
文
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
引
用
文
は
、「
道
を
求
む
る
人
は
拳
の
内
に
須
弥

を
に
き
る
べ
し
」
の
文
言
で
始
ま
り
、
合
計
九
回
「
須
弥
」
が
登
場
す
る
。「
須
弥
」
と
は
、
恐
ら
く
『
維
摩
経
』「
不
思
議

品
」
第
六
に
記
さ
れ
た
「
須
弥
」
と
「
芥
子
」（　
）
10

の
関
係
か
ら
「（
仏
の
）
世
界
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
引
用
文
を
現
代
語

に
直
せ
ば
、
以
下
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ
う（　
）
11

。

道
を
求
め
る
人
は
、
拳
の
内
に
世
界
（
須
弥
）
を
握
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
握
り
込
め
ば
、
あ
ら
ゆ
る

モ
ノ
（
万
法
）
が
そ
の
ま
ま
一
心
で
す
。
一
心
と
な
る
の
で
す
か
ら
、
心
は
無
い
の
で
す
。
心
が
無
い
の
で
す
か
ら
、
モ

ノ
（
法
）
も
無
い
の
で
す
。
モ
ノ
が
無
い
の
で
す
か
ら
、〔
そ
れ
を
生
み
出
す
〕
道
も
無
い
の
で
す
。〔
こ
う
し
て
相
対
的

概
念
と
し
て
の
〕
道
が
な
く
な
っ
て
、〔
は
じ
め
て
絶
対
の
〕
道
に
か
な
い
ま
す
。
道
を
道
と
名
づ
け
る
そ
の
道
は
、
こ

こ
で
い
う
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
上
に
述
べ
た
〕
心
を
知
っ
て
、〔
自
分
の
〕
舌
で
自
分
の
頭
の
天
辺
を
撫
で
な
さ
い
。

そ
の
時
、
世
界
を
拳
の
中
に
握
り
込
め
る
の
で
す
。
世
界
は
大
き
す
ぎ
て
拳
の
中
に
入
り
き
ら
な
い
と
い
う
人
は
、
こ
の

世
界
を
知
ら
な
い
人
で
す
。
ま
た
、
世
界
を
握
り
込
ん
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
世
界
を
握
っ
て
い
な
い
人
で
す
。
ど

う
し
て
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
疑
い
を
起
こ
し
、
そ
の
筆
の
跡
を
追
い
か
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
い
た
ず
ら
に
心

の
病
を
作
り
出
す
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
説
示
に
随
っ
て
心
を
世
界
に
返
し
な
さ
い
。
注
意
深
く
（
少
心
）
修

行
し
な
さ
い
。「
世
界
（
須
弥
）」
と
先
に
呼
び
か
け
て
、〔
そ
れ
を
〕
名
と
す
る
よ
う
に
。「
小
心
」
と
い
う
〔
修
行
は
〕、
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一
日
中
起
き
て
い
て
、
こ
の
教
え
（
法
）
に
関
し
て
無
駄
に
時
間
を
費
や
し
て
は
な
ら
な
い
〔
と
い
う
こ
と
で
す
〕。
引
用
文
。

　

上
記
は
、
禅
宗
の
根
本
的
な
教
え
と
な
る
体
験
を
通
じ
て
自
己
に
向
き
合
う
方
法
を
述
べ
て
い
る
。
先
ず
自
分
の
拳
の
中
に

世
界
を
握
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
大
事
だ
と
言
う
。
ま
た
、
修
行
に
つ
い
て
「
行
を
ば
少
心
に
行
せ
よ
。
須
弥
と
さ
き
に
よ

ん
で
名
と
す
る
が
如
し
」
と
述
べ
る
。「
須
弥
と
さ
き
に
よ
ん
で
名
と
す
る
が
如
し
」
と
は
、「
自
己
を
仏
の
世
界
に
戻
す
こ
と

を
先
に
し
て
、
後
に
仏
の
世
界
に
定
着
す
る
よ
う
に
細
や
か
に
注
意
深
く
修
行
す
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
の
世
界
を
獲
得
す

る
為
に
す
る
修
行
と
は
逆
で
あ
る
。
尚
、「
小
心
」
と
「
少
心
」
は
同
義
と
し
た
。
松
波
直
弘
氏
は
、
経
豪
撰
『
正
法
眼
蔵
御
聞

書
抄
』
に
「
東
福
寺
長
老
聖
一
房
ハ
得
旨
後
可
坐
禅
ト
ス
ゝ
ム
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
円
爾
の
坐
禅
は
「
得
旨
後
の
坐

禅
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（　
）
12

。「
得
旨
後
の
坐
禅
」
と
は
「
旨
を
得
た
後
の
坐
禅
」
で
あ
り
、
正
に
上
述
の
「
道
を
求
む
る

人
は
拳
の
内
に
須
弥
を
に
ぎ
る
べ
し
」
と
同
様
の
意
味
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
次
節
で
述
べ
る
が
円
爾
撰
と
思

わ
れ
る
『
明
心
』
に
は
「
宗
門
に
は
先
ず
玉
を
得
て
」
と
あ
る
。「
須
弥
」、「
玉
」、「
旨
」
は
同
義
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
で
『
修
行
用
心
』
の
引
用
文
の
内
容
に
対
す
る
日
全
の
批
判
文
を
二
つ
以
下
に
示
そ
う
。（
筆
者
に
よ
り
訓
読
文
に
改
め
た
）

（
1
） 

示
し
て
云
く
、
無
心
無
法
無
道
な
ら
ば
、
何
が
須
弥
有
る
や
。
須
弥
は
自
ら
一
法
を
生
ず
。
一
法
無
け
れ
ば
、
何

が
須
弥
有
ら
ん（　
）
13

。

（
２
） 

師
云
く
、
上
古
の
禅
宗
は
理
観
を
貴
ぶ
と
雖
も
、
傍
に
教
を
用
ひ
之
れ
有
り
。
近
代
の
禅
宗
は
観
解
共
に
欠
い
て
、

而
も
空
見
強
盛
な
り（　
）
14

。

　
（
1
）
は
「
無
心
、
無
法
、
無
道
」
と
言
い
な
が
ら
、「
須
弥
」
は
有
る
、
と
い
う
矛
盾
を
突
い
て
い
る
。（
2
）
で
は
、「
上

古
の
禅
宗
」
つ
ま
り
天
台
宗
が
将
来
し
た
北
宗
禅
は
「
理
観
」
を
貴
ん
で
い
た
が
、「
教
」
も
用
い
て
い
た
。
し
か
し
、
近
代

の
禅
宗
つ
ま
り
南
宗
禅
は
「
観
」
も
「
解
」
も
欠
い
て
、
空
見
そ
の
も
の
だ
と
批
判
す
る
。
日
全
は
、
南
宗
禅
に
お
け
る
如
来
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蔵
思
想
の
「
仏
性
が
有
る
」
と
い
う
前
提
と
、
経
論
に
書
か
れ
た
こ
と
を
理
論
と
し
な
い
「
教
外
別
伝
」
の
考
え
方
に
対
し
、

『
修
行
用
心
』
の
引
用
文
を
通
じ
強
く
批
判
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
今
一
度
『
聖
一
国
師
年
譜
』
に
戻
る
が
、
も
し
「
修
行
心
要
」
が
『
修
行
用
心
』
と
同
一
ま
た
は
深
い
関
係
が
あ
る

と
す
れ
ば
、『
修
行
用
心
』
は
恐
ら
く
弟
子
の
慧
暁
で
は
な
く
、
禅
林
寺
上
皇
に
対
し
て
話
し
た
内
容
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由

は
、『
修
行
用
心
』
が
和
語
で
書
か
れ
た
平
易
な
文
句
の
法
話
で
あ
り
、
出
家
人
を
対
象
と
し
た
よ
う
な
厳
し
さ
は
感
じ
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
聖
一
国
師
法
語
』
の
中
の
「
空
明
上
人
」
に
示
し
た
法
語
で
は
「
殊
に
方
便
無
し
。
諸
縁
を

放
下
し
て
万
事
休
せ
よ
。
昼
三
夜
三
、
鼻
端
を
守
看
し
、
纔
か
に
境
界
差
別
を
渉
る
の
時
、
只
話
頭
を
挙
せ
。」（　
）
15

と
あ
り
、

一
日
六
回
の
坐
禅
に
励
み
、
少
し
で
も
心
が
動
じ
る
時
は
、
更
に
話
頭
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、「
禅
人
」
に
示

す
法
語
で
は
「
上
人
、
投
契
欲
さ
ば
、
直
須
く
生
死
根
株
を
誅
し
、
賢
聖
窠
窟
を
破
せ
よ
。（
さ
れ
ば
）
浄
裸
裸
赤
洒
洒
。
一
物

に
も
依
倚
せ
ざ
れ
ば
、
始
め
て
小
分
相
応
有
り
。」（　
）
16

と
、
説
い
て
い
る
。「
生
死
根
株
を
誅
し
」、「
賢
聖
窠
窟
を
破
し
」
と
は
、

全
て
を
放
下
す
る
こ
と
に
徹
底
し
、
そ
の
後
に
「
浄
裸
裸
赤
洒
洒
」（
す
っ
か
ら
か
ん
）
の
状
態
に
成
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

出
家
人
の
禅
僧
と
し
て
臨
む
厳
し
い
取
り
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
居
士
・
出
家
人
の
ど
ち
ら
に
も
時
間
を

無
駄
に
せ
ず
、
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
は
説
い
て
い
る
。

　

以
上
の
如
く
、『
修
行
用
心
』
は
、
在
家
人
に
対
す
る
法
語
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
年
譜
か
ら
見
れ
ば
、
亀
山
上
皇
に
示
し

た
法
語
の
可
能
性
が
推
察
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
表
題
が
異
な
る
点
、『
正
義
抄
』
以
外
に
「
聖
一
和
尚
作
『
修

行
用
心
』」
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
点
、
更
に
当
文
は
、『
正
義
抄
』
に
於
け
る
引
用
文
の
一
部
で
あ
り
、
全
体
の
内
容
が
不
詳

の
為
、「
亀
山
上
皇
に
示
し
た
修
行
論
」
と
断
言
す
る
に
は
、
些
か
無
理
で
あ
ろ
う
。
今
後
、『
修
行
用
心
』
に
関
す
る
新
た
な

資
料
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
い
た
い
。
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二
︑「
聖
一
和
尚
『
坐
禅
義
』」

（
一
）「
円
爾
撰
『
坐
禅
論
』」
に
つ
い
て
の
検
証

　
「
円
爾
撰
『
坐
禅
論
』」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
数
多
く
あ
り
、
特
に
『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
と
の
比
較
を
論
じ
て
い
る
。
主

な
研
究
を
挙
げ
れ
ば
、

①
古
田
紹
欽
『
日
本
禅
宗
史
の
諸
問
題
』
第
五
章
「
円
爾
―
栄
西
と
道
元
を
踏
ま
え
て
―
」（
大
東
出
版
、
一
九
八
八
）

②
和
田
有
希
子
「
鎌
倉
中
期
の
臨
済
禅
―
円
爾
と
蘭
湲
の
あ
い
だ
―
」（『
宗
教
研
究
』
七
七
―
三
、
二
〇
〇
三
）

③
吉
原
健
雄
「
円
爾
禅
に
お
け
る
修
行
不
要
論
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
六
八
、
二
〇
〇
六
）

④ 

松
波
直
弘
「『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
』
に
お
け
る
円
爾
批
判
の
意
義
―
仏
心
宗
に
お
け
る
「
不
修
行
業
」
の
特
質
―
』（『
季

刊
日
本
思
想
史
』
六
八
、
二
〇
〇
六
）

⑤
李
秀
真
「
蘭
湲
道
隆
と
円
爾
の
『
坐
禅
論
』
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
史
学
』
六
八
、
二
〇
〇
七
）

等
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
上
記
の
研
究
者
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
依
拠
し
た
資
料
「
円
爾
の
『
坐
禅

論
』」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

現
在
ま
で
に
、
流
布
し
て
い
る
「
円
爾
の
『
坐
禅
論
』」
の
活
字
本
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
『
禅
門
法
語
集
』
中
巻
（
ぺ

り
か
ん
社
、
一
九
七
三
）
に
納
め
ら
れ
た
「
仮
名
法
語
東
福
聖
一
国
師
」（
四
一
一
～
四
二
四
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
正
十
年
（
一

九
二
一
）
六
月
、
光
融
館
か
ら
発
行
さ
れ
た
も
の
の
覆
刻
版
で
あ
る
。「
解
題
」
に
依
れ
ば
「
多
く
は
正
保
五
年
孟
春
開
雕
の

旧
本
に
依
り
つ
」
と
あ
り
、
江
戸
期
の
正
保
五
年
（
一
六
四
九
）
に
開
版
さ
れ
た
『
聖
一
国
師
法
語
』
の
訓
読
文
で
あ
る
こ
と

が
判
る
。
但
し
、
カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
、
句
読
点
な
ど
は
原
文
通
り
で
は
な
い（　
）
17

。
又
、
大
正
時
代
を
反
映
し
た
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旧
仮
名
文
字
、
旧
漢
字
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
基
づ
い
て
考
察
し
た
の
が
、
吉
原
氏
と
松
波
氏
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
廣
渡
正
利
編
著
『
聖
一
国
師
伝
補
遣
』（
文
献
出
版
、
一
九
九
九
）
に
納
め
ら
れ
て
い
る
「
聖
一
国
師
法
語　

聖

一
国
師
密
開
示
九
条
大
臣　

坐
禅
論
」（
一
〇
三
～
一
一
五
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
六
、
聖
一
国
師
法
語
の
解
説
」

の
「（
一
）
聖
一
国
師
法
語
原
書
に
つ
い
て
」
の
項
目
で
、
廣
渡
氏
が
原
本
に
つ
い
て
解
説
を
記
し
て
い
る
（
三
七
～
三
九
頁
）。

内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
昭
和
二
九
年
、
東
福
寺
に
お
い
て
開
基
（
藤
原
道
家
）
七
百
年
遠
諱
が
行
な
わ
れ
、
記
念
と
し
て
山
田

無
文
老
師
編
『
現
代
意
訳　

東
福
聖
一
国
師
法
語
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
廣
渡
氏
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
ち
ら
の
資
料
に
基
づ
い
た
の
が
和
田
氏
、
李
秀
真
氏
で
あ
る
。

　

さ
て
、
二
つ
の
資
料
は
、
数
ヶ
所
の
字
句
の
異
同
が
見
ら
れ
る
も
、
ほ
ぼ
同
文
と
考
え
て
よ
い
。
一
つ
目
の
『
禅
門
法
語

集
』
が
「
正
保
五
年
版
」
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
二
つ
目
も
「
正
保
五
年
版
」
を
興
し
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ

う（　
）
18

。
古
田
紹
欽
氏
は
、
上
記
二
つ
の
資
料
に
つ
い
て
触
れ
ず
に
、「
版
本
と
し
て
伝
わ
る
も
の
に
従
う
限
り
」（　
）
19

と
の
み
記

し
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
「
正
保
五
年
版
」
に
依
っ
た
も
の
と
推
察
す
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
研
究
者
も
、
江
戸
期
に
開
版

さ
れ
た
資
料
が
、
円
爾
撰
『
坐
禅
論
』
で
あ
る
と
疑
い
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

実
は
一
九
七
四
年
に
早
苗
憲
生
氏
が
興
味
深
い
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。「
逢
左
文
庫
本
『
聖
一
仮
名
法
語
』
の
研
究
（
一
）

本
文
篇
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
）
で
あ
る
。
逢
左
文
庫
に
納
め
ら
れ
て
い
る
円
爾
の
法
語
（
以
後
「
逢
左
本
」）
は
早
苗
氏

に
依
る
と
「
室
町
末
期
を
降
ら
ぬ
頃
の
書
写
に
か
か
る
も
の
」
で
あ
り
「
正
保
五
年
版
」（
以
後
「
正
保
本
」）
よ
り
古
い
形
を

保
持
し
て
い
る
と
い
う
。
表
題
に
つ
い
て
は
、「
聖
一
仮
名
法
語
全
」、
内
題
は
「
仮
名
法
語
、
聖
一
国
師
法
語
ノ
端
」
と
あ
る

が
、
内
容
は
、
聖
一
国
師
の
ほ
か
、
大
応
国
師
、
大
灯
国
師
な
ど
の
法
語
が
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
聖
一
国
師
法
語
」

の
中
に
は
「
徹
翁
和
尚
法
語
」
が
後
半
に
混
ざ
り
込
ん
で
い
る
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
早
苗
氏
は
「
各
法
語
が
一
括
整
理
さ
れ
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て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
編
集
の
仕
方
に
お
い
て
、
編
者
自
身
の
意
図
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
故
に
、
本
書
は

後
昆
の
弁
道
策
励
に
資
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
坊
間
に
箇
々
に
伝
来
し
て
い
た
一
紙
法
語
の
類
を
纏
め
て
編
集
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
強
い
て
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
聖
一
国
師
法
語
が
巻
初
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
東
福
寺
聖

一
派
に
属
す
る
人
の
編
輯
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。」（　
）
20

と
述
べ
て
い
る
。
早
苗
氏
は
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
『
大
灯
国

師
法
語
』
に
は
「
逢
左
本
」
が
「
南
浦
和
尚
法
語
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
事
実
な
ど
を
発
見
し
、
氏
の
仮
名
法
語
の
資
料

収
集
に
は
心
よ
り
敬
服
申
し
上
げ
た
い
。
但
し
、
氏
は
「
逢
左
本
」
が
円
爾
の
法
語
で
あ
る
こ
と
に
は
、
疑
問
は
呈
し
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
筆
者
は
、
室
町
期
の
「
逢
左
本
」
と
、
江
戸
期
の
「
正
保
本
」
を
比
較
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
早
苗
氏
が
指
摘
し
て

い
る
が
、「
逢
左
本
」
の
内
容
は
、「
正
保
本
」
の
原
型
と
な
る
よ
う
な
法
語
で
あ
り
、
お
よ
そ
、「
正
保
本
」
の
二
分
の
一
の

量
で
あ
る（　
）
21

。
筆
者
は
「
逢
左
本
」
と
「
正
保
本
」
の
対
照
表
を
末
尾
に
付
し
た
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。（「
逢
左

本
」
は
早
苗
氏
の
上
記
の
論
文
、
二
七
八
頁
上
か
ら
二
八
〇
頁
上
ま
で
を
訓
読
文
に
改
め
た
。
尚
、
カ
タ
カ
ナ
は
平
仮
名
に
、
漢
字
は
通
常
漢

字
に
改
め
た
。
又
、
句
点
、
読
点
、
濁
点
等
も
適
宜
付
し
た
。「
正
保
本
」
は
版
本
を
翻
刻
・
訓
読
文
に
し
た
。
尚
、
カ
タ
カ
ナ
、
漢
字
、
濁

点
等
は
「
逢
左
本
」
と
同
様
に
改
め
た
。
句
点
の
位
置
は
原
文
に
即
し
た
が
、
適
宜
読
点
に
改
め
た
）

　

仮
に
「
逢
左
本
」
の
問
答
に
は
、
漢
数
字
で
一
、
二
、
三
と
付
し
、「
正
保
本
」
の
問
答
に
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
1
、
2
、

3
と
付
し
て
み
る
。「
逢
左
本
」
は
、
前
半
は
問
答
体
に
は
成
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
部
分
は
、「
正
保
本
」
の
中
に
同
様
の
文

言
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
序
」、「
1
、
答
」、「
2
、
問
と
答
（
部
分
）」、「
3
、
答
（
部
分
）」、「
5
、
答
」、「
6
、
問
と
答
」、

「
9
、
答
（
部
分
）」、「
10
、
答
」
で
あ
る
。
又
、「
逢
左
本
」
の
問
答
「
一
」、「
二
」、「
三
」、「
四
」、「
五
」、「
六
」、「
七
」
は
、

「
正
保
本
」
の
「
11
、
問
と
答
」、「
12
、
問
と
答
」、「
14
、
問
と
答
」、「
15
、
問
と
答
」、「
18
、
問
と
答
」、「
21
、
問
と
答
」、
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「
23
、
問
と
答
」、
と
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
但
し
、「
逢
左
本
」
の
最
後
の
部
分
（「
然
り
と
雖
も
」
か
ら
「
可
燿
可

燿
」）
は
、「
正
保
本
」
の
一
文
（「
飛
花
落
葉
の
風
に
随
が
ひ
、
霜
雪
の
朝
日
に
と
く
る
が
如
し
」）
を
除
い
て
見
当
た
ら
な
い
。

　

次
に
「
逢
左
本
」
に
は
な
い
「
正
保
本
」
の
問
答
と
そ
れ
ら
の
内
容
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

・「
4
」
と
「
19
」
が
「
坐
禅
」

・「
7
」
と
「
8
」
が
「
善
根
功
徳
」

・「
13
」
が
「
大
乗
の
菩
薩
」

・「
16
」
が
「
見
性
成
仏
」

・「
17
」
が
「
本
有
の
仏
性
」

・「
20
」
が
「
大
小
の
念
」

・「
22
」
が
「
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
涅
槃
」

・「
24
」
が
「
無
心
」

　
「
正
保
本
」
の
末
尾
に
は
、「（
密
か
に
）
九
条
大
臣
に
開
示
す
る
坐
禅
論
」
と
あ
る
の
で
、「
円
爾
の
『
坐
禅
論
』」
と
も
呼
ば

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
、
寛
永
二
十
年
刊
『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
と
の
比
較
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て

成
さ
れ
て
い
る
。
上
記
「
逢
左
本
」
に
無
く
「
正
保
本
」
に
あ
る
問
答
は
、
細
か
な
語
句
の
違
い
が
あ
り
、
内
容
が
全
て
合
致

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
に
同
様
の
項
目
が
確
認
で
き
る
。
特
に
「
正
保
本
」
の
「
4
」、「
19
」
の
坐

禅
に
関
す
る
内
容
が
「
逢
左
本
」
に
は
な
い
点
は
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
次
節
で
述
べ
る
「
聖
一
和
尚
『
坐
禅
義
』」

に
記
さ
れ
て
い
る
坐
禅
内
容
が
、「
正
保
本
」
の
そ
れ
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
逢
左
本
」
に
は
無
く
「
正
保
本
」

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
「
正
保
本
」
を
作
成
す
る
際
に
『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
を
参
照
、
又
は
書
き
写
し
て
加
え
た
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内
容
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
正
保
本
」
の
製
作
者
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
、「
円
爾
の
坐
禅
論
」
を

作
り
出
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
少
し
前
の
時
代
の
「
逢
左
本
」
を
元
に
、
新
た
な
内
容
を
『
大
覚
禅
師
坐
禅

論
』
か
ら
選
び
、
付
け
加
え
た
と
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
二
）「
聖
一
和
尚
『
坐
禅
義
』」

　
『
正
義
抄
』
に
は
「
逢
左
本
」
に
も
「
正
保
本
」
に
も
無
い
三
文
が
以
下
の
よ
う
に
述
さ
れ
て
い
る
。

聖
一
和
尚
坐
禅
義
云
、
以
㆓

此
大
事
因
縁
㆒

重
キ

恩
ト
シ
テ

無
㆑

交
㆓ル
コ
ト

他
事
㆒ヲ

、
二
六
時
中
不
㆑

懈
勤
㆑

之
、
必
可
㆑

相
㆓

応
祖
師
之

心
㆒。
抑
此
道
修
行
之
人
猥
工
夫
ス
ル

不
㆑

可
㆑

有
云
云
。（　
）
22

（
聖
一
和
尚
坐
禅
義
云
く
、
此
大
事
因
縁
を
以
て
重
き
恩
と
し
て
他
事
を
交
わ
る
こ
と
無
し
。
二
六
時
中
懈
ら
ず
之
を
勤
し
む
べ
し
。
必

ず
祖
師
の
心
に
相
応
す
べ
し
。
抑
も
、
此
の
道
修
行
の
人
、
猥
り
に
工
夫
す
る
こ
と
有
る
べ
か
ら
ず
、
云
云
。）

日
全
が
引
用
し
た
、
た
っ
た
三
文
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
釈
せ
ば
、
①
一
大
因
縁
と
し
て
の
仏
祖
の
心
を
忘
れ
て
、
俗
事
に

関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
。
②
一
日
中
、
禅
の
修
行
に
勤
め
れ
ば
、
必
ず
祖
師
の
心
に
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
禅
の
修
行
者
は
、

や
た
ら
に
工
夫
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
最
後
の
一
文
「
猥
に
工
夫
す
る
こ
と
有
る
べ
か
ら
ず
」
の

「
工
夫
」
の
意
味
で
あ
る
。『
禅
学
大
辞
典
』
に
依
れ
ば
、「
工
夫
」
と
は
「
①
修
行
に
精
進
す
る
こ
と
。
公
案
の
意
。
坐
禅
の

功
夫
。
②
時
間
。
ひ
ま
」
な
ど
と
あ
る
。
上
記
の
『
坐
禅
義
』
の
「
工
夫
」
の
意
味
は
、
文
脈
か
ら
推
測
す
る
と
、「
坐
禅
に

お
い
て
よ
け
い
な
方
策
や
努
力
を
す
る
」
の
意
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
節
で
も
述
べ
た
が
、『
正
義
抄
』
に
は
聖
一
和
尚
作
『
明
心
抄
』
の
長
文
の
引
用
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
称

名
寺
蔵
『
明
心
』
が
存
在
す
る
。
こ
の
『
明
心
』
は
圭
堂
撰
『
仏
性
大
明
録
』
の
第
一
篇
目
「
明
心
」
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
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の
と
推
察
で
き
る（　
）
23

。
第
一
篇
目
「
明
心
」
は
、
さ
ら
に
細
か
い
項
目
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
が
「
工
夫
」
で
あ
る
。

以
下
に
示
そ
う
。（
筆
者
に
よ
り
訓
読
文
に
改
め
た
）

諸
教
に
は
塵
を
は
ら
ひ
て
鏡
を
得
、
宗
門
に
は
本
よ
り
塵
な
し
と
云
う
。
諸
教
に
は
工
夫
を
し
て
玉
を
得
、
宗
門
に
は
先

ず
玉
を
得
て
、
う
し
な
は
ん
と
し
て
工
夫
を
用
る
也
。
大
根
の
者
は
工
夫
を
せ
ざ
れ
ど
も
、
自
然
に
す
す
む
也
。
此
れ
を

求
め
ざ
る
尋
ね
ざ
る
を
工
夫
と
云
う
。（　
）
24

　

諸
教
は
「
工
夫
」
し
て
玉
を
得
る
が
、
禅
宗
は
失
わ
な
い
よ
う
に
「
工
夫
」
を
す
る
と
言
う
。
又
、
大
根
の
者
は
「
工
夫
」

を
せ
ず
と
も
、
自
然
に
修
行
が
す
す
ん
で
い
く
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
（
能
動
的
に
）
求
め
た
り
尋
ね
た
り
し
な

い
こ
と
が
、
本
来
の
「
工
夫
」
で
あ
る
と
説
く
。
つ
ま
り
坐
禅
に
お
い
て
、
よ
け
い
な
方
策
や
努
力
を
す
る
こ
と
は
、
諸
教
の

「
工
夫
」
で
あ
っ
て
、
禅
宗
に
お
い
て
は
先
ず
「
玉
」（
仏
性
又
は
仏
心
）
を
手
に
入
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
自
身
に
保
持
す
る

こ
と
が
「
工
夫
」
で
あ
る
と
言
う（　
）
25

。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
『
修
行
用
心
』
の
「
少
心
（
又
は
小
心
）」
に
つ
い
て
の
説
明
で

「
体
験
が
先
で
、
後
に
心
で
理
解
す
る
こ
と
」
と
同
様
の
考
え
方
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
上
述
し
た
如
く
、「
玉
」
は
『
修
行
用

心
』
の
「
須
弥
」
と
同
義
と
考
え
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
『
坐
禅
義
』
で
は
「
二
六
時
中
、
懈
ら
ず
之
を
勤
し
む
べ

し
」
と
言
い
、『
修
行
用
心
』
で
は
「
昼
夜
十
二
時
起
き
て
、
此
の
法
に
を
い
て
暇
徒
に
つ
い
や
さ
さ
れ
」
と
述
べ
、
ど
ち
ら

も
懸
命
に
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。
尚
、「
工
夫
」
は
「
逢
左
本
」
に
二
か
所
確
認
で
き
る
。
一
つ
目
は

「
金
剛
経
曰
、
一
切
の
相
を
離
る
る
を
諸
仏
と
す
。
故
に
行
住
坐
臥
四
威
儀
の
中
無
念
な
る
処
、
是
れ
実
の
用
の
心
な
り
、
工

夫
な
り
。」（　
）
26

と
あ
り
、
日
常
に
お
い
て
無
心
で
過
ご
す
こ
と
が
「
工
夫
」
で
あ
る
と
い
う
。
二
つ
目
は
「
凡
そ
道
心
あ
ら
ん

人
は
、
樹
下
石
上
の
す
ま
い
こ
そ
然
る
べ
し
候
へ
共
、
此
れ
は
人
々
の
心
得
な
り
。
た
と
へ
市
中
に
栖
と
も
志
を
な
す
べ
し
。

行
住
坐
臥
、
此
志
を
忘
れ
ず
、
油
断
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
さ
る
故
、
涅
槃
堂
の
工
夫
と
は
申
す
な
り
。」（　
）
27

と
あ
り
、
ど
こ
に



円爾の修行・坐禅論

219

い
て
も
道
心
を
忘
れ
ず
に
い
る
こ
と
が
「
工
夫
」
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
『
坐
禅
義
』、『
明
心
』
に
お
け
る
「
工

夫
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
少
し
異
な
る
が
、
共
通
す
る
考
え
方
と
受
け
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
坐
禅
に
お
い
て
工
夫
を
成
す

こ
と
を
良
し
と
は
せ
ず
、
修
行
本
来
の
姿
勢
を
「
工
夫
」
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
円
爾
の
「
工
夫
」
の
深
め
た
概
念
は
、

鎌
倉
時
代
か
ら
後
世
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
円
爾
の
坐
禅
に
関
す
る
記
述
が
、
無
住
撰
『
雑
談
集
』「
事
理
の
行
事
」
に
も
、
以
下
の
如
く
あ
る
。

故
東
福
寺
開
山
の
下
に
、
久
住
し
て
得
法
せ
る
よ
し
、
自
讃
す
る
僧
の
申
し
は
、「
得
法
せ
ざ
る
前
の
行
は
、
い
た
づ
ら

事
に
て
、
猶
々
迷
也
」
と
て
、「
先
ず
得
法
せ
よ
。
行
な
せ
ぞ
」
と
弟
子
に
教
を
、
都
て
事
の
行
せ
ず
。
す
る
を
も
に
く

み
腹
立
し
き
。
此
の
事
を
彼
の
門
徒
の
僧
に
申
し
か
ば
、「
故
開
山
常
の
禅
院
よ
り
も
事
の
行
を
ほ
し
。
朝
楞
厳
呪
、
日

中
尊
勝
陀
羅
尼
七
反
」。
此
の
事
を
渡
宋
の
老
僧
の
中
に
難
じ
申
け
る
。「
唐
様
を
行
ぜ
令
し
め
給
は
ば
宋
朝
の
如
く
す
べ

し
。
事
の
行
多
く
候
」
と
。
開
山
の
返
答
に
、「
宋
朝
の
僧
は
坐
禅
を
如
法
に
し
て
限
り
有
り
。
四
時
の
坐
禅
の
外
か
に

常
坐
す
る
僧
な
ど
も
有
り
。
大
方
国
の
風
坐
禅
在
家
出
家
多
分
之
を
行
ず
。
仍
て
事
の
行
す
く
な
し
。
日
本
の
僧
は
、
坐

禅
の
行
疎
略
也
。
事
の
行
神
呪
等
な
く
ば
、
何
を
も
て
信
施
を
消
し
侍
る
べ
き
。
宋
朝
の
ご
と
く
坐
禅
す
べ
く
は
止
む
る

べ
し
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
言
無
し
。（　
）
28

円
爾
は
、「
宋
朝
の
僧
は
常
坐
す
る
な
ど
、
坐
禅
す
る
こ
と
が
多
く
、
事
の
行
が
少
な
い
。
一
方
、
日
本
の
僧
は
坐
禅
の
や
り

方
が
雑
で
あ
る
。
事
の
行
は
信
施
を
得
る
た
め
に
も
必
要
だ
。
宋
朝
の
よ
う
に
坐
禅
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
。」
と
述
べ
る
。

こ
こ
で
は
円
爾
が
坐
禅
に
時
間
を
費
や
す
こ
と
に
は
否
定
的
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
取
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
僧
の
坐
禅
が
雑

だ
か
ら
こ
そ
、
円
爾
が
適
切
な
坐
禅
行
を
教
え
て
い
た
と
も
読
み
取
れ
る
。
筆
者
は
円
爾
の
無
住
に
対
す
る
対
応
は
、
他
の
弟

子
達
と
は
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
『
聖
一
国
師
年
譜
』「
建
長
六
年
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
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円
爾
が
相
陽
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
、
無
住
が
点
心
等
を
持
っ
て
ご
機
嫌
伺
い
に
訪
ね
る
。
そ
れ
に
対
し
円
爾
は
「
汝
、
弁
道

を
専
ら
せ
ず
」（　
）
29

と
言
っ
て
怒
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
右
の
『
雑
談
集
』
の
叙
述
は
、
無
住
の
解
釈
に
よ
る
円
爾
の
坐

禅
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
は
、
円
爾
は
厳
し
く
坐
禅
修
行
を
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る（　
）
30

。

　

周
知
の
如
く
、
称
名
寺
に
は
寛
永
二
十
年
刊
『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
と
は
中
身
の
異
な
る
寛
元
四
年
刊
（
一
二
四
六
）『
蘭
湲

坐
禅
儀
』
が
存
在
す
る
。
両
者
と
も
蘭
渓
道
隆
撰
述
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る
が（　
）
31

、
筆
者
は
納
冨
常
天
氏
の
見
解（　
）
32

に
準

じ
た
い
。
氏
は
『
蘭
渓
坐
禅
儀
』
に
は
跋
文
「
日
本
寛
元
四
年
十
一
月
廿
九
日
大
宋
國
蘭
渓
道
隆
和
尚
作
」
と
明
記
し
て
あ
る

の
で
、
確
か
に
こ
ち
ら
を
蘭
渓
道
隆
親
撰
と
し
て
い
る
。
一
方
、『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
に
つ
い
て
は
、「
旧
版
は
殆
ど
存
す
る

も
の
な
く
、
わ
づ
か
に
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
秋
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
け
と
な
し
て
お
り
、
更
に
仏
書
解
説
大
辞
典
に

よ
れ
ば
、
大
覚
禅
師
坐
禅
論
は
、
蘭
渓
道
隆
語
と
な
っ
て
を
り
、
著
作
年
代
等
は
全
然
不
明
の
為
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。」（　
）
33

と
、『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
筆
者
も
江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た
『
大
覚
禅
師
坐
禅

論
』
は
、
そ
も
そ
も
蘭
渓
道
隆
撰
の
も
の
で
は
な
く
、
近
世
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
『
大
覚
禅
師

坐
禅
論
』
に
は
、

一
念
不
生
は
所
謂
心
法
の
本
体
な
り
。（
中
略
）
若
し
此
の
本
体
を
知
ら
ず
ん
ば
、
不
生
を
得
べ
か
ら
ず
。
縦
ひ
念
を
押

へ
て
起
さ
ず
と
雖
も
、
皆
是
れ
無
明
な
り
。（
中
略
）
綿
密
に
工
夫
す
べ
し
。
容
易
な
る
べ
か
ら
ず
。（　
）
34
（
筆
者
に
よ
り
訓

読
文
に
改
め
た
）

と
い
う
文
言
を
記
さ
れ
て
い
る
。
坐
禅
に
お
い
て
「
本
体
を
知
る
」
為
に
「
工
夫
」（
努
力
、
方
策
）
を
せ
よ
、
と
言
う
。
こ
れ

は
上
記
の
円
爾
に
関
わ
る
資
料
の
「
工
夫
」
と
は
方
向
性
が
異
な
る
考
え
方
で
あ
る
。
一
方
、『
蘭
湲
坐
禅
儀
』
に
は
「
工

夫
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
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坐
禅
乃
ち
大
安
楽
法
門
な
り
。
坐
禅
に
会
さ
ず
は
番か

え
て不

安
楽
と
成
る
。
何
故
只
三
心
二
意
有
る
に
縁
て
雑
相
多
端
な
り
。

凡
そ
坐
を
欲
す
る
時
閧
々
、
然
し
て
螻
蟻
が
穴
を
出
る
が
如
く
に
相
似
た
り
。
上
に
隊む

ら

が
り
下
に
隊
が
り
、
定
る
跡
有
る

こ
と
を
見
ず
。
此
の
病
、
只
汝
が
主
宰
を
没
く
し
て
、
工
夫
を
做
す
に
縁
て
、
脚
手
を
下
す
処
無
し
。
既
に
脚
手
を
下
す

処
無
け
れ
ば
了
る（　
）
35

。（
筆
者
に
よ
り
訓
読
文
に
改
め
た
）

　
「
主
宰
」
と
は
「
主
人
公
」
つ
ま
り
「
仏
性
又
は
仏
心
」
を
意
味
し
、「
自
分
自
身
の
中
の
仏
性
」
を
没
く
し
て
、
方
策
や
努

力
（「
工
夫
」）
な
ど
す
れ
ば
、
足
も
手
も
出
す
処
（
＝
落
ち
着
く
処
）
が
な
い
。
足
も
手
も
出
す
所
な
ど
無
く
せ
ば
覚
了
こ
と
が

で
き
る
の
だ
」
と
述
べ
る
。
坐
禅
に
於
い
て
有
心
の
ま
ま
「
工
夫
」
を
す
れ
ば
、
坐
禅
病
と
な
る
こ
と
を
説
く
。
こ
こ
で
の

「
工
夫
」
は
上
記
の
円
爾
の
「
工
夫
」
の
意
味
と
合
い
通
ず
る
。
今
、
円
爾
の
『
坐
禅
義
』
と
『
蘭
湲
坐
禅
儀
』
と
の
比
較
は

行
わ
な
い
が
、
鎌
倉
期
十
三
世
紀
成
立
の
『
蘭
湲
坐
禅
儀
』
と
十
七
世
紀
発
行
の
『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
の
「
工
夫
」
に
関
す

る
相
違
に
つ
い
て
は
、
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
と
め
る
と
、「
円
爾
の
『
坐
禅
論
』」（
江
戸
期
の
「
正
保
本
」）
に
も
全
く
な
い
文
言
が
十
四
世
紀
の
『
正
義
抄
』
に
あ
る
こ

と
と
、
江
戸
期
の
『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
に
は
無
い
文
言
が
鎌
倉
期
の
『
蘭
湲
坐
禅
儀
』
に
あ
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ

り
、
両
者
の
坐
禅
論
を
考
察
す
る
上
で
、
江
戸
期
の
資
料
の
み
に
基
づ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
方
向
性
を
違
え
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
自
戒
を
込
め
て（　
）
36

表
し
た
い
。

結
び

　

以
上
の
よ
う
に
、
修
行
・
坐
禅
に
関
し
て
『
修
行
用
心
』、『
坐
禅
義
』、『
明
心
』
に
は
共
通
点
が
見
ら
れ
、
円
爾
の
考
え
方
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だ
っ
た
と
理
解
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
但
し
、
円
爾
は
三
種
機
（
理
致
、
機
関
、
向
上
）
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
語

っ
て
お
り
、
対
機
説
法
を
行
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
上
記
の
三
資
料
は
、
仮
名
で
書
か
れ
た
法
語
で
あ
り
、
居
士
・
在
家

な
ど
禅
の
初
心
者
に
対
す
る
修
行
・
坐
禅
論
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
多
く
の
研
究
者
が
江
戸
期
の
版
本
に
基

づ
き
円
爾
と
蘭
渓
の
坐
禅
論
の
比
較
を
し
て
い
る
が
、
円
爾
が
坐
禅
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
な
い
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る（　
）
37

。
筆
者
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
江
戸
期
の
版
本
は
円
爾
撰
で
は
な
く
、
近
世
の
人
が
制
作
し
た
も
の
だ

と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
の
坐
禅
修
行
の
記
述
内
容
は
、『
正
義
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
円
爾
に
関
わ
る
三
資

料
の
内
容
と
は
一
致
は
し
て
い
な
い
が
、
坐
禅
に
お
け
る
身
体
的
方
法
を
説
明
を
し
て
い
な
い
点
は
同
様
で
あ
る
。
恐
ら
く
近

世
ま
で
円
爾
の
修
行
法
が
伝
授
さ
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
伝
円
爾
撰
の
類
の
断
片
的
に
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
類
推
し
て
編
集

し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
円
爾
の
資
料
と
さ
れ
る
『
十
宗
要
道
記
』
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
現
在
我
々
が
目
に
す
る
『
十
宗
要
道

記
』
は
上
村
閑
堂
氏
が
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）、
高
野
山
宝
亀
院
の
書
庫
か
ら
発
見
し
た
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
の
写
本
で

あ
る
。
氏
は
同
年
『
禅
宗
』
二
一
〇
号
に
翻
刻
本
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
写
本
は
巻
末
に
「
聞
説
、
十
宗
要
道
記
者
、
東
福

聖
一
國
師
制
述
（
中
略
）
寛
正
二
年
三
月
初
五
日
為
後
見
如
形
写
置
所
也　

春
渓
臾
」
と
あ
る
。
相
国
寺
派
春
渓
臾
（
一
四
四
九

～
一
四
六
五
）
の
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
島
地
大
等
氏
、
古
田
紹
欽
氏
ら
は
円
爾
撰
述
の
も
の
に
間
違
い
な
し
と

し
て
い
る（　
）
38

。
し
か
し
、
筆
者
は
か
ね
て
か
ら
『
十
宗
要
道
記
』
の
円
爾
撰
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
二
点
挙
げ
て
み
た
い
。
第
一
は
「
仏
心
宗
」
に
、
禅
の
心
は
「
知
」、「
霊
知
」
と
以
下
の
如
く
言
う
点
で

あ
る
。「

東
山
禅
師
云
、
禅
心
印ス

レ
ハ㆑

教
殊
途
一
轍
ナ
リ
、

又
宣

ム
ヘ
ナ
ル
ナ
カ哉

、
宣

ノ
ヘ
タ
リ㆓

知
之
一
字
ハ

衆
妙
之
門
㆒ナ
リ
ト

、
此
ノ

理
ヲ

可
㆑

悟
、」（　
）
39
（
東
山
禅
師
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云
く
、
禅
心
、
教
に
印
す
れ
ば
殊
途
一
轍
な
り
。
又
、
宣
べ
な
る
な（

か
な
）か

。
知
の
一
字
は
衆
妙
の
門
な
り
と
宣
べ
た
り
。
此
の
理
を
悟
る

べ
し
）

「
其
法
ハ

超
㆓

三
学
㆒、
以
㆓

霊
知
㆒

為
㆑ス

法
ト

、」（　
）
40
（
其
の
法
は
三
学
を
超
え
、
霊
知
を
以
て
法
と
為
す
）

　
「
知
の
一
字
」
は
神
会
が
、「
霊
知
」
は
宗
密
が
『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
な
ど
で
表
現
す
る
。
無
論
、
円
爾
が
神
会
や
宗
密
の

禅
を
詳
し
く
読
ん
で
い
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
宋
代
の
禅
を
直
接
中
国
で
学
ん
で
き
た
僧
侶
が
持
ち
出
す
禅
に
し
て
は
、

余
り
に
も
古
く
さ
く
、
書
物
の
中
で
知
っ
た
禅
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
感
が
あ
る
。
実
際
、『
聖
一
国
師
語
録
』
や
『
東
福
開

山
聖
一
国
師
年
譜
』
等
に
こ
れ
ら
は
散
見
で
き
ず
、
果
た
し
て
円
爾
が
神
会
や
宗
密
の
禅
を
中
心
に
考
え
て
い
た
か
、
疑
問
に

感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
二
カ
所
の
『
宗
鏡
録
』
の
引
用
文
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、「
浄
土
宗
」
に
記
さ
れ
た
一
文
で
あ
る
。

「
宗
鏡
録
引
㆓

真
言
㆒ヲ

云
、
顕
教
円
人
登
㆓

初
住
㆓ニ

時
皆
入
㆓

真
言
㆒

」（　
）
41
（
宗
鏡
録
、
真
言
を
引
い
て
云
く
、
顕
教
円
人
、
初
住
に
登

る
時
皆
真
言
に
入
る
）

と
あ
る
。
こ
の
文
言
を
Ｓ
Ａ
Ｔ
（
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
）
に
当
た
っ
て
も
、
ど
の
経
論
に
も
ヒ
ッ
ト
し
な
い
。
円
爾
の
『
年

譜
』
に
よ
れ
ば
、
円
爾
は
宮
中
で
帝
に
『
宗
鏡
録
』
を
勧
め
た
り（　
）
42

、
関
白
兼
経
の
た
め
に
『
宗
鏡
録
』
の
講
義
を
し
て
お

り（　
）
43

、『
宗
鏡
録
』
に
は
大
変
詳
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
は
、
当
文
と
同
じ
も
の
が
頼
瑜
撰
『
顕
密
問
答
鈔
』（
下
）
に
、

「
禅
門
の
人
」（　
）
44

の
こ
と
ば
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
真
言
宗
ノ

云
ク

。
顕
教
ノ

円
人
登
㆓ル

初
住
㆒ニ

時
皆
入
㆓ル

真
言
㆒ニ

」（　
）
45
（
真
言
宗
の
云
く
、
顕
教
の
円
人
初
住
に
登
る
時
皆
真
言
に
入
る
）

『
顕
密
問
答
鈔
』
に
は
「『
宗
鏡
録
』
が
真
言
を
引
い
た
」
と
い
う
文
言
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
一
つ
の
推
測
は
、『
顕
密
問
答

鈔
』
に
記
載
さ
れ
る
「
禅
門
の
人
」
が
「『
宗
鏡
録
』
の
専
門
家
」
ま
た
は
「『
宗
鏡
録
』
を
度
々
引
用
し
て
い
た
人
」
で
は
な
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か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
頼
瑜
と
同
じ
禅
籍
を
見
て
い
た
『
十
宗
要
道
記
』
の
作
者
が
、
そ
の
「
禅
門
の
人
」
を

「『
宗
鏡
録
』
の
専
門
家
」、「『
宗
鏡
録
』
を
引
用
し
た
人
の
文
章
」
の
意
味
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

二
つ
目
は
「
仏
心
宗
」
の
最
後
の
行
に
書
か
れ
た
一
文
で
あ
る
。

「
宗
鏡
ニ
ハ

明
㆓

一
字
㆒

不
㆑ト
モ

識
但
得
㆓ト

見
性
㆒

」（　
）
46
（
宗
鏡
に
は
、
一
字
を
明
し
、
識
ら
ず
と
も
但
だ
見
性
を
得
、
と
。）

こ
の
文
も
『
宗
鏡
録
』
に
は
な
く
、『
血
脈
論
』
に
書
か
れ
て
い
る
「
但
見
本
性
。
一
字
不
識
亦
得
。
見
性
即
是
佛
。」（　
）
47

を
指

し
て
い
る
と
理
解
で
き
る（　
）
48

。
こ
の
部
分
も
も
し
か
し
た
ら
、「『
宗
鏡
録
』
か
ら
引
用
し
た
」
の
意
味
で
は
無
く
、「『
宗
鏡

録
』
に
詳
し
い
人
の
資
料
に
よ
る
と
」
の
よ
う
な
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、『
十
宗
要
道
記
』
の
『
宗
鏡
録
』
引
用

文
に
は
不
正
確
な
部
分
が
見
ら
れ
、『
宗
鏡
録
』
に
精
通
し
て
い
た
円
爾
が
撰
述
し
た
と
は
な
か
な
か
頷
け
な
い
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
鎌
倉
時
代
の
僧
侶
円
爾
の
禅
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
や
は
り
最
も
大
事
な
点
は
よ
り
信
頼
で
き
る
資
料
に
基

づ
い
て
議
論
を
す
べ
き
か
と
考
え
る
。
後
世
に
書
写
さ
れ
た
資
料
ま
た
は
制
作
さ
れ
た
版
本
な
ど
は
、
円
爾
に
仮
託
し
て
書
か

れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
修
行
用
心
』
及
び
『
坐
禅
義
』
が
円
爾
に
関

わ
る
資
料
と
確
定
は
で
き
な
い
が
、
時
代
的
に
も
円
爾
に
近
い
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
日
全
の
学
識
は
極
め
て
広
く
、
引

用
箇
所
は
正
確
で
あ
る
為
、「
円
爾
の
法
語
」
の
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
度
紹
介
し
た
『
正
義
抄
』
に
刻
ま
れ
た

引
用
文
は
僅
か
で
あ
る
が
、
円
爾
の
修
行
・
坐
禅
論
の
新
た
な
一
面
と
し
て
、
円
爾
の
禅
の
解
明
へ
の
一
歩
と
成
れ
ば
幸
甚
で

あ
る
。注

 
 

拙
稿
［
二
〇
一
六
］、［
二
〇
一
七
］、［
二
〇
二
〇
］

（　

）
1
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今
日
伝
わ
る
『
正
義
抄
』
は
、
日
全
の
筆
で
は
な
く
本
妙
寺
（
後
の
中
山
法
華
経
寺
）
の
八
世
日
院
が
明
応
七
年
に
伝
写
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
中
山
法
華
経
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
『
正
義
抄
』
は
昭
和
一
九
年
消
失
す
る
が
、
そ
の
前
に
斉
藤
要
輪
氏
が

昭
和
六
年
か
ら
七
年
間
か
け
て
書
写
し
、
現
在
、
一
、
四
、
七
、
一
四
、
一
九
巻
を
欠
い
た
十
七
巻
が
立
正
大
学
メ
デ
イ
ア
セ
ン

タ
ー
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
近
年
「
興
風
談
所
」
に
よ
り
斉
藤
要
輪
本
『
正
義
抄
』
を
翻
刻
し
た
も
の
が
、『
興
風
叢
書
』
一
〇
か

ら
一
四
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
『
興
風
叢
書
』
に
よ
り
『
正
義
抄
』
の
内
容
を
知
り
得
た
。

 
 

拙
稿
［
二
〇
一
六
］、［
二
〇
一
七
］

 
 

『
興
風
叢
書
』
一
三
、
二
六
八
～
二
六
九
頁
。

 
 

前
頁
に
は
「
明
心
抄
云
〈
聖
一
和
尚
作
〉」（
二
六
七
頁
）
と
長
い
引
用
文
が
あ
り
、
そ
の
後
「
示
云
」、「
古
人
云
」、「
法
華
云
」、

「
金
錍
云
」
と
、
日
全
ま
た
は
日
蓮
宗
側
か
ら
の
『
明
心
抄
』
の
内
容
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
（
二
六
八
頁
）。
そ
れ
に
引
き
続
き

「〈
同
作
〉」
と
は
、
ほ
ぼ
「〈
聖
一
和
尚
作
〉」
と
理
解
し
て
よ
い
。

 
 

原
文
は
「
部
」
で
あ
る
が
、「
興
風
談
所
」
の
修
正
に
よ
り
「
起
」
を
取
っ
た
。

 
 

『
興
風
叢
書
』
一
四
、
七
〇
頁
。

 
 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九
五
、
一
四
一
頁
上
。

 
 

同
上
、
一
四
三
頁
下
。

 
 

「
維
摩
詰
言
。
唯
然
舍
利
弗
。
諸
如
來
諸
菩
薩
有
八
不
思
議
門
。
得
知
此
門
者
。
以
須
彌
之
高
廣
入
芥
子
中
無
所
増
減
。」（『
大
正

蔵
』
一
四
、
五
二
七
中
）

 
 

『
修
行
用
心
』
及
び
『
坐
禅
義
』
の
解
釈
・
現
代
語
訳
に
関
し
て
恩
師
木
村
清
孝
先
生
に
ご
指
導
頂
い
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

 
 

松
波
直
弘
［
二
〇
〇
六
］

 
 

『
興
風
叢
書
』
一
三
、
二
六
九
頁
。

 
 

同
上
。
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）
10

（　

）
11

（　

）
12

（　

）
13

（　
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『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九
五
、
一
二
二
頁
上
。

 
 

同
上
、
一
二
四
頁
上
。

 
 

翻
刻
文
に
誤
謬
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、「
十
方
の
知
者
」
は
「
十
方
の
智
者
」（
四
一
一
頁
）、「
此
外
な

に
を
か
霊
徳
と
し
」
は
「
此
外
な
に
を
か
霊
徳
と
せ
ん
」（
四
一
一
頁
）、「
無
相
清
浄
」
は
「
無
想
清
浄
」（
四
一
三
頁
）
と
な
っ
て

い
る
。

 
 

「
正
保
五
年
版
」
以
外
に
も
「
慶
安
元
年
版
」、「
文
政
十
二
年
版
」
が
現
存
す
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
対
策
の
為
、
残
念
な
が
ら
実
見
で
き
な
か
っ
た
。

 
 

古
田
紹
欽
［
一
九
八
八
］、
一
二
九
頁
。

 
 

早
苗
憲
生
［
一
九
七
四
］、
二
六
九
頁
上
。

 
 

同
上
、
二
七
五
頁
上
。

 
 

『
興
風
叢
書
』
一
四
、
七
〇
頁
。

 
 

拙
稿
［
二
〇
一
六
］、［
二
〇
一
七
］

 
 

拙
稿
［
二
〇
一
七
］、
八
頁
。
又
は
『
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
十
巻
稀
覯
禅
籍
集
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
七
）、
五
二
五
頁
上
～
下
。

 
 

称
名
寺
蔵
『
明
心
』
の
解
題
を
述
し
た
道
津
綾
乃
氏
は
、「
他
宗
と
の
違
い
を
述
べ
る
〝
工
夫
〟
部
分
は
、
特
徴
と
し
て
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
に
「
塵
ナ
シ
」
の
鏡
を
得
て
お
り
、「
先
ツ
玉
ヲ
得
テ
ウ
シ
ナ
ハ
シ
」
と
工
夫
（
修
行
）
す
る
こ
と
を

宗
門
と
位
置
付
け
た
①
の
作
者
は
、
見
性
を
掲
げ
る
師
家
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。」（『
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
十
巻
稀
覯
禅
籍
集
』、
六

五
七
～
六
五
八
頁
）
と
「
工
夫
」
に
着
目
し
、
見
性
禅
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

 
 

筆
者
対
照
表
参
照
。
又
は
早
苗
憲
正
［
一
九
七
四
］、
二
七
八
頁
上
。
尚
、
当
文
は
「
正
保
本
」
の
「
５
の
答
」
に
も
あ
る
。

 
 

同
上
。
又
は
早
苗
憲
正
［
一
九
七
四
］、
二
八
〇
頁
上
。

 
 

山
田
昭
全
・
三
木
紀
人
編
『
雑
談
集
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
二
七
六
頁
。

 
 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九
五
、
一
三
八
頁
上
～
下
。
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菅
基
久
子
氏
は
、
円
爾
と
無
住
の
「
事
」
の
捉
え
方
の
違
い
を
論
じ
て
い
る
。（［
二
〇
〇
八
］「
弁
円
円
爾
と
無
住
一
円
の
思
想

的
関
係
」『
武
蔵
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
一
八
）

 
 

李
秀
真
［
二
〇
〇
七
］、
六
頁
。

 
 

納
冨
常
天
［
一
九
五
六
］「
金
沢
文
庫
坐
禅
儀
に
つ
い
て
」（『
大
倉
山
学
院
紀
要
』
二
）

 
 

同
上
、
三
一
一
頁
。

 
 

『
国
訳
禅
宗
叢
書
』
第
一
号
第
十
二
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
七
五
）、
五
八
九
頁
。

 
 

『
金
沢
文
庫
資
料
全
書　

禅
籍
篇
』（
一
九
七
四
）、
一
六
一
上
～
下
。

 
 

筆
者
は
拙
稿
［
二
〇
一
七
］
に
お
い
て
、『
中
世
の
中
日
禅
宗
交
流
史
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
五
）
の
著
者
、
釈
会
忍
氏

（
＝
李
秀
真
）
が
「
宗
門
」
に
つ
い
て
「
円
爾
の
『
坐
禅
義
』」
と
『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
』
の
比
較
考
察
さ
れ
た
箇
所
に
基
づ
い
て
論

じ
た
が
、
書
誌
学
的
検
討
を
全
く
行
わ
な
か
っ
た
。

 
 

吉
原
健
雄
［
二
〇
〇
六
］、
松
波
直
弘
［
二
〇
〇
六
］、
李
秀
真
［
二
〇
〇
七
］

 
 

島
地
大
等
［
一
九
一
三
］「
十
宗
要
道
記
及
び
八
海
含
蔵
に
就
い
て
」（『
禅
宗
』
二
一
四
）、
古
田
紹
欽
［
一
九
七
九
］「
聖
一
国

師
の
『
十
宗
要
道
記
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
季
刊
禅
文
化
』
九
四
）

 
 

『
禅
宗
』
二
一
〇
、
一
七
～
一
八
頁
。

 
 

同
上
、
一
八
頁
。

 
 

同
上
、
一
五
頁
。

 
 

「
寛
元
三
年
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九
五
）、
一
三
七
頁
上
。

 
 

「
寛
元
四
年
」（
同
上
）、
一
三
七
頁
下
。

 
 

『
顕
密
問
答
鈔
』
の
「
禅
門
の
人
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
［
二
〇
一
一
］
に
愚
説
を
述
べ
た
の
で
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

 
 

『
続
真
言
宗
全
書
』
二
三
、
三
四
頁
上
。

 
 

『
禅
宗
』
二
一
〇
、
二
二
頁
。
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『
大
正
蔵
』
四
八
、
三
七
五
上
。

 
 

菅
基
久
子
氏
は
「『
宗
鏡
録
』
自
体
に
は
、「
一
字
を
も
識
ら
ず
し
て
但
見
性
を
得
よ
」
と
い
う
、
そ
の
ま
ま
の
記
述
は
な
い
。
だ

が
、「
見
性
明
心
」
の
立
場
を
示
す
記
述
や
、
言
説
を
如
来
の
善
巧
方
便
ゆ
え
に
仮
設
さ
れ
た
手
段
と
位
置
づ
け
て
、
禅
者
は
理
観

の
み
に
よ
る
た
め
「
一
句
を
も
識
ら
ず
」
と
し
て
い
る
記
述
は
見
出
せ
る
。」［
二
〇
〇
六
］「
中
世
禅
の
仏
語
―
円
爾
弁
円
と
無
住

一
円
―
」『
日
本
思
想
史
学
』
三
八
、
七
一
頁
下
）
と
述
べ
、『
宗
鏡
録
』
か
ら
三
か
所
の
引
用
文
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
の

示
し
た
箇
所
は
『
十
宗
要
道
記
』
の
『
宗
鏡
録
』
引
用
文
と
は
正
確
性
を
欠
い
て
お
り
、
些
か
持
論
に
寄
せ
た
感
は
否
め
な
い
。

参
考
文
献

早
苗
憲
生
［
一
九
七
四
］「
逢
左
文
庫
本
『
聖
一
仮
名
法
語
』
の
研
究
（
一
）
本
文
篇
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
）

古
田
紹
欽
［
一
九
八
八
］『
日
本
禅
宗
史
の
諸
問
題
』
第
五
章
「
円
爾
―
栄
西
と
道
元
を
踏
ま
え
て
―
」（
大
東
出
版
）

吉
原
健
雄
［
二
〇
〇
六
］「
円
爾
禅
に
お
け
る
修
行
不
要
論
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
六
八
）

松
波
直
弘
［
二
〇
〇
六
］ 「『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
』
に
お
け
る
円
爾
批
判
の
意
義
―
仏
心
宗
に
お
け
る
「
不
修
行
業
」
の
特
質
―
」（『
季

刊
日
本
思
想
史
』
六
八
）

李
秀
真　

 

［
二
〇
〇
七
］「
蘭
湲
道
隆
と
円
爾
の
『
坐
禅
論
』
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
史
学
』
六
八
）

古
瀬
珠
水
［
二
〇
一
一
］「『
見
性
成
仏
論
』
と
『
顕
密
問
答
鈔
』
の
「
禅
門
の
人
」
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
仙
石
山
仏
教
学
論
集
』
六
）

　
　
　
　

 

［
二
〇
一
六
］ 「『
法
華
問
答
正
義
抄
』
に
み
ら
れ
る
日
本
の
禅
宗
文
献
―
『
見
性
成
仏
義
』
及
び
『
明
心
抄
』
に
つ
い
て
―
」

（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
五
―
二
）

　
　
　
　

 

［
二
〇
一
七
］ 「『
明
心
』
に
つ
い
て
の
考
察
―
『
仏
法
大
明
録
』
と
の
関
係
お
よ
び
「
円
爾
作
」
の
根
拠
を
探
る
―
」（『
仙

石
山
仏
教
学
論
集
』
九
）

　
　
　
　

 

［
二
〇
二
〇
］ 「
中
世
禅
宗
の
他
宗
へ
の
反
論
―
『
法
華
問
答
正
義
抄
』
に
お
け
る
禅
宗
側
の
人
物
に
つ
い
て
―
」（『
印
度
学

仏
教
学
研
究
』
六
九
―
一
）

（　

）
47

（　

）
48



円爾の修行・坐禅論

229

蓬
左
文
庫
本
「
聖
一
国
師
仮
名
法
語
」（「
蓬
左
本
」）

正
保
五
年
版
「
東
福
聖
一
国
師
仮
名
法
語
」（「
正
保
本
」）

夫
れ
諸
法
は
皆
此
門
よ
り
流
出
し
、
万
行
も
皆
此
道
よ
り
通

達
し
、
智
恵
神
通
妙
用
も
此
中
よ
り
生
じ
、
人
天
性
命
も
此

中
よ
り
開
け
た
る
が
故
に
、
諸
仏
既
に
此
門
に
安
住
し
、
菩

薩
又
行
じ
て
此
道
に
入
る
。
乃
至
、
小
乗
及
び
外
道
も
行
ず

と
い
へ
ど
も
、
未
だ
正
路
に
叶
は
ず
。
凡
そ
顕
蜜
の
諸
宗
も

此
道
を
得
て
自
証
と
す
。
故
に
此
禅
を
諸
法
根
本
と
云
へ
り
。

夫
れ
坐
禅
の
宗
門
と
云
ふ
は
、
大
解
脱
の
道
な
り
。
諸
法
は
、
皆

此
門
よ
り
流
出
し
、
万
行
も
、
み
な
此
道
よ
り
通
達
し
、
智
恵
神

通
の
妙
用
も
、
此
中
よ
り
生
じ
、
人
天
の
性
命
も
、
此
中
よ
り
開

け
た
り
。
故
に
諸
仏
す
で
に
此
門
に
安
住
し
、
菩
薩
も
亦
行
じ
て
、

此
道
に
入
る
。
乃
至
小
乗
及
び
外
道
も
、
行
ず
と
い
へ
ど
も
、
未

だ
正
路
に
か
な
は
ず
。
凡
そ
顕
密
の
諸
宗
も
、
此
道
を
得
て
自
証

と
す
。
故
に
祖
師
の
曰
く
、
十
方
の
知
者
、
み
な
此
宗
に
入
と
宣

た
ま
へ
り
。

・
禅
と
は
仏
心
な
り
。
律
と
は
外
相
な
り
。
教
と
は
言
説
な

り
。
称
名
と
は
方
便
な
り
。
是
れ
ら
は
皆
小
乗
な
り
。
そ
れ
、

禅
と
は
以
心
伝
心
、
此
宗
を
根
本
と
云
う
な
り
。

1

問
て
曰
く
。
此
禅
門
を
、
諸
法
の
根
本
と
い
へ
る
こ
と
如
何
。

答
て
曰
。
禅
と
は
仏
心
な
り
。
律
と
は
外
相
な
り
。
教
は
言
説
な

り
。
称
名
は
方
便
な
り
。
こ
れ
ら
の
三
昧
み
な
仏
心
よ
り
出
た
り
。

故
に
此
宗
を
根
本
と
す
る
也
。

・
禅
は
無
相
を
体
と
す
。
然
ら
ば
、
霊
光
霊
徳
も
あ
ら
は
れ

ず
。
見
性
成
仏
も
何
を
以
て
か
証
拠
と
せ
ん
。

・
自
心
是
仏
な
り
。
此
外
に
何
（
の
）
証
拠
を
か
求
め
ん
や
。

2

問
て
曰
。
禅
法
は
無
相
を
体
と
す
。
然
ば
如
何
ぞ
、
霊
徳
も
あ
ら

は
れ
、
見
性
も
な
に
を
以
て
か
証
拠
と
せ
ん
。

答
て
曰
。
自
心
是
仏
な
り
。
此
外
な
に
を
か
霊
徳
と
し
、
自
心
を

覚
了
せ
ん
よ
り
外
、
な
ん
の
証
拠
を
か
、
も
と
め
ん
や
。

・
禅
の
一
法
は
一
切
諸
法
を
そ
へ
た
り
。

3

問
て
曰
。
此
一
心
を
修
行
せ
ば
、
是
れ
一
法
な
る
べ
し
。
万
行
万

善
を
修
せ
ば
、
功
徳
い
か
ん
が
、
一
法
に
を
と
る
べ
き
や
。

答
て
曰
。
古
人
の
曰
、
頓
に
如
来
禅
を
覚
了
す
れ
ば
、
六
度
万
行

体
中
に
円
な
り
と
云
り
。
然
れ
ば
禅
の
一
法
は
、
一
切
諸
法
を
備

へ
た
り
。
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さ
れ
ば
、
世
間
の
儀
も
万
能
一
心
に
如
か
ず
と
云
へ
り
。
是

故
に
万
行
を
修
す
ど
も
、
心
の
迷
を
休
せ
ず
ん
ば
、
悟
を
得

る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。

さ
れ
ば
世
間
の
儀
に
も
、
万
能
一
心
に
し
か
じ
と
云
へ
り
。
故
に

万
行
を
修
す
と
も
、
一
心
の
迷
を
、
や
め
ず
ば
、
悟
を
得
る
こ
と

有
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
悟
ら
ず
ん
ば
、
何
を
か
成
仏
と
せ
ん
。

4

問
て
曰
。
此
仏
心
宗
を
、
い
か
ゝ
修
行
す
べ
き
や
。
た
と
ひ
修
行

す
と
も
、
悟
を
得
る
こ
と
、
不
定
な
る
べ
し
。
若
し
不
定
な
ら
ば
、

修
し
て
も
、
な
ん
の
益
か
有
る
べ
き
。

答
て
曰
。
此
宗
門
は
、
不
思
議
解
脱
の
道
な
る
が
ゆ
へ
に
、
若
し

一
度
耳
に
触
る
ゝ
者
は
、
菩
提
の
勝
因
と
な
る
。
若
し
此
宗
門
を

修
せ
ば
、
仏
心
の
至
極
と
す
。
故
に
仏
心
、
も
と
よ
り
迷
悟
な
し
。

正
に
是
れ
雪
山
六
年
端
坐
妙
行
、
此
宗
門
に
分
明
な
り
。
未
だ
道

を
得
ざ
る
に
。
一
時
坐
禅
す
れ
ば
、
一
時
の
仏
な
り
。
一
日
坐
禅

す
れ
ば
、
一
日
の
仏
な
り
。
一
生
坐
禅
す
れ
ば
、
一
生
の
仏
な
り
。

か
く
の
如
く
、
信
用
す
る
は
、
大
機
根
、
大
法
器
の
人
な
り
。

・
さ
れ
ば
仏
心
は
無
相
無
着
な
り
。
金
剛
経
曰
、
一
切
の
相

を
離
る
る
を
諸
仏
と
す
。
故
に
行
住
坐
臥
四
威
儀
の
中
無
念

な
る
処
、
是
れ
実
の
用
の
心
な
り
、
工
夫
な
り
。

5

問
曰
。
若
し
此
道
を
行
ぜ
ん
に
、
い
か
ゝ
用
心
す
べ
き
や
。

答
曰
。
仏
心
は
、
無
相
無
着
な
り
。
金
剛
経
に
曰
、
一
切
の
相
を

離
れ
た
る
を
諸
仏
と
す
。
故
に
行
住
坐
臥
の
四
威
儀
の
中
に
、
無

心
無
念
な
る
処
、
こ
れ
実
の
用
心
な
り
、
工
夫
な
り
。

・
又
経
陀
羅
尼
を
誦
し
、
或
い
は
持
戒
し
、
或
い
は
念
仏
称

名
し
て
其
の
功
徳
を
憑
ん
と
思
ふ
は
如
何
。

6

問
曰
。
か
く
の
如
く
の
修
行
、
信
じ
が
た
く
、
な
し
が
た
し
。
但

経
を
誦
し
、
陀
羅
尼
を
遍
て
、
又
は
戒
を
持
ち
、
或
ひ
は
念
仏
称

名
し
て
、
其
の
功
徳
を
、
た
の
ま
ん
と
思
ふ
。
こ
れ
い
か
ん
。

・
経
陀
羅
尼
と
云
ふ
は
文
字
に
あ
ら
ず
。
一
切
衆
生
の
本
心

な
り
。
暫
く
本
心
を
失
へ
る
人
の
為
、
種
々
の
た
と
へ
を
以

て
教
え
、
本
心
を
悟
ら
し
め
、
迷
い
の
生
死
を
や
め
ん
が
為

答
曰
。
経
陀
羅
尼
と
云
は
、
文
字
に
あ
ら
ず
。
一
切
衆
生
の
本
心

也
。
本
心
を
失
へ
る
人
の
た
め
に
、
様
々
の
譬
を
と
り
て
、
教
へ

て
本
心
を
悟
ら
し
め
、
迷
の
生
死
を
、
や
め
ん
が
た
め
の
言
な
り
。
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の
言
な
り
。
本
心
を
悟
り
、
源
に
帰
へ
ら
ん
人
、
真
実
の
経

を
誦
す
る
な
り
。
文
字
を
実
の
経
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
若

し
文
字
を
口
に
唱
て
至
極
と
い
は
ゝ
、
寒
の
時
、
火
と
云
て

熱
べ
き
や
。
又
た
、
熱
の
時
、
風
と
云
て
凉
し
か
る
べ
し
や
。

亦
、
飢
て
食
の
名
を
と
な
へ
、
食
の
沙
汰
を
し
て
飽
満
す
べ

か
ら
ず
。
此
の
故
に
、
終
日
に
火
火
と
唱
へ
て
熱
す
べ
か
ら

ず
。
通
夜
水
々
と
云
て
も
口
に
う
る
を
う
べ
か
ら
ず
。
文
字

言
句
は
絵
に
か
け
る
餅
の
如
し
。
一
生
口
に
唱
へ
共
、
飢
は

休
む
べ
か
ら
ず
。
さ
て
こ
そ
画
図
の
飢
う
せ
ず
と
云
う
な
り
。

哀
哉
。
凡
夫
は
生
死
の
妄
相
深
く
、
諸
法
に
を
い
て
頻
に
有

法
の
思
の
心
を
作
す
。
是
れ
大
愚
痴
な
り
。
一
切
の
法
を
行

ず
れ
共
、
所
得
の
心
ろ
な
き
は
、
大
乗
の
般
若
と
名
く
。
諸

仏
の
無
相
清
浄
の
智
恵
な
り
。
生
死
の
根
源
を
き
る
故
に
、

般
若
の
利
剣
と
は
云
う
な
り
。

本
心
を
悟
り
、
根
源
に
か
へ
る
人
、
真
実
の
経
を
よ
む
な
り
。
文

字
を
、
ま
こ
と
の
経
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
若
し
文
字
を
、
口
々

に
唱
へ
て
至
極
と
い
は
ば
、
寒
ず
る
と
き
、
火
と
云
て
煖
に
、
熱

す
る
時
、
風
と
云
て
、
冷
し
か
る
べ
き
や
。
又
飢
へ
て
食
の
名
を

唱
へ
、
ほ
し
き
物
の
沙
汰
を
し
て
、
す
な
は
ち
飽
満
す
べ
し
や
。

故
に
終
日
に
、
火
々
と
唱
へ
て
も
、
熱
か
る
べ
か
ら
ず
。
通
夜
、

水
々
と
云
と
も
、
口
は
沾
ふ
べ
か
ら
ず
。
文
字
言
句
は
、
是
れ
絵

に
か
け
る
餅
の
如
し
。
一
生
口
に
唱
ふ
る
と
も
、
飢
は
や
む
べ
か

ら
ず
。
哀
し
き
哉
。
凡
夫
生
死
の
妄
想
ふ
か
く
し
て
、
諸
法
に
於

て
、
し
き
り
に
有
所
得
の
思
を
な
す
。
是
れ
大
愚
痴
な
り
。
一
切

の
法
を
行
ず
れ
と
も
、
有
所
得
の
心
な
き
を
ば
、
大
乗
般
若
と
名

く
。
是
れ
諸
仏
の
無
相
清
浄
の
智
恵
也
。
此
智
恵
は
、
生
死
の
根

源
を
き
る
ゆ
へ
に
、
般
若
の
利
剣
と
云
ふ
也
。

7

問
曰
。
善
根
功
徳
を
、
つ
ま
ず
ん
ば
、
争
か
万
徳
円
満
の
仏
と
な

る
べ
き
や
。

答
曰
。
善
根
功
徳
を
集
め
て
、
仏
を
願
ふ
人
は
、
三
大
阿
僧
祇
劫

を
、
へ
て
も
成
仏
す
べ
し
。
但
直
指
人
心
見
性
成
仏
を
、
修
す
る

人
は
、
自
己
本
来
也
。
初
め
て
仏
果
を
証
ず
る
に
は
あ
ら
ず
。

8

問
曰
。
禅
を
修
す
る
人
は
、善
根
功
徳
の
力
を
ば
、
き
ら
ふ
べ
き
や
。

答
曰
。
他
を
利
益
せ
ん
が
た
め
に
、
善
根
を
修
す
れ
ど
も
、
望
み

な
き
が
ゆ
へ
に
、
功
徳
を
た
の
ま
ず
。
一
切
時
中
無
心
な
る
が
ゆ

へ
也
。
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・
修
行
の
見
を
起
こ
さ
ざ
れ
ば
、
尊
い
名
聞
を
も
よ
ろ
こ
ば

ず
。
憎
愛
の
見
を
起
こ
さ
ざ
れ
ば
、
自
他
の
親
疎
差
別
な
し
。

是
な
る
を
無
心
の
道
人
と
名
く
る
な
り
。
二
乗
声
聞
は
及
び

が
た
し
。

9

問
。
無
心
を
至
極
と
せ
ば
、
誰
を
か
、
見
性
悟
道
の
証
と
す
べ
き

や
。

答
。
一
切
の
悪
知
悪
見
思
量
分
別
を
や
む
る
を
、
無
心
の
至
極
と

云
ふ
也
。
修
行
の
見
を
、
お
こ
さ
ざ
れ
ば
、
成
仏
を
も
望
ま
ず
。

迷
の
見
を
、
お
こ
さ
ゝ
れ
ば
、
悟
を
も
求
め
ず
。
交
衆
の
見
を
起

さ
ざ
れ
ば
、
尊
敬
名
聞
を
も
、
よ
ろ
こ
ば
ず
。
憎
愛
の
見
を
、
お

こ
さ
ざ
れ
ば
、
自
他
の
親
疎
の
差
別
も
な
し
。
一
切
善
悪
都
莫
思

量
な
り
。
是
を
無
心
の
道
人
と
名
く
る
也
。
此
道
は
凡
夫
二
乗
の

知
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。

・
此
の
故
に
、
無
智
人
中
莫
説
此
経
と
云
へ
り
。
諸
教
八
万

四
千
の
法
門
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
其
の
源
を
尋
ぬ
る
に
、
色

空
の
二
法
を
出
で
ず
。
色
は
四
大
蘊
の
体
な
り
。
空
と
は
煩

悩
菩
提
の
性
な
り
。
此
身
体
形
あ
る
ゆ
へ
に
色
と
云
う
。
心

は
形
な
き
が
ゆ
へ
に
空
と
云
う
な
り
。
去
れ
ど
も
、
空
と
は

取
り
定
む
べ
か
ら
ず
。
や
ゝ
も
す
れ
ば
、
空
見
に
落
ち
る
な

り
。
一
切
の
境
界
は
此
身
心
よ
り
外
（
に
）
云
う
べ
き
事
無
し
。

10

問
曰
。
諸
教
の
中
に
は
、
多
く
万
善
万
行
の
功
徳
を
と
く
。
な
ん

ぞ
無
心
の
功
徳
を
、
直
に
と
か
ざ
る
や
。

答
。
本
覚
の
菩
薩
は
、
す
で
に
珍
解
す
。
故
に
こ
れ
を
と
か
ず
。

此
故
に
、
法
華
経
に
、
無
智
人
中
、
莫
説
此
経
と
説
く
は
、
此
意

な
り
。
諸
教
に
、
八
万
四
千
の
法
門
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
其
の
源

を
、
た
づ
ぬ
る
に
、
色
空
の
二
法
を
出
で
ず
。
色
と
は
、
四
大
五

蘊
の
体
な
り
。
空
と
は
、
煩
悩
菩
提
の
性
な
り
。
此
身
体
は
形
あ

る
ゆ
へ
に
、
色
と
云
い
、
心
は
形
な
き
が
ゆ
へ
に
、
空
と
云
な
り
。

一
切
の
境
界
は
、
此
身
心
よ
り
外
に
、
説
く
べ
き
こ
と
な
し
。

一

問
。
此
四
大
の
形
は
本
よ
り
迷
あ
る
物
か
、
又
悟
れ
る
も
の

か
。

曰
。
色
心
と
も
に
本
来
よ
り
迷
悟
の
差
別
無
し
。
一
切
仮
に

化
現
す
。
た
ゝ
夢
幻
の
如
し
。
万
事
す
べ
て
思
量
す
る
事
な

か
れ
。

11

問
曰
。
此
四
大
の
形
体
は
、
も
と
よ
り
迷
へ
る
も
の
か
。
又
悟
れ

る
も
の
か
。

答
曰
。
色
心
と
も
に
、
本
来
迷
悟
差
別
な
し
。
一
切
か
り
に
化
現

す
。
唯
夢
幻
の
如
し
。
万
事
す
べ
て
思
量
す
る
こ
と
な
か
れ
。
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二

問
ふ
。
二
乗
に
も
此
無
心
あ
り
。
菩
提
あ
り
。
涅
槃
あ
り
。

此
宗
幾
程
差
別
有
る
や
。

曰
。
声
聞
縁
覚
羅
漢
は
初
よ
り
身
心
を
煩
悩
と
思
い
、
是
を

厭
い
身
心
を
滅
し
尽
く
し
て
、
枯
木
瓦
石
の
如
く
に
な
り
。

此
の
如
く
行
じ
て
天
人
と
成
る
な
り
。
是
れ
皆
正
法
に
あ
ら

ず
。
小
乗
の
果
な
り
。
大
乗
の
無
心
に
あ
ら
ず
。

12

問
曰
。
二
乗
に
も
、
此
無
心
あ
り
。
菩
提
あ
り
。
涅
槃
あ
り
。
大

乗
に
い
か
ほ
ど
の
差
別
か
あ
る
や
。

答
曰
。
声
聞
縁
覚
の
羅
漢
は
、
初
め
よ
り
身
心
を
、
煩
悩
と
思
ひ
、

是
を
い
と
ひ
、
身
心
を
滅
し
つ
く
し
て
、
枯
木
瓦
石
の
如
く
な
り
。

か
く
の
如
く
行
じ
て
も
、
無
色
界
の
天
人
と
成
る
な
り
。
是
れ
皆

正
法
に
あ
ら
ず
。
小
乗
の
果
な
り
。
大
乗
の
無
心
に
は
、
同
じ
か

ら
ず
。

13

問
曰
。
大
乗
の
菩
薩
は
此
無
心
の
道
あ
り
や
否
や
。

答
曰
。
菩
薩
は
、
十
地
に
至
る
ま
で
、
惑
智
の
障
あ
る
ゆ
へ
に
、

未
だ
か
な
は
ず
。
其
の
惑
障
と
は
、
十
地
ま
で
、
求
法
の
望
あ
る

ゆ
へ
に
、
本
分
に
か
な
は
ず
。
等
覚
を
得
る
時
、
初
め
て
此
無
心

の
道
に
至
る
な
り
。

三

同
問
。
此
菩
薩
だ
に
も
叶
い
難
し
。
如
何
が
初
心
の
人
や
す

く
此
道
に
叶
わ
ん
や
。

答
云
く
。
夫
れ
正
法
は
不
可
思
儀
な
り
。
三
賢
十
聖
の
位
を

立
る
鈍
根
機
の
為
な
り
。
利
根
の
人
は
初
発
心
の
時
、
無
心

正
覚
の
悟
り
な
り
。

14

問
曰
。
此
菩
薩
だ
に
も
、
か
な
ひ
が
た
き
に
、
争
か
初
心
の
人
、

た
や
す
く
、
此
道
に
か
な
は
ん
や
。

答
曰
。
夫
れ
真
正
の
法
は
、
不
可
思
議
な
り
。
三
賢
十
聖
の
位
を

立
る
こ
と
は
、
鈍
根
の
機
の
た
め
な
り
。
利
根
の
人
は
、
初
発
心

の
時
、
無
心
の
正
覚
を
悟
る
な
り
。

四

問
。
見
性
悟
道
の
人
は
、
直
に
仏
に
成
る
と
云
へ
り
。
神
通

光
明
な
き
や
ら
ん
。
又
、
つ
ね
の
人
に
か
わ
り
て
、
妙
用
と

み
へ
た
る
事
も
な
し
。
是
れ
如
何
。

15

問
曰
。
見
性
悟
道
の
人
は
、
直
に
仏
な
り
と
い
へ
ど
も
、
如
何
が

神
通
光
明
は
、
な
き
や
ら
ん
。
又
常
の
人
に
、
か
は
り
て
、
妙
用

と
見
へ
た
る
事
も
な
し
。
是
れ
い
か
ん
。

曰
く
。
此
身
は
過
去
妄
想
よ
り
造
立
す
る
に
よ
つ
て
見
性
す

と
い
へ
ど
も
、
神
通
光
明
も
あ
ら
は
れ
ず
。
然
れ
共
、
六
塵

妄
想
を
通
達
す
れ
ば
、
神
通
に
あ
ら
ず
や
。
難
行
苦
行
を
も

答
曰
。
此
身
は
過
去
の
妄
想
よ
り
、
造
立
す
る
に
よ
つ
て
、
見
性

す
と
い
へ
ど
も
、
神
通
光
明
あ
ら
は
れ
ず
。
然
れ
ど
も
、
六
塵
妄

想
を
通
達
す
る
は
、
神
通
に
あ
ら
ず
や
（
。）
難
行
苦
行
を
も
、



234

か
ら
ず
、
三
大
阿
僧
祇
劫
を
へ
ず
し
て
、
生
死
を
截
断
、
直

に
見
性
成
仏
す
。
是
れ
を
ゝ
い
な
る
妙
用
な
り
。
清
浄
法
身

智
光
を
以
て
一
切
衆
生
の
愚
暗
に
度
る
。
此
外
、
光
明
何
益

か
あ
ら
ん
。
此
外
神
通
奇
特
を
願
は
ば
天
魔
外
道
な
り
。
狐

狼
野
干
も
神
通
変
化
あ
り
。
是
れ
ら
を
貴
む
べ
き
（
や
）。

か
ら
ず
、
三
大
阿
僧
祇
劫
を
、
へ
ず
し
て
、
生
死
を
截
断
し
、
直
に

見
性
成
仏
す
。
是
れ
妙
用
也
。
清
浄
法
身
の
智
光
を
以
て
、
一
切
衆

生
の
愚
暗
を
度
す
。
此
外
の
光
明
、
な
ん
の
益
か
あ
ら
ん
。
大
智
通

達
の
外
に
、
神
通
を
、
ね
が
は
ゝ
、
天
魔
外
道
な
る
べ
し
。
狐
狸

も
神
通
変
化
あ
り
。
こ
れ
ら
は
貴
ぶ
べ
し
や
。
但
無
心
を
修
行
し

て
、
三
大
阿
僧
祇
劫
を
、
一
時
に
滅
し
、
忽
ち
に
見
性
成
仏
す
べ
し
。

16

問
。
見
性
成
仏
の
意
を
ば
、
い
か
な
る
智
恵
を
用
ひ
て
か
、
是
れ

を
悟
る
べ
き
。

答
。
経
論
を
学
び
て
得
た
る
智
を
ば
、
見
聞
覚
知
と
名
く
。
是
れ

は
愚
痴
の
凡
夫
に
対
す
る
智
な
り
。
真
の
智
に
あ
ら
ず
。
回
光
返

照
し
て
、
本
有
の
仏
性
を
知
見
す
。
是
れ
を
恵
眼
と
名
く
。
此
恵

眼
を
以
て
、
見
性
成
仏
す
る
な
り
。

17

問
曰
。
本
有
の
仏
性
と
は
、
い
か
な
る
も
の
ぞ
。
又
回
光
返
照
と

は
、
な
ん
ぞ
や
。

答
曰
。
一
切
衆
生
に
自
性
あ
り
。
此
性
は
、
も
と
よ
り
不
生
不
滅

な
り
。
常
住
不
変
な
り
。
故
に
本
有
の
自
性
と
名
く
。
三
世
の
諸

仏
も
、
一
切
衆
生
も
此
性
を
本
地
法
身
と
す
（
。）
此
法
身
の
光

明
、
周
遍
法
界
に
充
満
し
て
、
一
切
衆
生
の
愚
暗
無
明
を
回
光
返

照
す
。
此
回
光
の
至
ら
ざ
る
処
は
、
無
明
魔
界
と
名
く
。
此
魔
界

に
、
煩
悩
の
鬼
神
住
し
て
、
法
性
を
く
ら
は
ん
と
す
。
此
煩
悩
の

鬼
に
害
せ
ら
る
ゝ
人
は
、
妄
念
を
本
心
と
思
ひ
、
貪
欲
の
種
子
を
、

歓
楽
と
思
ふ
て
、
三
悪
四
生
に
、
め
ぐ
る
な
り
。
何
れ
の
時
か
、

生
死
を
截
断
せ
ん
や
。
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五

問
。
生
死
の
妄
念
よ
り
を
こ
る
。
若
し
妄
念
発
源
を
了
し
て

は
、
生
死
自
ら
休
む
べ
し
や
。

曰
。
衆
生
と
は
昼
夜
六
時
妄
念
顛
倒
せ
ら
れ
、
本
分
の
仏
性

を
自
ら
煩
悩
の
塵
（
に
）
埋
む
。
明
月
を
雲
の
か
く
す
が
如

し
。
此
念
の
源
を
悟
り
ぬ
れ
ば
、
明
月
の
雲
を
出
す
が
如
し
。

18

問
曰
。
生
死
は
、
妄
念
よ
り
お
こ
る
。
若
し
妄
念
の
お
こ
る
源
を

さ
と
ら
ば
、
生
死
自
ら
や
む
べ
し
や
。

答
曰
。
衆
生
は
昼
夜
十
二
時
、
妄
念
に
顛
倒
せ
ら
れ
て
、
本
分
の

仏
性
お
の
づ
か
ら
煩
悩
の
塵
に
う
づ
む
。
明
月
を
雲
の
か
く
す
が

如
し
。
此
念
の
源
を
悟
り
ぬ
れ
ば
、
明
月
の
雲
を
出
る
が
如
し
。

鏡
き
よ
け
れ
ば
、
万
の
影
明
か
に
て
ら
す
が
如
し
。
諸
法
の
上
に

於
て
通
達
し
、
万
境
に
対
す
れ
ど
も
、
か
み
す
ぢ
ほ
ど
の
、
け
が

れ
な
し
。
是
れ
本
分
の
仏
性
、
神
通
自
在
な
る
が
ゆ
へ
な
り
。

19

問
曰
。
坐
禅
の
用
心
に
、
一
切
善
悪
、
都
莫
思
量
と
云
は
、
何
ぞ

や
。

答
曰
。
此
句
は
直
に
生
死
の
根
源
を
、
截
断
す
る
処
な
り
。
坐
禅

の
時
ば
か
り
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
若
し
此
句
に
到
る
人
は
、
無
始

無
終
の
仏
な
り
。
行
住
坐
臥
の
禅
な
り
。

20

問
曰
。
大
大
の
念
、
小
小
の
念
と
云
は
な
ん
ぞ
や
。

答
曰
。
小
々
の
念
と
は
、
一
切
の
縁
よ
り
お
こ
る
念
な
り
。
大
々

の
念
と
は
無
始
生
死
貧
瞋
痴
な
り
。
此
大
小
三
毒
の
念
を
坐
禅
の

時
ば
か
り
や
む
る
人
も
、
真
実
道
心
な
き
人
は
、
無
始
生
死
の
根

源
を
明
ら
め
、
三
毒
の
識
情
を
、
つ
く
す
こ
と
な
し
。
若
し
人
此

根
源
を
明
ら
め
ぬ
れ
ば
、
煩
悩
は
菩
提
と
な
り
、
三
毒
は
三
聚
浄

戒
と
な
り
、
生
死
は
無
始
の
涅
槃
と
な
り
、
六
塵
は
六
神
通
と
な

る
な
り
。

六

問
。
久
参
、
覚
得
人
と
は
、
身
心
明
か
に
清
浄
成
る
べ
し
。

初
め
て
修
行
せ
ん
人
は
、
妄
想
顛
倒
い
つ
か
休
す
べ
き
。

21

問
曰
。
久
し
く
坐
禅
修
行
の
人
は
、
身
心
明
か
に
清
浄
な
る
べ
し
。

初
め
て
修
行
せ
ん
人
、
妄
想
顛
倒
い
か
ん
が
、
や
む
べ
き
や
。
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曰
。
妄
想
顛
倒
を
ば
い
と
う
べ
か
ら
ず
。
唯
、
心
性
を
明
む

べ
し
。
一
心
の
迷
に
よ
る
故
に
、
本
来
清
浄
の
処
に
於
て
妄

想
顛
倒
の
有
と
思
へ
り
。
縦
へ
ば
、
眠
の
中
に
種
々
の
事
を

夢
見
れ
共
、
さ
め
ぬ
れ
ば
万
事
皆
空
な
り
。
一
心
に
迷
へ
ば

万
事
皆
妄
想
と
な
り
、
一
心
悟
る
時
は
万
事
空
に
し
て
一
物

無
し
。
然
る
ゆ
へ
に
、
一
物
無
し
と
云
う
は
、
物
に
よ
り
て

云
う
事
な
り
。
是
を
ば
参
じ
て
識
る
べ
し
。

答
曰
。
妄
想
顛
倒
を
ば
、
に
く
む
べ
か
ら
ず
。
唯
心
性
を
明
ら
む

べ
し
。
一
心
に
迷
へ
る
ゆ
へ
に
、
本
来
清
浄
の
処
に
於
て
、
し
い

て
妄
想
顛
倒
の
有
る
ぞ
と
思
へ
り
。
譬
へ
ば
眠
の
中
に
種
々
の
事

を
夢
に
見
れ
ど
も
、
夢
さ
め
ぬ
れ
ば
、
万
事
み
な
妄
想
と
な
り
、

一
心
を
悟
る
時
は
、
万
事
皆
空
に
し
て
一
物
な
し
。

22

問
曰
。
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
と
云
ふ
意
い
か
ん
。

答
曰
。
煩
悩
と
は
、
愚
痴
と
無
明
と
也
。
菩
提
と
は
、
一
切
衆
生

の
仏
性
な
り
。
衆
生
己
が
仏
性
を
、
知
ら
ず
し
て
、
外
に
仏
性
を

た
づ
ね
、
外
に
善
悪
を
見
、
一
切
諸
相
に
着
す
。
是
れ
大
愚
痴
な

り
。
又
諸
相
を
す
て
ゝ
、
自
己
の
仏
性
を
、
た
づ
ぬ
る
人
も
、

や
ゝ
も
す
れ
ば
、
明
悟
の
見
を
お
こ
し
、
小
分
よ
の
つ
ね
の
人
に
、

か
は
る
処
あ
れ
ば
、
慢
心
を
お
こ
し
、
魔
道
に
を
つ
る
こ
と
多
し
。

是
れ
無
明
な
り
。
一
心
本
よ
り
、
無
心
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、

心
を
お
こ
し
、
心
を
た
づ
ね
、
い
つ
と
な
く
、
去
来
顛
倒
を
な
す
。

是
れ
生
死
の
た
ね
な
り
。
一
心
の
本
よ
り
不
生
不
滅
な
る
処
を
悟

り
ぬ
れ
ば
、
自
他
の
差
別
も
な
く
、
善
悪
憎
愛
も
な
し
。
全
く
無

念
な
り
無
心
な
り
。
是
れ
を
生
死
即
涅
槃
と
云
へ
り
。
一
心
の
根

源
を
悟
ら
ず
し
て
、
常
住
己
を
失
ひ
、
仏
性
を
、
く
ら
ま
す
。
是

れ
煩
悩
の
源
を
た
づ
ぬ
る
に
、
夢
幻
泡
影
の
如
し
。
一
心
の
本
よ

り
清
浄
の
処
に
至
り
ぬ
る
は
、
煩
悩
即
菩
提
な
り
。
又
一
心
の
源

に
い
た
り
得
る
時
、
本
分
の
大
智
光
明
顕
露
す
。
此
時
万
法
お
さ

ま
り
、
諸
仏
の
畢
竟
空
の
宗
を
得
る
な
り
。
た
と
へ
ば
日
月
の
光
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い
た
ら
ぬ
岩
窟
は
、
暗
け
れ
ど
も
、
灯
を
以
て
入
る
時
は
、
年
月

久
し
き
闇
、
を
の
づ
か
ら
明
か
也
。
又
闇
の
夜
も
、
月
の
光
に
逢

ふ
と
き
は
、
虚
空
、
体
を
変
ぜ
ず
し
て
、
自
ら
明
か
な
り
。
心
法

も
亦
か
く
の
如
し
。
無
明
煩
悩
の
闇
に
迷
へ
る
衆
生
も
、
智
恵
の

光
に
逢
ふ
と
き
は
、
身
心
変
ぜ
ず
し
て
、
自
ら
清
浄
な
り
。
是
れ

を
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
と
云
な
り
。

七

問
。
心
性
は
常
住
不
変
に
し
て
諸
仏
衆
生
一
味
平
等
な
り
と

云
へ
ど
も
、
未
だ
悟
（
に
）
達
せ
ず
。
こ
の
者
は
苦
を
免
れ

ず
。
故
に
修
行
し
て
道
を
悟
る
べ
し
。
然
ら
ば
見
性
後
も
猶

用
心
す
べ
き
や
い
な
や
。

曰
。
平
等
は
智
恵
の
所
な
り
。
修
多
羅
の
教
は
、
月
を
さ
す

指
の
ご
と
し
。
未
だ
月
を
見
ず
ん
ば
、
指
に
よ
る
べ
し
。
月

を
見
得
し
て
後
は
、
指
も
無
益
な
り
。
未
だ
仏
心
を
悟
ら
ざ

る
時
は
、
教
に
よ
る
べ
し
。
若
し
、
仏
の
心
を
知
見
す
る
時

は
、
八
万
四
千
聖
教
皆
一
心
歴
々
た
り
。
一
心
を
了
し
て
後

は
、
一
教
を
も
用
ひ
ず
。
祖
師
の
言
句
は
門
を
敲
く
瓦
の
如

し
。
其
の
門
を
開
き
ぬ
れ
ば
、
瓦
を
提
げ
て
何
か
せ
ん
。
故

に
仏
祖
の
本
意
さ
と
ら
ざ
る
程
は
、
見
性
成
仏
の
句
を
提
げ

て
見
る
べ
し
。
既
に
大
解
脱
の
門
を
開
い
て
、
仏
祖
の
本
意

を
徹
悟
し
ぬ
れ
ば
、
見
性
も
奇
特
も
成
仏
も
衆
生
も
本
来
一

物
無
く
、
三
世
不
可
得
な
り
。

23

問
曰
。
心
性
は
、
常
住
不
変
に
し
て
、
諸
仏
衆
生
、
一
味
平
等
な

り
と
云
へ
ど
も
、
未
達
未
悟
の
衆
生
は
、
苦
を
ま
ぬ
が
れ
ず
。
此

た
め
に
修
行
し
て
、
道
を
悟
る
べ
し
。
然
ら
ば
見
性
の
後
も
、
猶

用
心
す
べ
き
や
。

答
曰
。
一
味
平
等
と
は
、
智
恵
の
照
す
処
な
り
。
修
多
羅
の
教
は
、

月
を
さ
す
指
の
如
し
。
い
ま
だ
月
を
見
ず
ん
ば
、
指
に
よ
る
べ
し
。

月
を
見
て
後
は
、
指
も
無
益
な
り
。
い
ま
だ
仏
心
を
悟
ら
ざ
る
と

き
は
、
教
に
よ
る
べ
し
。
若
し
仏
心
を
知
見
す
る
時
は
、
八
万
の

法
門
皆
一
心
に
歴
々
た
り
。
一
心
を
悟
了
り
て
後
は
、
一
教
を
も

用
ひ
ず
。
祖
師
の
言
句
は
、
門
を
た
ゝ
く
瓦
の
ご
と
し
。
未
だ
門

に
入
ら
ざ
る
時
は
、
瓦
を
ひ
つ
さ
げ
、
す
で
に
門
に
入
り
ぬ
れ
ば
、

瓦
を
ひ
さ
げ
、
な
に
か
せ
ん
。
故
に
仏
祖
の
本
意
を
、
さ
と
ら
ざ

る
ほ
ど
は
、
見
性
成
仏
の
句
を
も
提
じ
て
見
る
べ
し
。
已
に
大
解

脱
の
門
を
ひ
ら
き
、
仏
祖
の
本
意
を
、
徹
悟
し
ぬ
れ
ば
、
見
性
も

奇
特
も
な
し
。
成
仏
も
不
可
得
な
り
。
仏
も
な
く
、
衆
生
も
な
く
、

本
来
一
物
な
し
。
三
世
不
可
得
な
り
。

24

問
曰
。
若
し
見
性
成
仏
の
宗
を
明
ら
め
ず
し
て
、
臨
終
に
、
お
も
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む
か
ん
時
、
末
後
の
用
心
、
い
か
ん
が
す
べ
き
や
。

答
曰
。
一
心
お
こ
り
て
生
死
あ
り
。
無
心
の
と
き
、
生
ず
る
身
も

な
く
、
無
念
の
時
、
滅
す
る
心
も
な
し
。
無
念
無
心
の
時
、
全
く

生
滅
な
し
。
此
身
体
は
、
た
ゝ
草
葉
に
む
す
ぶ
露
の
如
し
。
露
に

本
よ
り
主
な
し
。
我
身
あ
り
と
思
ふ
心
を
や
め
て
、
本
来
一
物
な

き
処
に
打
向
ひ
、
生
ず
る
と
も
思
は
ず
、
死
す
る
と
も
思
は
ず
、

無
心
無
念
な
れ
ば
、
三
世
の
諸
仏
の
大
涅
槃
に
ひ
と
し
。
善
悪
の

相
、
種
々
に
現
じ
て
見
ゆ
る
と
も
、
目
に
か
く
べ
か
ら
ず
。
か
み

す
ぢ
ほ
ど
も
、
心
を
お
こ
さ
ば
、
是
れ
輪
廻
の
種
に
な
る
べ
し
。

只
す
べ
か
ら
く
無
心
を
修
行
し
て
、
行
住
坐
臥
、
わ
す
れ
ず
ん
ば
、

最
後
の
用
心
、
別
に
有
る
べ
か
ら
ず
。
真
に
無
心
の
道
に
安
住
す

る
と
き
は
、
飛
花
落
葉
の
風
に
随
が
ひ
霜
雪
の
朝
日
に
と
く
る
が

如
し
。
か
く
の
如
く
の
事
に
、
な
ん
の
用
心
な
す
も
の
か
あ
ら
ん
。

真
に
無
心
を
得
る
と
き
は
、
三
界
六
道
浄
土
穢
土
も
更
に
な
く
、

仏
衆
生
、
一
物
も
な
し
。
此
無
心
の
道
に
安
住
し
て
、
生
死
の
や

む
心
を
、
仏
最
後
に
宣
た
ま
は
く
。
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生

滅
々
已
、
寂
滅
為
楽
と
説
き
た
ま
へ
り
。
諸
行
無
常
と
は
、
一
切

衆
生
の
、
な
す
処
の
有
為
の
法
な
り
。
皆
是
れ
夢
幻
鏡
像
の
如
く
、

又
水
月
の
ご
と
し
。
是
生
滅
法
と
は
、
一
切
衆
生
を
、
は
じ
め
て
、

草
木
に
い
た
る
ま
で
、
生
ず
る
も
の
ゝ
、
必
ず
死
す
。
乃
至
此
世

界
山
河
大
地
も
、
つ
い
に
破
滅
し
て
、
う
す
べ
し
。
一
切
の
諸
法

も
、
建
立
の
及
ぶ
処
は
、
み
な
こ
れ
生
滅
の
法
な
り
。
是
れ
唯
一

念
の
去
来
転
変
す
る
処
よ
り
、
生
死
し
て
、
み
な
真
実
な
し
。
生

滅
々
已
と
は
、
一
切
衆
生
の
、
本
分
無
相
清
浄
な
る
に
よ
っ
て
、

本
分
無
相
の
源
に
い
た
る
時
は
、
無
始
無
終
の
生
滅
去
来
、
一
時
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に
滅
し
已
り
て
、
心
の
洞
か
な
る
こ
と
、
虚
空
の
如
し
。
寂
滅
為

楽
と
は
、
仏
も
無
心
也
。
衆
生
も
無
心
な
り
。
山
河
大
地
、
森
羅

万
像
、
皆
無
心
な
り
。
一
切
衆
生
、
み
な
無
心
な
る
と
き
は
、
地

獄
も
無
心
な
り
。
極
楽
も
無
心
な
り
。
喜
も
な
く
、
亦
憂
も
な
し
。

か
く
の
如
く
、
道
を
信
じ
て
、
一
切
の
法
を
見
る
に
、
心
に
は
み

ず
。
一
切
の
事
を
聞
く
に
、
心
に
き
か
ず
、
又
口
に
な
め
、
鼻
に

か
ぐ
心
も
、
亦
か
く
の
ご
と
し
。
万
事
の
上
に
於
て
、
只
無
心
な

る
べ
し
。
無
心
の
心
、
是
れ
三
世
諸
仏
の
本
師
な
り
。
是
れ
第
一

の
仏
な
り
。
此
無
心
の
本
仏
を
成
ず
る
を
、
諸
仏
の
成
等
正
覚
と

は
云
ふ
な
り
。
此
旨
を
さ
と
る
を
、
寂
滅
為
楽
と
云
な
り
。
か
く

の
如
く
、
法
を
信
じ
て
此
身
を
す
つ
る
に
、
一
念
も
法
を
思
ふ
べ

か
ら
ず
。
穴
賢
々
々
。

聖
一
国
師
密
に
九
條
の
大
臣
に
開
示
す
る
坐
禅
論　

終

然
り
と
雖
も
、
我
こ
そ
大
悟
大
徹
し
た
り
と
て
、
仏
を
も
不

信
、
神
を
も
あ
か
め
ず
得
て
の
法
門
に
振
舞
す
事
は
非
が
事

な
り
。
仏
神
に
も
詣
し
、
世
相
も
人
と
同
振
舞
し
、
凡
そ
道

心
あ
ら
ん
人
は
、
樹
下
石
上
の
す
ま
い
こ
そ
然
る
べ
し
候
へ

共
、
此
れ
は
人
々
の
心
得
な
り
。
た
と
へ
市
中
に
栖
と
も
志

を
な
す
べ
し
。
行
住
坐
臥
、
此
志
を
忘
れ
ず
、
油
断
を
な
す

べ
か
ら
ず
。
さ
る
故
、
涅
槃
堂
の
工
夫
と
は
申
す
な
り
。
又

は
出
息
を
得
ず
、
手
を
あ
げ
、
足
を
下
げ
る
間
に
も
、
此
大

事
あ
る
べ
し
。
縦
ひ
、
人
百
年
な
り
と
い
へ
ど
も
、
終
に
は

其
の
期
あ
る
べ
し
。
﨟
月
此
日
に
至
り
て
七
顛
八
倒
す
る
と

も
、
何
益
か
あ
る
べ
か
ら
ず
。
只
今
を
最
後
臨
終
と
思
う
べ
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し
。
直
に
此
道
に
叶
ぬ
れ
ば
、
諸
罪
過
も
飛
花
落
葉
の
風
に

随
い
、
霜
雪
の
朝
日
に
と
く
る
が
如
し
、
と
。
云
々
。
可

懼
々
々
。
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『
弁
慧
考
―
そ
の
出
生
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』（
上
）

森
　

慈
尋

は
じ
め
に

　

こ
の
論
考
で
取
り
上
げ
る
弁
慧
と
は
、
彦
根
藩
第
四
代
藩
主
井
伊
直
興
（
一
六
五
七
―
一
七
一
六
）
の
庶
子
で
、
永
源
寺
第
八

十
六
代
住
持
南
嶺
慧
詢
（
一
六
二
九
―
一
七
一
四
）
に
つ
い
て
得
度
し
た
僧
侶
の
こ
と
で
あ
る
。
弁
慧
と
井
伊
直
興
の
関
係
に
つ

い
て
は
西
田
耕
三
氏
が
著
書
『
近
世
の
僧
と
文
学

―
妙
は
唯
そ
の
人
に
存
ず
』
の
中
で
黄
檗
僧　

妙
幢
浄
慧
の
生
涯
か
ら
詳

し
く
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
江
戸
の
桜
田
門
（
彦
根
藩
上
屋
敷
）
外
で
拾
い
子
さ
れ
、

直
興
の
取
り
計
ら
い
で
養
子
と
な
る
。
そ
し
て
直
ぐ
さ
ま
永
源
寺
の
南
嶺
の
元
で
得
度
し
て
弁
慧
と
安
名
さ
れ
る
が
、
程
な
く

南
嶺
が
遷
化
し
た
た
め
、
直
興
が
晩
年
特
に
帰
依
の
厚
か
っ
た
妙
幢
浄
慧
（
一
六
五
〇
年
前
後
―
一
七
二
五
）
の
元
に
預
け
ら
れ

た
。
そ
し
て
直
興
が
な
く
な
る
前
年
の
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
、
妙
幢
宛
の
書
状
で
弁
慧
を
立
派
な
僧
侶
と
な
る
よ
う
世

話
を
し
て
欲
し
い
と
遺
言
さ
れ
た
た
め
、
直
興
の
死
後
、
妙
幢
が
本
多
忠
統
の
庶
子
で
京
の
天
台
宗
般
若
三
昧
院
の
住
職
を
勤

め
て
い
た
如
空
に
つ
い
て
弟
子
と
な
る
よ
う
手
配
し
、
名
を
弁
慧
か
ら
本
空
と
改
め
た
。
そ
の
後
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
師

の
如
空
が
遷
化
す
る
と
、
そ
の
跡
を
継
い
で
般
若
三
昧
院
の
住
職
と
な
り
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
そ
の
地
で
病
没
し
た
と
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さ
れ
て
い
る（　
）
1

。
こ
れ
ま
で
も
彦
根
藩
主
直
興
と
妙
幢
浄
慧
の
関
係
に
つ
い
て
は
西
田
耕
三
氏
の
前
掲
の
著
書
や
関
口
静
夫

氏
、
藤
田
厚
生
氏
、
他
の
共
著
に
よ
る
妙
幢
浄
慧
撰
『
佛
神
感
應
録
翻
刻
と
解
題
』
な
ど（　
）
2

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
直
興

が
歴
代
彦
根
藩
主
の
中
で
唯
一
菩
提
寺
で
あ
る
清
涼
寺
や
豪
徳
寺
で
は
な
く
、
彦
根
城
か
ら
三
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
山
奥
の
永

源
寺
に
廟
所
を
建
立
す
る
ま
で
に
帰
依
し
た
南
嶺
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
余
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
も
う
一
度

『
井
伊
年
譜
』
や
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
の
『
井
伊
直
興
書
状　

南
嶺
慧
詢
宛
』
と
『
彦
城
日
件
』（
永
源
寺
文
書　

栗
東
博
物
館
寄

託
）
な
ど
か
ら
直
興
と
弁
慧
に
関
す
る
史
料
を
読
み
直
し
た
と
こ
ろ
、
南
嶺
に
得
度
し
た
弁
慧
と
は
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）

に
産
ま
れ
た
井
伊
直
興
の
四
男
で
、
掛
川
藩
主
井
伊
直
朝
の
養
嗣
子
と
な
り
、
そ
の
後
福
井
県
与
坂
藩
藩
主
と
な
っ
た
井
伊
直

矩
（
一
六
九
四
―
一
七
四
二
）
の
幼
名
で
あ
り
、
正
徳
元
年
に
拾
い
子
さ
れ
た
弁
慧
と
は
全
く
別
人
で
有
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ま
た
彦
根
長
寿
院
（
大
洞
弁
天
）
所
蔵
の
元
禄
十
年
十
月
二
十
九
日
付
け
『
江
島
鵜
木
大
洞
弁
財
尊
天
祭
文
』
の
署
名
に
も
「
施

主　

井
伊
直
興　

同　

安
之
介
（
井
伊
直
恒
）　

同　

弁
慧
（
直
矩
）」
と
あ
る
事
か
ら
、
正
徳
年
間
に
大
洞
弁
天
の
社
僧
と
な
っ

た
弁
慧
と
は
明
ら
か
に
別
人
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
恐
ら
く
は
弁
慧
と
い
う
僧
の
事
跡
が
、
妙
幢
浄
慧
の
論
考
で
の
み
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
事
が
主
た
る
原
因
で
、
正
徳

生
ま
れ
の
弁
慧
を
開
山
と
し
て
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
年
彦
根
古
沢
町
に
建
立
さ
れ
た
仙
琳
寺
所
蔵
の
『
井
伊
直
興
妙
幢
宛

書
状
』
や
『
仙
琳
寺
由
緒
書（　
）
3

』
或
い
は
『
彦
根
市
史
稿
』
の
記
述
の
み
を
参
考
に
し
て
書
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

今
回
永
源
寺
と
彦
根
城
博
物
館
に
残
る
関
係
資
料
か
ら
二
人
の
弁
慧
に
関
す
る
記
録
を
年
代
順
に
抜
き
出
し
て
整
理
を
行
っ
た
。

た
だ
し
前
も
っ
て
誤
解
の
無
い
よ
う
申
せ
ば
、
こ
の
論
考
は
永
源
寺
側
の
史
料
の
信
憑
性
を
主
張
し
て
、
仙
琳
寺
関
連
の
文
書

が
後
代
に
改
変
さ
れ
た
偽
書
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
永
源
寺
に
も
享
保
六
年
五

月
に
弁
慧
（
こ
の
時
は
清
涼
寺
弁
慧
公
と
あ
る
）
が
お
付
き
の
清
水
権
内
を
伴
っ
て
永
源
寺
へ
参
詣
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
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ま
た
本
空
慈
達
と
名
を
変
え
て
般
若
三
昧
院
の
住
持
で
あ
っ
た
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
彦
根
藩
十
代
藩
主
井
伊
直
禔
（
一
七
二

七
―
一
七
五
四
）
の
逝
去
を
知
ら
せ
た
永
源
寺
か
ら
の
弔
書
に
本
空
が
謝
意
を
述
べ
た
書
翰
が
『
永
源
寺
文
書
』
中
に
保
管
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
正
徳
元
年
に
拾
い
子
さ
れ
た
弁
慧
に
つ
い
て
も
、
直
興
や
南
嶺
の
手
を
離
れ
た
途
端
、
忽
ち

永
源
寺
と
の
関
係
が
失
わ
れ
た
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
直
興
の
庶
子
の
一
人
と
し
て
永
源
寺
に
参
詣
を
行
う
な
ど
、
交
流
が
絶

え
る
事
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
直
興
が
全
く
立
場
や
身
分
の
違
う
二
人
の
庶
子
（
養
子
）
を
南
嶺
の
弟
子
に
し
て

弁
慧
と
名
乗
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
一
度
は
南
嶺
の
弟
子
と
な
っ
た
が
、
結
果
的
に
与
坂
藩
藩
主
、
般
若
三
昧
院
の
住

持
と
僧
俗
相
反
す
る
生
涯
を
過
ご
し
た
両
者
の
内
の
、
ど
こ
に
共
通
項
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
藩
主
と
住
持
を
巡
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
と
し
て
、
ま
ず
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
一
絲
文
守
の
入
山

に
伴
い
後
水
尾
天
皇
や
東
福
門
院
の
帰
依
を
受
け
た
永
源
寺
が
、
開
山
寂
室
禅
師
の
古
道
場
と
し
て
本
格
的
な
復
興
を
遂
げ
る

ま
で
の
概
略
を
述
べ
た
上
で
、
一
絲
の
急
逝
に
よ
り
永
源
寺
住
持
に
な
っ
た
如
雪
文
巌
と
如
雪
の
退
院
後
に
補
住
を
勤
め
た
南

禅
寺
住
持
英
中
玄
賢
と
の
違
い
を
明
確
に
論
じ
た
い
。
そ
し
て
如
雪
に
よ
る
黄
檗
宗
へ
傾
斜
か
ら
南
禅
寺
住
持
英
中
の
永
源
寺

補
住
へ
と
移
り
、
五
山
に
準
ず
る
寺
格
を
得
る
代
償
と
し
て
、
金
地
院
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
を
受
け
い
れ
た
結
果
、
永
源

寺
を
取
り
巻
く
環
境
が
一
変
し
、
永
源
寺
派
内
で
様
々
な
軋
轢
が
生
じ
た
事
を
検
証
し
た
い
。
そ
の
中
で
一
絲
法
嗣
の
南
嶺
が
、

永
源
寺
住
持
と
し
て
初
め
て
常
紫
衣
の
綸
旨
を
下
賜
さ
れ
、
勅
許
参
内
す
る
事
を
許
さ
れ
た
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
に
注
目

し
、
永
源
寺
が
新
た
な
本
山
と
し
て
一
派
を
確
立
し
て
い
く
過
程
を
検
証
し
、
同
時
期
に
四
代
藩
主
と
な
っ
た
直
興
が
、
永
源

寺
で
行
っ
た
様
々
な
法
要
を
取
り
上
げ
、
永
源
住
持
の
南
嶺
に
対
し
藩
主
直
興
の
帰
依
が
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
か
、
永

源
寺
、
彦
根
藩
双
方
の
史
料
か
ら
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
、
改
め
て
直
興
（
藩
主
）
が
南
嶺
（
本
山
住
持
）
に
対
し
、
ど
の
よ
う

な
宗
教
的
恩
寵
を
求
め
た
結
果
、
自
身
の
子
息
で
あ
る
弁
慧
（
直
矩
）
を
祝
髪
得
度
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
経
過
を
再
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検
討
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

1
　
南
嶺
慧
詢
住
山
以
前
の
永
源
寺
に
つ
い
て

　

ま
ず
初
め
に
永
源
寺
の
通
史
を
簡
単
に
紹
介
し
た
上
で
、
近
世
特
に
一
絲
文
守
住
山
後
の
永
源
寺
を
取
り
巻
く
状
況
と
一
絲

の
弟
子
達
が
幾
つ
も
の
宗
派
に
分
か
れ
な
が
ら
拡
散
し
て
い
く
過
程
を
見
て
い
き
た
い
。
臨
済
宗
永
源
寺
派
の
大
本
山
で
あ
る

永
源
寺
は
、
滋
賀
県
の
東
近
江
市
、
鈴
鹿
山
脈
の
山
麓
に
位
置
し
、
創
建
は
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）。
近
江
の
領
主
佐
々
木
氏

頼
が
、
開
山
寂
室
元
光
禅
師
に
深
く
帰
依
し
、
景
勝
で
名
高
い
こ
の
地
（
雷
渓
）
を
寄
進
し
て
伽
藍
を
建
立
し
た
こ
と
に
始
ま

る
。
爾
後
六
五
〇
年
の
間
、
永
源
寺
は
こ
の
深
山
幽
谷
で
臨
済
宗
の
道
場
と
し
て
寂
室
禅
師
の
韜
晦
の
宗
風
を
護
持
し
て
き
た
。

禅
師
の
詩
文
を
集
め
た
『
寂
室
録
』
は
日
本
の
禅
林
文
学
に
於
い
て
高
く
評
価
さ
れ
、
僧
俗
問
わ
ず
多
く
の
人
々
に
愛
誦
さ
れ

た
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
風
攪
飛
泉
送
冷
声
、
前
峰
月
上
竹
窓
明
、
老
来
殊
覚
山
中
好
、
死
在
巌
根
骨
也
清
」
や
「
不
求
名
利
不

憂
貧
、
隠
処
山
深
遠
俗
塵
、
歳
晩
天
寒
誰
是
、
梅
花
帯
月
一
枝
新
」
な
ど
の
有
名
な
山
居
詩
の
内
に
、
禅
師
の
枯
淡
で
清
澄
な

境
涯
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

　

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
九
月
一
日
、
寂
室
禅
師
は
入
寂
に
あ
た
り
、
そ
の
弟
子
達
に
永
源
寺
の
土
地
を
高
野
（
門
前
）
の
父

老
（
住
民
）
に
返
す
か
、
年
長
の
弟
子
か
ら
優
れ
た
も
の
を
選
ん
で
禅
堂
を
開
単
し
、
二
時
（
雨
安
居
、
雪
安
居
）
の
結
制
を
主

眼
と
し
た
小
規
模
な
修
行
道
場
（
例
え
ば
中
峰
明
本
の
幻
住
庵
の
様
な
）
と
し
て
存
続
す
る
よ
う
遺
誡
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

の
永
源
寺
は
開
山
禅
師
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
弥
天
永
釈
、
松
嶺
道
秀
な
ど
の
四
高
弟
の
時
代
に
入
っ
て
、
朝
廷
や
足
利
幕
府

の
働
き
か
け
で
、
五
山
制
度
の
中
の
官
寺
と
し
て
護
持
継
続
さ
れ
る
事
に
な
る
。
更
に
十
六
世
紀
初
頭
に
入
る
と
、
永
源
寺
住
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持
に
は
天
竜
寺
に
准
ず
る
が
位
階
が
与
え
ら
れ
、
各
地
に
寺
庵
や
寺
領
を
抱
え
た
近
江
地
方
を
代
表
す
る
禅
刹
と
し
て
発
展
し

て
い
く
事
に
な
る
。

　

こ
の
中
世
末
期
の
永
源
寺
の
様
子
を
端
的
に
表
す
事
象
と
し
て
、
十
五
世
紀
末
の
応
仁
の
乱
に
際
し
こ
の
地
を
支
配
し
て
い

た
武
将
小
倉
実
澄
の
呼
び
か
け
で
、
横
山
景
三
、
桃
源
瑞
仙
、
景
徐
周
麟
な
ど
相
国
寺
派
の
五
山
僧
が
戦
火
を
逃
れ
て
こ
の
地

に
来
訪
し
現
在
も
永
源
寺
に
伝
わ
る
『
識
廬
庵
図
』
な
ど
の
詩
文
の
応
答
が
行
わ
れ
「
文
教
の
地
、
近
江
に
移
る
」
と
ま
で
云

わ
れ
て
い
た
事
や
文
芸
的
に
優
れ
た
作
品
（
江
東
避
乱
聯
句
、
周
易
抄
等
の
抄
物（　
）
4
）
の
執
筆
が
こ
の
地
で
行
な
れ
た
事
な
ど
を

挙
げ
る
事
が
出
来
る
。

　

し
か
し
応
仁
の
乱
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
、
永
源
寺
は
こ
の
地
を
治
め
て
い
た
小
倉
一
族
の
内
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
明
応
元

年
（
一
四
九
二
）、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
二
度
に
わ
た
る
放
火
で
、
伽
藍
は
こ
と
ご
と
く
焼
け
落
ち
寺
運
は
衰
退
し
た
。

こ
の
時
期
本
山
を
失
っ
た
永
源
寺
派
の
僧
侶
は
、
京
五
山
に
籍
を
移
す
か
、
永
源
寺
よ
り
更
に
山
間
の
愛
知
川
上
流
に
点
在
す

る
僅
か
な
寺
庵
に
息
を
潜
め
て
、
辛
う
じ
て
寂
室
の
法
灯
を
護
持
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
半
世
紀
も
過
ぎ
る
と
廃

墟
と
な
っ
た
永
源
寺
境
内
は
人
手
に
渡
っ
て
畑
地
へ
変
貌
し
、
そ
の
結
果
現
在
永
源
寺
に
残
る
開
山
関
連
の
墨
跡
や
寺
領
に
関

す
る
中
世
文
書
な
ど
の
寺
宝
も
、
一
度
寺
外
へ
散
逸
し
て
し
ま
う
事
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
な
が
ら
く
廃
寺
同
然
の
状
態
で
あ
っ
た
永
源
寺
が
よ
う
や
く
復
興
の
緒
に
就
い
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
た
寛

永
八
年
（
一
六
三
一
）
妙
心
寺
派
の
僧
侶
で
尾
張
熱
田　

龍
珠
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
別
峰
紹
印
が
、
故
あ
っ
て
寺
を
出
奔
し
て
、

鈴
鹿
山
脈
を
越
え
近
江
に
差
し
掛
か
っ
た
と
こ
ろ
、
寂
室
禅
師
の
旧
跡
で
あ
る
永
源
寺
が
見
る
影
も
無
く
荒
廃
し
て
い
る
事
に

ひ
と
り
心
を
痛
め
、
在
郷
の
外
護
者
に
嘆
願
書
を
し
た
た
め
て
、
自
ら
も
石
を
曳
き
土
を
運
ん
で
寺
観
の
復
興
に
尽
力
し
た
事

に
始
ま
る
。
こ
こ
か
ら
再
び
永
源
寺
が
朝
廷
と
彦
根
藩
の
庇
護
を
受
け
て
一
派
の
本
山
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
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過
程
で
最
も
重
要
な
事
は
、
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
永
源
寺
派
の
僧
侶
空
子
元
晋
に
よ
る
中
興
の
祖
一
絲
文
守
（
一
六
〇

八
―
一
六
四
六
）
の
拝
請
で
あ
る
。（
別
峰
紹
印
は
寂
室
の
法
脈
を
尊
重
し
て
、
自
身
の
法
嗣
の
弟
子
を
永
源
寺
の
住
職
に
し
な
か
っ
た
。）

一
絲
は
永
源
寺
に
入
寺
し
た
直
後
か
ら
す
で
に
宿
瘂
の
持
病
（
恐
ら
く
は
結
核
）
が
悪
化
し
始
め
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
わ

ず
か
三
年
の
住
山
で
遷
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
一
絲
に
帰
依
し
た
後
水
尾
天
皇
、
東
福
門
院
、
烏
丸
家
な
ど
朝
廷
周
辺

の
人
々
や
彦
根
藩
の
家
老
に
よ
っ
て
、
伽
藍
の
整
備
も
さ
る
事
な
が
ら
所
在
不
明
で
あ
っ
た
寂
室
の
墨
跡
や
永
源
寺
の
創
設
に

関
わ
る
重
要
な
古
文
書
類
の
積
極
的
な
蒐
集
が
行
わ
れ
、
本
山
に
再
寄
進
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
寛
文
年
間
の
交
割
帳
や
『
瑞
石

雑
記（　
）
5

』
な
ど
の
記
載
か
ら
も
確
認
す
る
事
が
で
き
る
。
次
に
一
絲
文
守
に
後
を
託
さ
れ
住
持
と
な
っ
た
如
雪
文
巌
（
一
六
〇

一
―
一
六
七
一
）
と
如
雪
の
退
院
後
永
源
寺
の
補
住
を
勤
め
た
南
禅
寺
の
英
中
玄
賢
（
一
六
二
七
―
一
六
九
五
）
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。

　

如
雪
文
巌
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
阿
波
の
生
ま
れ
、
十
歳
の
時
生
家
に
近
い
真
言
宗
荘
厳
院
で
得
度
す
る
。
十
七
歳

に
な
る
と
高
野
山
に
入
り
本
格
的
な
修
行
を
始
め
、
二
十
七
歳
の
時
高
野
山
中
の
円
通
律
院
で
賢
俊
律
師
と
出
会
う
。
そ
こ
で

遂
に
真
言
律
宗
を
学
ぶ
た
め
京
都
の
槙
尾
平
等
心
王
院
へ
移
り
、
厳
し
い
戒
律
を
守
り
な
が
ら
修
行
を
続
け
た
。
三
十
五
歳
の

時
、
宇
治
巌
松
院
を
再
興
し
て
そ
こ
を
本
拠
地
と
し
て
、
畿
内
を
中
心
に
道
友
達
と
行
脚
を
続
け
る
。
そ
の
時
丹
波
法
常
寺
で

一
絲
文
守
と
出
会
っ
た
事
が
縁
で
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
一
絲
の
正
式
な
弟
子
の
と
な
り
、
翌
年
一
絲
が
急
逝
す
る
と
、
永

源
寺
に
残
っ
た
弟
子
達
の
推
挙
で
永
源
寺
住
持
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
黄
檗
僧
と
積
極
的
な
交
流
を
行
い
、
永
源
寺
と
正
法
寺

を
行
き
来
し
な
が
ら
、
自
分
と
参
学
究
明
の
志
を
同
じ
く
す
る
弟
子
を
多
く
育
て
あ
げ
た
。

　

晩
年
の
如
雪
は
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
預
修
と
し
て
一
年
早
め
て
円
応
禅
師
の
三
百
年
遠
諱
を
厳
修
し
た
後
、
永
源
寺
を

退
院
し
和
束
正
法
寺
に
戻
る
と
、
萬
福
寺
の
隠
元
な
ど
と
親
交
を
深
め
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
七
十
一
歳
で
遷
化
す
る
。
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永
源
寺
と
黄
檗
宗
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
如
雪
が
永
源
寺
住
持
で
あ
っ
た
二
十
年
程
の
間
盛
ん
に
黄
檗
宗
と
の
交
流
が
行
わ

れ
、
そ
の
間
、
永
源
寺
に
整
備
さ
れ
た
仏
殿
（
済
世
法
王
殿
）、
禅
堂
、
齋
堂
の
伽
藍
配
置
や
僧
堂
内
に
掲
げ
ら
れ
た
「
僧
堂
規

範
（
堂
規
）」「
浴
室
規
範（　
）
6

」
に
黄
檗
清
規
の
影
響
が
確
認
で
き
る
。
隠
元
の
渡
来
以
降
、
黄
檗
宗
の
影
響
を
受
け
た
宗
派
は

永
源
寺
だ
け
に
限
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
如
雪
が
住
持
で
あ
っ
た
万
治
、
寛
文
年
間
に
、
本
山
と
し
て
積
極
的
に
黄
檗
様
式
を

取
り
入
れ
た
例
は
、
管
見
の
限
り
他
の
本
山
に
は
見
ら
れ
ず
、
宇
治
の
萬
福
寺
や
龍
渓
性
潜
の
再
興
し
た
日
野
正
明
寺
な
ど
黄

檗
宗
の
黎
明
期
と
い
え
る
時
期
に
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
整
備
を
行
っ
た
事
は
、
近
世
初
期
に
一
派
を
形
成
し
た
臨
済
宗
地
方

叢
林
と
し
て
も
、
大
変
面
白
い
事
例
だ
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
宗
派
を
超
え
て
多
く
の
僧
侶
と
交
流
を
行
っ
た
如
雪
で
あ
る
が
、
結
局
自
身
の
著
述
は
一
冊
も
残
さ
な
か
っ
た
。

た
だ
彼
の
生
涯
に
お
け
る
修
行
態
度
は
常
に
厳
格
な
戒
律
を
守
り
、
修
行
者
と
寝
起
き
を
共
に
し
な
が
ら
、
僧
俗
分
け
隔
て
無

く
熱
心
に
接
化
を
行
う
事
で
一
貫
し
て
い
る
。
如
雪
の
津
送
に
贈
ら
れ
た
晩
偈
や
香
典
帳
の
記
載
を
見
る
と
、
隠
元
、
木
庵
、

独
吼
、
南
源
、
高
泉
な
ど
黄
檗
宗
の
歴
代
住
持
や
高
僧
の
名
と
共
に
、
如
雪
に
指
導
を
受
け
た
多
く
の
弟
子
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
正
法
寺
の
山
中
に
あ
る
開
山
堂
に
は
高
泉
性
潡
の
撰
述
し
た
碑
銘
「
瑞
泉
山
正
法
寺
開
山
老
宿
如
雪
巖
公
塔
銘
并

序（　
）
7

」
が
彫
ら
れ
た
高
さ
１.

８
メ
ー
ト
ル
の
銅
碑
（
銅
製
の
亀
趺
に
乗
っ
た
銅
碑
）
が
あ
る
。

　

真
言
律
宗
か
ら
臨
済
宗
に
移
っ
た
如
雪
が
永
源
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
時
、
自
身
の
一
番
の
功
績
と
し
て
い
た
の
が
、
開
山
寂

室
禅
師
創
建
の
禅
堂
「
木
衆
堂
」
の
再
建
で
あ
る
。
律
院
で
の
厳
格
な
戒
律
を
遵
守
し
、
高
野
山
阿
闍
梨
や
律
の
三
僧
坊
の
院

主
な
ど
の
肩
書
き
を
捨
て
、
常
に
自
身
の
研
鑽
の
場
を
求
め
な
が
ら
行
脚
し
た
如
雪
だ
か
ら
こ
そ
、
都
を
離
れ
丹
波
の
山
中
で

弟
子
を
集
め
て
安
居
し
た
一
絲
と
意
気
投
合
し
、
僧
堂
で
の
二
時
の
結
制
こ
そ
禅
僧
の
本
分
と
云
う
寂
室
遺
誡
の
精
神
へ
と
回

帰
で
き
た
の
で
あ
る
。
和
束
の
正
法
寺
へ
隠
居
し
た
後
も
、
後
水
尾
院
の
祈
願
所
と
し
て
東
福
門
院
の
庇
護
を
受
け
な
が
ら
、
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如
雪
は
信
念
の
ま
ま
に
終
生
弟
子
達
へ
の
接
化
を
続
け
た
。
そ
の
事
が
後
に
如
雪
の
弟
子
を
中
心
と
し
た
「
正
法
派
」
と
、
彦

根
藩
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
永
源
寺
を
常
紫
衣
の
勅
許
寺
と
す
る
た
め
、
幕
府
に
よ
る
本
末
制
度
な
ど
の
寺
社
政
策
を
受
け

入
れ
た
南
嶺
慧
詢
の
「
松
雲
派
」、
二
派
に
分
か
れ
て
い
く
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
の
関
口
氏
な

ど
の
論
文
で
妙
幢
浄
慧
に
関
わ
り
の
深
い
寺
院
や
僧
侶
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
主
に
こ
の
一
絲
文
守
の
弟
子
で
如
雪

と
交
流
の
あ
っ
た
僧
侶
（
例
え
ば
独
照
性
円
、
月
潭
道
徴
や
独
妙
性
微
）
で
あ
る
。

　

次
に
こ
の
如
雪
の
席
を
継
い
で
永
源
寺
の
補
住
と
な
っ
た
の
が
南
禅
の
英
中
玄
賢
で
あ
る
。
英
中
は
寛
永
四
年（
一
六
二
七
）

若
狭
に
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
南
禅
寺
塔
頭
・
天
授
庵
住
持
・
霊
叟
に
つ
い
て
出
家
し
た
。
東
福
門
院
か
ら
の
信
頼
が
篤
く
院
の

発
願
で
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
も
と
摂
津
国
四
天
王
寺
付
近
に
あ
っ
た
南
禅
開
山
大
明
禅
師
開
創
の
光
雲
寺
を
、
現
在
の

南
禅
寺
北
ノ
坊
の
地
に
東
福
門
院
の
菩
提
寺
と
し
て
再
興
し
、
自
身
が
住
職
と
な
っ
て
多
く
の
弟
子
を
育
て
た
。
そ
の
中
に
は

後
に
黄
檗
宗
に
移
っ
た
大
道
玄
亀
と
百
拙
元
養
な
ど
も
い
る
。
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
南
禅
寺
第
二
八
〇
世
住
持
と
な
っ
た
。

こ
の
光
雲
寺
、
南
禅
寺
住
持
の
時
期
と
永
源
寺
補
住
の
時
期
（
寛
文
五
年
～
同
十
一
年
）
が
重
な
っ
て
い
る
事
に
は
特
に
注
意
が

必
要
で
あ
る
が
、
南
禅
寺
に
戻
っ
て
か
ら
も
永
源
寺
と
の
繋
が
り
は
終
生
続
き
、
本
山
永
源
寺
と
四
院
塔
頭
、
松
雲
寺
な
ど
近

末
の
永
源
寺
派
寺
院
に
は
英
中
の
偈
頌
や
賛
、
鐘
銘
碑
な
ど
が
沢
山
残
っ
て
い
る
。

　

実
は
永
源
寺
に
は
別
峰
の
中
興
以
降
、
一
絲
を
愚
堂
東
寔
の
法
嗣
と
す
る
丹
波
法
常
寺
、
上
賀
茂
霊
源
寺
と
の
対
立
か
ら
白

隠
下
の
流
入
ま
で
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
途
切
れ
る
事
無
く
林
下
と
の
交
渉
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
如
雪

の
様
に
黄
檗
宗
や
真
言
律
宗
な
ど
と
の
交
流
が
盛
ん
な
、
一
見
す
る
と
相
反
す
る
門
派
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
様

な
状
況
で
、
よ
り
朝
廷
に
近
い
立
場
で
補
住
の
英
中
に
期
待
さ
れ
て
い
た
役
割
と
は
、
寂
室
の
師
で
建
長
寺
開
山
大
覚
禅
師

（
蘭
渓
道
隆
）
の
法
嗣
と
し
て
鎌
倉
長
勝
寺
を
開
き
、
後
に
建
仁
、
南
禅
寺
住
持
と
な
っ
た
約
翁
徳
倹
（
仏
灯
大
光
国
師
）
の
法
流
、
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大
覚
派
（
仏
灯
派
）
へ
の
帰
属
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
永
源
寺
の
寺
格
を
五
山
十
刹
に
準
ず
る
ま
で
回
復
す
る
事
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
は
降
る
が
約
翁
の
塔
所
南
禅
寺
牧
護
庵
の
復
興
や
鎌
倉
建
長
寺
の
開
山
大
覚
禅
師
御
遠
諱
へ
の
出
頭
な

ど
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
大
覚
派
と
の
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た
事
は
、
永
源
寺
の
年
譜
な
ど
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
事
が
で

き
る
。
こ
こ
ま
で
江
戸
時
代
に
起
こ
っ
た
派
内
の
対
立
の
構
図
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上

で
次
に
英
中
か
ら
委
譲
さ
れ
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
か
ら
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
同
三
年

（
一
六
八
六
）
の
二
度
に
わ
た
り
永
源
寺
住
持
を
勤
め
た
南
嶺
慧
詢
に
つ
い
て
、
彦
根
藩
主
井
伊
直
興
の
生
い
立
ち
と
合
わ
せ
て

詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

2
　
南
嶺
慧
詢
住
山
時
代
の
永
源
寺
と
井
伊
直
興
の
関
わ
り

　

南
嶺
慧
詢
は
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
丹
波
の
大
梅
山
法
常
寺
の
あ
る
千
ヶ
畑
で
生
ま
れ
た
。
幼
少
か
ら
読
書
敏
捷
で
神
童

と
呼
ば
れ
た
。
九
歳
で
一
絲
文
守
の
弟
子
と
な
っ
て
祝
髪
受
具
を
受
け
た
。
ま
た
書
の
才
能
に
も
恵
ま
れ
、
一
絲
が
後
水
尾
上

皇
の
進
講
の
た
め
に
起
草
し
た
文
書
の
代
筆
を
行
う
な
ど
し
て
上
皇
の
目
に
と
ま
り
、
上
皇
の
猶
子
と
な
っ
て
妃
の
壬
生
院
の

元
に
預
け
ら
れ
た
。
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
二
）
十
四
歳
の
時
に
一
絲
に
従
っ
て
永
源
寺
に
掛
塔
し
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）

そ
の
一
絲
の
元
で
室
内
を
咨
決
、
そ
の
二
年
後
十
八
歳
の
時
に
大
悟
徹
底
し
た
と
一
絲
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
一
絲
が
急
逝

す
る
と
、
永
源
寺
を
離
れ
多
賀
敏
満
寺
胡
宮
神
社
に
隣
接
す
る
心
崇
寺
に
移
っ
て
聖
胎
長
養
を
行
っ
た
。
そ
の
後
彦
根
高
宮
の

徳
性
寺
、
丹
波
九
路
峰
に
東
林
庵
を
開
創
し
た
後
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
永
源
寺
で
視
篆
開
堂
を
行
な
い
住
持
と
な
る
。

翌
十
二
年
東
福
門
院
な
ど
の
援
助
に
よ
っ
て
長
崎
か
ら
明
版
大
蔵
経
を
永
源
寺
に
請
来
し
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
霊
元
天
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皇
か
ら
住
持
職
の
綸
旨
を
賜
り
勅
許
参
内
し
て
、
よ
う
や
く
永
源
寺
が
本
山
と
し
て
常
紫
衣
の
官
寺
と
認
め
ら
れ
た
。
翌
四
年

に
永
源
寺
の
経
蔵
（
毘
盧
宝
蔵
）
が
落
成
す
る
。
こ
の
年
は
彦
根
藩
三
代
藩
主
直
澄
が
逝
去
し
て
直
興
が
藩
主
に
な
っ
た
年
で

も
あ
る
。
こ
の
時
南
嶺
は
四
十
七
歳
、
直
興
が
二
十
歳
で
、
二
人
の
間
に
は
二
回
り
ほ
ど
の
年
の
差
が
あ
っ
た
。
因
み
に
妙
幢

は
こ
の
時
二
十
五
歳
前
後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
延
宝
六
年
三
月
十
九
日　

法
常
寺
霊
源
寺
開
山
一
絲
文
守
の
三
十
三
回

忌
法
要
に
合
わ
せ
、
朝
廷
か
ら
国
師
号
「
定
慧
明
光
仏
頂
国
師
」
が
下
賜
さ
れ
た
。
現
在
も
松
雲
寺
に
は
永
源
寺
住
持
で
あ
っ

た
南
嶺
が
、
永
源
寺
で
行
わ
れ
た
仏
頂
国
師
三
十
三
回
忌
に
揮
毫
し
た
「
三
十
三
回
忌
拈
香
拙
偈
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
退
任
後
、
永
源
寺
と
同
じ
愛
知
郡
妹
村
の
永
源
寺
末
慈
光
庵
の
寺
号
を
松
雲
寺
と
改
め
そ
こ
に
退

居
し
た
。
た
だ
南
嶺
と
直
興
の
記
録
に
表
れ
る
の
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
永
源
寺
に
再
住
し
た
南
嶺
が
直
興
の
発
願
で
、

百
人
以
上
の
僧
を
集
め
貞
享
三
年
に
営
修
し
た
「
大
蔵
経
真
読
法
要
」
か
ら
で
あ
る
。

　

一
方
、
直
興
は
彦
根
藩
四
代
並
び
に
七
代
藩
主
と
し
て
徳
川
政
権
下
で
家
綱
、
綱
吉
、
家
宣
の
三
代
に
仕
え
、
幕
府
の
大
老

職
も
二
度
勤
め
た
。
先
代
の
義
父
直
澄
同
様
永
源
寺
の
復
興
に
も
深
く
関
わ
っ
た
が
、
藩
主
に
な
る
ま
で
の
生
い
立
ち
は
決
し

て
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
直
興
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
二
代
藩
主
直
孝
の
四
男
直
時
の
子
と
し
て
江
戸
で
産
ま
れ

る
が
、
こ
の
時
二
代
直
孝
の
時
代
で
世
嗣
は
長
男
直
滋
で
あ
っ
た
為
、
幼
少
期
を
彦
根
藩
の
下
屋
敷
で
暮
ら
す
。
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）
直
滋
三
歳
の
時
父
直
時
が
三
十
七
歳
の
若
さ
で
病
死
す
る
が
、
翌
二
年
世
嗣
で
長
男
の
直
滋
が
蟄
居
と
な
っ
た
事

で
、
次
の
世
嗣
に
六
男
直
澄
が
三
代
藩
主
に
指
名
さ
れ
た
。
そ
の
直
孝
は
同
年
六
月
に
亡
く
な
る
が
、
こ
の
時
直
孝
の
遺
言
に

よ
っ
て
四
歳
の
直
興
を
直
澄
の
養
子
に
し
て
直
澄
の
跡
を
継
が
せ
る
よ
う
厳
命
し
た
。
も
し
直
澄
に
男
子
が
産
ま
れ
て
も
三
万

石
を
与
え
て
家
臣
に
す
る
よ
う
に
と
ま
で
指
示
す
る
徹
底
ぶ
り
で
、
直
孝
の
強
い
意
向
に
よ
り
四
歳
に
し
て
四
代
藩
主
に
抜
擢

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
長
男
直
滋
が
蟄
居
し
て
い
た
百
済
寺
で
亡
く
な
り
永
源
寺
の
如
雪
が
葬
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儀
の
導
師
を
勤
め
た
。
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
十
七
歳
の
時
伯
父
直
澄
の
正
式
な
養
子
と
し
て
次
の
世
嗣
に
な
る
。
そ
し

て
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
義
父
の
直
澄
の
逝
去
に
よ
り
、
二
十
一
歳
で
彦
根
藩
四
代
藩
主
に
就
任
し
た
。
直
興
が
初
め
て
彦

根
に
入
っ
た
の
は
こ
の
藩
主
任
命
後
で
あ
る
。
直
興
と
永
源
寺
住
持
で
あ
っ
た
南
嶺
が
出
会
う
の
は
丁
度
こ
の
時
期
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
直
興
は
菩
提
寺
で
あ
る
清
涼
寺
と
は
別
に
、
南
嶺
に
対
し
て
、
厄
災
を
払
っ
て
家
門
繁
栄
と
国
家
安
泰
を
祈
る

為
、
大
蔵
経
真
読
法
要
、
歴
代
藩
主
の
年
忌
や
大
坂
の
陣
で
亡
く
な
っ
た
戦
没
者
の
供
養
（
大
洞
弁
天
）、
四
十
二
歳
の
厄
除
祈

祷
、
江
戸
開
帳
、
永
源
寺
、
松
雲
寺
両
寺
で
自
分
自
身
と
側
室
（
八
大
姉
）
の
た
め
に
中
陰
か
ら
三
百
年
忌
迄
の
逆
修
を
行
う

な
ど
様
々
な
法
要
を
発
願
し
た
。
そ
し
て
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
同
じ
く
両
寺
に
生
前
寿
塔
（
遺
髪
塔
）
を
建
立
さ
せ
、
自
分

が
亡
く
な
っ
た
ら
遺
骸
を
永
源
寺
の
霊
廟
に
葬
る
よ
う
遺
言
し
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
逝
去
後
、
永
源
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。

　

今
回
こ
の
論
考
で
取
り
上
げ
る
直
興
の
南
嶺
に
対
す
る
信
仰
（
帰
依
）
と
は
、
つ
ま
り
こ
の
貞
享
年
間
か
ら
宝
永
四
年
ま
で

二
十
年
以
上
の
歳
月
を
か
け
て
永
源
寺
と
松
雲
寺
双
方
で
行
わ
れ
た
大
小
様
々
な
法
要
の
総
体
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
元
禄
八
年
か
ら
宝
永
七
年
ま
で
に
行
わ
れ
た
一
連
の
法
要
に
関
す
る
両
者
の
や
り
取
り
が
、
九
十

三
通
の
直
興
自
筆
書
状
『
井
伊
直
興
書
状　

南
嶺
慧
詢
宛
』（
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
３
０
５
５
１
、
３
０
５
５
２
）
と
し
て
、
巻
子

装
２
巻
の
体
裁
で
彦
根
城
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
書
状
が
始
ま
る
元
禄
八
年
、
大
洞
弁
天

建
立
と
同
時
期
に
南
嶺
に
あ
て
た
手
紙
こ
そ
が
、
自
分
の
庶
子
弁
之
介
（
直
矩
）
を
南
嶺
の
弟
子
と
し
て
得
度
さ
せ
る
様
、
懇

切
に
依
頼
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
、
直
興
の
四
十
二
歳
厄
除
祈
祷
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
両
者
の
頻
繁

な
や
り
取
り
が
書
状
で
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
始
め
に
南
嶺
が
永
源
寺
住
持
に
着
任
す
る
ま
で
の
経
緯
を
説
明
し
た

上
で
、
南
嶺
が
直
興
の
た
め
に
行
っ
た
個
々
の
法
要
記
録
の
具
体
的
な
検
討
を
行
い
た
い
。

　

な
お
便
宜
上
江
戸
期
の
永
源
寺
復
興
か
ら
行
わ
れ
た
様
々
な
法
要
等
の
重
要
な
事
項
を
年
表
に
整
理
し
、
そ
の
表
を
参
考
に
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し
な
が
ら
論
を
進
め
た
い
。

年　
　
　

号

永
源
寺
記
録

彦
根
藩
井
伊
家
並
び
に
直
興
の
記
録

寛
永
六
年 

（
一六二九）
南
嶺
慧
詢　

丹
波
法
常
寺
の
近
く
で
生
誕

寛
永
九
年 
（
一六三二）
永
源
寺
方
丈
造
営　

妙
心
寺　

別
峰
紹
印　

寛
永
一
九
年 （
一六四二）
永
源
寺
仏
殿
造
営　

空
子
元
晋
代

正
保
元
年 

（
一六四四）
一
絲
文
守
入
寺　

釈
迦
迦
葉
阿
難
三
尊
寄
進

正
保
三
年 

（
一六四六）
一
絲
文
守
示
寂
。
如
雪
入
院
。

南
嶺
は
多
賀
胡
宮
山
麓　

心
崇
寺
に
住
す

慶
安
元
年 

（
一六四八）
含
空
院
再
造
。

慶
安
二
年 

（
一六四九）
寛
永
の
大
鐘
を
再
鋳
。
層
楼
に
架
す
。

慶
安
四
年 

（
一六五一）
濃
州
愚
堂
東
寔
来
山

拙
心
正
千　

彦
根
荒
神
山
麓
に
延
寿
寺
再
建

承
応
三
年 

（
一六五四）
拙
心
正
千　

興
福
寺
の
安
居
に
参
加

＊
隠
元
来
日　

長
崎
興
福
寺

明
暦
元
年 

（
一六五五）
如
雪
文
巌　

和
束　

大
智
寺
を
再
建

明
暦
二
年 

（
一六五六）
東
福
門
院
と
三
代
直
澄
の
間
で
彦
根
藩
に
永
源
寺
の
庇

護
を
頼
む
書
状
が
交
わ
さ
れ
る

井
伊
直
興
出
生
。
幼
名
吉
十
郎　

父
は
直
時
（
彦
根
藩

二
代
藩
主
直
孝　

三
男
）

明
暦
三
年 

（
一六五七）
如
雪　

檀
越
田
村
氏
の
請
で
和
束　

正
法
寺
を
開
創
し

隠
棲
の
地
と
定
め
る
。

万
治
元
年 

（
一六五八）
如
雪　

永
源
寺
に
開
山
堂
、
僧
堂
再
建

実
父
直
時
逝
去　

享
年
三
十
七
歳

万
治
二
年 

（
一六五九）

祖
父　

井
伊
直
孝
逝
去
。
次
男
直
澄
が
三
代
藩
主
に
就
任
。

直
孝
は
吉
十
郎
（
直
興
）
を
養
子
に
迎
え
世
子
と
す
る

よ
う
直
澄
に
遺
言
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万
治
三
年 

（
一六六〇）
隠
元
來
山
。「
大
寂
塔
額
」
を
賜
る
。
独
立
性
易
よ
り

「
重
玄
門
」「
木
衆
堂
」「
玅
觸
」
賜
る
派
僧
、
独
長
性
亨

本
山
に
列
祖
図
を
納
め
る
。

寛
文
元
年 

（
一六六一）
南
嶺
慧
詢
、
高
宮
に
徳
性
寺
を
開
く
。

井
伊
直
滋
（
直
孝　

長
男
）
百
済
寺
に
て
没
。
導
師
は

如
雪
。
家
臣
の
発
願
で
太
秦
法
雲
院
に
墓
所
建
立

＊
隠
元
の
た
め
宇
治
黄
檗
山
萬
福
寺
開
創
さ
れ
る
。

寛
文
二
年 
（
一六六二）
如
雪
、
隠
元
に
千
巌
元
長
坐
禅
像
を
送
る
。

寛
文
三
年 

（
一六六三）
永
源
寺
の
檀
越
九
里
了
質
が
隠
元
に
謁
見

後
西
天
皇
譲
位
、
霊
元
天
皇
即
位
（
至　

貞
享
四
年
）

寛
文
四
年 

（
一六六四）

直
興　

九
歳　

将
軍
家
綱
に
初
御
目
見

寛
文
五
年 

（
一六六五）
大
歇
橋
再
造
。
預
修
開
山
寂
室
三
百
遠
年
諱
。

寛
文
六
年 

（
一六六六）
如
雪
は
前
年
永
源
寺
を
退
山
。
和
束
に
隠
棲

寛
文
七
年 

（
一六六七）
南
禅
永
中
元
賢
住
山
（
寛
文
五
～
一
一
年
）

寛
文
八
年 

（
一六六八）
如
雪
、
萬
福
寺
松
隠
堂
に
隠
元
を
訪
ね
る
。

彦
根
藩
家
老　

木
俣
守
安
が
散
逸
し
て
い
た
永
源
寺
の

古
証
文
を
寄
進

寛
文
九
年 

（
一六六九）
獨
照
性
圓
、
和
束
正
法
寺
に
如
雪
を
訪
ね
る
。

秋
、
如
雪
が
嵯
峨
直
指
庵
を
訪
ね
唱
和
あ
り
。

寛
文
一
一
年 （
一六七一）
如
雪
入
寂　

南
嶺　

永
源
寺
住
山

直
興　

十
六
歳　

住
五
位
下
玄
蕃
頭
に
叙
任

寛
文
一
二
年 （
一六七二）
長
崎
か
ら
購
入
し
た
明
版
大
蔵
経
入
山

東
福
門
院
よ
り
金
一
〇
両
を
寄
進
さ
れ
る
。

直
興　

十
七
歳

三
代
藩
主　

直
澄
の
正
式
な
養
子
、
世
子
と
な
る

寛
文
一
三
年 （
一六七三）　

＊
隠
元
入
寂

延
宝
三
年 

（
一六七五）
永
源
寺
住
持
に
代
々
紫
衣
の
勅
許

延
宝
四
年 

（
一六七六）
永
源
寺
経
堂
（
毘
盧
宝
蔵
）
落
成　

直
興　

二
十
一
歳　

三
代
藩
主
直
澄
逝
去

彦
根
藩
四
代
藩
主
に
就
任
す
る
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延
宝
五
年 

（
一六七七）

彦
根
城　

欅
御
殿
の
造
営
を
始
め
る　

同
七
年
ま
で

延
宝
六
年 

（
一六七八）
一
絲
へ
国
師
号
「
定
慧
明
光
仏
頂
國
師
」
を
賜
る
。

＊
東
福
門
院
崩
御

『
丹
州
大
梅
開
山
一
絲
行
状
』

延
宝
七
年 

（
一六七九）
南
嶺
退
寺
、
一
絲
法
嗣　

拙
心
正
千
住
山

南
嶺
隠
居
所
と
定
め
た
妹　

慈
光
庵
を
山
号
龍
江
山
松

雲
寺
と
改
め
そ
こ
に
隠
居
す
る
。

直
興　

二
十
四
歳　

家
中
法
度
を
定
め
る

延
宝
八
年 

（
一六八〇）

徳
川
綱
吉
五
代
将
軍
就
任　

直
興　

将
軍
宣
下
御
礼
の

た
め
京
都
上
司
を
務
め
る　

掃
部
頭
に
改
め

後
水
尾
上
皇
崩
御

天
和
二
年 

（
一六八二）

直
興　

二
十
七
歳　

琉
球
使
者
来
貢　

朝
鮮
通
信
使
来

聘
、
先
規
の
通
り
勤
め
る
。

貞
享
元
年 

（
一六八四）
南
嶺　

永
源
寺
再
住

貞
享
二
年 

（
一六八五）

直
興　

三
十
歳　

家
中
へ
御
救
い
の
恩
借
始
め
る

貞
享
三
年 

（
一六八六）
真
読
大
蔵
経
法
要　
（
五
・
二
三
～
六
・
一
五
）

南
嶺　

五
十
七
歳
永
源
寺
退
院　

拙
心
再
住

直
興　

三
十
一
歳　

猿
楽
衆
を
召
し
抱
え
、
彦
根
に
住

ま
わ
せ
る

貞
享
四
年 

（
一六八七）
＊
こ
の
年
京
都
五
山
で
綱
吉
公
厄
除
祈
祷
が
行
わ
れ
る
。

相
国
寺
記
録
で
は
南
禅
寺
住
持
（
英
中
）
玄
賢
と
あ
る
。

直
興　

三
十
二
歳　

生
類
憐
れ
み
の
令
に
よ
り
、
直
孝

以
来
将
軍
家
に
許
さ
れ
た
世
田
谷
放
鷹
地
を
幕
府
に
返

納　
　
　

＊
霊
元
天
皇
譲
位　

東
山
天
皇
即
位

元
禄
元
年 

（
一六八八）
大
休
周
愚
（
如
雪
）
住
山
（「
前
住
永
源
正
法
開
山
如
雪

和
尚
紀
年
録
」
を
偏
す　

近
江
八
幡　

竹
林
寺
開
山　

諡
号
大
方
光
円
禅
師
）　　

直
興　

三
十
三
歳　

日
光
山
御
宮
修
復
普
請
総
奉
行
を

拝
命

元
禄
二
年 

（
一六八九）

世
子
の
五
代
藩
主　

直
通
生
ま
れ
る

元
禄
三
年 

（
一六九〇）

直
興　

三
十
五
歳　

日
光
山
御
宮
修
復
完
成

元
禄
四
年 

（
一六九一）
香
山
禅
桂
（
如
雪
）
住
山　

日
野　

清
源
寺
（
仁
正
寺

藩　

市
橋
家
菩
提
寺
）
か
ら
出
世
。

御
家
中
由
緒
書
（
侍
中
由
緒
書
）
提
出
開
始

九
月
～
十
一
月　

熱
海
、
相
模
塔
沢
に
湯
治
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元
禄
五
年 

（
一六九二）
石
梯
道
雲
（
南
嶺
）
住
山　

名
古
屋
長
寿
寺
開
山　

東

叡
下
長
楽
寺
末
興
聖
寺
出
身

こ
の
年
か
ら
永
源
寺
日
件
始
ま
る
維
那
綱
宗

井
伊
直
孝
長
男
直
滋
の
武
具
を
没
後
三
十
二
年
後
に
江

戸
中
屋
敷
か
ら
永
源
寺
に
喜
捨

元
禄
六
年 

（
一六九三）
雪
巌
全
立
（
如
雪
）
住
山　

清
涼
寺
掃
雲
院
牌
前
焼
香

贈
経　

仏
頂
国
師
五
十
回
忌

井
伊
直
孝
側
室
（
直
興
令
姑
）
掃
雲
院
江
戸
で
死
去
。

次
男
直
恒
生
誕　

幼
名
安
之
介

元
禄
七
年 
（
一六九四）
前
年
か
ら
香
山
再
住　

有
馬
温
泉
へ
御
見
舞
書
状

直
興　

三
十
九
歳　

安
部
備
後
守
宅
に
徳
川
綱
吉
御
成

の
節
、
青
磁
香
炉
拝
領
、
御
講
談
拝
聴
、
御
能
拝
見
、

直
興
論
語
講
釈　

九
～
十
一
月　

有
馬
湯
治

三
男　

直
矩
生
誕　

幼
名
弁
之
介

元
禄
八
年 

（
一六九五）
石
天
祖
梁
（
如
雪
）
住
山　

上
野
国
永
源
寺
派　

空
慧

寺
中
興

大
洞
建
立
建
立
に
つ
き
一
人
一
銭
の
参
加　

都
合

二
十
五
万
九
千
五
百
二
十
六
人　

御
用
部
屋
入
り

元
禄
九
年 

（
一六九六）
十
二
月
十
四
日
弁
慧
得
度　

二
十
二
日
厄
除
祈
祷
預
修

大
洞
弁
天
完
成　

上
米
御
免
指
示　

有
馬
へ
湯
治

元
禄
一
〇
年 （
一六九七）
正
月　

直
興
厄
除
祈
祷　

六
月
永
源
寺
か
ら
江
戸
へ
大

老
職
賀
誼

直
興　

四
十
二
歳　

大
老
職
、
大
年
寄
に
任
ぜ
ら
れ
る

元
禄
一
一
年 （
一六九八）
春
山
智
融
（
如
雪
）
住
山
、
円
臺
院
平
癒
祈
祷

八
月　

直
興
の
実
母
円
臺
院
死
去

元
禄
一
二
年 （
一六九九）
大
洞
弁
天
経
蔵　

経
箱
張
紙
（
巻
数
）
依
頼

彦
根
大
洞
弁
天
経
蔵
建
立

元
禄
一
三
年 （
一七〇〇）
綱
宗
智
常
（
如
雪
）
住
山　

五
智　

興
福
寺
中
興　

大
老
職
辞
任　

四
男　

直
惟
生
誕

元
禄
一
四
年 （
一七〇一）
一
一
～
一
四
年　

雪
巌
全
立
再
住　

岡
山
頼
久
寺
派
祖　

越
宗
妙
謙
―
雪
巌
―
竺
翁
宗
仙

藩
主
を
五
代
直
通
に
譲
っ
て
隠
居　

彦
根
に
帰
国

右
衛
門
太
夫　

直
治
と
改
名

元
禄
一
五
年 （
一七〇二）
石
天
再
住

五
男　

直
定
生
誕

宝
永
元
年 

（
一七〇四）
全
応
玄
提
（
南
嶺
）
住
山
（
宝
永
元
年
～
享
保
元
年
）　

江
戸
開
帳　

直
興
と
八
大
姉
の
逆
修
法
要
始
ま
る　
（
四

十
九
日
、
中
陰
）

養
母
乾
光
院
死
去　

息
男
安
之
介
（
直
恒
）、
弁
之
丞

（
直
矩
）
彦
根
よ
り
江
戸
に
着

宝
永
二
年 

（
一七〇五）
彦
根
開
帳　

同
じ
く
逆
修
法
要
（
月
忌
か
ら
年
忌
、
五

十
回
忌
ま
で
）

息
男
直
矩
、
井
伊
直
舊
の
養
子
と
な
り
、
越
後
与
坂
藩

に
天
封
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宝
永
三
年 

（
一七〇六）
逆
修
法
要
（
百
～
三
百
回
忌
）
が
具
足
円
成

宝
永
四
年 

（
一七〇七）
永
源
寺
、
松
雲
寺
両
所
に
自
身
と
八
大
姉
の
廟
所
壽
塔

建
立

宝
永
六
年 

（
一七〇九）

徳
川
綱
吉
逝
去

※ 

右
の
表
中
、
井
伊
家
に
関
す
る
年
表
は
彦
根
城
博
物
館
『
元
禄
の
大
老　

井
伊
直
興
』
か
ら
抜
粋
し
た
。
ま
た
直
興
が
行
っ
た
と
思
わ
れ
る

初
代
井
伊
直
政
～
三
代
直
澄
ま
で
の
藩
主
並
に
庶
子
の
年
忌
は
省
略
し
た
。

イ
　
南
嶺
の
永
源
寺
住
山
に
つ
い
て

　

ま
ず
始
め
に
南
嶺
慧
詢
の
住
山
の
時
期
に
つ
い
て
『
瑞
石
山
年
譜
』（
永
源
寺
蔵
）　

寛
文
十
一
年
の
記
事
か
ら
抜
粋
す
る
。

第
八
十
六
代
南
嶺
大
和
尚
住
山　

諱
慧
詢　

一
絲
和
尚
法
嗣
開
山
十
七
世
孫
也

今
年
八
月
十
八
日
入
寺　

同
十
二
年
三
月
報
長
崎
令
請
経
於
志
那　

六
月
二
十
五

日
大
蔵
経
入
山　

造
為
毘
盧
宝
蔵
函
経
其
中　

延
宝
三
年
告
関
東
賜
紫
再

興　

六
月
十
一
日
勅
許
綸
旨
降
下　

七
月
十
一
日
参
内　

同
四
年
九
月
二
十
一
日
輪
蔵
慶
讃
並
傅　

太
子
普
建
普
成
安
座　

東
福
門
院
賜
黄
金
三
十
両　

同
七
年
七
月
二
十
五
日
退
院

住
九
年
井
元
村
龍
江
山
松
雲
寺
、
高
宮
祥
雲
山
徳
性
寺
開
山
也　

四
十
七
歳
出
世
職

事
権
右
中
弁
淳
房

　

次
に
延
宝
三
年
南
嶺
に
下
賜
さ
れ
た
『
霊
元
天
皇
綸
旨
』（
永
源
寺
蔵
）
に
は
永
源
寺
は
寂
室
禅
師
を
開
祖
と
す
る
法
脈
を
継

承
す
る
事
に
よ
っ
て
紫
衣
の
勅
許
が
授
け
ら
れ
た
事
が
確
認
で
き
る
。

永
源
禅
寺
者　

円
応
禅
師
的
流
之
基
本
也　

是
以
為
住
持
輩
、
代
々
聴
着
紫
衣
法
服　

宜
耀
宗
門
光
華
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提
緇
林
覚
蘂　

奉
祈　

聖
祚
長
久　

者

綸
命
如
此　

悉
之
以
状

　
　

延
宝
三
年
六
月
十
一
日　
　
　
　
　

権
右
中
弁
（
花
押
）

　
　

南
嶺
和
尚
禅
室

　

そ
し
て
『
圓
満
光
照
禅
師
南
嶺
和
尚
住
永
源
禅
寺
語
録
（
南
嶺
録
）』（
松
雲
寺
蔵
）
を
見
る
と
南
嶺
の
入
寺
式
（
出
世
開
堂
）

は
延
宝
四
年
九
月
十
八
日
で
あ
る
。
永
源
寺
に
は
こ
の
南
嶺
の
入
寺
記
録
だ
け
で
な
く
、
補
住
の
英
中
玄
賢
が
南
禅
寺
住
持
に

な
っ
た
際
の
入
寺
記
録
が
写
本
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
『
相
国
寺
史
稿　

九（　
）
8

』
延
宝
六
年
の
一
絲
文
守
の
国
師
諡
号
下
賜
に
関
連
す
る
記
事
を
見
て
い
く
。

『
定
誠
公
記
』

延
宝
六
年
正
月
二
十
二
日　

今
日
五
山
之
御
礼
也　

於
清
涼
殿
御
対
面
、
永
源
寺
僧
南
霊
（
マ
マ
）
も

同
参　

内　

御
対
面　

当
年
初
而
諸
礼
ニ
出
也　

南
禅
寺
傳
奏
勧
修
寺
大
納
言
（
經
慶
）
永
源
寺
烏
丸
中
納
言
（
光
雄
）
傳
奏
也

　

三
月
十
九
日　

霊
源
・
法
常
両
寺
開
山
一
絲
和
尚
ニ
国
師
号
ヲ
賜
ル

『
仏
頂
国
師
諡
号
宸
翰
』（
上
賀
茂
霊
源
寺
蔵
）
後
水
尾
上
皇
が
一
絲
の
三
十
三
回
忌
に
霊
源
寺
祖
岸
に
与
え
た
宸
翰

　

朕　

昔
万
機
之
暇　

頻
召
清
涼
一
絲
和
尚
入
対　

其
定
能
息
慮　

其
慧
能
照
真　

朕　

於
此
師
法
恩
甚
大

　

実
不
愧
古
徳
活
道
人
者
耶　

故
茲
諡
曰　

定
慧
明
光
仏
頂
国
師

『
定
誠
公
記
』

二
月
十
四
日　

依
召
参　

内　

仰
曰　

一
絲
来
月
十
九
日
十
七
（
マ
マ
）
回
忌
也　

国
師
号
被
下
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度
思
召
候
旨　
　

法
皇
被　

仰
進　

可
有
如
何
哉
之
由　

仰
也　

先
年
相
国
寺
晫
長
老
国
師
号
之
時

江
戸
へ
御
相
談
之
由
承
候　

此
度
も　

其
通
可
然
旨
申
上
候　
　
　

十
五
日　

雨
降
、
相
国
寺
晫
長
老
国
師
号
之
事　

勧
修
寺
江
相
尋
候
処
ニ　

則
大
納
言
殿
へ
被
尋
候

ヘ
ハ　

先
年
関
東
下
向
之
時　

於
江
戸　

吉
良
へ
被
相
談　

於
御
城　

老
中
へ
被
申
入
処　

尤
之
事
ニ
候

間　

可　

勅
許
被
申
也

口
上
ハ
晫
長
老
ハ　

法
皇
御
戒
師
ニ
モ
候　

其
上
俗
姓
日
野
ニ
候　

国
師
号
之
事　

可
有　

勅
許　

思
召

之
由
也　

其
時
老
中
返
事
ニ　

則
其
通
被
窺
之
処　

尤
ニ
思
召
候　

国
師
号　

勅
許
之
様
ニ
と
被
仰
出
候

由
也　

右
之
旨　

勧
修
寺
大
納
言
よ
り
来
ル

　

次
に
南
嶺
が
永
源
寺
で
行
っ
た
法
要
の
偈
頌
「
仏
頂
国
師
三
十
三
回
忌
拈
香
」
挙
げ
る
。

前
住
當
山
定
慧

明
光
仏
頂
国
師

三
十
三
回
諱
拈

香
拙
偈

三
十
三
年
徳
愈
隆

国
師
徴
号
下

宸
宮
渓
山
春
凉
花

如
錦
一
段
風
光
今

古
同
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

　

延
宝
六
年
暮
春

　

十
九
日
永
源
慧
詢

　

稽
首　
　

印　

印

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
『
瑞
石
年
譜
』
の
記
述
に
「
延
宝
三
年
告
関
東
賜
紫
再
興　

六
月
十
一
日
勅
許
綸
旨
降
下
」
と
あ

り
、
霊
源
・
法
常
両
寺
の
開
山
国
師
号
下
賜
に
も
先
年
江
戸
に
下
向
し
て
幕
府
の
許
可
を
求
め
た
と
さ
れ
る
事
で
あ
る
。
こ
の

時
は
僧
録
司
が
金
地
院
に
移
っ
て
い
た
の
で
当
然
の
事
で
は
あ
る
が
、
両
者
と
も
南
禅
寺
傳
奏
勧
修
寺
大
納
言
に
よ
っ
て
幕
府
、

朝
廷
双
方
へ
の
取
り
次
ぎ
を
行
わ
れ
て
い
た
事
が
こ
の
資
料
か
ら
分
か
る
。
や
は
り
永
源
寺
が
一
絲
開
山
の
両
寺
よ
り
先
に
紫

衣
の
勅
許
参
内
が
許
さ
れ
た
の
は
南
嶺
の
前
に
補
住
を
勤
め
た
南
禅
住
持　

英
中
の
助
け
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の

が
穏
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
延
宝
六
年
三
月
の
段
階
で
は
ま
だ
後
水
尾
天
皇
、
東
福
門
院
共
に
在
世
中
で
も
あ
っ
た
の

で
、
一
絲
を
め
ぐ
る
永
源
寺
と
法
常
・
霊
源
寺
双
方
の
深
刻
な
対
立
は
起
こ
る
事
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

法
常
寺
に
紫
衣
の
勅
許
が
下
る
の
は
貞
享
三
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
霊
元
天
皇
か
ら
法
常

寺
が
賜
っ
た
勅
書（　
）
9

を
ま
ず
挙
げ
、
次
に
永
源
寺
の
綸
旨
と
の
比
較
の
た
め
、
同
四
年
（
一
六
八
七
）
霊
源
寺
に
下
賜
さ
れ
た

『
常
紫
衣
綸
旨（　
）
10

』
を
見
て
い
く
事
に
す
る
。

虚
堂
老
師
十
七
世
之
孫
大
圓
宝
鑑

国
師
上
足
之
弟
子
一
絲
守
和
尚
者

先
皇
深
帰
依
之
思
常
召
参
得
云

延
宝
六
年
之
春
当
三
十
三
回
忌
辰

故
為
酬
恩
謝
徳
諡
曰
定
慧
明
光



260

仏
頂
国
師
爰
霊
源
法
常
両
寺
者

国
師
開
基
之
禅
刹
先
皇
勅
願
之

霊
地
也
寔
如
鳥
之
両
翼
永
専
仏

法
之
紹
隆
可
祷
皇
基
之
無
窮
仍

更
染
愚
翰
者
也

　
　

貞
享
二
年
八
月
十
九
日

淵
黙
塔
下

　

次
に
霊
源
寺
の
『
常
紫
衣
綸
旨
』
を
挙
げ
る
。

清
涼
霊
源
禅
寺
者
仏
頂

開
基
之
禅
刹

後
水
尾
院
御
願
元
初
之
蘭
若

也　

是
以
為
住
持
之
輩
須
着

紫
衣
刷
入
院
儀
式　

位
次
等
相

並
南
禅
第
一
之
上
刹　

大
徳
寺

妙
心
寺
前
後
可
守
年
月
也　

門
徒

相
互
専
仏
法
紹
隆　

宜
奉
祈

寶
祚
延
長
之
由

天
気
如
此　

仍
執
達
如
件
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

　

貞
享
四
年
二
月
十
六
日　

右
中
弁

　

霊
源
寺
功
隠
和
尚
禅
室

　

奇
し
く
も
貞
享
年
間
は
南
嶺
が
永
源
寺
に
再
住
し
た
時
期
と
重
な
る
の
だ
か
、次
第
に
寂
室
の
法
脈
を
嗣
い
だ
（
伽
藍
法
系
）

一
絲
の
弟
子
達
に
よ
る
永
源
寺
と
、
愚
堂
東
寔
に
嗣
法
し
た
一
絲
の
法
脈
を
守
る
法
常
、
霊
源
両
寺
が
、
共
に
本
山
と
し
て
紫

衣
の
勅
許
参
内
が
認
め
ら
れ
、
大
徳
、
妙
心
に
準
ず
る
寺
格
を
与
え
ら
れ
た
事
で
、
更
に
対
立
が
表
面
化
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
又
こ
の
年
『
丹
州
大
梅
開
山
一
絲
和
尚
行
状
』
を
法
常
寺
雪
光
頔
（
文
皚
）
の
法
弟
知
明
浄
因
が
撰
纂
し
、
霊
源
寺

の
祖
岩
文
舟
の
名
で
刊
刻
さ
れ
た
。
こ
の
刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
文
章
で
あ
る
。

法
弟
雪
光
光
頔
曽
雖
草
編　

師
之
行
録
未
及
訂
正
而
長
逝
矣　

去
歳
延
宝
丁
巳
之

春
霊
源
祖
岸
禅
衲
以
其
編
冊
遠
寄
愚
之
山
菴
来
請
刪
補
之
斧　

其
志
可
嘉
也

（
中
略
）
又
曽
閲
寛
文
丁
未
所
鋟
梓
之
師
之
語
録
魯
魚
之
誤
不
為
不
少　

如
達

磨
讃
以
六
代
傳
虚
作
傳
看
類
是
也　

或
曰
凢
無
師
資
機
縁
等
之
語
則
不
称
語
録

乃
以
寂
室
禅
祖
之
録
為
證
焉　

若
然
又
不
是
熟
其
勘
合
之
過
也　

想
夫
所
以
乏
人
之
令

然
欤　

今
也
歴
十
有
余
霜
同
門
兄
弟
太
半
已
亡
也　

其
有
存
者
遠
隠
失
州
蹤
欲
再
問

重
聞
亦
不
可
得
（
後
略
）

　

始
め
に
浄
因
は
、
こ
の
行
状
の
刊
行
に
至
る
経
緯
を
述
べ
た
上
、
寛
文
七
年
法
弟
の
雪
光
に
よ
っ
て
始
め
て
刊
行
さ
れ
た

『
大
梅
一
絲
和
尚
語
録
』
に
誤
字
が
多
い
事
、
語
録
と
し
て
の
体
裁
が
整
っ
て
い
な
い
事
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
頌
古
（
偈

頌
）
と
讃
（
仏
祖
・
自
賛
）」
か
ら
目
録
の
編
次
が
な
さ
れ
た
の
は
開
山
の
語
録
と
し
て
適
切
で
は
な
い
の
で
「
示
衆　

普
説　

法
語　

…
（
最
後
も
行
状
で
は
無
く
年
譜
）」
な
ど
の
入
寺
法
語
か
ら
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
開
山
祖
師
の
語
録
と
同
じ
体
裁
に
、
編
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纂
し
直
す
決
意
を
述
べ
て
お
り
、
こ
の
時
に
は
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
『
仏
頂
国
師
語
録
』
と
し
て
校
正
再
版
の
作
業
が
進
め

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
初
版
『
一
絲
和
尚
語
録
』
の
体
裁
に
つ
い
て
は
、
一
絲
が
寛
永
二
十
一
年
に
刊
行
し
た

『
永
源
寂
室
和
尚
語
録
并
ニ
近
江
州
永
源
禅
寺
開
山
勅
諡
圓
應
寂
室
禅
師
行
状
』
を
倣
っ
て
編
纂
し
た
事
が
一
つ
の
原
因
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
貞
享
年
間
に
企
図
さ
れ
た
こ
の
語
録
の
再
版
事
業
を
め
ぐ
っ
て
は
、
現
行
の
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

法
常
・
霊
源
寺
か
ら
刊
行
さ
れ
た
版
と
は
別
に
、
松
雲
寺
の
南
嶺
に
依
っ
て
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
と
正
徳
二
年
（
一
七
一

二
）
の
二
度
永
源
寺
版
の
版
行
が
企
て
ら
れ
、
霊
源
寺
側
の
起
こ
し
た
裁
判
の
結
果
、
南
嶺
の
偽
版
は
「
不
残
文
字
削
之　

焼

捨
さ
せ
絶
判
仕
候
」
と
の
沙
汰
を
受
け
、
焼
却
絶
版
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
回
の
論
考
で
詳
し
く

検
証
し
て
み
た
い
。

　

こ
こ
ま
で
彦
根
藩
や
直
興
の
問
題
と
は
直
接
関
わ
り
の
無
い
一
絲
の
弟
子
達
の
間
で
起
こ
っ
た
先
師
三
十
三
回
忌
と
国
師
号

を
巡
る
様
々
な
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
南
嶺
が
永
源
寺
の
住
持
に
な
っ
た
の
は
、
一
絲
を
中
興
開
山
と
し
て
復
興

し
た
永
源
寺
が
五
山
十
刹
の
官
寺
と
同
等
の
序
列
に
組
み
込
ま
れ
、
紫
衣
勅
許
の
本
山
と
な
る
ま
で
寺
格
を
押
し
上
げ
る
事
が

目
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
絲
住
山
以
来
一
つ
の
悲
願
で
あ
り
、
後
水
尾
天
皇
と
東
福
門
院
が
永
源
寺
の
護
持
に
尽
力
し
、
二
代

直
孝
と
如
雪
、
三
代
直
澄
と
英
中
、
四
代
直
興
と
南
嶺
と
藩
主
の
代
が
変
わ
っ
て
も
彦
根
藩
の
支
援
が
続
け
ら
れ
て
い
た
事
と

も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
永
源
寺
の
立
場
が
朝
廷
と
江
戸
幕
府
の
政
治
的
均
衡
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
類

の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
見
た
永
源
寺
と
法
常
、
霊
源
両
寺
や
如
雪
派
と
南
嶺
派
、
黄
檗
と
臨
済
宗
な
ど
お
互
い
相
容
れ

な
い
様
々
な
対
立
を
抱
な
え
が
ら
も
、
一
絲
文
守
を
頂
点
と
す
る
弟
子
達
の
繋
が
り
が
三
十
年
以
上
か
け
て
一
派
を
形
成
し
、

そ
れ
が
朝
廷
と
幕
府
双
方
に
よ
う
や
く
認
知
さ
れ
て
い
く
の
が
、
こ
の
延
宝
六
年
の
一
絲
文
守
の
国
師
号
下
賜
と
い
う
出
来
事

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
か
ら
永
源
寺
は
、
よ
り
江
戸
幕
府
に
近
い
立
場
で
彦
根
藩
の
支
配
を
受
け
入
れ
、
大
覚
派



263

『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

の
流
れ
を
汲
む
寂
室
元
光
を
開
山
、
一
絲
を
中
興
に
置
く
事
で
、
五
山
や
林
下
と
同
じ
序
列
に
属
す
る
本
山
と
し
て
、
地
方
の

小
規
模
寺
院
（
無
本
寺
）
を
永
源
寺
派
末
寺
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
所
属
す
る
僧
侶
の
数
を
飛
躍
的
に
増
や
し
て
い
く
。

南
嶺
の
紫
衣
の
勅
許
参
内
以
降
、
続
く
拙
心
、
大
休
な
ど
勅
許
参
内
を
許
さ
れ
た
歴
代
住
持
が
中
核
と
な
っ
て
各
地
に
教
宣
を

拡
げ
、
江
戸
長
寿
寺
の
大
梅
志
玄
が
住
持
と
な
る
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
頃
に
は
、
現
在
の
永
源
寺
教
区
（
群
馬
か
ら
岡
山
・

広
島
ま
で
）
の
一
三
〇
ヶ
寺
あ
ま
り
の
寺
院
が
、
転
派
（
江
戸
時
代
は
新
寺
の
造
営
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。）
し
て
永
源
寺
派
の
末
寺

に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
各
末
寺
と
そ
こ
に
住
む
僧
俗
の
人
員
は
、
本
山
永
源
寺
が
所
属
す
る
彦
根
藩
寺
社
奉
行

（
江
戸
幕
府
）
に
よ
っ
て
、
厳
し
い
管
理
統
制
が
行
わ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
直
興
が
南
嶺
に
出
会
っ
た
の
は
、
寛
文
五
年

（
一
六
六
五
）
幕
府
に
よ
り
発
布
さ
れ
た
る
諸
宗
寺
院
諸
法
度
が
、
管
轄
す
る
寺
社
奉
行
に
よ
っ
て
各
藩
で
実
施
さ
れ
、
定
着
し

て
い
く
過
渡
期
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
藩
主
と
本
山
住
持
と
い
う
立
場
で
行
っ
た
両
者
の
遣
り
取
り
を
、
個
人
的
な
信
仰
と
帰

依
の
問
題
と
し
て
の
み
捉
え
る
事
は
、
決
し
て
適
切
だ
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
藩
主
で
あ
る
直
興
が
領
地
で

あ
る
彦
根
藩
を
治
め
る
た
め
行
っ
た
と
鎮
護
国
家
の
儀
礼
と
し
て
、
貞
享
の
大
蔵
経
真
読
法
要
か
ら
弁
慧
が
得
度
す
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
直
興
の
厄
除
祈
祷
ま
で
に
つ
い
て
、
最
後
に
詳
し
く
見
て
い
く
事
に
し
た
い
。

ロ
　
真
読
大
蔵
経
法
要
に
つ
い
て
　

　

ま
ず
始
め
に
南
嶺
の
再
住
か
ら
弁
慧
得
度
ま
で
の
法
要
に
つ
い
て
永
源
寺
、
彦
根
藩
、
長
寿
院
（
大
洞
弁
天
）
に
残
る
文
書

で
確
認
し
て
い
く
が
、
今
回
使
用
す
る
史
料
は
右
の
通
り
と
す
る
。

永
源
寺

１
、「
真
読
大
蔵
経
記
録
（
貞
享
三　

五
・
六
）」 『
永
源
寺
文
書
目
録　

本
山　

六　

日
鑑
（
一
）
永
源
寺　

一
』
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２
、「
永
源
寺
日
件
録
（
元
禄
六
～
同
一
七
年
）」 『
永
源
寺
文
書
目
録　

本
山　

六　

日
鑑
（
一
）
永
源
寺　

一
』

３
、「
彦
城
日
件
（
元
禄
五
～
享
保
一
三
年
）」 

『
永
源
寺
文
書
目
録　

本
山　

六　

日
鑑
（
四
）
彦
根
藩　

五
』

彦
根
藩

１
、「
井
伊
年
譜　

巻
九
、
一
〇
」（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
）

２
、
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
「
井
伊
直
興
書
状　

南
嶺
慧
詢
宛
」『
彦
根
藩
井
伊
家
文
書
３
０
５
５
１
、
３
０
５
５
２
』

　

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
五
月
二
十
三
日
よ
り
六
月
十
五
日
ま
で
直
興
発
願
に
よ
っ
て
厳
修
さ
れ
た
真
読
大
蔵
経
法
要
に
つ

い
て
、
ま
ず
法
要
全
体
の
流
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

真
読
大
蔵
経
并
施
食
放
生
会
紀
録

　
　

総
目

第
一　

真
読
大
蔵
経
榜
附
同
品
目

第
二　

法
事
儀
式
附
小
回
向

第
三　

就
于
方
丈
法
会
図
等

第
四　

水
陸
会
日
考
附
回
向
文

第
五　

執
役
人
標

第
六　

大
衆
位
次

第
七　

満
散
儀
式
附
回
向
文

第
八　

香
語
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第
九　

放
生
儀

第
十　

開
浴
日
考

　

永
源
寺
が
開
創
し
て
間
も
な
く
請
来
さ
れ
た
毘
盧
蔵
経
五
千
二
十
四
巻
を
使
っ
て
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
開
山
寂
室
禅

師
百
年
忌
に
の
際
行
わ
れ
た
盧
蔵
経
看
讀
法
要
を
倣
う
形
で
こ
の
法
要
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
満
散
祈
祷
後
の
放
生
会
に
つ
い

て
は
趣
旨
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
真
読
記
録
に
書
か
れ
た
放
生
会
の
式
次
第
「
放
生
儀
」
を
見
る
と
、
明
末
の
四
高
僧
の

一
人
雲
棲
祩
宏
の
書
い
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
事
が
分
か
る
。
雲
棲
祩
宏
は
「
放
生
儀（　
）
11

」
の
他
に
『
戒
殺
放
生
文
』

を
著
し
て
、
広
く
一
般
在
家
の
人
に
放
生
会
を
勧
め
た
。
こ
の
『
戒
殺
放
生
文
』
は
寛
文
元
年
に
和
刻
さ
れ
、
同
四
年
頃
に
は

浅
井
了
意
に
よ
っ
て
「
戒
殺
物
語　

放
生
物
語
」
と
し
て
出
版
さ
れ
る
と
そ
の
関
連
本
が
江
戸
期
に
多
く
出
版
さ
れ
た
。
ま
た

こ
の
貞
享
年
間
は
、
徳
川
綱
吉
政
権
下
で
い
わ
ゆ
る
生
類
憐
れ
み
の
令
が
初
め
て
発
布
さ
れ
た
時
期
と
推
定
さ
れ
る
時
期
と
非

常
に
近
く
、
伝
聞
で
は
な
く
譜
代
大
名
筆
頭
で
あ
る
彦
根
藩
主
井
伊
直
興
公
の
発
願
し
た
法
要
で
戒
殺
（
＝
殺
生
の
禁
止
）
に

つ
い
て
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
事
は
綱
吉
の
政
治
政
策
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
「
放

生
文
」
中
い
く
つ
か
直
興
公
の
信
仰
態
度
が
覗
わ
れ
る
箇
所
を
何
点
か
箇
条
書
き
で
挙
げ
て
簡
単
な
検
討
を
行
う
。

Ａ
　
彦
根
藩
初
代
藩
主
直
政
︑
二
代
目
藩
主
直
孝
の
神
格
化
を
否
定

　

こ
れ
に
つ
い
て
「
第
八
香
語　

真
読
蔵
教
法
筵
満
散
拈
香
拙
語（　
）
12

」
の
以
下
の
部
分
が
該
当
す
る
。

公
之
家
代
業
武　

曾
祖
始
策
汗
馬
之
勲
、
祖
父
相
継
有
戦
功
、

以
故
世
登
高
位
永
食
豊
禄
、
至
今
蒙
其
澤
者
皆
是
出
于
殺
害
生
霊
之
中
、

三
者
家
世
正
政
道
厳
號
令
有
功
者
賞
有
罪
者
罰
、
想
其
間
或
有
使
不
辜
謾
被
誅
戮

　

こ
れ
は
徳
川
家
で
言
え
ば
家
康
（
日
光
東
照
権
現
）、
家
光
の
軍
功
を
否
定
す
る
に
等
し
い
。
こ
の
懺
悔
の
文
言
は
こ
れ
以
降
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の
追
善
法
要
に
通
底
す
る
思
想
で
あ
り
、
仏
法
が
王
法
よ
り
優
先
さ
れ
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
真
読
法
要
以
降
永
源
寺
で
行
わ

れ
た
直
興
公
に
よ
る
親
族
の
法
要
は
、
直
孝
の
子
息
で
あ
っ
た
長
男
直
滋
、
三
代
藩
主
で
直
興
の
義
父
直
澄
、
直
興
の
実
父
、

直
縄
公
の
祠
堂
供
養
、
年
忌
法
要
が
中
心
で
あ
る
。
ま
た
彦
根
城
と
対
面
す
る
佐
和
山
山
麓
に
領
民
に
一
文
ず
つ
の
寄
進
を
集

め
大
洞
弁
天
（
長
寿
院
）
を
建
立
し
、
境
内
の
阿
弥
陀
堂
に
は
近
江
国
古
城
主
や
大
阪
の
陣
戦
没
者
の
位
牌
を
壇
上
に
掛
け
社

僧
に
よ
る
追
善
法
要
を
行
な
っ
て
い
る
。

Ｂ
　
放
生
儀
と
生
類
憐
れ
み
の
令
の
近
似
点

　

法
会
に
お
い
て
鳥
獣
魚
類
な
ど
の
殺
生
を
戒
め
る
文
言
と
し
て
は
先
ほ
ど
と
同
じ
『
拈
香
拙
語
』
に

四
者
家
世
豪
貴
公
務
餘
暇
動
事
田
遊
牽
黄
臂
蒼
或
釣
或
戈
、
不
幸
失
命
者
、

不
知
其
幾
千
萬
五
者
代
於
庖
厨
所
被
屠
鳥
魚
之
類
、
亦
不
記
其
数
、

如
上
萬
霊
憑
茲
功
勛
、
累
代
寃
讎
一
時
消
解

　

こ
の
部
分
な
ど
が
端
的
に
表
す
よ
う
に
、
法
要
の
翌
年
貞
享
四
年
に
は
直
興
は
直
孝
以
来
将
軍
家
に
許
さ
れ
た
世
田
谷
放
鷹

地
を
幕
府
に
返
納
し
て
い
る
。
又
こ
の
殺
生
し
た
様
々
生
類
を
憐
れ
む
表
現
は
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
の
逆
修
法
要
に
も

直
興
の
依
頼
で
和
訓
回
向
（
参
考
資
料
）
の
形
で
作
製
さ
れ
、
直
興
と
側
室
八
大
姉
に
よ
っ
て
何
度
も
唱
和
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
　
直
興
発
願
の
法
要
と
生
類
憐
れ
み
の
令

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
真
読
法
要
で
追
善
供
養
し
た
五
員
（
直
政
、
直
孝
、
直
澄
、
直
縄
）
の
内
の
一
人
は
、
直
興
の
令
子
で
、

こ
の
貞
享
三
年
に
亡
く
な
っ
た
智
證
院
殿
直
延
公
（
延
宝
五
年
生
ま
れ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
徳
川
綱
吉
公
が
天
和
三
年
（
一
六
八

三
）
継
子
の
徳
松
公
を
亡
く
し
た
時
期
と
も
重
な
り
合
う
。
国
家
の
安
泰
と
一
族
繁
栄
へ
の
祈
祷
と
並
行
し
て
肉
親
の
追
善
供

養
と
放
生
会
が
、
南
嶺
を
導
師
に
し
た
最
初
の
法
要
で
行
わ
れ
た
意
味
に
つ
い
て
は
、
放
生
会
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
流
水
長
者
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の
本
生
譚
の
出
典
と
さ
れ
、
直
興
が
信
奉
し
た
弁
財
天
な
ど
諸
善
天
神
が
国
を
守
護
す
る
事
を
説
い
た
『
金
光
明
最
勝
王
経
』

と
の
繋
が
り
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
一
連
の
法
要
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
か
ら
宝
永
三
年
の
直
興
公
、
八
大
姉
逆
修
法
要
に
於
い
て
、
一
年
目
の
法
華
経
、
二
年
目
の
五
部

大
乗
経
看
読
法
要
に
続
き
、
三
年
目
の
満
散
法
要
に
こ
の
経
本
が
選
ば
れ
、
先
掲
の
和
訓
回
向
を
奉
戴
し
た
看
読
修
行
を
二
十

三
日
間
行
っ
た
後
、
今
も
松
雲
寺
に
現
存
す
る
直
興
寄
進
の
金
光
明
最
勝
王
経
に
よ
る
看
読
満
散
法
要
が
、
多
く
の
永
源
寺
派

僧
侶
を
結
集
し
て
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
、
足
か
け
二
〇
年
の
歳
月
を
か
け
た
法
要
が
満
願
成
就
す
る
。
そ
し
て
翌
宝
永
四
年
に

永
源
・
松
雲
両
寺
に
直
興
と
八
大
姉
の
寿
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
く
ま
で
の
過
程
が
、
初
め
に
挙
げ
た
『
井
伊
直
興
書
状　

南
嶺

慧
詢
宛
』
で
あ
り
、
こ
こ
迄
の
流
れ
を
追
っ
て
初
め
て
、
直
興
が
考
え
る
生
類
憐
れ
み
の
令
と
は
領
民
を
罰
す
る
為
の
法
令
で

は
無
く
、
仏
法
に
よ
る
衆
生
済
度
と
鎮
護
国
家
の
実
現
を
目
指
し
て
、
様
々
な
宗
教
儀
礼
を
領
民
総
出
で
執
り
行
う
為
の
法
令

だ
っ
た
と
考
え
る
事
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

最
後
に
直
興
の
発
願
で
行
わ
れ
た
真
読
法
要
が
永
源
寺
の
本
山
と
し
て
の
経
営
を
支
え
る
機
能
を
果
た
し
た
事
に
つ
い
て
指

摘
し
た
い
。
ま
ず
こ
の
法
要
を
き
っ
か
け
に
直
興
が
僧
堂
を
扶
助
す
る
形
で
、
毎
年
決
ま
っ
た
所
得
を
永
源
寺
に
与
え
る
取
り

決
め
を
交
わ
し
た
事
が
、
次
の
記
録
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
　
　

僧
堂　

勘
板
可
除
此
二
字

毎
歳
夏
冬
二
期
制
中
香
燈
燭
柴
炭
等

彦
城
主
井
伊
羽
林
次
将
直
興
公
捨

貞
享
三
年
丙
寅
六
月
十
五
日

　
　
　

齋
堂　

同
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毎
歳
夏
冬
二
期
制
中

彦
城
主
井
伊
羽
林
次
将
直
興
公
助
衆
食

貞
享
三
年
丙
寅
六
月
十
五
日

　
　
　

浴
室　

同

毎
歳
夏
冬
二
期
制
中
開
浴
淋
汗

彦
城
主
井
伊
羽
林
次
将
直
興
公
捨

貞
享
三
年
丙
寅
六
月
十
五
日

　

如
雪
の
所
で
も
述
べ
た
が
、
こ
の
当
時
す
で
に
永
源
寺
に
は
僧
堂
が
あ
っ
て
、
様
々
な
階
層
の
永
源
寺
派
僧
侶
を
育
成
す
る

役
割
を
果
た
し
て
い
た
事
が
分
か
っ
て
い
る
。
例
え
ば
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）、
拙
心
正
千
が
住
持
の
時
纏
め
ら
れ
た
『
紀
綱

須
知
』
年
中
行
事
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。　
　

四
月　

八
日
佛
誕
生
会
法
事
執
行　

十
四
日
土
地
堂
諷
経　

十
五
日

結
制
安
居
禁
足
於
禅
堂　

至
七
月
十
五
日
九
十
日
之
間
如
古
䂓
坐
禅
（
中
略
）

十
月　

五
日　

達
磨
忌
近
隣
之
僧
侶
宗
会
法
事
執
行

十
五
日
結
成
明
正
月
十
五
日
九
十
日
之
間
規
矩
同
夏
結
制

　

真
読
法
要
に
百
人
以
上
の
永
源
寺
派
僧
侶
を
集
め
て
盛
大
な
法
要
を
行
っ
た
事
は
、
彦
根
藩
主
を
有
力
な
檀
越
と
し
て
取
り

込
み
直
興
、
本
山
永
源
寺
双
方
の
威
信
を
広
く
世
間
に
誇
示
す
る
世
俗
的
な
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ
っ
た
、
と
い
う
一
面
も
否
め
な

い
事
実
で
は
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
如
雪
が
開
単
し
た
僧
堂
で
必
ず
二
時
の
結
制
を
行
い
、
清
規
な
ど
の
規
矩
に
則
っ
て
修
行

僧
の
教
化
育
成
を
行
う
事
が
、
地
方
叢
林
で
あ
る
永
源
寺
が
取
り
組
む
べ
き
最
優
先
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
補
住
も
含
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め
如
雪
以
降
の
歴
代
住
持
に
も
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
に
永
源
寺
で
沢
山
の
僧
俗
を
結
集
し
て
大
き
な
法
要
を
執
り

行
う
事
自
体
が
、
様
々
な
地
方
で
暮
ら
す
農
民
、
武
士
、
町
人
な
ど
幅
広
い
階
層
か
ら
永
源
寺
派
の
徒
弟
を
獲
得
し
て
い
く
上

で
有
効
な
手
段
と
な
っ
た
。
そ
し
て
永
源
寺
の
僧
堂
に
掛
塔
し
た
修
行
者
が
、
一
定
の
年
数
を
か
け
て
本
山
の
役
職
を
歴
任
す

る
事
で
法
階
を
上
げ
、
新
た
な
外
護
者
を
獲
得
し
て
末
寺
住
職
と
な
る
。
こ
の
人
材
確
保
の
仕
組
み
が
、
結
果
的
に
こ
の
時
期

の
急
速
な
永
源
寺
派
寺
院
の
地
方
展
開
を
支
え
る
原
動
力
に
な
っ
た
。
そ
の
布
石
と
し
て
伽
藍
の
増
築
で
は
無
く
、
僧
堂
の
経

営
を
中
心
に
本
山
の
財
政
的
な
基
盤
を
整
え
る
重
要
性
を
認
識
し
て
、
直
興
が
様
々
な
祠
堂
金
の
寄
進
を
行
っ
た
事
は
、
そ
れ

ま
で
の
大
檀
越
の
援
助
の
み
に
頼
っ
た
永
源
寺
の
経
営
を
自
助
的
な
構
造
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
く
最
初
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

③
弁
慧
の
得
度
と
大
洞
弁
天
建
立
、
直
興
厄
除
祈
祷
に
つ
い
て

　

ま
ず
直
興
が
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
永
源
寺
で
厄
除
祈
祷
を
行
う
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）

徳
川
綱
吉
に
よ
る
五
山
の
厄
除
祈
祷
の
記
事
を
『
相
国
寺
資
料（　
）
13

』
か
ら
抜
粋
し
て
次
に
挙
げ
る
。

貞
享
三
年　

九
月
七
日

将
軍
綱
吉　

明
年
四
十
二
厄
齢
ニ
当
ル
ヲ
以
テ　

列
嶽
預
メ
祈
祷
ヲ
修
ス　

明
年
正
月
又
祈
祷
ヲ
修
シ　

寶
牌
ヲ
進
ス

〔
参
暇
寮
日
記
〕　

九
月
七
日　

大
樹
君　

来
歳
四
十
二
之
厄
年
也　

故
預
就
函
丈
御
祈
祷　

転
読
大
般
若
経
如
例
年
也

　
　
　
　
　
　
　

五
岳
有
祈
祷

〔
参
暇
寮
日
記
〕　

霜
月
二
十
八
日　

自
天
龍
廻
書
来　

江
府
金
地
和
尚
ノ
連
署　

光
雲
和
尚
（
英
中
玄
賢
）
ノ
連
署
三
通

　
　
　
　
　
　
　

来
歳　

相
公
御
厄
年　

自
五
岳
御
祈
祷
之
札　

可
有
献
上
乎
之
申
告
来

　
　
　
　
　
　
　

晦
日
恵
叢
到
于
光
雲
寺
・
金
地
院　

昨
日
厄
年
之
覚
書
持
参
之
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臘
月
十
六
日　

光
雲
和
尚　

招
五
岳
之
上
方　

有
御
厄
年
祈
祷
之
内
評

貞
享
四
年　

正
月
十
四
日　

大
樹
君
御
厄
年
祈
祷
之
巻
数
願
文
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
祈
祷
巻
数

　
　
　
　
　
　
　

大
般
若
経　
　
　
　
　
　

十
部

　
　
　
　
　
　
　

金
剛
経　
　
　
　
　
　

三
百
巻

　
　
　
　
　
　
　

普
門
品　
　
　
　
　
　

五
百
巻

　
　
　
　
　
　
　

般
若
心
経　
　
　
　
　

千　

座

　
　
　
　
　
　
　

楞
厳
神
咒　
　
　
　
　

千　

座

　
　
　
　
　
　
　

大
悲
神
咒　
　
　
　
　

三
千
遍

　
　
　
　
　
　
　

消
災
神
咒　
　
　
　
　

五
千
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
伏
惟

　
　
　
　
　
　
　
　

今
茲
貞
享
丁
卯

　
　
　
　
　
　

大
檀
越
制
夷
大
将
軍
正
二
位
内
大
臣
右
近
衛
大
将
源
大
君　

際
不
惑
加
之
暦
数　

預
涓
取
良
月
令
辰　

各

　
　
　
　
　
　

寺
啓
建
禳
災
集
慶
之
道
場　

仍
率
清
衆　

逐
日
所
読
誦
如
品
目　
　

恭
願　

大
檀
越
身
宮
安
泰
壽
算
綿
延

　
　

子
孫
昌
盛　

武
運
長
久　

重
臣
堅
固　

天
下
太
平　
　

専
祈　

近
年
歳
分
主
執
陰
陽
権
衡
造
化
善
悪
聰
明

　
　

切
禳
災
萬
慶
共
臻
者
也

　
　
　

貞
享
龍
集
丁
卯
正
月
如
意
珠
日

　
　

五
山
之
上
瑞
龍
山
太
平
興
國
南
禅
々
寺　
　
　

住
持
玄
賢
敬
白
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

　
　

五
山
第
一
霊
龜
山
天
龍
資
聖
禅
寺　
　
　
　
　

住
持
玄
竹
敬
白

　
　

五
山
第
二
萬
年
山
相
國
承
天
禅
寺　
　
　
　
　

住
持
顕
霊
敬
白

　
　

五
山
第
三
東
山
建
仁
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
持
東
竺
敬
白

　
　

五
山
第
四
恵
日
山
東
福
禅
寺　
　
　
　
　
　
　

住
持
令
瞻
敬
白

　
　

五
山
第
五
京
城
萬
壽
禅
寺　
　
　
　
　
　
　
　

住
持
光
鶴
敬
白

　

右
の
記
事
か
ら
直
興
の
厄
払
祈
祷
が
、
そ
れ
よ
り
前
に
行
わ
れ
た
将
軍
綱
吉
の
祈
祷
を
倣
う
も
の
で
あ
っ
た
事
と
、
そ
の
綱

吉
の
祈
祷
に
は
光
雲
寺
の
英
中
玄
賢
が
深
く
関
与
し
て
い
た
事
が
確
認
で
き
る
。
右
の
綱
吉
公
厄
除
祈
祷
の
法
要
次
第
は
永
源

寺
の
記
録
を
ま
と
め
た
『
古
今
雑
著
』（
松
雲
寺
蔵
）
に
も
同
じ
文
章
が
筆
写
さ
れ
て
い
る
。
次
に
比
較
の
た
め
『
彦
城
日
件
』

か
ら
弁
慧
の
得
度
と
直
興
の
厄
除
祈
祷
の
記
事
を
次
に
紹
介
す
る
。

一　

元
禄
九
年
極
月
十
四
日　

彦
城
主
君
江
賀
恵
辨
公
得
度
大
久
保
新

　
　

右
エ
門
殿
迠
使
僧
無
門
座
元

　
　

同
廿
一
日　

来
歳
際
彦
城
主
君
藤
直
興
公
不
惑
加
二
之
歳
預

　
　

㳙
吉
日
令
辰
就
于
函
丈
謹
集
現
前
及
四
派
清
衆
祈
祷

　
　
　
　
　

廿
一
日　

齋
前

　
　

大
般
若　
　
　

六
百
巻　
　
　

普
門
品　
　

三
十
二
巻

　
　
　

同
日　
　

齋
後

　
　

般
若
心
経　
　

一
千
巻　
　
　

消
災
神
呪　

一
千
巻

　
　
　

廿
二
日　

斎
前　
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金
剛
般
若
経　

五
十
巻　
　
　

大
悲
呪　
　

五
十
巻

　
　
　

同
日　
　

齋
後

　
　

金
剛
般
若
経　

五
十
巻　
　
　

大
悲
呪　
　

五
十
巻

　
　
　

御
祈
祷
札
案

□　
　
　

奉
轉
讀
大
般
若
経
六
百
巻
厄
災
消
除
之
所

□　
　
　

奉
看
讀
金
剛
般
若
経
一
百
巻
身
宮
安
泰
之
所

□　
　
　

奉
諷
演
観
音
普
門
品
一
百
巻
福
壽
綿
延
之
所

□　
　
　

奉
諷
誦
消
災
神
呪
一
千
巻
子
孫
昌
盛
之
所

□　
　
　

奉
諷
経
大
悲
神
呪
一
百
巻
武
運
長
久
之
所

□　
　
　

奉
繙
閲
摩
訶
般
若
経
一
千
巻
國
家
昇
平
之
所

　
　
　
　

御
祈
祷
巻
数

大
般
若
波
羅
蜜
多
経　
　
　
　
　
　
　

六
百
巻

金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経　
　
　
　
　
　
　

百
巻

観
世
音
普
門
品　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
三
巻

消
災
妙
吉
神
呪　
　
　
　
　
　
　
　

后
一
百
巻

大
悲
圓
満
無
碍
神
呪　
　
　
　
　
　

前
一
千
巻

般
若
波
羅
蜜
多
心
経　
　
　
　
　
　
　

一
千
巻

　
　

右
具
在
前
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

　
　
　
　

欽
惟

彦
城
主
君
井
伊
羽
林
次
将
直
興
公

今
歳
元
禄
丁
丑
際

不
惑
加
二
之
暦
数
於
是
預
涓
取
良
月
令
辰
。
啓
建
禳
災
集

慶
道
場
。
率
現
前
及
四
派
清
衆
。
逐
日
取
読
誦
経
呪
如
品
目

恭
願　

直
興
公
身
宮
安
恭
壽
筭
綿
延
子
孫
昌
盛
武
運
長

久
重
臣
堅
固
國
土
昇
平　

専
祈

今
年
歳
分
主
執
陰
陽
権
衡
造
化
一
切
聡
明
切
禳
厄
災
長

到
慶
賀
祥
者　

伏
請

三
寶
證
明

諸
天
洞
鍳　
　
　

謹
記

元
禄
龍
集
丁
丑
正
月
如
意
珠
日

　
　
　

瑞
石
山
永
源
禅
寺
住
持
禅
桂
敬
白

　

厄
除
祈
祷
が
行
わ
れ
た
の
は
本
山
永
源
寺
で
あ
る
の
で
導
師
は
当
時
の
住
持
香
山
禅
桂
で
あ
る
。
た
だ
規
模
の
大
小
は
あ
る

と
し
て
も
こ
の
法
要
が
、
前
掲
の
綱
吉
の
法
要
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
事
は
十
分
確
認
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
厄

除
預
修
に
先
立
ち
南
嶺
が
行
っ
た
慧
弁
（
弁
慧
）
の
得
度
と
、
厄
除
に
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
同
じ

元
禄
九
年
直
興
が
得
度
に
つ
い
て
そ
の
一
ヶ
月
前
に
南
嶺
に
宛
て
た
書
翰
を
見
て
い
く
。

元
禄
九
年
十
一
月
十
五
日
状
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（
前
略
）

今
度
帰
城
以
後
者

未
得
御
意
之
間
来
ル

廿
日
御
隙
入
も
無
之
候
ハ
ハ

御
目
懸
り
度
存
候　

大
久
保

新
右
衛
門
方
迄
御
来
儀

待
入
存
候　

漸
寒
風
ニ
罷
成
候

弥
御
無
事
ニ
候
哉
承
度
存
候

然
者
我
等
義
年
来
之

大
願
有
之
候
子
細
ハ　

男
子
之

数
も
有
之
候
ハ
ハ
第
一
ハ
天
地
之

間
ニ
今
之
生
ガ
イ
（
生
涯
）
を
う
け

天
地
之
め
く
ミ
ニ
（
恵
み
に
）
朝
暮
ヲ

や
し
な
い
（
養
い
）
申
処
之
諸
天

三
寶
一
切
之
あ
ら
ゆ
る

諸
仏
諸
菩
薩
諸
神
等
へ
之

コ
ウ
ヲ
ン
ホ
ウ
シ
ャ
（
洪
恩
報
謝
）
次
ニ
ハ

ム
シ
ム
ジ
ュ
ウ
（
無
始
無
終
）
近
日
ハ
ウ
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

シ
ウ
ジ
ュ
ウ
（
有
始
有
終（　
）
14
）
同
近
日
ハ
過
去

七
代　

別
而
ハ
泰
安
公
（
直
政
）
ヨ
リ
久

シ
ヤ
ウ
院
（
直
孝
）
玉
龍
院
（
直
澄
）
ヨ
リ
当
家
迄

家
ヶ
様
ニ
結
構
ニ
段
々

之
先
祖
方
へ
之
○

そ
う
ぞ
く
（
相
続
）
申
○
コ
ウ
ヲ
ン
（
孝
恩
）

ド
ク
ホ
ウ
シ
ャ
（
徳
報
謝
）　

次
ニ
ハ

一
切
万
民
シ
ラ
（
森
羅
）
万
ぞ
う
（
万
象
）
有
無
縁　

有
非
性
等
迄
之

　

や
し
な
い
め
く
ミ
（
養
い
恵
み
）
ヲ
以
て

　

今
日
之
露
命　

朝
暮

　

く
ら
し
（
暮
ら
し
）
申
ヲ
ン
ド
ク
ホ
ウ

　

シ
ャ
（
恩
徳
報
謝
）
旁
ニ
一
人
出
家
ニ
可

　

致
存
念
ニ
罷
有
候
こ
れ
ニ

　

よ
っ
て
せ
か
れ
千
代
之
介
（
直
矩
）
ヲ

　

幸　

広
度
院
（
直
興
の
実
父
直
時
）
直
忌
日
来
ル

　

廿
日
貴
僧
ヲ
頼
入
出
家
ニ

　

可
仕
候　

名
も
宜
敷
沙
門

　

名
二
色
三
色
御
持
参
可
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有
候　

け
さ
ヲ
も
御
支
度

　

頼
入
候　

衣
其
外
い
る
い
ハ

　

此
方
ニ
而
し
た
く
申
付
候

　

一
名
之
字
南
嶺
之
二
字
之

　

内
又
ハ
弁
才
之
二
字
ヲ
御
用

　

此
外
ニ
も
宜
文
字
か
ら

　

可
給
様
ニ
頼
入
候

　

一
此
儀
廿
日
貴
僧
ヘ
直
ニ

　

我
等
申
達
候
迄
ハ　

一
切
外
へ

　

堅
御
沙
汰
有
間
敷
候　

尤

　

弥
於
御
隙
廿
日
御
目
ニ
懸
り

　

万
々
可
申
達
候　

以
上

　
　

十
一
月
十
五
日　

井
伊
掃
部
頭

　

今
回
の
二
人
の
弁
慧
と
い
う
問
題
は
、
仙
琳
寺
に
残
る
こ
の
書
状
の
写
し
を
正
徳
元
年
二
人
目
の
弁
慧
が
拾
い
子
さ
れ
た
後
、

直
興
が
南
嶺
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
と
読
み
違
え
た
事
が
原
因
で
あ
る
が
、
原
文
は
再
々
上
げ
て
い
る
直
興
の
直
筆
書
状
で
あ

り
、
永
源
寺
の
『
彦
城
日
件
』
に
恵
弁
得
度
と
記
載
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
間
違
い
な
く
元
禄
九
年
の
書
状
で
あ
る
。
文
中
の

大
願
と
は
こ
の
年
彦
根
藩
の
全
て
の
領
民
か
ら
一
銭
ず
つ
寄
進
を
募
っ
て
建
立
さ
れ
た
大
洞
弁
財
天
に
関
す
る
事
で
前
の
文
章

は
和
訓
の
回
向
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
書
翰
の
最
後
に
自
分
の
子
息
弁
之
介
を
出
家
さ
せ
南
嶺
の
一
字
と
弁
才
天
の
一
字
を
取
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

っ
て
僧
名
を
考
え
る
よ
う
依
頼
し
た
事
か
ら
、
初
め
南
嶺
に
よ
っ
て
恵
弁
と
名
付
け
ら
れ
た
事
が
分
か
る
。
た
だ
結
局
恵
弁
を

弁
慧
と
改
め
る
よ
う
直
興
が
再
び
依
頼
し
た
書
状
も
残
っ
て
お
り
、
最
終
的
に
直
興
の
意
向
で
弁
慧
と
命
名
さ
れ
た
。
こ
の
前

年
に
は
大
洞
弁
天
の
建
立
の
為
全
領
民
か
ら
一
銭
の
寄
付
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
年
後
の
六
月
に
は
彦
根
佐
和
山
麓
に
大
洞
弁

財
天
が
造
営
さ
れ
た
。
得
度
と
厄
除
祈
祷
預
修
が
行
わ
れ
た
の
は
そ
の
年
の
背
も
迫
る
十
二
月
中
旬
で
あ
り
、
明
け
て
元
禄
十

年
の
正
月
、
永
源
寺
で
四
十
二
才
の
厄
除
祈
祷
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
十
月
に
入
る
と
、
直
興
と
側
室
、
惣
女
中
、
安
之
介
、

弁
慧
な
ど
幼
少
の
庶
子
、
彦
根
藩
の
家
来
な
ど
を
集
め
て
大
洞
弁
天
で
法
華
百
部
読
誦
と
立
て
続
け
に
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。

だ
か
ら
弁
慧
得
度
に
関
す
る
こ
の
書
状
は
永
源
寺
、
大
洞
弁
天
双
方
で
行
わ
れ
た
一
連
の
法
要
を
つ
な
ぐ
上
で
も
重
要
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
直
興
の
庶
子
井
伊
直
矩
（
弁
慧
）
が
掛
川
藩
主
に
な
る
ま
で
の
様
子
を
見
て
い
き
た
い
。

ハ
　
弁
慧
と
し
て
育
っ
た
井
伊
直
矩
に
関
す
る
彦
根
藩
︑
大
洞
弁
財
天
（
長
寿
院
）
の
記
録

　

初
め
に
『
井
伊
年
譜
』
に
記
載
さ
れ
た
元
禄
七
年
か
ら
元
禄
十
年
ま
で
の
弁
慧
こ
と
直
矩
公
（
弁
之
丞
）
生
誕
に
関
す
る
記

述
を
細
か
く
検
討
す
る
。

　

ま
ず
弁
慧
と
直
矩
公
の
生
誕
に
関
す
る
記
録
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

１
行
目　

元
禄
七
年
春
正
月
直
矩
生

　
　
　
　
　

行
間　

弁
海
（
恵
）
君
と
号
す
。

２
行
目　

正
月
八
日　

弁
之
丞
君
御
誕
生
。
兵
部
少
輔
直
矩
ノ
御
事
也
。
御
母
儀
春

　
　
　
　
　

行
間　

大
久
保
新
右
衛
門
宅
ニ
テ　

千
代
之
介
君
ト
申
又
弁
之
丞
君
。 

＊
母
に
傍
線　

京
ノ
奉
公
人
お
可
勢

３
行
目　

照
院
（
一
に
円
明
院
）
寺
沢
氏
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（
中
略
）

元
禄
九
年
（
欄
外
）　

十
一
月
二
十
日
千
代
之
介
君
ヲ
永
源
前
住
南
嶺
和
尚
ノ
弟
子
ト
ナ
サ
ル
号
恵
弁
又
改
弁
慧

　

弁
海
と
い
う
名
に
つ
い
て
は
直
興
書
状
中
に
弁
慧
か
ら
弁
海
の
改
名
を
依
頼
し
た
事
が
確
認
で
き
る
。
日
付
が
閏
９
月
で
あ

る
事
か
ら
元
禄
十
二
年
事
と
推
定
さ
れ
る
。
次
に
少
し
時
代
は
下
る
が
直
矩
公
が
直
𦾔
公
の
後
を
継
い
だ
宝
永
２
年
の
記
事
を

井
伊
年
譜
か
ら
引
く
。

宝
永
二
年

　

十
月
二
十
四
日　

直
𦾔
公
簾
中
算
姫
君
卒
去
。（
年
二
十
六
）
法
名
円
明
院
殿
真
空
浄
清
大
姉
武
州
牛
嶋
弘
福
寺
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　

葬
ル
。
母
ハ
津
軽
侯
ノ
侍
医
上
原
春
良
女
也

　

十
一
月
二
十
七
日
（
十
八
日
彦
根
発
駕
）
安
之
助
、
直
矩
公
彦
根
ヨ
リ
江
戸
へ
（
後
略
）

　

十
二
月
直
𦾔
請
直
矩
為
嗣
及
告
病
而
有
命
削
一
萬
五
千
石
徒
邑
越
後
輿
板

　

十
二
月
三
日
弁
之
丞
直
矩
公
ハ
直
通
公
ト
同
伴
ニ
テ
登
城
候
。
所
御
願
通
直
𦾔
公
ノ
養
子
ニ
テ
仰
付
御
家
督

　
　
　
　

二
万
石
（
本
知
三
万
五
千
石
）
土
地
遠
州
掛
川
ヨ
リ
越
後
與
坂
へ
所
替
被
仰
出
直
𦾔
公
致
仕
候
、
後
伯
耆
守
ニ
改

宝
永
三
年

　

正
月
二
十
八
日
万
千
代
（
弁
之
丞
君
事
）
直
矩
公
御
家
督
御
礼
被
仰
上
候
（
後
略
）

　

宝
永
二
年
の
安
之
介
と
弁
之
丞
（
直
矩
公
）
が
江
戸
へ
発
駕
し
た
記
録
は
直
興
直
筆
書
状
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
後
付
け
に

「
猶
々
弁
丞
儀
ハ
和
尚
ニ
も
此
節
之
仕
合
別
而
御
喜
可
被
下
（
候
）」
と
あ
り
、
直
矩
の
出
世
は
南
嶺
に
と
っ
て
も
格
別
の
思
い

が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
還
俗
し
成
人
し
た
後
も
南
嶺
と
の
師
弟
の
契
り
は
失
わ
れ
る
事
が
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
大
洞
弁
財
天
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
般
若
院
の
住
職
に
な
っ
た
弁
慧
も
幼
く
し
て
大
洞
弁
財
天
に
庵
住
し
、
六
齋
念
仏
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

や
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
直
興
耳
順
花
誕
の
祝
い
に
行
わ
れ
た
平
等
施
食
会（　
）
15

に
お
付
き
の
者
を
伴
っ
て
出
頭
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
次
に
弁
慧
の
名
が
確
認
で
き
る
大
洞
弁
財
天
の
法
要
と
建
立
に
込
め
ら
れ
た
思
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
左
は

元
禄
十
年
十
月
二
十
九
日
付
の
『
江
島
鵜
木
大
洞
三
弁
財
尊
天
前
祭
文
』
で
あ
る
。

　
　
　

法
花　

一
百
部　

在
大
峒
嶽　

読
誦
法
楽

　
　
　
　
　
　

右
者

　
　
　

因
位
心
月
院
天
誉
源
光
日
明
大
徳　
（
三
十
三
回
季
追
善
條
福
）

　
　
　

果
位
心
月
宇
賀
神
王　
（
功
徳
円
満
済
度
円
通
）

　
　
　

今
是
答
序
両
尊
仏
徳
円
満
並
八
人
新
仏
及
一
切

　
　
　

衆
生
各
果
報
成
満
ニ
う
け
と
り
み
ち
び
か
せ
給
へ

　
　
　

大
導
師
江
嶋
大
弁
財
天
女　
　

願
主
某
等　

言

　
　
　

以
者
古
仏
応
化
前　

以
仏
位
為
因　

以
垂
迹
為
果　

新
仏

　
　
　

成
道
前　

以
応
化
為
因　

以
成
仏
為
果　

雖
然
三
身
即
一

　
　
　

眼
無
在
上
件
差
矣　

諟
某
等
以
不
測
結
縁
崇

　
　
　

是
三
尊
為
家
城
鎮
守　

安
国
中
士
民　

伝
聞

　
　
　

諸
経
中
王　

大
乗
妙
典　

越
月
増
日

　
　
　
　
　

願
以
此
功
徳　

宇
賀
神
将
王

　
　
　
　
　

神
徳
光
明
円　

済
度
自
在
楽

　
　
　

御
功
徳
乃
妙
に
成
満
あ
り
し
力
を
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も
ち
て
す
べ
て
山
中
社
内
堂
檀
ニ

　
　
　

な
ら
べ
そ
な
へ
お
き
つ
る
諸
神
諸
佛
の

　
　
　

法
性
を
ま
す
〳
〵
か
か
や
き
て
利
他
円
満
に

　
　
　

ま
し
〳
〵
給
へ
次
に
は
兼
て
立
お
く
所
の

　
　
　

諸
像
霊
牌
な
ら
び
に
八
人
の
霊
魂
お
よ
び

　
　
　

一
切
ノ
有
縁
無
縁
有
情
非
情
も
ろ
と
も
に

　
　
　

一
蓮
仏
徳
即
身
弁
財
の
果
を
あ
た
へ

　
　
　

給
へ
か
し
と
仰
で
も
ふ
し
伏
て
も
ふ
さ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
伊
掃
部
頭
直
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

安
之
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

弁
慧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
け
た
い
な
い
（
胎
内
）
の
子

　
　

元
禄
十
丁
丑

　
　

十
月
二
十
九
日　
　
　
　
　
　
　

く
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
く
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彦
根
奥
方
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
女
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
久
保
新
右
衛
門
亟

江
嶋
鵜
木
大
洞
山
三
弁
財
尊
天　
　
　
　
　

一
家
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
前

　

大
洞
弁
天
の
造
営
に
つ
い
て
は
、
彦
根
城
博
物
館
発
行
『
元
禄
の
大
老　

井
伊
直
興
』
か
ら
抜
粋
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
造
営
に
あ
た
っ
て
は
、
藩
主
一
族
、
家
臣
、
町
村
の
領
民
す
べ
て
か
ら
銭
一
文
ず
つ
の
寄
付
を
受
け
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な

方
法
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
二
十
五
万
九
千
五
百
二
十
六
名
の
人
び
と
が
銭
二
百
七
十
貫
余
り
を
寄
付
し
ま
し
た
。
こ
の
全
領
民

寄
付
法
式
は
直
興
の
熱
心
な
仏
教
信
仰
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
仏
教
の
教
え
に
即
せ
ば
、
大
洞
弁
財
天
造
営

に
領
民
が
寄
付
を
し
、
不
幸
な
死
を
遂
げ
た
で
あ
ろ
う
近
江
国
古
城
主
や
大
坂
の
陣
戦
没
者
を
追
善
す
る
こ
と
は
、
善
行
を
積

む
事
に
よ
っ
て
現
世
・
来
世
で
の
御
仏
の
加
護
を
得
ら
れ
る
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
藩
主
直
興
自
ら
も
使
者
を
追
善
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す
る
と
と
も
に
、
領
民
を
組
織
し
善
行
を
積
ま
せ
彼
ら
安
穏
を
願
う
と
い
う
、
さ
ら
な
る
善
行
を
積
む
事
に
よ
っ
て
、
自
身
が

加
護
を
得
る
と
い
う
理
屈
に
な
り
ま
す
。
全
領
民
寄
付
法
式
は
、
直
興
が
理
想
と
す
る
世
界
、
つ
ま
り
上
下
万
民
が
仏
を
信
じ
、

安
穏
に
暮
ら
す
世
界
を
実
践
し
た
も
も
と
見
る
事
が
で
き
ま
す
。
武
士
・
町
人
・
百
姓
な
ど
の
身
分
や
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
的

な
地
位
の
差
は
自
明
の
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
平
和
・
安
穏
を
求
め
る
。
こ
こ
に
江
戸
中
期
の
安
定
期

に
お
け
る
藩
主
の
物
の
考
え
方
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す（　
）
16

。」
と
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
祭
文
の
内

容
に
つ
い
て
は
神
仏
渾
然
一
体
の
因
果
で
も
っ
て
衆
生
を
救
う
と
言
う
よ
う
な
意
味
な
の
か
、
正
直
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
僧
侶

が
導
師
を
勤
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
施
主
と
共
に
連
名
で
名
を
連
ね
た
側
室
や
家
来
、
女
中
皆
で
法
華
経
を
読
誦
す
る
と
い
う

方
法
は
、
逆
修
法
要
の
勤
行
と
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
南
嶺
和
尚
を
導
師
に
一
山
挙
げ
て
行
う
法
要
と
弁
財
天
の

法
要
を
同
列
に
扱
う
事
は
出
来
な
い
が
、
弁
財
天
の
建
立
に
続
き
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
大
洞
弁
財
天
の
境
内
に
経
蔵
（
黄

檗
版
大
蔵
経
の
輪
蔵
）
が
境
内
に
建
立
さ
れ
、
彦
根
藩
か
ら
大
蔵
経
経
函
に
付
け
る
巻
数
の
表
書
き
を
、
永
源
寺
に
依
頼
す
る
文

書
が
『
彦
城
日
件
』
の
中
に
確
認
で
き
る
。

　

こ
こ
ま
で
厄
除
祈
祷
に
至
る
ま
で
の
直
興
の
法
要
を
順
を
追
っ
て
見
て
き
た
の
で
、
最
後
に
直
興
の
宝
永
三
年
の
三
百
年
忌

逆
修
法
要
満
散
の
願
文
（
松
雲
寺
蔵
）
を
そ
れ
ら
と
の
比
較
の
た
め
全
文
紹
介
す
る
。
こ
の
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
八
月
十
一

日
か
ら
二
十
三
日
間
行
わ
れ
た
逆
修
法
要
で
使
用
さ
れ
た
「
金
光
明
最
勝
王
経
」
は
鎮
護
国
家
の
経
典
と
し
て
、
日
本
で
も
推

古
朝
（
七
世
紀
）
に
は
伝
来
し
て
、
そ
れ
以
降
も
盛
ん
に
注
釈
書
な
ど
が
作
ら
れ
、
国
家
護
持
の
為
の
重
要
な
経
典
と
し
て
、

特
に
南
都
仏
教
の
学
僧
に
よ
っ
て
近
世
ま
で
研
究
や
注
釈
が
な
さ
れ
て
い
た（　
）
17

。
一
方
で
経
中
の
長
者
子
流
水
品
に
あ
る
流

水
長
者
の
本
生
譚
が
、
放
生
会
の
ル
ー
ツ
と
さ
れ
る（　
）
18

な
ど
不
殺
生
戒
と
放
生
会
、
雲
棲
袾
宏
の
「
戒
殺
放
生
文
」
と
直
興

の
一
連
の
法
要
が
、
綱
吉
の
『
生
類
憐
れ
み
の
令
』
と
類
縁
性
を
持
つ
一
つ
の
傍
証
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（上）

願
文

宝
永
三
丙
戌
の
秋
八
月
十
一
日
松
雲
寺
に
お
ひ
て
二
十
三
ケ
日

の
間
日
々
佛
に
く
や
う
し
僧
に
ほ
ど
こ
し
清
浄
の
僧
衆
を
請
し
て

直
治
お
よ
ひ
七
大
姉
逆
修
の
た
め
に
金
光
明
最
勝
経
を
一
千
部

看
讀
せ
し
め
大
施
餓
鬼
五
坐
を
修
せ
し
め
大
般
若
経
六
百
巻
を

転
読
せ
し
む
伏
し
て
こ
ひ
ね
が
は
く
比
切
徳
に
よ
つ
て

一　

壱　

十
方
三
世
の
諸
仏
初
祖
廣
大
の
御
ふ
か
き
御
お
ん
を
ほ
う
じ

　
　

た
て
ま
つ
ら
ん
事
を

二　

壱　

十
方
三
世　

天
子
将
軍
お
よ
び
一
切
衆
生
現
世
安
穏
後
生

　
　

善
処
な
ら
ん
事
を

三　

壹　

 

前
に
は
て
後
に
死
し
て
ゆ
き
た
る
諸
の
霊
魂
又
い
く
さ
ば
に
て

　
　

た
た
か
ひ
死
し
た
る
か
ず
か
ぎ
里
な
き
こ
ん
は
く
た
れ
な
ん
と
云
ふ

　
　

人
も
な
く
よ
里
所
も
な
く
て
幾
久
し
く
う
ろ
た
へ
て
い
る
亡
者
、
又
九
界
の

　
　

内
に
幾
久
し
く
さ
ま
よ
ふ
て
い
る
地
獄
餓
鬼
畜
生
修
羅
人
道
天
道
又
三

　
　

界
ば
ん
れ
い
恒
河
の
い
さ
ご
の
か
ず
ほ
ど
お
ほ
き
か
ぎ
り
も
な
き
が
き
一
切

　
　

の
ゆ
う
れ
い
こ
と
ご
と
こ
く
残
ら
ず
諸
法
実
相
如
法
の 
あ
ぢ
は
ひ
に
う
る
お
す
し

　
　

だ
い
を
へ
ず
、
頓
に
仏
果
を
成
せ
ん
事
を

四　

壹
天
下
太
平
に
て
何
事
な
く
国
家
安
穏
に
て
上
下
万
民
同
じ
く
た
の
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し
ま
ん
事
を

五　

壱
我
井
伊
の
家
い
つ
が
は
じ
め
と
も
な
き
久
し
き
代
々
の
先
祖
及
び
幼
少
に
て

　
　

は
て
又
せ
う
さ
ん
し
た
る
男
女
の
子
共
又
行
末
久
し
き
子
孫
共
の
諸
霊

　
　

及
び
一
切
四
民
の
古
今
の
諸
霊
こ
と
ご
と
く
ま
よ
ひ
の
ち
ま
た
を
い
で
一
心
を
さ
と

　
　

り
て
成
仏
せ
ん
事
を

六　

壹
む
か
し
よ
り
今
に
至
ま
で
代
々
の
罪
科
あ
る
に
よ
て
刑
ば
つ
に
あ
ふ
も
の
多
生

　
　

の
罪
業
の
あ
る
佛
日
に
て
ら
さ
れ
て
き
へ
の
ぞ
き
無
量
劫
の
と
が
あ
や
ま

　
　

ち
仏
の
慈
悲
の
風
に
ふ
か
れ
て
や
ぶ
れ
く
づ
れ 

す
す
ぎ
た
て
清
浄
に
な
り

　
　

て
頓
に
ぼ
だ
ひ
を
さ
と
り
成
仏
せ
ん
事
を

七　

壱
一
切
の
生
き
て
い
る
も
の
死
し
た
る
も
の
有
情
非
情
草
木
の
ぬ
し
と
な
つ
て

　
　

い
る
せ
い
れ
い
か
く
れ
又
は
あ
ら
わ
れ
る
鬼
神
山
林
う
み
河
に
御

　
　

た
よ
り
な
き
こ
ん
は
く
ど
も
ひ
と
し
く
同
じ
仏
道
を
成
ぜ
ん
事
を

八　

壱
我
家
代
々
公
用
を
つ
と
む
る
い
と
ま
に
は 
や
や
も
す
れ
ば
か
り
鷹
野
な
ど
を

　
　

な
ぐ
さ
み
と
し
て
犬
を
引
か
せ
鷹
を
す
ゑ
、
或
は
釣
を
た
れ
、
或
は
弓
て
つ
ほ
う

　
　

な
ど
に
て
ふ
さ
い
は
い
に
こ
ろ
さ
る
る
も
の
お
ほ
し
、
又
台
所
に
て
こ
ろ
さ
れ
き
り
さ 

　
　

か
る
魚
鳥
も
お
ほ
し
、
さ
や
う
の
事
に
あ
ふ
ば
ん
れ
い
代
々
の
あ
だ
う
ら
み
い
こ
ん
も

　
　

一
時
に
き
え
と
け
百
千
万
劫
の
悪
道
に
し
づ
み
お
ぼ
れ
る
る
も
の
立
ど
こ
ろ
に 

　
　

出
離
し
て
頓
に
ぼ
だ
い
を
さ
と
り
成
仏
せ
ん
事
を
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九　

壹
直
治
及
ひ
壇
上
七
人
の
大
姉
其
外
の
壽
位
現
世
安
穏
後
生
善
所
現
在

　
　

の
果
未
来
の
果
と
も
に
安
楽
に
又
壇
上
そ
れ
ぞ
れ
の
霊
位
と
諸
共
に
百
千
万
劫
の

　
　

つ
み
し
ぼ
ん
の
う
た
ち
ま
つ
に
き
え
つ
き
は
て
一
心
仏
性
を
さ
と
る
般
若
の
ち
ゑ

　
　

あ
ら
は
れ
た
ん
て
き
に
さ
と
り
、
こ
と
こ
と
く
仏
果
菩
提
を
ゑ
ん
事
を

十　

壹
ひ
ひ
佛
に
く
や
う
し
僧
に
ほ
ど
こ
し
金
光
明
最
勝
王
経
を
一
千
部
看
讀

　
　

せ
し
め
大
施
餓
鬼
を
五
座
修
せ
し
め
大
般
若
六
百
巻
を
転
読
せ
し
め
直
治

　
　

お
よ
ひ
七
大
姉
百
年
忌
よ
り
三
百
年
忌
ま
で
の
逆
修
の
佛
事
を
な
し
又
上
に

　
　

申
處
の　

天
子
将
軍
及
び
一
切
衆
生
の
逆
修
又
三
界
万
霊
を
追
薦

　
　

す
る
功
徳
に
よ
つ
て
直
治
福
も
ま
し
寿
命
を
長
じ
天
下
国
家
を
守

　
　

護
し
た
す
け
子
孫
繁
昌
し
井
伊
の
家
相
続
し
て
次
第
に
お
こ
り

　
　

さ
か
ん
に
し
て
又
壇
上
の
逆
修
霊
位
両
位
牌
の
と
も
が
ら
及
び
一
切
衆
生

　
　

と
諸
共
に
過
去
の
悪
業
一
時
に
と
ろ
け
つ
き
て
身
心
の
諸
の
病
ひ
こ
と
ご
と

　
　

く
の
ぞ
き
身
心
共
に
安
楽
に
現
世
安
穏
に
し
て
未
来
に
は
善
所
に

　
　

生
ま
れ
一
き
わ
の
真
如
仏
性
の
光
つ
ら
な
り
あ
ら
は
れ
て
か
ぎ
り
も

　
　

な
き
つ
み
の
く
る
し
み
も
こ
と
ご
と
く
の
ぞ
き
般
若
の
ち
え
お
ほ
ひ
に
ふ
る
い
劫

　
　

力
も
願
力
も
か
た
く
う
ち
と
そ
と
の
悪
魔
に
な
や
ま
さ
る
る
事
も
な
く
り
ん

　
　

じ
う
正
念
に
し
て
末
後
に
大
自
在
を
得
て
比
四
大
の
か
り
比
身
を
す
て

　
　

お
は
り
諸
共
に
仏
果
菩
提
を
成
就
せ
ん
事
を
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ま
と
め

　

自
身
の
子
息
を
弁
慧
と
名
付
け
南
嶺
の
弟
子
に
し
た
直
興
の
信
仰
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
永
源
寺
な
ど
で
行
わ
れ
た

法
要
記
録
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
様
々
な
法
要
を
繰
り
返
す
に
つ
れ
て
直
興
の
様
々
な
要
望
が
加
わ
っ
て
い
く
事
が

書
翰
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
法
要
そ
の
物
は
永
源
寺
の
過
去
に
行
わ
れ
た
法
要
（
開
山
百
年
忌
預
修
盧
蔵
経
看
讀
法
要
）
の

再
現
や
綱
吉
の
厄
除
法
要
の
模
倣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戒
殺
放
生
文
の
よ
う
に
不
殺
生
と
衆
生
済
度
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も

の
へ
の
憐
れ
み
と
な
り
、
虐
げ
ら
れ
た
死
者
や
不
幸
に
し
て
早
世
し
た
霊
魂
、
罪
を
負
っ
た
先
祖
の
霊
に
対
す
る
贖
罪
が
、
積

善
の
た
め
追
善
供
養
や
施
餓
鬼
会
と
な
る
。
綱
吉
の
時
代
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
生
類
哀
れ
み
の
令
や
服
忌
令（　
）
19

と
い
っ
た

幕
府
の
政
治
政
策
を
民
衆
に
厳
罰
を
行
う
だ
け
の
悪
法
と
捉
え
ず
、
積
極
的
な
藩
主
の
実
践
に
よ
っ
て
領
民
の
救
護
策
に
転
換

し
て
い
く
、
直
興
の
し
た
た
か
さ
が
垣
間
見
え
る
好
個
な
記
録
と
言
え
る
と
思
う
。
も
う
一
人
の
弁
慧
が
桜
田
門
外
で
拾
い
子

さ
れ
養
子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
の
も
、
同
じ
く
生
類
憐
れ
み
の
令
に
捨
子
禁
止
（
養
育
）
令
が
含
ま
れ
て
い
る
事
な
ど
が
十
分

考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る（　
）
20

。
ま
た
綱
吉
時
代
の
対
仏
教
政
策
を
再
度
検
証
し
て
い
く
上
で
、
同
時
期
の
仏
教
諸

宗
派
と
の
更
な
る
比
較
、
分
析
が
必
要
不
可
欠
だ
と
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
回
ま
で
の
課
題
と
し
た
い
。

　

ま
た
藩
主
と
住
持
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
書
物
と
し
て
、
仏
法
を
社
会
の
根
底
に
据
え
、
国
王
（
藩
主
）
自
ら
が
仏

法
に
帰
依
す
る
事
で
王
法
（
儒
教
や
道
教
）
を
再
構
築
す
る
べ
き
と
主
張
し
た
、
圭
峰
宗
密
の
『
原
人
論
』
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

こ
の
書
を
繞
っ
て
は
沢
庵
宗
彭
が
、
寛
文
十
五
年
、
後
水
尾
上
皇
に
進
講
を
行
い
、
一
絲
文
守
が
そ
の
賀
辞
を
呈
し
て
い
る
。

ま
た
『
井
伊
直
興
書
状　

南
嶺
慧
詢
宛
』
の
上
巻
に
南
嶺
が
彦
根
城
で
直
興
や
側
室
の
前
で
『
原
人
論
』
を
講
義
し
た
記
録
が

確
認
で
き
る
。
直
興
発
願
の
法
要
の
多
く
は
、
先
人
の
手
法
を
倣
う
形
で
執
り
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
南
嶺
が
直
興
の
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求
め
に
応
じ
て
い
く
中
で
、
次
第
に
家
中
や
領
民
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
禅
宗
寺
院
の
教
義
だ
け
で
な
く
、
明
末

仏
教
や
儒
教
の
要
素
な
ど
様
々
取
り
込
み
な
が
ら
、
衆
生
救
済
の
信
仰
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
加
え
て
直
興
の
生
涯
が
太
平
の
世
に
あ
っ
て
も
決
し
て
平
穏
無
事
な
も
の
で
な
く
、
自
身
が
藩
主
に
な
る
ま
で
の
経

緯
や
、
疱
瘡
な
ど
の
病
で
生
涯
病
弱
で
あ
っ
た
事
に
加
え
、
度
重
な
る
実
子
（
世
子
）
の
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
、
常
に
苦

渋
の
連
続
で
あ
っ
た
事
も
、
直
興
が
信
仰
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
重
要
な
原
因
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
書
状
や
願
文
、

回
向
の
内
容
と
直
興
の
伝
記
的
な
史
実
の
照
合
が
、
藩
主
の
信
仰
を
更
に
検
証
す
る
上
で
、
必
要
不
可
欠
の
課
題
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

　

今
回
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
『
井
伊
直
興
書
状　

南
嶺
慧
詢
宛
』
を
読
ん
で
い
く
と
、
こ
の
三
年
越
し

の
逆
修
法
要
の
時
に
書
か
れ
た
も
の
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
事
が
分
か
る
。
特
に
巻
物
の
下
巻
は
宝
永
元
年
か
ら
始
ま
る
逆
修

法
要
が
宝
永
三
年
に
円
成
す
る
ま
で
の
間
、
直
興
が
南
嶺
に
問
い
合
わ
せ
た
法
要
に
関
す
る
子
細
な
内
容
を
、
具
に
確
認
す
る

事
が
出
来
る
。
そ
れ
だ
け
全
身
全
霊
並
々
な
ら
ぬ
決
意
を
込
め
て
、
こ
の
法
要
に
臨
ん
で
い
た
事
だ
け
は
間
違
い
の
な
い
事
実

だ
っ
た
と
思
う
。
た
だ
留
意
す
る
点
は
、
逆
修
の
行
わ
れ
た
宝
永
年
間
に
は
直
興
、
南
嶺
両
者
と
も
に
す
で
に
隠
居
の
身
で
あ

っ
た
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
回
の
藩
主
と
本
山
住
持
の
関
係
と
い
う
論
点
か
ら
は
、
い
さ
さ
か
ず
れ
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
三
百
年
忌
ま
で
の
逆
修
法
要
と
い
う
の
も
、
管
見
の
限
り
類
似
例
を
見
い
だ
し
難
い
の
で
、
更
に
調

査
を
進
め
、
次
回
の
論
考
ま
で
に
中
世
相
国
寺
で
行
わ
れ
た
足
利
将
軍
家
に
よ
る
逆
修
法
要
な
ど
と
も
比
較
を
行
っ
た
上
、
改

め
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

弁
慧
と
い
う
僧
の
叙
述
を
巡
っ
て
永
源
寺
、
彦
根
剰
博
物
館
の
資
料
な
ど
か
ら
や
や
迂
遠
に
そ
の
背
景
を
論
じ
て
み
た
。
特

に
近
世
の
永
源
寺
の
様
子
は
、
膨
大
な
資
料
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
手
が
付
け
ら
れ
る
事
が
な
か
っ
た
の
で
、
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全
く
の
独
学
で
古
文
書
の
解
読
な
ど
の
勉
強
を
し
た
た
め
、
こ
の
論
考
の
中
に
も
史
料
の
不
備
や
読
解
の
誤
り
が
多
々
存
在
す

る
と
思
わ
れ
る
。
諸
先
生
、
諸
先
輩
方
の
厳
し
い
批
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

注

 
 

西
田
耕
三
『
近
世
の
僧
と
文
学　

妙
は
唯
そ
の
人
に
存
ず
』（
妙
幢
浄
慧

―
詩
の
わ
か
れ　

一
〇
二
頁
）

 
 

次
の
三
論
文
を
参
考
に
し
た
。

　
　

阿
部
美
香
・
大
久
保
美
玲
・
塚
本
あ
ゆ
み
・
関
口
靜
雄
「
妙
幢
浄
慧
撰
「
佛
神
感
應
録
翻
刻
と
解
題
」（
一
）」『
学
苑
』
第
九
二
二

号　

一
〇
～
三
五
頁
（
二
〇
一
七
・
八
）

　
　

阿
部
美
香
・
大
久
保
美
玲
・
塚
本
あ
ゆ
み
・
関
口
靜
雄
「
妙
幢
浄
慧
撰
「
佛
神
感
應
録
翻
刻
と
解
題
」（
七
）」『
学
苑
』
資
料
紹
介

特
集
号
第
九
三
七
号　

一
八
八
～
二
一
八
頁
（
二
〇
一
八
・
一
一
）

　
　

藤
谷
厚
生
・
関
口
靜
雄
・
大
久
保
美
玲
「
妙
幢
淨
慧
撰
『
戒
法
隨
身
記
五
戒
章
中
』『
懴
悔
通
用
』
翻
刻
と
解
題
（
一
）」『
学
苑
』　

第
九
五
八
号　

二
五
～
五
三
頁
（
二
〇
二
〇
・
八
）

 
 

彦
根
市
教
育
委
員
会
『
仙
琳
寺
の
歴
史
と
美
術
』
二
〇
頁
。
次
の
『
彦
根
市
史
稿
』
は
彦
根
市
立
図
書
館
の
所
蔵
で
閲
覧
は
可
能

で
あ
る
が
、
元
々
『
彦
根
市
史
』
編
纂
の
為
の
手
稿
で
掲
載
は
不
許
可
で
あ
る
の
で
、
先
の
西
田
耕
三
氏
の
著
作
の
み
参
考
に
し
た
。

 
 

朝
倉
尚
「
戦
乱
の
文
芸
と
し
て
の
禅
林
聯
句

―
「
小
補
東
遊
集
」
と
「
江
東
避
乱
聯
句
」（
仮
称
）」　
『
國
語
と
國
文
學
』
第
七

六
巻
一
号
（
一
九
九
九
）。
周
易
抄
に
つ
い
て
は
、
今
泉
俊
夫
『
桃
源
瑞
泉
年
譜
』
第
一
部
永
源
寺
編　

一
一
～
一
九
五
頁
を
参
照

し
た
。

 
 

永
源
寺
開
山
語
録
研
究
会
『
訓
注
永
源
寂
室
和
尚
語
録　

別
巻
』
一
一
三
～
三
四
八
頁　

 
 

『
永
源
紀
綱
要
知
』（
写
本　

松
雲
寺
蔵
）

 
 

『
高
泉
全
集
Ⅱ　

詩
文
編
』
九
四
〇
～
九
四
三
頁

（ 

）
1

（ 

）
2

（ 

）
3

（ 

）
4

（ 

）
5

（ 

）
6

（ 

）
7
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『
相
国
寺
史
料　

第
三
巻
』
一
六
二
～
一
六
三
頁

 
 

『
清
涼
山　

霊
源
寺
図
録
』
八
三
頁　

註
（
23
）

 
 

『
清
涼
山　

霊
源
寺
図
録
』
四
九
頁　

 
 

　
　

第
九
放
生
儀

方
丈
之
縁
、
預
安
高
卓
一
箇
、
備
香
炉
及
楊
枝
浄
水
、

満
散
行
道
回
向
了
、
則
上
方
進
炉
前
焼
香
、
黙
然
想

云
、
一
心
奉
請　

十
方
慈
父
廣
大
霊
感
観
世
音
菩

薩
、
降
臨
道
場
加
持
此
水
、
具
大
功
勲
、
洒
霑
異
類
、
令

彼
身
心
清
浄
堪
聞
妙
法
、
如
此
黙
想
了
、
上
方
又
焼

香
問
訊
、
行
者
鳴
磬
五
聲
、
維
那
擧
大
悲
呪
、
大
衆
同

音
一
返
、
次
往
生
呪
五
返
、
其
間
上
方
持
水
器
、
以
楊

枝
洒
之
異
類
、
然
後
又
焼
香
白
云　

仰
白

十
方
三
寶
釋
迦
本
師
、
彌
陀
慈
父
、
寶
勝
如
來
、
觀
音
菩
薩
、

流
水
長
者
子
、
天
台
永
明
、
諸
大
士
等
、
唯
願
慈
悲
證
知
護
念
。

今
有
飛
空
水
陸
諸
眾
生
等
、
為
他
網
捕
將
入
死
門

彦
城
賢
主
羽
林
次
将
藤
直
興
公
、
於
是
修
菩
薩
行
、

發
慈
悲
心
、
作
長
壽
因
、
行
放
生
業
、
贖
其
身
命
、
放
使

逍
遙
、
仍
順
大
乘
方
等
經
典
、
授
與
三
皈
、
稱
揚
十
號
、

復
為
宣
說
十
二
因
緣
、
但
以
此
類
衆
生
、
罪
障
深
重
、

神
識
昏
迷
。
仰
乞
三
寶
威
德
冥
加
哀
憐
攝
受

白
云
。

（ 

）
8

（ 

）
9

（ 

）
10

（ 
）
11
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現
前
異
類
諸
衆
生
等
、
帰
依
佛
、
帰
依
法
、
帰
依
僧
（
三
說
）

現
前
異
類
諸
衆
生
等
。
帰
依
佛
竟
、
帰
依
法
竟
。
帰
依

僧
竟
（
三
說
）

從
今
已
往
、
稱
佛
為
師
、
更
不
帰
依
。
邪
魔
外
道
（
三
說
）

諸
佛
子
等
。
皈
依
三
寶
已
、
今
當
為
汝
稱
揚

寶
勝
如
來
十
號
功
德
令
汝
得
聞
、
如
彼
十
千
遊
魚

即
得
生
天
等
無
有
異

南
無
寶
勝
如
來
、
應
供
、
正
遍
知
、
明
行
足
、
善
逝
、
世
間

解
、
無
上
士
、
調
御
丈
夫
、
天
人
師
。
佛
世
尊
（
三
說
）

諸
佛
子
、
我
今
更
為
說
十
二
因
緣
生
相
滅
相
、
令
汝

了
知
生
滅
之
法
、
悟
不
生
滅
、
同
於
諸
佛
證
大
涅
槃
、

所
謂
無
明
緣
行
、
行
緣
識
。
識
緣
名
色
、
名
色
緣
六
入

六
入
緣
觸
、
觸
緣
受
、
受
緣
愛
、
愛
緣
取
、
取
緣
有
、
有
緣

生
、
生
緣
老
死
憂
悲
苦
惱

所
謂
無
明
滅
則
行
滅
、
行
滅
則
識
滅
、
識
滅
則
名
色
滅
、

名
色
滅
則
六
入
滅
、
六
入
滅
則
觸
滅
、
觸
滅
則
受

滅
、
受
滅
則
愛
滅
、
愛
滅
則
取
滅
、
取
滅
則
有
滅
、
有
滅

則
生
滅
、
生
滅
則
老
死
憂
悲
苦
惱
滅

諸
佛
子
、
我
今
依
大
乘
經
、
授
汝
三
歸
十
號
十
二
因

緣
已
竟
、
今
當
為
汝
對
三
寶
前
、
發
露
罪
愆
、
求
哀
懺

悔
、
願
汝
罪
業
、
一
念
消
除
、
得
生
善
處
、
近
佛
授
記
、
汝
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當
至
心
隨
我
懺
悔
。

　
　

我
昔
所
造
諸
惡
業　
　
　
　

皆
由
無
始
貪
嗔
癡

　
　

從
身
語
意
之
所
生　
　
　
　

一
切
我
今
皆
懺
悔
（
三
說
）

清
涼
地
菩
薩
摩
訶
薩
（
三
稱
「
説
」）。

唯
願
放
生
以
後
、
永
不
遭
遇
惡
魔
吞
噉
網
捕
、
優
游

自
在
獲
盡
天
年
、
命
終
之
後
、
乘
三
寶
力
寶
勝
如
來

本
願
慈
力
、
或
生
忉
利
、
或
生
人
間
、
持
戒
修
行
、
不
復

造
惡
、
信
心
念
佛
、
隨
願
往
生
、
更
冀
放
生
弟
子
藤
直
興

公
、
從
今
日
後
、
菩
提
行
願
、
念
念
增
明
、
救
苦
衆
生
、
常
「
當
」

如
己
想
、
以
是
因
緣
、
得
生
安
養
見
阿
彌
陀
佛
及
諸

聖
衆
、
證
無
生
忍
、
分
身
塵
剎
、
廣
度
有
情
、
俱
成
正
覺
、

「
現
前
大
眾
︑
齊
聲
誦
念
︑
華
嚴
回
向
妙
章
︑
往
生
淨
土
神
咒
」

如
此
唱
了
、
上
方
焼
香
問
訊
、
行
者
鳴
磬
五
聲
、
維
那

擧
心
経
、
大
衆
同
音
三
返
了
、
維
那
、
擧
願
以
此
功
徳

大
衆
同
音
云
、
普
及
於
一
切
、
我
等
與
衆
生
、
皆
共
成

佛
道

　
　
　

＊
太
字
は
雲
棲
袾
宏
の
本
文
の
み

 
 

　
　
　

第
八　

香
語

　
　

真
読
蔵
教
法
筵
満
散
拈
香
拙
語

挙
香
云
這
個
大
包
太
虚
細
入
繊
芥
、
諸
佛
以
此
為

道
樹
成
正
覚
於
其
下
、
列
祖
以
此
作
心
華
、
流
宗
芳

（ 

）
12
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於
無
窮
偉
哉
、
此
香
鑽
仰
不
及
若
凡
若
聖
、
誰
不
受

恩
　

南
瞻
部
洲
大
日
本
國
近
江
州

　

彦
城
賢
主
羽
林
次
将
藤
直
興
公
特
抽
丹
悃
、
就

　

于
瑞
石
山
永
源
禅
寺
啓
建
道
場
、
請
現
前
清
衆

　

自
五
月
二
十
三
日
至
本
月
十
又
五
日
真
読

　

一
大
蔵
教
、
中
間
修
水
陸
妙
供
七
會
、
更
設
放
生

　

會
今
臨
満
散
、
令
住
持
比
丘
慧
詢
熱
此
寶
香
供

　

養　

現
座
道
場
大
慈
悲
父
廣
大
霊
感
観
世
音

　

菩
薩
本
師
大
覚
世
尊
文
殊
普
賢
地
蔵
等
諸
大

菩
薩
、
三
國
傳
燈
歴
代
祖
師
、
當
寺
開
山
圓
應
禅

　

師
及
微
塵
刹
界
一
切
三
寶
祝
献　

日
本
國
内

　

大
小
神
祇
等
処
鳩
善
利
将
回
向
什
麽
處
、
欽
原

　

其
端
緒　

公
之
旨
趣
有
五
、
一
者
専
奉
為

　

曾
祖
祥
壽
院
殿
祖
父
久
昌
院
殿
養
父
玉
龍
院

　

殿
慈
父
廣
度
院
殿
令
子
智
證
院
殿
五
員
神
儀

追
厳
冥
福
、
二
者　

公
之
家
代
業
武　

曾
祖
始

策
汗
馬
之
勲
、
祖
父
相
継
有
戦
功
、
以
故
世
登
高

位
永
食
豊
禄
、
至
今
蒙
其
澤
者
皆
是
出
于
殺
害

生
霊
之
中
、
三
者
家
世
正
政
道
厳
號
令
有
功
者

賞
有
罪
者
罰
、
想
其
間
或
有
使
不
辜
謾
被
誅
戮
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者
、
四
者
家
世
豪
貴
公
務
餘
暇
動
事
田
遊
牽
黄

臂
蒼
或
釣
或
戈
、
不
幸
失
命
者
、
不
知
其
幾
千
萬

五
者
代
於
庖
厨
所
被
屠
鳥
魚
之
類
、
亦
不
記
其

数
、
如
上
萬
霊
憑
茲
功
勛
、
累
代
寃
讎
一
時
消
解

多
生
淪
溺
、
立
地
出
離
、
各
捨
化
城
、
直
到
寶
所
、
以

至
三
界
萬
霊
六
道
四
生
、
七
世
父
母
六
親
眷
属

悉
霑
法
雨
、
同
圓
種
智
次　

大
功
徳
主
、
身
心
安

寧
、
諸
縁
吉
利
、
壽
山
高
聳
、
福
海
弥
深
、
常
護
法
城

永
輔　

国
家
、
子
孫
繁
茂
、
家
道
興
隆　

公
真
智

内
熏
、
霊
機
外
發
、
自
懐
慚
愧
、
發
大
誓
願
如
此
、
若

以
信
心
供
一
僧
者
、
其
福
無
量
、
況
一
會
百
餘
人

乎
、
若
浄
三
業
讀
一
経
者
、
其
徳
無
盡
、
矧
一
大
蔵

教
乎
、
然
則
何
業
不
消
、
何
苦
不
脱
、
如
上
大
法
施

咸
出
於　

公
寃
親
平
等
慈
悲
海
中
、
誰
敢
不
讃

嘆
雖
然
如
此
、
這
個
猶
是
功
勛
邊
事
、
不
落
功
勛

底
一
句
作
麽
生
敷
宣
去　

挿
香
云

菡
萏
花
開
三
四
枝　

遍
法
海
中
香
拂
〃

　
　

貞
享
三
年
丙
寅
六
月
一
五
日

　
　
　
　
　
　
　

現
住
永
源
南
嶺
叟
慧
詢

 
 

『
相
国
寺
史
料　

第
三
巻
』
二
七
四
～
二
八
〇
頁

 
 

西
村
玲
『
近
世
仏
教
論
』
一
九
九
頁
で
雪
窓
の
排
耶
論
を
取
り
上
げ
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
天
主
に
対
し
て
、
仏
教
は
虚
空
の
大
道

（ 

）
13

（ 

）
14
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を
提
示
す
る
。
中
国
の
費
隠
に
よ
っ
て
、
天
主
に
対
置
さ
れ
た
偏
在
す
る
大
道
は
、
日
本
の
雪
窓
を
理
論
的
に
支
え
る
役
割
を
果
た

し
た
。
中
国
仏
教
に
お
け
る
形
而
上
学
的
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
、
日
本
仏
教
に
お
い
て
宗
教
的
な
対
決
と
な
っ
た
。
無
始
無
終
の

大
道
は
、
人
々
の
現
世
安
穏
と
後
生
善
処
の
祈
り
に
応
え
て
、
雪
窓
に
よ
っ
て
授
戒
と
い
う
形
を
与
え
ら
れ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
雪
窓
は
一
絲
の
推
薦
で
後
水
尾
天
皇
に
進
講
を
行
い
、
松
雲
寺
に
は
南
嶺
直
筆
の
雪
窓
宗
崔
伝
記
『
佛

智
丕
昭
禅
師
行
状
』
が
現
存
し
て
い
る
。

 
 

西
田
耕
三　
『
近
世
の
僧
と
文
学　

妙
は
唯
そ
の
人
に
存
ず
』
八
四
～
八
七
頁
。
八
五
頁
に
「
井
伊
直
興
の
命
で
、
妙
幢
の
弟
子

が
大
洞
山
の
後
任
に
な
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
元
禄
十
年
の
厄
除
祈
祷
や
大
洞
弁
財
天
で
行
わ
れ
た
法
要
を
見
る
限
り
、
こ
こ
で
言

う
弟
子
と
は
五
才
に
な
っ
た
ば
か
り
の
も
う
一
人
の
弁
慧
を
指
す
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
六
十
才
も
厄
年
で
あ
る
。

 
 

彦
根
城
博
物
館
『
元
禄
の
大
老　

井
伊
直
興
』
二
四
～
二
五
頁

 
 

藤
谷
厚
生
『
金
光
明
経
の
教
学
史
的
展
開
に
つ
い
て
』
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
紀
要　

大
学
院
第
４
号
、
人
文
社
会
学
部
第
39

号
、
短
期
大
学
部
第
47
号
（
二
〇
〇
五
年
三
月
）

 
 

西
村
玲
『
近
世
仏
教
論
』「
慧
命
の
回
路

―
明
末
・
雲
棲
袾
宏
の
不
殺
生
思
想
」
八
三
～
一
〇
三
頁
、「
明
末
不
殺
放
生
思
想
の

日
本
受
容

―
雲
棲
袾
宏
と
江
戸
仏
教
」
一
四
九
～
一
六
三
頁

 
 

高
埜
利
彦
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
世
史　

天
下
太
平
の
時
代
』
七
七
～
八
二
頁

 
 

塚
本
学
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治

―
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
Ｋ
ｉ
ｎ
ｄ
ｌ
ｅ
版
）
第
四
章　

捨
子
・
捨
牛
馬　

№
２
８
７
６

～
№
４
１
５
２

参
考
文
献

西
田
耕
三
『
近
世
の
僧
と
文
学　

妙
は
唯
そ
の
人
に
存
ず
』
ペ
リ
カ
ン
社　

二
〇
一
〇
年

今
泉
俊
夫
『
桃
源
瑞
仙
年
譜
』
春
秋
社　

一
九
九
三
年

高
埜
利
彦　

岩
波
新
書
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
世
史　

天
下
太
平
の
時
代
』
岩
波
書
店　

二
〇
一
五
年

（ 

）
15

（ 

）
16

（ 

）
17

（ 

）
18

（ 

）
19

（ 

）
20
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西
村　

玲
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
』
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー　

二
〇
〇
八
年

同　
　
　

 

『
近
世
仏
教
論
』
宝
蔵
館　

二
〇
一
八
年

野
川
博
之
『
明
末
仏
教
の
江
戸
仏
教
に
対
す
る
影
響
』
山
喜
房　

二
〇
一
六
年

塚
本　

学
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治

―
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
一
三
年
（
Ｋ
ｉ
ｎ
ｄ
ｌ
ｅ
版
）

黄
檗
文
化
研
究
所
『
高
泉
全
集
』
編
纂
委
員
会
『
高
泉
全
集
』
黄
檗
文
華
殿　

二
〇
一
四
年

彦
根
市
教
育
委
員
会
『
仙
琳
寺
の
歴
史
と
美
術
』
田
中
印
刷
所　

一
九
九
七
年

彦
根
城
博
物
館
『
元
禄
の
大
老　

井
伊
直
興
』
ニ
ホ
ン
美
術
印
刷
会
社　

二
〇
〇
六
年

相
国
寺
史
料
編
纂
室
編
『
相
国
寺
史
料
』
資
文
閣
出
版　

一
九
八
八
年

滋
賀
県
教
育
委
員
会
『
重
要
文
化
財
・
県
指
定
有
形
文
化
財
長
寿
院
伽
藍
５
棟
修
理
工
事
報
告
書
』
真
陽
社

永
源
寺
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
永
源
寺
町
史　

永
源
寺
編
』
き
ょ
う
せ
い　

二
〇
〇
二
年

清
涼
山　

霊
源
寺
護
持
会
『
清
涼
山　

清
源
寺
図
録
』
有
限
会
社
栄
康
／
株
式
会
社
東
京
ビ
ジ
ュ
ア
ル　

一
九
九
一
年

京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
『
特
別
展　

禅
刹　

―
丹
波
・
丹
後

―
』
三
景
印
刷
有
限
会
社　

一
九
八
八
年

永
源
寺
開
山
語
録
研
究
会
『
訓
注
永
源
寂
室
和
尚
語
録
』
禅
文
化
研
究
所　

二
〇
一
八
年

永
源
寺
『
瑞
石
山
年
譜
』（
出
版
社　

出
版
年
不
明
）

滋
賀
県
教
育
委
員
会
『
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報
告
書
』
森
田
印
刷　

一
九
九
八
年

『
井
伊
年
譜　

巻
九
、
一
〇
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
）

知
明
浄
因
『
丹
州
大
梅
開
山
一
絲
和
尚
行
状
』（
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
）
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『
四
天
王
別
伝
』
訳
注
記

林
　

鳴
宇

◎
凡
　
例
◎

一
、 

本
稿
は
、『
重
編
諸
天
伝
』
の
「
北
方
天
王
伝
」、「
東
方
天
王
伝
」、「
南
方
天
王
伝
」、「
西
方
天
王
伝
」
四
文
の
訳
注
研

究
で
あ
る
。
便
宜
上
、
前
出
「
四
天
王
総
伝
」
に
対
し
、
表
題
を
「
四
天
王
別
伝
」
と
し
た
。

一
、
内
容
の
構
成
は
、
原
文
・
原
文
の
現
代
語
訳
・
注
・
記
の
順
と
し
た
。

一
、
底
本
は
、
筆
者
所
蔵
『
重
編
諸
天
伝
』
二
巻
（
中
野
是
誰
、
寛
文
元
年
刊
）
を
用
い
た
。

一
、
底
本
で
は
、
一
部
の
旧
字
や
異
体
字
を
用
い
る
が
、
本
訳
注
は
常
用
漢
字
や
正
字
に
統
一
し
た
。

一
、
原
文
読
解
の
便
宜
の
た
め
、
底
本
の
読
点
を
参
考
し
、
あ
ら
た
に
原
文
に
標
点
を
施
し
た
。

一
、 

現
代
語
訳
は
、
基
本
的
に
底
本
の
句
読
訓
点
を
も
と
に
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
稀
に
見
ら
れ
る
難
解
な
箇
所

や
不
明
の
語
句
に
つ
い
て
は
、
訳
文
前
後
の
呼
吸
に
そ
う
よ
う
に
、
そ
の
訳
を
増
広
ま
た
省
略
す
る
こ
と
が
あ
り
、
増
広

や
修
訂
す
る
場
合
は
〈　

〉
で
増
補
し
た
部
分
を
示
し
、
省
略
す
る
場
合
に
は
注
に
て
そ
の
旨
を
記
し
た
。

一
、 

各
段
の
諸
天
の
賛
と
し
て
の
詩
偈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
記
を
略
述
し
た
も
の
で
、
伝
記
の
現
代
語
訳
と
重
複
す
る
こ
と
を

避
け
、
便
宜
上
、
書
き
下
し
文
の
み
を
以
て
訳
し
た
。

一
、 

各
段
の
語
句
の
注
は
、
原
則
と
し
て
、
難
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
名
・
地
名
・
仏
教
教
理
用
語
、
そ
し
て
引
用
さ
れ
た
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経
典
の
所
出
に
限
っ
て
お
き
た
い
。

一
、 

各
段
の
記
は
、
主
に
『
重
編
諸
天
伝
』
を
開
講
し
た
平
成
一
八
～
一
九
年
の
「
仏
教
特
講
Ⅲ
」
の
講
義
（
駒
澤
大
学
）
の

中
で
示
し
た
問
題
意
識
や
感
想
な
ど
に
よ
る
。
さ
ら
に
智
顗
『
金
光
明
経
文
句
』、
知
礼
『
金
光
明
経
文
句
記
』、
従
義

『
金
光
明
経
文
句
新
記
』、
宗
暁
『
金
光
明
経
照
解
』
の
四
書
を
参
考
し
、
天
台
教
学
に
関
わ
る
も
の
で
、
各
段
に
お
い
て

注
意
す
べ
き
箇
所
を
記
し
、
天
台
教
学
に
お
け
る
『
重
編
諸
天
伝
』
の
位
置
づ
け
を
示
し
た
。

一
、 『
重
編
諸
天
伝
』
の
「
序
叙
」
の
訳
注
研
究
は
、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
三
八
号
に
、「
息
総
別
位
次
之
諍
」
の
訳

注
研
究
は
、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
六
六
号
に
、「
帝
釈
天
伝
」
の
訳
注
研
究
は
、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論

集
』
四
〇
号
に
、「
大
梵
天
伝
」
の
訳
注
研
究
は
、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
六
九
号
に
、「
四
天
王
総
伝
」
の

訳
注
研
究
は
、『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
一
五
号
に
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。

◎
訳
注
記
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
北
方
天
王
伝

　
梵
語
「
毘
沙
門
」︑
此
翻
「
多
聞
」︑
福
徳
之
名
︑
聞
四
方
故
︒

　『
陀
羅
尼
集
』
云
︑「
父
名
羅
婆
陀
︑
又
云
婆
難
陀
︒
母
名
密
闍
盧
︑
又
云
蘇
富
」︒

　
四
明
云
︑「
西
土
以
北
方
為
上
」︒
由
彼
居
多
面
東
︒
以
北
為
左
︒
故
『
光
明
』
中
︑
首
以
毘
沙
門
天
王
為
列
也
︒

　
其
所
居
乃
須
弥
山
半
之
第
四
層
之
北
也
︒『
智
論
』
云
︑「
北
方
天
王
護
北
鬱
單
越
︑
亦
兼
餘
洲
」︒

　
四
埵
之
中
乃
水
精
埵
︒『
倶
舍
論
』
云
︑「
黄
金
埵
」︒『
増
一
阿
含
』
云
︑「
金
銀
城
中
間
︑
毘
沙
門
天
王
︑
将
諸
閲
叉
衆
」︒

　『
孔
雀
経
』
云
︑「
北
方
有
大
天
王
︑
名
曰
多
聞
︑
是
藥
叉
主
︒
以
無
量
百
千
藥
叉
而
為
眷
属
︑
守
護
北
方
︒
彼
有
子
孫
兄
弟
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将
軍
大
臣
雑
使
」︒

　『
阿
毘
曇
』
云
︑「
頻
婆
羅
王
死
︑
為
北
方
天
王
長
子
︑
名
曰
祇
那
利
沙
」︒
護
持
仏
法
︑
安
慰
衆
生
︒

　
　
　
　
　
　
　
　

北
方
天
王
の
伝
記

　

梵
語
由
来
の
「
毘
沙
門
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
中
国
で
は
、〈
毘
沙
門
天
王
が
〉
福
徳
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
の
名
声
が
四

方
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
多
聞
」
と
訳
出
さ
れ
た
。

　
『
陀
羅
尼
集
』
に
、「〈
毘
沙
門
天
王
の
〉
父
の
名
は
羅
婆
陀
、
ま
た
婆
難
陀
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
母
の
名
は
密
闍
盧
、

蘇
富
と
よ
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
」
と
記
す
。

　

知
礼
〈
の
『
金
光
明
経
文
句
記
』〉
が
、「
イ
ン
ド
で
は
北
方
を
〈
四
方
の
〉
上
位
と
す
る
」
と
述
べ
る
の
も
、
イ
ン
ド
の
住

ま
い
は
東
向
き
が
多
く
、
人
々
は
北
方
を
左
側
と
見
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
た
め
『
金
光
明
経
』
は
、
毘
沙
門
天
王
を

〈
四
天
王
の
〉
首
班
と
位
置
づ
け
た
。

　
〈
毘
沙
門
天
王
の
〉
起
居
す
る
宮
殿
は
、
須
弥
山
中
腹
の
第
四
階
の
北
側
に
あ
る
。『
大
智
度
論
』
で
は
、「
北
方
毘
沙
門
天

王
は
北
鬱
單
越
洲
を
護
衛
し
、
そ
の
管
轄
は
ほ
か
の
三
洲
に
も
及
ぶ
」
と
い
う
。

　
〈
毘
沙
門
天
王
の
起
居
す
る
宮
殿
は
、
須
弥
山
の
〉
四
埵
の
一
つ
、「
水
精
埵
」
で
あ
る
。『
倶
舍
論
』
に
「
黄
金
埵
」
と
記

し
た
の
は
、『
増
一
阿
含
経
』
に
、「
黄
金
城
と
白
銀
城
の
間
に
毘
沙
門
天
王
が
住
み
、
も
ろ
も
ろ
の
薬
叉
衆
を
率
い
て
い
る
」

と
言
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
孔
雀
経
』
に
、「
北
方
に
は
大
天
王
が
い
る
。
そ
の
名
は
『
多
聞
』
と
言
い
、
薬
叉
衆
を
指
揮
す
る
。
無
量
無
数
の
藥
叉
衆

は
彼
に
追
随
し
、
北
方
を
鎮
護
す
る
。
藥
叉
衆
の
中
に
は
彼
の
子
孫
や
兄
弟
、
将
軍
や
大
臣
の
ほ
か
、
様
々
な
随
伴
者
、
従
者
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が
い
る
」
と
い
う
。

　
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
に
、「
頻
〈
娑
〉
羅
王
が
転
生
し
て
、
北
方
天
王
の
長
男
に
な
り
、
そ
の
名
は
祇
那
利
沙
で
あ
る
」
と

い
う
。〈
頻
娑
羅
王
は
〉
よ
く
仏
法
を
護
持
し
、
衆
生
の
心
を
慰
め
る
。

◎
福
徳
之
名
…
＝
澄
観
『
華
厳
経
疏
』
巻
五
、「
云
毘
沙
門
者
、
此
云
多
聞
、
以
福
德
之
名
聞
四
方
故
」
と
あ
る
。
知
礼
『
金

光
明
経
文
句
記
』
巻
五
上
、「
毘
沙
門
此
云
多
聞
、
福
德
之
名
聞
四
方
故
」
と
あ
る
。
智
円
『
金
光
明
経
文
句
索
隠
記
』、「
福

德
之
名
聞
四
方
故
、
亦
翻
普
聞
」（『
翻
譯
名
義
集
』
巻
二
「
八
部
篇
」
の
引
用
よ
り
）
と
、『
請
観
音
経
疏
闡
義
鈔
』
巻
第
四
、「
北

方
毘
沙
門
此
云
普
聞
。
或
云
多
聞
」
と
言
い
、「
毘
沙
門
」
に
「
普
聞
」
の
訳
も
あ
っ
た
と
示
し
た
。
因
み
に
天
台
智
顗
の

『
法
華
文
句
』
巻
二
下
に
は
「
北
毘
沙
門
、
此
云
種
種
聞
、
亦
云
多
聞
。
居
水
精
山
、
領
二
鬼
羅
刹
夜
叉
」
と
あ
り
、「
種
種

聞
」
と
い
う
訳
も
見
ら
れ
る
。

◎
『
陀
羅
尼
集
』
云
…
＝
「
羅
婆
陀
」
と
「
密
闍
盧
」
の
語
は
、『
陀
羅
尼
雑
集
』
を
は
じ
め
、
ほ
か
の
諸
経
疏
に
も
未
見
。

『
陀
羅
尼
雑
集
』
巻
第
七
『
四
天
王
所
説
大
神
咒
』、「
毘
沙
門
父
字
婆
難
陀
、
母
字
蘇
富
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
行
霆
が
し
ば

し
ば
参
照
し
て
い
た
『
義
楚
六
帖
』
巻
一
三
「
威
霊
神
衆
部
」「
天
王
」
の
「
四
王
父
母
」
の
項
に
は
、「『
陀
羅
尼
集
』
云
、

北
方
天
王
、
父
名
羅
婆

0

0

難
陀0

、
母
字
蘇
富
。
東
方
天
王
、
父
名
難
陀
、
母
名
蜜
闍
盧

0

0

0

」
と
記
し
た
た
め
、
行
霆
の
誤
植
は
、
こ

こ
の
内
容
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
。

◎
四
明
云
…
＝
知
礼
『
金
光
明
経
文
句
記
』
巻
五
上
、「
北
方
天
王
者
、
西
土
以
北
方
為
上
也
」
と
あ
る
。
南
本
『
涅
槃
経
』
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巻
五
、「
譬
如
北
方
、
諸
方
中
上
」
と
あ
る
。

◎
由
彼
居
多
面
東
…
＝
梁
・
宝
亮
等
集
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
巻
第
十
二
、「
僧
亮
曰
、
天
竺
以
東
為
首
、
以
西
為
後
。
以
北

為
左
、
以
南
為
右
」
と
あ
る
。
宗
暁
『
金
光
明
経
照
解
』「
八
箋
釋
事
相
」
の
「
毗
沙
門
天
王
」
項
に
、「
四
明
記
云
、
西
土
以

北
為
上
方
。
由
彼
所
居
多
面
東
、
以
北
為
左
。
是
故
此
品
先
列
北
天
」
と
記
す
も
、
行
霆
の
『
諸
天
伝
』
を
参
照
し
た
結
果
と

見
ら
れ
る
。

◎
其
所
居
…
＝
『
起
世
因
本
経
』
巻
一
「
閻
浮
洲
品
第
一
」、「
諸
比
丘
、
須
弥
山
半
四
万
二
千
由
旬
中
、
有
四
大
天
王
宮
殿
」

と
あ
る
。『
倶
舎
論
』
巻
一
一
「
分
別
世
品
第
三
之
四
」、「
第
四
層
級
、
四
大
天
王
及
諸
眷
属
共
所
居
止
」
と
あ
る
。『
大
楼
炭

経
』
巻
三
「
四
天
王
品
第
八
」、「
須
弥
山
王
北
去
四
万
里
、
有
天
王
名
毘
沙
門
。
有
三
城
郭
、
広
長
各
二
十
四
万
里
」
と
あ
る
。

唐
・
法
崇
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
跡
義
記
』
巻
上
、「
第
四
層
上
有
四
天
王
宮
。
俱
舍
論
云
、
東
面
有
提
頭
賴
吒
天
王
宮
、

南
面
有
毘
楼
勒
叉
天
王
宮
、
西
面
有
毘
楼
博
叉
天
王
宮
、
北
面
有
毘
沙
門
天
王
宮
」
と
あ
る
。

◎
『
智
論
』
云
…
＝
『
大
智
度
論
』
に
こ
の
文
な
し
。『
法
苑
珠
林
』
巻
二
「
会
名
部
」、「
北
方
天
王
名
毘
沙
門
、
此
云
多
聞

主
。
領
夜
叉
及
羅
刹
、
将
護
鬱
單
越
人
」
と
あ
る
。
巻
三
「
眷
属
部
」
に
、「
又
智
度
論
云
、
一
切
山
河
樹
木
土
地
城
郭
、
一

切
鬼
神
皆
属
四
天
王
管
」
と
あ
る
。

　

唐
・
法
崇
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
跡
義
記
』
巻
下
、「
北
方
毘
沙
門
者
、
城
壁
身
量
寿
命
日
月
歳
数
並
同
。
亦
管
領
二
部

鬼
神
、
擁
護
北
鬱
單
、
不
令
鬼
神
侵
害
衆
生
。
言
二
部
者
、
一
夜
叉
、
二
羅
刹
」
と
あ
る
。
唐
・
栖
復
『
法
華
経
玄
贊
要
集
』
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巻
第
十
、「
梵
云
毗
沙
門
天
王
、
此
云
多
聞
。
嘉
祥
云
、
常
與
仏
守
護
道
場
、
以
多
聞
法
故
。
故
曰
多
門
。
居
水
精
山
。
領
夜

叉
羅
刹
等
鬼
。
護
北
俱
盧
州
。
不
令
侵
損
也
。」

　

ま
た
、『
金
光
明
経
』
巻
二
「
四
天
王
品
」、「
世
尊
、
我
等
四
王
、
各
各
自
有
五
百
鬼
神
、
常
当
随
逐
是
説
法
者
而
為
守

護
」
と
あ
り
、
巻
三
「
鬼
神
品
」、「
護
世
四
王
、
無
量
鬼
神
、
及
諸
力
士
、
昼
夜
精
進
、
擁
護
四
方
、
令
無
災
禍
、
永
離
諸

苦
」
と
あ
る
。
行
霆
が
こ
こ
で
、
毘
沙
門
天
は
北
鬱
單
越
洲
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
管
轄
は
ほ
か
の
三
洲
に
も
及
ぶ
と
指
摘
し
た

点
は
、『
金
光
明
経
』
の
経
意
に
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
る
。

◎
水
精
埵
＝
『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
東
黃
金
埵
、
王
名
提
頭
賴
吒
（
中
略
）
北
水
精
埵
、
王
名
毘
沙
門
」
と
あ
り
、『
法

華
文
句
』
巻
二
下
、「
東
提
頭
賴
吒
、
此
云
持
国
、
亦
言
安
民
。
居
黃
金
山
領
二
鬼
（
中
略
）
北
毘
沙
門
、
此
云
種
種
聞
、
亦

云
多
聞
。
居
水
精
山
領
二
鬼
」
と
あ
る
。

◎
黄
金
埵
＝
『
倶
舎
論
』
に
こ
の
説
な
し
。
た
だ
『
増
一
阿
含
経
』
巻
三
四
、「
然
須
弥
山
、
四
種
宝
所
造
。
金
、
銀
、
水
精
、

琉
璃
（
中
略
）
水
精
城
中
、
有
歓
悦
天
在
彼
居
止
（
中
略
）
金
、
銀
城
中
間
、
毘
沙
門
天
王
在
彼
居
住
、
将
諸
閲
叉
、
不
可
称

計
」
と
あ
る
た
め
、
行
霆
は
こ
の
内
容
に
従
い
、
異
説
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。

◎
『
孔
雀
経
』
云
＝
『
仏
説
大
孔
雀
呪
王
経
』
巻
上
、「
北
方
有
大
天
王
、
名
曰
薜
室
羅
末
拏
、
是
藥
叉
主
。
以
無
量
百
千
藥

叉
而
為
眷
属
、
守
護
北
方
。
彼
有
子
孫
兄
弟
軍
将
大
臣
雜
使
」
と
あ
る
。「
多
聞
」
と
い
う
名
号
は
、『
仏
説
大
孔
雀
呪
王
経
』

巻
上
に
あ
る
次
の
偈
文
に
見
え
る
。
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東
方
持
国
天
、
南
方
号
増
長
。

　
　

西
方
名
広
目
、
北
方
多
聞
天
。

　
　

此
四
天
大
王
、
護
世
有
名
称
。

　
　

四
方
常
擁
衛
、
大
軍
具
威
德
。

　
　

外
怨
悉
降
伏
、
不
被
他
所
欺
。

　
　

神
力
有
光
明
、
常
無
諸
恐
怖
。

　
　

天
與
阿
蘇
羅
、
有
時
共
闘
戦
。

　
　

此
等
亦
相
助
、
令
天
勝
安
穏
。

　
　

如
是
諸
天
衆
、
亦
以
此
咒
王
。

　
　

護
我
并
眷
属
、
無
病
寿
百
歳
。

◎
『
阿
毘
曇
』
云
＝
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
巻
三
六
、「
時
頻
婆
娑
羅
王
聞
已
、
身
壊
命
絶
、
生
四
天
王
天
。
作
毘
沙
門
天
王

太
子
、
名
闍
那
梨
沙
」
と
あ
る
。

◎
護
持
仏
法
、
安
慰
衆
生
＝
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
に
こ
の
文
な
し
。
こ
れ
は
『
義
楚
六
帖
』
巻
一
三
「
天
王
」
部
の
「
生
為

王
子
」
条
を
依
用
し
た
も
の
で
あ
る
。『
義
楚
六
帖
』
巻
一
三
、「
阿
毘
曇
五
十
三
云
、
頻
婆
羅
王
死
、
生
作
北
方
天
王
為
子
、

名
曰
祇
那
利
沙
。
護
持
仏
法
、
安
慰
衆
生
」
と
あ
る
。

　

ま
た
、
不
空
訳
『
毘
沙
門
天
王
経
』
に
太
子
赦
儞
娑
（
闍
那
梨
沙
の
こ
と
）
の
衆
生
を
助
け
る
逸
話
も
見
え
る
。
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行
者
念
誦
、
常
無
間
断
。
乃
至
毘
沙
門
天
王
子
赦
儞
娑
、
現
童
子
形
、
告
持
誦
者
言
、「
汝
有
何
事
、
請
召
我
父
」。

持
誦
者
言
、「
我
為
供
養
三
宝
、
受
與
我
財
宝
」。

　

童
子
赦
儞
娑
於
須
臾
頃
、
還
至
毘
沙
門
天
王
所
。
告
父
王
言
、「
持
誦
者
求
諸
財
宝
、
為
供
養
故
、
利
益
有
情
」。
毘
沙

門
天
王
告
童
子
赦
儞
娑
言
、「
汝
日
日
與
金
錢
一
百
、
乃
至
寿
終
」。
其
童
子
赦
儞
娑
、
日
日
送
金
錢
一
百
、
與
持
誦
者
安

於
頭
辺
。

　

其
金
錢
異
種
香
氣
、
先
願
所
得
之
者
、
除
自
受
用
外
、
應
行
捨
施
、
不
應
貯
積
、
而
懷
慳
吝
。
常
於
一
切
有
情
、
起
大

慈
心
、
勿
生
嗔
恚
。
以
殊
勝
香
花
飲
食
燈
明
、
於
寂
靜
處
、
如
法
供
養
仏
法
僧
宝
、
兼
復
思
惟
而
無
間
断
。
為
毘
沙
門
天

王
并
諸
眷
属
念
恩
徳
故
、
常
應
誦
「
吉
祥
讃
」、
令
彼
天
王
獲
諸
吉
慶
。
願
毘
沙
門
天
王
男
女
眷
属
、
内
外
親
姻
輔
弼
、

乃
至
使
者
及
諸
営
従
、
国
界
有
情
、
仏
所
称
讃
、
十
種
福
利
、
悉
皆
獲
得
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　『
陀
羅
尼
集
』
令
作
「
北
方
天
王
像
法
」︑「
其
身
量
一
肘
︑
著
種
種
天
衣
︒
厳
飾
極
令
精
妙
︑
與
身
相
称
︒
左
手
伸
臂
執
矟

拄
地
︑
右
手
屈
肘
擎
於
仏
塔
」︒
矟
音
「
朔
」︑
矛
属
︑
長
一
丈
八
尺
︒

　
唐
立
像
儀
︑
令
身
被
金
甲
而
足
踏
女
人
之
肩
︑
下
作
雲
以
擁
之
︑
或
云
乃
其
母
也
︒
其
手
中
執
捉
與
前
亦
同
︒
於
其
左
右
羅

列
八
部
︑
風
水
雷
電
諸
鬼
囲
繞
︒
其
子
祇
那
利
沙
并
九
十
一
子
前
後
随
従
︒

　
由
唐
天
宝
中
︑
西
番
大
石
康
居
三
国
︑
兵
囲
西
涼
府
︒
詔
不
空
三
蔵
誦
仁
王
密
語
︑
玄
宗
乃
見
神
人
五
百
員
在
乎
殿
庭
︒
帝

問
不
空
︑
不
空
曰
︑「
毘
沙
門
天
王
子
︑
領
兵
救
安
西
︒
請
急
設
食
発
遣
」︒
四
月
二
十
日
果
奏
︑「
二
月
十
二
日
城
東
北
三
十

里
雲
霧
間
︑
見
神
兵
長
偉
︑
鼓
角
喧
鳴
︑
山
地
崩
震
︑
番
部
驚
潰
︒
彼
営
塁
中
有
鼠
金
色
︑
咬
弓
弩
弦
皆
絶
︒
北
門
楼
有
光
明
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天
王
怒
視
︑
番
師
大
奔
」︒
帝
覽
表
︑
敕
諸
道
城
楼
置
天
王
像
︒
此
其
始
也
︒

　『
大
論
』
中
︑
北
方
領
二
部
︒
一
名
「
夜
叉
」︑
此
云
「
軽
健
」︒
二
名
「
羅
刹
」︑
此
云
「
可
畏
」︒
若
餘
経
中
開
合
総
別
或

異
︑
皆
属
所
統
故
也
︒

　
『
陀
羅
尼
集
』
に
は
「
北
方
天
王
像
法
」
と
い
う
仏
像
営
造
の
軌
範
が
あ
り
、「
像
の
身
長
は
仏
の
肘
一
本
の
長
さ
で
あ
り
、

種
々
の
天
衣
を
着
せ
て
、
厳
か
な
飾
り
を
付
け
、
像
全
体
の
雰
囲
に
相
応
し
い
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
像
の
左
手
は

臂
を
前
に
伸
ば
し
、
矟
（
ほ
こ
）
を
握
り
地
面
に
突
き
、
右
手
は
肘
を
曲
げ
、
仏
塔
を
手
の
ひ
ら
に
載
せ
る
」
と
記
す
。
矟
の

音
は
「
朔さ

く

」、
兵
器
の
矛
に
分
類
さ
れ
、〈
像
が
持
つ
も
の
と
は
異
な
り
、
本
物
の
矟
の
〉
長
さ
は
一
丈
八
尺
に
な
る
。

　

唐
の
時
代
で
は
、
毘
沙
門
天
を
営
造
す
る
際
に
、
金
色
の
鎧
を
着
せ
、
足
は
女
性
の
肩
を
踏
み
、
そ
の
周
り
を
祥
雲
が
囲
む

よ
う
に
し
て
い
た
。
足
元
の
女
性
は
毘
沙
門
の
母
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
そ
の
両
手
の
持
ち
物
は
『
陀
羅
尼
集
』
に
記
し

た
も
の
と
変
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
左
右
に
は
天
竜
八
部
衆
が
軍
陣
を
張
り
、
風
、
雨
、
雷
、
電
を
司
る
諸
々
の
鬼
神
が

そ
こ
に
結
集
し
、
長
男
の
祇
那
利
沙
を
は
じ
め
、
九
十
一
人
の
子
息
が
付
き
従
っ
て
い
る
。

　

唐
代
に
毘
沙
門
天
像
が
盛
ん
に
営
造
さ
れ
た
理
由
は
、
以
下
の
出
来
事
に
よ
る
。
唐
の
天
宝
年
間
に
、
西
域
の
大
石
、
康
居

な
ど
の
三
つ
の
国
は
、
出
兵
し
て
西
涼
府
（
今
の
甘
粛
省
あ
た
り
）
を
攻
め
よ
う
と
し
た
。
玄
宗
皇
帝
は
、
不
空
三
蔵
を
王
宮
に

招
き
、『
仁
王
経
』
の
陀
羅
尼
を
誦
持
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
際
に
、
玄
宗
皇
帝
は
五
百
人
の
天
神
が
大
殿
に
降
臨
し
結

集
す
る
の
を
見
た
。
帝
が
不
空
三
蔵
に
確
認
す
る
と
、
不
空
三
蔵
は
、「
こ
れ
は
毘
沙
門
天
王
の
子
息
が
、
神
将
を
率
い
て
安

西
の
戦
災
を
助
け
に
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
可
能
で
あ
れ
ば
速
や
か
に
齋
食
を
供
養
し
行
か
せ
よ
う
」
と
答
え
た
。
四

月
二
十
日
に
戦
況
報
告
が
上
奏
さ
れ
た
。「
二
月
十
二
日
に
城
の
東
北
よ
り
三
十
里
ほ
ど
の
雲
と
霧
が
多
く
出
た
と
こ
ろ
に
、
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た
く
ま
し
き
姿
の
神
将
た
ち
が
現
れ
、
鼓
角
の
号
令
に
従
い
、
山
地
を
崩
壊
す
る
勢
い
で
あ
っ
た
。
敵
軍
は
大
い
に
恐
れ
敗
退

を
始
め
た
。
敵
陣
に
金
色
の
ネ
ズ
ミ
が
現
れ
、
す
べ
て
の
弓
弩
の
弦
を
噛
み
壊
し
た
。〈
西
涼
府
〉
北
門
の
望
楼
に
は
光
輝
く

毘
沙
門
天
王
が
現
れ
、
睨
み
付
け
る
だ
け
で
西
域
諸
国
の
軍
陣
は
乱
れ
、
慌
て
て
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し
た
」
と
。
玄
宗
皇
帝

は
、
こ
の
上
奏
を
読
み
、
こ
れ
か
ら
天
下
諸
道
の
城
門
の
上
の
望
楼
に
毘
沙
門
天
王
の
像
を
祀
る
よ
う
に
詔
し
た
。
こ
れ
が
城

門
の
望
楼
に
毘
沙
門
天
像
を
祀
る
起
因
で
あ
る
。

　
『
大
智
度
論
』
の
中
に
は
次
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
北
方
毘
沙
門
天
王
の
配
下
に
は
二
種
類
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
夜
叉
」

と
言
い
、
中
国
で
は
「
軽
健
」
と
訳
さ
れ
、
も
う
一
つ
は
「
羅
刹
」
と
言
い
、
中
国
で
は
「
可
畏
」
と
訳
す
。
こ
の
二
種
の
配

下
に
つ
い
て
、
た
と
え
様
々
の
経
典
に
お
い
て
呼
び
方
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
す
べ
て
毘
沙
門
天
王
の
配
下
に
属
す
る
。

◎
北
方
天
王
像
法
＝
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
一
一
「
四
天
王
像
法
」、「
提
頭
賴
吒
天
王
像
法
、
其
像
身
長
量
一
肘
作
、
身
著
種
種

天
衣
、
厳
飾
極
令
精
妙
、
與
身
相
称
（
中
略
）
毘
沙
門
天
王
像
法
、
其
像
大
小
衣
服
准
前
、
左
手
同
前
、
執
槊
拄
地
、
右
手
屈

肘
擎
於
仏
塔
」
と
あ
る
。

◎
身
量
一
肘
＝
「
一
肘
」
は
仏
教
の
計
量
単
位
で
、
釈
尊
の
肘
の
長
さ
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
巻
一
二
、

「
二
十
四
指
肘
、
四
肘
為
弓
量
、
五
百
俱
盧
舍
、
此
八
踰
繕
那
」
と
記
し
、
仏
指
の
長
さ
の
二
十
四
倍
は
一
肘
の
量
で
あ
り
、

四
肘
の
長
さ
は
一
弓
の
量
で
あ
る
。
五
百
弓
の
長
さ
は
一
俱
盧
舍
で
あ
り
、
八
俱
盧
舍
の
長
さ
は
一
踰
繕
那
に
な
る
。
ま
た

「
肘
」
の
長
さ
は
時
代
の
変
化
と
共
に
変
わ
り
、
行
霆
が
活
躍
し
た
宋
代
に
は
、『
翻
訳
名
義
集
』
巻
三
「
数
量
篇
」
に
よ
れ
ば
、

「
一
肘
、
人
一
尺
八
寸
、
仏
三
尺
六
寸
」
と
決
め
て
い
た
。
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◎
矟
＝
漢
・
劉
熈
『
釈
名
』
巻
七
、「
矛
長
丈
八
尺
、
曰
矟
」
と
あ
る
。

◎
唐
立
像
儀
＝
前
掲
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
一
一
「
四
天
王
像
法
」
に
よ
れ
ば
、
唐
代
は
盛
ん
に
四
天
王
の
営
造
を
興
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
道
宣
の
『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』「
戒
壇
形
重
相
状
第
三
」、「
所
謂
四
天
王
也
、
常
護
仏
法
及
以
衆
生
。
豈

唯
壇
塔
、
而
在
情
外
。
故
須
造
立
儀
像
、
依
方
隅
而
列
之
」
と
あ
る
。
ま
た
唐
代
に
お
け
る
毘
沙
門
天
の
周
り
の
随
従
者
の
様

子
に
つ
い
て
、
唐
・
般
若
斫
羯
囉
訳
『
摩
訶
吠
室
囉
末
那
野
提
婆
喝
囉
闍
陀
羅
尼
儀
軌
』「
画
像
品
第
一
」、「
畫
天
王
。
身
著

七
宝
金
剛
莊
嚴
鉀
冑
、
其
左
手
執
三
叉
戟
、
右
手
托
腰
、
其
脚
下
踏
三
夜
叉
鬼
。
中
央
名
地
天
、
亦
名
歓
喜
天
、
左
辺
名
尼
藍

婆
、
右
辺
名
毘
藍
婆
。
其
天
王
面
作
可
畏
、
猛
形
怒
眼
滿
開
。
其
右
辺
画
五
太
子
及
兩
部
夜
叉
羅
刹
眷
属
、
左
辺
画
五
行
道
天

女
及
妻
等
眷
属
」
と
あ
る
。

◎
身
被
金
甲
＝
不
空
訳
『
金
剛
頂
瑜
伽
護
摩
儀
軌
』、「
北
方
毘
沙
門
天
、
坐
二
鬼
上
。
身
著
甲
冑
、
左
手
掌
捧
塔
、
右
手
執
宝

棒
、
身
金
色
」
と
あ
る
。

◎
足
踏
女
人
之
肩
＝
金
剛
智
訳
『
吽
迦
陀
野
儀
軌
』
巻
上
、「
先
中
主
毘
沙
門
天
身
、
著
七
宝
金
剛
莊
嚴
鉀
冑
。
其
左
手
捧
塔
、

右
執
三
叉
戟
。
其
脚
下
踏
三
夜
叉
鬼
、
中
主
名
地
天
、
又
名
歓
喜
天
。
左
右
名
使
女
、
左
名
尼
藍
婆
女
天
、
右
名
毘
藍
婆
神

王
」
と
あ
る
。
毘
沙
門
天
の
足
に
踏
ま
れ
た
の
は
女
性
の
姿
を
持
つ
歓
喜
天
、
尼
藍
婆
天
、
毘
藍
婆
天
の
三
人
の
夜
叉
で
あ
ろ

う
。
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◎
或
云
乃
其
母
也
＝
毘
沙
門
天
の
足
に
踏
ん
で
い
た
夜
叉
鬼
の
歓
喜
天
が
毘
沙
門
天
の
母
で
あ
る
説
は
、
出
典
未
詳
。
た
だ
し
、

『
義
楚
六
帖
』
巻
一
三
「
天
王
」
部
の
「
四
王
父
母
」
条
に
「
鬼
子
母
神
」
の
内
容
が
書
か
れ
た
た
め
、
行
霆
は
『
義
楚
六

帖
』
の
こ
の
説
を
取
り
入
れ
た
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
夜
叉
鬼
の
歓
喜
天
は
、
歓
喜
母
、
鬼
子
母
神
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

行
霆
も
『
重
編
諸
天
伝
』
巻
下
「
鬼
子
母
神
伝
」
に
義
浄
三
蔵
の
『
南
海
寄
帰
伝
』
の
「
西
方
諸
寺
畫
天
母
抱
一
兒
於
膝
、
乃

四
天
王
之
衆
。
有
疾
病
無
兒
膝
者
、
饗
食
薦
之
、
咸
皆
遂
願
」
を
引
用
し
、
鬼
子
母
神
は
四
天
王
の
配
下
で
あ
る
こ
と
と
示
し

て
い
る
。

◎
九
十
一
子
＝
元
魏
・
釈
曇
曜
訳
『
吉
義
神
咒
経
』
巻
二
、「
護
世
四
王
典
領
四
方
（
中
略
）
毘
沙
門
王
領
夜
叉
衆
、
九
十
一

子
同
名
曰
帝
、
眷
属
輔
相
應
護
斯
咒
」
と
あ
る
。

◎
唐
天
宝
中
＝
『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
「
不
空
伝
」、「
又
天
宝
中
、
西
蕃
大
石
康
三
国
帥
兵
囲
西
涼
府
。
詔
空
入
。
帝
御
于
道
場
、

空
秉
香
爐
、
誦
仁
王
密
語
二
七
遍
。
帝
見
神
兵
可
五
百
員
在
于
殿
庭
、
驚
問
空
。
空
曰
、
毘
沙
門
天
王
子
領
兵
救
安
西
、
請
急

設
食
發
遣
。
四
月
二
十
日
果
奏
云
、
二
月
十
一
日
城
東
北
三
十
許
里
、
雲
霧
間
見
神
兵
長
偉
、
鼓
角
諠
鳴
、
山
地
崩
震
、
蕃
部

驚
潰
。
彼
営
壘
中
有
鼠
金
色
、
咋
弓
弩
弦
皆
絶
。
城
北
門
楼
有
光
明
天
王
、
怒
視
蕃
帥
大
奔
。
帝
覽
奏
謝
空
。
因
敕
諸
道
城
楼

置
天
王
像
、
此
其
始
也
」
と
あ
る
。
行
霆
は
『
宋
高
僧
伝
』
の
内
容
を
参
照
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
宋
・
賛
寧
『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
「
城
闍
天
王
」
条
に
さ
ら
に
増
広
し
た
内
容
が
記
し
て
い
る
。

　
「　

城
闍
天
王

　

凡
城
門
置
天
王
者
、
為
護
世
也
。
唐
天
宝
元
年
壬
子
歳
、
西
蕃
大
石
康
居
五
国
來
寇
安
西
。
其
年
二
月
十
一
日
、
奏
請
兵
解
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援
。
玄
宗
詔
發
師
、
計
一
万
餘
里
、
累
月
方
到
。
時
近
臣
言
、
且
可
詔
問
不
空
三
蔵
。
帝
依
奏
詔
入
内
、
持
念
請
天
王
為
救
。

帝
秉
香
罏
、
不
空
誦
仁
王
護
国
経
陀
羅
尼
二
七
遍
。
帝
忽
見
神
人
可
五
百
員
、
帶
甲
荷
戈
在
殿
前
。
帝
驚
疑
問
不
空
。
對
曰
、

此
毘
沙
門
第
二
子
独
健
領
兵
、
是
必
副
陛
下
意
、
往
救
安
西
、
故
來
辭
耳
。
請
設
食
發
遣
。
其
年
四
月
、
安
西
奏
云
、
去
二
月

十
一
日
已
後
、
城
東
北
三
十
里
、
雲
霧
晦
冥
、
中
有
人
衆
、
可
長
丈
餘
、
皆
被
金
甲
。
至
酉
時
、
鼓
角
大
鳴
、
聲
振
三
百
里
、

地
動
山
傾
。
経
二
日
、
大
石
康
居
等
五
国
、
当
時
奔
潰
。
諸
帳
幕
間
有
金
毛
鼠
、
齧
斷
弓
弩
弦
及
器
仗
、
悉
不
堪
用
。
斯
須
城

楼
上
有
光
明
天
王
現
形
、
無
不
見
者
。
謹
図
天
王
様
、
随
表
進
呈
。
帝
因
敕
諸
道
節
度
、
所
在
州
府
於
城
西
北
隅
、
各
置
天
王

形
像
部
従
供
養
。
至
於
佛
寺
、
亦
敕
別
院
安
置
。
迄
今
朔
日
州
府
上
香
華
食
饌
動
歌
舞
、
謂
之
楽
天
王
也
。
所
号
毘
沙
門
者
、

由
此
天
王
與
于
闐
国
最
有
因
緣
、
偏
多
応
現
于
闐
国
、
是
毘
沙
部
、
故
号
毘
沙
門
天
王
。
如
言
于
闐
国
天
王
也
。
亦
猶
觀
音
菩

薩
所
在
現
形
、
而
偏
曰
宝
陀
落
山
觀
音
同
也
」。

　

こ
の
話
は
、
不
空
訳
『
毘
沙
門
儀
軌
』
に
最
も
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
宋
・
法
雲
『
翻
訳
名
義
集
』
巻
二
「
鞞
沙

門
」、
宋
・
非
濁
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
巻
中
「
第
五
十
八
唐
玄
宗
皇
帝
誦
仁
王
咒
感
応
」、
宋
・
道
誠
『
釈
氏
要
覧
』
巻
下

「
城
門
上
天
王
」
に
も
類
似
す
る
記
載
が
見
え
る
。
本
論
文
の
「
記
」
の
「『
毘
沙
門
儀
軌
』
奥
書
の
記
述
」
を
参
照
。

　

南
宋
・
呉
曽
の
筆
記
小
説
集
『
能
改
斎
漫
録
』
巻
二
「
天
王
現
形
」
条
に
は
、
仏
書
に
よ
る
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　

毘
沙
門
天
信
仰
の
先
行
研
究
と
し
て
、
宮
崎
市
定
「
毘
沙
門
天
信
仰
の
東
漸
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
明
論
集
』
岩
波
書
店
、
一

九
九
五
）
が
参
考
に
な
る
。

◎
西
涼
府
＝
今
の
甘
粛
省
あ
た
り
で
あ
る
。
西
涼
府
は
宋
代
の
呼
び
方
。
唐
代
で
は
「
涼
州
」
と
言
い
、
当
時
の
西
域
諸
国
と

闘
う
最
前
線
で
も
あ
る
。
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◎
『
大
論
』
中
…
＝
『
大
論
』
に
こ
の
説
な
し
。
智
儼
『
華
厳
経
搜
玄
分
齊
通
智
方
軌
』
巻
一
上
、「
大
論
云
（
中
略
）
北
方

天
名
毘
沙
門
、
此
云
多
聞
、
領
二
部
鬼
神
。
一
夜
叉
、
二
羅
刹
」
と
あ
る
。
行
霆
は
こ
の
説
を
依
用
し
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た

訳
語
に
つ
い
て
、
澄
観
や
知
礼
の
説
を
参
照
し
た
と
見
ら
れ
る
。
澄
観
『
華
厳
経
疏
』
巻
五
、「
初
一
是
北
方
天
王
、
即
毘
沙

門
是
也
。
若
従
能
領
是
天
衆
攝
、
今
従
所
領
為
名
。
四
王
各
領
二
部
、
従
一
立
称
。
夜
叉
此
云
輕
捷
、
飛
空
速
疾
故
、
亦
云
苦

活
。
此
天
又
領
一
部
、
名
羅
刹
、
此
云
可
畏
」
と
あ
る
。
知
礼
『
金
光
明
経
文
句
記
』
巻
五
上
、「
夜
叉
此
云
軽
健
、
飛
空
健

疾
故
。
羅
刹
此
云
可
畏
、
亦
名
暴
悪
」
と
あ
る
。※　

　
　
　

※　
　
　
　

※

　
又
唐
懿
宗
咸
通
三
年
︑
西
川
及
四
州
現
僧
相
天
王
︑
皆
有
記
録
︒

　『
賢
愚
経
』
云
︑「
有
優
婆
夷
誦
経
︑
毘
沙
門
天
王
従
空
而
過
︒
乃
曰
︑
姉
妹
︑
我
與
汝
宝
物
︒
可
請
舍
利
弗
斎
︑
当
得
勝
福
」︒

　
洎
其
餘
感
通
︑
難
以
盡
紀
︒
然
多
聞
天
王
︑︿
帥
﹀
鬼
神
而
統
八
部
︑
護
世
界
而
保
国
民
︒
可
謂
顕
矣
︒
而
国
朝
因
唐
制
︑

凡
立
城
寨
︑
必
先
立
像
︑
事
固
宜
然
︒
至
乎
金
鼠
絶
番
部
之
弦
︑
與
宝
増
女
人
之
福
︒
凡
所
祈
響
︑
応
猶
形
聲
︑
豈
特
西
涼
川

蜀
者
乎
︒

　

そ
の
他
、
唐
懿
宗
の
咸
通
三
年
（
八
六
二
）
に
、
四
川
の
各
地
に
僧
侶
の
姿
の
毘
沙
門
天
王
が
現
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
た
。

　
『
賢
愚
経
』
に
は
「
あ
る
優
婆
夷
が
経
文
を
読
誦
し
て
い
る
。
毘
沙
門
天
王
は
そ
の
上
に
通
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、
優
婆
夷

に
声
を
掛
け
、『
姉
妹
よ
、
私
は
あ
な
た
に
宝
物
を
与
え
た
い
、
こ
れ
か
ら
舍
利
弗
に
供
養
す
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
福
徳
を
得
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る
こ
と
が
で
き
る
』」
と
言
う
。

　

そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
霊
験
談
が
あ
り
、
す
べ
て
こ
こ
に
転
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
北
方
を
司
る
多
聞
天
王
（
毘
沙
門

天
王
）
は
、
鬼
神
を
率
い
て
天
竜
八
部
を
統
率
し
、
娑
婆
世
界
を
護
衛
し
て
そ
の
国
民
を
守
り
、
そ
の
功
績
が
明
ら
か
な
も
の

で
あ
る
。
わ
が
宋
朝
は
唐
の
制
度
に
従
い
、
城
塞
関
所
を
作
る
時
、
必
ず
先
に
毘
沙
門
天
を
建
立
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
当
た
り

前
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
金
色
の
ネ
ズ
ミ
が
敵
軍
の
弓
の
弦
を
噛
み
壊
し
、
宝
物
を
与
え
て
女
性
檀
信
の
福
徳
を
増
す

な
ど
の
事
例
か
ら
、
衆
生
が
誠
に
祷
れ
ば
、〈
毘
沙
門
天
王
は
〉
形
ま
た
音
声
に
よ
っ
て
必
ず
要
望
に
応
え
、
西
域
や
蜀
地
だ

け
の
出
来
事
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

◎
咸
通
三
年
…
＝
『
宋
高
僧
伝
』
巻
二
七
「
智
広
伝
」、「
先
是
咸
通
中
、
南
蛮
王
及
坦
綽
来
囲
、
成
都
府
幾
陷
。
時
天
王
現
沙

門
形
、
高
五
丈
許
、
眼
射
流
光
、
蛮
兵
即
退
。
故
蜀
人
於
城
北
宝
暦
寺
立
五
丈
僧
相
」
と
あ
る
。
唐
・
黄
滔
「
霊
山
塑
北
方
毘

沙
門
天
王
碑
」
に
、「
咸
通
季
、
蠻
之
侵
蜀
、
蜀
人
亟
祈
。
褐
衣
倐
以
乘
空
、
目
光
耀
以
照
地
、
蛇
將
奔
穴
、
亀
竟
全
城
。
如

是
則
護
南
贍
部
洲
、
豈
虚
言
哉
」
と
あ
る
。

◎
西
川
及
四
州
＝
宋
代
初
期
で
は
、「
西
川
」
が
「
成
都
府
」
を
指
す
。「
四
州
」
に
つ
い
て
、
咸
平
四
年
以
降
に
、
蜀
地
全
体

を
「
成
都
益
州
路
、
広
元
利
州
路
、
奉
節
夔
州
路
、
三
台
梓
州
路
」
の
四
に
分
け
た
た
め
、「
益
州
、
利
州
、
夔
州
、
梓
州
」

の
四
を
指
す
。

◎
『
賢
愚
経
』
云
…
＝
『
賢
愚
経
』
原
文
で
は
、
宝
も
の
を
与
え
る
で
は
な
く
、「
舍
利
弗
に
供
養
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
忠
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告
を
与
え
た
だ
け
で
あ
る
。『
賢
愚
経
』
巻
四
、「
爾
時
世
尊
、
以
法
句
経
與
優
波
斯
那
、
令
諷
奉
行
。
得
已
作
礼
、
遶
仏
三
匝

而
去
。
還
本
聚
落
、
思
惟
憶
念
佛
所
與
経
。
是
時
中
夜
、
於
高
屋
上
、
思
仏
功
徳
、
読
誦
法
句
。
時
毘
沙
門
天
王
、
欲
至
南
方

毘
楼
勒
叉
所
。
将
千
夜
叉
、
従
優
波
斯
那
上
過
。
聞
誦
経
聲
、
尋
皆
住
空
、
聽
其
所
誦
。
讃
言
、『
善
哉
、
善
哉
。
姐
妹
善
説

法
要
、
今
我
若
以
天
宝
相
遺
、
非
爾
所
宜
。
我
今
以
一
善
言
相
贈
、
謂
尊
者
舍
利
弗
、
大
目
犍
連
。
従
舍
衛
來
、
当
止
此
林
。

汝
明
往
請
、
於
舍
供
養
。
彼
咒
願
時
、
并
称
我
名
』。
優
波
斯
那
、
聞
此
語
已
。
仰
視
空
中
、
不
見
其
形
。
如
盲
眼
人
、
於
夜

黑
闇
、
都
無
所
見
。
即
問
言
曰
、『
汝
為
是
誰
、
不
見
其
形
、
而
但
有
聲
』。
空
中
答
言
、『
我
是
鬼
王
毘
沙
門
天
也
、
為
聽
法

故
、
於
此
住
耳
』」
と
あ
る
。

◎
帥
鬼
神
＝
「
帥
」、
底
本
で
は
「
師
」
に
作
る
。
前
後
の
文
意
に
従
い
、「
帥
」
に
改
め
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

讃
曰
︑

　
　
北
方
天
王
号
多
聞
︑
護
世
元
首
鬼
神
尊
︒

　
　
須
弥
四
層
金
埵
住
︑
夜
叉
羅
刹
統
其
倫
︒

　
　
祇
那
利
沙
為
的
嗣
︑
無
量
兄
弟
及
兒
孫
︒

　
　
設
像
儀
令
長
一
肘
︑
天
衣
種
種
称
其
身
︒

　
　
左
手
持
矟
令
拄
地
︑
右
擎
仏
塔
敬
能
仁
︒

　
　
曽
向
李
唐
垂
化
迹
︑
西
涼
脱
難
現
威
神
︒



『四天王別伝』訳注記

313

　
　
金
鼠
嚙
弓
弦
尽
絶
︑
山
崩
地
吼
震
風
霆
︒

　
　
城
頭
怒
目
番
戎
懼
︑
群
兵
潰
散
靜
煙
塵
︒

　
　
詔
下
国
民
皆
立
像
︑
至
今
城
寨
尚
依
遵
︒

　
　
或
現
僧
形
護
西
蜀
︑
或
復
乘
空
教
女
人
︒

　
　
儻
能
恪
志
崇
靈
化
︑
定
応
降
鑑
賜
殊
勳
︒

讃
嘆
し
て
い
わ
く
、

　
　

北
方
の
天
王
、
多
聞
と
号
し
、　　

　
　

護
世
の
元
首
、
鬼
神
尊
ぶ
。

　
　

須
弥
の
四
層
、
金
埵
に
住
み
、　　

　
　

夜
叉
、
羅
刹
、
其
の
倫た

ぐ
いを

統
す
。

　
　

祇
那
利
沙
を
的あ

と

嗣つ
ぎ

と
為
し
、　　

　
　

無
量
の
兄
弟
及
び
兒
孫
あ
り
。

　
　

像
儀
を
設
け
て
、
長た

け
は
一
肘
な
ら
し
め
、　　

　
　

天
衣
種
種
、
其
の
身
に
称か

な

う
。

　
　

左
手
は
矟
を
持
て
地
を
拄さ

さ

え
し
め
、

　
　

右
は
仏
塔
を
擎さ

さ

げ
て
能
仁
を
敬
す
。

　
　

曽
て
李
唐
に
向
い
て
化
迹
を
垂
れ
、
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西
涼
、
難
を
脱ま

ぬ
かれ

て
威
神
を
現
す
。

　
　

金
鼠
、
弓
を
嚙
ん
で
弦
尽

こ
と
ご
とく

絶き

れ
、

　
　

山
崩く

ず

れ
地
吼ほ

え
て
、
風か

ぜ 

霆
か
み
な
り

 

震ふ
る

う
。

　
　

城
頭
、
目
を
怒
ら
し
て
番
戎
懼お

そ

れ
、

　
　

群
兵
、
潰
散
し
て
、
煙え

ん

塵じ
ん

静
ま
る
。

　
　

詔
下
り
て
、
国
民
皆
な
像
を
立
つ
、

　
　

今
に
至
し
て
城
寨
尚
お
依い

じ
ゅ
ん遵

す
。

　
　

或
い
は
僧
形
を
現
し
て
西
蜀
を
護
り
、

　
　

或
い
は
復
た
空
に
乘
じ
て
女
人
に
教
ふ
。

　
　

儻も

し
能
く
志
を
恪つ

と

め
て
霊
化
を
崇あ

が

め
ば
、

　
　

定さ
だ

め
て
応
に
鑑
を
降
し
て
殊
勳
を
賜
う
べ
し
。※　

　
　
　

※　
　
　
　

※

　
　
　
　
　
　
　
　
東
方
天
王
伝

　
梵
語
「
提
頭
賴
吒
」︑
此
云
「
持
国
」︒
即
護
持
国
土
也
︒

　『
陀
羅
尼
集
』
云
︑「
父
名
難
陀
︑
母
名
蜜
闍
盧
」︒

　
其
所
居
也
︑
即
須
弥
山
半
第
四
層
之
東
埵
也
︒『
智
論
』
云
︑「
東
方
天
王
護
東
弗
喩
逮
︑
亦
兼
餘
洲
」︒

　
住
黄
金
埵
︑『
倶
舍
』
云
︑「
住
白
金
埵
」︒
又
云
︑「
諸
琉
璃
城
中
間
︑
提
頭
賴
吒
天
王
将
諸
乾
沓
和
衆
」︒
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　『
智
論
』
明
此
天
王
領
二
部
︒
一
名
「
乾
闥
婆
」︑
此
翻
「
尋
香
行
」︑
即
天
帝
釈
楽
神
也
︒
二
名
「
富
單
那
」︑
此
翻
「
臭

鬼
」︑
或
云
「
主
熱
病
鬼
」︒

　『
孔
雀
経
』
云
︑「
東
方
有
大
天
王
名
曰
持
国
︑
是
彦
達
縛
主
︒
以
無
量
百
千
彦
達
縛
而
為
眷
属
︑
守
護
東
方
︒
彼
有
子
孫
兄

弟
軍
将
大
臣
雑
使
」︒

　『
陀
羅
尼
集
』
云
︑「
此
左
手
伸
臂
垂
下
把
刀
︒
右
手
屈
臂
向
前
仰
手
︑
掌
中
著
宝
珠
︑
珠
上
出
光
」︒

　
　
　
　
　
　
　
　

東
方
天
王
の
伝
記

　

梵
語
由
来
の
「
提
頭
賴
吒
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
中
国
で
は
、「
持
国
」
と
訳
出
さ
れ
、〈
東
方
天
王
が
〉
国
土
を
護
持
す
る

た
め
で
あ
る
。

　
『
陀
羅
尼
集
』
に
、「〈
東
方
天
王
の
〉
父
の
名
は
難
陀
、
母
の
名
は
蜜
闍
盧
で
あ
る
」
と
記
す
。

　
〈
東
方
天
王
の
〉
起
居
す
る
宮
殿
は
、
須
弥
山
中
腹
の
第
四
階
の
東
側
に
あ
る
。『
大
智
度
論
』
で
は
、「
東
方
天
王
は
東
弗

喩
逮
洲
を
護
衛
し
、
そ
の
管
轄
は
ほ
か
の
三
洲
に
も
及
ぶ
」
と
い
う
。

　
〈
須
弥
山
四
埵
の
中
の
〉「
黄
金
埵
」
に
住
み
、『
倶
舍
論
』
に
は
「
白
金
埵
に
住
む
」
と
言
い
、
ま
た
「
各
所
の
瑠
璃
城
の

間
に
提
頭
賴
吒
天
王
が
住
み
、
も
ろ
も
ろ
の
乾
沓
和
衆
を
率
い
て
い
る
」
と
も
言
う
。

　
『
大
智
度
論
』
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
東
方
天
王
の
配
下
に
は
二
種
類
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
乾
闥
婆
」
と
言
い
、
中

国
で
は
「
尋
香
行
」
と
訳
さ
れ
、
帝
釈
天
の
音
楽
神
で
も
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
富
單
那
」
と
言
い
、
中
国
で
は
「
臭
鬼
」
と

訳
さ
れ
、「
主
熱
病
鬼
」（
熱
病
を
司
る
鬼
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
『
孔
雀
経
』
に
、「
東
方
に
は
大
天
王
が
い
る
。
そ
の
名
は
『
持
国
』
と
言
い
、
彦
達
縛
衆
を
指
揮
す
る
。
無
量
無
数
の
彦
達



316

縛
衆
は
彼
に
追
随
し
、
東
方
を
鎮
護
す
る
。
彦
達
縛
衆
の
中
に
は
彼
の
子
孫
や
兄
弟
、
将
軍
や
大
臣
の
ほ
か
、
様
々
な
随
伴
者
、

従
者
が
い
る
」
と
い
う
。

　
『
陀
羅
尼
集
』
に
は
「
東
方
天
王
像
の
左
手
は
臂
を
前
に
伸
ば
し
、
や
や
垂
れ
下
が
っ
た
形
で
刀
を
握
る
。
右
手
は
臂
を
曲

が
り
、
宝
珠
を
手
の
ひ
ら
に
載
せ
、
そ
の
光
は
輝
い
て
い
る
」
と
記
す
。

◎
此
云
「
持
国
」
…
＝
澄
観
『
華
厳
経
疏
』
巻
五
、「
提
頭
賴
吒
即
東
方
天
王
、
此
云
持
国
、
謂
護
持
国
土
、
安
衆
生
故
」
と

あ
る
。
智
顗
『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
東
黃
金
埵
、
王
名
提
頭
賴
吒
、
此
翻
持
国
」
と
あ
る
。
知
礼
『
金
光
明
経
文
句

記
』
巻
五
上
、「
持
国
者
、
護
持
国
土
故
」
と
あ
る
。
智
円
『
請
観
音
経
疏
闡
義
鈔
』
巻
四
、「
提
頭
賴
吒
者
、
此
翻
持
国
。
謂

護
持
国
土
安
衆
生
故
。
即
東
方
天
王
也
。
等
取
者
等
所
領
二
部
鬼
神
、
即
乾
闥
婆
及
毘
舍
闍
」
と
あ
る
。

◎
『
陀
羅
尼
集
』
云
…
＝
『
陀
羅
尼
雑
集
』
巻
第
七
『
四
天
王
所
説
大
神
咒
』、「
提
頭
賴
吒
、
父
字
難
陀
、
母
字
蜜
耆
盧
」
と

あ
る
。『
義
楚
六
帖
』
巻
一
三
「
威
霊
神
衆
部
」「
天
王
」
の
「
四
王
父
母
」
の
項
に
は
、「『
陀
羅
尼
集
』
云
、
北
方
天
王
、
父

名
羅
婆
難
陀
、
母
字
蘇
富
。
東
方
天
王
、
父
名
難
陀
、
母
名
蜜
闍
盧
」
と
あ
る
。
行
霆
は
『
義
楚
六
帖
』
を
参
照
し
た
と
見
ら

れ
る
。

◎
其
所
居
…
＝
『
起
世
因
本
経
』
巻
一
「
閻
浮
洲
品
第
一
」、「
諸
比
丘
、
須
弥
山
半
四
万
二
千
由
旬
中
、
有
四
大
天
王
宮
殿
」

と
あ
る
。『
倶
舎
論
』
巻
一
一
「
分
別
世
品
第
三
之
四
」、「
第
四
層
級
、
四
大
天
王
及
諸
眷
属
共
所
居
止
」
と
あ
る
。『
大
楼
炭

経
』
巻
三
「
四
天
王
品
第
八
」、「
須
弥
山
王
東
、
去
須
弥
山
四
万
里
、
有
提
頭
賴
天
王
城
郭
」
と
あ
る
。
唐
・
法
崇
『
仏
頂
尊
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勝
陀
羅
尼
経
教
跡
義
記
』
巻
上
、「
第
四
層
上
有
四
天
王
宮
。
俱
舍
論
云
、
東
面
有
提
頭
賴
吒
天
王
宮
、
南
面
有
毘
楼
勒
叉
天

王
宮
、
西
面
有
毘
楼
博
叉
天
王
宮
、
北
面
有
毘
沙
門
天
王
宮
」
と
あ
る
。

◎
『
智
論
』
云
…
＝
『
大
智
度
論
』
に
こ
の
文
な
し
。『
法
苑
珠
林
』
巻
二
「
会
名
部
」、「
東
方
天
王
名
多
羅
吒
、
此
云
治
国

主
。
領
乾
闥
婆
及
毘
舍
闍
神
将
、
護
弗
婆
提
人
不
令
侵
害
」
と
あ
る
。
唐
・
法
崇
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
跡
義
記
』
巻
下
、

「
其
提
頭
賴
吒
天
王
管
二
部
鬼
神
。
東
弗
婆
提
不
令
鬼
神
損
害
。
言
二
部
者
、
一
乾
闥
婆
、
二
毘
舍
闍
」
と
あ
る
。
唐
・
栖
復

『
法
華
経
玄
賛
要
集
』
巻
第
十
、「
東
方
提
頭
賴
吒
、
此
云
持
国
、
居
白
銀
山
、
管
乾
闥
婆
毗
舍
闍
等
鬼
神
、
護
東
弗
婆
提
、
不

令
侵
損
」
と
あ
る
。
行
霆
が
こ
こ
で
、
東
方
天
王
は
東
洲
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
管
轄
は
ほ
か
の
三
洲
に
も
及
ぶ
と
指
摘
し
た
点

は
、
前
出
「
北
方
天
王
」
の
内
容
と
同
様
、『
金
光
明
経
』
の
経
意
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

◎
黃
金
埵
＝
『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
東
黃
金
埵
、
王
名
提
頭
賴
吒
」
と
あ
り
、『
法
華
文
句
』
巻
二
下
、「
東
提
頭
賴
吒
、

此
云
持
国
、
亦
言
安
民
。
居
黃
金
山
領
二
鬼
」
と
あ
る
。

◎
白
金
埵
＝
『
倶
舎
論
』
に
こ
の
説
な
し
。『
翻
訳
名
義
集
』
巻
三
「
七
宝
第
三
十
五
」、「
爾
雅
云
、
白
金
謂
之
銀
」
と
い
う

釈
が
あ
る
た
め
、
行
霆
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
白
金
埵
」
の
異
説
は
、
恐
ら
く
唐
・
栖
復
『
法
華
経
玄
贊
要
集
』
巻
第
十
に

示
し
た
「
東
方
提
頭
賴
吒
、
此
云
持
国
、
居
白
銀
山
」
の
内
容
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

◎
諸
琉
璃
城
中
間
…
＝
こ
の
異
説
は
『
増
一
阿
含
経
』
に
従
う
。
巻
三
四
「
然
須
弥
山
、
四
種
宝
所
造
。
金
、
銀
、
水
精
、
琉
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璃
…
琉
璃
城
、
銀
城
中
間
、
有
提
頭
賴
吒
天
王
在
彼
居
止
」
と
あ
る
。
巻
九
「
提
頭
賴
吒
天
王
将
乾
沓
和
等
、
従
東
方
来
、
侍

従
世
尊
」
と
あ
る
。

◎
『
智
論
』
明
此
…
＝
『
大
智
度
論
』
に
こ
の
文
な
し
。『
法
華
文
句
』
巻
二
下
、「
東
提
頭
賴
吒
、
此
云
持
国
、
亦
言
安
民
。

居
黃
金
山
領
二
鬼
…
北
毘
沙
門
、
此
云
種
種
聞
、
亦
云
多
聞
。
居
水
精
山
領
二
鬼
揵
闥
婆
、
富
單
那
」
と
あ
る
。『
金
光
明
経

文
句
』
巻
五
で
は
、「
東
黃
金
埵
王
名
提
頭
賴
吒
。
此
翻
持
国
。
領
乾
闥
婆
、
富
單
那
」
と
し
、「
揵
闥
婆
」
を
「
乾
闥
婆
」
に

書
き
換
え
た
。
知
礼
『
金
光
明
経
文
句
記
』
巻
五
上
、「
乾
闥
婆
此
云
尋
香
行
、
天
帝
俗
楽
神
也
。
富
單
那
此
云
臭
餓
、
鬼
中

勝
者
。
或
云
主
熱
病
鬼
也
」
と
あ
る
。『
翻
訳
名
義
集
』
巻
二
「
八
部
篇
第
十
四
」、「
乾
闥
婆
、
或
犍
陀
羅
。『
淨
名
疏
』
此
云

香
陰
、
此
亦
陵
空
之
神
。
不
噉
酒
肉
、
唯
香
資
陰
。
是
天
主
幢
倒
楽
神
、
在
須
弥
南
金
剛
窟
住
。
什
曰
天
楽
神
也
。
處
地
十
宝

山
中
。
天
欲
作
楽
時
、
此
神
身
有
異
相
出
、
然
後
上
天
。
新
云
尋
香
行
」
と
あ
り
、「
鬼
神
篇
第
二
十
一
」
に
、「
富
單
那
、
此

云
臭
餓
鬼
、
主
熱
病
鬼
也
」
と
あ
る
。

◎
乾
闥
婆
＝
前
出
「
乾
沓
和
」
は
そ
の
異
名
で
あ
る
。「
揵
闥
婆
」、「
健
達
縛
」
な
ど
と
も
言
う
。
良
賁
『
仁
王
経
疏
』
巻
上

二
「
健
達
縛
者
、
此
云
尋
香
。
諸
天
楽
神
。
地
居
山
穴
、
諸
天
須
楽
、
身
有
相
現
、
即
往
昇
天
。
言
乾
闥
婆
、
訛
也
」
と
、
基

『
法
華
玄
賛
』
巻
二
、「
梵
云
健
闥
縛
此
云
尋
香
行
、
即
作
楽
神
。
乾
闥
婆
、
訛
也
。
西
域
由
此
呼
散
楽
為
健
闥
縛
、
專
尋
香
氣

作
楽
乞
求
故
」
と
し
、「
乾
闥
婆
」
と
い
う
訳
を
否
定
し
た
。

　

智
顗
『
法
華
文
句
』
巻
二
下
、「
乾
闥
婆
此
云
嗅
香
、
以
香
為
食
。
亦
云
香
陰
。
其
身
出
香
、
此
是
天
帝
俗
楽
之
神
也
。
楽

者
、
幢
倒
伎
也
。
楽
音
者
、
鼓
節
弦
管
也
。
美
者
、
幢
倒
中
勝
品
者
。
美
音
者
、
弦
管
中
勝
者
也
」
と
あ
る
。
法
雲
『
法
華
義
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記
』
巻
一
、「
有
四
緊
那
羅
王
、
此
下
是
第
三
列
鬼
神
衆
、
皆
是
帝
釈
作
楽
神
。
初
有
四
神
名
為
法
楽
、
後
有
四
神
名
為
俗
楽

也
（
中
略
）
有
四
乾
闥
婆
王
、
此
下
四
神
是
帝
釈
俗
楽
神
」
と
し
、「
緊
那
羅
」
を
法
楽
神
、「
乾
闥
婆
」
を
俗
楽
神
と
し
た
。

◎
『
孔
雀
経
』
云
…
＝
『
仏
説
大
孔
雀
呪
王
経
』
巻
上
、「
於
此
東
方
有
大
天
王
、
名
曰
持
国
、
是
健
達
婆
主
。
以
無
量
百
千

健
達
婆
而
為
眷
属
、
守
護
東
方
。
彼
有
子
孫
兄
弟
軍
将
大
臣
雑
使
」
と
あ
る
。

◎
『
陀
羅
尼
集
』
云
…
＝
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
一
一
「
四
天
王
像
法
」、「
提
頭
賴
吒
天
王
像
法
、
其
像
身
長
量
一
肘
作
、
身
著

種
種
天
衣
、
厳
飾
極
令
精
妙
、
與
身
相
称
。
左
手
申
臂
垂
下
把
刀
、
右
手
屈
臂
、
向
前
仰
手
。
掌
中
著
宝
、
宝
上
出
光
」
と
あ

る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　
賞
善
罰
悪
︑
彰
此
神
用
︒
持
世
護
国
︑
四
王
同
功
︒
而
此
特
名
「
持
国
」︑
則
持
世
得
非
如
『
経
』
所
謂
︑「
如
諸
国
王
所
有

土
境
︑
是
持
経
者
︑
若
至
其
国
︒
是
王
応
当
往
是
人
所
︑
聽
受
如
是
微
妙
経
典
︒
聞
已
歓
喜
︑
復
当
護
念
︑
恭
敬
是
人
︒
我
等

四
王
復
当
勤
心
擁
護
是
王
及
国
人
民
︑
為
除
衰
患
︑
令
得
安
穏
」︒
則
覧
総
成
別
︑
以
立
其
名
︒
良
由
護
法
以
護
国
者
乎
︒

　

善
悪
に
対
し
て
賞
罰
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
役
割
を
し
っ
か
り
果
た
し
、
民
に
利
益
を
も
た
ら
し
国
土
を

護
る
こ
と
に
お
い
て
、
四
天
王
は
み
な
同
じ
功
績
を
残
し
た
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
東
方
天
王
が
「
持
国
」
と
名
付
け
ら
れ

た
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
東
方
天
王
が
〉
衆
生
に
施
し
た
行
い
は
、
正
し
く
『
金
光
明
経
』
が
説
か
れ
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て
い
た
「
も
し
様
々
な
国
王
の
領
地
に
『
金
光
明
経
』
を
流
布
す
る
者
が
現
れ
ば
、
そ
し
て
国
の
都
に
至
れ
ば
、
国
王
は
率
先

に
し
て
流
布
者
の
所
に
行
き
、『
金
光
明
経
』
の
妙
義
を
聴
受
す
べ
き
で
あ
る
。〈
国
王
は
〉
聞
き
終
わ
り
、
説
法
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
喜
び
が
満
た
さ
れ
、
ま
す
ま
す
流
布
者
を
擁
護
し
恭
敬
供
養
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
我
々
四
天
王

は
、
誠
心
誠
意
を
以
て
、
こ
れ
ら
の
国
の
国
王
お
よ
び
人
民
を
守
り
、
苦
難
疫
病
を
除
き
、
安
寧
を
も
た
ら
す
」
こ
と
と
、
一

致
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
「
四
天
王
総
伝
」
に
説
か
れ
た
内
容
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
別
伝
」
に
も
説
か
れ

た
理
由
は
、
四
天
王
の
名
称
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
仏
法
を
擁
護
し
て
か
ら
こ
そ
、
始
め
て
国

土
人
民
の
安
寧
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

◎
如
『
経
』
所
謂
…
＝
『
金
光
明
経
』「
四
天
王
品
」、「
世
尊
、
如
諸
国
王
所
有
土
境
、
是
持
経
者
、
若
至
其
国
。
是
王
応
当

往
是
人
所
、
聽
受
如
是
微
妙
経
典
。
聞
已
歓
喜
、
復
当
護
念
、
恭
敬
是
人
。
世
尊
、
我
等
四
王
、
復
当
勤
心
擁
護
是
王
及
国
人

民
、
為
除
衰
患
令
得
安
穏
」
と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

讃
曰
︑

　
　
東
方
天
王
号
持
国
︑
居
白
金
埵
護
東
洲
︒

　
　
琉
璃
城
中
立
宮
殿
︑
無
辺
欲
楽
恣
嬉
遊
︒

　
　
天
像
巍
峨
全
甲
冑
︑
威
楞
剛
毅
出
常
流
︒

　
　
左
臂
舒
下
刀
在
手
︑
右
手
持
珠
光
燄
浮
︒
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統
領
鬼
神
数
無
量
︑
略
言
二
部
類
応
周
︒

　
　
彦
達
縛
乃
尋
香
者
︑
毎
随
天
帝
楽
神
收
︒

　
　
富
單
那
即
名
臭
鬼
︑
時
行
熱
病
使
人
憂
︒

　
　
天
王
禁
禦
令
調
伏
︑
庶
令
国
界
得
安
休
︒

　
　
賞
善
罰
悪
難
思
力
︑
是
宜
衆
彙
総
帰
投
︒

讃
嘆
し
て
い
わ
く
、

　
　

東
方
の
天
王
、
持
国
と
号
し
、

　
　

白
金
埵
に
居
し
て
東
洲
を
護
す
。

　
　

琉
璃
城
の
中
に
宮
殿
を
立
て
、

　
　

無
辺
の
欲
楽
、
恣ほ

し
い
ま
ま
に
嬉
遊
す
。

　
　

天
像
巍
峨
と
し
て
甲
冑
を
全ま

っ
とう

し
、

　
　

威
楞
剛
毅
に
し
て
、
常
流
を
出い

づ
。

　
　

左
臂
舒じ

ょ

下げ

し
て
、
刀
、
手
に
在
り
、

　
　

右
手
珠
を
持
て
、
光こ

う

燄え
ん

浮
ぶ
。

　
　

鬼
神
を
統
領
し
て
数か

ず

無
量
な
り
、

　
　

略
し
て
二
部
と
言
う
も
、
類た

ぐ
い応

に
周あ

ま
ねく

な
る
べ
し
。

　
　

彦け
ん

達た
つ

縛ば

は
乃
ち
尋じ

ん

香こ
う

者し
ゃ

な
り
、
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毎つ
ね

に
天
帝
に
随し

た
がっ

て
楽
神
に
收お

さ

む
。

　
　

富
單
那
は
即
ち
臭し

ゅ
う
き鬼

と
名
づ
け
、

　
　

時
に
熱
病
を
行
っ
て
人
を
し
て
憂
う
し
む
。

　
　

天
王
禁
禦
し
て
調
伏
せ
し
む
、

　
　

庶
こ
う
ね
が
わ

　
く
は
、
国
界
を
し
て
安あ

ん
き
ゅ
う休

を
得
せ
し
め
よ
。

　
　

善
を
賞
し
悪
を
罰
す
る
に
、
思
い
難
き
力
あ
り
、

　
　

是
れ
宜
し
き
は
、
衆
彙
総
べ
て
帰
投
す
べ
し
。

◎
楽
神
収
＝
音
楽
神
と
し
て
集
め
て
天
帝
に
奉
仕
す
る
。『
義
楚
六
帖
』
巻
二
十
「
雅
楽
清
歌
部
」「
楽
」
の
「
乾
闥
婆
王
」
条

に
、「
此
云
尋
香
。
倶
舎
云
、
居
四
大
王
天
、
即
天
楽
神
。
天
須
楽
時
、
身
上
有
異
相
現
、
即
上
天
為
奏
楽
」
と
あ
る
。

◎
衆
彙
＝
万
物
衆
生
の
こ
と
。
宋
・
陳
松
竜
「
聖
人
擬
天
地
参
諸
身
」
に
、「
天
体
在
上
、
日
月
星
辰
、
万
象
畢
麗
。
地
体
在

下
、
山
川
草
木
、
衆
彙
畢
陳
」
と
あ
る
。『
宏
智
禪
師
広
録
』
巻
九
「
報
願
慧
長
老
写
師
像
求
賛
」、「
諸
祖
與
之
同
道
、
衆
彙

與
之
同
行
」
と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　
　
　
　
　
　
　
　
南
方
天
王
伝

　
梵
語
「
毘
留
勒
叉
」︑
此
翻
「
増
長
」︒
令
自
他
威
德
増
長
也
︑
亦
令
自
他
善
根
増
長
︒
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　『
陀
羅
尼
集
』
云
︑「
父
字
和
脩
吉
︑
母
名
慪
惙
帝
」︒

　
其
所
居
也
︑
即
須
弥
山
半
第
四
層
南
埵
︒『
智
論
』
云
︑「
毘
留
勒
叉
天
王
︑
護
南
善
部
洲
︑
亦
兼
餘
洲
」︒

　
住
琉
璃
埵
︒
梵
語
「
吠
琉
璃
」︑
此
云
「
不
遠
山
宝
」︒『
復
古
編
』
云
︑「
字
当
作
流
離
︑
不
当
従
玉
」︒
以
此
宝
出
須
弥
山

不
遠
故
也
︒

　『
増
一
阿
含
経
』
云
︑「
水
精
城
琉
璃
城
中
間
︑
毘
留
勒
叉
天
王
︑
将
諸
魔
鬼
」︒

　『
孔
雀
経
』
云
︑「
南
方
有
大
天
王
︑
名
曰
増
長
︒
是
矩
畔
挐
主
︑
以
無
量
百
千
矩
畔
挐
而
為
眷
属
︑
守
護
南
方
︒
彼
有
子
孫

兄
弟
軍
将
大
臣
雜
使
」︒

　『
智
論
』
明
此
天
領
二
部
鬼
衆
︑
一
名
「
鳩
槃
荼
」︑
此
云
「
甕
形
」︑
由
似
冬
瓜
︑
是
魘
魅
鬼
也
︒
二
名
「
薜
荔
多
」︑
此
云

「
祖
父
」︒
乃
餓
鬼
中
之
劣
者
︒

　『
毘
沙
門
天
王
経
』
云
︑「
南
方
有
鳩
槃
荼
王
︑
名
尾
嚕
吒
迦
」︒
此
乃
與
『
孔
雀
経
』
舉
其
一
也
︒

　『
陀
羅
尼
集
』
云
︑「
此
天
王
左
手
亦
伸
臂
垂
下
把
刀
︑
右
手
持
矟
︑
矟
根
著
地
」︒

　
　
　
　
　
　
　
　

南
方
天
王
の
伝
記

　

梵
語
由
来
の
「
毘び

留る

勒ろ
く

叉し
ゃ

」
と
い
う
呼
び
名
は
、
中
国
で
は
、「
増
長
」
と
訳
出
さ
れ
、〈
南
方
天
王
が
〉
自
他
の
威
徳
を
増

え
、
ま
た
自
他
の
善
根
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
陀
羅
尼
集
』
に
、「〈
南
方
天
王
の
〉
父
の
名
は
和わ

し
ゅ
う
き
ち

脩
吉
、
母
の
名
は
慪お

う

惙て
つ

帝た
い

で
あ
る
」
と
記
す
。

　
〈
南
方
天
王
の
〉
起
居
す
る
宮
殿
は
、
須
弥
山
中
腹
の
第
四
階
の
南
側
に
あ
る
。『
大
智
度
論
』
で
は
、「
毘
留
勒
叉
天
王
は

南
善
部
洲
を
護
衛
し
、
そ
の
管
轄
は
ほ
か
の
三
洲
に
も
及
ぶ
」
と
い
う
。
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〈
須
弥
山
四
埵
の
中
の
〉「
琉
璃
埵
」
に
住
み
、
梵
語
で
は
〈「
琉
璃
」
を
〉「
吠
琉
璃
」
と
言
い
、
中
国
で
は
「
不
遠
山
宝
」

と
訳
出
し
た
。〈
北
宋
・
張
有
の
〉『
復
古
編
』
に
は
、「『
琉
璃
』
の
二
字
は
『
流
離
』
と
書
く
べ
き
で
あ
り
、
玉
へ
ん
を
付
け

る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
。〈「
不
遠
山
宝
」
と
訳
出
し
た
理
由
は
〉
琉
璃
が
須
弥
山
の
近
く
に
出
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
増
一
阿
含
経
』
に
、「
水
精
城
と
琉
璃
城
の
間
に
〈
住
み
〉、
毘
留
勒
叉
天
王
が
、
も
ろ
も
ろ
の
鳩く

槃は
ん

荼だ

衆
を
率
い
て
い

る
」
と
い
う
。

　
『
孔
雀
経
』
に
、「
南
方
に
は
大
天
王
が
い
る
。
そ
の
名
は
『
増
長
』
と
言
い
、
矩く

畔は
ん

挐だ

衆
を
指
揮
し
て
い
る
。
無
量
無
数
の

矩
畔
挐
衆
は
彼
に
追
随
し
、
南
方
を
鎮
護
す
る
。
矩
畔
挐
衆
の
中
に
は
彼
の
子
孫
や
兄
弟
、
将
軍
や
大
臣
の
ほ
か
、
様
々
な
随

伴
者
、
従
者
が
い
る
」
と
い
う
。

　
『
大
智
度
論
』
に
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
南
方
天
王
の
配
下
に
は
二
種
類
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
鳩く

槃は
ん

荼だ

」
と
言
い
、

中
国
で
は
「
甕お

う
ぎ
ょ
う形

」
と
訳
さ
れ
、
姿
形
は
冬
瓜
に
似
て
、「
魘え

ん

魅み

鬼
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
「
薜へ

き

荔れ
い

多た

」
と
言
い
、

中
国
で
は
「
祖
父
」
と
訳
さ
れ
、
餓
鬼
衆
の
中
の
賤
劣
の
類
に
属
す
る
。

　
『
毘
沙
門
天
王
経
』
に
、「
南
方
に
鳩く

槃は
ん

荼だ

王
が
い
る
。
そ
の
名
は
尾
嚕
吒
迦
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
『
孔
雀
経
』
の
内

容
と
同
様
に
、
配
下
の
「
鳩
槃
荼
」
の
こ
と
を
指
す
。

　
『
陀
羅
尼
集
』
に
は
「
南
方
天
王
像
の
左
手
は
〈
東
方
天
王
像
と
同
じ
く
〉
臂
を
前
に
伸
ば
し
、
や
や
垂
れ
下
が
っ
た
形
で

刀
を
握
る
。
右
手
は
矟ほ

こ

を
握
り
、
そ
の
矟
は
地
面
を
突
い
て
い
る
」
と
記
す
。

◎
此
翻
「
増
長
」
…
＝
澄
観
『
華
厳
経
疏
』
巻
五
、「
南
方
天
王
、
即
毘
楼
勒
叉
。
此
云
増
長
主
、
謂
能
令
自
他
善
根
増
長

故
」
と
あ
る
。
智
顗
『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
南
琉
璃
埵
、
王
名
毘
留
勒
叉
。
此
翻
増
長
、
領
鳩
槃
茶
、
薜
荔
多
」
と
あ
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る
。
知
礼
『
金
光
明
経
文
句
記
』
巻
五
上
、「
増
長
者
、
令
自
他
善
根
増
長
故
」
と
あ
る
。
智
円
『
請
観
音
経
疏
闡
義
鈔
』
巻

四
、「
毘
留
勒
迦
或
云
毘
留
勒
叉
、
此
云
増
長
。
謂
能
令
自
他
善
根
増
長
故
。
即
南
方
天
王
也
。
主
領
二
部
、
謂
弓
槃
茶
及
閉

黎
多
」
と
あ
る
。

◎
『
陀
羅
尼
集
』
云
…
＝
『
陀
羅
尼
雑
集
』
巻
第
七
『
四
天
王
所
説
大
神
咒
』、「
毘
楼
羅
叉
。
父
字
和
修
吉
、
母
字
漚
惙
帝
」

と
あ
る
。『
義
楚
六
帖
』
巻
一
三
「
威
霊
神
衆
部
」「
天
王
」
の
「
四
王
父
母
」
の
項
に
は
、「『
陀
羅
尼
集
』
云
（
中
略
）
南
方

天
王
、
父
字
和
修
吉
、
母
名
漚
惙
帝
」
と
あ
る
。
行
霆
は
『
義
楚
六
帖
』
を
参
照
し
た
と
見
ら
れ
る
。

◎
其
所
居
…
＝
『
起
世
因
本
経
』
巻
一
「
閻
浮
洲
品
第
一
」、「
諸
比
丘
、
須
弥
山
半
四
万
二
千
由
旬
中
、
有
四
大
天
王
宮
殿
」

と
あ
る
。『
倶
舎
論
』
巻
一
一
「
分
別
世
品
第
三
之
四
」、「
第
四
層
級
、
四
大
天
王
及
諸
眷
属
共
所
居
止
」
と
あ
る
。『
大
楼
炭

経
』
巻
三
「
四
天
王
品
第
八
」、「
須
弥
山
王
南
去
四
万
里
、
有
毘
楼
勒
天
王
城
郭
名
善
見
」
と
あ
る
。
唐
・
法
崇
『
仏
頂
尊
勝

陀
羅
尼
経
教
跡
義
記
』
巻
上
、「
第
四
層
上
有
四
天
王
宮
。
俱
舍
論
云
、
東
面
有
提
頭
賴
吒
天
王
宮
、
南
面
有
毘
楼
勒
叉
天
王

宮
、
西
面
有
毘
楼
博
叉
天
王
宮
、
北
面
有
毘
沙
門
天
王
宮
」
と
あ
る
。

◎
『
智
論
』
云
…
＝
『
大
智
度
論
』
に
こ
の
文
な
し
。『
法
苑
珠
林
』
巻
二
「
会
名
部
」、「
南
方
天
王
名
毘
琉
璃
、
此
云
増
長

主
。
領
鳩
槃
茶
及
薜
荔
神
、
将
護
閻
浮
提
人
」
と
あ
る
。
唐
・
法
崇
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
跡
義
記
』
巻
下
、「
須
弥
山
南

面
有
毘
楼
勒
叉
天
王
城
。
亦
以
七
宝
、
亦
有
七
重
城
壁
、
七
重
行
樹
。
其
城
四
面
亦
有
七
宝
池
。
此
天
身
量
長
五
百
尺
、
寿
命

同
前
。
修
中
下
品
十
善
、
得
生
彼
天
。
其
二
部
衆
者
、
一
鳩
槃
荼
、
二
薛
荔
多
。
其
毘
楼
勒
叉
管
此
二
衆
、
於
南
贍
部
洲
不
令
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鬼
神
侵
損
」
と
あ
る
。
唐
・
栖
復
『
法
華
経
玄
賛
要
集
』
巻
第
十
、「
南
方
最
上
第
一
層
、
毗
楼
博
叉
天
王
。
此
云
増
長
、
増

長
善
事
。
居
琉
璃
山
、
領
鳩
盤
荼
及
薜
蔾
、
護
南
瞻
部
州
不
令
侵
損
」
と
あ
る
。
行
霆
が
こ
こ
で
、
南
方
天
王
は
南
洲
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
管
轄
は
ほ
か
の
三
洲
に
も
及
ぶ
と
指
摘
し
た
点
は
、
前
出
「
北
方
天
王
」、「
東
方
天
王
」
の
内
容
と
同
様
、『
金

光
明
経
』
の
経
意
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

◎
瑠
璃
埵
＝
『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
南
琉
璃
埵
、
王
名
毘
留
勒
叉
」
と
あ
り
、『
法
華
文
句
』
巻
二
下
、「
南
毘
留
勒
叉
、

此
云
増
長
、
亦
云
免
離
。
居
琉
璃
山
、
領
二
鬼
薜
荔
多
、
鳩
槃
茶
」
と
あ
る
。

◎
吠
琉
璃
＝
『
一
切
経
音
義
』
巻
一
、
唐
・
慧
琳
『
大
般
若
経
音
義
』「
吠
瑠
璃
」
条
に
、「
梵
語
宝
名
也
。
或
云
毘
瑠
璃
、
或

但
云
瑠
璃
、
皆
訛
略
聲
轉
也
。
須
弥
山
南
面
是
此
宝
也
。
其
宝
青
色
、
瑩
徹
有
光
。
凡
物
近
之
、
皆
同
一
色
。
帝
釈
髻
珠
云
是
。

此
宝
天
生
神
物
、
非
是
人
間
鍊
石
造
作
、
焰
火
所
成
瑠
璃
也
」
と
あ
る
。『
一
切
経
音
義
』
巻
一
一
、
唐
・
慧
琳
『
大
宝
積
経

音
義
』「
吠
瑠
璃
」
条
に
、「
梵
語
宝
名
也
。
字
体
無
定
、
或
作
琉
璃
。
上
音
留
、
下
音
离
。
天
生
神
宝
、
青
綠
色
、
瑩
徹
光
明
、

非
是
人
間
鍊
石
煙
火
之
中
所
成
瑠
璃
也
」
と
あ
る
。『
一
切
経
音
義
』
巻
二
一
、
唐
・
慧
苑
『
花
厳
経
音
義
』「
瑠
璃
為
幹
」
条

に
、「
瑠
璃
、
梵
語
具
云
吠
瑠
耶
、
此
名
不
遠
山
。
謂
西
域
有
山
、
去
波
羅
奈
城
不
遠
、
此
宝
出
彼
、
故
以
名
之
」
と
あ
る
。

◎
不
遠
山
宝
＝
瑠
璃
の
訳
名
の
一
つ
。「
近
山
宝
」、「
遠
山
宝
」
な
ど
の
訳
も
存
在
す
る
。

　
『
一
切
経
音
義
』
巻
二
五
、
唐
・
慧
琳
『
大
般
涅
槃
経
音
義
』「
瑠
璃
」
条
に
、「
天
竺
之
名
、
梵
云
吠
琉
璃
耶
。
此
云
近
山

宝
、
謂
近
迦
毘
羅
城
。
浄
三
蔵
云
綠
色
宝
也
」
と
あ
る
。
し
か
し
、『
一
切
経
音
義
』
巻
五
十
、
唐
・
玄
応
『
攝
大
乗
論
音
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義
』「
瑠
璃
」
条
に
、「
吠
璃
瑠
也
。
亦
云
毗
瑠
璃
、
又
言
毗
頭
梨
。
從
山
為
名
、
謂
遠
山
宝
。
遠
山
即
須
弥
山
也
、
此
宝
青
色
、

一
切
宝
皆
不
可
壞
、
亦
非
煙
焰
所
能
鎔
鑄
、
唯
鬼
神
有
通
力
者
能
破
之
」
と
あ
り
、「
遠
山
宝
」
の
訳
名
も
存
在
し
た
と
い
う
。

宋
代
天
台
の
智
円
『
阿
弥
陀
経
疏
』
に
「
琉
璃
、
具
云
吠
琉
璃
、
此
云
不
遠
。
以
西
域
有
山
、
去
波
羅
奈
城
不
遠
、
山
出
此
宝
、

故
以
名
之
。
字
体
本
作
流
離
、
後
人
從
玉
」
と
記
し
、「
不
遠
」
の
訳
を
採
用
し
た
が
、『
涅
槃
経
疏
三
徳
指
帰
』
巻
巻
五
に
は
、

「
琉
璃
、
梵
語
也
。
具
云
吠
琉
璃
、
此
云
遠
山
宝
。
然
此
二
字
、
本
不
從
玉
、
即
用
水
流
別
離
字
耳
。
從
玉
者
後
人
所
加
」
と

記
し
、「
遠
山
宝
」
の
訳
を
も
採
用
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
訳
名
の
混
乱
に
つ
い
て
、
南
宋
宗
暁
は
『
金
光
明
経
照
解
』
巻
下
「
琉
璃
」
条
に
、「
霅
川
『
弥
陀
疏
』
云
、

琉
字
、
書
無
出
正
体
作
琉
。『
経
音
義
』
云
、
或
加
吠
字
、
或
加
毗
字
、
或
言
毗
頭
梨
。
従
山
為
名
、
乃
遠
山
宝
也
。
遠
山
即

須
弥
山
也
。
蓋
此
山
南
辺
是
青
琉
璃
宝
、
一
切
宝
皆
不
可
壊
、
亦
非
煙
焰
所
能
鎔
鑄
、
唯
鬼
神
有
通
力
者
能
破
壊
之
。
又
言
金

翅
鳥
卵
殼
即
琉
璃
。
鬼
神
得
之
出
売
與
人
。
孤
山
『
弥
陀
疏
』
云
、
琉
璃
、
此
言
不
遠
山
、
以
西
域
有
山
去
波
羅
奈
国
不
遠
、

山
出
此
宝
、
故
以
名
之
。
然
則
二
『
疏
』
指
山
不
同
、
未
知
孰
是
」
と
、
同
じ
く
天
台
教
団
に
属
す
る
ほ
ぼ
同
時
代
の
智
円
と

仁
岳
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
訳
名
を
用
い
た
問
題
を
提
起
し
た
。

　

宗
暁
は
仁
岳
が
「
遠
山
宝
」
の
訳
に
従
っ
た
と
指
摘
し
た
が
、
実
際
、
仁
岳
の
『
首
楞
厳
経
集
解
熏
聞
記
』
巻
一
に
、「
琉

瑙
、
具
云
吠
流
離
耶
。
此
云
不
遠
。
謂
西
域
有
山
去
波
羅
奈
城
不
遠
、
山
出
此
宝
、
因
以
名
焉
。
後
人
從
玉
、
別
為
琉
璃
」
と

記
し
、「
不
遠
」
の
訳
を
採
用
し
た
場
合
も
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
宋
代
天
台
の
神
智
從
義
は
「
不
遠
山
宝
」
の
訳
を
正
義
と
見
て
い
た
。『
三
大
部
補
注
』
巻
六
「
琉
璃
頗
梨

色
」
条
に
、「
具
云
吠
琉
璃
、
此
翻
不
遠
山
宝
。
以
去
波
羅
奈
国
不
遠
有
山
、
出
此
宝
故
也
」
と
あ
る
。
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◎
『
復
古
編
』
＝
北
宋
の
道
士
張
有
が
『
説
文
解
字
』
に
従
い
、
編
纂
し
た
篆
字
辞
書
で
あ
る
。
巻
六
「
流
離
」
条
、「
流
離
、

珠
也
。
流
从
㐬
、
或
从
水
。
力
求
切
、
離
从
隹
离
、
呂
支
切
。
別
作
琉
璃
、
非
」
と
あ
る
。

◎
『
増
一
阿
含
経
』
云
…
＝
『
増
一
阿
含
経
』
巻
三
四
、「
然
須
弥
山
、
四
種
宝
所
造
。
金
、
銀
、
水
精
、
琉
璃
…
水
精
城
、

琉
璃
城
中
間
、
有
毘
留
勒
叉
天
王
在
彼
居
止
」
と
あ
る
。
巻
九
に
「
毘
留
勒
王
将
拘
槃
荼
衆
、
侍
従
如
来
」
と
あ
る
。

◎
『
孔
雀
経
』
云
＝
『
仏
説
大
孔
雀
呪
王
経
』
巻
上
、「
於
此
南
方
有
大
天
王
、
名
曰
増
長
、
是
俱
槃
荼
主
。
以
無
量
百
千
俱

槃
荼
而
為
眷
属
、
守
護
南
方
。
彼
有
子
孫
兄
弟
軍
将
大
臣
雑
使
」
と
あ
る
。

◎
『
智
論
』
明
此
…
＝
『
大
智
度
論
』
に
こ
の
文
な
し
。『
法
華
文
句
』
巻
二
下
、「
南
毘
留
勒
叉
、
此
云
増
長
、
亦
云
免
離
。

居
琉
璃
山
、
領
二
鬼
薜
荔
多
、
鳩
槃
荼
」
と
あ
る
。『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
南
琉
璃
埵
王
名
毘
留
勒
叉
、
此
翻
増
長
。
領

鳩
槃
荼
、
薜
荔
多
」
と
あ
る
。

　

知
礼
『
金
光
明
経
文
句
記
』
巻
第
五
上
、「
鳩
槃
荼
、
此
云
甕
形
、
頗
似
冬
瓜
、
是
厭
魅
鬼
也
。
薜
荔
多
、
此
云
祖
父
鬼
、

餓
鬼
中
最
劣
者
」
と
あ
る
。
従
義
『
金
光
明
経
文
句
新
記
』
巻
六
に
、「
鳩
槃
茶
、
此
云
甕
形
、
似
冬
瓜
。
薜
荔
多
、
此
云
祖

父
、
餓
鬼
中
劣
者
也
」
と
あ
る
。

　
『
翻
訳
名
義
集
』
巻
二
「
鬼
神
篇
第
二
十
一
」、「
鳩
槃
荼
、
亦
云
槃
査
、
亦
云
俱
槃
荼
。
此
云
甕
形
、
舊
云
冬
瓜
。
此
神
陰

如
冬
瓜
、
行
置
肩
上
、
坐
便
踞
之
、
即
厭
魅
鬼
」、「
薛
荔
多
、
応
法
師
云
、
正
言
閉
麗
多
。
此
云
祖
父
鬼
、
或
言
餓
鬼
。
餓
鬼

劣
者
」
と
あ
る
。
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◎
『
毘
沙
門
天
王
経
』
云
…
＝
北
宋
・
法
天
訳
『
毘
沙
門
天
王
経
』、「
南
方
世
界
有
鳩
盤
拏
主
、
名
尾
嚕
荼
迦
」
と
あ
る
。

◎
『
陀
羅
尼
集
』
云
…
＝
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
一
一
「
四
天
王
像
法
」、「
毘
嚕
陀
迦
天
王
像
法
。
其
像
大
小
、
衣
服
准
前
。
左

手
亦
同
前
天
王
法
、
申
臂
把
刀
。
右
手
執
槊
、
槊
根
著
地
」
と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　
是
知
由
折
伏
邪
悪
︑
方
能
増
長
善
根
︒
雖
四
王
同
功
︑
而
今
以
総
従
別
︑
故
目
其
号
︒
如
経
所
謂
「
増
長
身
力
︑
心
進
勇
鋭
︑

増
益
諸
天
」︑
此
則
増
長
善
根
也
︒
又
云
︑「
是
諸
人
王
応
得
擁
護
︑
乃
至
護
宅
之
神
︑
増
長
威
徳
」︑
此
則
増
長
威
德
也
︒
通

自
他
益
︑『
経
』
有
其
文
︒
然
此
南
洲
︑
正
属
此
天
王
所
護
︒
欲
善
根
威
德
増
長
︑
而
無
増
長
悪
趣
︑
増
長
悪
伴
︑
自
他
之
患
︑

得
不
荷
其
呵
護
之
賜
乎
︒

　
〈
南
方
天
王
の
事
例
か
ら
、〉
邪
悪
を
退
治
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
善
根
を
育
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
分
か
る
。
四
天
王
は

み
な
同
じ
功
績
を
残
し
た
が
、「
四
天
王
総
伝
」
に
説
か
れ
た
内
容
に
基
づ
き
、
南
方
天
王
の
「
別
伝
」
を
立
て
、
そ
れ
を

「
増
長
」
と
名
付
け
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
。『
金
光
明
経
』
に
「
身
心
の
力
が
増
益
し
て
、
精
進
し
勇
猛
に
な
り
、
も
ろ

も
ろ
の
天
神
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
の
は
、
善
根
が
育
つ
こ
と
を
示
す
。
ま
た
「〈『
金
光
明
経
』
を
供
養
す
る
〉
も

ろ
も
ろ
の
国
王
は
〈
四
天
王
の
〉
守
護
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。〈
そ
の
眷
属
た
ち
を
含
め
、
さ
ら
に
〉
宮
殿
の
土
地
神
ま
で

も
威
徳
を
増
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
は
、
威
徳
を
増
益
す
る
こ
と
を
示
す
。
自
他
の
利
益
を
共
通
し
、『
金
光
明

経
』
は
そ
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。
我
々
が
住
む
南
贍
部
洲
は
、
ま
さ
に
南
方
天
王
が
護
衛
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
善
根
ま
た
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威
徳
を
増
益
さ
せ
、
悪
趣
ま
た
悪
友
か
ら
遠
ざ
け
、
こ
れ
ら
の
自
他
の
心
配
ご
と
を
解
決
で
き
る
の
は
、
す
べ
て
南
方
天
王
の

護
衛
の
御
陰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

◎
如
経
所
謂
…
＝
『
金
光
明
経
』「
四
天
王
品
」、「
是
人
王
等
、
応
当
必
定
聽
是
経
典
及
恭
敬
供
養
読
誦
受
持
是
経
典
者
、
我

等
四
王
及
無
量
鬼
神
、
以
是
法
食
善
根
因
縁
、
得
服
甘
露
無
上
法
味
、
増
長
身
力
、
心
進
勇
鋭
、
増
益
諸
天
」
と
あ
る
。

◎
又
云
…
＝
『
金
光
明
経
』「
四
天
王
品
」、「
是
諸
人
王
応
得
擁
護
、
及
后
妃
婇
女
中
宮
眷
属
諸
王
子
等
亦
応
得
護
。
衰
惱
消

滅
、
快
楽
熾
盛
。
宮
殿
堂
宇
、
安
穏
清
浄
、
無
諸
災
変
。
護
宅
之
神
増
長
威
徳
、
亦
受
無
量
歓
悦
快
楽
」
と
あ
る
。

◎
増
長
悪
趣
＝
『
金
光
明
経
』「
正
論
品
」、「
若
有
悪
事
、
縱
而
不
問
、
不
治
其
罪
、
不
以
正
教
、
捨
遠
善
法
、
増
長
悪
趣
、

故
使
国
中
、
多
諸
姦
鬥
、
三
十
三
天
、
各
生
瞋
恨
、
由
其
国
王
、
縱
悪
不
治
、
壊
国
正
法
」
と
あ
る
。

◎
増
長
悪
伴
＝
『
金
光
明
経
』「
正
論
品
」、「
若
有
人
王
、
行
於
非
法
、
増
長
悪
伴
、
損
人
天
道
、
於
三
有
中
、
多
受
苦
悩
」

と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

讃
曰
︑

　
　
南
方
天
王
号
増
長
︑
居
琉
璃
埵
護
南
洲
︒
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水
精
城
中
立
宮
殿
︑
無
辺
欲
楽
恣
嬉
遊
︒

　
　
天
像
威
厳
施
甲
冑
︑
右
手
持
矟
拄
其
矛
︒

　
　
左
手
把
刀
却
垂
下
︑
摧
邪
輔
正
護
真
流
︒

　
　
百
千
眷
属
子
孫
等
︑
略
言
二
部
統
応
周
︒

　
　
鳩
槃
荼
乃
甕
形
鬼
︑
所
謂
魘
魅
在
閻
浮
︒

　
　
薜
荔
多
名
祖
父
鬼
︑
鬼
中
劣
者
是
其
儔
︒

　
　
天
王
統
攝
遮
其
悪
︑
不
令
侵
悩
起
群
憂
︒

　
　
雖
則
四
王
功
不
異
︑
総
中
彰
別
有
因
由
︒

　
　
増
長
善
根
心
勇
鋭
︑
増
長
威
德
毎
同
休
︒

　
　
況
我
此
方
真
世
主
︑
素
蒙
呵
護
免
愆
尤
︒

讃
嘆
し
て
い
わ
く
、

　
　

南
方
の
天
王
、
増
長
と
号
し
、

　
　

琉
璃
埵
に
居
し
て
南
洲
を
護
す
。

　
　

水
精
城
の
中
に
宮
殿
を
立
ち
、

　
　

無
辺
の
欲
楽
、
恣ほ

し
い
ま
ま
に
嬉
遊
す
。

　
　

天
像
威
厳
に
し
て
甲
冑
を
施
し
、

　
　

右
手
、
矟
を
持
し
て
其
の
矛
を
拄さ

さ

う
。
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左
手
、
刀
を
把
り
て
却
て
垂
下
し
、

　
　

邪
を
摧く

だ

き
正
を
輔た

す

け
て
真
流
を
護
す
。

　
　

百
千
の
眷
属
、
子
孫
等な

ど

、

　
　

略
し
て
二
部
と
言
う
も
統と

う

応
に
周あ

ま
ねく

な
る
べ
し
。

　
　

鳩
槃
荼
は
乃
ち
甕
形
鬼
、

　
　

所い
わ

謂ゆ
る

「
魘え

ん

魅み

」
と
し
て
閻
浮
に
在
り
。

　
　

薜
荔
多
は
祖
父
鬼
と
名
づ
く
、

　
　

鬼
中
の
劣
者
、
是
れ
其
の
儔

と
も
が
らな

り
。

　
　

天
王
統
攝
し
て
其
の
悪
を
遮さ

え
ぎり

、

　
　

侵
悩
し
て
群
憂
を
起
さ
し
め
ず
。

　
　

則
ち
四
王
、
功
異
な
ら
ず
と
雖
も
、

　
　

総
中
に
別
を
彰
す
因
由
有
り
。

　
　

善
根
を
増
長
し
て
心
勇
鋭
し
、

　
　

威
德
を
増
長
し
て
毎つ

ね

に
同
じ
く
休
す
。

　
　

況
ん
や
我
が
此
方
の
真
の
世
主
、

　
　

素も
と

よ
り
呵
護
を
蒙こ

う
むる

て
愆け

ん

尤ゆ
う

を
免
れ
る
。

◎
同
休
＝
同
じ
よ
う
に
福
徳
を
享
受
す
る
こ
と
。『
三
国
志
』「
蜀
志
」
巻
十
一
「
費
詩
伝
」、「
同
休
等
戚
、
禍
福
共
之
」
と
あ
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る
。『
広
弘
明
集
』
巻
第
十
五
、
梁
・
簡
文
帝
「
唱
導
文
」
に
、「
月
相
與
万
善
同
休
、
金
聲
與
四
時
並
祐
」
と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　
　
　
　
　
　
　
　
西
方
天
王
伝

　
梵
語
「
毘
留
博
叉
」︑
亦
云
「
尾
嚕
叉
」︒
此
云
「
雑
語
」︑
以
能
作
種
種
語
故
︒
又
翻
「
悪
眼
」︑
又
「
非
好
報
」︒『
孔
雀
』

翻
云
「
広
目
」︒

　『
陀
羅
尼
集
』
云
︑「
父
名
婆
伽
羅
︑
母
名
澀
秀
卑
」︒

　
其
所
居
也
︑
即
須
弥
山
半
第
四
層
之
西
白
銀
埵
︒『
阿
含
』︑「
金
城
水
精
城
中
間
︑
毘
留
波
叉
天
王
︑
将
諸
竜
神
」︒『
智

論
』
云
︑「
毘
留
博
叉
天
王
護
西
洲
︑
亦
兼
餘
洲
」︒

　
領
二
部
鬼
衆
︒
一
名
「
毘
舍
闍
」︑
此
云
「
噉
人
精
気
」︒
令
人
四
百
四
病
︑
遇
苦
発
心
︒
亦
噉
五
穀
精
氣
︑
令
国
飢
饉
︒

　
二
名
「
毒
竜
」︒『
護
世
経
』
説
︑「
竜
有
四
毒
︑
謂
視
毒
︑
噓
毒
︑
気
毒
︑
觸
毒
︒
遇
此
毒
者
︑
随
一
皆
死
」︒

　『
孔
雀
経
』
云
︑「
西
方
有
大
天
王
︑
名
曰
広
目
︒
是
大
竜
王
︑
以
無
量
百
千
諸
竜
而
為
眷
属
︑
守
護
西
方
︒
彼
有
子
孫
兄
弟

将
軍
大
臣
雑
使
」︒

　
　
　
　
　
　
　
　

西
方
天
王
の
伝
記

　

梵
語
由
来
の
「
毘び

留る

博ば
く

叉し
ゃ

」
と
い
う
呼
び
名
は
、「
尾び

嚕る

叉し
ゃ

」
と
も
い
う
。
中
国
で
は
、「
雑
語
」
と
訳
出
さ
れ
、〈
東
方
天

王
が
〉
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
話
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
悪
眼
」
お
よ
び
「
非
好
報
」
と
訳
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。『
孔

雀
経
』
に
は
、「
広
目
」
と
訳
さ
れ
た
。
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『
陀
羅
尼
集
』
に
、「〈
西
方
天
王
の
〉
父
の
名
は
婆ば

伽か

羅ら

、
母
の
名
は
澀

じ
ゅ
う

秀し
ゅ
う
ひ卑

で
あ
る
」
と
記
す
。

　
〈
西
方
天
王
の
〉
起
居
す
る
宮
殿
は
、
須
弥
山
中
腹
の
第
四
階
の
西
側
の
白
銀
埵
に
あ
る
。『
増
一
阿
含
経
』
に
、「
黄
金
城

と
水
精
城
の
間
に
〈
住
み
〉、
毘
留
波
叉
天
王
が
、
も
ろ
も
ろ
の
竜
神
衆
を
率
い
て
い
る
」
と
い
う
。『
大
智
度
論
』
に
、「
毘

留
博
叉
天
王
は
西
洲
を
護
衛
し
、
そ
の
管
轄
は
ほ
か
の
三
洲
に
も
及
ぶ
」
と
い
う
。

　
〈
西
方
天
王
の
〉
配
下
に
は
二
種
類
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
毘び

舍し
ゃ

闍じ
ゃ

」
と
言
い
、
中
国
で
は
「
噉
人
精
気
」（
人
の
精
気
を
喰

ら
う
）
と
訳
さ
れ
、
人
に
あ
る
ゆ
る
疫
病
を
罹
ら
せ
、
苦
難
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
心
さ
せ
る
。
ま
た
五
穀
食
料
の
精

気
を
も
吸
い
取
り
、
国
家
に
飢
饉
を
引
き
起
こ
す
。

　

も
う
一
つ
は
「
毒
竜
」
と
言
い
、『
護
世
経
』
に
は
、「
竜
に
四
種
の
毒
が
あ
り
、
視
毒
、
噓
毒
、
気
毒
、
觸
毒
と
い
う
。
こ

れ
ら
の
毒
に
お
か
さ
れ
れ
ば
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
死
に
至
る
結
果
に
な
る
」
と
記
す
。

　
『
孔
雀
経
』
に
、「
西
方
に
は
大
天
王
が
い
る
。
そ
の
名
は
『
広
目
』
と
言
い
、
大
竜
王
で
も
あ
る
た
め
、
無
量
無
数
の
竜
衆

は
彼
に
追
随
し
、
西
方
を
鎮
護
す
る
。
竜
衆
の
中
に
は
彼
の
子
孫
や
兄
弟
、
将
軍
や
大
臣
の
ほ
か
、
様
々
な
随
伴
者
、
従
者
が

い
る
」
と
い
う
。

◎
尾
嚕
叉
＝
未
詳
。
北
宋
法
天
は
「
尾
嚕
博
叉
」
と
訳
す
る
が
、「
尾
嚕
叉
」
は
そ
の
略
語
の
可
能
性
が
あ
る
。
法
天
訳
『
仏

説
大
三
摩
惹
経
』、「
西
方
護
世
天
王
、
是
大
竜
主
、
名
尾
嚕
博
叉
」
と
あ
る
。
法
天
訳
『
仏
説
毘
沙
門
天
王
経
』、「
西
方
世
界

有
大
竜
主
、
名
尾
嚕
博
叉
」
と
あ
る
。

◎
此
云
「
雑
語
」
…
＝
『
法
華
文
句
』
巻
二
下
、「
西
毘
留
博
叉
、
此
云
非
好
報
、
亦
云
悪
眼
、
亦
云
雑
語
。
居
白
銀
山
領
二
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鬼
、
毒
竜
毘
舍
闍
」
と
あ
る
。
智
顗
『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
西
白
銀
埵
、
王
名
毘
留
博
叉
。
此
翻
雑
語
、
領
毘
舍
闍
、

毒
龍
」
と
あ
る
。

◎
『
孔
雀
』
翻
云
…
＝
『
仏
説
大
孔
雀
呪
王
経
』
巻
上
参
照
。

◎
『
陀
羅
尼
集
』
云
＝
『
陀
羅
尼
雑
集
』
巻
第
七
『
四
天
王
所
説
大
神
咒
』、「
博
叉
天
王
、
父
字
波
伽
羅
、
母
字
漚
季
卑
」
と

あ
る
。「
漚
季
卑
」
の
名
は
底
本
の
「
澀
秀
卑
」
と
異
な
る
。『
義
楚
六
帖
』
巻
一
三
「
威
霊
神
衆
部
」「
天
王
」
の
「
四
王
父

母
」
の
項
に
は
、「『
陀
羅
尼
集
』
云
（
中
略
）
西
方
天
王
、
父
婆
伽
羅
、
母
名
澀
秀
卑
」
と
あ
る
。
行
霆
は
『
義
楚
六
帖
』
を

参
照
し
た
と
見
ら
れ
る
。

◎
其
所
居
…
＝
『
起
世
因
本
経
』
巻
一
「
閻
浮
洲
品
第
一
」、「
諸
比
丘
、
須
弥
山
半
四
万
二
千
由
旬
中
、
有
四
大
天
王
宮
殿
」

と
あ
る
。『
倶
舎
論
』
巻
一
一
「
分
別
世
品
第
三
之
四
」、「
第
四
層
級
、
四
大
天
王
及
諸
眷
属
共
所
居
止
」
と
あ
る
。『
大
楼
炭

経
』
巻
三
「
四
天
王
品
第
八
」、「
須
弥
山
王
西
去
四
万
里
、
有
天
名
毘
留
羅
」
と
あ
る
。
唐
・
法
崇
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教

跡
義
記
』
巻
上
、「
第
四
層
上
有
四
天
王
宮
。
俱
舍
論
云
、
東
面
有
提
頭
賴
吒
天
王
宮
、
南
面
有
毘
楼
勒
叉
天
王
宮
、
西
面
有

毘
楼
博
叉
天
王
宮
、
北
面
有
毘
沙
門
天
王
宮
」
と
あ
る
。

　

智
顗
『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
西
白
銀
埵
、
王
名
毘
留
博
叉
」
と
あ
り
、『
法
華
文
句
』
巻
二
下
、「
西
毘
留
博
叉
、
此

云
非
好
報
、
亦
云
悪
眼
、
亦
云
雑
語
。
居
白
銀
山
領
二
鬼
、
毒
竜
毘
舍
闍
」
と
あ
る
。
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◎
『
阿
含
』
…
＝
『
増
一
阿
含
経
』
巻
三
四
、「
金
城
、
水
精
城
中
間
。
有
毘
留
博
叉
天
王
、
将
諸
竜
神
、
在
彼
居
止
」
と
あ

る
。

◎
『
智
論
』
云
…
＝
『
大
智
度
論
』
に
こ
の
文
な
し
。『
法
苑
珠
林
』
巻
二
「
会
名
部
」、「
西
方
天
王
名
毘
留
博
叉
、
此
云
雑

語
主
、
領
一
切
諸
竜
及
富
單
那
、
将
護
瞿
耶
尼
人
」
と
あ
る
。
唐
・
法
崇
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
跡
義
記
』
巻
下
、「
須
弥

山
西
面
有
毘
楼
博
叉
天
王
宮
、
亦
以
七
宝
所
成
、
池
樹
城
壁
亦
復
如
是
。
修
中
下
品
十
善
、
得
生
此
中
。
亦
管
二
部
鬼
神
衆
。

擁
護
西
衢
那
尼
、
不
令
鬼
神
侵
害
」
と
あ
る
。
唐
・
栖
復
『
法
華
経
玄
賛
要
集
』
巻
第
十
、「
西
方
最
上
層
、
梵
云
毗
留
勒
叉

天
王
。
此
云
醜
目
、
目
最
醜
故
。
居
黃
金
山
。
管
領
一
切
竜
及
富
單
那
鬼
等
。
護
西
牛
貨
州
、
不
令
侵
損
」
と
あ
る
。
行
霆
が

こ
こ
で
、
西
方
天
王
は
西
洲
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
管
轄
は
ほ
か
の
三
洲
に
も
及
ぶ
と
指
摘
し
た
点
は
、
前
出
諸
天
王
の
内
容
と

同
様
、『
金
光
明
経
』
の
経
意
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

◎
領
二
部
鬼
衆
＝
「
毒
竜
、
毘
舍
闍
」
の
説
は
天
台
教
学
の
み
に
見
え
る
。『
法
華
文
句
』
巻
二
下
、「
西
毘
留
博
叉
、
此
云
非

好
報
、
亦
云
悪
眼
、
亦
云
雑
語
。
居
白
銀
山
領
二
鬼
、
毒
竜
毘
舍
闍
」
と
あ
る
。
智
顗
『
金
光
明
経
文
句
』
巻
五
、「
西
白
銀

埵
、
王
名
毘
留
博
叉
。
此
翻
雑
語
、
領
毘
舍
闍
、
毒
龍
」
と
あ
る
。
智
円
『
請
観
音
経
疏
闡
義
鈔
』
巻
二
「
八
部
即
四
天
王
所

領
。
東
方
領
二
鬼
揵
闥
婆
富
單
那
、
南
方
領
二
鬼
薜
荔
多
鳩
槃
茶
、
西
方
領
二
鬼
毒
龍
毘
舍
闍
、
北
方
領
二
夜
叉
羅
刹
」
と
あ

る
。

◎
噉
人
精
気
＝
知
礼
『
金
光
明
経
文
句
記
』
巻
第
五
上
、「
毘
舍
闍
、
此
云
噉
精
気
鬼
。
噉
人
及
五
穀
精
気
故
」
と
あ
る
。
澄
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観
『
華
厳
経
疏
』
巻
五
、「
更
領
一
部
名
毘
舍
闍
、
此
云
噉
精
気
、
謂
噉
有
情
及
五
穀
精
気
故
」
と
あ
る
が
、「
毘
舍
闍
」
は

「
西
方
天
王
」
の
所
属
で
は
な
く
、「
東
方
天
王
」
の
所
属
と
澄
観
が
記
し
た
。

◎
四
百
四
病
＝
あ
ら
ゆ
る
病
気
の
こ
と
。『
大
智
度
論
』
巻
五
八
、「
四
百
四
病
者
、
四
大
為
身
常
相
侵
害
。
一
一
大
中
、
百
一

病
起
。
冷
病
有
二
百
二
、
水
風
起
故
。
熱
病
有
二
百
二
、
地
火
起
故
」
と
あ
る
。

◎
『
護
世
経
』
説
＝
『
護
世
経
』
未
詳
。
智
円
『
維
摩
経
略
疏
垂
裕
記
』
巻
二
で
は
、「
四
毒
」
の
話
は
『
僧
護
経
』
に
あ
る

と
指
摘
す
る
。

　
「
肇
師
曰
、
竜
有
二
種
、
地
竜
虚
空
竜
、
種
有
四
生
。
僧
護
比
丘
為
四
竜
説
法
者
、
授
竜
王
四
子
四
阿
含
経
也
。
有
視
毒
者
、

閉
目
受
経
。
有
噓
毒
者
、
閉
口
受
経
。
有
觸
毒
者
、
遠
住
受
経
。
有
気
毒
者
、
背
面
受
経
。
師
責
其
失
礼
、
答
云
、
以
視
則
殺

人
乃
至
氣
能
殺
人
、
故
閉
目
等
也
。
広
如
『
僧
護
経
』」
と
あ
る
。

　
『
僧
護
経
』
に
、「
竜
有
四
毒
、
不
得
如
法
受
持
読
誦
。
何
以
故
？
默
然
受
者
、
以
聲
毒
故
、
不
得
如
法
。
若
出
聲
者
、
必
害

師
命
、
是
故
默
然
而
受
。
眠
目
受
者
、
以
見
毒
故
、
不
得
如
法
。
若
見
師
者
、
必
害
師
命
、
是
故
閉
目
。
迴
顧
受
者
、
以
気
毒

故
、
不
得
如
法
。
若
気
噓
師
、
必
当
害
命
、
是
以
迴
顧
。
遠
住
受
者
、
以
觸
毒
故
、
不
得
如
法
。
若
身
觸
師
、
必
害
師
命
、
是

以
遠
住
」
と
あ
る
。

　
『
義
楚
六
帖
』
巻
二
三
「
竜
王
水
族
部
」「
竜
」
の
「
竜
有
四
毒
」
の
項
に
は
、「『
僧
護
経
』
云
、
一
老
毒
、
二
視
毒
、
三
気

毒
、
四
觸
毒
。
皆
能
害
人
」
と
あ
る
。
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◎
『
孔
雀
経
』
云
＝
『
仏
説
大
孔
雀
呪
王
経
』
巻
上
、「
於
此
西
方
有
大
天
王
名
曰
広
目
、
是
那
伽
主
。
以
無
量
百
千
諸
竜
而

為
眷
属
守
護
西
方
、
彼
有
子
孫
兄
弟
軍
将
大
臣
雑
使
」
と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　『
陀
羅
尼
集
』
云
︑
此
天
王
左
手
同
前
︑
執
矟
少
異
︒
右
手
中
把
赤
索
︒
亦
由
折
伏
︑
方
能
生
善
︒

　
然
名
「
広
目
」「
悪
眼
」
者
︑
口
怒
目
張
︑
威
使
邪
悪
潰
散
︒
如
西
涼
府
城
北
門
楼
︑
天
王
怒
視
︑
番
師
大
奔
︑
兵
衆
驚
潰

也
︒

　
又
其
「
雑
語
」︑
亦
以
種
種
語
言
︑
折
伏
邪
弁
也
︒

　
故
『
経
』
云
︑「
以
浄
天
眼
過
於
人
眼
︑
常
観
擁
護
此
閻
浮
提
」︑「
若
此
国
土
︑
有
諸
衰
耗
︑
怨
賊
侵
境
︑
飢
饉
疾
疫
」︑
乃

至
「
悉
皆
滅
尽
」︒
此
其
「
広
目
」
之
義
也
︒

　
又
云
︑「
能
説
正
法
︑
修
行
正
法
︑
為
世
法
王
︑
以
法
治
世
」︒
又
云
︑「
能
以
正
法
︑
摧
伏
諸
悪
」︑「
能
壞
三
千
大
千
世
界

外
道
邪
論
︑
摧
伏
諸
魔
怨
賊
異
形
」︒
此
皆
種
種
語
言
︑
折
伏
邪
義
也
︒

　
然
滅
悪
生
善
︑
四
王
同
功
︒
今
亦
以
総
彰
別
︑
総
顕
其
名
︒
而
弘
護
真
乘
︑
加
被
説
聽
︒
法
力
聖
力
︑
共
摧
煩
悩
之
魔
怨
︒

悪
眼
天
眼
︑
咸
鑑
流
通
之
邪
正
︒

　
『
陀
羅
尼
集
』
に
は
「
西
方
天
王
像
の
左
手
は
ほ
か
の
天
王
像
と
同
じ
く
、
持
っ
て
い
る
矟
の
形
だ
け
が
少
し
異
な
る
。
右

手
に
は
羂
索
を
握
る
。
矟
は
地
面
を
突
い
て
い
る
」
と
記
し
、〈
西
方
天
王
の
神
力
に
よ
っ
て
〉
邪
悪
を
退
治
し
て
、
は
じ
め

て
善
根
を
育
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
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さ
ら
に
「
広
目
」
お
よ
び
「
悪
眼
」
と
訳
し
た
の
は
、
口
を
開
い
て
怒
鳴
り
、
目
を
丸
く
し
て
睨
み
、
そ
の
威
神
力
で
邪
悪

を
退
け
る
様
子
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
昔
し
西
涼
府
城
北
門
の
望
楼
に
毘
沙
門
天
王
が
現
れ
、
睨
み
付
け
る
だ
け
で

西
域
諸
国
の
軍
陣
が
乱
れ
、
慌
て
て
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し
た
と
き
の
よ
う
す
で
あ
る
。

　

ま
た
「
雑
語
」
と
訳
し
た
の
は
、〈
西
方
天
王
が
〉
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
使
い
、
邪
説
詭
弁
を
折
伏
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
金
光
明
経
』
に
は
、「〈
我
々
四
天
王
は
〉
凡
夫
の
眼
を
超
え
る
清
き
天
眼
を
以
て
、
常
に
こ
の
閻
浮
提
世
界
を
見
渡
り
、

守
護
す
る
」、「
こ
の
国
土
に
さ
ま
ざ
ま
な
憂
苦
、
戦
乱
、
飢
饉
、
疫
病
の
発
生
を
見
つ
け
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
除
去
す
る
」
と

い
う
の
も
、「
広
目
」
の
訳
と
一
致
す
る
。

　
『
金
光
明
経
』
は
さ
ら
に
、「
能
く
正
法
を
説
き
、
正
法
を
修
行
し
、
こ
の
世
の
仏
教
の
指
導
者
と
し
て
、
仏
の
教
え
を
以
て

世
を
治
め
」、「
能
く
正
法
を
以
て
、
諸
悪
を
退
治
す
」、「
能
く
三
千
大
千
世
界
の
外
道
邪
論
を
折
伏
し
、
諸
魔
、
怨
賊
、
異
形

な
ど
を
打
ち
砕
く
」
と
説
く
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
法
に
よ
り
、
邪
論
を
折
伏
さ
せ
る
事
例
で
あ
る
。

　

悪
を
滅
ぼ
し
、
善
を
育
て
る
点
に
お
い
て
は
、
四
天
王
は
み
な
同
じ
功
績
を
残
し
た
。
こ
こ
で
は
「
四
天
王
総
伝
」
に
説
か

れ
た
内
容
に
基
づ
き
、〈
西
方
天
王
の
〉「
別
伝
」
を
立
て
、〈
西
方
天
王
の
〉
訳
名
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
た
い
。〈
西
方
天
王

は
〉
正
し
い
仏
法
を
広
く
護
り
、『
金
光
明
経
』
を
説
く
者
に
も
聞
く
者
に
も
福
徳
を
与
え
た
。〈
西
方
天
王
の
〉
仏
法
の
力
と

神
威
の
力
は
、
と
も
に
煩
悩
の
苦
難
を
退
治
し
、〈
西
方
天
王
の
〉
怒
る
目
と
清
き
天
眼
は
、
仏
法
を
広
め
て
い
く
た
め
に
万

事
の
善
悪
を
区
分
け
す
る
。

◎
『
陀
羅
尼
集
』
云
…
＝
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
一
一
「
四
天
王
像
法
」、「
毘
嚕
博
叉
天
王
像
法
。
其
像
大
小
衣
服
准
前
、
左
手

同
前
、
唯
執
槊
異
、
其
右
手
中
而
把
赤
索
」
と
あ
る
。
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◎
西
涼
府
城
＝
前
出
「
北
方
天
王
伝
」
の
内
容
を
参
照
。

◎
故
『
経
』
云
…
＝
『
金
光
明
経
』「
四
天
王
品
」、「
世
尊
、
我
等
四
王
二
十
八
部
諸
鬼
神
等
及
無
量
百
千
鬼
神
、
以
浄
天
眼

過
於
人
眼
、
常
観
擁
護
此
閻
浮
提
。
世
尊
、
是
故
我
等
名
護
世
王
。
若
此
国
土
、
有
諸
衰
耗
、
怨
賊
侵
境
、
飢
饉
疾
疫
、
種
種

艱
難
。
若
有
比
丘
受
持
是
経
、
我
等
四
王
当
共
勧
請
、
令
是
比
丘
以
我
力
故
、
疾
往
彼
所
国
邑
郡
縣
、
廣
宣
流
布
是
金
光
明
微

妙
経
典
。
令
如
是
等
種
種
百
千
衰
耗
之
事
悉
皆
滅
尽
」
と
あ
る
。

◎
能
説
正
法
＝
『
金
光
明
経
』「
四
天
王
品
」、「
我
等
四
王
、
能
説
正
法
、
修
行
正
法
、
為
世
法
王
、
以
法
治
世
」
と
あ
る
。

◎
能
以
正
法
＝
『
金
光
明
経
』「
四
天
王
品
」、「
現
世
常
得
無
量
無
邊
不
可
思
議
自
在
之
利
、
威
德
勢
力
成
就
具
足
、
能
以
正

法
、
摧
伏
諸
悪
」
と
あ
る
。

◎
能
壊
三
千
大
千
世
界
外
道
邪
論
＝
『
金
光
明
経
』「
四
天
王
品
」、「
汝
於
来
世
必
定
当
得
坐
於
道
場
菩
提
樹
下
、
於
三
界
中

最
尊
最
勝
。
出
過
一
切
衆
生
之
上
、
勤
修
力
故
受
諸
苦
行
、
善
能
莊
嚴
菩
提
道
場
。
能
壊
三
千
大
千
世
界
外
道
邪
論
、
摧
伏
諸

魔
怨
賊
異
形
。
覚
了
諸
法
第
一
寂
滅
清
淨
無
垢
甚
深
無
上
菩
提
之
道
」
と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

讃
曰
︑
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西
方
天
王
名
広
目
︑
居
白
銀
埵
護
西
洲
︒

　
　
水
精
城
中
立
宮
殿
︑
無
辺
欲
楽
恣
嬉
遊
︒

　
　
天
像
左
手
持
矛
矟
︑
右
把
赤
索
御
邪
流
︒

　
　
眷
属
百
千
及
軍
将
︑
略
言
二
部
類
應
周
︒

　
　
毘
舍
闍
鬼
噉
精
氣
︑
生
人
疾
病
省
愆
尤
︒

　
　
亦
虚
五
穀
作
飢
饉
︑
国
民
為
害
起
災
憂
︒

　
　
諸
悪
毒
竜
無
量
数
︑
亦
随
統
攝
護
田
疇
︒

　
　
能
以
語
言
挫
邪
弁
︑
時
張
怒
目
散
兵
酋
︒

　
　
滅
悪
四
王
功
豈
異
︑
総
中
彰
別
有
因
由
︒

　
　
天
眼
洞
視
除
衰
耗
︑
正
法
治
世
護
薰
修
︒

　
　
光
及
四
方
皆
保
衛
︑
故
当
虔
恪
用
歸
投
︒

讃
嘆
し
て
い
わ
く
、　　
　

 

　
　

西
方
の
天
王
、
広
目
と
名
づ
く
、

　
　

白
銀
埵
に
居
し
て
西
洲
を
護
す
。

　
　

水
精
城
の
中
に
宮
殿
を
立
ち
、

　
　

無
辺
の
欲
楽
、
恣ほ

し
い
ま
ま
に
嬉
遊
す
。

　
　

天
像
の
左
手
、
矛
矟
を
持
し
、
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右
は
赤
索
を
把と

て
邪
流
を
御ふ

せ

ぐ
。

　
　

眷
属
は
百
千
、
及
び
軍
将
あ
り
、

　
　

略
し
て
二
部
と
言
う
も
類た

ぐ
い応

に
周あ

ま
ねく

な
る
べ
し
。

　
　

毘
舍
闍
鬼
、
精
気
を
噉く

ら
い
、

　
　

人
の
疾
病
を
生
じ
て
愆け

ん

尤ゆ
う

を
省は

ぶ

く
。

　
　

亦
た
五
穀
を
虚む

だ

に
し
て
飢
饉
と
作な

し
、

　
　

国
民
害
を
為な

し
て
災
憂
を
起
す
。

　
　

諸
悪
毒
竜
、
無
量
の
数
な
り
、

　
　

亦
た
統
攝
に
随
い
て
田
疇
を
護
す
。

　
　

能
く
語
言
を
以
て
邪
弁
を
挫く

じ

き
、

　
　

時
に
は
怒
目
を
張は

り

て
兵
酋
を
散さ

ん

ず
。

　
　

悪
を
滅
す
る
こ
と
四
王
功
豈
に
異
な
ら
ん
や
、

　
　

総
中
に
別
を
彰あ

か

す
こ
と
因
由
有
り
。

　
　

天
眼
、
洞
視
し
て
衰
耗
を
除
き
、

　
　

正
法
、
世
を
治
し
て
薰
修
を
護
す
。

　
　

光
、
四
方
に
及
ん
で
皆

こ
と
ご
とく

保
衛
し
、

　
　

故
に
当
に
虔け

ん

恪か
く

し
て
用も

ち

い
て
帰
投
す
べ
し
。
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◎
省
愆
尤
＝
過
ち
が
少
な
く
な
る
こ
と
。
前
文
「
遇
苦
発
心
」（
苦
難
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
発
心
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
）

の
意
。
唐
・
韓
愈
「
双
鳥
詩
」、「
両
鳥
既
別
処
、
閉
声
省
愆
尤
」（
二
羽
の
鳥
は
す
で
に
分
か
れ
、
言
語
も
な
け
れ
ば
余
計
な
過
ち
も

少
な
く
な
る
）
と
あ
る
。

◎
虔
恪
＝
謹
む
さ
ま
。『
宋
高
僧
伝
』
巻
二
「
仏
陀
波
利
伝
」、「
波
利
驚
愕
、
倍
増
虔
恪
。
遂
返
本
国
、
取
得
経
迴
」
と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

〔
記
〕

毘
沙
門
天
の
霊
験
談
に
つ
い
て

　

毘
沙
門
天
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
東
洋
史
研
究
の
巨
匠
で
あ
る
宮
崎
市
定
が
著
し
た
論
文
「
毘
沙
門
天
信
仰
の
東
漸
に

つ
い
て
」（
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
史
学
科
編
『
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
学
論
文
集
』、
一
九
四
一
年
四
月
）
の
他
に
も
、
東
洋
美
術
史

研
究
領
域
に
お
い
て
数
多
く
の
論
攷
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
岡
田
健
の
論
文
「
東
寺
毘
沙
門
天
像

―
羅
城
門
安
置
説

と
造
立
年
代
に
関
す
る
考
察
」（
東
京
文
化
財
研
究
所
『
美
術
研
究
』
三
七
〇
、
一
九
九
八
三
月
。
三
七
一
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）
は
、

毘
沙
門
天
像
の
建
立
歴
史
を
詳
し
く
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
以
下
の
論
述
も
、
主
に
こ
の
二
つ
の
先
行
研
究
を
参
照

し
な
が
ら
論
述
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
諸
天
伝
』
の
中
で
、
行
霆
は
、
北
方
天
王
の
毘
沙
門
天
を
『
四
天
王
別
伝
』
の
最
初
に
登
場
さ
せ
た
理
由
に
つ
い
て
、
以

下
の
と
お
り
、
二
つ
挙
げ
た
。
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一
つ
は
、
知
礼
の
『
金
光
明
経
文
句
記
』
の
「
イ
ン
ド
で
は
北
方
を
四
方
の
上
位
と
す
る
」
と
の
記
述
を
引
用
し
、
毘
沙
門

天
王
が
本
来
四
天
王
の
首
班
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
毘
沙
門
天
が
他
の
天
王
よ
り
も
多
く
の
霊
験
談
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
諸
天
伝
』
の
中
に
は
、
従

来
の
毘
沙
門
天
王
の
霊
験
談
が
多
す
ぎ
、
す
べ
て
を
転
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
行
霆
は
記
し
た
。

　

南
宋
の
宗
暁
は
『
金
光
明
経
照
解
』
の
「
八
箋
釈
事
相
」
第
八
問
に
、
四
天
王
の
霊
験
談
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
影
響
力
の

あ
る
二
つ
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
二
つ
の
事
例
は
と
も
に
毘
沙
門
天
を
め
ぐ
る
話
で
あ
り
、
毘
沙
門
天
が
四
天
王
の
代

表
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

玄
奘
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述

　
『
金
光
明
経
照
解
』
の
一
つ
目
事
例
は
、
玄
奘
『
大
唐
西
域
記
』
巻
一
「
縛
喝
国
」
の
記
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

小
王
舍
城
と
呼
ば
れ
た
「
縛
喝
国
」（
バ
ク
ト
リ
ア
、
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
一
部
に

相
当
す
る
）
の
都
の
西
南
に
は
、
先
代
の
王
が
建
立
し
た
「
納
縛
」
と
い
う
寺
院
が
あ
る
。
こ
の
新
し
い
寺
院
は
、
大
雪

山
す
な
わ
ち
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
山
脈
の
北
側
に
い
る
学
僧
た
ち
が
勉
学
す
る
拠
点
で
も
あ
る
。
こ
の
寺
院
に
奉
ら
れ
た

仏
像
や
建
築
は
ど
れ
も
た
く
さ
ん
の
宝
物
に
よ
っ
て
厳
飾
さ
れ
、
時
に
は
よ
そ
の
国
の
侵
攻
略
奪
の
対
象
と
も
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
寺
に
は
守
護
神
と
し
て
の
毘
沙
門
天
像
が
建
て
ら
れ
、
ひ
そ
か
に
境
内
を
守
護
し
て
い
た
。
つ
い
最
近
で
は
、

突
厥
（
ト
ル
コ
系
の
遊
牧
民
族
）
の
君
主
の
子
息
で
あ
る
肆
葉
護
可
汗
が
、
そ
の
部
落
の
兵
士
を
率
い
て
「
納
縛
」
寺
を
侵
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攻
し
、
そ
の
宝
物
を
略
奪
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
。「
納
縛
」
寺
の
近
辺
に
駐
屯
し
、
い
よ
い
よ
総
攻
撃
し
よ
う
と
す

る
前
夜
の
出
来
事
と
し
て
、
可
汗
は
毘
沙
門
天
の
夢
告
を
見
た
。「
そ
な
た
に
は
ど
の
よ
う
な
度
胸
を
持
ち
、
そ
こ
ま
で

し
て
仏
寺
院
を
侵
攻
し
た
い
の
か
」
と
警
告
し
た
毘
沙
門
天
は
、
手
中
の
長
い
戟
を
投
げ
、
そ
れ
は
可
汗
の
胸
を
貫
通
し

た
。
可
汗
は
夢
か
ら
目
覚
め
、
胸
が
著
し
く
痛
く
な
り
、
部
下
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
部
下
か
ら
夢
の
予
兆
を
避
け
る
た

め
に
は
、
す
ぐ
に
僧
を
呼
ん
で
懺
悔
の
法
要
を
営
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
提
案
さ
れ
た
が
、
僧
が
来
る
の
を
待
た
ず
に

そ
の
命
を
落
と
し
た
。

（
城
外
西
南
有
納
縛
僧
伽
藍
、
此
国
先
王
之
所
建
也
。
大
雪
山
北
作
論
諸
師
、
唯
此
伽
藍
美
業
不
替
。
其
仏
像
則
瑩
以
名
珍
、
堂
宇
乃
飾

之
奇
宝
、
故
諸
国
君
長
利
之
以
攻
劫
。
此
伽
藍
素
有
毘
沙
門
天
像
、
霊
鑒
可
恃
冥
加
守
衛
。
近
突
厥
葉
護
可
汗
子
、
肆
葉
護
可
汗
、
傾

其
部
落
、
率
其
戎
旅
、
奄
襲
伽
藍
、
欲
圖
珍
宝
。
去
此
不
遠
、
屯
軍
野
次
。
其
夜
夢
見
毘
沙
門
天
曰
、
汝
有
何
力
、
敢
壞
伽
藍
。
因
以

長
戟
、
貫
徹
胸
背
。
可
汗
驚
悟
、
便
苦
心
痛
。
遂
告
群
屬
、
所
夢
咎
徴
。
馳
請
衆
僧
、
方
申
懺
謝
。
未
及
返
命
、
已
従
殞
歿
。）『
大
唐

西
域
記
』
巻
一
「
縛
喝
国
」

　

玄
奘
三
藏
の
伝
記
資
料
『
慈
恩
伝
』
巻
二
に
よ
れ
ば
、
玄
奘
は
曽
て
こ
の
「
納
縛
」
寺
に
一
ヶ
月
ほ
ど
滞
在
し
、『
毘
婆
沙

論
』
な
ど
を
学
ん
だ
。『
大
唐
西
域
記
』
に
記
し
た
「
毘
沙
門
天
霊
験
」
の
話
も
、
恐
ら
く
、
こ
の
時
期
に
現
地
の
者
か
ら
直

接
に
聞
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
大
唐
西
域
記
』
の
こ
の
話
は
、
す
で
に
『
諸
天
伝
』
の
「
四
天
王
総
伝
」
に
、
四
天
王
を
代
表
す
る
霊
験
談
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
晩
唐
の
文
人
段
成
式
（
？
～
八
六
三
）
の
「
塑
像
記
」（『
唐
文
粋
』
巻
七
十
六
）
も
こ
の
話
を
取
り
上

げ
て
い
た
。
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毘
沙
門
天
と
于
闐
国

　
『
金
光
明
経
照
解
』
に
は
取
り
上
げ
て
は
な
い
も
の
の
、『
大
唐
西
域
記
』
巻
一
二
「
瞿
薩
旦
那
国
」
に
は
、
も
う
一
つ
重
要

な
話
と
し
て
、
毘
沙
門
天
と
西
域
の
于
闐
国
（
玄
奘
で
は
瞿
薩
旦
那
国
と
訳
し
た
）
建
国
の
因
縁
も
記
さ
れ
て
い
た
。

　

瞿
薩
旦
那
と
い
う
国
は
、
そ
の
広
さ
は
四
千
余
里
に
及
ぶ
。
そ
の
域
内
の
ほ
と
ん
ど
が
砂
漠
で
あ
り
、
作
物
を
育
て
る

に
適
し
た
土
地
が
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
だ
け
が
沃
野
で
あ
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
農
作
物
が
豊
作
で
あ
る
。

（
瞿
薩
旦
那
国
、
周
四
千
餘
里
。
沙
磧
太
半
、
壤
土
隘
狹
、
宜
穀
稼
、
多
衆
果
。）『
大
唐
西
域
記
』
巻
一
二
「
瞿
薩
旦
那
国
」

　

仏
教
寺
院
は
百
余
り
あ
り
、
大
乗
の
教
え
を
習
学
す
る
僧
衆
は
五
千
人
以
上
を
超
え
る
。
そ
の
国
王
は
武
事
を
重
ん
じ

る
も
の
の
、
と
り
わ
け
仏
教
を
も
大
事
に
尊
崇
し
、
さ
ら
に
自
ら
「
毘
沙
門
天
」
の
末
裔
で
あ
る
と
い
う
。

（
崇
尚
仏
法
、
伽
藍
百
有
餘
所
、
僧
徒
五
千
餘
人
、
並
多
習
学
大
乘
法
教
。
王
甚
驍
武
、
敬
重
仏
法
。
自
云
毘
沙
門
天
之
祚
胤
也
。）『
大

唐
西
域
記
』
巻
一
二
「
瞿
薩
旦
那
国
」

　
「
瞿
薩
旦
那
」
は
玄
奘
に
よ
る
「
于
闐
」
国
に
対
す
る
新
訳
で
あ
る
。「
四
千
余
里
」
と
い
う
広
さ
は
、
森
鹿
三
の
論
文
「
漢

唐
一
里
の
長
さ
」（
京
都
大
学
文
学
部
東
洋
史
研
究
会
『
東
洋
史
研
究
』
五
巻
六
号
、
一
九
四
〇
）
に
よ
れ
ば
、
唐
代
の
一
里
は
い
ま

の
四
百
四
十
一
メ
ー
ト
ル
に
相
当
す
る
。『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述
は
、
恐
ら
く
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
を
含
め
た
国
の
広
さ

を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
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崑
崙
山
脈
の
雪
融
け
水
か
ら
形
成
し
た
玉
竜
喀
什
河
（
ユ
ル
ン
カ
シ
ュ
川
、
白
玉
河
）
と
喀
拉
喀
什
河
（
カ
ラ
カ
シ
ュ
川
、
黒
玉

河
）
が
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
に
向
か
っ
て
流
れ
、
こ
の
二
本
の
川
の
間
に
で
き
た
細
長
い
沃
野
に
、
古
か
ら
于
闐
国
の
都
城
が

存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
『
大
唐
西
域
記
』
の
「
壤
土
隘
狹
、
宜
穀
稼
、
多
衆
果
」
の
記
述
と
一
致
す
る
。

　

そ
こ
の
統
治
者
が
、
武
事
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
仏
教
を
尊
崇
す
る
点
は
、『
金
光
明
経
』
を
厳
に
守
ろ
う
と
す
る
四
天
王

の
姿
と
一
致
し
、
さ
ら
に
北
方
天
王
「
毘
沙
門
天
」
の
末
裔
で
あ
る
と
自
称
す
る
点
も
、
玄
奘
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
に
違

い
な
い
。

　
「
毘
沙
門
天
」
の
末
裔
と
自
称
す
る
経
緯
に
つ
い
て
、『
大
唐
西
域
記
』
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

瞿
薩
旦
那
国
（
于
闐
国
）
開
国
の
王
は
、
都
市
や
村
の
建
設
を
行
い
、
国
家
を
作
り
人
々
の
生
活
を
安
定
さ
せ
た
。
王

は
大
き
な
政
治
業
績
を
残
し
た
が
、
年
を
と
り
、
跡
継
ぎ
も
な
く
、
大
変
憂
慮
し
て
い
た
。
そ
こ
で
王
は
こ
の
地
を
司
る

神
、
毘
沙
門
天
を
祭
る
所
に
行
き
、
自
身
に
後
継
者
を
与
え
る
よ
う
に
祈
願
し
た
。
毘
沙
門
天
像
は
そ
の
祈
り
を
感
応
し
、

眉
間
が
割
れ
、
中
か
ら
赤
ん
坊
が
出
て
き
た
。
成
育
に
必
要
な
乳ち

ち

が
な
い
た
め
、
も
う
一
度
祈
願
す
る
と
、
毘
沙
門
天
像

の
目
の
前
の
土
が
隆
起
し
て
乳
液
が
湧
出
し
た
。
赤
ん
坊
は
こ
れ
を
飲
ん
で
大
き
く
な
っ
た
。
や
が
て
王
位
を
継
ぐ
に
至

り
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
才
能
や
名
声
は
四
方
に
伝
わ
り
、
国
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。
若
き
王
は
毘
沙
門
天
を
祭
る
所
を

祠
堂
と
し
て
大
々
的
に
建
立
し
、
毘
沙
門
天
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
た
。
そ
れ
以
降
、
代
々
に
亘
り
こ
の
伝
統
を

守
り
、
国
王
に
な
る
も
の
は
皆
な
毘
沙
門
天
の
祠
堂
を
参
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
こ
の
毘
沙
門
天
の
祠
堂
に
は

多
く
の
宝
物
が
奉
ら
れ
、
参
拝
す
る
も
の
も
後
を
絶
た
な
い
。
そ
も
そ
も
地
に
湧
出
し
た
乳
液
に
よ
っ
て
瞿
薩
旦
那
国
の

王
が
育
て
ら
れ
、
ま
た
「
地
」
の
発
音
は
「
瞿
」（ku

）
で
あ
り
、「
乳
」
の
発
音
は
「
薩
旦
那
」（stana

）
で
あ
る
た
め
、
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こ
の
国
の
名
は
「
瞿
薩
旦
那
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

（
其
王
遷
都
作
邑
、
建
国
安
人
、
功
績
已
成
、
齒
耋
云
暮
、
未
有
胤
嗣
、
恐
絶
宗
緒
。
乃
往
毘
沙
門
天
神
所
、
祈
禱
請
嗣
。
神
像
額
上
、

剖
出
嬰
孩
。
捧
以
回
駕
、
国
人
稱
慶
。
既
不
飲
乳
、
恐
其
不
寿
。
尋
詣
神
祠
、
重
請
育
養
。
神
前
之
地
、
忽
然
隆
起
、
其
狀
如
乳
、
神

童
飲
吮
、
遂
至
成
立
、
智
勇
光
前
、
風
教
遐
被
。
遂
営
神
祠
、
宗
先
祖
也
。
自
茲
已
降
、
奕
世
相
承
。
伝
国
君
臨
、
不
失
其
緒
。
故
今

神
廟
、
多
諸
珍
宝
。
拜
祠
享
祭
、
無
替
於
時
。
地
乳
所
育
、
因
為
国
号
。）『
大
唐
西
域
記
』
巻
一
二
「
瞿
薩
旦
那
国
」

　

于
闐
国
の
毘
沙
門
天
を
祭
る
祠
堂
ま
た
は
霊
廟
の
記
録
に
つ
い
て
、
唐
・
慧
琳
『
大
宝
積
経
音
義
』
の
「
于
闐
」
条
に
、

　

于
闐
国
は
今
の
安
西
都
護
府
管
下
の
四
大
駐
屯
地
（
焉え

ん

耆き 

、
亀き

茲じ 

、
于う

闐て
ん 

、
疏そ

勒ろ
く

の
四
大
都
督
府
の
こ
と
）
の
一
つ
で
あ

る
。
于
闐
国
の
都
城
の
中
に
は
毘
沙
門
天
の
霊
廟
が
あ
り
、
七
階
建
て
の
木
造
の
楼
閣
で
あ
り
、
毘
沙
門
天
の
神
像
は
建

物
の
中
に
奉
ら
れ
、
し
ば
し
ば
人
の
祈
請
に
応
じ
霊
妙
不
可
思
議
な
力
を
あ
ら
わ
す
。

（
此
国
今
即
貫
属
安
西
四
鎮
之
城
、
此
其
一
鎮
也
。
於
彼
城
中
有
毘
沙
門
天
神
廟
、
七
層
木
樓
、
神
居
樓
上
、
甚
有
霊
驗
。）『
一
切
経
音

義
』
巻
十
一

　

上
記
玄
奘
と
慧
琳
の
記
述
を
併
せ
る
と
、
于
闐
国
に
お
け
る
毘
沙
門
信
仰
の
様
子
が
少
し
明
ら
か
に
な
る
。
于
闐
国
の
毘
沙

門
天
の
祠
堂
は
、
仏
教
寺
院
の
仏
殿
か
ら
独
立
し
て
、
単
立
の
施
設
と
し
て
民
衆
の
供
養
を
受
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

は
一
つ
の
見
本
と
し
て
、
後
世
の
中
国
各
地
に
単
立
し
た
天
王
堂
建
設
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
。



『四天王別伝』訳注記

349

も
う
一
つ
の
毘
沙
門
天
伝
説

　

唐
代
に
は
も
う
一
つ
の
毘
沙
門
天
と
于
闐
国
の
伝
説
が
流
伝
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
唐
の
大
中
三
年
（
八
四
九
）
の
郷
貢
進

士
王
洮
が
「
崑
山
天
王
堂
記
」
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

仏
書
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
毘
沙
門
天
王
の
生
ま
れ
は
于
闐
国
で
あ
り
、
子
供
の
時
に
す
で
に
鋭
い
弓
矢
で
妖
怪
を
倒
し
、

そ
の
後
一
人
で
天
竺
に
行
き
、
釈
尊
に
出
会
い
、
仏
弟
子
と
し
て
の
印
可
を
授
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
南
閻
浮
提
を
守
る
よ

う
に
命
じ
ら
れ
、「
多
聞
天
」
の
称
号
ま
で
も
与
え
ら
れ
た
。
毘
沙
門
天
は
天
云
に
乗
り
空そ

ら

を
自
由
に
飛
び
、
様
々
な
妖

魔
を
よ
く
鎮
圧
し
、
赤
い
旗
を
掲
げ
、
輝
く
戟
を
手
に
執
り
、
弾
指
の
間
に
、
邪
悪
な
も
の
を
跡
形
も
な
く
消
滅
さ
せ
る
。

遂
に
妙
高
山
（
須
弥
山
の
こ
と
）
北
側
の
水
精
宮
に
入
居
し
、
薬
叉
衆
を
司
る
主
と
な
っ
た
。

　

孔
子
は
曽
て
門
下
生
に
、「
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」（
理
性
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
よ
う
な
怪
異
、
暴
力
、
世
を
乱
す
、
鬼
神
の

こ
と
を
口
に
し
な
い
。『
論
語
』
述
而
よ
り
）
と
訓
示
し
た
。
一
方
、「
人
の
生
く
る
や
、
直
た
れ
」（
人
間
は
生
き
て
ゆ
く
と
き

正
直
で
あ
れ
。『
論
語
』
雍
也
よ
り
）
も
宗
旨
と
し
て
教
え
た
。
毘
沙
門
天
王
は
妖
魔
を
滅
ぼ
し
、
武
勇
を
以
て
世
間
を
護
衛

し
、
こ
れ
も
孔
子
が
い
う
「
正
直
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
儒
教
以
外
の
話
で
あ
る
か
ら
恥
ず
か
し
く
て
語
れ
な
い
の
で

は
な
く
、
毘
沙
門
天
王
の
功
績
を
堂
々
と
宣
揚
す
べ
き
で
あ
る
。

（
謹
按
釈
氏
書
云
、
天
王
生
于
闐
国
、
作
童
兒
時
、
猶
能
血
鏃
射
妖
、
遂
去
走
天
竺
、
遇
金
仙
子
授
記
、
護
閻
浮
提
、
補
多
聞
王
。
騰
雲

跨
漢
、
靸
鬼
撚
魔
、
霞
幟
雪
戟
、
指
勾
摧
泮
。
竟
鎮
妙
髙
北
面
水
精
宮
中
、
為
藥
叉
官
長
。
吁
奇
怪
事
、
孔
門
弟
子
慙
於
語
。
然
儒
以

正
直
為
神
、
今
天
王
能
射
妖
摧
魔
、
用
壯
護
世
、
是
亦
正
直
也
。
復
何
慚
之
哉
。）
宋
・
範
成
大
『
呉
郡
志
』
巻
三
五
「
郭
外
寺
」
収
録
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作
者
の
王
洮
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
身
が
山
西
太
原
で
あ
る
こ
と
以
外
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知
る
手
掛
り
は
な
い
。
た
だ
「
郷

貢
進
士
」
の
肩
書
き
を
持
ち
、
科
挙
の
最
終
試
験
で
あ
る
礼
部
試
に
合
格
で
き
な
か
っ
た
唐
末
時
代
の
挙
人
で
あ
る
こ
と
の
み

確
認
で
き
る
。
崑
山
は
い
ま
の
上
海
と
江
蘇
省
の
境
に
あ
る
町
で
、
古
よ
り
仏
教
信
仰
が
厚
い
。「
崑
山
天
王
堂
記
」
に
よ
れ

ば
、
こ
の
「
天
王
堂
」
は
、
梁
の
武
帝
の
建
立
と
さ
れ
た
崑
山
の
慧
聚
寺
境
内
の
西
北
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。

　

崑
山
慧
聚
寺
境
内
の
「
天
王
堂
」
に
奉
ら
れ
た
毘
沙
門
天
像
は
大
変
有
名
ら
し
く
、
北
宋
・
龔
明
之
『
中
呉
紀
聞
』
巻
一
に
、

　

慧
聚
寺
に
毘
沙
門
天
王
像
が
あ
り
、
そ
の
姿
形
は
、
面
目
躍
如
で
あ
り
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
唐
代
の
彫
塑

名
手
楊
惠
之
の
作
品
で
あ
る
。

（
慧
聚
寺
有
毘
沙
門
天
王
像
、
形
模
如
生
。
乃
唐
楊
惠
之
所
作
。）『
中
呉
紀
聞
』
巻
一

と
記
し
、
慧
聚
寺
の
毘
沙
門
天
像
は
天
下
第
一
の
彫
塑
名
手
で
あ
る
楊
惠
之
の
作
品
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
楊
惠
之
は
唐
玄

宗
時
代
（
七
一
二
～
七
五
六
）
の
画
家
で
あ
り
、
梁
の
張
僧
繇
（
六
世
紀
に
活
躍
）
の
画
風
を
受
け
継
ぎ
、
当
時
の
画
聖
呉
道
子

（
玄
宗
時
代
に
活
躍
）
に
及
ば
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
塑
像
の
制
作
に
転
向
し
た
。
後
に
そ
の
塑
像
水
準
は
「
道
子
の
画
、
惠
之

の
塑
、
奪
い
得
た
り
僧
繇
の
神
筆
路
」（
北
宋
・
劉
道
醇
『
五
代
名
画
補
遺
』「
塑
作
門
第
六
」
よ
り
）
と
高
く
評
価
さ
れ
る
程
で
あ

っ
た
。

　

王
洮
が
ど
の
仏
書
に
依
拠
し
て
、
毘
沙
門
天
王
の
生
ま
れ
を
于
闐
国
に
し
た
か
は
、
考
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
毘
沙

門
天
は
須
弥
山
の
北
の
水
精
宮
に
住
み
、
薬
叉
衆
を
司
る
な
ど
の
記
述
は
、『
増
一
阿
含
経
』
な
ど
の
仏
典
の
記
述
と
一
致
し

て
い
る
。
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王
洮
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
唐
代
寺
院
の
「
天
王
堂
」
は
、
四
天
王
を
奉
る
も
の
で
は
な
く
、
毘
沙
門
天
の
み
が
供
養
の
対
象

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
指
摘
に
従
い
、
明
清
以
降
の
中
国
仏
教
寺
院
に
あ
る
四
天
王
を
奉
る
「
天
王
殿
」
と
、
唐
代
の
「
天
王

堂
」
と
を
、
区
別
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
恰
も
定
説
の
よ
う
に
示
し
た
毘
沙
門
天
王
の
于
闐
国
出
身
説
も
、
初
唐
時
代
の
玄
奘
の
『
西
域
記
』
の
記
述
か
ら
少

し
乖
離
し
て
い
る
。
中
唐
以
降
の
毘
沙
門
天
信
仰
が
于
闐
国
か
ら
伝
来
し
て
、
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
関
連
す
る
か
ら
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

中
唐
以
降
の
毘
沙
門
天
信
仰

　

北
宋
・
郭
若
虚
の
『
図
画
見
聞
誌
』
巻
五
「
相
藍
十
絶
」
条
に
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

　

開
封
の
相
国
寺
の
西
庫
に
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
が
昔
、
車
道
政
に
命
じ
て
于
闐
国
か
ら
将
来
し
た
北
方
毘
沙
門
天
王
を
模

写
し
た
画
像
が
あ
る
。
そ
れ
は
開
元
十
三
年
（
七
二
五
）
東
嶽
泰
山
封
禅
儀
式
を
行
う
頃
に
、
車
道
政
に
開
封
の
相
国
寺

に
て
天
王
像
の
模
写
を
命
じ
、
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
は
相
国
寺
に
あ
る
十
の
寺
宝
の
一
つ
と
な
っ
た
。

（
西
庫
有
明
皇
先
勅
車
道
政
往
于
闐
国
伝
北
方
毘
沙
門
天
王
様
来
、
至
開
元
十
三
年
封
東
嶽
時
、
令
道
政
於
此
依
様
画
天
王
像
、
爲
一

絶
。）『
図
画
見
聞
誌
』
巻
五

　

車
道
政
は
中
唐
期
の
高
名
な
画
家
で
あ
り
、
唐
・
張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』
巻
十
に
よ
れ
ば
、
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高
江
、
車
道
政
の
二
人
は
と
も
に
肖
像
画
に
得
意
で
あ
り
、
車
道
政
は
さ
ら
に
仏
画
も
よ
く
で
き
、
そ
の
画
風
は
簡
潔

で
穏お

だ

健や
か

で
あ
る
。

（
高
江
、
車
道
政
二
人
並
善
寫
貌
。
道
政
兼
善
仏
事
，
跡
簡
而
筆
健
。）『
歴
代
名
画
記
』
巻
十

　

玄
宗
皇
帝
が
肖
像
画
が
得
意
な
絵
師
を
わ
ざ
わ
ざ
于
闐
国
に
派
遣
し
、
西
域
に
現
存
す
る
毘
沙
門
天
像
の
原
型
を
観
察
し
、

よ
い
見
本
を
将
来
す
る
よ
う
と
命
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
朝
廷
を
始
め
、
毘
沙
門
天
信
仰
が
す
で
に
流は

行や

り
、
い
ち
早

く
信
仰
の
対
象
と
し
た
本
物
の
毘
沙
門
天
像
を
入
手
し
た
い
と
考
え
始
め
た
こ
と
と
関
連
す
る
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

　

開
元
時
代
が
終
わ
り
、
同
じ
く
玄
宗
皇
帝
治
世
の
天
宝
年
間
に
は
、
毘
沙
門
天
信
仰
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
。
晩
唐
の

昭
宗
時
代
の
四
門
博
士
（
現
在
の
国
立
大
学
教
授
に
相
当
）
黄
滔
（
八
四
〇
～
九
一
一
）
は
、
中
唐
時
期
の
貴
族
た
ち
に
よ
る
毘
沙

門
天
の
営
造
す
る
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
た
。

　

毘
沙
門
天
王
像
は
、
天
宝
年
間
に
于
闐
国
に
行
っ
た
使
節
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
真
容
を
わ
が
国
に
将
来
し
た
。

あ
れ
か
ら
全
国
各
地
の
町
で
、
毘
沙
門
天
王
へ
の
信
仰
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
芮
国
公
の
豆
盧
建
が
荊

州
城
の
望
楼
に
そ
の
彫
像
を
建
て
た
。
そ
れ
以
来
、
全
国
の
百
以
上
の
町
が
、
皆
な
そ
の
真
似
を
し
た
。

（
毘
沙
門
之
天
王
、
自
天
宝
中
使
于
闐
者
、
得
其
真
還
、
愈
増
宇
内
之
敬
。
旋
大
夫
芮
国
公
荊
渚
之
塑
也
。
凡
百
城
池
、
莫
不
一
之
。）

「
霊
山
塑
北
方
毘
沙
門
天
王
碑
」

　

こ
の
記
事
か
ら
、
ま
ず
は
天
宝
年
間
に
于
闐
国
よ
り
毘
沙
門
天
像
を
将
来
し
た
事
実
を
再
確
認
で
き
る
。
ま
た
玄
宗
皇
帝
の
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婿
、
唐
王
朝
の
世
襲
高
級
貴
族
で
あ
る
芮
国
公
の
豆
盧
建
（
七
〇
六
～
七
四
四
）
が
積
極
的
に
毘
沙
門
天
の
彫
像
を
営
造
し
た
点

も
皇
帝
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

行
霆
は
「
北
方
天
王
伝
」
に
、
唐
懿
宗
の
咸
通
三
年
（
八
六
二
）
に
、
四
川
の
各
地
に
僧
侶
の
姿
の
毘
沙
門
天
王
が
現
れ
た

と
い
う
霊
験
談
を
記
し
た
。
こ
の
霊
験
談
か
ら
、
当
時
の
四
川
に
は
毘
沙
門
天
信
仰
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

北
宋
・
黄
休
復
の
『
益
州
名
画
録
』
に
は
、
北
方
天
王
像
を
描
く
数
多
く
の
唐
代
四
川
の
絵
師
の
記
録
を
残
し
た
。
中
に
は

開
成
年
間
（
八
三
六
～
八
四
〇
）
に
活
躍
し
た
天
王
像
を
描
く
三
名
手
、
范
瓊
、
陳
皓
、
彭
堅
の
ほ
か
、
大
中
年
間
（
八
四
七
～

八
五
九
）
に
活
躍
し
た
張
騰
な
ど
も
い
る
。
特
に
、
陳
皓
と
張
騰
は
、
と
も
に
弓
矢
を
持
つ
北
方
天
王
像
を
画
い
た
こ
と
が
あ

る
た
め
、
王
洮
の
「
崑
山
天
王
堂
記
」
に
示
し
た
「
血
鏃
射
妖
」
の
特
徴
を
持
つ
北
方
天
王
の
姿
と
一
致
す
る
点
が
、
そ
の
時

代
に
現
れ
た
北
方
天
王
像
の
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

『
毘
沙
門
儀
軌
』
奥
書
の
記
述

　
『
金
光
明
経
照
解
』
の
二
つ
目
事
例
は
、
不
空
訳
と
さ
れ
た
『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
奥
書
に
書
か
れ
た
記
事
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。

　

宮
崎
市
定
の
論
文
「
毘
沙
門
天
信
仰
の
東
漸
に
つ
い
て
」
で
は
、『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
こ
の
記
述
を
「
確
実
な
資
料
と
は
な

ら
な
い
」
と
し
た
も
の
の
、「
ど
こ
か
に
は
真
実
を
含
ん
で
い
る
」
と
見
て
い
た
。

　

し
か
し
、
北
宋
仏
教
界
の
僧
官
賛
寧
が
皇
帝
の
勅
命
を
受
け
、
編
集
し
た
仏
教
史
伝
資
料
『
宋
高
僧
伝
』
及
び
『
大
宋
僧
史

略
』
の
両
書
を
始
め
、
宋
・
法
雲
『
翻
訳
名
義
集
』
巻
二
「
鞞
沙
門
」、
宋
・
非
濁
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
巻
中
「
第
五
十
八
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唐
玄
宗
皇
帝
誦
仁
王
咒
感
応
」、
宋
・
道
誠
『
釈
氏
要
覧
』
巻
下
「
城
門
上
天
王
」、
宋
・
呉
曽
の
筆
記
小
説
集
『
能
改
斎
漫

録
』
巻
二
「
天
王
現
形
」
条
な
ど
に
は
、『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
内
容
を
祖
述
し
た
点
が
あ
る
た
め
、
少
な
く
と
も
宋
代
の
仏
教

界
で
は
こ
の
記
述
を
事
実
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
奧
書
に
書
か
れ
た
記
事
は
、
以
下
四
つ
の
内
容
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

一
︑
安
西
都
護
府
の
毘
沙
門
天
霊
験
談

　

最
初
の
内
容
は
、『
諸
天
伝
』「
北
方
天
王
伝
」
な
ど
に
引
用
さ
れ
た
天
宝
年
間
の
西
涼
府
に
お
け
る
毘
沙
門
天
の
霊
験
談
で

あ
る
。『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
記
述
は
一
番
詳
し
い
も
の
の
、
誤
字
脱
字
及
び
誤
記
な
ど
が
あ
る
た
め
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
難
解
で

あ
る
。
そ
の
内
容
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
「
城
闍
天
王
」
条
の
記
述
と
併
せ
て
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

唐
の
天
宝
元
年
（
壬
午
の
年
、
七
四
二
）
に
、
西
域
の
大
石
、
康
な
ど
の
五
つ
の
国
は
、
出
兵
し
て
安
西
都
護
府
の
所
在

地
亀き

茲じ

国
（
現
在
の
ク
チ
ャ
市
に
位
置
す
る
。
安
西
都
護
府
は
唐
代
の
行
政
区
画
。
管
轄
範
囲
は
タ
リ
ム
盆
地
を
中
心
に
東
西
ト
ル
キ

ス
タ
ン
に
及
ぶ
）
を
攻
め
始
め
た
。
そ
の
年
の
二
月
十
一
日
に
将
兵
を
派
遣
し
救
援
す
る
よ
う
に
、
安
西
都
護
府
よ
り
の

急
報
が
上
奏
さ
れ
た
。

　

玄
宗
皇
帝
は
一
行
禪
師
に
、「
た
だ
い
ま
安
西
府
は
大
石
な
ど
の
異
国
軍
に
篭
城
さ
れ
、
将
兵
を
派
遣
し
救
援
す
る
よ

う
に
、
辺
境
か
ら
の
急
報
が
来
ま
し
た
。
し
か
し
安
西
府
は
長
安
か
ら
一
万
二
千
里
以
上
も
離
れ
、
長
安
か
ら
派
兵
し
て

も
お
よ
そ
八
ヶ
月
も
掛
か
り
、
安
西
府
に
着
い
た
頃
に
は
、
す
で
に
朕
の
も
の
で
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
対
策
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を
求
め
た
。

　

そ
こ
で
、
一
行
禅
師
は
、「
陛
下
に
は
北
方
毘
沙
門
天
王
の
神
兵
の
救
援
を
奉
請
す
る
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
」
と
提
案
し
た
。

　

帝
は
、「
そ
の
方
法
を
是
非
教
え
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
だ
。

　

一
行
禅
師
は
、「
西
域
僧
の
不
空
三
蔵
を
お
招
き
し
て
、
毘
沙
門
天
王
を
奉
請
す
れ
ば
解
決
で
き
る
と
存
じ
ま
す
」
と

答
え
た
。

　

敕
命
を
受
け
、
不
空
三
蔵
は
宮
中
に
招
か
れ
て
、「
陛
下
が
拙
僧
を
召
集
す
る
の
は
、
安
西
府
が
大
石
な
ど
の
異
国
軍

に
篭
城
さ
れ
た
件
の
た
め
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た
。

　

帝
は
、「
そ
の
通
り
」
と
答
え
た
。

　

不
空
は
、「
こ
れ
か
ら
陛
下
は
香
爐
を
執
り
、
拙
僧
と
と
も
に
道
場
に
入
り
、
陛
下
の
た
め
に
必
ず
北
方
天
王
の
神
兵

を
奉
請
し
て
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
た
く
存
じ
ま
す
」
と
述
べ
た
。

　

道
場
に
入
り
、
奉
請
す
る
た
め
に
一
周
七
回
の
真
言
陀
羅
尼
を
読
誦
し
、
そ
の
二
周
目
す
ら
も
終
え
な
い
う
ち
に
、
帝

は
突
然
、
甲
冑
を
身
に
つ
け
た
二
、
三
百
の
天
神
が
道
場
の
前
に
降
臨
し
結
集
す
る
の
を
見
た
。

　

帝
は
不
空
に
、「
い
ま
の
は
ど
う
い
う
方
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、

　

不
空
は
、「
こ
こ
に
降
臨
し
た
の
は
、
北
方
毘
沙
門
天
王
の
第
二
子
の
独
健
と
そ
の
部
下
で
ご
ざ
い
ま
す
。
彼
は
こ
れ

か
ら
天
兵
を
率
い
て
安
西
府
へ
救
援
に
行
く
と
こ
ろ
、
わ
ざ
わ
ざ
陛
下
に
挨
拶
を
し
に
参
り
ま
し
た
。
宜
し
け
れ
ば
齋
食

を
供
養
し
て
行
か
せ
ま
し
ょ
う
」
と
説
明
し
た
。

　

そ
の
年
の
四
月
に
、
安
西
府
よ
り
次
の
上
奏
文
が
呈
上
さ
れ
た
。
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「
去
る
二
月
十
一
日
の
出
来
事
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
日
の
午
時
（
十
一
時
か
ら
十
三
時
の
間
）
の
前
に
、
城

の
東
北
よ
り
三
十
里
ほ
ど
の
所
に
、
突
然
に
多
く
の
雲
と
霧
が
あ
ら
わ
れ
暗
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
身
長
一
丈
あ

ま
り
の
金
色
の
甲
を
身
に
着
け
た
神
将
数
百
名
が
続
々
と
結
集
し
ま
し
た
。
酉
時
（
十
七
時
か
ら
十
九
時
の
間
）
を
過
ぎ
た

頃
に
、
出
陣
の
鼓
角
が
高
ら
か
に
鳴
り
、
そ
の
動
き
は
周
囲
三
百
里
に
鳴
り
響
き
、
山
地
を
崩
壊
す
る
勢
い
で
、
そ
れ
が

三
日
間
も
続
き
ま
し
た
。
西
域
五
国
は
大
い
に
恐
れ
て
、
軍
隊
の
撤
退
を
命
令
し
戦
争
を
中
止
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

彼
の
陣
中
に
た
く
さ
ん
の
金
色
の
ネ
ズ
ミ
が
現
れ
、
弓
弩
の
弦
や
様
々
な
武
器
を
噛
み
壊
し
ま
し
た
。
逃
げ
切
れ
な
か
っ

た
老
弱
の
敵
兵
士
を
、
臣
の
配
下
は
一
気
に
攻
め
殺
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
空
か
ら
「
許
し
給
え
、
殺
し
て
は
い
け
ぬ
」

の
声
が
聞
こ
え
、
再
び
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
安
西
府
の
北
門
望
楼
の
上
に
輝
く
光
の
中
に
、
毘
沙
門
天
王
の
姿
が
現
れ
て

い
ま
し
た
。
当
時
の
毘
沙
門
天
王
の
た
く
ま
し
き
姿
は
絵
に
し
ま
し
て
、
謹
ん
で
こ
の
上
奏
文
と
と
も
に
献
上
申
し
上
げ

ま
す
」。

（
唐
天
宝
元
〈
載
〉
壬
午
歳
、
大
石
康
〈
五
〉
国
囲
安
西
城
、
其
年
二
月
十
一
日
有
表
請
兵
救
援
。
聖
人
告
一
行
禪
師
曰
、「
和
尚
、
安

西
被
大
石
康
□
□
□
□
□
□
国
囲
城
、
有
表
請
兵
。
安
西
去
京
一
万
二
千
里
、
兵
程
八
個
月
。
然
到
其
安
西
、
即
無
朕
之
所
有
」。
一
行

曰
、「
陛
下
何
不
請
北
方
毘
沙
門
天
王
神
兵
応
援
」。
聖
人
云
、「
朕
如
何
請
得
」。
一
行
曰
、「
喚
取
胡
僧
大
広
智
、
即
請
得
」。
有
敕
喚

得
大
広
智
到
内
。
云
、「
聖
人
所
喚
臣
僧
者
、
豈
不
縁
安
西
城
被
五
国
賊
囲
城
」。
聖
人
云
、「
是
」。
大
廣
智
曰
、「
陛
下
執
香
爐
入
道
場
。

與
陛
下
請
北
方
天
王
神
兵
救
急
。」
入
道
場
請
真
言
未
二
七
遍
、
聖
人
忽
見
有
神
人
二
三
百
人
、
帯
甲
於
道
場
前
立
。
聖
人
問
僧
曰
、「
此

是
何
人
」。
大
廣
智
曰
、「
此
是
北
方
毘
沙
門
天
王
第
二
子
独
健
、
領
天
兵
救
援
安
西
、
故
来
辞
聖
人
、〈
請
〉
設
食
発
遣
」。
至
其
年
四

月
□
日
、
安
西
表
到
云
、「
去
二
月
十
一
日
巳
後
。
午
前
去
城
東
北
三
十
里
。
有
雲
霧
斗
闇
、
霧
中
有
人
、
身
長
一
丈
。
約
三
五
百
人
、

盡
著
金
甲
。
至
酉
後
、
鼓
角
大
鳴
、
聲
震
三
百
里
、
地
動
山
崩
、
停
住
三
日
。
五
国
大
懼
、
盡
退
軍
抽
兵
。
諸
営
〈
隊
〉
中
、
並
是
金
鼠
、
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咬
弓
弩
絃
、
及
器
械
損
断
、
尽
不
堪
用
。
有
老
弱
去
不
得
者
、
臣
所
管
兵
欲
損
之
。
空
中
云
、『
放
去
不
須
殺
』。
尋
聲
反
顧
、
城
北
門

楼
上
有
大
光
明
、
毘
沙
門
天
王
見
身
於
樓
上
。
其
天
王
神
様
、
謹
随
表
進
上
」
者
。）

 

『
毘
沙
門
儀
軌
』
奧
書

以
下
、
参
考
比
較
と
し
て
、『
大
宋
僧
史
略
』
の
内
容
を
添
付
す
る
。

（
凡
城
門
置
天
王
者
、
為
護
世
也
。
唐
天
宝
元
年
壬
子
歳
、
西
蕃
大
石
康
居
五
国
來
寇
安
西
。
其
年
二
月
十
一
日
、
奏
請
兵
解
援
。
玄
宗

詔
發
師
、
計
一
万
餘
里
、
累
月
方
到
。
時
近
臣
言
、「
且
可
詔
問
不
空
三
蔵
」。
帝
依
奏
詔
入
内
、
持
念
請
天
王
為
救
。
帝
秉
香
炉
、
不

空
誦
仁
王
護
国
経
陀
羅
尼
二
七
遍
。
帝
忽
見
神
人
可
五
百
員
、
帯
甲
荷
戈
在
殿
前
。
帝
驚
疑
問
不
空
。
對
曰
、「
此
毘
沙
門
第
二
子
独
健

領
兵
、
是
必
副
陛
下
意
、
往
救
安
西
、
故
来
辞
耳
。
請
設
食
発
遣
」。
其
年
四
月
、
安
西
奏
云
、「
去
二
月
十
一
日
已
後
、
城
東
北
三
十
里
、

雲
霧
晦
冥
、
中
有
人
衆
、
可
長
丈
餘
、
皆
被
金
甲
。
至
酉
時
、
鼓
角
大
鳴
、
聲
振
三
百
里
、
地
動
山
傾
。
経
二
日
、
大
石
康
居
等
五
国
、

当
時
奔
潰
。
諸
帳
幕
間
有
金
毛
鼠
、
齧
斷
弓
弩
弦
及
器
仗
、
悉
不
堪
用
。
斯
須
城
楼
上
有
光
明
天
王
現
形
、
無
不
見
者
。
謹
図
天
王
様
、

随
表
進
呈
」。

　

帝
因
敕
諸
道
節
度
、
所
在
州
府
於
城
西
北
隅
、
各
置
天
王
形
像
部
従
供
養
。
至
於
仏
寺
、
亦
敕
別
院
安
置
。
迄
今
朔
日
、
州
府
上
香

華
食
饌
動
歌
舞
、
謂
之
楽
天
王
也
。
所
号
毘
沙
門
者
、
由
此
天
王
與
于
闐
国
最
有
因
縁
、
偏
多
応
現
于
闐
国
、
是
毘
沙
部
、
故
号
毘
沙

門
天
王
、
如
言
于
闐
国
天
王
也
。
亦
猶
觀
音
菩
薩
所
在
現
形
、
而
偏
曰
宝
陀
落
山
觀
音
、
同
也
。）

 

『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
「
城
闍
天
王
」
条

　
『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
こ
の
記
述
の
最
大
の
誤
記
は
、
す
で
に
長
部
和
雄
の
『
唐
代
密
教
史
雑
考
』（
北
辰
堂
、
一
九
九
〇
）
第
八

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
行
禅
師
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
行
は
善
無
畏
と
金
剛
智
か
ら
密
教
を
学
び
、
開
元
三
年
頃
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に
長
安
に
招
か
れ
た
後
、
玄
宗
皇
帝
の
勅
命
を
受
け
、
唐
代
の
暦
を
再
編
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
一
行
は
開
元
十
年
（
七

二
二
）
に
、
入
滅
し
て
お
り
、
天
宝
元
年
（
七
四
二
）
に
玄
宗
の
側
近
と
し
て
活
躍
す
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
一
行
を
め
ぐ
る

誤
記
に
つ
い
て
、
宋
代
の
賛
寧
は
『
宋
高
僧
伝
』
及
び
『
大
宋
僧
史
略
』
を
編
集
す
る
に
当
た
り
、「
一
行
」
を
「
近
臣
」
と

改
め
、「
一
行
」
に
関
連
す
る
内
容
は
一
切
引
用
し
な
か
っ
た
。

　

晩
唐
の
李
筌
の
撰
述
と
さ
れ
た
兵
法
書
『
太
白
陰
経
』
巻
七
の
「
祭
文
書
薬
方
総
序
」
に
も
、
こ
の
毘
沙
門
天
霊
験
談
に
関

す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　

昔
吐
蕃
囲
安
西
、
北
庭
表
奏
之
救
。
唐
玄
宗
曰
、「
安
西
去
京
一
万
二
千
里
、
八
月
方
到
。
到
則
無
所
及
矣
」。
左
右

0

0

請
召
不
空
三
藏
、

〈
奉
〉
請
毘
沙
門
天
王
。
師
至
、
請
帝
執
香
炉
。
師
誦
真
言
、
帝
忽
見
甲
士
前
立
。
帝
問
不
空
、
不
空
曰
、「
天
王
差
二
子
独
〈
揵
〉
領

兵
救
安
西
、
来
辞
陛
下
」。
後
安
西
奏
云
、
城
東
北
三
十
里
雲
霧
中
、
見
兵
人
各
長
一
丈
、
約
五
六
〈
百
〉。
至
酉
時
、
鳴
鼓
角
震
三
百
里
、

停
二
日
、
康
居
等
五
国
抽
兵
。
彼
営
中
有
金
鼠
、
咬
弓
弦
弩
器
械
並
損
、
須
臾
北
楼
天
王
現
身
。

 

『
太
白
陰
経
』
巻
七
「
祭
文
書
薬
方
総
序
」

　
『
太
白
陰
経
』
の
こ
の
記
述
に
も
、
一
行
の
話
は
出
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
大
筋
は
『
毘
沙
門
儀
軌
』
お
よ
び
『
大
宋
僧
史

略
』
の
内
容
と
大
差
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
す
が
に
兵
法
書
で
だ
け
あ
っ
て
、
篭
城
さ
れ
た
安
西
都
護
府
で
は
な
く
、

す
ぐ
隣
り
の
北
庭
都
護
府
（
今
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
昌
吉
回
族
自
治
州
あ
た
り
）
よ
り
救
援
の
依
頼
が
上
奏
さ
れ
た
点
は
、
当

時
の
緊
迫
し
た
戦
況
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
奥
書
に
見
え
る
こ
の
毘
沙
門
天
の
霊
験
談
は
、
唐
代
に
お
い
て
一
定
の
範
囲
に
流
布
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さ
れ
た
伝
説
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
宋
代
に
入
り
、
僧
官
の
賛
寧
が
再
編
集
し
、
そ
れ
が
仏
教
史
籍
に
収
録
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
霊
験
談
は
仏
教
界
の
み
な
ら
ず
、
次
第
に
儒
者
の
筆
記
資
料
集
に
ま
で
影
響
が
広
ま
っ
た
。

二
︑
毘
沙
門
天
像
の
流
布
事
情

　
『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
奧
書
に
書
か
れ
た
記
事
の
二
つ
目
の
内
容
は
、
安
西
都
護
府
の
勝
利
の
報
告
と
と
も
に
朝
廷
に
献
上
し

た
毘
沙
門
天
の
模
本
に
関
す
る
そ
の
後
の
流
布
事
情
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

　

天
宝
十
四
年
（
七
五
五
）
に
、
内
道
場
供
奉
僧
で
あ
る
大
悲
の
所
に
て
、
こ
の
『
毘
沙
門
儀
軌
』
と
当
時
朝
廷
に
献
上

し
た
毘
沙
門
天
の
模
本
と
を
模
写
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）
に
、
集
州
（
現
在
の
四
川
省
巴
中
市
一
帯
）

に
内
道
場
供
奉
僧
で
あ
る
良
賁
法
師
が
集
州
の
開
元
寺
に
掛か

し
や
く錫

し
た
の
を
見
た
。
集
州
の
開
元
寺
に
あ
る
『
毘
沙
門
儀

軌
』
と
毘
沙
門
天
の
模
本
は
大
悲
の
所
で
見
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

（
中
華
天
宝
十
四
載
、
於
内
供
〈
奉
〉
僧
大
悲
處
、
寫
得
経
及
像
。
至
大
暦
五
年
、
於
集
〈
州
〉
見
内
供
〈
奉
〉
僧
良
賁
法
師
、
移
住
集

〈
州
〉
開
元
寺
。
勘
経
像
與
大
悲
本
同
。）

 

『
毘
沙
門
儀
軌
』
奧
書

　

奧
書
の
こ
の
内
容
を
記
し
た
者
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
彼
は
帝
王
家
の
内
道
場
に
出
入
り
が
で
き
、
ま
た
不
空
と
深

く
関
わ
り
が
あ
っ
た
良
賁
（
七
一
七
～
七
七
七
）
の
動
向
に
注
目
し
、
そ
の
移
住
先
に
ど
の
よ
う
な
経
典
や
天
王
像
が
使
わ
れ
て

い
た
か
に
つ
い
て
ま
で
気
を
遣
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
か
ら
、
彼
は
長
安
を
拠
点
と
す
る
不
空
教
団
の
一
員
で
あ
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る
可
能
性
が
高
い
。
曽
て
不
空
の
盟
友
で
あ
り
部
下
で
も
あ
る
良
賁
は
、
長
安
か
ら
離
れ
、
不
空
教
団
と
疎
遠
に
な
っ
た
後
の

動
向
を
確
認
す
る
目
的
で
、
こ
の
記
事
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
奧
書
の
内
容
か
ら
も
う
一
つ
の
重
要
な
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
毘
沙
門
天
像
を
頻

繁
に
模
写
さ
れ
流
布
し
た
当
時
の
様
子
で
あ
る
。

　

す
で
に
前
文
で
紹
介
し
た
が
、
安
西
都
護
府
が
献
上
し
た
毘
沙
門
天
像
と
は
別
に
、
玄
宗
皇
帝
が
絵
師
の
車
道
政
を
遣
い
、

于
闐
国
か
ら
別
系
統
の
毘
沙
門
天
像
を
も
将
来
し
た
。

　
『
諸
天
伝
』
に
も
唐
代
の
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て
、『
陀
羅
尼
集
』
に
示
し
た
も
の
と
、「
金
色
の
鎧
を
着
せ
、
足
は
女
性
の

肩
を
踏
み
、
そ
の
周
り
を
祥
雲
が
囲
む
よ
う
に
し
て
い
た
」
姿
の
二
種
の
伝
承
が
あ
る
と
記
録
し
た
。

　
『
諸
天
伝
』
に
示
し
た
毘
沙
門
天
像
は
、
い
ず
れ
も
左
手
に
矟
（
ほ
こ
）、
右
手
に
仏
塔
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
唐
以

降
は
さ
ま
ざ
ま
な
持
ち
物
を
手
に
す
る
毘
沙
門
天
像
の
記
録
が
存
在
す
る
。

　

毘
沙
門
天
は
釈
尊
に
忠
誠
を
尽
く
す
部
下
で
あ
る
。
右
手
に
は
呉
鉤
の
剣
、
左
手
に
は
宝
塔
を
持
つ
。

（
毘
沙
門
天
王
者
、
仏
之
臂
指
也
。
右
扼
呉
鉤
、
左
持
宝
塔
。）
盧
弘
正
「
興
唐
寺
毘
沙
門
天
王
記
」

　

于
闐
城
に
そ
の
霊
廟
が
あ
る
、
毘
沙
門
天
は
甲
を
身
に
着
け
、
右
手
に
は
戟
、
左
手
に
は
宝
塔
を
持
つ
。

（
於
于
闐
城
有
廟
、
身
披
甲
、
右
手
持
戟
、
左
手
擎
化
塔
。）
李
筌
「
祭
文
書
薬
方
総
序
」

　

毘
沙
門
天
は
金
色
の
甲
を
身
に
着
け
、
手
に
は
宝
塔
を
持
ち
、
足
は
地
神
を
踏
み
、
そ
の
後
ろ
に
様
々
な
天
神
が
随
従
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し
て
い
た
。

（
身
被
金
甲
、
手
擎
雁
塔
、
地
祗
下
捧
、
天
将
前
擁
。）
黄
滔
「
霊
山
塑
北
方
毗
沙
門
天
王
碑
」

　

毘
沙
門
天
は
戟
を
以
て
地
面
を
突
く
。

　

毘
沙
門
天
は
ほ
こ
を
支
え
、
目
を
怒
ら
せ
た
。

（
天
王
操
戟
卓
地
。
天
王
支
槊
張
目
。）
段
成
式
「
塑
像
記
」

　

北
方
毘
沙
門
天
は
弓
を
持
っ
て
、
勢
い
激
し
く
奮
い
立
っ
て
い
る
。

（
北
畔
持
弓
奮
赫
。）
黄
休
復
『
益
州
名
畫
録
』
巻
上
「
陳
皓
」

　

弓
を
持
つ
北
方
毘
沙
門
天
を
壁
一
面
に
描
い
た
。

（
畫
持
弓
北
方
天
王
一
堵
。）
黄
休
復
『
益
州
名
畫
録
』
巻
上
「
張
騰
」

　

中
唐
以
降
か
ら
北
宋
期
に
か
け
て
、
民
間
に
お
け
る
四
天
王
信
仰
は
、
各
地
の
寺
院
が
行
う
天
王
像
の
営
造
や
絵
画
に
よ
っ

て
そ
の
隆
盛
を
極
め
る
。
様
々
な
画
風
を
持
つ
天
王
像
の
出
現
に
対
し
、
北
宋
の
董
逌
に
よ
る
美
術
作
品
を
批
評
す
る
論
著

『
広
川
画
跋
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
見
ら
れ
た
。

　

天
に
は
四
方
が
あ
り
、
持
国
天
王
は
東
方
に
鎮
護
し
、〈
提
〉
頭
賴
吒
と
名
乗
り
、
威
神
の
力
及
び
衆
生
を
哀
愍
す
る
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心
を
以
て
、
悪
魔
や
煩
悩
を
滅
ぼ
し
、
正
し
い
仏
法
を
護
持
し
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
姿
形
は
威
風
堂
々
と
し
て
い
る
。
近
ご

ろ
、
呉
氏
が
描
い
た
四
天
王
像
を
拝
見
し
た
。
非
常
に
上
手
く
四
天
王
本
来
の
性
質
を
具
現
し
て
い
た
。
西
方
に
鎮
護
す

る
毘
婁
勒
叉
、
南
方
に
鎮
護
す
る
毘
婁
博
叉
、
そ
し
て
北
方
に
鎮
護
す
る
毘
沙
門
天
王
の
ど
れ
に
つ
い
て
も
、
よ
く
描
い

て
い
た
。
そ
も
そ
も
毘
沙
門
天
王
は
「
多
聞
」
に
よ
っ
て
名
を
上
げ
、
博
叉
天
王
は
「
非
好
報
」
に
よ
っ
て
評
価
を
得
、

勒
叉
天
王
は
「
免
離
」
に
よ
っ
て
名
を
馳
せ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
形
そ
し
て
容
貌
は
各
自
の
立
身
出
世
の
功
績
に
よ
っ
て

現
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
四
天
王
像
を
描
く
絵
師
は
、
単
な
る
愚
か
者
で
し
か
な
い
。

自
分
の
無
知
を
晒
し
、
恥
を
か
く
以
上
、
も
う
一
度
四
天
王
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
か
ら
描
く
こ
と
を
望
む
。

（
天
有
四
方
、
持
国
主
司
東
方
、
是
頭
賴
吒
、
以
威
神
加
哀
、
摧
滅
魔
怨
、
得
大
総
持
、
故
威
威
寂
寂
、
其
相
好
如
此
。
頃
見
呉
氏
作
四

天
王
、
妙
得
法
意
。
其
居
西
方
毘
婁
勒
叉
、
其
在
南
方
毘
婁
博
叉
、
至
於
北
方
是
名
毘
沙
門
。
蓋
毘
沙
以
多
聞
稱
、
博
叉
以
非
好
報
顯
、

勒
叉
以
免
離
成
、
故
其
形
容
、
各
以
妙
用
自
見
。
不
知
乎
此
而
為
畫
者
、
妄
人
也
。
此
可
以
妄
昧
自
見
、
惟
得
於
深
識
者
能
之
。）『
広

川
画
跋
』
巻
五
「
武
宗
元
画
天
王
図
」

　

以
上
の
内
容
か
ら
、
中
唐
以
降
の
民
間
に
お
い
て
四
天
王
信
仰
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
︑
玄
宗
の
勅
令
の
内
容

　
『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
奧
書
に
書
か
れ
た
記
事
の
三
つ
目
の
主
な
内
容
は
、
安
西
都
護
府
の
勝
利
を
導
い
た
毘
沙
門
天
に
感
謝

す
る
た
め
に
、
玄
宗
が
辺
境
の
十
節
度
使
ら
に
宛
て
た
一
通
の
勅
令
で
あ
る
。
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謹
ん
で
敕
令
に
従
い
宣
告
す
る
。
天
下
十
道
及
び
十
鎮
の
節
度
使
が
所
在
す
る
軍
営
や
町
に
、
毘
沙
門
天
像
を
設
置
し
、

祈
願
し
供
養
す
べ
き
で
あ
る
。
天
宝
元
年
（
七
四
二
）
四
月
二
十
三
日
、
内
臣
高
慧
明
に
よ
り
こ
の
勅
令
が
伝
達
さ
れ
る
。

（
奉
敕
宣
付
十
道
節
度
所
在
軍
〈
鎮
〉、
令
置
形
像
、
祈
願
供
養
。
天
宝
元
載
四
月
二
十
三
日
、
内
謁
者
監
高
慧
明
〈
宣
〉。）『
毘
沙
門
儀

軌
』
奧
書

　
「
十
道
」
と
は
、
初
唐
期
の
貞
観
元
年
（
六
二
七
）
よ
り
、
隋
王
朝
よ
り
継
承
し
た
領
土
を
関
内
、
河
南
、
河
東
、
河
北
、
山

南
、
隴
右
、
淮
南
、
江
南
、
劍
南
、
嶺
南
の
十
に
区
分
け
し
た
も
の
で
あ
る
。「
十
鎮
」
と
は
、
唐
の
杜
佑
（
七
三
五
～
八
一

二
）
の
『
通
典
』
に
よ
れ
ば
、
唐
王
朝
の
拡
張
政
策
に
伴
い
、
睿
宗
の
景
雲
二
年
（
七
一
一
）
か
ら
玄
宗
の
開
元
年
間
（
七
一
三

～
七
四
一
）
に
次
々
と
辺
境
の
最
前
線
に
設
置
し
た
安
西
、
北
庭
、
河
西
、
朔
方
、
河
東
、
范
陽
、
平
盧
、
隴
右
、
劍
南
、
嶺

南
五
府
経
略
の
十
大
軍
事
拠
点
の
こ
と
で
あ
る
。

　

奥
書
に
書
か
れ
た
「
十
道
節
度
」
は
、
宋
代
賛
寧
の
『
大
宋
僧
史
略
』
で
は
「
諸
道
節
度
」
と
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
は
玄
宗

が
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）
に
、天
下
を
「
十
五
道
」
と
し
て
新
た
に
区
画
し
た
史
実
に
合
わ
せ
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
勅
令
の
真
偽
に
つ
い
て
、
宮
崎
市
定
は
「
確
実
な
史
料
と
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
が
、
唐
代
当
時
、
勅
令
を
偽
っ
て
こ

の
話
を
創
作
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
偽
り
が
判
明
し
た
時
に
、
天
子
を
侮
る
罪
に
相
当
し
、
一
寺
一
門
が
全
員
斬
首
に
さ

れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
し
て
ま
で
創
作
し
た
と
は
考
え
難
い
。
従
っ
て
、『
毘
沙
門
儀
軌
』
奧
書
の
こ
の

内
容
は
、
一
定
の
史
実
に
基
づ
い
た
記
述
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
前
述
し
た
黄
滔
の
「
霊
山
塑
北
方
毘
沙
門
天
王
碑
」
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
玄
宗
の
婿
に
当
た
る
芮
国
公
の
豆
盧

建
が
率
先
し
て
自
ら
管
轄
し
た
荊
州
に
毘
沙
門
像
を
望
楼
に
建
て
た
記
述
も
、
こ
の
勅
令
の
真
実
性
の
傍
証
の
一
つ
と
な
り
う
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る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
元
和
朝
の
進
士
盧
弘
正
（
？
～
八
五
一
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

開
元
年
間
に
、
玄
宗
の
勅
令
に
よ
り
、
毘
沙
門
天
の
図
像
は
戦
旗
の
紋
章
と
し
て
飾
ら
れ
、
元
和
年
間
に
は
、
憲
宗
は

毘
沙
門
天
の
夢
告
を
も
受
け
た
。
人
々
を
危
難
か
ら
助
け
、
す
べ
て
毘
沙
門
天
が
ひ
そ
か
に
行
っ
た
善
行
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

（
在
開
元
、
則
玄
宗
図
像
於
旗
章
。
在
元
和
、
則
憲
皇
交
神
於
夢
寐
。
佑
人
済
難
、
皆
有
陰
功
。）「
興
唐
寺
毘
沙
門
天
王
記
」

　

盧
弘
正
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
玄
宗
は
毘
沙
門
天
像
の
営
造
の
み
な
ら
ず
、
軍
隊
の
戦
旗
に
も
毘
沙
門
天
の
図
像
を
入
れ
る
よ

う
に
指
示
し
た
。

　

ま
た
、
わ
ざ
わ
ざ
玄
宗
や
憲
宗
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
毘
沙
門
天
信
仰
と
帝
王
家
と
の
間
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
た
。

　

一
方
、
憲
宗
が
ど
の
よ
う
な
夢
告
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
関
連
資
料
を
見
い
だ
す
事
は
で
き
ず
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
『
册
府
元
亀
』
巻
五
十
二
に
見
ら
れ
る
以
下
の
記
事
は
、
憲
宗
の
毘
沙
門
天
王
信
仰
の
様
子
を
示
し
て
い
る
。

　

憲
宗
の
元
和
十
年
（
八
一
五
）
三
月
の
甲
申
の
日
、
西
明
寺
の
僧
た
ち
は
、
西
明
寺
に
祀
ら
れ
た
毘
沙
門
天
の
像
を
開

業
寺
に
移
そ
う
と
し
た
。
憲
宗
は
禁
衛
軍
の
騎
兵
隊
を
遣
い
、
途
中
の
安
全
を
守
る
た
め
に
護
衛
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

僧
侶
の
一
行
は
幢
盖
を
以
て
行
進
し
、
そ
の
賑
や
か
さ
を
見
に
き
た
見
物
客
は
次
々
に
集
ま
り
、
長
蛇
の
列
に
続
き
町
か
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ら
人
が
い
な
く
な
る
ほ
ど
の
盛
況
で
あ
っ
た
。

（〈
憲
宗
元
和
〉
十
年
三
月
甲
申
、
西
明
仏
寺
僧
、
遷
寺
中
之
毘
沙
門
神
像
於
開
業
寺
。
帝
命
假
之
騎
軍
、
前
後
翼
衞
。
其
徒
以
幢
盖
引
侍
、

凡
数
里
不
絶
、
観
者
傾
都
。）『
册
府
元
亀
』
巻
五
十
二

　

唐
代
の
民
間
で
は
毘
沙
門
天
の
夢
告
に
関
す
る
記
事
も
多
く
残
さ
れ
て
い
た
。
晩
唐
の
文
人
段
成
式
（
？
～
八
六
三
）
は
、

古
今
の
多
く
の
異
聞
を
記
し
た
『
酉
陽
雑
俎
』
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
彼
が
毘
沙
門
天
像
を
寺
院
に
寄
進
し
た
友
人
の
熊
輅

の
た
め
に
、「
塑
像
記
」
の
一
文
を
著
し
、
中
に
は
熊
輅
が
毘
沙
門
天
か
ら
受
け
た
二
つ
の
夢
告
を
記
し
た
。

　

熊
輅
が
学
問
を
修
め
る
に
は
、
俗
世
の
風
習
に
ま
じ
わ
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
正
義
を
守
る
。
聡
明
で
あ
り
弁
舌
に
巧
み
、

こ
れ
故
、
王
公
貴
族
た
ち
は
往
々
と
し
て
彼
に
敬
意
を
以
て
接
し
て
い
た
。
彼
は
ま
た
禅
観
に
も
修
習
し
、
そ
の
要
旨
を

心
得
て
、
常
に
毘
沙
門
天
の
真
言
陀
羅
尼
を
誦
持
し
て
い
た
。
大
中
三
年
（
八
四
九
）
に
死
に
至
る
重
病
に
罹
り
、
夢
の

中
に
毘
沙
門
天
王
が
現
れ
、
戟
を
持
て
地
面
に
刺
し
た
と
こ
ろ
、
泉
が
湧
き
出
し
、
飛
び
散
る
水
は
顔
に
当
た
っ
た
。
こ

れ
に
驚
い
た
熊
輅
は
目
覚
め
て
、
汗
を
ひ
ど
く
か
い
た
た
め
遂
に
病
気
も
癒
え
て
快
復
し
た
。

（
輅
為
学
性
端
介
敏
弁
、
王
公
多
伏
之
。
復
晤
禪
那
宗
要
、
得
総
持
契
訣
、
常
持
北
方
真
言
。
大
中
三
年
病
且
死
、
忽
夢
天
王
操
戟
卓
地
、

有
泉
迸
射
、
搏
之
及
面
、
因
驚
覚
汗
洽
而
愈
。）「
塑
像
記
」

　

大
中
十
二
年
（
八
五
八
）
に
、
洪
州
（
今
の
江
西
省
南
昌
市
一
帯
）
の
反
乱
勢
力
は
武
装
蜂
起
し
、
当
地
の
官
僚
ま
で
殺

害
し
た
。
廬
陵
（
今
の
江
西
省
吉
安
市
一
帯
）
に
い
る
熊
輅
は
、
ま
も
な
く
定
州
（
今
の
河
北
省
中
部
一
帯
）
に
赴
任
し
よ
う
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と
し
た
。
出
発
直
後
の
夜
に
、
夢
の
中
に
槊ほ

こ

を
持
っ
て
毘
沙
門
天
王
が
現
れ
、
目
に
怒
り
た
た
え
た
顔
で
、「
こ
の
よ
う

な
乱
世
の
中
、
そ
な
た
は
ど
う
し
て
す
ぐ
赴
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
止
め
よ
う
と
し
た
た
め
、
し
ば
ら
く
宿

に
数
日
に
留
ま
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
間
に
反
乱
軍
の
首
領
で
あ
る
毛
鶴
は
、
毘
沙
門
天
の
警
告
し
た
通
り
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
残
酷
極
ま
る
悪
事
を
重
ね
た
。
毘
沙
門
天
の
霊
験
に
よ
り
難
を
逃
れ
た
こ
と
は
誠
の
事
実
で
あ
る
。
大
中
十
三
年

（
八
五
九
）
の
秋
に
、
私
が
長
安
に
住
ん
で
い
た
時
、
熊
輅
は
交
趾
（
今
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
一
帯
）
へ
の
使
節
の
任
命
を
受
け

る
た
め
長
安
に
入
っ
た
。
彼
は
私
を
訪
ね
、
彼
の
こ
れ
ま
で
の
仏
教
と
の
関
わ
り
を
文
に
し
て
残
し
た
い
と
し
た
。
特
に

こ
の
二
つ
の
夢
告
に
つ
い
て
、
毘
沙
門
天
の
霊
験
談
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
も
お
願
い
し
た
。

（
十
二
年
洪
州
狂
賊
盗
兵
殺
吏
、
尋
定
州
差
輅
上
府
。
至
新
塗
、
夢
天
王
支
槊
張
目
曰
、
世
塗
若
此
、
爾
欲
何
往
。
即
宿
留
数
日
。
賊
毛

鶴
果
膾
肝
飲
頭
、
尤
恣
殘
酷
。
其
踐
較
著
如
是
。
十
三
年
秋
予
閒
居
漢
上
、
輅
為
交
趾
使
入
京
、
請
予
紀
釈
氏
事
。
以
上
事
請
予
明
張

北
方
故
實
焉
。）「
塑
像
記
」

　

一
方
、
前
述
し
た
盧
弘
正
が
当
時
の
戦
旗
に
も
毘
沙
門
天
の
図
像
を
入
れ
た
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
李
筌
（
唐

の
粛
宗
時
代
に
活
躍
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
、

　

国
は
毘
沙
門
天
の
霊
異
を
知
り
、
す
ぐ
に
辺
境
の
各
軍
事
拠
点
に
毘
沙
門
天
を
祀
る
天
王
廟
を
設
置
す
る
よ
う
に
命
じ

た
。
軍
の
統
帥
も
毘
沙
門
天
の
図
像
を
戦
旗
に
飾
り
、「
神
旗
」
と
名
付
け
、
様
々
な
戦
旗
の
最
前
列
に
掲
げ
た
。
出
陣

す
る
前
に
は
、
士
気
を
奮
い
立
た
せ
る
た
め
に
必
ず
祭
祀
を
行
う
。
今
に
至
り
、
各
地
の
州
県
は
こ
れ
を
真
似
し
て
天
王

廟
を
多
く
設
置
し
た
。
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（
国
家
知
其
神
、
乃
於
辺
方
立
廟
。
元
帥
亦
図
其
形
旗
上
、
号
曰
神
旗
、
出
居
旗
節
之
前
。
故
軍
出
而
祭
之
。
至
今
州
縣
府
多
立
天
王
廟

也
。）『
太
白
陰
経
』
巻
七
「
祭
文
書
薬
方
総
序
」

　

李
筌
の
記
述
に
も
、
天
王
廟
の
設
置
が
国
家
の
勅
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
唐
代

以
降
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
天
王
堂
な
い
し
天
王
廟
の
設
置
、
さ
ら
に
毘
沙
門
天
像
へ
の
崇
拝
は
、
唐
王
朝
の
皇
帝
た
ち
に
よ
る

推
進
と
深
く
関
連
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

四
︑
不
空
三
蔵
の
指
摘

　
『
毘
沙
門
儀
軌
』
の
奧
書
に
書
か
れ
た
玄
宗
の
勅
令
の
ほ
か
、
不
空
三
蔵
の
口
伝
と
見
ら
れ
る
内
容
も
混
在
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
二
つ
の
内
容
は
、
不
空
三
蔵
の
他
の
訳
経
に
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
古
来
か
ら
難
解
と
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
一
つ
目
の
指
摘
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

昔
し
、
国
々
の
辺
境
を
護
衛
す
る
た
め
に
、
釈
尊
の
ご
教
示
に
従
い
、
毘
沙
門
天
の
第
三
子
で
あ
る
那
吒
太
子
が
宝
塔

を
か
か
げ
持
っ
て
、
毘
沙
門
天
王
に
付
き
添
い
、
人
間
界
を
巡
視
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
不
空
三
蔵
は
、「
毎
月

の
一
日
は
、
毘
沙
門
天
王
が
配
下
の
諸
天
鬼
神
と
集
会
す
る
日
で
あ
る
。
十
一
日
は
、
第
二
子
の
独
健
太
子
が
父
で
あ
る

毘
沙
門
天
王
に
別
れ
を
告
げ
人
間
界
に
巡
視
に
出
か
け
る
日
で
あ
る
。
十
五
日
は
、
四
天
王
が
集
会
す
る
日
で
あ
る
。
二

十
一
日
は
、
那
吒
太
子
が
毘
沙
門
天
王
に
宝
塔
を
渡
す
日
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
日
に
必
ず
乳
粥
を
以
て
供
養
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
牛
や
羊
の
乳
が
用
意
で
き
な
い
場
合
は
、
少
し
固
ま
っ
た
蜜
糖
を
粥
に
入
れ
て
供
養
す
べ
き
で
あ
る
。
毘
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沙
門
天
王
は
素
晴
ら
し
い
霊
異
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
昔
防
援
国
界
、
奉
仏
教
敕
、
令
第
三
子
那
吒
捧
塔
隨
天
王
。
三
藏
大
広
智
云
、
毎
月
一
日
、
天
王
與
諸
天
鬼
神
集
会
日
。
十
一
日
、
第

二
子
独
健
辞
父
王
巡
界
日
。
十
五
日
、
與
四
天
王
集
会
日
。
二
十
一
日
、
那
吒
與
父
王
交
塔
日
。
其
日
須
乳
粥
供
養
、
無
乳
則
用
蘇
蜜

粥
供
養
。
其
天
王
有
天
霊
異
。）『
毘
沙
門
儀
軌
』
奧
書

　

釈
尊
の
教
示
に
従
い
、
四
天
王
は
仏
教
を
尊
崇
す
る
諸
国
を
護
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
『
金
光
明
経
』

「
四
天
王
品
」
な
ど
に
示
し
た
通
り
、
四
天
王
が
自
ら
仏
前
に
於
い
て
立
て
た
誓
言
で
あ
る
。

　

那
吒
太
子
が
宝
塔
を
持
っ
て
、
毘
沙
門
天
王
と
と
も
に
人
間
界
を
巡
視
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
不
空
訳
『
北
方
毘
沙
門
天
王

随
軍
護
法
真
言
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

　

毘
沙
門
天
王
の
塔
は
釈
迦
牟
尼
仏
か
ら
授
け
ら
れ
、
釈
迦
牟
尼
仏
は
毘
沙
門
天
王
に
、「
も
し
天
界
の
神
兵
を
率
い
諸

国
の
安
泰
を
護
衛
し
、
わ
が
仏
法
を
擁
護
し
た
い
な
ら
ば
、
必
ず
第
三
子
の
那
吒
に
宝
塔
を
持
た
せ
て
共
に
行
動
し
、
側

か
ら
離
れ
て
は
い
け
な
い
」
と
告
げ
た
。

（
其
塔
奉
釈
迦
牟
尼
仏
、
教
汝
若
領
天
兵
守
界
、
擁
護
国
土
。〈
呵
〉
護
吾
法
。
即
擁
遣
第
三
子
那
吒
捧
行
、
莫
離
其
側
。）『
北
方
毘
沙

門
天
王
随
軍
護
法
真
言
』

ま
た
不
空
訳
『
北
方
毘
沙
門
天
王
随
軍
護
法
儀
軌
』
に
も
、
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そ
の
時
、
那
吒
太
子
は
手
に
戟
を
持
っ
て
、
険
し
い
顔
で
四
方
を
見
渡
し
、
さ
ら
に
仏
に
、「
わ
れ
は
北
方
天
王
吠
室

羅
摩
那
羅
闍
の
第
三
王
子
の
第
二
の
孫
で
あ
り
、
わ
が
祖
父
毘
沙
門
天
王
並
び
に
わ
れ
那
吒
は
と
も
に
日
に
三
度
、
仏
に

誓
う
、
わ
れ
は
仏
法
を
護
持
し
、
悪
人
ど
も
を
捕
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
善
の
心
を
持
つ
者
か
ら
、
わ
れ
は
昼
夜

に
し
て
国
王
大
臣
及
び
官
僚
た
ち
を
護
衛
す
べ
き
」
と
誓
っ
た
。

（
爾
時
那
吒
太
子
、
手
捧
戟
以
悪
眼
見
四
方
、
白
仏
言
、
我
是
北
方
天
王
吠
室
羅
摩
那
羅
闍
第
三
王
子
其
第
二
之
孫
、
我
祖
父
天
王
及
我

那
吒
同
共
毎
日
三
度
白
仏
言
、
我
護
持
仏
法
、
欲
摂
縛
悪
人
。
或
起
不
善
之
心
、
我
昼
夜
守
護
国
王
大
臣
及
百
官
僚
。）『
北
方
毘
沙
門

天
王
随
軍
護
法
儀
軌
』

と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
那
吒
太
子
が
毘
沙
門
天
王
と
と
も
に
行
動
す
る
点
に
つ
い
て
も
、
奧
書
に
の
み
見
ら
れ
る
作
り
話
で

あ
る
と
は
言
い
難
い
。

　

奧
書
に
記
し
た
不
空
三
蔵
の
指
摘
と
さ
れ
た
四
つ
の
期
日
に
関
す
る
内
容
云
々
は
、
不
空
訳
『
北
方
毘
沙
門
天
王
随
軍
護
法

真
言
』
に
、

　
『
四
天
王
経
』
に
、
も
し
人
々
が
こ
の
北
方
毘
沙
門
天
王
の
真
言
を
念
誦
し
、
や
さ
い
、
果
物
な
ら
び
に
飲
食
を
毘
沙

門
天
王
に
供
養
し
、
さ
ら
に
毎
月
の
一
、
十
五
日
、
二
十
一
日
に
単
弦
、
双
弦
、
方
響
（
複
数
の
長
方
形
の
鉄
板
を
並
べ
て

ぶ
ら
さ
げ
て
、
バ
チ
で
叩
く
楽
器
）
な
ど
の
楽
器
を
使
い
祭
祀
儀
礼
を
行
い
、
蘇
蜜
入
り
の
乳
粥
を
供
養
し
、
誠
心
誠
意
、

念
誦
す
れ
ば
、
毘
沙
門
天
王
は
必
ず
そ
の
化
身
を
降
臨
さ
せ
、
衆
生
の
願
い
を
叶
わ
せ
る
、
と
い
う
。

（
四
天
王
経
云
、
若
有
人
誦
念
此
北
方
毘
沙
門
天
王
真
言
、
供
養
苽
果
飲
食
。
毎
月
取
一
、
十
五
日
、
二
十
一
日
。
音
聲
用
単
双
弦
方
響
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鼓
舞
、
蘇
蜜
乳
粥
、
真
心
誦
念
。
其
天
王
即
見
其
身
、
随
心
所
願
。）『
北
方
毘
沙
門
天
王
随
軍
護
法
真
言
』

と
記
し
、
完
全
に
一
致
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
奧
書
の
内
容
に
も
っ
と
も
近
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。『
北
方
毘
沙
門
天

王
随
軍
護
法
真
言
』
に
書
か
れ
た
毎
月
の
一
、
十
五
日
、
二
十
一
日
に
楽
器
を
鳴
ら
し
、
舞
踊
を
伴
う
祭
祀
儀
礼
の
様
子
は
、

北
宋
時
代
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
変
容
す
る
。

　

今
で
は
、
毎
月
の
一
日
に
、
州
県
の
官
僚
が
率
先
に
し
て
毘
沙
門
天
王
に
香
華
や
飲
食
を
以
て
供
養
し
、
歌
舞
を
伴
う

儀
式
を
行
い
、
こ
れ
を
「
楽
天
王
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

（
迄
今
朔
日
州
府
上
香
華
食
饌
動
歌
舞
、
謂
之
楽
天
王
也
。）
賛
寧
『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
「
城
闍
天
王
」
条

　

そ
し
て
、
奧
書
に
見
ら
れ
た
供
養
す
る
た
め
に
最
も
よ
い
も
の
と
さ
れ
た
「
乳
粥
」
の
記
述
は
、
前
出
不
空
訳
『
北
方
毘
沙

門
天
王
随
軍
護
法
真
言
』
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
不
空
訳
『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
陀
羅
尼
念
誦
儀
軌
』「
第
二
建
立
漫
茶

羅
軌
儀
」
に
「
乳
粥
、
珍
果
、
飲
食
を
以
て
至
心
に
し
て
供
養
す
べ
き
」
と
も
記
さ
れ
て
い
た
た
め
、
供
養
時
に
お
け
る
「
乳

粥
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
不
空
の
各
種
訳
著
に
は
共
通
性
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
杲
宝
（
一
三
〇
六

～
一
三
六
二
）
の
『
大
日
経
疏
演
奥
鈔
』
巻
二
四
「
乳
粥
」
条
に
は
こ
の
奥
書
の
内
容
を
根
拠
と
し
て
引
用
し
た
。

　

不
空
三
蔵
の
二
つ
目
の
指
摘
は
以
下
の
内
容
で
あ
る
。
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毘
沙
門
天
王
の
第
二
子
は
独
健
と
い
い
、
常
に
天
兵
を
率
い
て
諸
国
を
護
衛
す
る
。
毘
沙
門
天
王
の
第
三
子
は
那
吒
太

子
と
い
い
、
宝
塔
を
か
か
げ
持
っ
て
常
に
毘
沙
門
天
王
に
付
き
添
っ
て
い
る
。
吉
祥
天
女
は
、
功
徳
天
女
と
も
言
わ
れ
、

も
と
よ
り
『
吉
祥
天
女
真
言
』
が
世
に
伝
え
、（
功
徳
天
女
は
）
婆
藪
仙
人
の
転
世
で
も
あ
る
。
不
空
三
蔵
は
、
吉
祥
天
女

が
観
世
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
。

（
天
王
第
二
子
独
健
、
常
領
天
兵
護
其
国
界
。
天
王
第
三
子
那
吒
太
子
、
捧
塔
常
随
天
王
。
吉
祥
天
女
、
亦
名
功
徳
天
、
自
有
真
言
、
婆

萸
仙
。
大
広
智
云
、
是
観
世
音
菩
薩
化
身
。）『
毘
沙
門
儀
軌
』
奧
書

　

上
記
奧
書
の
独
健
太
子
に
関
す
る
話
は
、
不
空
訳
『
北
方
毘
沙
門
天
王
随
軍
護
法
真
言
』
に
、

　

も
し
（
人
が
）
日
夜
続
け
て
（
毘
沙
門
天
王
の
護
法
真
言
を
）
念
誦
す
れ
ば
、
毘
沙
門
天
王
は
独
健
太
子
に
天
兵
千
人
を

率
い
、
側
に
行
か
せ
護
衛
さ
せ
る
。
祈
願
す
る
こ
と
を
叶
え
、
誠
心
誠
意
に
よ
る
真
言
念
誦
の
願
力
に
よ
っ
て
、
願
い
を

こ
と
ご
と
く
成
就
さ
せ
る
。

（
若
能
昼
夜
誦
念
不
絶
、
天
王
使
太
子
独
健
領
天
兵
千
人
衛
護
、
不
離
其
側
。
所
求
如
意
、
応
念
随
心
、
皆
得
成
就
。）『
北
方
毘
沙
門
天

王
随
軍
護
法
真
言
』

と
示
し
た
通
り
、
毘
沙
門
天
王
の
護
法
真
言
を
念
誦
す
る
こ
と
に
よ
り
、
毘
沙
門
天
王
の
か
わ
り
に
独
健
太
子
が
道
場
に
護
衛

の
た
め
に
現
れ
る
。
こ
の
点
は
奥
書
に
記
さ
れ
た
、
玄
宗
皇
帝
が
不
空
三
蔵
の
念
誦
に
現
れ
た
独
健
太
子
を
見
た
霊
験
談
の
内

容
と
一
致
す
る
。
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続
い
て
那
吒
太
子
の
記
述
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
奥
書
の
記
載
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
不
空
訳
『
北
方
毘
沙
門
天
王
随
軍
護
法

真
言
』
に
基
づ
い
た
内
容
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
最
後
に
見
ら
れ
る
吉
祥
天
女
の
関
連
記
述
は
、
毘
沙
門
天
と
の
関
わ
り
や
観
世
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
や
否
や
な

ど
に
つ
い
て
、
古
来
か
ら
難
解
な
内
容
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
は
、『
吉
祥
天
女
真
言
』
に
つ
い
て
、
不
空
訳
『
仏
説
大
吉
祥
天
女
十
二
名
号
経
』
及
び
『
毘
沙
門
天
王
経
』
の
い
ず

れ
も
吉
祥
天
女
の
真
言
陀
羅
尼
を
収
録
し
た
た
め
、
毘
沙
門
天
王
真
言
に
続
き
、
毘
沙
門
天
王
を
祀
る
儀
礼
に
於
い
て
、
念
誦

す
べ
き
陀
羅
尼
の
一
種
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　

吉
祥
天
女
が
「
婆
藪
仙
」
と
も
言
わ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
、
不
空
訳
『
仏
説
大
吉
祥
天
女
十
二
名
号
経
』
が
そ
れ
を
名
号
の

一
つ
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
た
め
、
お
そ
ら
く
名
号
で
は
な
く
、
過
去
世
の
身
分
の
一
種
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

敦
煌
出
土
文
献
で
あ
り
、
後
に
『
大
正
蔵
』
巻
五
一
に
収
録
さ
れ
た
、
唐
代
の
吐
蕃
地
域
に
い
る
僧
侶
法
成
の
訳
『
釈
迦
牟

尼
如
來
像
法
滅
尽
之
記
』
に
は
、
于
闐
国
に
於
け
る
多
聞
天
（
毘
沙
門
天
）
及
び
功
徳
天
が
夫
婦
に
変
成
し
、
そ
の
地
に
降
臨

し
て
僧
侶
た
ち
を
助
け
た
霊
験
談
を
記
録
し
た
。
法
成
と
そ
の
訳
著
の
書
誌
学
的
論
考
は
、
羽
田
亨
の
論
考
「
口
繪
『
釈
迦
牟

尼
如
来
像
法
滅
尽
之
記
』
解
説
」（
京
都
大
学
文
学
部
史
学
研
究
会
、『
史
林
』
八
の
一
、
一
九
二
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
多
聞
天

（
毘
沙
門
天
）
が
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
于
闐
国
に
、
功
徳
天
女
と
と
も
に
夫
婦
の
形
と
な
り
、
仙
人
と
し
て
降
臨
す
る
記
述
は
、

ほ
か
の
経
典
に
は
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
大
変
興
味
深
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
両
者
は
夫
婦
に
近
い
関
係
で
あ
る
と
の
伝
説
が
、

漢
字
文
化
圏
以
外
に
も
か
つ
て
流
伝
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

確
か
に
、
漢
訳
仏
典
の
中
に
も
類
似
す
る
記
録
が
見
え
る
。
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（
二
十
八
部
衆
の
）
十
四
（
の
天
女
部
）
に
は
大
弁
天
、
功
徳
天
、
摩
利
支
天
が
い
る
。
帝
釈
天
王
の
娘
、
大
徳
天
女
、
多

聞
天
の
大
妃
で
あ
る
。

（
十
四
、
大
弁
、
功
德
、
娑
怛
那
。
帝
釈
天
王
主
之
女
子
、
大
德
天
女
也
、
多
聞
天
之
大
妃
也
。）
善
無
畏
訳
『
千
手
観
音
造
次
第
法
儀

軌
』

　

し
か
し
、
こ
の
記
載
か
ら
は
、
こ
れ
は
大
弁
天
、
功
徳
天
、
摩
利
支
天
の
三
者
が
と
も
に
多
聞
天
の
妻
に
な
る
の
か
、
そ
れ

と
も
摩
利
支
天
の
み
が
多
聞
天
（
毘
沙
門
天
）
の
妻
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
内
容
に
つ
い
て
、
平

安
時
代
の
定
深
（
一
〇
四
六
～
一
一
一
九
）
の
『
千
手
経
二
十
八
部
衆
釈
』
以
外
に
後
世
は
ほ
と
ん
ど
依
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
鎌
倉
時
代
の
真
言
宗
学
僧
杲
宝
（
一
三
〇
六
～
一
三
六
二
）
は
『
大
日
経
疏
演
奥
鈔
』
巻
一
五
「
智
証
疑
目
」
条

に
、
毘
沙
門
天
と
吉
祥
天
（
即
ち
功
徳
天
）
の
関
係
に
つ
い
て
、
当
時
流
行
っ
て
い
た
三
つ
の
疑
問
と
自
ら
の
見
解
を
記
し
た
。

そ
の
中
に
、
吉
祥
天
は
毘
沙
門
天
の
部
下
で
あ
り
な
が
ら
も
、
と
り
わ
け
よ
く
毘
沙
門
天
の
側
近
に
置
か
れ
、
二
人
は
実
は
夫

婦
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
、
偽
経
と
さ
れ
た
『
四
天
王
本
縁
功
徳
経
』（『
四
無
量
経
』
と
も
い
う
、
諸
経
録
に

未
見
）
に
基
づ
い
た
、
両
者
は
過
去
世
に
お
い
て
夫
婦
で
あ
る
と
の
記
述
は
、
真
実
と
は
言
え
な
い
。
吉
祥
天
に
つ
い
て
は
、

一
行
阿
闍
梨
が
説
い
た
「
功
徳
天
随
毘
沙
門
、
合
在
北
方
」（
功
徳
天
は
毘
沙
門
天
に
追
随
し
、
と
も
に
北
方
を
鎮
護
す
る
）（『
大
毘

盧
遮
那
成
仏
経
疏
』
巻
五
）
が
妥
当
で
あ
る
と
示
し
、
単
な
る
随
従
者
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
。

　

一
方
、
仏
教
界
に
お
い
て
、
毘
沙
門
天
と
功
徳
天
が
近
い
関
係
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
も
あ
る
。

　
（
多
聞
天
を
降
臨
さ
せ
る
た
め
に
は
、
礼
拝
す
る
に
用
意
す
る
仏
画
に
描
い
た
）
仏
の
左
側
に
は
吉
祥
天
女
の
像
を
描
き
、
右
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側
に
は
多
聞
天
の
像
を
描
く
。
さ
ら
に
周
囲
に
は
男
女
の
随
従
も
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

（
於
仏
左
辺
作
吉
祥
天
女
像
、
於
仏
右
辺
作
我
多
聞
天
像
。
并
画
男
女
眷
属
之
類
。）

 

義
浄
訳
『
金
光
明
最
勝
王
経
』「
四
天
王
護
国
品
」

　

釈
迦
牟
尼
仏
が
中
央
に
於
い
て
説
法
す
る
絵
を
描
く
と
き
に
は
、
左
側
に
は
吉
祥
天
女
、
右
側
に
は
毘
沙
門
天
王
を
描

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
又
亦
作
中
央
釈
迦
牟
尼
仏
説
法
相
像
。
左
方
吉
祥
天
、
右
方
毘
沙
門
天
王
。）

 

金
剛
智
訳
『
吽
迦
陀
野
儀
軌
』
巻
中

　

北
宋
の
天
台
僧
遵
式
（
九
六
四
～
一
〇
三
二
）
は
、
隋
代
の
天
台
智
顗
か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
金
光
明
懺
法
」
を
再
編
す
る
際
に
、

道
場
の
設
置
に
つ
い
て
、
上
述
唐
代
以
降
の
学
説
を
参
考
し
、
道
場
が
い
く
ら
狭
く
て
も
祀
る
主
尊
で
あ
る
釈
迦
牟
尼
仏
の
左

側
に
吉
祥
天
女
、
右
側
に
多
聞
天
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　

遵
式
が
規
定
し
た
こ
の
「
金
光
明
道
場
」
の
設
置
は
、
後
に
俊
芿
の
入
宋
留
学
に
よ
っ
て
日
本
に
将
来
さ
れ
、
京
都
の
泉
涌

寺
に
は
、
い
ま
で
も
正
月
に
「
金
光
明
道
場
」
を
開
く
と
き
に
釈
迦
牟
尼
仏
の
両
側
に
吉
祥
天
と
多
聞
天
を
置
く
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　

奧
書
に
引
用
さ
れ
た
不
空
の
「
吉
祥
天
が
観
世
音
菩
薩
の
化
身
」
の
説
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
の
真
言
宗
学
僧
頼
瑜
（
一
二

二
六
～
一
三
〇
四
）
が
、『
薄
草
子
口
決
』
巻
二
十
の
「
吉
祥
天
」
条
に
お
い
て
、
当
時
の
学
界
に
現
れ
た
様
々
な
疑
問
を
呈
示
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し
た
上
、
不
空
訳
『
大
吉
祥
天
女
十
二
契
一
百
八
名
無
垢
大
乘
経
』
に
従
え
ば
、
吉
祥
天
は
観
世
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
説
を

疑
う
必
要
は
な
い
と
説
い
た
。
た
だ
吉
祥
天
が
上
記
奥
書
に
書
い
た
「
婆
藪
仙
人
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
「
未
決
」
の
ま

ま
に
し
た
。

　

し
か
し
、
不
空
訳
『
大
吉
祥
天
女
十
二
契
一
百
八
名
無
垢
大
乘
経
』
を
確
認
す
る
と
、
原
文
で
は
、
吉
祥
天
は
観
世
音
菩
薩

の
従
者
と
し
て
、
観
世
音
菩
薩
に
続
い
て
仏
に
頂
礼
し
て
終
わ
り
、
仏
は
観
世
音
菩
薩
に
対
し
、
吉
祥
天
は
未
来
に
必
ず
成
仏

で
き
る
と
預
言
し
た
と
い
う
。
吉
祥
天
は
観
世
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
こ
と
は
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

唐
・
菩
提
流
志
訳
『
不
空
罥
索
神
変
真
言
経
』
巻
九
「
最
勝
明
王
真
言
品
第
十
三
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

　

も
し
毎
月
の
十
五
日
に
観
音
像
の
隣
り
に
功
徳
天
像
を
置
き
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
毎
日
に
飲
食
や
香
花
を
以
て
献
供
し
、

さ
ら
に
真
言
を
念
誦
し
て
、
白は

く

芥け

子し

に
護
念
の
力
を
与
え
た
後
、
功
徳
天
の
名
を
唱
え
な
が
ら
、（
白
芥
子
）
を
功
徳
天
像

に
投
げ
、
こ
う
し
て
続
け
て
二
十
一
日
目
に
な
れ
ば
、
功
徳
天
が
降
臨
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
毎
日
珍
羞
や
宝
物
を
以

て
献
供
し
、
な
ら
び
に
大
誓
願
を
発
す
れ
ば
、
観
世
音
菩
薩
が
降
臨
し
て
、
様
々
な
厄
災
か
ら
守
ら
れ
、
地
獄
に
落
ち
る

ほ
ど
の
大
罪
を
消
除
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
若
白
月
十
五
日
観
音
像
側
置
功
徳
天
像
、
毎
日
以
浄
飲
食
雑
花
献
設
供
養
、
真
言
加
持
白
芥
子
、
称
功
徳
天
名
、
打
功
徳
天
像
、
満
三

七
日
則
現
身
來
。
奉
施
珍
宝
加
與
勝
願
、
観
世
音
菩
薩
夢
覚
現
身
、
而
為
消
災
除
五
無
間
罪
。）

 
『
不
空
罥
索
神
変
真
言
経
』
巻
九
「
最
勝
明
王
真
言
品
第
十
三
」

　

こ
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
観
世
音
菩
薩
と
功
徳
天
の
関
係
は
、
毘
沙
門
天
と
功
徳
天
の
関
係
と
類
似
し
、
非
常
に
近
い
主
従
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関
係
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。
後
世
に
お
い
て
功
徳
天
が
、
観
世
音
菩
薩
の
化
身
と
さ
れ
、
ま
た
毘
沙
門
天
の
妻
に
さ
れ
る

な
ど
の
変
容
は
、
長
い
間
に
わ
た
る
学
問
伝
授
や
口
伝
さ
れ
る
う
ち
に
様
々
な
伝
説
が
加
え
ら
れ
、
個
々
の
話
が
重
層
化
し
た

結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

（
了
）
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貫
之
梵
鶴
『
無
門
関
鎖
解
』
翻
刻
（
下
）

龍
谷
孝
道

＝
凡
例
＝

一
、 

本
稿
は
駒
澤
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
『
無
門
関
鎖
解
』
を
底
本
と
し
て
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
無

門
関
』
全
四
八
則
中
、
第
二
一
則
「
雲
門
屎
橛
」
か
ら
識
語
に
至
る
ま
で
の
全
文
を
翻
刻
・
収
録
し
た
。

一
、 『
無
門
関
』
の
本
文
に
該
当
す
る
部
文
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
、
貫
之
梵
鶴
の
抄
文
に
該
当
す
る
部
文
は
明
朝
体
で
示
し

て
両
者
を
区
別
し
た
。

一
、 

翻
刻
に
際
し
て
、
旧
字
や
異
体
字
等
は
原
則
と
し
て
常
用
字
に
変
更
し
、
合
字
は
開
い
て
記
し
た
。
ま
た
、
判
読
が
困
難

な
文
字
は
□
で
表
記
し
た
。

一
、
踊
り
字
は
可
能
な
限
り
原
文
の
表
記
に
準
じ
て
表
記
し
た
（
ヽ
、
々
、
〳
〵
な
ど
）。

一
、
便
宜
上
、
本
文
に
読
点
を
付
加
し
、
各
本
則
の
は
じ
め
に
（
21
）、（
22
）、（
後
序
）
と
し
て
番
号
等
を
付
加
し
た
。

一
、
本
文
中
の
返
り
点
に
は
誤
字
・
脱
字
が
散
見
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
原
文
の
ま
ま
記
し
た
。

一
、
各
丁
の
文
末
に
は
、（
1
オ
）、（
3
ウ
）
な
ど
の
よ
う
に
丁
数
と
表
・
裏
を
記
し
た
。

一
、 『
無
門
関
鎖
解
』
三
〇
丁
と
三
一
丁
は
錯
簡
し
て
お
り
、
三
一
丁
→
三
〇
丁
が
本
来
の
順
序
と
判
断
で
き
る
。
よ
っ
て
、
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本
稿
で
は
丁
番
号
と
し
て
は
逆
転
し
て
し
ま
う
が
、
三
一
丁
の
翻
刻
文
を
先
に
掲
載
し
、
続
い
て
三
〇
丁
の
翻
刻
文
を
掲

載
し
た
。

一
、 
第
三
二
則
「
外
道
問
仏
」
に
お
け
る
無
門
慧
開
の
頌
は
三
六
丁
表
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
全
四
句
で
構
成
さ
れ
る
慧
開

の
頌
の
う
ち
、
第
一
句
か
ら
第
三
句
ま
で
が
、
三
六
丁
裏
に
記
録
さ
れ
る
第
三
三
則
「
非
心
非
仏
」
の
本
文
中
に
混
入
し

て
書
写
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
該
当
す
る
本
文
は
、「
頌
云
、
剣
刃
上
ニ
行
、
氷
稜
上
ニ
走
、
ト
ハ
拠
座
良
久
ノ
処
ヲ
云
タ
ソ
、
不

知
不
会
ノ
処
也
、
不
渡
階
梯
、
ト
ハ
外
道
ハ
仏
階
級
ヲ
不
レ

踏
驀
直
ニ
如
来
地
ニ
至
タ
ソ
、」）。
よ
っ
て
読
解
の
便
宜
上
、
第
一
句

か
ら
第
三
句
ま
で
の
文
は
、
本
来
の
正
し
い
順
序
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
訂
正
し
て
翻
刻
し
た
。

＝
本
文
＝

（
21
）
雲
門
屎
橛
、
雲
門
因
ニ
僧
問
フ
、
如
何
是
仏
、
門
云
ク
、
乾
屎
橛
、
麻
三
斤
ノ
拳
也
、
非
思
量
タ
ソ
、
答
話
ニ
理
ハ
付
ラ
レ

ヌ
ソ
、
活
句
也
、
扨
亦
字ジ

面
付
キ
ニ
云
時
ハ
何
ン
ト
モ
（
24
ウ
）
胸
懐
ニ
落
著
ス
ル
ヲ
屎
ト
云
イ
橛
ト
云
タ
ソ
、
仏
ト
持
ツ
杜

ソ
屎
橛
ヨ
ト
也
、
屎
橛
ニ
成
ラ
子
ハ
活
仏
タ
ソ
、
無
門
云
、
雲
門
可
シ㆑
謂
ツ
、
家
貧
ニ
シ
テ
難
シ㆑
弁
シ㆓
素ソ

食
㆒ヲ
、
貧
処
ト
云
ヲ
家
々
テ
取

羊
カ
在
ル
ソ
、
雲
門
宗
テ
ハ
折
脚
ノ
当
頭
ヲ
貧
所
ト
用
ル
也
、
世
味
モ
味
モ
尽
キ
タ
処
タ
ソ
、
素
食
ヲ
難
イ㆑

弁
ト
ハ
一
生
涯
カ

空
腹
タ
ソ
、
答
処
ノ
見
羊
也
、
事
忙

イ
ソ
カ
ハシ
ウ
シ
テ
不
㆓
及
㆑
草
書
㆒ス
ル
ニ
、
忙
イ
時
ハ
早
書
ニ
ヒ
ン
ナ
ク
ル
者
ナ
レ
ト
モ
ツ
ヽ
ト
急
便
ナ
レ

ハ
不
㆑

及
㆓

草
書
ニ㆒

ソ
、
日
々
時
々
当
頭
ナ
拳
ナ
呈
ニ
忙
イ
ソ
、
在
ル
ヲ
○
忙
イ
ト
ハ
一
生
端
的
々
々
也
、
然
レ
ハ
黒
米
ヨ
、
白

紙
ヨ
、
如
是
ナ
ル
可
キ
ニ
、
動ヤ

ヽ
モス
レ
ハ
将
チ㆓
屎
橛
ヲ㆒
来
テ
拄
ヘ㆑
門
撑
フ㆑
戸
、
ト
ハ
雲
門
ノ
答
処
ハ
イ
カ
ニ
モ
気
冷
ナ
物
ヲ
乾
屎
橛
ト
云

泥ト
ヽ
カ㆑ウ

リ

句
沈
テ㆑

言
屎
橛
扱
イ
ヲ
ス
ル
ソ
、
朦
気
シ
タ
コ
ト
哉
ナ
、
仏
法
ノ
興
衰
可
シ㆑
見
、
非
思
量
ニ
シ
テ
活
達
ナ
雲
門
ノ
仏
法
ナ
レ

ト
モ
、
不
叶
者
ト
モ
カ
答
処
ヘ
著
キ
得
ス
シ
テ
屎
橛
扱
イ
ヲ
セ
ハ
雲
門
宗
破
滅
ヨ

、
頌
云
、
閃
電
光
撃
石
火
、
是
ハ
乾
屎
橛
ト
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抛
ケ
合
タ
雲
門
ノ
答
処
ノ
早
イ
ヲ
云
タ
ソ
、
眨
ツ㆓
得
レ
ハ
眼
ヲ㆒
已
蹉
過
、
答
処
ヘ
卒
ト
モ
橛
儀
ス
レ
ハ
七
尺
八
尺
ヨ
、
答
処
ハ
不
叶

シ
テ
ハ
関
タ
ソ
、
電
光
ノ
如
ク
答
処
ヘ
著
得
ス
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ
、

（
22
）
迦
葉
剎
竿
、
是
モ
迦
葉
刹
竿
ト
見
ヨ
、
肚
裡
一
星
事
無
レ
ハ
只
虚
竹
迄
ヨ
、
刹
ハ
寺
也
、
竿
ハ
幡
竿
也
、
迦
葉
因
ニ
阿
難

問
テ
云
、
世
尊
伝
フ㆓
金
襴
ノ
袈
裟
ヲ㆒
外
カ
伝
フ㆓
別
ニ
何
物
㆒ヲ
カ
、
多
聞
ハ
第
一
ノ
阿
難
ト
云
テ
四
十
九
年
ノ
説
法
ヲ

一
字
モ
不
落
シ
テ
亦

如
㆑

仏
ノ

説
法
在
タ
人
ナ
呈
ニ
其
（
25
オ
）
外
仏
ノ
膝
下
ヲ
不
㆑

離
シ
テ
廿
年
ノ
仏
ノ
侍
者
ナ
呈
ニ
衣
鉢
ヲ
ハ
別
ニ
争
ウ

人
モ
在
ル

マ
シ
イ
ト
兼
テ
覚
悟
在
タ
ニ
迦
葉
ヘ
伝
付
在
タ
ヲ
ハ
、
一
段
無
念
ニ
思
召
テ
高
慢
ノ
幢
ヲ
建タ

テ
ヽノ

問
意
タ
ソ
、
葉
喚
云
ク
、
阿

難
、
々
応
喏
ス
、
召
ニ㆓

阿
難
ト㆒

応
喏
四
十
九
年
ノ
説
ハ
入
ラ
ヌ
ソ
、
爰
カ
肝
要
タ
ソ
、
教
外
別
伝
ノ
正
法
眼
タ
ソ
、
葉
云
、
門
前
ノ

倒
㆓
却
ク
剎
竿
ヲ㆒
着セ

ヨ

、
教
説
ヲ
専
ラ
ト
ス
ル
寺
ノ
門
前
ニ
ハ
幡
竿
ヲ
揚
ル
ソ
、
刹
ハ
寺
也
、
倒
却
ス
レ
ハ
教
外
別
伝
ノ
正
法
眼
也
、

阿
難
ヨ
ツ
ト
迄
ヨ
、
無
門
云
、
若
シ
向
テ㆓
者
裡
ニ㆒
下
得
テ㆓
一
転
語
ヲ㆒
親
切
ナ
ラ
ハ
便
チ
見
ン㆓
霊
山
ノ
一
会
儼
然
未
散
㆒コ
ト
ヲ
、
者
裡
ト
ハ
喚
ハ

応

喏
ノ
処
ヲ
道
得
テ
親
切
ナ
ラ
ハ
正
法
眼
ヲ
開
タ
事
ヨ
、
縦
使
二
千
年
過
タ
リ
ト
モ
正
法
眼
ヲ
開
タ
杜
ソ
世
尊
迦
葉
ノ
伝
付
ヨ
、

迦
葉
阿
難
ノ
伝
付
モ
両
般
ナ
イ
ソ
、
其
或
ハ
未
タハ 
㆑
然
ラ
毘
婆
尸
仏
早
ニ
留
㆑
心
直
ニ
至
テ㆑
而
今
ニ
不
㆑
得
㆑
妙
、
ト
ハ
阿
難
ヨ
ツ
不
可
得

タ
ソ
、
爰
ヲ
正
法
眼
ヲ
開
ク
ト
ハ
云
タ
ソ
、
毘
婆
尸
仏
モ
不
可
得
ト
留
㆑

心
タ
ソ
、
直
ニ
至
㆑

今
ト
ハ
末
世
ノ
学
者
モ
妙
ハ
不
可

得
ヨ
、
扨
テ
儼
然
未
散
末
世
テ
モ
其
道
場
迄
ヨ
、
頌
云
、
問
処
ハ
何
ソ
如
㆓カ
ン
答
処
ノ
親
ニ㆒
、
阿
難
ノ
問
処
ハ
別
ニ
何
モ
無
イ
ヲ
不
足

ニ
思
タ
呈
ニ
踈
ナ
ソ
、
阿
難
ト
喚
タ
処
杜
ソ
親
イ
コ
ト
ヨ
、
爰
カ
正
法
眼
ナ
呈
ニ
、
幾
人
於
㆑
此
眼
生
ス㆑
筋
ヲ
、
霊
山
テ
衆
黙
然

ノ
如
ク
生
㆑

筋
ヲ
正
法
眼
ヲ
開
キ
得
ヌ
ソ
、
兄ヒ

ン

呼コ

弟
応
揚
ク㆓
家
醜
ヲ㆒
、
迦
葉
阿
難
師
兄
師
弟
ノ
出
合
テ
喚
応
処
テ
宗
門
ノ
肝
要
ヲ

打
振
タ
ソ
、
不
㆑
属
㆓
陰
陽
ニ㆒
別
ニ
是
レ
春
、
ト
ハ
今
日
ノ
喚
応
タ
モ
様
体
コ
ソ
別
ム
キ
ナ
レ
、
霊
山
テ
ノ
拈
花
微
笑
ト
無
イ㆓

両
般
㆒

ソ
、
不
㆑

属
㆓

陰
陽
ニ㆒

別
ノ
春
ト
ハ
教
外
別
伝
ノ
劫
外
ノ
春
ナ
レ
ハ
他
、
何
物
ヲ
カ
伝
フ
迄
ハ
関
タ
ソ
、
ヨ
ツ
ト
応
ス
ル
未
下
ハ

目
動
側
洽
切
サ
ウ
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無
門
大
道
ヨ
（
25
ウ
）、

（
23
）
不
思
善
悪
、
六
祖
、
新
州
嶺
南
人
也
、
姓
ハ
廬
氏
也
、
諱
ハ
恵
能
、
法
ヲ

嗣
㆓

五
祖
弘
忍
ニ㆒

、
幼
而
家
貧
也
、
常
樵
㆑

薪
売
テ

養
フ㆑

母
ヲ

、
聞
テ㆓

金
剛
経
講
ヲ㆒

至
㆓

応
無

―
心
ニ㆒

感
悟
ス

、
捨
家
至
テ㆓

黄
梅
ニ㆒

見
㆓

大
梅
禅
師
ニ㆒

、
来
ル
コ
ト

為
ソ㆓

什
麼
ノ㆒

、
求
ム㆓

作
仏
ヲ㆒

、
云
、

嶺
南
人
ニ

無
シ㆓

仏
性
㆒、
能
云
、
人
有
リ㆓

南
北
㆒

仏
性
豈
ニヤ 

㆑

然
、
奇
㆑ト
□

之
入
㆓シ
ム

碓
坊
ニ㆒

、
舂
㆑

米
及
㆓

八
日
㆒

知
テ㆓

付
授
ノ
時
到
㆒コ
ト
ヲ

各
自

呈テ
イ

ス㆓

所
得
ヲ㆒

、
神
秀
偈
ヲ

書
㆓

壁
上
ニ㆒

能
知
㆑

之
、
忍
大
師
黙
シ
テ

知
㆑

之
、
問
云
、
米
白
也
未
、
曰
、
米
白
未
㆑

有
㆑

筋
、
祖
於
㆑

碓
以
杖

三
声
之
能
以
㆓

三
鼓
ヲ㆒

入
室
、
於
㆑

此
所
伝
ノ
袈
裟
付
之
令
送
㆓

嶺
南
ニ㆒

、
因
ニ
、
ト
ハ
因
テ㆓

袈
裟
ニ㆒

、
明
上
座
、
ト
ハ
蒙
山
ノ
道
明
大

力
量
ノ

人
也
、
故
ニ
七
百
ノ
衆
僧
ノ
代
官
ニ

追
也
、
趁ヲ

ツ
テ至
ル㆓
大
庾
嶺
ニ㆒
、
恵
能
ハ
夜
半
ヨ
リ
急
カ
レ
タ
レ
ト
モ
明
上
座
ハ
人
ニ
勝
レ

タ
ル
達
者
故
ニ
手
モ
無
ク
追
詰
タ
ソ
、
祖
見
テ㆓
明
ノ
至
㆒ル
ヲ
、
サ
レ
ハ
コ
ソ
彼
ノ
大
力
ヲ
追
手
ニ
掛
タ
ヨ
ト
見
テ
、
即
擲
テ㆓
衣
鉢
於

石
上
ニ㆒
云
、
遙
ニ
飛
ノ
イ
テ
居
テ
云
タ
ソ
、
此
ノ
衣
ハ
表
ス㆑
信
ヲ
、
豈
ニヤ 

㆑
可
㆓
以
㆑
力
争
フ㆒
耶
、
表
㆑

信
ト
ハ
心
地
発
明
ノ
証
拠
ニ

コ
ソ

従
㆓

迦
葉
㆒

已
来
某
甲
迄
ハ
三
十
四
代
相
伝
在
ツ
タ
レ
ト
モ
左
様
ニ
力
ラ
ワ
サ
ニ
取
ル
義
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
袈
裟
ニ
用
所
ハ
無
イ
ソ
、

任
ス㆓
君
カ
将
チ
去
㆒ル
ニ
、
一
向
袈
裟
ニ
貪
着
セ
ヌ
ソ
、
明
上
座
ハ
此
ノ
仏
袈
裟
ハ
天
下
ニ
亦
モ
無
イ
呈
ニ
命
ニ
換
テ
モ
惜
シ
ム
ヘ
シ
、

何
サ
マ
子
ジ
頚
ニ
シ
テ
モ
取
返
エ
ソ
ウ
ト
思
タ
ニ
、
安
ノ
外
ノ
様
体
ホ
カ
ト
力
ラ
ヲ
落
タ
ソ
、
明
遂
ニ
挙
㆑ル
ニ
之
ヲ
、
ト
ハ
元
ヨ
リ

袈
裟
ヲ
取
カ
エ
ス
ニ
追
掛
タ
呈
ニ
先
ツ
袈
裟
ノ
処
ヘ
依
タ
ソ
、
在
レ
ト
モ
、
如
㆑ニ
シ
テ
山
不
㆑
動
セ
、
ト
ハ
ケ
ニ
〳
〵
心
地
モ
発
明

セ
ヌ
凡
夫
ノ
手
ニ
ハ
落
マ
イ
事
ソ
ト
深
ク
細
得
シ
タ
ソ
、
俄
ニ
此
袈
裟
カ
如
㆑

山
ナ
ト
云
ハ
正
法
ニ
奇
特
ヲ
云
イ
付
ル
ナ
ル

（
26
オ
）、 

踟
タ
ヽ
ス
ミ

蹰
タ
ヽ
ス
ム

悚ヲ
ソ
レ 

慄
ヲ
ノ
ヽ
クス

、
ホ
ツ
カ
ト
行
者
ニ
隔
心
ノ
意
カ
出
テ
来
タ
ソ
、
扨
テ
杜
ソ
、
明
云
、
我
来
テ
求
㆑ム
法
ヲ
非
㆑ス
為
ニ㆑
衣
ノ

也
、
前
ノ
心
ヲ
引
カ
エ
テ
殊
勝
ニ
成
ツ
テ
懇
望
也
、
願
ハ
行
ン
者
開
示
シ
玉
ヘ
、
忍
大
師
之
相
承
ノ
仏
法
ヲ
一
句
示
シ
玉
ヘ
ト
云
タ

ソ
、
祖
云
、
不
思
善
不
思
悪
、
正
当
恁
麼
ノ
時
キ
那
箇
カ
是
レ
明
上
座
本
来
ノ
面
目
、
免
角
辞
退
セ
ハ
大
力
ノ
悪
比
丘
ニ
子
チ
ラ
レ
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テ
ハ
扨
テ
哉
ト
怖ヲ

ソ
ロシ

ク
思
フ
テ
宗
門
ノ
肝
要
ヲ
有
リ

ホ
ウ
タ
イ
打
振
テ
仰
ラ
レ
タ
ソ
、
明
当
下
ニ
大
悟
ス
、
疾
朴
裂
易
ソ
、
悪
ニ

強
イ
者
ハ
善
ニ
モ
強
イ
ソ
、
遍
体
汗
セ
流
ル
泣キ

ウ

涙ル
イ
シ
テ
作
ス㆑
礼
ヲ
、
余
リ
ニ
殊
勝
サ
ニ
ウ
レ
シ
イ
汗
ト
涙
ヲ
相
交
エ
テ
流
シ
タ
ソ
、
問

云
、
上
来
ノ
密
語
密
意
ノ
外
還
テ
更
ニ
有
リ㆓
意
旨
㆒
否
ヤ
、
上
来
ノ
密
語
密
意
ト
ハ
不
思
善
不
思
悪
正
当
本
来
ノ

面
目
タ
ソ

ト
示
サ
レ
タ
カ

密
旨
ソ
ト
心
得
テ
此
ヨ
リ
外
ニ
モ
マ
タ
仏
法
ハ
シ
走
カ
ト
ナ
リ
、
祖
云
、
我
レ
今
為
ニ㆑
汝
カ
説
ク
者
ハ
即
チ
非
㆑
密
ニ
也
、
イ
ヤ
〳
〵
言

語
ニ
落
ル
ヲ
ハ
密
旨
ト
ハ
云
ハ
ヌ
ソ
、
汝
若
シ
返
㆓
照
セ
ハ
自
己
ノ
面
目
ヲ㆒
密
ハ
却
テ
在
ン㆓
汝
カ
辺
ニ㆒
、
ト
ハ
自
知
底
ヲ
コ
ソ
密
旨
ト
ハ
云

タ
レ
、
明
云
、
某
甲
雖
㆘
在
テ㆓
黄
梅
ニ㆒
随
フ
ト
衆
ニ
、
実
ニ
未
タ㆑
省
セ㆓
自
己
ノ
面
目
ヲ㆒
、
此
頃
ノ
様
体
ヲ
慚
愧
懺
悔
シ
タ
ソ
、
今
日
コ
ソ
回

光
返
照
シ
テ
自
知
ニ
求
タ
レ
、
今
蒙
テ㆑
指
㆓
授
ス
ル
コ
ト
ヲ
入
処
ヲ㆒
如
シ㆓
人
ノ
飲
テ㆑
水
ヲ
冷
暖
自
知
㆒ス
ル
、
本
来
ノ
自
己
ノ
面
目
ニ
契
当
シ
羊
ヲ

（
26
ウ
）
述
ヘ
タ
ソ
、
今
行
者
ハ
即
是
レ
某
カ
師
也
、
明
上
座
カ
心
地
発
明
シ
タ
ヲ
ハ
嫡
伝
ノ
衣
鉢
ヲ
渡
ス
処
タ
ソ
、
在
レ
ト
モ
袈

裟
取
返
シ
ニ
追
手
ニ
来
タ
者
ニ
袈
裟
ヲ
渡
セ
ハ
行
者
ノ
負
ケ
ナ
ル
呈
ニ
、
祖
云
、
汝
若
シ
如
ハ㆑
是
則
チ
吾
与ト
㆑
汝
同
ク
師
㆓ト
セ
ン
黄
梅
ヲ㆒
、

マ
タ
俗
体
テ
居
ナ
カ
ラ
貴
僧
ヲ
弟
子
ニ
ハ
斟
酌
ナ
ホ
呈
ニ
法
眷
ニ
成
玉
ヘ
ト
云
テ
終
ニ
衣
鉢
ヲ
ハ
渡
サ
ヌ
ソ
、
善
ク
自ミ

ー
ラ護
持
セ
ヨ
、

今
日
承
当
ノ
肯
ア
イ
カ
マ
エ
テ
指
ヲ
カ
ス
守
レ
ト
示
タ
ヲ
将
亦
袈
裟
ヲ
伝
マ
シ
キ
為
也
、
無
門
云
、
六
祖
可
㆑
謂
是
ノ
事
ハ
出
ス㆓
急

家
㆒ヨ
リ
、
是
ハ
無
門
ノ
六
祖
ニ
向
テ
批
判
タ
ソ
、
事
ト
ハ
不
思
善
悪
タ
ソ
、
本
来
ノ
面
目
ヨ
ト
示
タ
ヲ
云
也
、
是
ハ
明
上
座
ノ
大

力
ニ
追
ツ
ヽ
メ
ラ
レ
テ
難
義
サ
ノ
侭
如
是
ニ
示
タ
ソ
、
老
婆
親
切
、
ト
ハ
悪
辣
ノ
手
段
テ
ハ
無
イ
、
誠
ニ
ウ
バ
養
ソ
ト
楊
岐
ノ

一
宗
ヨ
リ
無
門
ハ
見
篭
タ
ソ
、
其
故
ハ

、
譬
ハ
如
シ㆘
新
荔
支
、
一
段
甘
イ
物
タ
ソ
、
剥ハ

ギ
㆓
了
リ
殼コ

ク
ヲ㆒
去サ

ケ
㆓
了
ツ
テ
核サ

子
ヲ㆒
送
㆗
在
ス
ル
カ
你
口
裡
ニ㆖

只
タ
要
ス㆓
嚥
一
嚥エ

ン
㆒セ
ン
コ
ト
ヲ
、
ヲ
ウ
気
モ
散
ヌ
接
シ
羊
哉
ナ
ト
也
、
大
悟
シ
テ
モ
奇
特
テ
モ
無
イ
ソ
、
不
㆑

思
㆑

善
核
子
ヲ
取
リ
除
ケ

不
㆑

思
㆑

悪
ト
皮
ヲ
剥
ノ
ケ
テ
舌
ノ
上
ニ
置
タ
ラ
ハ
扨
誰
モ
呑
テ
ハ
ト
明
ヲ
モ
抑
下
ナ
リ
、
頌
云
、
描ミ

ヤ
ウス
レ
ト
モ
不
㆑
成
兮
画
ケ
ト
モ
不
㆑

就
、
此
ノ
本
来
ノ
自
己
ノ
面
目
ハ
更
ニ
丹
青
ニ
モ
不
及
木
僧
ニ
モ
不
造
ソ
也
、
賛
ス
レ
ト
モ
不
及
兮
休
ヨ㆓
生
受
㆒ス
ル
コ
ト
ヲ
、
画
図
ニ
モ
写

シ
テ
コ
ソ
賛
モ
ス
ヘ
ケ
レ
、
休
ヨ㆓

生
受
ヲ㆒

ト
ハ
今
時
ノ
途
轍
ニ
ハ
落
ヌ
ソ

、
本
来
ノ
面
目
没
シ㆑
処
㆑
蔵
ス
ニ
、
扨
テ
キ
ラ
リ
ツ
ト
聞
エ
ヌ

カ
タ
ト
ル

ウ
ケ
カ
ウ
ヲ
云
也
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カ
生
死
去
来
ニ
ハ
預
ラ
ヌ
ソ
、
去
テ
杜
ソ
、
世
界
壊
ス
ル
時
渠
レ
不
㆑
朽
、
ト
ハ
三
災
壊
劫
ノ
時
モ
渠
レ
ハ
朽
ヌ
ソ
、
渠
カ
面
目
ヲ

本
来
ノ
面
目
ト
云
タ
ソ
、
六
祖
ノ
那
箇
是
ト
云
タ
ハ
関
ヨ
、
当
下
ニ
大
悟
無
門
大
道
ヨ
（
27
オ
）、

（
24
）
離
却
語
言
、
語
ト
ハ
凡
夫
ノ
語
話
ヨ
、
言
ト
ハ
仏
ノ
語
ノ
言
句
也
、
此
二
途
ヲ
離
却
ス
ル
ナ
リ
、
風
穴
和
尚
、
諱
ハ
延

沼
、
法
ヲ
嗣
㆓

南
院
ニ㆒

、
汝
州
風
穴
ニ
居
ル
ナ
リ
、
因
ニ
僧
問
︑
語
黙
ハ
渉
ル㆓
離
微
ニ㆒
、
語
黙
ノ
二
ツ
ヲ
今
時
久
遠
ト
心
得
可
シ
、
事

苑
ニ
云
、
其
レ
出
ス
ル
ハ
微
也
、
夫
レ
入
ル
ハ
離
也
、
離
微
ハ
道
ノ
妙
也
、
離
ハ
無
身
微
ハ
無
心
也
、
此
公
案
ハ
大
事
ノ
話
頭

也
、
多
ハ
洞
上
ノ
唱
羊
ニ
邪
説
在
リ
、
一
句
ノ
宗
風
ト
見
レ
ハ
最
モ
可
也
、
如
何
カ
通
不
犯
ナ
ラ
ン
、
是
レ
ヲ
不
犯
通
ト
云
ハ
別
ノ

事
タ
ソ
、
当
頭
ヲ
不
㆑シ
テ

犯
回
互
シ
テ
云
ハ
洞
上
ノ
唱
エ
タ
ソ
、
是
ハ
語
ニ
通
シ
テ
語
ヲ
不
㆑

犯
通
㆑シ
テ

黙
々
ヲ
不
㆑

犯
義
也
、
不
㆑

犯
ト
云
テ
ヨ
ケ
路
ハ
セ
ヌ
ソ
、
去
テ
コ
ソ
一
条
ノ
大
路
ヨ
、
直
キ
コ
ト

如
絃
ノ
如
ナ
レ
、
穴
云
、
長

ト
コ
シ
ナ
ヘニ憶
フ
江
南
三
月
ノ
裡
、
鷓
鴣
啼

処
百
花
香
シ
ヽ
、
総
別
此
僧
ハ
難
問
ヲ
置
タ
ソ
、
語
黙
ヲ
嫌
テ
問
タ
ホ
ト
ニ
外
道
ノ
有
言
ヲ
不
問
無
言
ヲ
不
問
ト
云
タ
ト
同
意
タ

ソ
、
風
穴
ナ
レ
ハ
杜
ソ
口
闊
ク
答
話
在
タ
ナ
レ
、
答
話
ニ
理
ハ
ナ
イ
ソ
、
活
句
ト
見
ル
可
シ
、
扨
テ
コ
ソ
語
ニ
通
シ
テ
語
ヲ
不

犯
也
、
宏
智
ハ
唵
阿
魯ロ

里
継
莎
婆
訶
ト
仰
ラ
レ
タ
、
洞
上
ノ
宗
旨
ナ
レ
ト
モ
一
意
タ
ソ
、
無
門
云
、
風
穴
如
㆓
掣
電
ノ㆒
得
テ
路
便
チ

行
ク
、
此
僧
ノ
問
意
ハ
両
路
ヲ
塞
テ
置
タ
ソ
、
風
穴
ノ
機
カ
ヌ
ル
〳
〵
ト
シ
タ
ラ
ハ
遶
路
ナ
ル
ヘ
シ
、
一
向
ニ
此
働
キ
ハ
有
マ

シ
イ
ソ
、
是
ハ
単
伝
直
指
ノ
活
路
也
、
争
奈
セ
ン
坐
㆓シ
テ
前
人
ノ
舌
頭
㆒
不
㆑
断
、
ト
ハ
無
門
ノ
風
穴
ニ
向
テ
云
タ
ソ
、
前
人
ト
ハ
此

一
問
ノ
僧
ニ
云
也
、
坐
㆓シ
テ

舌
頭
ニ㆒

不
㆑

断
ト
ハ
兎
ト
モ
角
ト
モ
口
ヲ
ア
カ
サ
ル
羊
ニ
ト
云
義
ナ
リ
、
若
向
テ㆓

者
裡
ニ㆒

見
得
シ
テ

親

切
ナ
ラ
ハ
、
自
ラ
有
ン㆓
（
27
ウ
）
出
身
ノ
路
㆒、
ト
ハ
風
穴
ノ
答
処
ヲ
サ
ヘ
親
ク
見
得
セ
ハ
其
侭
自
ラ

ト
ハ
語
ノ
上
テ
モ
出
身
シ
黙
ノ
上

テ
モ
出
身
ス
可
キ
ソ
、
且
ク
離
㆓
却
シ
テ
語
言
三
昧
ヲ㆒
道
イ㆓
将
チ
一
句
来
㆒レ
ト
、
会
衆
ヘ
扣
イ
タ
ソ
、
頌
云
、
不
㆑
露
㆓
風
骨
ノ
句
ヲ㆒
、
風
骨

ト
ハ
風
流
也
、
肝
要
ヲ
云
タ
ソ
、
句
中
ニ
句
ニ
落
ヌ
句
カ
在
ル
ソ
、
扨
杜
不
㆑

露
テ
ハ
在
レ
、
畢
竟
活
句
ノ
事
ヲ
云
也
、
扨
杜
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ソ
、
未
タル
ニ 

㆑
語
ニ
先
ツ
分
付
ス
、
句
中
ニ
句
ナ
ケ
レ
ハ
云
ワ
ヌ
以
前
モ
同
事
ヨ
、
進
テ㆑
歩
口
喃
ン

セ々
ハ
、
進
㆑

歩
ト
ハ
脚
頭
ノ
義
ニ
ハ

非
テ
奔ハ

ー
テ㆓

意
路
ニ㆒

開
ハ㆑

口
ト
云
也
、
是
ハ
死
句
ナ
レ
ハ
ナ
リ
、
知
ヌ
君
大
ニ
罔
㆑
措
、
君
ト
ハ
大
衆
ヲ
云
也
、
大
ニ

罔
㆑

措
ト
云
ワ
此
話

ノ
隙
ヲ
ハ
明
ケ
得
マ
シ
イ
ト
無
門
ノ
知
ル
也
、
一
問
ハ
関
也
、
風
穴
ノ
答
処
ハ
無
門
ノ
大
道
也
、

（
25
）
三
座
説
法
、
洞
上
テ
ハ
二
座
説
法
ト
宏
智
ノ
録
ニ
載
タ
レ
ト
モ
済
下
テ
ハ
三
座
説
法
ト
見
ル
也
、
此
古
則
ハ
多
物
語
也
、

仰
山
和
尚
、
諱
ハ
恵
寂
、
潙
山
ノ
法
嗣
智
通
禅
師
ト
云
也
、
号
㆓

小
釈
迦
ト㆒

、
夢
ニ
見
㆘
往
テ㆓
弥
勒
ノ
所
ニ㆒
安
㆗
第
三
座
㆖、
弥
勒
ハ
不
出

世
ノ
仏
也
、
空
劫
ヲ
云
タ
ソ
、
○
往
ク㆓

弥
勒
ノ
所
㆒

カ
今
時
ノ
夢
ノ
醒
シ
羊
タ
ソ
、
先
第
一
ノ

説
法
也
、
迷
ノ
夢
ヲ
醒
シ
テ
悟
リ

ニ
入
ツ
タ
ソ
、
如
来
禅
也
、
扨
テ
亦
タ
、
有
リ㆓
一
尊
者
㆒
白
槌
シ
テ
云
、
此
一
尊
者
ハ
弥
勒
ヨ
リ
別
ノ
仏
タ
ソ
、
空
劫
テ
ノ
弥
勒
樓

閣
テ
槌
ナ
ラ
ハ
黒
槌
テ
在
ル
可
キ
カ
白
槌
ハ
空
劫
ヲ
モ
夢
ソ
ト
醒
シ
タ
、
是
カ
第
二
ノ
説
法
悟
リ
ヲ
モ
夢
ト
捨
タ
事
タ
ソ
、
次

第
ニ
説
法
カ
ス
リ
上
ツ
タ
ソ
、
○
此
次
キ
ニ
祖
師
禅
也
、
今
日
（
28
オ
）
当
ル㆓
第
三
座
ノ
説
法
ニ㆒
、
今
日
ト
云
カ
夢
ノ
醒
シ
羊
タ
ソ
、

夢
ハ
皆
夜
半
タ
ソ
、
初
日
ハ
弥
勒
二
日
ハ
尊
者
三
日
メ
カ
仰
山
ノ
説
法
タ
ソ
、
山
乃
チ
起
テ
白
槌
シ
テ
云
、
摩
訶
衍大

也
ノ
法乗
ハ
、
ト
ハ
大

乗
ノ
法
ト
云
義
也
、
離
レ㆓
四
句
ヲ㆒
、
ト
ハ
有
句
無
句
非
有
句
非
無
句
此
四
句
也
、
此
ヲ

離
也
、
絶
ス㆓
百
非
ヲ㆒
、
ト
ハ
前
ノ
四
句
ニ
廿

五
ツ
ヽ
百
非
ノ
類
ス
エ
物
カ
有
ソ
、
夫
レ

ヲ
絶
シ
タ
ソ
、
諦
聴
々
々
、
弥
勒
ハ
迷
ノ
夢
ヲ
醒
ス

ト
説
法
シ
尊
者
ハ
悟
ノ
夢
ヲ
醒
ン

ト
説
法
ス
、
仰
山
ノ
大
乗
ノ

法
ハ

前
ノ
二
途
ヲ
モ
夢
ソ
ト
説
法
也
、
此
説
法
ヲ
モ
夢
ニ
シ
テ
物
語
リ
ト
見
ヨ
、
扨
テ
杜
ソ
祖
師
禅

ノ
活
句
ヨ
、
無
門
云
、
且
ク
道
ヘ
是
説
法
カ
不
説
法
カ
、
ト
無
門
会
裡
ノ
徒
ニ
扣
イ
タ
ソ
、
是
レ
ハ
三
座
ノ
説
法
ヲ

含
テ
云
也
、
弥

勒
ハ
有
為
ノ
法
ハ
夢
タ
ソ
ト
説
法
シ
タ
ソ
、
尊
者
ハ
説
法
ス
ル
モ
夢
タ
ソ
ト
不
説
法
タ
ソ
、
仰
山
ハ
此
二
途
ニ
落
ヌ
杜
ソ
大
乗

ノ
法
ヨ
カ
ト
点
ハ
如
是
也
、
開
㆑
口
ヲ
即
チ
失
ス
、
ト
ハ
夫
レ
ハ
弥
勒
ノ
説
法
テ
杜
ソ
在
レ
、
仰
山
ノ
本
意
ハ
失
也
、
閉
㆑レ
ハ
口
ヲ
又

喪
ス
、
夫
レ
ハ
尊
者
ノ
不
説
法
テ
杜
ソ
在
レ
、
仰
山
ノ
本
意
ヲ
ハ
喪
シ
タ
ト
削
ル
也
、
不
㆑
開
不
㆑
閉
、
ト
ハ
箸
タ
モ
仰
山
ノ
本
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位
エ
ハ
、
十
万
八
千
、
里
外
ヨ
、
依
テ
モ
付
ヌ
ソ
ト
扣
タ
ソ
、
頌
云
、
白
日
青
天
、
ト
ハ
夢
ヲ
醒
ス
カ
暁
ケ
羊
タ
ソ
、
弥
勒
ノ

ヲ
尊
者
ハ
夢
ト
醒
シ
尊
者
ノ
ヲ
モ
仰
山
ハ
夢
ト
醒
シ
タ
カ
白
日
青
天
タ
ソ
、
在
ル
ヲ
、
夢
中
ニ
説
ク㆑
夢
ヲ
、
ト
ハ
楊
岐
一
宗
ヨ
リ

見
込
ミ
羊
タ
ソ
、
仰
山
ノ
夢
モ
マ
ダ
醒
ヌ
ヨ
、
夫
レ
モ
寐
語
タ
ソ
（
28
ウ
）、
揑子

ツ

怪
々
々
、
ト
ハ
化
ケ
ラ
ワ
シ
イ
事
ヲ
云
レ
タ
ソ
、

誑
フ㆓
謼
ス
一
衆
ヲ㆒
、
ト
ハ
諸
人
ヲ
タ
フ
ラ
カ
シ
タ
ソ
、
何
ン
ト
モ
説
ケ
説
法
ハ
人
ヲ
化
カ
シ
タ
フ
ラ
カ
シ
タ
コ
ト
ヨ
、
真
実
ニ
説

ク
ヘ
キ
理
カ
在
ル
カ
此
公
案
ハ
分
明
ニ
証ス

マ

ス
、
人
ハ
世
ニ
少
レ

ナ
ソ
、
能
々
可
㆓

見
得
㆒、
夢
ノ
醒
ヌ
間
ハ
関
ヨ
、
能
ク
夢
ヲ
サ
ヘ

覚
シ
得
レ
ハ
無
門
ノ
大
道
ヨ
、

（
26
）
二
僧
捲
簾
、
捲
簾
カ
肝
要
也
、
法
眼
ノ
宗
風
テ
ハ
智
ヲ
簾
ト
云
イ
会
ヲ
簾
ト
云
イ
挙
揚
ヲ
簾
ト
云
タ
ソ
、
清
涼
大
法
眼
、

清
涼
ハ
寺
号
也
、
本
尊
ハ
文
殊
也
、
文
殊
ノ
御
座
ル
山
ヲ
清
涼
山
ト
云
也
、
大
ノ
字
ハ
天
子
崇
敬
在
テ
大
ト
云
也
、
法
眼
ハ
禅

師
号
也
、
諱
ハ
文
益
、
玄
沙
ノ
孫
ノ
地
蔵
桂
琛
之
法
嗣
也
、
因
ニ
僧
斎
前
ニ
上
参
ス
、
斎
前
ナ
呈
ニ
空
腹
ヲ
簾
ノ
捲
キ
羊
ト
見
テ

勘
弁
シ
タ
ソ
、
眼
以
㆑
手
指
㆑
簾
、
指
処
テ
急
度
見
ル
当
位
ハ
不
会
ヨ
、
不
智
ヨ
、
扨
テ
簾
ワ
捲
カ
ヌ
カ
二
僧
ハ
心
得
シ
テ
立
タ

ハ
鈍
漢
ヨ
、
時
ニ
有
㆑
二
僧
、
同
ク
去
テ
捲
ク㆑
簾
、
己
レ
カ
胸
懐
ノ
簾
ヲ
ハ
捲
カ
ス
シ
テ
竹
簾
レ

ヲ
起
テ
捲
イ
タ
ソ
、
眼
云
、
一
得
一

失
、
大
事
ノ
取
リ
置
タ
ソ
、
聞
タ
処
ハ
一
僧
ハ
得
一
僧
ハ
失
ナ
羊
ナ
レ
ト
モ
サ
テ
ハ
無
イ
ソ
、
得
失
ノ
二
法
ハ
簾
カ
掛
レ
ハ
也
、

得
失
ハ
有
無
也
、
色
空
也
、
迷
悟
也
、
自
己
目
前
也
、
生
死
也
、
一
切
ノ
一
法
ヨ
、
其
間
ノ
簾
ヲ
捲
セ
タ
ソ
、
一
得
ト
見
レ
ハ

得
迄
テ
失
ハ
無
イ
ソ
、
一
失
ト
見
レ
ハ
得
ノ
沙
汰
無
ク
一
失
迄
タ
ソ
、
ト
コ
ニ
簾
カ
掛
ッ
タ
ソ
、
無
門
云
、
且
ク
道
ヘ
是
レ
誰
カ
得

誰
失
、
且
道
ヘ
ト
無
門
会
裡
ノ
徒
ニ
扣
イ
タ
ソ
、
一
僧
ハ
得
一
僧
ハ
失
タ
羊
ニ
聞
エ
タ
呈
ニ

如
是
先
ツ
云
掛
ケ
テ
誰
レ
カ
ト
云

底
ハ
得
失
ハ
無
イ
ソ
（
29
オ
）、
若
向
テ㆓
者
裡
ニ㆒
箸
㆓
得
バ
一
隻
眼
ヲ㆒
、
得
モ
一
隻
眼
失
モ
一
隻
眼
タ
ソ
ト
簾
ヲ
捲
イ
テ
契
当
シ
タ
ラ

ハ
ト
云
義
也
、
便
チ
知
ン㆓
清
凉
ノ
国
師
敗
闕
ノ
処
ヲ㆒
、
ト
ハ
一
得
ナ
レ
ハ
得
モ
ナ
ク
一
失
ナ
レ
ハ
失
モ
ナ
イ
ソ
、
得
失
ノ
沙
汰
ヲ
ナ

不
二
ノ
知
也

一
枚
ノ
眼
ヨ
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サ
レ
タ
ハ
法
眼
ノ
敗
闕
ト

可
㆑

難
、
雖
㆓
然
モ
如
ナ
リ
是
ノ
、
切
ニ
忌
ム
向
テ㆓
得
失
裡
ニ㆒
商
量
ル
コ
ト
ヲ
、
ト
ハ
法
眼
ノ
本
意
ハ
得
失
二
枚
無
イ

ソ
、
一
得
ト
見
ヨ
、
一
顆
ノ
明
珠
タ
ソ
、
一
失
ト
見
ヨ
、
一
条
ノ
鉄
タ
ソ
、
唯
心
タ
ソ
、
唯
識
タ
ソ
、
ト
コ
ニ
二
法
ノ
簾
レ
ヲ

掛

タ
ソ
、
切
ニ
忌
ト
ハ
唯
タ
能
ク
法
眼
ノ
如
ク
捲
㆑

簾
ト
無
門
モ
人
ヲ
接
シ
タ
ソ
、
頌
云
、
巻
起
明
々
徹
㆓
大
空
ニ㆒
、
法
眼
ノ
指
㆑

簾

ヲ

処
テ
二
僧
ノ
急
度
ト
見
ル
当
位
巻
起
シ
タ
簾
レ
タ
ソ
、
徹
ス㆓

大
空
ニ㆒

ト
ハ
自
己
目
前
一
枚
色
空
一
般
ヨ
、
明
々
ト
ハ
簾
レ
ヲ
巻

タ
時
内
外
共
ニ
明
ナ
ソ
、
太
空
猶
ヲ

未
タ㆑

合
ハ

吾
宗
ニ㆒

、
ト
ハ
太
空
ト
ハ
徹
ス
レ
ハ
祖
師
禅
テ
ハ
無
イ
ソ
ト
無
門
ハ
削
タ
ソ
、
扨
コ

ソ
、
争
カ
似
ン
従
㆑
空
都
テ
放
下
シ
テ
、
ト
ハ
都
テ
ト
云
字
ハ
一
切
色
ト
モ
空
ト
モ
内
外
共
外
共
不
知
社
ソ
放
下
ナ
レ
、
此
時
コ
ソ
簾

レ
ヲ
能
ク
巻
タ
コ
ト
ヨ
、
此
時
キ
、
綿
々
密
々
不
㆑
通
㆑
風
、
得
失
一
枚
ニ
シ
テ
ス
キ
間
ナ
キ
事
也
、
風
ハ
ス
キ
間
ヘ
吹
キ
入
ル

ソ
、
綿
ハ
引
切
ラ

レ
ヌ
物
タ
ソ
、
簾
ヲ
指
処
カ
一
関
也
、
人
々
肚
裡
ノ
簾
レ
ヲ
巻
テ
不
会
不
知
ニ
叶
ツ
タ
ト
キ
無
門
大
道
也
、

（
27
）
不
是
心
仏
、
不
是
々
々
ト
云
ニ
眼
ヲ
着
ヨ
（
29
ウ
）、
南
泉
和
尚
、
因
ニ
僧
問
テ
云
、
還
テ
有
リ㆘
不
ル㆓
与
ニ㆑
人
ノ
説
カ㆒
底
ノ
法
㆖
麼
、

是
ハ
難
問
タ
ソ
、
何
ン
ト
モ
答
語
セ
ハ
夫
レ
ハ
為
ニ
説
イ
タ
事
ヨ
、
可
落
機
ナ
リ
、
泉
云
、
有
リ
、
扨
テ
無
ク
テ
ハ
為
ニ
説
タ

一
法
ハ
真
実
ノ
仏
法
テ
ハ
無
イ
ソ
、
僧
云
、
如
何
是
レ
不
ル㆓
与
ニ㆑
人
説
カ㆒
底
ノ
法
、
爰
テ
ハ
何
ン
ト
モ
云
イ
難
イ
処
ナ
レ
ト
モ
、
サ

ス
カ
南
泉
ハ
超
宗
越
格
ノ
衲
僧
ナ
ル
ニ
依
テ
、
泉
云
、
不
是
心
不
是
仏
不
是
物
、
扨
テ
奇
特
ナ
答
話
テ
ハ
ナ
イ
カ
、
心
ト
モ
仏

ト
モ
説
出
ス
ル
ハ
忘
相
邪
説
也
、
不
是
々
々
ト
見
レ
ハ
イ
ツ
為
ニ
説
イ
タ
ソ
、
如
是
ト
認
子
ハ
祖
師
ノ
活
法
タ
ソ
、
無
門
云
、

南
泉
被
テ㆓
者
ノ
僧
ニ
一
問
㆒、
直
ニ
得
タ
リ
揣
ン㆓
尽
コ
ト
ヲ
家
私
ヲ㆒
、
ト
ハ
南
泉
リ
ヤ
ウ
シ
ニ
有
リ
ト
答
タ
ニ
依
テ
此
僧
ニ
追
詰
メ
テ
問
レ
テ

吾
宗
ノ
肝
要
ヲ
有
リ

ノ
侭
マ
ク
シ
出
テ
見
セ
タ
ソ
、
郎
当
不
㆑
少
、
ト
ハ
片
タ
前
エ
下
リ
ニ
落
フ
レ
タ
ト
無
門
南
泉
ヲ
抑
下
ノ
語

也
、
底
意
ハ
吾
ナ
ラ
ハ
為
メ
ニ
不
説
底
ノ
法
ト
問
ハ
ヽ
和
声
丁
度
打
テ
ク
令
ス
物
ヲ
ト
楊
岐
宗
ヨ
リ
見
込
ン

タ
ソ
、
古
事
在
リ
、

頌
云
、
叮
嚀
ハ
損
ス㆓
君
徳
ヲ㆒
、
ト
ハ
南
泉
余
リ
懇
ニ
被
㆑

仰
ト
テ
君
徳
ト
王
老
師
ノ
威
ヲ
失
タ
ト
向
也
、
此
句
ハ
荘
子
ニ
古
事
在
ル
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也
、
混
沌
王
ニ

無
㆓

七
ツ

竅
㆒、
南
帝
ヲ

為
㆑

絛シ
ュ
ウ北

帝
ヲ

為
㆑

怱ソ
ウ

ト

、
絛
怱
之
二
帝
相
談
云
、
雖
㆑

無
㆓

七
竅
㆒

天
下
大
平
也
、
況
ヤ
眼
耳
鼻

舌
ノ
七
竅
有
ラ
ハ
最
上
為ナ

ラ

ン
ト
七
日
三
竅
ア
テ
鑿
開
ス
レ
ハ
混
沌
王
終
ニ

死
ス
也
、
扨
テ
コ
ソ
君
徳
ヲ
失
ス
ト
云
タ
レ
、
無
言

真
ニ
在
リ㆑
功
、
為
ニ
不
説
底
ノ
法
ヲ
問
ハ
ヽ
黙
ト
シ
テ
居
タ
ニ
ハ
莫
大
ノ
劣
リ
タ
ソ
ト
南
泉
ニ
向
フ

也
、
吾
ナ
ラ
ハ
、
任

サ
モ
ア
ラ
ハ
ア
レ
従
滄
海

ハ
変
ト
モ
、
終
ニ
不
㆓
為タ
ニ
君
通
セ㆒
、
君
ト
ハ
一
問
ノ
僧
ヲ
云
也
、
実
ト
舌
長
（
31
オ
）
ニ
如
㆓

南
泉
㆒

ク
ド
ク
マ
シ
イ
物
ヲ
牙
歯
ヲ
咬

ム
也
、
南
泉
ノ
答
処
ヘ
着
キ
得
子
ハ
関
ヨ
、
不
是
々
々
ト
仏
ヲ
除
ケ
テ
活
法
ニ
契
当
ス
レ
ハ
無門

大
道
也
、

（
28
）
久
響
龍
潭
、
俄
ノ
義
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
蜀
ヲ
不
㆑

出
已
前
ヨ
リ
即
心
是
仏
ト
云
唱
エ
ヲ
ハ
聞
キ
及
ン
タ
ソ
、
扨
テ
祖
ノ
久
響

テ
ハ
ア
レ
、
龍
潭
因
ニ
德
山
請
ン
益
ス
、
此
一
問
ハ
十
八
問
ノ
内
ニ
ハ
請
益
門
也
、
即
心
是
仏
ノ
唱
エ
ソ
、
知
テ
置
テ
問
タ
ソ
、

不
審
門
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
久
響
㆓

龍
潭
ト㆒

及
㆓

到
来
㆒、
龍
モ

亦
不
見
潭
ニ

亦
不
㆑

現
ト
抑
下
シ
タ
問
タ
ソ
、
龍
潭
屏
風
ノ
後
ニ
引
㆑

身
ヲ

云
、

汝
親
到
㆓

得
龍
潭
㆒
云

云

、
抵
㆑
夜
、
ト
ハ
一
問
一
答
シ
テ
其
後
ハ
四
方
山
ノ
雑
談
シ
テ
其
日
ヲ
昏
サ
レ
タ
ソ
、
故
ハ
法
器
ト
見
込

ン
テ
可
㆑

接
為
メ
ニ
如
是
ス
ル
ナ
リ
、
潭
云
、
夜
深フ

ケ
ヌ子
何
ソ
不
ル㆓
下
リ
去
ラ㆒
、
日
ノ
在
ル
内
ハ
一
宿
サ
セ
走
エ

モ
テ
ナ
シ
テ
入
テ㆑

夜
ニ

コ

ス
キ
出
シ
タ
ソ
、
山
遂
ニ
珍
重
シ
テ
、
遂
ニ
ト
ハ
本
ヨ
リ
滞
在
ス
ヘ
キ
ト
モ
思
ハ
ヌ
ニ
依
テ
サ
ラ
ハ
又
亦
重
テ
参
シ
走
ス
ト
礼
義

ナ
レ
ハ
云
テ
、
揭
㆑
簾
而
出
見
テ㆓
外
面
ノ
黒
㆒キ
ヲ
却キ

ヤ
ク
ウ
イ回云

、
外
面
黒
シ
、
物
ノ
色
ヲ
見
テ
分
明
ナ
ル
ハ
教
意
也
、
外
面
ノ
マ
ツ
ク
ラ
ナ

社
ソ
祖
位

（
マ
マ
）ノ

活
法
ヨ
、
此
間
ノ
簾
ヲ
ア
ケ
タ
ソ
、
是
ハ
傍
人
ノ
分
別
也
、
当
人
ハ
不
㆑

弁
セ

也
、
潭
乃
点
㆓シ
テ
紙
燭
ヲ㆒
度
㆓
与
山
ニ㆒
、

竜
潭
ノ
度
与
シ
テ
見
ル
ハ
目
抜
ケ
タ
ソ
、
蜀
ヨ
リ
持
シ
来
タ
教
意
ノ
見
解
社
ソ
紙
燭
ノ
光
リ
ヨ
、
是
ヲ
全
提
ト
ス
ル
呈
ニ
、
山

擬
ス㆑
接
セ
ン
ト
、
□
□
ヲ
、
潭
便
チ
吹
滅
ス
、
ホ
カ
ト
吹
滅
シ
テ
何
ノ
色
メ
モ
不
㆑

見
窮
限
方
所
ナ
キ
祖
意
ノ
活
法
ヲ
令
メ㆑

見
タ
ソ
、
山

於
テ㆑
此
ニ
忽
然
ト
シ
テ
有
リ㆑
省
、
省
在
リ
ト
ハ
蜀
テ
聞
テ
有
タ
（
31
ウ
）
即
心
是
仏
ニ
契
当
ス
ル
ニ
依
テ
ナ
リ
、
俄
ニ
面
ラ

カ
ワ
リ
カ

セ
ハ
即
心
ニ
ア
ラ
ス
、
便
作
㆑
礼
、
真
箇
祖
師
禅
ニ
甲
ヲ
脱
テ
伏
膺
シ
タ
ソ
、
勝
ツ
ニ
ノ
ツ
テ
、
潭
云
、
子
シ
見
ル㆓
箇
ノ
甚
麼
ノ
道
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理
㆒ヲ
カ
、
ト
ハ
不
思
議
ナ
礼
拝
ノ
シ
ヤ
ウ
カ
ナ
ト
ナ
リ
、
山
云
、
某
甲
従
リ㆓
今
日
㆒
去
テ
、
不
㆑
疑
㆓
天
下
ノ
老
和
尚
ノ
舌
頭
ヲ㆒
也
、
ト
ハ

教
外
別
伝
ノ
旨
子
ヲ
深
ク
納
得
シ
タ
ニ
依
テ
即
心
是
仏
ノ
祖
師
禅
ノ
唱
ヲ
不
疑
ト
云
義
ナ
リ
、
至
テ㆓
明
日
ニ㆒
龍
潭
陞
堂
シ
テ
云
ク
、

可コ
ノ

中
有
㆓
箇
ノ
漢
㆒、
牙
如
ク㆓
剣
樹
ノ㆒
口
似
㆓タ
リ
血
盆
ニ㆒
、
可コ

ノ

中
ニ
ト
ハ
大
衆
ノ
中
ニ
ト
云
義
也
、
箇
漢
ト
ハ
徳
山
ヲ
指
シ
テ
云
也
、

牙

―
盆
ト
ハ
、
徳
山
ノ
異
相
ヲ
云
ン
為
メ
也
、
罵
㆑

仏
呵
㆑

祖
口
裡
ヲ
云
タ
ソ
、
彼
カ
口
ニ
逢
テ
ハ
何
モ
タ
マ
ル
マ
シ
キ
ソ
、

一
棒
ニ
打
ト
モ
不
㆑
回
㆑
頭
ヲ
、
ト
ハ
今
日
ヨ
リ
シ
テ
二
度
ト
教
意
エ
ハ
不
㆑

回
㆑

頭
ト
也
、
他
時
異
日
、
ト
ハ
後
日
ト
云
意
ナ
リ
、

向
テ㆓
孤
峯
頂
上
ニ㆒
、
ト
ハ
山
一
ツ
ノ
主
ニ
成
タ
ラ
ハ
ト
云
義
也
、
孤
峯
ト
ハ
霊
山
少
林
ヲ
モ
況
ヤ
天
下
ノ
叢
林
ヲ
ヲ
モ
目
ニ
掛
ヌ

ソ
、
立
㆒ス
ル
コ
ト
吾
道
ヲ㆒
在
ラ
ン
、
ト
ハ
徳
山
ヲ
証
明
シ
羊
也
、
山
遂
ニ
取
テ㆓
疏
抄
ヲ㆒
於
テ㆓
法
堂
前
ニ㆒
将
テ㆓
一
炬
火
ヲ㆒
提
起
シ
テ
云
、
遂
ニ
ト
云
字

ハ
婆
子
ニ
一
問
セ
ラ
レ
テ
其
時
早
ヤ
此
ノ
疏
抄
ハ
用
ニ
立
ヌ
ト
思
タ
ニ
依
テ
今
如
㆑

案
焼
テ
捨
ル
ヨ
ト
也
、
窮
㆓ル
モ
諸
ノ
玄
弁
ヲ㆒
、

ト
ハ
教
説
ヲ
能
ク
講
得
シ
タ
モ
ト
云
義
也
、
若
シ㆔
一
毫
ヲ
致ヲ

ク
カ㆑
於
㆓
大
虛
㆒、
教
意
ヲ
祖
意
ニ
比
量
ス
レ
ハ
ト
云
義
也
、
竭ツ

ク
スモ㆓
世
ノ
枢

機
ヲ㆒
、
似
㆔タ
リ
一
滴
ヲ
投
㆑ス
ル
ニ
於
㆓
巨
壑
ニ㆒
、
世
ノ
枢
機
ト
ハ
諸
宗
ノ
肝
要
ト
ス
ル
旨
モ
祖
師
（
30
オ
）
禅
ノ
広
大
ナ
ニ
タ
ク
ラ
フ
レ

ハ
ト
云
義
也
、
将
テ㆓
疏
抄
ヲ㆒
便
チ
焼
テ
、
是
ヲ
金
剛
経
ノ
疏
抄
斗
リ
ヲ
焼
々
ト
見
タ
ラ
ハ
目
ヌ
ケ
タ
ソ
、
一
代
蔵
経
ハ
此
ノ
時
ニ
灰

ト
打
成
タ
ソ
、
能
ク
眼
ヲ
ツ
ケ
テ
見
ヨ
、
吹
滅
下
テ
如
此
ナ
リ
、
於
㆑
是
礼
辞
ス
、
サ
ラ
ハ
イ
ト
マ
申
走
ト
云
義
、
無
門
云
ク
、

徳
山
未
タル 

㆑
出
㆑
関
時
、
ト
ハ
蜀
ヲ
不
ル㆑

出
時
ハ
、
心
憤フ

ン

々
口
悱ヒ

々
、
ト
ハ
何
サ
マ
ト
云
イ
キ
ト
ヲ
リ
甚
麼
唇
皮
モ
ヒ
ク
メ
イ
テ

威
勢
サ
ア
リ
ケ
ニ
シ
テ
、
得
ト々
シ
テ
来
ツ
テ
、
ワ
サ
ト
此
用
計
リ
ニ
ト
云
義
也
、
南
方
ニ
要
ス㆔
滅
㆓
却
セ
ン
ト
教
外
別
伝
ノ
之
旨
ヲ㆒
、
ト
ハ

禅
ノ
宗
旨
ヲ
議
論
シ
コ
メ
テ
破
滅
セ
ン
ト
思
定
メ

タ
ソ
、
及
㆑
到
㆓ル
ニ
澧
州
ノ
路
上
ニ㆒
、
龍
潭
崇
信
禅
師
ノ
所
居
ノ
国
也
、
於
㆓

近
辺
ニ㆒

、

問
㆔
婆
子
ニ
買
㆓ン
ト
点テ

ン

心
ヲ㆒
、
ト
ハ
店
屋
ノ
婆
子
ニ
買
㆓

油
糍
㆒

点
心
ト
ハ
ム
ナ
ヤ
ス
メ
ナ
リ
、
婆
云
、
大
徳
車
子
ノ
內
チ
是
レ
甚
麼
ノ
文

字
ソ
、
大
徳
ト
ハ
出
家
ノ
捴
名
ナ
リ
、
故
ニ
云
、
山
云
、
金
剛
経
ノ
抄
疏
、
婆
云
、
我
有
リ㆓

一
問
㆒、
若
シ

対
得
与
㆓ヘ
テ

油
滋
ヲ㆒

令
㆑

喫
セ

対
シ

不
ハ㆑

得
別
処
ニ
買
イ

去
レ

ト
云
也
、
此
ニ
ハ
ナ
シ
、
山
云
、
只
問
ヘ
、
問
答
別
録
ニ

在
㆑

之
、
婆
云
、
只
如
㆓ン
ハ
経
中
ニ
道
カ㆒
過
去

イ
キ
ト
ヲ
リ

モ
ノ
ヲ
云
ン
ト
ス
ル
也
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心
―
得
、
心
ハ
三
世
共
ニ
不
可
得
ト
見
ヘ
タ
カ
、
大
徳
要
ス
点
㆓
那
箇
ノ
心
㆒ヲ
カ
、
是
ハ
点
心
セ
ン
ト
云
ヨ
リ
シ
テ
ノ
一
問
タ
ソ
、

徳
山
被レ

テ
㆓
者コ

ノ

婆
子
ニ㆒
一
問
㆒、
直
ニ
（
30
ウ
）
得
口
似
㆓
匾
檐
ニ㆒
、
ト
ハ
物
ヲ
タ
ン
ト
檐ニ

ノ

ウ
タ
ハ
ウ
マ
ノ
如
ク
ベ
ソ
口
ト
テ
両
ノ
端
シ

ハ
サ
カ
リ
中
高
イ

ソ
、
然
㆓
雖
モ
如 

是
、
ト
ハ
テ
モ
ナ
ク
ツ
マ
ツ
タ
レ
ト
モ
実
ニ
卒
度
意
気
カ
在
ル
ソ
、
未
タス 

㆘
肯
テ
向
㆓
婆
子
ノ
句

下
ニ㆒
死
却
セ㆖
、
ト
ハ
ア
ノ
ク
サ
レ
婆
子
之
口
ヨ
リ
ハ
出
マ
シ
イ
事
タ
ソ
、
智
者
ノ

辺
ノ
童
ハ
不
ル㆑

習
経
ヲ
誦
ム
ト
云
タ
呈
ニ
是
ハ
何

サ
マ
此
辺
□
善
知
識
有
ル
ヨ
ト
思
ウ
也
、
遂
ニ
問
㆓
婆
子
ニ㆒
、
近
処
ニ
有
㆓
甚
麼
ノ
宗
師
カ㆒
、
俄
ニ
心
ニ
ク
ウ
ナ
ツ
タ
ニ
依
テ
ナ
リ
、

婆
云
、
五
里
ノ
外
ニ
有
リ㆓
龍
潭
和
尚
㆒、
中
々
名
誉
ノ
智
識
ノ
ヲ
リ
走
ト
堆
ク
イ
カ
シ下

シ上タ
ケ
ニ
云
成
タ
ソ
、
及
㆑
到
㆓ル
ニ
龍
潭
ニ㆒
納
㆓

尽
ス
敗
闕
ヲ㆒
、
ト
ハ
蜀
テ
滅
却
セ
ン
ト
云
タ
口
ホ
ト
モ
ナ
ク
吹
滅
下
テ
脱
㆑

甲
焼
㆑

抄
タ
ハ
扨
テ
敗
闕
シ
ゴ
ク
ノ
ハ
チ
テ
ハ
ナ
イ
カ

テ
走
ヌ
カ
、
故
ニ
、
可
シ㆑
謂
ツ
前
言
不
㆑
応
㆓
後
語
ニ㆒
、
滅
却
セ
ン
ト
ハ
前
言
、
不
疑
㆓

舌
頭
ヲ㆒

ト
ハ
後
語
ナ
リ
、
不
相
応
テ
ハ
無
イ

カ
、
龍
潭
大
ニ
似
リ㆔
憐
㆑
児
不
ル
ニ
覚
㆑
醜
㆑
他
ノ
、
児
ト
ハ
徳
山
ヲ
憐
愍
シ
テ
吹
㆓

滅
シ
テ

紙
燭
ヲ㆒

猛
省
サ
セ
ラ
レ
タ
ハ
楊
岐
ノ
一
宗
ヨ
リ

無
門
ノ
見
ル
也
、
醜
ト
ハ
気
モ
散
セ
ヌ
ソ
ト
抑
下
シ
羊
也
、
サ
リ
ナ
カ
ラ
、
有
リ㆓
些
子
ノ
火
種
㆒、
ト
ハ
教
意
ノ
蛍
光
ヲ
云
タ
ソ
、

是
ヲ
龍
潭
和
尚
ハ
紙
燭
ニ
シ
テ
見
セ
タ
事
ソ
、
全
非
自
己
ノ
大
光
明
也
、
即
忙ボ

ウ
ト
シ
テ
、
俄
ノ
義
也
、
将
テ㆓
悪
水
ヲ㆒
驀
頭
ヨ
リ
一
澆ニ

ヤ
ウニ
々

殺
ス
、
ト
ハ
ホ
カ
ト
吹
滅
カ
悪
水
ノ
澆ソ

ヽ
キ羊

ナ
リ
、
些
子
ノ
将モ

チ

来
タ
紙
燭
ノ

光
ノ
火
種
ハ
一
円
ニ
痕
モ
無
ク
澆
殺
（
32
オ
）
テ
ハ
無

イ
カ
、
冷
地
ニ
看
来
レ
ハ
、
吹
滅
セ
ラ
レ
テ
冷
地
ニ
成
テ
前
ノ
蜀
ヨ
リ
持
来
タ
火
種
ヲ
見
来
レ
ハ
也
、
一
場
ノ
好
笑
、
中
々
腹
筋
カ

痛
イ
ソ
、
徳
山
ニ
ナ
リ
代
テ
云
ナ
リ
、
頌
云
、
聞
㆓ヨ
リ
名
不
㆑
如
㆑
見
㆑
面
、
面
ヲ
見
ル
ト
ハ
吹
滅
下
ヨ
、
爰
ハ
不
㆑

見
タ
ソ
、
前
ニ

名
ノ
ミ
聞
タ
如
ク
タ
ソ
、
扨
コ
ソ
即
心
是
仏
ナ
レ
、
雖
㆘
然
モ
救
㆓
得
ト㆖
鼻
孔
ヲ㆒
、
名
ノ
ミ
聞
テ
見
ヌ
ト
云
カ
徳
山
ノ
随
分
遼
天
ノ

鼻
孔
ヲ
救
得
ト
ハ
如
此
ヨ
、
争イ

カ
ンカ㆓
奈セ

ン

眼
カ
ツ睛
瞎
却
㆒ス
ル
コ
ト
ヲ
、
ト
ハ
面
ヲ
見
子
ハ
目
闇
ラ
ヨ
、
無
門
ハ

先
ツ
徳
山
ニ
向
タ
ソ
、
底
意
ハ

吹
滅
ト
見
ヨ
、
一
毛
モ
眼
ニ
見
付
タ
道
理
ハ
無
イ
ソ
、
扨
瞎
眼
テ
ハ
無
イ
カ
、
吹
滅
ハ
関
ヨ
、
此
カ
即
心
是
仏
自
己
ノ
光
明
ニ

契
当
ス
ル
カ
無
門
大
道
ヨ
、
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（
29
）
非
風
非
幡
、
六
祖
因
風
颺ア

グ
㆓
剎
幡
ヲ㆒
、
是
ハ
六
祖
於
テ㆓

黄
梅
ニ㆒

受
法
辞
テ㆓

五
祖
ヲ㆒

祖
令
㆑

隠
レ㆓

於
懐
集
四
会
之
間
ニ㆒

届イ
タ

ル㆓

南
海
ニ㆒

、

遇ア
ウ

㆔

印
宗
法
師
ニ

於
㆓

法
性
寺
ニ㆒

、
暮
夜
ニ

風
颺
ク㆓

剎
幡
ヲ㆒

、
聞
ニ㆓

二
僧
対
論
ヲ㆒

、
一
ハ

云
、
風
ノ

動
、
一
ハ

云
、
幡
ノ

動
、
往
復
酬
答
曽
テ

未
タ㆑

契
㆑

理
ニ

、
師
云
、
可
㆔

容イ
レ

テ㆓

俗
流
ヲ㆒

、
輙
ク

預
㆓

高
論
ニ㆒

否
、
乃
云
、
不
是
風
動
不
是
幡
動
、
仁
者
心
動
耳
、
印
宗
法
師
聞
語
悚

然
シ
テ

異
之
、
遂
ニ

問
㆓

其
由
ヲ㆒

、
師
以
㆑

実
告
㆑

之
、
印
宗
於
㆑

是
ニ

集
㆑

衆
請
㆑

開
㆓コ
ト
ヲ

東
山
ノ

法
門
ヲ㆒

、
師
遂
落
髪
披
衣
授
戒
、
即
広
州

ノ

天
寧
寺
也
、
印
宗
ハ

後
ニ

法
ヲ

嗣
㆓ク

六
祖
ニ㆒

也
（
32
ウ
）、
有
リ㆓
二
僧
㆒
対
論
ス
、
一
云
、
幡
ノ
動
、
幡
コ
ソ
ヒ
ラ
メ
ケ
、
風
カ
イ
ツ
動

タ
ソ
、
一
云
、
風
ノ
動
、
風
カ
吹
ケ
ハ
社
ソ
幡
モ
ヒ
ラ
メ
ケ
、
幡
ノ
イ
ツ
風
ノ
吹
ヌ
ニ
動
タ
ソ
、
往
フ
復
ク
未
タ㆘
曽
テ
契
ハ
理
、
言
論

ノ
往
来
也
、
問
答
ノ
義
也
、
諺
云
、
ヤ
ツ
ヽ
ワ
タ
イ
ツ
シ
タ
レ
ト
モ
世
間
義
計
ニ
テ
真
理
ニ
ハ
不
㆑

契
也
、
ア
ワ
レ
ニ
思
召
テ
、

祖
云
、
不
㆓
是
レ
風
ノ
動
㆒
不
㆓
是
レ
幡
ノ
幡
ニ㆒
、
仁
者
心
動
セ
リ
、
本
来
無
一
物
ト
看
ヨ
、
風
モ
幡
モ
動
セ
ヌ
ソ
、
畢
竟
心
動
ト
ハ
ヤ
レ

何
ニ
カ
動
ル
ト
モ
見
解
ヲ
作
セ
ハ
貴
方
達
ノ
心
カ
動
ス
ル
ソ
ト
不
㆑

動
サ

本
来
ノ
心
テ
置
ケ
ト
ナ
リ
、
爰
テ
、
二
僧
悚シ

ヨ
ウ然
タ
リ
、
ト

ハ
只
ノ
俗
漢
ト
思
タ
レ
ハ
奇
特
ケ
ナ
事
ヲ
咄
出
シ
タ
ヨ
ト
ア
ツ
カ
ト
興
醒
メ
面
ニ
成
タ
ソ
、
好
箇
時
節
也
、
心
不
ル㆑

動
ハ
、
無

門
云
、
不
㆓
是
レ
風
ノ
動
ニ㆒
、
不
ス㆓
是
レ
幡
ノ
動
ニ㆒
、
不
㆓
是
レ
心
ノ
動
ニ㆒
、
ト
ハ
何
ト
モ
落
シ
着
ヌ
コ
ソ
活
祖
ノ
心
ヨ
、
不
是
々
々
ト
不
㆑

是
、
六
祖
ノ
判
語
ヲ
モ
追
払
ツ
タ
ソ
、
楊
岐
宗
ヨ
リ
ノ
一
腕
力
タ
ソ
、
去
乍
、
何
処
ニ
カ
見
ン㆓
祖
師
ヲ㆒
、
ト
会
裡
ノ
徒
ニ
云
テ
見
ヨ

ト
ナ
リ
、
心
動
ヲ
扣
イ
タ
ソ
、
若
向
テ㆓
者
裡
ニ㆒
見
得
シ
テ
親
切
ナ
ラ
ハ
、
方
ニ
知
ン
二
僧
買
㆑
鉄
得
㆑ル
コ
ト
ヲ
金
ヲ
、
風
ノ
動
幡
ノ
動
ト
二
僧
ノ

商
量
シ
テ
ハ
何
ン
テ
モ
無
イ
鉄
テ
在
タ
ソ
、
此
ノ
ム
タ
事
ヲ
云
ハ
ス
ン
ハ
六
祖
ノ
心
動
ト
被
仰
タ
金
言
ヲ
聞
ヘ
キ
カ
、
扨
又
悚

然
ノ
当
的
得
タ
ソ
、
祖
師
忍
俊
ン
不
禁
ニ
シ
テ
一
場
漏ロ

ウ

逗ト
ウ
ス
、
祖
師
ハ
六
祖
ヲ
云
也
、
忍

―
禁
ト
ハ
忍
ヒ
ゼ
イ
モ
ナ
ク
テ
ハ
肝
要

ヲ
当
坐
ニ
漏
逗
ト
ハ
打
振
テ
除
タ
ソ
ト
咬
ム㆑

歯
也
、
頌
云
、
風
幡
心
動
、
一
状
（
33
オ
）
領
過
ス
、
ト
ハ
無
門
一
腕
力
出
シ
テ
二

僧
モ
六
祖
モ
一
ツ
ニ
ク
ン
テ
磊
シ
タ
ソ
、
見
タ
ソ
双
方
ノ
罪
過
ヲ
白
状
ス
ル
ヲ
一
紙
ニ
書
タ
事
ヲ
一
状
ト
云
タ
ソ
、
只
知
テ㆑
開
㆑コ

ト
ヲ
口
、
不
㆑
覚
話
墮
ス
ル
コ
ト
ヲ
、
ト
ハ
二
僧
ノ
心
ノ
動
ル
ヨ
ト
モ
ト
カ
ワ
シ
サ
ノ
侭
ニ
六
祖
ノ
我
心
ノ
動
ス
ル
ヲ
不
㆑シ
テ

覚
被
仰
タ
ヨ

コ
ラ
ヘ
ゼ
イ
モ
ナ
ク

ハ
ヲ
カ
ム
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ト
見
込
ン
タ
ソ
、
非
ス㆓

風
ノ

動
ニ㆒

、
非
ス㆓

幡
ノ

動
ニ㆒

、
関
タ
ソ
、
心
動
ト
契
当
ス
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ
、

（
30
）
即
心
即
仏
、
成
㆓

一
切
相
ヲ㆒

即
心
離
㆓

一
切
ノ

相
ヲ㆒

即
仏
、
馬
祖
因
ニ
大
梅
問
フ
、
如
何
カ
是
レ
仏
、
祖
云
、
即
心
是
仏
、
即
ノ
一

字
永
劫
ニ
モ
不
消
ト
云
タ
ソ
、
心
ト
ハ
有
為
ノ
心
ニ
在
ラ
ス
、
然
レ
ハ
即
心
ト
ハ
不
知
不
会
ノ
端
的
也
、
故
云
、
即
端
㆓

的
不 

知
㆒

ト
、
又
云
、
前
念
不
生
即
心
後
念
不
滅
即
仏
、
以
㆓

此
句
ヲ㆒

可
会
也
、
祖
師
禅
ハ
ミ
ナ
脱
体
ノ
入
リ
派
ナ
リ
、
無
門
云
、
若
シ

能
ク
直
下
ニ
領
得
シ
去
、
ト
ハ
直
下
カ
肝
要
タ
ソ
、
何
ン
ト
モ
ア
テ
カ
イ
計
リ
修
進
ノ
功
ヲ
用
ハ
即
ノ
一
字
ニ
背
ク
ソ
、
扨
テ
何

ン
ト
領
略
シ
タ
ソ
ト
扣
タ
也
、
著ツ

ケ
㆓
仏
衣
ヲ㆒
喫
シ㆓
仏
飯
ヲ㆒
、
説
キ㆓
仏
話
ヲ㆒
行
ス㆓
仏
行
ヲ㆒
、
是
ハ
皆
直
下
領
略
ノ
義
也
、
非
ス㆓

思
量
ニ㆒

非
㆓ス
シ
テ

分
別
ニ㆒

十
二
時
中
作
用
セ
ハ
尽
是
仏
三
昧
ヨ
、
別
ニ
仏
ハ
無
イ
、
扨
コ
ソ
、
即
チ
是
レ
仏
也
、
此
ノ
仏
ト
云
ハ
迷
モ
無
ク
悟
モ
無

キ
如
々
仏
也
、
乍
去
、
然
㆓
雖
モ
如 
是
、
大
梅
引
テ㆓
多
少
人
ヲ㆒
、
錯
テ
認
ム㆓
定
（
33
ウ
）
盤
星
ヲ㆒
、
即
ト
云
ヲ
多
ハ
其
侭
手
付
ケ
ス
シ

テ
ツ
ク
子
物
ニ
シ
テ
置
ク
、
サ
テ
夫
レ
ハ
錯
タ
事
ヨ
、
大
梅
法
常
禅
師
ハ
此
話
ニ
投
機
シ
テ
深
ク
入
㆓

大
梅
山
ニ㆒

居
止
ス

、
不
㆑

知
㆑

之
有
時
塩
官
会
下
ノ
僧
迷
㆑

路
入
㆓

彼
山
ニ㆒

、
法
常
禅
師
ノ
菴
ニ
一
宿
ス
、
問
云
、
何
処
来
、
云
、
江
西
、
馬
大
師
ニ

有
㆓

何
ノ

言
句
カ㆒

、
僧
問
、
如
何
是
仏
、
祖
云
、
非
心
非
仏
、
云
、
□
他
非
心
非
仏
、
我
這
裡
只
管
即
心
即
仏
、
祖
聞
云
、
梅
子
熟
也
、

後
代
大
恵
杲
一
手
扣
カ
レ
タ
ソ
、
争
カ
知
ン
道
㆑
説
㆓ク
ト
箇
仏
字
ヲ㆒
三
日
漱

ク
チ
ス
クヽ㆑
口
ヲ
、
ト
ハ
無
門
ハ
楊
岐
ノ
一
宗
ノ
拳
ヲ
以
テ
非
太
刀
ヲ

打
タ
ソ
、
只
即
心
迄
テ
置
ク

可
キ
物
ヲ
即
仏
ト
被
仰
タ
馬
大
師
ノ
口
ヲ
吾
レ
ナ
ラ
ハ
漱
セ
申
走
ヲ
ト
向
ウ

也
、
一
日
二
日
漱
イ
テ

ハ
清
ク
ハ
ナ
ル
マ
イ
ソ
、
若
是
箇
ノ
漢
ナ
ラ
ハ
、
見
㆑
説
㆓ク
ヲ
即
心
是
仏
ト㆒
、
掩
テ㆑
耳
ヲ
便
走
ラ
ン
、
箇
漢
ト
ハ
霊
利
ノ
人
ナ
ラ
ハ
ト
云
ハ
鈍

副
司
ト
云
ハ
巴
鼻
タ
ソ
、
頌
云
、
青
天
白
日
、
曇
リ
ノ
生
ス
ル
時
ハ
白
日
ハ
現
セ
ヌ
ソ
、
曇
リ
ト
ハ
迷
悟
ヨ
、
此
二
途
ノ
雲
霧

カ
生
セ
子
ハ
即
心
タ
ソ
、
此
ノ
時
節
仏
ト
ハ
白
日
ハ
自
ラ
出
現
シ
タ
ソ
、
切
ニ
忌
ム
尋
覔
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
、
此
ニ
無
イ
物
社
ソ
尋
覔
ス
ヘ

ケ
レ
、
畢
ニ
即
心
仏
ノ
時
何
ヲ
扨
テ
向
テ㆑

外
覔
ス
呈
ニ
切
ニ
忌
ム
也
、
更
ニ
問
㆓ハ
ヽ
如
何
ト㆒
、
ト
更
ニ
ト
ハ
無
用
ノ
人
ニ
問
イ
事
タ

不
知
―
身

ス
何
レ
モ
古
老
ノ
示
也

ス
ヽ
カ
ン
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ソ
、
抱
㆑

贜ゾ
ウ

叫
㆑

屈
、
ト
ハ
人
ノ
物
ヲ
取
テ
持
ヲ
贜
ト
云
也
、
吾
レ
カ
テ
モ
無
イ
物
ヲ
無
理
ニ
我
カ
ニ
セ
ン
ト
ヲ
モ
エ
ハ
心
ク
ル

シ
イ
ソ
、
其
ノ
如
ク
自
性
ノ
即
心
ナ
レ
ハ
苦
労
モ
無
イ
ヲ
向
テ㆑

他
求
メ
タ
カ
ル
ヲ
作
リ
苦
労
哉
ト
云
ナ
リ
、
向
㆑

他
求
レ
ハ
関
タ

ソ
、
サ
テ
即
心
契
当
ス
レ
ハ
無
門
大
道
也
（
34
オ
）、

（
31
）
趙
州
勘
婆
、
趙
州
因
僧
問
婆
子
、
此
婆
子
ト
ハ
劉
鉄
磨
ノ
事
也
、
五
台
山
ノ
麓
ニ
居
止
ス
ル
也
、
路
辺
ナ
ル
故
ニ
路
ヲ

問
タ
ソ
、
台
山
ノ
路
向
カ㆓
甚
麼
処
ニ㆒
去
、
ト
ハ
此
僧
ハ
マ
ツ
直
タ
ニ
台
山
ノ
路
ヲ
問
タ
ソ
、
更
ニ
憶
意
モ
無
イ
ソ
、
婆
云
、
驀
直

去
、
ト
ハ
台
山
ノ
婆
子
ト
云
タ
呈
ニ
婆
子
ノ
本
意
ノ
路
ヲ
答
エ
タ
ソ
、
驀
直
去
ト
ハ
迷
モ
無
ク
悟
モ
ナ
ク
地
獄
モ
無
ク
天
堂
モ

無
ク
仏
祖
モ
無
ク
衆
生
モ
無
ク
一
切
足
ニ
マ
ト
ワ
ル
モ
ノ
無
イ
ト
見
社
ソ

婆
子
本
有
ノ

道
ヨ
、
僧
纔
ニ
行
コ
ト
三
步
、
驀
直
ニ
行
ケ

ト
答
エ
タ
ト
聞
テ
行
タ
ソ
、
ケ
ニ
モ
行
脚
ノ
僧
ナ
呈
ニ
修
行
ノ
脚
力
ナ
ラ
ハ
纔
ニ
行
コ
ト
三
歩
ヨ
、
婆
云
、
好
箇
ノ
師
僧
モ
又
恁

麼
ニ
去
ル
、
又
ト
云
字
ハ
幾
行
ノ
僧
ト
モ
カ
逢
テ㆓

婆
子
二㆒

問
㆑

路
共
真
ノ
婆
子
ノ
道
ヲ
見
付
ヌ
ト
聞
エ
タ
好
箇
ノ
師
僧
ト
ハ
様
体
ハ

キ
ツ
ト
シ
レ
ト
モ
キ
ヤ
ツ
モ
ア
ノ
路
ヲ
行
ク
ト
也
、
驀
直
去
大
道
ヲ
ハ
シ
ラ
ヌ
ソ
、
後
有
僧
挙
㆓
似
ス
州
ニ㆒
、
後
ニ
ト
置
タ
ハ
婆

子
ニ
問
答
ノ
僧
テ
ハ
無
イ
ト
聞
エ
タ
僧
ト
モ
カ
婆
子
ノ
処
ヲ
不
審
シ
テ
州
ニ
問
也
、
州
云
、
待
テ
我
去
与
㆑メ
ニ
你
勘
㆓
過
ン
這
ノ
婆

子
ヲ㆒
、
趙
州
大
略
婆
子
ノ
答
処
ヲ
ハ
校
量
ア
ツ
タ
レ
ト
モ
サ
ハ
無
イ
事
ナ
呈
ニ
直
ニ
行
テ
勘
弁
ト
也
、
明
日
便
去
テ
亦
タ
如
㆑
是

問
フ
、
明
日
ト
ハ
後
ノ
僧
ノ
問
㆑

州
ニ

ア
ク
ル
日
ヲ
云
也
（
34
ウ
）、
婆
亦
如
是
答
、
僧
ト
問
答
ノ
如
ク
少
モ
優
劣
無
イ
ソ
、
去
レ

ト
モ
趙
州
ハ
台
山
ノ
路
ヲ
見
ス
マ
シ
テ
帰
タ
ソ
、
州
帰
テ
謂
テ㆑
衆
ニ
云
、
台
山
ノ
婆
子
我
与
ニ㆑
你
勘
破
了
也
、
ト
ハ
被
㆑

仰
タ
レ
ト
モ

何
ト
カ
勘
破
シ
ツ
郎
、
州
ノ
意
ハ
更
ニ
シ
ン
ヌ
ソ
、
婆
子
ノ
答
処
サ
エ
更
ニ
不
審
ナ
ニ
州
ノ
勘
破
テ
猶
不
審
カ
深
ク
成
タ
ソ
、

蒼
天
𡨚
上
ニ

更
ニ

添
㆓

𡨚
苦
ヲ㆒

ト
ハ
此
事
タ
ソ
、
無
門
云
、
婆
子
只
解
㆓シ
テ
坐
ヲ
籌
帷
幄
ニ㆒
、
帷
ハ
内
幕
也
、
幄
ト
ハ
外
幕
也
、
婆
子
ハ

一
歩
ヲ
モ
動
サ
ス
シ
テ
居
テ
四
百
州
ノ
禅
徒
ヲ
悩
マ
セ
タ
ソ
、
驀
直
去
ト
云
カ
籌
也
、
帷
幄
ヲ
引
回
テ
置
タ
ト
ハ
内
ノ
シ
レ
ヌ

ヲ
五
ツ
ヽ
フ
セ
タ
ナ
リ
タ
ワ
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義
也
、
無
限
趙
州
モ
来
テ
一
問
シ
タ
ソ
、
趙
州
老
人
要
且
ツ
着
㆑コ
ト
ヲ
賊
不
㆑
知
、
ト
ハ
婆
子
ハ
平
生
ノ
僧
ト
思
テ
如
常
答
エ
タ
ソ
、

趙
州
老
作
家
ハ
白
拈
ノ
手
段
有
テ
台
山
ノ
城
郭
ノ
カ
マ
エ
無
残
見
ス
マ
シ
テ
帰
タ
ヲ
ハ
知
ヌ
ソ
、
趙
州
老
人
善
ク
用
ユ㆓
偷
営
ヲ㆒
劫

塞
之
機
ヲ㆒
、
イ
ヤ
趙
州
ハ
年
ハ
依
テ
コ
サ
レ
ト
モ
人
ノ
要
害
ヲ
忍
タ
リ
、
ホ
リ
入
リ
ナ
ン
ト
ヲ
上
手
哉
善
ク
ト
云
字
ノ
心
ハ
至

極
趙
州
ヲ
抑
下
ス
ル
無
門
ノ
辞
ハ
也
、
是
ハ
表
裡
ノ
巴
鼻
ナ
リ
、
扨
テ
コ
ソ
、
又
且
無
シ㆓
大
人
ノ
相
㆒、
乍
㆑

居
成
敗
ヲ
可
㆑

見
ヲ

老
々
大
々
ト
シ
テ
運
㆑

足
ヲ

勘
弁
シ
タ
ハ
一
向
趙
州
ニ
ハ
似
相
サ
ル
動
キ
大
人
テ
ハ
無
イ
ソ
、
小
人
タ
、
撿
点
シ
将
来
レ
ハ
二
リ
俱
ニ

有
リ㆑
過
カ
、
ト
ハ
楊
岐
ノ
一
宗
ヨ
リ
見
込
ミ
羊
タ
ソ
、
婆
子
モ
無
用
ナ
驀
直
去
ト
不
ハ㆑

云
趙
州
ニ
勘
破
セ
ラ
レ
マ
イ
、
趙
州
モ
大

人
ノ
相
ナ
ラ
ハ
婆
子
ヲ
目
ニ
掛
テ
台
山
ヘ
ハ
至
ル

マ
シ
キ
ソ
、
同
罪
ヨ
、
且
道
、
那
裡
是
趙
州
勘
破
婆
子
処
、
ト
ハ
会
裡
ノ

（
35
オ
）
徒
ニ
扣
タ
ソ
、
畢
竟
此
話
ノ
勘
破
了
也
ト
云
ニ
隙
ヲ
明
タ
ラ
ハ
不
知
案
内
ヨ
、
頌
云
、
問
既
一
般
、
僧
ノ
問
イ
羊
モ

趙
州
ノ
問
イ
羊
モ
一
般
ト
ハ
台
山
ノ
道
ヲ
問
タ
ソ
、
答
モ
亦
相
似
、
婆
子
モ
僧
ノ
問
ニ
モ
趙
州
ノ
問
ニ
モ
驀
直
去
ト
答
タ
ハ
相

似
タ
ソ
、
飯
裡
ニ
有
㆑
砂
、
為
㆑

汝
勘
破
了
也
ト
被
㆑

仰
タ
ハ
如
何
ニ
モ
造
作
モ
無
ケ
ナ
カ
ラ
更
ニ
味
カ
付
ラ
レ
ス
歯
カ
立
ヌ
ソ
、

泥
中
有
㆑
棘ム

ハ
ラ、

婆
子
驀
直
去
ト
足
ニ
掛
ル
物
モ
無
ケ
ニ
云
タ
レ
ト
モ
更
ニ
一
歩
モ
進
マ
レ
ヌ
ハ
扨
テ
棘
ラ
在
リ
テ
ハ
無
イ
カ
、

驀
直
去
ハ
関
也
、
勘
破
了
也
、
無
門
大
道
ヨ
、

（
32
）
外
道
問
仏
、
問
仏
ト
見
ヨ
、
外
道
ノ
問
意
社
ソ
拠
座
ヨ
、
世
尊
因
外
道
、
ト
ハ
九
十
六
種
ノ
外
道
在
㆑

之
、
其
内
六
人
ノ

頭
、
其
一
人
鉄
腹
外
道
是
也
、
学
㆓シ
テ

四
維
陀
典
論
ヲ㆒

十
八
大
経
到
処
索
ル㆓

論
議
ヲ㆒

也
、
致
㆓

難
問
ヲ㆒

要
㆑

坐
㆓

断
セ
ン
ト

釈
迦
舌
頭
ヲ㆒

大
悪

心
ヲ
含
テ
来
ル
也
、
問
、
不
㆑
問
㆓
有
言
㆒ヲ
モ
、
不
㆑
問
㆓
無
言
㆒ヲ
モ
、
答
エ
ハ
有
言
タ
ソ
ト
落
シ
不
ハ㆑

答
無
言
ソ
ト
落ヲ

ト
サ
ン

ト
也
、
如
何

様
此
二
途
ニ
ハ
漏
レ
シ
ト
早
ヤ
勝
タ
ト
思
ウ
也
、
世
尊
拠
座
、
扨
テ
有
言
カ
無
言
カ
ト
二
途
ニ
落
ヌ
ソ
、
外
道
ノ
問
意
ト
一
般

ナ
レ
ハ
社
ソ
問
仏
ヨ
、
良
久
、
天
懐
頌
云
、
維
磨
不
㆑

黙
不
㆓

良
久
㆒、
拠
座
商
量
作
過
咎
、
吹
毛
匣
裡
冷
光
寒
シ

、
外
道

―
乎
、
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何
ト
モ
作
会
商
量
セ
ハ
扨
テ
タ
ソ
、
手
カ
付
ラ
レ
子
ハ
社
ソ
吹
毛
ヨ
、
外
道
讃
嘆
云
、
仏
ヲ
俄
ニ
ホ
メ
タ
ソ
、
世
尊
大
慈
大
悲
、

ト
ハ
外
道
ハ
悪
心
ヲ
以
テ
（
35
ウ
）
来
タ
レ
ト
モ
夫
レ
ヲ
少
モ
悪
シ
ト
モ
思
イ
玉
ワ
ス
シ
テ
拠
座
ハ
大
慈
大
悲
也
、
大
慈
ニ
々

ハ
無
イ
ソ
、
大
悲
ニ
々
ハ
無
イ
ソ
、
無
心
無
為
ヨ
、
開
我
迷
雲
、
令
我
得
入
、
ト
ハ
世
尊
拠
座
見
テ
有
言
無
言
ニ
不
ル㆑

渡
正
当

ヲ
不
㆑シ
テ

妨
自
性
自
知
ト
契
当
シ
タ
ソ
、
開
我

―
入
イ
ツ
仏
ニ
タ
ヨ
ツ
タ
ソ
、
乃
チ
具
㆑シ
テ
礼
而
去
、
今
社
ソ
真
実
甲
ヲ
脱
テ
仏

ヲ
礼
拝
シ
タ
ソ
、
阿
難
尋
問
㆑
仏
、
外
道
有
㆓テ
カ
所
証
㆒
讃
嘆
而
去
、
ト
ハ
仏
ハ
扨
テ
何
ヲ
垂
示
在
タ
レ
ハ
造
作
モ
ナ
ク
立
ナ
カ
ラ

証
悟
シ
テ
仏
ヲ
ホ
メ
申
シ
タ
テ
ハ
去
タ
ソ
ト
疑
着
在
ル
也
、
ケ
ニ
モ
多
聞
ヲ
能
ト
シ
テ
教
意
ノ
雑
毒
満
肚
葛
藤
在
ル
ニ
依
テ
外

道
ノ
問
処
拠
座
エ
ハ
難
㆑

及
ソ
、
世
尊
云
、
如
シ㆘
世
ノ
良
馬
見
テ㆓
鞭
影
ヲ㆒
而
行
カ㆖
、
ト
ハ
霊
利
ノ
漢
ヲ
云
タ
ソ
、
外
道
ヲ
仏
ノ
証
明
ノ

辞
也
、
外
道
ヲ
伶
利
ナ
ト
ハ
向
□㆓

阿
難
ニ㆒

巴
鼻
也
、
無
門
云
、
阿
難
乃
仏
弟
子
、
宛
モ
不
㆑
如
㆓
外
道
ノ
見
解
㆒ニ
ハ
、
馬
ナ
ラ
ハ
阿
難
ハ

疑
段
馬
也
、
痛
ク
下
㆑

鞭
ト
モ
走
ラ
ヌ
ソ
、
外
道
ハ
鞭
ヲ
不
㆑シ
テ

受
走
テ
走
タ
ソ
、
乍
㆑

去
、
且
道
外
道
与
㆓
仏
弟
子
ト㆒
相
去
コ
ト
多

少
ソ
ト
、
ト
会
裡
ノ
徒
ニ
扣
イ
タ
ソ
、
教
意
修
行
ノ
五
十
二
位
ヲ
経
テ
至
ル
仏
弟
子
ト
一
超
直
入
ノ
外
道
ノ
見
解
ヲ
為
㆑

令
㆑

知
扣

タ
イ
タ
ソ
、
懸
崖
撒
㆑
手
、
万
仭
懸
崖
ト
ハ
祖
仏
モ
凡
夫
モ
至
リ
得
ヌ
処
ヲ

云
也
、
宗
旨
向
上
ノ
田
地
也
、
外
道
問
処
ハ
関
也
、

扨
テ
拠
座
ノ
処
ハ
無
門
大
道
ヨ
（
36
オ
）、

（
33
）
非
心
非
仏
、
是
ノ
話
頭
ハ
即
心
即
仏
ノ
注
却
也
、
ヤ
ス
リ
也
、
馬
祖
因
僧
問
、
如
何
是
仏
、
此
ノ
僧
ノ
問
意
ハ
前
ニ
即

心
即
仏
ト
答
話
有
タ
ヲ
能
ク
知
テ
問
也
、
馬
祖
ヲ
探
竿
ノ
一
問
也
、
祖
云
、
非
心
非
仏
、
即
心
即
仏
ノ
垢
ノ
ヌ
キ
羊
タ
ソ
、
活

法
ナ
リ
、
無
門
云
、
若
シ
向
テ㆓
者
裡
㆒
見
得
セ
ハ
参
学
ノ
事
畢
、
無
門
ノ
者
裡
ト
云
ハ
即
心
ト
非
心
ト
ノ
答
処
ヲ
見
得
セ
ハ
ト
云
義
也
、

即
心
ニ
心
ハ
無
イ
ソ
、
非
心
ヨ
、
即
仏
ニ
仏
ハ
無
イ
ソ
、
扨
テ
非
仏
テ
ハ
無
イ
カ
、
向
フ

見
レ
ハ
一
句
ニ
参
禅
了
畢
タ
ソ
、
頌

云
、
路
逢
剣
客
須
ク㆑
呈
、
剣
客
ト
ハ
趙
王
因
テ㆑

好
ム㆑

剣
闔
国
人
帯
㆑

刀
三
千
剣
客
ト
ハ
是
レ
ヲ
云
也
、
不
㆑
遇
㆓
詩
人
㆒
莫
㆑
献
、
ト
ハ
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諸
芸
カ
知
タ
同
シ
テ
無
テ
ワ
也
、
知
音
同
道
カ
肝
要
タ
ソ
、
是
ハ
大
梅
ノ
馬
祖
ヲ
任
他
ト
云
タ
ヲ
聞
テ
梅
子
熟
也
ト
証
明
在
タ

ソ
、
乍
㆑

去
、
逢
㆑
人
且
ツ
説
ケ㆓
三
分
ヲ㆒
、
未
タ㆑
可
㆔
全
ク
抛
㆓
一
片
ヲ㆒
、
ト
ハ
馬
大
師
余
リ
有
リ
ノ
侭
ニ
説
□
過
ス
ト
無
門
ハ
向
テ
頌
タ

ソ
、
一
千
即
心
即
仏
ハ
関
タ
ソ
、
非
心
非
仏
ト
ミ
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ
（
36
ウ
）、

（
34
）
知
不
是
道
、
此
ノ
公
案
ヨ
リ
南
泉
ヲ
痴
兀
ノ
道
人
ト
云
タ
ソ
、
南
泉
云
、
心（

マ

マ

）

是
仏
、
智
不
是
道
、
是
ハ
心
知
仏
道
ニ
用

処
モ
無
シ
、
又
是
ソ
不
是
ソ
ニ
モ
用
処
ハ
無
キ
也
、
只
心
不
是
仏
智
不
是
道
タ
ソ
、
七
仏
如
来
モ
合
掌
シ
テ
可
聞
也
、
況
仏
道

修
行
ノ
漢
ノ
耳
裡
ニ
落
マ
シ
イ
事
タ
ソ
、
祖
師
禅
ノ
髄
也
、
無
門
云
、
南
泉
可
謂
、
老
不
識
羞
、
ツ
ヽ
ト
老
倒
ナ
人
ナ
ニ
依
テ

ナ
リ
、
纔
開
臭
口
、
家
醜
外
ニ
揚
、
家
醜
ト
ハ
人
ニ
不
見
肝
要
ヲ
云
タ
ソ
、
夫
レ
ハ
サ
テ
什
麼
ソ
ト
云
ニ
南
泉
今
日
心
是
不
仏

智
不
是
道
ト
云
処
テ
痴
兀
ノ
道
ハ
キ
ラ
リ
ツ
ト
聞
エ
タ
ソ
、
雖
㆓
然
モ
如
ト㆑
是
、
知
ル□

恩
者
少
レ
ナ
リ
、
ト
ハ
南
泉
ノ
如
是
我
家
ノ
肝

要
ヲ
打
フ
ル
ウ
テ
云
レ
ト
モ
契
当
シ
テ
社
有
リ
難
ト
モ
知
ル
ヘ
ケ
レ
、
多
ハ
何
ン
ト
モ
無
ク
聞
タ
ソ
、
頌
云
、
天
晴
日
頭
出
ツ
、

雨
下
ツ
テ
地
上
湿ウ

ル
ヲウ

、
此
二
句
ハ
心
不
是
仏
智
不
是
道
ノ
注
脚
ナ
リ
、
何
ン
ト
モ
理
ヲ
付
ケ
ヘ
カ
ラ
ス
、
尽
情
都
説
了
、
ト
ハ
開

無
門
ハ
随
分
此
話
ヲ
キ
ラ
リ
ツ
ト
聞
ユ
ル
羊
ニ
頌
出
タ

、
只
タ
恐
ハ
信
不
及
、
誰
モ
此
エ
承
当
ス
ル
底
ノ
無
イ
ヲ
無
㆑

曲
思
ソ
ト
也
、

此
不
㆑ン
ハ

及
聞
タ
ソ
、
南
泉
ノ
本
意
エ
箸

（
マ
マ
）得

ス
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ

、

（
35
）
倩
女
離
魂
、
離
魂
ヲ
肝
要
ト
シ
タ
公
案
也
（
37
オ
）、
五
祖
問
㆑
僧
、
五
祖
ト
ハ
五
祖
ノ
演
也
、
四
祖
五
祖
ノ
義
ニ
非
ス
、

云
、
倩
女
離
魂
、
禺
、
私
云
、
両
箇
ノ
外
真
底
ア
ル
ヘ
シ
、
張
鎰
家
ス

衝
陽
ニ㆒

、
幼
女
倩
娘
端
妙
絶
倫
也
、
外
甥
王
宙
見
テ㆓

美
容
ヲ㆒

戯
云
、
小
妻
也
、
後
ニ
ハ

会
㆑セ
ン

君
、
鎰
云
、
有
㆓

賓
僚
之
選
㆒、
女
聞
不
㆑

楽
、
王
宙
モ

亦
生
㆑

恨
赴ヲ

ー
ク㆓

上
国
ニ㆒

、
登
㆑

舟
行
数
十
里
、
夜

半
ニ

有
リ㆓

一
人
㆒、
崖
上
ヨ
リ

□
ト々
シ
テ

来
ル
ニ

乃
倩
娘
也
、
宙
喜
倍伴

道也
シ
テ

入
㆑

蜀
ニ

、
居
ル
コ
ト

数
年
生
ス㆓

二
子
ヲ㆒

、
倩
思
㆓

其
ノ

父
母
ヲ㆒

遂
命
舟

居
家
シ
タ
コ
ト
也

人
ヲ
エ
ラ
ン
タ
コ
ト
也
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帰
㆓

陽下

衝上
㆒、
宙
先
詣
謝
、
鎰
愕
然
ト
シ
テ

云
、
倩
娘
ハ

病
在
、
閨
中
数
年
役ツ

カ
ハ㆑シ

テ

使
験
ミ

之
見
倩
娘
有
リ㆓

舟
中
ニ㆒

、
女
出
迎
ハ

翕
然
為
一
体

是
ヲ

拈
提
シ
テ

示
也
了
、
翕
ハ
合
也
、
五
祖
演
ハ

綿
州
登
氏
子
也
、
謁
㆓

浮
山
㆒

遠
ニ㆒

後
見
㆓

白
雲
端
ニ㆒

嗣
㆑

法
、
楊
岐
之
孫
也
、
那
箇
是

真
底
、
如
何
様
一
方
ハ
精
魂
ナ
ル
ヘ
シ
、
一
方
ハ
本
ン

ノ
倩
女
ナ
ル
ヘ
シ
、
那
箇
是
真
底
、
道
々
ト
扣
タ
ソ
、
魂
ヲ
離
レ
ハ
那

箇
モ
真
底
タ
ソ
、
精
魂
ヲ
以
テ
弁
セ
ハ
那
箇
モ
精
魂
ヨ
ト
建
立
シ
羊
タ
ソ
、
計
較
（
37
ウ
）
按
排
納
得
承
当
ハ
皆
ナ
精
魂
ヨ
、

無
門
云
、
若
向
㆓
者
裡
ニ㆒
若
悟
㆓
得
真
底
ヲ㆒
、
精
魂
ヲ
離
ル
ヽ
処
カ
真
底
ノ
悟
得
シ
羊
タ
ソ
、
真
底
ニ
サ
エ
覔
ツ
ケ
ハ
生
死
岸
頭
大

自
在
也
、
扨
コ
ソ
、
便
知
ン
出
㆑
殼
ヲ
入
㆑
殼
ニ
、
如
㆑
宿
㆓ス
ル
カ
旅
舍
ニ㆒
、
殻
ト
ハ
カ
ラ
タ
ノ
コ
ト
タ
ソ
、
牛
ト
ナ
リ
馬
ト
ナ
リ
人
天
ト

成
娑シ

ヤ

婆
往
来
ス
ル
ト
モ
如
㆑

宿
㆓

旅
舎
㆒

執
着
セ
ヌ
ソ
、
其
或
未
タ㆑
然
、
切
ニ
莫
㆓
乱
走
㆒ス
ル
コ
ト
、
乱
走
ト
ハ
ム
処
徧
参
ヲ
云
也
、
真
底

ヲ
明
メ
ス
ン
ハ
精
魂
ヲ
離
レ
ス
生
死
ニ
沈
淪
ス
ル
ナ
リ
、
驀
然
ト
シ
テ
、
ト
ハ
忽
ニ
ト
云
心
ナ
リ
、
地
水
火
風
一
散
セ
ハ
、
ト
ハ
四

大
分
離
ノ
時
節
也
、
如
㆓
落
湯
螃
蠏
ノ
七
手
八
脚
㆒ナ
ル
カ
、
ト
ハ
蠏
ノ
入
㆑

湯
ツ
カ
イ
離
レ
タ
羊
ニ
可
有
也
、
那
時
莫
㆑
言
㆑
不
ト㆑
道
ハ
、

此
ト
キ
云
ン
ハ
シ
云
ナ
ト
会
裡
ノ
徒
ヲ
戒
シ
メ
羊
也
、
頌
云
、
雲
月
是
同
、
渓
山
各
異
、
此
ノ
頌
見
ニ
ク
イ
ソ
、
先
ツ
月
ヲ
真

底
ニ
シ
雲
ヲ
精
魂
ニ
シ
テ
扨
亦
是
ハ
月
ソ
是
ハ
雲
ソ
ト
分
別
ノ
精
魂
ヲ
サ
エ
離
レ
ハ
雲
モ
月
モ
是
同
、
皆
ナ
真
底
タ
ソ
、
扨
亦

一
丸
薬
ニ
シ
タ
事
テ
ハ
無
イ
ソ
、
渓
ハ
渓
山
テ
山
ハ
各
異
ナ
ソ
、
直
指
ヨ

、
万
福
々
々
、
ト
ハ
那
箇
モ
真
底
ノ
時
ヲ
云
ナ
リ
、

是
レ
一
カ
是
レ
二
カ
、
真
底
ニ
契
当
シ
テ
見
レ
ハ
一
也
、
精
魂
ヲ
以
テ
見
レ
ハ
二
ツ
ニ
ナ
ル
ソ
、
何
ト
モ
落
着
ス
ル
ヲ
精
魂
ト
見
ヨ
、

一
ニ
モ
二
ニ
モ
落
シ
付
ヌ
ソ
、
扨
社
ソ
カ
ト
云
点
ヲ
用
也
、
以
㆓

精
魂
㆒

見
ル
時
ハ
関
タ
ソ
、
真
底
ニ
求
ツ
ケ
ハ
無
門
大
道
ヨ
、

（
36
）
路
逢
達
道
、
五
祖
云
、
是
モ
東
山
ノ
演
ノ
事
ナ
リ
、
道
人
十
二
時
ノ
機
ヲ
云
也
、
最

―
頭
ノ
羊
ニ
不
可
心
（
38
オ
）、

五
祖
云
、
路
逢
ハ㆓
達
道
ノ
人
ニ㆒
、
不
レ㆘
将
テ㆓
語
黙
ヲ㆒
対
セ㆖
、
ト
ハ
大
道
ニ
通
達
底
ノ
衲
僧
向
上
ノ
行
履
也
、
語
黙
ト
ハ
迷
悟
ノ
二
ツ
也
、

已
ニ
逹
道
ノ
人
ナ
ラ
ハ
何
カ
此
二
途
ニ
ハ
抱
ル
ヘ
キ
ソ
、
此
外
ヲ
以
テ
勘
弁
ス
ヘ
キ
ナ
リ
、
且
道
将
カ㆑
甚
ヲ
対
ン
、
ト
会
裡
ノ
徒
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ニ
扣
イ
タ
ソ
、
吾
カ
逹
道
人
ニ
成
ラ
ス
ン
ハ
何
ン

ト
シ
テ
モ
対
セ
ラ
レ
マ
イ
ソ
、
無
門
云
、
若
シ
向
テ㆓
者
裡
ニ㆒
、
対
得
ノ
親
切
ナ
ラ
ハ

不
㆑
妨
慶
快
ナ
ル
コ
ト
ヲ
、
逹
道
人
ニ
対
得
タ
ラ
ン
ニ
ハ
ケ
ニ
モ
慶
快
テ
無
ク
テ
ハ
、
其
或
未
然
、
也
須
ク㆓
一
切
ノ
処
ニ
着
㆑
眼
ヲ
、
ト
ハ

ゲ
ニ
モ
逹
道
人
ナ
ラ
ハ
何
ニ
カ
取
捨
嫌
択
ハ
有
ル
可
キ
ソ
、
挙
足
動
手
□
ニ
不
存
軌
則
ナ
リ
、
頌
云
、
路
逢
ハ㆓
達
道
ノ
人
ニ㆒
、
不
㆘

将
テ㆓
語
黙
ヲ㆒
対
セ㆖
、
扨
テ
何
ン
ト
対
ス
可
キ
ソ
、
攔
ン
腮
イ
臂
ツ
面
拳
ン
、
面
ヲ
丁
度
打
テ
看
ヨ
ト
是
ハ
無
門
ノ
対
シ
羊
ヲ
迷
ヘ
タ
ソ
、

扨
テ
此
動
ヲ
ハ
何
ン
ト
可
㆑

会
ソ
、
虚
空
突
出
這
拳
頭
ヨ
、
サ
テ
、
直
下
ニ
会
セ
ハ
便
会
セ
ヨ
、
直
下
カ
肝
要
タ
ソ
、
擬
々
計
較
カ
生

シ
タ
ラ
ハ
逹
道
人
ニ
ハ
対
セ
ラ
レ
マ
イ
ソ
、
以
甚
麽
対
ン
一
関
タ
ソ
、
直
下
ナ
ラ
ハ
一
切
ノ
処
テ
対
セ
テ
ハ
、
扨
コ
ソ
無
門
大

道
ヨ

、

（
37
）
庭
前
柏
樹
、
此
答
明
言
ナ
ル
ニ
依
テ
一
夜
ニ

七
百
里
聞
エ
タ
ト
云
リ
、
趙
州
僧
問
、
如
何
是
祖
師
西
来
意
、
問
ハ
有
ル

般
ラ
ノ

問
ナ
レ
ト
モ
此
僧
ノ
問
意
ハ
エ
ス
イ
機
カ
在
テ
聞
エ
タ
ソ
、
言
中
含
㆑

機
、
州
云
、
庭
前
（
38
ウ
）
柏
樹
子
、
ト
ハ
以
㆓

平

常
ノ

語
ヲ㆒

答
タ
ソ
、
此
僧
ハ
目
前
ノ
境
ヨ
ト
聞
テ
和
尚
以
㆑

境
莫
㆑

示
㆑

人
ト
云
タ
ソ
、
州
ハ
我
以
㆑

境
不
㆑

示
㆑

人
、
僧
云
、
如

何

―
意
ト
重
テ
問
タ
ハ
別
ニ
答
話
ス
ヘ
キ
カ
ト
思
テ
重
テ
問
ヘ
ハ
庭
前
ノ
栢
樹
子
ト
仰
ラ
レ
タ
ソ
、
舌
頭
無
骨
ト
古
人
ノ
道

タ
ソ
、
頌
云
、
舌

―
骨
、
趙
州
老
柏
樹
、
庭
前
説
㆑

向
㆑

渠
ト
云
云
、
無
門
云
、
若
シ
向
㆓
趙
州
ノ
答
処
ニ㆒
、
見
得
シ
テ
親
切
ナ
ラ
ハ
、

此
答
処
ハ
難
見
処
タ
ソ
、
人
多
錯
テ
会
ス
也
、
前
ニ
無
㆓
釈
迦
㆒、
後
ニ
無
㆓
弥
勒
㆒、
釈
迦
弥
勒
ハ
出
世
不
出
世
也
、
真
俗
ノ
二
諦
也
、

此
前
後
ノ
二
法
ニ
不
㆑

干
ラ

也
、
不
揀
択
ノ
道
ナ
レ
ハ
打
成
一
片
也
、
頌
云
、
言
ニ
無
ク㆒
展
事
㆒、
語
ニ
不
㆓
投
機
セ㆒
、
ト
ハ
庭

―
子

ハ
平
常
ノ
言
語
ナ
レ
ハ
余
人
ノ
展
事
投
機
セ
ラ
レ
ヌ
義
也
、
扨
テ
社
ソ
舌
頭
無
骨
ナ
レ
、
承
ル㆑
言
者
ハ
喪
シ
、
滞
ル㆑
句
ニ
者
ハ
迷
、

以
㆓

情
識
㆒

沈
㆑

言
泥
㆑

句
ハ
趙
州
ノ
答
処
エ
ハ
喪
シ
迷
ハ
テ
ワ
也
、
栢
樹
子
ト
云
カ
為
㆓

什
麼
㆒

西
来
意
タ
ソ
、
関
ナ
リ
、
趙
州
ノ

答
処
ハ
無
門
大
道
ヨ
、
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（
38
）
牛
過
窓
櫺
、
々
々
ハ
二
字
ト
モ
ニ
マ
ト
也
、
六
窓
ヲ
云
タ
ソ
、
牛
ト
ハ
心
牛
ヨ
、
五
祖
云
、
是
モ
東
山
ノ
法
演
和
尚
也
、

譬
ハ
如
シ㆔
水
牯
牛
ノ
過
㆓
窓
櫺
ヲ㆒
、
此
形
相
ヲ
牛
欄
ニ
用
イ
此
一
霊
ノ
心
性
ヲ
牛
ニ
喩
也
、
窓
櫺
ト
ハ
六
窓
ヲ
云
也
、
過
ル
ト
ハ
此

四
大
ノ
色
身
ヲ
脱
得
ス
ル
時
節
ヲ
挙
シ
タ
ソ
、
頭
角
四
蹄
都
過
了
、
頭
角
ト
ハ
生
死
迷
悟
有
無
因
果
等
之
両
角
也
、
四
蹄
ハ
四

大
色
身
也
、
都
過
了
ハ
前
ハ
皆
ナ
尽
タ
ソ
（
39
オ
）、
是
ハ
大
得
道
ノ
時
節
ヨ
、
マ
ツ
比
ニ
、
因
甚
麼
尾
巴
過
不
得
、
ト
ハ
都

ス
キ
了
テ
カ
ラ
リ
ツ
ト
シ
テ
相
裡
ニ
亦
タ
儼
然
ト
シ
テ
尾
巴
ヲ
シ
ロ
メ
カ
シ
テ
居
タ
牛
カ
在
ソ
、
此
牛
ニ
ハ
尾
巴
斗
リ

ニ
テ
両

角
四
蹄
モ
無
イ
ソ
、
形
相
ヲ
見
ヨ
、
過
ル
時
節
ヨ
也
、
無
門
云
、
若
シ
向
㆓
者
裡
ニ㆒
顛
倒
シ
テ
、
々
々
ト
ハ
只
無
事
平
常
テ
ハ
此
ノ

尾
巴
計
有
ル
牛
ハ
見
ラ
レ
マ
イ
ソ
、
著
㆓
得
一
隻
眼
ヲ㆒
、
下
㆓
得
ハ
一
転
語
ヲ㆒
、
頭
角
四
蹄
ヲ
見
ル
モ
一
隻
眼
也
、
亦
尾
巴
計
リ
有

ル
牛
ヲ
見
ル
モ
一
隻
眼
也
、
前
ハ
入
ラ
レ
ヌ
ソ
、
可
㆓
以
テ
上
ミ
報
㆓
四
恩
ニ㆒
、
四
恩
ト
ハ
天
地
ノ
恩
国
王
ノ
恩
父
母
恩
衆
生
恩
是

也
、
此
ノ
恩
ヲ
報
ン

、
下
資
ク㆓
三
有
㆒、
□

（
々
カ
）々

ト
ハ
地
獄
餓
鬼
畜
生
是
也
、
上
ヲ

報
シ
下
ヲ
モ
資
ス
ハ
一
回
顛
倒
シ
テ
尾
巴
斗
リ
ノ

牛
ヲ
見
カ
ケ
ス
ン
ハ
六
道
ヲ
引
接
シ
難
イ
ソ
、
其
或
未
然
、
更
須
ク㆘
照
㆓
顧
シ
テ
尾
巴
ヲ㆒
始
テ
得
㆖、
ト
ハ
巴
尾
計
リ
ア
ル
牛
ヲ
一
回
見

得
セ
ヨ
ト
諸
人
ニ
無
門
ノ
説
得
シ
羊
ソ
、
頌
云
、
過
去
レ
ハ
随

（
マ
マ
）坑
壍
、
ト
ハ
頭
角
四
蹄
在
ル
牛
ノ
事
ヨ
、
坑
壍
ト
ハ
解
脱
ノ
深
坑

ヲ
云
ナ
リ
、
回
リ
来
レ
ハ
却
テ
被
ル㆑
壊
、
此
過
了
タ
牛
カ
回
来
レ
ハ
欄
屋
カ
敗
壊
ス
ル
ソ
、
者
些
尾
巴
子
、
直
是
甚
奇
怪
ナ
リ
、
サ
テ

奇
異
ナ
体
テ
ハ
無
イ
カ
、
承
ニ
落
ヌ
ヲ
奇
怪
ト
云
タ
ソ
、
爰
ヲ
社
ソ
心
牛
ト
云
タ
ソ
、
因
㆓

什
麼
㆒

ト
一
関
タ
ソ
、
尾
巴
ヲ
照
顧

ス
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ
、

（
39
）
雲
門
話
墮
、
当
則
ハ
不
㆑

過
㆓

両
説
ニ㆒

、
堕
ト
云
ヲ
取
リ
又
落
シ
語
ニ

ス
（
39
ウ
）、
雲
門
因
僧
問
、
光
明
寂
照
遍
河
沙
、
是

ハ
張
拙
秀
才
カ
八
句
ノ
発
端
ノ
句
也
、
時
如
何
ト
欲
問
処
ヲ
、
一
句
未
タ㆓
終
門
遽
云
、
豈
㆑
不
㆓
張
拙
秀
才
語
ニ㆒
、
ト
ホ
カ
ト
一
挨

セ
ラ
レ
タ
、
僧
云
、
是
、
ト
ハ
中
々
語
ハ
秀
才
カ
語
テ
走
ト
ハ
人
々
ノ
光
明
ナ
レ
ハ
此
僧
□（

ハ
）自

己
ノ
光
明
ヲ
発
シ
タ
タ
ソ
、
雲
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門
モ
爰
ヲ
探
竿
シ
タ
ソ
、
門
云
、
話
墮
也
、
ト
ハ
夫
レ
モ
早
ヤ
秀
才
カ
話
語
ニ
堕
タ
ソ
ト
落
ス

也
、
閃
機
電
転
ノ
宗
風
ハ
遶
路

ニ
無
イ
ソ
、
後
来
死
心
拈
云
、
黄
竜
ノ
南
ノ
孫
弟
子
也
、
黄
竜
ノ
死
心
禅
師
也
、
且
道
、
那
裡
是
者
僧
話
墮
処
、
ト
ハ
此
僧
ノ

問
処
ニ
活
機
有
テ
自
己
ノ
光
明
ヲ
発
タ
ヨ
ト
見
込
テ
云
也
、
ケ
リ
ヤ
ウ
雲
門
ノ
活
手
段
ナ
レ
ハ
杜
ソ
落
シ
タ
テ
コ
ソ
在
レ
、
此

ノ
僧
ハ
話
堕
セ
ヌ
ト
ホ
メ
タ
ソ
、
無
門
云
、
若
向
㆓
者
裡
ニ㆒
、
見
㆓
得
セ
ハ
雲
門
用
処
孤
危
㆒ナ
ル
コ
ト
ヲ
、
閃
電
ノ
機
ハ
孤
危
峭
峻
ナ
ル
故

ニ
コ
ソ
一
問
ノ
僧
ノ
活
機
有
ル
ヲ
モ
落
タ
ト
見
ン
ト
也
、
者
僧
因
㆓
甚
麼
ニ㆒
話
墮
ス
、
堪
㆘
与
㆓
人
天
ノ㆒
為
ル
ニ
師
ト
、
雲
門
コ
ソ
話
堕

也
ト
落
シ
タ
レ
ト
モ
此
僧
ハ
人
天
ノ
師
ニ
ハ
紛
レ
ヌ
人
ヨ
ト
ホ
メ
タ
ソ
、
若
シ
也
タ
未
タ㆑
明
、
自
救
不
了
、
ト
ハ
雲
門
此
僧
ノ
処

ヲ
如
此
見
届
ル
眼
ナ
ク
ン
ハ
自
救
不
了
、
況
ヤ
為
㆑

人
ヲ
ヤ
、
頌
云
、
急
流
垂
釣
、
ト
ハ
雲
門
ノ
俄
ニ
豈
㆑

不
㆓

是
長
拙
秀
才
語
㆒

ト
一
釣
竿
カ
急
流
ノ
釣
タ
ソ
、
何
ン
ト
投
タ
ソ
、
自
己
ノ
光
明
ヲ
発
タ
カ
秀
才
カ
語
ヲ
云
カ
ト
探
竿
也
、
貪
㆑
餌エ

ハ

者
箸ツ

ク

、
貪
餌

ハ
凡
魚
ノ
熊
也
、
自
己
ノ
光
明
ヲ
ハ
不
㆑

発
何
ン
ト
モ
擬
議
思
量
セ
ハ
打
（
40
オ
）
テ
落
ス
可
キ
機
ナ
リ
、
口コ

ウ

縫ホ
ウ

纔
ニ
開
カ
ハ
、
ト

ハ
卒
度
モ
餌
ヲ
貪
ン
ト
セ
ハ
ト
云
也
、
性
命
ヲ
喪
却
シ
、
此
僧
死
漢
ト
成
ヘ
キ
ソ
、
扨
テ
危
イ
事
テ
ハ
ナ
イ
カ
、
此
僧
ノ
動
キ
ヲ

モ
雲
門
ノ
話
堕
也
ト
云
カ
関
也
、
扨
テ
人
々
自
己
ノ
光
明
ヲ
発
ス
レ
ハ
遍
河
沙
無
門
ノ
大
道
ナ
リ
、

（
40
）
浄
瓶
趯
倒
、
潙
山
和
尚
、
大
潙
山
霊
祐
禅
師
、
百
丈
大
智
禅
師
之
法
嗣
也
、
始
在
テ㆓
百
丈
会
中
ニ㆒
充ミ

テ
ラ
ル
典
座
、
是
ハ
百
丈

或
時
以
㆓

火
筋
ヲ㆒

炉
中
ノ

火
ヲ

挟
ン

テ
示
之
則
発
㆓

明
大
事
㆒、
其
後
ノ
事
ナ
リ
、
明
眼
ノ
衲
僧
ナ
リ
、
百
丈
将
ニ㆑
選
ト㆓
大
潙
主
人
ヲ㆒
、
ト

ハ
百
丈
ノ
旦
那
司
馬
頭
陀
云
、
湖
南
ニ

有
リ㆓

一
山
㆒、
名
ク㆓

大
潙
山
ト㆒

、
是
霊
地
也
、
彼
山
ハ

可
㆑

安
㆓

千
衆
㆒、
百
丈
云
、
老
僧
住
持
シ

得
テ
ン

否
、
陀
云
、
和
尚
ハ
是
骨
人
山
ハ

是
レ

肉
山
、
丈
云
、
衆
中
誰
有
ン

、
陀
云
、
見
㆓ル
ニ

典
座
ヲ㆒

為
リ㆓

器
用
㆒、
丈
命
㆓シ
テ

典
座
ニ㆒

欲
㆑

令
㆑

遣
、
首
座
大
嗔
テ

不
㆑

止
之
、
選
ム㆘

具
ス㆓

主
ノ

眼
ヲ㆒

人
ヲ㆖

ナ
リ
、
乃
チ
請
㆓シ
テ
同
ク
首
座
ヲ㆒
、
対
㆑
衆
下
語
セ
シ
ム
、
首
座
ト
ハ
花
林
ノ
覚
也
、
同

ト
ハ
典
座
ト
同
請
也
、
出
格
ノ
者
可
㆑
往
、
格
ト
ハ
格
則
也
、
出
格
ト
ハ
超
宗
越
格
ノ
正
眼
ヲ
具
タ
人
、
可
㆑

往
㆓

大
潙
山
ニ㆒

ト
也
、
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ケ
ニ
モ
主
ヲ
選
タ
呈
ニ
初
心
ナ
事
テ
ハ
無
イ
ソ
、
百
丈
遂
拈
浄
瓶
置
地
上
、
設
㆑
問
ヲ
云
、
設
問
ト
ハ
是
ヲ
以
テ
二
人
ヲ
可
㆓

勘

弁
ス㆒

ト
思
出
シ
タ
ソ
、
不
㆑
得
㆔
喚
テ
作ナ
㆓ス
コ
ト
ヲ
浄
瓶
ト㆒
、
汝
喚
作
ン㆓
甚
麼
㆒ト
カ
（
40
ウ
）、
向
上
ノ
一
関
ヲ
陶
エ
タ
ソ
、
爰
エ
ハ
天
下
ノ

衲
僧
モ
跳
不
出
タ
ソ
、
首
座
乃
云
、
喚
不
可
作
木ホ

ク

■
也
、
随
分
ト
思
テ
フ
ル
エ
〳
〵
下
語
シ
タ
ソ
、
木
𣔻
ト
ハ
カ
ツ
ク
イ
ノ
事

也
、
百
丈
却マ

タ

問
㆓
於
山
ニ㆒
、
山
乃
趯
㆓
倒
シ
テ
浄
瓶
ヲ㆒
去
、
透
関
者
不
㆑

知
有
㆓コ
ト
ヲ

関
吏
㆒

ト
ハ
是
ナ
リ
、
百
丈
ヲ
モ
浄
瓶
ヲ
モ
目
掛
ヌ

ソ
、
扨
テ
主
人
ノ
眼
テ
走
ヌ
カ
、
大
用
現
前
シ
タ
ソ
、
百
丈
笑
云
、
此
笑
ハ
首
座
ヲ
ア
サ
ム
キ
潙
山
ヲ
印
可
也
、
双
方
エ
掛
ツ

タ
ナ
リ
、
第
一
座
輪ユ
㆓
却
ク
セ
リ
山
子
ニ㆒
、
ト
ハ
首
座
ハ
典
座
ニ
場
中
テ
マ
ケ
テ
ワ
タ
ル
ソ
、
知
㆑

非
ト
也
、
因
命
㆑シ
テ
之
為
㆓
開
山
ト㆒
、

命
ト
ハ
上
ヨ
リ
下
ヘ
下
知
ス
ル
ヲ
云
也
、
○
大
潙
山
ノ
開
山
ト
ハ
霊
祐
禅
師
ヲ
云
也
、
無
門
云
、
潙
山
一
期
ノ
之
勇
、
一
期
ト

ハ
当
座
ノ
義
也
、
世
話
ニ
時
ノ

面
目
ト
云
タ
呈
ノ
事
也
、
勇
ミ

ト
ハ
ケ
ナ
ケ
ノ
動
キ
ヲ
云
也
、
サ
レ
ト
モ
、 争イ

カ
ン

奈カ
セ
ン

跳ヲ
ド
リ㆓
百
丈
ノ
圈

圚
㆒
不
㆑ル
コ
ト
ヲ
出
、
ト
ハ
必
ス
此
動
キ
ヲ
ス
可
キ
者
ト
百
丈
如
ク㆓

挍
量
ノ㆒

ナ
ハ
跳
モ㆑

蝦
不
出
升
ヲ
ナ
リ
、
検
点
シ
将
来
ス
レ
ハ
、
使
重
不

便タ
ヨ
リ㆑
軽
、
爰
テ
ハ
マ
タ
何
ヲ
重
ト
云
イ
何
ヲ
軽
ト
云
タ
ト
モ
聞
エ
ヌ
ソ
、
何
ン
カ
故
ソ
聻
、
セ
ス
ト
云
テ
手
ノ
開
キ
羊
タ
ソ
、
聻
ト

ハ
指
シ
テ
云
義
ナ
リ
、
脱
㆓
得
シ
テ
盤
頭
ヲ㆒
、
擔
㆓
起
ス
鉄
枷
ヲ㆒
、
軽
ト
ハ
典
座
ノ
切
盤
ヲ
提
ケ
タ
ヲ
打
ヤ
ツ
テ
百
丈
ノ
印
可
ヲ
受
タ

ハ
扨
テ
重
イ
鉄
枷
ヨ
、
首
カ
フ
ラ
レ
ヌ
ソ
、
頌
云
、
颺
㆓
下
シ
テ
笟
籬
兮
木
杓
ヲ㆒
、
ト
ハ
典
座
ノ
床
ヨ
リ
ツ
ヽ
ト
出
タ
体
ヲ
云
タ
ソ
、

当
陽
一
突
絶
ス㆓
周
遮
ヲ㆒
、
当
陽
ノ
一
突
ト
ハ
、
兼
テ
ヨ
リ
ノ
エ
ミ

テ
ハ
無
イ
ソ
、
絶
周
遮
ト
ハ
驀
直
ニ
カ
ケ
透
タ
事
ヨ
（
41
オ
）、

百
丈
重
関
攔
レ
ト
モ
不
㆑
住
、
首
座
ハ
此
関
ヲ
透
リ
得
ヌ
ソ
、
脚
尖
趯
シ
テ
出
仏
如
㆑
麻
、
ト
ハ
浄
瓶
趯
倒
シ
テ
尖
ナ
脚
頭
テ
三
世
ノ

諸
仏
ハ
趯
出
セ
ラ
レ
タ
、
喚
為
㆓

什
麼
㆒

関
タ
ソ
、
趯
倒
シ
テ
透
タ
ハ
無
門
ノ
大
道
ヨ
、
○
私
云
、
仏
祖
ノ
圈
圚
ヲ
ケ
散
ラ
シ
タ

ソ
、
凡
聖
共
ニ
踏
断
シ
タ
レ
ハ
コ
ソ
出
格
テ
ハ
走
エ
、
爰
ヲ
尖
ナ
ト
云
タ
ソ
、
仏
如
㆑

麻
ト
ハ
仏
ノ
多
イ
貌
計
也
、
趯
倒
下
テ

三
世
仏
ヲ
ケ
イ
タ
シ
タ
コ
ト
ナ
リ
、

斗
ト
モ
云
ナ
リ
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（
41
）
達
磨
安
心
、
此
ノ
一
則
ノ
公
案
ナ
レ
ト
モ
達
磨
安
心
ト
二
祖
安
心
ト
参
得
ニ
節
角
カ
在
ソ
、
子
細
ニ
参
詳
ス
ヘ
シ
、
達

磨
面
壁
、
達
磨
西
来
□
入
梁
、
与
㆓

武
帝
㆒

無
功
徳
第
一
義
ノ
問
答
了
テ
帝
ノ
機
ノ
不
㆑

叶
ヲ
知
テ
渡
□（

江
）至

㆑

魏
少
林
ニ
九
年
面
壁

ス
、
然
ル
処
ニ
、
二
祖
、
ト
ハ
神
光
也
、
広
達
ノ
士
也
、
住
㆓

止
少
林
ニ㆒

ヲ
听
テ
往
㆑

彼
晨
夕
参
承
ス
レ
ト
モ
達
磨
端
座
面
壁
不
㆑

聞
㆓

誨
扉
㆒、
古
人
為
㆑

法
難
行
シ
忘
形
事
ヲ
思
テ
立
雪
断
臂
ス
、
此
時
達
磨
言
ハ
ヲ
掛
ケ
名
恵
可
故
ニ
弟
子
ト
云
タ
ソ
、
立
雪
断

臂
シ
テ
云
、
弟
子
心
未
タ㆑
安
、
乞
師
安
心
シ
玉
ヘ
、
ト
ナ
ケ
イ
タ
ソ
、
磨
云
、
将
チ㆑
心
来
レ
、
与
㆑メ
ニ
汝
安
ン
、
ト
云
ワ
レ
テ
ヨ
リ
二
祖
ノ

心
ニ
成
テ
此
ノ
心
ヲ
求
テ
看
ヨ
、
過
去
現
在
未
来
ノ
三
世
ヲ
サ
カ
シ
地
獄
天
堂
十
界
ヲ
サ
カ
シ
シ
テ
看
ヨ
、
皮
肉
骨
髄
ヲ
砕
イ

テ
求
メ
万
法
ヲ
一
々
ニ
分
テ
見
テ
此
心
ノ
有
処
ヲ
求
テ
云
タ
事
タ
ソ
、
祖
云
、
覔モ

ー
ニ㆑
心
了
ニ
不
可
得
、
了
ニ
ト
云
字
ハ
未
来
永
劫

ヲ
経
ル
ト
モ
心
ハ
不
可
得
テ
走
ト
透
徹
□
、
磨
云
、
為
汝
安
心
竟
ン
ヌ
、
扨
テ
安
心
テ
ハ
ナ
イ
カ
ト
ナ
リ
、
毘
婆
モ
然
灯
モ
如
是

杜
ソ
安
心
シ
タ
レ
、
爰
ニ
師
第
ノ
安
心
カ
在
ル
ソ
（
41
ウ
）、
無
門
云
、
缺
歯
老
胡
、
ト
ハ
達
磨
ノ
事
ナ
リ
、
於
神
州
与
㆓

教
者
㆒

論
義
シ
タ
当
門
ノ
歯
ヲ
打
落
サ
レ
タ
ニ
依
テ
達
磨
ヲ
缺
歯
ト
云
ナ
リ
、
十
万
里
、
ト
ハ
西
天
ヨ
リ
東
土
エ
ノ
遙
ナ
海
上
ヲ
云
也
、

航
海
特
ト々
シ
テ
而
来
ル
、
特
々
ト
ハ
ワ
サ
々
ト
云
心
ナ
リ
、
可
㆑
謂
是
無
ニ㆑
風
起
ス㆑
浪
ヲ
、
ト
ハ
無
門
ハ
単
伝
直
指
之
西
来
意
ヲ
能
ク

受
テ
見
レ
ハ
西
来
以
前
杜
ソ

単
伝
ノ
妙
訣
ヨ
、
来
テ
哭
ス㆑

直
ハ
風
浪
カ
起
也
、
末
後
ニ
接
㆓
得
シ
テ
一
箇
ノ
門
人
ヲ㆒
、
ト
ハ
得
髄
ノ
二
祖

ヲ
云
ナ
リ
、
又
却
テ
六
根
不
具
ナ
ラ
シ
ム
、
単
伝
直
指
ナ
ラ
ハ
疵
ヲ
付
ケ
ス
シ
テ
杜
ソ
一
臂
ヲ
切
テ
生
レ
モ
付
カ
ヌ
カ
タ
ワ
者
ニ
接

シ
ナ
シ
タ
ハ
祖
意
ノ
活
機
カ
ア
ツ
ハ
レ
見
事
哉
ト
抑
下
シ
タ

ソ
、
咦
、
々
ハ
心
気
カ
ナ
ト
咬
歯
也
、
謝
三
郎
不
識
㆓
四
ノ
字
ヲ㆒
、
ト

ハ
無
門
ハ
三
皇
ノ
御
代
ノ
本
有
ノ
太
平
テ
置
タ
ソ
、
爰
カ
祖
師
禅
ノ
本
意
也
、
五
帝
画
㆑

像
蒼
頡ケ

ツ

成
字
不
㆑

知
三
皇
結
縄
無
㆑ニ
ハ

文

蒼
頡
作
㆑

字
時
ニ
天
ヨ
リ
シ
ヤ
レ
首
フ
ル
ナ
リ
、
口
ニ
歯
二
ツ
ア
リ
、
見
㆑

之
四
□（

ノ
）字

ヲ
作
ル
也
、
四
ハ
始
ト
云
也
、
一
二
三
迄

ハ
三
皇
ノ
結
タ
縄
ノ
教

（
数
カ
）テ

置
タ
ハ
四
文
字
ヨ
リ
字
ニ
成
タ
ソ
、
謝
三
郎
ハ
三
皇
ノ
時
ノ
人
ト
ヨ
、
頌
云
、
西
来
直
指
、
ナ
ラ
ハ

手
ヲ
不
付
人
々
各
々
ノ
上
コ
ソ
自
性
テ
ハ
在
ヘ
ケ
レ
、
事
因
テ㆑
囑
ス
ル
ニ
起
ル
、
汝
得
㆓

我
髄
㆒

ト
無
用
ナ
附
嘱
シ
羊
哉
ト
也
、
撓
㆓
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聒
ス
叢
林
ヲ㆒
、
ト
ハ
祖
師
禅
ノ
唱
起
カ
サ
ワ
カ
シ
ウ
シ
ナ
シ
羊
タ
ソ
、
如
是
無
門
ハ
見
タ
、
元
来
是
你
、
謝
三
郎
ノ
侭
テ
置
タ
ソ
、

你
ト
ハ
達
磨
ヲ
モ
云
ト
モ
在
リ
、
将
㆑

心
来
レ
ト
一
関
也
、
了
ニ

不
可
得
ト
見
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ
（
42
オ
）、

（
42
）
女
子
出
定
、
世
尊
昔
因
ニ
文
殊
至
㆓
諸
仏
ノ
集
処
ニ㆒
、
ト
ハ
天
王
仏
ノ
処
ニ
於
テ
来
㆓

集
ス

講
堂
ノ

中
ニ㆒

、
值
㆔
諸
仏
各
還
㆓ル
ニ
本

処
ニ㆒
、
ト
ハ
釈
迦
ノ
説
法
過
レ
ハ
各
帰
本
処
也
、
惟
有
リ㆓
一
リ
ノ
女
人
㆒、
近
㆓
彼
ノ
仏
坐
ニ㆒
入
ル㆓
於
三
昧
ニ㆒
、
ト
ハ
説
法
ヲ
聴
聞
シ
テ
其

侭
瞑
目
良
久
シ
テ
坐
禅
シ
テ
不
起タ

ヽ

也
、
文
殊
乃
白
仏
、
云イ

カ
ン何
ソ
女
人
得
㆑□
近
㆓ク
コ
ト
ヲ
仏
坐
ニ㆒
而
我
不
㆑
得
、
ト
ハ
ア
ノ
業
障
深
イ
女
人

ノ
身
ニ
シ
テ
近
㆑

仏
申
ス
ハ
不
審
ナ
事
ソ
、
我
体
清
浄
ナ
我
等
サ
エ
不
㆑

得
㆑

近
ニ
ト
也
、
仏
告
㆓
文
殊
㆒、
汝
但
覚サ

マ
㆓シ
テ
此
女
人
ヲ㆒
、

令
㆘メ
テ
従
リ㆓
三
昧
㆓
起
タ㆖
、
汝
自
問
ヘ㆑
之
、
女
人
ノ
身
ニ
テ
近
ノ㆓

仏
座
㆒

理
ヲ
ハ
彼
女
人
ニ
問
ヘ
ト
被
㆑

仰
タ
仏
ハ
其
理
ヲ
ハ
宣
ヘ
玉
ワ

ヌ
ソ
、
扨
亦
何
ン
ト
シ
テ
近
タ
ソ
、
ケ
ニ
モ
三
昧
ニ
入
タ
ラ
ハ
男
女
仏
衆
生
ノ
阻
無
イ
ソ
、
文
殊
遶
㆓ル
コ
ト
女
人
ヲ㆒
三
匝
、
鳴
㆑コ
ト

指
ヲ
一
下
、
乃
托タ

ク
シ
テ
至
ル㆓
梵
天
ニ㆒
、
尽
㆓ス
ニ
其
ノ
神
力
ヲ㆒
、
而
モ
不
㆑
能
㆑
出
ス
コ
ト
、
女
人
ハ
業
識
忙
々
ト
シ
テ
何
ノ
分
別
モ
無
キ
定
也
、

大
智
ノ
文
殊
ノ
大
定
ト
一
般
也
、
大
定
ナ
ラ
ハ
出
入
カ
在
テ
杜
ソ
出
サ
ウ
ス
レ
、
女
人
ノ
無
明
ノ
侭
カ
大
智
ノ
、
世
尊
云
︑
縦

使
百
千
文
殊
亦
不
㆑
得
㆑
出
㆓コ
ト
ヲ
此
女
人
ノ
定
ヲ㆒
、
文
殊
ノ
大
智
ヲ
以
テ
ハ
出
サ
レ
マ
シ
イ
ト
被
仰
也
、
下シ

モ
ツ
カ
タ方過
テ㆓
四
十
（
42
ウ
）
二

億
恒
沙
国
土
ヲ㆒
、
下
方
ト
ハ
仏
地
ヨ
リ
菩
薩
地
也
、
殊
ニ
初
地
之
菩
薩
ナ
ル
故
ニ
遥
ニ
遠
キ
国
ナ
リ
、
有
リ㆓
罔
明
菩
薩
㆒、
能
ク
出
ツ㆓

此
女
人
ノ
定
ヲ㆒
、
初
地
菩
薩
ノ
見
解
ナ
ラ
ハ
小
乗
ニ
シ
テ
出
入
在
リ
、
内
外
在
リ
、
小
定
ナ
ラ
ハ
諷
テ
出
タ
、
サ
テ
ワ
、
須シ

ユ

臾ユ

罔

明
大
士
従
㆑
地
涌
出
シ
テ
礼
ス㆓
世
尊
ヲ㆒
、
下
方
□
地
ヨ
リ
涌
出
ト
ハ
初
地
ヨ
リ
仏
地
エ
之
義
ナ
リ
、
世
尊
勅チ

ー
ス㆓
罔
明
ニ㆒
、
却
テ
至
テ㆓
女
人

前
ニ㆒
、
鳴
㆑コ
ト
指
ヲ
一
下
ス
、
女
人
於
㆑
是
従
㆑シ
テ
定
而
出
、
罔
明
ノ
小
知
小
見
ヲ
以
内
外
出
入
ア
ル
ニ
依
テ
造
作
モ
ナ
ク
出
㆑

定
タ
ソ
、

無
門
云
、
釈
迦
老
子
做ナ

ス
㆓
者コ

ノ

一
場
ノ
雑
劇
ヲ㆒
、
不
㆑
通
㆓
小
ニ々㆒
、
無
門
ハ
何
モ
ナ
イ
事
ヲ
仏
ノ
仰
ラ
レ
タ
テ
大
徒
ノ
造
作
ヲ
シ
出
シ

タ
ソ
、
不
㆑

通
少
ニ々㆒

ト
ハ
大
乱
劇
□
□
、
且
ク
道
ヘ
、
文
殊
ハ
是
レ
七
仏
ノ
之
師
、
因
㆑テ
カ
甚
ニ
出
㆓コ
ト
ヲ
女
人
定
ヲ㆒
不
㆑
得
、
罔
明
ハ
初
地
ノ

達
磨
ヲ
云
也
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菩
薩
、
為シ

テ
カ㆑
甚
ト
却
テ
出
シ
得
ル
、
此
ノ
二
途
ヲ
会
裡
ノ
徒
ニ
扣
イ
タ
ソ
、
初
地
ノ
菩
薩
サ
エ
出
タ
ニ
文
殊
ノ
出
シ
得
ヌ
ハ
扨
テ
何

ン
ト
シ
タ
事
ソ
、
若
向
㆓
者
裡
ニ㆒
見
得
シ
テ
親
切
ナ
ラ
ハ
、
合
点
ス
可
キ
ソ
、
実
ニ
モ
哉
ナ
、
業
識
忙
々
、
ト
ハ
女
人
ノ
肚
裡
ヲ
云
ナ

リ
、
那
伽
大
定
、
底
カ
サ
ヽ
エ
テ
文
殊
ノ
智
也
、
大
定
也
、
出
入
ノ
無
イ
社
道
理
ヨ
、
那
伽
ハ
梵
語
也
、
此
ニ
云
竜
定
竜
収
㆓

思
念
㆒

故
ニ
有
㆓

定
力
㆒

現
㆓

大
変
㆒、
仏
ハ
四
威
儀
ノ
中
常
ニ
定
也
、
是
ヲ
那
伽
大
定
ト
云
ナ
リ
、
頌
云
、
出
得
出
不
得
、
ト
ハ
罔

明
ト
文
殊
ノ
事
ヨ
、
渠キ

ヨ

儂ノ
ウ

得
㆓タ
リ
自
由
ヲ㆒
、
渠
ト
ハ
釈
迦
ヲ
云
也
（
43
オ
）、
文
殊
ニ
出
不
得
モ
罔
明
ニ
出
得
モ
釈
迦
ノ
侭
タ
ソ
、

自
由
ヨ
、
神
頭
并
鬼
面
、
ト
ハ
見
タ
処
ハ
窈
窕
ノ
女
人
ナ
レ
ト
モ
托
梵
天
下
界
ヨ
リ
罔
明
ノ
出
七
仏
ノ
師
ノ
文
殊
ヲ
屈
悩
セ
シ

メ
タ
ハ
扨
テ
神
頭
鬼
面
ヨ
、
敗
闕
当
㆓
風
流
ニ㆒
、
文
殊
ハ
出
不
得
当
座
ノ
恥
ヲ
欠
タ
羊
ナ
レ
ト
モ
出
サ
ヌ
社
ソ
文
殊
ノ
面
目
ヨ
、

大
定
ナ
ニ
依
テ
不
出
也
、
風
流
テ
ハ
無
イ
カ
、
既
ニ
七
仏
ノ
師
ナ
カ
出
不
得
ハ
何
ン
ト
シ
タ
ソ
、
関
也
、
大
定
ト
見
レ
ハ
無
門

大
道
ヨ
、

（
43
）
首
山
竹
篦
、
此
話
頭
扱
イ
五
様
在
リ
、
大
恵
ノ
果

（
マ
マ
）ノ

五
偈
ヲ
以
テ
可
見
、
首
山
和
尚
、
諱
ハ
省
念
、
風
穴
ノ
沼
ニ
嗣
、 

拈
㆓シ
テ
竹
篦
ヲ㆒
、
長
サ
ハ
三
尺
也
、
黒
漆
也
、
示
衆
云
ク
、
汝
等
諸
人
若
シ
喚
テ
作
㆒セ
ハ
竹
篦
ト㆒
則
チ
触
ル
ヽ
、
不
㆓レ
ハ
喚
テ
作
㆓
竹
篦
ト㆒
則
チ
背
ク
、

竹
篦
ト
ハ
此
ノ
事
ニ
触
レ
ヌ
者
コ
ソ
ナ
ゼ
只
タ
竹
ヘ
ラ
ト
見
ル
ハ
凡
夫
也
、
是
ハ
此
ノ
事
ニ
背
タ
事
ヨ
、
背
タ
ヨ
触
タ
ヨ
ト
二

途
ヲ
以
テ
迷
悟
凡
聖
ニ
不
㆑

渡
シ
テ
一
句
道
エ
看
ン
ト
接
㆓

学
者
ヲ㆒

タ
ソ
、
汝
ラ
諸
人
且
ク
道
ヘ
、
喚
テ
作
㆓
甚
麼
ト㆒
、
此
接
処
テ
ハ
天

下
ノ
衲
僧
跳
不
出
ヨ
、
首
山
ヲ
目
下
ニ
見
ル
呈
テ
ナ
ク
テ
ハ
葉
縣
ノ
省
ノ
動
キ
カ
第
一
也
、
無
門
ハ
手
撒
㆓

懸
崖
ニ㆒

莫
㆑

遅
ト
云

タ
眼
目
テ
頌
ス
ル
ナ
リ
、
無
門
云
、
喚
テ
作
㆓セ
ハ
竹
篦
ト㆒
則
チ
触
ル
、
不
㆔レ
ハ
喚
テ
作
サ㆓
竹
篦
ト㆒
則
チ
背
ク
、
不
㆑
得
㆓
有
語
㆒ス
ル
コ
ト
ヲ
、
無
語
ス
ル
コ
ト

ヲ
不
㆑
得
、
速
ニ
道
ヘ
々
々
、
ト
引
ツ
ヽ
メ
テ
扣
タ
ソ
、
有
語
無
語
モ
背
触
也
、
此
外
ヲ

乞
タ
ソ
、
頌
云
、
拈
㆓
起
シ
テ
竹
篦
ヲ㆒
、
行
ス㆓

（
43
ウ
）
殺
活
令
ヲ㆒
、
首
山
ノ
活
手
段
ヲ
無
門
ノ
托
上
シ
タ
ソ
、
未
ヘ
□
殺
活
ノ
令
ヲ
云
タ
ソ
、
背
触
交

コ
モ
〳
〵馳
セ
ハ
、
仏
祖
モ
乞
フ㆑
命
ヲ
、

那
一
物
也
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交
馳
ト
ハ
夫
ハ
触
ソ
、
夫
ハ
背
タ
ソ
ト
背
触
ノ
二
字
ヲ
以
テ
云
チ
カ
イ
ニ
挙
シ
テ
接
ス
ル
義
也
、
仏
祖
モ
乞
㆑

命
ト
ハ
釈
迦
達

磨
ヲ
モ
許
ス
マ
イ
ソ
、
生
モ
殺
モ
侭
ソ
ト
云
義
也
、
喚
作
㆓

甚
麼
㆒ト
カ

一
関
タ
ソ
、
拗
折
ス
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ
、

（
44
）
芭
蕉
拄
杖
、
長
七
尺
黒
漆
ナ
ル
故
ニ
七
尺
ノ
烏
藤
共
云
也
、
掃
摽
杖
ト
モ
云
ナ
リ
、
芭
蕉
和
尚
、
諱
ハ
惟
清
情
ト
モ
在

リ
、
潙
仰
宗
南
塔
涌
法
子
、
示
衆
云
、
你
ニ
有
㆓ラ
ハ
拄
杖
子
㆒、
我
レ
与
ン㆓
你
ニ
拄
杖
ヲ㆒
、
你
ニ
有
ハ㆓

拄
杖
子
ト
ハ
、
人
々
ノ
一
主
丈
ニ
契

当
底
ノ
学
者
ヲ
云
タ
ソ
、
我
与
ン㆓

你
拄
杖
子
ヲ㆒

ト
ハ
、
一
棒
与
テ
捨
サ
セ
ン
ト
也
、
是
ハ
楊
岐
宗
ノ
骨
方
タ
ソ
、
洞
上
テ
ハ
有
ヲ

ハ
有
テ
ヲ
シ
梭
タ
ソ
、
時
一
主
丈
也
、
你
無
㆓ン
ハ
拄
杖
子
㆒、
我
奪
㆓ハ
ン
你
カ
拄
杖
子
ヲ㆒
、
無
ハ㆓

拄
杖
子
㆒

ト
ハ
、
向
上
ニ
着
㆑

眼
ヲ

主
丈
子

ノ
沙
汰
無
イ
行
履
ヲ
モ
奪
ン
ト
ハ
一
棒
与
ン
ト
也
、
扨
コ
ソ
活
法
ヨ
、
洞
上
テ
ハ
無
イ
ヲ
ハ
無
イ
テ
奪
タ
ソ
、
時
コ
ソ
一
主

丈
ヨ

、
無
門
云
、
扶
テ
ハ
過
㆓
断
橋
ノ
水
ヲ㆒
、
伴
テ
ハ
帰
ル㆓
無
月
ノ
村
ニ㆒
、
ト
コ
ト
コ
迄
モ
打
掃
々
々
シ
テ
手
垢
ヲ
付
ヌ
コ
ソ
祖
師
門
下
ノ

一
主
丈
ヨ
、
是
ヲ
弄
得
ス
レ
ハ
渡
㆑

河
ニ
ハ
船
筏
ト
ナ
リ
、
無
月
ノ
村
灯
燭
ト
成
タ
ソ
、
無
月
ノ
村
ト
ハ
長
夜
ノ
闇
ヨ
、
若
シ
喚

テ
作
㆓
拄
杖
子
ト㆒
、
入
㆓コ
ト
地
獄
ニ㆒
如
シ㆑
箭
、
ト
ハ
主
丈
子
ト
会
ヲ
作
サ
ス
ト
コ
迄
モ
打
テ
落
ス
カ
楊
岐
宗
ノ
活
法
タ
、
洞
上
ノ
（
44

オ
）
唱
エ
ト
ハ
別
也
、
与
ヘ
奪
ト
ハ
芭
蕉
ノ
手
裡
ノ
拄
杖
子
也
、
是
ヲ
与
棒
奪
棒
脱
却
棒
ト
云
タ
ソ

、
頌
云
、
諸
方
ノ
深
ト
与
㆑
浅
、

都
テ
有
リ㆓
掌
握
ノ
中
ニ㆒
、
主
杖
子
ヲ
全
提
ト
以
ハ
浅
也
、
向
上
ノ
作
家
拄
杖
ノ
沙
汰
無
イ
ハ
深
也
、
何
ヲ
モ
不
余
接
タ
芭
蕉
ノ
掌
内

ニ
諸
方
ト
ハ
四
百
余
州
ノ
善
智
識
ハ
捉
破
セ
ラ
レ
タ
ソ
、
撑
ヘ㆑
天
并
拄
フ㆑
地
、
手
裡
ノ
主
丈
社
ソ
七
尺
ナ
レ
、
真
ノ
主
丈
ヲ
云
也
、

亦
芭
蕉
ノ
威
風
ヲ
モ
可
見
也
、
随
テ㆑
処
振
フ㆓
宗
風
ヲ㆒
、
ト
ハ
夫
々
ノ
上
テ
凡
聖
ト
モ
ニ
接
シ
タ
活
手
段
ヲ
云
タ
ソ
、
示
衆
ハ
一
関

也
、
此
拄
杖
ヲ
我
物
ニ
ス
レ
ハ
無
門
大
道
也
、

（
45
）
他
是
阿
誰
、
東
山
演
師
祖
云
、
五
祖
之
法
嗣
也
、
釈
迦
弥
勒
ハ
猶
是
レ
他
ノ
奴シ

モ
ベ、

釈
迦
弥
勒
ト
前
仏
後
仏
ヲ
云
処
テ
一
切
諸

ヌ
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仏
ノ
事
タ
ソ
、
ア
ナ
カ
チ
二
尊
ニ
ハ
限
ル
マ
シ
キ
ソ
、
仏
ニ
マ
シ
テ
尊
キ
事
ハ
ア
ル
マ
シ
キ
カ
夫
ヲ
モ
奴
児
婢
児
ニ
ス
ル
人
ヲ

他
ト
云
タ
ソ
、
且
道
、
他
是
阿
誰
、
扨
テ
其
ノ
他
ト
ハ
阿
誰
且
ク
道
ヘ
看
ン
ト
示
シ
タ
ソ
、
無
門
云
、
若
也
見
得
他
分
暁
、
何

ン
ト
見
得
ス
ヘ
キ
ソ
、
釈
迦
弥
勒
ト
云
モ
有
相
ノ
仏
ナ
レ
ハ
凡
夫
ノ
形
骸
モ
一
体
ヨ
、
凡
人
モ
聖
人
モ
十
二
時
中
此
阿
誰
ト
ノ

ニ
被
㆑

使
テ
成
㆓

奴
児
ト㆒

ナ
リ
、
譬
如
㆔ク
ニ
十
字
街
頭
ニ
撞
㆓
見
親
爺
ニ㆒
相
似
タ
リ
、
十
字
街
頭
ト
ハ
洛
中
五
条
大
路
ノ
貴
賤
相
聚
処
テ
モ

我
親
ヲ
ハ
息
子
タ
ル
者
不
㆑

知
㆑

見
ト
云
事
ハ
無
イ
ソ
（
44
ウ
）、
更
ニ
不
㆑
須
㆘
問
テ㆓
別
人
ニ㆒
道
㆗
是
ト
与ト
㆓
不
是
㆒、
向
㆓

他
人
㆒

我
カ
親

テ
ハ
無
イ
カ
ト
問
マ
ハ
ル
事
ハ
無
イ
ソ
、
畢
竟
ハ
不
㆑

問
㆑

人
ニ

此
阿
誰
殿
ヲ
ハ
自
知
セ
ヨ
ト
也
、
自
知
ト
ハ
不
知
ノ
知
ヲ
云
タ

ソ
、
頌
云
、
他
ノ
弓
莫
㆑レ
挽
コ
ト
、
他
ノ
馬
莫
㆑レ
騎
コ
ト
、
弓
馬
ニ
用
処
ハ
無
イ
ソ
、
万
般
自
受
用
カ
肝
要
タ
ソ
、
他
ノ
非
ヲ
莫
㆑レ
弁
コ
ト
、

他
ノ
事
ヲ
莫
㆑レ
知
コ
ト
、
弁
シ
知
ル
ニ
依
テ
他
ノ
奴
ト
成
ソ
、
知
弁
莫
レ
ハ
阿
誰
殿
ニ
親
近
ス
ル
ソ
、
知
弁
無
イ
処
ヲ
自
知
ト
云
イ

自
受
用
ト
云
也
、
誰
ヲ
承
当
タ
ソ
、
誰
ト
ア
レ
ハ
関
ヨ
、
扨
テ
自
知
落
着
ス
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ
、

（
46
）
竿
頭
進
步
、
勘
弁
古
則
也
、
徒
ニ
扣
也
、
石
霜
和
尚
云
、
百
尺
竿
頭
如
何
進
步
、
百
尺
ノ
竿
頭
ト
ハ
洞
上
テ
ハ
段
々
階

級
ヲ
歴
上
テ
極
位
向
上
ニ
至
ル
ヲ
云
タ
ソ
、
済
下
テ
ハ
云
イ
将
来
ル
処
ヲ
打
テ
落
シ
削
落
シ
扣
キ
落
シ
更
ニ
如
何
ト
モ
述
ヘ
難

ク
前
後
際
断
之
時
節
ヲ
云
タ
ソ
、
其
テ
一
歩
進
ト
ハ
一
機
発
転
ス
ル
処
ヲ
云
タ
ソ
、
活
機
ヲ
云
也
、
又
古長

沙
岑
也徳
云
、
百
尺
ノ
竿
頭
ニ

坐
ス
ル
底
ノ
人
、
雖
㆓ト
モ
然
モ
得
入
ス㆒
未
タ㆑
為
㆑
真
ト
、
百
尺
ノ
竿
頭
ニ
須
クヘ
シ 
㆔
進
テ㆑
步
ヲ
十
方
世
界
ニ
現
ス㆓
全
身
ヲ㆒
、
竿
頭
迄
テ
ハ
脚
頭
カ
ス
ク

ン
タ
ソ
、
爰
テ
進
ン
タ
社
ソ
活
歩
ナ
レ
、
活
頭
ト
云
タ
ソ
、
扨
コ
ソ
十
方
世
界
カ
全
身
ナ
レ
、
独
尊
ヨ
、
無
門
云
、
進
得
シ㆑
步
ヲ

翻
得
ハ㆑
身
ヲ
、
更
ニ
嫌
㆓ハ
ン
何
レ
ノ
処
カ㆒
不
㆑ン
ヤ
称
㆑
尊
ト
、
十
方
カ
全
身
ト
見
レ
ハ
更
ニ
可
嫌
処
ハ
無
イ
ソ
、
地
獄
モ
浄
土
ヨ
（
45
オ
）、

然
㆓
雖
モ
如
ト
是
且
ク
道
ヘ
百
尺
ノ
竿
頭
ニ
如
何
カ
進
ン㆑
步
、
会
裡
ノ
徒
ニ
扣
タ
ソ
、
爰
ヘ
誰
モ
ツ
キ
得
ヌ
ホ
ト
ニ
、
嗄サ

、
ト
ハ
無
門
自

代
タ
ソ
、
嗄
ハ
瓦
石
ノ
破
ル
ヽ
響
タ
ソ
、
宗
門
ノ
大
破
大
崩
ト
ハ
、
竿
頭
ノ
進
歩
ヲ
云
タ
ソ
、
本
来
無
一
物
之
面
目
也
、
頌
云
、

洞
上
ハ
沈
ヌ
機
也
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瞎
㆓
却
シ
テ
頂
門
ノ
眼
ヲ㆒
、
錯
テ
認
ム㆓
定
盤
星
ヲ㆒
、
竿
頭
上
ヲ
守
ル
ハ
定
盤
星
ヲ
認
タ
事
ヨ
、
瞎
眼
タ
ソ
、
夫
ハ
錯
タ
ソ
、
進
歩
シ
テ
コ

ソ
頂
門
ノ
眼
ハ
開
□（

タ
）レ

、
此
理
ハ
、
■ス

テ
㆑
身
ヲ
能
ク
捨
ツ㆑
命
ヲ
、
デ
ハ
也
、
竿
頭
テ
進
ル㆑

歩
事
ハ
臆
病
テ
ハ
成
ヌ
ワ
サ
ヨ
、
𢬵
㆓レ
ハ

身

命
㆒

十
方
カ
全
身
タ
ソ
、
卒
ト
モ
疵
付
ヌ
ソ
、
一
盲
引
ク㆓
衆
盲
ヲ㆒
、
竿
頭
テ
進
㆑

歩
コ
ソ
三
界
ノ
大
道

（
マ
マ
）師

ヨ
、
竿
頭
ヲ
ウ
ル
サ
カ
ル

底
ノ
瞎
老
師
ニ
引
導
セ
ラ
レ
ハ
各
々
瞎
盲
ト
成
ソ
、
如
何
進
歩
関
タ
ソ
、
一
歩
ス
レ
ハ
無
門
大
道
ヨ
、

（
47
）
兜
率
三
関
、
兜
率
悦
和
尚
、
黄
竜
宗
也
、
真
浄
文
法
子
、
設
テ㆓
三
関
ヲ㆒
問
㆓
学
者
ニ㆒
、
撥
草
参
玄
只
タ
図ハ

カ
ル㆓
見
性
ヲ㆒
、
草
ト
ハ
無

明
ノ
荒
草
ヨ
、
夫
ヲ
撥
去
テ
参
玄
ト
ハ
、
真
実
ニ
求
ハ
如
来
禅
也
、
出
身
ノ
入
リ
派
ナ
リ
、
祖
師
禅
ヲ
見
性
ト
云
テ
ハ
ナ
イ
ソ
、

図
ル
ト
云
ニ
此
画
図
ノ
字
ヲ
置
タ
ハ
夫
レ
ニ
似
レ
ト
モ
直
ニ
見
性
テ
ハ
無
イ
ソ
、
即
今
上
人
性
、
ト
ハ
チ
ツ
ト
モ
疵
付
ヌ
処
ノ

即
今
上
人
カ
見
性
タ
ソ
、
在
㆓
甚
麼
ノ
処
カ㆒
、
ト
云
カ
一
関
也
、
正
直
ニ
云
テ
置
テ
目

メ（
カ
）（
ク
）シ

陰
ヲ
打
ナ
リ
、
識
㆓
得
シ
テ
自
性
ヲ㆒
（
45
オ
）

方
ニ
脱
ス㆓
生
死
ヲ㆒
、
ト
ハ
自
性
ニ
生
死
ハ
ナ
イ
ソ
、
識
得
ス
ル
ニ
依
テ
可
㆑

脱
生
死
カ
出
来
ス
ル
也
、
自
性
ト
ハ
上
人
ノ
性
ヨ
、
三

関
ハ
一
関
也
、
識
得
ハ
図
㆓

見
性
㆒

タ
事
ヨ
、
出
身
底
也
、
祖
師
禅
ハ
脱
体
不
会
也
、
爰
テ
聞
エ
タ
ソ
、
眼
光
落
地
ノ
時
作
麼
生
カ

脱
ン
、
ト
云
カ
一
関
也
、
自
性
ナ
レ
ハ
本
地
風
光
也
、
本
来
ノ

面
目
也
、
眼
光
落
地
ト
ハ
娑
婆
線
尽
時
節
弁
色
眼
光
落
地
ソ
、
本

地
風
光
発
也
、
爰
ニ
ハ
脱
ス
可
キ
生
死
可
有
テ
社
ソ
、
脱
㆓
得
レ
ハ
生
死
ヲ㆒
便
チ
知
ル㆓
去
処
ヲ㆒
、
自
性
ニ
無
㆓

死
生
㆒

無
去
来
即
今
上
人

ノ
性
ト
ハ
云
タ
レ
、
来
処
カ
無
レ
ハ
去
処
モ
無
イ

ソ
、
四
大
分
離
シ
テ
向
カ㆓
甚
ノ
処
ニ㆒
去
ル
、
ト
去
処
ノ
有
ル
羊
ニ
云
カ
一
関
タ
ソ
、

脱
得
ス
ル
ニ
依
テ
去
来
生
死
カ
出
来
ス
ル
ソ
、
地
水
火
風
ノ
四
大
合
成
ノ
身
ニ
貪
着
シ
テ
ノ
用
処
ハ
只
不
㆓

撥
草
㆒

不
㆓

識
得
㆒

不
㆓

脱
得
㆒

即
今
上
人
ノ
性
ヲ
直
指
人
心
見
性
成
仏
ト
云
ソ
、
無
門
云
、
若
能
下
得
此
三
転
語
、
ト
ハ
此
ノ
三
関
ヲ
速
ニ
透
過
セ

ハ
ト
云
義
也
、
便
チ
可
㆓
以
テ
随
テ㆑
処
ニ
作
ル
主
、
遇
㆑テ
ハ
縁
即
ン
宗
ニ
、
主
ト
云
イ
宗
ト
云
モ
此
自
性
ノ
事
ヨ
、
随
㆑

処
遇
㆑

縁
今
時
受
用

ノ
上
テ
モ
即
今
ト
見
ヨ
、
直
指
見
性
タ
ソ
、
□

（
撥
カ
）イ

脱
ス
ル
ハ
嫌
イ
路
也
、
其
レ
或
ハ
未
タン
ハ 

㆑
然
、
麁
飡
ニ
ハ
易
ク㆑
飽
細
嚼シ

ヤ
ク難
シ㆑
飢
、
ト
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ハ
本
意
ハ
只
一
関
ナ
レ
ト
モ
三
関
ト
立
タ
古
人
ノ
意
ヲ
能
ク
承
当
セ
ヨ
ト
云
義
也
、
畢
竟
ハ
即
今
上
人
ノ
性
カ
肝
要
タ
ソ
、
頌

モ
即
今
上
人
ノ
性
ト
作
ツ
タ
ソ
、
看
ヨ
、
頌
云
、
一
念
普
観
無
量
劫
、
々
々
々
事
即
如
今
、
即
今
上
人
ノ
性
ヨ
、
一
念
ト
ハ
正

念
ヨ
、
正
念
ト
ハ
無
念
也
、
爰
カ
上
人
ノ
性
真
箇
ノ
見
性
タ
ソ
、
イ
ツ
扨
テ
荒
草
ヲ
撥
タ
カ
図
タ
事
ノ
在
ル
ソ
、
普
観
ス
レ
ハ

止
観
ヨ
、
如
今
覻
㆓
破
ス
レ
ハ
箇
ノ
一
念
ヲ㆒
（
46
オ
）、
一
念
ヲ
ハ
何
ト
見
破
シ
タ
ソ
、
一
念
ニ
念
ハ
無
イ
ソ
、
如
此
モ
、
覻
㆓
破
ス
如イ

今マ

覻ミ
ル

底
ノ
人
ヲ㆒
、
ト
ハ
一
念
ヲ
ツ
ヨ
ク
云
ン
カ
為
也
、
当
人
ニ
成
ツ
テ
ハ
此
ノ
分
別
モ
無
イ
ソ
、
上
人
ノ
性
在
㆓

甚
麽
処
㆒、
一
関

爰
ヲ
透
過
ス
ル
ハ
三
関
ト
モ
ニ
透
過
シ
タ
無
門
ノ
大
道
ナ
リ
、

（
48
）
乾
峯
一
路
、
乾
峯
和
尚
、
洞
山
价
之
法
嗣
ナ
リ
、
因
僧
問
、
十
方
薄
伽
梵
、
一
路
涅
槃
門
、
薄
伽
梵
ハ
仏
也
、
十
方
仏

土
ト
云
義
ナ
リ
、
凡
夫
社
ソ
生
死
ノ
二
路
有
テ
輪
回
ス
レ
、
仏
境
界
ハ
不
生
不
滅
ノ
涅
槃
ナ
レ
ハ
大
道
一
路
ヨ
、
但
シ
此
門
エ

ノ
路
頭
ハ
ト
コ
ソ
ト
問
タ
ソ
、
此
僧
問
処
ハ
於
洞
上
向
上
ノ
拈
提
ニ
ハ
在
ラ
ス
、
涅
槃
一
路
ト
ハ
牛中

乎

ヲ
云
ナ
リ
、
未
審
路
頭

在
㆓
甚
ノ
麼
処
カ㆒
、
未
審
路
頭
ヲ
分
明
ニ
ハ
知
ラ
ヌ
ト
云
呈
ニ
、
峰
拈
㆓
起
シ
テ
拄
杖
ヲ㆒
劃
一
劃
シ
テ
云
、
在
㆓
者
裡
ニ㆒
、
此
一
主
丈
コ
ソ

不
生
不
滅
ノ
路
頭
ヨ
、
是
ハ
人
ノ
難
知
事
ヨ
、
主
丈
ヲ
竪
ニ
拈
起
シ
テ
横
ニ
一
劃
ス
レ
ハ
十
字
タ
ソ
、
扨
テ
大
道
一
路
涅
槃
ノ

路
辻
ヨ
、
此
僧
ノ
問
処
ニ
応
シ
テ
動
セ
乾
峯
ノ
家
ノ
極
位
向
上
ノ
法
令
ニ
ハ
不
㆑

在
ル
也
、
後
僧
請
益
雲
門
、
請
益
ト
ハ
乾
峰

ノ
処
テ
一
理
ス
ン
タ
レ
ト
モ
猶
ヲ
モ
奇
特
ナ
事
カ
有
ン
ト
思
テ
問
也
、
門
拈
㆓
起
シ
テ
扇
子
ヲ㆒
云
、
ア
ナ
カ
チ
扇
子
ニ
用
処
ハ
無
イ

ソ
、
折
節
有
リ
相
タ
呈
ニ
任
手
拈
起
シ
タ
ソ
、
拈
起
ハ
雲
門
ノ
全
体
カ
扇
子
タ
ソ
（
46
ウ
）、
扇
子
■
跳
上
三
十
三
天
築
着
帝

釈
鼻
孔
、
扇
子
雲
門
ノ
手
裡
ニ
有
ト
不
知
羊
ニ
無
心
ナ
レ
ハ
帝
釈
ノ
鼻
孔
ニ
モ
拄
エ
タ
ソ
、
竪
ノ
一
点
タ
ソ
、
東
海
鯉
魚
打
一

棒
、
雨
似
傾
盆
、
以
棒
打
テ
ハ
横
ノ
一
点
タ
ソ
、
然
レ
ハ
乾
峯
ノ
動
キ
ト
相
応
テ
ハ
無
イ
カ
、
打
鯉
魚
海
底
也
、
雨
傾
ト
ハ
上

天
下
海
一
路
ニ
シ
テ
無
阻
ノ
道
理
ナ
リ
、
無
門
云
、
一
人
向
深
々
海
底
、
行
簸
土
揚
塵
、
ト
ハ
能
ク
底
ヲ
窮
レ
ハ
海
底
カ
山
頂
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タ
ソ
、
一
人
於
高
々
山
頂
、
立
白
浪
滔
天
、
ト
ハ
能
ク
頂
キ
ヲ
極
レ
ハ
山
頂
カ
海
底
タ
ソ
、
頂
キ
ト
イ
ヽ
底
ト
云
エ
ハ
趣
キ
ハ

別
ノ
羊
ナ
レ
ト
モ
一
般
也
、
一
人
ト
ハ
乾
峯
雲
門
ノ
本
意
ハ
一
ツ
タ
ソ
、
把
定
放
行
、
乾
峯
ノ
把
定
ス
レ
ハ
雲
門
ノ
放
行
シ
タ
、

扨
コ
ソ
、
各
出
一
隻
手
、
把
定
ノ
隻
手
完
全
ヨ
放
行
ノ
隻
手
○
合
テ
両
手
、
扶
竪
宗
乗
、
我
宗
ノ
建
立
扶
竪
シ
羊
也
、
大
似
両

箇
馳
子
相
撑
着
、
ト
ハ
騎
馬
ト
騎
馬
ト
カ
一
路
ニ
ホ
カ
ト
出
合
タ
如
ク
二
老
ノ
脚
跟
早
キ
ヲ
云
ン
為
也
、
恰
好
相
応
シ
テ
奇
特

ナ
ソ
、
世
上
応
無
真
底
人
、
ト
ハ
此
如
ク
乾
峯
雲
門
分
明
ニ
涅
槃
ノ
一
路
ヲ
示
タ
レ
ト
モ
真
実
路
頭
ニ
𨂻
着
シ
タ
人
ハ
無
イ
ソ
、

正
眼
覰
来
、
二
大
老
総
未
識
路
頭
在
、
是
ハ
無
門
ノ
我
カ
正
眼
テ
見
レ
ハ
乾
峯
モ
雲
門
モ
路
頭
ヲ
知
ラ
ヌ
ソ
ト
上
ハ
抑
下
シ
テ

底
ハ
托
上
ノ
語
タ
ソ
、
識
レ
ハ
差
路
タ
ソ
、
乾
峯
ノ
拈
起
モ
全
体
拄
杖
ナ
レ
ハ
知
ラ
ヌ
ソ
、
雲
門
ノ
拈
起
モ
通
身
扇
子
ナ
呈
ニ

知
ラ
ヌ
ソ
、
此
時
コ
ソ
一
路
涅
槃
ノ
大
道
ヨ
、
此
意
ヲ
頌
シ
タ
ソ
、
頌
云
、
未
挙
步
時
先
已
到
（
47
オ
）、
此
路
頭
エ
ハ
到
ン

ト
ス
レ
ハ
差
路
エ
𨂻
入
ソ
、
二
句
モ
、
未
動
舌
時
先
説
了
、
此
路
頭
ヲ
ハ
繞
路
ニ
ハ
説
話
セ
ラ
レ
ヌ
ソ
、
畢
竟
識
知
分
明
落
ヌ

時
コ
ソ
涅
槃
門
ニ
入
得
シ
羊
ヨ
、
此
ヲ
モ
削
也
、
直
饒
着
々
在
機
先
、
一
句
二
句
ハ
着
々
機
先
之
理
ヨ
、
是
レ
モ
マ
タ
、
更
須

知
有
向
上
竅
、
向
上
ノ
一
竅
ヲ
可
㆑

知
ト
前
ノ
話
頭
ノ
沙
汰
ヲ
ハ
払
イ
除
ケ
タ
ソ
、
扨
コ
ソ
祖
師
禅
ナ
レ
、
洞
家
モ
済
家
モ
祖

師
門
下
ハ
掃
頭
カ
肝
要
タ
ソ
、
什
麼
処
ソ
関
也
、
路
頭
ニ
𨂻
着
ス
レ
ハ
十
方
仏
土
無
門
ノ
大
道
ヨ
、

（
後
序
）
従
上
仏
祖
垂
示
機
縁
、
従
上
来
ノ
仏
祖
ト
ハ
教
主
釈
迦
如
来
以
来
迦
葉
初
祖
ヨ
リ
西
天
廿
八
代
東
土
ノ
祖
師
ヨ
、
拠

款
結
案
、
ト
ハ
罪
人
ノ
白
状
ス
ル
ヲ
一
々
ニ
書
ル

案
文
如
ニ
、
初
ヨ
リ
無
シ㆓
剰シ

ウ

語
㆒、
ト
ハ
一
言
モ
書
キ
余
サ
ヌ
羊
ニ
四
十
八
則
ノ
公

案
ハ
分
明
ナ
ル
可
シ
、
掲
翻
脳
蓋
、
ト
ハ
有
時
ハ
仰
面
シ
有
時
ハ
回
顧
シ
テ
工
夫
ヲ
成
シ
タ
批
判
ソ
、
露
出
眼
睛
、
ト
ハ
許
多

辛
労
シ
タ
為
学
者
頌
出
シ
タ
ソ
、
扨
テ
如
此
ス
ル
用
所
ハ
、
貴
肯
要
諸
人
直
下
承
当
不
従
㆑
他
覔
、
直
下
承
当
カ
肝
要
タ
ソ
、

擬
々
ス
レ
ハ
白
雲
万
里
ヨ
、
四
十
八
則
共
ニ
如
㆑

此
也
、
従
他
不
覔
ト
ハ
別
ノ
用
所
テ
ハ
無
イ
ソ
ト
云
義
也
、
承
当
セ
ヨ
ト
也
、

ア
マ
ル
コ
ト
バ
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若
是
通
方
上
士
、
ト
ハ
十
方
通
脱
底
ノ
伶
利
ノ
衲
僧
ヲ
云
ナ
リ
、
纔
聞
挙
着
便
落
処
、
ト
ハ
無
門
関
ノ
建
立
ヲ
知
ラ
ン
ト
云
義

也
、
四
十
八
則
ノ
此
一
冊
ニ
不
限
祖
師
禅
ノ
公
案
皆
是
無
門
関
タ
ソ
、
了
無
㆓ク
門
戸
ノ
可
㆒
（
47
ウ
）㆑
入
、
ケ
ニ
モ
無
門
ナ
レ
ハ
ナ

リ
、
亦
タ
無
シ㆓
階
級
ノ
可 

昇ノ
ホ
ル、

爰
カ
関
タ
ソ
、
経
云
、
仏
智
恵
門
難
解
難
入
ト
ハ
是
也
、
無
門
コ
ソ
関
ヨ
、
透
入
シ
ツ
レ
ハ
自
由

自
在
ナ
リ
、
掉

フ
ツ
テ

㆑
臂

タ
ヽ
ム
キヲ
度
㆑ル
ニ
関
ヲ
不
㆑
問
㆓
関
吏
、
関
吏
ト
ハ
関
守
リ
ヲ
云
タ
ソ
、
此
無
門
関
ヲ
透
過
セ
ン
ニ
ハ
着
カ
無
ク
ン
ハ
透
ラ

レ
マ
イ
ソ
、
ヒ
カ
テ
ハ
不
叶
ト
云
コ
ト
ナ
リ
、
豈
不
見
玄
沙
道
無
門
解
脱
門
無
意
道
人
之
意
、
此
無
門
関
ヲ
ハ
無
位
ノ
道
人
ニ

ナ
ラ
テ
ハ
透
入
セ
ラ
レ
ヌ
ソ
、
証
拠
ニ
引
ナ
リ
、
又
白
雲
ノ
道
ク
、
明
ト々
シ
テ
知
㆑
道
ヲ
、
只
是
レ
者
箇
為
㆑メ
カ
甚
麼
透
不
過
ナ
ル
、
明
々

ト
シ
テ
知
ル
道
ト
ハ
大
道
無
門
ヨ
、
者
箇
ト
ハ
無
門
ヲ
云
也
、
透
不
過
ナ
レ
ハ
コ
ソ
関
ナ
レ
、
恁
麼
ノ
説
話
也
タ
是
レ
赤
土
搽ス

ル
㆓
牛

嬭子
イ
ヲ㆒
、
玄
沙
白
雲
二
老
ノ
話
ヲ
引
テ
此
無
門
関
ノ
理
ヲ
随
分
説
話
シ
タ
レ
ト
モ
赤
土
搽
ル㆓

牛
嬭
ヲ㆒

羊
ニ
キ
ツ
□
ト
モ
セ
ヌ
ソ
ト
ナ

リ
、
若
シ
透
㆓
得
セ
ハ
無
門
関
ヲ㆒
早
是
レ
鈍
ス㆓
置
無
門
ス㆒
、
既
ニ
無
門
ナ
ラ
ハ
何
ニ
ト
透
ル
可
キ
ソ
、
透
ラ
ハ
鈍
ヨ
、
若
シ
透
㆓
不
得
ナ
ラ
ハ

無
門
関
ヲ㆒
、
亦
タ
乃
チ
辜コ
㆓
負フ
シ
自
己
ニ㆒
、
衲
子
ナ
ラ
ハ
此
ノ
無
門
関
ヲ
透
ラ
テ
ハ
、
不
㆑

透
ハ
人
々
分
上
ノ
自
己
ニ
背
ク
也
、
所
謂
、

透
得
ト
透
不
得
ト
ノ
二
途
ヲ
云
イ
立
テ
置
テ
開
手
也
、
涅
槃
心
易
暁
、
差
別
智
難
明
、
涅
槃
心
ト
ハ
不
生
不
滅
ノ
利
ヲ
明
ル
出

身
ノ
路
テ
易
ソ
、
是
ハ
如
来
禅
也
、
無
門
大
道
ニ
入
ヨ
、
差
別
智
ト
ハ
目
前
不
妨
梨
奈
白
棰
杏
紅
ニ
山
ハ
高
ク
海
ハ
深
ト
知
ル

義
也
、
是
脱
体
ノ
道
也
、
祖
師
禅
也
、
無
門
関
ヲ
透
過
底
ノ
衲
子
ナ
ラ
ハ
如
此
也
、
無
門
ニ
透
過
ノ
折
角
ヲ
能
々
可
㆑

弁
ス

旨
ナ

リ
（
48
オ
）、
明
得
差
別
智
家
国
自
安
寧
、
差
別
智
ハ
脱
体
円
成
ナ
レ
ハ
何
ニ
モ
疵
カ
付
ヌ
呈
ニ
太
平
ノ
国
家
也
、
至
祝
至
祝
、

旹
紹
定
改
元
解
制
前
五
日
　
楊
岐
八
世
孫
無
門
比
丘
恵
開
　
謹
䜟

（
マ
マ
）

　

貫
之
鶴
憐
後
生
小
子
而
和
泥
合
水
抄
之
不
可
容
他
見
、
若
是
有
眼
人
吐
唾
而
抛
擲
旃
者
也
、

　
　

旹
寛
政
九
丁
巳
歳
林
鐘
七
日
、
換
懶
臥
地
蔵
坊
大
亨
謬
写
之
畢
（
48
ウ
）
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唐
宋
に
お
け
る
寺
院
形
態
の
変
化

―
唐
末
の
寺
と
院
に
対
す
る
分
析
を
中
心
と
し
て

―
道　
　
　
　

悟

は
じ
め
に

　

拙
論
で
は
、
中
国
仏
教
史
に
お
い
て
寺
院
の
形
態
が
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
現
存
文

献
の
関
連
の
記
事
を
精
査
し
分
析
を
加
え
る
。

　

今
日
、
寺
院
と
い
う
語
は
一
般
的
に
、
仏
教
徒
が
起
居
し
修
行
す
る
建
物
・
場
所
を
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
唐
代
に
お
い
て

寺
と
院
と
は
別
の
概
念
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
寺
が
総
称
で
あ
る
の
に
対
し
、
院
は
寺
の
内
部
に
複
数
存
在
す
る
施
設
を
指

す
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
所
謂
「
一
寺
多
院
制
」
で
あ
る（　
）
1

。
こ
の
制
度
は
初
唐
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
禅
師
・
律
師
・

法
師
は
同
一
寺
内
に
設
け
ら
れ
た
各
院
に
分
か
れ
て
住
ん
で
い
た
。

　

唐
宋
間
は
中
国
社
会
全
体
の
変
革
期
で
あ
り
、
中
国
仏
教
寺
院
形
態
も
唐
と
宋
と
で
大
き
く
変
化
す
る
。
両
期
の
寺
院
形
態

に
つ
い
て
、
以
下
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
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唐
代
の
寺
院
形
態
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
院
が
寺
に
下
属
し
て
い
た
こ
と
が
、
異
な
る
三
つ
の
分
野
の
研
究
に
お
い
て
同
様

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
が
、
制
度
史
か
ら
分
析
し
た
王
仲
堯
［
二
〇
一
二
］
で
あ
り
、
隋
唐
の
「
二
級
体
制
」、
す
な
わ

ち
、
寺
と
院
と
い
う
二
つ
の
階
層
が
存
在
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る（　
）
2

。
第
二
が
、
考
古
学
の
龔
国
強
［
二
〇
〇
六
］
で
あ

り
、
発
掘
さ
れ
た
唐
代
長
安
の
寺
の
古
跡
か
ら
、
当
時
多
院
式
の
建
築
構
造
が
代
表
的
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（　
）
3

。
第

三
が
、
建
築
史
の
李
徳
華
［
二
〇
一
二
］
で
あ
り
、
唐
末
期
の
文
献
『
寺
塔
記
』
に
基
づ
き
、
長
安
の
諸
寺
に
複
数
の
院
が
下

属
し
て
い
た
例
を
列
挙
し
て
い
る（　
）
4

。

　

一
方
、
宋
代
の
寺
の
類
形
に
つ
い
て
は
、
竺
沙
雅
章
［
二
〇
〇
二
］
が
以
下
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
北
宋
の

治
平
年
間
（
一
〇
六
四
～
一
〇
六
八
）
に
、
国
家
が
多
数
の
寺
に
寺
額
を
賜
り
、
そ
の
際
に
寺
の
名
称
は
教
寺
・
律
寺
・
禅
寺
の

三
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
た
と
い
う（　
）
5

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
唐
代
に
は
「
一
寺
多
院
制
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
宋
代
に
は
教
寺
・
律
寺
・
禅
寺
の
三
分
類
が
見
え
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
唐
代
の
「
一
寺
多
院
制
」
の
調
査
、
す
な
わ
ち
、
寺
の
内
部
に
ど
の
よ
う
な
院
が
存
在

し
て
い
る
か
、
ま
た
、
宋
代
に
現
れ
た
三
種
の
分
類
法
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
は
、
研
究
が

ま
だ
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
拙
論
で
は
、
次
の
三
つ
に
分
け
て
検
討
す
る
。

一
、
唐
代
諸
寺
の
規
制
を
検
討
し
、
そ
の
寺
に
お
い
て
諸
院
の
存
在
と
役
割
を
考
察
す
る
。

二
、
院
か
ら
寺
へ
の
昇
格
、
お
よ
び
独
立
し
た
一
寺
の
形
成
を
分
析
す
る
。

三
、
唐
か
ら
宋
に
い
た
る
展
開
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
唐
代
の
寺
の
形
態
を
分
析
す
る
際
に
、
宋
代
の
文
献
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
唐

代
の
寺
に
は
律
寺
・
禅
寺
の
別
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
先
述
の
通
り
、
寺
院
の
形
態
は
唐
と
宋
で
大
き
く
異
な
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っ
て
い
る
た
め
、
宋
代
の
文
献
に
基
づ
き
、
唐
代
の
寺
院
形
態
を
論
じ
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
拙
論
で
は
唐
と

宋
の
寺
院
形
態
を
分
析
す
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
時
代
の
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
分
析
を
行
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
唐
代
の
同
時
代
文
献
で
現
存
す
る
も
の
が
少
な
く
、
そ
こ
に
見
え
る
寺
・
院
の
記
事
も
少
な
い
た
め
、
そ
こ
か

ら
唐
代
の
寺
院
全
体
の
あ
り
よ
う
を
知
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
の
文
献
に
よ
る
唐
代
の
寺
院
の

分
析
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
唐
代
に
お
け
る
寺
院
の
あ
り
か
た
よ
り
、
お
よ
び
そ
れ
が
宋
代
に
か
け
て

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
考
え
る
う
え
で
基
礎
と
な
る
重
要
な
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。

一
︑
唐
代
の
寺
院
形
態

　

唐
代
の
法
律
を
示
し
た
『
唐
六
典
』
に
は
、
僧
侶
が
法
師
・
律
僧
・
禅
僧
の
三
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る（　
）
6

。
で
は
、
そ
の

よ
う
な
僧
侶
の
起
居
し
修
行
す
る
場
所
で
あ
る
寺
も
同
様
に
三
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
唐
代
以
前
に
存
在
し

て
い
た
寺
の
圧
倒
的
多
数
が
私
的
に
建
て
ら
れ
た
非
公
認
の
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
か
ら
公
認
さ
れ
た
も
の
は
ご
く
僅
か
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
存
文
献
中
に
見
え
る
記
事
は
基
本
的
に
公
認
さ
れ
た
寺
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
非
公
認
の
寺
に

関
す
る
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
以
下
唐
代
の
寺
の
形
態
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
そ
の
分
析
対
象
を
公
認
さ
れ
た
寺

の
み
に
限
定
す
る
。
な
お
、
唐
代
に
お
い
て
合
法
的
な
寺
は
そ
の
名
を
朝
廷
か
ら
得
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
寺
名
に
よ
り
寺
の
類

型
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る（　
）
7

。
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（
一
）
唐
代
諸
寺
の
分
類

　

先
述
の
通
り
宋
代
に
は
寺
を
教
・
律
・
禅
の
三
種
に
分
け
る
分
類
法
が
定
着
し
て
お
り
、
唐
代
の
法
律
で
は
僧
を
、
経
を
学

ぶ
法
師
、
律
を
学
ぶ
律
師
、
禅
を
学
ぶ
禅
師
の
三
種
に
分
け
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
唐
代
の
時
点
で
寺
に
は
禅
と
律
の
二
種

が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
る
資
料
は
後
の
宋
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
下
に
詳
細
に
論
述
す
る
通

り
、
唐
代
の
文
献
に
は
「
教
寺
」「
律
寺
」
と
い
う
語
は
見
え
ず
、
わ
ず
か
に
「
禅
寺
」
の
語
が
数
例
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

　
「
教
寺
」「
律
寺
」
と
い
う
二
字
に
つ
い
て
、
唐
代
の
仏
典
並
び
に
『
全
唐
文
』『
唐
会
要
』『
全
唐
詩
』『
唐
代
墓
誌
匯
編
』

な
ど
の
唐
代
の
各
種
文
献
の
検
索
す
る
限
り（　
）
8

、
所
謂
「
教
寺
」「
律
寺
」
と
い
う
語
が
一
つ
も
確
認
で
き
な
い
。
な
お
、

「
興
教
寺

0

0

」、「
明
教
寺

0

0

」
と
い
う
寺
名
が
見
え
る
も
の
の（　
）
9

、
こ
れ
ら
は
「
教
を
興
す
寺
」、「
教
を
明
か
す
寺
」
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
興
と
い
う
教
寺
、
明
と
い
う
教
寺
で
は
な
い
。
つ
ま
り
現
存
す
る
唐
代
の
文
献
を
見
る
限
り
、「
教
寺
」
と
い
う
語

は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
「
禅
寺
」
と
い
う
名
称
は
、
唐
代
の
文
献
に
三
例
が
見
え
る（　
）
10

。
う
ち
当
時
の
実
態
を
伝
え
る
と
考
え
ら
れ

る
は
一
例
の
み
で
あ
り
、
他
の
二
例
は
後
代
の
改
変
が
加
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
実
態
を
伝
え
る
と
思
し
い
一
例
は
、
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
の
「
大
唐
長
生
禅
寺

0

0

僧
本
智
銘
」
で
あ
る
。
こ
の
碑
文

に
は
、
僧
の
本
智
（
七
〇
九
～
七
五
九
）
が
揚
州
江
陽
県
（
現
在
の
江
蘇
揚
州
）
の
道
化
坊
に
あ
る
「
長
生
禅
寺

0

0

」
で
示
寂
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る（　
）
11

。
こ
れ
は
「
長
生
」
と
い
う
名
の
「
禅
寺
」
が
当
時
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
例
で
あ
ろ
う
。
な
お

当
時
の
文
献
に
は
「
南
禅
寺

0

0

」「
封
禅
寺

0

0

」
な
ど
の
語
も
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
禅
師
の
た
め
の
南
寺
」、「
祈
り
の
た
め
の

寺
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
南
と
い
う
禅
寺
」「
封
と
い
う
禅
寺
」
と
い
う
禅
宗
の
寺
で
は
な
い
。

　

後
代
の
改
変
が
加
わ
っ
て
い
る
と
思
し
い
他
の
二
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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第
一
の
例
が
『
全
唐
文
』
に
収
め
ら
れ
る
貞
元
十
三
年
（
七
九
七
）
の
「
石
壁
禅
寺

0

0

甘
露
義
壇
碑
」
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
の

題
名
・
本
文
は
元
来
、
す
べ
て
「
石
壁
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
後
に
題
名
が
「
石
壁
禅
寺

0

0

」
と
改
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高

い（　
）
12

。
そ
の
理
由
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一
、
題
名
の
み
が
「
禅
寺
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
本
文
で
は
全
て
「
寺
」
と

書
か
れ
て
い
る
。
第
二
、
同
寺
に
関
す
る
ほ
か
の
碑
文
で
は
全
て
「
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
貞
元
十
三
年

の
碑
文
の
前
後
に
作
成
さ
れ
た
開
元
二
十
九
年
（
七
四
一
）「
石
壁
寺
鉄
弥
勒
像
頌
」
と
長
慶
三
年
（
八
二
三
）「
特
賜
寺
莊
山
林

地
土
四
至
記
」
と
い
う
二
つ
の
碑
文
で
は（　
）
13

、「
石
壁
寺
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
禅
寺
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、

開
元
二
十
九
年
（
七
四
一
）「
石
壁
寺
鉄
弥
勒
像
頌
」
碑
は
泰
和
四
年
（
一
二
〇
五
）
に
再
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（　
）
14

。
そ
れ
に

対
し
『
全
唐
文
』
に
収
め
ら
れ
る
貞
元
十
三
年
（
七
九
七
）
碑
文
は
、
至
順
三
年
（
一
三
三
二
）
に
再
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ

る（　
）
15

。
恐
ら
く
こ
の
時
に
「
寺
」
の
語
が
「
禅
寺
」
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
百
年
ほ
ど
前
の
窩
闊
台

三
年
（
一
二
三
一
）
に
「
石
壁
寺
」
が
「
龍
山
護
国
永
寧
十
方
大
玄
中
禅
寺

0

0

」
に
改
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る（　
）
16

。
そ
の
百
年
後

に
古
い
碑
文
を
再
刻
す
る
際
に
、
題
名
に
あ
っ
た
「
石
壁
寺
」
を
当
時
の
名
称
に
合
わ
せ
て
「
石
壁
禅
寺
」
と
し
た
の
だ
と
推

測
す
る
。

　

第
二
の
例
は
、「
甘
泉
普
済
禅
寺
霊
塔
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
暁
方
禅
師
（
七
九
四
～
八
七
一
）
が
甘
泉
禅
院
に
住
み（　
）
17

、

咸
通
十
一
年
（
八
七
一
）
に
示
寂
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る（　
）
18

。
こ
の
資
料
は
題
名
に
お
い
て
「
禅
寺
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て

い
る
も
の
の
、
本
文
で
は
一
律
「
禅
院
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る（　
）
19

。
こ
れ
も
何
ら
か
の
原
因
に
よ
り
、
先
の
例
と
同
様

表
題
の
み
を
後
に
「
禅
寺
」
と
改
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
二
）
諸
院
の
形
態
と
機
能

　

唐
代
の
寺
に
下
属
し
て
い
た
主
な
院
と
し
て
、
禅
院
・
律
院
・
三
階
院
・
聖
容
院
・
庫
院
・
浄
土
院
・
行
香
院
・
普
賢
堂
・

華
厳
院
・
法
華
院
な
ど
が
あ
る（　
）
20

。
こ
の
う
ち
教
院
・
律
院
・
禅
院
の
三
種
に
つ
い
て
以
下
分
析
す
る
。
唐
代
の
文
献
に
見

え
る
の
は
律
院
・
禅
院
の
二
種
で
あ
っ
て
、
教
院
の
語
は
見
え
な
い
も
の
の
、
特
定
の
教
を
学
ぶ
施
設
と
思
し
い
華
厳
院
・
法

華
院
な
ど
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
に
論
じ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
は
、
宋
代
に
な
っ
て
教
院
と
総
称
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
①
特
定
の
教
を
学
ぶ
院
に
つ
い
て
見
た
う
え
で
、
②
律
院
と
③
禅
院
に
つ
い
て
見
る
。

①
特
定
の
教
を
学
ぶ
院

　

唐
末
に
は
法
華
院
（
天
台
院
）
と
華
厳
院
な
ど
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
天
台
や
華
厳
な
ど
特
定
の
教
え
が
学
ば
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
『
全
唐
文
』
に
よ
り
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　

ま
ず
法
華
院
に
関
す
る
文
献
は
非
常
に
少
な
い
。
左
溪
（
六
七
三
～
七
五
四
）
の
弟
子
で
あ
る
道
遵
（
七
一
五
～
七
八
四
）
は
蘇

州
（
現
在
の
江
蘇
蘇
州
）
の
報
恩
寺
に
経
院
を
建
て
、
大
歴
元
年
（
七
六
六
）
皇
帝
か
ら
賜
っ
た
法
華
道
場
と
い
う
名
を
院
に
付

け
た
。
ま
だ
、
そ
の
ほ
か
、
道
遵
の
影
響
に
よ
っ
て
、
江
東
に
十
七
個
の
法
華
院
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う（　
）
21

。
こ
の
こ
と
か

ら
唐
代
の
法
華
院
は
天
台
宗
の
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
華
厳
院
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
文
献
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
注
意
す
べ
き
も
の
に
「
華
厳
寺
開
山
始
祖
碑
銘
」

が
あ
る
。
こ
の
碑
文
は
乾
寧
二
年
（
八
九
五
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
華
厳
学
を
伝
え
る
行
標
（
七

八
〇
―
八
六
五
）
が
莆
田
（
現
在
の
福
建
莆
田
）
に
華
厳
院
を
建
て
、
そ
の
没
後
咸
通
十
一
年
（
八
七
〇
）
に
朝
廷
の
許
可
を
得
て

華
厳
寺
に
な
っ
た
と
い
う（　
）
22

。
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な
お
天
台
・
華
厳
と
と
も
に
教
宗
に
分
類
さ
れ
る
代
表
的
な
も
の
に
唯
識
を
学
ぶ
慈
恩
（
法
相
）
が
あ
る
が
、
そ
の
語
を
関

し
た
院
（
慈
恩
院
・
法
相
院
・
唯
識
院
）
は
『
全
唐
文
』
に
は
見
え
な
い
。
慈
恩
宗
の
祖
の
基
が
住
し
た
慈
恩
寺
は
、
中
宗
（
六

五
六
～
七
一
〇
）
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
後
に
則
天
武
后
の
時
代
に
な
る
と
禁
圧
さ
れ
衰
退
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る（　
）
23

。
お
そ
ら
く
慈
恩
寺
の
衰
退
に
伴
い
、
慈
恩
（
あ
る
い
は
法
相
・
唯
識
な
ど
）
の
語
を
関
す
る
院
も
消
滅
し
た
の
だ

ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
現
存
す
る
当
時
の
文
献
を
見
る
限
り
、
教
院
と
い
う
概
念
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
特

定
の
教
を
学
ぶ
法
華
院
（
天
台
院
）
や
華
厳
院
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

②
律
院

　

唐
代
に
は
「
律
院
」
と
い
う
語
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
長
安
の
安
国
寺
・
西
明
寺
・
広
愛
寺
・
薦
福
寺
な
ど

多
く
の
寺
は
、「
律
院
」
を
有
し
て
い
た（　
）
24

。
ま
た
地
方
の
寺
の
中
に
も
様
々
な
院
が
あ
っ
た
。
唐
に
渡
っ
た
日
本
僧
の
円
仁

（
七
九
三
～
八
六
四
）
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
五
台
山
（
現
在
山
西
五
台
山
）
の
竹
林
寺
に
は
六
院
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
「
律

院
」
が
含
ま
れ
て
い
る（　
）
25

。
こ
の
よ
う
に
当
時
、
複
数
の
寺
が
律
院
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
律
院
」
に
つ
い
て
椎
名
［
一
九
六
九
、
三
二
六
］
は
、
そ
れ
が
有
名
な
律
師
が
住
む
場
所
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る（　
）
26

。

こ
れ
に
加
え
拙
論
で
は
「
律
院
」
の
特
徴
と
し
て
、『
全
唐
文
』
と
『
唐
代
墓
誌
匯
編
』
に
基
づ
き
以
下
の
四
点
を
新
た
に
指

摘
す
る
。

　

第
一
、
律
院
に
は
四
分
律
宗
の
律
僧
が
住
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
揚
州
龍
興
寺
経
律
院
和
尚
碑
」
に
よ
れ
ば
、
四
分

律
宗
の
伝
承
者
で
あ
る
法
慎
（
六
六
八
～
七
五
一
）
が
揚
州
（
現
在
の
江
蘇
揚
州
）
の
龍
興
寺
の
律
院
に
住
ん
で
い
た（　
）
27

。
ま
た
、

法
慎
は
多
く
の
弟
子
を
輩
出
し
た
が
、
そ
の
う
ち
と
り
わ
け
有
名
な
曇
一
（
六
九
一
～
七
七
一
）
に
つ
い
て
は
、
大
暦
六
年
（
七
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七
一
）
越
州
（
現
在
の
浙
江
紹
興
）
開
元
寺
の
律
院
で
円
寂
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る（　
）
28

。
こ
の
よ
う
に
、
揚
州
と
越
州
の
律
院
に

お
い
て
法
慎
と
曇
一
の
師
弟
が
四
分
律
宗
の
教
え
を
伝
え
て
い
た
。
な
お
、
王
［
二
〇
〇
八
、
一
八
九
～
一
九
三
］
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
当
時
律
宗
の
主
流
は
四
分
律
宗
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
律
宗
が
存
在
し
て
い
る
が
、
数
が
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ

こ
で
は
四
分
律
宗
だ
け
を
検
討
す
る
。

　

第
二
、
律
院
は
師
弟
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
唐
故
東
都
福
先
寺
臨
壇
大
徳
広
宣
律
師
墓
誌
銘
並
叙
」

に
記
さ
れ
る
広
宣
律
師
（
七
五
四
～
八
二
七
）
は
四
分
律
宗
を
学
ん
だ
律
僧
で
あ
り
、
師
匠
の
後
を
継
ぎ
洛
陽
福
先
寺
の
律
院
に

住
し
て
い
る（　
）
29

。

　

第
三
、
律
院
は
僧
侶
が
経
や
律
を
学
ぶ
場
所
で
も
あ
っ
た
。「
唐
故
宝
応
寺
上
座
内
道
場
臨
壇
大
律
師
多
宝
塔
銘
」
に
は
、

四
分
律
宗
の
円
敬
律
師
（
七
二
八
～
七
九
二
）
が
長
安
近
郊
の
宝
応
寺
の
律
院
に
住
ん
で
お
り
、
常
に
「
起
信
論
」
や
「
虚
空
蔵

経
」
な
ど
の
経
典
を
講
じ
た
と
記
さ
れ
て
い
る（　
）
30

。
ま
た
先
述
の
法
慎
と
曇
一
師
弟
も
同
様
に
複
数
の
経
論
を
講
じ
て
い

た（　
）
31

。
そ
の
ほ
か
、
欧
陽
詹
（
七
五
五
～
八
〇
〇
）
の
「
同
諸
公
過
福
先
寺
律
院
宣
公
上
人
房
」
に
は
、
広
宣
律
師
が
福
先
寺

の
律
院
で
戒
律
を
講
じ
て
い
た
通
り（　
）
32

、「
律
院
」
は
戒
律
を
解
釈
・
説
明
す
る
が
な
さ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
四
分
律
宗

の
祖
道
宣
（
五
九
六
～
六
六
七
）
は
戒
律
の
規
定
を
踏
ま
え
、
僧
侶
は
受
戒
し
た
後
、
五
年
間
は
戒
律
を
学
び
、
そ
の
う
え
で
経

典
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る（　
）
33

。
律
院
で
は
受
戒
後
五
年
以
内
の
僧
侶
に
対
し
て
は
専
ら
律
が
、
そ
れ
以
外
の
者
に
は

経
や
論
な
ど
も
合
わ
せ
て
講
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
四
、
律
院
に
お
い
て
受
戒
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。「
撫
州
宝
応
寺
律
藏
院
戒
壇
記
」
に
よ
れ
ば
、

四
分
律
宗
の
慧
欽
律
師
（
生
卒
不
明
）
の
た
め
に
、
大
暦
六
年
（
七
七
一
）
に
撫
州
（
現
在
の
江
西
撫
州
）
の
宝
応
寺
に
お
い
て
律

蔵
院
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
戒
壇
が
設
置
さ
れ
た
と
あ
る（　
）
34

。
こ
の
こ
と
か
ら
同
院
で
は
受
戒
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
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窺
わ
れ
る
が
、
律
院
に
戒
壇
を
設
け
た
と
い
う
例
は
他
に
見
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
形
が
ど
こ
ま
で
一
般
的
で
あ
っ
た
か
は
わ
か

ら
な
い（　
）
35

。

　

こ
の
よ
う
に
当
時
の
「
律
院
」
で
は
、
そ
こ
に
住
す
る
四
分
律
宗
の
僧
侶
に
よ
り
、
戒
律
や
経
論
の
講
義
な
ど
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

③
禅
院

　

竺
沙
［
二
〇
〇
〇
、
三
九
一
］
は
禅
宗
の
発
展
に
伴
い
、
禅
院
の
数
が
唐
中
期
か
ら
徐
々
に
増
加
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
当
時
の
文
献
を
見
る
と
、
唐
中
期
の
「
禅
院
」
に
禅
宗
以
外
の
者
で
禅
に
秀
で
て
い
た
者
が
住
ん
で
い
た
例
が
見

え
る
。

　

天
台
宗
の
僧
が
「
禅
院
」
に
住
し
た
例
に
以
下
の
二
つ
が
あ
る
。
第
一
、
天
台
宗
の
本
拠
地
で
あ
る
天
台
山
に
は
智
者
禅
院

が
あ
っ
た（　
）
36

。
第
二
、
天
台
僧
の
等
観
（
生
卒
不
明
）
は
「
禅
師
」
と
称
さ
れ
、
海
州
大
雲
寺
の
「
禅
院
」
に
住
し
て
い
た（　
）
37

。

　

律
僧
が
「
禅
院
」
に
住
し
た
例
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
律
学
で
有
名
な
持
律
沙
門
の
順
愍
（
生
卒
不
明
）
は

乾
寧
元
年
（
八
九
四
）
に
院
を
建
て
、
朝
廷
か
ら
許
可
を
得
て
「
龍
泉
禅
院
」
と
名
付
け
て
い
る（　
）
38

。
な
お
四
分
律
宗
の
実
質

的
祖
で
あ
る
道
宣
も
坐
禅
が
出
家
者
に
と
っ
て
必
要
な
修
行
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（　
）
39

。

　

こ
の
よ
う
に
唐
代
の
「
禅
院
」
は
必
ず
し
も
禅
宗
の
み
に
限
定
さ
れ
る
院
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（　
）
40

。

二
︑
院
か
ら
寺
へ
の
昇
格
を
︑
一
寺
独
立
の
形
成

　

北
宋
の
時
代
、
寺
が
教
・
律
・
禅
の
三
種
に
分
類
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
類
形
が
ど
の
よ
う
に
成
立



418

し
た
の
か
は
い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
、
唐
末
の
お
け
る
院
の
寺
へ
の
昇
格
と
関
連
が
あ
っ
た
と
い
う

推
測
を
行
な
う
。

（
一
）
教
寺
の
起
源

　

先
述
の
通
り
唐
代
に
は
華
厳
院
や
法
華
院
な
ど
特
定
の
教
を
学
ぶ
院
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
な
か
か
ら
は
後
に
教
院

と
名
を
改
め
る
も
の
が
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
北
宋
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）
の
『
呉
郡
図
経
続
記
』
に
よ
れ
ば
、
報
恩
寺
（
第

一
節
に
あ
る
）
は
会
昌
の
廃
仏
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
の
、
の
ち
顕
徳
年
間
（
九
五
四
～
九
六
〇
）
に
復
興
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
泗

州
・
水
陸
と
い
う
二
つ
の
禅
院
と
、
法
華
と
い
う
一
つ
の
教
院
が
あ
っ
た
と
い
う（　
）
41

。
同
寺
に
は
唐
代
の
時
点
で
法
華
院
が

存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
復
興
時
に
「
禅
院
」
に
対
す
る
「
教
院
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

な
お
「
教
寺
」
で
は
な
い
も
の
の
、「
院
」
が
「
寺
」
に
昇
格
し
た
例
も
見
え
る
。
そ
れ
は
「
華
厳
院
」（
第
一
節
に
あ
る
）

で
あ
り
、
唐
末
に
名
を
「
華
厳
寺
」
に
改
め
て
い
る
。

　

宋
代
に
多
く
存
在
し
て
い
た
教
院
は
、
慈
恩
・
天
台
・
華
厳
の
三
種
の
院
と
推
測
す
る
。
高
雄
［
一
九
七
五
、
六
七
］
に
よ

れ
ば
様
々
な
教
院
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
分
類
が
以
下
の
研
究
か
ら
推
測
す
る
。
ま
ず
竺
沙
［
二
〇
〇
〇
、
二
七
～
四

五
］
に
よ
れ
ば
慈
恩
と
天
台
が
宋
代
に
な
り
杭
州
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
る（　
）
42

。
次
、
ま
た
南
宋
の
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二

〇
〇
）
は
当
時
の
教
僧
が
慈
恩
教
・
天
台
教
・
延
寿
教
を
学
ん
で
い
た
と
記
し
て
お
り（　
）
43

、
荒
木
［
二
〇
〇
五
、
四
一
］
に
よ

れ
ば
延
寿
教
は
『
宗
鏡
録
』
を
学
習
す
る
人
々
を
指
し
て
お
り
、
実
質
的
に
は
華
厳
教
に
相
当
す
る
と
い
う
。
最
後
、
柳
［
二

〇
一
五
、
三
四
八
］
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
北
宋
の
『
宗
鏡
録
』
に
編
纂
す
る
目
的
は
当
時
の
慈
恩
宗
・
天
台
宗
・
華
厳
宗
の
間

の
矛
盾
を
調
停
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
の
学
ぶ
場
所
教
院
と
慈
恩
・
天
台
・
華
厳
諸
教
の
間
が
密
接
な
関
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係
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

（
二
）
律
寺
の
起
源

　

先
述
の
通
り
唐
代
に
は
教
寺
・
律
寺
と
い
う
用
語
は
見
え
な
い
。
ま
た
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
宋
朝
が
寺
を
禅
・
教
・
律

に
分
類
し
始
め
た
時
期
も
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
拙
論
で
は
以
下
、
宋
代
の
諸
文
献
に
見
え
る
律
寺
・
律
院
の
記

事
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
北
宋
初
期
に
「
律
寺
」
と
い
う
用
語
が
初
め
て
現
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
「
律
寺
」
の
語
が
見
え
る
古
い
例
が
、
端
拱
元
年
（
九
八
八
）
に
賛
寧
（
九
一
九
～
一
〇
〇
一
）
が
編
ん
だ
『
宋
高
僧
伝
』
に
見

え
る（　
）
44

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
禅
僧
の
百
丈
懐
海
は
当
初
「
律
寺
」
に
住
し
て
い
た
が
、
禅
法
を
広
め
る
上
で
不
便
が
多
い
と

感
じ
た
た
め
、
そ
こ
か
ら
出
て
禅
居
を
建
て
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
「
律
寺
か
ら
出
て
禅
居
を
建
て
た
」
と
い
う
記
事
は
後
の

多
く
の
文
献
に
よ
り
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
る（　
）
45

。
し
た
が
っ
て
宋
代
の
古
い
文
献
は
み
な
禅
僧
の
百
丈
が
当
初
「
律
寺
」
に

住
ん
で
い
た
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
律
寺
」
の
概
念
は
北
宋
の
始
め
頃
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
唐
代
の
文
献
に
は
管
見
の
限
り
「
律
寺
」
と
い
う
語

は
見
え
ず
、「
律
院
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
宋
代
の
文
献
で
は
「
律
院
」
に
加
え
て
「
律
寺
」
と
い
う
語
が

新
た
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
宋
代
の
「
律
院
」
の
例
に
つ
い
て
は
『
延
佑
四
明
志
』
に
詳
し
い（　
）
46

。
ま
た
「
律
寺
」
に

つ
い
て
は
、
治
平
年
間
（
一
〇
六
四
～
一
〇
六
八
）
に
多
く
の
寺
が
「
律
寺
」
と
い
う
寺
額
を
下
賜
さ
れ
た
ほ
か（　
）
47

、
淳
熙
六

年
（
一
一
七
九
）
と
十
二
年
（
一
一
八
五
）
に
は
、
大
乗
と
愛
同
と
い
う
二
つ
の
「
律
寺
」
が
建
て
ら
れ
て
い
る（　
）
48

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
唐
代
に
は
「
律
院
」
と
い
う
概
念
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
宋
代
に
な
る
と
「
律
寺
」「
律
院
」
と
い

う
二
つ
の
概
念
が
と
も
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
唐
宋
間
に
お
け
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る
寺
院
形
体
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
唐
代
に
は
寺
は
い
ま
だ
教
・
律
・
禅
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
寺
の
中
に
律
や
禅
、

華
厳
・
法
華
な
ど
複
数
の
院
が
並
存
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
宋
代
に
な
る
と
寺
は
教
・
律
・
禅
の
三
種
に
分
類
さ
れ
、
寺
内

の
諸
院
も
各
派
の
僧
侶
が
住
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
一
寺
全
体
が
律
僧
に
よ
り
占
め
ら
れ
る
「
律
寺
」
は
唐
代
に
は
存
在

し
て
お
ら
ず
、
宋
代
に
な
っ
て
登
場
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
三
）
禅
寺
の
起
源

　

禅
宗
の
寺
院
の
名
称
に
つ
い
て
も
律
宗
同
様
、
当
初
は
「
禅
院
」
と
い
う
語
の
み
が
あ
り
、
宋
代
以
降
に
「
禅
寺
」
と
い
う

語
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

唐
末
の
二
つ
の
碑
文
に
は
、「
禅
院
」
が
「
寺
」
に
昇
格
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
一
が
大
中
十
四
年
（
八
六
〇
）
の

「
大
唐
蘇
州
華
亭
縣
顧
亭
林
市
新
創
法
雲
禅
寺
記
」
と
い
う
碑
文
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
華
亭
県
（
現
在
の
上
海
市
松
江
区
）
の
法

雲
禅
寺
造
営
後
の
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
碑
そ
の
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
拓
本
が
残

っ
て
お
り
、
そ
の
表
題
に
は
「
法
雲
禅
院
記
」
と
あ
る（　
）
49

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
大
中
十
四
年
（
八
六
〇
）
に
禅
院
を
建
立
し
た
後

に
、
祠
部
の
許
可
を
得
て
「
禅
院
」
か
ら
「
寺
」
に
改
め
た
と
い
う（　
）
50

。
第
二
が
咸
通
十
四
年
（
八
七
三
）
の
「
心
鏡
大
師

碑
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
大
中
十
二
年
（
八
六
一
）
に
建
立
さ
れ
た
禅
院
に
賊
徒
が
侵
入
し
た
際
、
住
持
の
蔵
奂
禅
師
（
七

八
九
～
八
六
六
）
が
泰
然
自
若
と
し
て
い
た
た
め
、
賊
徒
が
平
伏
し
た
。
こ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、「
禅
院
」
が
「
栖
心
寺
」
に

な
っ
た
と
い
う（　
）
51

。

　

以
上
の
よ
う
に
唐
末
に
「
禅
院
」
が
朝
廷
の
認
可
を
得
て
「
寺
」
に
昇
格
し
た
例
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
皇
帝
の
詔
に
見

え
る
名
称
は
あ
く
ま
で
「
寺
」
で
あ
っ
て
、「
禅
寺
」
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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「
禅
寺
」
と
い
う
語
が
見
え
る
早
い
例
が
五
代
十
国
時
代
の
碑
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
禅
僧
の
雲
門
文
偃
（
八
六
四
～
九

四
九
）
は
乾
亨
七
年
（
九
二
三
）
に
「
光
泰
禅
院
」
を
創
建
し
、
同
院
は
南
漢
の
大
宝
六
年
（
九
六
三
）
に
勅
許
を
得
て
「
証
真

禅
寺
」
か
ら
「
大
覚
禅
寺
」
に
改
称
し
て
い
る（　
）
52

。
こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
九
二
三
年
の
創
建
当
時
は
「
光
泰
禅
院
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
九
六
三
年
の
改
称
時
に
は
「
証
真
禅
寺
」

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
間
に
「
禅
院
」
か
ら
「
禅
寺
」
に
昇
格
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
第
二
に
、
九
六
三
年
の
改
称

の
際
に
「
証
真
禅
寺
」
か
ら
「
大
覚
禅
寺
」
へ
名
を
改
め
た
以
上
、
そ
の
時
点
で
同
寺
が
国
家
か
ら
「
禅
寺
」
と
公
認
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
第
三
に
、
当
該
の
例
は
あ
く
ま
で
十
国
の
う
ち
の
南
漢
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
諸
国
に
お
い
て

も
同
様
の
例
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
史
料
が
な
い
た
め
目
下
不
明
で
あ
る
。

　

そ
し
て
宋
代
に
な
る
と
諸
々
の
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
禅
寺
の
勅
額
が
数
多
く
の
寺
に
下
賜
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
に
現
存
す
る
史
料
を
み
る
限
り
、
唐
代
ま
で
は
「
禅
院
」
と
い
う
語
の
み
で
「
禅
寺
」
の
語
は
見
え
ず
、
五
代
十

国
の
時
代
に
南
漢
で
「
禅
寺
」
と
い
う
名
称
が
公
認
さ
れ
、
宋
代
に
な
る
と
数
多
く
の
寺
が
「
禅
寺
」
と
公
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
先
に
「
律
院
」「
律
寺
」
に
つ
い
て
分
析
し
た
際
に
述
べ
た
も
の

―
宋
代
に
な
っ
て
教
・
律
・
禅

と
い
う
寺
の
分
類
が
始
ま
る
こ
と

―
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
禅
宗
に
つ
い
て
は
宋
代
以
前
に
南
漢
で
「
禅
寺
」
と
い
う

公
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
史
料
的
根
拠
が
見
い
だ
せ
な
い
た

め
あ
く
ま
で
筆
者
の
想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、
唐
代
以
降
禅
宗
が
勢
力
を
拡
大
す
る
な
か
で
各
地
の
禅
院
の
規
模
も
拡
大
し
、
そ

の
な
か
か
ら
「
院
」
か
ら
「
寺
」
へ
と
昇
格
し
て
「
禅
寺
」
と
称
す
る
も
の
が
現
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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三
︑
唐
か
ら
宋
に
い
た
る
展
開

　

唐
末
か
ら
宋
代
に
か
け
て
「
院
」
と
「
寺
」
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
時
期
に
単
独
の
院
が
寺
へ

と
昇
格
し
た
こ
と
で
、
一
寺
他
院
制
の
唐
代
の
寺
と
は
異
な
る
単
独
の
寺
が
登
場
し
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宋
代
に
お
い
て
、
寺
と
院
の
区
別
が
曖
昧
に
な
る
。
賛
寧
（
九
一
九
―
一
〇
〇
一
）
に
よ
り
編
ま
れ
『
大
宋
僧
史
略
』
に
は
、

当
時
寺
と
禅
宗
の
院
が
同
一
用
語
と
記
さ
れ
て
い
る（　
）
53

。
宋
代
の
趙
彦
衛
（
生
卒
年
不
明
）
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
宋
代
に
お
い

て
規
模
の
大
き
い
も
の
は
寺
と
な
り
、
規
模
の
小
さ
い
も
の
は
院
と
な
る（　
）
54

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
唐
末
か
ら
宋
代
に
か
け
て

「
寺
」
と
「
院
」
の
意
味
が
変
わ
っ
た
。

　

先
述
の
通
り
唐
代
は
一
寺
多
院
制
が
基
本
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
寺
の
な
か
に
は
複
数
の
院
が
並
存
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

寺
院
形
態
が
そ
の
ま
ま
宋
代
に
ま
で
継
承
さ
れ
た
例
も
多
い
。
た
と
え
ば
報
恩
寺
（
第
二
節
に
あ
る
）
は
唐
代
に
お
い
て
も
宋

代
に
お
い
て
も
複
数
の
子
院
を
有
し
て
お
り
、
一
貫
し
て
一
寺
多
院
と
い
う
形
態
を
保
持
し
て
い
た
。

　

そ
れ
に
対
し
唐
末
以
降
、
単
独
で
建
て
ら
れ
た
院
が
寺
に
昇
格
す
る
例
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
法
雲
寺
（
第
二

節
に
あ
る
）
は
当
初
信
徒
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
単
独
の
院
で
あ
っ
た
が
、
後
に
法
雲
寺
へ
と
名
が
改
め
ら
れ
た
。
同
様
の
例
に

栖
心
寺
（
第
二
節
）、
華
厳
寺
（
第
一
節
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
昇
格
に
あ
た
っ
て
は
地
方
政
権
の
認
可
を
得
て
い
た
。
唐
末
の

混
乱
期
に
お
い
て
中
央
政
権
の
地
方
に
対
す
る
影
響
力
は
低
下
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
な
か
地
方
政
権
は
独
自
に
自
分
の
管

轄
地
域
で
様
々
な
仏
教
活
動
を
行
い
、
そ
の
一
環
と
し
て
領
内
の
院
を
寺
へ
昇
格
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る（　
）
55

。
先
に
挙
げ

た
三
つ
の
例
の
中
で
は
、
法
雲
寺
は
当
時
の
「
朝
議
郞
、
前
試
左
金
吾
衞
、
長
史
、
上
柱
国
」
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
禅
院
で

あ
り
、
栖
心
寺
は
当
時
の
「
節
度
使
楊
公
」
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
寺
で
あ
り
、
華
厳
寺
は
「
剌
史
河
東
薛
公
」
に
よ
っ
て
建
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て
ら
れ
た
院
が
後
に
寺
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
有
力
な
地
方
官
僚
は
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
権
限
で
院
を

寺
へ
と
昇
格
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
単
独
の
院
か
ら
昇
格
し
た
寺
は
、
名
前
こ
そ
「
寺
」
と
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
形
態
は
院
で
あ
っ
た
時
と
同
様
、

小
規
模
か
つ
単
独
の
も
の
で
あ
っ
て
、
唐
代
の
一
般
的
な
寺
の
よ
う
な
一
寺
多
院
制
を
と
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。

た
と
え
ば
宋
代
の
石
橋
寺
は
数
間
部
屋
の
み
で
あ
り（　
）
56

、
妙
智
講
寺
は
一
院
の
み
で
あ
り（　
）
57

、
他
の
院
を
有
し
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
名
前
こ
そ
院
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
内
部
に
複
数
の
場
所
を
有
す
る
大
規
模
な
院
も
現
わ
れ
た
。
た
と
え

ば
保
恩
院
は
、
内
部
に
佛
殿
・
僧
堂
・
藏
教
・
方
丈
な
ど
複
数
の
場
所
が
あ
り（　
）
58

、
そ
の
形
態
は
実
質
的
に
一
寺
多
院
の
唐

代
の
寺
と
類
似
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
結
果
と
し
て
宋
代
に
は
、
唐
代
以
来
の
一
寺
多
院
制
を
継
承
す
る
総
合
的
な
寺
、
実
質
的
に
院
と
同
様
の
規
模
で

総
合
化
し
て
い
な
い
寺
、
名
称
は
院
で
あ
る
も
の
の
実
質
的
に
は
唐
代
の
一
寺
多
院
制
に
相
当
す
る
大
規
模
か
つ
総
合
的
な
院

が
並
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
院
と
寺
の
差
異
は
曖
昧
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

　

先
行
研
究
で
は
宋
代
の
文
献
を
用
い
、
唐
代
の
寺
院
形
態
を
論
じ
て
い
た
の
に
対
し
、
拙
論
で
は
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て

の
寺
院
形
態
に
つ
い
て
、
以
下
三
点
を
論
じ
た
。

　
（
１
） 

唐
代
の
「
一
寺
多
院
制
」
の
形
態
に
つ
い
て
、
初
唐
（
七
世
紀
）
に
建
て
ら
れ
た
寺
・
院
の
う
ち
、
寺
に
は
教
・
律
・

禅
の
区
別
が
な
い
に
対
し
、
院
に
は
教
・
律
・
禅
と
い
う
お
お
よ
そ
の
区
分
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
教
に
つ
い
て
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は
、
教
院
と
い
う
名
称
こ
そ
ま
だ
見
え
な
い
も
の
の
、
宋
代
に
お
い
て
教
院
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
諸
院

―
法
華

院
・
華
厳
院
な
ど
特
定
の
教
を
学
ぶ
院

―
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
律
院
・
禅
院
は
、
唐
代
の
文
献
に
す

で
に
そ
の
名
称
が
見
え
る
。
律
院
に
は
律
僧
が
住
ん
で
、
戒
律
や
経
典
の
講
義
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
禅
院
に
は
所

謂
禅
宗
の
禅
僧
の
み
な
ら
ず
、
天
台
宗
や
律
宗
な
ど
禅
の
実
践
を
行
う
者
が
広
く
住
ん
で
い
た
。

　
（
２
） 

唐
末
、
中
央
政
権
が
衰
退
す
る
一
方
で
、
地
方
政
権
の
力
が
強
く
な
る
と
、
そ
の
庇
護
の
も
と
寺
に
下
属
し
て
い
た

院
が
寺
独
立
し
と
な
る
例
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
教
・
律
・
禅
と
い
う
三
つ
の
範
疇
か
ら
見
る
に
、
禅
院
が
寺
に

な
っ
た
例
が
二
つ
、
教
院
が
寺
に
な
っ
た
例
が
一
つ
、
あ
る
そ
れ
に
対
し
、
律
院
が
寺
に
な
っ
た
例
は
見
え
な
い
。

ま
た
こ
の
時
期
に
は
、「
教
寺
」
や
「
禅
寺
」
と
い
う
名
称
が
定
着
し
て
い
な
い
。
現
存
す
る
文
献
を
見
る
と
、「
禅

寺
」
と
い
う
名
称
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
五
代
南
漢
大
宝
六
年
（
九
六
三
）
の
政
府
文
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
証
真
禅0

寺0

を
大
覚
禅
寺

0

0

に
改
名
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
該
の
寺
が
九
六
二
年
以
前
か
ら
「
禅
寺
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
か
か
ら
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
（
３
） 

宋
代
に
は
教
寺
・
律
寺
・
禅
寺
と
い
う
三
分
類
が
定
着
す
る
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
宋
代
で
は
、
国
家

の
詔
を
通
し
て
教
寺
・
律
寺
・
禅
寺
の
名
を
賜
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
存
す
る
文
献
を
見
る
と
、
こ
の
三
分
類
の
起

源
の
具
体
的
な
時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
よ
そ
治
平
年
間
（
一
〇
六
四
～
一
〇
六
八
）
の
寺
額
に
改
め
た
前
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
宋
代
の
寺
に
は
、
禅
・
教
・
律
の
特
定
の
立
場
に
限
定
さ
れ
る
単
一
の
寺
と
寺
内
に
禅
・
教
・
律

な
ど
複
数
の
院
を
有
す
る
総
合
的
な
寺
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
総
合
的
な
寺
は
唐
代
以
前
の
古
い
流
れ
を

く
む
の
に
対
し
、
単
一
の
寺
は
唐
末
か
ら
五
代
に
現
れ
た
よ
う
な
特
定
の
院
か
ら
寺
に
昇
格
し
た
も
の
の
流
れ
を
く

む
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
現
存
の
唐
代
文
献
を
用
い
、
唐
末
か
ら
宋
に
か
け
て
中
国
の
寺
院
形
態
に
分
析
を
加
え
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
現

存
す
る
唐
代
の
文
献
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
仏
教
界
全
体
の
動
向
を
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
ご
く
僅
か
と
は
い
え
、
拙
論
で
取
り
上
げ
た
当
時
の
資
料
に
見
え
る
例
か
ら
、
唐
末
か
ら
五
代
を
経
て
宋
代
に
至
る

過
程
で
、
中
国
の
寺
院
形
態
に
生
じ
た
新
た
な
変
化
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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。
竺
［
二
〇
〇
二
、
八
七
～
九
五
］
を
参

照
。

 
 

李
林
甫 

等 

撰
、
陳
仲
夫 

點
校
『
唐
六
典
』、「
而
僧
持
行
者
有
三
品
、
其
一
曰
禅
、
二
曰
法
、
三
曰
律
。
大
抵
皆
以
清
静
慈
悲
為

宗
」、
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
、
一
二
五
頁
。

 
 

楊
［
二
〇
一
〇
、
一
八
六
］。

 
 

こ
の
仏
典
の
検
索
と
は
、CBETA

に
よ
っ
て
律
寺
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
文
献
を
み
る
と
、
唐
代
当
時
の
記
録
が
な
い
。

 
 

譚
銖
「
廬
州
明
敎
寺
転
関
経
藏
記
」、『
全
唐
文
』
七
百
六
十
巻
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
、
七
八
九
三
頁
。
劉
軻
「
大
唐
三
藏

大
遍
覚
法
師
塔
銘
」、『
全
唐
文
』
七
百
四
十
二
巻
、
七
六
八
一
頁
。
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実
際
は
四
例
で
あ
る
が
、「
長
芦
崇
福
禅
寺
僧
堂
上
梁
文
」
は
宋
代
の
文
章
で
あ
る
。
路
［
二
〇
〇
七
、
五
三
～
六
〇
］
を
参
照
。

 
 

周
紹
良
、
趙
超 

編
『
唐
代
墓
誌
匯
編
』、「
乾
元
二
年
己
亥
四
月
十
六
日
、
帰
寂
于
揚
州
江
陽
県
道
化
坊
之
長
生
禅
寺
、
享
齡
五

十
」、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
一
七
四
一
頁
。

 
 

李
逢
吉
「
石
壁
禅
寺
甘
露
義
壇
碑
」、『
全
唐
文
』
六
一
六
巻
、
六
二
二
五
頁
。

 
 

林
諤
「
石
壁
寺
鉄
弥
勒
像
頌
」、『
全
唐
文
』
三
六
三
巻
、「
石
壁
寺
者
、
晋
之
西
山
、
旧
号
石
壁
谷
」、
三
六
八
三
頁
。
佚
名
「
特

賜
寺
莊
山
林
地
土
四
至
記
」、『
唐
文
続
拾
』
一
〇
巻
、「
憲
宗
皇
帝
元
和
七
年
、
復
三
賜
石
壁
寺
至
文
谷
、
賜
荘
一
伯
五
十
里
有
餘
。

謹
記
。
大
唐
長
慶
三
年
五
月
二
十
三
日
」、
一
一
二
八
三
頁
。

 
 

『
交
城
県
志
』、
山
西
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
七
頁
。

 
 

郝
図
「
石
壁
甘
露
壇
碑
阴
記
」、『
交
城
県
志
』、「
歳
久
石
破
、
文
字
将
泯
…
故
記
。
時
至
順
三
年
」、
八
七
九
頁
。

 
 

「
中
書
省
碑
」、『
交
城
県
志
』、「
中
書
省
奏
過
皇
帝
、
有
太
原
路
交
城
県
石
壁
寺
乃
過
去
請
聖
顕
跡
之
地
。
欽
奉
皇
帝
聖
旨
、
改

為
龍
山
護
国
永
寧
十
方
大
玄
中
禅
寺
」、
八
七
九
～
八
八
〇
頁
。

 
 

暁
方
禅
師
が
靈
默
の
弟
子
、
馬
祖
の
嗣
孫
で
あ
る
。『
宋
高
僧
伝
』
一
〇
巻
、「
靈
默
…
承
豫
章
馬
大
師
、
聚
眾
敷
演
造
禅
関
」、 

七
六
八
頁
下
。

 
 

郎
肅
「
甘
泉
普
済
禅
寺
靈
塔
記
」、『
全
唐
文
』
八
〇
五
巻
、 

八
四
六
八
頁
。

 
 

碑
は
現
存
し
な
い
が
、『
全
唐
文
補
編
』
六
巻
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
、
二
三
二
五
頁
）
の
「
八
瓊
室
金
石
補
正
続
編
巻
三

七
」
で
は
「
唐
故
甘
泉
院
禅
大
師
靈
塔
記
」
を
標
題
と
し
て
い
る
。

 
 

李
［
二
〇
一
二
、
六
五
］
を
参
照
。
龔
［
二
〇
〇
六
、
一
三
七
］
を
参
照
。
張
彦
遠
『
歷
代
名
画
記
』、
六
〇
～
七
六
頁
。

 
 

清
昼
「
蘇
州
支
硎
山
報
恩
寺
大
和
尚
碑
」、『
全
唐
文
』
九
百
十
八
巻
、「
今
大
師
則
親
承
左
溪
…
置
道
場
、
闢
経
院
…
大
歴
元
祀

州
将
韋
公
元
甫
…
乃
相
與
飛
表
奏
聞
、
詔
書
特
下
、
署
名
曰
法
華
道
場
。
焯
哉
盛
乎
、
経
王
之
惠
、
日
昇
於
天
乎
。
自
江
以
東
、
𢝰

一
十
七
所
、
皆
因
大
師
之
首
置
也
」、
九
五
六
六
頁
。

 
 

黃
滔
「
華
厳
寺
開
山
始
祖
碑
銘
」『
全
唐
文
』
八
百
二
十
六
巻
、「
師
法
号
行
標
…
剌
史
河
東
薛
公
…
日
扣
華
厳
大
義
、
幾
忘
食
寢
、
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洎
解
印
、
與
之
偕
至
北
巖
、
題
之
為
華
厳
院
、
以
徹
祠
部
焉
…
（
咸
通
）
十
一
年
、
其
徒
從
紹
疏
師
行
實
於
闕
、
昇
其
院
為
華
厳
寺

…
乾
寧
二
年
、
忝
登
甲
科
、
東
還
薦
造
金
地
、
歳
周
三
紀
、
膠
掌
而
拜
影
堂
、
腹
藳
而
銘
遺
美
」、
八
七
〇
二
頁
。

 
 

拙
論
［
二
〇
一
八
］
を
参
照
。

 
 

『
大
唐
貞
元
続
開
元
釈
教
錄
』
二
巻
、「
宜
令
臨
壇
大
德
如
浄
等
於
安
国
寺
律
院
僉
定
一
本
流
行
」、『
大
正
藏
』
五
五
巻
、
七
六
〇

頁
中
。『
智
証
大
師
請
来
目
錄
』
一
巻
、「
唐
西
明
寺
故
大
德
宣
公
律
院
碣
一
本
」、『
大
正
藏
』
五
五
巻
、 

一
一
〇
七
頁
上
。
薛
居
正 

等 
編
『
旧
五
代
史
』
一
二
八
巻
、「
広
愛
寺
西
律
院
有
壁
題
雲
後
歳
六
十
九
、
亦
当
是
此
年
所
題
」、
中
華
書
局
、
一
九
七
六
年
、

一
六
八
五
頁
。
張
彦
遠
『
歷
代
名
画
記
』
三
巻
、「
薦
福
寺
…
…
律
院
北
廊
、
張
璪
、
畢
宏
画
」、
上
海
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
六

四
年
、
六
十
頁
。
李
［
二
〇
一
二
、
八
五
］、
龔
［
二
〇
〇
六
、
一
三
七
］
を
参
照
。

 
 

圓
仁
『
入
唐
求
法
巡
禮
記
』
二
巻
、「
此
竹
林
寺
有
六
院
、
律
院
、
庫
院
、
花
厳
院
、
法
華
院
、
閣
院
、
仏
殿
院
」、
上
海
古
籍
出

版
社
、
一
九
八
六
年
、
一
〇
六
頁
。

 
 

椎
［
一
九
六
九
、
三
二
六
］。

 
 

李
華
「
揚
州
龍
興
寺
経
律
院
和
尚
碑
」、『
全
唐
文
』
三
二
〇
巻
、「
今
学
者
所
宗
、
四
分
為
盛
…
…
惟
天
宝
十
載
十
月
十
四
日
…

就
滅
於
龍
興
寺
。
其
上
首
曰
越
州
開
元
寺
僧
曇
一
…
常
誦
『
金
剛
般
若
波
羅
密
経
』『
如
意
輪
陀
羅
尼
』」、
中
華
書
局
、
一
九
八
三

年
、
三
二
四
五
～
三
二
四
六
頁
。

 
 

『
宋
高
僧
伝
』
一
四
巻
、「
釈
曇
一
…
依
觀
音
寺
大
亮
律
師
伝
毘
尼
藏
、
崇
聖
寺
檀
子
法
師
学
唯
識
、
俱
舍
等
論
…
故
前
後
講
四
分

律
三
十
五
遍
、
刪
補
鈔
二
十
餘
遍
焉
…
以
大
曆
六
年
十
一
月
十
七
日
、
遷
化
於
寺
之
律
院
」、『
大
正
蔵
』
五
〇
巻
、
七
九
八
頁
下
。

 
 

周
紹
良
、
趙
超 

編
『
唐
代
墓
誌
匯
編
』、「
維
唐
太
和
元
年
七
月
二
十
有
四
日
、
東
都
福
先
寺
律
院
大
德
年
七
十
三
…
字
広
宣
… 

遂
依
律
学
大
德
曇
濬
因
隸
居
福
先
寺
、
先
是
祖
師
定
賓
著
章
疏
甚
高
、
為
学
者
所
尚
」、
二
〇
九
七
頁
。

 
 

権
德
輿
「
唐
故
宝
応
寺
上
座
内
道
場
臨
壇
大
律
師
多
宝
塔
銘
」、『
全
唐
文
』
五
〇
一
巻
、「
京
師
東
門
二
里
所
…
曇
無
德
義
、
言

下
信
解
…
尋
授
宝
応
寺
上
座
、
賜
律
院
以
居
、
授
瑜
伽
灌
頂
密
契
之
法
、
講
『
楞
伽
経
』『
起
信
論
』、
譯
『
虛
空
藏
経
』、
鑒
義
潤

文
、
内
典
群
書
、
靡
不
該
貫
」、
五
一
〇
五
頁
。
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前
注
27
、
28
を
参
照
。

 
 

欧
陽
詹
「
同
諸
公
過
福
先
寺
律
院
宣
公
上
人
房
」、『
全
唐
詩
』
八
八
三
巻
、「
律
座
下
朝
講
、
昼
門
猶
掩
関
」、
中
華
書
局
、
一
九

六
〇
年
、
九
九
七
八
頁
。

 
 

『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』
三
巻
、「
佛
藏
五
夏
已
前
、
依
人
受
学
律
藏
、
五
夏
已
後
、
具
知
応
学
無
我
人
法
」、『
大
正
藏
』
四

〇
巻
、
一
四
七
頁
中
。

 
 

顏
真
卿
「
撫
州
宝
応
寺
律
藏
院
戒
壇
記
」、『
全
唐
文
』
三
三
八
巻
、 「
至
元
魏
法
聰
律
師
、
始
闡
四
分
之
宗
…
澄
伝
慧
欽
…
乃
命

智
光
等
於
普
通
道
場
東
置
律
藏
院
、
創
立
戒
壇
、
以
佇
欽
公
之
来
儀
、
且
施
肇
紀
之
不
朽
」、
三
四
二
一
頁
。

 
 

唐
代
に
は
戒
壇
院
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
が
受
戒
の
場
所
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
圓
仁
『
入
唐
求
法
巡
禮
記
』
二
巻
、

「
到
寺
住
。
晚
際
、
入
戒
壇
院
、
見
新
置
壇
場
、
畳
磚
二
層
、
下
階
四
方
、
各
二
丈
五
尺
、
上
階
四
方
、
各
一
丈
五
尺
」、
一
〇
一
頁
。

『
会
稽
志
』
七
巻
、「
奉
聖
院
在
県
南
二
十
五
裡
、
唐
開
元
十
六
年
建
、
為
𤣥
儼
律
師
度
僧
戒
壇
院
」、『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
四

八
六
冊
、
一
四
一
頁
。

 
 

徐
靈
府
『
天
台
山
記
』
五
〇
巻
、『
全
唐
文
』
一
〇
〇
〇
巻
、「
北
一
十
里
、
乃
至
靈
墟
、
今
来
是
智
者
禅
院
。」、
一
〇
九
四
六
頁
。

『
直
斎
書
錄
解
題
』（
二
）（『
叢
書
集
成
初
編
』、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
五
年
、
二
五
五
頁
）
に
は
徐
靈
府
が
元
和
年
間
の
人
と
記

さ
れ
て
い
る
。

 
 

李
邕
「
海
州
大
雲
寺
禅
院
碑
」、『
全
唐
文
』
二
六
四
巻
、「
武
德
八
年
邦
守
蕭
公
諱
顗
護
法
之
所
建
也
…
及
貞
觀
歳
、
有
等
觀
禅

師
、
継
前
心
、
承
後
問
、
分
之
則
別
位
二
事
、
合
之
則
同
列
大
空
、
坐
於
斯
、
竟
於
斯
」、
二
六
七
六
頁
。『
仏
祖
統
紀
』
九
巻
、

「
禅
師
等
觀
、
富
陽
孫
氏
、
受
心
觀
于
智
者
」、『
大
正
藏
』
四
九
巻
、 

一
九
八
頁
下
。

 
 

徐
綸
「
大
周
澤
州
陽
城
県
龍
泉
禅
院
記
」、
陳
尚
君 

輯
校
『
全
唐
文
補
編
』
一
○
四
巻
、 「
至
有
唐
乾
寧
初
、
西
蜀
惠
義
精
舍
稟

律
沙
門
諱
順
愍
…
因
飛
牋
奏
、
遂
降
敕
文
、
額
為
龍
泉
禅
院
矣
。
時
唐
乾
寧
元
年
十
月
二
十
五
日
也
、
愍
公
著
名
律
学
、
為
衆
推

重
。」、
一
三
一
〇
頁
。

 
 

『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』
三
巻
、「
沙
門
業
者
、
誦
経
、
坐
禅
、
勸
化
衆
事
。
若
不
行
者
、
徒
生
徒
死
」、『
大
正
藏
』
四
〇
巻
、
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一
四
七
頁
中
。

 
 

な
お
「
禅
院
」
を
禅
の
実
践
以
外
の
別
の
用
途
に
用
い
た
例
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
玄
奘
（
六
〇
二
～
六
六
四
）
は
太
宗
（
五
九
八

～
六
四
九
）
の
誘
い
に
応
じ
て
弘
福
寺
の
「
禅
院
」
で
経
典
を
翻
訳
し
て
い
る
。『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
伝
』
六
巻
、「
朕
奉
為

穆
太
后
于
西
京
造
弘
福
寺
、
寺
有
禅
院
甚
虛
靜
、
法
師
可
就
翻
譯
」、『
大
正
藏
』
五
〇
巻
、
二
五
三
頁
下
。

 
 

朱
長
文
『
呉
郡
図
経
続
記
』、「
唐
之
報
恩
寺
、
在
吴
県
之
報
恩
山
、
即
支
硎
山
也
。
自
梁
武
帝
建
寺
、
経
唐
武
宗
残
毀
…
郡
人
複

建
巨
殿
、
窮
極
雕
麗
、
為
東
南
之
冠
、
今
僅
畢
工
雲
。
有
別
院
三
、
曰
泗
州
、
曰
水
陸
、
為
禅
院
。
曰
法
華
、
為
教
院
」、
江
蘇
古

籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
三
二
頁
。

 
 

竺
［
二
〇
〇
〇
、
二
七
～
四
五
］
を
参
照
。
佐
［
二
〇
一
九
、
一
五
一
～
二
一
九
］
を
参
照
。

 
 

黎
靖
德 

編
、
王
星
賢 
點
校
『
朱
子
語
類
』
八
巻
、「
仏
家
有
三
門
、
曰
教
、
曰
律
、
曰
禅
。
禅
家
不
立
文
字
、
只
直
截
要
識
心

見
性
。
律
本
法
甚
厳
、
毫
髮
有
罪
。
如
雲
不
許
飲
水
、
粗
飲
水
便
有
罪
過
。
如
今
小
院
号
為
律
院
、
乃
不
律
之
尤
者
也
。
教
自
有
三

項
、
曰
天
台
教
、
曰
慈
恩
教
、
曰
延
寿
教
」、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
一
四
一
頁
。
た
だ
し
、
朱
熹
が
有
名
な
儒
教
学
者
で
あ

る
た
め
、
仏
教
内
部
の
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
で
き
て
い
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
し
た
状
況

は
南
宋
社
会
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
 

『
宋
高
僧
伝
』
一
〇
巻
、「
乃
創
意
不
循
律
制
、
別
立
禅
居
…
然
多
居
律
寺
中
、
唯
別
院
異
耳
」、『
大
正
藏
』
五
〇
巻
、 

七
七
〇
頁

下
。

 
 

『
景
德
伝
燈
録
』
六
巻
、「
百
丈
大
智
禅
師
、
以
禅
宗
肇
自
少
室
、
至
曹
溪
以
來
、
多
居
律
寺
、
雖
別
院
、
然
于
説
法
住
持
未
合
規

度
故
」、『
大
正
藏
』
五
一
巻
、
二
五
〇
頁
。『
隆
興
編
年
通
論
』
二
一
巻
、「
師
以
禅
宗
肇
自
少
室
、
至
曹
溪
以
來
多
居
律
寺
、
説
法

住
持
未
有
規
度
、
乃
剏
意
別
立
禅
居
」、『
卍
続
藏
』
七
五
巻
、
二
一
四
頁
上
。
特
別
の
例
は
天
台
宗
の
宗
鑑
（
不
明
～
一
二
〇
六
）

が
紹
定
六
年
（
一
二
三
三
）
に
編
ん
だ
『
釈
門
正
統
』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
禅
者
が
「
律
院
」
に
住
ん
で
い
た
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『
釈
門
正
統
』
を
踏
ま
え
た
『
佛
祖
統
紀
』
は
「
律
寺
」
と
な
っ
て
い
る
。『
仏
祖
統
紀
』
一
巻
、「
今
之
所
述
、

蓋
是
用
宗
源
錄
『
釈
門
正
統
』、
参
対
文
義
、
且
刪
且
補
。」、『
大
正
藏
』
四
九
巻
、
一
三
一
頁
上
。『
釈
門
正
統
』
八
巻
、「
方
丈
以
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前
多
居
律
院
説
法
、
住
持
未
有
規
度
」『
卍
続
藏
』
七
五
巻
、
三
五
七
頁
上
。『
仏
祖
統
紀
』
四
一
巻
、「
自
少
林
以
来
多
居
律
寺
説

法
、
師
始
創
禅
居
称
」、『
大
正
藏
』
四
九
巻
、 

三
八
一
頁
中
。

 
 

高
雄
［
一
九
七
五
、
六
〇
～
六
九
］
を
参
照
。

 
 

竺
［
二
〇
〇
二
年
、
八
七
～
九
五
］
を
参
照
。

 
 

梁
克
家
『
淳
熙
三
山
志
』
四
巻
、「
大
乘
、
愛
同
寺
、
在
東
山
瑞
聖
裡
。
六
年
置
大
乘
、
十
二
年
置
愛
同
、
皆
律
寺
」、『
景
印
文

淵
閣
四
庫
全
書
』
四
八
四
冊
、
四
九
一
頁
。

 
 

黃
［
二
〇
一
四
、
八
四
］
を
参
照
。「
唐
蘇
州
華
亭
県
顧
亭
林
市
新
創
法
雲
禅
院
記
…
按
、『
全
唐
文
』
巻
七
百
九
十
二
錄
文
標
題

作
『
大
唐
蘇
州
華
亭
県
顧
亭
林
市
新
創
法
雲
禅
寺
記
』、
呉
興
沈
瑊
撰
。
国
図
數
字
図
書
館
有
拓
片
名
『
法
雲
寺
碑
』
可
下
載
、
拓

片
碑
名
『
大
唐
蘇
州
華
亭
県
顧
亭
林
市
新
創
法
雲
禅
院
記
』、
拓
片
之
文
與
『
全
唐
文
』
錄
文
相
同
、
且
有
落
款
、
日
期
、
名
錄
。

另
『
江
蘇
通
志
稿·

金
石
志
』
錄
有
全
文
、
可
補
闕
字
。
據
碑
文
、
立
碑
時
已
改
名
為
「
寺
」」。

 
 

沈
瑊
「
大
唐
蘇
州
華
亭
県
顧
亭
林
市
新
創
法
雲
禅
寺
記
」『
全
唐
文
』
七
九
二
巻
、「
有
二
大
長
者
、
朝
議
郞
前
試
左
金
吾
衞
長
史

上
柱
国
吾
仁
約
、
及
兄
瑛
、
弟
緖
、
幷
諸
子
姪
…
尋
請
堅
修
上
士
二
僧
、
詣
於
京
洛
、
請
其
院
名
…
…
至
十
四
年
冬
成
…
…
続
奉
祠

部
牒
、
改
院
名
為
寺
訖
」、
八
三
〇
六
～
八
三
〇
七
頁
。

 
 

崔
琪
「
心
鏡
大
師
碑
」、『
全
唐
文
』
八
〇
四
巻
、「
故
南
海
節
度
楊
公
典
姑
蘇
日
…
大
中
十
二
年
、
分
寧
宰
任
景
求
舍
宅
為
禅
院
、

迎
大
師
居
之
。
剡
寇
裘
甫
率
徒
二
千
、
執
兵
昼
入
。
大
師
冥
心
宴
坐
、
神
色
無
撓
、
盜
衆
皆
悸
懾
叩
禮
、
逡
巡
而
退
。
寇
平
、
郡
中

奏
請
改
禅
院
為
栖
心
寺
」、
八
四
五
一
頁
。

 
 

陳
守
中
「
大
漢
韶
州
雲
門
大
覚
禅
寺
大
慈
雲
匡
聖
宏
明
大
師
碑
銘
」、『
全
唐
文
』
八
九
二
巻
、「
癸
未
、
領
衆
開
雲
門
山
、
搆
創

梵
食
宮
…
…
院
主
師
僧
、
表
奏
造
院
畢
功
、
勅
賜
額
曰
光
泰
禅
院
…
…
以
十
月
十
六
日
乃
下
制
曰
、
…
…
可
贈
大
慈
雲
匡
聖
宏
明
大

師
、
証
真
禅
寺
宜
升
為
大
覚
禅
寺
」、
九
三
一
六
頁
。

 
 

『
大
宋
僧
史
略
』
一
巻
、「
凡
有
十
名
寺
…
今
義
如
六
種
…
二
名
院
（
今
禅
宗
住
持
多
用
此
名
也
）」、『
大
正
藏
』、
五
〇
巻
、
二
三

七
頁
上
。
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趙
彥
衛 

撰
、
傅
根
清 

點
校
『
雲
麓
漫
鈔
』
六
巻
、「
隋
曰
道
場
、
唐
曰
寺
、
本
朝
則
大
曰
寺
、
次
曰
院
」、
中
華
書
局
、
一
九
九

六
年
、
一
〇
九
頁
。

 
 

威
［
二
〇
一
〇
、
六
五
～
七
〇
］
を
参
照
。

 
 

張
舜
民
「
郴
行
録
」、『
全
宋
文
』
一
八
一
八
巻
、「
其
端
有
小
寺
、
可
數
楹
、
謂
之
石
橋
寺
」、
上
海
辞
書
出
版
社
、
安
徽
教
育
出

版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
四
二
頁
。

 
 

郭
受
「
妙
智
講
寺
記
」、『
全
宋
文
』
二
七
八
〇
巻
、「
院
始
革
為
妙
智
…
雖
一
院
粗
完
、
而
中
所
闕
者
惟
大
殿
耳
」、
三
八
一
頁
。

 
 

石
待
問
「
皇
宋
明
州
新
修
保
恩
院
記
」、『
全
宋
文
』
二
七
〇
巻
、「
先
佛
殿
而
後
僧
堂
、
昭
其
序
也
。
右
藏
教
而
左
方
丈
、
便
于

事
焉
」、
三
二
八
頁
。

参
考
文
献
一
覧

荒
木
見
悟
［
二
〇
〇
五
］「
明
末
に
お
け
る
永
明
延
寿
の
影
像
」、『
東
洋
古
典
学
研
究
』、
一
九
号
。

威
斯
坦
因
［
二
〇
一
〇
］『
唐
代
仏
教
』、
上
海
古
籍
出
版
社
。

王
建
光
［
二
〇
〇
八
］『
中
国
律
宗
通
史
』、
鳳
凰
出
版
社
。

王
仲
堯
［
二
〇
一
二
］「
隋
唐
寺
院
之
「
寺
―
院
」
二
級
体
制
略
考
」、『
南
宋
仏
教
制
度
文
化
研
究
』
上
冊
、
商
務
印
書
館
。

龔
国
強
［
二
〇
〇
六
］『
隋
唐
長
安
城
仏
寺
研
究
』、
文
物
出
版
社
。

黃
兆
歡
［
二
〇
一
四
］「
亭
林
宝
雲
寺
碑
刻
考
略
」、『
上
海
文
博
論
叢
』。

佐
藤
成
順
［
二
〇
一
九
］『
続
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』、
山
喜
房
佛
書
林
。

椎
名
宏
雄
［
一
九
六
九
］「
初
唐
禅
者
の
律
院
居
住
に
つ
い
て
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
一
七
号
。

高
雄
義
堅
［
一
九
七
五
］『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』、
百
華
苑
。

竺
沙
雅
章
［
二
〇
〇
〇
］『
宋
元
仏
教
文
化
史
研
究
』、
汲
古
書
院
。

　
　
　
　

 

［
二
〇
〇
二
］『
増
訂
版 

中
国
仏
教
社
会
史
研
究
』、
朋
友
書
店
。
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道
悟
［
二
〇
一
八
］「
盛
世
下
衰
退
」、『
中
国
仏
学
』
二
期
。

楊
維
中
［
二
〇
一
〇
］「
唐
代
的
賜
額
、
度
僧
制
度
考
論
」、『
中
国
仏
教
通
史
』
第
八
卷
、
江
蘇
人
民
出
版
社
。

柳
乾
康
［
二
〇
一
五
］『
永
明
延
寿
と
『
宗
鏡
録
』
の
研
究
』、
法
蔵
館
。

李
徳
華
［
二
〇
一
二
］「
唐
代
仏
教
寺
院
之
子
院
浅
析
」、『
中
国
建
築
史
論
匯
刊
』
第
六
輯
、
中
国
工
業
出
版
社
。

梁
思
成
［
二
〇
〇
五
］『
中
国
建
築
史
』、
百
花
文
芸
出
版
社
。

路
成
文
［
二
〇
〇
七
］「『
全
唐
文
』
誤
収
南
宋
人
所
作
「
长
芦
崇
福
禅
寺
僧
堂
上
梁
文
」
考
」『
文
献
』、
四
号
。
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荒
木
見
悟
博
士
の
仏
教
研
究
に
つ
い
て

野
口
善
敬

　

二
兎
を
追
う
者
は
一
兎
を
も
得
ず
。
莫
大
な
資
料
が
横
溢
す
る
明
代
や
清
代
の
思
想
研
究
に
お
い
て
、
儒
教
な
り
仏
教
な
り

何
れ
か
一
つ
を
専
門
の
テ
ー
マ
と
し
て
選
ん
で
研
究
す
る
の
に
も
、
か
な
り
の
時
間
と
労
力
を
必
要
と
す
る
し
、
成
就
す
る
こ

と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
特
に
漢
語
を
母
国
語
と
し
な
い
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
往
々
に
し
て
資
料
の
多
さ
そ
の
も
の
が
高
い

ハ
ー
ド
ル
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
日
本
に
お
け
る
仏
教
研
究
は
、
宗
門
大
学
と
呼
ば
れ
る
仏
教
各
派
に
所
属
す
る
大
学
や
研

究
機
関
が
主
流
で
あ
り
、
勢
い
そ
の
興
味
は
自
ら
が
所
属
す
る
宗
派
内
容
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ

っ
て
、
荒
木
博
士
の
研
究
は
儒
教
・
仏
教
に
ま
た
が
る
独
自
の
世
界
を
築
い
た
稀
有
な
存
在
で
あ
る
。

　

近
世
中
国
思
想
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
対
象
の
主
軸
と
な
る
も
の
は
儒
教
・
道
教
・
仏
教
の
三
つ
で
あ
る
が
、
日
本
に

限
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
は
、
そ
の
何
れ
か
の
枠
組
み
を
専
門
と
し
て
研
究
し
て
お
り
、
三
教
相
互
の
影
響
に
言
及
す
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
専
門
分
野
を
補
完
す
る
た
め
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
荒
木
博
士
の
研
究
は
朱
子
学
・
陽
明
学
と
い
う

儒
教
、
お
よ
び
華
厳
・
禅
と
い
う
仏
教
を
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
特
色
は
、
両
教
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
も
、
そ

の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
境
界
を
超
え
、
更
に
は
道
教
へ
の
目
配
り
も
行
い
つ
つ
、

中
国
近
世
思
想
の
基
底
に
あ
り
両
教
に
通
底
す
る
普
遍
的
な
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
儒
仏
両
教
を
包
み

込
む
哲
学
的
母
体
と
し
て
荒
木
博
士
が
提
示
さ
れ
た
の
は
、
名
著
『
仏
教
と
儒
教
―
中
国
思
想
を
形
成
す
る
も
の
―
』（
平
楽
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寺
書
店
・
昭
和
三
八
年
、
新
版
・
研
文
出
版
・
一
九
九
三
年
）
に
見
え
る
「
本
来
性
―
現
実
性
」
と
い
う
視
座
で
あ
り
、
以
後
に
出

さ
れ
た
幾
多
の
著
述
・
論
文
に
お
い
て
、
様
々
な
儒
仏
の
人
物
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
具
体
的
な
解
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
明
代
思
想
史
と
も
い
う
べ
き
博
士
の
『
仏
教
と
陽
明
学
』（
第
三
分
明
社
・
レ
グ
ル
ス
文
庫
116
・
一

九
七
九
年
）
な
ど
は
、
実
に
幅
広
い
資
料
を
駆
使
し
な
が
ら
、
儒
仏
に
お
け
る
代
表
的
な
思
想
家
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
、
思

想
的
な
変
遷
と
そ
の
複
雑
な
繋
が
り
に
配
慮
し
つ
つ
著
さ
れ
た
好
著
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
様
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
、
勢
い
宋
代
以
降
に
顕
著
と
な
っ
て
い
く
儒
仏
調
和
論
・
三
教
一
致
論
の
展
開
に
関
す
る
解

明
と
重
な
っ
て
い
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、『
明
代
思
想
史
研
究
』（
創
文
社
・
一
九
七
二
年
）
に
収
載
さ
れ
た
「
明
末
に
お

け
る
儒
仏
調
和
論
の
性
格
」（
原
論
文
・
一
九
六
六
年
）
と
い
う
論
文
の
存
在
は
そ
れ
を
端
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
北
宋

の
明
教
契
嵩
が
撰
し
た
護
法
書
で
あ
る
『
輔
教
編
』
の
訳
注
作
業
（
禅
の
語
録
・
14
、
筑
摩
書
房
・
一
九
八
一
年
）
も
そ
の
延
長
線

上
に
在
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
儒
仏
・
三
教
に
ま
た
が
る
と
い
う
性
質
上
、
著
名
な
仏
教
居
士
に
関
す
る
論
攷
も
数
多
く

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
陳
瓘
に
つ
い
て
」（『
中
国
思
想
史
の
諸
相
』
中
国
書
店
・
一
九
八
九
年
、
原
論
文
・
一
九
七
四
年
）、「
張

九
成
に
つ
い
て
」（
同
前
、
原
論
文
・
一
九
七
九
年
）、「
林
希
逸
の
立
場
」（
同
前
、
原
論
文
・
一
九
八
一
年
）、「
思
想
家
と
し
て
の

宋
濂
」（『
明
代
思
想
史
研
究
』
創
文
社
・
一
九
七
二
年
、
原
論
文
・
一
九
六
四
年
）、「
金
正
希
と
熊
魚
山
」（『
明
清
思
想
論
考
』
研
文
出

版
・
一
九
九
二
年
）、「
趙
大
洲
の
思
想
」（『
中
国
心
学
の
鼓
動
と
仏
教
』
中
国
書
店
・
一
九
九
五
年
、
原
論
文
・
一
九
九
二
年
）、「『
指

月
録
』
の
成
立
―
瞿
元
立
の
生
涯
と
そ
の
周
辺
」（『
中
国
思
想
史
の
諸
相
』
中
国
書
店
・
一
九
八
九
年
、
原
論
文
・
一
九
八
七
年
）、

「
彭
際
靖
を
め
ぐ
る
二
人
の
人
物
」（『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
研
文
出
版
・
一
九
八
四
年
）
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
方
面
の
研
究
の
一
つ
の
結
実
と
目
さ
れ
る
も
の
が
『
明
末
宗
教
思
想
研
究
―
管
東
溟
の
生
涯
と
そ
の
思
想
―
』（
創
文
社
・

一
九
七
九
年
）
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
た
め
、
荒
木
博
士
の
一
連
の
研
究
に
対
し
、
儒
教
研
究
に
し
ろ
仏
教
研
究
に
し
ろ
、
そ
の
思
想
の
枠
組
み
に
限
定
し
て

評
価
を
行
う
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
博
士
の
研
究
の
狙
い
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
博
士

の
研
究
を
従
来
の
教
学
史
的
な
視
座
か
ら
眺
め
る
こ
と
は
、
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
博
士
自
ら
「
わ
が
国
に
お
け
る
中
国
思

想
の
研
究
が
、
旧
態
依
然
た
る
教
学
的
ド
グ
マ
か
ら
脱
し
き
れ
ず
、
儒
仏
道
三
教
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
の
研
究
対
象
と
す
る
傾
向

が
根
強
く
残
存
し
、
そ
の
総
合
的
展
望
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
来
た
」（『
大
慧
書
』
は
し
が
き
・
二
頁
）
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
通

り
で
あ
る
。

　

だ
が
、
荒
木
博
士
の
仏
教
に
関
す
る
研
究
は
、
た
と
え
そ
の
直
接
の
目
的
が
時
代
を
支
え
た
思
想
の
構
造
と
変
遷
の
抉
剔
に

あ
り
、
中
国
近
世
儒
教
や
仏
教
そ
の
も
の
の
教
学
史
的
な
解
明
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
結
果
的
に
宋
代
か
ら
清
代
、
特
に
明

末
期
に
お
け
る
禅
門
を
中
心
と
す
る
仏
教
研
究
に
新
た
な
一
面
を
開
拓
し
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
博
士
は
、
新

た
な
視
点
か
ら
の
研
究
に
よ
り
、
近
世
仏
教
が
思
想
史
的
に
果
た
し
た
役
割
と
価
値
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

博
士
の
仏
教
研
究
の
起
点
は
、『
仏
教
と
儒
教
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
華
厳
の
圭
峰
宗
密
と
禅
の
大
慧
宗
杲
で
あ
り
、
大
慧

に
つ
い
て
は
明
清
代
の
思
想
界
へ
の
絶
大
な
影
響
力
も
あ
り
、『
大
慧
書
』
の
訳
注
（
禅
の
語
録
・
17
、
筑
摩
書
房
・
一
九
六
九

年
）
を
刊
行
さ
れ
、
別
に
「
陽
明
学
と
大
慧
禅
」（『
陽
明
学
の
位
相
』
研
文
出
版
・
一
九
九
二
年
）
と
い
う
一
文
も
存
在
す
る
が
、

『
仏
教
と
儒
教
』
で
二
人
の
思
想
構
造
と
思
想
史
的
な
位
置
付
け
を
解
明
し
、
そ
の
上
に
以
後
の
研
究
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
中
で
も
明
末
仏
教
に
関
す
る
研
究
が
最
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。

　

明
末
の
仏
教
に
つ
い
て
博
士
は
、「
万
暦
年
間
に
お
け
る
仏
教
復
興
運
動
は
、
お
そ
ら
く
中
国
仏
教
史
上
、
最
後
の
光
芒
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」（『
大
慧
書
』
解
説
・
二
六
七
頁
）
と
述
べ
、
唐
宋
の
純
禅
に
対
比
し
て
「
夕
映
禅
」（
日
本
の
禅
語
録
・
３

「
大
応
―
純
禅
の
風
光
と
そ
の
返
照
」、
講
談
社
・
一
九
七
八
年
・
七
四
頁
）
と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
の
研
究
対
象
の
中
心
と
な
っ
た
僧
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侶
は
、
い
わ
ゆ
る
万
暦
三
高
僧
と
称
さ
れ
た
紫
柏
真
可
、
憨
山
徳
清
、
雲
棲
袾
宏
の
三
人
で
あ
り
、『
仏
教
と
陽
明
学
』
第
十

章
「
新
仏
教
を
に
な
う
群
像
（
上
）」、
第
十
一
章
「　

〃　
（
下
）」
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
紫
柏
と
憨
山
の
二
人
に
つ
い

て
は
、
専
著
は
無
い
も
の
の
、「
社
会
禅
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
憨
山
の
禅
の
特
色
に
つ
い
て
は
「
大
応
―
純
禅
の
風
光
と
そ

の
返
照
」
の
中
で
も
特
筆
さ
れ
、
憨
山
に
つ
い
て
は
専
論
と
し
て
「
憨
山
徳
清
の
生
涯
と
そ
の
思
想
」（『
陽
明
学
の
開
展
と
仏

教
』
研
文
出
版
・
一
九
八
四
年
、
原
論
文
・
一
九
八
〇
年
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
三
人
の
中
で
唯
一
専
著
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
雲
棲
袾
宏
で
あ
り
、
博
士
は
『
雲
棲
袾
宏
の
研
究
』（
大
蔵
出
版
・
一
九
八
五
年
）
を
著
し
、
戒
律
を
重
視
し
独
自
の

禅
浄
論
を
唱
え
た
彼
の
思
想
を
、
儒
教
と
の
関
わ
り
や
清
朝
へ
の
大
き
な
影
響
力
も
踏
ま
え
て
、
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
袾

宏
の
主
著
の
一
つ
で
あ
る
『
竹
窓
随
筆
』
の
訳
注
（
明
徳
出
版
社
・
中
国
古
典
新
書
・
一
九
六
九
年
）
も
手
が
け
て
お
ら
れ
る
。

　

そ
の
他
、
論
攷
と
し
て
は
曹
洞
宗
の
湛
然
円
澄
を
扱
っ
た
「
明
末
の
禅
僧
湛
然
円
澄
に
つ
い
て
」（『
明
代
思
想
史
研
究
』
創
文

社
・
一
九
七
二
年
、
原
論
文
・
一
九
六
二
年
）、
臨
済
宗
の
木
陳
道
忞
を
取
り
上
げ
た
「
禅
と
名
教
―
木
陳
道
忞
の
変
節
―
」（
広
島

大
学
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
一
集
・
一
九
九
六
年
）、
天
台
宗
の
蕅
益
智
旭
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
智
旭
の
思
想
と
陽
明
学
―
あ
る

仏
教
心
学
者
の
歩
ん
だ
道
―
」（
同
前
、
原
論
文
・
一
九
六
七
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
万
暦
の
三
高
僧
以
外
で
特
に
博
士
が
そ
の
独

自
の
思
想
に
注
目
し
顕
彰
し
た
人
物
は
曹
洞
宗
の
覚
浪
道
盛
で
あ
っ
た
。
覚
浪
は
、
中
国
に
お
け
る
唯
物
論
哲
学
者
の
先
蹤
と

し
て
著
名
な
方
以
智
の
仏
教
の
師
と
し
て
知
ら
れ
た
僧
侶
で
、
出
家
し
て
愚
者
大
智
と
名
乗
る
こ
と
に
な
る
方
以
智
の
思
想
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
覚
浪
に
は
「
尊
火
為
宗
論
」
を
始
め
と
す
る
「
原
道
七
論
」（『
天
界
覚
浪
盛
禅
師
全
録
』

巻
一
九
、
二
〇
）
な
ど
、
儒
仏
道
三
教
に
ま
た
が
る
独
特
な
著
述
が
あ
る
が
、
実
に
難
解
な
文
章
・
内
容
で
あ
り
、
思
想
的
に

も
従
来
の
禅
僧
の
枠
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
博
士
は
「
覚
浪
道
盛
研
究
序
説
」（『
集
刊
東
洋
学
』
第
三
五
号
・
一
九

七
六
年
）
で
彼
の
禅
を
「
怨
の
禅
法
」
と
し
て
取
り
上
げ
、
後
に
『
憂
国
烈
火
禅
―
禅
僧
覚
浪
道
盛
の
た
た
か
い
―
』（
研
文
出
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版
・
二
〇
〇
〇
年
）
と
し
て
纏
め
上
げ
、
そ
の
思
想
の
全
体
像
を
描
い
て
お
ら
れ
る
。
博
士
の
仏
教
研
究
の
代
表
作
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
博
士
は
、
明
代
に
流
行
し
人
気
を
博
し
た
宋
代
以
前
の
仏
教
者
や
仏
教
経
典
に
着
目
し
た
研
究
に
も
意
を
割
い
て
お
ら

れ
る
。『
華
厳
合
論
』
の
著
者
で
あ
る
李
通
玄
を
扱
っ
た
「
明
代
に
お
け
る
李
通
玄
」（『
中
国
心
学
の
鼓
動
と
仏
教
』
中
国
書
店
・

一
九
九
五
年
、
原
論
文
・
一
九
九
三
年
）
や
『
宗
鏡
録
』『
万
善
同
帰
集
』
で
知
ら
れ
る
永
明
延
寿
に
関
す
る
「
明
末
に
お
け
る
永

明
延
寿
の
影
像
」（
広
島
大
学
『
東
洋
古
典
学
研
究
』
第
一
九
集
・
二
〇
〇
五
年
）
が
そ
れ
で
あ
り
、『
楞
厳
経
』
に
つ
い
て
は
「
明

代
に
お
け
る
楞
厳
経
の
流
行
」（『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
研
文
出
版
・
一
九
八
四
年
）
と
い
う
論
文
お
よ
び
経
典
そ
の
も
の
の
訳

注
書
（
筑
摩
書
房
・
仏
教
経
典
選
14
・
中
国
撰
述
経
典
二
・
楞
厳
経
・
一
九
八
六
年
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

博
士
の
学
術
的
な
仏
教
研
究
の
特
質
は
以
上
の
様
な
も
の
で
あ
り
、
従
来
、「
禅
道
変
衰
の
代
」（
忽
滑
谷
快
天
『
禅
学
思
想

史
』
下
巻
）
と
さ
れ
、
見
る
べ
き
も
の
の
な
い
時
代
だ
と
さ
れ
て
い
た
中
国
近
世
仏
教
に
対
し
、
斬
新
な
研
究
視
座
か
ら
新
た

な
評
価
を
行
な
い
、
そ
の
存
在
意
義
を
明
確
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

明
末
に
お
け
る
仏
教
の
活
況
に
つ
い
て
博
士
は
「（
紫
柏
）
達
観
や
（
覚
浪
）
道
盛
の
よ
う
な
社
会
禅
の
発
生
は
、
中
国
思
想

史
の
全
動
向
か
ら
い
え
ば
、
必
然
的
帰
結
で
あ
っ
た
」（『
仏
教
と
陽
明
学
』
一
八
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
更
に
次
の
様
に
言
わ
れ

て
い
る
。「
仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
て
以
後
、
こ
れ
だ
け
激
し
く
情
念
に
燃
え
た
人
格
の
形
成
に
参
与
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
儒
仏
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
的
路
線
か
ら
は
、
と
う
て
い
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
新
し
い
人
間
像
の
出
現
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
思
え
ば
明
末
に
お
け
る
儒
仏
融
合
思
潮
は
、
人
間
解
放
の
意
味
を
持
つ
と
と
も
に
、
あ
り
き
た
り
の
悟
り
の

型
に
は
は
ま
り
き
れ
ぬ
混
沌
の
中
に
人
間
を
ひ
き
ず
り
こ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
華
や
か
な
群
像
の
か
げ
に
は
、
計

り
知
れ
ぬ
悲
憤
・
苦
悶
・
混
迷
・
絶
望
が
渦
巻
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
共
感
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
明
代
思
想
の
本
質

が
理
解
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（「
陽
明
学
と
明
代
の
仏
教
」、『
陽
明
学
大
系
』
第
一
巻
・
一
九
七
一
年
）。
こ
れ
を
以
て
明
末
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仏
教
研
究
に
対
す
る
博
士
の
思
い
の
丈
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

最
後
に
一
つ
だ
け
附
言
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
博
士
は
禅
や
仏
教
を
今
日
に
お
い
て
も
思
想
的
に
活
き
た
価
値
あ
る
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
事
実
は
、「
純
禅
」
を
誇
る
現
在
の
日
本
禅
門
へ
の
提
言
と
い
う
形
を
取
っ
て
時
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。
博
士
は
言
わ
れ
て
い
る
、「
時
代
の
後
塵
を
拝
す
る
に
止
ら
な
い
禅
者
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
百
尺
竿

頭
、
一
歩
を
進
め
る
冒
険
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
時
代
は
今
や
徹
底
的
に
け
た
は
ず
れ

0

0

0

の
『
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に
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じ
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る
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〈講演録〉

仏教は「いのち」の問題にどう向き合うべきか

木村　文輝

―それでは、ただいまより愛知学院大学文学部日本文化学科教授でござい
ます木村文輝先生に「仏教は『いのち』の問題にどう向き合うべきか」と
いうテーマについて、90分間ご講義をいただきます。
　本講義は昨年の続きでして、昨年この現代的な問題について考えるに当
たって、主に「尊厳」というものの価値について細かくご説明をいただき
ました。そして、その上で「仏教的な尊厳」というものをきっちりと打ち
立てるべきであると、そういったことを中心にお話をいただきました。い
わば現代的な問題を考える基本的な、基礎的な部分について昨年はお話い
ただいたと思います。本年度はその次の段階ですね、具体的なケースにつ
いて、恐らくご説明されることになろうかと思います。先生、お忙しい中
お越しいただきまして、本当にうれしく思っております。どうぞよろしく
お願いいたします。

1 . 議論の前提（昨年の話から）

　ただいまご紹介いただきました木村でございます。昨年に引き続きとい
うことで、 ２年連続でお話をさせていただくことを誠に光栄に存じており
ます。本年もよろしくお願いいたします。
　今、ご紹介かたがた、昨年の内容を少し振り返っていただきました。昨
年は、「仏教は現代的課題にどう対峙するべきか」をテーマとしながら、
そこで扱われるべき「現代的課題」には、第一に生命に関わる問題、第二
に葬祭に関わる問題、第三に環境や原子力に関わる問題などが存在するこ
とを指摘いたしました。もちろん、これに加えて、戦争と平和の問題も重
要な論点ではあります。けれども、この戦争と平和の問題は、生命に関わ
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る問題を敷衍したものとして扱うことができるようにも思います。そこで、
あえてそれを単独の問題としては挙げずに、これらの三つの課題に限定し
てみました。
　その上で、こうした現代的課題、とりわけ生命に関わる問題を仏教の立
場から語る際の基本的な立場を九つ指摘しました。簡単に確認しておきま
すと、「 1．科学的、医学的な知識の紹介や説明で止まらないこと」。これ
は科学者や医学者に任せるべき事柄です。「 ２．是非論に固執しないこと」。
つまり、白か黒かというような、二者択一の議論に終始すべきではないと
いうことです。「 3．偏狭な教義、教学に固執しないこと、教条主義に陥
らないこと」。私たちの宗派の教えにもとづけばとか、宗祖の教えにもと
づけばというように、排他的な立場にもとづくべきではないし、また、数
百年前の科学技術を前提とする理論にもとづいて、現代的な問題を語れる
わけがないということです。「 4．抽象的な言葉でごまかさないこと」。仏
教者はしばしば「仏」とか「悟り」という言葉を使います。しかし、お釈
迦さまも仏ですし、遺体も仏です。「仏」という言葉には非常に多くの意
味が含まれています。また、「悟り」という言葉も、お釈迦さまの頃の
「悟り」と、現代の我々が考えている「悟り」とではまったく違ったもの
になっています。そうだとすると、こうした言葉を用いる際には、あらか
じめその意味を明確にしておかなければなりません。さらには、「仏」と
か「悟り」という抽象的な言葉は、できる限り議論の中では用いないとい
うほどの覚悟が必要ではないかと思います。「 5．建前論、きれいごとで
ごまかさないこと」。これは自戒も込めて申しますけれども、仏教の説教
ではしばしばこれが出てしまいます。思わず、自分のことを差し置いて、
建前論だけを語ってしまう。例えば、「欲望をなくしましょう」と語った
ところで、所詮、それを語っている本人自体が欲望の塊です。やはり、そ
の点を無視することはできないでしょう。「 6．合理主義的思考にとらわ
れないこと」。この世のことは、すべてが合理主義ではかたづきません。
人間は、まずは心、すなわち感情の生き物であることを忘れてはなりませ
ん。「 7．教義仏教のみに固執し、生活仏教の側面を無視しないこと」。仏
教は教義だけでなりたっているわけではありません。人々の生活の中にあ
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ってこその仏教です。そうだとすれば、たとえ教義的にはおかしい内容で
あったとしても、人々が日常的に「仏教的なもの」だと感じていることを
重視しなければ、人々の生活に根づいた現実の問題を語ることはできませ
ん。「 8．仏教についての硬直化した考え方に固執しないこと」。つまり、
「これが正しい仏教であり、それ以外は仏教ではない」というような硬直
化した考え方を捨てなければならない。「あなたの立場は仏教のそれでは
ない」ということを言う人がいます。しかし、「私の考え方以外は、すべ
て仏教の考え方ではない」と断言してしまったら、それは宗教戦争を引き
起こすような事態です。もちろん、誰が考えてもおかしいような、例えば、
やりたい放題に人を殺してもよいという立場は、やはりおかしなものでし
ょう。しかし、そのような極端な例を排除すれば、「仏教はかくあるべ
し」という教条主義的な立場に従うべきではないと思います。そして、「 9．
宗教界、もしくは仏教界の論理と世俗の論理とを完全に切り離さないこ
と」。すなわち、生命の問題も、葬祭の問題も、環境の問題も、いずれも
一般の人たちが直面している問題にほかなりません。そうした問題を今、
我々が仏教の立場から考えると言って、出家者だけの立場で議論をしたと
ころで、一般の人々には何の関係もなくなってしまいます。つまり、世俗
との結びつきを、常に念頭に置く必要があるということです。
　こうした基本的な立場にもとづきながら、先に挙げた三つの問題を検討
することになるのですが、その際に、これらの問題を個別に検討したとこ
ろで、議論はばらばらになってしまいます。そこで、これらの問題を総合
的に考えることが必要ではないか。また、そのためには基軸といいますか、
中心軸のようなものを準備しなければならないのではないかと考えるよう
になりました。
　言うまでもなく、キリスト教では、まず神が議論の大前提として存在し
ます。そして神と人間、神と自然というように、何を語るにしても神を前
提としながら、その神との関わりの中で議論をしていくことが基本になっ
ています。
　それに対して、仏教の立場からこうした問題を考える際に、生命の問題
はこの観点から、葬祭の問題はこの観点から、原子力はまた別の観点から
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というのでは、結局、仏教はその場しのぎの議論しかできないのではない
かということになってしまいます。そうならないためにも、一つの大きな
バックボーンというか、基軸のようなものを作って、それにもとづいて議
論を進めるという立場を構築すべきではないかと考えたのです。そして、
その基軸に何を据えたらよいかと考えると、やはり、「尊厳」という概念
が一番使いやすいと申しますか、あらゆる問題に応用できるものになるの
ではないか。そのような一般的と申しますか、全体像に関わるようなお話
を昨年はしたわけでございます。
　では、仏教の立場からみた「尊厳」とはどのようなものでしょうか。こ
の問題を考えるために、まずは「仏教」とは何かということを確認してみ
ました。もちろん、いろいろな観点からの答えがあるとは思いますが、第
一は苦しみをなくすこと、あるいは、それを軽減させること。そのために
は、苦しみを生み出す原因である欲望を取り除かなければなりません。そ
こで、第二は欲望を取り除くこと。ただし、すべての欲望をなくしてしま
うことは不可能ですから、無制限の欲望の否定と言い直した方がよいかも
しれません。それから、仏教は諸行無常を説いています。様々な条件によ
って、あらゆる結果がどんどん変化していく。ですから、第三に絶対とい
うことはあり得ないということ。何があっても、絶対に変化しないという
ような、「絶対」という概念から離れなければなりません。そして、第四
はお釈迦さまの基本的な立場である対機説法。相手の立場にのっとって議
論をするという姿勢です。その上で、第五が「尊厳」の尊重なのですが、
問題は、この「尊厳」をどのように定義するべきかということです。この
点も簡単に振り返っておきたいと思います。
　仏教の立場からみた人間の尊厳を考えるために、その拠り所として注目
したいのが縁起の思想です。ただし、この縁起の思想には様々な意味が含
まれています。その中から、ここでは二つの意味だけに注目しておきます。
一つは、あらゆるものは様々な原因や条件によって、そのあり方を常に規
定されているという、お釈迦さまが説かれた「縁起」です。それに対して、
もう一つは、あらゆるものは相互に支え合いながら存在し、他者の影響に
よって変化を繰り返すということです。この解釈は、教学的には多少の問
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題を含んでおります。しかしながら、通俗的な、いわゆる生活仏教の立場
において、一般の人々が考えている「縁起」の理解は、むしろこの二つ目
の考え方ではないかと思います。つまり、あらゆるものは、お互いに支え
合っているという考え方こそが、一般の人々にとって親しみのある「縁
起」の解釈なのではないかと思います。ですから、教義的には多少の問題
を含むこの解釈も、世俗的な立場にもそくした議論を行うためには捨てる
べきではないと、私は考えております。
　その上で、この縁起の考え方にもとづいて、人間の尊厳をどう考えるべ
きか。これについては、四つの視点を示しておきたいと思います。第一は、
「人身受け難し」ということ。すなわち、諸条件が集まることによって、
たまたま人間として生まれてきたことのありがたさ。これを、「とうとく
おごそかで、おかしがたいこと」と言ってもいいのではないでしょうか。
第二は、過去、現在、未来のあらゆるものを結ぶネットワークが存在し、
その真ん中に私がいるということ。つまり、私はこのネットワーク、いわ
ゆる「世間」の中心であるということ。私が今、ここにいるのは、過去の
あらゆるネットワークが生み出した一つの結果であり、今、ここにおける
私の行い、私の呼吸、私の一挙手一投足が、未来の様々なものに影響を及
ぼす原因である。この意味において、まさに「一即一切、一切即一」の中
心に、私が今、いるということの尊さ。そして、そのことは同時に第三の、
私はこのネットワーク、すなわち「世間」の中の主人公として主体的に生
きることの尊さにつながります。しかも、それは私だけのものではありま
せん。同じことは、私を取り巻いているすべてのものにあてはまります。
私が主体的に生きるためには、周囲の様々なものたちに協力してもらわな
ければなりません。そのためにも、私は周囲の様々なものたちが主体的に
生きることに協力しなければならないのです。だからこそ、第四には、
「わが身に引きくらべて」、他者を主人公として認めることが不可欠になり
ます。誰もが主体性を発揮して、誰もが主人公として活躍するためには、
誰もがお互いを支えていくことが必要になります。そのことの尊さを第四
に挙げておきたいと思います。
　さて、仏教の立場からみたこのような人間の尊厳を、キリスト教、具体
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的にはカトリックの立場からみた尊厳の解釈と対比させてみましょう。第
一に、カトリックの説く尊厳は神を拠り所とするのに対して、仏教のそれ
はあらゆるもののネットワーク、すなわち世間を拠り所にしています。第
二に、カトリックでは、神から与えられた精神、すなわち人格に注目する
のに対して、仏教では、心と身体を区別することなく、「私」という総体
的な存在に注目します。第三に、カトリックでは個々人の精神を拠り所と
して尊厳を考えるために、身体の中に精神が存在している間、すなわち生
きている間に限って尊厳を認めることになります。それに対して、仏教で
は世間を拠り所としていますから、たとえ死者であろうとも、世間の中の
主人公として存在し続けることは可能です。また、生まれる前の、お腹の
中の赤ちゃんでさえも、世間の中の主人公として存在することができます。
そして第四には、神と個々の人間との一対一のつながりを重視するカトリ
ックに対して、仏教では、「世間」という名前のネットワークにもとづい
て尊厳を考えるため、そこでは他者とのつながりが重要な意味を持つこと
になります。このように、尊厳の拠り所として、カトリックでは神が存在
するのに対して、仏教ではネットワーク、すなわち「世間」が存在すると
いうことに、両者の大きな違いがあるのではないかと私は考えております。
　このことから、最後に、尊重されるべき「私」とは誰かという、いわば
「私」という概念の範疇について述べておきたいと思います。よく「自己
決定権」という言葉が用いられますが、その場合の「自己」という言葉を、
一人の人間としての「私」だけに限定するべきではないと私は考えていま
す。先ほどから述べているように、「私」はあくまで世間のネットワーク
に支えられることで存在しています。そうだとすると、この場合の「自
己」には、私を取り巻いている「世間」、言い換えれば、私と直接的な関
係があり、利害関係、もしくは感情的な交流のある他者をも含めるべきで
はないかと考えています。現代的課題を考えるための拠り所として「尊
厳」の概念を利用しようとする場合、「自己」とか「私」という概念を、
こうした広い意味で用いることが必要ではないかと、私は考えています。
ここまでが、昨年のお話の要点です。
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2 . それぞれの問題に関わる弁明

　それでは、これまで述べてきたような「尊厳」の考え方や「私」という
概念にもとづいて、最初に述べた三つの問題に対する仏教的な立場からの
対応を考えてみたいと思います。けれども、その前に、仏教の立場から、
それぞれの問題に関わる若干の弁明を行っておきたいと思います。と申し
ますのは、生命に関わる問題であれ、あるいは葬祭に関わる問題であれ、
仏教的立場からの意見に対しては、世間からしばしば、「それはおかしい
のではないか」とか、「所詮、仏教の言っていることは役に立たないので
はないか」という批判が向けられることがあるからです。そのため、そう
した批判に対する弁明を行うことが、まずは必要だと思われるのです。
　例えば、生命に関わる問題の中でも、特に脳死と臓器移植の問題をめぐ
る議論が終わった後に噴出したのが、「結局のところ、仏教界はそれに対
して賛成とも反対とも、その意見をまとめきれなかったではないか」とい
う、批判とも落胆ともとれるような反応でした。つまり、社会はその問題
に対して、仏教界がゴーサインを出すのか、それともストップをかけるの
かという二者択一的な答えを期待していました。脳死と臓器移植の問題は、
人間の生き死にに関わるものであるために、宗教界、とりわけ仏教界の意
見が社会全体から求められていたのです。ところが、仏教界ではこの問題
を前にして、白という意見と黒という意見の両方があって、収拾がつかな
くなってしまいました。結局、「仏教界は役に立たないではないか」とい
うことになり、あれ以来、世間が熱意と期待をもって、仏教界の意見を参
照しようとすることは、ほとんどなくなっているように思います。白黒を
付けることのできない仏教界は、役に立たない存在だというように、世間
からは思われてしまったのかもしれません。
　しかしながら、あの時の議論を通して、仏教の立場から生命の問題を考
えるためには、様々な視点があり得ることが明らかになりました。それは、
決して一筋縄では語れないものだということが、極めて明確になったので
す。私たちは人間の生命というものを、白一色に、あるいは黒一色に語る
ことはできない。むしろ、生命には多様な側面があるのだから、その多様
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な側面のすべてを見なければいけないのだということが、既に２0年以上も
昔のことではありますけれども、あの時の議論によって、改めて明らかに
されたのではないかと思います。
　それと同時に、世間全体が白の方向に傾く時に、「ちょっと待て。黒の
側面もある」と主張することや、反対に、世間が黒の方向に傾きかけてい
る時に、「いやいや、それとは違う白の側面もある」と主張することで、
世間の風潮に異論を唱えることの重要性にも気づくことになりました。白
黒をはっきりさせることのできない問題に直面した時に、むしろ、その問
題では白黒をはっきりさせることはできないということを指摘することに
こそ、仏教界がこれから担うべき役割があるのではないかと思います。
　さらに、そのこととも関連しておりますが、生命の問題は、常に欲望の
問題と不可分に結び付いています。お釈迦さまの教え、もしくは、仏教の
教えというのは、欲望をコントロールすること、より端的には欲望をなく
すことを勧めています。しかし、そのことを授業で説明すると、後で学生
から必ず質問を受けることになります。「生きたいというのも欲望です。
そうだとすると、仏教は生きることを否定する教えですか」と言われてし
まいます。つまり、どこまでいっても、欲望をゼロにすることは不可能で
す。この欲望の問題と、仏教はどのように折り合いをつければよいのでし
ょうか。
　さらに言えば、たとえ欲望から離れたとしても、私たちが生きていくた
めには、必ず何かを食べなければなりません。しかし、食べるということ
は、他の生き物の生命を奪うことを意味します。そうだとすれば、不殺生
の教えとどう折り合いをつけるべきでしょうか。このように、人間の生存
が避けることのできない、あえて言えば罪の部分、すなわち負の部分を、
仏教はどのように乗り越えていけばよいのかという問題が、仏教界に突き
つけられたままで残されています。この問題を乗り越えなければ、仏教界
は生命の問題に対して、何を言っても聞いてもらえないのではないかとい
う気がいたします。
　次に、葬祭に関わる問題に対する弁明です。よく指摘されることですが、
そもそも、僧侶が葬祭に関わるのはおかしいのではないかという質問があ
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ります。これは、お釈迦さまが亡くなる時に、「出家者たちは、私の葬儀
に関わるな」と語られたにもかかわらず、なぜ僧侶が葬祭に関わっている
のかという問題です。この問題に対しては、山口県立大学の鈴木隆泰先生
も指摘されていますが、私もまったく同じことを考えています。すなわち、
お釈迦さまが言い遺したのは、あくまで遺体の処理に関わることであり、
それを実際に行うのは、在家の方々に任せておけということだったのです。
しかも、お釈迦さまの最期の様子を伝える『マハー・パリニッバーナ・ス
ッタンタ（大般涅槃経）』の中で、お釈迦さまは自らの葬儀に関する指示を
アーナンダ（阿難）に遺しています。つまり、アーナンダに対して、「私
が亡くなったら、葬儀はこういうふうに行うように」という指示を出して
いるのです。ですから、アーナンダを抜きにして、お釈迦さまの葬儀を行
うことはできなかったはずなのです。つまり、この段階において、既に出
家者、すなわち僧侶は葬儀に関わっていることになります。
　あるいは、神話的な話ではありますけれども、お釈迦さまの荼毘の際に、
いくら遺体に火を点けようとしても、いっこうに火が点きませんでした。
ところが、マハーカッサパ（摩訶迦葉）がその場に到着して礼拝した瞬間
に、荼毘の火は自然に燃え上がったといいます。しかし、「自然に燃え上
がる」ということは、実際にはあり得ないでしょう。現実的に考えるなら
ば、マハーカッサパが荼毘の火を点けたと解釈した方が妥当です。そうだ
とすれば、日本の仏教式の葬儀では模擬的な形になっていますが、僧侶が
火を点けるという作法は、お釈迦さまの葬儀以来の伝統だということにな
ります。
　さらに考えれば、葬儀には、遺された者たちの悲しみを癒すという心理
的な側面もあります。例えば、子どもが死んでしまったといって泣き叫ん
でいた女性、キサーゴータミーの話です。「この子を生き返らせてくださ
い」と言う彼女に対して、お釈迦さまは「わかった。やってあげよう。し
かし、そのためには材料が必要だ。白い芥子の実を持ってきなさい。ただ
し、誰も死者を出したことのない家からそれをもらってきなさい」と語り
ます。結果的に、このキサーゴータミーは各家を回っていく中で、自分の
願いが非現実的なものであり、また、死者を出したことのない家は存在し
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ないということを悟ったことで冷静さを取り戻し、お釈迦さまの弟子にな
りました。このように、遺された者の悲嘆を軽減するという役割を、お釈
迦さま自身が果たしています。そうだとすれば、僧侶が葬祭に関わるべき
ではないというその反論自体がおかしなものになると、私は考えています。
　そして、もう一点。仏教は霊魂の存在を否定しているのに、その霊魂を
対象とする葬祭を行うことはおかしいのではないかという批判があります。
確かに、仏教では諸法無我を説いていますし、アートマンの存在を否定し
ています。しかしながら、ここで否定されているのはウパニシャッドに説
かれているようなアートマン、すなわち、永遠に変化することのない、
「アートマン」という自己の本質の存在であり、時々刻々変化していく私
たちの心、魂の存在が否定されているわけではありません。このように、
永遠に変化しない「アートマン」の存在は否定されたけれども、私たちの
魂そのものは否定されていない以上、この批判は適切なものだとは言えま
せん。
　また、その批判を認めたとしても、仏教は勝義諦と世俗諦、すなわち、
真理の立場と一般の立場という二つの立場から物事を論ずるという姿勢を
持っています。ですから、勝義の立場で霊魂を認めていないとしても、世
俗の立場、つまり、一般の人たちの苦しみを取り除くという立場に立つな
らば、そのような批判、すなわち、霊魂の存在を認めるか否かという批判
は、どうでもいいことになります。このように、葬祭の問題に関してしば
しば指摘されている批判の大半は、必ずしも正当なものとは言えないと私
は考えています。
　最後に、環境に関する問題についてです。実のところ、この問題に対し
て、仏教の立場から実効的な成果が得られるような議論ができるのかと言
えば、正直なところ、私は懐疑的です。おそらく、それほど大きな成果は
得られないと思います。しかし、ここで仏教に求められているのは、具体
的な実践に関わる議論ではなくて、むしろ、その問題の根底にある理論的
な根拠、言い方を変えれば、自分たちの子孫が生きていくための、あるい
は人間以外の生き物たちが生きていくための条件を、我々が壊してもいい
のか、それとも、それを守る必要があるのかという問題です。この問題に
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対して、仏教はどのような視点を世間に対して提示することができるのか。
この点は、当然考えていいはずですし、また、考えなければならないと思
います。ただし、私たちの子孫、あるいは人間以外のあらゆる生き物が生
きていくための条件を整えるということは、未来の者たちの「尊厳」の問
題にほかなりません。ですから、私が死んだ後の、まだ見ぬ子孫たちの生
命の継承に対して、今の私たちは何をなすべきなのか、あるいは、何もす
る必要がないのかという問題も、やはり、生命に関わる問題につながるも
のではないかと私は考えています。

3 . 臓器移植をめぐる問題

（ 1）臓器移植問題を通して明らかになった事柄
　生命に関する問題の中からまず始めに取り上げようと思うのが、臓器移
植の問題です。ただし、これは見方によっては完全に時代遅れの話です。
この問題が社会全体で議論されていたのが、今から30年くらい前までのこ
と。私が拙著『生死の仏教学』を上梓してからも既に10年ほど経ちました
が、あの当時でさえも、この問題は一般には「終わった」話であると私自
身が「あとがき」で述べています。と言うことは、今さらながら臓器移植
でもないだろうというのが、多くの方々の感想かもしれません。
　しかしながら、私としては、この臓器移植の問題は、もう「終わった」
話だからと言って切り捨ててしまうには、あまりにももったいないテーマ
ではないかと考えています。なぜか。その理由は、この問題を考えること
によって、私たちは生命の問題を考えるための幾つかの重要な視点に、改
めて気づかされることになったと考えているからです。
　まず第一は、生命の問題を考える際には、是非二元論から離れる必要が
あるということです。仏教的な立場から臓器移植の問題が語られた際に、
しばしば指摘されたのが、まずは是非の二元論から離れましょうというこ
とでした。臓器移植を認めたら、臓器の提供を求められる人は、甚大な苦
しみを背負うことになります。反対に、臓器移植を認めないとすれば、臓
器の移植をしなければ死んでしまうという状態の人に、苦しみを与えるこ
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とになります。どちらの側に立っても、誰かに苦しみを与えることになる。
だから、是非の二元論には固執しない方がいいという見解を、仏教系の多
くのグループが表明しました。
　ただし、そのような見解を、積極的な意見として打ち出すことを、ほと
んどのグループはやりませんでした。むしろ、「やむを得ないから」、白黒
をはっきりさせることはやめようというのが、一般的な態度でした。それ
に対して、昨年も申し上げましたとおり、臨済・黄檗両宗の脳死問題研究
会が出された「研究討議を通しての一つの見解」という答申（199２）は、
他のものとは一線を画するものであったと思います。これは、仏教各派の
中で一番最初に出されたものであると同時に、最も格調の高いものであり、
今でもこれを超えるものは出されていないと私は思っています。埋もれさ
せるには、あまりにももったいない名文だと感じています。
　「一方において「脳死を人の死と認める」ことを可とし、他方において
「脳死を人の死と認めない」ことを可とする基準は、「人としての思いの成
就」」、つまり、その人の主体性「という事にある。かかる事を基準とする
立場は、一見、主体性」、つまり、判断を求められている私たちの側の主
体性「の欠落した」、つまり、他人任せのような「無責任きわまりない立
場にも思えるであろう」。少し、中略します。「黒は黒において是とし、白
は白において是とするは無為無策のようであり、黒白ともに等しく耳を傾
けるは愚者の如きである。しかし、共に等しく是とし得る場を自覚して開
き放っておくことは至難の行である。余人にあらず僧侶の僧侶たる主体性
はここにある」という文章です。この答申では、脳死を人の死と認めるこ
との是非が論じられていますが、それを臓器移植の議論に当てはめても何
ら問題はないはずです。
　では、なぜこう言い切れるのでしょうか。是非二元論から離れるべき理
論的根拠として、私は三つの事柄を考えています。第一に、仏教は、神の
言葉やその命令に従うものではありません。むしろ、「自灯明、法灯明」
の立場、つまり、自らを拠り所とし、真理を拠り所とせよという立場。言
い換えれば、真理にもとづいて、自ら判断しなさいというのが、仏教の基
本的な立場だと思います。つまり、各人の主体性に任せることが求められ
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ているのです。第二は、「空」と「縁起」の理法によって、「絶対」を否定
するという、先ほども申しました仏教の基本的な立場です。何があっても
白は白とか、何があっても黒は黒ということはあり得ないというのが仏教
の立場です。そして、第三は、お釈迦さまに由来する対機説法という立場
です。つまり、何によってその人が苦しんでいるかということは、個々
別々に異なっている以上、一律の判定を行うこと自体がおかしいことにな
ります。それぞれの人に対して、ケース・バイ・ケース、オーダーメード
的な形で、その苦しみを取り除く方法を考えなければならないでしょう。
　そこで、臓器移植に関して考えてみれば、臓器を提供する人と提供しな
い人、臓器を受け取る人と受け取らない人とでは、それぞれに経験する苦
しみは違うものになってきます。また、当事者本人が抱く苦しみと、周囲
の家族が抱く苦しみも違います。それぞれの立場に合わせて、それぞれの
人が抱いている苦しみをいかに取り除くべきか。その人の主体性にもとづ
いて考える必要があるのではないでしょうか。
　同時にまた、臓器移植の問題を考える際には、人間が不可避的に抱えて
いる「罪」を、改めて直視する必要があると思います。すなわち、先ほど
も言及しました生存への執着、つまり、「生きていたい」という欲望を、
どのように評価すべきかという問題が改めて問われることになります。そ
して、生きていくということは、他の生き物の生命をもらわざるを得ない
という現実があります。この罪をどう受け止めればいいのでしょうか。
　さらに、このことに関連して、「凡夫」の承認という問題があります。
この点については、後ほど改めて取り上げたいと思いますが、大乗仏教で
は常に菩薩の理念が説かれています。自分のことは後回しにしてもいいか
ら、まずは他者を救おうとするのが菩薩の理念であり、大乗仏教の理念で
す。授業などにおいて、大乗仏教の説明をする時には、常にこの菩薩の理
念を語ります。しかし、菩薩がそのような行いをするためには、「助けて
下さい」と言う数多の衆生、数多の凡夫の存在が前提となります。自分の
力では、自分のことをどうすることもできない者たちがいることを認め、
その者たちが苦しみを抱いていることを認めることが前提になります。つ
まり、菩薩が、いわゆる菩薩行を行うためには、菩薩によって救われるこ



仏教は「いのち」の問題にどう向き合うべきか

14

とを求める凡夫の存在、つまり、「自分では如何ともできないから、菩薩
さま、助けて下さい」と言っている者たちの存在を承認しなければならな
いのです。私自身もしばしば忘れていることですが、この点に光を当てて
みると、臓器移植の問題は、これまでとはまったく違った見え方になるの
ではないかと思いますし、それはまた、大乗仏教とは何かという問題に結
び付く議論ではないかと思います。
　菩薩は他者を救うことによって、自らのもとには不利益が生じます。こ
の不利益を受け入れる苦しみを、どのようにして乗り越えたらいいのか。
あるいは、他者を救ってあげたいけれども、自らが被る不利益に、どうし
ても耐えられないこともあるでしょう。その苦しみを、どう乗り越えるべ
きなのか。これらは、臓器を提供する者の苦しみと、臓器を提供しない者
の苦しみに該当します。一方、凡夫の側に立ってみれば、人に迷惑をかけ
てでも、何とかこの苦しみを乗り越えたいと考える者もいるでしょう。反
対に、人に迷惑をかけたくないから、私はその苦しみを自ら受けざるを得
ないと考えて悩む人もいるでしょう。これは、臓器を受け取る者の苦しみ
と、臓器を受け取らない者の苦しみに相当します。
　つまり、臓器移植の問題は、単に生命倫理の問題に止まらずに、実は大
乗仏教の中で、菩薩が抱える苦しみと、凡夫が抱える苦しみの双方を、私
たちはどうやって乗り越えていくべきかという問いを発するものであり、
その意味において、大乗仏教の理念そのものを問い直すための題材を我々
に提供するものではないかと思うのです。だからこそ、社会全体では既に
２0年、30年前に「終わった」この議論を、あえて今、引っ張り出してくる
価値があるのではないかと思うのです。臓器移植の問題は、ある意味では
議論のしやすい、わかりやすいテーマです。しかし、わかりやすいテーマ
であるからこそ、それを題材として、大乗仏教の本質を改めて考え直す機
会を提供してくれるのではないかと考えています。

（ 2）臓器を受け取らない立場と臓器を提供する立場
　それでは、臓器移植の場面で生じる四つの立場に応じて、それぞれの苦
しみを取り除く方策を考えてみたいと思います。
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　まずは、臓器を受け取らない立場です。この立場の人は、既に従容とし
て死につく覚悟を定めた人だと言えるでしょう。この人が直面するのは、
逃れられない死に対する恐怖のはずです。その場合、この人がいかにして
死を穏やかに迎えていけるのか。そのサポートを行うことしか、周りの者
はできないでしょう。仏教的立場にとって、この問題はなかなか難しいも
のだと思います。と言うのも、その相手をするのは、たとえ僧侶であれ、
あるいは在家の者であれ、たいていは健康な人なのです。健康な人が何を
語ったところで、死に直面している人からすれば、「あなたはいいですよ
ね」という反応しか出てこない可能性があるからです。
　それでも何かできることがあるとすれば、仏教的な立場からの理想論を
語るしかないでしょう。例えば、生きることへの執着から離れること。こ
れは、まさに仏教が目指す目標ではあります。あるいは、臓器を受け取ら
ない覚悟をしたことによって、他者に犠牲を求めるという「罪」から逃れ
たことを賛美して、あなたの生き様は、仏教の立場から見れば理想的なも
のだということを語るしかできないのではないでしょうか。
　このような、臓器を受け取らないという決断によって生じる苦しみの問
題は、臓器移植の問題が語られる際にはほとんど議論されなかったように
思います。他人に犠牲を強いることなく、自分の生存にも執着を抱かない
という立場は、原則論からすれば極めて正当なものであり、あまりにも美
しく潔いものであったがために、議論されなかったのです。しかしながら、
実際には、臓器を受け取らないと決断した人自身が、とてつもない苦しみ
に直面することもあるはずです。けれども、繰り返しになりますが、健康
な人がそのようなことを語ったところで、死に直面している人に聞いても
らうことができるのでしょうか。私自身が、この点についてはまったく自
信がありません。それで済ませてしまってはいけないのですが、これ以上
のコメントはできないということでお許しください。
　次に、臓器を提供する立場について考えてみます。この立場については、
かつての議論の中で、一番沸騰した論争が行われました。そうした中で、
梅原猛先生をも含めて、特に臓器移植を容認する人々によって提起された
のが、菩薩による布施行の理論でした。布施行の理論一色だったと言って
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もよいかもしれません。臓器を提供する側は、自らの身体、あるいは家族
の遺体を切り刻むわけですから、そこに苦しみが生じないはずはありませ
ん。しかし、そのような苦しみを乗り越えてまでも、他者を救おうとする
姿勢は布施行にほかならないという理論でした。
　それに対して、特に脳死体からの臓器移植に反対する人々は、臓器移植
そのものに反対する理由を挙げるよりも、むしろ、臓器の提供を布施行と
みなすことに反対する理由を提示しました。こうした人々の主張の中で最
大のものは、臓器提供は布施行における三輪清浄の理念に反するというも
のでした。三輪清浄、すなわち三輪空寂とは、布施行が実施される際に、
提供する側の清らかさと、受け取る側の清らかさ、それに、授受されるべ
き施物の清らかさが実現していなければならないという理論です。この中
で、提供する側の清らかさは、一切の見返りを求めないということです。
「あなたにこれを差し上げるから、代わりにこれを下さい」という姿勢は、
提供する側の清らかさを損ないます。臓器移植に関して言えば、臓器の提
供者がそのような清らかさを保つことの重要性は、誰もが同意するところ
です。一方、施物の清らかさとは、それが正当に入手されたものだという
こと、言い換えれば、無理やり奪ってきたり、盗んできたものではないと
いうこと。臓器移植に関しては、強制的に身体を切り刻んで臓器を取り出
してしまうとか、金銭で臓器が売買されてはいないということです。です
から、施物の清らかさについても、誰もが納得できるものでした。
　しかし、問題となったのは臓器を受け取る側の姿勢です。三輪清浄の理
念を主張する人々は、受け取る側も清らかでなければならないということ、
つまり、受け取る側に様々な欲望や執着がある場合、受け取る側の清らか
は損なわれてしまうということを指摘しました。けれども、受け取る側に
「それが欲しい」という意欲がなければ、そもそも布施行は成り立ちませ
ん。それどころか、「それが欲しい」と思っていない人に何物かを押しつ
けたら、それはただの「ありがた迷惑」にしかなりません。かえって苦し
みを押しつける行為にしかならないのです。つまり、受け取る側があらゆ
る欲望や執着から離れた上で行われる布施行というものは、事実上、理念
的なものでしかなく、現実にはあり得ないものなのです。
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　ところが、この三輪清浄の理念に関して、『ジャータカ』に述べられて
いる布施行においては、必ずしもそのような姿勢が示されてはいなかった
ようなのです。『ジャータカ』に出てくるボーディ・サットヴァ、つまり、
菩薩が行う布施行においては、提供する側の清らかさと、施物の清らかさ
はともかくとして、受け取る側の清らかさは何も求められてない。むしろ、
提供する側が、相手を選り好みしないということが重視されているそうで
す。「Aさんには差し上げるけれども、Bさんには嫌だ」という態度をと
らないということなのです。つまり、受け取る側の姿勢は問題にされてい
ません。『ジャータカ』に示されている三輪清浄は、結局のところ、すべ
て提供する側の問題なのです。提供する者は、見返りを求めることなく、
正しく手に入れたものを、相手を選ばずに、それを必要とする者に提供す
る。それが『ジャータカ』に示されている三輪清浄の姿勢です。提供する
者も清らかに、提供される物も清らかに、そして受け取る者も清らかにと
いう三輪清浄という解釈は、非現実的な理想論でしかないのです。ですか
ら、三輪清浄を説くのであれば、『ジャータカ』に示されているような、
提供する側の三つの側面に注目することの方が、はるかに重要です。そう
だとすると、臓器提供は布施行とは違うという主張は意味を失うことにな
ります。
　けれども、それに対して、さらに批判が出されました。『ジャータカ』
ではそのように示されているかもしれないけれども、『ジャータカ』は作
り話にすぎないという批判です。しかし、それを言ってしまったら、例え
ば阿弥陀如来や観音菩薩であろうとも、あるいは『法華経』であろうとも、
すべてが作り話ではないかということにもなりかねません。『ジャータ
カ』に示されている菩薩の理念が大乗仏教の出発点であったことを考えれ
ば、それが作り話かどうかではなくて、そこに述べられている理念こそが
重要なのです。例えばスリランカでは、『ジャータカ』に登場する尸毘王
の物語にもとづいて、角膜提供が実際に行われているそうです。『ジャー
タカ』が作り話かどうかはどうでもいい。たとえそれが作り話であろうと
も、あるいは実話であろうとも、それが仏教の理想を語るものとして古来
語られてきたのであれば、我々はそれを十分に評価しなければなりません。
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『ジャータカ』に述べられている現実的な三輪清浄の姿勢こそを、我々は
採用すべきではないかと思います。
　さらにまた、布施行という考え方を軽々しく用いていると、何もかもが
布施行になってしまい、布施行の理念が無制限に拡大してしまうという批
判もありました。布施行はあくまで仏道修行に関わるものでなければなら
ない。しかし、臓器の提供は仏道修行ではなくて、病気の人を救おうとす
る慈善行為である。それ故、仏道修行に関わる布施行と、単なる慈善行為
を一緒にしないでほしいという意見です。しかし、それならば、仏道修行
とは何なのでしょうか。「仏道修行」という言葉を用いた瞬間に、「では、
あなたの言う「仏道」とは何ですか」という理念的な問題が発生します。
世俗的な善行と仏道修行を分けること自体が、「仏教とはこういうもので
ある」という硬直化した理念を引き起こし、視野を狭めることになると私
は考えております。
　あるいは、「臓器を提供することは布施行なのだから、それを拒否する
ことはよくありませんよ」と言って、臓器の提供をしたくない人にまで布
施行の強要が行われる危険性も出てくるのではないかという意見もありま
した。しかし、これは先ほどから申しているように、人間の持っている負
の側面、罪の側面を正面から見据えることによって乗り越えられると思い
ます。つまり、人間は何から何まで正論だけで動くことはできません。臓
器の提供は布施行だとしても、それを行わない権利、あるいは、布施行で
あることはわかっていても、「ごめんなさい、私にはそれができません」
という、いわば自己中心的な、利己主義的な欲望も、私たちが凡夫である
以上、やはり捨てることはできません。そのような負の側面も、やはり留
保しなければならないと思います。そのような留保を行った上で、臓器の
提供は布施行であるという理論を打ち出すことはできるのではないかと思
います。

（ 3）臓器を受け取る立場と臓器を提供しない立場
　一方、臓器を受け取る立場、臓器を提供しない立場については、ほとん
どというか、全然議論がされていませんでした。私も拙著に収載した論文
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を執筆する際に、他の先生方のご意見を参考にしようと思っていたのです
が、この点についてはどなたも書かれていないのです。自分で考えるしか
ありませんでした。そして、出てきたのが、先ほどから述べている、人間
が持っている負の側面を見据えることという結論です。その際に参考にな
ったのが、カニバリズムとの関係性でした。カニバリズムについては、臓
器移植の問題と同列に扱うべきではないという批判もありましたけれども、
私はやはり、この二つの問題を結び付けてみたいと考えました。
　実は、私は大学一年生の教養部における国文学の講義で、カニバリズム
を扱った野上弥生子氏の小説『海神丸』と、武田泰淳氏の戯曲『ひかりご
け』を学んでおりました。どちらの作品も、漂流船の上で食べる物がなく
なり、極限状況の中で、ついには先に死んでいった仲間の肉に手を出して
しまったという話ですが、ここでは特に、『ひかりごけ』を参考にするこ
とになりました。
　『ひかりごけ』では、生き残った船員たちが港に戻った後に、仲間の肉
を食べたという疑いで裁判にかけられます。そこで、この者たちは、「お
まえは、人の肉を食ってまで生きていくのか」とさんざんに非難されます。
しかし、非難された本人は、どんなに非難されようとも、ただ穏やかに、
「私は我慢しているだけですよ」と答える。これが物語の最後の方のセリ
フだったと思います。「他者の生命を犠牲にして、その生命を食べて今、
私は生きている。その辛さは、誰よりも自分が一番よくわかっている。し
かし、そうせざるを得なかった自分の弱さにも自分は直面してしまった。
そして今、私はここにいる。それを乗り越えていくしかないではないか。」
そのような思いが、このセリフには込められているように思います。
　また、『ひかりごけ』の最後では、人肉を食べた者の背後に灯るという
「ひかりごけ」の青白い光が、法廷にいるすべての者たちの背後にボーと
浮かび上がるという描写がされています。私たちは生きていく以上、他者
の犠牲を求めないわけにはいきません。大学受験では、私が合格すること
によって、誰かが不合格になっています。会社の入社試験でも同じです。
生存競争である以上、自分が生きることによって、必ずどこかに、私のた
めの犠牲が発生します。それをすべて否定すること、それをすべて逃れる
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ことはできません。むしろ、私たちは自分自身が生きているが故に、その
結果として、必ず誰かに迷惑をかけている。誰かに犠牲を強いている。そ
のような自覚を持つことこそが重要ではないのか。臓器移植においては、
たまたま他人から臓器を受け取るという、非常にショッキングな、あるい
は尋常ではない形で他人に犠牲を強いているけれども、そのような事態に
直面していない者も、やはり何らかの形で常に他者に迷惑をかけ、他者に
犠牲を強いている。「私」がネットワークの中心に存在している以上、他
者への犠牲をまったく生み出さないということはあり得ない。
　ネットワークの中心に位置しているということが、「尊厳」の一つの大
きな根拠であると私は申し上げました。しかし、このことは同時に、その
裏の面にも留意することを求めます。つまり、ネットワークの中心である
が故に、「私」は「私」の周りにいる者たちに対して、常に多大な迷惑や
犠牲を強いる存在だということです。私たちは、「尊厳」という言葉を用
いる際に、それをきれいごととして、その美しい面だけを見ようとしてし
まいます。しかし、ネットワークの中心であるということは、それ故に、
常に周りの者たちに犠牲を強いるという負の側面と表裏一体であることを
忘れてはなりません。「尊厳」とは、決して真っ白な、美しさ一辺倒のも
のではあり得ない。これまで私が述べてきた、仏教的立場からみた「尊
厳」とは、常に他者への犠牲という負の側面を併せ持つものでしかあり得
ないということを、私たちは常に考えておく必要があると思います。
　昨年、「尊厳」についてお話した時には、ここまで立ち入ることはでき
ませんでした。「尊厳」と言うと、何かすごく美しいものを語っているよ
うにも思えますが、決してそれは美しいだけのものではありません。場合
によっては、プラス・マイナス・ゼロかもしれません。しかし、その表と
裏、白い面と黒い面の双方を見据えなければならないのであって、白一方
に偏ったり、黒一方に偏ったりということは、やはり物事の本質を見誤る
原因になるのではないかと思います。そして、そのような裏の面をも含め
た「尊厳」を自覚した者は、自己の存在が引き起こす様々な罪に対する懺
悔と、自らを取り巻いている他者への感謝を自然に抱かざるを得なくなる。
皆から批判されながら、それでも「私は我慢しているだけですよ」と穏や
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かに語った『ひかりごけ』の主人公の言葉と姿こそが、仏教的立場におけ
る「尊厳」の極致とみなしていいのではないかと私は考えております。
　そして、もう一つ。臓器を提供しない立場についてです。「私は、臓器
を提供することなど、絶対に嫌だ」という立場。これに対しては、先ほど
も少し触れましたように、利己主義的だと言われるかもしれません。「あ
なたは、他人の苦しみを救ってあげないのか」と非難されるかもしれませ
ん。しかしながら、「嫌なものは嫌だ」という気持ちをむりやり曲げてし
まったら、今度は自分自身が精神的に大きなダメージを受けることになる。
人間は、結局のところ、感情の生き物です。「嫌なものは嫌だ。」この感情
をねじ曲げることは、私の主体性を犠牲にすることになります。
　それに対して、「嫌だから嫌だ」というのは、学問的な議論にはなじま
ない。学問的に検討するのであれば、論理的に考えなければならない。
「嫌だから嫌だ」と言った瞬間に、もはや学問的な議論を放棄したことに
なるという批判がありました。しかしながら、人間は、そのすべてを理屈
では割り切れないはずです。
　昨年も述べたかと思いますが、ある人を好きになった時に、「なぜその
人を好きになったのか」と問われて、その理由のすべてを言葉で合理的に
説明できたとしたら、聞いている人は皆、その人のことを好きになるはず
です。しかし、そうはなりません。「私には、君の感覚がわからない」と
言う人もたくさんいるでしょう。これは理屈ではなくて、やはり感情なの
です。そうだとすれば、やはり合理主義一辺倒で、「嫌だから嫌だ」では
駄目だと言っている方がおかしいことになります。人間は所詮感情の生き
物だということを認めざるを得ないし、その感情こそが、思いこそが、人
としての思いの成就、すなわち主体性ということの一番中心を占めるので
はないかと私は考えています。
　さて、非常に雑駁な形ではありますが、臓器移植に関わる四つの立場に
対する対応策を考えてきました。簡単にまとめておきましょう。
　第一は、臓器を受け取らない立場。これは、臓器の提供を求めないとい
う意味で、他人に迷惑をかけないという覚悟ですから、極めて崇高な立場
です。しかし、実際にはこの人が一番苦しむかもしれません。自分は従容
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として死につかなければならない。この人は、一人で乗り越えていくべき
このような苦しみを背負ったわけですから、もしかしたら崇高であるが故
に、一番辛い立場に立つことになるのかもしれません。
　第二は、臓器を提供する立場。この立場には、臓器を提供することで、
他者を救えるという大きな救いがあります。同時に、それは菩薩の布施行
に値するというように、仏教的な立場から正当化することのできる決意だ
と言うことができます。
　第三は、臓器を受け取る立場。この立場は、一見すると、自己中心的だ
という批判の的になりかねません。しかし、考えてみれば、それを否定で
きる者は誰もいません。親鸞聖人の「悪人正機説」が説くとおり、「私は
何も悪いことなどしていない」と思っている「善人」は、実は、自分自身
が周りに多大な迷惑をかけていることに気がついてないだけなのです。私
が生きていること自体が、多くの人々に迷惑をかけているのだと考えれば、
私は所詮、「悪」から完全に離れることはできない。このように「悪人」
であるからこそ、「阿弥陀さま、助けてください」という祈りと、「善人な
ほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」という悪人正機説の考え方が自ず
から芽生えてくる。このような、臓器を受け取る立場に関わる問題は、す
べての人に関わる問題だと思います。
　そして、第四は、臓器を提供しない立場に関わる、「嫌だから嫌だ」と
いう思い。人間が生きていく上での一番の出発点は、この思いにこそある
のではないかと思います。これもまた、第三の立場における「臓器を欲し
い」という思いと同じく、人間存在の本質に関わる問題だと思います。そ
うだとすれば、この「嫌だから嫌だ」という思いを批判することはできま
せん。それはそれでやむを得ないと認めざるを得ない。「黒は黒において
是とし、白は白において是とする」というのは、まさにこのことを言うの
ではないかと私は考えております。
　助ける立場。助けたいけれども助けられない立場。助けてくれと言う立
場。あるいは、助けてもらわなくてもいいですよという立場。こうした菩
薩と凡夫のそれぞれの苦しみに、まさに答えを出すための大きなヒントが
臓器移植の問題には隠されていると私は考えます。
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4 . 人を「殺す」ことをめぐる問題

（ 1）殺人を禁止する根拠
　さて、話を次に進めたいと思います。同じく生命に関わる問題の中で、
人を「殺す」ことに関わる問題を考えてみたいと思います。ただし、ここ
では一般的に見て、危険な内容が含まれることになります。けれども、理
念的に考えれば、そうならざるを得ない部分があると思うのです。もちろ
ん、その内容を現実にそのまま制度化しようということではまったくあり
ません。しかし、日本生命倫理学会でこのテーマに関連する発表を行った
結果、激しい批判を浴びたということは昨年お話をしたとおりです。その
話をいたします。
　まずは、殺人の問題を考えてみます。仏教は、しばしば生命尊重の教え
だと言われます。不殺生戒を五戒の第一に掲げているが故に、仏教は例外
なく殺生を禁止しているとか、何が何でも生命を守る教えではないかと言
われることがあります。しかし、果たしてそうだろうかというのが私の率
直な疑問なのです。
　まず、殺人を禁止する合理的な理由というものが、この世に存在するの
かどうか。拙著にも書きましたが、1997年に「酒鬼薔薇事件（神戸連続児
童殺傷事件）」が起きた直後に、今は亡き筑紫哲也さんがキャスターを務め
られていた TBS の「ニュース２3」という番組の中で、どうやったら生命
の大切さを伝える教育ができるかということをめぐって、数人の大人たち
が若者たちと議論をする企画がなされました。生放送のその番組の中で、
一人の若者が、「なぜ人を殺してはいけないのですか」と聞いたのです。
ところが、その質問に対して誰も答えることができずに、番組はパニック
状態に陥りました。その後、この問題は二、三年の間、多くの識者によっ
て論じられることになったのですが、最終的に落ち着いたのは、人殺しを
してはいけない合理的な理由は存在しないということだったのです。
　この問題に対する合理的な理由を見つければ、必ずそれに対する合理的
な反論が出されます。ああ言えばこう言う、こう言えばああ言うというよ
うに、必ず論理的な反論が出されて、合理的で完璧な説明はできないとい
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うのが最終的な結論でした。結局のところ、最後は何かと言えば、「私は
殺されたくない、だから私は殺さない」ということ。いわば、先ほどから
申し上げている「嫌だから嫌だ」なのです。この問題は、合理主義では解
決できないことが明らかになっただけだったのです。
　そこで、仏教に期待しましょうということになりました。仏教は不殺生
戒を説いているではないかというわけです。けれども、私は仏教がそんな
に単純なものだろうかと思っています。もちろん、仏教も人殺しを積極的
に推奨するわけではありません。しかし、完全にそれを否定しているとも
思えないのです。このことを考えるために、まずは仏教において、殺人が
否定されている理由がどこにあるのかを考えてみましょう。
　ここで改めて「人間の尊厳」に注目します。私は仏教から見た「人間の
尊厳」に照らし合わせながら、人殺しが禁止されるべき理由を四つ考えま
した。
　まず一つ目は、様々な条件が寄せ集まることによって私が生まれてきた。
その「有り難さ」を恣意的に破壊してはならないということ。キリスト教
において、神が与えた生命を人間が勝手に踏みにじるのは神に対する反逆
だというのと同じように、様々な条件が集まることによって生まれてきた
「有り難い」生命を、誰かが勝手に破壊するのは許されないと言うことが
できると思います。
　しかし、実はこのような主張に対しては反論ができてしまうのです。
様々な条件が集まることによって、いわば縁起の理法にもとづいて私は生
まれてきたと言うのであれば、それと同じように、「様々な条件が集まる
ことによって、あなたを殺したいと思っている人がいて、その人があなた
を殺すとすれば、それも縁起の理法にもとづくと言えるだろう」というわ
けです。ですから、この理論は決して万能ではありません。
　二つ目として、私は世間の真ん中にいる。それ故、私の存在は世間に支
えられているとともに、私の存在が世間を支えている。したがって、私を
殺す者は、その世間のネットワークを壊すことになる。つまり、私を殺す
ことは、世間そのものにダメージを与えることになるという理由です。け
れども、これに対しても反論は可能です。と言うのも、私はいずれ死にま
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す。その時には、やはり世間のネットワークに対するダメージが生ずる。
つまり、同じことは遅かれ早かれ起こることになるという主張です。そう
だとすれば、これも論理的には完璧な理由とは言えません。
　三つ目として、誰もが主人公として生きている。その主人公を殺すとい
うことは、その者の主体性を壊す行為となる。一人の主人公の主体性を、
他の者が壊してしまうというのはおかしいではないかという理由です。し
かし、これもまた、誰もが周りの者たちによって様々に支えられ、いろい
ろな影響を受けながら生きている以上、時には思いもかけず、その者の主
体性を誰かが踏みにじるということが起こるとしても、それもまた、縁起
の理法にもとづけばやむを得ないということになります。したがって、こ
れも完璧な理由にはなりません。
　四つ目としては、殺す側の立場に立ってみましょう。殺す側の者は、そ
の瞬間に「殺したい」という欲望と煩悩にとりつかれることによって、正
しい判断を行う自己を見失っています。つまり、正当な判断を行うことが
できれば、他人を殺すなどということを普通はやらないでしょう。その正
当な判断を、自分自身の中から見失うようなことは避けなければならない
という理由です。しかし、そうは言っても、人間は心の存在、感情の生き
物ですから、「殺したい」という欲望が芽生えた瞬間に、そのような理屈
は無力なものになってしまうと言われれば、それまでなのです。
　このように、仏教の立場における人間の尊厳にもとづいて、人殺しを禁
止する理由を四つ考えてみましたが、どれも完璧なものとは言えません。
やはり、最終的には、「私は殺されたくない、だから私は殺さない」とい
う理由に尽きてしまうように思うのです。ただ、あえて人殺しを禁止する
理由を仏教の中に探してみれば、このような回答が出てくるのではないか
というのが今の私の考え方です。

（ 2）自殺と安楽死をめぐる問題
　次に、自殺の問題をどう考えるかを考えてみましょう。自殺は絶対に許
されないと語る僧侶の方がいらっしゃいます。しかし、これも昨年申しま
したように、もしもお檀家さまの中で、家族の誰かが自殺してしまったと
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いうことが起きた場合、そのご遺族に対する通夜説法か何かの折に、「仏
教では自殺を認めておりません」と言うことができるでしょうか。多分、
その一言を言った瞬間に、「帰れ」という罵声の大合唱になるでしょう。
　いくら理念的には「自殺はいけない」と思っていたとしても、時にはそ
れをのみ込まざるを得ないこともある。それどころか、単に「うそも方
便」と言うのではなくて、自殺という出来事に対して寄り添うことのでき
る論拠を見出しておくことが必要ではないでしょうか。
　人殺しに対して、それを論理的に完全に悪だと言い切れなかったのと同
じように、自分の生命を奪う行為に関しても、それを全面的に悪とは言い
切れない面を仏教は持っているのではないかと思います。この問題を考え
るために、ここでは「自殺」という言葉を、単に自分を殺すということで
はなくて、もう少し広く定義しておきたいと思います。つまり、ある行為
を行うことによって、もしかしたら自分の生命が失われるかもしれないと
いう覚悟のもとに何らかの行為を行うこと。フランスの社会学者のデュル
ケームが『自殺論』という著作の中で語っているように、これも結果とし
ては「自殺」と同じです。そのような前提のもとで、幾つかの事例を考え
てみましょう。
　例えば、大火災の現場で、逃げ遅れた人を消防士が助けに行きます。消
防士は、「たぶん大丈夫だろう」と思って突入するはずです。しかし、予
期せざる大爆発が起こって犠牲になってしまったとします。その行為に対
して、「そんな危険なところへ飛び込む方が悪い」とは誰も言わないはず
です。結果的には自分の生命を犠牲にする行為だったとしても、それを批
判することを一般には行わないはずですし、その点では仏教も同じです。
　あるいは昔、冒険家の植村直己氏がマッキンリーで亡くなりました。一
歩間違えれば死がつきものだということをわかった上で挑戦されています。
そして、結果的に亡くなりました。けれども、それに対して、「馬鹿なこ
とをした」ということを人々は言いませんでした。仏教もまた、このよう
に死を覚悟して何がしかのことをやることを、必ずしも批判はしてないは
ずです。
　「不惜身命」、あるいは「不自惜身命」という言葉があります。身命を惜
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しむことなく修行をするということ。仏教の歴史の中にはいくらでもその
ようなことがあるでしょう。もしかしたら死ぬかもしれないという覚悟の
もとで修行を行うということを、仏教ではいくらでもやっているのです。
　ただし、言うまでもないことかもしれませんが、単に「死にたいから死
ぬ」ということを仏教が容認しているわけではありません。この点に関連
して、原始仏教において出家者が自殺をすべきではないとされていた理由
を、簡単に触れておくことにしましょう。もっとも、その理由は今とはま
ったく違います。と言うのも、私たちは輪廻に巻き込まれているため、死
んだところですぐに生まれ変わるだけのこと。自殺をするのは無駄な行為
にすぎないというのが原始仏教における自殺の否定の論理だからです。そ
れに加えて、もう一つ。もしも出家者たちが相次いで自殺をすると、在家
の人々はその出家者たちのグループのことを「おかしなグループ」とみな
すでしょう。そうなれば、その「おかしなグループ」に対して、誰も食べ
物の提供をしてくれなくなります。つまり、出家教団は独立しているよう
に見えるけれども、実際には在家の人々から布施をもらわなければ存続す
ることがでません。そのために、在家の人々の論理に従うことを最初から
条件づけられていたのです。ですから、私たちにとって、原始仏教におけ
る自殺の否定の論理を参考にすることには、あまり意味がないのです。
　しかしながら、そうした中でも、原始仏教において出家者の「自殺」が
容認されている例がいくつか認められます。それらを見ていくことにしま
しょう。
　まず始めに、原始仏典の中に見られるゴーディカ、ヴァッカリ、チャン
ナといった人たちの自殺について見てみましょう。ゴーディカは、健康に
問題はなく、修行を通して悟りを開きました。けれども、そこから退転し
て迷いに戻ってしまいます。そこで、改めて修行をして悟りを開くのです
が、また迷いに戻る。そのようなことを六回繰り返したそうです。そして
七回目に悟りを開いた時に、「これ以上同じことを繰り返すことはもう嫌
だ」といって自殺をしてしまいます。このゴーディカの自殺をお釈迦さま
は認めました。一方、ヴァッカリとチャンナは重い病気に苦しんでいたそ
うです。そして、もうこの苦しみには耐えられないといって自殺をしまし
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た。お釈迦さまは、それも認めているのです。この三人の出家者たちの自
殺がお釈迦さまによって容認された理由、条件は何でしょうか。
　第一に、いずれも出家者であるということ。つまり、世間とのつながり
を最初から断ち切っており、たとえ自殺をしたとしても、周囲の人たちに
迷惑をかけない状況が始めから準備されています。言い方を変えれば、出
家をした段階で、人々のネットワークから出ることを、既に周囲の人々か
ら認めてもらっているという条件があります。その上で、第二に、悟りか
ら退転する苦しみか、あるいは病気の苦しみかという違いはあるとしても、
いずれも深刻な苦しみを抱いていること。つまり、自殺をする以外に、こ
の苦しみから逃れられないという状況に陥っていた者であるということ。
そして第三に、ゴーディカにしても、ヴァッカリやチャンナにしても、お
釈迦さまが彼らの自殺を認めた条件は、彼らが既に生前解脱を達成してい
たと、お釈迦さまが認めているということです。この者たちは、既に悟り
を開いて仏陀となっている。だから、彼らの自殺は罪ではないというのが
お釈迦さまの判定でした。
　また、少々ショッキングな言い方ではありますが、お釈迦さまも「自
殺」をしています。『マハー・パリニッバーナ・スッタンタ』を見ますと、
晩年のお釈迦さまのもとに悪魔がやってきて語りかけています。「お釈迦
さま、あなたが初めて悟りを開いた時に、私が『今こそあなたの死ぬべき
時ですよ』と語りかけると、あなたは『私にはまだやることがある、私の
悟ったことを人々に伝える仕事がある。だから、まだ死ぬわけにはいかな
い』と言われました。けれども、あなたはもうそれを十分おやりになりま
したよね。やるべきことは終わったでしょう。ですから、今こそあなたの
死ぬべき時ですよ」と言いました。それを受け入れて、お釈迦さまは三か
月後に自らが死ぬことを予告されています。神話的ではありますが、修行
を完成した者は、自らの欲するままに永く生き続けることができたにもか
かわらず、お釈迦さまは自らの意志で死を選んでいるのです。ただし、そ
れに先立って、お釈迦さまはアーナンダに向かって「私はもう死んでもよ
いか」と尋ねています。しかも、三回確認しています。けれども、アーナ
ンダはそのお釈迦さまの意図を理解できず、お釈迦さまに生きながらえて
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ほしいと懇請しなかったのです。つまり、お釈迦さまは自らの死の決意を
アーナンダに語り、その承認を得ていることになるのです。そうだとすれ
ば、これは世間のネットワークから私は外れますよということの承諾を、
自分の近くにいる者から得ているということになります。もちろん、お釈
迦さまは出家者ですけれども、出家者には出家者同士のネットワークがあ
ります。そこから退去するためには、やはり周囲の人たちの承諾を得る必
要があるでしょう。ですから、お釈迦さまがアーナンダの承諾を得たとい
うことは、ゴーディカやヴァッカリなどが出家者であったということと共
通の意味を持つことになります。
　その上で、苦しみから逃れるためにはそれ以外に手段がないということ
に関しても、お釈迦さまにとっては生きている以上避けられないあらゆる
欲望から逃れるために、死の選択以外に方法がなかったと言うことができ
ます。しかも、お釈迦さまはもちろん解脱の達成者ですから、ゴーディカ
などの場合と同様に、第三の条件も満たしていることになります。さらに
加えて、お釈迦さまは人生においてなすべきことをすべてなし終えたと自
ら語られています。つまり、解脱の達成を人生の目標とするゴーディカな
どの自殺と、人々に教えを説くことを後半生の目標としたお釈迦さまの
「自殺」は、いずれも為すべきことをなし終えたという同じ条件を満たし
たものだと言うことができるのです。
　それに対して、ジャータカに示されている「自殺」では、少々条件が異
なっているように思われます。例えば、法隆寺の玉虫厨子に描かれている
捨身飼虎における薩埵王子は、自らの生命を犠牲にして、飢えた虎の親子
を救いました。これと同じような話はジャータカの中にいくつも記されて
います。あるいは、お釈迦さまの弟子のフルナの布教活動にも注目してお
きましょう。インドの西方へ布教に行こうとしたフルナは、周囲の人々か
ら「行っても無駄だ。聞いてもらえるはずがない」と言われても、「いや、
それでも私は行きます」と答えました。「行ったら邪魔にされるよ」と言
われても、「それでも行きます」と答え、「行けば殺されるぞ」と言われて
も、「それでも行きます」と答えて、「それならば行け」というやりとりを
交わしています。つまり、死を覚悟して布教に出かけているのです。結果
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的には殺されることなく布教に成功したわけですけれども、行ったら殺さ
れるという覚悟のもとに出かけています。これは、見方によっては捨身飼
虎の場合と同じだと言えるでしょう。つまり、自己を顧みることなく、他
者を救おうという菩薩行。ここではゴーディカたちやお釈迦さまの場合と
は別の意味で、「自殺」を容認する論理が出てきています。
　そして、やはりジャータカに述べられている雪山童子の説話。仏教の奥
義を語り始めた羅刹が、その続きを聞きたいと願っている童子に対して、
「おまえの生命をくれれば教えてやろう」と語りかけます。「わかりました。
生命を投げ出してもいいから、その続きを私に教えてください」と言って
童子が身を投げると、羅刹は帝釈天の姿に戻り、童子を抱きとめてくれた
という話です。結果的に童子は死にませんでしたが、やはり生命を捨てる
覚悟をしています。一方、薬王菩薩は如来に対する供養として、自分の体
を燃やしてそれを捧げています。これらの二つの事例では、宗教的な自己
実現のためには生命を惜しまない。つまり、文字通りの「不惜身命」が実
践されているのです。
　こうやって見てきますと、様々な場面で「自殺」を認めるような事例が
たくさんあります。しかし、そこには幾つかの条件がありました。まずは、
ここに挙げた事例はいずれも出家者の行為です。つまり、世間のネット
ワークから既に離れている者たち。言い方を変えれば、世間とのつながり
から離れるということを、既に世間の者たちが承認してくれている者たち
だということが前提条件になっています。
　その上で、あとは三つの中から一つの条件が選択されることになります。
第一は、重大な苦しみを抱いていて、そこから逃れる方法がほかには存在
しないか、第二は、他者を救うための行為であるか、第三は、自己の目標
を実現するための、いわば不惜身命の修行であるか。この三つの条件の中
のいずれかが該当するということです。しかし、繰り返しになりますが、
いずれの場合であれ、その決断は、必ず周囲の者たちの承認を得ていなけ
ればなりません。先ほど、昨年の話のまとめとして、自己決定権という時
の「自己」とは、単に「私」だけではなくて、「私」を取り巻く人々を含
む概念であるということを申しました。こうした「私」の周辺の人たちの
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納得を得た上で、はじめて「自殺」の決断をしてもよいのかどうかは決ま
るのだということです。
　もちろん、自殺を推奨しようというのではありません。そうではなくて、
ここで重要なのは、仏教が求めているのは、生き物としての生命を尊重す
ることではなくて、真の生き方、思いの成就、そして、それを実現しよう
と主体的に生きる「いのち」を現成させるということなのです。たとえ生
き物としての生命を失ったとしても、主体的な「いのち」がありありと現
れてくるのであれば、仏教はそのような決断を決して否定してはいない。
それによって自己の修行が達成されるとか、それによって他者を救うこと
ができるというような、真の生き方をありありと現成させる手段となるの
であれば、生き物としての生命が否定されることも起こり得る。仏教の論
理からは、そのような結論が導かれるのではないかと私は考えています。
　ただし、そのようなことをお医者さんに申しますと、「私たちはそれに
手を貸すことはできない」とおっしゃいます。当然でしょう。つまり、こ
こに医学と仏教の立場の違いが現れてきます。医師は何があっても生命を
救うことを目指します。しかし、仏教では時として、生き物としての生命
を失うことを容認せざるを得ないこともあります。何らかの理由によって
自殺した者に対して、「それは間違った判断であった」と糾弾するのでは
なく、むしろ、その決断の中にこそ、その者自身の一つの生き様を見出し、
それを評価することが求められることもあるでしょう。自殺をした者に対
して「愚かなことをした」と言うのではなくて、「それはそれで一つの生
き様なのだ。それを認めてあげましょう」と言わなければならない時もあ
る。そのための典拠や拠り所を、仏教の様々な説話や伝承の中に見出すこ
とはできるのではないでしょうか。
　そして、それを安楽死の問題に適用しようとするならば、やはり、安楽
死の選択が周囲の人々に了承されているかどうかということがまずは条件
になるでしょう。その上で、参考になるのはゴーディカたちやお釈迦さま
の「自殺」の事例ではないかと思います。つまり、耐えがたい苦しみがあ
って、それを取り除くには死ぬしかないという状況に陥っているか。人生
において、やるべきことをやり終えたという充足感を持っているか。そし
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て、安楽死の場合には、死期が迫っているかということも重要な条件にな
るかもしれません。先日、ＮＨＫスペシャルで「彼女は安楽死を選んだ」
という番組が放映されておりました（２019年 6 月 ２ 日放送）。実際に、スイ
スで安楽死を選択された女性のドキュメンタリーです。重病で苦しんでい
た女性自身が、人生の中でやるべきことはすべてやり終えたという充足感
の上で安楽死を選択したことに対して、兄弟がそれに同意して、その最期
を看取ってくれるという内容でした。つまり、兄弟のすべてが「ノー」と
言わず、納得した上で安楽死が執行されている。この事例は、先ほど述べ
た条件に該当しています。このような場合には、仏教の立場から安楽死を
無条件に否定することにはならないのではないかと私は考えるのです。
　ただし、これも繰り返し申しますが、だからといって、仏教界はすぐに
安楽死の賛成に手を挙げろと言っているわけではありません。法制化しよ
うとする場合には、法律的、医学的、その他様々な問題が出てまいります
し、世論の動向なども無視するわけにはいきません。ですから、仏教は安
楽死に賛成すべきだと言っているわけでは決してありません。けれども、
反対に、仏教は安楽死に対して全面的に反対する立場だとは言い切れない。
このような、一見すると危険な主張ともとられかねない要素を、仏教は有
していることをも認める必要があると申し上げているのです。
　とは言え、安楽死に関して付言しておくならば、「もう、これ以上他人
に迷惑をかけたくない」とか、「これ以上生き恥をさらしたくない」とい
う理由で安楽死を選択することは認められないと思います。先にも述べた
ように、人間は他者に迷惑をかけながらしか生きることができない存在で
す。所詮、人間は他者の犠牲の上に成り立っている存在であるならば、他
者に迷惑をかけるのは当たり前ですし、生き恥をさらすのは当たり前では
ないでしょうか。こうした理由で安楽死を選択するということに対しては、
仏教は断固として認めるべきではないと私は考えています。

（ 3）アングリマーラ（指鬘比丘）の物語
　時間がだいぶなくなってきましたが、もう一つ、アングリマーラ（指鬘
比丘）の物語を取り上げたいと思います。999人を殺して、その指でネッ



33

クレスを作った男が、お釈迦さまの弟子になった。その男を王様が引き渡
せと命ずるにもかかわらず、お釈迦さまは彼の引き渡しを拒んで修行に専
念させたという話です。これは、しばしば仏教の立場にもとづく死刑反対
論の根拠として用いられますが、私はそれに大いに違和感を抱いています。
そんなに単純な話ではないと思うのです。
　そもそも、古代のインドにおいては、世俗社会と出家社会は完全に独立
した社会であり、世俗社会に対して出家社会が手出しをできないのと同じ
ように、出家社会に対して世俗社会は手出しができませんでした。この点
において、まずは世俗社会が出家社会を完全に呑み込んでいる日本の現状
とはまったく状況が違っています。
　しかし、その一方で、古代のインドと言えども、出家社会は世俗社会か
ら完全に無縁の存在だとも言えないのです。と言うのも、出家者の中で大
変な重罪を犯した者は、「波羅夷罪」として出家社会から追放されます。
追放されたあとの処分は、世俗社会に任されているのです。元来、出家社
会は徹底した不殺生戒を保っている以上、自分たちで死刑を行うことがで
きません。ですから、どうしようもない悪人は秩序を乱す者として出家社
会から追放し、あとは世俗社会で勝手に処罰してくれという立場なのです。
もしも本当に仏教教団が断固たる死刑反対を貫くとしたら、そのような者
を世俗の社会に追放することはあり得ません。
　また、死刑に値する者を仏教教団がかくまったりすれば、先ほども申し
たように、在家の人たちは仏教教団に対して布施を行わなくなります。食
べ物の提供が止められてしまえば、出家集団は存続することができません。
ですから、出家集団は常に在家の人たちの秩序や規範に従わざるを得ませ
ん。どうしようもない極悪人を出家集団の中に置いてはおけない。だから、
追い出す。追い出されれば、そこには死刑が待っている。それは黙認せざ
るを得ないというのが、古代インドにおける出家集団の論理だったと思い
ます。また、アングリマーラの一件以降、仏教教団では犯罪者の出家を認
めなくなりました。ですから、アングリマーラの事例は、単純に仏教は死
刑反対の立場であると主張する論拠になり得るものではないのです。
　むしろ、この物語をよく見ると、お釈迦さまはアングリマーラに対する
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死刑もやむなしと思っていたような気がするのです。お釈迦さまは、アン
グリマーラを他の出家者と同じように乞食に行かせています。在家の人々
は、彼に対して石

いしつぶて

礫を投げつけたり、切りかかったりというように、もの
すごい集団リンチを行いました。アングリマーラが、「これでは私の身が
もたないから、乞食に出るのを猶予してほしい」と言うにもかかわらず、
お釈迦さまは「だめだ、行きなさい」と言って、彼を乞食に出かけさせま
した。自業自得の故に、自分の業は自分で引き受けるしかないという、い
わば行為論者のお釈迦さまの面目躍如の対応です。あえて申し上げれば、
たとえアングリマーラが死のうとも、それは自業自得でやむを得ない。ま
た、その苦難を乗り越えなければ、アングリマーラは立ち直れないし、そ
れを乗り越えた時に、彼は初めて本当の意味での懺悔ができるだろうとい
う立場です。ここでも、お釈迦さまは文字通り不惜身命の修行をアングリ
マーラに課しています。
　一方、石

いしつぶて

礫を投げた人たちは、場合によってアングリマーラを殺すこと
になるかもしれません。しかし、そのアングリマーラが生き延びて、それ
でも悟りを開いた姿を見れば、おそらく石

いしつぶて

礫を投げた者たちは、私はとん
でもないことをしたという懺悔の念を抱く可能性があるでしょう。そうだ
とすれば、アングリマーラの不惜身命の修行は、一般の人たちに対して、
自分たちの悪を自覚させるための最初の教化活動になっているのかもしれ
ません。
　このように考えてみると、お釈迦さまは単純に死刑を禁止しているわけ
ではなくて、むしろ、場合によっては死もやむなしという立場でアングリ
マーラに接している。ここでもまた、仏教が尊重するのは生き物としての
生命ではなくて、真の生き様に目覚めた主体的な「いのち」だということ
になるのではないでしょうか。
　本日、花園大学の構内の掲示板に、「朝に道を聞かば、夕べに死すとも
可なり」という孔子の言葉が記されているのを拝見しました。その同じ言
葉を、私も本日のレジュメに書いております。真の生き方、主体的な「い
のち」を見つけ、それを現成させることが最も大切だという立場。これは
仏教に限らず、ソクラテスの言葉でもあり、孔子の言葉でもあります。生
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き物としての生命を守ることこそを追求するのではなくて、反対に、生き
物としての生命を失ったとしても、主体的な「いのち」を実現することこ
そが、仏教の目指す生き様であり、古今の様々な哲学者たちが目指した生
き様ではなかったでしょうか。このようなことを述べますと、硬直的な仏
教論者の方からは、「それは仏教ではない」と言われる危険性があります。
しかし、論理的に考えていけば、私はこの一見すると危険な領域にまで足
を踏み込まなければならないと考えております。

5 . 未来と過去の世代に向けて

　今回もまた、未来の世代に向けてという問題を話す時間がなくなってし
まいました。ただし、それに関係する問題はたくさんあるのですが、要点
は同じです。医療の問題であれ、原子力の問題であれ、あるいは環境の問
題であれ、重要なのは未来の世代の人々の尊厳を損なうことを行ってはな
らないということです。
　例えば、遺伝子治療の問題を取り上げた場合、その治療の影響が後の世
代にまったく及ぶことなく、その患者一人で完結するものであるならば、
そこで我々が議論をする余地はあまりないように思います。しかし、もし
もその遺伝子治療を行うことによって、その影響が次の世代にまで及ぶの
だとしたら、これは大問題です。以前に、私はクローン人間の問題を論じ
たことがあるのですが、それと同じ問題が発生します。と言うのも、遺伝
子治療を行うことによって、次に生まれてくる者たちが生まれてくる条件
を、私たちが人為的に決定してしまう危険性があるのです。彼らの生き方
や生き様の基礎となる生物的な条件を、勝手に変更したり、ねじ曲げたり
する権利は私たちにはありません。そのようなことを行うことは、まさし
く、未来に生きる者たちの主体性を左右してしまうことであり、その者た
ちの主人公としての尊厳を否定することになるでしょう。そのように考え
れば、次の世代に引き継がれるべき遺伝子に対する侵襲は、たとえ医学的
な治療といえども、やってはならないと私は考えます。
　原子力や環境の問題も同じです。未来の世代が生きていく基盤である環
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境を、私たちが自らの利便性のためだけに破壊してしまうということは、
彼らが主人公として選択し得る範囲を制限することになり、その尊厳を損
なう結果をもたらすでしょう。未来の世代の者たちの生き様を、わが身に
引きくらべて考えるということが、ここでも求められることになるのだと
思います。
　ただし、こうした問題を扱う際に、縁起の思想には限界があることも、
ここでは指摘しておかなければなりません。と申しますのも、縁起の思想
とは、様々な原因や条件が集まることによって、ある結果が生じるという
理論です。そうだとすると、様々な条件が集まって成立した結果は、無条
件に受け入れられるべきだということになりかねません。しかし、問題は
それほど単純ではないはずです。
　先ほど、30年前に臨済・黄檗両宗の脳死問題研究会が出された答申は、
大変に素晴らしいものであったというお話をしましたが、それがまとめら
れるまでには何度も検討会が繰り返されていたようです。報告書によれば、
当時、大阪大学の大峯顕先生、龍谷大学の名倉道隆先生、それに、当時天
龍寺派管長であられた平田精耕老師がご意見を披歴されたようです。その
中で、最後にご発表をされた平田老師が、大峯先生と名倉先生のどちらの
意見も素晴らしいのだけれども、「大峯さんの議論のように五蘊皆空説の
立場に立つと、一つ間違えば虚無主義に陥ってしまうことを警戒せねばな
らぬし、また、奈倉さんのように縁起説を金科玉条のように考えてしまう
と、また偏ってしまう恐れがないわけではない」というコメントをされた
ことが記録されています。
　縁起の思想は非常に重要な論理だと思いますが、平田老師がご指摘にな
られたように、縁起の思想には限界があるのです。先ほど、人を殺しては
いけない理由を考えた際に、縁起の理法によっては人を殺してもよいと言
う理屈も出てくる可能性があると申しました。遺伝子治療に関しても、
様々な技術や条件がそろえば、それをやってもいいではないかという理屈
が縁起の思想からはもたらされてしまいます。つまり、縁起の思想は非常
に重要ではあるけれども、それだけですべてを論じることはできません。
縁起の思想と同時に、改めて自己の主体性という条件、思いの成就という
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視点、私が主人公だという観点も重要視されなければならないでしょう。
しかも、主人公であることには、常に他者によって支えられ、他者に迷惑
をかけている存在であるという負の側面も付随していることも忘れてはな
らないのです。
　一方、過去の世代に向けてということで、最後に葬祭の問題にも触れて
おきましょう。昨年に続いて、今年も十分にこの問題を論ずる時間がなく
なってしまいましたが、昨年、質疑の中で多少お話をさせていただいてお
りますので、重要な点はそちらをご参照願えればと思います。
　簡単に振り返っておきますと、供養とは、亡くなられた方を記憶し続け
ることが基本であり、それこそが、その人の尊厳を守り続けることにつな
がるのではないかと考えています。墓石に名前が彫ってあるだけでも、あ
るいは位牌に名前が書いてあるだけでも、「ああ、こんな人がいてくれた
んだな」といつまでも覚えておくことができるでしょう。実際に会ったこ
とのないご先祖さまに対しては、それ以上の感情移入はできないかもしれ
ません。しかし、それでも「こんな人がいてくれたんだ」と思うだけでも
十分ではないでしょうか。「その人がいてくれたから、今、私もここにい
る。」そのように考えて、その人の存在を忘れずにいつづけるということ
に、大きな意味があるのだと考えています。そして、そのことが、いつま
でもその人を縁起のネットワークの中心に置き続けるということになるの
ではないでしょうか。
　誰もがネットワークの中心に位置しているということ。だからこそ、誰
もが「主人公」であるということ。しかし、「主人公」としてネットワー
クの中心に位置しているということは、同時に、周囲の者たちに多大な迷
惑をかけざるを得ないということ。これが仏教的な観点からみた尊厳であ
り、その考え方にもとづいて、現在を生きる者の「いのち」、将来に生き
る者の「いのち」、過去に生きていた者の「いのち」を考えることができ
るのではないかと考えております。どうもありがとうございました。（拍
手）
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6 . 質疑応答

―木村先生、長時間にわたりましてありがとうございました。それでは、
90分間いただいたお話をもとに、質疑応答に移らせていただきたいと思い
ます。どなたか質問のおありになる方、挙手にてお願いいたします。どう
ぞ遠慮なく。

―大変勉強させていただきました。感情にもとづいてある程度の方針を決
定することもあるとすると、例えば臓器移植の際に臓器を提供したくない
という感情の部分だけを突きつめて、それを仏教的に説明するということ
はできないのですか。感情の部分が仏教では大切だということから議論を
導いた方が、もっと簡単に、いろいろな答えが出しやすいような気がする
のですけれども。私は大学院のときに少し『ジャータカ』を勉強していた
のですけれども、そこで菩薩が救う相手は人間だけではないんですよね。
　それから、菩薩行の修行に関連して、中国に入っていくと結局『六度集
経』になりますから、輪廻をする前提の中で、菩薩は身を投げ打つわけで
すけれども、その者が行っているのは、上の世界に行くための修行なんで
すよね。そうなると、最初から対等ではないんですね。修行をする者は見
返りを求めていないけれども、よく読むと、解脱にとって有益な見返りを
求めているような感じがするのです。臓器を提供したくないとか、提供し
たいという感情を突きつめていった方が、もちろんそれは世俗の論理とは
異なるかもしれないし、法律的な問題とは違うかもしれないけれども、議
論として何か伝わるのではないかなと思ったんですね。
　なぜかというと、自殺でも、安楽死でも、ひいては交通事故であっても、
そのような場で被害に遭った方と危害を加えた方、あるいはそれに関係し
た方たちは一対一の関係です。けれども、インターネットでそれに評価を
する人たちがはるかに多くいますよね。ああいう人たちは、そのほとんど
が感情的な主張です。しかし、その感情的な主張の中には、極端な意見は
別としても、見ていると意外とまともなものも多くあるではないですか。
そして、そういう主張がいわゆる世論を形成していくわけです。そういう
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見方をすると、そのような感情的なものを、仏教の立場から行う議論の基
本的立場に置いた方がわかりやすいのではないかなと思うのです。最近で
は、他者というのが一対一の関係ではなくて、傍観している他者が増えて
きているような気がします。
　ただ、今回の話は前回の話と比べて、実際の苦しみに関わっているのは
一対一の関係者のはずなのに、関係している他者の枠が大き過ぎるような
気がしてならないのです。

木村師　―インターネット上で批判をしているだけの人たちを、ここでは
議論の対象に含める必要はないと思っています。また、今回と前回の話の
中で、他者の枠の大きさが変わっているというつもりも、私の中にはあり
ません。今回の話の中で「他者」という言葉を繰り返し使いましたけれど
も、そこには、私と直接関わりのある他者Aから、他者Aに関わりのあ
る他者 B、さらに、他者 Bに関わりのある他者 Cというように、私から
どんどん遠ざかっていく「他者」をも含めて、究極的にはすべての「他
者」がそこに組み込まれていくことになります。ですから、その中には私
とは直接的には関係のない人も含まれることになります。あらゆるものが
結びついたネットワークが存在していて、その中心に「私」が位置してい
ると言う時には、この無限の関係性が意図されています。
　けれども、例えば「自己決定権」における「自己」というような具体的
な話をする時には、中心にいる「私」から遠く離れた人のことまで意識す
ることはできません。関心の対象は、あくまで自分と直接の関わりのある
周辺の人々に限定されることになります。つまり、世間の中の主人公とい
うときには、「私」の周りの周りの、そのまた周りというように、無限に
広げた世間のネットワークを前提とするけれども、実際の具体的な問題を
考える際には、身近で小さな枠組みを考えることになります。中心から遠
く離れた人は、私とは直接的には何の関係もない人ですから、その人のこ
とまで気にしていたのでは、身動きがとれなくなるはずです。ですから、
日常の生活の中で具体的な行動をとる時には、身近なネットワークの中で、
私との間で直接関係のある人だけを考えるということにとどめる必要はあ
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ると思います。
　その上で、「嫌だから嫌だ」という感情論を中心として議論を進めてい
けばよいのではないかというご指摘ですけれども、この「嫌だから嫌だ」
というのは、結局のところ、欲望、あるいは自己中心的な執着心でしかあ
りません。ですから、それだけを押し通していくと、いわば際限のない欲
望肯定になってしまいます。どこかでそれに対する歯止めを設けることが、
やはり必要ではないでしょうか。そうすると、ではどこでバランスをとる
のかということになります。しかし、ここまでの欲望は認めるけれども、
ここから先はだめだということを、一律に言うことはできません。そのよ
うなことを合理的に説明することはできないのです。つまり、欲望を全面
的に否定することはできないけれども、だからと言って、人間は結局のと
ころ感情の存在だから、欲望を認めるということだけで議論を推し進める
ということも、やはり大いに問題があるのではないか。その場合には、際
限なく、何でもありになってしまうのではないかというように私は考えて
います。

―では、単純に臓器が欲しいというだけの人、他人がどうなろうとも、自
分が生きるために、ただただ臓器が欲しいという人はどうなるのですか。

木村師　―おそらく、自分自身が死ぬか生きるかという瀬戸際に立たされ
た時には、他の人のことを考えている余裕はなくなるだろうと思います。
まして、他人の臓器をもらえば生きながらえることができると言われ、し
かも、その臓器の提供者が瀕死の状態にあるということになれば、「もう、
あなたは死ぬのでしょう。それならば、あなたの臓器をください」という
ことになるのだと思います。しかし、問題はその後に起こるようなのです。
　実際に、亡くなられた方の臓器の提供を受けて、それを移植した方の手
記の中に、このような回想が記されていました。「新鮮な臓器が欲しい、
欲しい」という思いで移植手術を受けたまではいいけれども、その後、大
変な苦しみにさいなまれることになった。例えば、部屋の片隅に、会った
ことのない臓器提供者の姿がぼうっと現れるような幻覚を見たり、「自分
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は人を殺してしまった」という思いから逃れられなくなったというのです。
そして、こうした苦しみを打ち消すために、自分自身を正当化しようとし
て、「死んだ者がとやかく言うな」とか、「この臓器はもう自分のものだ」
という不遜な態度をとったというのです。はたから見れば、「何というこ
とを言うのか」ということを平気で口にしているように見えるけれども、
実はまったく平気ではなくて、心のバランスが完全に崩れていたというわ
けです。
　先ほど述べた『ひかりごけ』に出てくる主人公と同じように、「これを
やらなければ死んでしまう」という極限状況の中で、それでも生き延びた
いと思っている人は、他の人のことを考えてはいられないだろうと思いま
す。ですから、臓器の提供を願う者が、「自分にとって、他の人のことな
どどうでもいいのだ。ただ生きたいだけなのだ」と言っている姿を見て、
健康な者たちは「こんな人に臓器を提供したくない」と思ってしまうけれ
ども、実はそんなに単純な話だとは思えません。むしろ、臓器の提供を受
けた後にこそ、「しまった。自分は他人を犠牲にしてしまった」というこ
とに気づくようになる。そして、それまでは見えていなかったものが見え
るようになり、いろいろな思いがじわじわと迫ってきて、それに悩まされ
ることになるのではないでしょうか。しかし、それはそれでやむを得ない
のかもしれません。
　いずれにせよ、苦しみに直面している人に対して、「自分のことだけを
考えているようではだめだ」と言ったとすれば、おそらく「あなたは元気
だからいいですよね」と言われるだけの話でしょう。ですから、苦しみに
直面している人の苦しみは、そのまま認めてさしあげるしかないのではな
いかと思っています。

―医学的な見地はよくわからないのですけれども、例えば臓器の提供を受
けると、他人の遺伝子が入ってきますよね。クローンの問題とはちょっと
違うけれども、そうした問題に対して、仏教的な立場から議論はされたの
ですか。
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木村師　―お尋ねのような遺伝子の問題は、当時は議論されていないと思
います。むしろ、拒絶反応の方が大きな問題でした。しかし、それでもあ
なたが臓器移植を受けたいのであればどうぞという話だったと思います。
ただし、拒絶反応が起こるということは、その臓器の遺伝子そのものが、
臓器提供を受けた人の全身に影響を及ぼすという話ではないですよね。で
すから、臓器に由来する他人の遺伝子が、次の世代に引き継がれるという
ことはまったくありません。クローンや遺伝子治療の問題のように、他人
の主体性や尊厳を毀損するということとは関係のない話だと思います。

―何となくわかります。

木村師　―したがいまして、遺伝子の問題と臓器移植の問題は切り離して
もよいと思います。

―ほかにございませんか。遠慮なくどうぞ。

―興味深く拝聴させていただきました。最後の部分の葬祭とか法事の意義
というところが、やはり私たちと檀信徒の方々に直結している部分だと思
いました。それに対する私なりの感想として、例えばネットワークの中で
主体的に存在する「いのち」のあり方を尊重するということは、生物とし
ての生命そのものよりも、生き様、生き方、その人を取り巻くネットワー
ク、その人のご縁というものを生かしていきましょうということになるの
かなと思ったのですけれども、その場合、逆に言うと、法事や葬式をしな
いことによって、あなたはその「いのち」のバトンであるとかネットワー
クを「ぶった切っている」ということになるのですか。

木村師　―「ぶった切る」というか、故人の存在を忘却の彼方に追いやっ
てしまうということです。昨年の質疑の時にも少しお話させていただいた
のですけれども、葬儀をするということは、その人を中心とするネット
ワークに直接関わっていた人たちが集まって来て、その人を中心とするネ
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ットワークがそこに再現されているということです。つまり、「ああ、こ
の人はこれだけの人たちのネットワークによって支えられていたんだな」
ということが、改めて具現的に確認されることになるわけです。
　その一方で、そこに参加する人たちも、自分自身とその故人との関係を
再確認すると同時に、その亡くなった方をも取り込みながら、自分自身を
中心とするネットワークの存在を改めて感じ取ることになります。つまり、
死者がその葬儀における主人公としての尊厳を承認されると同時に、そこ
に参列する一人ひとりの人たちも、その死者をも含めて、自分自身を中心
とするネットワークの存在を確認し、その中心に位置する自己の尊厳を確
認することになるのです。
　しかも、それは葬儀の場だけではなくて、それ以降の法事の場合にも当
てはまる話です。それどころか、普段なかなか会うことのない親戚の者た
ちが、「法事の時にしか皆に会えないよね。どうせならば、もっと良い時
に会いたいのに」と言いながらも、「良い時」というのはせいぜい結婚式
ぐらいしかありませんから、皆が定期的に顔を合わせるとなれば、やはり
法事の時ということになるでしょう。つまり、少々失礼な言い方をします
けれども、法事というのは、亡くなった人を「だし」にして、その人に関
係する人々が集まるための貴重な機会になっているのです。ですから、亡
くなった人は「だし」にされているとは言いながらも、その人がいなけれ
ば皆が集まれなかったわけですから、その人こそがネットワークの中心で
あることが再確認されるのです。同時に、この人を「だし」にすることで
集まった人たちは、生きている者同士のネットワークの再確認、再構築も
行うことになるでしょう。
　このように、葬儀や法事というのは、亡くなった人のことを皆で思い出
すとともに、その人が今も一つのネットワークの中心であることを確認す
る場です。それと同時に、生きている者同士のネットワークを確認し、場
合によっては、故人の死によって欠けてしまった部分を誰かが埋めること
で、一時的にほころびを生じたネットワークの補修がなされる場にもなる
のです。例えば会社の社長が亡くなって社葬が営まれる際には、次期社長
が葬儀委員長を務めますよね。これは、会社という一つのネットワークの
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要が失われた時に、そこに空いた穴をふさぐための修復作業が行われてい
るということです。ですから、ここでは故人を中心として存在していたネ
ットワークを確認すると同時に、未来に向けての新しいネットワークを再
構築する作業が行われていることになります。そして、それは後々の法事
でも同じことであり、亡き人を偲びつつ、同時に生きている者たちのネッ
トワークをさらに確認する作業が行われていると言えるのです。
　そうしますと、今度は昨年ご質問をいただいたように、仏教的な法事を
やらずとも、友人葬でもよいではないかという疑念が生まれてきてしまい
ます。仏教的な法事などが持つ宗教的な意義については昨年のお話に譲る
ことにして、ここではネットワークの問題に絞ってもう少しお話をしてお
きたいと思います。
　もちろん友人葬の場合でも、人と人とのネットワークの確認作業という
側面はありますけれども、そこでは単に過去に目が向けられているだけな
んですよね。つまり、友人葬の場合には、故人と直接関係のあった人たち
が集まって、その人を偲ぶことが目的になります。それに対して、仏教的
な葬儀や法事では、亡くなった人を偲ぶと同時に、遺された者たちに対す
る説教が行われます。それは、単に仏教のプロパガンダではなくて、遺さ
れた者たちが、これから如何に生きていくべきかという、いわば未来に向
けての方向性を指し示すものであり、それによって、各人が未来に向けて
の覚悟を定めるきっかけを提供するものでもあります。
　そうだとすれば、それは仏教が目指す理想にもとづくものである以上、
過去、現在、未来のあらゆるものを結びつける巨大なネットワークという、
仏教的な世界観に裏付けられたものでなければなりません。過去だけでは
なくて、未来に目を向けること。遺族の悲しみを癒やしながら、彼らが未
来に向けて再出発をする手助けをすること。懐かしい昔話に興ずるだけで
はなくて、未来に向けた新しいネットワークを構築すること。理念的にす
ぎるかもしれませんが、苦しみを乗り越えた未来を見据える姿勢を持ち続
けるのでなければ、仏教の立場から葬儀や法事を行う意味は失われてしま
うのではないでしょうか。本論の中でもう少し丁寧にお話をするべき事柄
だったかもしれませんが、今年も時間が足りなくなってしまいました。か



45

いつまんでお話をしたということでご了承願いたいと思います。

―ほかにございませんか。もうそろそろお時間でございますけれども、よ
ろしいですか。

―ありがとうございました。去年に引き続いて、大変興味深く拝聴させて
いただきました。特になぜ人を殺してはいけないのかという問題に対して、
世間では「いのち」に関することなら仏教だという考え方を持たれている
ように思いますが、やはり仏教の教えにも限界がある場合もあるというお
話だったと思いました。けれども、仏教を考える際に、今回のお話では原
始仏教が中心になっているのかなと思いました。もう少し幅を広げて、大
乗仏教だとか、現在の日本仏教にまで広げていくと、もう少し答えが用意
できる可能性があるのではないかなと考えたのですが、そのあたりはいか
がでしょうか。

木村師　―ありがとうございます。特別に原始仏教に限定しているつもり
はないんです。日本で議論するのであれば、原始仏教であれ、大乗仏教で
あれ、日本仏教であれ、そのすべてを使ってよいと考えています。そのよ
うな立場はご都合主義だと言われてしまうかもしれませんけれども、使え
る論理はどこからでも使う。原始仏教でも、大乗仏教でも、日本仏教でも、
使える部分はどこを使ってもよいと考えています。
　ただし、その際に、先ほど親鸞聖人の教えに少し触れましたけれども、
その教義を持ってきて、真宗の人にしか理解されないような議論はしない
方がよいと思います。真宗の中での説法ならばいいけれども、真宗の枠を
超えた瞬間に、人々が「それにはついていけない」となるような議論は避
けなければなりません。反対に、親鸞聖人であれ、道元禅師であれ、ある
いは弘法大師（空海）であれ、誰もが一般的に合意できる内容であれば、
どこからその理論を持ち出してきてもよいと思います。また、そうなりま
すと、それぞれの祖師たちの言葉には通仏教的な要素も含まれているとは
言え、やはりすべての宗派に共通するのは原始仏教の教えであったり、あ
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るいは東アジアにおいては大乗仏教の思想ということになるわけなんです
ね。
　実は私自身、過去２0年以上にわたって、インドネシアの現代仏教を観察
し続けています。ご承知のように、インドネシアは圧倒的にイスラム教徒
が多い国であり、仏教徒は全人口の 1％か ２％しかおりません。ただし、
そうはいっても２00万から300万人の仏教徒がいると言われています。そこ
では、仏教がいったん滅亡した後に、２0世紀に改めて復興されたという歴
史的な背景があるため、仏教といっても特定の伝統に縛られているわけで
はありません。もともと華人の信者たちがいましたから、大乗仏教の伝統
は尊重されています。また、仏教の復興は東南アジア各国との結びつきの
中で行われたため、上座仏教の立場も重視されています。それから、中に
は密教が好きだという人々もいます。このように、大乗仏教でも上座仏教
でも密教でも、どの伝統に従ってもよいという立場が、インドネシアで最
大の仏教サンガの方針になっています。つまり、いずれも仏教の教えであ
ることに変わりはないのだから、どの伝統に従ってもよいではないかとい
う立場なのです。そうなりますと、すべての仏教徒が受け入れやすい教義
は、できるだけ普遍性の高いものということになるでしょう。
　しかも、インドネシアでは義務教育の中に宗教の時間があり、イスラム
教の人はイスラム教を勉強し、キリスト教の人はキリスト教を勉強し、仏
教の人は仏教を勉強することが義務付けられています。では、その授業の
中で、仏教はどの伝統に従うのですかと尋ねたところ、学校の授業では一
番わかりやすくて論理的な上座仏教の教えが学ばれているとのことでした。
このように、学校では上座仏教の教えを学びながら、お寺へ来ると観音さ
まにお願いしたり、密教の儀式に参加するということを彼らはやっている
のです。つまり、あらゆる仏教徒にとって、最も汎用性があるのは、やは
りお釈迦さまの教えということになるのです。
　あるいは、最近では「エンゲイジド・ブッディズム」、つまり社会参加
する仏教という考え方が世界的に注目されており、タイなどの上座仏教圏
でも広がりを見せています。しかし、それは他者の苦しみを取り除くため
に手を差し伸べようという考え方ですから、本来は大乗仏教の説く菩薩行
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の考え方だと言うことができます。それが、自分のことは自分でやらなけ
ればならないと説いている上座仏教圏に取り入れられているのです。です
から、私はそれを、上座仏教の大乗仏教化だと理解しています。ともあれ、
大乗仏教の思想が２0世紀の終わり頃から汎用性を持ち始めることになり、
上座仏教圏においても、お釈迦さまの教えを基本としながら大乗仏教の要
素を取り入れている状況が現れ始めています。
　同じように、日本仏教にも当然汎用性を持ち得る部分はあると思います。
ですから、そうした教えの中から、使えるところはどこでも使ったらいい
のではないかと考えています。ただ、今回の話の中では、たまたま原始仏
教の要素が多くなっただけだとご理解いただければと思います。

―ということは、例えば現在の日本仏教について考えた場合、これも前回
のお話の中で出ましたけれども、儒教の影響などをかなり受けていますよ
ね。おそらく「いのち」の問題を考える際に、今の日本のお坊さんたちの
発想は儒教の影響をものすごく色濃く受けています。先祖からの「いの
ち」を引き継いできているとか、親にもらった身体を傷つけてはいけない
とかいうようなことは、おそらく原始仏教からは出てこない話だと思うん
ですよね。そのあたりを踏まえていけば、仏教では回答を用意できないと
までは言いきれないとしても、何か新たな見解とか、いろいろなものが出
てくるのかなというように個人的には思いました。

木村師　―ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。特に
日本においては儒教の考え方を無視して仏教は成り立ちません。ですから、
生活仏教という観点から見れば、やはり儒教的な要素にも参考にすべきも
のはたくさんあると思います。しかし、残念なことに、私自身にその準備
がとてもありませんし時間もありませんので、この問題に関してはこのあ
たりでご容赦願えればと思います。

―ありがとうございました。
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―ではお時間がまいりました。まだ皆様、いろいろとご質問等がおありの
ことと思いますが、大変申しわけございませんけれども、この後は懇親会
の席で個別に先生にご質問いただければと思います。先生、 ２年間にわた
りまして、どうもありがとうございました。

木村師　―拙い話でございましたが、どうもありがとうございました。
（拍手）

―質疑を通しまして、未来への展望みたいなものも見えてきたように思い
ます。また今後ともいろいろとご指導いただければと思います。どうもあ
りがとうございました。
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白隠の「邪見邪法」批判と実践観

柳　幹康
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践観について考察を加える。
　白隠は日本の臨済・黄檗両宗で行われている修行体系の祖型を構築した
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る。たとえば俗謡の形式で禅の教えを説いた『お婆々どの粉引き歌』にお
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表よ。
� （『お婆々どの粉引き歌』H13.２9-31）

白隠によれば道徳が衰え仏法が滅びる末世において、インド・中国・日本



白隠の「邪見邪法」批判と実践観

50

の三国ともに禅の正しい教えは失われ、曹洞・黄檗・臨済の宗を問わず邪
見邪法が説かれているのだという。それは修行が不要であると主張するも
のであり、それを聞いた無智・懶惰の取るに足らぬ連中は「そのままで生
き身の仏であり、食べて糞して寝るだけだ」などと豪語し、坐禅中に寝て
ばかりいる。それを白隠は「仏法破滅の大前表（前兆）」であると嘆いて
いる。
　ここで白隠が「邪見邪法」として挙げているのはいわゆる無

ぶ

事
じ

禅
ぜん

―こ
のままで仏であると考え修行を不要とする立場―であるが、白隠はこの
外にも「枯

こ

坐
ざ

」「不
ふしょう

生」「断
だん

無
む

」「黙
もくしょう

照」など当時見られた様々な「邪見邪
法」に言及し、それを厳しく批判している。その批判の厳しさと多さから
は、白隠が「邪見邪法」をいかに問題視していたかが窺われる。
　白隠に関する先行研究は多く、その実践観を分析したものも少なくない。
たとえば真流［197２］は白隠の著作全体の精査を通じて白隠が想定する修
行の段階とそれぞれに配当される公案を分析している。また近年では小濵
［２013］が白隠の著作『四智辨』に説かれる修行体系を読み解いている（1）。
　しかしながら管見の限り、白隠の「邪見邪法」批判とその実践観をあわ
せて体系的に分析したものは見あたらない。これは恐らく「無事」や「黙
照」など白隠が「邪見邪法」批判に用いる語が禅籍ないし仏典でしばしば
用いられるものであるため、これまで特に研究者の注目を集めることがな
かったこと、また白隠がそれらの語を厳密に定義することなく自由に組み
合わせて用いているため、その批判の要点とその背後にある実践観とが必
ずしも明瞭でないことなどに由るのであろう。
　それに対し拙論では（ 1）これらの語の基本的な意味とその使用状況に
ついて確認したうえで、（ ２）白隠が「邪見邪法」を体系的に批判した説
を分析し、（ 3）その背景にある白隠独自の実践観がいかなるものであっ
たのかを明らかにする。この作業を通じて白隠の思想をより具体的に―
彼が問題視する「邪見邪法」とその実践観において提示される理想的な仏
教者像をあわせ見ることでより立体的に―理解することができるだろう。
またこの作業は、白隠がいかなる観点から従来の仏教・禅の思想を受け止
めたかの解明にもつながるものと考える。
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1 . 白隠が「邪見邪法」に用いる主な語とその使用状況

　白隠は「邪見邪法」を批判する際に数多くの語を用いているが、ここで
はその使用状況と頻度に鑑み、冒頭で挙げた「無事」「枯坐」「不生」「断
無」「黙照」の五つに焦点を絞り、それぞれの基本的な意味と、白隠がそ
れらの語を文脈に応じていかに組み合わせて用いているかを確認したい。

1-1. 各語の基本的な意味
　まず「無事」は冒頭でも述べた通り、このままで仏であるという観点か
ら修行を不要とする邪見を指す。たとえば白隠は「喫飯喫茶、無事

4 4

にして
日を過ごす。之

こ

れを名づけて真正の衲
のつ

子
す

と為す」という見解を「死見解」
「悪種族」と批判するほか（K２.845）、「只だ無事

4 4

是れ貴
キ

人
ニン

と称
セウ

して、飽
アク

まで
飯
ハン

を喫
キツ

して日々坐
ザ

睡
スイ

す」る当時の禅僧を「大
ダヒ

似
ニ

勢
セ

者
モノ

」と罵っている
（H3.1２9）。「無事」という語そのものは使われていないものの、同趣旨の
妄言として白隠が挙げるものに「参

さん

禅
ぜん

無
む

益
えき

ナリ、話
わとうりよう

頭了ジテ什
な に か

麼セン、即
そく

心
しん

即
そく

仏
ぶつ

ノ直指ナレバ、念ノ起ルヲモ愁
うれえ

ズ、念ノ止
や

ミタルヲモ喜バズ」とい
うものがある（H9.369-370）。ここに見える「即心即仏」は唐代の禅僧馬

ば

祖
そ

道
どう

一
いつ

（709-788）の言葉として知られるもので、これを金科玉条として安直
に修行を放棄する悪しき見解は中国・日本の禅宗において時々に問題視さ
れてきたものであった。
　次に「枯坐」とは活きた働きのない坐禅を指す。白隠は「末代ノ出家ナ
ド」が陥る「禅病」として「束

ツカ

ノ間
マ

モ物
ものしずか

静ナル所ガ、心ノ底モ澄
すみ

ワタリテ、
面白キ境界ゾト楽ミニ思」い、それに耽着することを挙げ、その一例とし
て「日々枯坐

4 4

シテ気尽
ツ

キ体ツカレタ」が為に夭折した顔回に言及している。
白隠によれば「枯坐」とは、「病馬ノ立チスクミタル」ように坐禅し、「徒

タヾ

ニ日日虚
そら

眠
ねむ

」っている「蒙
モウ

昧
マイ

昏
コン

愚
グ

ノ体
てい

」である。かかる「枯坐」に対して
白隠が貴ぶのが「動

ドウ

揺
ヨウ

作
サ

務
ム

ノ定力ヲ学バセ」る動中の工夫であり（H２.165-
170）、白隠は「恬静処を好んで枯坐

4 4

すること莫かれ。鬧処静処、行住坐臥、
単単に保重せよ」とも述べている（K1.653）。
　「不生」は白隠の著作において管見の限り、その字に即した明確な説明
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は見えないものの、安逸に流れる現状肯定の立場を批判するのに用いられ
ている語である。すなわち白隠は「近代不生

4 4

の黙照枯坐」の人々―「大
乗不生

4 4

安楽の秘訣」を会得したと考え、坐禅中には居眠りし、寝る時間に
なると「大安楽、大安楽」と嘯く当時の不真面目な僧侶―を批判してい
る（H3.２19-２２0）。白隠によれば彼らが基づくのは「不生不滅」という経文
である（同136）。白隠が「不生」の語により批判する対象には芳澤が一連
の訳注で指摘する通り、盤

ばん

珪
けい

永
よう

琢
たく

（16２２-1693）のいわゆる不生禅が含まれ
ていた。盤珪は白隠より六十歳ほど年長の禅僧で、平易な和語で「仏心は
不生にして霊明」「一切事は不生で調ふ」等の教えを説き、五万人以上も
の信者を集めるほどの影響力を発揮した人物である（B4-5,19２）。白隠は盤
珪の名を直接挙げないものの、盤珪の法嗣の「太

タ

郎
ル

丸
マル

の祖海」を「一員不
4

生
4

の小智識」と批判している（２）。
　「断無」とは輪廻を否定し死後には何も残らないとする見解である。白
隠は「断無」の邪見に陥った文叔長老なる者の事例として、以下のように
記している。「一旦ノ悟解了智ヲ恃

たの

ンデ、乍
たちま

チ断無
4 4

ノ悪見ヲ生ジテ、大イ
ニ人

にん

家
け

ヲ教
キヨ

壊
ウヱ

シ、「天堂ナク地獄ナク、生死ナク涅槃ナシ」ト称
シヨウ

シテ、因
果ヲ撥

ハツ

無
ぶ

シ、仏像ヲ軽
キヤウセン

賎シ、経巻ヲ破
は

壊
ヱ

シ、神社ヲ没
モツ

倒
トウ

シ、墳
フン

墓
ボ

ヲ発
アバ

キ、
五常モ亦

ま

タ乱ル」（H２.140-141）。一度の悟りを得るものの、一切皆空の理
に偏執するあまり天堂・地獄など来世の存在を否定するのが断無というこ
とになる。
　最後の「黙照」についても既に芳澤の指摘がある。この語は元来、南宋
臨済宗の禅僧大

だい

慧
え

宗
そう

杲
こう

（1089-1163）が曹洞宗の禅を批判するのに用いた語
であるが、白隠は曹洞・臨済など宗の別を問わず想念の滅尽を貴び、活き
た働きのない禅を非難するのに用いている。その「黙照」の邪見について
白隠は以下のように述べている、「声聞乗ノ人ハ、如来ノ無念無作、非修
非証、是

こ

レヲ名
な

付
づけ

テ無上正覚トスト説キ玉
たま

ヘルヲ聞テハ、心
シン

源
ゲン

湛
タン

寂
ジヤク

ノ処ヲ
死
シ

執
シユ

シテ、強
シ（イ）

イテ勤
ツト

メテ想
サウ

念
ネン

ヲ剥
ハク

落
ラク

シ、識
シキジヨウ

情ヲ滅
メツ

尽
ジン

シテ、無心ノ田
でん

地
ぢ

ニ到
ラントス。是レヲ黙照

4 4

邪禅、死
シ

獦
カツ

獺
ダツ

ノ輩
トモガラ

ト云フ」（H２.119）。
　以上に見た白隠の言葉からは各語の基本的な意味―「無事」は本来仏
であるという観点から修行を不要とする邪見、「枯坐」は活きた働きのな
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い邪禅、「不生」は安逸に流れ安楽に耽る謬見、「断無」は輪廻を否定する
悪見、「黙照」は想念の滅尽を貴ぶ活力のない邪禅を指すこと―が分か
る。

1-2. 各語の使用状況
　しかしながら白隠は「邪見邪法」を批判するにあたり屡

しば

々
しば

、これらの語
を厳密に区別することなく、自由に組み合わせて用いている。たとえば
『壁生草』という著作には、「無事不生」「枯坐不生」「不生断無」「黙照枯
坐不生」など各種の表現が見える（3）。その際に白隠は各語の相違について
特に述べていないため、その理路が若干辿りにくくなっているという印象
を受ける。そこで以下、白隠がどのような観点からこれらの語を結びつけ
ているのかを簡単に確認したい。
　まず黙照・枯坐を結び付けた例として以下のものがある。すなわち、白
隠は「大

おお

凡
ヨソ

三乗修錬
レン

の行人に大強
ケウ

敵
テキ

在り。黙照
4 4

の睡魔、是れなり」と述べ
たうえで、惰眠を貪っていたために釈尊に叱責された阿

ア

那
ナ

律
リツ

陀
ダ

の例を挙げ、
「仏の呵責が是

ぜ

ならば、今時の枯坐
4 4

打睡は非
ひ

ならん」と述べている（H3.２49-
２50）。これは坐禅中の居眠りを介して「黙照」と「枯坐」を結び付けたも
のと言えるだろう。なおこの文脈で用いられた「黙照」は、滅尽を求める
禅というよりも、睡眠により智慧が暗んだ状態の禅というような意味であ
ろう。また「枯坐」も惰眠を貪り活きた働きが出てこない点を指すのに用
いているものと考えられる。
　黙照・枯坐に加え、不生をも結び付けた例も見える。白隠によれば当時
「岩

イハサキレイしよう

崎霊松の禅堂」にいた「五十餘員の雲水」は、一日二度の食事以外の
時間は居眠り坐禅に耽り、就寝の時間になると布団に入って「大安楽、大
安楽」と嘯いていた。そればかりか「勇

ユ

猛
メウ

の大志を憤
フン

起
キ

」し坐禅に励む白
隠を「可

カ

憐
レン

生
セイ

、彼
かレ

が如きは大痴
チ

鈍
ドン

の漢と云わんか。未だ大乗不生
4 4

安楽の秘
ヒ

訣
ケツ

を明らめず。故に是
かく

の如く苦吟懊悩す」と嘲笑したという。白隠は彼ら
を「近代不生

4 4

の黙照枯坐
4 4 4 4

」「昼夜枯坐
4 4

睡眠を以て急務と為す」と批判して
いる（H3.２19-２２0）。これも先と同様、惰眠を貪る不真面目な坐禅として、
黙照・枯坐・不生を連関させたものである。
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　また白隠は当時の邪法として無事と不生を結び付け、「無事不生の禅、
是れなり」とも述べている（H3.136）。白隠は他にも「只だ是れ其の身其

ソ

の儘
マヽ

の仏
ほとケ

、只だ無
む

垢
ク

白
しラ

木
き

の合
ガウ

子
シ

、大安楽大解脱、一切馳求の心、総
ソウ

に休
キウ

歇
ケツ

して、万事の上に於いて総に手出しすること莫かれ」という邪説を録して
いる（同２35）。「其の身其の儘の仏」「無垢白木の合子」は後に詳しく見る
通り、無事の邪見を抱く者が用いる語である。また前節で見た通り「大安
楽」は、不生の邪見に陥った者が自身の正統性の根拠として挙げる「大乗
不生安楽

4 4

の秘訣」に見える語であった。そのままで仏であるという観点か
ら修行の不要を説けば無事となり、それに満足して安逸に流れれば「大安
楽」と嘯く不生になるということであろう。
　加えて白隠は無事と断無を結び付けてもいる。白隠が記す所によれば、
「地獄の苦報を遁

ノガ

れんと欲して、専一に勤
ツト

めて諸もろの善業
ゴウ

を修」してい
た「富

フ

家
カ

の娘
ムスメ

」が、「看
かん

経
きん

す可
べ

からず、坐禅す可
べ

からず、只だ其
そ

の身
み

其の
儘
マヽ

の仏
ホトケ

。既に是れ死し了
おわ

り焼き了
おわ

る、何
なン

の来世か在らん」という邪説を信
じて従来の「万善万業

ゲウ

を棄
キ

擲
テキ

」して悪事に手を染め「地獄に堕」したのだ
という（H3.２39-２40）。正しい実践を放棄させるという点で無事（「其の儘の
仏」という観点から看経・坐禅を放棄する邪見）と断無（来世はないから地獄の
報いを恐れる必要がないと説く邪見）が結び付けられている。なお白隠はこ
の邪説を「不生断無の邪法」と呼ぶが、先に見た通り白隠が邪法として
「無事不生の禅」を挙げていることに鑑みれば、ここでの「不生」は無事
とほぼ同義ということになるだろう。
　このほか無事と黙照を結び付けた例に、「只

ただ

無事
4 4

ニシテ、想念ヲ止ムル
ニ越

こ

ヘタル事ハ無キゾ」という一文がある（H２.3２0）。このうち「想念ヲ
止ムル」というのは、白隠が「強

シ（イ）

イテ勤
ツト

メテ想
サウ

念
ネン

ヲ剥
ハク

落
ラク

シ、識
シキ

情
ジヨウ

ヲ滅
メツ

尽
ジン

シ
テ、無心ノ田

でん

地
ぢ

ニ到ラントス。是レヲ黙
モクシヨウジヤゼン

照邪禅、死
シ
獦
カツ
獺
ダツ
ノ輩
トモガラ

ト云フ」と批
判する「黙照邪禅」に相当するだろう（同119）。
　また無事・黙照・枯坐・断無を結び付けた例もある。白隠は以下のよう
に述べている。

「坐禅辨道、参禅工夫など云へるは、間
マ

遠
ドウ

き穿
せん

鑿
さく

なるは」などひしめ
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き廻
マワ

るやつ原
ばら

は、近代麻
マ

の如く粟
ゾク

に似たる底
てい

の立ち枯れ禅法、黙照枯
4 4 4

坐
4

の族
や

から。是
これ

等
ら

の輩
ともが

らを邪見断無
4 4

の外道とす。彼等が如きは、三
さん

塗
ず

を恐れず、来生有る事を知らざるを手
て

柄
ガラ

とすと云へ共
ども

、畢
ひつきよう

竟犬
ケン

豕
シ

に同
じ。古来、馬

ばぎゆう

牛犬
けん

豕
し

、豺
サイ

狼
ラウ

麋
ビ

鹿
ろく

の類
タグ

ひの来生を恐れ、菩提を求めたる
は半

はん

箇
こ

もまた無し。抑
ソモ

々
そも

死後の断
ダン

滅
メツ

不断滅の法理は、汝が輩
ともが

ら、夢に
も曽て知れらん事にしあらず。� （『八重葎』 1坤、H5.1２9）

　冒頭の「坐禅辨道、参禅工夫などと云へるは、間遠き穿鑿なるは」とい
う台詞は、修行を否定するものであるので無事の邪見に相当するだろう。
このような邪見を抱く人々を白隠は「立ち枯れ禅法、黙照枯坐

4 4 4 4

の族
や

から」
と呼んだうえで、それらはみな「邪見断無

4 4

の外道」であると非難している。
来世の存在を信じないからこそ、死ねば終りだとして修行の必要性を感じ
ない無事となり、活きた働きを持たぬ枯坐ともなると考えているのであろ
う。なお白隠がここで「黙照」をどのような意味で用いているのか必ずし
も判然としないが、文脈から推すに「死後の断滅不断滅の法理」に暗いこ
とを「黙照」と表現しているものと思われる。
　このように白隠は文脈に応じて無事・枯坐・不生・断無・黙照など複数
の語を自由に結び付けて用いていた。ある時はいずれも居眠り坐禅をする
という点で黙照・枯坐・不生を並べ、ある時は修行不要を説き安逸に流れ
るという観点から無事と不生を結び付け、またある時は「死後の断滅不断
滅の法理」に暗いという観点から無事・黙照・枯坐・断無を関連させて説
いていた。
　そもそも言葉の意味には一定の広がりがあり、語義を厳密に限定するこ
となく文脈に応じて様々な意味で用いるのは日常生活においても一般に見
られることであって、なんら怪しむに足るべきものではない。このような
場合往々にして各語の意味は重なり合い、その差違は後景に退くことにな
る。
　しかしながら白隠はその一方で、各種邪見のうち無事・黙照・断無の三
者を区別し、階層的な実践観と関連させてもいる。このような場合、白隠
が各種邪見の何を問題視し、それをどう克服しようと考えていたのかが前
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景に浮出することとなる。そこで以下に節を改め、白隠が階層的な実践観
において三種の邪見をどのように配当しているのかを分析する。

2 . 「邪見邪法」批判と仏教観

　白隠が各種実践を階層に分け明瞭に説明した例は、『寒
かん

山
ざん

詩
し

闡
せん

提
だい

記
き

聞
もん

』
と『宝

ほう

鑑
かん

貽
いしょう

照』という二つの著作に見える（4）。
　『寒山詩闡提記聞』は寛保元年（1741）、白隠が57歳の時に行なった『寒
山詩』の提唱をまとめたものである。『寒山詩』に収められる一首の冒頭
「凡

およ

そ我が詩を読む者、心中須
すべか

らく護
ごじょう

浄すべし」に対し白隠は「暗誦し去
り背諷し了

おわ

ると雖も、内に保護浄尽の志操無くんば、只だ一場の児底〔＝
戯〕なる而

の み

已」とコメントしたうえで、「護浄」（護り浄めつくすこと）に四
種の立場―①外道・②声聞・③縁覚・④菩薩―があることを示してい
る（O4.２8-30）。
　一方『宝鑑貽照』は宝暦 8 年（1758）、白隠が74歳の時に執筆した著作
であり、そこで白隠は②声聞・③縁覚・④菩薩の三者を対比するとともに、
当時見られた「邪見邪法」との対応関係を示している（K２.1036-1037）。
　以下、この二冊に説かれる説、および他の著作に見える関連の説を適宜
見ることで、白隠が各種の「邪見邪法」をどのように理解しているのかを
明らかにする。また両書に説かれる説が矛盾することなく一致しているこ
とから、白隠がその実践観を壮年期には確立し、それが後年まで変わるこ
となく保持されていたことも分かるであろう。

2-1. 外道
　まず外道について『寒山詩闡提記聞』には以下のように説かれている。

一には、上を欣
よろこ

び下を厭
いと

い、専ら勝他の心を挟みて、精錬刻苦する者
有り、是れ外道の護浄なり。� （『寒山詩闡提記聞』巻 1、O4.30）

　「上を欣
よろこ

び下を厭
いと

」うというのは、次に見る②声聞の一節に「生死（＝
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輪廻）を厭い涅槃を求め」るとあるのに鑑みれば、輪廻のなかで天・人な
どの良い生を求め、餓鬼・畜生などの悪い生を厭うことを指すであろう。
善行を積んで良い生まれを得ること自体は仏教の次第説法（段階的な教え）
における浅い教えとして古来説かれるものであり、仏教において必ずしも
否定されるべきものではないが、「勝他の心」（他人に勝ちたいという思い）
を抱いて良い生まれを求める修行を白隠は「外道の護浄」と呼んでいる。
おそらく白隠は他人に勝ちたいという思いの根底に潜むもの―自己があ
ると思いなす我見―を問題視しているのであろう。白隠は迷妄の元凶と
して無明や煩悩・陰魔などを列挙したうえで、「子

し

細
さい

ニ看
み

来
きた

レバ、畢
ヒツキヤウ

竟、
我
が

見
けん

ノ一法ニ帰
き

セリ」と明言している（H9.465-466）。他人に勝ちたいとい
う思いの背後には、自分があると思いなし自分を他者よりも優先する我執
が潜んでおり、その我執を除かないかぎり人は迷妄から脱することができ
ない。このように考えたからこそ白隠は、「勝他の心」を抱き良い生まれ
を求める修行を「外道の護浄」と断じているのだろう（5）。
　なお白隠は「外道」の邪悪な見解について別の著作において以下のよう
に述べている。

今
こん

時
じ

往
おう

々
おう

ニ言フ、参禅無益ナリ、話頭了ジテ什
な に か

麼セン、即心即仏ノ直
指ナレバ、念ノ起ルヲモ愁

うれえ

ズ、念ノ止
や

ミタルヲモ喜バズ、山
やマ

賎
ガツ

ノ白
しラ

木
き

ノ合
ごう

子
シ

、只
ただ

生
ウマ

レ付キタル自性ノ儘
まま

ガヨキゾ、漆
ウルシツ

付ケネバ剥
ハ

ゲ色
いろ

コソ無
シトテ、徒

ただ

ニ日々盲
モウ

亀
キ

ノ空
くう

谷
こく

ニ入ルガ如クシ去ツテ、以テ足レリトス。
此レハ是レ天竺ノ自然外道ノ所見ナリ。�（『遠羅天釜』巻下、H9.369-370）

　白隠は当時しばしば見られた禅僧の邪説として、「即心即仏」（即
ほかなら

ぬ心こ
そ即ち仏なり）という語に基づき、もとから仏である以上「参禅」も「話
頭」（公案）の参究も不要とする無事禅を挙げている。白隠によれば彼ら
は「山里に住まう者の白木の蓋付き椀は、ただもとのままがよい。漆を塗
らなければ剥げることもない」などと言い安直な現実肯定に陥っているが、
それは目の見えない亀ががらりと開けた谷に迷い込んだようなもので、一
向に出口が見つからず空しく日々を過ごし満足している。それを白隠は
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「自然外道ノ所見」と断じている。自然（人為の加わらない自然のままの状
態）を良しとし、仏道修行そのものを行わないことから、外道と難じてい
るのであろう。なお『遠羅天釜』巻上にも同様に修行の不要を説く無事を
外道と断じた例が見える（6）。
　また白隠は文脈が若干異なるものの、別の著作において同様に仏道修行
を放棄する者を「因果撥無の外道」と批判している。以下のように言う。

「……末代の下根下機の各々や我等などが分
ぶン

際
ざい

にて、隻手の声を聞
キ

き
音
おんじよう

声を止めんなどとは、鶩
う

の真
マ

似
ネ

する鴉
カラ

す
（ス）

、鴈
かり

が飛べば石
いし

亀
がめ

もじだん
だ、雲に桟

カケハシ

及ばぬ事、たとひひやうたんから駒
こま

がかけ出し、水
みず

甕
ガメ

から
火が出

デ

るとも、つがもない事、及ばぬ事。蟹
カニ

は甲
カウ

ににせての穴
あナ

。各々
や我等が悟りは、ねてもさめても立ちても居ても、罪

つミ

作
つ

くらぬが第一
ぞや。隻手を聞ひても、音声をとめても、罪

つミ

を作
つ

くれば地獄におつる。
声はとめでも悟らでも、罪

つミ

つくらねば地獄は無ひ。罪
つミ

無き者も、つみ
有
ある

も、おちで叶
かな

わぬ地獄ならば、人並
ナみ

に落つべきわ」と、善信の男
なん

女
によ

をすゝめて菩提心を打
た

失
しつ

し、偶
タマ

々
たま

受け難き人
にん

身
じん

を失
ウシ

ない、永く悪趣に
趣
ヲモ

むかしむ。是
これ

に過ぎたる罪障や有るべき。是を名づけて因果撥
はつ

無
ぶ

の
外道と云ふ。憎んでも憎んづべきは、是

これ

等
ら

の部類なり。斯
かか

る重罪昼夜
に作り重ねながら、罪作らぬとは何事ぞや。
� （『八重葎』巻 3、H7.２15-２16）

　末代に至り人々の機根は低下しており、隻手音声の公案（白隠が創出し
た禅の課題）により悟ることは不可能であるとし、罪業を犯しさえしなけ
ればよいと説く者を白隠は「因果撥無の外道」と批判している。後に詳し
く述べるように白隠にとって正しい道とは修行により悟りを得て衆生救済
に進むものであり、その道理を弁えず「悟ろうが悟るまいが罪を犯さなけ
れば地獄に落ちない」「もし罪の有無に関わらず地獄に落ちるのであれば、
みな落ちればよいだけのこと」などと嘯く連中は「因果撥無の外道」（正
しい因果の道理を無みする非仏教徒）に他ならないのであった。
　つまり白隠の見る所によれば、他人に勝ちたいという想いを抱き良い来
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世を求めて精練刻苦する者にせよ、本来仏であるという観点から修行を不
要と見なす者にせよ、機根の低下を理由に修行を放棄する者にせよ、正し
き仏道修行を行わない点でみな「外道」ということになるのである。

2-2. 声聞
　白隠は声聞の修行について『寒山詩闡提記聞』において以下のように述
べている。

二には、生死を厭い涅槃を求め、久しく四諦の法門を観じて、喧を嫌
い静を求め、灰

け

身
しん

泯
みん

智
ち

を以て最後の宝処と為す者
もノ

は、声聞の護浄なり。
� （『寒山詩闡提記聞』巻 1、O4.30）

　白隠によれば声聞の実践とは、生死からの解脱を求めて苦集滅道の四諦
を観察し、喧騒を厭い寂静を求め、灰身泯智（身心の滅尽）を至高とする
ものである。
　また白隠は『宝鑑貽照』において同様に四諦と関連させて声聞の実践を
以下のように描写している。

声聞とは、其れ何
なん

為
そレ

の人ぞや。苦集を掃い尽くして道諦を求む。長竿
を延べて雲煙を払うが如し。竪に払い横に払い、老死して休す。困苦
す、三生六十劫、生生、見道の力を得ず。名づけて虚生浪死の人と為
す。此れは是れ今

こん

時
じ

の黙照の族
やから

。� （『宝鑑貽照』K２.1036）

　白隠は言う―苦と集を滅して道を求める者が声聞である。ただしそれ
は長竿を振り回して雲煙を払おうとするようなもので、時間を浪費するば
かりで実りのないまま老いて死ぬだけである。過去から現在、そして未来
へと延々と続く輪廻のなかで見道（開悟）の力を得ることができない。こ
れを虚しく一生を過ごす者という。今時の黙照の輩がこれである。
　以上二つの説明を踏まえると白隠にとっての声聞とは、輪廻からの解脱
を求めて四諦の観察を行ない、「灰身泯智」を以て至高の境界とするが、
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永遠に「見道」を得ることができない人々であり、当時の「黙照の族」が
これに相当するということになる。
　うち「灰身泯智」（身心の滅尽）は「小乗」が至高とする境界を大乗が批
判する際に古来用いられる語であり、「見道」は大乗以前から用いられる
語で四諦を明確に観察する段階を指す。元来、大乗が「小乗」と批判する
従来の仏教においても「見道」は可能と考えられていたのに対し、白隠が
それを不可能と見なすのは、滅尽を求めて「目ヲ閉

ト

ヂ歯
ハ

ヲ切
クイシバ

ツテ、徒
タヾ

ニ
日々淵

ヱン

黙
モク

死
し

坐
ざ

」する彼らの坐禅は、坐禅から出た途端に「道場ヲ打
た

失
しつ

」す
るものであって、「死ニ到ルマデ労シテ功ナ」しと白隠が理解しているか
らである（H２.２２3-２２5）。
　また白隠が「黙照」という邪見を「声聞」に相当させるのは、両者が滅
尽を求める点で同じだと考えたからであろう。白隠は「黙照邪禅」につい
て「心

シンゲンタンジヤク

源湛寂ノ処ヲ死
シ

執
シユ

シテ、強
シ（イ）

イテ勤
ツト

メテ想
サウ

念
ネン

ヲ剥
ハク

落
ラク

シ、識
シキジヨウ

情ヲ滅
メツ

尽
ジン

シ
テ、無心ノ田

でん

地
ぢ

ニ到ラントス」る邪見であると述べる一方で（H２.119）、
「声聞」が至高の境界とする「灰身泯智」に関して「心源湛寂ノ処ヲ自己
本
ほん

有
ぬ

ノ仏性ナリト相イ心得、寂静無事ノ処ニ竄
カク

レテ、想念ヲ空ジ尽クシテ、
灰身泯智、木

ぼく

人
じん

石
せき

女
じよ

ノ如クシ去ツテ、以テ菩提ヲ成ゼントス。大イニ錯
あやま

リ
了
おわ

レリ」と述べている（同２31）。白隠にとって「黙照」も「声聞」も同様
に滅尽に固執する誤った立場なのであった。

2-3. 縁覚
　白隠は縁覚について『寒山詩闡提記聞』において以下のように述べてい
る。

三には、外
ほカ

飛華墜葉を感じ、内
うち

十二縁起を観じて、我空を覚して真理
に偏り、以て所証と為す者は、縁覚の護浄なり。

� （『寒山詩闡提記聞』巻 1、O4.30）

　白隠によれば縁覚とは、外には花が飛び葉が落ちるのを感じ、内には
十二縁起を観察することで、我空（永遠不滅の本質が存在しないこと）を悟
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るものの、それに偏執して先に進まぬ者である。
　また白隠は『宝鑑貽照』においても縁覚について「一旦見性すと雖も、
真理に執偏して進むこと得ず」と同様の説明をしたうえで、それが「今時
断滅空見の人」に相当すると述べている（K２.1036）。この点について白隠
は、「往往、古来、得悟の士、自らの見泥を恃

たの

んで断無に落つ」と述べて
いる（同1069）。
　縁覚が断無（＝断滅空見）という邪見に陥る流れ、およびその限界につ
いて白隠は、別著において以下のように詳述している。

真正の行者、密参の功積み、潜修力充ちて、忽然と打発すれば、則ち
虚空消

しよういん

殞し鉄山摧
くじ

く。上
かみ

、片瓦の頭
こうべ

を蓋う無く、下
しも

、寸土の足を立つ
る無し。煩悩も無く菩提も無く、生死も無く涅槃も無し。一片の虚凝、
声も無く臭

か

も無し。澄潭の底無きが如く、大虚の跡を絶するに似たり。
往往、此の一位を認得して、以て大事了畢と為し、以て仏道成辨せり
と謂

おも

うて、死守して放つこと無し。其れ、是れ此れを死水裡の禅と道
い

い、棺木裡の守屍鬼と為す。任
た と

使い耽著して三四十年を経
ふ

るも、独覚
自了小果の窟を出づること能わず。所以に言う、機、位を離れざれば、
毒海に堕在すと。……寂静無為、空間の隠処に在っては、内外玲

れい

瓏
ろう

、
了了分明なりと雖も、観照、纔

わず

かに動揺・騒鬧・憎愛・差別の塵縁に
渉れば、則ち半点の力も無く、衆苦逼迫す。

� （『荊叢毒蘂』巻 3、K1.616）

　白隠によれば修行により悟りを得ると、すべてが消失する一切皆空を徹
見する。ところがそれを最高のものだと考え、そこに拘泥すると「独覚自
了小果」―自分は大悟を得たと慢心する独覚（＝縁覚）の小乗の悟り―
の穴ぐらから出ることができなくなってしまうのだという。このような状
態に陥った者は、静かなところに引きこもっている時には何ら問題ないが、
一度そこから離れると何の力も発揮できず様々に苦しむのだという。
　このように白隠にとって縁覚とは、空を悟りはするがそれに満足してそ
の先に進まず真の力を得ない者であり、それは当時の断滅空見という邪見
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を抱く人々に相当するのであった。

2-4. 菩薩
　白隠は菩薩について『寒山詩闡提記聞』において以下のように述べてい
る。

四には、常に四弘の願海に游泳し、深く我法二空の真理に達し、大い
に夢中の仏事を成じて、広く如化の群有を度する者は、菩薩の護浄な
り。� （『寒山詩闡提記聞』巻 1、O4.30）

　このように白隠は、我空のみならず法空をも悟る者であり、四弘誓願
（四種の誓い）により空なる境界において衆生を広く救済することが菩薩の
実践であると述べている。
　『宝鑑貽照』では菩薩が行う衆生救済について、より詳細な描写が為さ
れている。

円頓の菩薩は即ち然らず。多少の辛艱苦を喫し尽くして、一回、大道
の淵源に徹す。而して後、正位に証を取らず。普く半満の諸経論を探
って、無量の大法財を積聚し、四弘の誓願輪に鞭撻し、一切の苦衆生
を利済し、永劫を経て曽て困怠せず。虚空は尽くるとも、弘願は尽く
ること無し。勤めて大法施を行じて倦まず。� （『宝鑑貽照』K２.1037）

　ここで白隠は菩薩が真理を徹見した後にそこに安住することなく衆生救
済に邁進すること―各種経論から無数の教えを蒐集し、一切の衆生に法
施（教法の施し）を倦むことなく続けること―を述べている。

3 . 白隠の実践観

　前節で確認した内容を表の形で整理するとともに、そこから読み取れる
白隠の実践観について分析を加える。①外道、②声聞、③縁覚、④菩薩の
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四者が『寒山詩闡提記聞』『宝鑑貽照』、ならびに別の著作でどのように説
かれているかを表示すると以下のようになる。

　冒頭で述べた通り『寒山詩闡提記聞』には①外道、②声聞、③縁覚、④
菩薩の四種が、『宝鑑貽照』には②声聞、③縁覚、④菩薩の三種が説かれ
ており、後者では白隠が問題視する当時の各種邪見のうち「黙照」と「断
滅空見」（＝断無）を②声聞と③縁覚に配当していた。また別の著作には外
道の具体的な有り様として、「参禅無益」という無事を説く「自然外道」
（『遠羅天釜』）、修行による開悟を「及ばぬ事」と放棄する「因果撥無の外
道」が説かれていた（『八重葎』）。
　この表からは白隠の実践観を見て取ることができる。それは浅から深へ
と外道・声聞・縁覚・菩薩の四者を配するものであり、白隠は当時見られ
た邪見のうち「参禅無益」を説く無事を外道に、想念の滅尽を求める「黙
照」を声聞に、空の真理に偏執する「断滅空見」（＝断無）を縁覚に配当す
る一方で、最も優れた菩薩の実践として「法施」を挙げていた。
　かかる白隠の理解には、少なくとも三つの要素―インド仏教由来のも
の、中国禅由来のもの、白隠自身の体験に由来するもの―が含まれて
いる。
　まずインド仏教由来の要素とは、容易に見て取れる通り、外道・声聞・
縁覚・菩薩という四種の範疇とその位置付けである。声聞・縁覚・菩薩は
三乗と総称される仏教内部の三つの立場であり、仏教以外の立場である外
道が三乗の下に位置することは当然のことである。三乗について例えば

『寒山詩闡提記聞』 『宝鑑貽照』 別の著作

①外道 挟勝他心 自然外道、参禅無益（＝無事）
因果撥無の外道、及ばぬ事

②声聞 灰身泯智 不得見道力、黙照

③縁覚 覚我空偏真理 執偏真理、断滅空見
� （＝断無）

④菩薩 広度如化群有 利済一切苦衆生、法施
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『大宝積経』には、声聞乗・縁覚乗・大乗（＝菩薩乗）を軟根（＝下根）・中
根・上根の三層に配し、声聞は四諦により、縁覚は十二因縁により、菩薩
は六波羅蜜により解脱を得ること、菩薩は小乗（声聞・縁覚）と異なり一
切衆生を広く利益することが説かれている（『大宝積経』巻94：T11.535c-
536a）。なお先に見た通り白隠は縁覚が悟りを得る手段について、十二縁
起の観察以外に、「外に飛華墜葉を感じ」ることを挙げていた。移ろいゆ
く世間の様子を観察することで縁覚が悟るという説は『大智度論』などに
見えるが、「飛華墜葉」（飛華落葉）の表現は日本において定着したもので
ある（7）。
　次に中国禅由来の要素とは、白隠が問題視する無事・黙照・断滅空見と
いう三つの邪見である。無事の邪見に執われた者が「参禅無益」の根拠と
する言葉「即心即仏」は、唐代の禅僧馬

ば

祖
そ

道
どう

一
いつ

のものであり、それに基づ
き修行を無用とする無事禅は禅宗においてしばしば批判されてきたもので
あった。「黙照」は南宋の禅僧大

だい

慧
え

宗
そう

杲
こう

が公案参究による開悟を得ない禅
を批判するのに用いた語であるが、白隠はこれを「想念の滅尽を求めるば
かりで、活きた働きのない悪しき禅」の意で用いていた。「断滅空見」は
空の道理に偏執して一切を撥無する悪見であり、インド由来の仏典にも説
かれるものであるが、中国の禅においても問題視されていたものである。
たとえば五代の禅僧永

えい

明
めい

延
えん

寿
じゅ

（904-976）は、一切は空であり因果の道理も
無いと嘯き、酒や肉を口にし窃盗や淫行を犯す当時の禅僧の悪行を歎いて
いる（T48.993b）。白隠自身も「邪

ジヤ

見
ケン

断
ダン

無
ム

の我
ワガ

儘
マヽ

悟
サト

り」をした者の物言いと
して、「もはや悟

サト（リ）

つた大
ヲヽ

隙
ビマ

あいた、おらは是
これ

から心の儘
マヽ

じや、殺
セツシヤウチウトウ

生偸盗も
気
キヅ

遣
カイ

ないぞ、五
ごギヤクじゆうアクヨ

逆十悪好ひなぐさみよ、因
イン

果
グワ

むくひも無ひから」と述べて
おり、当時の日本でも同様の悪行を犯す禅僧がいたことが窺える（H13.２8）（8）。
　最後の白隠自身の体験に由来する要素とは、菩薩の衆生救済として提示
される「法施」である。「法施」（法

おしえ

の施し）という言葉自体は仏典で広く
用いられる一般的なものであり、菩薩が法施を行うことも特段珍しいこと
ではないが、法施こそが仏道修行の要であるという道理は白隠にとって、
日本の春日大神君が神勅により示したものなのであった。これについては
別稿で論じたので詳細はそちらに譲るが（9）、白隠は２4歳で二回の大悟を得
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た数年後に『沙石集』を紐解き、そこに記された春日大神君の神勅「菩提
心無

な

き者は尽
ことごと

く魔道に堕
だ

す」を目にして大きな恐怖と疑念を感じた。その
後十年以上にわたり神勅の真意について悩みつづけ、最終的に4２歳の時に
最後の大悟徹底を得て、「菩提心」とは「法施利他の善業」であると悟っ
たのだという。この大悟徹底の契機となった神勅「菩提心の判」について
白隠は後年、以下のように述べている。「怪

あや

しいかな、古来仏
ぶつ

教
ケウ

祖録の中
うチ

、
終
ツイ

に未だ菩提心の判
ハン

を見ず。貴ぶべし春
かすがの

日大
だい

神
しん

君
くん

、纔
ハヅ

かに二三行
カウ

の神勅と
雖も、其の善巧、諸経論にも超

チヤウクワ

過したまわんか」（H3.197）。白隠にとって
自身に最後の大悟徹底をもたらした「菩提心の判」は、仏教祖録に見えず
独り春日大神君が示したものなのであった。
　また白隠が想定している階層的な実践観―最も劣った①外道は仏道修
行に入らず、②声聞は仏道修行に入るものの想念の滅尽を目指して「黙
照」に陥り、③縁覚は悟りを得るものの空に偏執して「断無」に陥り、ひ
とり④菩薩のみが「法施」という正しき実践に進むことができるという見
方―の背後にも、白隠が自ら経た一連の体験が潜んでいる。先に引いた
通り白隠は①外道のうち「因果撥無」に陥る者の妄言として「罪無き者も、
つみ有

ある

も、おちで叶
かな

わぬ地獄ならば、人並
ナみ

に落つべきわ」と記していたが、
若き日の白隠もこれと同様の謬見を抱いたことがあった。すなわち、白隠
は十九歳の時に禅僧の巌頭が非業の死を遂げたという話を耳にして禅の悟
りに疑念を抱き、「迚

トテ

も遁
ノガ

れぬ三
さん

塗
ヅ

地獄ならば、我も人も手を取り合
ア

うて
落つべし」という投げやりな気分になったと自ら述べている（H3.158）。
また悟りを開いた③縁覚が「断無」に陥ること、④菩薩が「法施」を行な
うことでその限界を超えることもまた、白隠が自ら経験したものであった。
白隠は晩年、自身の履歴について以下のように回想している。

縦
たと

い一回打
た

発
はつ

し去ると雖も、真正の指
シ

南
ナン

を聞かざるが故に、虚
キヨクワツくわつち

豁々地、
空
くう

蕩
トウ

々
とう

、更に一法の懐
かい

に掛
か

く可
べ

き無し。此れより断無の悪見を発して、
憍
ケウ

慢
マン

心
しん

のみ有つて所作無し。尽く天
てん

狗
グ

道
どう

の部類に堕す。悟後の修
しゆ

を知
らざるが致す所

とこロ

なり。伝
デン

燈
ドウ

・会
ヱ

元
ゲン

・広
カウ

続
ゾク

燈
トウ

、碧
ヘキ

巌
ガン

・虚
キ

堂
ドウ

・宗
シユキヤウロク

鏡録、及
び一切の諸経論の中

うチ

、何ぞ専ら悟後の修
しゆ

を示さざる。老僧、二十四歳
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の時
とキ

、越
ヱツ

の英
ヱイ

巌
ガン

に在つて乍
たちま

ち打
た

発
はつ

す。此より慢
まん

幢
どう

、山の如くに聳
ソビ

ゆ、
一切の人を見ること草

そう

芥
カイ

の如し。……
計
ハカ

らず正
しようじゆ

受老人に謁
えつ

す。悪毒数
ス

段
ダン

の因縁を挙
こ

して、予をして乍ち喪
ソウ

身
しん

失
シツ

命
メウ

せしむ。即ち勇
ユ

猛
メウ

の大精進を震
フル

うて、多少悪毒の話
わ

を咬
カウ

破
は

す。
……後来、二十七歳の時

とキ

、荒
アライりようこく

井竜谷の隠
インリヤウ

寮に在つて、窃
ひそ

かに砂石を読
んで大いに恐怖す。予が慢

まん

幢
どう

を砕
くだ

くこと畳
ルイ

［累］卵
ラン

の如し。昔
ソノ

年
カミ

、
春
かすがの

日大
だい

神
しん

君
くん

、笠
カサ

置
ギ

の解
げだつしようにん

脱上人に告げ玉
たま

わく、「凡
およ

そ拘
ク

婁
ル

孫
ソン

仏
ぶつ

より以
コノカタ

来、
一切の智者及び高僧、菩

ボ

提
ダイ

心
しん

無きは魔道に堕
ダ

すと。此に於て覚へず寒
カン

毛
モウ

卓
タク

す。其の後、久しく菩提心を疑ふ。……後来、四十二歳の時
とキ

、菩
提は四

し

弘
グ

の輪
りん

なることを決
ケツヂヤウ

定す。若
も

し其
そ

れ春
か す が

日の神
しん

慮
りよ

無くんば、我が
輩
ともがら

尽
ことごと

く皆な魔
マ

道
どう

に入らん。貴ぶ可
べ

し、春日大神君、本地は地蔵願
王尊。初めは解脱一人を利

り

し玉
たま

ふに似たれども、後来、幾
イクバクにん

人の邪道を
か閉

ト

づ。……神恩遥
はる

かに仏祖に超過せり。
� （『勧発菩提心偈 附たり御垣守』H8.151-156）

　白隠は一度悟った者でも「真正の指南」を聞かなければ、「虚豁々地、
空蕩々、更に一法の懐に掛く可

べ

き無し」という偏った空の理解に陥って
「断無の悪見」を起こし「憍慢心」を抱くと述べたうえで、自身も２4歳の
時に最初の悟りを得て「慢

まん

幢
どう

」（幢
はたぼこ

の如く高くあがった憍慢の思い）が山のよ
うに聳え、「一切の人を見ること草芥の如し」という状況に陥ったという。
つまり白隠自身も最初の悟りの後に「断無の悪見」を起こし「憍慢心」を
抱いたということであろう。
　幸いにして白隠は師の正受老人に出会い「悪毒数段の因縁」（悪辣な複数
の公案）に参究した後、２7歳の時に春日大神君の神勅「菩提心無きは、皆
な尽く魔道に堕す」を目にして「慢幢」が砕かれ、4２歳の時に最後の大悟
徹底を得て「菩提は四弘の輪なることを決定」し、「魔道に入」るのを免
れた。四弘について白隠は上に引いた一節の直前において、「此の意を知
らざれば邪道に落つ」「真正の指南」「悟後の修」として、「永く不退の大
勇
ユミヤウ

猛を発して、常に菩薩の大行を精
セイ

修
シユ

し、徧
アマネ

く無量の大法財を集め、尋
よの

常
つネ

、
勤めて大法施を行じ、永く四

し

弘
グ

の誓
セイグワンリン

願輪を鞭
ムチ

うち、一切の苦衆生を利
り

済
サイ

し、
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同じく共に無上菩提を成ぜん」という一句を挙げている（H8.150）。また
別の著作において「作

そ

麼
も

生
さん

か是れ菩提心。法施利他の善
ゼン

業
ゲウ

是れなり」と明
言するように、その核心は「法施」にあるのであった（H3.195）。つまり
「法施」によってこそ「断無の悪見」を克服し「魔道」を免れることがで
きるというのは、白隠が春日大神君の神勅により自ら徹見した真理だった
のである。
　このように白隠は自分自身の体験を踏まえつつ、インド仏教由来の外
道・三乗という範疇、中国禅で問題視され日本でも当時見られた無事・黙
照・断無という三種の邪見を組み合わせることで、四種の階層からなる独
自の実践観を構築したのである。
　なお白隠の大悟徹底が4２歳、階層的な実践観を記した『寒山詩闡提記
聞』『宝鑑貽照』が57歳と74歳の時の作品であることに鑑みれば、白隠は
4２歳で大悟徹底を得た後15年の間にこのような実践観を確立し、後々まで
変わることなく保持していたと言える。

む す び

　拙論では白隠の「邪見邪法」批判を分析するとともに、その背景にある
白隠独自の実践観について考察を加えた。
　白隠は当時見られた「邪見邪法」を批判する際に無事・枯坐・不生・断
無・黙照など様々な語を文脈に応じて自由に組み合わせている。たとえば
惰眠を貪る点で黙照・枯坐・不生は同列となり、修行不要を説き安逸に流
れる点で無事と不生が結び付く。このような場合、各語の意味は重なり合
い、その差違は後景に退いていた。
　その一方で白隠は各種邪見のうち無事・黙照・断無を区別し、階層的な
実践観のうちに位置付けることもしている。階層的な実践観は『寒山詩闡
提記聞』『宝鑑貽照』において明示されており、邪見邪法の配当は後者お
よび『遠羅天釜』『八重葎』において為されていた。それによれば、最も
劣った立場は①外道であり、彼らは仏教の正しい実践を行なわない。これ
に相当する邪見邪法が無事（修行の不要を説く謬見）である。その次の立場
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が②声聞であり、彼らは輪廻から逃れるために想念の滅尽を求めるが、永
遠に開悟することができない。これに相当するのが黙照（想念の滅尽を求め
る謬見）である。その次の立場が③縁覚であり、彼らは悟りを開き我空を
理解するものの、それに偏執・慢心して先に進むことができない。これに
相当するのが断無（空に偏執し来世を撥無する謬見）である。そして最高の
立場の④菩薩は我空と法空を正しく体得して「法施」による衆生救済に邁
進するのだという。
　この白隠の実践観は、インド・中国由来の要素と白隠自身の体験とを組
み合わせて構築されたものであった。外道・声聞・縁覚・菩薩という階層
はインド仏教に遡るものであり、無事・黙照などの邪見は中国の禅宗にお
いて新たに問題となったものであった。また無事に類する謬見や縁覚が陥
る慢心は若き日の白隠自身も抱いたものであり、「法施」こそが最も重要
であるという確信は、白隠が十有余年にも及ぶ長い疑いを経たのち、最後
の大悟徹底の際に得たものであった。
　白隠は自身の経験を踏まえ、インド・中国由来の各要素を組み合わせる
ことで、各種邪見を打破し仏道修行の核心たる「法施」へと至る実践の流
れを描きだしたのである。

注
（ 1）� 白隠の実践観に関する他の先行研究として、法嗣の東嶺円慈の著書『宗

門無尽燈論』から白隠禅の修行過程を論じた西村［1989］、白隠の著作
『四智辨』と洞上五位を比較した近藤［1963］、洞上五位と修行の階梯を
分析したルッジェリ［２000］、白隠の著作全体を踏まえ彼が従来の諸思
想をどう統合したのかを分析した西［1940］などもある。

（ ２）�『壁生草』H3.２２２。また『年譜』には「真先の龍香、太郎丸の祖海」な
どが説いた「平実禅」に対する批判も見える（N44,�50２）。龍香（大淵
良弘、16２5-1706）は祖海（慧門祖海、生没年不詳）同様、いずれも盤
珪に参じた弟子であった（B750-751）。

（ 3）�「無事不生」H3.136、「枯坐不生」136、「不生断無」２39、「黙照枯坐不
生」186。またこの外にも「黙照枯坐」1２9、13２、186、２34、２54、「無
事黙照」133、「不生の黙照枯坐」２19、「枯坐不生断無」２41などの表現
も見える。
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（ 4）� 白隠は『槐安国語』巻 5でも「禅徒と称する者」に「三等有り」と述べ、
当時の禅の形態に三種の階層があると示しているが（O3.6２-63）、その
説明は『寒山詩闡提記聞』『宝鑑貽照』ほど明瞭ではない。すなわち、
そこで示されるのは（ 1）「平常皮薄の禅」を聞いて「自ら悟ると為」
し「無事是れ貴人、只だ造作すること莫かれ」と嘯き修行を放棄する
「一等最下卑俗の禅」と、（ ２）「我法二空の暗谷裏に陥墜」する者の二
種のみであって、三種に分類されていない。『寒山詩闡提記聞』『宝鑑貽
照』の記述から推せば、（ ２）「我法二空の暗谷裏に陥墜」する者には
（２-1）声聞と（２-２）縁覚の二種が含まれており、（ 1）無事を説く「一
等最下卑俗の禅」と合わせて合計三種になるということなのであろう。
なお『宝鑑貽照』では黙照・断無という二種の邪見が声聞・縁覚の二層
にそれぞれ配当されていたが、『槐安国語』では黙照・断無を組み合わ
せて（ ２）「我法二空の暗谷裏に陥墜」する者の有り様を描写している。
すなわち「生死涅槃、猶お昨夢の如し。徒に日日黙照死坐し、以て尽く
るを待つ」とあるのがそれである。このうち「生死涅槃、猶お昨夢の如
し」とあるのは、空理に偏執して生死（＝輪廻）を撥無する発言であり、
断無に相当するだろう。なお拙論本文中「２-3.�縁覚」所引の『荊叢毒
蘂』巻 3でも白隠は、「生死も無く涅槃も無し」という空理に執着して
先に進まぬ者を「独覚（＝縁覚）自了小果の窟を出づること能わず」と
評している（K1.616）。

（ 5）� 柳［２019］。
（ 6）�『遠羅天釜』巻上、「今時奴郎辨ゼズ、玉石分タザル底

てい

ノ無眼禿奴ノ部属、
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りよう
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な

ンノ用ゾ」ト。此レ等ノ類
たぐ

イヲ未証謂証、未得
謂得、無慚昏愚ノ外道トス」（H9.２77）。

（ 7）� 白土［1984］。
（ 8）� 同様の説は『於仁安佐美』巻上にも見える。「古来恁
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麼
（ノ）

ノ所見ノ族
ヤカ

ラヲ
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ラト云フ。往々ニ此ノ一旦ノ小智ヲ得ル則
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ノ乱行悪作」（H２.２04）。
（ 9）� 柳［２019］。

〈略号一覧〉
B：『盤珪禅師全集』赤尾龍治、大蔵出版、1976年。
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H：『白隠禅師法語全集』芳澤勝弘訳注、禅文化研究所、1999–２00２。
K：『荊叢毒蘂』芳澤勝弘訳注、禅文化研究所、２015。
N：『新編 白隠禅師年譜』芳澤勝弘訳注、禅文化研究所、２016。
O：『白隠和尚全集』白隠和尚全集編纂会編、龍吟社、1967。
T：『大正新脩大蔵経』大蔵出版、19２4–34刊行、1960–79再刊。
（原文の引用に際し、芳澤氏の訳注に準じて平仮名と片仮名を使い分けた。）

〈参考文献〉
小濵聖子［２013］『白隠の修行観』、博士論文（お茶の水女子大学）、東京。
近藤文剛［1963］「白隠禅師における四智弁について」、『東洋大学紀要』17、

19-38頁。
白土わか［1984］「飛華落葉を観じて悟るもの」、『仏教学セミナー』39、39-44
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西義雄［1940］「白隠禅師に依る日本の精神文化統一とその契機」、『日本仏教

の歴史と理念』、471-5２1頁、明治書院、東京。
西村恵信［1989］「白隠禅に於ける修道体系の性格―『宗門無尽灯論』をめ

ぐって―」、『日本仏教学会年報』54、２67-２81頁。
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顓愚觀衡（1579-1646）及其語錄兩種

簡　凱廷

觀衡，字顓愚，霸州人。少參月川，印憨山，一時宗匠如雲棲、雪
浪、紫柏，咸一見印可。嘗露坐傘下，人稱傘子和尚。後歸寂金陵
紫竹林，塔於雲居。

� 王士禛〈傘子和尚〉（1）

一、前言

　　19２4年 8 月出版的《海潮音》載有佛教居士唐大圓（1885?-1941）所作
詩〈尋五台菴故址即拜顓愚和尚衣鉢塔〉。詩云：

顓師昔此闢叢林，法會人天萬眾欽。此際荒涼殘照裡，猶留廢塔耐人尋（２）。

五臺庵舊址在今湖南邵陽市雙清公園砥柱磯後，原與東山寺、點石庵、廣濟
寺並稱當地四大叢林（3）。而詩中提及的「顓師」，指的是明清之際的顓愚觀
衡法師（1579-1646）。觀衡，字顓愚，別號傘居。北直隸順天府霸州趙氏子。
出生於萬曆 7 年（1579）。14歲從惠仁和尚剃度，18歲往五臺山獅子窩參空
印鎮澄（1546-16２3），命典侍寮。萬曆２8年（1600），年２２歲，隨侍鎮澄入京，
在北京居留期間得到紫柏真可（1544-1604）｢此子五十時，必名振海內｣ 的
預言。其後隻身一人展開南詢之旅，得訪雪浪洪恩（1545-1608）、雲棲袾宏
（1535-1615）、憨山德清（1546-16２3）諸大師，最為德清賞識。觀衡的教學生
涯，從五臺庵始，之後又嘗居雲居山真如禪寺（今江西省九江市永修縣境內）、
青原山淨居寺（今江西省吉安市青原區境內）等處，最終止於金陵紫竹林（今
江蘇省南京市鼓樓區境內）。
　　根據弟子音乘（生卒年不詳）所說，觀衡結茆雙清，「不過欲搆一室，為
調攝計。一二年成大叢林。彼中黑白向鮮聞三寶名，聞師德化，遐邇皈依，
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絡繹不絕。計居五臺，度子凡千餘人，求授記署名者不下二三萬」；而晚年
示寂紫竹林，「傾城內外持香頂禮者三晝夜不絕」，待至掩龕日時「遠近善信
緇素約萬人，林中竟無隙地」。關乎此，音乘每每以「師感人亦深矣哉」、
「師之道浹洽於人者蓋可知矣」，懷頌其師（4）。觀衡居紫竹林時，與覺浪道盛
（1593-1659）、蕅益智旭（1599-1655）有所往來。智旭曾說觀衡「既得空印大
師之教，又得憨山大師之禪，又復匯歸於雲棲大師之淨土。故其開示法語，
直捷廣大，似紫柏，應機禪語，輕便圓活，似趙州。又眼界雖甚高曠，口角
不輕雌黃，謙光盛德，慈念虛懷，真令人目擊道存也（5）」。評價甚高。廖肇
亨教授曾指出：｢北方出身的人士，要在魁碩林立的江南叢林成為備受崇仰
的法門龍象絕非易事，顓愚觀衡可以算是其中的佼佼者（6）。｣ 誠哉斯言！
　　２019年 1 月臺灣佛陀教育基金會印製排印本《紫竹林顓愚衡和尚語錄》
1２00本，助之流通。書後有整理者釋合然的整理說明，略曰：「此明朝末年
顓愚祖師的語錄，係清康熙時，由其嗣法門人法璽正印法師重編（其有同門
師兄弟先編三十卷，正印法師重編為二十卷），２017-２018年間，由學人（釋合然）
點校而成。」又說：「此版《紫竹林顓愚衡和尚語錄》，收于嘉興藏第二十八
冊，部分文字及標點之修正，參考了CBETA相關文獻和部分網絡文章，以
及《雲居法匯》（大象出版社，純聞和尚主編，明堯明潔整理）中的《雲居顓愚
觀衡禪師語錄》，細節不遑一一記錄。至丁酉歲末，又發現上海圖書館藏珍
本年譜叢刊內之《五臺顓愚和尚年譜》（門人音乘編），其中文句可對證者，
亦並參考。另外亦參考虛雲老和尚時期出版之《雲居山志》。謹依據上述資
料，加以重新整理，標點校對（7）。」
　　同年 3月廬山東林寺出版《顓愚觀衡和尚年譜》一書，依據上海圖書館
藏清光緒２1年（1895）《五臺顓愚和尚年譜》刻本（介紹詳下）重新排印出版。
書前有整理者所撰〈引語〉一篇，署作「紫竹林佛弟子稽首識」。書中則有
少數校注；其注 1 說：「此處《紫竹林顓愚衡和尚語錄》（二十卷。後簡稱語
錄）作『仙翁推』。此年譜世不多傳。偶有字句錯訛。依語錄校正。未一一
說明（8）。」可知整理者整理年譜時曾以《嘉興藏》本《紫竹林顓愚衡和尚語
錄》進行參校。
　　《嘉興藏》本《紫竹林顓愚衡和尚語錄》是觀衡身後，弟子法璽正印（生
卒年不詳）所編，是當前最容易看到的觀衡語錄。此版本語錄是針對觀衡生
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前弟子音乘、音在（生卒年不詳）所編語錄的重編本。音乘、音在所編語錄
目前雖未在外流通，然仍存世。關於明清時期僧人的語錄，多有因不同弟子
編輯而存留下多個版本的情況；有些或被收在藏經中，有些則否。比對這些
不同版本的語錄往往會發現異同之處，而產生異同的原因便成了需要被研究
的課題。文獻既經整理，必然含藏了編纂者的意志隱身在後；也就是說，我
們乃是透過編纂者的立場、抉擇來認識書中的主人翁的。至於不同的編纂者，
是否心志各異，也是需要留心的一點。
　　晚近顓愚法師的作品、行誼，稍稍得到佛教界較多的關注，此是可喜之
事。就相關傳記資料來看，法師之行操，足為後世為僧、為師者之表率。也
因此，涉及到他的相關文獻，進行基礎的研究，乃當務之急。鑑於此，本文
將針對觀衡的傳記材料以及上文提及的兩種語錄，略加梳理介紹，並就閱讀
語錄過程所注意到的編者因素，稍作說明。以表對於法師一生行誼之敬意。

二、觀衡的傳記材料

　　關於觀衡一手傳記材料主要有四種，介紹如下：

（一）觀衡自撰〈擬古長詩述志〉
　　〈擬古長詩述志〉完成於天啟 3 年（16２3），觀衡時年45。今收在《嘉興
藏》本《紫竹林顓愚衡和尚語錄》卷18。〈擬古長詩述志序〉記述撰作因緣，
略曰：

孝則車公以《詩歸》遺余，見長詩一首有三百五十多句，不覺驚訝。是
知詩文得到妙處，俱無短長矣。嘗聞論詩者以談道理為偈，以尚風雅為
詩。（憎）［僧］詩多不入選，以偏道理故也。詩果距道理，性情何繇出
耶？書云：「見山思高，見水思明。」此詩之正訓也。知此則詩不在辭藻，
而在志審矣。余病，思無以遣，擬古長詩以述志。或謂余過長過俗，大
淺大鄙，是斷語，是偈句，余總承受。但余不在辭，而在志耳（9）。

「孝則車公」，為車以遵（1598?-1680?），字孝則，車大任（1544-16２7）之子。
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大任，字子仁，萬曆 8年（1580）進士。車氏一族是觀衡在邵陽弘法的重要
檀越。〈擬古長詩述志〉是一首古代少見的自傳體六言長詩，記敘觀衡自身
至45歲止的生平行跡（10）。

（二）智旭撰〈紫竹林顓愚大師爪髮衣缽塔誌銘〉
　　〈紫竹林顓愚大師爪髮衣缽塔誌銘〉一文收在《靈峰蕅益大師宗論》卷
8。觀衡長智旭２0歲，為先輩，對於智旭頗為賞識、愛惜（11）。觀衡掩龕日
時，智旭親送之；另撰有〈祭顓愚大師爪髮衣缽塔文〉，對於觀衡之行操極
為讚揚（1２）。�

（三）音乘編《五臺顓愚和尚年譜》
　　音乘，字千輻，俗姓姚，名元愷，浙江錢塘人。曾跟從道盛數年，後領
道盛命親近觀衡，至順治二年（1645） 6 月２4日依觀衡剃度。《五臺顓愚和
尚年譜》「六月廿四日為音乘等剃度」條下記云：

先期二日乘入林求師剃落。師未許。乘長跪請曰：「元愷，浙之錢塘人。
先大父歷任憲副，先人任給諫二十年。愷亦叼微祿十餘年，寧敢負乃祖
乃父之訓！且侍覺和尚杖屨業已數年，于茲生死心切，不自今日始也。」
師見真懇，乃許灌洗，命名曰音乘，字千輻。同剃度者為凌嗣仲，名嗣
端，為紫端太守之子，與乘同里且同志。師名以音在，字佛地。師遣命
繼乘監院。又為上舍程行甫，名文第，徽郡之休寧人，素以氣節自許。
師名以音甫，字知安。……是日同度諸法兄尚多，不能盡述，姑誌其
一二云（13）。

由此文觀之，明清鼎革之季，身處江南的觀衡極可能護庇了一批落髮為僧的
遺民。另外，據方志記載，音乘後來圓寂於安徽霍山。記曰：

僧音乘，江寍紫竹林寺僧也。遍遊天下，愛灊霍山水之盛，居焉。兀坐
一室中，默然寡言。不薙髮、不櫛沐，髮盤結如蓋。及示寂，後頭顱光
潔如鏡，髮悉脱落，儼然一佛冠也。其遺跡存西佛寺嶺幘思菴中，僧大
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乾慎守之清修，蓋勿替云。今無（14）。

　　音乘所撰觀衡年譜原本今不得而見，上海圖書館所藏為光緒２1年（1895）
《五臺顓愚和尚年譜》重刻本，今有《上海圖書館藏珍本年譜叢刊》（２015
年）影印出版流通。《年譜》書後題有數字，曰：「雙泉禪林五臺愚祖嗣下法
嗣第十三代法嗣╱守志堂真傳弟子拜授」。此法系傳承待考。
　　音乘所編《年譜》載有不少與觀衡相關之逸文，如鎮澄、德清寫給觀衡
的信，乃至觀衡自身所撰之文字，殊為珍貴。此外，《年譜》後段多處亦記
下觀衡與音乘師徒之互動，讀之可以明了觀衡的弟子何以感念其師如是之深。

（四）正印撰《紫竹林顓愚衡和尚語錄．行狀》
　　正印，字法璽，四川蓬山人，俗姓李（15）。崇禎15年（164２）觀衡離開青
原山，舟次西昌時，正印聞訊來謁（16）。隔年，觀衡居雲居，七月命方融如
璽（160２-?）為首座，正印次之，交辦院事。正印後來回到江西，中興建昌
同安禪寺（17），行化生涯又曾歷居靖安暇僧禪寺、奉新寶蓮禪寺、北京清化
禪寺、嘉興天寧寺、楞嚴寺等地。
　　正印為觀衡所撰寫的〈行狀〉附於他所編《紫竹林顓愚衡和尚語錄》書
後。比對正印所撰〈行狀〉與音乘所撰《年譜》，受立場、觀看角度等等因
素影響，記事側重、詳略著實有別。如正印於西昌見觀衡一事，相對於音乘
記曰「時法璽方閉關黃牛洲，聞師至，輒破關出謁」，正印則說「是時正印
在城南黃牛州閉關，業已四載，久慕師之道風，欲圖親炙，不獲。時聞師舟
抵城，即欲請師開關以便依隨左右。闃公殷為代請，果蒙師至關前說法開示
（18）」。再如順治 3 年（1646） 4 月下旬觀衡欲倣唐代船子和尚投水故事，弟
子們一時慌無所措，音乘這般記道：師「又示意欲殉水國，以了四十年夙願。
侍者驚愕罔措。……乘至。師命如初。乘跪謝曰：『乘實不才，未具此大識
力，不敢承命。』師拂然。乘自是不敢離師左右（19）」。而在正印的記述中，
與觀衡相應對的主要主角則變成居士陳丹衷：「師曰：『再之，病僧四十年夙
願，欲尋水國，諸公成就何如？旻昭陳護法曰：『王舍城中無人敢擔，請師
寢此一念。』師喟然嘆曰：『錯也，錯也。』遂不復語（２0）。」
　　此外，尚有一值得進一步探究的差異。順治元年（1644） 8 月，音乘所
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撰《年譜》記觀衡登牛首山，僅說

設普齋供諸祖道影，送空印大師像入祖位（２1）。

正印親撰之〈行狀〉卻增說：

兼過牛首設齋送空大師像入諸祖位。由是緇白弟子請師入祖圖。師曰：
「病僧薄德無當也。」眾推尊不已。師於臨濟下指曰：「衡當於此。」是年
師當六十六，甲申歲也（２２）。

而同樣記載觀衡接引來者之對話，正印僅記曰：

僧問：「和尚誰家兒孫？」師曰：「臨濟。」僧曰：「臨濟兒孫多是棒喝交
馳，硬如剛鐵，和尚為何綿軟如泥？」師曰：「好兒不住爺屋（２3）。」

音乘卻在此則記載後緊接著記載兩則對話，說：

一僧問師曰：「和尚是誰家兒孫？」師曰：「曹洞。」僧曰：「曾聞和尚是
臨濟兒孫，為甚麼今道是曹洞？」師曰：「將此深心奉塵剎，是則名為
報佛恩。」
又有僧問師曰：「聞和尚有時認臨濟家兒孫，有時認曹洞家兒孫，是
否？」師曰：「是。」僧進曰：「為什麼一身作兩姓家奴？」師曰：「千姓
萬姓何妨？」僧曰：「無乃大曲曲去也。」師曰：「總是自家骨肉（２4）。」

後兩則記載亦見於音乘、音在所編語錄中，但未見於正印重編語錄。在正印
的筆下，觀衡屬臨濟宗，乃是承繼德清，上接笑巖德寶（1513-1581）。這在
音乘所編年譜及語錄中卻皆未能見。

（五）熊文舉撰〈雲居顓愚大師塔銘〉
　　熊文舉（1599-1669），字公遠，號雪堂，江西新建人。他為觀衡所撰塔
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銘附於正印所編《紫竹林顓愚衡和尚語錄》書後，亦見於他自己的作品《侣

鷗閣近集》卷 ２。康熙元年（166２）觀衡的塔遭遇祝融，因遷建故，正印請
託熊文舉為撰新塔銘，而塔銘內容則據正印所提供的材料（２5）。
　　相較於正印所撰行狀說觀衡「於臨濟下指曰：『衡當於此。』」，熊文舉所
撰〈塔銘〉更進一步說：「師於臨濟派下指曰：『衡當於此，乃臨濟三十世
也』。」此外，也記載了德清付法觀衡之事，說：「是年（按，萬曆44年）復省
憨山和尚於衡陽湖東寺，山親書源流當堂付囑。偈曰：『法意簷前艸，拈來
覆大千。付君須自重，花發利人天。」亦記觀衡親囑正印一事，說：「至深夜
呼入明月堂中，以法衣一頂、如意一柄、及藏經、慈旨文券并書偈付之，
曰：『佛祖慧命，子當護持（２6）。』」

三、觀衡的語錄兩種

（一）音乘、音在編《顓愚和尚語錄》30卷 

　　音乘所編《五臺顓愚和尚年譜》在順治 3年（1646）下記曰：「《紫竹林
集》刻竣，裝（演）［潢］成帙，呈師繙閱一周，為之色喜（２7）。」按查「全國
古籍普查登記基本數據庫」，青海省圖書館藏有釋音乘、釋音在輯《山西顓
愚和尚紫竹林集》30卷，存２0卷，記為明萬曆至清康熙刻徑山藏續藏本（２8）。
此書是否真為《嘉興藏》本，待進一步確認。另又有光緒２0年（1894）重刊
本，藏於中國多處圖書館。筆者所見為湖南圖書館藏本。
　　湖南圖書館藏《顓愚和尚語錄》， 6冊30卷，題為「室中侍者音乘、音
在集，昭陵後學安愚、竟翹募資重刻」。書前有牌記，記曰「光緒乙未歲募
眾敬刻，凡刷印者自備紙墨，板不取租。寶慶點石庵藏珍」。書末並記有捐
刻名單。按，安愚（1841-1913），法諱仁里，字增美，從字尊美，號安愚，
俗姓王，湖南邵陽人。光緒年間與竟翹、堅留、端效諸僧復興點石庵。關於
安愚刊刻觀衡語錄一事，民國1２年（19２3）羅楷所撰〈中興點石禪林安愚和
尚道狀〉記曰：「明末五台顓祖弘法邵陵，寂於白下。此間學者知而不詳。
壬寅師校刊顓愚年譜語錄詩文行世，於是顓祖行能始暴著於資湘流域。及師
繼五台之衰，開宗演教，重轉法輪，人以為顓祖後身（２9）。」此外，此藏本內
頁多處鈐有「開悟」朱字方印，知此書原為僧開悟舊藏。按，開悟（生卒年
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不詳），住長沙麓山寺，與太虛法師（1890-1947）曾有往來，所著有《夢蓮生
室印存》一冊存世，此外尚有數篇文章見載於《海潮音》期刊。
　　此30卷本的目次主題分別為：第 1卷經解、第 ２卷楞嚴問答、第 3卷室
中問答、第 4 卷刻經序、第 5 卷書序、第 6 卷贈序、第 7 - 8 卷讚、第 9 卷
啟、第10卷淨土咏、第11卷真銘、第1２卷佛事、第13卷四書解、第14卷歌、
第15-16卷心語、第17-18卷書、第19卷銘、傳、第２0卷募疏、第２1卷經疏、
第２２卷懺疏、第２3卷榜、第２4卷四言古詩、第２5卷五言古詩、第２6卷五言律
詩、第２7卷圓通頌、第２8卷七言律詩、第２9卷七言絕句、第30卷雜著。

（二）正印編《紫竹林顓愚衡和尚語錄》20卷
　　正印編《紫竹林顓愚衡和尚語錄》２0卷收在《嘉興藏》中，按書中相關
牌記記載，刊刻時間當為康熙13年（1674）到15年（1676）。書前有李僊根
〈顓愚禪師語錄序〉、施博〈敘〉兩篇序文。按，李僊根（一般作李仙根，
16２1-1690），字子靜，四川遂寧人，順治18年（1661）進士。施博（生卒年不
詳），字易修，號約庵，崇禎間庠生，居嘉興郡城。兩序皆提到德寶－德清
－觀衡－正印法系傳承；施博〈敘〉更進一步說：「顓愚和尚師資正與龍池、
天童共出隻手，中興濟上一脈也（30）。」將觀衡師徒與幻有正傳（1549-1614）、
密雲圓悟（1567-164２）師徒對舉，指其宗派身分為臨濟宗。而書後附有正印
〈行狀〉、熊文舉〈雲居顓愚大師塔銘〉，以及真璨〈雲居顓老和尚語錄後敘〉、
正印〈後跋〉。真璨（16２4-?），字東巖，安徽新安人，俗姓鮑。２0歲時從觀
衡受具足戒，後得法於介庵悟進禪師（161２-1673），有《黃蓮東巖禪師語錄》
1卷傳世。
　　正印〈後跋〉說：

刪繁取要，法典易為流通；補舊拾遺，禪源不致壅塞。蓋觀理事相宜，
簡備得當之法，由來尚矣。嘗聞我憨祖寂後有親筆上堂語錄全稿若干卷，
被侍僧心啟者竊市他方，卒不得見，是知記室無人，不能備全師道者，
往往有之。何居？吾顓先老人曾住雲居時以示眾機緣一冊授印習藏，嗣
及老人出山，印亦忘及齎歸記室。明年竹林弟子為師刻錄，印猶不預是。
時老人忘其所以，將謂此卷已落無何有矣，又豈知是年印歸林中，特出
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諸袖耶？老人見而怪問，曰：「此吾思之不得者，子奚來哉？」已而印
陳其由，師意大悅，彼時即欲附刻，因工竣不可，遂命別冊鐫行焉。自
是以來，印游江楚吳越兩京諸地，或交接於紳士，或探訪於同袍，每於
文房書笈中得見老人親書墨蹟甚多，凡屬集遺者，輒命抄謄成帙，名曰
「竹林遺稿」。然則老人當時行化侍從居多，而記室中尚有缺典者何哉？
豈謂是篇無味不足記歟？是人無識不屑教歟？非也。要知老人說法筆氣
汪洋，摛文不待，至於求贊、求偈、求諸法語者，來則應之，書則與之，
凡此者多以援筆成篇，無事落草，故記室中不遑登錄者不知幾許。吾故
於憨祖竊錄之前，觀乎老人遺稿之後，則不能為記室中人辭其責也已矣。
今既有此遺稿、全集兩端，理合統刻入藏為當也。但思刻貲難搆，閱者
易煩，敢以兩端較參酌為附藏。或於宗源有係者，即照遺稿補之；或於
語言太贅者，即照全集刪之。示眾若雲居等，法語若晦之明，序若板的
達，偈若熊給諫，是皆遺稿補之之類也。法語若玉空，序文若衡南，書
若王思履，疏若經懺等，是皆全集刪之之類也。因以成集得二十卷，與
之大藏並行，諸經同轉，冀得聲光大播其前，法化永貽諸後云爾（31）。

正印在〈後跋〉中費了許多筆墨說明自己為什麼要重編老師觀衡的語錄，而
主要的動機在於音乘、音在所編《顓愚和尚語錄》失收很多作品。然而正印
所編語錄亦非僅僅是增補而已，出於「刪繁取要，法典易為流通」、「思刻貲
難搆，閱者易煩」等原因，對音乘、音在所編本亦有刪略。〈後跋〉中提及
補者「示眾若雲居等」云云，刪者「法語若玉空」云云，對比兩本語錄內容，
製表如後所示。
　　〈後跋〉所述僅是例舉，實則正印或刪或增之數量不只於此。如〈與雲
居明月堂法璽印西堂〉兩封書信、〈示法璽印禪人行腳〉、〈與法璽印西堂住
雲居明月堂〉即正印新增，而音乘、音在所編本原載〈賀岷王啟〉、〈賀祁陽
王啟〉二啟、〈贈思吾星士銘〉、〈留別首龍郭居士〉、〈贈典淑郭茂才〉、〈贈
自度禪人〉等皆為正印刪去。又如音乘、音在本所收觀衡〈淨土詠〉共10２
首，正印本只收錄其中50首而已。由於目前音乘、音在所編觀衡語錄尚未在
外流通，無論是從學術或教界的立場，為求文獻周全，實有必要促使此版本
語錄出版流通。
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　　此外，對比兩本語錄，並非只有文獻增刪多寡的問題而已。觀正印重編
語錄，以本師、先師稱呼德清之處所在多有，對於鎮澄則稱以大師，明顯親
疏有別。按查音乘、音在所編語錄，同樣涉及鎮澄文獻，反以先師稱者為
多；而稱德清為先師者僅一見，即觀衡為德清所撰之〈曹溪中興憨山先師
傳〉。綜合前文之討論可以知道，正印重編觀衡語錄之舉並非僅僅只是為了
「補舊拾遺」，尚有其個人之私志隱身其後。關乎此，將於下節接續討論。

四、正印重編語錄所涉及的師承與宗派問題

　　從相關傳記資料來看，觀衡對鎮澄與德清兩人皆非常崇敬。智旭曾說他
「發心深為生死大事，故於父母師長，皆不辭而行。然秉性至孝，每遇親師
忌日，設追薦道場，必極誠愨，竭哀慕，觀者無不感發（3２）。」萬曆45年
（1617）冬鎮澄示寂於五臺山，得知消息的觀衡因身體狀況不允許之故未能
赴喪，遣弟子坦然代之。隔年 6月於所居邵陽五臺庵建薦空印大師道場。崇
禎 7年（1634）再遣弟子本一赴五臺山掃鎮澄塔。一直到晚年觀衡仍抱有親
自回五臺山掃塔的心願，直到最後仍不忘叮囑音乘代為完成遺願（33）。另一

音乘、音在所編本原無，正印所編本增補 音乘、音在所編本原有，正印所編本刪除

文　獻 所在卷數 文　獻 所在卷數

「雲居示眾」云云。 卷 1 〈示玉空上座心語〉 卷16

〈示晦之明侍者〉 卷 3 〈衡南蔡先生箕卷序〉 卷 5

〈禮板的達像跋〉 卷 7 〈答思履王公書〉五則，正印刪
去後三則 卷17

〈贈約生熊給諫以差竣復命〉 卷17
〈祝國保安社稷誦藥師經疏〉、〈為
檀越祝壽誦經疏〉、〈為母七旬誦
經疏〉、〈禳災保安誦藥師經疏〉

卷２1

〈薦憨大師禮懺疏〉、〈解冤禮皇
懺疏〉、〈為保產禮懺疏〉、〈生辰
禮水懺疏〉、〈為信婦歸正禮水懺
疏〉、〈僧屬為薦師祖禮懺疏〉、
〈眾居士受戒起名禮水懺疏〉

卷２２
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方面，天啟 3 年（16２3）11月德清示寂於曹溪，聽聞消息的觀衡遂作挽詩一
章。崇禎10年 ２ 月（1637）觀衡至匡山掃德清塔，並建報恩道場。順治 ２年
（1645）10月觀衡為德清立傳。關於此事，音乘記說：「時師疾已深，乘屢勸
止。師曰：『今不作，後無期矣。』若預知時至者。師之感恩知己也若是（34）。」
　　音乘在《五臺顓愚和尚年譜》最後有一段按語，其中說道：

（觀衡）初侍空印大師，宗賢首，而禪宗印可於憨山大師。立法不為崖岸，
不分門庭，不譏斥前輩。上交王公大人，下逮田夫牧豎，禮不異節。以
故，法錫所至，自北而南，自西而東，父老童稚爭持香花以迎，曰：
「傘居和尚來也（35）。」

這是音乘筆下所呈現的觀衡形象。正印為觀衡重編的語錄中雖也不避諱觀衡
師從過鎮澄，然刻意透過「先師（或本師）╱大師」稱呼之別，強化了德清
與觀衡的師承關係。清代智楷所編《正名錄（36）》曾記曰：

邇來有法璽一枝盛於江西，謂來自笑巖，所以別機清公出〈驅偽論〉以
驅之（37）。

別機清公，指別機本清（生卒年不詳），為木陳道忞弟子（1596-1674）。〈驅偽
論〉今未見。不僅在正印重編的《紫竹林顓愚衡和尚語錄》中，在正印自己
的語錄以及請託當時居士、士大夫所撰文字中，皆可看到德寶－德清－觀衡
－正印臨濟法系傳承的記載。除《法璽印禪師語錄》書前李王庭、余三瀛兩
序以外，收在文德翼《求是堂文集》的〈同安法璽禪師語錄序〉也這樣說
過：「居士（指文德翼）行且老，偶向馬祖□殺天下道場，遇憨大師孫，嗣傘
居大士者，道號法璽，□山龍門遷鳯嶺，今叢林所稱同安和尚也（38）。」此外，
又如黎元寬〈中興建昌縣鳳棲山同安禪寺碑記〉也說：「今和尚（指正印）翁
憨、父顓，為臨濟嫡派（39）。」
　　有趣的是，黎元寬另撰有〈重興五乳峰法雲寺碑記〉，針對當時部分叢
林人士指德清師承不詳的問題如是辯護說：
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或者乃求師（指德清）以承傳，無承傳則處師以散聖應化之位。余慨然
曰：「嗟乎！散聖應化何可易言？」余聞諸師之孫法璽，法璽聞諸師之
子顓愚，乃云：「師實得笑巖禪師授記，頗有機緣，世第以行輩太高而
落其籍。」然余攬師《夢遊集》終篇不為一二語，及惟《年譜》中載其
投契數言而亦終不稱曰本師焉者何也？禪門秋晚，凡一切工為禆販者，
師實少許可，其所著擔板之歌與夫冬瓜印子之喻，蓋重傷之。故余妄意
謂承傳之必不足以論師矣。初與師為鼎足而立者曰紫柏、蓮池二大老，
而師于紫柏周旋更久；其銘紫柏曰「前無師派，不敢妄推」，遂比諸周
程之接孔孟。即紫柏嘗親近徧融禪師，亦有嗣德不嗣法之語，載在集中。
余于是而信無師之智之尤不可訶也。自東土初祖單提心傳，别有表信，
以至六祖且曰衣者爭器，可止不傳，乃衣鉢之推復為拄拂，則又安知拄
拂之無止日？惟身之于器也較真，而其于心也猶相連屬。師故以法身之
常住者示人，謂是不負己靈，即可超躋祖位而作曹溪的骨真兒（40）。

關於世稱德清師承不詳之疑，黎元寬先是以正印之語證其有法系傳承以駁
之；緊接著又更進一層論說德清之精神、境界更非俗世一般師弟傳承之形式
所能囿。此文提到德清著作《夢遊集》不曾提及自己與笑巖德寶的關係或互
動，自撰年譜中也僅「載其投契數言而亦終不稱曰本師焉」云云。此段並非
是針對正印法系傳承說的批評，而是在認可正印法系傳承說的基礎下，為德
清自己未曾明言得法德寶一事進一步提出解釋。儘管「終不稱曰本師焉」非
此文之重點，然若此文撰於正印奔走江南為觀衡重刻語錄一事之前，則正印
在重編語錄中著意將德清冠以「先師」稱呼，也許受到「終不稱曰本師焉」
說法的啟發或影響，亦未可知。無論如何，正印重編觀衡語錄的用意，並非
單純只是〈後跋〉明言為了「補舊拾遺」而已；正印重編語錄之動機亦當置
於他以承繼德清、觀衡，為臨濟子孫之姿，於世佈教的種種舉措此一脈絡下
來看。

五、結語

　　在荒木見悟（1917-２017）及野口善敬先生關於明清禪籍文獻的研究中，
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很早便已提示我們版本的差異及其可能衍生的問題，然而在中文學界這樣的
版本意識仍較少為人所留心。誠如上文討論，觀衡形象乃至著作版本與流傳，
牽涉到種種層次的歷史因素，實不能毫無考慮便輕易掠過。如同清末民初安
愚法師等人為欲重彰觀衡遺風而努力，晚近佛教界似也有重新關注、表彰觀
衡行誼、法教現象的出現。有鑑於此，本文從文獻版本的角度出發，謹就所
觀察到的問題略作討論，冀供學界、教界參考。

＊　本文撰寫曾受臺灣科技部專題計畫補助，計畫編號MOST�108-２410-H-
006-008，特此伸謝！
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『大乗無生方便門』の禅定思想（第二開智慧門）

中島　志郎

1　はじめに

　『大乗無生方便門』（以下『無生方便門』）とは、初期禅宗いわゆる北宗の
神秀、普寂系で成立した禅思想を、五門に分かって集成した綱要書と見な
されている（1）。
　宗密に倣って五門体系で理解されるのが定説だが、現在は宗密の定式を
そのまま前提とすることはできない。『大乗無生方便門』の再検討は初期
禅宗思想の成立過程を考える上で十分に今日的課題である。
　本稿は『大乗無生方便門』第二開智慧門の本文から、基本原理の構図を
摘出することを課題に、特に第一総彰仏体で提示された禅定論との関連を
問題としたい。『大乗無生方便門』五門体系には、一貫する共通の論理が
伏在しているという仮説の本に、第二開智慧門にも第一総彰仏体の禅定論
に通じる基本論理の存在を指摘し、延いては『大乗無生方便門』撰述意図
や全体の構成という問題を考える基礎作業としたい。

2　従来説の検討

　宗密『円覚経大疏鈔（２）』の解釈では、『無生方便門』全体を「方便通経
者、方便謂五方便也　第一総彰仏体、依起信論」と、第一が『起信論』に
よる、第二開智慧門は、『法華経』に依って開示悟入を明かすとし、以下、
第三維摩経、第四思益経、第五華厳経が所依経典として挙げられる。近代
の研究でも宇井伯寿、鈴木大拙等に継承され、河合泰弘、伊吹敦の新解釈
が提起され、韓伝強の研究に至っている（3）。
　『無生方便門』の第一総彰仏体については、別稿（4）で若干の分析を試み
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たが、拙稿の結論は、『無生方便門』の禅定思想を起信論と天台止観法門
（歴縁対境止観、厳密には対境止観）に注目して、『無生方便門』の禅定思想
を『小止観』「対境止観」との対応関係を軸に理解した（5）。
　その過程で『大乗無生方便門』の方便は定慧方便（6）という意味であり、
第一門で定式化された定慧という方便（方法）で諸経を会通（通経）する
という全体構想が浮上した（後述）。
　いま同様の課題を第二開智慧門でも検証してみたい。もとよりこれは
『無生方便門』の五門全体について分析されねばならない問題であるが、
本稿は『無生方便門』第二開智慧門について、第一総彰仏体の基本論理が
『法華経』の語彙を借りつつ、貫徹して行く事実を確認して、第三門以降
の検証に継続して行きたい。
　手掛かりに、韓伝強の先行研究を検討しておくと、

『研究』韓［２013］（三章四節二、身心不動与定慧双顕）に云う、総彰仏
体が身心離念と成仏の関係を論じたとすれば、第二開智慧門（不動
門）は『法華経』に依って、身心不動を解釈し、定慧双顕に達せんと
する。

　宗密（『大疏鈔』巻三）の語を借りるなら、
謂身心不動、豁然無念是定、見聞覚知是慧。不動是開、此不動即能従
定発慧。意根不動智門開、五根不動慧門開。智用是知、慧用是見、名
開仏知見。� 宇井［1935］p361-２参照
身心不動とは、豁然無念は定である、見聞覚知は慧である。不動は開、
この不動は能く従定発慧する。
意根不動は智門の開、五根不動は慧門の開。智の用は知、慧の用は見、
開仏知見と名づく。

　韓伝強（7）の分析では、以下、第二開智慧門（不動門）全体を十二項目に
わたって要約して、論述は三項に別れる。
　先ず「身心不動」は第二門を一貫する鍵語である。

　離念を以て不動を釈し、離念はこれは不動の前提である。不動は従
定発慧の根拠である。心不動によって定を論じ、智を解釈し、五根不
動によって慧を言い、用を談ず。
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　二は開智慧門は『法華経』の開示悟入を契機とするが、実際は「六
経注我」の方法で新解釈を進めている。
　「身心不動」で法華、金剛、華厳を解釈するが、実際、北宗の「方
便通経」は六経注我の姿勢で諸宗を融摂する。
　三に開智慧門最大の特徴は「定慧双顕」である。
　心不動を定と解し、六根不動を慧といい、さらに聞を慧とし、不動
修行を定とする、実際はすべて定慧双行であり、二乗の人の入定不聞、
入定無慧、出定心散、しかも動を畏れて不動に執する、将心住不動、
これは無慧の不動であり、実際は亦これ動である。この無慧の定は邪
定であり正定ではない、
　菩薩は慧を基礎として、六根本来不動を知り、有声、無声、声落謝、
常にこの不動修行に順じ、方便正定を得て円寂を獲得する、それが大
涅槃である。換言すれば、『大乗五方便北宗』等の文献中で、その構
築された禅法体系は定慧双彰を以て、この種の定慧併用の道は、天台
智顗以降の修行法を想起させる。ここから北宗は天台宗の影響を一貫
して受けていると見てよい。� 韓［２013］pp337-34２

と優れた分析になっているのだが、思想分析にはまだ十分ではない問題も
残る。韓説を念頭にしつつ、以下『無生方便門』第二開智慧門（不動門）、
本文に従って考える（『無生方便門』本文は韓［２018］の校訂本に依った）。

3　『無生方便門』の基本思想

　第二開智慧門の冒頭に云う。
　（一）和尚打木、問言、聞声不。聞、不動。此不動是従定発慧方便、是

開慧門。聞是慧。� 韓［２018］p1２0
　音は聞こえるか。聞える、（且つ）不動である。この「不動」が第二の
鍵語であるが、この不動が従定発慧の「方便」である。従定（不動）発慧
（聞）の「方便」、つまり定から慧への方法であるから開慧門（聞）という。
聞は慧である。その慧を導く（従定発慧）のが「不動」である。
　冒頭から意と五根をめぐって重要なやりとりがある。「聞声不。聞不
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動。」という聞と不動の関係において、不動が従定発慧方便とはどういう
意味か。
　『無生方便門』第一総彰仏体でも、冒頭、見をめぐる問答が置かれた。
そこでは一物不見が答えであった。
　聞、不動（聞、且つ不動である）とは見聞覚知の当所で一々について不見、
不動を確認させるのであり、この場面では、和尚の問いに、耳は聞声する
が、そこに不動がある。これがなぜ冒頭に、いかなる手順でなされたのか、
詳細は不明なのだが、後に見るように『無生方便門』第一総彰仏体（見一
物不見）や第二開智慧（聞不動）（8）が示すのは見聞覚知の当所に不見、不動
を見るという、一見奇妙だがそこに『無生方便門』独自の禅定思想の実際
（三昧）を感得させる、解脱�（五処解脱、一切処解脱）の「経験」という浄法
界の具体的な指示が描出されている。
　第一総彰仏体で提示された禅定思想の基本構図とは、「体（離念之体）」
に代表される根本的原理と十八界に展開した心意意識の作用を、心色関係
や定慧や智慧の二項関係として結合して、見聞覚知の作用（染）する当所
に不染（心不起、不動）を見る、十八界に浄法界を見という禅定思想である。
第一総彰仏体ではそれを五処解脱、一切処解脱と呼んだ。六根六境に対し
て意識の起（染法界）を離念や心不起、不動に還元するのが浄法界の特徴
なのであるが、第二開智慧門でも、不動（方便）を一方の根本に据え、見
聞覚知を定に対する「慧」に配して、第一総彰仏体で提示された基本論理
が、あらためて提示されるのである。
　続けていう、
　第二（二）　此方便非但能発慧、亦能正定、是開智門。即得智、是名開

智慧門。若不得此方便、正定即落邪定。� 韓［２018］p1２0
　この方便は、発慧のみならず、正定を導く、これが開智門である。智を
得て開智慧門と名づく。この方便を得なければ、正定も邪定に落ちる。
　では開智門とは、どういう意味か。
　聞にして不動（聞不動）こそ正しい慧と定の関係であるから、この「不
動」という方便は、慧を発するのみならず定を正す、この方便は、正定を
導くので開智門という。智を得て、正定は開智、発慧は開慧門の二門併せ
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て開智慧門と名づける。
　聞は慧である、五根は総じて慧に配されるのだが、これは第一総彰仏体
の冒頭と同様で、全体の論理も六根に於て五根に対する「意不起」の論理
構造に重なる。総彰仏体の「不起」は、開智慧門の「不動」に他ならない
位置にあるのは宇井以来韓に至るまで先行研究の指摘するところである。
　論理の基本構図を見るために、第二開智慧門の次の一段を取り上げよう。
　第二（三）　問、是沒是不動。答、心不動、心不動是定、是智、是理。

耳根不動是色、是事、是慧。此不動是従定発慧方便、開慧門。
� 韓［２018］p1２0
　不動とは何か。心不動である、心不動とは、定、智、理である。耳根不
動（五根不動）とは色、事、慧である。この不動が、従定発慧の方便であ
り、開慧門である。
　ここで心不動と耳根不動（五根不動）に分かたれ、心不動は定、耳根（五
根）不動から開慧門が導かれる。不動は従定発慧方便として慧門を開くの
だが、心と五根、心色関係の定礎が以後の基本構図となるのである（宇井
［1935］p36２）。
　第二（四）　問、是沒是慧門。耳根是慧門。作沒生開慧門。聞声耳根不

動、是開慧門。
　　是沒是慧？。聞是慧。五根総是慧門、非但能発慧、亦能正定。是開智門。
　　問、是沒是智門。意根爲智門。作沒生開智門。意根不動是開智門。
� 韓［２018］p1２1
　では慧門とは何か、耳根が慧門である。そして開慧門とは、聞声するも
耳根が「不動」であることが開慧門である。これは冒頭「問言、聞声不。
聞不動」の具さな解説といえ、冒頭の「此不動是従定発慧方便、是開慧門。
聞是慧。」の語に等しい。
　かくして聞を始めとする五根は総じて慧門である、そして五根不動は開
慧門となる道理である。さらに続けて、発慧だけでなく、正定も導くので
開智門でもある。その智門とは、意根を智門とする。
　では開智門とはなにか。意根不動が開智門である。
　意根（智門）と意根不動（開智門）に対して、五根は総じて慧門である、



『大乗無生方便門』の禅定思想（第二開智慧門）

92

その慧とは見聞覚知の作用そのもの、つまり五根に五色が和合して五識を
生ずる（耳聞声）が、聞不動の不動によって開慧門となる、意根不動（開
智門）と五根不動（開慧門）が開智慧門となる（9）。
　冒頭以来の諸概念の論理的な構築が、意根と五根をめぐって定慧、智慧、
根本の不動と方便の関係として提示される。
　第二開智慧門の根本原理「不動」は、見聞覚知の作用する「染法界」の
原理ではなく、「不動」は従定発慧、発慧能正定する浄法界の根本原理な
のは第一総彰法界の「離念之体」と同様である。定慧、智慧の二門をめぐ
る冒頭の論理の反復であり、基本的な総括になっている。
　かくして第一総彰仏体との論理の共通性が指摘できる。六根の配置は意
根と五根に分かち、智と慧に配し、定慧の関係であり、「此方便は能く発
慧するのみならず、また能く正定する」、従定発慧、発慧正定の相互関係
が「定慧方便」の内実なのである。

4　邪定と正定（二乗と菩薩の分岐点）

　冒頭（二）で「若不得此方便、正定即落邪定。」と、正しく方便（定慧）
が得られなければ、正定も邪定に堕すと明言されたが、以下に「開智慧門
に三種人あり」として、三種人を定慧との関係で提示している。
　第二（五）
　　�問、有幾種人、開得智慧門。答、有三種人。是誰。凡夫、二乗、菩薩。

凡夫有声即聞、無声声落謝、不聞。二乗有声、無声、声落謝、不聞、
不聞。菩薩有声無声、声落謝、常聞。

　　�　智慧門を開くに三種人の差別がある。凡夫、二乗、菩薩である。凡
夫は声あれば聞き、声無くば聞かず。二乗は声の有無にかかわらず常
に聞かず。菩薩は声の有無にかかわらず常に聞く。

　以下、凡夫、二乗、菩薩の機根の相違を認めながら、問題は二乗と菩薩
の相違にあり、つまり二乗批判こそ中心課題である。二乗と菩薩の智慧の
相違とは何を指しているのか。
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　第二（六）
　　�問、三人一種、開得智慧一門。縁何沒二乗人、貪著禅味、墮二乗涅槃。
　　二乗人、開得慧一門、是慧。於耳根辺、證得聞慧。
　　�　昔所不聞、而今得聞、聞已心生歓喜。歓喜即動、畏動執不動。滅六

識、證空寂涅槃。有声無声、声落謝、不聞、不聞。貪著禅味、墮二乗
涅槃。� 韓［２018］p1２1-２

　　�　三人は等しく一種の智慧門を開くのに、なぜ二乗人は、貪著禅味、
二乗涅槃に堕するか。

　　�二乗人が慧一門を開くも、是れ慧。耳根辺に聞慧を證得する。昔、聞
かざる所を、今聞いて、聞き終わるや心に歓喜を生ず。歓喜は動であ
り、動を畏れて不動に執する。六識を滅して、空寂涅槃を証する。有
声、無声、一切の声を聞かず。禅味に貪著して（維摩経）、二乗涅槃に
堕す。

� 韓［２018］p1２２
　以下、二乗と菩薩の相違点をめぐって説示されるが、それは結局、禅定
理解の正邪をめぐる論義に収斂する。どういうことか。続いて聞（聞慧）
を例に問義は始まる。

　第二（七）　問、是沒是不聞聞？昔所不聞、而今得聞、是不聞聞。　
　　�是沒是不聞不聞？　聞已心生歓喜、歓喜即動、畏動執不動、滅六識、

證空寂涅槃。有声無声、声落謝、不聞、不聞、是不聞不聞。
� 韓［２018］p1２２
　　�是沒是聞不聞。二乗人出定即聞、在定不聞。二乗人在定無慧、不能説

法、亦不能度衆生。
　この不聞聞、不聞不聞、聞不聞は結局、二乗人の不聞とその批判である
が、その理由も、二乗人、開得慧一門というにある。二乗人は定を出て即
ち聞く、定にあっては聞かず。二乗人は定のとき慧無く、法を説くこと能
わず、また衆生を度すこともできないのである。� 韓［２018］p1２２（10）

　一方の菩薩の慧門は、
　第二（八）
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　　�　菩薩開得慧門、聞是慧。於耳根辺、證得聞慧。知六根本来不動、有
声無声、声落謝、常聞。常順不動修行、以得此方便正定、即得圓寂、
是大涅槃。「涅槃経」云、不聞聞、不聞不聞、聞聞。� 同前 p1２２

　菩薩が慧門を開得するとは、聞は慧である。耳根に聞慧を證す。つまり
六根の本来不動を知って、有声無声に関わらず常に聞く。常に不動に順っ
て修行し、この方便正定を得ることで円寂を得る、これが大涅槃である。
　涅槃経云、不聞聞、不聞不聞、聞聞（T1２p491a）とは、菩薩の開慧門は
六根本来不動を知るからであるが、先には、心不動と耳根不動（五根不動）
を併せて開智慧門としたが、その知六根本来不動は耳根不動（五根不動）
のことであるから、また「五根総是慧門」（韓［２018］p1２1）を導き出すの
である。
　そして、二乗人出定即聞、在定不聞以下の規定は、そのまま次の滅六識、
証空寂涅槃という邪定の定義に重なる。即ち云う、
　第二（九）
　　問、是沒是　邪定正定？　
　　�二乗人、滅六識、證空寂涅槃、是邪定。菩薩知六根本来不動、有声無

声、声落謝、常聞、是正定。� 韓［２018］p1２3
　開得智慧門の慧について、二乗人と菩薩の相違はそのまま、邪定正定の
相違なのである。
　二乗人は、六識を滅して空寂涅槃を証する、これが邪定である。対する
菩薩は六根本来不動を知って、有声無声、声落謝、常に聞く。これが正定
の定義である。冒頭の二（一）に云う、
　　�此方便非但能発慧、亦能正定、是開智門。即得智、是名開智慧門。若

不得此方便、正定即落邪定。
を承けた、邪正の定義とは、開智慧門の方便を得なければ正定も邪定に落
ちる。邪定正定は、つまり二乗と菩薩の禅定を分かつ分岐点である。では
邪定、正定とはなにか。　
　菩薩の正定は六根本来不動を知って、常に聞く、つまり見聞覚知（六
根）は開智慧門の不動の原理と別ではない、しかも常に聞く、それが「正
定」である。
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　十八界見聞覚知の当所で不動、つまり意識不生、不分別であることが、
菩薩の正定である。これは、冒頭問答の「問言、聞声不。聞、不動。」の
事態に他ならない。
　「知六根本来不動」「聞不動」こそ『無生方便門』第一総彰仏体が提示し
た「五処解脱」「一切処解脱」の禅定 =解脱論の基本構図と別ではない第
二開智慧門の構図である。
　では「二乗人が六識を滅して、空寂涅槃を証する」のが、なぜ邪定なの
か。滅六識は常に不聞であり、二（七）に云う、二乗人出定即聞、在定不
聞。二乗人在定無慧、だからこれは邪定である。方便定慧の智慧門を開け
ない二乗は邪定に落ちるのである（11）。

続く第二（十）でも、
　　�問、是没是邪定正定。（答）二乗人有定無慧、名邪定。菩薩有定有慧、

名正。� 韓［２018］p1２3
　（九）と同じく邪正が問われるが、二乗には定あって慧無く（邪定）、菩
薩は定慧倶にある（正定）、それが正邪の関係である。
　その開智慧門である方便が理解できなければ、邪定に落ちる（若不得此
方便、正定即落邪定）。
　二乗人は、先の規定からも滅六識、証空寂涅槃、つまり邪定である。そ
の理由は、二乗は無慧であり常に不聞、つまり滅六識だからである。菩薩
正定は定慧倶にあるから、常聞（聞不動）つまり六根不動なのである。

第二（十一）　続き、　
眼見色、心不起、是根本智。見自在、是後得智。耳聞声、心不起、是
根本智。聞自在是後得智。
鼻覚香、心不起、是根本智。覺自在是後得智。舌覚味、心不起、是根
本智。覺自在是後得智。
自覚身　心不起、是根本智。覺自在是後得智。意知法、心不起、是根
本智。知自在是後得智。� 韓［２018］p1２5

　上段を承けて、六根六塵六識の十八界と心の関係を心不起は根本智、見
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聞覚知自在は後得智の構図で総括する、『無生方便門』五門共通の心色関
係が根本・後得に翻案されている（1２）。
　第二（十一）のうち、「眼見色、心不起、是根本智。見自在、是後得
智。」を例に取ると、根塵識の因縁和合（眼見色）に対して、心不起である
こと、これが根本智である。一方、見聞覚知（六根六識の作用）が自在（作
用）であること、これは後得智である。
　第一総彰仏体、以来の眼見色念不起、不分別（浄法界）、あるいは意根と
五根の関係も六根六境の因縁和合は生じるが、染浄の分岐点は、意識が五
識に作用するか否かというにあり、この第二開智慧門でも心意意識の関係
は、心不起、念不起、不分別を根本智（菩提、解脱）に配し、見聞覚知の
自在を後得智（六根不動、意識不生）とする関係は、浄法界の離念之体と
十八界の関係と基本的に一致している（13）。
　見（見聞覚知）自在とは、第一総彰仏体の根離障（p115）、不分別（p117）、
六根不起、六根本不動（p118）等の意味するところと別の事態ではない。
　第一総彰仏体では、冒頭の「心不起即順仏性、是持菩薩戒」という菩薩
戒の戒性に根拠を据えた離念之体が「心不起」、そこから展開する陰入界
に対して「色不起」を配し、心色関係を骨格とした浄法界（仏界）の様相
が描出される。即ち、第一総彰仏体に云う、
　　　是没是真如？心不起、心真如。色不起、色真如。心真如故心解脱、

色真如故、色解脱。心色倶離、即無一物、是大菩提樹。�（同上 p116）
　真如を心色で理解するのだが、「心不起」に対し、「六根清浄、六根離
障」に対応する「色不起」がいわれ、心色倶離を到達点とする「心色関
係」が、以下の基本構図となる。
　心色関係は『起信論』も五蘊を心色、四蘊と色（推求五陰、色之与心）で
理解しているが、『無生方便門』でも受想行識（心）と色の心色関係は当
然見られる。しかし、「聞不動」を分析する概念としては心意意識と六境
に二分される心色関係が重要であり、実際、意識の生不生が染浄二法界の
分岐点となっているといえるだろう。
　根本智（心不起）と後得智（心瞥起）に見る二項の基本構図を類形化する
と、
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　　順仏性（心不起）　離念・無隔障・体・法界一相・六根不動・根本智・
無分別智・浄法界・仏界

　違仏性（心瞥起）　念起・隔障・用・十八界（見聞覚知）・六根動・後得智
・分別智・染法界・衆生界　等々�
　韓［２013］にも体用関係を軸に二項図式で理解しているが（14）、五根が
塵に染まれば染法界であるに対し、浄法界とは、第一総彰仏体にいう、
　　法界一相於十八界中有二、一染一浄、先染後浄、眼見色、意識同縁知、

眼等五根依塵、五処期染。� 韓［２018］p２07�
　　法界一相はもとより真如本覚、離念之体であって、無相と理解されて

いるが、『無生方便門』は、その法界一相を十八界に展開するのであ
り、法界一相を展開した十八界に染浄の二法界を立てる（法界一相、
於十八界中有二、一染一浄、先染後浄）。そこで眼見色に意識が働けば（意
識同縁知）、眼等五根は塵によって五処起染、一切処染となる、それが
染法界、衆生界である。

　五根が塵に染まれば染法界であるに対し、浄法界について、第一総彰仏
体の続く一段で、
　　問、是沒是浄法界。浄法界者、於離念中、眼見色不分別、即於眼処得

解脱。余四亦同。五処解脱、即一切処解脱。一切処解脱即一切処浄、
即是浄法界、是仏界。離念相者、等虚空界、無所不遍、属自、法界一
相、属他。� 韓［２018］p116-7

というのも、五方便別本二『通一切経』之一に「無所不遍。已上為覚義。
法界一相、已上為覚他」（同書 p143）とも云い、属自は自覚、属他は覚他
それは覚満に統合される覚の三義として三一の構図と云えるが（15）、根本
は浄法界の内実として提示されている。つまり、浄法界者以下の「於離念
中眼見色不分別、即於眼処得解脱。余四亦同。五処解脱、即一切処解脱」
（離念中に眼処に解脱を得る。他の四処も同様で、五処に解脱を得る。すなわち一
切処解脱である）は、『無生方便門』の禅定論の結論といえる。
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5　『維摩経』の縛解問義

　『無生方便門』は以下、『維摩経』の説く縛と解をめぐって方便の有無、
慧の有無が詳説されるこの二乗批判は、そのまま「維摩経」の菩薩の縛解
をめぐる問義に重なる。
　『無生方便門』も『維摩経』を承けて、解縛四句をめぐって独自の二乗
と菩薩の方便と慧の優劣を詳説する。
　第二（十二）　問。「維摩経」云、無方便慧縛。� 韓［２018］p1２5
　「維摩経云、無方便慧縛」とは、『維摩経』文殊師利問疾品第五の「何謂
縛、何謂解。貪著禅味、是菩薩縛。以方便生、是菩薩解」（16）に始まる、無
方便慧縛。有方便慧解。無慧方便縛。有慧方便解の菩薩の縛解をめぐる四
句で、『無生方便門』もこの四句を独自に吟味している。
　『無生方便門』の無方便慧縛は、上来、邪定正定を論じた一段と同様の
問義で始まる。即ち、
　第�二（十三）　二乗人在定不聞、出定即聞。在定無慧、不能説法、亦不

能度衆生。出定心散、説法　無定、水潤名乾慧定、是名無方便慧縛。
� 韓［２018］p1２5

　二乗人は定にあっては聞かず、定を出て即ち聞く。定に慧無く、説
法すること能わず、また衆生を度する能わず。
　定を出て心散じ、説法に定無く、水潤、乾慧定（17）と名づく、これ
方便無き慧の縛と名づく。

　最初に二乗人在定不聞、出定即聞。以下「無方便慧縛」が検討される。
　『維摩経』の無方便慧縛と有方便慧解とは、
　　謂菩薩以愛見心、莊厳佛土、成就衆生。於空・無相・無作法中、而自

調伏、是名無方便慧縛。
と、『維摩経』無方便慧縛の「菩薩以愛見心、荘厳仏土、成就衆生」に対
して、菩薩の有方便慧解とは、　
　　何謂有方便慧解。謂不以愛見心、莊厳佛土、成就衆生。於空・無相・

無作法中、以自調伏而不疲厭、是名有方便慧解。
� （T14p545b）、宇井［1935］p365参照
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　『維摩経』は、無方便慧縛（菩薩以愛見心、莊嚴佛土、成就衆生）、有方便
慧解（菩薩不以愛見心、莊嚴佛土）といい、縛解、方便の有無いづれも菩薩
の境涯だが、『無生方便門』は、無方便慧縛を菩薩以愛見心（維摩経）では
なく二乗人（在定不聞、出定即聞）とする。二乗人は「在定無慧」定慧の乖
離が明白（邪定）であり、法を説けず、衆生を度することができないと、
二乗人批判に変更している。
　　二乗人、邪定、在定無慧、無方便慧縛� 韓［２018］p1２6
と菩薩知六根不動（有方便慧解）　に変更している。
　二乗人（無方便慧縛）に対して、一方の菩薩（有方便慧解）は、『維摩経』
経文とは大きく異なる独自の教理を展開する。
　『無生方便門』は、
　第�二（十四）　是沒是有方便慧解？菩薩知六根本来不動、有声無声、声

落謝、常聞。常順不動修行、以得此方便正定、即得圓寂、是大涅槃、
是名有方便慧解。� 韓［２018］p1２6

　有方便慧解とは、菩薩は六根本来不動を知り、常に聞き、しかも不動に
順いて修行する、この方便正定を得ることで円寂を得る、それが大涅槃で
ある。菩薩知六根本来不動以下、方便正定の規定であるが、有方便慧解は、
先の邪正二定の、正定に一致するのである。
　さらに次いで『維摩経』に云う、　

無慧方便縛（菩薩住貪欲）　謂菩薩住貪欲・瞋恚・邪見等諸煩惱、而植
衆徳本、是名無慧方便縛。
有慧方便解（離諸貪欲）　　謂離諸貪欲・瞋恚・邪見等諸煩惱、而植衆
徳本、迴向阿耨多羅三藐三菩提、是名有慧方便解。� （T14p545b）

　『維摩経』の無慧方便縛と有慧方便解を『無生方便門』がいかに理解し
ているか。まず方便とは何かを問う、
　第�二（十五）　問、是沒是方便？不動是方便。何物不動？心不動？

� 韓［２018］p1２6
　方便とは何か。「不動」が方便である。不動とは何か？心不動とは
何か。
答、得心住不動、亦是動。「遺教経」云、一切世間動不動法、皆成敗
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壞不安之相。
歓喜即動、於畏動執（報）不動、滅六識、證空寂涅槃。有声無声、声
落謝、不聞。貪著禅味、墮二乗涅槃、是名無慧方便縛。� 同書 p1２6

　先に、二乗人滅六識、證空寂涅槃、是邪定（同書 p1２6）とした邪定に無
慧方便縛は重なるのであるが、方便や不動の定義を経て、（しかし）心が不
動に住するも、やはり動である。「遺教経」の一切世間動不動法云々
（T２6p２91a）の一節を引いて、結局、無慧方便縛とは、「歓喜即動、於畏動
執（報）不動、滅六識、證空寂涅槃。有声無声、声落謝、不聞。貪著禅味、
墮二乗涅槃」まで、これは先の二乗人の開得慧一門の定義に一致し、二乗
人の滅六識、證空寂涅槃は邪定の定義でもあった（同前 p1２3）。
　この無慧方便縛の定義は、そのまま二乗の邪定の批判に重なる。「得心
住不動、亦是動」も含め
　第�二（十八）　菩薩「住」貪欲瞋恚邪見等、見空取空爲證、厭生死、住

涅槃するのが、菩薩の無慧方便縛。　
無慧方便　縛　歓喜即動、　有声無声、声落謝、不聞。貪著禅味、墮
二乗涅槃。　
有慧方便　解　菩薩不貪涅槃、了見聞覚知、心不動、是名有慧方便解。
� 同前 p1２6

　『無生方便門』の無慧方便縛、有慧方便解とは、有方便慧解に次いで　
再度、無慧方便縛が定義されるが、
　第�二（十九）　（問）反復、無慧方便縛？
　（答）愛、愛涅槃、見、見諸佛土。證得六根爲佛土、不動爲莊嚴。證得

六根不動、了貪瞋癡性空。見空取空爲證、厭生死、住涅槃。是名無慧
方便縛。� 同前 p1２7
　再度、無慧方便縛とはなにか。愛、愛涅槃、見、見諸仏土。六根を
仏土となし、六根不動を証得し、…見空取空為証、（しかし）生死を厭
い、涅槃に住する、これを無慧方便縛と名づける。

　別の一段でも、さらに無慧方便縛を問うて、
謂菩薩住諸貪欲、瞋恚、邪見等諸煩惱、而植聚徳本、　證得六根不動、
了貪嗔癡性空。見空取空爲證、厭生死、住涅槃。� 同前 p1２7
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　是菩薩住貪欲、瞋恚、邪見等、諸煩惱、而殖衆得本。有声無声声落
謝、不聞不聞、是名無慧方便縛。� 同前 p1２8

と分類される。
　そこで再度、有慧方便解とはなにかが問われる。すなわち、
　第�二（二十）　是沒是有慧方便解？　菩薩不貪涅槃、了見聞覺知、心

（不）動、是名有慧方便解。� 同前 p1２6
　あるいは、

見清浄六根為仏土。不動為荘厳。証得六根不動、了貪瞋癡性空。見空
不取空為証、不厭生死、不住涅槃、是名有慧方便解。� 同前 p1２7

　ともいい、別所でも
　謂菩薩離諸貪欲、瞋恚邪見等諸煩悩、而殖衆徳本。証得六根不動、
了貪瞋癡性空。見空不取空為証、不厭生死、不住涅槃、是菩薩即離諸
貪欲、瞋恚邪見等諸煩悩、而殖衆徳本。迴向阿耨多羅三藐三菩提。有
声無声声落謝、常聞、是名有慧方便解。� 同前 p1２8

等の類似の説示を得る。
　『維摩経』の一節（菩薩離諸貪欲、瞋恚、邪見等諸煩惱、而植聚徳本）を承け
るのは無慧方便縛に同じだが、無慧方便縛（見空取空爲證、厭生死、住涅槃）
に対して有慧方便解は、六根不動を証得し、貪嗔癡性空を了り、見空不取
空を証と為して、さらに、生死を厭わず、涅槃に住まらない、これが有慧
方便解である。
　この無慧方便縛と有慧方便解の相違は、『維摩経』では菩薩住貪欲（無
慧）と、菩薩離諸貪欲（有慧）として、住貪欲、厭生死、住涅槃、不聞（無
慧方便縛）に対し離諸貪欲、不厭生死、不住涅槃、常聞（有慧方便解）と菩
薩の境位の相違として認識される。
　それが『無生方便門』では有慧方便解は六根本来不動を知って不動修行
を行う、方便「正定」を修する菩薩の境位であり、無慧方便縛（厭生死、
住涅槃）の二乗人（有定無慧）批判の構図に替わるのである。

　『維摩経』の縛解の一段をめぐる『無生方便門』の教説を考えた。
　『無生方便門』第二開智慧門は『維摩経』の「無方便慧縛、有方便慧解」
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と「無慧方便縛、有慧方便解」の縛解四句を「六根不動」という、慧の有
無で六根と不動の関係を解する独自の禅定論として展開した。
　「無方便慧縛、有方便慧解」でも論点は慧の有無といえる。その慧の有
無は三種人（凡夫、二乗、菩薩）の相違であるが、実際は二乗と菩薩の対立
であり、専らの関心は二乗人の批判である。その根拠は正定に対する邪定
の批判であり、邪定批判は「無慧」の批判でもある。
　『維摩経』の無方便慧縛菩薩に対して、『無生方便門』では、それを無慧
のゆえに「二乗」に位置づけて邪定と断定した。
　第一総彰仏体以来、定慧は一体であり定慧倶が覚満（覚三義）であるこ
とは、前段の結論であった。無慧の定は邪定、二乗涅槃に堕すと云うとこ
ろである。
　さらに『維摩経』慧の有無は菩薩を「無慧方便縛、有慧方便解」に二分
する。
　二乗（無方便慧縛）に対する菩薩の理解の優位性（有方便慧解）を論じて
いるが、別の無慧方便縛、有慧方便解の関係では、「菩薩知六根本来不
動」を菩薩最高の到達点として、厭生死、住涅槃（無慧方便）に対して、
離煩悩、不厭生死、不住涅槃（有慧方便）を提示するのであり、知六根本
来不動は厭と住を批判する不厭不住の自在であり、滅六識を批判する（九
の邪定定義も）　知六根本来不動であり、第一総彰仏体以来の六根六境の和
合に意識の作用を排する禅定論を承けている。
　無慧方便縛（菩薩住貪欲・瞋恚・邪見等、諸煩惱）と有慧方便解（菩薩離諸
貪欲、證得六根不動、了貪嗔癡性空。見空取空爲證）と、住と離（以愛見と不以
愛見も）は菩薩の縛解を分かつ。それは『維摩経』を承けているが、さら
に、菩薩の慧無き方便の縛（無慧方便縛）は「菩薩住諸貪欲」、「得心住不動、
亦是動」で、「厭生死、住涅槃」し、「貪著禅味、墮二乗涅槃」するであり、
無方便慧縛の二乗と同様の批判が浴びせられるが、有慧方便解（離諸貪欲）
は「證得六根不動、了貪瞋癡性空。見空不取空爲證」に加えて、「不厭生
死、不住涅槃」（六根不動を証得し、貪瞋癡性空を了し、見空不取空を證として、
生死を厭わず、涅槃に住せず）である。
　無慧方便縛と有慧方便解の決定的分岐点が生まれるが、これは『維摩
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経』にはない加上であり、この場面でも、眼見色に自在を見る心不起、念
不起、意不起の第一総彰仏体以来の基本構図、「聞不動」の禅定思想が働
いている。
　有慧方便解の菩薩は、六根不動を証得し、性空を了し、見空不取空を証
とする（六根本来不動を知り、不動に順じて修行をする）など、上来見てきた
六根（意根と五根）関係と共通の『無生方便門』独自の教説が働いている。
『維摩経』の縛解を援用した『無生方便門』の独自教説も、菩薩の有定有
慧の「有慧方便解」を正定として、二乗の定慧を邪定と批判した。第二開
智慧門の最期部に冒頭部と似た問答（問聞声否。…聞声不動云々）が掲げら
れるのだが、心（受想行識）と色の心色関係にあって、

聞声不動、開得五陰空、開得仏知見。学人耳根、聆聆属聴、有聞音旨、
領悟分明。證入修行、取無爲道。不動是開佛知見。…不動是開仏知見。
� 韓［２018］p133

　というとき、開智慧門が十八界に浄法界を見、見聞覚知の当所に不動と
しての解脱知見を見ているのは明らかである。

6　『天台小止観』の対境止観

　心色関係は心不起、見色本空という心色の基本構図が一貫して保持され
ている。むしろこの心色関係こそ第一以来の定慧修行の中心課題であった。
　第一以来の心色関係とは、離念の体、心不起を覚性とし、法界一相と見
聞覚知十八界の展摂関係となる浄法界の構図である。
　この六根六境、見聞覚知の作用（五根）に意の起不起を関連づけて、意
識の不生が了得できれば、そこが体用一体の浄法界の出現（五処解脱）と
する、この着想の基本形は『天台小止観』の対境止観に根拠がある。韓伝
強の第二開智慧門の第三の指摘、天台教学の影響にも関連するが、其の影
響は定慧双顕にとどまらず、端的に対境止観に求めることができる（18）。
　『小止観』正修行第六は坐中修と歴縁対境を止観の基本構図とする（T46-
466c）。
　一、端身常坐に対する二、歴縁対境止観とは、歴縁は六種縁（行住坐臥、
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作作、言語）の六威儀について日常起居動作において止観を行ずるのであ
り、対境止観（六根門中修止観）とは、六根（眼耳鼻舌身意）に対する六境
を併せ観察し、六根の一々に空寂、不可得を看取する止観修道の対治法が
説かれる。「眼見色」を例に取ると、眼見色を止観で対治するとは、

　次云何名眼見色時修止、随見色時、即知如水中月、無有定実、若見
順情之色、不起貪愛。若見違情之色、不起恚悩、若見非違非順之色、
不起無明、及諸乱想。是名修止。�（大野［２004］p153、T46,0468c 参照）
　眼が色を見るとき止を修するとは、ものを見ても水中の月の如く、
定実有るのではなく、もし意に適っても貪愛を起こさず、意に沿わな
くても恚悩を起こさない、もしそれ以外のものに接しても無明、諸乱
想を起こさない。これが修止である。

　続けて観については、
　云何名眼見色時修観。応作是念、随有所見、即無見相。所以者何、
於彼根塵、空明之中、各各無見、亦無分別、和合因縁、出生眼識。眼
識因縁、即生意識、意識生時、即能分別、種種諸色。
因此則有、一切善悪等法、即当反観、念色之心、不見相貌。当知、見
者及一切法、畢竟空寂、是名修観。� （大野［２004］p153、T46,0468c）
　眼が色を見るとき観を修するとは。見るといっても、見る相は存在
しない。なぜなら、根も塵も、空明の中も、各各見無く、分別もなく、
因縁が和合して、眼識を出生じ、眼識の因縁は意識を生む、意識が生
じる時、種種諸色を分別する、一切善悪等法は逆に、念色の心は、相
貌を見ず。まさに見るものも一切法も、畢竟空寂である、これを修観
という。

　この対境止観は六根六境にわたって、「一切法皆不可得。則妄念心息（不
起）是名修止」「一切法畢竟空寂、是名修観」（T46,467c-469a）という、徹
底した空観の了解を目指す止観倶行（19）として遂行される。
　眼見色時にあって、不起貪愛、不起恚悩、不起無明、及諸乱想という修
止は、『無生方便門』に照らして云えば、「心不起」の故に意識は不分別で
あるという、染法界に対する浄法界の光景であるといえよう、また「当知
見者及一切法、畢竟空寂」という修観は、眼見色時にあって、無見相、無
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見、無分別であり、まさに「眼識因縁、即生意識、意識生時、即能分別」
と意識の分別を捉え、その心を観察してみるとそこにいかなる相貌も見え
ない。
　これが一切法畢竟空寂という観察であるが、『無生方便門』が眼等六根
（五根）に対して、意識の分別作用（心起）こそが無明、乱想、一切煩悩の
因となり、離念之体、心不起、念不起として解き明かす浄法界の根塵関係
は、「不起無明及諸乱想、是名修止」であり、また『無生方便門』の説く
「法界一相」も無相であるから、一切法、畢竟空寂の修観が一切処解脱と
別のものではないのは見易いところである。
　意根と五根の関係を軸に、意と意識のうち、意識の不起、不分別に染浄
を分かつ明確な分岐点があるのであり、それは「滅六識」を二乗、邪定と
批判した菩薩の不住と軌一である。二乗の滅六識とは峻別される意識の不
分別が五処解脱、一切処解脱の浄法界の光景である。

7　結　　論

　以上、『無生方便門』第二開智慧門（不動門）の「禅定思想」に焦点を当
てて、第一総彰仏体で提示された『起信論』の概念や天台の「対境止観」
を背景にした禅定と解脱の論理（そのまま成仏論でもある）との共通性を解
明しようとした。
　もとより『無生方便門』は第二に限らず、五門全体に多彩な教理や概念
が摂取されて、論述は複雑だが、そこで提示される原理は、『法華経』『維
摩経』の種々の語彙に置換されてはいるが、第一総彰仏体で提示された基
本論理は、第二開智慧門でも維持されていることを確認した。
　宗密は「第二開智慧門、依『法華経』開示悟入仏知見也」というが、法
華経に「依る」というのは正確ではない、むしろ『法華経』や『維摩経』
を俎上にのせ、経の語彙を駆使しつつ、その実、第一総彰仏体で提示され
た『無生方便門』独自の立場（起信論的な原理）に依る法華経解釈に貫徹さ
せる、会通『法華経』の提示である。
　つまり『無生方便門』の第一総彰仏体で『起信論』の語彙を中心に提起
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された、独自の禅定観（五処解脱、一切処解脱と呼ばれた）が全体として維
持されている。
　それは『無生方便門』という題の意味にかかわるが、私見では無生とは
自性無生（『起信論』）の離念の体、真如覚性（離言真如）を指し、離念之体
（真如覚性）を定慧方便を通して了悟する、無生の理（体）を定慧を尽くし
て了解するという、体と方法（方便）との一体関係、その意味で第一総彰
仏体以来の基本構図を維持している（２0）。
　しかも『無生方便門』第一総彰仏体は『起信論』の語彙や論理を駆使し
ているのだが、実は『起信論』に依るとは明言しない。これは偶然ではな
い。第一はあくまで『無生方便門』の独自の論理だとする前提で展開する
のであり、第二以下の諸方便の展開も宗密の理解のように「五経に依（依
維摩経云々）」って方便を説いたというのではなく、
　第一と第二以降の関係は、第一総彰仏体こそ『起信論』の影響を受けて
いるが、そこで提起された浄法界、仏界や離念之体、身裡の覚性や法界一
相と法界十八界の体用関係といった論理（浄法界の描出）は、翻っては、
この第一の原理を以て第二以下の経典を会通する展開であり、むしろ諸経
典に亙って第一総彰仏体の起信論的論理を諸経にまで貫徹させる会通の論
理の展開だというべきである。第三門以降の分析も当然必要だが、いま簡
単に展望しておくと以下のような用例が見いだせる。

　『無生方便門』（第三不思議解脱）
心不思、口不議。心不思、心如、心離系縛、心得解脱。口不議、色如
色離系縛、色得解脱。心色倶離系縛、是名不可思議解脱。
� 韓［２018］p134
　『無生方便門』（第四明諸法正性）
達摩和上解云、心不起、是離自性、識不起、是離欲際、心識倶不起、
是諸法正性。如水大流盡、波浪即不起。如是意識滅、種種識不生。
� 同前 p138

　今は概括的な展望（２1）を示すばかりだが、『無生方便門』全体は体用、定
慧、心不起心起、念不起、離念、念起、動不動　意根五根　法界一相法界
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十八界といった二項対立的な基本概念が五門を一貫しており、そこには共
通の禅定観が貫かれていることが看取できるのである。
　従来、宗密の「方便通経者、方便謂五方便」理解に影響されて、五方便
を五経典による方便解釈と理解してきたが、宗密の理解は訂正されねばな
らないだろう（２２）。
　では『無生方便門』の思想的到達をどのように位置づけるのか。
　韓伝強は『無生方便門』の特徴を王陽明の語に託して「六経注我（２3）」
と指摘するが、それは上来考えたような『無生方便門』第一総彰仏体の基
本論理で以て諸経を会通しようとする強い意図、つまり禅宗の到達した
「教理的」確信の主張として理解できる。では諸経を会通する基本論理と
は何か
　『大乗無生方便門』は第一総彰仏体で『起信論』の「仏即覚義」や「本
覚」「離念之体」等々を成仏の根拠にして、法界一相と十八界を展摂（体
用）等不一不二の関係に配し、十八界の各処（一切処）に解脱を宣言する。
即ち十八界見聞覚知の当所に五処解脱、一切処解脱を見る第一総彰仏体の
浄法界（仏界）の思想は、覚の三義（自他覚満）を統合する初期禅宗の成仏
論として、諸経を会通する基本構図として定礎されたのである。

註
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� 　疏、方便通経者、方便謂五方便也。第一総彰仏体、依起信論。謂仏者
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� …第二開智慧門、依「法華経」開示悟入仏知見也。謂身心不動、豁然無
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念是定、見聞覚知是慧。不動是開、此不動即能従定発慧。意根不動智門
開、五根不動慧門開。智用是知、慧用是見、名開仏知見。知見即是菩提、
「菩提者不可以身心得。寂滅是菩提、滅諸相故」。（菩薩品14p54２b）　眼
見色、不被色塵礙、眼菩提云々。耳鼻舌身意亦然。

� 　六根不礙諸塵相、即是圓満大菩提。「知是根本智縁真、見是後得智了
俗。一往無間是縁真、先以証為根本。若不以証為先、所有知見随染。今
日熾然於六塵中得自在。由何物。只縁先以証為根本。所以知見不染六塵、
処処知見分明名仏知見。次下釈諸仏世尊唯以一大事等、云々。

� 　「眼見色、不被色塵礙眼菩提云々耳鼻舌身意亦然」は宇井［1935］
p36２でこの一段を解説するが、『無生方便門』第二には未見。意は第一
総彰仏体に云う眼処解脱、五処解脱に同じ。眼見色、心不起、是真空、
色不染根、見自在、是妙有（第五自在無礙門）韓［２018］p198等も
十八界に浄法界を見る発想は一貫する。

（ 3）� 宇井伯寿『禅宗史研究』pp471-479、鈴木大拙『鈴木大拙全集』巻三、
pp193-２03、河合［1990］、伊吹敦「前掲論文」、韓伝強［２013］及び前
掲書。

（ 4）� 拙稿「『無生方便門』の禅定論」『禅学研究』99、２0２1。
（ 5）� 韓［２013］p3２9、『楞伽師資記』を根拠に「坐禅看心已経成為禅宗修行

基本方式、北宗正是継承了」と道信以降坐禅中心となったというが、
『楞伽師資記』の坐禅為主こそ、むしろ同書の立場を表す特徴であり、
道信、弘忍以来、東山法門には坐禅（常坐三昧）ではない歴縁対境止観
の継承があった、『無生方便門』に対境止観の痕跡を見ようとするのが
筆者の課題である。

（ 6）� 拙稿「前掲論文」『禅学研究』99号、２0２1、智顗、起信論の用例を挙げ
た。

（ 7）� 韓［２013］pp338-40。
（ 8）�「五方便文献」二、『通一切経要義集』も一物不見（第一）、聞声而不動

（第二）は同様である。ちなみに『通一切経要義集』の第三門、須弥芥
子有大小相不、以下の冒頭問答も、さらに第五了無異門には於眼根中入
正受、根無礙塵、於色法中三昧起、塵不礙根。というのも、端的に見聞
覚知の当所に三昧を顕現させている論理と理解できる。

（ 9）� 娑婆世界以下六世界、如来は六色を仏事となす、そこでは六根（眼耳鼻
舌身意）が慧門である。

� 　六世界を六根（眼耳鼻舌身意）慧門に配しているが、六世界如来が見
聞覚知を仏事としている故に六根が慧門（意根も慧門とする）となると
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いう主張は、禅定思想としても重要な説であろう。六世界とは、以下の
通り。

� 　　�娑婆世界、釋迦如来以音声爲佛事。耳根爲慧門。光明世界、燈明如
来以光明爲佛事。眼根爲慧門。

� 　　�香積世界、香積如来以衆香爲佛事。鼻根爲慧門。甘露世界、甘露如
来以甘露味爲佛事。舌根爲慧門。

� 　　�衆花世界、花光如来以衆花爲佛事、身根爲慧門。妙喜（慧）世界、
法明如来以知一切法不動、爲佛事。意根爲慧門。此方便非但能発慧、
亦能正定。（韓［２018］p1２3）

� 最期の「妙喜（慧）世界」が意根爲慧門とするのは、一切法不動を知る
意根は智門として理解できる。

（10）� 二（七）の続き、「二乗人出定即聞、在定不聞。二乗人在定無慧、不能
説法、亦不能度衆生。出定心散、説法無定水潤名乾慧定、是聞不聞」は、
後段、第二（十七）『維摩経』の無方便慧縛を問う一段、出定心散説法　
無定水潤名乾慧定、是名無方便慧縛（韓［２018］p1２6）。も同文である
が、心字の脱字があるか（無定水潤（心）名乾慧定）。この参考になる
のは宗密『大疏鈔』の第三顕不思議解脱に類似の一節がある。二乗人在
定、即不能説法、出定則説生滅法、為無定水潤心、名為乾慧。但住不動
中説法、不動是方便、説法是慧。「為無定水潤心、名為乾慧」定という
水が其心に浸潤することがないから、其智は乾慧と称せられる。宇井
［1935］p364参照。また伊吹［1997］p316荷沢神会の北宗批判が『無生
方便門』の二乗批判を依用していると云う指摘があるが、この一段が該
当しよう。

（11）� 注、宇井［1935］p36２もこの特徴を指摘するが、邪定、正定を文字通
り禅定（対境止観、後述）の問題とは理解していない。

（1２）� 眼見色、心不起、是根本智（p1２5）の一段は、宗密『疏鈔』、宇井
［1935］本は、第二開智慧門の「眼見色、不被色塵礙、眼菩提云々。耳
鼻舌身意亦然」の一段だが対応箇所は見えない。

（13）�『大乗五方便北宗』之二（韓［２018］p２05）解脱是自在義、若随六塵境、
不名自在、不随六塵境、即是自在。という定義が見いだせる。

（14）� 韓［２013］p336参照。体用及其関係として、①離念是体、見聞覚知是用。
寂是体、照是用。②寂而常用、用而常寂。寂而常用、則事則理。用而常
寂、則理則事。寂而常用、則空則色。用而常寂、則色則空。これら相即
関係は定慧関係も共通である。

（15）� 二『通一切経要義集』第一　離念相者、等虚空界、無所不遍。已上為覚
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義。法界一相、已上為覚他。即是如来平等法身。是名覚満、依此法身、
説名本覚、名三覚。韓［２018］p143

（16）�『維摩経』文殊師利問疾品第五
� 　　�何謂縛、何謂解。貪著禅味、是菩薩縛。以方便生、是菩薩解。又無

方便慧縛、有方便慧解。無慧方便縛、有慧方便解。
� 　　�何謂無方便慧縛。謂菩薩以愛見心、莊厳佛土、成就衆生。於空・無

相・無作法中、而自調伏、是名無方便慧縛。
� 　　�何謂有方便慧解。謂不以愛見心、莊厳佛土、成就衆生。於空・無相

・無作法中、以自調伏而不疲厭、是名有方便慧解。
� 　　�何謂無慧方便縛。謂菩薩住貪欲・瞋恚・邪見等諸煩惱、而植衆徳本、

是名無慧方便縛。
� 　　�何謂有慧方便解。謂離諸貪欲・瞋恚・邪見等諸煩惱、而植衆徳本、

迴向阿耨多羅三藐三菩提、是名有慧方便解。
� 　　�文殊師利。彼有疾菩薩應如是観諸法。又復観身無常・苦・空・非我、

是名爲慧。雖身有疾、常在生死、饒益一切、而不厭倦。是名方便。
（T14p545b）

� 　宗密『大疏鈔』第三顕不思議解脱、依維摩経云々、はこの第二不動門
と重なる部分が多い。第二は依法華経とはいいつつ、維摩経の教説が重
要課題となっている。

（17）� 注（10）参照。
（18）� 拙稿「『無生方便門』の禅定論」『禅学研究』99、２0２1、「『大乗無生方便

門』と対境止観」『禅文化研究所研究紀要』２0２1。
（19）� 止観双運は『起信論』止観二門共相助成も同様である、「是止観二門。

共相助成不相捨離」が二乗批判に通じる一段。
� 　　�　若行若住若臥若起。皆応止観倶行。所謂雖念諸法、自性不生、而

復即念因縁和合、善悪之業、苦楽等報、不失不壞。雖念因縁、善悪
業報、而亦即念性不可得。若修止者、対治凡夫、住著世間。能捨二
乗怯弱之見。若修観者、対治二乗、不起大悲、狹劣心過、遠離凡夫、
不修善根。以此義故。是止観二門。共相助成不相捨離。若止観不具。
則無能入菩提之道。（T3２,583a）　

� 　大竹［２018］pp33２-336、柳田聖山『楞伽資師記』道信 4 p２09等参照。
（２0）� 拙稿「『無生方便門』の禅定論」『禅学研究』２0２1。
（２1）� 以下のような類似した教説が散見される。
� 　　�三『大乗五方便北宗』之一　韓［２018］p194同文、
� 　　�三『大乗五方便北宗』之一　第四明諸法正性門
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� 　　�　心不起是善、是定、識不生是来、是慧、故名善来。不来相而来、
不来相、心不起、是定、而来、識不生、是慧。不見相而見　不見相、
心不起、是定　而見、識不生、是慧。韓［２018］p194/［２013］
p347

� 　　�三『大乗五方便北宗』之一　第五自然無礙解脱門�
� 　　�　眼見色心不起、是真空、色不染根、見自在、是妙有。耳聞声心不

起、是真空、声不染根、聞自在、是妙有。鼻舌身意並如前弁。韓
［２018］p198

� 　　�　於眼根中入正受、於色塵中三昧起。示現色法不思議、諸天世人莫
能知。於色塵中入正受、於眼根中三昧起、示現眼法不思議、諸天世
人莫能知。耳鼻舌身意並如上解。…眼亦遍法界、耳鼻舌身意、色声
香味触法、見聞覚知並遍法界。韓［２018］p199

� 　　�　第五　了無異門　不動是開智慧　意根是智門　五根是慧門　韓
［２018］p353

（２２）� 第一総彰仏体は『起信論』と天台教学（『天台小止観』対境止観）に依
るのであり、「方便通経者、方便謂五方便也」という宗密の解釈は検討
を要する。宇井の解釈も宗密を承けるが、「方便謂五方便也」（五方便と
いう語は北宗後期か）は、もとより五の方便なのではなく、方便とは方
法としての定慧の意味であり、五経、及び諸経を第一総彰仏体の基本原
理（定慧方便）で会通するのがその意図である。印順『中国禅宗史』も
第一で完結しているという理解は、この意味では妥当である（邦訳
p181）。

� さらに宗密『大疎鈔』の第一総彰仏体にいう、眼見色、意同知染法界、
意不同知浄法界。耳等皆然。瞥起心即十八界、無心即一相。というのは
『無生方便門』の理解としては首肯できない。染浄二法界を分かつのは
意の同知不同知ではなく意と弁別される意根、意識であり、十八界に染
浄二法界が分かれるからである。宗密は第二開智慧門で「意根不動智門
開、五根不動慧門開。智用是知、慧用是見、名開仏知見」と六根不動を
捉えながら、十八界の五処解脱、一切処解脱を捉えることができない
（つまり対境止観を認めない）のである、意同知染法界、意不同知浄法
界からは当然の解釈ではあるといえる。

（２3）� 韓［２018］p341。しかしこれは第二開智慧門の性格にとどまらず、『無
生方便門』全体の性格として理解できるのであり、禅宗の基本性格とな
るものである。
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